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1. 工事計画添付書類に係る補足説明資料 

添付書類の記載内容を補足するための資料を以下に示す。 

 

資料 

No. 
添付説明資料名 補足説明資料（内容） 備考 

1 

安全設備及び重大事故等

対処設備が使用される条

件の下における健全性に

関する説明書 

1．第 54 条に対する適合性の整理表 

 

2．第 14,15,38 条に対する適合性の整理表 

3．環境条件における機器の健全性評価の手法に

ついて 

4．燃料プール監視カメラ用冷却設備について 

5．共用・相互接続設備について 

6．基準規則で規定される施設・設備の整理 

7．原子炉格納容器内に使用されるテフロン®材の

事故時環境下における影響について 

8．「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基

準に関する規則」の第 54 条及び第 59 条から

77 条に基づく主要な重大事故等対処設備一覧

表 

9．主蒸気逃がし安全弁の環境条件の設定につい

て 

10．安全設備及び重大事故等対処設備の環境条件

の設定について 

11．自主対策設備の悪影響防止について 

12．重大事故等対処設備の事故後８日以降の放射

線に対する評価について 

13．重大事故等時における現場操作の成立性につ

いて 

2 

可搬型重大事故等対処設

備の保管場所及びアクセ

スルート 

1. 送電鉄塔他の影響評価について 

1.1  220kV第二島根原子力幹線 No.1及び No.2

鉄塔の耐震評価 

1.1.1  解析手法 

1.1.2  送電鉄塔解析手順 

1.1.3  解析コード 

1.1.4  解析モデルの設定 

1.1.5  固有値解析結果 

1.1.6  解析用入力地震波 

1.1.7  解析条件 

1.1.8  部材強度 

1.1.9  解析結果 

1.1.10 送電鉄塔基礎の耐震評価 

1.1.11 解析結果 

1.2  66kV鹿島支線 No.2-1鉄塔の耐震評価 

1.2.1  解析手法 

1.2.2  送電鉄塔解析手順 

1.2.3  解析コード 

1.2.4  解析モデルの設定 

1.2.5  固有値解析結果 

1.2.6  解析用入力地震波 

 



 

 

 

資料 

No. 
添付説明資料名 補足説明資料（内容） 備考 

2 

可搬型重大事故等対処設

備の保管場所及びアクセ

スルート 

1.2.7  解析条件 

1.2.8  部材強度 

1.2.9  解析結果 

1.2.10 送電鉄塔基礎の耐震評価 

1.2.11 解析結果 

1.3  第 2－66kV開閉所屋外鉄構の耐震評価 

1.3.1  解析手法 

1.3.2  屋外鉄構解析手順 

1.3.3  解析コード 

1.3.4  解析モデルの設定 

1.3.5  固有値解析結果 

1.3.6  解析用入力地震波 

1.3.7  解析条件 

1.3.8  部材強度 

1.3.9  解析結果 

1.3.10 屋外鉄構基礎の耐震性確認 

1.4  通信用無線鉄塔の耐震評価 

1.4.1  解析手法 

1.4.2  通信用無線鉄塔解析手順 

1.4.3  解析コード 

1.4.4  解析モデルの設定 

1.4.5  固有値解析結果 

1.4.6  解析用入力地震波 

1.4.7  解析条件 

1.4.8  部材強度 

1.4.9  解析結果 

1.4.10 通信用無線鉄塔基礎の耐震性確認 

1.5  鉄塔滑落評価 

1.5.1  評価方針 

1.5.2  評価対象鉄塔の抽出 

1.5.3  地震による鉄塔倒壊事例の調査・分析

による影響評価の前提条件整理 

1.5.4  送電鉄塔の影響評価 

1.5.5  まとめ 

別紙－1  加速度応答スペクトル 

別紙－2  220kV 第二島根原子力幹線 No.1 及び

No.2鉄塔部材仕様 

別紙－3  220kV 第二島根原子力幹線 No.1 鉄塔

Ss-D入力時における鉛直成分について 

別紙－4  水平 2方向及び鉛直方向の地震力の組

合せによる鉄塔の耐震評価への影響 

別紙－5  現状の鉄塔基礎耐震評価における妥当

性確認について 

別紙－6  220kV第二島根原子力幹線 No.1鉄塔基

礎の耐震補強について 

別紙－7  解析コード「ＴＤＡＰⅢ」の検証及び

妥当性確認等について 

 



 

 

 

資料 

No. 
添付説明資料名 補足説明資料（内容） 備考 

2 

可搬型重大事故等対処設

備の保管場所及びアクセ

スルート 

別紙－8  220kV第二島根原子力幹線 No.1鉄塔の

地盤の支持性能について 

別紙－9  220kV第二島根原子力幹線 No.1鉄塔基

礎の支持力算出結果 

別紙－10 220kV第二島根原子力幹線 No.2鉄塔基

礎の支持力算出結果（a脚及び d脚の場

合） 

別紙－11 66kV鹿島支線 No.2-1鉄塔部材仕様 

別紙－12 66kV 鹿島支線 No.2-1 鉄塔基礎の耐震

補強について 

別紙－13 第 2－66kV開閉所屋外鉄構部材仕様 

別紙－14 第 2－66kV 開閉所屋外鉄構基礎材と基

礎コンクリートの健全性について 

別紙－15 通信用無線鉄塔部材仕様 

別紙－16 500kV及び 66kV送電線保護装置につい

て 

別紙－17 当社送電鉄塔の倒壊事例（66kV 1導体）

について 

別紙－18 改良地盤⑦の物性値の設定方法につい

て 

(参考資料) 500kV 島根原子力幹線 3 基が同時倒

壊し滑落する場合の鉄塔滑落評価 

2. 保管場所及び屋外のアクセスルートの周辺斜

面及び敷地下斜面のすべり安定性評価につい

て 

2.1 概要 

2.2 評価フロー 

2.3 保管場所及びアクセスルートに影響する

おそれのある斜面の網羅的な抽出 

2.3.1 離隔距離の考え方 

2.4 液状化範囲の検討 

2.4.1 液状化範囲の検討フロー 

2.4.2 液状化範囲の検討方法及び検討結果 

2.5 保管場所及びアクセスルートに影響する

おそれのある斜面のグループ分け 

2.6 評価対象斜面の選定及び評価 

2.6.1 評価フロー（詳細） 

2.6.2 選定方針及び評価方法 

2.6.3 評価対象斜面の選定及び評価結果 

2.7 対策工（抑止杭）に関する詳細検討 

2.7.1 基本方針 

2.7.2 抑止杭の設計 

2.7.3 抑止杭の耐震評価 

2.7.4 抑止杭を設置した斜面の安定性評価 

2.7.5 構造等に関する先行炉との比較 

2.7.6 対策工（抑止杭）を設置した斜面の抑止

杭間の岩盤の健全性 

 



 

 

 

資料 

No. 
添付説明資料名 補足説明資料（内容） 備考 

2 

可搬型重大事故等対処設

備の保管場所及びアクセ

スルート 

2.8 その他の検討 

2.8.1 鉄塔が設置されている斜面の安定性評

価 

2.8.2 岩盤斜面と盛土斜面の同時崩壊検討 

2.8.3 応力状態を考慮した検討 

2.9 安全対策工事に伴う掘削を踏まえた周辺

斜面及び敷地下斜面のすべり安定性評価 

2.9.1 概要 

2.9.2 評価フロー 

2.9.3 評価対象斜面への掘削箇所の反映 

2.9.4 岩盤斜面の安定性評価 

2.9.5 盛土斜面の安定性評価 

2.9.6 評価方法 

2.9.7  岩盤斜面の安定性評価結果 

2.9.8 盛土斜面の安定性評価結果 

(参考資料 1) 各断面の比較検討結果及び評価対

象斜面の選定根拠 

(参考資料 2) すべり安定性評価の基準値の設定

について 

(参考資料 3) 斜面のすべり安定性評価に用いた

解析コードの適用性について 

(参考資料 4) Ｄ級岩盤等の間隙率の設定につい

て 

(参考資料 5) 入力地震動の設定に用いる地下構

造モデルについて 

 

3. 液状化及び揺すり込みによる沈下量及び傾斜

の算定方法について 

 

4. 保管場所における液状化及び揺すり込みに

よる不等沈下・傾斜，液状化に伴う浮き上が

りによる影響評価について 

5. 保管場所における地盤支持力評価について 

6. 保管場所及び屋外のアクセスルート近傍の障

害となり得る構造物と影響評価について 

7. 保管場所及び屋外のアクセスルート周辺構造

物の耐震性評価について 

7.1 他資料において耐震性を確認している周

辺構造物 

7.2 建物・構築物の耐震性評価 

7.2.1 免震重要棟の耐震性評価 

7.2.2 １号機原子炉建物の外装材の耐震性評

価 

7.2.3 建物の外装材以外の部材の耐震性評価 

7.2.4 第二輪谷トンネルの耐震性評価 

7.2.5 連絡通路の耐震性評価 

7.2.6 ２号機開閉所防護壁の耐震性評価 

7.2.7 補助消火水槽の耐震性評価 



 

 

 

 

 

 
  

資料 

No. 
添付説明資料名 補足説明資料（内容） 備考 

2 

可搬型重大事故等対処設

備の保管場所及びアクセ

スルート 

7.2.8 重油タンク（No.1,2,3）の溢水防止壁の

耐震性評価 

7.3 機器・配管の耐震性評価 

7.3.1 第 2予備変圧器の耐震性評価 

7.3.2 重油移送配管（防波壁乗り越え箇所）の

耐震性評価 

7.3.3 送電鉄塔他の耐震性評価 

 

8. 屋外のアクセスルートの段差緩和対策等につ

いて 

 

9. 屋外のアクセスルートの側方流動評価につい

て 

10. 屋内のアクセスルートの設定について 

11. 屋内のアクセスルート確保のための対策につ

いて 

12. 可搬型重大事故等対処設備の保管場所につい

て 

13. 森林火災時における屋外のアクセスルートへ

の影響について 

14. 土石流による影響評価について 

15. 主要変圧器の火災発生防止対策について 

16. 屋外タンク等からの溢水影響評価について 

別紙－1 放射性物質内包水が溢水した場合の線

量影響評価 

(参考資料) 屋外のアクセスルートの影響評価の

うち屋外タンク等からの溢水評価に

おける溢水伝播挙動評価の比較 

17. 第４保管エリアの変更に伴う影響について 

18. 重油移送配管の経路変更に伴う影響について 

19. 防波壁通路防波扉に設置する漂流物対策工に

よる屋外のアクセスルートへの影響について 

20. 可燃物施設火災時の影響評価方法について 

21. 安全対策工事に伴う西側工事エリア周辺の屋

外のアクセスルートへの影響について 

3 

発電用原子炉施設への人

の不法な侵入等の防止に

ついて 

核物質防護設備の安全設備及び重大事故等対処

設備への波及的影響の防止について 
 

4 
ブローアウトパネル関連

設備の設計方針 

ブローアウトパネル関連設備の設計方針に係る

補足説明資料 
 



資料 No.1 

安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下

における健全性に関する説明書に係る補足説明資料 



１．【第 54条に対する適合性の整理表】 



記載要領-1 

本資料は，重大事故等対処設備の技術基準規則第 54条への適合性を整理するも

のであり，その記載要領を記載要領-2～記載要領-8に示す。 



記載要領-2 

重大事故等対処設備の適合性一覧表記載要領（1/3） 

番号 項目 記載内容 

(1) 条文，機能 
対応する技術基準条文番号と，機能名称（重大事故等対策手段名称）

を記載する。 

(2) 設備分類 
常設重大事故等対処設備か，可搬型重大事故等対処設備かの分類を記

載する。 

(3) 設備名称 設備名称を記載する。 

(4) 
環境条件に 

おける健全性 

54条 1項 1号（環境条件における健全性）に対する適合性を記載する。 

環境条件として考慮する項目は，添付書類Ⅵ-1-1-7第 2.3節において

対象とした温度，圧力等とする。 

温度，圧力，湿度及び放射線は，重大事故等時に想定される環境条件

と，本資料説明対象設備の設計値（耐性値）との比較により健全性を

記載する。 

ここで環境条件は添付書類Ⅵ-1-1-7 第 2.3 節において設定した値で

あり，添付書類Ⅵ-1-1-7 第 2.3 節の原則外を適用する場合は，「10．

安全設備及び重大事故等対処設備の環境条件の設定について」におい

て示している。 

設計値（耐性値）は(10)の「参照図書」欄に評価手法の分類を示して

おり，各評価手法の内容は「3．環境条件における機器の健全性評価

の手法について」に記載している。 

海水については，添付書類Ⅵ-1-1-7第 2.3 節において使用する材料等

の選択肢を記載しているため，これらのうち当該設備に適用するもの

を記載する。 

電磁的障害については，添付書類Ⅵ-1-1-7第 2.3 節において電子部品

を使用しない，金属筐体で格納する等の選択肢を記載しているため，

これらのうち当該設備に適用するものを記載する。 

冷却材の性状については，添付書類Ⅵ-1-1-7第 2.3節において，スト

レーナ設置，有効吸込水頭確保等の選択肢を記載しているため，これ

らのうち当該設備に適用するものを記載する。

(5) 操作の確実性 

54条 1項 2号（操作の確実性）に対する適合性を記載する。 

操作の確実性として考慮する項目は，添付書類Ⅵ-1-1-7 第 2.4節にお

いて対象とした操作環境，操作準備，操作内容，状態確認とする。 

(6) 試験・検査 

54条 1項 3号（試験・検査）に対する適合性を記載する。 

添付書類Ⅵ-1-1-7第 2.4節において，ポンプ，弁，容器等の設備分類

ごとに対象とすべき試験・検査項目を記載しているため，これらの適

切なものを選択して記載する。 

(7) 系統の切替性 

54条 1項 4号（切替性）に対する適合性を記載する。 

重大事故等に対処するために切替操作が必要な設備に該当するかど

うかの判断を記載し，該当する場合には弁により切替を行う等の設計

を記載する。 



記載要領-3 

重大事故等対処設備の適合性一覧表記載要領（2/3） 

番号 項目 記載内容 

(8) 悪影響防止 

54条 1項 5号（悪影響防止）に対する適合性を記載する。 

悪影響防止として考慮する項目は，設置許可まとめ資料の整理に合わ

せて，系統設計及び内部発生飛散物とする。 

内部発生飛散物については，添付書類Ⅵ-1-1-10 で対象とするポンプ，

ファン，発電機等の回転機を記載対象とする。

(9) 設置場所 

54条 1項 6号（設置場所）に対する適合性を記載する。 

環境放射線に対して操作可能であることを求める条文であるため，現

場若しくは遠隔での操作が必要な設備について記載する。 

現場操作が必要な設備については，安全審査において，重大事故等対

策の有効性評価における作業のうち，屋外作業として最も実効線量が

高くなることを確認した「原子炉補機代替冷却系準備操作」時の値が

約 53mSv 以下，屋内作業として最も実効線量が高くなることを確認し

た「常設代替交流電源設備からの受電操作」時の値が約 41mSv 以下で

あり，緊急作業時の線量限度である 100 mSvを下回ることを記載する。 

遠隔での操作が必要な設備については，放射線影響を受けない離れた

場所若しくは中央制御室から操作可能なことを記載する。 

(10) 参照図書 

配置図，構造図等の添付図は，(4)～(9)，(11)～(13)，(16)～(23)の

内容を直接的に説明するものではないが，設備の大概イメージを確認

できるものを記載する。 

添付書類は，(4)～(9)，(11)～(13)，(16)～(23)の内容をより詳細に

示す説明書類を記載する。 

(11) 
常設重大事故等対

処設備の容量 

54条 2項 1号（容量）に対する適合性として，必要な容量を持つこと

を記載する。 

(12) 共用の禁止 

島根原子力発電所第２号機の常設重大事故等対処設備は，原則として

2 以上の発電用原子炉施設と共用しない設計であることを記載する。 

共用する場合は，共用することにより安全性が向上し，かつ相互の発

電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない設計とすることを記載

する。 

(13) 
共通要因故障防止

（方針） 

54 条 2 項 3 号（共通要因故障の防止（常設設備））又は 54 条 3 項 7

号（共通要因故障の防止（可搬設備））に対する適合性を記載する。 

共通要因として考慮する項目は，設置許可本文及び工認本文において

対象とした，環境条件，自然現象及び外部人為事象，溢水，火災並び

にサポート系とする。 

共通要因故障の対象設備は，(14)及び(15)で示すものとする。 

(14) 
共通要因故障防止

（対象設備） 

(13)の共通要因故障防止で考慮対象とする設計基準事故対処設備等

と重大事故等対処設備（本資料の説明対象設備）を記載する。

(15) 
共通要因故障防止

（電力等） 

(14)で記載した共通要因故障防止で考慮対象とする設計基準事故対

処設備等と重大事故等対処設備について，それぞれの設備に対する多

様性（電力，油，冷却水等のサポート系を含む）を記載する。

(16) 第 2項（常設設備） 
可搬設備の表においては対象外のため，「常設重大事故等対処設備に

対する条項」とのみ記載する。 

(17) 第 3項（可搬設備） 
常設設備の表においては対象外のため，「可搬型重大事故等対処設備

に対する条項」とのみ記載する。 

(18) 容量（可搬設備） 
54条 3項 1号（容量）に対する適合性として，必要な容量を持つこと

を記載する。 



記載要領-4 

重大事故等対処設備の適合性一覧表記載要領（3/3） 

番号 項目 記載内容 

(19) 
可搬型重大事故等

対処設備の接続性 

54条 3項 2号（接続性）に対する適合性を記載する。 

添付書類Ⅵ-1-1-7第 2.4節において，常設設備と接続して使用する

設備はフランジ接続，ボルト・ネジ接続等の接続方式を用い，容易

かつ確実に接続可能な設計であることとしているため，これらの適

切なものを選択して記載する。 

(20) 
異なる複数の接続

箇所の確保 

54条 3項 3号（複数接続口）に対する適合性として，原子炉建物の

外から水又は電力を供給する設備については接続口を複数箇所設置

することを記載する。 

(21) 
設置場所（可搬設

備） 

54条 3項 4号（設置場所）に対する適合性は第 1 項第 6 号に同じで

あるため，その旨を記載する。 

(22) 
保管場所（可搬設

備） 

54条 3項 5号（保管場所）に対する適合性は第 3 項第 7 号に同じで

あるため，その旨を記載する。 

(23) 
アクセスルート

（可搬設備）

54条 3項 6号（アクセスルート）に対する適合性として，アクセス

ルートを確保する設計を記載する。



記載要領-5 

第72条 

常設代替交流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ガスタービン発電機 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：ガスタービン発電機

建物 EL 47500 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない

－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・中央制御室の制御盤の操作スイッチでの操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第9-1-1-3-1-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・各種負荷（ポンプ負荷，系統負荷，模擬負荷）により機能・性能確認が可

能な設計とする。

・分解点検が可能な設計とする。

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-2図 

【構造図】：第9-1-1-3-4-1,7図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【単線結線図】：第1-4-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操

作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計

【単線結線図】：第1-4-2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計
【配置図】：第9-1-1-3-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

    常設重大事故等対処設備の適合性一覧表記載要領説明図（1/2） 

(1) (2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10)



記載要領-6 

第72条 

常設代替交流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ガスタービン発電機 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共

通

要

因

故

障

防

止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計

・落雷に対しては，避雷設備又は接地設備により防護する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
非常用交流電源設備 

ガスタービン発電機 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

ガスタービン発電機用サービスタンク 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

電力 － － 

空気 － － 

油 燃料デイタンク ガスタービン発電機用サービスタンク 

冷却水 水冷 空冷 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

常設代替交流電源設備は，非常用交流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，ガスタービン発電機の発電機をガ

スタービンにより駆動することで，ディーゼルエンジンにより駆動する非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電設備の発電機を用いる非常用交流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機，ガスタービン発電機用サービスタンク及びガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，

原子炉建物から離れたガスタービン発電機建物内に設置することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍に設置する非常用ディーゼル発電設備のB-ディーゼル燃料移送

ポンプ，タービン建物近傍に設置する非常用ディーゼル発電設備のA-ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電設備のディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

常設代替交流電源設備は，ガスタービン発電機の発電機からメタルクラッド開閉装置 2C及び 2Dまでの系統において，独立した電路

で系統構成することにより，非常用ディーゼル発電設備の発電機からメタルクラッド開閉装置 2C及び 2Dまでの系統並びに高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機からメタルクラッド開閉装置HPCSまでの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，常設代替交流電源設備は非常用交流電源設備に対して独立性を有する

設計とする。 

    常設重大事故等対処設備の適合性一覧表記載要領説明図（2/2） 

(1) (2) 

(3) 

(11)

ⅴ)

(12) 

(13) 

(17) 

(10) 

(14) 

(15)



記載要領-7 

第69条 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘ

ッダ）による燃料プール注水及びスプレ

イ 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
大量送水車 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第3-2-2-1-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部には鋳物を使用す

る設計

（設置許可系統図）第4.3－1図 

【構造図】：第3-2-2-4-2図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
【構造図】：第3-2-2-4-1図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 【系統図】：第3-2-2-3-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実

に接続が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第3-2-2-1-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-1図 

【系統図】：第3-2-2-3-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・分解点検又は取替が可能な設計とする。

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第3-2-2-3-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-2図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計 
【系統図】：第3-2-2-3-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操

作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計

【系統図】：第3-2-2-3-2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計 
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv 

注記＊：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS 注水機能喪失＋全交流動力電

源喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第3-2-2-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 

    可搬型重大事故等対処設備の適合性一覧表記載要領説明図（1/2） 
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記載要領-8 

第69条 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘ

ッダ）による燃料プール注水及びスプレ

イ 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
大量送水車 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 

・簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続できる設計

・発電用原子炉施設が相互に使用することができるように同一形状の接続方

式の設計とするとともに，同一ポンプを接続する配管は口径を統一する等，

複数の系統での接続方式を図った設計 

【系統図】：第3-2-2-3-2図 

【構造図】：第3-2-2-4-1図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 

・建物の異なる面の隣接しない位置又は屋内及び建物面の適切に離隔した位

置に複数箇所設置する設計 
【配置図】：第3-2-2-1-1図 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計 

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震に対しては，転倒しないことを確認する。又は必要により固縛等の処

置をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺

すり込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中

埋設構造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計

・生物学的事象のうちクラゲ等の海洋生物から影響を受けるおそれのある屋

外の可搬型重大事故等対処設備は，予備を有する設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-7-別添2

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

残留熱除去系（燃料プール冷却及び補給） 

燃料プール冷却系 

大量送水車 

可搬型ストレーナ 

常設スプレイヘッダ 

電力 非常用交流電源設備 ディーゼルエンジン 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 燃料プール 輪谷貯水槽（西１），輪谷貯水槽（西２） 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

燃料プールスプレイ系は，残留熱除去系及び燃料プール冷却系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，大量送水車をディーゼルエンジンにより

駆動することで，電動機駆動ポンプにより構成される燃料プール冷却系及び残留熱除去系に対して多様性を有する設計とする。 

また，燃料プールスプレイ系は，代替淡水源を水源とすることで，燃料プールを水源とする残留熱除去系及び燃料プール冷却系の冷却機能並びにサプレッ

ションチェンバを水源とする残留熱除去系の補給機能に対して異なる水源を有する設計とする。燃料プールスプレイ系の大量送水車は，原子炉建物から離

れた屋外に分散して保管することで，原子炉建物内の残留熱除去ポンプ及び燃料プール冷却ポンプと共通要因によって同時に機能を喪失しないよう位置的

分散を図る設計とする。 

大量送水車の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。 

    可搬型重大事故等対処設備の適合性一覧表記載要領説明図（2/2）  
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核燃-1 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第69条 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘ

ッダ）による燃料プール注水及びスプレ

イ 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
大量送水車 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第3-2-2-1-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部には鋳物を使用す

る設計

【系統図】：第3-2-2-3-1,2図 

【構造図】：第3-2-2-4-2図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能がそこなわれ

ることはない
【構造図】：第3-2-2-4-1図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 【系統図】：第3-2-2-3-1,2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実

に接続が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第3-2-2-1-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-1図 

【系統図】：第3-2-2-3-1,2図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・分解点検又は取替が可能な設計とする。

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第3-2-2-3-1,2図 

【構造図】：第3-2-2-4-1,2図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第3-2-2-3-3図 

第
５
号 

悪

影

響

防

止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操

作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計

【系統図】：第3-2-2-3-3図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS 注水機能喪失＋全交流動力電

源喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第3-2-2-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



核燃-2 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第69条 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘ

ッダ）による燃料プール注水及びスプレ

イ 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
大量送水車 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 

・簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続できる設計

・発電用原子炉施設が相互に使用することができるように同一形状の接続方

式の設計とするとともに，同一ポンプを接続する配管は口径を統一する等，

複数の系統での接続方式を図った設計

【系統図】：第3-2-2-3-3図 

【構造図】：第3-2-2-4-1図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 

・建物の異なる面の隣接しない位置又は屋内及び建物面の適切に離隔した位

置に複数箇所設置する設計
【配置図】：第3-2-2-1-1図 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ。 － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震に対しては，転倒しないことを確認する。又は必要により固縛等の処

置をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺

すり込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中

埋設構造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計

・生物学的事象のうちクラゲ等の海洋生物から影響を受けるおそれのある屋

外の可搬型重大事故等対処設備は，予備を有する設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-7-別添2

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

残留熱除去系（燃料プール冷却及び補給） 

燃料プール冷却系 

大量送水車 

可搬型ストレーナ 

常設スプレイヘッダ 

電力 非常用交流電源設備 ディーゼルエンジン 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 燃料プール 代替淡水源 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

燃料プールスプレイ系は，残留熱除去系及び燃料プール冷却系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，大量送水車をディ
ーゼルエンジンにより駆動することで，電動機駆動ポンプにより構成される燃料プール冷却系及び残留熱除去系に対して多様性を有
する設計とする。 
また，燃料プールスプレイ系は，代替淡水源を水源とすることで，燃料プールを水源とする残留熱除去系及び燃料プール冷却系の冷
却機能並びにサプレッションチェンバを水源とする残留熱除去系の補給機能に対して異なる水源を有する設計とする。燃料プールス
プレイ系の大量送水車は，原子炉建物から離れた屋外に分散して保管することで，原子炉建物内の残留熱除去ポンプ及び燃料プール
冷却ポンプと共通要因によって同時に機能を喪失しないよう位置的分散を図る設計とする。 
大量送水車の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とす
る。 



核燃-3 

 島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第69条 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘ

ッダ）による燃料プール注水及びスプレ

イ 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
可搬型ストレーナ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第3-2-2-1-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部にはステンレス系

材料を使用する設計

【系統図】：第3-2-2-3-1,2図 

【構造図】：第3-2-2-4-3図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第3-2-2-4-3図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実

に接続が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第3-2-2-1-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-3図 

【系統図】：第3-2-2-3-1,2図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・差圧確認が可能な設計とする。

・内部の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第3-2-2-3-1,2図 

【構造図】：第3-2-2-4-3図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第3-2-2-3-1,2図 

第
５
号 

悪

影

響

防

止 

系統設計 
・他の系統から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第3-2-2-3-1,2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS 注水機能喪失＋全交流動力電

源喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第3-2-2-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



核燃-4 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第69条 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘ

ッダ）による燃料プール注水及びスプレ

イ 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
可搬型ストレーナ 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（常設設備と接続しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ。 － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震に対しては，転倒しないことを確認する。又は必要により固縛等の処

置をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺

すり込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中

埋設構造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計

・生物学的事象のうちクラゲ等の海洋生物から影響を受けるおそれのある屋

外の可搬型重大事故等対処設備は，予備を有する設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-7-別添2

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

残留熱除去系（燃料プール冷却及び補給） 

燃料プール冷却系 

大量送水車 

可搬型ストレーナ 

常設スプレイヘッダ 

電力 非常用交流電源設備 ディーゼルエンジン 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 燃料プール 代替淡水源 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

燃料プールスプレイ系は，残留熱除去系及び燃料プール冷却系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，大量送水車をディ
ーゼルエンジンにより駆動することで，電動機駆動ポンプにより構成される燃料プール冷却系及び残留熱除去系に対して多様性を有
する設計とする。 
また，燃料プールスプレイ系は，代替淡水源を水源とすることで，燃料プールを水源とする残留熱除去系及び燃料プール冷却系の冷
却機能並びにサプレッションチェンバを水源とする残留熱除去系の補給機能に対して異なる水源を有する設計とする。燃料プールス
プレイ系の大量送水車は，原子炉建物から離れた屋外に分散して保管することで，原子炉建物内の残留熱除去ポンプ及び燃料プール
冷却ポンプと共通要因によって同時に機能を喪失しないよう位置的分散を図る設計とする。 
大量送水車の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とす
る。 



核燃-5 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第69条 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘ

ッダ）による燃料プール注水及びスプレ

イ 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
常設スプレイヘッダ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

  EL.42800 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦470Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部にはステンレス系

材料を使用する設計
（設置許可系統図）第4.3－1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 【系統図】：第3-2-2-3-1,2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。
【系統図】：第3-2-2-3-3図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第3-2-2-3-3図 

第
５
号 

悪

影

響

防

止 

系統設計 
・他の系統から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第3-2-2-3-3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



核燃-6 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第69条 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘ

ッダ）による燃料プール注水及びスプレ

イ 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
常設スプレイヘッダ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設
備の容量 

・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置する設計

・Ⅵ－2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

残留熱除去系（燃料プール冷却及び補給） 

燃料プール冷却系 

大量送水車 

可搬型ストレーナ 

常設スプレイヘッダ 

電力 非常用交流電源設備 ディーゼルエンジン 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 燃料プール 代替淡水源 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

燃料プールスプレイ系は，残留熱除去系及び燃料プール冷却系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，大量送水車をディ

ーゼルエンジンにより駆動することで，電動機駆動ポンプにより構成される燃料プール冷却系及び残留熱除去系に対して多様性を有

する設計とする。 

また，燃料プールスプレイ系は，代替淡水源を水源とすることで，燃料プールを水源とする残留熱除去系及び燃料プール冷却系の冷

却機能並びにサプレッションチェンバを水源とする残留熱除去系の補給機能に対して異なる水源を有する設計とする。燃料プールス

プレイ系の大量送水車は，原子炉建物から離れた屋外に分散して保管することで，原子炉建物内の残留熱除去ポンプ及び燃料プール

冷却ポンプと共通要因によって同時に機能を喪失しないよう位置的分散を図る設計とする。 

大量送水車の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とす

る。 



核燃-7 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第69条 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイ

ノズル）による燃料プール注水及びスプ

レイ 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
大量送水車 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第3-2-2-1-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部には鋳物を使用す

る設計

【系統図】：第3-2-2-3-1,2図 

【構造図】：第3-2-2-4-2図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能がそこなわれ

ることはない
【構造図】：第3-2-2-4-1図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 【系統図】：第3-2-2-3-1,2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実

に接続が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第3-2-2-1-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-1図 

【系統図】：第3-2-2-3-1,2図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・分解点検又は取替が可能な設計とする。

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第3-2-2-3-1,2図 

【構造図】：第3-2-2-4-1,2図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第3-2-2-3-1,2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の系統から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第3-2-2-3-1,2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS 注水機能喪失＋全交流動力電

源喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第3-2-2-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



核燃-8 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第69条 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイ

ノズル）による燃料プール注水及びスプ

レイ 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
大量送水車 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（常設設備と接続しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ。 － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震に対しては，転倒しないことを確認する。又は必要により固縛等の処

置をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺

すり込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中

埋設構造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計

・生物学的事象のうちクラゲ等の海洋生物から影響を受けるおそれのある屋

外の可搬型重大事故等対処設備は，予備を有する設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-7-別添2

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

残留熱除去系（燃料プール冷却及び補給） 

燃料プール冷却系 

大量送水車 

可搬型ストレーナ 

可搬型スプレイノズル 

電力 非常用交流電源設備 ディーゼルエンジン 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 燃料プール 代替淡水源 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

燃料プールスプレイ系は，残留熱除去系及び燃料プール冷却系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，大量送水車をディ
ーゼルエンジンにより駆動することで，電動機駆動ポンプにより構成される燃料プール冷却系及び残留熱除去系に対して多様性を有
する設計とする。 
また，燃料プールスプレイ系は，代替淡水源を水源とすることで，燃料プールを水源とする残留熱除去系及び燃料プール冷却系の冷
却機能並びにサプレッションチェンバを水源とする残留熱除去系の補給機能に対して異なる水源を有する設計とする。燃料プールス
プレイ系の大量送水車は，原子炉建物から離れた屋外に分散して保管することで，原子炉建物内の残留熱除去ポンプ及び燃料プール
冷却ポンプと共通要因によって同時に機能を喪失しないよう位置的分散を図る設計とする。 



核燃-9 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第69条 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイ

ノズル）による燃料プール注水及びスプ

レイ 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
可搬型ストレーナ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第3-2-2-1-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部にはステンレス系

材料を使用する設計

【系統図】：第3-2-2-3-1,2図 

【構造図】：第3-2-2-4-3図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第3-2-2-4-3図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実

に接続が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第3-2-2-1-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-3図 

【系統図】：第3-2-2-3-1,2図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・差圧確認が可能な設計とする。

・内部の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第3-2-2-3-1,2図 

【構造図】：第3-2-2-4-3図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第3-2-2-3-1,2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の系統から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第3-2-2-3-1,2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS 注水機能喪失＋全交流動力電

源喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第3-2-2-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



核燃-10 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第69条 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイ

ノズル）による燃料プール注水及びスプ

レイ 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
可搬型ストレーナ 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（常設設備と接続しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ。 － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震に対しては，転倒しないことを確認する。又は必要により固縛等の処

置をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺

すり込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中

埋設構造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計

・生物学的事象のうちクラゲ等の海洋生物から影響を受けるおそれのある屋

外の可搬型重大事故等対処設備は，予備を有する設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-7-別添2

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

残留熱除去系（燃料プール冷却及び補給） 

燃料プール冷却系 

大量送水車 

可搬型ストレーナ 

可搬型スプレイノズル 

電力 非常用交流電源設備 ディーゼルエンジン 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 燃料プール 代替淡水源 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

燃料プールスプレイ系は，残留熱除去系及び燃料プール冷却系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，大量送水車をディ

ーゼルエンジンにより駆動することで，電動機駆動ポンプにより構成される燃料プール冷却系及び残留熱除去系に対して多様性を有

する設計とする。 

また，燃料プールスプレイ系は，代替淡水源を水源とすることで，燃料プールを水源とする残留熱除去系及び燃料プール冷却系の冷

却機能並びにサプレッションチェンバを水源とする残留熱除去系の補給機能に対して異なる水源を有する設計とする。燃料プールス

プレイ系の大量送水車は，原子炉建物から離れた屋外に分散して保管することで，原子炉建物内の残留熱除去ポンプ及び燃料プール

冷却ポンプと共通要因によって同時に機能を喪失しないよう位置的分散を図る設計とする。 



核燃-11 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第69条 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイ

ノズル）による燃料プール注水及びスプ

レイ 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
可搬型スプレイノズル 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

  EL42800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法9 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦470Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部にはアルミニウム

合金鋳物を使用する設計

【系統図】：第3-2-2-3-1,2図 

【構造図】：第3-2-2-2-12図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とするとともに，必要に

より当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 【系統図】：第3-2-2-3-1,2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実

に接続が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第3-2-2-1-4図 

【系統図】：第3-2-2-3-1,2図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

【系統図】：第3-2-2-3-1,2図 

【構造図】：第3-2-2-2-12図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第3-2-2-3-1,2図 

第
５
号 

悪

影

響

防

止 

系統設計 
・他の系統から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第3-2-2-3-1,2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS 注水機能喪失＋全交流動力電

源喪失時の屋内現場操作 

【配置図】：第3-2-2-1-4図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



核燃-12 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第69条 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイ

ノズル）による燃料プール注水及びスプ

レイ 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
可搬型スプレイノズル 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（常設設備と接続しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ。 － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共

通

要

因

故

障

防

止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置する建物内に保管

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に保管

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-7-別添2

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

残留熱除去系（燃料プール冷却及び補給） 

燃料プール冷却系 

大量送水車 

可搬型ストレーナ 

可搬型スプレイノズル 

電力 非常用交流電源設備 ディーゼルエンジン 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 燃料プール 代替淡水源 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

燃料プールスプレイ系は，残留熱除去系及び燃料プール冷却系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，大量送水車をディ

ーゼルエンジンにより駆動することで，電動機駆動ポンプにより構成される燃料プール冷却系及び残留熱除去系に対して多様性を有

する設計とする。 

また，燃料プールスプレイ系は，代替淡水源を水源とすることで，燃料プールを水源とする残留熱除去系及び燃料プール冷却系の冷

却機能並びにサプレッションチェンバを水源とする残留熱除去系の補給機能に対して異なる水源を有する設計とする。燃料プールス

プレイ系の大量送水車は，原子炉建物から離れた屋外に分散して保管することで，原子炉建物内の残留熱除去ポンプ及び燃料プール

冷却ポンプと共通要因によって同時に機能を喪失しないよう位置的分散を図る設計とする。 



核燃-13 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第69条 

大気への放射性物質の拡散抑制 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

大型送水ポンプ車 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第3-2-3-1-1図 

【構造図】：第3-2-3-4-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部には鋳物を使用す

る設計

【系統図】：第3-2-3-3-1図 

【構造図】：第3-2-3-4-2図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能がそこなわれ

ることはない
【構造図】：第3-2-3-4-1図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 【系統図】：第3-2-3-3-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実

に接続が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第3-2-3-1-1図 

【構造図】：第3-2-3-4-1図 

【系統図】：第3-2-3-3-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・分解点検又は取替が可能な設計とする。

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第3-2-3-3-1図 

【構造図】：第3-2-3-4-1,2図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第3-2-3-3-1図 

第
５
号 

悪

影

響

防

止 

系統設計 
・他の系統から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第3-2-3-3-1図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS 注水機能喪失＋全交流動力電

源喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第3-2-3-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



核燃-14 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第69条 

大気への放射性物質の拡散抑制 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

大型送水ポンプ車 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（常設設備と接続しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若

しくは修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を有する設計）

－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

大型送水ポンプ車 

放水砲 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

原子炉建物放水設備である大型送水ポンプ車及び放水砲は，原子炉建物，タービン建物及び廃棄物処理建物から離れた屋外に保管す

る。 



核燃-15 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第69条 

大気への放射性物質の拡散抑制 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

放水砲 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第3-2-3-1-1図, 

第3-2-3-2-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部には青銅鋳物系材

料およびステンレス系材料を使用する設計

【配置図】：第3-2-3-1-1図, 

第3-2-3-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 【系統図】：第3-2-3-3-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実

に接続が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第3-2-3-1-1図， 

第3-2-3-2-1図 

【系統図】：第3-2-3-3-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

【配置図】：第3-2-3-2-1図 

【系統図】：第3-2-3-3-1図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第3-2-3-3-1図 

第
５
号 

悪

影

響

防

止 

系統設計 
・他の系統から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第3-2-3-3-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS 注水機能喪失＋全交流動力電

源喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第3-2-3-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



核燃-16 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第69条 

大気への放射性物質の拡散抑制 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

放水砲 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（常設設備と接続しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若

しくは修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を有する設計）

－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

大型送水ポンプ車 

放水砲 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

原子炉建物放水設備である大型送水ポンプ車及び放水砲は，原子炉建物，タービン建物及び廃棄物処理建物から離れた屋外に保管す

る。 



核燃-17 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第69条 

燃料プールの監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

燃料プール水位（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 42800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第3-1-2-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品が金属筐体で取り囲まれており，電磁波の侵入を防止する措置を

講じた設計としているため，電磁波の影響を受けない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-3-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備と電気的な分離を行うことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



核燃-18 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第69条 

燃料プールの監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

燃料プール水位（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-3-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（燃料プール水位・温度（ＳＡ）） 

燃料プール水位 

燃料プール温度 

燃料プール冷却ポンプ入口温度 

原子炉建物放射線モニタ（燃料取替階エリア） 

燃料取替階放射線モニタ 

燃料プール水位（ＳＡ） 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ） 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメ

ラ用冷却設備を含む。） 

電力 非常用交流電源設備 

所内常設蓄電式直流電源設備 

可搬型直流電源設備 

常設代替直流電源設備 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

燃料プール水位（ＳＡ），燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ），燃料

プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ），燃料プール監視カメラ（ＳＡ）及び燃料プール監視カメラ用冷却設

備は，燃料プール水位，燃料プール温度，燃料プール冷却ポンプ入口温度，原子炉建物放射線モニタ（燃料取替階エ

リア）及び燃料取替階放射線モニタと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，燃料プール水位・温度（ＳＡ）

は，非常用交流電源設備に対して，多様性を有する所内常設蓄電式直流電源設備又は可搬型直流電源設備から給電が

可能な設計とし，燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ），燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）

（ＳＡ）及び燃料プール監視カメラ（ＳＡ）は，非常用交流電源設備に対して，多様性を有する常設代替直流電源設

備又は可搬型直流電源設備から給電が可能な設計とし，燃料プール水位（ＳＡ）及び燃料プール監視カメラ用冷却設

備は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可

能な設計とする。 



核燃-19 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第69条 

燃料プールの監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 42800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第3-1-2-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・検出器（熱電対）の構成部品に電子部品を含まないため，電磁波の影響を

受けない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-3-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪

影

響

防

止 

系統設計 
・他の設備と電気的な分離を行うことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



核燃-20 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第69条 

燃料プールの監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-3-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（燃料プール水位・温度（ＳＡ）） 

燃料プール水位 

燃料プール温度 

燃料プール冷却ポンプ入口温度 

原子炉建物放射線モニタ（燃料取替階エリア） 

燃料取替階放射線モニタ 

燃料プール水位（ＳＡ） 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ） 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメ

ラ用冷却設備を含む。） 

電力 非常用交流電源設備 

所内常設蓄電式直流電源設備 

可搬型直流電源設備 

常設代替直流電源設備 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

燃料プール水位（ＳＡ），燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ），燃料

プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ），燃料プール監視カメラ（ＳＡ）及び燃料プール監視カメラ用冷却設

備は，燃料プール水位，燃料プール温度，燃料プール冷却ポンプ入口温度，原子炉建物放射線モニタ（燃料取替階エ

リア）及び燃料取替階放射線モニタと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，燃料プール水位・温度（ＳＡ）

は，非常用交流電源設備に対して，多様性を有する所内常設蓄電式直流電源設備又は可搬型直流電源設備から給電が

可能な設計とし，燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ），燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）

（ＳＡ）及び燃料プール監視カメラ（ＳＡ）は，非常用交流電源設備に対して，多様性を有する常設代替直流電源設

備又は可搬型直流電源設備から給電が可能な設計とし，燃料プール水位（ＳＡ）及び燃料プール監視カメラ用冷却設

備は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可

能な設計とする。 



核燃-21 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第69条 

燃料プールの監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ用冷却設備を含む。 ） 

第

５

４

条 

第

１

項 

第

１

号 

環

境

条

件

に

お

け

る

健

全

性 

温度 

[燃料プール監視カメラ（ＳＡ）] 

・環境温度(50℃)≦設計値

[燃料プール監視カメラ用冷却設備（エアクーラ）] 

・環境温度(100℃)≦設計値

[燃料プール監視カメラ用冷却設備（コンプレッサ，冷却器）] 

・環境温度(40℃)≦設計値

【設置場所】：[燃料プール監視カメラ（ＳＡ）][燃

料プール監視カメラ用冷却設備（エ

アクーラ）]原子炉建物原子炉棟 EL 

42800mm[燃料プール監視カメラ用冷

却設備（コンプレッサ，冷却器）] 原

子炉建物付属棟 EL 34800mm  

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[燃料プール監視カメラ（ＳＡ）][燃

料プール監視カメラ用冷却設備（コ

ンプレッサ，冷却器）]温度評価手法

1,[燃料プール監視カメラ用冷却設

備（エアクーラ）]温度評価手法2 

圧力 

[燃料プール監視カメラ（ＳＡ）] 

・環境圧力(大気圧相当)≦設計値

[燃料プール監視カメラ用冷却設備（エアクーラ）] 

・環境圧力(大気圧相当)≦設計値

[燃料プール監視カメラ用冷却設備（コンプレッサ，冷却器）] 

・環境圧力(大気圧)≦設計値

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[燃料プール監視カメラ（Ｓ

Ａ）]圧力評価手法2[燃料プ

ール監視カメラ用冷却設備

（エアクーラ）]圧力評価手

法1[燃料プール監視カメラ

用冷却設備（コンプレッサ，

冷却器）] 圧力評価手法1 

湿度 

[燃料プール監視カメラ（ＳＡ）] [燃料プール監視カメラ用冷却設備（エアクーラ）] 

・環境湿度(100%)≦設計値

 [燃料プール監視カメラ用冷却設備（コンプレッサ，冷却器）] 

・環境湿度(85%)≦設計値

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[燃料プール監視カメラ（ＳＡ）][燃

料プール監視カメラ用冷却設備（エ

アクーラ）]湿度評価手法 1[燃料プ

ール監視カメラ用冷却設備（コンプ

レッサ，冷却器）]湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） ・Ⅵ-1-3-1

放射線（機器） 

[燃料プール監視カメラ（ＳＡ）] 

・環境放射線（1.7Gy/7日間）≦設計値

[燃料プール監視カメラ用冷却設備（エアクーラ）] 

・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値

[燃料プール監視カメラ用冷却設備（コンプレッサ，冷却器）] 

・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[燃料プール監視カメラ（ＳＡ）]放射

線評価手法 1[燃料プール監視カメ

ラ用冷却設備（エアクーラ）]放射線

評価手法 2[燃料プール監視カメラ

用冷却設備（コンプレッサ，冷却器）]

放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品が金属筐体で取り囲まれており，電磁波の侵入を防止する措置を講じた設計

としているため，電磁波の影響を受けない 
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建物等内

に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50 条「地震による損傷の防止」に

基づく設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52 条「火災による損傷の防止」に

基づく設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第

２

号 

操

作

の

確

実

性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

[燃料プール監視カメラ（ＳＡ）][燃料プール監視カメラ用冷却設備（エアクーラ）] 

－（操作不要） 

[燃料プール監視カメラ用冷却設備（コンプレッサ，冷却器）] 

・十分な操作空間を確保する設計

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第

３

号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・機能，性能の確認が可能な設計 ・Ⅵ-1-3-1

第

４

号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第

５

号 

悪

影

響

防

止 

系統設計 ・他の設備と電気的な分離を行うことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計 － 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第

６

号 

設置場所 

[燃料プール監視カメラ（ＳＡ）][燃料プール監視カメラ用冷却設備（エアクーラ）] 

－（操作不要） 

[燃料プール監視カメラ用冷却設備（コンプレッサ，冷却器）] 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv*≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）+ECCS注水機能失敗+全交流動力電源喪失時の屋

内現場操作 

・Ⅵ-1-3-1

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



核燃-22 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第69条 

燃料プールの監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ用冷却設備を含む。 ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-3-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（燃料プール水位・温度（ＳＡ）） 

燃料プール水位 

燃料プール温度 

燃料プール冷却ポンプ入口温度 

原子炉建物放射線モニタ（燃料取替階エリア） 

燃料取替階放射線モニタ 

燃料プール水位（ＳＡ） 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ） 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメ

ラ用冷却設備を含む。） 

電力 非常用交流電源設備 

所内常設蓄電式直流電源設備 

可搬型直流電源設備 

常設代替直流電源設備 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

燃料プール水位（ＳＡ），燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ），燃料

プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ），燃料プール監視カメラ（ＳＡ）及び燃料プール監視カメラ用冷却設

備は，燃料プール水位，燃料プール温度，燃料プール冷却ポンプ入口温度，原子炉建物放射線モニタ（燃料取替階エ

リア）及び燃料取替階放射線モニタと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，燃料プール水位・温度（ＳＡ）

は，非常用交流電源設備に対して，多様性を有する所内常設蓄電式直流電源設備又は可搬型直流電源設備から給電が

可能な設計とし，燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ），燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）

（ＳＡ）及び燃料プール監視カメラ（ＳＡ）は，非常用交流電源設備に対して，多様性を有する常設代替直流電源設

備又は可搬型直流電源設備から給電が可能な設計とし，燃料プール水位（ＳＡ）及び燃料プール監視カメラ用冷却設

備は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可

能な設計とする。 



核燃-23 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第69条 

燃料プール冷却系による燃料プー

ルの除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
燃料プール冷却ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 
・【ポンプ】環境温度（66℃）≦設計値

・【モータ】環境温度（66℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

  EL30500mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：（ポンプ）温度評価手法1 

（モータ）温度評価手法3 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力（大気圧相当）≦設計値

・【モータ】環境圧力（大気圧相当）≦設計値

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：（ポンプ）圧力評価手法1 

（モータ）圧力評価手法4 

湿度 
・【ポンプ】環境湿度（100％）≦設計値

・【モータ】環境湿度（100％）≦設計値

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】第3-2-1-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦470Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第3-2-1-3-2図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない

【構造図】：第 5-1-4図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第3-2-1-3-2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

【系統図】：第3-2-1-3-2図 

【配置図】：第3-2-1-1-1図 

【構造図】：第5-1-4図（既工事計

画書） 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第3-2-1-3-2図 

【構造図】：第 5-1-4図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 

・弁等の操作によって設計基準事故対象施設として使用する系統構成から重

大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，保加納設備に悪影

響を及ぼさない設計

【系統図】：第3-2-1-3-2図 

第
５
号 

悪

影

響

防

止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準事故対象施設として使用する系統構成から重

大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計

【系統図】：第3-2-1-3-2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 － 



核燃-24 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第69条 

燃料プール冷却系による燃料プー

ルの除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
燃料プール冷却ポンプ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置する設計

・Ⅵ－2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

残留熱除去系（燃料プール冷却及び補給） 

（燃料プール冷却系） 

燃料プール冷却ポンプ 

燃料プール冷却系熱交換器 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） 

移動式代替熱交換設備 

大型送水ポンプ車 

移動式代替熱交換設備ストレーナ 

電力 非常用交流電源設備 常設代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

燃料プール冷却ポンプ及び燃料プール冷却系熱交換器は，残留熱除去系ポンプ及び熱交換器と異なる区画に設置することで，残留熱

除去ポンプ及び熱交換器と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

燃料プール冷却系で使用する原子炉補機代替冷却系は，原子炉補機冷却系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，移動式

代替熱交換設備を常設代替交流電源設備からの給電が可能な設計とすることで，非常用ディーゼル発電設備からの給電により駆動す

る原子炉補機冷却系に対して，多様性を有する設計とし，大型送水ポンプ車をディーゼルエンジンにより駆動することで，電動機駆

動ポンプにより構成される原子炉補機冷却系に対して多様性を有する設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，原子炉建物から離れた屋外に分散して保管することで，原

子炉建物内の原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却系熱交換器及び屋外の原子炉補機海水ポンプと共通要因によって同時に機能

を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の接続口は，共通要因によって接続で

きなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。 



核燃-25 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第69条 

燃料プール冷却系による燃料プー

ルの除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
燃料プール冷却系熱交換器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

  EL34800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法4 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】第3-2-1-1-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦470Gy/7日間）≦
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第3-2-1-3-2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第3-2-2-3-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第3-2-1-3-2図 

【構造図】：第 5-1-3図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替えせずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準事故対象施設として使用する系統構成から重

大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計

【系統図】：第3-2-1-3-2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



核燃-26 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第69条 

燃料プール冷却系による燃料プー

ルの除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
燃料プール冷却系熱交換器 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共

通

要

因

故

障

防

止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置する設計

・Ⅵ－2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

残留熱除去系（燃料プール冷却及び補給） 

（燃料プール冷却系） 

燃料プール冷却ポンプ 

燃料プール冷却系熱交換器 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） 

移動式代替熱交換設備 

大型送水ポンプ車 

移動式代替熱交換設備ストレーナ 

電力 非常用交流電源設備 常設代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

燃料プール冷却ポンプ及び燃料プール冷却系熱交換器は，残留熱除去系ポンプ及び熱交換器と異なる区画に設置することで，残留熱

除去ポンプ及び熱交換器と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

燃料プール冷却系で使用する原子炉補機代替冷却系は，原子炉補機冷却系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，移動式

代替熱交換設備を常設代替交流電源設備からの給電が可能な設計とすることで，非常用ディーゼル発電設備からの給電により駆動す

る原子炉補機冷却系に対して，多様性を有する設計とし，大型送水ポンプ車をディーゼルエンジンにより駆動することで，電動機駆

動ポンプにより構成される原子炉補機冷却系に対して多様性を有する設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，原子炉建物から離れた屋外に分散して保管することで，原

子炉建物内の原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却系熱交換器及び屋外の原子炉補機海水ポンプと共通要因によって同時に機能

を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の接続口は，共通要因によって接続で

きなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。 



核燃-27 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第70条 

大気への放射性物質の拡散抑制 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

大型送水ポンプ車 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第3-2-3-1-1図 

【構造図】：第3-2-3-4-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部には鋳物を使用す

る設計

【系統図】：第3-2-3-3-1図 

【構造図】：第3-2-3-4-2図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能がそこなわれ

ることはない
【構造図】：第3-2-3-4-1図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 【系統図】：第3-2-3-3-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実

に接続が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第3-2-3-1-1図 

【構造図】：第3-2-3-4-1図 

【系統図】：第3-2-3-3-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・分解点検又は取替が可能な設計とする。

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第3-2-3-3-1図 

【構造図】：第3-2-3-4-1,2図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第3-2-3-3-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の系統から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第3-2-3-3-1図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS 注水機能喪失＋全交流動力電

源喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第3-2-3-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



核燃-28 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第70条 

大気への放射性物質の拡散抑制 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

大型送水ポンプ車 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（常設設備と接続しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若

しくは修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を有する設計）

・Ⅵ-1-1-7-別添1

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

大型送水ポンプ車 

放水砲 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

原子炉建物放水設備である大型送水ポンプ車及び放水砲は，原子炉建物，タービン建物及び廃棄物処理建物から離れた屋外に保管す

る。 



核燃-29 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第70条 

大気への放射性物質の拡散抑制 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

放水砲 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第3-2-3-1-1図, 

第3-2-3-2-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮したステンレス系材料及び

青銅鋳物系材料を使用する設計

【系統図】：第3-2-3-3-1図 

【配置図】：第3-2-3-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 【系統図】：第3-2-3-3-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実

に接続が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第3-2-3-1-1図, 

第3-2-3-2-1図 

【系統図】：第3-2-3-3-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

【系統図】：第3-2-3-3-1図 

【配置図】：第3-2-3-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第3-2-3-3-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第3-2-3-3-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊ ≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第3-2-3-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



核燃-30 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第70条 

大気への放射性物質の拡散抑制 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

放水砲 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 ・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

大型送水ポンプ車 

放水砲 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

原子炉建物放水設備である大型送水ポンプ車及び放水砲は，原子炉建物，タービン建物及び廃棄物処理建物から離れた屋外に保管す

る。 



核燃-31 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第70条 

海洋への放射性物質の拡散抑制 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

放射性物質吸着材 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 （設置許可配置図）第9.7－2図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮したゼオライトを使用する

設計
（設置許可配置図）第9.7－2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

（設置許可配置図）第9.7－2図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 （設置許可配置図）第9.7－2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可配置図）第9.7－2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS 注水機能喪失＋全交流動力電

源喪失時の屋外現場操作 

（設置許可配置図）第9.7－2図 

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



核燃-32 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第70条 

海洋への放射性物質の拡散抑制 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

放射性物質吸着材 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 ・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

放射性物質吸着材 

シルトフェンス 

小型船舶 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

海洋拡散抑制設備である放射性物質吸着材，シルトフェンス及び小型船舶は，原子炉建物，タービン建物及び廃棄物処理建物から離

れた屋外に保管する。 



核燃-33 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第70条 

海洋への放射性物質の拡散抑制 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

シルトフェンス 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 （設置許可配置図）第9.7－2図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮した耐腐食性材料を使用す

る設計
（設置許可配置図）第9.7－2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

（設置許可配置図）第9.7－2図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 （設置許可配置図）第9.7－2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可配置図）第9.7－2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS 注水機能喪失＋全交流動力電

源喪失時の屋外現場操作 

（設置許可配置図）第9.7－2図 

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



核燃-34 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第70条 

海洋への放射性物質の拡散抑制 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

シルトフェンス 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 ・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

放射性物質吸着材 

シルトフェンス 

小型船舶 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

海洋拡散抑制設備である放射性物質吸着材，シルトフェンス及び小型船舶は，原子炉建物，タービン建物及び廃棄物処理建物から離

れた屋外に保管する。 



核燃-35 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第70条 

海洋への放射性物質の拡散抑制 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

小型船舶 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 － 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・常時海水を通水又は海で使用するため，海水影響を考慮し接液部には耐腐

食性材料を使用する設計
－ 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能がそこなわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備との位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 
・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備
－ 

操作準備 

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業現場の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・人力又は車両による運搬，移動が可能な設計

－ 

操作内容 ・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計 － 

状態確認 ・作動状態の確認が可能な設計 － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切り替えせずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS 注水機能喪失＋全交流動力電

源喪失時の屋外現場操作 

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



核燃-36 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第70条 

海洋への放射性物質の拡散抑制 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

小型船舶 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
－（容量等に該当しない） － 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しなし） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 ・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

放射性物質吸着材 

シルトフェンス 

小型船舶 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

海洋拡散抑制設備である放射性物質吸着材，シルトフェンス及び小型船舶は，原子炉建物，タービン建物及び廃棄物処理建物から離

れた屋外に保管する。 



核燃-37 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

燃料プールの監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

燃料プール水位（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 42800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第3-1-2-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品が金属筐体で取り囲まれており，電磁波の侵入を防止する措置を

講じた設計としているため，電磁波の影響を受けない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-3-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互をヒュー

ズ，アイソレータ等により電気的に分離することで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



核燃-38 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

燃料プールの監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

燃料プール水位（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-3-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ） 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 

燃料プール水位（ＳＡ） 

燃料プール水位（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ） 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プール水位（ＳＡ） 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ） 

燃料プール水位（ＳＡ） 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ） 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ用冷却

設備を含む。） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とすることで，

重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計とす

る。 



核燃-39 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

燃料プールの監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 42800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第3-1-2-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・検出器（熱電対）の構成部品に電子部品を含まないため，電磁波の影響を

受けない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-3-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互をヒュー

ズ，アイソレータ等により電気的に分離することで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



核燃-40 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

燃料プールの監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-3-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ） 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 

燃料プール水位（ＳＡ） 

燃料プール水位（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ） 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プール水位（ＳＡ） 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ） 

燃料プール水位（ＳＡ） 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ） 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ用冷却

設備を含む。） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とすることで，

重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計とす

る。 



核燃-41 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

燃料プールの監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ用冷却設備を含む。 ） 

第

５

４

条 

第

１

項 

第

１

号 

環

境

条

件

に

お

け

る

健

全

性 

温度 

[燃料プール監視カメラ（ＳＡ）] 

・環境温度(50℃)≦設計値

[燃料プール監視カメラ用冷却設備（エアクーラ）] 

・環境温度(100℃)≦設計値

[燃料プール監視カメラ用冷却設備（コンプレッサ，冷却器）] 

・環境温度(40℃)≦設計値

【設置場所】：[燃料プール監視カメラ（ＳＡ）][燃

料プール監視カメラ用冷却設備（エ

アクーラ）]原子炉建物原子炉棟 

EL 42800mm[燃料プール監視カメラ

用冷却設備（コンプレッサ，冷却

器）] 原子炉建物付属棟 EL 

34800mm  

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[燃料プール監視カメラ（ＳＡ）][燃

料プール監視カメラ用冷却設備（コン

プレッサ，冷却器）]温度評価手法

1,[燃料プール監視カメラ用冷却設備

（エアクーラ）]温度評価手法2 

圧力 

[燃料プール監視カメラ（ＳＡ）] 

・環境圧力(大気圧相当)≦設計値

[燃料プール監視カメラ用冷却設備（エアクーラ）] 

・環境圧力(大気圧相当)≦設計値

[燃料プール監視カメラ用冷却設備（コンプレッサ，冷却器）] 

・環境圧力(大気圧)≦設計値

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[燃料プール監視カメラ（Ｓ

Ａ）]圧力評価手法2[燃料プ

ール監視カメラ用冷却設備

（エアクーラ）]圧力評価手

法1[燃料プール監視カメラ

用冷却設備（コンプレッサ，

冷却器）] 圧力評価手法1 

湿度 

[燃料プール監視カメラ（ＳＡ）] [燃料プール監視カメラ用冷却設備（エアクーラ）] 

・環境湿度(100%)≦設計値

 [燃料プール監視カメラ用冷却設備（コンプレッサ，冷却器）] 

・環境湿度(85%)≦設計値

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[燃料プール監視カメラ（ＳＡ）][燃

料プール監視カメラ用冷却設備（エア

クーラ）]湿度評価手法1[燃料プール

監視カメラ用冷却設備（コンプレッ

サ，冷却器）]湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） ・Ⅵ-1-3-1

放射線（機器） 

[燃料プール監視カメラ（ＳＡ）] 

・環境放射線（1.7Gy/7日間）≦設計値

[燃料プール監視カメラ用冷却設備（エアクーラ）] 

・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値

[燃料プール監視カメラ用冷却設備（コンプレッサ，冷却器）] 

・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[燃料プール監視カメラ（ＳＡ）]放射

線評価手法 1[燃料プール監視カメラ

用冷却設備（エアクーラ）]放射線評

価手法 2[燃料プール監視カメラ用冷

却設備（コンプレッサ，冷却器）]放

射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品が金属筐体で取り囲まれており，電磁波の侵入を防止する措置を講じた設計

としているため，電磁波の影響を受けない 
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建物等内

に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50 条「地震による損傷の防止」に

基づく設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52 条「火災による損傷の防止」に

基づく設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第

２

号 

操

作

の

確

実

性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

[燃料プール監視カメラ（ＳＡ）][燃料プール監視カメラ用冷却設備（エアクーラ）] 

－（操作不要） 

[燃料プール監視カメラ用冷却設備（コンプレッサ，冷却器）] 

・十分な操作空間を確保する設計

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第

３

号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・機能，性能の確認が可能な設計 ・Ⅵ-1-3-1

第

４

号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第

５

号 

悪

影

響

防

止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，多重性を有

するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ

の計測装置の間においては，パラメータ相互をヒューズ，アイソレータ等により電気

的に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計 

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第

６

号 

設置場所 

[燃料プール監視カメラ（ＳＡ）][燃料プール監視カメラ用冷却設備（エアクーラ）] 

-（操作不要） 

[燃料プール監視カメラ用冷却設備（コンプレッサ，冷却器）] 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断LOCA）+ECCS注水機能失敗+全交流動力電源喪失時の屋内

現場操作 

・Ⅵ-1-3-1

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



核燃-42 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

燃料プールの監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ用冷却設備を含む。 ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-3-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ） 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 

燃料プール水位（ＳＡ） 

燃料プール水位（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ） 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プール水位（ＳＡ） 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ） 

燃料プール水位（ＳＡ） 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ） 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ用冷却

設備を含む。） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とすることで，

重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計とす

る。 



核燃-43 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第73条 

温度，圧力， 水位，注水量の計測・監視 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

可搬型計測器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 15300mm 

緊急時対策所 

EL 50250mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（80％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） ・Ⅵ-1-3-1

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している － 

荷重 

・地震の影響による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とするとともに，

必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛等の措置をとる

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に保管する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・付属の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・一般的に用いられる工具を用いて，確実に作業ができる設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等，使用する設

備に応じて接続方式を統一することにより，確実に接続が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-3-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪

影

響

防

止 

系統設計 

・通常時に接続先の系統と分離された状態であること及び重大事故等時は重

大事故等対処設備として系統構成をすることにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能失敗＋全交流動力電源

喪失時の屋内現場操作 

・Ⅵ-1-3-1

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



核燃-44 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第73条 

温度，圧力， 水位，注水量の計測・監視 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

可搬型計測器 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-3-1

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
・ボルト・ネジ接続を用い，容易かつ確実に接続できる設計 － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り，複数個所に分散して保管

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上の建物等内に保管

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に保管

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-7-別添2

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り，複数個所に分散して保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り，複数個所に分散して保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
各計器 可搬型計測器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



核燃-45 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
－ 

重大事故等時に対処するための流路，注

水先， 注入先，排出元等 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
燃料プール 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法8 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法4 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦470Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部にはステンレス系

材料を使用する設計

【系統図】：第3-2-2-3-1～3図 

【構造図】：第7-3-1図（既工事計

画書） 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 
【構造図】：第7-3-1図（既工事計

画書） 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な

設計とする

【系統図】：第3-2-1-3-2図, 

第3-2-2-3-1～3図 

【構造図】：第 7-3-1図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計
【系統図】：第3-2-1-3-2図, 

第3-2-2-3-1～3図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

【系統図】：第3-2-1-3-2図, 

第3-2-2-3-1～3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



核燃-46 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
－ 

重大事故等時に対処するための流路，注

水先， 注入先，排出元等 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
燃料プール 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計

・Ⅵ－2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（原子炉圧力容器） 原子炉圧力容器 

（原子炉格納容器） 原子炉格納容器 

（燃料プール） 燃料プール 

－ 原子炉建物原子炉棟 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



原冷-1 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第54条 

アクセスルート確保 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

ホイールローダ

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 （設置許可配置図）第1.1.7－1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 ・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

（設置許可配置図）第1.1.7－1図 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の系統から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

（設置許可配置図）第1.1.7－1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



原冷-2 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第54条 

アクセスルート確保 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

ホイールローダ

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 ・防止でも緩和でもない設備が有する機能については，その代替機能を有す

る設計基準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図った

設計，若しくは重複性等を考慮し，可能な限り頑健性をもたせた設計）

－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ ホイールローダ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



原冷-3 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第60条 

高圧原子炉代替注水系による原子炉の

冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
高圧原子炉代替注水ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL1300㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100%）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第4-4-3-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第4-4-3-3-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第4-4-3-4-1図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 
・想定される最も小さい有効吸込水頭において，その機能を有効に発揮でき

る設計
・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作スイッチは運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

【配置図】：第4-4-3-1-1図 

【系統図】：第4-4-3-3-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第4-4-3-3-1図 

【構造図】：第4-4-3-4-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第4-4-3-3-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・通常時の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作や接続により重大事

故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計

【系統図】：第4-4-3-3-1図 

内部発生飛散物 
・飛散物の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋内現場操作 

【配置図】：第4-4-3-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



原冷-4 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第60条 

高圧原子炉代替注水系による原子炉の

冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
高圧原子炉代替注水ポンプ 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

高圧炉心スプレイ系 

原子炉隔離時冷却系 
高圧原子炉代替注水ポンプ 

（サプレッションチェンバ） 

復水貯蔵タンク 
サプレッションチェンバ[水源] 

電力 
非常用交流電源設備 

非常用直流電源設備 

常設代替直流電源設備 

可搬型直流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

高圧原子炉代替注水系は，高圧炉心スプレイ系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧原子炉代替注水ポンプをター

ビン駆動とすることで，電動機駆動ポンプを用いた高圧炉心スプレイ系に対して多様性を有する設計とする。また，高圧原子炉代替

注水系の起動に必要な電動弁は，常設代替直流電源設備又は可搬型直流電源設備からの給電及び現場において人力により，ポンプの

起動に必要な弁を操作できることで，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備から給電される高圧炉心スプレイ系及び非常用直流電

源設備から給電される原子炉隔離時冷却系に対して，多様性を有する設計とする。 

高圧原子炉代替注水ポンプは，原子炉建物原子炉棟内の高圧炉心スプレイポンプ及び原子炉隔離時冷却ポンプと異なる区画に設置す

ることで，高圧炉心スプレイポンプ及び原子炉隔離時冷却ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る

設計とする。 

  



原冷-5 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第60条 

高圧原子炉代替注水系による原子炉の

冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
サプレッションチェンバ［水源］ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法5 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法3 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-1-1-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3項 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 ・海水を通水しない

【系統図】：第8-3-2-1-2-2,4図 

【配置図】：第7-1-1図（既工事計

画書） 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【配置図】：第7-1-1図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 
【構造図】：第7-1-1図（既工事計

画書） 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な設

計 

・全体漏えい率試験が可能な設計

【系統図】：第8-3-2-1-2-2,4図 

【構造図】：第 7-1-1図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第8-3-2-1-2-2,4図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計

【系統図】：第8-3-2-1-2-2,4図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



原冷-6 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第60条 

高圧原子炉代替注水系による原子炉の

冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
サプレッションチェンバ［水源］ 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

高圧炉心スプレイ系 

原子炉隔離時冷却系 
高圧原子炉代替注水ポンプ 

（サプレッションチェンバ） 

復水貯蔵タンク 
サプレッションチェンバ[水源] 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

高圧原子炉代替注水系は，高圧炉心スプレイ系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧原子炉代替注水ポンプをター

ビン駆動とすることで，電動機駆動ポンプを用いた高圧炉心スプレイ系に対して多様性を有する設計とする。また，高圧原子炉代替

注水系の起動に必要な電動弁は，常設代替直流電源設備又は可搬型直流電源設備からの給電及び現場において人力により，ポンプの

起動に必要な弁を操作できることで，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備から給電される高圧炉心スプレイ系及び非常用直流電

源設備から給電される原子炉隔離時冷却系に対して，多様性を有する設計とする。 

高圧原子炉代替注水ポンプは，原子炉建物原子炉棟内の高圧炉心スプレイポンプ及び原子炉隔離時冷却ポンプと異なる区画に設置す

ることで，高圧炉心スプレイポンプ及び原子炉隔離時冷却ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る

設計とする。 

  



原冷-7 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第60条 

原子炉隔離時冷却系による原子炉の冷

却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉隔離時冷却ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL1300㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 

・【タービン】環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第4-4-4-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

節 

【設計値】：放射線評価手法2， 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第4-4-4-2-1～4図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 3-5-2,3図（既工事

計画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 
・想定される最も小さい有効吸込水頭において，その機能を有効に発揮でき

る設計
・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

【配置図】：第4-4-4-1-1図 

【系統図】：第4-4-4-2-1～4図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第4-4-4-2-1～4図 

【構造図】：第 3-5-2,3図（既工事

計画書） 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第4-4-4-2-1～4図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第4-4-4-2-1～4図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋内現場操作 

【配置図】：第4-4-4-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



原冷-8 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第60条 

原子炉隔離時冷却系による原子炉の冷

却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉隔離時冷却ポンプ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置

・地震に対して技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基づく

地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建物等内に設置

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（原子炉隔離時冷却系） 

高圧炉心スプレイ系 
原子炉隔離時冷却ポンプ 

（サプレッションチェンバ） 

復水貯蔵タンク 
サプレッションチェンバ[水源] 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

原子炉隔離時冷却系の起動に必要な電動弁は，現場において人力による手動操作を可能とすることで，非常用直流電源設備からの給

電による遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。 



原冷-9 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第60条 

原子炉隔離時冷却系による原子炉の冷

却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
サプレッションチェンバ［水源］ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法5 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法3 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-1-1-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3項 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 ・海水を通水しない

【系統図】：第8-3-2-1-2-2,4図 

【配置図】：第7-1-1図（既工事計

画書） 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【配置図】：第7-1-1図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 
【構造図】：第7-1-1図（既工事計

画書） 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な設

計 

・全体漏えい率試験が可能な設計

【系統図】：第8-3-2-1-2-2,4図 

【構造図】：第 7-1-1図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第8-3-2-1-2-2,4図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計

【系統図】：第8-3-2-1-2-2,4図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



原冷-10 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第60条 

原子炉隔離時冷却系による原子炉の冷

却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
サプレッションチェンバ［水源］ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（原子炉隔離時冷却系） 

高圧炉心スプレイ系 
原子炉隔離時冷却ポンプ 

（サプレッションチェンバ） 

復水貯蔵タンク 
サプレッションチェンバ[水源] 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

原子炉隔離時冷却系の起動に必要な電動弁は，現場において人力による手動操作を可能とすることで，非常用直流電源設備からの給

電による遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。 



原冷-11 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第60条 

高圧炉心スプレイ系による原子炉の冷

却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
高圧炉心スプレイポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃（事象初期：100℃））≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL1300㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第4-4-1-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第4-4-1-3-2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 3-6-2図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 
・想定される最も小さい有効吸込水頭において，その機能を有効に発揮でき

る設計
・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第4-4-1-3-2図 

【構造図】：第 3-6-2図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第4-4-1-3-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第4-4-1-3-2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 － 



原冷-12 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第60条 

高圧炉心スプレイ系による原子炉の冷

却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
高圧炉心スプレイポンプ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置

・地震に対して技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基づく

地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建物等内に設置

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（高圧炉心スプレイ系） 

原子炉隔離時冷却系 
高圧炉心スプレイポンプ 

（サプレッションチェンバ） 

復水貯蔵タンク 
サプレッションチェンバ[水源] 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



原冷-13 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第60条 

高圧炉心スプレイ系による原子炉の冷

却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
サプレッションチェンバ［水源］ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法5 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法3 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-1-1-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3項 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 ・海水を通水しない

【系統図】：第8-3-2-1-2-2,4図 

【配置図】：第 7-1-1図（既工事計

画書） 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【配置図】：第 7-1-1図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 
【構造図】：第 7-1-1図（既工事計

画書） 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な設

計 

・全体漏えい率試験が可能な設計

【系統図】：第8-3-2-1-2-2,4図 

【構造図】：第 7-1-1図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第8-3-2-1-2-2,4図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計

【系統図】：第8-3-2-1-2-2,4図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



原冷-14 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第60条 

高圧炉心スプレイ系による原子炉の冷

却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
サプレッションチェンバ［水源］ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（高圧炉心スプレイ系） 

原子炉隔離時冷却系 
高圧炉心スプレイポンプ 

（サプレッションチェンバ） 

復水貯蔵タンク 
サプレッションチェンバ[水源] 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



原冷-15 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第60条 

ほう酸水注入系による進展抑制 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ほう酸水注入ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL34800㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-3-1-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（100Gy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第5-3-1-3-2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第6-4-2図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 
・想定される最も小さい有効吸込水頭において，その機能を有効に発揮でき

る設計
・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第5-3-1-3-2図 

【構造図】：第 6-4-2図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第5-3-1-3-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第5-3-1-3-2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 － 



原冷-16 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第60条 

ほう酸水注入系による進展抑制 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ほう酸水注入ポンプ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置

・地震に対して技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基づく

地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建物等内に設置

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

原子炉保護系 

制御棒 

制御棒駆動水圧系 

ほう酸水注入ポンプ 

ほう酸水貯蔵タンク 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

ほう酸水注入系は，制御棒,制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットと共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う，ほう酸水注入ポンプを非常用ディーゼル発電設備からの給電により駆動することで，アキュムレータにより駆動する制御棒，制

御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットに対して多様性を有する設計とする。 

ほう酸水注入ポンプ及びほう酸水貯蔵タンクは，原子炉建物原子炉棟内の制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧制御ユ

ニットと異なる区画に設置することで，制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットと共通要因によって同時に

機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 



原冷-17 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第60条 

ほう酸水注入系による進展抑制 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ほう酸水貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 34800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第4-4-7-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 6-4-3図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第5-3-1-3-2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な設

計 

・ほう酸濃度及びタンク水位の確認が可能な設計

【系統図】：第4-4-7-2-1図 

【構造図】：第 6-4-3図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第4-4-7-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第4-4-7-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



原冷-18 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第60条 

ほう酸水注入系による進展抑制 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ほう酸水貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

原子炉保護系 

制御棒 

制御棒駆動水圧系 

ほう酸水注入ポンプ 

ほう酸水貯蔵タンク 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

ほう酸水注入系は，制御棒,制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットと共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う，ほう酸水注入ポンプを非常用ディーゼル発電設備からの給電により駆動することで，アキュムレータにより駆動する制御棒，制

御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットに対して多様性を有する設計とする。 

ほう酸水注入ポンプ及びほう酸水貯蔵タンクは，原子炉建物原子炉棟内の制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧制御ユ

ニットと異なる区画に設置することで，制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットと共通要因によって同時に

機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 



原冷-19 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第61条 

逃がし安全弁 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

逃がし安全弁 [操作対象弁] 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（150℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL23800㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法5 

湿度 ・環境湿度（100％（蒸気））≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第4-2-1-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（360kGy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第4-2-1-3-4図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
【構造図】：第4-2-1-4-1図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第4-2-1-3-4図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第4-2-1-3-4図 

【構造図】：第4-2-1-4-1図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第4-2-1-3-4図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第4-2-1-3-4図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 － 



原冷-20 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第61条 

逃がし安全弁 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

逃がし安全弁 [操作対象弁] 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置

・地震に対して技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基づく

地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建物等内に設置

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（逃がし安全弁） 逃がし安全弁 [操作対象弁] 

（逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ） 逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ 

電力 非常用直流電源設備 

所内常設蓄電式直流電源設備 

常設代替直流電源設備 

可搬型直流電源設備 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室） 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

逃がし安全弁及び逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータは，設計基準事故対処設備と重大事故等対処設備としての安全機能を

兼ねる設備であるが，想定される重大事故等時に必要となる個数に対して十分に余裕をもった個数を分散して設置する設計とする。 

逃がし安全弁は，中央制御室からの手動操作又は代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）からの信号により作動することで，自

動減圧機能による作動に対して多様性を有する設計とする。また，逃がし安全弁は，所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替直流電

源設備，可搬型直流電源設備及び主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）からの給電により作動することで，非常用直流電源設備

からの給電による作動に対して多様性を有する設計とする。 



原冷-21 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第61条 

逃がし安全弁 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（171℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL23800㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（0.427MPa）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％（蒸気））≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法2 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第4-2-1-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（360kGy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第4-2-1-3-4図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第3-2-8図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第4-2-1-3-4図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な設

計 

・規定圧力の確認及び外観の確認が可能な設計

【系統図】：第4-2-1-3-4図 

【構造図】：第 3-2-8図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第4-2-1-3-4図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第4-2-1-3-4図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



原冷-22 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第61条 

逃がし安全弁 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（逃がし安全弁） 逃がし安全弁 [操作対象弁] 

（逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ） 逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ 

電力 非常用直流電源設備 

所内常設蓄電式直流電源設備 

常設代替直流電源設備 

可搬型直流電源設備 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室） 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

逃がし安全弁及び逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータは，設計基準事故対処設備と重大事故等対処設備としての安全機能を

兼ねる設備であるが，想定される重大事故等時に必要となる個数に対して十分に余裕をもった個数を分散して設置する設計とする。 

逃がし安全弁は，中央制御室からの手動操作又は代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）からの信号により作動することで，自

動減圧機能による作動に対して多様性を有する設計とする。また，逃がし安全弁は，所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替直流電

源設備，可搬型直流電源設備及び主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）からの給電により作動することで，非常用直流電源設備

からの給電による作動に対して多様性を有する設計とする。 



原冷-23 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第61条 

インターフェイスシステム LOCA 隔離弁 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

残留熱除去系注水弁 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 
・【弁】環境温度（66℃（事象初期：100℃））≦設計値（ ） 

・【モータ】環境温度（66℃（事象初期：100℃））≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL19500㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[弁] 温度評価手法1， 

[モータ] 温度評価手法2 

圧力 
・【弁】環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[弁] 圧力評価手法1， 

[モータ] 圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100%）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法2 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第4-3-1-2-9，11図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第4-3-1-3-1～6図 

電磁的障害 ・電子部品の影響を受けるような電子部品を含む制御回路は組み込まない 【構造図】：第 3-4-7図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第4-3-1-3-1～6図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第4-3-1-2-9，11図 

【構造図】：第3-4-7図（既工事計

画書） 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第4-3-1-3-1～6図 

【構造図】：第 3-4-7図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第4-3-1-3-1～6図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第4-3-1-3-1～6図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋内現場操作 

【配置図】：第4-3-1-2-9，11図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



原冷-24 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第61条 

インターフェイスシステム LOCA 隔離弁 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

残留熱除去系注水弁 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
－（容量等に該当しない） － 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準対処設備等については，共通要

因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（残留熱除去系注水弁） 残留熱除去系注水弁 

（低圧炉心スプレイ系注水弁） 低圧炉心スプレイ系注水弁 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



原冷-25 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第61条 

インターフェイスシステム LOCA 隔離弁 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

低圧炉心スプレイ系注水弁 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 
・【弁】環境温度（66℃（事象初期：100℃））≦設計値（ ） 

・【モータ】環境温度（66℃（事象初期：100℃））≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL19500㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[弁] 温度評価手法1， 

[モータ] 温度評価手法2 

圧力 
・【弁】環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[弁] 圧力評価手法1， 

[モータ] 圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100%）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法2 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第4-4-2-2-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第4-4-2-3-2図 

電磁的障害 ・電子部品の影響を受けるような電子部品を含む制御回路は組み込まない
【構造図】：第3-7-4図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第4-4-2-3-2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第4-4-2-2-2図 

【構造図】：第3-7-4図（既工事計

画書） 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第4-4-2-3-2図 

【構造図】：第 3-7-4図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第4-4-2-3-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第4-4-2-3-2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源喪

失時の屋内現場操作 

【配置図】：第4-4-2-2-2図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



原冷-26 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第61条 

インターフェイスシステム LOCA 隔離弁 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

低圧炉心スプレイ系注水弁 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
－（容量等に該当しない） － 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準対処設備等については，共通要

因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（残留熱除去系注水弁） 残留熱除去系注水弁 

（低圧炉心スプレイ系注水弁） 低圧炉心スプレイ系注水弁 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



原冷-27 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第61条 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパ

ネル 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃（事象初期100℃））≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL51700㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法8 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100%）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 － 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

節 

【設計値】：放射線評価手法４ 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 
・地震，風（台風）及び積雪による荷重し，機能を有効に発揮できる設計

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



原冷-28 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第61条 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパ

ネル 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 － 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設備が有する機能について，その代替機能を有する設計基準事故対処設備

等がない

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設備が有する機能について，その代替機能を有する設計基準事故対処設備

等がない
・Ⅵ-1-1-9

火災 
・設備が有する機能について，その代替機能を有する設計基準事故対処設備

等がない
・Ⅵ-1-1-9

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



原冷-29 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第62条 

低圧原子炉代替注水系（常設）による

原子炉の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
低圧原子炉代替注水ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：低圧原子炉代替注水

ポンプ格納槽 EL 

700mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 
・【ポンプ】環境湿度（85％）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境湿度（85％）≦設計値（ ） 

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第4-4-5-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号と同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部には，炭素鋼及び

ステンレス鋼材料を使用する設計

【系統図】：第4-4-5-3-1～3図 

【構造図】：第4-4-5-4-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けるような電子部品を含む制御回路は組み込まない 【構造図】：第4-4-5-4-1図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 
・想定される最も小さい有効吸込水頭において，その機能を有効に発揮でき

る設計
・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第4-4-5-3-1～3図 

【構造図】：第4-4-5-4-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第4-4-5-3-1～3図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・通常時の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作や接続により重大事

故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計

【系統図】：第4-4-5-3-1～3図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 － 



原冷-30 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第62条 

低圧原子炉代替注水系（常設）による

原子炉の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
低圧原子炉代替注水ポンプ 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備と同時に機能を損なうおそれがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

残留熱除去系（低圧注水モード） 

低圧炉心スプレイ系 
低圧原子炉代替注水ポンプ 

サプレッションチェンバ 低圧原子炉代替注水槽[水源] 

電力 非常用交流電源設備 常設代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 サプレッションチェンバ 低圧原子炉代替注水槽 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

低圧原子炉代替注水系（常設）は，残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系と共通要因によって同時に機能を損な

わないよう，低圧原子炉代替注水ポンプを代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備からの給電により駆動することで，非

常用所内電気設備を経由した非常用ディーゼル発電設備からの給電により駆動する残留熱除去ポンプを用いた残留熱除去系（低圧注

水モード）及び低圧炉心スプレイポンプを用いた低圧炉心スプレイ系に対して多様性を有する設計とする。 

低圧原子炉代替注水系（常設）の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を可能とすることで，非常用ディーゼル発電設備からの給電

による遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。また，低圧原子炉代替注水系（常設）の電動弁は，代替所内電気設備を経由し

て給電する系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備を経由して給電する系統に対して独立性を

有する設計とする。 

また，低圧原子炉代替注水系（常設）は，低圧原子炉代替注水槽を水源とすることで，サプレッションチェンバを水源とする残留熱

除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系に対して異なる水源を有する設計とする。 

低圧原子炉代替注水ポンプ及び低圧原子炉代替注水槽は，原子炉建物外の低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置することで，原

子炉建物内の低圧炉心スプレイポンプ，残留熱除去ポンプ及びサプレッションチェンバと共通要因によって同時に機能を損なわない

よう位置的分散を図る設計とする。 

低圧原子炉代替注水系（常設）は，残留熱除去系及び低圧炉心スプレイ系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，残留熱

除去系に対しては，水源から残留熱除去系配管との合流点までの系統について，低圧炉心スプレイ系に対しては，水源から注水先で

ある原子炉圧力容器までの系統全体に対して独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，低圧原子炉代替注水系（常設）は，設計基準事故対処設備である残留

熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系に対して重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 

  



原冷-31 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第62条 

低圧原子炉代替注水系（常設）による

原子炉の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
低圧原子炉代替注水槽[水源] 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：低圧原子炉代替注水

ポンプ格納槽 EL 

700mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85%）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第4-4-5-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し鉄筋コンクリートを使用

する設計

【系統図】：第4-4-5-3-1～3図 

【構造図】：第4-4-5-4-2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第4-4-5-4-2図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な設

計 

【系統図】：第4-4-5-3-1～3図 

【構造図】：第4-4-5-4-2図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第4-4-5-3-1～3図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・通常時の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作や接続により重大事

故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計

【系統図】：第4-4-5-3-1～3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） ・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



原冷-32 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第62条 

低圧原子炉代替注水系（常設）による

原子炉の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
低圧原子炉代替注水槽[水源] 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備と同時に機能を損なうおそれがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

残留熱除去系（低圧注水モード） 

低圧炉心スプレイ系 
低圧原子炉代替注水ポンプ 

サプレッションチェンバ 低圧原子炉代替注水槽[水源] 

電力 非常用交流電源設備 常設代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 サプレッションチェンバ 低圧原子炉代替注水槽 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

低圧原子炉代替注水系（常設）は，残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系と共通要因によって同時に機能を損な

わないよう，低圧原子炉代替注水ポンプを代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備からの給電により駆動することで，非

常用所内電気設備を経由した非常用ディーゼル発電設備からの給電により駆動する残留熱除去ポンプを用いた残留熱除去系（低圧注

水モード）及び低圧炉心スプレイポンプを用いた低圧炉心スプレイ系に対して多様性を有する設計とする。 

低圧原子炉代替注水系（常設）の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を可能とすることで，非常用ディーゼル発電設備からの給電

による遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。また，低圧原子炉代替注水系（常設）の電動弁は，代替所内電気設備を経由し

て給電する系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備を経由して給電する系統に対して独立性を

有する設計とする。 

また，低圧原子炉代替注水系（常設）は，低圧原子炉代替注水槽を水源とすることで，サプレッションチェンバを水源とする残留熱

除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系に対して異なる水源を有する設計とする。 

低圧原子炉代替注水ポンプ及び低圧原子炉代替注水槽は，原子炉建物外の低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置することで，原

子炉建物内の低圧炉心スプレイポンプ，残留熱除去ポンプ及びサプレッションチェンバと共通要因によって同時に機能を損なわない

よう位置的分散を図る設計とする。 

低圧原子炉代替注水系（常設）は，残留熱除去系及び低圧炉心スプレイ系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，残留熱

除去系に対しては，水源から残留熱除去系配管との合流点までの系統について，低圧炉心スプレイ系に対しては，水源から注水先で

ある原子炉圧力容器までの系統全体に対して独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，低圧原子炉代替注水系（常設）は，設計基準事故対処設備である残留

熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系に対して重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 

  



原冷-33 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第62条 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）によ

る原子炉の冷却 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
大量送水車 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第4-4-5-1-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部には鋳物を使用す

る設計

【系統図】：第4-4-5-3-1,2図 

【構造図】：第3-2-2-4-2図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない

【構造図】：第3-2-2-4-1図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 【系統図】：第4-4-5-3-1,2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第4-4-5-1-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-1図 

【系統図】：第4-4-5-3-1,2図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・分解点検又は取替が可能な設計とする。

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第4-4-5-3-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-1,2図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第4-4-5-3-1,2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【【系統図】：第4-4-5-3-1,2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第4-4-5-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



原冷-34 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第62条 
低圧原子炉代替注水系（可搬型）による
原子炉の冷却 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

大量送水車 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 

・簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続できる設計

・発電用原子炉施設が相互に使用することができるように同一形状の接続方

式の設計とするとともに，同一ポンプを接続する配管は口径を統一する等，

複数の系統での接続方式を図った設計

【系統図】：第4-4-5-3-1,2図 

【構造図】：第3-2-2-4-1図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 

・建物の異なる面の隣接しない位置又は屋内及び建物面の適切に離隔した位

置に複数箇所設置する設計 
【配置図】：第4-4-5-1-1図 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ。 － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震に対しては，転倒しないことを確認する。又は必要により固縛等の処置

をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり

込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構

造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計

・生物学的事象のうちクラゲ等の海洋生物から影響を受けるおそれのある屋

外の可搬型重大事故等対処設備は，予備を有する設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-7-別添2

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 
対象設備 

残留熱除去系（低圧注水モード） 
低圧炉心スプレイ系 

低圧原子炉代替注水ポンプ 
大量送水車 

可搬型ストレーナ 

電力 － － － 

空気 － － － 

油 － － － 

冷却水 － － － 

水源 サプレッションチェンバ 低圧原子炉代替注水槽 代替淡水源 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，残留熱除去系（低圧注水モード），低圧炉心スプレイ系及び低圧原子炉代替注水系（常設）と共通要因によって同時に
機能を損なわないよう，大量送水車をディーゼルエンジンにより駆動することで，電動機駆動ポンプにより構成される残留熱除去系（低圧注水モード），低
圧炉心スプレイ系及び低圧原子炉代替注水系（常設）に対して多様性を有する設計とする。 
低圧原子炉代替注水系（可搬型）の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を可能とすることで，非常用ディーゼル発電設備からの給電による遠隔操作に対
して多様性を有する設計とする。また，低圧原子炉代替注水系（可搬型）の電動弁は，代替所内電気設備を経由して給電する系統において，独立した電路
で系統構成することにより，非常用所内電気設備を経由して給電する系統に対して独立性を有する設計とする。 
また，低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，代替淡水源を水源とすることで，サプレッションチェンバを水源とする残留熱除去系（低圧注水モード）及び
低圧炉心スプレイ系並びに低圧原子炉代替注水槽を水源とする低圧原子炉代替注水系（常設）に対して異なる水源を有する設計とする。 
大量送水車は，原子炉建物及び原子炉建物外の低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽から離れた屋外に分散して保管することで，原子炉建物内の低圧炉心スプ
レイポンプ及び残留熱除去ポンプ並びに低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内の低圧原子炉代替注水ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう
位置的分散を図る設計とする。 
大量送水車の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。 
低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，残留熱除去系及び低圧炉心スプレイ系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，残留熱除去系に対しては，
水源から残留熱除去系配管との合流点までの系統について，低圧炉心スプレイ系に対しては，水源から注水先である原子炉圧力容器までの系統全体に対し
て独立性を有する設計とする。 
これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，設計基準事故対処設備である残留熱除去系（低圧注水
モード）及び低圧炉心スプレイ系に対して重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 



原冷-35 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第62条 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）によ

る原子炉の冷却 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
可搬型ストレーナ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第4-4-5-1-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部にはステンレス系

材料を使用する設計

【系統図】：第4-4-5-3-1,2図 

【構造図】：第3-2-2-4-3図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第3-2-2-4-3図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第4-4-5-1-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-3図 

【系統図】：第4-4-5-3-1,2図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・差圧確認が可能な設計とする。

・内部の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第4-4-5-3-1,2図 

【構造図】：第3-2-2-4-3図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第4-4-5-3-1,2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の系統から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第4-4-5-3-1,2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第4-4-5-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



原冷-36 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第62条 
低圧原子炉代替注水系（可搬型）による
原子炉の冷却 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
可搬型ストレーナ 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（常設設備と接続しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ。 － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震に対しては，転倒しないことを確認する。又は必要により固縛等の処置

をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり

込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構

造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計

・生物学的事象のうちクラゲ等の海洋生物から影響を受けるおそれのある屋

外の可搬型重大事故等対処設備は，予備を有する設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-7-別添2

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 
対象設備 

残留熱除去系（低圧注水モード） 
低圧炉心スプレイ系 

低圧原子炉代替注水ポンプ 
大量送水車 

可搬型ストレーナ 

電力 － － － 

空気 － － － 

油 － － － 

冷却水 － － － 

水源 サプレッションチェンバ 低圧原子炉代替注水槽 代替淡水源 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，残留熱除去系（低圧注水モード），低圧炉心スプレイ系及び低圧原子炉代替注水系（常設）と共通要因によって同時に

機能を損なわないよう，大量送水車をディーゼルエンジンにより駆動することで，電動機駆動ポンプにより構成される残留熱除去系（低圧注水モード），低

圧炉心スプレイ系及び低圧原子炉代替注水系（常設）に対して多様性を有する設計とする。 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を可能とすることで，非常用ディーゼル発電設備からの給電による遠隔操作に対

して多様性を有する設計とする。また，低圧原子炉代替注水系（可搬型）の電動弁は，代替所内電気設備を経由して給電する系統において，独立した電路

で系統構成することにより，非常用所内電気設備を経由して給電する系統に対して独立性を有する設計とする。 

また，低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，代替淡水源を水源とすることで，サプレッションチェンバを水源とする残留熱除去系（低圧注水モード）及び

低圧炉心スプレイ系並びに低圧原子炉代替注水槽を水源とする低圧原子炉代替注水系（常設）に対して異なる水源を有する設計とする。 

大量送水車は，原子炉建物及び原子炉建物外の低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽から離れた屋外に分散して保管することで，原子炉建物内の低圧炉心スプ

レイポンプ及び残留熱除去ポンプ並びに低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内の低圧原子炉代替注水ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう

位置的分散を図る設計とする。 

大量送水車の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，残留熱除去系及び低圧炉心スプレイ系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，残留熱除去系に対しては，

水源から残留熱除去系配管との合流点までの系統について，低圧炉心スプレイ系に対しては，水源から注水先である原子炉圧力容器までの系統全体に対し

て独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，低圧原子炉代替注水系（可搬型）は，設計基準事故対処設備である残留熱除去系（低圧注水

モード）及び低圧炉心スプレイ系に対して重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 



原冷-37 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第62条 

残留熱除去系（低圧注水モード）によ

る低圧注水 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃（事象初期：100℃））≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL1300㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第4-3-1-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ - 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第4-3-1-3-1～6図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第3-4-4図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設備区画の止水対策等を実施する方針

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 ・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第4-3-1-3-1～6図 

【構造図】：第 3-4-4図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第4-3-1-3-1～6図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第4-3-1-3-1～6図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 － 



原冷-38 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第62条 

残留熱除去系（低圧注水モード）によ

る低圧注水 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去ポンプ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（残留熱除去系（低圧注水モード）） 

低圧炉心スプレイ 
残留熱除去ポンプ 

（サプレッションチェンバ） サプレッションチェンバ［水源］ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



原冷-39 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第62条 

残留熱除去系（低圧注水モード）によ

る低圧注水 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
サプレッションチェンバ[水源] 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法5 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法3 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-1-1-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3項 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 ・海水を通水しない

【系統図】：第8-3-2-1-2-2,4図 

【配置図】：第7-1-1図（既工事計

画書） 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【配置図】：第7-1-1図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 
【構造図】：第7-1-1図（既工事計

画書） 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な設

計 

・全体漏えい率試験が可能な設計

【系統図】：第8-3-2-1-2-2,4図 

【構造図】：第 7-1-1図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第8-3-2-1-2-2,4図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計

【系統図】：第8-3-2-1-2-2,4図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



原冷-40 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第62条 

残留熱除去系（低圧注水モード）によ

る低圧注水 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
サプレッションチェンバ[水源] 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（残留熱除去系（低圧注水モード）） 

低圧炉心スプレイ 
残留熱除去ポンプ 

（サプレッションチェンバ） サプレッションチェンバ［水源］ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



原冷-41 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第62条 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モー

ド）による原子炉停止時冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃（事象初期：100℃））≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL1300㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・【ポンプ】環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第4-3-1-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ - 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第4-3-1-3-1～6図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第3-4-4図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設備区画の止水対策等を実施する方針

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 【系統図】：第4-3-1-3-1～6図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第4-3-1-3-1～6図 

【構造図】：第 3-4-4図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第4-3-1-3-1～6図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第4-3-1-3-1～6図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 － 



原冷-42 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第62条 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モー

ド）による原子炉停止時冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去ポンプ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
（残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）） 

残留熱除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



原冷-43 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第62条 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モー

ド）による原子炉停止時冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去系熱交換器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃（事象初期：100℃））≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL23800㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第4-3-1-1-4図 

放射線（機器） ・環境放射線（50kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ - 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第4-3-1-3-1～6図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 3-4-3図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設備区画の止水対策等を実施する方針

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第4-3-1-3-1～6図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第4-3-1-3-1～6図 

【構造図】：第 3-4-3図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第4-3-1-3-1～6図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第4-3-1-3-1～6図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



原冷-44 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第62条 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モー

ド）による原子炉停止時冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去系熱交換器 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
（残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）） 

残留熱除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



原冷-45 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第62条 

低圧炉心スプレイ系による低圧注水 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

低圧炉心スプレイポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃（事象初期：100℃））≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL1300㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第4-4-2-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ - 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第4-4-2-3-1,2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 3-7-2図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設備区画の止水対策等を実施する方針

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 
・想定される最も小さい有効吸込水頭において，その機能を有効に発揮でき

る設計
・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第4-4-2-3-1,2図 

【構造図】：第 3-7-2図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第4-4-2-3-1,2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第4-4-2-3-1,2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 － 



原冷-46 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第62条 

低圧炉心スプレイ系による低圧注水 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

低圧炉心スプレイポンプ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

残留熱除去系（低圧注水モード） 

（低圧炉心スプレイ系） 
低圧炉心スプレイポンプ 

（サプレッションチェンバ） サプレッションチェンバ［水源］ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



原冷-47 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第62条 

低圧炉心スプレイ系による低圧注水 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

サプレッションチェンバ[水源] 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法5 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法3 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-1-1-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3項 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 ・海水を通水しない

【系統図】：第8-3-2-1-2-2,4図 

【配置図】：第7-1-1図（既工事計

画書） 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【配置図】：第7-1-1図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 
【構造図】：第7-1-1図（既工事計

画書） 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な設

計 

・全体漏えい率試験が可能な設計

【系統図】：第8-3-2-1-2-2,4図 

【構造図】：第 7-1-1図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第8-3-2-1-2-2,4図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計

【系統図】：第8-3-2-1-2-2,4図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



原冷-48 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第62条 

残留熱除去系（低圧注水モード）によ

る低圧注水 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
サプレッションチェンバ[水源] 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

残留熱除去系（低圧注水モード） 

（低圧炉心スプレイ系） 
低圧炉心スプレイポンプ 

（サプレッションチェンバ） サプレッションチェンバ［水源］ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



原冷-49 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第62条 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系

を含む。） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉補機冷却水ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（55℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物付属棟

EL15300㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第4-6-1-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ - 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第4-6-1-3-1,2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 3-8-5図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設備区画の止水対策等を実施する方針

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） ・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第4-6-1-3-1,2図 

【構造図】：第 3-8-5図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第4-6-1-3-1,2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第4-6-1-3-1,2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 － 



原冷-50 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第62条 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系

を含む。） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉補機冷却水ポンプ 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

・第1項第1号と

同じ 
・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
（原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）） 

原子炉補機冷却水ポンプ 

原子炉補機海水ポンプ 

原子炉補機冷却系熱交換器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



原冷-51 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第62条 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系

を含む。） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉補機海水ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：取水槽 EL1100㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第4-6-1-1-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ - 

海水 
・常時海水を通水又は海で使用するため，海水影響を考慮し接液部にはステ

ンレス鋼材料を使用する設計
【系統図】：第4-6-1-3-3,4図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 3-8-6図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設備区画の止水対策等を実施する方針

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 ・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第4-6-1-3-3,4図 

【構造図】：第 3-8-6図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第4-6-1-3-3,4図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第4-6-1-3-3,4図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 － 



原冷-52 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第62条 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系

を含む。） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉補機海水ポンプ 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
（原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）） 

原子炉補機冷却水ポンプ 

原子炉補機海水ポンプ 

原子炉補機冷却系熱交換器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



原冷-53 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第62条 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系

を含む。） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉補機冷却系熱交換器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（55℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL15300㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第4-6-1-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ - 

海水 
・常時海水を通水又は海で使用するため，海水影響を考慮し接液部には炭素

鋼材料（接液部にゴムライニング）及び銅合金材料を使用する設計
【系統図】：第4-6-1-3-1,2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第 3-8-4図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設備区画の止水対策等を実施する方針

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） ・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第4-6-1-3-1,2図 

【構造図】：第 3-8-4図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第4-6-1-3-1,2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第4-6-1-3-1,2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） ・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



原冷-54 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第62条 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系

を含む。） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉補機冷却系熱交換器 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
（原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） 

原子炉補機冷却水ポンプ 

原子炉補機海水ポンプ 

原子炉補機冷却系熱交換器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



原冷-55 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第62条 

低圧原子炉代替注水系（常設）による

残存溶融炉心の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
低圧原子炉代替注水ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：低圧原子炉代替注水

ポンプ格納槽 EL 

700mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[ポンプ]温度評価手法1 

[モータ]圧力評価手法1 

湿度 
・【ポンプ】環境湿度（85％）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境湿度（85％）≦設計値（ ） 

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第4-4-5-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号と同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部には，炭素鋼及びス

テンレス鋼材料を使用する設計 

【系統図】：第4-4-5-3-1～3図 

【構造図】：第4-4-5-4-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けるような電子部品を含む制御回路は組み込まない 【構造図】：第4-4-5-4-1図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 
・想定される最も小さい有効吸込水頭において，その機能を有効に発揮でき

る設計
・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第4-4-5-1-4図 

【系統図】：第4-4-5-3-1～3図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第4-4-5-3-1～3図 

【構造図】：第4-4-5-4-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第4-4-5-3-1～3図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・通常時の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作や接続により重大事

故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計

【系統図】：第4-4-5-3-1～3図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計
【配置図】：第4-4-5-1-4図 

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



原冷-56 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第62条 

低圧原子炉代替注水系（常設）による

残存溶融炉心の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
低圧原子炉代替注水ポンプ 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

－ 低圧原子炉代替注水ポンプ 

－ 低圧原子炉代替注水槽[水源] 

電力 非常用交流電源設備 常設代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 サプレッションチェンバ 低圧原子炉代替注水槽 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

低圧原子炉代替注水系（常設）は，残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系と共通要因によって同時に機能を損な

わないよう，低圧原子炉代替注水ポンプを代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備からの給電により駆動することで，非

常用所内電気設備を経由した非常用交流電源設備からの給電により駆動する残留熱除去ポンプを用いた残留熱除去系（低圧注水モー

ド）及び低圧炉心スプレイポンプを用いた低圧炉心スプレイ系に対して多様性を有する設計とする。 

低圧原子炉代替注水系（常設）の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を可能とすることで，非常用交流電源設備からの給電による

遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。また，低圧原子炉代替注水系（常設）の電動弁は，代替所内電気設備を経由して給電

する系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備を経由して給電する系統に対して独立性を有する

設計とする。 

また，低圧原子炉代替注水系（常設）は，低圧原子炉代替注水槽を水源とすることで，サプレッションチェンバを水源とする残留熱

除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系に対して異なる水源を有する設計とする。 

低圧原子炉代替注水ポンプ及び低圧原子炉代替注水槽は，原子炉建物外の低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置することで，原

子炉建物内の低圧炉心スプレイポンプ，残留熱除去ポンプ及びサプレッションチェンバと共通要因によって同時に機能を損なわない

よう位置的分散を図る設計とする。 

低圧原子炉代替注水系（常設）は，残留熱除去系及び低圧炉心スプレイ系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，残留熱

除去系に対しては，水源から残留熱除去系配管との合流点までの系統について，低圧炉心スプレイ系に対しては，水源から注水先で

ある原子炉圧力容器までの系統全体に対して独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，低圧原子炉代替注水系（常設）は，設計基準事故対処設備である残留

熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系に対して重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 

  



原冷-57 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第62条 

低圧原子炉代替注水系（常設）による

残存溶融炉心の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
低圧原子炉代替注水槽[水源] 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：低圧原子炉代替注水

ポンプ格納槽 EL 

700mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85%）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第4-4-5-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し鉄筋コンクリートを使用

する設計

【系統図】：第4-4-5-3-1～3図 

【構造図】：第4-4-5-4-2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第4-4-5-4-2図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な設

計 

【系統図】：第4-4-5-3-1～3図 

【構造図】：第4-4-5-4-2図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第4-4-5-3-1～3図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・通常時の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作や接続により重大事

故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計

【系統図】：第4-4-5-3-1～3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） ・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） 
【配置図】：第4-4-5-1-4図 

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



原冷-58 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第62条 

低圧原子炉代替注水系（常設）による

残存溶融炉心の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
低圧原子炉代替注水槽[水源] 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

－ 低圧原子炉代替注水ポンプ 

－ 低圧原子炉代替注水槽[水源] 

電力 非常用交流電源設備 常設代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 サプレッションチェンバ 低圧原子炉代替注水槽 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

低圧原子炉代替注水系（常設）は，残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系と共通要因によって同時に機能を損な

わないよう，低圧原子炉代替注水ポンプを代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備からの給電により駆動することで，非

常用所内電気設備を経由した非常用交流電源設備からの給電により駆動する残留熱除去ポンプを用いた残留熱除去系（低圧注水モー

ド）及び低圧炉心スプレイポンプを用いた低圧炉心スプレイ系に対して多様性を有する設計とする。 

低圧原子炉代替注水系（常設）の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を可能とすることで，非常用交流電源設備からの給電による

遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。また，低圧原子炉代替注水系（常設）の電動弁は，代替所内電気設備を経由して給電

する系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備を経由して給電する系統に対して独立性を有する

設計とする。 

また，低圧原子炉代替注水系（常設）は，低圧原子炉代替注水槽を水源とすることで，サプレッションチェンバを水源とする残留熱

除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系に対して異なる水源を有する設計とする。 

低圧原子炉代替注水ポンプ及び低圧原子炉代替注水槽は，原子炉建物外の低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置することで，原

子炉建物内の低圧炉心スプレイポンプ，残留熱除去ポンプ及びサプレッションチェンバと共通要因によって同時に機能を損なわない

よう位置的分散を図る設計とする。 

低圧原子炉代替注水系（常設）は，残留熱除去系及び低圧炉心スプレイ系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，残留熱

除去系に対しては，水源から残留熱除去系配管との合流点までの系統について，低圧炉心スプレイ系に対しては，水源から注水先で

ある原子炉圧力容器までの系統全体に対して独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，低圧原子炉代替注水系（常設）は，設計基準事故対処設備である残留

熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系に対して重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 

  



原冷-59 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第62条 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）によ

る残存溶融炉心の冷却 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
大量送水車 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第4-4-5-1-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部には鋳物を使用す

る設計

（設置許可系統図）第9.4－5図 

【構造図】：第3-2-2-4-2図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない

【構造図】：第3-2-2-4-1図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 【系統図】：第4-4-5-3-1,2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第4-4-5-1-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-1図 

【系統図】：第4-4-5-3-1,2図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・分解点検又は取替が可能な設計とする。

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第4-4-5-3-1,2図 

【構造図】：第3-2-2-4-1,2図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第4-4-5-3-3図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【系統図】：第4-4-5-3-3図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第4-4-5-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



原冷-60 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第62条 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による

残存溶融炉心の冷却 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
大量送水車 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 

・簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続できる設計

・発電用原子炉施設が相互に使用することができるように同一形状の接続方

式の設計とするとともに，同一ポンプを接続する配管は口径を統一する等，

複数の系統での接続方式を図った設計

【系統図】：第4-4-5-3-3図 

【構造図】：第3-2-2-4-1図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 

・建物の異なる面の隣接しない位置又は屋内及び建物面の適切に離隔した位

置に複数箇所設置する設計
【配置図】：第4-4-5-1-1図 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ。 － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 ・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
・Ⅵ-1-1-7-別添1

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

大量送水車 

可搬型ストレーナ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



原冷-61 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第62条 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）によ

る残存溶融炉心の冷却 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
可搬型ストレーナ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第4-4-5-1-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部にはステンレス系

材料を使用する設計

【系統図】：第4-4-5-3-1,2図 

【構造図】：第3-2-2-4-3図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第3-2-2-4-3図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第4-4-5-1-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-3図 

【系統図】：第4-4-5-3-1,2図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・差圧確認が可能な設計とする。

・内部の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第4-4-5-3-1,2図 

【構造図】：第3-2-2-4-3図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第4-4-5-3-1,2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の系統から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第4-4-5-3-1,2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第4-4-5-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



原冷-62 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第62条 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による

残存溶融炉心の冷却 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
可搬型ストレーナ 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（常設設備と接続しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ。 － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 ・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
・Ⅵ-1-1-7-別添1

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

大量送水車 

可搬型ストレーナ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



原冷-63 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第63条 

原子炉補機代替冷却系による除熱 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

移動式代替熱交換設備 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 

・【熱交換器】環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

・【ポンプ】環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 

・【熱交換器】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

・【ポンプ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第4-6-3-1-1図 

【構造図】：第4-6-3-4-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部にはステンレス系

材料及び炭素鋼材料を使用する設計

【系統図】：第4-6-3-3-1,2図 

【構造図】：第4-6-3-4-2図 

 第4-6-3-4-3図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない

【構造図】：第4-6-3-4-1図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 【系統図】：第4-6-3-3-1,2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第4-6-3-1-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-1図 

【系統図】：第4-6-3-3-1,2図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・分解点検又は取替が可能な設計とする。

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第4-6-3-3-1,2図 

【構造図】：第4-6-3-4-2図 

 第4-6-3-4-3図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計

【系統図】：第4-6-3-3-3図 

第4-6-3-3-4図 

第4-6-3-3-5図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【系統図】：第4-6-3-3-3図 

第4-6-3-3-4図 

第4-6-3-3-5図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第4-6-3-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



原冷-64 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第63条 
原子炉補機代替冷却系による除熱 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

移動式代替熱交換設備 

第
５
４
条 
 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 

・簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続できる設計 

・発電用原子炉施設が相互に使用することができるように同一形状の接続方

式の設計とするとともに，同一ポンプを接続する配管は口径を統一する等，

複数の系統での接続方式を図った設計 

【系統図】：第4-6-3-3-3図 

【構造図】：第4-6-3-4-1図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 

・建物の異なる面の隣接しない位置又は屋内及び建物面の適切に離隔した位

置に複数箇所設置する設計 
【配置図】：第4-6-3-1-1図 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ。 － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管 

・地震に対しては，転倒しないことを確認する。又は必要により固縛等の処置

をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり

込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構

造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計 

・生物学的事象のうちクラゲ等の海洋生物から影響を受けるおそれのある屋

外の可搬型重大事故等対処設備は，予備を有する設計 

・Ⅵ-1-1-3 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

・Ⅵ-1-1-7-別添2 

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管 

・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管 

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

 
 設計基準事故対処設備等 常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 
対象設備 

原子炉補機冷却系 
（原子炉補機海水系を含む。） 

格納容器フィルタベント系 

移動式代替熱交換設備 

大型送水ポンプ車 

移動式代替熱交換設備ストレーナ 

電力 非常用交流電源設備 － 常設代替交流電源設備 

空気 － － － 

油 － － － 

冷却水 － － － 

水源 － － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

原子炉補機代替冷却系は，原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，移動式代替熱交換設備を常設
代替交流電源設備からの給電が可能な設計とすることで，非常用ディーゼル発電設備からの給電により駆動する原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含
む。）に対して，多様性及び独立性を有する設計とし，大型送水ポンプ車をディーゼルエンジンにより駆動することで，電動機駆動ポンプにより構成される
原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）に対して多様性を有する設計とする。また，原子炉補機代替冷却系は，格納容器フィルタベント系に対して，
除熱手段の多様性を有する設計とする。 
原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，原子炉建物及び格納容器フィルタベント系から離れた屋外に分散して保管するこ
とで，原子炉建物内の原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却系熱交換器及び屋外の原子炉補機海水ポンプ並びに原子炉建物外の格納容器フィルタベン
ト系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 
移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置す
る設計とする。 
原子炉補機代替冷却系は，原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，原子炉補機海水系に対して独
立性を有するとともに，移動式代替熱交換設備から屋外の接続口を介した原子炉補機冷却系配管との合流点までの系統について，原子炉補機冷却系に対し
て独立性を有する設計とする。 
また，大型送水ポンプ車から屋内の接続口を介した原子炉補機冷却系配管との合流点までの系統について，原子炉補機冷却系に対して独立性を有する設計
とする。 
これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，原子炉補機代替冷却系は，設計基準事故対処設備である原子炉補機冷却系（原子炉補機海水
系を含む。）に対して重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 



原冷-65 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第63条 

原子炉補機代替冷却系による除熱 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

大型送水ポンプ車 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第4-6-3-1-1図 

【構造図】：第4-6-3-4-4図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部には鋳物を使用す

る設計

【系統図】：第4-6-3-3-1,2図 

【構造図】：第4-6-3-4-5図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない

【構造図】：第4-6-3-4-4図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 【系統図】：第4-6-3-3-1,2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第4-6-3-1-1図 

【構造図】：第4-6-3-4-4図 

【系統図】：第4-6-3-3-1,2図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・分解点検又は取替が可能な設計とする。

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第4-6-3-3-1,2図 

【構造図】：第4-6-3-4-5図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第4-6-3-3-1,2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【系統図】：第4-6-3-3-1,2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第4-6-3-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



原冷-66 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第63条 
原子炉補機代替冷却系による除熱 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

大型送水ポンプ車 

第
５
４
条 
 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 

・簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続できる設計 

・発電用原子炉施設が相互に使用することができるように同一形状の接続方

式の設計とするとともに，同一ポンプを接続する配管は口径を統一する等，

複数の系統での接続方式を図った設計 

【系統図】：第4-6-3-3-1,2図 

【構造図】：第4-6-3-4-4図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 

・建物の異なる面の隣接しない位置又は屋内及び建物面の適切に離隔した位

置に複数箇所設置する設計 
【配置図】：第4-6-3-1-1図 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ。 － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管 

・地震に対しては，転倒しないことを確認する。又は必要により固縛等の処置

をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり

込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構

造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計 

・生物学的事象のうちクラゲ等の海洋生物から影響を受けるおそれのある屋

外の可搬型重大事故等対処設備は，予備を有する設計 

・Ⅵ-1-1-3 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

・Ⅵ-1-1-7-別添2 

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管 

・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管 

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

 
 設計基準事故対処設備等 常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 
対象設備 

原子炉補機冷却系 
（原子炉補機海水系を含む。） 

格納容器フィルタベント系 

移動式代替熱交換設備 

大型送水ポンプ車 

移動式代替熱交換設備ストレーナ 

電力 非常用交流電源設備 － 常設代替交流電源設備 

空気 － － － 

油 － － － 

冷却水 － － － 

水源 － － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

原子炉補機代替冷却系は，原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，移動式代替熱交換設備を常設
代替交流電源設備からの給電が可能な設計とすることで，非常用ディーゼル発電設備からの給電により駆動する原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含
む。）に対して，多様性及び独立性を有する設計とし，大型送水ポンプ車をディーゼルエンジンにより駆動することで，電動機駆動ポンプにより構成される
原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）に対して多様性を有する設計とする。また，原子炉補機代替冷却系は，格納容器フィルタベント系に対して，
除熱手段の多様性を有する設計とする。 
原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，原子炉建物及び格納容器フィルタベント系から離れた屋外に分散して保管するこ
とで，原子炉建物内の原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却系熱交換器及び屋外の原子炉補機海水ポンプ並びに原子炉建物外の格納容器フィルタベン
ト系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 
移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置す
る設計とする。 
原子炉補機代替冷却系は，原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，原子炉補機海水系に対して独
立性を有するとともに，移動式代替熱交換設備から屋外の接続口を介した原子炉補機冷却系配管との合流点までの系統について，原子炉補機冷却系に対し
て独立性を有する設計とする。 
また，大型送水ポンプ車から屋内の接続口を介した原子炉補機冷却系配管との合流点までの系統について，原子炉補機冷却系に対して独立性を有する設計
とする。 
これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，原子炉補機代替冷却系は，設計基準事故対処設備である原子炉補機冷却系（原子炉補機海水
系を含む。）に対して重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 



原冷-67 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第63条 

原子炉補機代替冷却系による除熱 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

移動式代替熱交換設備ストレーナ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第4-6-3-1-1図 

【構造図】：第4-6-3-4-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部には炭素鋼材料を

使用する設計

【系統図】：第4-6-3-3-1,2図 

【構造図】：第4-6-3-4-6図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第4-6-3-4-1図 

  第4-6-3-4-6図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・差圧確認が可能な設計とする。

・内部の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第4-6-3-3-1,2図 

【構造図】：第4-6-3-4-6図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第4-6-3-3-1,2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の系統から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第4-6-3-3-1,2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第4-6-3-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



原冷-68 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第63条 

原子炉補機代替冷却系による除熱 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

移動式代替熱交換設備ストレーナ 

第
５
４
条 
 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（常設設備と接続しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管 

・地震に対しては，転倒しないことを確認する。又は必要により固縛等の処置

をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり

込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構

造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計 

・生物学的事象のうちクラゲ等の海洋生物から影響を受けるおそれのある屋

外の可搬型重大事故等対処設備は，予備を有する設計 

・Ⅵ-1-1-3 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

・Ⅵ-1-1-7-別添2 

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管 

・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管 

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

 
 設計基準事故対処設備等 常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 
対象設備 

原子炉補機冷却系 
（原子炉補機海水系を含む。） 

格納容器フィルタベント系 

移動式代替熱交換設備 

大型送水ポンプ車 

移動式代替熱交換設備ストレーナ 

電力 非常用交流電源設備 － 常設代替交流電源設備 

空気 － － － 

油 － － － 

冷却水 － － － 

水源 － － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

原子炉補機代替冷却系は，原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，移動式代替熱交換設備を常設
代替交流電源設備からの給電が可能な設計とすることで，非常用ディーゼル発電設備からの給電により駆動する原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含
む。）に対して，多様性及び独立性を有する設計とし，大型送水ポンプ車をディーゼルエンジンにより駆動することで，電動機駆動ポンプにより構成される
原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）に対して多様性を有する設計とする。また，原子炉補機代替冷却系は，格納容器フィルタベント系に対して，
除熱手段の多様性を有する設計とする。 
原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，原子炉建物及び格納容器フィルタベント系から離れた屋外に分散して保管するこ
とで，原子炉建物内の原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却系熱交換器及び屋外の原子炉補機海水ポンプ並びに原子炉建物外の格納容器フィルタベン
ト系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 
移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置す
る設計とする。 
原子炉補機代替冷却系は，原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，原子炉補機海水系に対して独
立性を有するとともに，移動式代替熱交換設備から屋外の接続口を介した原子炉補機冷却系配管との合流点までの系統について，原子炉補機冷却系に対し
て独立性を有する設計とする。 
また，大型送水ポンプ車から屋内の接続口を介した原子炉補機冷却系配管との合流点までの系統について，原子炉補機冷却系に対して独立性を有する設計
とする。 
これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，原子炉補機代替冷却系は，設計基準事故対処設備である原子炉補機冷却系（原子炉補機海水
系を含む。）に対して重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 



原冷-69 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第63条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタスクラバ容器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度(60℃)≦設計値( ) 

【設置場所】：第１ベントフィルタ

格納槽 EL 2700mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力(大気圧)≦設計値( ) 
【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度(85％)≦設計値( ) 
【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第4-3-2-1-7図 

放射線（機器） ・環境放射線（1.4MGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第１項第６号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第4-3-2-2-2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第8-3-5-1-4-3図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物等内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災の波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」

に基づき設計 

・溢水の波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第4-3-2-2-2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける。又は外観の確認が可能な設

計 

【系統図】：第4-3-2-2-2図 

【構造図】：第8-3-5-1-4-3図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第4-3-2-2-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすること，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計

【系統図】：第4-3-2-2-2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



原冷-70 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第63条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタスクラバ容器 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備と同時に機能を損なうおそれがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

残留熱除去系（格納容器冷却モード） 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

－ 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器フィルタベント系は，残留熱除去系（格納容器冷却モード）及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）と共通要

因によって同時に機能を損なわないよう，ポンプ及び熱交換器を使用せずに最終的な熱の逃がし場である大気へ熱を輸送できる設計

とすることで，残留熱除去系及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）に対して，多様性を有する設計とする。 

また，格納容器フィルタベント系は，排出経路に設置される隔離弁の電動弁を常設代替交流電源設備若しくは可搬型代替交流電源設

備からの給電による遠隔操作を可能とすること又は遠隔手動弁操作機構を用いた人力による遠隔操作を可能とすることで，非常用デ

ィーゼル発電設備からの給電により駆動する残留熱除去系（格納容器冷却モード）及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含

む。）に対して，多様性を有する設計とする。 

格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は原子炉建物外の第１ベン

トフィルタ格納槽内に，圧力開放板は原子炉建物近傍の屋外に設置し，原子炉建物内の残留熱除去ポンプ，残留熱除去系熱交換器，

原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却系熱交換器及び屋外の原子炉補機海水ポンプと異なる区画に設置することで，共通要因に

よって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図った設計とする。 

格納容器フィルタベント系は，除熱手段の多様性及び機器の位置的分散によって，残留熱除去系及び原子炉補機冷却系（原子炉補機

海水系を含む。）に対して独立性を有する設計とする。 



原冷-71 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第63条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度(60℃)≦設計値( ) 

【設置場所】：第１ベントフィルタ

格納槽 EL 2700mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力(大気圧)≦設計値( ) 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度(85％)≦設計値( ) 
【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第4-3-2-1-7図 

放射線（機器） ・環境放射線（290kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第１項第６号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第4-3-2-2-2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第8-3-5-1-4-4図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図

られた建物等内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災の波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」

に基づき設計 

・溢水の波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第4-3-2-2-2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける。又は外観の確認が可能な設

計 

・銀ゼオライトの性能試験が可能な設計

【系統図】：第4-3-2-2-2図 

【構造図】：第8-3-5-1-4-4図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第4-3-2-2-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすること，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計

【系統図】：第4-3-2-2-2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



原冷-72 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第63条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備と同時に機能を損なうおそれがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

残留熱除去系（格納容器冷却モード） 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

－ 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器フィルタベント系は，残留熱除去系（格納容器冷却モード）及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）と共通要

因によって同時に機能を損なわないよう，ポンプ及び熱交換器を使用せずに最終的な熱の逃がし場である大気へ熱を輸送できる設計

とすることで，残留熱除去系及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）に対して，多様性を有する設計とする。 

また，格納容器フィルタベント系は，排出経路に設置される隔離弁の電動弁を常設代替交流電源設備若しくは可搬型代替交流電源設

備からの給電による遠隔操作を可能とすること又は遠隔手動弁操作機構を用いた人力による遠隔操作を可能とすることで，非常用デ

ィーゼル発電設備からの給電により駆動する残留熱除去系（格納容器冷却モード）及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含

む。）に対して，多様性を有する設計とする。 

格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は原子炉建物外の第１ベン

トフィルタ格納槽内に，圧力開放板は原子炉建物近傍の屋外に設置し，原子炉建物内の残留熱除去ポンプ，残留熱除去系熱交換器，

原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却系熱交換器及び屋外の原子炉補機海水ポンプと異なる区画に設置することで，共通要因に

よって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図った設計とする。 

格納容器フィルタベント系は，除熱手段の多様性及び機器の位置的分散によって，残留熱除去系及び原子炉補機冷却系（原子炉補機

海水系を含む。）に対して独立性を有する設計とする。 



原冷-73 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第63条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
圧力開放板 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度(40℃)≦設計値( ) 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力(大気圧)≦設計値( ) 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度(100％)≦設計値( ) 
【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【構造図】：第8-3-5-1-4-2図 

【配置図】：第8-3-5-1-2-11図 

放射線（機器） ・環境放射線（62Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第１項第６号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第4-3-2-2-2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第8-3-5-1-4-2図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設

計 

・積雪の影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる。

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災の波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」

に基づき設計 

・溢水の波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第4-3-2-2-2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・取替が可能な設計

【系統図】：第4-3-2-2-2図 

【構造図】：第8-3-5-1-4-2図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第4-3-2-2-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすること，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計

【系統図】：第4-3-2-2-2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



原冷-74 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第63条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
圧力開放板 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備と同時に機能を損なうおそれがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

残留熱除去系（格納容器冷却モード） 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

－ 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器フィルタベント系は，残留熱除去系（格納容器冷却モード）及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）と共通要

因によって同時に機能を損なわないよう，ポンプ及び熱交換器を使用せずに最終的な熱の逃がし場である大気へ熱を輸送できる設計

とすることで，残留熱除去系及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）に対して，多様性を有する設計とする。 

また，格納容器フィルタベント系は，排出経路に設置される隔離弁の電動弁を常設代替交流電源設備若しくは可搬型代替交流電源設

備からの給電による遠隔操作を可能とすること又は遠隔手動弁操作機構を用いた人力による遠隔操作を可能とすることで，非常用デ

ィーゼル発電設備からの給電により駆動する残留熱除去系（格納容器冷却モード）及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含

む。）に対して，多様性を有する設計とする。 

格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は原子炉建物外の第１ベン

トフィルタ格納槽内に，圧力開放板は原子炉建物近傍の屋外に設置し，原子炉建物内の残留熱除去ポンプ，残留熱除去系熱交換器，

原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却系熱交換器及び屋外の原子炉補機海水ポンプと異なる区画に設置することで，共通要因に

よって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図った設計とする。 

格納容器フィルタベント系は，除熱手段の多様性及び機器の位置的分散によって，残留熱除去系及び原子炉補機冷却系（原子炉補機

海水系を含む。）に対して独立性を有する設計とする。 



原冷-75 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第63条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
遠隔手動弁操作機構 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度(55℃)≦設計値( ) 

【設置場所】：原子炉建物付属棟 

EL 15300，EL 23800， 

EL 34800 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力(大気圧)≦設計値( ) 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度(85％)≦設計値( ) 
【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） （設置許可系統図）第9.3－3図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第１項第６号に同じ － 

海水 －（考慮不要） （設置許可系統図）第9.3－3図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する。 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災の波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」

に基づき設計 

・溢水の波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） （設置許可系統図）第9.3－3図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能の確認が可能な設計

・分解点検が可能な設計

・規定トルクによる開閉試験が可能な設計

－ 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
（設置許可系統図）第9.3－3図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすること，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計

（設置許可系統図）第9.3－3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断ＬＯＣＡ）＋ＥＣＣＳ注水機能喪失＋全交流

動力電源喪失の屋内現場操作 

（設置許可系統図）第9.3－3図 

・Ⅵ-1-1-7 第2.3項



原冷-76 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第63条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
遠隔手動弁操作機構 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
－（容量等に該当しない） － 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備と同時に機能を損なうおそれがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

残留熱除去系（格納容器冷却モード） 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

－ 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器フィルタベント系は，残留熱除去系（格納容器冷却モード）及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）と共通要

因によって同時に機能を損なわないよう，ポンプ及び熱交換器を使用せずに最終的な熱の逃がし場である大気へ熱を輸送できる設計

とすることで，残留熱除去系及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）に対して，多様性を有する設計とする。 

また，格納容器フィルタベント系は，排出経路に設置される隔離弁の電動弁を常設代替交流電源設備若しくは可搬型代替交流電源設

備からの給電による遠隔操作を可能とすること又は遠隔手動弁操作機構を用いた人力による遠隔操作を可能とすることで，非常用デ

ィーゼル発電設備からの給電により駆動する残留熱除去系（格納容器冷却モード）及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含

む。）に対して，多様性を有する設計とする。 

格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は原子炉建物外の第１ベン

トフィルタ格納槽内に，圧力開放板は原子炉建物近傍の屋外に設置し，原子炉建物内の残留熱除去ポンプ，残留熱除去系熱交換器，

原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却系熱交換器及び屋外の原子炉補機海水ポンプと異なる区画に設置することで，共通要因に

よって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図った設計とする。 

格納容器フィルタベント系は，除熱手段の多様性及び機器の位置的分散によって，残留熱除去系及び原子炉補機冷却系（原子炉補機

海水系を含む。）に対して独立性を有する設計とする。 



原冷-77 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第63条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
可搬式窒素供給装置 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度(40℃)≦設計値( ) 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力(大気圧)≦設計値( ) 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度(100％)≦設計値( ) 
【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【構造図】：第8-3-3-3-4-1,2図 

【配置図】：第8-3-3-4-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第１項第６号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第4-3-2-2-1,2図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
【構造図】：第8-3-3-3-4-1,2図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設

計とするとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置

をとる 

・積雪の影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる。

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り，複数個所に分散保管

・地震により生じる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災の波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水の波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第4-3-2-2-1,2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動ができる設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能な設計

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作による操作が可能な設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【系統図】：第4-3-2-2-1,2図 

【構造図】：第8-3-3-3-4-1,2図 

【配置図】：第4-3-2-1-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・分解点検又は取替が可能な設計

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計

【系統図】：第4-3-2-2-1,2図 

【構造図】：第8-3-3-3-4-1,2図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第4-3-2-2-1,2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とするにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

【系統図】：第4-3-2-2-1,2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断ＬＯＣＡ）＋ＥＣＣＳ注水機能喪失＋全交流

動力電源喪失の屋外現場操作 

【配置図】：第8-3-3-4-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7 第2.3項

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



原冷-78 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第63条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
可搬式窒素供給装置 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 

・簡便な接続方式等を用い，容易かつ確実に接続できる設計

・複数の系統での接続方式の統一を図った設計

【系統図】：第4-3-2-2-1,2図 

【構造図】：第8-3-3-3-4-1,2図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 

・建物の異なる面の隣接しない位置又は屋内及び建物面の適切に離隔した位

置に複数箇所設置する設計 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-7-別添2

溢水 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
・Ⅵ-1-1-9

火災 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

残留熱除去系（格納容器冷却モード） 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

－ 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器フィルタベント系は，残留熱除去系（格納容器冷却モード）及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）と共通要

因によって同時に機能を損なわないよう，ポンプ及び熱交換器を使用せずに最終的な熱の逃がし場である大気へ熱を輸送できる設計

とすることで，残留熱除去系及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）に対して，多様性を有する設計とする。 

また，格納容器フィルタベント系は，排出経路に設置される隔離弁の電動弁を常設代替交流電源設備若しくは可搬型代替交流電源設

備からの給電による遠隔操作を可能とすること又は遠隔手動弁操作機構を用いた人力による遠隔操作を可能とすることで，非常用デ

ィーゼル発電設備からの給電により駆動する残留熱除去系（格納容器冷却モード）及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含

む。）に対して，多様性を有する設計とする。 

格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は原子炉建物外の第１ベン

トフィルタ格納槽内に，圧力開放板は原子炉建物近傍の屋外に設置し，原子炉建物内の残留熱除去ポンプ，残留熱除去系熱交換器，

原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却系熱交換器及び屋外の原子炉補機海水ポンプと異なる区画に設置することで，共通要因に

よって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図った設計とする。 

格納容器フィルタベント系は，除熱手段の多様性及び機器の位置的分散によって，残留熱除去系及び原子炉補機冷却系（原子炉補機

海水系を含む。）に対して独立性を有する設計とする。 



原冷-79 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第63条 

原子炉停止時冷却 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

残留熱除去ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃（事象初期：100℃））≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL1300㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第4-3-1-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第4-3-1-3-1～6図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 3-4-4図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設備区画の止水対策等を実施する方針

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 ・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第4-3-1-3-1～6図 

【構造図】：第 3-4-4図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第4-3-1-3-1～6図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第4-3-1-3-1～6図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 － 



原冷-80 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第63条 

原子炉停止時冷却 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

残留熱除去ポンプ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
（残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）） 

残留熱除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



原冷-81 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第63条 

原子炉停止時冷却 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

残留熱除去系熱交換器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃（事象初期：100℃））≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL23800㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第4-3-1-1-4図 

放射線（機器） ・環境放射線（50kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第4-3-1-3-1～6図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 3-4-3図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設備区画の止水対策等を実施する方針

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第4-3-1-3-1～6図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第4-3-1-3-1～6図 

【構造図】：第 3-4-3図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第4-3-1-3-1～6図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第4-3-1-3-1～6図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



原冷-82 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第63条 

原子炉停止時冷却 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

残留熱除去系熱交換器 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
（残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）） 

残留熱除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



原冷-83 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第63条 

格納容器スプレイ冷却 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

残留熱除去ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃（事象初期：100℃））≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL1300㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第4-3-1-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ - 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第4-3-1-3-1～6図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 3-4-4図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設備区画の止水対策等を実施する方針

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 ・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第4-3-1-3-1～6図 

【構造図】：第 3-4-4図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第4-3-1-3-1～6図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第4-3-1-3-1～6図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 － 



原冷-84 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第63条 

格納容器スプレイ冷却 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

残留熱除去ポンプ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（残留熱除去系（格納容器冷却モード）） 
残留熱除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

（サプレッションチェンバ） サプレッションチェンバ［水源］ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



原冷-85 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第63条 

格納容器スプレイ冷却 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

残留熱除去系熱交換器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃（事象初期：100℃））≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL23800㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第4-3-1-1-4図 

放射線（機器） ・環境放射線（50kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第4-3-1-3-1～6図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第3-4-3図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設備区画の止水対策等を実施する方針

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第4-3-1-3-1～6図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第4-3-1-3-1～6図 

【構造図】：第 3-4-3図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第4-3-1-3-1～6図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第4-3-1-3-1～6図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



原冷-86 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第63条 

格納容器スプレイ冷却 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

残留熱除去系熱交換器 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（残留熱除去系（格納容器冷却モード）） 
残留熱除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

（サプレッションチェンバ） サプレッションチェンバ［水源］ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



原冷-87 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第63条 

格納容器スプレイ冷却 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

サプレッションチェンバ[水源]

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法5 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法3 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-1-1-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3項 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 ・海水を通水しない

【系統図】：第8-3-2-1-2-2,4図 

【配置図】：第7-1-1図（既工事計

画書） 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【配置図】：第7-1-1図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 
【構造図】：第7-1-1図（既工事計

画書） 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な設

計 

・全体漏えい率試験が可能な設計

【系統図】：第8-3-2-1-2-2,4図 

【構造図】：第 7-1-1図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第8-3-2-1-2-2,4図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計

【系統図】：第8-3-2-1-2-2,4図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



原冷-88 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第63条 

格納容器スプレイ冷却 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

サプレッションチェンバ[水源]

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（残留熱除去系（格納容器冷却モード）） 
残留熱除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

（サプレッションチェンバ） サプレッションチェンバ［水源］ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



原冷-89 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第63条 

残留熱除去系（サプレッションプール

水冷却モード）によるサプレッション

プール水の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃（事象初期：100℃））≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL1300㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第4-3-1-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ - 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第4-3-1-3-1～6図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 3-4-4図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設備区画の止水対策等を実施する方針

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 ・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第4-3-1-3-1～6図 

【構造図】：第 3-4-4図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第4-3-1-3-1～6図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第4-3-1-3-1～6図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 － 



原冷-90 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第63条 

残留熱除去系（サプレッションプール

水冷却モード）によるサプレッション

プール水の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去ポンプ 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）） 
残留熱除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

（サプレッションチェンバ） サプレッションチェンバ［水源］ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



原冷-91 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第63条 

残留熱除去系（サプレッションプール

水冷却モード）によるサプレッション

プール水の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去系熱交換器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃（事象初期：100℃））≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL23800㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第4-3-1-1-4図 

放射線（機器） ・環境放射線（50kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ - 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第4-3-1-3-1～6図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 3-4-3図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設備区画の止水対策等を実施する方針

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第4-3-1-3-1～6図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第4-3-1-3-1～6図 

【構造図】：第 3-4-3図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第4-3-1-3-1～6図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第4-3-1-3-1～6図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



原冷-92 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第63条 

残留熱除去系（サプレッションプール

水冷却モード）によるサプレッション

プール水の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去系熱交換器 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）） 
残留熱除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

（サプレッションチェンバ） サプレッションチェンバ［水源］ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



原冷-93 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第63条 

残留熱除去系（サプレッションプール

水冷却モード）によるサプレッション

プール水の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
サプレッションチェンバ[水源]

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法5 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法3 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-1-1-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3項 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 ・海水を通水しない

【系統図】：第8-3-2-1-2-2,4図 

【配置図】：第7-1-1図（既工事計

画書） 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【配置図】：第7-1-1図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 
【構造図】：第7-1-1図（既工事計

画書） 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な設

計 

・全体漏えい率試験が可能な設計

【系統図】：第8-3-2-1-2-2,4図 

【構造図】：第 7-1-1図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第8-3-2-1-2-2,4図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計

【系統図】：第8-3-2-1-2-2,4図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



原冷-94 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第63条 

残留熱除去系（サプレッションプール

水冷却モード）によるサプレッション

プール水の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
サプレッションチェンバ[水源]

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）） 
残留熱除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

（サプレッションチェンバ） サプレッションチェンバ［水源］ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



原冷-95 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第63条 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系

を含む。） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉補機冷却水ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（55℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物付属棟

EL15300㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第4-6-1-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ - 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第4-6-1-3-1,2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 3-8-5図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設備区画の止水対策等を実施する方針

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） ・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第4-6-1-3-1,2図 

【構造図】：第 3-8-5図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第4-6-1-3-1,2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第4-6-1-3-1,2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計



原冷-96 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第63条 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系

を含む。） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉補機冷却水ポンプ 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
（原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） 

原子炉補機冷却水ポンプ 

原子炉補機海水ポンプ 

原子炉補機冷却系熱交換器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



原冷-97 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第63条 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系

を含む。） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉補機海水ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：取水槽 EL1100㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第4-6-1-1-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ - 

海水 
・常時海水を通水又は海で使用するため，海水影響を考慮し接液部にはステ

ンレス鋼材料を使用する設計
【系統図】：第4-6-1-3-3,4図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 3-8-6図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設備区画の止水対策等を実施する方針

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 ・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第4-6-1-3-3,4図 

【構造図】：第 3-8-6図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第4-6-1-3-3,4図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第4-6-1-3-3,4図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 － 



原冷-98 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第63条 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系

を含む。） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉補機海水ポンプ 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
（原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）） 

原子炉補機冷却水ポンプ 

原子炉補機海水ポンプ 

原子炉補機冷却系熱交換器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



原冷-99 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第63条 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系

を含む。） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉補機冷却系熱交換器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（55℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL15300㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第4-6-1-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ - 

海水 
・常時海水を通水又は海で使用するため，海水影響を考慮し接液部には炭素

鋼材料（接液部にゴムライニング）及び銅合金材料を使用する設計
【系統図】：第4-6-1-3-1,2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 3-8-4図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設備区画の止水対策等を実施する方針

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） ・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第4-6-1-3-1,2図 

【構造図】：第 3-8-4図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第4-6-1-3-1,2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第4-6-1-3-1,2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） ・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



原冷-100 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第63条 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系

を含む。） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉補機冷却系熱交換器 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
（原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）） 

原子炉補機冷却水ポンプ 

原子炉補機海水ポンプ 

原子炉補機冷却系熱交換器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



原冷-101 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第63条 

高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉

心スプレイ補機海水系を含む。） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 
・【ポンプ】環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL15300㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 
・【ポンプ】環境湿度（85％）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境湿度（85％）≦設計値（ ） 

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第4-6-2-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ - 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第4-6-2-3-1,2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第11-4-3図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設備区画の止水対策等を実施する方針

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） ・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第4-6-2-3-1,2図 

【構造図】：第11-4-3図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第4-6-2-3-1,2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第4-6-2-3-1,2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 － 



原冷-102 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第63条 

高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉

心スプレイ補機海水系を含む。） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（高圧炉心スプレイ補機冷却系 

（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。）） 

高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ 

高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



原冷-103 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第63条 

高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉

心スプレイ補機海水系を含む。） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 
・【ポンプ】環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：取水槽 EL1100㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：[ポンプ] 温度評価手法1， 

[モータ] 温度評価手法2 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第4-6-2-1-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ - 

海水 
・常時海水を通水又は海で使用するため，海水影響を考慮し接液部にはステ

ンレス鋼材料を使用する設計
【系統図】：第4-6-2-3-1,2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第11-4-4図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設備区画の止水対策等を実施する方針

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 ・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第4-6-2-3-1,2図 

【構造図】：第11-4-4図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第4-6-2-3-1,2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第4-6-2-3-1,2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 － 



原冷-104 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第63条 

高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉

心スプレイ補機海水系を含む。） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（高圧炉心スプレイ補機冷却系 

（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。）） 

高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ 

高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



原冷-105 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第63条 

高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉

心スプレイ補機海水系を含む。） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物付属棟 

EL1300㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第4-6-2-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ - 

海水 
・常時海水を通水又は海で使用するため，海水影響を考慮し接液部には炭素

鋼材料及び銅合金材料を使用する設計
【系統図】：第4-6-2-3-1,2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第11-4-3図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設備区画の止水対策等を実施する方針

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） ・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第4-6-2-3-1,2図 

【構造図】：第11-4-3図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第4-6-2-3-1,2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第4-6-2-3-1,2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



原冷-106 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第63条 

高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉

心スプレイ補機海水系を含む。） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（高圧炉心スプレイ補機冷却系 

（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。）） 

高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ 

高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



原冷-107 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第64条 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系

を含む。） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉補機冷却水ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（55℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物付属棟

EL15300㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第4-6-1-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ - 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第4-6-1-3-1,2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 3-8-5図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設備区画の止水対策等を実施する方針

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） ・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第4-6-1-3-1,2図 

【構造図】：第 3-8-5図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第4-6-1-3-1,2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第4-6-1-3-1,2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 － 



原冷-108 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第64条 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系

を含む。） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉補機冷却水ポンプ 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
（原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）） 

原子炉補機冷却水ポンプ 

原子炉補機海水ポンプ 

原子炉補機冷却系熱交換器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



原冷-109 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第64条 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系

を含む。） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉補機海水ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：取水槽 EL1100㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第4-6-1-1-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ - 

海水 
・常時海水を通水又は海で使用するため，海水影響を考慮し接液部にはステ

ンレス鋼材料を使用する設計
【系統図】：第4-6-1-3-3,4図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 3-8-6図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設備区画の止水対策等を実施する方針

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 ・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第4-6-1-3-3,4図 

【構造図】：第 3-8-6図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第4-6-1-3-3,4図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第4-6-1-3-3,4図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 － 



原冷-110 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第64条 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系

を含む。） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉補機海水ポンプ 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
（原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）） 

原子炉補機冷却水ポンプ 

原子炉補機海水ポンプ 

原子炉補機冷却系熱交換器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



原冷-111 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第64条 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系

を含む。） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉補機冷却系熱交換器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（55℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL15300㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第4-6-1-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ - 

海水 
・常時海水を通水又は海で使用するため，海水影響を考慮し接液部には炭素

鋼材料（接液部にゴムライニング）及び銅合金材料を使用する設計
【系統図】：第4-6-1-3-1,2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第3-8-4図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設備区画の止水対策等を実施する方針

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） ・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第4-6-1-3-1,2図 

【構造図】：第 3-8-4図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第4-6-1-3-1,2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第4-6-1-3-1,2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） ・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



原冷-112 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第64条 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系

を含む。） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉補機冷却系熱交換器 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
（原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）） 

原子炉補機冷却水ポンプ 

原子炉補機海水ポンプ 

原子炉補機冷却系熱交換器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



原冷-113 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第65条 

残留熱代替除去系による原子炉格納容

器内の減圧及び除熱 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
移動式代替熱交換設備 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 

・【熱交換器】環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

・【ポンプ】環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 

・【熱交換器】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

・【ポンプ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第4-6-3-1-1図 

【構造図】：第4-6-3-4-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部にはステンレス系

材料及び炭素鋼材料を使用する設計

【系統図】：第4-6-3-3-1,2図 

【構造図】：第4-6-3-4-2図 

 第4-6-3-4-3図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない

【構造図】：第4-6-3-4-1図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 【系統図】：第4-6-3-3-1,2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第4-6-3-1-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-1図 

【系統図】：第4-6-3-3-1,2図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・分解点検又は取替が可能な設計とする。

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第4-6-3-3-1,2図 

【構造図】：第4-6-3-4-2図 

 第4-6-3-4-3図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計

【系統図】：第4-6-3-3-3図 

第4-6-3-3-4図 

第4-6-3-3-5図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【系統図】：第4-6-3-3-1,2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第4-6-3-1-1,2図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



原冷-114 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第65条 
残留熱代替除去系による原子炉格納容
器内の減圧及び除熱 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

移動式代替熱交換設備 

第
５
４
条 
 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 

・簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続できる設計 

・発電用原子炉施設が相互に使用することができるように同一形状の接続方

式の設計とするとともに，同一ポンプを接続する配管は口径を統一する等，

複数の系統での接続方式を図った設計 

【系統図】：第4-6-3-3-3図 

【構造図】：第4-6-3-4-1図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 

・建物の異なる面の隣接しない位置又は屋内及び建物面の適切に離隔した位

置に複数箇所設置する設計 
【配置図】：第4-6-3-1-1図 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 

・Ⅵ-1-1-3 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

・Ⅵ-1-1-7-別添2 

溢水 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 
対象設備 

－ 

残留熱代替除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

移動式代替熱交換設備 

大型送水ポンプ車 

移動式代替熱交換設備ストレーナ 

サプレッションチェンバ[水源] 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び
独立性の考慮内容 

残留熱代替除去系及び格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，原理の異なる冷却及び格納容
器内の減圧手段を用いることで多様性を有する設計とする。 
残留熱代替除去系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備からの給電により駆動できる設計とする。 
残留熱代替除去系に使用する原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，格納容器フィルタベント系か
ら離れた屋外に分散して保管することで，格納容器フィルタベント系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を
図る設計とする。移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止するた
め，互いに異なる複数箇所に設置し，かつ格納容器フィルタベント系との隔離を考慮した設計とする。残留熱代替除去系の残留熱代
替除去ポンプは原子炉建物付属棟内に，残留熱除去系熱交換器及びサプレッションチェンバは原子炉建物原子炉棟内に設置し，格納
容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は第１ベントフィルタ格納槽内
に，圧力開放板は原子炉建物近傍の屋外に設置することで共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とす
る。 
残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，流路を分離することで独立性を
有する設計とする。 これらの多様性及び流路の独立性並びに位置的分散によって，残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系
は，互いに重大事故等対処設備として，可能な限りの独立性を有する設計とする。 

 

  



原冷-115 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第65条 

残留熱代替除去系による原子炉格納容

器内の減圧及び除熱 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
大型送水ポンプ車 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第4-6-3-1-1図 

【構造図】：第4-6-3-4-4図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部には鋳物を使用す

る設計

【系統図】：第4-6-3-3-1,2図 

【構造図】：第4-6-3-4-5図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない

【構造図】：第4-6-3-4-4図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 【系統図】：第4-6-3-3-1,2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第4-6-3-1-1図 

【構造図】：第4-6-3-4-4図 

【系統図】：第4-6-3-3-1,2図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・分解点検又は取替が可能な設計とする。

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第4-6-3-3-1,2図 

【構造図】：第4-6-3-4-5図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第4-6-3-3-1,2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【系統図】：第4-6-3-3-1,2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第4-6-3-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



原冷-116 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第65条 
残留熱代替除去系による原子炉格納容
器内の減圧及び除熱 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

大型送水ポンプ車 

第
５
４
条 
 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 

・簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続できる設計 

・発電用原子炉施設が相互に使用することができるように同一形状の接続方

式の設計とするとともに，同一ポンプを接続する配管は口径を統一する等，

複数の系統での接続方式を図った設計 

【系統図】：第4-6-3-3-1,2図 

【構造図】：第4-6-3-4-4図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 

・建物の異なる面の隣接しない位置又は屋内及び建物面の適切に離隔した位

置に複数箇所設置する設計 
【配置図】：第4-6-3-1-1図 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基
準事故対処設備等がない 

・Ⅵ-1-1-3 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

・Ⅵ-1-1-7-別添2 

溢水 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 
対象設備 

－ 

残留熱代替除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

移動式代替熱交換設備 

大型送水ポンプ車 

移動式代替熱交換設備ストレーナ 

サプレッションチェンバ[水源] 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び
独立性の考慮内容 

残留熱代替除去系及び格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，原理の異なる冷却及び格納容
器内の減圧手段を用いることで多様性を有する設計とする。 
残留熱代替除去系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備からの給電により駆動できる設計とする。 
残留熱代替除去系に使用する原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，格納容器フィルタベント系か
ら離れた屋外に分散して保管することで，格納容器フィルタベント系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を
図る設計とする。移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止するた
め，互いに異なる複数箇所に設置し，かつ格納容器フィルタベント系との隔離を考慮した設計とする。残留熱代替除去系の残留熱代
替除去ポンプは原子炉建物付属棟内に，残留熱除去系熱交換器及びサプレッションチェンバは原子炉建物原子炉棟内に設置し，格納
容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は第１ベントフィルタ格納槽内
に，圧力開放板は原子炉建物近傍の屋外に設置することで共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とす
る。 
残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，流路を分離することで独立性を
有する設計とする。 これらの多様性及び流路の独立性並びに位置的分散によって，残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系
は，互いに重大事故等対処設備として，可能な限りの独立性を有する設計とする。 

 

  



原冷-117 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第65条 

残留熱代替除去系による原子炉格納容

器内の減圧及び除熱 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
移動式代替熱交換設備ストレーナ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第4-6-3-1-1図 

【構造図】：第4-6-3-4-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部には炭素鋼材料を

使用する設計

【系統図】：第4-6-3-3-1,2図 

【構造図】：第4-6-3-4-6図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第4-6-3-4-1図 

  第4-6-3-4-6図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・差圧確認が可能な設計とする。

・内部の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第4-6-3-3-1,2図 

【構造図】：第4-6-3-4-6図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第4-6-3-3-1,2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の系統から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第4-6-3-3-1,2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第4-6-3-1-1,2図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



原冷-118 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第65条 

残留熱代替除去系による原子炉格納容

器内の減圧及び除熱 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
移動式代替熱交換設備ストレーナ 

第
５
４
条 
 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（常設設備と接続しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基
準事故対処設備等がない 

・Ⅵ-1-1-3 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

・Ⅵ-1-1-7-別添2 

溢水 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない 
・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 
対象設備 

－ 

残留熱代替除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

移動式代替熱交換設備 

大型送水ポンプ車 

移動式代替熱交換設備ストレーナ 

サプレッションチェンバ[水源] 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び
独立性の考慮内容 

残留熱代替除去系及び格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，原理の異なる冷却及び格納容
器内の減圧手段を用いることで多様性を有する設計とする。 
残留熱代替除去系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備からの給電により駆動できる設計とする。 
残留熱代替除去系に使用する原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，格納容器フィルタベント系か
ら離れた屋外に分散して保管することで，格納容器フィルタベント系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を
図る設計とする。移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止するた
め，互いに異なる複数箇所に設置し，かつ格納容器フィルタベント系との隔離を考慮した設計とする。残留熱代替除去系の残留熱代
替除去ポンプは原子炉建物付属棟内に，残留熱除去系熱交換器及びサプレッションチェンバは原子炉建物原子炉棟内に設置し，格納
容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は第１ベントフィルタ格納槽内
に，圧力開放板は原子炉建物近傍の屋外に設置することで共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とす
る。 
残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，流路を分離することで独立性を
有する設計とする。 これらの多様性及び流路の独立性並びに位置的分散によって，残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系
は，互いに重大事故等対処設備として，可能な限りの独立性を有する設計とする。 

 

  



原冷-119 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第69条 

燃料プール冷却系による燃料プールの

除熱 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
移動式代替熱交換設備 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 

・【熱交換器】環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

・【ポンプ】環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 

・【熱交換器】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

・【ポンプ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第4-6-3-1-1図 

【構造図】：第4-6-3-4-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部にはステンレス系

材料及び炭素鋼材料を使用する設計

【系統図】：第4-6-3-3-1,2図 

【構造図】：第4-6-3-4-2図 

 第4-6-3-4-3図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない

【構造図】：第4-6-3-4-1図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 【系統図】：第4-6-3-3-1,2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第4-6-3-1-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-1図 

【系統図】：第4-6-3-3-1,2図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・分解点検又は取替が可能な設計とする。

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第4-6-3-3-1,2図 

【構造図】：第4-6-3-4-2図 

 第4-6-3-4-3図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計

【系統図】：第4-6-3-3-3図 

第4-6-3-3-4図 

第4-6-3-3-5図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【系統図】：第4-6-3-3-1,2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第4-6-3-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



原冷-120 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第69条 

燃料プール冷却系による燃料プールの

除熱 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
移動式代替熱交換設備 

第
５
４
条 
 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 

・簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続できる設計 

・発電用原子炉施設が相互に使用することができるように同一形状の接続方

式の設計とするとともに，同一ポンプを接続する配管は口径を統一する等，

複数の系統での接続方式を図った設計 

【系統図】：第4-6-3-3-3図 

【構造図】：第4-6-3-4-1図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 

・建物の異なる面の隣接しない位置又は屋内及び建物面の適切に離隔した位

置に複数箇所設置する設計 
【配置図】：第4-6-3-1-1図 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管 

・地震に対しては，転倒しないことを確認する。又は必要により固縛等の処置

をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり

込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構

造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計 

・生物学的事象のうちクラゲ等の海洋生物から影響を受けるおそれのある屋

外の可搬型重大事故等対処設備は，予備を有する設計 

・Ⅵ-1-1-3 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

・Ⅵ-1-1-7-別添2 

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管 

・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管 

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

残留熱除去系（燃料プール冷却及び補給） 

（燃料プール冷却系） 

燃料プール冷却ポンプ 

燃料プール冷却系熱交換器 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） 

移動式代替熱交換設備 

大型送水ポンプ車 

移動式代替熱交換設備ストレーナ 

電力 非常用交流電源設備 常設代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

燃料プール冷却ポンプ及び燃料プール冷却系熱交換器は，残留熱除去系ポンプ及び熱交換器と異なる区画に設置することで，残留熱除去ポンプ及び熱交換

器と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

燃料プール冷却系で使用する原子炉補機代替冷却系は，原子炉補機冷却系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，移動式代替熱交換設備を常設

代替交流電源設備からの給電が可能な設計とすることで，非常用ディーゼル発電設備からの給電により駆動する原子炉補機冷却系に対して，多様性を有す

る設計とし，大型送水ポンプ車をディーゼルエンジンにより駆動することで，電動機駆動ポンプにより構成される原子炉補機冷却系に対して多様性を有す

る設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，原子炉建物から離れた屋外に分散して保管することで，原子炉建物内の原子炉補

機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却系熱交換器及び屋外の原子炉補機海水ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とす

る。移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設

置する設計とする。 



原冷-121 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第69条 

燃料プール冷却系による燃料プールの

除熱 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
大型送水ポンプ車 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第4-6-3-1-1図 

【構造図】：第4-6-3-4-4図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部には鋳物を使用す

る設計

【系統図】：第4-6-3-3-1,2図 

【構造図】：第4-6-3-4-5図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
【構造図】：第4-6-3-4-4図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 【系統図】：第4-6-3-3-1,2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第4-6-3-1-1図 

【構造図】：第4-6-3-4-4図 

【系統図】：第4-6-3-3-1,2図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・分解点検又は取替が可能な設計とする。

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第4-6-3-3-1,2図 

【構造図】：第4-6-3-4-5図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第4-6-3-3-1,2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【系統図】：第4-6-3-3-1,2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第4-6-3-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



原冷-122 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第69条 

燃料プール冷却系による燃料プールの

除熱 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
大型送水ポンプ車 

第
５
４
条 
 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 

・簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続できる設計 

・発電用原子炉施設が相互に使用することができるように同一形状の接続方

式の設計とするとともに，同一ポンプを接続する配管は口径を統一する等，

複数の系統での接続方式を図った設計 

【系統図】：第4-6-3-3-1,2図 

【構造図】：第4-6-3-4-4図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 

・建物の異なる面の隣接しない位置又は屋内及び建物面の適切に離隔した位

置に複数箇所設置する設計 
【配置図】：第4-6-3-1-1図 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管 

・地震に対しては，転倒しないことを確認する。又は必要により固縛等の処置

をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり

込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構

造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計 

・生物学的事象のうちクラゲ等の海洋生物から影響を受けるおそれのある屋

外の可搬型重大事故等対処設備は，予備を有する設計 

・Ⅵ-1-1-3 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

・Ⅵ-1-1-7-別添2 

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管 

・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管 

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 
対象設備 

残留熱除去系（燃料プール冷却及び補給） 
（燃料プール冷却系） 

燃料プール冷却ポンプ 

燃料プール冷却系熱交換器 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） 

移動式代替熱交換設備 

大型送水ポンプ車 

移動式代替熱交換設備ストレーナ 

電力 非常用交流電源設備 常設代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

燃料プール冷却ポンプ及び燃料プール冷却系熱交換器は，残留熱除去系ポンプ及び熱交換器と異なる区画に設置することで，残留熱除去ポンプ及び熱交

換器と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

燃料プール冷却系で使用する原子炉補機代替冷却系は，原子炉補機冷却系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，移動式代替熱交換設備を常

設代替交流電源設備からの給電が可能な設計とすることで，非常用ディーゼル発電設備からの給電により駆動する原子炉補機冷却系に対して，多様性を有

する設計とし，大型送水ポンプ車をディーゼルエンジンにより駆動することで，電動機駆動ポンプにより構成される原子炉補機冷却系に対して多様性を有

する設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，原子炉建物から離れた屋外に分散して保管することで，原子炉建物内の原子炉

補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却系熱交換器及び屋外の原子炉補機海水ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計と

する。移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に

設置する設計とする。 



原冷-123 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第69条 

燃料プール冷却系による燃料プールの

除熱 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
移動式代替熱交換設備ストレーナ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第4-6-3-1-1図 

【構造図】：第4-6-3-4-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部には炭素鋼材料を

使用する設計

【系統図】：第4-6-3-3-1,2図 

【構造図】：第4-6-3-4-6図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第4-6-3-4-1図 

  第4-6-3-4-6図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・差圧確認が可能な設計とする。

・内部の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第4-6-3-3-1,2図 

【構造図】：第4-6-3-4-6図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第4-6-3-3-1,2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の系統から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第4-6-3-3-1,2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第4-6-3-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



原冷-124 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第69条 
燃料プール冷却系による燃料プールの
除熱 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

移動式代替熱交換設備ストレーナ 

第
５
４
条 
 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（常設設備と接続しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管 

・地震に対しては，転倒しないことを確認する。又は必要により固縛等の処置

をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり

込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構

造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計 

・生物学的事象のうちクラゲ等の海洋生物から影響を受けるおそれのある屋

外の可搬型重大事故等対処設備は，予備を有する設計 

・Ⅵ-1-1-3 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

・Ⅵ-1-1-7-別添2 

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管 

・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管 

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

残留熱除去系（燃料プール冷却及び補給） 

（燃料プール冷却系） 

燃料プール冷却ポンプ 

燃料プール冷却系熱交換器 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） 

移動式代替熱交換設備 

大型送水ポンプ車 

移動式代替熱交換設備ストレーナ 

電力 非常用交流電源設備 常設代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

燃料プール冷却ポンプ及び燃料プール冷却系熱交換器は，残留熱除去系ポンプ及び熱交換器と異なる区画に設置することで，残留
熱除去ポンプ及び熱交換器と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 
燃料プール冷却系で使用する原子炉補機代替冷却系は，原子炉補機冷却系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，移動

式代替熱交換設備を常設代替交流電源設備からの給電が可能な設計とすることで，非常用ディーゼル発電設備からの給電により駆動
する原子炉補機冷却系に対して，多様性を有する設計とし，大型送水ポンプ車をディーゼルエンジンにより駆動することで，電動機
駆動ポンプにより構成される原子炉補機冷却系に対して多様性を有する設計とする。 
原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，原子炉建物から離れた屋外に分散して保管することで，

原子炉建物内の原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却系熱交換器及び屋外の原子炉補機海水ポンプと共通要因によって同時に機
能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の接続口は，共通要因によって接続
できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。 



原冷-125 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第71条 

重大事故等収束のための水源 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

低圧原子炉代替注水槽 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：低圧原子炉代替注水

ポンプ格納槽 EL 

700mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85%）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第4-4-5-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し鉄筋コンクリートを使用

する設計

【系統図】：第4-4-5-3-1～3図 

【構造図】：第4-4-5-4-2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第4-4-5-4-2図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な設

計 

【系統図】：第4-4-5-3-1～3図 

【構造図】：第4-4-5-4-2図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第4-4-5-3-1～3図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・通常時の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作や接続により重大事

故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計

【系統図】：第4-4-5-3-1～3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） ・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） 
【配置図】：第4-4-5-1-4図 

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



原冷-126 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第71条 

重大事故等収束のための水源 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

低圧原子炉代替注水槽 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備と同時に機能を損なうおそれがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（サプレッションチェンバ） 

復水貯蔵タンク 

低圧原子炉代替注水槽 

サプレッションチェンバ 

－ ほう酸水貯蔵タンク 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



原冷-127 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第71条 

重大事故等収束のための水源 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

サプレッションチェンバ

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法5 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法3 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-1-1-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3項 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 ・海水を通水しない

【系統図】：第8-3-2-1-2-2,4図 

【配置図】：第7-1-1図（既工事計

画書） 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【配置図】：第7-1-1図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 
【構造図】：第7-1-1図（既工事計

画書） 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な設

計 

・全体漏えい率試験が可能な設計

【系統図】：第8-3-2-1-2-2,4図 

【構造図】：第 7-1-1図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第8-3-2-1-2-2,4図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計

【系統図】：第8-3-2-1-2-2,4図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



原冷-128 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第71条 

重大事故等収束のための水源 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

サプレッションチェンバ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（サプレッションチェンバ） 

復水貯蔵タンク 

低圧原子炉代替注水槽 

サプレッションチェンバ 

－ ほう酸水貯蔵タンク 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



原冷-129 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第71条 

重大事故等収束のための水源 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ほう酸水貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 34800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第4-4-7-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第6-4-3図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第5-3-1-3-2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な設

計 

・ほう酸濃度及びタンク水位の確認が可能な設計

【系統図】：第4-4-7-2-1図 

【構造図】：第 6-4-3図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第4-4-7-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第4-4-7-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） 
【系統図】：第4-4-7-2-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



原冷-130 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第71条 

重大事故等収束のための水源 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ほう酸水貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（サプレッションチェンバ） 

復水貯蔵タンク 

低圧原子炉代替注水槽 

サプレッションチェンバ 

－ ほう酸水貯蔵タンク 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



原冷-131 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第71条 

重大事故等収束のための水源 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅴ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境温度】：Ⅴ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境温度】：Ｖ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 （設置許可配置図）第5.7－12図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境温度】：Ｖ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
－ 

荷重 
・地震，風（台風），積雪及び火山による降灰荷重を考慮し，機能を有効に発

揮できる設計

・Ｖ-1-1-7-別添2

・Ｖ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ｖ-1-1-7-別添1

・Ｖ-1-1-8

・Ｖ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・機能・性能及び外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替えせずに使用可能な設計 （設置許可配置図）第5.7－12図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可配置図）第5.7－12図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



原冷-132 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第71条 

重大事故等収束のための水源 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ｖ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計

・Ｖ-2

・Ｖ-1-1-3

溢水 －（溢水による影響なし） ・Ｖ-1-1-9

火災 
・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計
・Ｖ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

構内監視カメラ* 

（構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上）） 
構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 

電力 非常用ディーゼル発電設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上）の電源は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，非常用ディーゼル発電

設備に対して常設代替交流電源設備及び可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計とする。 

注記*：固体廃棄物貯蔵所Ｃ棟屋上に設置する構内監視カメラ 



原冷-133 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第71条 

水の供給 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

大量送水車 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第4-4-8-1-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部には鋳物を使用す

る設計

【系統図】：第4-4-8-2-1,2図 

【構造図】：第3-2-2-4-2図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない

【構造図】：第3-2-2-4-1図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 【系統図】：第4-4-8-2-1,2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第4-4-8-1-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-1図 

【系統図】：第4-4-8-2-1,2図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・分解点検又は取替が可能な設計とする。

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第4-4-8-2-1,2図 

【構造図】：第3-2-2-4-1,2図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第4-4-8-2-3図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【系統図】：第4-4-8-2-3図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第4-4-8-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



原冷-134 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第71条 

水の供給 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

大量送水車 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 

・簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続できる設計

・発電用原子炉施設が相互に使用することができるように同一形状の接続方

式の設計とするとともに，同一ポンプを接続する配管は口径を統一する等，

複数の系統での接続方式を図った設計

【系統図】：第4-4-8-2-3図 

【構造図】：第3-2-2-4-1図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 

・建物の異なる面の隣接しない位置又は屋内及び建物面の適切に離隔した位

置に複数箇所設置する設計
【配置図】：第4-4-8-1-1図 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震に対しては，転倒しないことを確認する。又は必要により固縛等の処置

をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり

込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構

造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計

・生物学的事象のうちクラゲ等の海洋生物から影響を受けるおそれのある屋

外の可搬型重大事故等対処設備は，予備を有する設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-7-別添2

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

大量送水車 

可搬型ストレーナ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

大量送水車は， 屋外の複数の異なる場所に分散して保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図

る設計とする。 

大量送水車の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とす

る。 



原冷-135 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第71条 

水の供給 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

可搬型ストレーナ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第4-4-8-1-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部にはステンレス系

材料を使用する設計

【系統図】：第4-4-8-2-1,2図 

【構造図】：第3-2-2-4-3図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第3-2-2-4-3図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第4-4-8-1-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-3図 

【系統図】：第4-4-8-2-1,2図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・差圧確認が可能な設計とする。

・内部の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第4-4-8-2-1,2図 

【構造図】：第3-2-2-4-3図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第4-4-8-2-1,2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の系統から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第4-4-8-2-1,2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第4-4-8-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



原冷-136 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第71条 

水の供給 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

可搬型ストレーナ 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（常設設備と接続しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震に対しては，転倒しないことを確認する。又は必要により固縛等の処置

をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり

込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構

造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計

・生物学的事象のうちクラゲ等の海洋生物から影響を受けるおそれのある屋

外の可搬型重大事故等対処設備は，予備を有する設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-7-別添2

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

大量送水車 

可搬型ストレーナ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

大量送水車は， 屋外の複数の異なる場所に分散して保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図

る設計とする。 

大量送水車の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とす

る。 



原冷-137 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
― 

重大事故等時に対処するための流路，

注水先， 注入先，排出元等 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉圧力容器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉格納容器 

EL15300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法2 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第1-3-4図 

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部にはステンレス系

材料及びニッケル合金を使用する設計

【構造図】：第4-3-1図（既工事計

画書） 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第4-3-1図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な設

計とする 

【構造図】：第 4-3-1図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



原冷-138 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
― 

重大事故等時に対処するための流路，

注水先， 注入先，排出元等 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉圧力容器 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準対処設備等については，共通要

因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準対処設備等については，共通要

因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準対処設備等については，共通要

因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（原子炉圧力容器） 原子炉圧力容器 

（原子炉格納容器） 原子炉格納容器 

（燃料プール） 燃料プール 

－ 原子炉建物原子炉棟 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



原冷-139 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
― 

重大事故等時に対処するための流路，

注水先， 注入先，排出元等 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉格納容器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法5 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法3 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第1-3-9図 

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・淡水だけでなく海水も使用することから，海水の影響を考慮した炭素鋼材

料を使用する設計

【構造図】：第 7-1-1図（既工事計

画書） 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 7-1-1図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な設

計とする 

・全体漏えい率試験が可能な設計とする

【構造図】：第 7-1-1図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



原冷-140 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
― 

重大事故等時に対処するための流路，

注水先， 注入先，排出元等 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉格納容器 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準対処設備等については，共通要

因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準対処設備等については，共通要

因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準対処設備等については，共通要

因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（原子炉圧力容器） 原子炉圧力容器 

（原子炉格納容器） 原子炉格納容器 

（燃料プール） 燃料プール 

－ 原子炉建物原子炉棟 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

 



計測-1 

 島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第59条 

代替制御棒挿入機能による制御棒緊急

挿入 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 

[検出器]環境温度（66℃）≦設計値

[代替制御棒挿入機能用電磁弁]環境温度（66℃）≦設計値

[盤]環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：[検出器]原子炉建物原子炉棟 

EL15300mm  

[代替制御棒挿入機能用電磁

弁]原子炉建物原子炉棟 

EL23800mm  

[盤]制御室建物 EL16900mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[検出器]温度評価手法2 

[代替制御棒挿入機能用電磁

弁][盤]温度評価手法1 

圧力 

[検出器]環境圧力（大気圧相当）≦設計値

[代替制御棒挿入機能用電磁弁]環境圧力（大気圧相当）≦設計値

[盤]環境圧力（大気圧）≦設計値

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[検出器]圧力評価手法2 

[代替制御棒挿入機能用電磁弁]

圧力評価手法1  

[盤]圧力評価手法1 

湿度 

[検出器]環境湿度（90％）≦設計値

[代替制御棒挿入機能用電磁弁]環境湿度（90％）≦設計値

[盤]環境湿度（85％）≦設計値

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[検出器]湿度評価手法3 

[代替制御棒挿入機能用電磁

弁][盤]湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） 

[検出器]環境放射線(470Gy/7日間)≦設計値

[代替制御棒挿入機能用電磁弁]環境放射線(470Gy/7日間)≦設計値

[盤]環境放射線(6Gy/7日間)≦設計値

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[検出器]放射線評価手法1 

[代替制御棒挿入機能用電磁弁]

放射線評価手法2  

[盤]放射線評価手法3

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 

[検出器] [盤] 

・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない

[代替制御棒挿入機能用電磁弁] 

・電磁波の影響を受けない

－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

[検出器][代替制御棒挿入機能用電磁弁] 

－（操作不要） 

[盤] 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・模擬入力による機能確認として，ロジック回路動作試験が可能な設計 【回路図】：第5-5-1図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，検出器から代替制御棒挿入

機能用電磁弁まで，原子炉保護系に対して独立した構成とすることで，原

子炉保護系に悪影響を及ぼさない設計

・ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，原子炉保護系の電源と電気

的に分離することで，原子炉保護系に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

[検出器][代替制御棒挿入機能用電磁弁] 

－(操作不要) 

[盤] 

・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計

[検出器][代替制御棒挿入機能用

電磁弁]－ 

[盤] 

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



計測-2 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第59条 

代替制御棒挿入機能による制御棒緊急

挿入 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-5-2

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共

通

要

因

故

障

防

止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
原子炉保護系 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能） 

制御棒 

制御棒駆動機構 

制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット 

電力 非常用ディーゼル発電設備 非常用直流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

ＡＴＷＳ 緩和設備（代替制御棒挿入機能）の論理回路の電源は，非常用直流電源設備から給電することで，非常用ディーゼル発電設

備から給電する原子炉保護系の論理回路の交流電源に対して多様性を有する設計とする。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，検出器から代替制御棒挿入機能用電磁弁まで原子炉保護系に対して独立した構成とす

ることで，原子炉保護系と共通要因によって同時に機能を損なわない設計とする。 

また，ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，原子炉保護系の電源と電気的に分離することで，共通要因によって同時に機能

を損なわない設計とする。 



計測-3 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第59条 

代替制御棒挿入機能による制御棒緊急

挿入 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
制御棒 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉格納容器 

EL20600mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法2 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第1-3-9図 

放射線（機器） ・環境放射線（360kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第6-2-2図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする

【構造図】：第 6-2-2図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，ほかの設備に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可系統図）第6,7-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計とする － 



計測-4 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第59条 

代替制御棒挿入機能による制御棒緊急

挿入 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
制御棒 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
－（容量等に該当しない） － 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
原子炉保護系 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能） 

制御棒 

制御棒駆動機構 

制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット 

電力 非常用ディーゼル発電設備 非常用直流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

ＡＴＷＳ 緩和設備（代替制御棒挿入機能）の論理回路の電源は，非常用直流電源設備から給電することで，非常用ディーゼル発電設

備から給電する原子炉保護系の論理回路の交流電源に対して多様性を有する設計とする。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，検出器から代替制御棒挿入機能用電磁弁まで原子炉保護系に対して独立した構成とす

ることで，原子炉保護系と共通要因によって同時に機能を損なわない設計とする。 

また，ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，原子炉保護系の電源と電気的に分離することで，共通要因によって同時に機能

を損なわない設計とする。 



計測-5 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第59条 

代替制御棒挿入機能による制御棒緊急

挿入 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
制御棒駆動機構 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉格納容器 

EL12500mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（0.427MPa）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法2 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第1-3-9図 

放射線（機器） ・環境放射線（263kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第6-3-1図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第5-2-2-1-3-1～2図 

【構造図】：第 6-3-1図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第5-2-2-1-3-1～2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，ほかの設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第5-2-2-1-3-1～2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計とする － 



計測-6 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第59条 

代替制御棒挿入機能による制御棒緊急

挿入 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
制御棒駆動機構 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
－（容量等に該当しない） － 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
原子炉保護系 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能） 

制御棒 

制御棒駆動機構 

制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット 

電力 非常用ディーゼル発電設備 非常用直流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

ＡＴＷＳ 緩和設備（代替制御棒挿入機能）の論理回路の電源は，非常用直流電源設備から給電することで，非常用ディーゼル発電設

備から給電する原子炉保護系の論理回路の交流電源に対して多様性を有する設計とする。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，検出器から代替制御棒挿入機能用電磁弁まで原子炉保護系に対して独立した構成とす

ることで，原子炉保護系と共通要因によって同時に機能を損なわない設計とする。 

また，ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，原子炉保護系の電源と電気的に分離することで，共通要因によって同時に機能

を損なわない設計とする。 



計測-7 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第59条 

代替制御棒挿入機能による制御棒緊急

挿入 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL23800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法2 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-2-2-1-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第5-2-2-1-3-1～2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第4-1-4図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・分解点検が可能な設計

【構造図】：第 4-1-4図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第5-2-2-1-3-1～2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，ほかの設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第5-2-2-1-3-1～2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計とする － 



計測-8 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第59条 

代替制御棒挿入機能による制御棒緊急

挿入 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置

・地震に対して技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基づく

地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建物等内に設置

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
原子炉保護系 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能） 

制御棒 

制御棒駆動機構 

制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット 

電力 非常用ディーゼル発電設備 非常用直流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

ＡＴＷＳ 緩和設備（代替制御棒挿入機能）の論理回路の電源は，非常用直流電源設備から給電することで，非常用ディーゼル発電設

備から給電する原子炉保護系の論理回路の交流電源に対して多様性を有する設計とする。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，検出器から代替制御棒挿入機能用電磁弁まで原子炉保護系に対して独立した構成とす

ることで，原子炉保護系と共通要因によって同時に機能を損なわない設計とする。 

また，ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，原子炉保護系の電源と電気的に分離することで，共通要因によって同時に機能

を損なわない設計とする。 



計測-9 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第59条 

原子炉冷却材再循環ポンプ停止による

原子炉出力抑制 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 

[検出器]環境温度（66℃）≦設計値

[原子炉再循環ポンプトリップ遮断器]環境温度（40℃）≦設計値

[盤]環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：[検出器]原子建物原子炉棟 

EL15300mm  

[原子炉再循環ポンプトリッ

プ遮断器]原子炉建物付属棟 

EL23800mm  

[盤]制御室建物 EL16900mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[検出器]温度評価手法2 

[原子炉冷却材再循環ポンプ可変

周波数電源装置][盤]温度評価手

法1

圧力 

[検出器]環境圧力（大気圧相当）≦設計値

[原子炉再循環ポンプトリップ遮断器]環境圧力（大気圧）≦設計値

[盤]環境圧力（大気圧）≦設計値

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[検出器]圧力評価手法2 

[原子炉再循環ポンプトリップ遮

断器][盤]圧力評価手法1 

湿度 

[検出器]環境湿度（90%）≦設計値

[原子炉再循環ポンプトリップ遮断器]環境湿度（85%）≦設計値

[盤]環境湿度（85%）≦設計値

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[検出器]湿度評価手法3 

[原子炉再循環ポンプトリップ遮

断器][盤]湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） 

[検出器]環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値

[原子炉再循環ポンプトリップ遮断器]環境放射線（6Gy/7 日間）≦設計値

[盤]環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[検出器]放射線評価手法1 

[原子炉再循環ポンプトリップ遮

断器][盤]放射線評価手法3

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
[検出器] [原子炉再循環ポンプトリップ遮断器] [盤] 

・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない

－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建屋等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・模擬入力による機能確認として，ロジック回路動作確認が可能な設計 【回路図】：第5-5-2図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）は，検出器か

ら原子炉再循環ポンプトリップ遮断器まで原子炉保護系に対して独立した

構成とすることで，原子炉保護系に悪影響を及ぼさない設計

・ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）は，原子炉保

護系の電源と電気的に分離することで，原子炉保護系に悪影響を及ぼさな

い設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

[検出器][原子炉再循環ポンプトリップ遮断器] 

－（操作不要） 

[盤] 

・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計とする

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



計測-10 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第59条 

原子炉冷却材再循環ポンプ停止による

原子炉出力抑制 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-5-2

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

原子炉保護系 

制御棒 

制御棒駆動水圧系 

ＡＴＷＳ緩和設備 

（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能） 

電力 非常用ディーゼル発電設備 非常用直流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

ＡＴＷＳ 緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）の論理回路の電源は，非常用直流電源設備から給電することで，非常用

ディーゼル発電設備から給電する原子炉保護系の論理回路の交流電源に対して多様性を有する設計とする。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）は，検出器から原子炉再循環ポンプトリップ遮断器まで原子炉保護系に

対して独立した構成とすることで，共通要因によって同時に機能を損なわない設計とする。 

また，ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）は，原子炉保護系の電源と電気的に分離することで，原子炉保護

系と共通要因によって同時に機能を損なわない設計とする。 



計測-11 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第59条 

ほう酸水注入 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ほう酸水注入ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL34800㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-3-1-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（100Gy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第5-3-1-3-2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第6-4-2図（既工事計 

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 
・想定される最も小さい有効吸込水頭において，その機能を有効に発揮でき

る設計
・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第5-3-1-3-2図 

【構造図】：第 6-4-2図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第5-3-1-3-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第5-3-1-3-2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 － 



計測-12 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第59条 

ほう酸水注入 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ほう酸水注入ポンプ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置

・地震に対して技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基づく

地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建物等内に設置

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

原子炉保護系 

制御棒 

制御棒駆動水圧系 

ほう酸水注入ポンプ 

ほう酸水貯蔵タンク 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

ほう酸水注入系は，制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットと共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う，ほう酸水注入ポンプを非常用ディーゼル発電設備からの給電により駆動することで，アキュムレータにより駆動する制御棒，制

御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットに対して多様性を有する設計とする。 

ほう酸水注入ポンプ及びほう酸水貯蔵タンクは，原子炉建物原子炉棟内の制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧制御ユ

ニットと異なる区画に設置することで，制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットと共通要因によって同時に

機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 



計測-13 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第59条 

ほう酸水注入 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ほう酸水貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 34800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第4-4-7-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第6-4-3図（既工事計 

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第5-3-1-3-2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な

設計

・ほう酸濃度及びタンク水位の確認が可能な設計

【系統図】：第4-4-7-2-1図 

【構造図】：第 6-4-3図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第4-4-7-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第4-4-7-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-14 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第59条 

ほう酸水注入 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ほう酸水貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

原子炉保護系 

制御棒 

制御棒駆動水圧系 

ほう酸水注入ポンプ 

ほう酸水貯蔵タンク 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

ほう酸水注入系は，制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットと共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う，ほう酸水注入ポンプを非常用ディーゼル発電設備からの給電により駆動することで，アキュムレータにより駆動する制御棒，制

御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットに対して多様性を有する設計とする。 

ほう酸水注入ポンプ及びほう酸水貯蔵タンクは，原子炉建物原子炉棟内の制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧制御ユ

ニットと異なる区画に設置することで，制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットと共通要因によって同時に

機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 



計測-15 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第59条 

出力急上昇の防止 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

自動減圧起動阻止スイッチ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度(40℃)≦設計値

【設置場所】：中央制御室建物 

EL16900mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力(大気圧)≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度(85%)≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・模擬入力による機能確認として，ロジック回路動作確認が可能な設計 【回路図】：第5-5-3図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・自動減圧起動阻止スイッチは，代替自動減圧起動阻止スイッチと分離する

ことで代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）に悪影響を及ぼさない

設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計とする ・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



計測-16 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第59条 

出力急上昇の防止 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

自動減圧起動阻止スイッチ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-5-3

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
自動減圧系 

自動減圧起動阻止スイッチ 

代替自動減圧起動阻止スイッチ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，原子炉水位低（レベル１）及び残留熱除去ポンプ又は低圧炉心スプレイポンプ運転

の場合に，ドライウェル圧力高信号を必要とせず，発電用原子炉の自動減圧を行うことが可能な設計とし，自動減圧系の論理回路に

対して異なる作動論理とすることで可能な限り多様性を有する設計とする。 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，他の設備と電気的に分離することで，共通要因によって同時に機能を損なわない設

計とする。 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，自動減圧系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，自動減圧系の制御盤

と位置的分散を図る設計とする。 



計測-17 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第59条 

出力急上昇の防止 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

代替自動減圧起動阻止スイッチ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 環境温度(40℃)≦設計値

【設置場所】：中央制御室建物 

EL16900mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 環境圧力(大気圧)≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 環境湿度(85%)≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） 環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・模擬入力による機能確認として，ロジック回路動作確認が可能な設計 【回路図】：第5-5-3図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・自動減圧起動阻止スイッチは，代替自動減圧起動阻止スイッチと分離する

ことで自動減圧系に悪影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計とする ・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



計測-18 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第59条 

出力急上昇の防止 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

代替自動減圧起動阻止スイッチ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-5-3

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
自動減圧系 

自動減圧起動阻止スイッチ 

代替自動減圧起動阻止スイッチ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，原子炉水位低（レベル１）及び残留熱除去ポンプ又は低圧炉心スプレイポンプ運転

の場合に，ドライウェル圧力高信号を必要とせず，発電用原子炉の自動減圧を行うことが可能な設計とし，自動減圧系の論理回路に

対して異なる作動論理とすることで可能な限り多様性を有する設計とする。 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，他の設備と電気的に分離することで，共通要因によって同時に機能を損なわない設

計とする。 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，自動減圧系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，自動減圧系の制御盤

と位置的分散を図る設計とする。 



計測-19 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第61条 

原子炉減圧の自動化 

※ 自動減圧機能付き逃がし安全弁のみ

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 
[検出器]環境温度（66℃）≦設計値

[盤] 環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：[検出器]原子炉建物 

原子炉棟 EL15300mm 

[盤]制御室建物 

EL16900mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[検出器]温度評価手法 2 

[盤]温度評価手法1 

圧力 
[検出器]環境圧力（大気圧相当）≦設計値

[盤] 環境圧力（大気圧）≦設計値

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[検出器]圧力評価手法2 

[盤]圧力評価手法1 

湿度 
[検出器]環境湿度（100％）≦設計値

[盤] 環境湿度（85％）≦設計値

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[検出器]湿度評価手法3 

[盤]湿度評価手法1 

屋外天候 －(考慮不要) － 

放射線（機器） 
[検出器]環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値

[盤] 環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[検出器]放射線評価手法1 

[盤]放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －(考慮不要) － 

電磁的障害 

[検出器] [盤] 

・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない

－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建屋等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －(考慮不要) － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－(操作不要) － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・模擬入力による機能確認として，ロジック回路動作確認が可能な設計 【回路図】：第5-5-3図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）の論理回路は，自動減圧系と

は別の制御盤に収納することで，自動減圧系に悪影響を及ぼさない設計

・代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，原子炉水位低（レベル１）

の検出器及び残留熱除去ポンプ又は低圧炉心スプレイポンプの遮断器から

の入力信号を自動減圧系と共用するが，自動減圧系と電気的な隔離装置を

用いて信号を分離することで，自動減圧系に悪影響を及ぼさない設計

・代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，他の設備と電気的に分離

することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-20 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第61条 

原子炉減圧の自動化 

※ 自動減圧機能付き逃がし安全弁のみ

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-5-2

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
自動減圧系 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能） 

自動減圧起動阻止スイッチ 

代替自動減圧起動阻止スイッチ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，原子炉水位低（レベル１）及び残留熱除去ポンプ又は低圧炉心スプレイポンプ運転

の場合に，ドライウェル圧力高信号を必要とせず，発電用原子炉の自動減圧を行うことが可能な設計とし，自動減圧系の論理回路に

対して異なる作動論理とすることで可能な限り多様性を有する設計とする。 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，他の設備と電気的に分離することで，共通要因によって同時に機能を損なわない設

計とする。 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，自動減圧系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，自動減圧系の制御盤

と位置的分散を図る設計とする。 



計測-21 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第61条 

原子炉減圧の自動化 

※ 自動減圧機能付き逃がし安全弁のみ

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
自動減圧起動阻止スイッチ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度(40℃)≦設計値

【設置場所】：中央制御室建物 

EL16900mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力(大気圧)≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度(85%)≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・模擬入力による機能確認として，ロジック回路動作確認が可能な設計 【回路図】：第5-5-3図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・自動減圧起動阻止スイッチは，代替自動減圧起動阻止スイッチと分離する

ことで代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）に悪影響を及ぼさない

設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計とする ・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



計測-22 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第61条 

原子炉減圧の自動化 

※ 自動減圧機能付き逃がし安全弁のみ

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
自動減圧起動阻止スイッチ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-5-3

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
自動減圧系 

自動減圧起動阻止スイッチ 

代替自動減圧起動阻止スイッチ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，原子炉水位低（レベル１）及び残留熱除去ポンプ又は低圧炉心スプレイポンプ運転

の場合に，ドライウェル圧力高信号を必要とせず，発電用原子炉の自動減圧を行うことが可能な設計とし，自動減圧系の論理回路に

対して異なる作動論理とすることで可能な限り多様性を有する設計とする。 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，他の設備と電気的に分離することで，共通要因によって同時に機能を損なわない設

計とする。 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，自動減圧系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，自動減圧系の制御盤

と位置的分散を図る設計とする。 



計測-23 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第61条 

原子炉減圧の自動化 

※ 自動減圧機能付き逃がし安全弁のみ

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
代替自動減圧起動阻止スイッチ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度(40℃)≦設計値

【設置場所】：中央制御室建物 

EL16900mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力(大気圧)≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度(85%)≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・模擬入力による機能確認として，ロジック回路動作確認が可能な設計 【回路図】：第5-5-3図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・自動減圧起動阻止スイッチは，代替自動減圧起動阻止スイッチと分離する

ことで自動減圧系に悪影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計とする ・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



計測-24 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第61条 

原子炉減圧の自動化 

※ 自動減圧機能付き逃がし安全弁のみ

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
代替自動減圧起動阻止スイッチ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-5-3

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
自動減圧系 

自動減圧起動阻止スイッチ 

代替自動減圧起動阻止スイッチ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，原子炉水位低（レベル１）及び残留熱除去ポンプ又は低圧炉心スプレイポンプ運転

の場合に，ドライウェル圧力高信号を必要とせず，発電用原子炉の自動減圧を行うことが可能な設計とし，自動減圧系の論理回路に

対して異なる作動論理とすることで可能な限り多様性を有する設計とする。 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，他の設備と電気的に分離することで，共通要因によって同時に機能を損なわない設

計とする。 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，自動減圧系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，自動減圧系の制御盤

と位置的分散を図る設計とする。 



計測-25 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第61条 

逃がし安全弁窒素ガス供給系 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

逃がし安全弁用窒素ガスボンベ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL23800㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85%）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法2 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-6-1-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第5-6-1-3-1～2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第5-6-1-4-1図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第5-6-1-3-1～2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 ・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続またはより簡便な接続方式等により，確

実に接続が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第5-6-1-1-1図 

【構造図】：第5-6-1-4-1図 

【系統図】：第5-6-1-3-1～2図 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする

・規定圧力の確認及び外観の確認が可能な設計とする

【系統図】：第5-6-1-3-1～2図 

【構造図】：第5-6-1-4-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第5-6-1-3-1～2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計

【系統図】：第5-6-1-3-1～2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS 注水機能喪失＋全交流動力電

源喪失時の屋内現場操作 

【配置図】：第5-6-1-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



計測-26 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第61条 

逃がし安全弁窒素ガス供給系 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

逃がし安全弁用窒素ガスボンベ 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 

・逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガス喪失時の減圧設備との接続は，専用

の接続方式とし，容易かつ確実に接続が可能な設計
【系統図】：第5-6-1-3-1～2図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ。 － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の往路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
（アキュムレータ） 逃がし安全弁用窒素ガスボンベ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

逃がし安全弁用窒素ガスボンベは，予備のボンベも含めて，付属棟に分散して保管及び設置することで，原子炉格納容器内の逃がし

安全弁逃がし弁機能用アキュムレータと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 



計測-27 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第67条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ出口水素濃度 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（90％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 ・Ⅵ-1-5-1

放射線（機器） ・環境放射線（0.16kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる

設計

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・運搬，設置が確実に行えるように，人力又は車両等による運搬，移動がで

きるとともに，必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留め

による固定等が可能な設計

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等，使用する設

備に応じて接続方式を統一することにより，確実に接続が可能な設計

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互をヒュー

ズ，アイソレータ等により電気的に分離することで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能失敗＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

・Ⅵ-1-5-1

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



計測-28 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第67条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ出口水素濃度 

第
５
４
条

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
・簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続できる設計 － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ。 － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り，複数個所に分散して保管

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上の建物等内に保管

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に保管

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-7-別添2

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り，複数個所に分散して保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り，複数個所に分散して保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器フィルタベント系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電

源設備からの給電により駆動できる設計とする。 



計測-29 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第67条 

水素濃度及び酸素濃度の監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

格納容器水素濃度（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 30500mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-5図 

放射線（機器） ・環境放射線（1.5kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪

影

響

防

止 

系統設計 
・他の設備と電気的な分離をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 ・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



計測-30 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第67条 

水素濃度及び酸素濃度の監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

格納容器水素濃度（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

格納容器水素濃度 格納容器水素濃度（ＳＡ） 

（格納容器水素濃度） 格納容器水素濃度（Ｂ系） 

格納容器酸素濃度 格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

（格納容器酸素濃度） 格納容器酸素濃度（Ｂ系） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器水素濃度（ＳＡ）は，格納容器水素濃度と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，異なる冷却方式とす

ることで多様性を有する設計とする。 

格納容器水素濃度（ＳＡ）は，格納容器水素濃度と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，検出器の設置箇所の位置的分散

を図る設計とする。 

また，格納容器水素濃度（ＳＡ）は非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備

から給電が可能な設計とする。 



計測-31 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第67条 

水素濃度及び酸素濃度の監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

格納容器水素濃度（Ｂ系） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（45℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 34800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（90％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-6図 

放射線（機器） ・環境放射線（2.0kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備と電気的な分離をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 ・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



計測-32 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第67条 

水素濃度及び酸素濃度の監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

格納容器水素濃度（Ｂ系） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

格納容器水素濃度 格納容器水素濃度（ＳＡ） 

（格納容器水素濃度） 格納容器水素濃度（Ｂ系） 

格納容器酸素濃度 格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

（格納容器酸素濃度） 格納容器酸素濃度（Ｂ系） 

電力 非常用交流電源設備 常設代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 原子炉補機冷却系 原子炉補機代替冷却系 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器水素濃度（Ｂ系）は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備から給電が可能な設計

とする。 

また，サンプリングガスの冷却に必要な冷却水は，原子炉補機冷却系に対して多様性を有する原子炉補機代替冷却系から

供給が可能な設計とする。 



計測-33 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第67条 

水素濃度及び酸素濃度の監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 30500mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-5図 

放射線（機器） ・環境放射線（0.92kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備と電気的な分離をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 ・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



計測-34 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第67条 

水素濃度及び酸素濃度の監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

格納容器水素濃度 格納容器水素濃度（ＳＡ） 

（格納容器水素濃度） 格納容器水素濃度（Ｂ系） 

格納容器酸素濃度 格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

（格納容器酸素濃度） 格納容器酸素濃度（Ｂ系） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器酸素濃度（ＳＡ）は，格納容器酸素濃度と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，異なる冷却方式とする

ことで多様性を有する設計とする。 

格納容器酸素濃度（ＳＡ）は，格納容器酸素濃度と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，検出器の設置箇所の位置的分散

を図る設計とする。 

また，格納容器酸素濃度（ＳＡ）は非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備

から給電が可能な設計とする。 



計測-35 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第67条 

水素濃度及び酸素濃度の監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

格納容器酸素濃度（Ｂ系） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（45℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 34800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（90％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-6図 

放射線（機器） ・環境放射線（2.1kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備と電気的な分離をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 ・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



計測-36 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第67条 

水素濃度及び酸素濃度の監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

格納容器酸素濃度（Ｂ系） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

格納容器水素濃度 格納容器水素濃度（ＳＡ） 

（格納容器水素濃度） 格納容器水素濃度（Ｂ系） 

格納容器酸素濃度 格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

（格納容器酸素濃度） 格納容器酸素濃度（Ｂ系） 

電力 非常用交流電源設備 常設代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 原子炉補機冷却系 原子炉補機代替冷却系 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器酸素濃度（Ｂ系）は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備から給電が可能な設計

とする。 

また，サンプリングガスの冷却に必要な冷却水は，原子炉補機冷却系に対して多様性を有する原子炉補機代替冷却系から

供給が可能な設計とする。 



計測-37 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第68条 

静的触媒式水素処理装置による水素濃

度抑制 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
静的触媒式水素処理装置入口温度 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 42800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） ・Ⅵ-1-5-1

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備と電気的な分離をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-38 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第68条 

静的触媒式水素処理装置による水素濃

度抑制 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
静的触媒式水素処理装置入口温度 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
－ 

溢水 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
－ 

火災 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
－ 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

静的触媒式水素処理装置 

静的触媒式水素処理装置入口温度 

静的触媒式水素処理装置出口温度 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替直流電源設備 

可搬型直流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

静的触媒式水素処理装置入口温度と原子炉建物水素濃度は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，異なる計測方式とする

ことで多様性を有する設計とする。 

また，静的触媒式水素処理装置入口温度は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替直流電源設備又は可搬型直流電源

設備からの給電により作動できる設計とする。 



計測-39 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第68条 

静的触媒式水素処理装置による水素濃

度抑制 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
静的触媒式水素処理装置出口温度 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 42800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） ・Ⅵ-1-5-1

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備と電気的な分離をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-40 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第68条 

静的触媒式水素処理装置による水素濃

度抑制 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
静的触媒式水素処理装置出口温度 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
－ 

溢水 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
－ 

火災 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
－ 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

静的触媒式水素処理装置 

静的触媒式水素処理装置 

静的触媒式水素処理装置出口温度 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替直流電源設備 

可搬型直流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

静的触媒式水素処理装置出口温度と原子炉建物水素濃度は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，異なる計測方式とする

ことで多様性を有する設計とする。 

また，静的触媒式水素処理装置出口温度は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替直流電源設備又は可搬型直流電源

設備からの給電により作動できる設計とする。 



計測-41 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第68条 

原子炉建物内の水素濃度監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

原子炉建物水素濃度 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 

原子炉建物原子炉棟 EL 42800mm，EL 30500mm，EL 15300mm 

・環境温度（66℃）≦設計値

原子炉建物原子炉棟 EL 8800mm

・環境温度（100℃（最高120℃））≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL42800mm，EL30500mm， 

EL15300mm，EL8800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2（原子炉建

物原子炉棟EL42800mm，

EL30500mm，EL15300mm）  

温度評価手法2（原子炉建

物原子炉棟 EL 8800mm） 

圧力 

原子炉建物原子炉棟 EL 42800mm，EL 30500mm，EL 15300mm 

・環境圧力（大気圧相当）≦設計値

原子炉建物原子炉棟 EL 8800mm 

・環境圧力（大気圧相当）≦設計値（6.9kPa）

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2（原子炉建

物原子炉棟EL 42800mm，EL 

30500mm，EL 15300mm）圧

力評価手法2（原子炉建物

原子炉棟 EL 8800mm） 

湿度 

原子炉建物原子炉棟 EL 42800mm，EL 30500mm，EL 15300mm 

・環境湿度（100％）≦設計値

原子炉建物原子炉棟 EL 8800mm 

・環境湿度（100％）≦設計値

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3（原子炉建

物原子炉棟EL 42800mm，EL 

30500mm，EL 15300mm）湿

度評価手法3（原子炉建物

原子炉棟 EL 8800mm） 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-2，3，5，7図 

放射線（機器） 

原子炉建物原子炉棟 EL 42800mm，EL 30500mm，EL 15300mm 

・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値

原子炉建物原子炉棟 EL 8800mm 

・環境放射線（280kGy/7日間）≦設計値

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法 1（原子炉

建物原子炉棟EL 42800mm，

EL 30500mm，EL 15300mm）

放射線評価手法 1（原子炉

建物原子炉棟 EL 8800mm） 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備と電気的な分離をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-42 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第68条 

原子炉建物内の水素濃度監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

原子炉建物水素濃度 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
－ 

溢水 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
－ 

火災 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
－ 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 原子炉建物水素濃度 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温度と原子炉建物水素濃度は，共通要因によって同時

に機能を損なわないよう，異なる計測方式とすることで多様性を有する設計とする。 

原子炉建物水素濃度は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備

からの給電により作動できる設計とする。 



計測-43 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第68条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ出口水素濃度 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（90％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 ・Ⅵ-1-5-1

放射線（機器） ・環境放射線（0.16kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる

設計

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・運搬，設置が確実に行えるように，人力又は車両等による運搬，移動がで

きるとともに，必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留め

による固定等が可能な設計

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等，使用する設

備に応じて接続方式を統一することにより，確実に接続が可能な設計

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互をヒュー

ズ，アイソレータ等により電気的に分離することで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能失敗＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

・Ⅵ-1-5-1

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



計測-44 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第68条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ出口水素濃度 

第
５
４
条

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
・簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続できる設計 － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ。 － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り，複数個所に分散して保管

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上の建物等内に保管

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に保管

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-7-別添2

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り，複数個所に分散して保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り，複数個所に分散して保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器フィルタベント系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電

源設備からの給電により駆動できる設計とする。 



計測-45 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉圧力容器内の温度 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉格納容器 EL 

15300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％（蒸気））≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） ・Ⅵ-1-5-1

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-46 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉圧力容器内の温度 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 

原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

残留熱除去系熱交換器入口温度 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-47 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉圧力容器内の圧力 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

原子炉圧力 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃（事象初期：100℃））≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 15300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（670Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-48 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉圧力容器内の圧力 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

原子炉圧力 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

原子炉圧力 

原子炉圧力 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

原子炉圧力（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-49 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉圧力容器内の圧力 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

原子炉圧力（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 8800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（2.6kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-50 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉圧力容器内の圧力 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

原子炉圧力（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

原子炉圧力 

原子炉圧力 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

原子炉圧力（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-51 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉圧力容器内の水位 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

原子炉水位（広帯域） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃（事象初期：100℃））≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 15300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（670Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-52 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

原子炉圧力容器内の水位 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

原子炉水位（広帯域） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 

原子炉水位（ＳＡ） 

高圧原子炉代替注水流量 

代替注水流量（常設） 

低圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

残留熱除去ポンプ出口流量 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

高圧原子炉代替注水流量 

代替注水流量（常設） 

低圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

残留熱除去ポンプ出口流量 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）

原子炉水位（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とすることで，重要監視

パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，

非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計とする。 



計測-53 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉圧力容器内の水位 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

原子炉水位（燃料域） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 8800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（2.6kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-54 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

原子炉圧力容器内の水位 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

原子炉水位（燃料域） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 

原子炉水位（ＳＡ） 

高圧原子炉代替注水流量 

代替注水流量（常設） 

低圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

残留熱除去ポンプ出口流量 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

高圧原子炉代替注水流量 

代替注水流量（常設） 

低圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

残留熱除去ポンプ出口流量 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）

原子炉水位（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-55 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉圧力容器内の水位 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

原子炉水位（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 8800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（2.6kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-56 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

原子炉圧力容器内の水位 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

原子炉水位（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 

原子炉水位（ＳＡ） 

高圧原子炉代替注水流量 

代替注水流量（常設） 

低圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

残留熱除去ポンプ出口流量 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

高圧原子炉代替注水流量 

代替注水流量（常設） 

低圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

残留熱除去ポンプ出口流量 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）

原子炉水位（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-57 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉圧力容器への注水量 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

高圧原子炉代替注水流量 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-58 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

原子炉圧力容器への注水量 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

高圧原子炉代替注水流量 

第

５

４

条 

第

２

項 

第

１

号 

常設重大事故等対処設備

の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第

２

号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第

３

号 

共

通

要

因

故

障

防

止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能な限り

設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基づく地

盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」及び技

術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃による

損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能な限り

設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能な限り

設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第

３

項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

高圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水槽水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

代替注水流量（常設） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

低圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

残留熱除去ポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び独

立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とすることで，

重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能を損なわ

ないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計

とする。 



計測-59 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉圧力容器への注水量 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

代替注水流量（常設） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：低圧原子炉代替注水

ポンプ格納槽     

EL 8200mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-8図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-60 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

原子炉圧力容器への注水量 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

代替注水流量（常設） 

第

５

４

条 

第

２

項 

第

１

号 

常設重大事故等対処設備

の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第

２

号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第

３

号 

共

通

要

因

故

障

防

止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能な限り

設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基づく地

盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」及び技

術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃による

損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能な限り

設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能な限り

設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第

３

項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

高圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水槽水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

代替注水流量（常設） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

低圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

残留熱除去ポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とすることで，

重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能を損なわ

ないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計

とする。 



計測-61 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉圧力容器への注水量 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

低圧原子炉代替注水流量 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 15300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（4.6kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-62 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

原子炉圧力容器への注水量 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

低圧原子炉代替注水流量 

第

５

４

条 

第

２

項 

第

１

号 

常設重大事故等対処設備

の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第

２

号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第

３

号 

共

通

要

因

故

障

防

止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能な限り

設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基づく地

盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」及び技

術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃による

損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能な限り

設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能な限り

設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第

３

項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

高圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水槽水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

代替注水流量（常設） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

低圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

残留熱除去ポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び独

立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とすることで，

重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能を損なわ

ないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計

とする。 



計測-63 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉圧力容器への注水量 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 15300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（4.6kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-64 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

原子炉圧力容器への注水量 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

第

５

４

条 

第

２

項 

第

１

号 

常設重大事故等対処設備

の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第

２

号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第

３

号 

共

通

要

因

故

障

防

止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能な限り

設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基づく地

盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」及び技

術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃による

損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能な限り

設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能な限り

設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第

３

項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

高圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水槽水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

代替注水流量（常設） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

低圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

残留熱除去ポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び独

立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とすることで，

重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能を損なわ

ないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計

とする。 



計測-65 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉圧力容器への注水量 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-66 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

原子炉圧力容器への注水量 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設備

の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能な限り

設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基づく地

盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」及び技

術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃による

損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能な限り

設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能な限り

設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

高圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水槽水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

代替注水流量（常設） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

低圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

残留熱除去ポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び独

立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とすることで，

重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能を損なわ

ないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計

とする。 



計測-67 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉圧力容器への注水量 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 8800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-68 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

原子炉圧力容器への注水量 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

第

５

４

条 

第

２

項 

第

１

号 

常設重大事故等対処設備

の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第

２

号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第

３

号 

共

通

要

因

故

障

防

止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能な限り

設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基づく地

盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」及び技

術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃による

損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能な限り

設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能な限り

設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第

３

項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

高圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水槽水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

代替注水流量（常設） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

低圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

残留熱除去ポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び独

立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とすることで，

重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能を損なわ

ないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計

とする。 



計測-69 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉圧力容器への注水量 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

残留熱除去ポンプ出口流量 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪

影

響

防

止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-70 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

原子炉圧力容器への注水量 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

残留熱除去ポンプ出口流量 

第

５

４

条 

第

２

項 

第

１

号 

常設重大事故等対処設備

の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第

２

号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第

３

号 

共

通

要

因

故

障

防

止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能な限り

設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基づく地

盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」及び技

術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃による

損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能な限り

設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能な限り

設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第

３

項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

高圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水槽水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

代替注水流量（常設） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

低圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

残留熱除去ポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び独

立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とすることで，

重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能を損なわ

ないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計

とする。 



計測-71 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉圧力容器への注水量 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-72 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

原子炉圧力容器への注水量 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

第

５

４

条 

第

２

項 

第

１

号 

常設重大事故等対処設備

の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第

２

号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第

３

号 

共

通

要

因

故

障

防

止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能な限り

設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基づく地

盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」及び技

術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃による

損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能な限り

設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能な限り

設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第

３

項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

高圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水槽水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

代替注水流量（常設） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

低圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

残留熱除去ポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び独

立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とすることで，

重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能を損なわ

ないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計

とする。 



計測-73 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉圧力容器への注水量 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 15300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（670Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-74 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

原子炉圧力容器への注水量 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

第

５

４

条 

第

２

項 

第

１

号 

常設重大事故等対処設備

の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第

２

号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第

３

号 

共

通

要

因

故

障

防

止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能な限り

設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基づく地

盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」及び技

術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃による

損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能な限り

設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能な限り

設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第

３

項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

高圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水槽水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

代替注水流量（常設） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

低圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

残留熱除去ポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び独

立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とすることで，

重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能を損なわ

ないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計

とする。 



計測-75 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器への注水量 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

代替注水流量（常設） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：低圧原子炉代替注水

ポンプ格納槽    

EL 8200mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-8図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-76 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器への注水量 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

代替注水流量（常設） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

低圧原子炉代替注水槽水位 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）

ドライウェル水位 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

ペデスタル水位 

代替注水流量（常設） 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）

ドライウェル水位 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

ペデスタル水位 

格納容器代替スプレイ流量 

ペデスタル水位 

ドライウェル水位 

ペデスタル代替注水流量 

ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

残留熱代替除去系ポンプ出口圧力 
残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-77 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器への注水量 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

格納容器代替スプレイ流量 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃（事象初期：100℃））≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 15300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（670Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-78 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器への注水量 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

格納容器代替スプレイ流量 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

低圧原子炉代替注水槽水位 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）

ドライウェル水位 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

ペデスタル水位 

代替注水流量（常設） 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）

ドライウェル水位 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

ペデスタル水位 

格納容器代替スプレイ流量 

ペデスタル水位 

ドライウェル水位 

ペデスタル代替注水流量 

ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

残留熱代替除去系ポンプ出口圧力 
残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-79 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器への注水量 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ペデスタル代替注水流量 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 1300mm， 

EL 15300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-1,3図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-80 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器への注水量 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ペデスタル代替注水流量 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

低圧原子炉代替注水槽水位 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）

ドライウェル水位 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

ペデスタル水位 

代替注水流量（常設） 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）

ドライウェル水位 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

ペデスタル水位 

格納容器代替スプレイ流量 

ペデスタル水位 

ドライウェル水位 

ペデスタル代替注水流量 

ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

残留熱代替除去系ポンプ出口圧力 
残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-81 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器への注水量 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 1300mm， 

EL 15300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-1,3図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-82 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器への注水量 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

低圧原子炉代替注水槽水位 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）

ドライウェル水位 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

ペデスタル水位 

代替注水流量（常設） 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）

ドライウェル水位 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

ペデスタル水位 

格納容器代替スプレイ流量 

ペデスタル水位 

ドライウェル水位 

ペデスタル代替注水流量 

ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

残留熱代替除去系ポンプ出口圧力 
残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-83 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器への注水量 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 15300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（840Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-84 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器への注水量 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

低圧原子炉代替注水槽水位 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）

ドライウェル水位 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

ペデスタル水位 

代替注水流量（常設） 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）

ドライウェル水位 

サプレッションプール水位（ＳＡ）

ペデスタル水位 

格納容器代替スプレイ流量 

ペデスタル水位 

ドライウェル水位 

ペデスタル代替注水流量 

ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

残留熱代替除去系ポンプ出口圧力 
残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-85 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器内の温度 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉格納容器 

EL 30500mm， 

EL 23800mm， 

EL 15300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％（蒸気））≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-3～5図 

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-86 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器内の温度 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 

ペデスタル温度（ＳＡ） 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

ペデスタル温度（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル ペデスタル水温度（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 

サプレッションプール水温度（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ温度（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 

サプレッションチェンバ温度（ＳＡ） 
サプレッションプール水温度（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-87 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器内の温度 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ペデスタル温度（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉格納容器 

EL 8800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％（蒸気））≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-88 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器内の温度 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ペデスタル温度（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 

ペデスタル温度（ＳＡ） 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

ペデスタル温度（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル ペデスタル水温度（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 

サプレッションプール水温度（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ温度（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 

サプレッションチェンバ温度（ＳＡ） 
サプレッションプール水温度（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-89 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器内の温度 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ペデスタル水温度（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉格納容器 

EL 1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％（蒸気））≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-90 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器内の温度 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ペデスタル水温度（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 

ペデスタル温度（ＳＡ） 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

ペデスタル温度（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル ペデスタル水温度（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 

サプレッションプール水温度（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ温度（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 

サプレッションチェンバ温度（ＳＡ） 
サプレッションプール水温度（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-91 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器内の温度 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

サプレッションチェンバ温度（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉格納容器 

EL 8800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％（蒸気））≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-92 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器内の温度 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

サプレッションチェンバ温度（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 

ペデスタル温度（ＳＡ） 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

ペデスタル温度（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル ペデスタル水温度（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 

サプレッションプール水温度（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ温度（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 

サプレッションチェンバ温度（ＳＡ） 
サプレッションプール水温度（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-93 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器内の温度 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

サプレッションプール水温度（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉格納容器 

EL 1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％（蒸気））≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-94 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器内の温度 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

サプレッションプール水温度（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 

ペデスタル温度（ＳＡ） 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

ペデスタル温度（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル ペデスタル水温度（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 

サプレッションプール水温度（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ温度（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 

サプレッションチェンバ温度（ＳＡ） 
サプレッションプール水温度（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-95 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器内の圧力 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃（事象初期：100℃））≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 34800mm， 

EL 30500mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-5,6図 

放射線（機器） ・環境放射線（1.3kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-96 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器内の圧力 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

ペデスタル温度（ＳＡ） 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ温度（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-97 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器内の圧力 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃（事象初期：100℃））≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 34800mm， 

EL 30500mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-5,6図 

放射線（機器） ・環境放射線（1.3kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-98 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器内の圧力 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

ペデスタル温度（ＳＡ） 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ温度（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-99 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器内の水位 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ドライウェル水位 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（155℃（最高200℃））≦設計値

【設置場所】：原子炉格納容器 

 EL 8800mm，EL 1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（0.500MPa（最高0.853MPa））≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％（蒸気））≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-100 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

原子炉格納容器内の水位 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ドライウェル水位 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

サプレッションプール水位（ＳＡ） 

代替注水流量（常設） 

低圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

格納容器代替スプレイ流量 

ペデスタル代替注水流量 

ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） 

低圧原子炉代替注水槽水位 

ドライウェル水位 

代替注水流量（常設） 

低圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

格納容器代替スプレイ流量 

ペデスタル代替注水流量 

ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） 

低圧原子炉代替注水槽水位 

サプレッションプール水位（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 

代替注水流量（常設） 

格納容器代替スプレイ流量 

ペデスタル代替注水流量 

低圧原子炉代替注水槽水位 

ペデスタル水位 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-101 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器内の水位 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

サプレッションプール水位（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（1.8kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-102 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

原子炉格納容器内の水位 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

サプレッションプール水位（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

サプレッションプール水位（ＳＡ） 

代替注水流量（常設） 

低圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

格納容器代替スプレイ流量 

ペデスタル代替注水流量 

ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） 

低圧原子炉代替注水槽水位 

ドライウェル水位 

代替注水流量（常設） 

低圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

格納容器代替スプレイ流量 

ペデスタル代替注水流量 

ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） 

低圧原子炉代替注水槽水位 

サプレッションプール水位（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 

代替注水流量（常設） 

格納容器代替スプレイ流量 

ペデスタル代替注水流量 

低圧原子炉代替注水槽水位 

ペデスタル水位 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-103 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器内の水位 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ペデスタル水位 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（155℃（最高200℃））≦設計値

【設置場所】：原子炉格納容器 

EL 8800mm，EL 1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（0.500MPa（最高0.853MPa））≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％（蒸気））≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-104 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

原子炉格納容器内の水位 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ペデスタル水位 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

サプレッションプール水位（ＳＡ） 

代替注水流量（常設） 

低圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

格納容器代替スプレイ流量 

ペデスタル代替注水流量 

ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） 

低圧原子炉代替注水槽水位 

ドライウェル水位 

代替注水流量（常設） 

低圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

格納容器代替スプレイ流量 

ペデスタル代替注水流量 

ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） 

低圧原子炉代替注水槽水位 

サプレッションプール水位（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 

代替注水流量（常設） 

格納容器代替スプレイ流量 

ペデスタル代替注水流量 

低圧原子炉代替注水槽水位 

ペデスタル水位 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-105 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器内の水素濃度 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

格納容器水素濃度（Ｂ系） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（45℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 34800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（90％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-6図 

放射線（機器） ・環境放射線（2.0kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互をヒュー

ズ，アイソレータ等により電気的に分離することで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 ・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



計測-106 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器内の水素濃度 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

格納容器水素濃度（Ｂ系） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

格納容器水素濃度（ＳＡ） 格納容器水素濃度（Ｂ系） 

格納容器水素濃度（Ｂ系） 格納容器水素濃度（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 常設代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備から給電が可能な設計とする。 



計測-107 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器内の水素濃度 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

格納容器水素濃度（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 30500mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-5図 

放射線（機器） ・環境放射線（1.5kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互をヒュー

ズ，アイソレータ等により電気的に分離することで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 ・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



計測-108 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器内の水素濃度 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

格納容器水素濃度（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

格納容器水素濃度（ＳＡ） 格納容器水素濃度（Ｂ系） 

格納容器水素濃度（Ｂ系） 格納容器水素濃度（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-109 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

未臨界の維持又は監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

中性子源領域計装 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（171℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉格納容器 

EL 8800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（0.427MPa）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％（蒸気））≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 
【配置図】：第 6-5-2図（既工事計

画書） 

放射線（機器） ・環境放射線（263kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互をヒュー

ズ，アイソレータ等により電気的に分離することで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-110 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

未臨界の維持又は監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

中性子源領域計装 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 

中間領域計装 

出力領域計装 

中性子源領域計装 

主要パラメータの他チャンネル 

中性子源領域計装 

出力領域計装 

中間領域計装 

主要パラメータの他チャンネル 

中性子源領域計装 

中間領域計装 

出力領域計装 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とすることで，

重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計とす

る。 



計測-111 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

未臨界の維持又は監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

中間領域計装 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（171℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉格納容器 

EL 8800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（0.427MPa）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％（蒸気））≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 
【配置図】：第 6-5-2図（既工事計

画書） 

放射線（機器） ・環境放射線（263kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互をヒュー

ズ，アイソレータ等により電気的に分離することで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-112 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

未臨界の維持又は監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

中間領域計装 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 

中間領域計装 

出力領域計装 

中性子源領域計装 

主要パラメータの他チャンネル 

中性子源領域計装 

出力領域計装 

中間領域計装 

主要パラメータの他チャンネル 

中性子源領域計装 

中間領域計装 

出力領域計装 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とすることで，

重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計とす

る。 



計測-113 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

未臨界の維持又は監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

出力領域計装 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（171℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉格納容器 EL 

8800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（0.427MPa）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％（蒸気））≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 
【配置図】：第 6-5-2図（既工事計

画書） 

放射線（機器） ・環境放射線（263kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互をヒュー

ズ，アイソレータ等により電気的に分離することで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-114 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

未臨界の維持又は監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

出力領域計装 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 

中間領域計装 

出力領域計装 

中性子源領域計装 

主要パラメータの他チャンネル 

中性子源領域計装 

出力領域計装 

中間領域計装 

主要パラメータの他チャンネル 

中性子源領域計装 

中間領域計装 

出力領域計装 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とすることで，

重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計とす

る。 



計測-115 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

最終ヒートシンクの確保（残留熱代替除

去系） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
サプレッションプール水温度（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉格納容器    

EL 1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％（蒸気））≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-116 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

最終ヒートシンクの確保（残留熱代替除

去系） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
サプレッションプール水温度（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 

サプレッションチェンバ温度（ＳＡ） 
サプレッションプール水温度（ＳＡ） 

サプレッションプール水温度（ＳＡ） 残留熱除去系熱交換器出口温度 

サプレッションプール水位（ＳＡ ） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 

残留熱代替除去系ポンプ出口圧力 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

残留熱代替除去系ポンプ出口圧力 

サプレッションプール水温度（ＳＡ） 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ温度（ＳＡ） 

残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-117 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

最終ヒートシンクの確保（残留熱代替除

去系） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去系熱交換器出口温度 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 15300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（17kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-118 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

最終ヒートシンクの確保（残留熱代替除

去系） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去系熱交換器出口温度 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 

サプレッションチェンバ温度（ＳＡ） 
サプレッションプール水温度（ＳＡ） 

サプレッションプール水温度（ＳＡ） 残留熱除去系熱交換器出口温度 

サプレッションプール水位（ＳＡ ） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 

残留熱代替除去系ポンプ出口圧力 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

残留熱代替除去系ポンプ出口圧力 

サプレッションプール水温度（ＳＡ） 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ温度（ＳＡ） 

残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-119 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

最終ヒートシンクの確保（残留熱代替除

去系） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱代替除去系原子炉注水流量 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 15300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（670Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-120 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

最終ヒートシンクの確保（残留熱代替除

去系） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱代替除去系原子炉注水流量 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 

サプレッションチェンバ温度（ＳＡ） 
サプレッションプール水温度（ＳＡ） 

サプレッションプール水温度（ＳＡ） 残留熱除去系熱交換器出口温度 

サプレッションプール水位（ＳＡ ） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 

残留熱代替除去系ポンプ出口圧力 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

残留熱代替除去系ポンプ出口圧力 

サプレッションプール水温度（ＳＡ） 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ温度（ＳＡ） 

残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-121 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

最終ヒートシンクの確保（残留熱代替除

去系） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 15300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（840Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-122 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

最終ヒートシンクの確保（残留熱代替除

去系） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 

サプレッションチェンバ温度（ＳＡ） 
サプレッションプール水温度（ＳＡ） 

サプレッションプール水温度（ＳＡ） 残留熱除去系熱交換器出口温度 

サプレッションプール水位（ＳＡ ） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 

残留熱代替除去系ポンプ出口圧力 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

残留熱代替除去系ポンプ出口圧力 

サプレッションプール水温度（ＳＡ） 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ温度（ＳＡ） 

残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-123 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

最終ヒートシンクの確保（格納容器フィ

ルタベント系） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
スクラバ容器水位 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（60℃）≦設計値

【設置場所】：第１ベントフィルタ

格納槽 EL 2700mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） ・Ⅵ-1-5-1

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互をヒュー

ズ，アイソレータ等により電気的に分離することで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-124 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

最終ヒートシンクの確保（格納容器フィ

ルタベント系） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
スクラバ容器水位 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル スクラバ容器水位 

主要パラメータの他チャンネル 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

スクラバ容器圧力 

主要パラメータの他チャンネル スクラバ容器温度 

主要パラメータの他チャンネル 
第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

主要パラメータの予備 

格納容器水素濃度（Ｂ系） 

格納容器水素濃度（ＳＡ） 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とすることで，

重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計とす

る。 



計測-125 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

最終ヒートシンクの確保（格納容器フィ

ルタベント系） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
スクラバ容器圧力 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（60℃）≦設計値

【設置場所】：第１ベントフィルタ

格納槽 EL 2700mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） ・Ⅵ-1-5-1

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互をヒュー

ズ，アイソレータ等により電気的に分離することで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-126 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

最終ヒートシンクの確保（格納容器フィ

ルタベント系） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
スクラバ容器圧力 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル スクラバ容器水位 

主要パラメータの他チャンネル 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

スクラバ容器圧力 

主要パラメータの他チャンネル スクラバ容器温度 

主要パラメータの他チャンネル 
第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

主要パラメータの予備 

格納容器水素濃度（Ｂ系） 

格納容器水素濃度（ＳＡ） 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とすることで，

重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計とす

る。 



計測-127 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

最終ヒートシンクの確保（格納容器フィ

ルタベント系） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
スクラバ容器温度 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（60℃）≦設計値

【設置場所】：第１ベントフィルタ

格納槽 EL 2700mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） ・Ⅵ-1-5-1

放射線（機器） ・環境放射線（290kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互をヒュー

ズ，アイソレータ等により電気的に分離することで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-128 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

最終ヒートシンクの確保（格納容器フィ

ルタベント系） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
スクラバ容器温度 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル スクラバ容器水位 

主要パラメータの他チャンネル 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

スクラバ容器圧力 

主要パラメータの他チャンネル スクラバ容器温度 

主要パラメータの他チャンネル 
第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

主要パラメータの予備 

格納容器水素濃度（Ｂ系） 

格納容器水素濃度（ＳＡ） 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とすることで，

重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計とす

る。 



計測-129 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第73条 

最終ヒートシンクの確保（格納容器フィ

ルタベント系） 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ出口水素濃度 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（90％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 ・Ⅵ-1-5-1

放射線（機器） ・環境放射線（0.16kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる

設計

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添 1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・運搬，設置が確実に行えるように，人力又は車両等による運搬，移動がで

きるとともに，必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留め

による固定等が可能な設計

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等，使用する設

備に応じて接続方式を統一することにより，確実に接続が可能な設計

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互をヒュー

ズ，アイソレータ等により電気的に分離することで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能失敗＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

・Ⅵ-1-5-1

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



計測-130 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第73条 

最終ヒートシンクの確保（格納容器フィ

ルタベント系） 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ出口水素濃度 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
・簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続できる設計 － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り，複数個所に分散して保管

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上の建物等内に保管

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に保管

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-7-別添2

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り，複数個所に分散して保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り，複数個所に分散して保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル スクラバ容器水位

主要パラメータの他チャンネル 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）

スクラバ容器圧力

主要パラメータの他チャンネル スクラバ容器温度

主要パラメータの他チャンネル 
第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

主要パラメータの予備 

格納容器水素濃度（Ｂ系） 

格納容器水素濃度（ＳＡ） 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-131 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

最終ヒートシンクの確保（残留熱除去

系） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去系熱交換器入口温度 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃（事象初期：100℃））≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 15300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-132 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

最終ヒートシンクの確保（残留熱除去

系） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去系熱交換器入口温度 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

サプレッションプール水温度（ＳＡ） 
残留熱除去系熱交換器入口温度 

残留熱除去系熱交換器入口温度 

残留熱除去系熱交換器冷却水流量 
残留熱除去系熱交換器出口温度 

残留熱除去ポンプ出口圧力 残留熱除去ポンプ出口流量 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備か

ら給電が可能な設計とする。 



計測-133 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

最終ヒートシンクの確保（残留熱除去

系） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去系熱交換器出口温度 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 15300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（17kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-134 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

最終ヒートシンクの確保（残留熱除去

系） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去系熱交換器出口温度 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

サプレッションプール水温度（ＳＡ） 
残留熱除去系熱交換器入口温度 

残留熱除去系熱交換器入口温度 

残留熱除去系熱交換器冷却水流量 
残留熱除去系熱交換器出口温度 

残留熱除去ポンプ出口圧力 残留熱除去ポンプ出口流量 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-135 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

最終ヒートシンクの確保（残留熱除去

系） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去ポンプ出口流量 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-136 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

最終ヒートシンクの確保（残留熱除去

系） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去ポンプ出口流量 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計・火災に対しては，

技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

サプレッションプール水温度（ＳＡ） 
残留熱除去系熱交換器入口温度 

残留熱除去系熱交換器入口温度 

残留熱除去系熱交換器冷却水流量 
残留熱除去系熱交換器出口温度 

残留熱除去ポンプ出口圧力 残留熱除去ポンプ出口流量 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-137 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

最終ヒートシンクの確保（残留熱除去

系） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） ・Ⅵ-1-5-1

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-138 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

最終ヒートシンクの確保（残留熱除去

系） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

サプレッションプール水温度（ＳＡ） 
残留熱除去系熱交換器入口温度 

残留熱除去系熱交換器入口温度 

残留熱除去系熱交換器冷却水流量 
残留熱除去系熱交換器出口温度 

残留熱除去ポンプ出口圧力 残留熱除去ポンプ出口流量 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-139 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

格納容器バイパスの監視（原子炉圧力容

器内の状態） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉水位（広帯域） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃（事象初期：100℃））≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 15300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（670Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-140 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

格納容器バイパスの監視（原子炉圧力容

器内の状態） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉水位（広帯域） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 
原子炉水位（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

原子炉圧力 

原子炉圧力 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

原子炉圧力（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-141 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

格納容器バイパスの監視（原子炉圧力容

器内の状態） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉水位（燃料域） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 8800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（2.6kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-142 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

格納容器バイパスの監視（原子炉圧力容

器内の状態） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉水位（燃料域） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 
原子炉水位（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

原子炉圧力 

原子炉圧力 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

原子炉圧力（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-143 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

格納容器バイパスの監視（原子炉圧力容

器内の状態） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉水位（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 8800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（2.6kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-144 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

格納容器バイパスの監視（原子炉圧力容

器内の状態） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉水位（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 
原子炉水位（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

原子炉圧力 

原子炉圧力 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

原子炉圧力（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-145 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

格納容器バイパスの監視（原子炉圧力容

器内の状態） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉圧力 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃（事象初期：100℃））≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 15300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（670Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-146 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

格納容器バイパスの監視（原子炉圧力容

器内の状態） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉圧力 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 
原子炉水位（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

原子炉圧力 

原子炉圧力 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

原子炉圧力（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-147 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

格納容器バイパスの監視（原子炉圧力容

器内の状態） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉圧力（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 8800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（2.6kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-148 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

格納容器バイパスの監視（原子炉圧力容

器内の状態） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉圧力（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 
原子炉水位（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

原子炉圧力 

原子炉圧力 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

原子炉圧力（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-149 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

格納容器バイパスの監視（原子炉格納容

器内の状態） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
ドライウェル温度（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉格納容器 

EL 30500mm， 

EL 23800mm， 

EL 15300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％（蒸気））≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-3～5図 

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-150 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

格納容器バイパスの監視（原子炉格納容

器内の状態） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
ドライウェル温度（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 
ドライウェル温度（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-151 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

格納容器バイパスの監視（原子炉格納容

器内の状態） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃（事象初期：100℃））≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 34800mm， 

EL 30500mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-5,6図 

放射線（機器） ・環境放射線（1.3kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-152 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

格納容器バイパスの監視（原子炉格納容

器内の状態） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 
ドライウェル温度（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-153 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

格納容器バイパスの監視（原子炉建物内

の状態） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去ポンプ出口圧力 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-154 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

格納容器バイパスの監視（原子炉建物内

の状態） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去ポンプ出口圧力 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 
残留熱除去ポンプ出口圧力 

原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 
低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-155 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

格納容器バイパスの監視（原子炉建物内

の状態） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-156 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

格納容器バイパスの監視（原子炉建物内

の状態） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 
残留熱除去ポンプ出口圧力 

原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 
低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-157 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

水源の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

低圧原子炉代替注水槽水位 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：低圧原子炉代替注水

ポンプ格納槽 

EL 700mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-8図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-158 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

水源の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

低圧原子炉代替注水槽水位 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

代替注水流量（常設） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

サプレッションプール水位（ＳＡ） 

低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

低圧原子炉代替注水槽水位 

高圧原子炉代替注水流量 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

残留熱除去ポンプ出口流量 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 

高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

残留熱除去ポンプ出口圧力 

低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

残留熱代替除去系ポンプ出口圧力 

サプレッションプール水位（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-159 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

水源の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

サプレッションプール水位（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（1.8kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-160 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

水源の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

サプレッションプール水位（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

代替注水流量（常設） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

サプレッションプール水位（ＳＡ） 

低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

低圧原子炉代替注水槽水位 

高圧原子炉代替注水流量 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

残留熱除去ポンプ出口流量 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 

高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

残留熱除去ポンプ出口圧力 

低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

残留熱代替除去系ポンプ出口圧力 

サプレッションプール水位（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-161 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

水源の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：低圧原子炉代替注水

ポンプ格納槽 

EL 700mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） ・Ⅵ-1-5-1

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-162 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

水源の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

代替注水流量（常設） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

サプレッションプール水位（ＳＡ） 

低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

低圧原子炉代替注水槽水位 

高圧原子炉代替注水流量 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

残留熱除去ポンプ出口流量 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 

高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

残留熱除去ポンプ出口圧力 

低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

残留熱代替除去系ポンプ出口圧力 

サプレッションプール水位（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-163 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

水源の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） ・Ⅵ-1-5-1

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-164 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

水源の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

代替注水流量（常設） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

サプレッションプール水位（ＳＡ） 

低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

低圧原子炉代替注水槽水位 

高圧原子炉代替注水流量 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

残留熱除去ポンプ出口流量 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 

高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

残留熱除去ポンプ出口圧力 

低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

残留熱代替除去系ポンプ出口圧力 

サプレッションプール水位（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-165 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

水源の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 8800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） ・Ⅵ-1-5-1

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-166 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

水源の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

代替注水流量（常設） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

サプレッションプール水位（ＳＡ） 

低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

低圧原子炉代替注水槽水位 

高圧原子炉代替注水流量 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

残留熱除去ポンプ出口流量 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 

高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

残留熱除去ポンプ出口圧力 

低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

残留熱代替除去系ポンプ出口圧力 

サプレッションプール水位（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-167 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

水源の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

残留熱代替除去ポンプ出口圧力 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物付属棟 

EL 1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） ・Ⅵ-1-5-1

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互を電気的

に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-168 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

水源の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

残留熱代替除去ポンプ出口圧力 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

代替注水流量（常設） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

サプレッションプール水位（ＳＡ） 

低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

低圧原子炉代替注水槽水位 

高圧原子炉代替注水流量 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

残留熱除去ポンプ出口流量 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 

高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

残留熱除去ポンプ出口圧力 

低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

残留熱代替除去系ポンプ出口圧力 

サプレッションプール水位（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-169 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉建物内の水素濃度 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

原子炉建物水素濃度 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 

原子炉建物原子炉棟 EL 42800mm，EL 30500mm，EL 15300mm 

・環境温度（66℃）≦設計値

原子炉建物原子炉棟 EL 8800mm

・環境温度（100℃（最高120℃））≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟  
EL 42800mm，EL 30500mm，

EL 15300mm，EL 8800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2（原子炉建物原

子炉棟EL 42800mm，EL 30500mm，

EL 15300mm） 

温度評価手法2（原子炉建物原 

子炉棟 EL 8800mm） 

圧力 

原子炉建物原子炉棟 EL 42800mm，EL 30500mm，EL 15300mm 

・環境圧力（大気圧相当）≦設計値

原子炉建物原子炉棟 EL 8800mm 

・環境圧力（大気圧相当）≦設計値

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2（原子炉建物原

子炉棟 EL 42800mm， 

EL 30500mm，EL 15300mm） 

圧力評価手法2（原子炉建物原 

子炉棟 EL 8800mm） 

湿度 

原子炉建物原子炉棟 EL 42800mm，EL 30500mm，EL 15300mm 

・環境湿度（100％）≦設計値

原子炉建物原子炉棟 EL 8800mm 

・環境湿度（100％）≦設計値

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3（原子炉建物原 

子炉棟 EL 42800mm， 

EL 30500mm，EL 15300mm） 

湿度評価手法3（原子炉建物原 

子炉棟 EL 8800mm） 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-2，3，5，7図 

放射線（機器） 

原子炉建物原子炉棟 EL 42800mm，EL 30500mm，EL 15300mm 

・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値

原子炉建物原子炉棟 EL 8800mm 

・環境放射線（280kGy/7日間）≦設計値

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1（原子炉建物

原子炉棟 EL 42800mm，EL 

30500mm，EL 15300mm） 

放射線評価手法 1（原子炉建

物原子炉棟 EL 8800mm）

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互をヒュー

ズ，アイソレータ等により電気的に分離することで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-170 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉建物内の水素濃度 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

原子炉建物水素濃度 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 

静的触媒式水素処理装置入口温度 

静的触媒式水素処理装置出口温度 

原子炉建物水素濃度 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-171 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器内の酸素濃度 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

格納容器酸素濃度（Ｂ系） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（45℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 34800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（90％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-6図 

放射線（機器） ・環境放射線（2.1kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互をヒュー

ズ，アイソレータ等により電気的に分離することで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 ・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



計測-172 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器内の酸素濃度 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

格納容器酸素濃度（Ｂ系） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッションチェンバ） 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）

格納容器酸素濃度（Ｂ系） 

格納容器酸素濃度（Ｂ系） 

格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッションチェンバ） 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）

格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 常設代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備から給電が可能な設計とする。 



計測-173 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器内の酸素濃度 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 30500mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第5-4-2-5図 

放射線（機器） ・環境放射線（0.92kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互をヒュー

ズ，アイソレータ等により電気的に分離することで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 ・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



計測-174 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器内の酸素濃度 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難となった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッションチェンバ） 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）

格納容器酸素濃度（Ｂ系） 

格納容器酸素濃度（Ｂ系） 

格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッションチェンバ） 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）

格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とす

ることで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

給電が可能な設計とする。 



計測-175 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

発電所内の通信連絡 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 

廃棄物処理建物 

・[ＳＰＤＳデータ収集サーバ]環境温度（40℃）≦設計値

緊急時対策所 

・[ＳＰＤＳ伝送サーバ及びＳＰＤＳデータ表示装置]

環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：廃棄物処理建物

EL21150，緊急時対

策所EL50250 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：[ＳＰＤＳデータ収集サ

ーバ]温度評価手法 1，

[ＳＰＤＳ伝送サーバ]

温度評価手法1， 

[ＳＰＤＳデータ表示

装置]温度評価手法2 

圧力 

廃棄物処理建物 

・[ＳＰＤＳデータ収集サーバ]環境圧力（大気圧）≦設計値

緊急時対策所 

・[ＳＰＤＳ伝送サーバ及びＳＰＤＳデータ表示装置]

環境圧力（大気圧）≦設計値

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[ＳＰＤＳデータ収集サ

ーバ]圧力評価手法 1，

[ＳＰＤＳ伝送サーバ

及びＳＰＤＳデータ表

示装置]圧力評価手法1 

湿度 

廃棄物処理建物 

・[ＳＰＤＳデータ収集サーバ]環境湿度（80％）≦設計値

緊急時対策所 

・[ＳＰＤＳ伝送サーバ及びＳＰＤＳデータ表示装置]

環境湿度（80％）≦設計値

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[ＳＰＤＳデータ収集サ

ーバ]湿度評価手法 1，

[ＳＰＤＳ伝送サーバ

及びＳＰＤＳデータ表

示装置]湿度評価手法1 

屋外天候 －(考慮不要) 【配置図】第1-6-16，26図 

放射線（機器） 

廃棄物処理建物 

・[ＳＰＤＳデータ収集サーバ]

環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値

緊急時対策所 

・[ＳＰＤＳ伝送サーバ及びＳＰＤＳデータ表示装置]

環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[ＳＰＤＳデータ収集サ

ーバ]放射線評価手法

3，[ＳＰＤＳ伝送サー

バ及びＳＰＤＳデータ

表示装置]放射線評価

手法3 

放射線（被ばく） ・第1項6号に同じ － 

海水 －(考慮不要) － 

電磁的障害 ・電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

[ＳＰＤＳデータ収集サーバ及びＳＰＤＳ伝送サーバ] 

－（操作不要） 

[ＳＰＤＳデータ表示装置] 

・付属の操作スイッチにより使用場所での操作が可能な設計

【配置図】第1-6-16，26図 

（設置許可系統図）第6.4－4図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・機能・性能の確認及び外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 （設置許可系統図）第6.4－4図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可系統図）第6.4－4図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

[ＳＰＤＳデータ収集サーバ及びＳＰＤＳ伝送サーバ] 

－（操作不要） 

[ＳＰＤＳデータ表示装置] 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦ 41mSv＊ ≦100mSv

注記＊：常設代替交流電源設備からの受電操作時の屋内現場操作

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



計測-176 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

発電所内の通信連絡 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-11

・Ⅵ-1-5-1

・Ⅵ-1-9-4-1

第
２
号 

共用の禁止 

・号機の区分けなく通信連絡することで，必要な情報（相互のプラント状況，

運転員，緊急時対策要員及び自衛消防隊の対応状況等）を共有・考慮しな

がら総合的な管理（事故処理を含む。）を行うことができ，また端末を変更

する場合に生じる情報共有の遅延を防止することができ，安全性の向上が

図れることから，１，２，３号機で共用する設計

・共用により悪影響を及ぼさないよう，１，２，３号機に必要な容量を確保

する設計

－ 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第１項第１号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設備が有する機能について，その代替機能を有する設計基準事故対処設備

等がない
－ 

溢水 
・設備が有する機能について，その代替機能を有する設計基準事故対処設備

等がない
－ 

火災 
・設備が有する機能について，その代替機能を有する設計基準事故対処設備

等がない
－ 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
― 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

電力 
非常用ディーゼル発電設備 

無停電電源装置（充電器等を含む。） 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

緊急時対策所用発電機 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

廃棄物処理建物及び緊急時対策所内に設置する安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）の電源は，常設代替交流電源設備又は可搬

型代替交流電源設備及び緊急時対策所用発電機からの給電により使用することで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充

電器等を含む。）に対して多様性を有する設計とする。 



計測-177 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

温度，圧力，水位，注水量の計測・監視 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

可搬型計測器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 15300mm 

緊急時対策所 

EL 50250mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（80％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） ・Ⅵ-1-5-1

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している － 

荷重 

・地震の影響による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とするとともに，

必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛等の措置をとる

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に保管する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・付属の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・一般的に用いられる工具を用いて，確実に作業ができる設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等，使用する設

備に応じて接続方式を統一することにより，確実に接続が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・通常時に接続先の系統と分離された状態であること及び重大事故等時は重

大事故等対処設備として系統構成をすることにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能失敗＋全交流動力電源

喪失時の屋内現場操作 

・Ⅵ-1-5-1

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



計測-178 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

温度，圧力，水位，注水量の計測・監視 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

可搬型計測器 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-5-1

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
・ボルト・ネジ接続を用い，容易かつ確実に接続できる設計 － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り，複数個所に分散して保管

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上の建物等内に保管

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に保管

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-7-別添2

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り，複数個所に分散して保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り，複数個所に分散して保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
各計器 可搬型計測器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



計測-179 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第74条 

居住性の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

無線通信設備（固定型） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 
・[本体]環境温度（40℃）≦設計値

・[ハンドセット]環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：[本体]原子炉建物

EL34800， 

[ハンドセット]制

御室建物EL16900 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：[本体]温度評価手法1，

[ハンドセット]温度評

価手法1 

圧力 
・[本体]環境圧力（大気圧）≦設計値

・[ハンドセット]環境圧力（大気圧）≦設計値

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 
・[本体]環境湿度（85％）≦設計値

・[ハンドセット]環境湿度（85％）≦設計値

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －(考慮不要) 【配置図】第1-6-25図 

放射線（機器） 
・[本体]環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値

・[ハンドセット]環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項6号に同じ － 

海水 －(考慮不要) － 

電磁的障害 ・電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・付属の操作スイッチにより使用場所での操作が可能な設計
【配置図】第1-6-25図 

（設置許可系統図）第10.11－1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・機能・性能の確認及び外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 （設置許可系統図）第10.11－1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可系統図）第10.11－1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦ 41mSv＊ ≦100mSv

注記＊：常設代替交流電源設備からの受電操作時の屋内現場操作

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



計測-180 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第74条 

居住性の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

無線通信設備（固定型） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-11

第
２
号 

共用の禁止 

・号機の区分けなく通信連絡することで，必要な情報（相互のプラント状況，

運転員，緊急時対策要員及び自衛消防隊の対応状況等）を共有・考慮しな

がら総合的な管理（事故処理を含む。）を行うことができ，また端末を変更

する場合に生じる情報共有の遅延を防止することができ，安全性の向上が

図れることから，１，２，３号機で共用する設計

・共用により悪影響を及ぼさないよう，１，２，３号機に必要な容量を確保

する設計

－ 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第１項第１号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備と同時に機能を損なうおそれがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なう恐れがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なう恐れがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（中央制御室遮蔽） 中央制御室遮蔽 

― 中央制御室待避室遮蔽 

（中央制御室空調換気系） 

中央制御室送風機 

中央制御室非常用再循環送風機 

中央制御室非常用再循環処理装置フィルタ 

― 中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ） 

所内通信連絡設備 

電力保安通信用電話設備 

無線通信設備（固定型） 

衛星電話設備（固定型） 

― プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室） 

― 中央制御室差圧計 

― 待避室差圧計 

― 酸素濃度計 

― 二酸化炭素濃度計 

電力 
非常用ディーゼル発電設備 

無停電電源装置（充電器等を含む。） 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

中央制御室空調換気系は，多重性を有する非常用ディーゼル発電設備からの給電が可能な設計とする。 

中央制御室送風機及び中央制御室非常用再循環送風機は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可

搬型代替交流電源設備から給電できる設計とする。 

プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）は，計測制御設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，電気的分離

を図る設計とする。 

無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって

同時に機能を損なわないよう，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電により使用することで，非常用ディー

ゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対

して多様性を有する設計とする。また，無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に

設置することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る

設計とする。 



計測-181 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第74条 

居住性の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

衛星電話設備（固定型） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 
・[本体]環境温度（40℃）≦設計値

・[電話機]環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：[本体]原子炉建物

EL34800 

[電話機]制御室建

物EL16900 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：[本体]温度評価手法1， 

[電話機]温度評価手法1 

圧力 
・[本体]環境圧力（大気圧）≦設計値

・[電話機]環境圧力（大気圧）≦設計値

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 
・[本体]環境湿度（85％）≦設計値

・[電話機]環境湿度（85％）≦設計値

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：[本体]湿度評価手法1， 

[電話機]湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】第1-6-25図 

放射線（機器） 
・[本体]環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値

・[ハンドセット]環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項6号に同じ － 

海水 －(考慮不要) － 

電磁的障害 ・電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・付属の操作スイッチにより使用場所での操作が可能な設計
【配置図】第1-6-25図 

（設置許可系統図）第10.11－1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・機能・性能の確認及び外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 （設置許可系統図）第10.11－1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可系統図）第10.11－1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦ 41mSv＊ ≦100mSv

注記＊：常設代替交流電源設備からの受電操作時の屋内現場操作

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



計測-182 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第74条 

居住性の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

衛星電話設備（固定型） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-11

第
２
号 

共用の禁止 

・号機の区分けなく通信連絡することで，必要な情報（相互のプラント状況，

運転員，緊急時対策要員及び自衛消防隊の対応状況等）を共有・考慮しな

がら総合的な管理（事故処理を含む。）を行うことができ，また端末を変更

する場合に生じる情報共有の遅延を防止することができ，安全性の向上が

図れることから，１，２，３号機で共用する設計

・共用により悪影響を及ぼさないよう，１，２，３号機に必要な容量を確保

する設計

－ 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第１項第１号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備と同時に機能を損なうおそれがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なう恐れがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なう恐れがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（中央制御室遮蔽） 中央制御室遮蔽 

― 中央制御室待避室遮蔽 

（中央制御室空調換気系） 

中央制御室送風機 

中央制御室非常用再循環送風機 

中央制御室非常用再循環処理装置フィルタ 

― 中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ） 

所内通信連絡設備 

電力保安通信用電話設備 

無線通信設備（固定型） 

衛星電話設備（固定型） 

― プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室） 

― 中央制御室差圧計 

― 待避室差圧計 

― 酸素濃度計 

― 二酸化炭素濃度計 

電力 
非常用ディーゼル発電設備 

無停電電源装置（充電器等を含む。） 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

中央制御室空調換気系は，多重性を有する非常用ディーゼル発電設備からの給電が可能な設計とする。 

中央制御室送風機及び中央制御室非常用再循環送風機は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可

搬型代替交流電源設備から給電できる設計とする。 

プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）は，計測制御設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，電気的分離

を図る設計とする。 

無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって

同時に機能を損なわないよう，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電により使用することで，非常用ディー

ゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対

して多様性を有する設計とする。また，無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に

設置することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る

設計とする。 



計測-183 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第74条 

居住性の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

中央制御室差圧計 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：制御室建物 EL16900 

【環境温度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（考慮不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・正圧化機能確認時の性能検査及び校正が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替えせずに使用可能な設計 【系統図】第7-2-1-3-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】第7-2-1-3-2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-184 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第74条 

居住性の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

中央制御室差圧計 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計

・Ⅵ－2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 
対象設備 

（中央制御室遮蔽） 中央制御室遮蔽 

― 中央制御室待避室遮蔽 

（中央制御室空調換気系） 

中央制御室送風機 

中央制御室非常用再循環送風機 

中央制御室非常用再循環処理装置フィルタ 

― 中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ） 

所内通信連絡設備 
電力保安通信用電話設備 

無線通信設備（固定型） 

衛星電話設備（固定型） 

― プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室） 

― 中央制御室差圧計 

― 待避室差圧計 

― 
酸素濃度計 

二酸化炭素濃度計 

電力 
非常用ディーゼル発電設備 

充電器（蓄電池） 
常設代替交流電源設備 
可搬型代替交流電源設備 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

中央制御室空調換気系は，多重性を有する非常用ディーゼル発電設備からの給電が可能な設計とする。 

中央制御室送風機及び中央制御室非常用再循環送風機は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可

搬型代替交流電源設備から給電できる設計とする。 

プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）は，計測制御設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，電気的分離

を図る設計とする。 

無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって

同時に機能を損なわないよう，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電により使用することで，非常用ディー

ゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対

して多様性を有する設計とする。また，無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に

設置することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る

設計とする。 



計測-185 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第74条 

居住性の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

待避室差圧計 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：制御室建物 EL16900 

【環境温度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（考慮不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・正圧化機能確認時の性能検査及び校正が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替えせずに使用可能な設計 【系統図】第7-2-2-3-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】第7-2-2-3-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-186 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第74条 

居住性の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

待避室差圧計 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計

・Ⅵ－2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 
対象設備 

（中央制御室遮蔽） 中央制御室遮蔽 

― 中央制御室待避室遮蔽 

（中央制御室空調換気系） 

中央制御室送風機 

中央制御室非常用再循環送風機 

中央制御室非常用再循環処理装置フィルタ 

― 中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ） 

所内通信連絡設備 
電力保安通信用電話設備 

無線通信設備（固定型） 

衛星電話設備（固定型） 

― プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室） 

― 中央制御室差圧計 

― 待避室差圧計 

― 
酸素濃度計 

二酸化炭素濃度計 

電力 
非常用ディーゼル発電設備 

充電器（蓄電池） 
常設代替交流電源設備 
可搬型代替交流電源設備 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

中央制御室空調換気系は，多重性を有する非常用ディーゼル発電設備からの給電が可能な設計とする。 

中央制御室送風機及び中央制御室非常用再循環送風機は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可

搬型代替交流電源設備から給電できる設計とする。 

プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）は，計測制御設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，電気的分離

を図る設計とする。 

無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって

同時に機能を損なわないよう，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電により使用することで，非常用ディー

ゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対

して多様性を有する設計とする。また，無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に

設置することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る

設計とする。 



計測-187 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第74条 

居住性の確保 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：制御室建物 EL16900 

【環境温度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（80％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

・中央制御室での操作が可能な設計

・運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 
操作準備 

操作内容 

状態確認 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・機能・性能の確認及び外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替えせずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 ・設備ごとの設計により，他の設備に悪影響を及ぼさない設計 － 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 ・V-1-1-7 第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



計測-188 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第74条 

居住性の確保 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室） 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 － 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
・より簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続できる設計 － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート －（中央制御室又は中央制御室待避室で保管および使用） － 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・防止でも緩和でもない設備が有する機能については，その代替機能を有す

る設計基準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図っ

た設計，若しくは修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を持たせた設計）

－ 
溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（中央制御室遮蔽） 中央制御室遮蔽 

― 中央制御室待避室遮蔽 

（中央制御室空調換気系） 

中央制御室送風機 

中央制御室非常用再循環送風機 

中央制御室非常用再循環処理装置フィルタ 

― 中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ） 

所内通信連絡設備 

電力保安通信用電話設備 

無線通信設備（固定型） 

衛星電話設備（固定型） 

― プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室） 

― 中央制御室差圧計 

― 待避室差圧計 

― 
酸素濃度計 

二酸化炭素濃度計 

電力 
非常用ディーゼル発電設備 

充電器（蓄電池） 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

中央制御室空調換気系は，多重性を有する非常用ディーゼル発電設備からの給電が可能な設計とする。 

中央制御室送風機及び中央制御室非常用再循環送風機は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備

から給電できる設計とする。 

プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）は，計測制御設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，電気的分離を図る設計とする。 

無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電により使用することで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等

を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対して多様性を有する設計とする。また，無線通信設備（固定型）及

び衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に設置することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時

に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。  



計測-189 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第74条 

居住性の確保 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

酸素濃度計 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度(40℃)≦設計値

【設置場所】：制御室建物 

EL 16900mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度(85%)≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） （設置許可まとめ資料）図59-3-11 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している － 

荷重 

・地震の影響による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とするとともに，

必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛等の措置をとる

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に保管する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

・十分な操作空間を確保する設計

・付属の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

・人力又は車両等による運搬，移動ができる設計

－ 
操作準備 

操作内容 

状態確認 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-4

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計
（設置許可まとめ資料）図59-3-11 

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



計測-190 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第74条 

居住性の確保 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

酸素濃度計 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-5-4

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備接続しない) － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない) － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート －（中央制御室で保管及び使用） － 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・防止でも緩和でもない設備が有する機能については，その代替機能を有す

る設計基準事故対処設備等がない
－ 

溢水 
・防止でも緩和でもない設備が有する機能については，その代替機能を有す

る設計基準事故対処設備等がない
－ 

火災 
・防止でも緩和でもない設備が有する機能については，その代替機能を有す

る設計基準事故対処設備等がない
－ 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 
対象設備 

（中央制御室遮蔽） 中央制御室遮蔽 

― 中央制御室待避室遮蔽 

（中央制御室空調換気系） 

中央制御室送風機 

中央制御室非常用再循環送風機 

中央制御室非常用再循環処理装置フィルタ 

― 中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ） 

所内通信連絡設備 
電力保安通信用電話設備 

無線通信設備（固定型） 

衛星電話設備（固定型） 

― プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室） 

― 中央制御室差圧計 

― 待避室差圧計 

― 酸素濃度計 

― 二酸化炭素濃度計 

電力 
非常用ディーゼル発電設備 

無停電電源装置（充電器等を含む。） 
常設代替交流電源設備 
可搬型代替交流電源設備 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

中央制御室空調換気系は，多重性を有する非常用ディーゼル発電設備からの給電が可能な設計とする。 

中央制御室送風機及び中央制御室非常用再循環送風機は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可

搬型代替交流電源設備から給電できる設計とする。 

プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）は，計測制御設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，電気的分離

を図る設計とする。 

無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって

同時に機能を損なわないよう，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電により使用することで，非常用ディー

ゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対

して多様性を有する設計とする。また，無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に

設置することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る

設計とする。 



計測-191 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第74条 

居住性の確保 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

二酸化炭素濃度計 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度(40℃)≦設計値

【設置場所】：制御室建物 

EL 16900mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度(85%)≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） （設置許可まとめ資料）図59-3-11 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電波法認証機器であり，電磁波の影響により機能が損なわれないことを確

認している

－ 

荷重 

・地震の影響による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とするとともに，

必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛等の措置をとる

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に保管する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

・十分な操作空間を確保する設計

・付属の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

・人力又は車両等による運搬，移動ができる設計

－ 
操作準備 

操作内容 

状態確認 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-5-4

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計
（設置許可まとめ資料）図59-3-11 

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



計測-192 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第74条 

居住性の確保 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

二酸化炭素濃度計 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-5-4

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備接続しない) － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない) － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート －（中央制御室で保管及び使用） － 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・防止でも緩和でもない設備が有する機能については，その代替機能を有す

る設計基準事故対処設備等がない
－ 

溢水 
・防止でも緩和でもない設備が有する機能については，その代替機能を有す

る設計基準事故対処設備等がない
－ 

火災 
・防止でも緩和でもない設備が有する機能については，その代替機能を有す

る設計基準事故対処設備等がない
－ 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 
対象設備 

（中央制御室遮蔽） 中央制御室遮蔽 

― 中央制御室待避室遮蔽 

（中央制御室空調換気系） 

中央制御室送風機 

中央制御室非常用再循環送風機 

中央制御室非常用再循環処理装置フィルタ 

― 中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ） 

所内通信連絡設備 
電力保安通信用電話設備 

無線通信設備（固定型） 

衛星電話設備（固定型） 

― プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室） 

― 中央制御室差圧計 

― 待避室差圧計 

― 酸素濃度計 

― 二酸化炭素濃度計 

電力 
非常用ディーゼル発電設備 

無停電電源装置（充電器等を含む。） 
常設代替交流電源設備 
可搬型代替交流電源設備 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

中央制御室空調換気系は，多重性を有する非常用ディーゼル発電設備からの給電が可能な設計とする。 

中央制御室送風機及び中央制御室非常用再循環送風機は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可

搬型代替交流電源設備から給電できる設計とする。 

プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）は，計測制御設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，電気的分離

を図る設計とする。 

無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって

同時に機能を損なわないよう，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電により使用することで，非常用ディー

ゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対

して多様性を有する設計とする。また，無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に

設置することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る

設計とする。 



計測-193 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第74条 

照明の確保 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

ＬＥＤライト（三脚タイプ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値( ) 

【設置場所】：制御室建物 EL16900 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値( ) 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値( ) 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計とするとともに，

必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に保管する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

・十分な操作空間を確保する設計

・誤操作を防止する設計

・中央制御室での操作が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 
操作準備 

操作内容 

状態確認 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・蓄電池電圧の確認，照明の点灯確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替えせずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及びさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計とする － 

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



計測-194 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第74条 

照明の確保 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

ＬＥＤライト（三脚タイプ） 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-13

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
・より簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続できる設計 － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート －（中央制御室遮蔽区域内で保管および使用） － 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・防止でも緩和でもない設備が有する機能については，その代替機能を有す

る設計基準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図っ

た設計，若しくは修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を持たせた設計）

－ 
溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
非常用照明 ＬＥＤライト（三脚タイプ） 

電力 非常用ディーゼル発電設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

ＬＥＤライト（三脚タイプ）は，中央制御室の非常用照明と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計

とする。 



計測-195 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第77条 

発電所内の通信連絡 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

有線式通信設備（有線式通信機） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：建物内各所 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第1-6-25図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項6号に同じ － 

海水 －(考慮不要) － 

電磁的障害 ・電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している － 

荷重 

・地震の影響による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とするとともに，

必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛等の措置をとる

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による

損傷の防止が図られた建物等内に保管する

・Ⅵ-1-1-7別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，配置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 ・人が携行して移動し，付属の操作スイッチにより使用場所で操作が可能な

設計

・端末である有線式通信機，中継コード及び専用接続端子の端子を安易に接

続できる端子とすることで，使用場所において確実に接続できる設計

・乾電池の交換も含め安易に操作スイッチを操作できるとともに，通信連絡

をする必要がある場所と確実に通信連絡が可能な設計

【配置図】第1-6-25図 

（設置許可系統図）第10.11－1図 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・機能・性能の確認及び外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 （設置許可系統図）第10.11－1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可系統図）第10.11－1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦ 41mSv＊ ≦100mSv

注記＊：常設代替交流電源設備からの受電操作時の屋内現場操作

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



計測-196 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第77条 

発電所内の通信連絡 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
有線式通信設備（有線式通信機） 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処設備

の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-11

第
２
号 

可搬型重大事故等対処設備

の接続性 

・端末である有線式通信機，中継コード及び専用接続端子の端子を安易に接続できる端子

とすることで，使用場所において確実に接続できる設計
－ 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所の確

保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号と同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 
・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設備を運搬し，

又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び通路が確保できる設計
・Ⅵ-1-1-7別添1

第
７
号 

共

通

要

因

故

障

防

止 

環境条件 ・第１項第１号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損なうおそれがな

いように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的分

散を図り保管

・地震に対しては，転倒しないことを確認する，又は必要により固縛等の処置をするとと

もに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり込みによる不当沈下，

傾斜および浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構造物の損壊等の影響により必要

な機能を喪失しない位置に保管

・地震および津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」及び技術基

準規則第51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計 

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-1-1-7別添1

・Ⅵ-1-1-7別添2

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事等対処設備と同時に機能を損なうおそれがない

ように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処設備備と位置的分

散を図り保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事等対処設備と同時に機能を損なうおそれがない

ように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処設備備と位置的分

散を図り保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

所内通信連絡設備 

電力保安通信用電話設備 

有線式通信設備 

無線通信設備（固定型） 

無線通信設備（携帯型） 

衛星電話設備（固定型） 

衛星電話設備（携帯型） 

― 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

電力 
非常用ディーゼル発電設備 

無停電電源装置（充電器等を含む。） 
乾電池 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び独立

性の考慮内容 

無線通信設備のうち無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備のうち衛星電話設備（固定型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と

共通要因によって同時に機能を損なわないよう，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備及び緊急時対策所用発電機からの給電により使用する

ことで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対

して多様性を有する設計とする。また，無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に設置することで，所内

通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

有線式通信設備の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，乾電池を使用することで，非

常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対して多様性

を有する設計とする。また，有線式通信設備は，中央制御室付近の廃棄物処理建物内に保管することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と

共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

無線通信設備のうち無線通信設備（携帯型）及び衛星電話設備のうち衛星電話設備（携帯型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と

共通要因によって同時に機能を損なわないよう，充電式電池を使用することで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの

給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対して多様性を有する設計とする。また，無線通信設備（携帯型）及び衛星電話設備

（携帯型）は，緊急時対策所内に保管することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的

分散を図る設計とする。 

無線通信設備，衛星電話設備及び有線式通信設備は，異なる通信方式を使用し，共通要因によって同時に機能を損なわないよう多様性を有する設計とする。 

廃棄物処理建物及び緊急時対策所内に設置する安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）の電源は，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備及

び緊急時対策所用発電機からの給電により使用することで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）に対して多様性を有する設

計とする。 



計測-197 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第77条 

発電所内の通信連絡 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

無線通信設備（固定型） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 

原子炉建物，制御室建物 

・[本体]環境温度（40℃）≦設計値

・[ハンドセット]環境温度（40℃）≦設計値

緊急時対策所 

・[本体]環境温度（40℃）≦設計値

・[ハンドセット]環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：[本体]原子炉建物

EL34800，緊急時対

策所EL50250 

[ハンドセット] 

制 御 室 建 物

EL16900，緊急時対

策所EL50250 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：[本体]温度評価手法2 

[ハンドセット]温度評 

価手法1 

圧力 

原子炉建物，制御室建物 

・[本体]環境圧力（大気圧）≦設計値

・[ハンドセット]環境圧力（大気圧）≦設計値

緊急時対策所 

・[本体]環境圧力（大気圧）≦設計値

・[ハンドセット]環境圧力（大気圧）≦設計値

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 

原子炉建物，制御室建物 

・[本体]環境湿度（85％）≦設計値

・[ハンドセット]環境湿度（85％）≦設計値

緊急時対策所 

・[本体]環境湿度（85％）≦設計値

・[ハンドセット]環境湿度（85％）≦設計値

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －(考慮不要) 【配置図】第1-6-25，26図 

放射線（機器） 

原子炉建物，制御室建物 

・[本体]環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値

・[ハンドセット]環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値

緊急時対策所 

・[本体]環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値

・[ハンドセット]環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項6号に同じ － 

海水 －(考慮不要) － 

電磁的障害 ・電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・付属の操作スイッチにより使用場所での操作が可能な設計
【配置図】第1-6-25，26図 

（設置許可系統図）第10.11－1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・機能・性能の確認及び外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 （設置許可系統図）第10.11－1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可系統図）第10.11－1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦ 41mSv＊ ≦100mSv

注記＊：常設代替交流電源設備からの受電操作時の屋内現場操作

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



計測-198 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第77条 

発電所内の通信連絡 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

無線通信設備（固定型） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-11

第
２
号 

共用の禁止 

・号機の区分けなく通信連絡することで，必要な情報（相互のプラント状況，

運転員，緊急時対策要員及び自衛消防隊の対応状況等）を共有・考慮しな

がら総合的な管理（事故処理を含む。）を行うことができ，また端末を変更

する場合に生じる情報共有の遅延を防止することができ，安全性の向上が

図れることから，１，２，３号機で共用する設計

・共用により悪影響を及ぼさないよう，１，２，３号機に必要な容量を確保

する設計

－ 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第１項第１号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備と同時に機能を損なうおそれがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なう恐れがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なう恐れがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

所内通信連絡設備 

電力保安通信用電話設備 

有線式通信設備 

無線通信設備（固定型） 

無線通信設備（携帯型） 

衛星電話設備（固定型） 

衛星電話設備（携帯型） 

― 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

電力 
非常用ディーゼル発電設備 

無停電電源装置（充電器等を含む。） 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

緊急時対策所用発電機 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

無線通信設備のうち無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備のうち衛星電話設備（固定型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力

保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備及び緊急

時対策所用発電機からの給電により使用することで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電

により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対して多様性を有する設計とする。また，無線通信設備（固定型）

及び衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に設置することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備

と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

有線式通信設備の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，乾電池

を使用することで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備

及び電力保安通信用電話設備に対して多様性を有する設計とする。また，有線式通信設備は，中央制御室付近の廃棄物処理建物内に

保管することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る

設計とする。 

無線通信設備のうち無線通信設備（携帯型）及び衛星電話設備のうち衛星電話設備（携帯型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力

保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，充電式電池を使用することで，非常用ディーゼル発電設備又

は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対して多様性を有

する設計とする。また，無線通信設備（携帯型）及び衛星電話設備（携帯型）は，緊急時対策所内に保管することで，所内通信連絡

設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

無線通信設備，衛星電話設備及び有線式通信設備は，異なる通信方式を使用し，共通要因によって同時に機能を損なわないよう多様

性を有する設計とする。 

廃棄物処理建物及び緊急時対策所内に設置する安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）の電源は，常設代替交流電源設備又は可搬

型代替交流電源設備及び緊急時対策所用発電機からの給電により使用することで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充

電器等を含む。）に対して多様性を有する設計とする。 



計測-199 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第77条 

発電所内の通信連絡 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

無線通信設備（携帯型） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外  

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】第1-6-26図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項6号に同じ － 

海水 －(考慮不要) － 

電磁的障害 ・電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している － 

荷重 

・地震の影響による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とするとともに，

必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛等の措置をとる

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による

損傷の防止が図られた建物等内に保管する

・Ⅵ-1-1-7別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，配置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

・人が携行して移動し，付属の操作スイッチにより使用場所で操作が可能な

設計

【配置図】第1-6-26図 

（設置許可系統図）第10.11－1図 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・機能・性能の確認及び外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 （設置許可系統図）第10.11－1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可系統図）第10.11－1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦ 53mSv＊ ≦100mSv

注記＊：原子炉補機代替冷却系準備操作時の屋外現場操作

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



計測-200 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第77条 

発電所内の通信連絡 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

無線通信設備（携帯型） 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-11

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号と同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第１項第１号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損なう

おそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事

故等対処設備と位置的分散を図り保管 

・地震に対しては，転倒しないことを確認する，又は必要により固縛等の処

置をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺

すり込みによる不当沈下，傾斜および浮き上がり，地盤支持力の不足，地

中埋設構造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管

・地震および津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計 

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-1-1-7別添1

・Ⅵ-1-1-7別添2

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事等対処設備と同時に機能を損なう

おそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事

故等対処設備備と位置的分散を図り保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事等対処設備と同時に機能を損なう

おそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事

故等対処設備備と位置的分散を図り保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

所内通信連絡設備 

電力保安通信用電話設備 

有線式通信設備 

無線通信設備（固定型） 

無線通信設備（携帯型） 

衛星電話設備（固定型） 

衛星電話設備（携帯型） 

― 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

電力 
非常用ディーゼル発電設備 

無停電電源装置（充電器等を含む。） 
充電式電池 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び独立

性の考慮内容 

無線通信設備のうち無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備のうち衛星電話設備（固定型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と

共通要因によって同時に機能を損なわないよう，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備及び緊急時対策所用発電機からの給電により使用する

ことで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対

して多様性を有する設計とする。また，無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に設置することで，所内

通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

有線式通信設備の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，乾電池を使用することで，非

常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対して多様性

を有する設計とする。また，有線式通信設備は，中央制御室付近の廃棄物処理建物内に保管することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と

共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

無線通信設備のうち無線通信設備（携帯型）及び衛星電話設備のうち衛星電話設備（携帯型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と

共通要因によって同時に機能を損なわないよう，充電式電池を使用することで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの

給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対して多様性を有する設計とする。また，無線通信設備（携帯型）及び衛星電話設備

（携帯型）は，緊急時対策所内に保管することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的

分散を図る設計とする。 

無線通信設備，衛星電話設備及び有線式通信設備は，異なる通信方式を使用し，共通要因によって同時に機能を損なわないよう多様性を有する設計とする。 

廃棄物処理建物及び緊急時対策所内に設置する安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）の電源は，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備及

び緊急時対策所用発電機からの給電により使用することで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）に対して多様性を有する設

計とする。 



計測-201 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第77条 

発電所内の通信連絡 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

衛星電話設備（固定型） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 

原子炉建物，制御室建物 

・[本体]環境温度（40℃）≦設計値

・[電話機]環境温度（40℃）≦設計値

緊急時対策所 

・[本体]環境温度（40℃）≦設計値

・[電話機]環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：[本体]原子炉建物

EL34800，緊急時対

策所 EL50250[電話

機 ] 制 御 室 建 物

EL16900， 

緊 急 時 対 策 所

EL50250 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：[本体]温度評価手法1， 

[電話機]温度評価手法2 

圧力 

原子炉建物，制御室建物 

・[本体]環境圧力（大気圧）≦設計値

・[電話機]環境圧力（大気圧）≦設計値

緊急時対策所 

・[本体]環境圧力（大気圧）≦設計値

・[電話機]環境圧力（大気圧）≦設計値

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 

原子炉建物，制御室建物 

・[本体]環境湿度（85％）≦設計値

・[電話機]環境湿度（85％）≦設計値

緊急時対策所 

・[本体及び電話機]環境湿度（85％）≦設計値

・[本体及び電話機]環境湿度（85％）≦設計値

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：[本体]湿度評価手法1， 

[電話機]湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】第1-6-25，26図 

放射線（機器） 

原子炉建物，制御室建物 

・[本体]環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値

・[ハンドセット]環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値

緊急時対策所 

・[本体]環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値

・[ハンドセット]環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項6号に同じ － 

海水 －(考慮不要) － 

電磁的障害 ・電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・付属の操作スイッチにより使用場所での操作が可能な設計
【配置図】第1-6-25，26図 

（設置許可系統図）第10.11－1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・機能・性能の確認及び外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 （設置許可系統図）第10.11－1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可系統図）第10.11－1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦ 41mSv＊ ≦100mSv

注記＊：常設代替交流電源設備からの受電操作時の屋内現場操作

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



計測-202 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第77条 

発電所内の通信連絡 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

衛星電話設備（固定型） 

第

５

４

条 

第

２

項 

第

１

号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-11

第

２

号 

共用の禁止 

・号機の区分けなく通信連絡することで，必要な情報（相互のプラント状況，

運転員，緊急時対策要員及び自衛消防隊の対応状況等）を共有・考慮しな

がら総合的な管理（事故処理を含む。）を行うことができ，また端末を変更

する場合に生じる情報共有の遅延を防止することができ，安全性の向上が

図れることから，１，２，３号機で共用する設計

・共用により悪影響を及ぼさないよう，１，２，３号機に必要な容量を確保

する設計

－ 

第

３

号 

共

通

要

因

故

障

防

止 

環境条件 ・第１項第１号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備と同時に機能を損なうおそれがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置する設計

－ 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なう恐れがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
－ 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なう恐れがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

－ 

サポート系 ・下表参照 － 

第

３

項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

所内通信連絡設備 

電力保安通信用電話設備 

有線式通信設備 

無線通信設備（固定型） 

無線通信設備（携帯型） 

衛星電話設備（固定型） 

衛星電話設備（携帯型） 

― 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

電力 
非常用ディーゼル発電設備 

無停電電源装置（充電器等を含む。） 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

緊急時対策所用発電機 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

無線通信設備のうち無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備のうち衛星電話設備（固定型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力

保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備及び緊急

時対策所用発電機からの給電により使用することで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電

により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対して多様性を有する設計とする。また，無線通信設備（固定型）

及び衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に設置することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備

と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

有線式通信設備の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，乾電池

を使用することで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備

及び電力保安通信用電話設備に対して多様性を有する設計とする。また，有線式通信設備は，中央制御室付近の廃棄物処理建物内に

保管することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る

設計とする。 

無線通信設備のうち無線通信設備（携帯型）及び衛星電話設備のうち衛星電話設備（携帯型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力

保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，充電式電池を使用することで，非常用ディーゼル発電設備又

は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対して多様性を有

する設計とする。また，無線通信設備（携帯型）及び衛星電話設備（携帯型）は，緊急時対策所内に保管することで，所内通信連絡

設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

無線通信設備，衛星電話設備及び有線式通信設備は，異なる通信方式を使用し，共通要因によって同時に機能を損なわないよう多様

性を有する設計とする。 

廃棄物処理建物及び緊急時対策所内に設置する安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）の電源は，常設代替交流電源設備又は可搬

型代替交流電源設備及び緊急時対策所用発電機からの給電により使用することで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充

電器等を含む。）に対して多様性を有する設計とする。 



計測-203 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第77条 

発電所内の通信連絡 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

衛星電話設備（携帯型） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】第1-6-26図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項6号に同じ － 

海水 －(考慮不要) － 

電磁的障害 ・電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している － 

荷重 

・地震の影響による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とするとともに，

必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛等の措置をとる

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による

損傷の防止が図られた建物等内に保管する

・Ⅵ-1-1-7別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，配置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

・人が携行して移動し，付属の操作スイッチにより使用場所で操作が可能な

設計

【配置図】第1-6-26図 

（設置許可系統図）第10.11－1図 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・機能・性能の確認及び外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 （設置許可系統図）第10.11－1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可系統図）第10.11－1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦ 53mSv＊ ≦100mSv

注記＊：原子炉補機代替冷却系準備操作時の屋外現場操作

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



計測-204 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第77条 

発電所内の通信連絡 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

衛星電話設備（携帯型） 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-11

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号と同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第１項第１号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損なう

おそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事

故等対処設備と位置的分散を図り保管 

・地震に対しては，転倒しないことを確認する，又は必要により固縛等の処

置をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺

すり込みによる不当沈下，傾斜および浮き上がり，地盤支持力の不足，地

中埋設構造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管

・地震および津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計 

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-1-1-7別添1

・Ⅵ-1-1-7別添2

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事等対処設備と同時に機能を損なう

おそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事

故等対処設備備と位置的分散を図り保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事等対処設備と同時に機能を損なう

おそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事

故等対処設備備と位置的分散を図り保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

所内通信連絡設備 

電力保安通信用電話設備 

有線式通信設備 

無線通信設備（固定型） 

無線通信設備（携帯型） 

衛星電話設備（固定型） 

衛星電話設備（携帯型） 

― 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

電力 
非常用ディーゼル発電設備 

無停電電源装置（充電器等を含む。） 
充電式電池 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

無線通信設備のうち無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備のうち衛星電話設備（固定型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と

共通要因によって同時に機能を損なわないよう，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備及び緊急時対策所用発電機からの給電により使用する

ことで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対

して多様性を有する設計とする。また，無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に設置することで，所内

通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

有線式通信設備の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，乾電池を使用することで，非

常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対して多様性

を有する設計とする。また，有線式通信設備は，中央制御室付近の廃棄物処理建物内に保管することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と

共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

無線通信設備のうち無線通信設備（携帯型）及び衛星電話設備のうち衛星電話設備（携帯型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と

共通要因によって同時に機能を損なわないよう，充電式電池を使用することで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの

給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対して多様性を有する設計とする。また，無線通信設備（携帯型）及び衛星電話設備

（携帯型）は，緊急時対策所内に保管することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的

分散を図る設計とする。 

無線通信設備，衛星電話設備及び有線式通信設備は，異なる通信方式を使用し，共通要因によって同時に機能を損なわないよう多様性を有する設計とする。 

廃棄物処理建物及び緊急時対策所内に設置する安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）の電源は，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備及

び緊急時対策所用発電機からの給電により使用することで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）に対して多様性を有する設

計とする。 



計測-205 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第77条 

発電所内の通信連絡 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 

廃棄物処理建物 

・[ＳＰＤＳデータ収集サーバ]環境温度（40℃）≦

緊急時対策所 

・[ＳＰＤＳ伝送サーバ及びＳＰＤＳデータ表示装置]

環境温度（40℃）≦設計値（40℃）

【設置場所】：廃棄物処理建物

EL21150，緊急時対

策所EL50250 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：[ＳＰＤＳデータ収集サ

ーバ]温度評価手法1，

[ＳＰＤＳ伝送サーバ]

温度評価手法1，[ＳＰ

ＤＳデータ表示装置]

温度評価手法2 

圧力 

廃棄物処理建物 

・[ＳＰＤＳデータ収集サーバ]環境圧力（大気圧）≦

緊急時対策所 

・[ＳＰＤＳ伝送サーバ及びＳＰＤＳデータ表示装置]

環境圧力（大気圧）≦設計値

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[ＳＰＤＳデータ収集サ

ーバ]圧力評価手法1，

[ＳＰＤＳ伝送サーバ

及びＳＰＤＳデータ表

示装置]圧力評価手法1 

湿度 

廃棄物処理建物 

・[ＳＰＤＳデータ収集サーバ]環境湿度（80％）≦

緊急時対策所 

・[ＳＰＤＳ伝送サーバ及びＳＰＤＳデータ表示装置]

環境湿度（80％）≦

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[ＳＰＤＳデータ収集サ

ーバ]湿度評価手法1，

[ＳＰＤＳ伝送サーバ

及びＳＰＤＳデータ表

示装置]湿度評価手法1 

屋外天候 －(考慮不要) 【配置図】第1-6-16，26図 

放射線（機器） 

廃棄物処理建物 

・[ＳＰＤＳデータ収集サーバ]

環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値

緊急時対策所 

・[ＳＰＤＳ伝送サーバ及びＳＰＤＳデータ表示装置]

環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[ＳＰＤＳデータ収集サ

ーバ]放射線評価手法

3，[ＳＰＤＳ伝送サー

バ及びＳＰＤＳデータ

表示装置]放射線評価

手法3 

放射線（被ばく） ・第1項6号に同じ － 

海水 －(考慮不要) － 

電磁的障害 ・電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

[ＳＰＤＳデータ収集サーバ及びＳＰＤＳ伝送サーバ] 

－（操作不要） 

[ＳＰＤＳデータ表示装置] 

・付属の操作スイッチにより使用場所での操作が可能な設計

【配置図】第1-6-16，26図 

（設置許可系統図）第6.4－4図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・機能・性能の確認及び外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 （設置許可系統図）第6.4－4図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可系統図）第6.4－4図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦ 41mSv＊ ≦100mSv

注記＊：常設代替交流電源設備からの受電操作時の屋内現場操作

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



計測-206 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第77条 

発電所内の通信連絡 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-11

・Ⅵ-1-5-1

・Ⅵ-1-9-4-1

第
２
号 

共用の禁止 

・号機の区分けなく通信連絡することで，必要な情報（相互のプラント状況，

運転員，緊急時対策要員及び自衛消防隊の対応状況等）を共有・考慮しな

がら総合的な管理（事故処理を含む。）を行うことができ，また端末を変更

する場合に生じる情報共有の遅延を防止することができ，安全性の向上が

図れることから，１，２，３号機で共用する設計

・共用により悪影響を及ぼさないよう，１，２，３号機に必要な容量を確保

する設計

－ 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第１項第１号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設備が有する機能について，その代替機能を有する設計基準事故対処設備

等がない
－ 

溢水 
・設備が有する機能について，その代替機能を有する設計基準事故対処設備

等がない
－ 

火災 
・設備が有する機能について，その代替機能を有する設計基準事故対処設備

等がない
－ 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

所内通信連絡設備 

電力保安通信用電話設備 

有線式通信設備 

無線通信設備（固定型） 

無線通信設備（携帯型） 

衛星電話設備（固定型） 

衛星電話設備（携帯型） 

― 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

電力 
非常用ディーゼル発電設備 

無停電電源装置（充電器等を含む。） 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

緊急時対策所用発電機 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

無線通信設備のうち無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備のうち衛星電話設備（固定型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力

保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備及び緊急

時対策所用発電機からの給電により使用することで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電

により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対して多様性を有する設計とする。また，無線通信設備（固定型）

及び衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に設置することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備

と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

有線式通信設備の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，乾電池

を使用することで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備

及び電力保安通信用電話設備に対して多様性を有する設計とする。また，有線式通信設備は，中央制御室付近の廃棄物処理建物内に

保管することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る

設計とする。 

無線通信設備のうち無線通信設備（携帯型）及び衛星電話設備のうち衛星電話設備（携帯型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力

保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，充電式電池を使用することで，非常用ディーゼル発電設備又

は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対して多様性を有

する設計とする。また，無線通信設備（携帯型）及び衛星電話設備（携帯型）は，緊急時対策所内に保管することで，所内通信連絡

設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

無線通信設備，衛星電話設備及び有線式通信設備は，異なる通信方式を使用し，共通要因によって同時に機能を損なわないよう多様

性を有する設計とする。 

廃棄物処理建物及び緊急時対策所内に設置する安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）の電源は，常設代替交流電源設備又は可搬

型代替交流電源設備及び緊急時対策所用発電機からの給電により使用することで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充

電器等を含む。）に対して多様性を有する設計とする。 



計測-207 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第77条 

発電所外の通信連絡 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

衛星電話設備（固定型） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第

１

号 

環

境

条

件

に

お

け

る

健

全

性 

温度 
・[本体]環境温度（40℃）≦設計値

・[電話機]環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：[本体]緊急時対策所

EL50250， 

[電話機]緊急時対策

所EL50250 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：[本体]温度評価手法1， 

[電話機]温度評価手法2 

圧力 
・[本体]環境圧力（大気圧）≦設計値

・[電話機]環境圧力（大気圧）≦設計値

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 
・[本体]環境湿度（85％）≦設計値

・[電話機]環境湿度（85％）≦設計値

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：[本体]湿度評価手法1， 

[電話機]湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】第1-6-26図 

放射線（機器） 
・[本体]環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値

・[ハンドセット]環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項6号に同じ － 

海水 －(考慮不要) － 

電磁的障害 ・電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・付属の操作スイッチにより使用場所での操作が可能な設計
【配置図】第1-6-26図 

（設置許可系統図）第10.11－1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・機能・性能の確認及び外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 （設置許可系統図）第10.11－1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可系統図）第10.11－1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦ 41mSv＊ ≦100mSv

注記＊：常設代替交流電源設備からの受電操作時の屋内現場操作

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



計測-208 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第77条 

発電所外の通信連絡 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

衛星電話設備（固定型） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-11

第
２
号 

共用の禁止 

・号機の区分けなく通信連絡することで，必要な情報（相互のプラント状況，

運転員，緊急時対策要員及び自衛消防隊の対応状況等）を共有・考慮しな

がら総合的な管理（事故処理を含む。）を行うことができ，また端末を変更

する場合に生じる情報共有の遅延を防止することができ，安全性の向上が

図れることから，１，２，３号機で共用する設計

・共用により悪影響を及ぼさないよう，１，２，３号機に必要な容量を確保

する設計

－ 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第１項第１号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基準事故対処設

備等がない
－ 

溢水 
・設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基準事故対処設

備等がない
－ 

火災 
・設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基準事故対処設

備等がない
－ 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
― 

衛星電話設備（固定型） 

衛星電話設備（携帯型） 

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ

会議システム，ⅠＰ－電話機及びＩＰ－ＦＡＸ） 

データ伝送設備 

電力 
非常用ディーゼル発電設備 

無停電電源装置（充電器等を含む。） 
緊急時対策所用発電機 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

衛星電話設備のうち衛星電話設備（固定型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機

能を損なわないよう，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備及び緊急時対策所用発電機からの給電により使用すること

で，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通

信用電話設備に対して多様性を有する設計とする。また，衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に設置するこ

とで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

衛星電話設備のうち衛星電話設備（携帯型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機

能を損なわないよう，充電式電池を使用することで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電

により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対して多様性を有する設計とする。また，衛星電話設備（携帯型）

は，緊急時対策所内に保管することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわない

よう位置的分散を図る設計とする。 

衛星電話設備は，異なる通信方式を使用し，共通要因によって同時に機能を損なわないよう多様性を有する設計とする。 

緊急時対策所内に設置する統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備の電源は，電力保安通信用電話設備，局線加入電話

設備，専用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，緊急時対策所用発電機からの給電により使用することで，非

常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する電力保安通信用電話設備，局線加入電話

設備，及び専用電話設備に対して多様性を有する設計とする。 

緊急時対策所内に設置するデータ伝送設備の電源は，緊急時対策所用発電機からの給電により使用することで，非常用ディーゼル発

電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）に対して多様性を有する設計とする。 



計測-209 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第77条 

発電所外の通信連絡 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

衛星電話設備（携帯型） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】第1-6-26図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している － 

海水 －(考慮不要) － 

電磁的障害 ・電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している － 

荷重 

・地震の影響による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とするとともに，

必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛等の措置をとる

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による

損傷の防止が図られた建物等内に保管する

・Ⅵ-1-1-7別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，配置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

・人が携行して移動し，付属の操作スイッチにより使用場所で操作が可能な

設計

【配置図】第1-6-26図 

（設置許可系統図）第10.11－1図 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・機能・性能の確認及び外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 （設置許可系統図）第10.11－1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可系統図）第10.11－1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦ 53mSv＊ ≦100mSv

注記＊：原子炉補機代替冷却系準備操作時の屋外現場操作

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



計測-210 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第77条 

発電所外の通信連絡 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

衛星電話設備（携帯型） 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-11

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号と同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第１項第１号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基準事故対処設

備等がない
－ 

溢水 
・設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基準事故対処設

備等がない
－ 

火災 
・設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基準事故対処設

備等がない
－ 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
― 

衛星電話設備（固定型） 

衛星電話設備（携帯型） 

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ

会議システム，ⅠＰ－電話機及びＩＰ－ＦＡＸ） 

データ伝送設備 

電力 
非常用ディーゼル発電設備 

無停電電源装置（充電器等を含む。） 
充電式電池 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

衛星電話設備のうち衛星電話設備（固定型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機

能を損なわないよう，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備及び緊急時対策所用発電機からの給電により使用すること

で，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通

信用電話設備に対して多様性を有する設計とする。また，衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に設置するこ

とで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

衛星電話設備のうち衛星電話設備（携帯型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機

能を損なわないよう，充電式電池を使用することで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電

により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対して多様性を有する設計とする。また，衛星電話設備（携帯型）

は，緊急時対策所内に保管することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわない

よう位置的分散を図る設計とする。 

衛星電話設備は，異なる通信方式を使用し，共通要因によって同時に機能を損なわないよう多様性を有する設計とする。 

緊急時対策所内に設置する統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備の電源は，電力保安通信用電話設備，局線加入電話

設備，専用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，緊急時対策所用発電機からの給電により使用することで，非

常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する電力保安通信用電話設備，局線加入電話

設備，及び専用電話設備に対して多様性を有する設計とする。 

緊急時対策所内に設置するデータ伝送設備の電源は，緊急時対策所用発電機からの給電により使用することで，非常用ディーゼル発

電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）に対して多様性を有する設計とする。 



計測-211 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第77条 

発電所外の通信連絡 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備 

（テレビ会議システム，ⅠＰ－電話機及びＩＰ－ＦＡＸ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：緊急時対策所EL50250 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（80％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】第1-6-26図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項6号に同じ － 

海水 －(考慮不要) － 

電磁的障害 ・電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・付属の操作スイッチにより使用場所での操作が可能な設計
【配置図】第1-6-25，26図 

（設置許可系統図）第10.11－1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・機能・性能の確認及び外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 （設置許可系統図）第10.11－1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可系統図）第10.11－1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦ 41mSv＊ ≦100mSv

注記＊：常設代替交流電源設備からの受電操作時の屋内現場操作

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



計測-212 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第77条 

発電所外の通信連絡 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備 

（テレビ会議システム，ⅠＰ－電話機及びＩＰ－ＦＡＸ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-11

第
２
号 

共用の禁止 

・号機の区分けなく通信連絡することで，必要な情報（相互のプラント状況，

運転員，緊急時対策要員及び自衛消防隊の対応状況等）を共有・考慮しな

がら総合的な管理（事故処理を含む。）を行うことができ，また端末を変更

する場合に生じる情報共有の遅延を防止することができ，安全性の向上が

図れることから，１，２，３号機で共用する設計

・共用により悪影響を及ぼさないよう，１，２，３号機に必要な容量を確保

する設計

－ 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基準事故対処設

備等がない
－ 

溢水 
・設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基準事故対処設

備等がない
－ 

火災 
・設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基準事故対処設

備等がない
－ 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
― 

衛星電話設備（固定型） 

衛星電話設備（携帯型） 

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備 

（テレビ会議システム，ⅠＰ－電話機及びＩＰ－ＦＡＸ） 

データ伝送設備 

電力 
非常用ディーゼル発電設備 

無停電電源装置（充電器等を含む。） 
緊急時対策所用発電機 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

衛星電話設備のうち衛星電話設備（固定型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機

能を損なわないよう，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備及び緊急時対策所用発電機からの給電により使用すること

で，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通

信用電話設備に対して多様性を有する設計とする。また，衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に設置するこ

とで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

衛星電話設備のうち衛星電話設備（携帯型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機

能を損なわないよう，充電式電池を使用することで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電

により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対して多様性を有する設計とする。また，衛星電話設備（携帯型）

は，緊急時対策所内に保管することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわない

よう位置的分散を図る設計とする。 

衛星電話設備は，異なる通信方式を使用し，共通要因によって同時に機能を損なわないよう多様性を有する設計とする。 

緊急時対策所内に設置する統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備の電源は，電力保安通信用電話設備，局線加入電話

設備，専用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，緊急時対策所用発電機からの給電により使用することで，非

常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する電力保安通信用電話設備，局線加入電話

設備，及び専用電話設備に対して多様性を有する設計とする。 

緊急時対策所内に設置するデータ伝送設備の電源は，緊急時対策所用発電機からの給電により使用することで，非常用ディーゼル発

電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）に対して多様性を有する設計とする。 



計測-213 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第77条 

発電所外の通信連絡 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

データ伝送設備 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：緊急時対策所EL50250 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（80％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －(考慮不要) 【配置図】第1-6-26図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項6号に同じ － 

海水 －(考慮不要) － 

電磁的障害 ・電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－(操作不要) － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・機能・性能の確認及び外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 （設置許可系統図）第6.4－4図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可系統図）第6.4－4図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －(操作不要) － 



計測-214 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第77条 

発電所外の通信連絡 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

データ伝送設備 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-11

第
２
号 

共用の禁止 

・号機の区分けなく通信連絡することで，必要な情報（相互のプラント状況，

運転員，緊急時対策要員及び自衛消防隊の対応状況等）を共有・考慮しな

がら総合的な管理（事故処理を含む。）を行うことができ，また端末を変更

する場合に生じる情報共有の遅延を防止することができ，安全性の向上が

図れることから，１，２，３号機で共用する設計

・共用により悪影響を及ぼさないよう，１，２，３号機に必要な容量を確保

する設計

－ 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第１項第１号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基準事故対処設

備等がない
－ 

溢水 
・設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基準事故対処設

備等がない
－ 

火災 
・設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基準事故対処設

備等がない
－ 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
― 

衛星電話設備（固定型） 

衛星電話設備（携帯型） 

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備 

（テレビ会議システム，ⅠＰ－電話機及びＩＰ－ＦＡＸ） 

データ伝送設備 

電力 
非常用ディーゼル発電設備 

無停電電源装置（充電器等を含む。） 
緊急時対策所用発電機 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

緊急時対策所内に設置するデータ伝送設備の電源は，緊急時対策所用発電機からの給電により使用することで，非常用ディーゼル発

電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）に対して多様性を有する設計とする。 



計測-215 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
― 

重大事故等時に対処するための流路，注

水先， 注入先，排出元等 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉圧力容器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉格納容器 

EL15300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法2 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第1-3-4図 

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部にはステンレス系

材料及びニッケル合金を使用する設計

【構造図】：第4-3-1図（既工事計 

画書） 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第4-3-1図（既工事計 

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な

設計とする

【構造図】：第4-3-1図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



計測-216 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
― 

重大事故等時に対処するための流路，注

水先， 注入先，排出元等 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉圧力容器 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（原子炉圧力容器） 原子炉圧力容器 

（原子炉格納容器） 原子炉格納容器 

（燃料プール） 燃料プール 

－ 原子炉建物原子炉棟 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



放管-1 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第63条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法4 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法2 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 － 

放射線（機器） ・環境放射線（1400kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・主要部分の断面寸法の確認が可能な設計

・外観の確認が可能な設計
－ 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



放管-2 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第63条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
－（容量等に該当しない） － 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

残留熱除去系（格納容器冷却モード） 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

― 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 ― ― 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器フィルタベント系は，残留熱除去系（格納容器冷却モード）及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）と共通要因

によって同時に機能を損なわないよう，ポンプ及び熱交換器を使用せずに最終的な熱の逃がし場である大気へ熱を輸送できる設計と

することで，残留熱除去系及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）に対して，多様性を有する設計とする。 

また，格納容器フィルタベント系は，排出経路に設置される隔離弁の電動弁を常設代替交流電源設備若しくは可搬型代替交流電源設

備からの給電による遠隔操作を可能とすること又は遠隔手動弁操作機構を用いた人力による遠隔操作を可能とすることで，非常用デ

ィーゼル発電設備からの給電により駆動する残留熱除去系（格納容器冷却モード）及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）

に対して，多様性を有する設計とする。 

格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は第１ベントフィルタ格納

槽内に，圧力開放板は原子炉建物近傍の屋外に設置し，原子炉建物内の残留熱除去ポンプ，残留熱除去系熱交換器，原子炉補機冷却

水ポンプ，原子炉補機冷却系熱交換器及び屋外の原子炉補機海水ポンプと異なる区画に設置することで，共通要因によって同時に機

能を損なわないよう位置的分散を図った設計とする。 

格納容器フィルタベント系は，除熱手段の多様性及び機器の位置的分散によって，残留熱除去系及び原子炉補機冷却系（原子炉補機

海水系を含む。）に対して独立性を有する設計とする。 



放管-3 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第63条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
配管遮蔽 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ 　） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法4 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（   　） 
【環境湿度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法2 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 － 

放射線（機器） ・環境放射線（290kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・主要部分の断面寸法の確認が可能な設計

・外観の確認が可能な設計
－ 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



放管-4 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第63条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
配管遮蔽 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
－（容量等に該当しない） － 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

残留熱除去系（格納容器冷却モード） 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

― 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 ― ― 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器フィルタベント系は，残留熱除去系（格納容器冷却モード）及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）と共通要因

によって同時に機能を損なわないよう，ポンプ及び熱交換器を使用せずに最終的な熱の逃がし場である大気へ熱を輸送できる設計と

することで，残留熱除去系及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）に対して，多様性を有する設計とする。 

また，格納容器フィルタベント系は，排出経路に設置される隔離弁の電動弁を常設代替交流電源設備若しくは可搬型代替交流電源設

備からの給電による遠隔操作を可能とすること又は遠隔手動弁操作機構を用いた人力による遠隔操作を可能とすることで，非常用デ

ィーゼル発電設備からの給電により駆動する残留熱除去系（格納容器冷却モード）及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）

に対して，多様性を有する設計とする。 

格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は第１ベントフィルタ格納

槽内に，圧力開放板は原子炉建物近傍の屋外に設置し，原子炉建物内の残留熱除去ポンプ，残留熱除去系熱交換器，原子炉補機冷却

水ポンプ，原子炉補機冷却系熱交換器及び屋外の原子炉補機海水ポンプと異なる区画に設置することで，共通要因によって同時に機

能を損なわないよう位置的分散を図った設計とする。 

格納容器フィルタベント系は，除熱手段の多様性及び機器の位置的分散によって，残留熱除去系及び原子炉補機冷却系（原子炉補機

海水系を含む。）に対して独立性を有する設計とする。 



放管-5 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第63条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 
・[高レンジ]環境温度（60℃）≦設計値

・[低レンジ]環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：[高レンジ]第１ベント

フィルタ格納槽 

EL 15300mm 

[低レンジ]第１ベント

フィルタ格納槽 

EL 19400mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[高レンジ]温度評価手法2 

[低レンジ]温度評価手法2 

圧力 
・[高レンジ]環境圧力(大気圧相当)≦設計値

・[低レンジ]環境圧力(大気圧相当)≦設計値

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[高レンジ]圧力評価手法2 

[低レンジ]圧力評価手法2 

湿度 
・[高レンジ]環境湿度(85%)≦設計値

・[低レンジ]環境湿度(100%)≦設計値

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[高レンジ]湿度評価手法3 

[低レンジ]湿度評価手法3 

屋外天候 
【その他の建物設置】：－（考慮不要） 

【屋外設置】：屋外の環境条件を考慮 
【配置図】：第7-1-2-3図 

放射線（機器） 
・[高レンジ]環境放射線(29Gy/7日間)≦設計値

・[低レンジ]環境放射線(22Gy/7日間)≦設計値

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】： 

[高レンジ]放射線評価手法1 

[低レンジ]放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれること

はない
－ 

荷重 

【その他の建物設置】 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建物

等内に設置する設計

【屋外設置】 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる。

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」

に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－(操作不要) － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が可能な

設計
・Ⅵ-1-7-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，多重性

を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要代替監視パラ

メータの計測装置の間においては，パラメータ相互をヒューズ，アイソレータ等

により電気的に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －(操作不要) － 



放管-6 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第63条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-7-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
－ 

溢水 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
－ 

火災 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
－ 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
― 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 ― ― 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器フィルタベント系は，残留熱除去系（格納容器冷却モード）及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）と共通要因

によって同時に機能を損なわないよう，ポンプ及び熱交換器を使用せずに最終的な熱の逃がし場である大気へ熱を輸送できる設計と

することで，残留熱除去系及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）に対して，多様性を有する設計とする。 

また，格納容器フィルタベント系は，排出経路に設置される隔離弁の電動弁を常設代替交流電源設備若しくは可搬型代替交流電源設

備からの給電による遠隔操作を可能とすること又は遠隔手動弁操作機構を用いた人力による遠隔操作を可能とすることで，非常用デ

ィーゼル発電設備からの給電により駆動する残留熱除去系（格納容器冷却モード）及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）

に対して，多様性を有する設計とする。 

格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は第１ベントフィルタ格納

槽内に，圧力開放板は原子炉建物近傍の屋外に設置し，原子炉建物内の残留熱除去ポンプ，残留熱除去系熱交換器，原子炉補機冷却

水ポンプ，原子炉補機冷却系熱交換器及び屋外の原子炉補機海水ポンプと異なる区画に設置することで，共通要因によって同時に機

能を損なわないよう位置的分散を図った設計とする。 

格納容器フィルタベント系は，除熱手段の多様性及び機器の位置的分散によって，残留熱除去系及び原子炉補機冷却系（原子炉補機

海水系を含む。）に対して独立性を有する設計とする。 



放管-7 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第65条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法4 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法2 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 － 

放射線（機器） ・環境放射線（1400kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・主要部分の断面寸法の確認が可能な設計

・外観の確認が可能な設計
－ 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） －（操作不要） 



放管-8 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第65条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
－（容量等に該当しない） － 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
・Ⅵ-1-1-9

火災 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

残留熱代替除去系及び格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，原理の異なる冷却及び格納容

器内の減圧手段を用いることで多様性を有する設計とする。 

格納容器フィルタベント系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電により駆動できる設計とする。また，格納容器フィルタベント系は，可搬型代替交流電源設備又は人力により排出経路に設置

される隔離弁を操作できる設計とすることで，残留熱代替除去系に対して駆動源の多様性を有する設計とする。 

残留熱代替除去系の残留熱代替除去ポンプは原子炉建物付属棟内に，残留熱除去系熱交換器及びサプレッションチェンバは原子炉建

物原子炉棟内に設置し，格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は

第１ベントフィルタ格納槽内に，圧力開放板は原子炉建物近傍の屋外に設置することで共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う位置的分散を図る設計とする。 

残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，流路を分離することで独立性を

有する設計とする。これらの多様性及び流路の独立性並びに位置的分散によって，残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系は，

互いに重大事故等対処設備として，可能な限りの独立性を有する設計とする。 



放管-9 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第65条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
配管遮蔽 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法4 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法2 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 － 

放射線（機器） ・環境放射線（290kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・主要部分の断面寸法の確認が可能な設計

・外観の確認が可能な設計

・主要部分の断面寸法の確認が可

能な設計 

・外観の確認が可能な設計

第
４
号 

系統の切替性 ・切替えせずに使用可能な設計 －（本来用途として使用する） 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） －（操作不要） 



放管-10 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第65条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
配管遮蔽 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
－（容量等に該当しない） － 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
・Ⅵ-1-1-9

火災 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

残留熱代替除去系及び格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，原理の異なる冷却及び格納容

器内の減圧手段を用いることで多様性を有する設計とする。 

格納容器フィルタベント系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電により駆動できる設計とする。また，格納容器フィルタベント系は，可搬型代替交流電源設備又は人力により排出経路に設置

される隔離弁を操作できる設計とすることで，残留熱代替除去系に対して駆動源の多様性を有する設計とする。 

残留熱代替除去系の残留熱代替除去ポンプは原子炉建物付属棟内に，残留熱除去系熱交換器及びサプレッションチェンバは原子炉建

物原子炉棟内に設置し，格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は

第１ベントフィルタ格納槽内に，圧力開放板は原子炉建物近傍の屋外に設置することで共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う位置的分散を図る設計とする。 

残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，流路を分離することで独立性を

有する設計とする。これらの多様性及び流路の独立性並びに位置的分散によって，残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系は，

互いに重大事故等対処設備として，可能な限りの独立性を有する設計とする。 



放管-11 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第65条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 
・[高レンジ]環境温度（60℃）≦設計値

・[低レンジ]環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：[高レンジ]第１ベント

フィルタ格納槽 

EL 15300mm 

[低レンジ]第１ベント

フィルタ格納槽 

EL 19400mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[高レンジ]温度評価手法2 

[低レンジ]温度評価手法2 

圧力 
・[高レンジ]環境圧力(大気圧相当)≦設計値

・[低レンジ]環境圧力(大気圧相当)≦設計値

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[高レンジ]圧力評価手法2 

[低レンジ]圧力評価手法2 

湿度 
・[高レンジ]環境湿度(85%)≦設計値

・[低レンジ]環境湿度(100%)≦設計値

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[高レンジ]湿度評価手法3 

[低レンジ]湿度評価手法3 

屋外天候 
【その他の建物設置】：－（考慮不要） 

【屋外設置】：屋外の環境条件を考慮 
【配置図】：第7-1-2-3図 

放射線（機器） 
・[高レンジ]環境放射線(29Gy/7日間)≦設計値

・[低レンジ]環境放射線(22Gy/7日間)≦設計値

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】： 

[高レンジ]放射線評価手法1 

[低レンジ]放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれること

はない
－ 

荷重 

【その他の建物設置】 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建物

等内に設置する設計

【屋外設置】 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる。

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」

に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－(操作不要) － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が可能な

設計
・Ⅵ-1-7-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，多重性

を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要代替監視パラ

メータの計測装置の間においては，パラメータ相互をヒューズ，アイソレータ等

により電気的に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －(操作不要) － 



放管-12 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第65条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-7-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
－ 

溢水 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
－ 

火災 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
－ 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

残留熱代替除去系及び格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，原理の異なる冷却及び格納容

器内の減圧手段を用いることで多様性を有する設計とする。 

格納容器フィルタベント系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電により駆動できる設計とする。また，格納容器フィルタベント系は，可搬型代替交流電源設備又は人力により排出経路に設置

される隔離弁を操作できる設計とすることで，残留熱代替除去系に対して駆動源の多様性を有する設計とする。 

残留熱代替除去系の残留熱代替除去ポンプは原子炉建物付属棟内に，残留熱除去系熱交換器及びサプレッションチェンバは原子炉建

物原子炉棟内に設置し，格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は

第１ベントフィルタ格納槽内に，圧力開放板は原子炉建物近傍の屋外に設置することで共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う位置的分散を図る設計とする。 

残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，流路を分離することで独立性を

有する設計とする。これらの多様性及び流路の独立性並びに位置的分散によって，残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系は，

互いに重大事故等対処設備として，可能な限りの独立性を有する設計とする。 



放管-13 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第67条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法4 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法2 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 － 

放射線（機器） ・環境放射線（1400kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・主要部分の断面寸法の確認が可能な設計

・外観の確認が可能な設計
－ 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



放管-14 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第67条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
－（容量等に該当しない） － 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
・Ⅵ-1-1-9

火災 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

可燃性ガス濃度制御系 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

― 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 ― ― 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器フィルタベント系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電により駆動できる設計とする。 



放管-15 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第67条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
配管遮蔽 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法4 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法2 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 － 

放射線（機器） ・環境放射線（290kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・主要部分の断面寸法の確認が可能な設計

・外観の確認が可能な設計
－ 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



放管-16 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第67条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
配管遮蔽 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
－（容量等に該当しない） － 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
・Ⅵ-1-1-9

火災 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

可燃性ガス濃度制御系 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

― 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 ― ― 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器フィルタベント系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電により駆動できる設計とする。 



放管-17 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第67条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 
・[高レンジ]環境温度（60℃）≦設計値

・[低レンジ]環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：[高レンジ]第１ベント

フィルタ格納槽 

EL 15300mm 

[低レンジ]第１ベント

フィルタ格納槽 

EL 19400mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[高レンジ]温度評価手法2 

[低レンジ]温度評価手法2 

圧力 
・[高レンジ]環境圧力(大気圧相当)≦設計値

・[低レンジ]環境圧力(大気圧相当)≦設計値

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[高レンジ]圧力評価手法2 

[低レンジ]圧力評価手法2 

湿度 
・[高レンジ]環境湿度(85%)≦設計値

・[低レンジ]環境湿度(100%)≦設計値

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[高レンジ]湿度評価手法3 

[低レンジ]湿度評価手法3 

屋外天候 
【その他の建物設置】：－（考慮不要） 

【屋外設置】：屋外の環境条件を考慮 
【配置図】：第7-1-2-3図 

放射線（機器） 
・[高レンジ]環境放射線(29Gy/7日間)≦設計値

・[低レンジ]環境放射線(22Gy/7日間)≦設計値

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】： 

[高レンジ]放射線評価手法1 

[低レンジ]放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれること

はない
－ 

荷重 

【その他の建物設置】 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建物

等内に設置する設計

【屋外設置】 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる。

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」

に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－(操作不要) － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が可能な

設計
・Ⅵ-1-7-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，多重性

を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要代替監視パラ

メータの計測装置の間においては，パラメータ相互をヒューズ，アイソレータ等

により電気的に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －(操作不要) － 



放管-18 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第67条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-7-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
－ 

溢水 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
－ 

火災 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
－ 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
― 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 ― ― 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器フィルタベント系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電により駆動できる設計とする。 



放管-19 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第68条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法4 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法2 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 － 

放射線（機器） ・環境放射線（1400kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・主要部分の断面寸法の確認が可能な設計

・外観の確認が可能な設計
－ 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



放管-20 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第68条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
－（容量等に該当しない） － 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
・Ⅵ-1-1-9

火災 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
― 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 ― ― 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器フィルタベント系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電により駆動できる設計とする。 



放管-21 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第68条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
配管遮蔽 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法4 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法2 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 － 

放射線（機器） ・環境放射線（290kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・主要部分の断面寸法の確認が可能な設計

・外観の確認が可能な設計
－ 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



放管-22 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第68条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
配管遮蔽 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
－（容量等に該当しない） － 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
・Ⅵ-1-1-9

火災 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
― 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 ― ― 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器フィルタベント系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電により駆動できる設計とする。 



放管-23 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第68条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 
・[高レンジ]環境温度（60℃）≦設計値

・[低レンジ]環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：[高レンジ]第１ベント

フィルタ格納槽 

EL 15300mm 

[低レンジ]第１ベント

フィルタ格納槽 

EL 19400mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[高レンジ]温度評価手法2 

[低レンジ]温度評価手法2 

圧力 
・[高レンジ]環境圧力(大気圧相当)≦設計値

・[低レンジ]環境圧力(大気圧相当)≦設計値

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[高レンジ]圧力評価手法2 

[低レンジ]圧力評価手法2 

湿度 
・[高レンジ]環境湿度(85%)≦設計値

・[低レンジ]環境湿度(100%)≦設計値

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[高レンジ]湿度評価手法3 

[低レンジ]湿度評価手法3 

屋外天候 
【その他の建物設置】：－（考慮不要） 

【屋外設置】：屋外の環境条件を考慮 
【配置図】：第7-1-2-3図 

放射線（機器） 
・[高レンジ]環境放射線(29Gy/7日間)≦設計値

・[低レンジ]環境放射線(22Gy/7日間)≦設計値

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】： 

[高レンジ]放射線評価手法1 

[低レンジ]放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれること

はない
－ 

荷重 

【その他の建物設置】 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建物

等内に設置する設計

【屋外設置】 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる。

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」

に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－(操作不要) － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が可能な

設計
・Ⅵ-1-7-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，多重性

を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要代替監視パラ

メータの計測装置の間においては，パラメータ相互をヒューズ，アイソレータ等

により電気的に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －(操作不要) － 



放管-24 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第68条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-7-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
－ 

溢水 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
－ 

火災 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない
－ 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
― 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 ― ― 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器フィルタベント系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電により駆動できる設計とする。 



放管-25 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第69条 

燃料プールの監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 
・[高レンジ]環境温度（100℃）≦設計値

・[低レンジ]環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 42800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】： 

[高レンジ]温度評価手法2 

[低レンジ]温度評価手法2 

圧力 
・[高レンジ]環境圧力(大気圧相当)≦設計値

・[低レンジ]環境圧力(大気圧相当)≦設計値

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】： 

[高レンジ]圧力評価手法2 

[低レンジ]圧力評価手法2 

湿度 
・[高レンジ]環境湿度(100%)≦設計値

・[低レンジ]環境湿度(100%)≦設計値

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】： 

[高レンジ]湿度評価手法3 

[低レンジ]湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第7-1-2-4図 

放射線（機器） 
・[高レンジ]環境放射線(470Gy/7日間)≦設計値

・[低レンジ]環境放射線(470Gy/7日間)≦設計値

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】： 

[高レンジ]放射線評価手法1 

[低レンジ]放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－(操作不要) － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-7-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備と電気的な分離を行うことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －(操作不要) － 



放管-26 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第69条 

燃料プールの監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-7-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プール水位 

燃料プール温度 

燃料プール冷却ポンプ入口温度 

原子炉建物放射線モニタ 

燃料取替階エリア 

燃料取替階放射線モニタ 

燃料プール水位（ＳＡ） 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ） 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ用冷却

設備を含む。） 

電力 非常用交流電源設備 

所内常設蓄電式直流電源設備 

可搬型直流電源設備 

常設代替直流電源設備 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

燃料プール水位（ＳＡ），燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ），燃料プールエリア放

射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ），燃料プール監視カメラ（ＳＡ）及び燃料プール監視カメラ用冷却設備は，燃料プール水位，燃料プ

ール温度，燃料プール冷却ポンプ入口温度，原子炉建物放射線モニタ（燃料取替階エリア）及び燃料取替階放射線モニタと共通要因

によって同時に機能を損なわないよう，燃料プール水位・温度（ＳＡ）は，非常用交流電源設備に対して，多様性を有する所内常設

蓄電式直流電源設備又は可搬型直流電源設備から給電が可能な設計とし，燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ），燃料

プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ）及び燃料プール監視カメラ（ＳＡ）は，非常用交流電源設備に対して，多様性を有す

る常設代替直流電源設備又は可搬型直流電源設備から給電が可能な設計とし，燃料プール水位（ＳＡ）及び燃料プール監視カメラ用

冷却設備は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計

とする。 



放管-27 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器内の放射線量率 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 15300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力(大気圧相当)≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度(100%)≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第7-1-2-2図 

放射線（機器） ・環境放射線(740kGy/7日間)≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－(操作不要) － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-7-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互をヒュー

ズ，アイソレータ等により電気的に分離することで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －(操作不要) － 



放管-28 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器内の放射線量率 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-7-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難になった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

主要パラメータの他チャンネル 格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッションチェンバ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とすることで，

重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計とす

る。 



放管-29 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器内の放射線量率 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッションチェンバ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃（最高120℃））≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 15300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力(大気圧相当)≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度(100%)≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第7-1-2-2図 

放射線（機器） ・環境放射線(280kGy/7日間)≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－(操作不要) － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-7-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互をヒュー

ズ，アイソレータ等により電気的に分離することで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 -(操作不要) － 



放管-30 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

原子炉格納容器内の放射線量率 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッションチェンバ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-7-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難になった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル 格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

主要パラメータの他チャンネル 格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッションチェンバ） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とすることで，

重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計とす

る。 



放管-31 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

最終ヒートシンクの確保（格納容器フィ

ルタベント系） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 
・[高レンジ]環境温度（60℃）≦設計値

・[低レンジ]環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：[高レンジ]第１ベント

フィルタ格納槽 

EL 15300mm 

[低レンジ]第１ベント

フィルタ格納槽 

EL 19400mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[高レンジ]温度評価手法2 

[低レンジ]温度評価手法2 

圧力 
・[高レンジ]環境圧力(大気圧相当)≦設計値

・[低レンジ]環境圧力(大気圧相当)≦設計値

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[高レンジ]圧力評価手法2 

[低レンジ]圧力評価手法2 

湿度 
・[高レンジ]環境湿度(85%)≦設計値

・[低レンジ]環境湿度(100%)≦設計値

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[高レンジ]湿度評価手法3 

[低レンジ]湿度評価手法3 

屋外天候 
【その他の建物設置】：－（考慮不要） 

【屋外設置】：屋外の環境条件を考慮 
【配置図】：第7-1-2-3図 

放射線（機器） 
・[高レンジ]環境放射線(29Gy/7日間)≦設計値

・[低レンジ]環境放射線(22Gy/7日間)≦設計値

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】： 

[高レンジ]放射線評価手法1 

[低レンジ]放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれること

はない
－ 

荷重 

【その他の建物設置】 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建物

等内に設置する設計

【屋外設置】 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる。

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」

に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－(操作不要) － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が可能な

設計
・Ⅵ-1-7-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，多重性

を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要代替監視パラ

メータの計測装置の間においては，パラメータ相互をヒューズ，アイソレータ等

により電気的に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －(操作不要) － 



放管-32 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第73条 

最終ヒートシンクの確保（格納容器フィ

ルタベント系） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-7-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

【その他の建物設置】 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

【屋外設置】 

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するための必要な機能が損なわれるおそれのない設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難になった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

主要パラメータの他チャンネル スクラバ容器水位 

主要パラメータの他チャンネル 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

スクラバ容器圧力 

主要パラメータの他チャンネル スクラバ容器温度 

主要パラメータの他チャンネル 
第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

主要パラメータの予備 

格納容器水素濃度（Ｂ系） 

格納容器水素濃度（ＳＡ） 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とすることで，

重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計とす

る。 



放管-33 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

燃料プールの監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 
・[高レンジ]環境温度（100℃）≦設計値

・[低レンジ]環境温度（100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 42800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】： 

[高レンジ]温度評価手法2 

[低レンジ]温度評価手法2 

圧力 
・[高レンジ]環境圧力(大気圧相当)≦設計値

・[低レンジ]環境圧力(大気圧相当)≦設計値

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】： 

[高レンジ]圧力評価手法2 

[低レンジ]圧力評価手法2 

湿度 
・[高レンジ]環境湿度(100%)≦設計値

・[低レンジ]環境湿度(100%)≦設計値

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】： 

[高レンジ]湿度評価手法3 

[低レンジ]湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第7-1-2-4図 

放射線（機器） 
・[高レンジ]環境放射線(470Gy/7日間)≦設計値

・[低レンジ]環境放射線(470Gy/7日間)≦設計値

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】： 

[高レンジ]放射線評価手法1 

[低レンジ]放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－(操作不要) － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-7-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち，

多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測装置の間においては，パラメータ相互をヒュー

ズ，アイソレータ等により電気的に分離することで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする

－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －(操作不要) － 



放管-34 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第73条 

燃料プールの監視 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-5

・Ⅵ-1-7-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物等内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

主要設備の計測が困難になった場合の重要代替監視パラメータ 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ） 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 

燃料プール水位（ＳＡ） 

燃料プール水位（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ） 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プール水位（ＳＡ） 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ） 

燃料プール水位（ＳＡ） 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ） 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ用冷却

設備を含む。） 

電力 非常用交流電源設備 
常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とすることで，

重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計とす

る。 



放管-35 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第74条 

居住性の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

中央制御室遮蔽 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：制御室建物EL16900 

【環境温度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法4 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法2 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第7-3-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第7-3-1-25,26,27,28

図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・主要部分の断面寸法の確認が可能な設計

・外観の確認が可能な設計

【構造図】：第7-3-1-25,26,27,28

図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替えせずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） 
【配置図】：第7-3-1-1図 

・V-1-1-7 第2.3節



放管-36 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第74条 

居住性の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

中央制御室遮蔽 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
－（容量等に該当しない） ・Ⅵ-1-7-3

第
２
号 

共用の禁止 

・中央制御室遮蔽は，重大事故等時において１号及び２号機の事故対応を一

つの中央制御室にて実施し，プラント状態に応じた運転員の融通により安

全性の向上が図れることから，１号及び２号機で共用する設計

－ 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 ・設備が有する機能について，その代替機能を有する設計基準事故対処設備

等がない
－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（中央制御室遮蔽） 中央制御室遮蔽 

― 中央制御室待避室遮蔽 

（中央制御室空調換気系） 

中央制御室送風機 

中央制御室非常用再循環送風機 

中央制御室非常用再循環処理装置フィルタ 

― 中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ） 

所内通信連絡設備 

電力保安通信用電話設備 

無線通信設備（固定型） 

衛星電話設備（固定型） 

― プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室） 

― 中央制御室差圧計 

― 待避室差圧計 

― 
酸素濃度計 

二酸化炭素濃度計 

電力 
非常用ディーゼル発電設備 

充電器（蓄電池） 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

中央制御室空調換気系は，多重性を有する非常用ディーゼル発電設備からの給電が可能な設計とする。 

中央制御室送風機及び中央制御室非常用再循環送風機は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可

搬型代替交流電源設備から給電できる設計とする。 

プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）は，計測制御設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，電気的分離

を図る設計とする。 

無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって

同時に機能を損なわないよう，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電により使用することで，非常用ディー

ゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対

して多様性を有する設計とする。また，無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に

設置することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る

設計とする。 



放管-37 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第74条 

居住性の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

中央制御室待避室遮蔽 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：制御室建物EL16900 

【環境温度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法4 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法2 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第7-3-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：V-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・主要部分の断面寸法の確認が可能な設計

・外観の確認が可能な設計
【構造図】第7-3-1-25図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替えせずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の系統から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
－ 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） 
【配置図】：第7-3-1-1図 

・V-1-1-7 第2.3節



放管-38 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第74条 

居住性の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

中央制御室待避室遮蔽 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
－（容量等に該当しない） ・Ⅵ-1-7-3

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 ・設備が有する機能について，その代替機能を有する設計基準事故対処設備

等がない
－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（中央制御室遮蔽） 中央制御室遮蔽 

― 中央制御室待避室遮蔽 

（中央制御室空調換気系） 

中央制御室送風機 

中央制御室非常用再循環送風機 

中央制御室非常用再循環処理装置フィルタ 

― 中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ） 

所内通信連絡設備 

電力保安通信用電話設備 

無線通信設備（固定型） 

衛星電話設備（固定型） 

― プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室） 

― 中央制御室差圧計 

― 待避室差圧計 

― 
酸素濃度計 

二酸化炭素濃度計 

電力 非常用ディーゼル発電設備 

充電器（蓄電池） 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

中央制御室空調換気系は，多重性を有する非常用ディーゼル発電設備からの給電が可能な設計とする。 

中央制御室送風機及び中央制御室非常用再循環送風機は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可

搬型代替交流電源設備から給電できる設計とする。 

プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）は，計測制御設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，電気的分離

を図る設計とする。 

無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって

同時に機能を損なわないよう，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電により使用することで，非常用ディー

ゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対

して多様性を有する設計とする。また，無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に

設置することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る

設計とする。 



放管-39 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第74条 

居住性の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

中央制御室送風機 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL22100㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第7-2-1-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 
【系統図】：第7-2-1-3-2図 

【構造図】：第7-2-1-4-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けるような電子部品を含む制御回路は組み込まない 【構造図】：第7-2-1-4-1図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

【系統図】：第7-2-1-3-2図 

【配置図】：第7-2-1-1-1図 

【構造図】：第7-2-1-4-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第7-2-1-3-2図 

【配置図】：第7-2-1-1-1図 

【構造図】：第7-2-1-4-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第7-2-1-3-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準事故対象施設として使用する系統構成から重

大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計

【系統図】：第7-2-1-3-2図 

内部発生飛散物 ・飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計 ・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計
【配置図】：第7-2-1-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



放管-40 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第74条 

居住性の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

中央制御室送風機 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 ・設備が有する機能について，その代替機能を有する設計基準事故対処設備

等がない
－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（中央制御室遮蔽） 中央制御室遮蔽 

― 中央制御室待避室遮蔽 

（中央制御室空調換気系） 

中央制御室送風機 

中央制御室非常用再循環送風機 

中央制御室非常用再循環処理装置フィルタ 

― 中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ） 

所内通信連絡設備 

電力保安通信用電話設備 

無線通信設備（固定型） 

衛星電話設備（固定型） 

― プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室） 

― 中央制御室差圧計 

― 待避室差圧計 

― 
酸素濃度計 

二酸化炭素濃度計 

電力 
非常用ディーゼル発電設備 

充電器（蓄電池） 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

中央制御室空調換気系は，多重性を有する非常用ディーゼル発電設備からの給電が可能な設計とする。 

中央制御室送風機及び中央制御室非常用再循環送風機は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可

搬型代替交流電源設備から給電できる設計とする。 

プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）は，計測制御設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，電気的分離

を図る設計とする。 

無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって

同時に機能を損なわないよう，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電により使用することで，非常用ディー

ゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対

して多様性を有する設計とする。また，無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に

設置することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る

設計とする。 



放管-41 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第74条 

居住性の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

中央制御室非常用再循環送風機 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL22100㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第7-2-1-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（13Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 
【系統図】：第7-2-1-3-2図 

【構造図】：第7-2-1-4-2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けるような電子部品を含む制御回路は組み込まない 【構造図】：第7-2-1-4-2図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

【系統図】：第7-2-1-3-2図 

【配置図】：第7-2-1-1-1図 

【構造図】：第7-2-1-4-2図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第7-2-1-3-2図 

【配置図】：第7-2-1-1-1図 

【構造図】：第7-2-1-4-2図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第7-2-1-3-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準事故対象施設として使用する系統構成から重

大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，保加納設備に悪影

響を及ぼさない設計

【系統図】：第7-2-1-3-2図 

内部発生飛散物 ・飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計 ・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計
【配置図】：第7-2-1-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



放管-42 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第74条 

居住性の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

中央制御室非常用再循環送風機 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 ・設備が有する機能について，その代替機能を有する設計基準事故対処設備

等がない
－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（中央制御室遮蔽） 中央制御室遮蔽 

― 中央制御室待避室遮蔽 

（中央制御室空調換気系） 

中央制御室送風機 

中央制御室非常用再循環送風機 

中央制御室非常用再循環処理装置フィルタ 

― 中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ） 

所内通信連絡設備 

電力保安通信用電話設備 

無線通信設備（固定型） 

衛星電話設備（固定型） 

― プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室） 

― 中央制御室差圧計 

― 待避室差圧計 

― 
酸素濃度計 

二酸化炭素濃度計 

電力 
非常用ディーゼル発電設備 

充電器（蓄電池） 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

中央制御室空調換気系は，多重性を有する非常用ディーゼル発電設備からの給電が可能な設計とする。 

中央制御室送風機及び中央制御室非常用再循環送風機は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可

搬型代替交流電源設備から給電できる設計とする。 

プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）は，計測制御設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，電気的分離

を図る設計とする。 

無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって

同時に機能を損なわないよう，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電により使用することで，非常用ディー

ゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対

して多様性を有する設計とする。また，無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に

設置することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る

設計とする。 



放管-43 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第74条 

居住性の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

中央制御室非常用再循環処理装置フィルタ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL22100㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第7-2-1-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（190Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 
【系統図】：第7-2-1-3-2図 

【構造図】：第7-2-1-4-3図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けるような電子部品を含む制御回路は組み込まない 【構造図】：第7-2-1-4-3図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・差圧確認が可能な設計

・内部点検が可能なように，点検口を設ける設計

【系統図】：第7-2-1-3-2図 

【配置図】：第7-2-1-1-1図 

【構造図】：第7-2-1-4-3図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第7-2-1-3-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準事故対象施設として使用する系統構成から重

大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，保加納設備に悪影

響を及ぼさない設計

【系統図】：第7-2-1-3-2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



放管-44 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第74条 

居住性の確保 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

中央制御室非常用再循環処理装置フィルタ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 ・設備が有する機能について，その代替機能を有する設計基準事故対処設備

等がない
－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（中央制御室遮蔽） 中央制御室遮蔽 

― 中央制御室待避室遮蔽 

（中央制御室空調換気系） 

中央制御室送風機 

中央制御室非常用再循環送風機 

中央制御室非常用再循環処理装置フィルタ 

― 中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ） 

所内通信連絡設備 

電力保安通信用電話設備 

無線通信設備（固定型） 

衛星電話設備（固定型） 

― プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室） 

― 中央制御室差圧計 

― 待避室差圧計 

― 
酸素濃度計 

二酸化炭素濃度計 

電力 
非常用ディーゼル発電設備 

充電器（蓄電池） 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

中央制御室空調換気系は，多重性を有する非常用ディーゼル発電設備からの給電が可能な設計とする。 

中央制御室送風機及び中央制御室非常用再循環送風機は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可

搬型代替交流電源設備から給電できる設計とする。 

プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）は，計測制御設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，電気的分離

を図る設計とする。 

無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって

同時に機能を損なわないよう，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電により使用することで，非常用ディー

ゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対

して多様性を有する設計とする。また，無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に

設置することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る

設計とする。 



放管-45 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第74条 

居住性の確保 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL約16900㎜， 

EL約22100㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法2 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第7-2-2-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 
【系統図】：第7-2-2-3-1図 

【構造図】：第7-2-2-4-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第7-2-2-4-1図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とするとともに，必要に

より当該設備の落下防止，転倒防止，固縛等の措置をとる

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備との位置的分散を図り，複数の保管場所に分散配置

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【構造図】：第7-2-2-4-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実

に接続が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第7-2-2-1-1図 

【構造図】：第7-2-2-4-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・規定圧力の確認及び外観の確認が可能な設計

【配置図】：第7-2-2-1-1図 

【構造図】：第7-2-2-4-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・通常時に使用する系統から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第7-2-2-3-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計
【系統図】：第7-2-2-3-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋内現場操作 

【配置図】：第7-2-2-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 
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島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第74条 

居住性の確保 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ） 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
・簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続ができる設計

【系統図】：第7-2-2-3-1図 

【構造図】：第7-2-2-4-1図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ。 － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 ・設備が有する機能について，その代替機能を有する設計基準事故対処設備

等がない
－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（中央制御室遮蔽） 中央制御室遮蔽 

― 中央制御室待避室遮蔽 

（中央制御室空調換気系） 

中央制御室送風機 

中央制御室非常用再循環送風機 

中央制御室非常用再循環処理装置フィルタ 

― 中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ） 

所内通信連絡設備 

電力保安通信用電話設備 

無線通信設備（固定型） 

衛星電話設備（固定型） 

― プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室） 

― 中央制御室差圧計 

― 待避室差圧計 

― 
酸素濃度計 

二酸化炭素濃度計 

電力 
非常用ディーゼル発電設備 

充電器（蓄電池） 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

中央制御室空調換気系は，多重性を有する非常用ディーゼル発電設備からの給電が可能な設計とする。 

中央制御室送風機及び中央制御室非常用再循環送風機は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可

搬型代替交流電源設備から給電できる設計とする。 

プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）は，計測制御設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，電気的分離

を図る設計とする。 

無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって

同時に機能を損なわないよう，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電により使用することで，非常用ディー

ゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対

して多様性を有する設計とする。また，無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に

設置することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る

設計とする。 



放管-47 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第75条 

放射線量の代替測定 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

可搬式モニタリングポスト 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第7-1-2-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能がそこなわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備との位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 
・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

【配置図】第7-1-2-1図 

操作準備 

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業現場の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・人力又は車両による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

操作内容 

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実

に接続が可能な設計

状態確認 ・作動状態の確認が可能な設計

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能・性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
【配置図】第7-1-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切り替えせずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊ ≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS 注水機能喪失＋全交流動力電

源喪失時の屋外現場操作 

【配置図】第7-1-2-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 
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島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第75条 

放射線量の代替測定 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

可搬式モニタリングポスト 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・防止でも緩和でもない設備が有する機能については，その代替機能を有す

る設計基準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る

設計，若しくは修復性を考慮し可能な限り頑健性を有する設計）

－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
モニタリングポスト 可搬式モニタリングポスト 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

可搬式モニタリングポストは，屋外のモニタリングポストと離れた第１保管エリア及び第４保管エリアに分散して保管することで，

共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 
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島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第75条 

放射能観測車の代替測定装置 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

可搬式ダスト・よう素サンプラ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法4 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 － 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能がそこなわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備との位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 
・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備
－ 

操作準備 

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業現場の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・人力又は車両による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

－ 

操作内容 ・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計 － 

状態確認 ・作動状態の確認が可能な設計 － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・機能・性能の確認（特性確認）及び外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切り替えせずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊ ≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 
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島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第75条 

放射能観測車の代替測定装置 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

可搬式ダスト・よう素サンプラ 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・防止でも緩和でもない設備が有する機能については，その代替機能を有す

る設計基準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る

設計，若しくは修復性を考慮し可能な限り頑健性を有する設計）

－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
放射能観測車 

可搬式ダスト・よう素サンプラ 

NaIシンチレーションサーベイメータ 

GM汚染サーベイメータ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

放射能測定装置は，屋外に保管する放射能観測車と離れた緊急時対策所に保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう位置的分散を図る設計とする。 



放管-51 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第75条 

放射能観測車の代替測定装置 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

NaIシンチレーションサーベイメータ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法4 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第7-1-2-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能がそこなわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備との位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 
・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

【配置図】第7-1-2-1図 
操作準備 ・人力又は車両による運搬，移動が可能な設計

操作内容 ・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

状態確認 ・作動状態の確認が可能な設計

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能・性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
－ 

第
４
号 

系統の切替性 ・切り替えせずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊ ≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】第7-1-2-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



放管-52 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第75条 

放射能観測車の代替測定装置 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

NaIシンチレーションサーベイメータ 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・防止でも緩和でもない設備が有する機能については，その代替機能を有す

る設計基準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る

設計，若しくは修復性を考慮し可能な限り頑健性を有する設計）

－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
放射能観測車 

可搬式ダスト・よう素サンプラ 

NaIシンチレーションサーベイメータ 

GM汚染サーベイメータ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

放射能測定装置は，屋外に保管する放射能観測車と離れた緊急時対策所に保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう位置的分散を図る設計とする。 



放管-53 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第75条 

放射能観測車の代替測定装置 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

GM汚染サーベイメータ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法4 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第7-1-2-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能がそこなわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備との位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 
・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

【配置図】第7-1-2-1図 
操作準備 ・人力又は車両による運搬，移動が可能な設計

操作内容 ・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

状態確認 ・作動状態の確認が可能な設計

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能・性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
－ 

第
４
号 

系統の切替性 ・切り替えせずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊ ≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】第7-1-2-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



放管-54 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第75条 

放射能観測車の代替測定装置 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

GM汚染サーベイメータ 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・防止でも緩和でもない設備が有する機能については，その代替機能を有す

る設計基準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る

設計，若しくは修復性を考慮し可能な限り頑健性を有する設計）

－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
放射能観測車 

可搬式ダスト・よう素サンプラ 

NaIシンチレーションサーベイメータ 

GM汚染サーベイメータ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

放射能測定装置は，屋外に保管する放射能観測車と離れた緊急時対策所に保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう位置的分散を図る設計とする。 



放管-55 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第75条 

気象観測設備の代替測定 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

可搬式気象観測装置 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法4 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第1-5-1-2図 

【構造図】：第1-5-2-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能がそこなわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備との位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 
・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

【配置図】第1-5-1-2図 

【構造図】第1-5-2-2図 

操作準備 

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業現場の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・人力又は車両による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

操作内容 

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実

に接続が可能な設計

状態確認 ・作動状態の確認が可能な設計

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能・性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
－ 

第
４
号 

系統の切替性 ・切り替えせずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計
【構造図】第1-5-2-2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊ ≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】第1-5-1-2図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



放管-56 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第75条 

気象観測設備の代替測定 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

可搬式気象観測装置 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・防止でも緩和でもない設備が有する機能については，その代替機能を有す

る設計基準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る

設計，若しくは修復性を考慮し可能な限り頑健性を有する設計）

－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
気象観測設備 可搬式気象観測装置 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

可搬式気象観測装置は，屋外の気象観測設備と離れた第１保管エリア及び第４保管エリアに分散して保管することで，共通要因によ

って同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 



放管-57 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第75条 

放射線量の測定 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

可搬式モニタリングポスト 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第7-1-2-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能がそこなわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備との位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 
・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

【配置図】第7-1-2-1図 

操作準備 

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業現場の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・人力又は車両による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

操作内容 

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実

に接続が可能な設計

状態確認 ・作動状態の確認が可能な設計

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能・性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
－ 

第
４
号 

系統の切替性 ・切り替えせずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊ ≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】第7-1-2-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



放管-58 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第75条 

放射線量の測定 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

可搬式モニタリングポスト 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・防止でも緩和でもない設備が有する機能については，その代替機能を有す

る設計基準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る

設計，若しくは修復性を考慮し可能な限り頑健性を有する設計）

－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

可搬式モニタリングポスト 

電離箱サーベイメータ 

小型船舶 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

小型船舶は，予備と分散して第１保管エリア及び第４保管エリアに保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう

位置的分散を図る設計とする。 



放管-59 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第75条 

放射線量の測定 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

電離箱サーベイメータ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法4 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第7-1-2-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能がそこなわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備との位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 
・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

【配置図】第7-1-2-1図 
操作準備 ・人力又は車両による運搬，移動が可能な設計

操作内容 ・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

状態確認 ・作動状態の確認が可能な設計

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能・性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
－ 

第
４
号 

系統の切替性 ・切り替えせずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊ ≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】第7-1-2-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



放管-60 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第75条 

放射線量の測定 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

電離箱サーベイメータ 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・防止でも緩和でもない設備が有する機能については，その代替機能を有す

る設計基準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る

設計，若しくは修復性を考慮し可能な限り頑健性を有する設計）

－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

可搬式モニタリングポスト 

電離箱サーベイメータ 

小型船舶 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

小型船舶は，予備と分散して第１保管エリア及び第４保管エリアに保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう

位置的分散を図る設計とする。 



放管-61 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第75条 

放射線量の測定 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

小型船舶 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 － 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・常時海水を通水又は海で使用するため，海水影響を考慮し接液部には耐腐

食性材料を使用する設計
－ 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能がそこなわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備との位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 
・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備
－ 

操作準備 

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業現場の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・人力又は車両による運搬，移動が可能な設計

－ 

操作内容 ・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計 － 

状態確認 ・作動状態の確認が可能な設計 － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切り替えせずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊ ≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



放管-62 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第75条 

放射線量の測定 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

小型船舶 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
－（容量等に該当しない） － 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・防止でも緩和でもない設備が有する機能については，その代替機能を有す

る設計基準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る

設計，若しくは修復性を考慮し可能な限り頑健性を有する設計）

－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

可搬式モニタリングポスト 

電離箱サーベイメータ 

小型船舶 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

小型船舶は，予備と分散して第１保管エリア及び第４保管エリアに保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう

位置的分散を図る設計とする。 



放管-63 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第75条 

放射性物質濃度（空気中・水中・土壌中）

及び海上モニタリング 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
可搬式ダスト・よう素サンプラ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法4 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 － 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能がそこなわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備との位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 
・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備
－ 

操作準備 

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業現場の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・人力又は車両による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

－ 

操作内容 ・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計 － 

状態確認 ・作動状態の確認が可能な設計 － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・機能・性能の確認（特性確認）及び外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切り替えせずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊ ≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



放管-64 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第75条 

放射性物質濃度（空気中・水中・土壌中）

及び海上モニタリング 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
可搬式ダスト・よう素サンプラ 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・防止でも緩和でもない設備が有する機能については，その代替機能を有す

る設計基準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る

設計，若しくは修復性を考慮し可能な限り頑健性を有する設計）

－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

可搬式ダスト・よう素サンプラ 

NaIシンチレーションサーベイメータ 

GM汚染サーベイメータ 

α・β線サーベイメータ 

小型船舶 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

小型船舶は，予備と分散して第１保管エリア及び第４保管エリアに保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう

位置的分散を図る設計とする。 



放管-65 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第75条 

放射性物質濃度（空気中・水中・土壌中）

及び海上モニタリング 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
NaIシンチレーションサーベイメータ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法4 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第7-1-2-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能がそこなわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備との位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 
・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

【配置図】第7-1-2-1図 
操作準備 ・人力又は車両による運搬，移動が可能な設計

操作内容 ・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

状態確認 ・作動状態の確認が可能な設計

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能・性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
－ 

第
４
号 

系統の切替性 ・切り替えせずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊ ≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】第7-1-2-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



放管-66 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第75条 

放射性物質濃度（空気中・水中・土壌中）

及び海上モニタリング 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
NaIシンチレーションサーベイメータ 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・防止でも緩和でもない設備が有する機能については，その代替機能を有す

る設計基準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る

設計，若しくは修復性を考慮し可能な限り頑健性を有する設計）

－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

可搬式ダスト・よう素サンプラ 

NaIシンチレーションサーベイメータ 

GM汚染サーベイメータ 

α・β線サーベイメータ 

小型船舶 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

小型船舶は，予備と分散して第１保管エリア及び第４保管エリアに保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう

位置的分散を図る設計とする。 



放管-67 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第75条 

放射性物質濃度（空気中・水中・土壌中）

及び海上モニタリング 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
GM汚染サーベイメータ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法4 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第7-1-2-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能がそこなわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備との位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 
・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

【配置図】第7-1-2-1図 
操作準備 ・人力又は車両による運搬，移動が可能な設計

操作内容 ・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

状態確認 ・作動状態の確認が可能な設計

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能・性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
－ 

第
４
号 

系統の切替性 ・切り替えせずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊ ≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】第7-1-2-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



放管-68 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第75条 

放射性物質濃度（空気中・水中・土壌中）

及び海上モニタリング 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
GM汚染サーベイメータ 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・防止でも緩和でもない設備が有する機能については，その代替機能を有す

る設計基準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る

設計，若しくは修復性を考慮し可能な限り頑健性を有する設計）

－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

可搬式ダスト・よう素サンプラ 

NaIシンチレーションサーベイメータ 

GM汚染サーベイメータ 

α・β線サーベイメータ 

小型船舶 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

小型船舶は，予備と分散して第１保管エリア及び第４保管エリアに保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう

位置的分散を図る設計とする。 



放管-69 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第75条 

放射性物質濃度（空気中・水中・土壌中）

及び海上モニタリング 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
α・β線サーベイメータ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法4 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第7-1-2-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能がそこなわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備との位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 
・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

【配置図】第7-1-2-1図 
操作準備 ・人力又は車両による運搬，移動が可能な設計

操作内容 ・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

状態確認 ・作動状態の確認が可能な設計

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能・性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
－ 

第
４
号 

系統の切替性 ・切り替えせずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊ ≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】第7-1-2-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



放管-70 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第75条 

放射性物質濃度（空気中・水中・土壌中）

及び海上モニタリング 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
α・β線サーベイメータ 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・防止でも緩和でもない設備が有する機能については，その代替機能を有す

る設計基準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る

設計，若しくは修復性を考慮し可能な限り頑健性を有する設計）

－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

可搬式ダスト・よう素サンプラ 

NaIシンチレーションサーベイメータ 

GM汚染サーベイメータ 

α・β線サーベイメータ 

小型船舶 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

小型船舶は，予備と分散して第１保管エリア及び第４保管エリアに保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう

位置的分散を図る設計とする。 



放管-71 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第75条 

放射性物質濃度（空気中・水中・土壌中）

及び海上モニタリング 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
小型船舶 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 － 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・常時海水を通水又は海で使用するため，海水影響を考慮し接液部には耐腐

食性材料を使用する設計
－ 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能がそこなわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備との位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 
・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備
－ 

操作準備 

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業現場の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・人力又は車両による運搬，移動が可能な設計

－ 

操作内容 ・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計 － 

状態確認 ・作動状態の確認が可能な設計 － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切り替えせずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊ ≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



放管-72 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第75条 

放射性物質濃度（空気中・水中・土壌中）

及び海上モニタリング 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
小型船舶 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
－（容量等に該当しない） － 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・防止でも緩和でもない設備が有する機能については，その代替機能を有す

る設計基準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る

設計，若しくは修復性を考慮し可能な限り頑健性を有する設計）

－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

可搬式ダスト・よう素サンプラ 

NaIシンチレーションサーベイメータ 

GM汚染サーベイメータ 

α・β線サーベイメータ 

小型船舶 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

小型船舶は，予備と分散して第１保管エリア及び第４保管エリアに保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう

位置的分散を図る設計とする。 



放管-73 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第76条 

居住性の確保（緊急時対策所） 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

緊急時対策所遮蔽 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：緊急時対策所 EL 約

50000mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法4 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法2 

屋外天候 －（考慮不要） 
【配置図】：第7-3-1-1図 

【構造図】：第7-3-2-30図 

放射線（機器） ・環境放射線（15Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とするとともに，必要に

より当該設備の落下防止，転倒防止，固縛等の措置をとる

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・主要部分の断面寸法の確認が可能な設計

・外観の確認が可能な設計
【構造図】：第7-3-2-30図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替えせずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） 
【配置図】：第7-3-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



放管-74 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第76条 

居住性の確保（緊急時対策所） 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

緊急時対策所遮蔽 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
－（容量等に該当しない） ・Ⅵ-1-9-4-2

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設備が有する機能について，その代替機能を有する設計基準事故対処設備

等がない

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設備が有する機能について，その代替機能を有する設計基準事故対処設備

等がない
・Ⅵ-1-1-9

火災 
・設備が有する機能について，その代替機能を有する設計基準事故対処設備

等がない
・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
― 

緊急時対策所遮蔽 

緊急時対策所空気浄化送風機 

緊急時対策所空気浄化フィルタユニット 

空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ） 

差圧計 

酸素濃度計 

二酸化炭素濃度計 

可搬式エリア放射線モニタ 

可搬式モニタリングポスト 

電力 ― ― 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

緊急時対策所は，中央制御室から独立した建物と一体の遮蔽及び換気空調設備として，緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所

空気浄化フィルタユニット，空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ），差圧計，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び可搬式エリア放射線モ

ニタを有し，換気空調設備の電源を緊急時対策所用発電機から給電できる設計とする。これらは中央制御室に対して独立性を有した

設備により居住性を確保できる設計とする。 

緊急時対策所，緊急時対策所遮蔽，緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所空気浄化フィルタユニット，空気ボンベ加圧設備（空

気ボンベ），差圧計，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び可搬式エリア放射線モニタは，中央制御室とは離れた建物に保管又は設置す

ることで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 



放管-75 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第76条 

居住性の確保（緊急時対策所） 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

緊急時対策所空気浄化送風機 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法4 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第7-2-3-1-2図 

【構造図】：第7-2-3-4-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（27Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とするとともに，必要に

より当該設備の落下防止，転倒防止，固縛等の措置をとる

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備との位置的分散を図り，複数の保管場所に分散配置

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 ・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・操作スイッチは運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実

に接続が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第7-2-3-1-2図 

【構造図】：第7-2-3-4-2図 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・分解点検又は取替が可能な設計

【系統図】：第7-2-3-3-1図 

【構造図】：第7-2-3-4-2図 

第
４
号 

系統の切替性 
・通常時に使用する系統から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第7-2-3-3-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第7-2-3-3-1図 

内部発生飛散物 ・飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計 ・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第7-2-3-1-2図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



放管-76 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第76条 

居住性の確保（緊急時対策所） 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

緊急時対策所空気浄化送風機 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
・簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続できる設計

【系統図】：第7-2-3-3-1図 

【構造図】：第7-2-3-4-2図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 ・設備が有する機能について，その代替機能を有する設計基準事故対処設備

等がない
－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
― 

緊急時対策所遮蔽 

緊急時対策所空気浄化送風機 

緊急時対策所空気浄化フィルタユニット 

空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ） 

差圧計 

酸素濃度計 

二酸化炭素濃度計 

可搬式エリア放射線モニタ 

可搬式モニタリングポスト 

電力 ― ― 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

緊急時対策所は，中央制御室から独立した建物と一体の遮蔽及び換気空調設備として，緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所

空気浄化フィルタユニット，空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ），差圧計，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び可搬式エリア放射線モ

ニタを有し，換気空調設備の電源を緊急時対策所用発電機から給電できる設計とする。これらは中央制御室に対して独立性を有した

設備により居住性を確保できる設計とする。 

緊急時対策所，緊急時対策所遮蔽，緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所空気浄化フィルタユニット，空気ボンベ加圧設備（空

気ボンベ），差圧計，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び可搬式エリア放射線モニタは，中央制御室とは離れた建物に保管又は設置す

ることで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 



放管-77 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第76条 

居住性の確保（緊急時対策所） 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

緊急時対策所空気浄化フィルタユニット 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法4 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第7-2-3-1-2図 

【構造図】：第7-2-3-4-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（700Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とするとともに，必要に

より当該設備の落下防止，転倒防止，固縛等の措置をとる

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備との位置的分散を図り，複数の保管場所に分散配置

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

－（操作不要） － 
操作準備 

操作内容 

状態確認 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・差圧確認が可能な設計

・内部点検が可能なように，点検口を設ける設計

【系統図】：第7-2-3-3-1図 

【構造図】：第7-2-3-4-3図 

第
４
号 

系統の切替性 
・通常時に使用する系統から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第7-2-3-3-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第7-2-3-3-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第7-2-3-1-2図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



放管-78 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第76条 

居住性の確保（緊急時対策所） 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

緊急時対策所空気浄化フィルタユニット 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
・簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続できる設計

【系統図】：第7-2-3-3-1図 

【構造図】：第7-2-3-4-3図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 ・設備が有する機能について，その代替機能を有する設計基準事故対処設備

等がない
－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
― 

緊急時対策所遮蔽 

緊急時対策所空気浄化送風機 

緊急時対策所空気浄化フィルタユニット 

空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ） 

差圧計 

酸素濃度計 

二酸化炭素濃度計 

可搬式エリア放射線モニタ 

可搬式モニタリングポスト 

電力 ― ― 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

緊急時対策所は，中央制御室から独立した建物と一体の遮蔽及び換気空調設備として，緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所

空気浄化フィルタユニット，空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ），差圧計，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び可搬式エリア放射線モ

ニタを有し，換気空調設備の電源を緊急時対策所用発電機から給電できる設計とする。これらは中央制御室に対して独立性を有した

設備により居住性を確保できる設計とする。 

緊急時対策所，緊急時対策所遮蔽，緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所空気浄化フィルタユニット，空気ボンベ加圧設備（空

気ボンベ），差圧計，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び可搬式エリア放射線モニタは，中央制御室とは離れた建物に保管又は設置す

ることで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 



放管-79 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第76条 

居住性の確保（緊急時対策所） 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法2 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第7-2-3-1-2図 

【構造図】：第7-2-3-4-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（19Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 
【系統図】：第7-2-3-3-1図 

【構造図】：第7-2-3-4-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第7-2-3-4-1図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とするとともに，必要に

より当該設備の落下防止，転倒防止，固縛等の措置をとる

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備との位置的分散を図り，複数の保管場所に分散配置

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【構造図】：第7-2-3-4-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 ・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実

に接続が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第7-2-3-1-2図 

【構造図】：第7-2-3-4-1図 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・規定圧力の確認及び外観の確認が可能な設計

【配置図】：第7-2-3-1-2図 

【構造図】：第7-2-3-4-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・通常時に使用する系統から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第7-2-3-3-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計
【系統図】：第7-2-3-3-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第7-2-3-1-2図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



放管-80 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第76条 

居住性の確保（緊急時対策所） 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ） 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
・簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続ができる設計

【系統図】：第7-2-3-3-1図 

【構造図】：第7-2-3-4-1図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 ・設備が有する機能について，その代替機能を有する設計基準事故対処設備

等がない
－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
― 

緊急時対策所遮蔽 

緊急時対策所空気浄化送風機 

緊急時対策所空気浄化フィルタユニット 

空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ） 

差圧計 

酸素濃度計 

二酸化炭素濃度計 

可搬式エリア放射線モニタ 

可搬式モニタリングポスト 

電力 ― ― 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

緊急時対策所は，中央制御室から独立した建物と一体の遮蔽及び換気空調設備として，緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所

空気浄化フィルタユニット，空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ），差圧計，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び可搬式エリア放射線モ

ニタを有し，換気空調設備の電源を緊急時対策所用発電機から給電できる設計とする。これらは中央制御室に対して独立性を有した

設備により居住性を確保できる設計とする。 

緊急時対策所，緊急時対策所遮蔽，緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所空気浄化フィルタユニット，空気ボンベ加圧設備（空

気ボンベ），差圧計，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び可搬式エリア放射線モニタは，中央制御室とは離れた建物に保管又は設置す

ることで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 



放管-81 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第76条 

居住性の確保（緊急時対策所） 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

差圧計 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：緊急時対策所EL50250 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（0.0037Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・校正ガスによる機能・性能の確認（特性確認又は設計値確認）及び校正が

可能な設計
－ 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪

影

響

防

止 

系統設計 
・他の設備から独立して使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



放管-82 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第76条 

居住性の確保（緊急時対策所） 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

差圧計 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-9-4-1

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 ・設備が有する機能について，その代替機能を有する設計基準事故対処設備

等がない
－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
― 

緊急時対策所遮蔽 

緊急時対策所空気浄化送風機 

緊急時対策所空気浄化フィルタユニット 

空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ） 

差圧計 

酸素濃度計 

二酸化炭素濃度計 

可搬式エリア放射線モニタ 

可搬式モニタリングポスト 

電力 ― ― 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

緊急時対策所は，中央制御室から独立した建物と一体の遮蔽及び換気空調設備として，緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所

空気浄化フィルタユニット，空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ），差圧計，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び可搬式エリア放射線モ

ニタを有し，換気空調設備の電源を緊急時対策所用発電機から給電できる設計とする。これらは中央制御室に対して独立性を有した

設備により居住性を確保できる設計とする。 

緊急時対策所，緊急時対策所遮蔽，緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所空気浄化フィルタユニット，空気ボンベ加圧設備（空

気ボンベ），差圧計，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び可搬式エリア放射線モニタは，中央制御室とは離れた建物に保管又は設置す

ることで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 



放管-83 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第76条 

居住性の確保（緊急時対策所） 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

可搬式エリア放射線モニタ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：緊急時対策所 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第7-1-2-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（0.0037Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能がそこなわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に保管する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備との位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 
・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

【配置図】第7-1-2-1図 
操作準備 ・人力又は車両による運搬，移動が可能な設計

操作内容 ・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

状態確認 ・作動状態の確認が可能な設計

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能・性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
－ 

第
４
号 

系統の切替性 ・切り替えせずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv＊ ≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】第7-1-2-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



放管-84 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第76条 

居住性の確保（緊急時対策所） 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

可搬式エリア放射線モニタ 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若

しくは修復性を考慮し可能な限り頑健性を有する設計）

－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
― 

緊急時対策所遮蔽 

緊急時対策所空気浄化送風機 

緊急時対策所空気浄化フィルタユニット 

空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ） 

差圧計 

酸素濃度計 

二酸化炭素濃度計 

可搬式エリア放射線モニタ 

可搬式モニタリングポスト 

電力 ― ― 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

緊急時対策所は，中央制御室から独立した建物と一体の遮蔽及び換気空調設備として，緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所

空気浄化フィルタユニット，空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ），差圧計，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び可搬式エリア放射線モ

ニタを有し，換気空調設備の電源を緊急時対策所用発電機から給電できる設計とする。これらは中央制御室に対して独立性を有した

設備により居住性を確保できる設計とする。 

緊急時対策所，緊急時対策所遮蔽，緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所空気浄化フィルタユニット，空気ボンベ加圧設備（空

気ボンベ），差圧計，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び可搬式エリア放射線モニタは，中央制御室とは離れた建物に保管又は設置す

ることで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 



放管-85 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第76条 

居住性の確保（緊急時対策所） 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

可搬式モニタリングポスト 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第7-1-2-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能がそこなわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計と

するとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置を

とる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備との位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 
・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

【配置図】第7-1-2-1図 

操作準備 

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業現場の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・人力又は車両による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

操作内容 

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実

に接続が可能な設計

状態確認 ・作動状態の確認が可能な設計

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能・性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
【配置図】第7-1-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切り替えせずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊ ≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】第7-1-2-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



放管-86 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第76条 

居住性の確保（緊急時対策所） 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

可搬式モニタリングポスト 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若

しくは修復性を考慮し可能な限り頑健性を有する設計）

－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
― 

緊急時対策所遮蔽 

緊急時対策所空気浄化送風機 

緊急時対策所空気浄化フィルタユニット 

空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ） 

差圧計 

酸素濃度計 

二酸化炭素濃度計 

可搬式エリア放射線モニタ 

可搬式モニタリングポスト 

電力 ― ― 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

緊急時対策所は，中央制御室から独立した建物と一体の遮蔽及び換気空調設備として，緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所

空気浄化フィルタユニット，空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ），差圧計，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び可搬式エリア放射線モ

ニタを有し，換気空調設備の電源を緊急時対策所用発電機から給電できる設計とする。これらは中央制御室に対して独立性を有した

設備により居住性を確保できる設計とする。 

緊急時対策所，緊急時対策所遮蔽，緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所空気浄化フィルタユニット，空気ボンベ加圧設備（空

気ボンベ），差圧計，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び可搬式エリア放射線モニタは，中央制御室とは離れた建物に保管又は設置す

ることで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 



格納-1 

  島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第64条 

格納容器代替スプレイ系（常設）によ

る原子炉格納容器内の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
低圧原子炉代替注水ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：低圧原子炉代替注水

ポンプ格納槽 

   EL 700mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 
・【ポンプ】環境湿度（85％）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境湿度（85％）≦設計値（ ） 

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-3-2-3-1-5図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号と同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部には，炭素鋼及びス

テンレス鋼材料を使用する設計 

【系統図】：第8-3-2-3-3-1,2,4図 

【構造図】：第4-4-5-4-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けるような電子部品を含む制御回路は組み込まない 【構造図】：第4-4-5-4-1図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 
・想定される最も小さい有効吸込水頭において，その機能を有効に発揮でき

る設計
・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第8-3-2-3-3-1,2,4図 

【構造図】：第4-4-5-4-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第8-3-2-3-3-1,2,4図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・通常時の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作や接続により重大事

故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計

【系統図】：第8-3-2-3-3-1,2,4図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 － 



格納-2 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第64条 

格納容器代替スプレイ系（常設）によ

る原子炉格納容器内の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
低圧原子炉代替注水ポンプ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

残留熱除去系（格納容器冷却モード） 低圧原子炉代替注水ポンプ 

サプレッションチェンバ 低圧原子炉代替注水槽 

電力 非常用交流電源設備 常設代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 サプレッションチェンバ 低圧原子炉代替注水槽 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器代替スプレイ系（常設）は，残留熱除去系（格納容器冷却モード）と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，低圧

原子炉代替注水ポンプを代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備からの給電により駆動できることで，非常用所内電気設

備を経由した非常用ディーゼル発電設備からの給電により駆動する残留熱除去ポンプを用いた残留熱除去系（格納容器冷却モード）

に対して多様性を有する設計とする。 

格納容器代替スプレイ系（常設）の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を可能とすることで，非常用ディーゼル発電設備からの給

電による遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。また，格納容器代替スプレイ系（常設）の電動弁は，代替所内電気設備を経

由して給電する系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備を経由して給電する系統に対して独立

性を有する設計とする。 

また，格納容器代替スプレイ系（常設）は，低圧原子炉代替注水槽を水源とすることで，サプレッションチェンバを水源とする残留

熱除去系（格納容器冷却モード）に対して異なる水源を有する設計とする。 

低圧原子炉代替注水ポンプ及び低圧原子炉代替注水槽は，原子炉建物外の低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置することで，原

子炉建物内の残留熱除去ポンプ及びサプレッションチェンバと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計

とする。格納容器代替スプレイ系（常設）は，残留熱除去系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，水源から残留熱除去

系配管との合流点までの系統について，残留熱除去系に対して独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，格納容器代替スプレイ系（常設）は，設計基準事故対処設備である残

留熱除去系（格納容器冷却モード）に対して重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 



格納-3 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第64条 

格納容器代替スプレイ系（常設）によ

る原子炉格納容器内の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
低圧原子炉代替注水槽[水源] 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：低圧原子炉代替注水

ポンプ格納槽 

   EL 700mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85%）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-3-2-3-1-5図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し鉄筋コンクリートを使用

する設計

【系統図】：第8-3-2-3-3-1,2,4図 

【構造図】：第4-4-5-4-2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第4-4-5-4-2図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な設

計 

【系統図】：第8-3-2-3-3-1,2,4図 

【構造図】：第4-4-5-4-2図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第8-3-2-3-3-1,2,4図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・通常時の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作や接続により重大事

故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計

【系統図】：第8-3-2-3-3-1,2,4図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） ・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） 
【配置図】：第8-3-2-3-1-5図 

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



格納-4 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第64条 

格納容器代替スプレイ系（常設）によ

る原子炉格納容器内の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
低圧原子炉代替注水槽[水源] 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

残留熱除去系（格納容器冷却モード） 低圧原子炉代替注水ポンプ 

サプレッションチェンバ 低圧原子炉代替注水槽 

電力 非常用交流電源設備 常設代替交流電源設備 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 サプレッションチェンバ 低圧原子炉代替注水槽 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器代替スプレイ系（常設）は，残留熱除去系（格納容器冷却モード）と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，低圧

原子炉代替注水ポンプを代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備からの給電により駆動できることで，非常用所内電気設

備を経由した非常用ディーゼル発電設備からの給電により駆動する残留熱除去ポンプを用いた残留熱除去系（格納容器冷却モード）

に対して多様性を有する設計とする。 

格納容器代替スプレイ系（常設）の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を可能とすることで，非常用ディーゼル発電設備からの給

電による遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。また，格納容器代替スプレイ系（常設）の電動弁は，代替所内電気設備を経

由して給電する系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備を経由して給電する系統に対して独立

性を有する設計とする。 

また，格納容器代替スプレイ系（常設）は，低圧原子炉代替注水槽を水源とすることで，サプレッションチェンバを水源とする残留

熱除去系（格納容器冷却モード）に対して異なる水源を有する設計とする。 

低圧原子炉代替注水ポンプ及び低圧原子炉代替注水槽は，原子炉建物外の低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置することで，原

子炉建物内の残留熱除去ポンプ及びサプレッションチェンバと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計

とする。格納容器代替スプレイ系（常設）は，残留熱除去系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，水源から残留熱除去

系配管との合流点までの系統について，残留熱除去系に対して独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，格納容器代替スプレイ系（常設）は，設計基準事故対処設備である残

留熱除去系（格納容器冷却モード）に対して重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 



格納-5 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第64条 

格納容器代替スプレイ 系（可搬型）に

よる原子炉格納容器内の冷却 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
大量送水車 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第8-3-2-3-1-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部には鋳物を使用す

る設計

【系統図】：第8-3-2-3-3-1,2図 

【構造図】：第3-2-2-4-2図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能がそこなわれ

ることはない
【構造図】：第3-2-2-4-1図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 【系統図】：第8-3-2-3-3-1,2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第8-3-2-3-1-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-1図 

【系統図】：第8-3-2-3-3-1,2図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・分解点検又は取替が可能な設計とする。

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第8-3-2-3-3-1,2図 

【構造図】：第3-2-2-4-1,2図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第8-3-2-3-3-3図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【系統図】：第8-3-2-3-3-3図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第8-3-2-3-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



格納-6 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第64条 

格納容器代替スプレイ 系（可搬型）によ

る原子炉格納容器内の冷却 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
大量送水車 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 

・簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続できる設計

・発電用原子炉施設が相互に使用することができるように同一形状の接続方

式の設計とするとともに，同一ポンプを接続する配管は口径を統一する等，

複数の系統での接続方式を図った設計

【系統図】：第8-3-2-3-3-3図 

【構造図】：第3-2-2-4-1図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 

・建物の異なる面の隣接しない位置又は屋内及び建物面の適切に離隔した位

置に複数箇所設置する設計
【配置図】：第8-3-2-3-1-1図 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な
うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大
事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震に対しては，転倒しないことを確認する。又は必要により固縛等の処置
をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり
込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構
造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」
及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計

・生物学的事象のうちクラゲ等の海洋生物から影響を受けるおそれのある屋
外の可搬型重大事故等対処設備は，予備を有する設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-7-別添2

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 
対象設備 

残留熱除去系（格納容器冷却モード） 
低圧原子炉代替注水ポンプ 
低圧原子炉代替注水槽[水源] 

大量送水車 

可搬型ストレーナ 

電力 非常用交流電源設備 常設代替交流電源設備 ディーゼルエンジン 

空気 － － － 

油 － － － 

冷却水 － － － 

水源 サプレッションチェンバ 低圧原子炉代替注水槽 代替淡水源 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，残留熱除去系（格納容器冷却モード）及び格納容器代替スプレイ系（常設）と共通要因によって同時に機能を損な

わないよう，大量送水車をディーゼルエンジンにより駆動することで，電動機駆動ポンプにより構成される残留熱除去系（格納容器冷却モード）及び格納

容器代替スプレイ系（常設）に対して多様性を有する設計とする。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を可能とすることで，非常用ディーゼル発電設備からの給電による遠隔操作に

対して多様性を有する設計とする。また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）の電動弁は，代替所内電気設備を経由して給電する系統において，独立した

電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備を経由して給電する系統に対して独立性を有する設計とする。 

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，代替淡水源を水源とすることで，サプレッションチェンバを水源とする残留熱除去系（格納容器冷却モード）

及び低圧原子炉代替注水槽を水源とする格納容器代替スプレイ系（常設）に対して異なる水源を有する設計とする。 大量送水車は，原子炉建物及び原子炉

建物外の低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽から離れた屋外に分散して保管することで，原子炉建物内の残留熱除去ポンプ及び原子炉建物外の低圧原子炉代

替注水ポンプ格納槽内の低圧原子炉代替注水ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。大量送水車の接続口は，

共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，残

留熱除去系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，水源から残留熱除去系配管との合流点までの系統について，残留熱除去系に対して独立性を

有する設計とする。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，設計基準事故対処設備である残留熱除去系（格納容

器冷却モード）に対して重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 



格納-7 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第64条 

格納容器代替スプレイ 系（可搬型）に

よる原子炉格納容器内の冷却 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
可搬型ストレーナ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第8-3-2-3-1-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部にはステンレス系

材料を使用する設計

【系統図】：第8-3-2-3-3-1,2図 

【構造図】：第3-2-2-4-3図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第3-2-2-4-3図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第8-3-2-3-1-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-3図 

【系統図】：第8-3-2-3-3-1,2図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・差圧確認が可能な設計とする。

・内部の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第8-3-2-3-3-1,2図 

【構造図】：第3-2-2-4-3図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第8-3-2-3-3-1,2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の系統から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第8-3-2-3-3-1,2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第8-3-2-3-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



格納-8 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第64条 

格納容器代替スプレイ 系（可搬型）によ

る原子炉格納容器内の冷却 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
可搬型ストレーナ 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（常設設備と接続しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震に対しては，転倒しないことを確認する。又は必要により固縛等の処置

をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり

込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構

造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計

・生物学的事象のうちクラゲ等の海洋生物から影響を受けるおそれのある屋

外の可搬型重大事故等対処設備は，予備を有する設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-7-別添2

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 
対象設備 

残留熱除去系（格納容器冷却モード） 
低圧原子炉代替注水ポンプ 
低圧原子炉代替注水槽[水源] 

大量送水車 

可搬型ストレーナ 

電力 非常用交流電源設備 常設代替交流電源設備 ディーゼルエンジン 

空気 － － － 

油 － － － 

冷却水 － － － 

水源 サプレッションチェンバ 低圧原子炉代替注水槽 代替淡水源 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，残留熱除去系（格納容器冷却モード）及び格納容器代替スプレイ系（常設）と共通要因によって同時に機能を損な

わないよう，大量送水車をディーゼルエンジンにより駆動することで，電動機駆動ポンプにより構成される残留熱除去系（格納容器冷却モード）及び格納

容器代替スプレイ系（常設）に対して多様性を有する設計とする。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を可能とすることで，非常用ディーゼル発電設備からの給電による遠隔操作に

対して多様性を有する設計とする。また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）の電動弁は，代替所内電気設備を経由して給電する系統において，独立した

電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備を経由して給電する系統に対して独立性を有する設計とする。 

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，代替淡水源を水源とすることで，サプレッションチェンバを水源とする残留熱除去系（格納容器冷却モード）

及び低圧原子炉代替注水槽を水源とする格納容器代替スプレイ系（常設）に対して異なる水源を有する設計とする。 大量送水車は，原子炉建物及び原子炉

建物外の低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽から離れた屋外に分散して保管することで，原子炉建物内の残留熱除去ポンプ及び原子炉建物外の低圧原子炉代

替注水ポンプ格納槽内の低圧原子炉代替注水ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。大量送水車の接続口は，

共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，残

留熱除去系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，水源から残留熱除去系配管との合流点までの系統について，残留熱除去系に対して独立性を

有する設計とする。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，設計基準事故対処設備である残留熱除去系（格納容

器冷却モード）に対して重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 



格納-9 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第64条 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）

による原子炉格納容器内の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃（事象初期：100℃））≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL1300㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-3-2-1-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-2-1-2-2,4図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 3-4-4図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設備区画の止水対策等を実施する方針

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 ・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第8-3-2-1-2-2,4図 

【構造図】：第 3-4-4図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第8-3-2-1-2-2,4図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第8-3-2-1-2-2,4図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 － 



格納-10 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第64条 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）

による原子炉格納容器内の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去ポンプ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（残留熱除去系（格納容器冷却モード）） 
残留熱除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

（サプレッションチェンバ） サプレッションチェンバ[水源] 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



格納-11 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第64条 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）

による原子炉格納容器内の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去系熱交換器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃（事象初期：100℃））≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL23800㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-3-2-1-1-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（50kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-2-1-2-2,4図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 3-4-3図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設備区画の止水対策等を実施する方針

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-2-1-2-2,4図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第8-3-2-1-2-2,4図 

【構造図】：第 3-4-3図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第8-3-2-1-2-2,4図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第8-3-2-1-2-2,4図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



格納-12 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第64条 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）

による原子炉格納容器内の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去系熱交換器 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（残留熱除去系（格納容器冷却モード）） 
残留熱除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

（サプレッションチェンバ） サプレッションチェンバ[水源] 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



格納-13 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第64条 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）

による原子炉格納容器内の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
サプレッションチェンバ[水源] 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法5 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法3 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-1-1-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3項 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 ・海水を通水しない

【系統図】：第8-3-2-1-2-2,4図 

【配置図】：第 7-1-1図（既工事計

画書） 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【配置図】：第 7-1-1図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 
【構造図】：第 7-1-1図（既工事計

画書） 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な設

計 

・全体漏えい率試験が可能な設計

【系統図】：第8-3-2-1-2-2,4図 

【構造図】：第 7-1-1図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第8-3-2-1-2-2,4図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計

【系統図】：第8-3-2-1-2-2,4図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



格納-14 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第64条 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）

による原子炉格納容器内の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
サプレッションチェンバ[水源] 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（残留熱除去系（格納容器冷却モード）） 
残留熱除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

（サプレッションチェンバ） サプレッションチェンバ［水源］ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



格納-15 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第64条 

残留熱除去（サプレッションプール水

冷却モード）による原子炉格納容器内

の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃（事象初期：100℃））≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL1300㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-3-2-2-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-2-2-2-1,2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 3-4-4図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設備区画の止水対策等を実施する方針

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 ・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第8-3-2-2-2-1,2図 

【構造図】：第 3-4-4図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第8-3-2-2-2-1,2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第8-3-2-2-2-1,2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 － 



格納-16 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第64条 

残留熱除去（サプレッションプール水

冷却モード）による原子炉格納容器内

の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去ポンプ 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）） 
残留熱除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

（サプレッションチェンバ） サプレッションチェンバ[水源] 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



格納-17 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第64条 

残留熱除去（サプレッションプール水

冷却モード）による原子炉格納容器内

の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去系熱交換器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃（事象初期：100℃））≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL23800㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-3-2-2-1-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（50kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-2-2-2-1,2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 3-4-3図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設備区画の止水対策等を実施する方針

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-2-2-2-1,2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第8-3-2-2-2-1,2図 

【構造図】：第 3-4-3図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第8-3-2-2-2-1,2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第8-3-2-2-2-1,2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



格納-18 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第64条 

残留熱除去（サプレッションプール水

冷却モード）による原子炉格納容器内

の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去系熱交換器 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）） 
残留熱除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

（サプレッションチェンバ） サプレッションチェンバ[水源] 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



格納-19 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第64条 

残留熱除去（サプレッションプール水

冷却モード）による原子炉格納容器内

の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
サプレッションチェンバ[水源] 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法5 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法3 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-1-1-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3項 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 ・海水を通水しない

【系統図】：第8-3-2-2-2-1～2図 

【配置図】：第 7-1-1図（既工事計

画書） 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【配置図】：第 7-1-1図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 
【構造図】：第 7-1-1図（既工事計

画書） 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な設

計 

・全体漏えい率試験が可能な設計

【系統図】：第8-3-2-2-2-1,2図 

【構造図】：第 7-1-1図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第8-3-2-2-2-1,2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計

【系統図】：第8-3-2-2-2-1,2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



格納-20 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第64条 

残留熱除去（サプレッションプール水

冷却モード）による原子炉格納容器内

の冷却 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
サプレッションチェンバ[水源] 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共有しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）） 
残留熱除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

（サプレッションチェンバ） サプレッションチェンバ［水源］ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



格納-21 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第65条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタスクラバ容器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度(60℃)≦設計値( ) 

【設置場所】：第１ベントフィルタ

格納槽 EL 2700mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力(大気圧)≦設計値( ) 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度(85％)≦設計値( ) 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-3-5-1-1-7図 

放射線（機器） ・環境放射線（1.4MGy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

項 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第１項第６号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-5-1-3-2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第8-3-5-1-4-3図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物等内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災の波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」

に基づき設計 

・溢水の波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-5-1-3-2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける。又は外観の確認が可能な設

計 

【系統図】：第8-3-5-1-3-2図 

【構造図】：第8-3-5-1-4-3図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第8-3-5-1-3-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすること，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計

【系統図】：第8-3-5-1-3-2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



格納-22 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第65条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタスクラバ容器 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若し

くは修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を有する設計） 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 ・Ⅵ-1-1-9 

火災 ・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

残留熱代替除去系及び格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，原理の異なる冷却及び格納容

器内の減圧手段を用いることで多様性を有する設計とする。 

格納容器フィルタベント系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電により駆動できる設計とする。また，格納容器フィルタベント系は，可搬型代替交流電源設備又は人力により排出経路に設置

される隔離弁を操作できる設計とすることで，残留熱代替除去系に対して駆動源の多様性を有する設計とする。 

残留熱代替除去系の残留熱代替除去ポンプは原子炉建物付属棟内に，残留熱除去系熱交換器及びサプレッションチェンバは原子炉建

物原子炉棟内に設置し，格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は

第１ベントフィルタ格納槽内に，圧力開放板は原子炉建物近傍の屋外に設置することで共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う位置的分散を図る設計とする。 

残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，流路を分離することで独立性を

有する設計とする。これらの多様性及び流路の独立性並びに位置的分散によって，残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系は，

互いに重大事故等対処設備として，可能な限りの独立性を有する設計とする。 

  



格納-23 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第65条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度(60℃)≦設計値( ) 

【設置場所】：第１ベントフィルタ

格納槽 EL 2700mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力(大気圧)≦設計値( ) 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度(85％)≦設計値( ) 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-3-5-1-1-7図 

放射線（機器） ・環境放射線（290kGy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

項 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第１項第６号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-5-1-3-2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第8-3-5-1-4-4図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図

られた建物等内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災の波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」

に基づき設計 

・溢水の波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-5-1-3-2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける。又は外観の確認が可能な設

計 

・銀ゼオライトの性能試験が可能な設計

【系統図】：第8-3-5-1-3-2図 

【構造図】：第8-3-5-1-4-4図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第8-3-5-1-3-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすること，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計

【系統図】：第8-3-5-1-3-2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



格納-24 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第65条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若し

くは修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を有する設計）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 ・Ⅵ-1-1-9

火災 ・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

残留熱代替除去系及び格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，原理の異なる冷却及び格納容

器内の減圧手段を用いることで多様性を有する設計とする。 

格納容器フィルタベント系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電により駆動できる設計とする。また，格納容器フィルタベント系は，可搬型代替交流電源設備又は人力により排出経路に設置

される隔離弁を操作できる設計とすることで，残留熱代替除去系に対して駆動源の多様性を有する設計とする。 

残留熱代替除去系の残留熱代替除去ポンプは原子炉建物付属棟内に，残留熱除去系熱交換器及びサプレッションチェンバは原子炉建

物原子炉棟内に設置し，格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は

第１ベントフィルタ格納槽内に，圧力開放板は原子炉建物近傍の屋外に設置することで共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う位置的分散を図る設計とする。 

残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，流路を分離することで独立性を

有する設計とする。これらの多様性及び流路の独立性並びに位置的分散によって，残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系は，

互いに重大事故等対処設備として，可能な限りの独立性を有する設計とする。 



格納-25 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第65条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
圧力開放板 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度(40℃)≦設計値( ) 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力(大気圧)≦設計値( ) 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度(100％)≦設計値( ) 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【構造図】：第8-3-5-1-4-2図 

【配置図】：第8-3-5-1-2-11図 

放射線（機器） ・環境放射線（62Gy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

項 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第１項第６号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-5-1-3-2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第8-3-5-1-4-2図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設

計 

・積雪の影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる。

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災の波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」

に基づき設計 

・溢水の波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-5-1-3-2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・取替が可能な設計
【系統図】：第8-3-5-1-3-2図 

【構造図】：第8-3-5-1-4-2図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第8-3-5-1-3-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすること，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計

【系統図】：第8-3-5-1-3-2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



格納-26 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第65条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
圧力開放板 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若し

くは修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を有する設計）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 ・Ⅵ-1-1-9

火災 ・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

残留熱代替除去系及び格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，原理の異なる冷却及び格納容

器内の減圧手段を用いることで多様性を有する設計とする。 

格納容器フィルタベント系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電により駆動できる設計とする。また，格納容器フィルタベント系は，可搬型代替交流電源設備又は人力により排出経路に設置

される隔離弁を操作できる設計とすることで，残留熱代替除去系に対して駆動源の多様性を有する設計とする。 

残留熱代替除去系の残留熱代替除去ポンプは原子炉建物付属棟内に，残留熱除去系熱交換器及びサプレッションチェンバは原子炉建

物原子炉棟内に設置し，格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は

第１ベントフィルタ格納槽内に，圧力開放板は原子炉建物近傍の屋外に設置することで共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う位置的分散を図る設計とする。 

残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，流路を分離することで独立性を

有する設計とする。これらの多様性及び流路の独立性並びに位置的分散によって，残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系は，

互いに重大事故等対処設備として，可能な限りの独立性を有する設計とする。 



格納-27 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第65条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
遠隔手動弁操作機構 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度(55℃)≦設計値( ) 

【設置場所】：原子炉建物付属棟 

EL 15300，EL 23800， 

EL 34800 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力(大気圧)≦設計値( ) 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度(85％)≦設計値( ) 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） （設置許可系統図）第9.3－3図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

項 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第１項第６号に同じ － 

海水 －（考慮不要） （設置許可系統図）第9.3－3図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する。 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災の波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」

に基づき設計 

・溢水の波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） （設置許可系統図）第9.3－3図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能の確認が可能な設計

・分解点検が可能な設計

・規定トルクによる開閉試験が可能な設計

－ 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
（設置許可系統図）第9.3－3図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすること，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計

（設置許可系統図）第9.3－3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断ＬＯＣＡ）＋ＥＣＣＳ注水機能喪失＋全交流

動力電源喪失の屋内現場操作 

（設置許可系統図）第9.3－3図 

・Ⅵ-1-1-7 第2.3項



格納-28 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第65条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
遠隔手動弁操作機構 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
－（容量等に該当しない） － 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若し

くは修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を有する設計）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 ・Ⅵ-1-1-9

火災 ・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

残留熱代替除去系及び格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，原理の異なる冷却及び格納容

器内の減圧手段を用いることで多様性を有する設計とする。 

格納容器フィルタベント系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電により駆動できる設計とする。また，格納容器フィルタベント系は，可搬型代替交流電源設備又は人力により排出経路に設置

される隔離弁を操作できる設計とすることで，残留熱代替除去系に対して駆動源の多様性を有する設計とする。 

残留熱代替除去系の残留熱代替除去ポンプは原子炉建物付属棟内に，残留熱除去系熱交換器及びサプレッションチェンバは原子炉建

物原子炉棟内に設置し，格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は

第１ベントフィルタ格納槽内に，圧力開放板は原子炉建物近傍の屋外に設置することで共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う位置的分散を図る設計とする。 

残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，流路を分離することで独立性を

有する設計とする。これらの多様性及び流路の独立性並びに位置的分散によって，残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系は，

互いに重大事故等対処設備として，可能な限りの独立性を有する設計とする。 



格納-29 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第65条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
可搬式窒素供給装置 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度(40℃)≦設計値( ) 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力(大気圧)≦設計値( ) 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度(100％)≦設計値( ) 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【構造図】：第8-3-3-3-4-1図 

【配置図】：第8-3-5-1-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

項 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第１項第６号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-5-1-3-1,2図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
【構造図】：第8-3-3-3-4-1図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設

計とするとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置

をとる 

・積雪の影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる。

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り，複数個所に分散保管

・地震により生じる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災の波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水の波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-5-1-3-1,2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動ができる設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能な設計

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作による操作が可能な設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【系統図】：第8-3-5-1-3-1,2図 

【構造図】：第8-3-3-3-4-1図 

【配置図】：第8-3-5-1-1-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・分解点検又は取替が可能な設計

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計

【系統図】：第8-3-5-1-3-1,2図 

【構造図】：第8-3-3-3-4-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第8-3-5-1-3-1,2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とするにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

【系統図】：第8-3-5-1-3-1,2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断ＬＯＣＡ）＋ＥＣＣＳ注水機能喪失＋全交流

動力電源喪失の屋外現場操作 

【配置図】：第8-3-5-1-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7 第2.3項

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



格納-30 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第65条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
可搬式窒素供給装置 

第
５
４
条 
 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 

・簡便な接続方式等を用い，容易かつ確実に接続できる設計 

・複数の系統での接続方式の統一を図った設計 

【系統図】：第8-3-5-1-3-1,2図 

【構造図】：第8-3-3-3-4-1図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 

・建物の異なる面の隣接しない位置又は屋内及び建物面の適切に離隔した位

置に複数箇所設置する設計 
－ 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若し

くは修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を有する設計） 

・Ⅵ-1-1-3 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

・Ⅵ-1-1-7-別添2 

溢水 ・Ⅵ-1-1-9 

火災 ・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

残留熱代替除去系及び格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，原理の異なる冷却及び格納容

器内の減圧手段を用いることで多様性を有する設計とする。 

格納容器フィルタベント系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電により駆動できる設計とする。また，格納容器フィルタベント系は，可搬型代替交流電源設備又は人力により排出経路に設置

される隔離弁を操作できる設計とすることで，残留熱代替除去系に対して駆動源の多様性を有する設計とする。 

残留熱代替除去系の残留熱代替除去ポンプは原子炉建物付属棟内に，残留熱除去系熱交換器及びサプレッションチェンバは原子炉建

物原子炉棟内に設置し，格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は

第１ベントフィルタ格納槽内に，圧力開放板は原子炉建物近傍の屋外に設置することで共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う位置的分散を図る設計とする。 

残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，流路を分離することで独立性を

有する設計とする。これらの多様性及び流路の独立性並びに位置的分散によって，残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系は，

互いに重大事故等対処設備として，可能な限りの独立性を有する設計とする。 
  



格納-31 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第65条 

残留熱代替除去系による原子炉格納容

器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱代替除去ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 
・【ポンプ】環境温度(66℃)≦設計値( ) 

・【モータ】環境温度(66℃)≦設計値( ) 

【設置場所】：原子炉建物付属棟 

EL 1300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力(大気圧)≦設計値( ) 

・【モータ】環境圧力(大気圧)≦設計値( ) 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】： 

[ポンプ]圧力評価手法1 

[モータ]圧力評価手法4 

湿度 ・環境湿度(85％)≦設計値( ) 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】第8-3-2-6-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（17kGy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

項 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】第8-3-2-6-3-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けるような電子部品を含む制御回路は組み込まない 【構造図】第8-3-2-6-4-1図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 
・想定される最も小さい有効吸込水頭において，その機能を有効に発揮でき

る設計
・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】第8-3-2-6-3-1図 

【構成図】第8-3-2-6-4-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】第8-3-2-6-3-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・通常時の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作や接続により重大事

故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計

【系統図】第8-3-2-6-3-1図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 － 



格納-32 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第65条 

残留熱代替除去系による原子炉格納容

器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱代替除去ポンプ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若し

くは修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を有する設計）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 ・Ⅵ-1-1-9

火災 ・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

残留熱代替除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

移動式代替熱交換設備 

大型送水ポンプ車 

移動式代替熱交換設備ストレーナ 

サプレッションチェンバ[水源] 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

残留熱代替除去系及び格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，原理の異なる冷却及び格納容

器内の減圧手段を用いることで多様性を有する設計とする。 

残留熱代替除去系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備からの給電により駆動できる設計とする。 

残留熱代替除去系に使用する原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，格納容器フィルタベント系か

ら離れた屋外に分散して保管することで，格納容器フィルタベント系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を

図る設計とする。移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止するた

め，互いに異なる複数箇所に設置し，かつ格納容器フィルタベント系との隔離を考慮した設計とする。残留熱代替除去系の残留熱代

替除去ポンプは原子炉建物付属棟内に，残留熱除去系熱交換器及びサプレッションチェンバは原子炉建物原子炉棟内に設置し，格納

容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は第１ベントフィルタ格納槽内

に，圧力開放板は原子炉建物近傍の屋外に設置することで共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とす

る。 

残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，流路を分離することで独立性を

有する設計とする。 これらの多様性及び流路の独立性並びに位置的分散によって，残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系

は，互いに重大事故等対処設備として，可能な限りの独立性を有する設計とする。 



格納-33 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第65条 

残留熱代替除去系による原子炉格納容

器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去系熱交換器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃（事象初期：100℃））≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL23800㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-3-2-6-1-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（50kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-2-6-3-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 3-4-3図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設備区画の止水対策等を実施する方針

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-2-6-3-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第8-3-2-6-3-1図 

【構造図】：第 3-4-3図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第8-3-2-6-3-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第8-3-2-6-3-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



格納-34 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第65条 

残留熱代替除去系による原子炉格納容

器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
残留熱除去系熱交換器 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若し

くは修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を有する設計） 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 ・Ⅵ-1-1-9 

火災 ・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

残留熱代替除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

移動式代替熱交換設備 

大型送水ポンプ車 

移動式代替熱交換設備ストレーナ 

サプレッションチェンバ[水源] 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

残留熱代替除去系及び格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，原理の異なる冷却及び格納容

器内の減圧手段を用いることで多様性を有する設計とする。 

残留熱代替除去系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備からの給電により駆動できる設計とする。 

残留熱代替除去系に使用する原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，格納容器フィルタベント系か

ら離れた屋外に分散して保管することで，格納容器フィルタベント系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を

図る設計とする。移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止するた

め，互いに異なる複数箇所に設置し，かつ格納容器フィルタベント系との隔離を考慮した設計とする。残留熱代替除去系の残留熱代

替除去ポンプは原子炉建物付属棟内に，残留熱除去系熱交換器及びサプレッションチェンバは原子炉建物原子炉棟内に設置し，格納

容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は第１ベントフィルタ格納槽内

に，圧力開放板は原子炉建物近傍の屋外に設置することで共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とす

る。 

残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，流路を分離することで独立性を

有する設計とする。 これらの多様性及び流路の独立性並びに位置的分散によって，残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系

は，互いに重大事故等対処設備として，可能な限りの独立性を有する設計とする。 

  



格納-35 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第65条 

残留熱代替除去系による原子炉格納容

器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
サプレッションチェンバ[水源] 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法5 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法3 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-1-1-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3項 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 ・海水を通水しない

【系統図】：第8-3-2-6-3-1～4図 

【配置図】：第 7-1-1図（既工事計

画書） 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【配置図】：第 7-1-1図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 
【構造図】：第 7-1-1図（既工事計

画書） 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な設

計 

・全体漏えい率試験が可能な設計

【系統図】：第8-3-2-6-3-1～4図 

【構造図】：第 7-1-1図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第8-3-2-6-3-1～4図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計

【系統図】：第8-3-2-6-3-1～4図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



格納-36 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第65条 

残留熱代替除去系による原子炉格納容

器内の減圧及び除熱 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
サプレッションチェンバ[水源] 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 ・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若し

くは修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を有する設計）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 ・Ⅵ-1-1-9

火災 ・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

残留熱代替除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

移動式代替熱交換設備 

大型送水ポンプ車 

移動式代替熱交換設備ストレーナ 

サプレッションチェンバ[水源] 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

残留熱代替除去系及び格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，原理の異なる冷却及び格納容

器内の減圧手段を用いることで多様性を有する設計とする。 

残留熱代替除去系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備からの給電により駆動できる設計とする。 

残留熱代替除去系に使用する原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，格納容器フィルタベント系か

ら離れた屋外に分散して保管することで，格納容器フィルタベント系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を

図る設計とする。移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止するた

め，互いに異なる複数箇所に設置し，かつ格納容器フィルタベント系との隔離を考慮した設計とする。残留熱代替除去系の残留熱代

替除去ポンプは原子炉建物付属棟内に，残留熱除去系熱交換器及びサプレッションチェンバは原子炉建物原子炉棟内に設置し，格納

容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は第１ベントフィルタ格納槽内

に，圧力開放板は原子炉建物近傍の屋外に設置することで共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とす

る。 

残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，流路を分離することで独立性を

有する設計とする。 これらの多様性及び流路の独立性並びに位置的分散によって，残留熱代替除去系と格納容器フィルタベント系

は，互いに重大事故等対処設備として，可能な限りの独立性を有する設計とする。 



格納-37 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第66条 

ペデスタル代替注水系（常設）による

原子炉格納容器下部への注水 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
低圧原子炉代替注水ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：低圧原子炉代替注水

ポンプ格納槽 

EL 700mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】： 

[ポンプ]圧力評価手法1 

[モータ]圧力評価手法1 

湿度 
・【ポンプ】環境湿度（85％）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境湿度（85％）≦設計値（ ） 

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-3-2-4-1-5図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号と同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部には，炭素鋼及びス

テンレス鋼材料を使用する設計 

【系統図】：第8-3-2-4-3-1,2,4図 

【構造図】：第4-4-5-4-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けるような電子部品を含む制御回路は組み込まない 【構造図】：第4-4-5-4-1図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 
・想定される最も小さい有効吸込水頭において，その機能を有効に発揮でき

る設計
・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第8-3-2-4-3-1,2,4図 

【構造図】：第4-4-5-4-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第8-3-2-4-3-1,2,4図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・通常時の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作や接続により重大事

故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計

【系統図】：第8-3-2-4-3-1,2,4図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 － 



格納-38 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第66条 

ペデスタル代替注水系（常設）による

原子炉格納容器下部への注水 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
低圧原子炉代替注水ポンプ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若し

くは修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を有する設計）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 ・Ⅵ-1-1-9

火災 ・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

コリウムシールド 

低圧原子炉代替注水槽[水源] 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

ペデスタル代替注水系（常設），ペデスタル代替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，共通要因によって同時

に機能を損なわないよう，ペデスタル代替注水系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプを代替所内電気設備を経由した常設代替交流

電源設備からの給電による電動機駆動とし，ペデスタル代替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）の大量送水車

をディーゼルエンジンによる駆動とすることで，多様性を有する設計とする。 

ペデスタル代替注水系（常設）の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を可能とすることで，常設代替交流電源設備又は可搬型代替

交流電源設備からの給電による遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。また，ペデスタル代替注水系（常設）の電動弁は，代

替所内電気設備を経由して給電する系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備を経由して給電す

る系統に対して独立性を有する設計とする。 

また，ペデスタル代替注水系（常設）は低圧原子炉代替注水槽を水源とすることで，代替淡水源を水源とするペデスタル代替注水系

（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）に対して，異なる水源を有する設計とする。 

低圧原子炉代替注水ポンプは，原子炉建物外の低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置し，大量送水車は原子炉建物外の低圧原子

炉代替注水ポンプ格納槽から離れた屋外に分散して保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図

る設計とする。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，ペデスタル代替注水系（常設）並びにペデスタル代替注水系（可搬型）

及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，互いに重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 



格納-39 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第66条 

ペデスタル代替注水系（常設）による

原子炉格納容器下部への注水 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
コリウムシールド 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉格納容器 

EL 6400mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法4 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） （設置許可系統図）第9.4－1図 

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3項 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・淡水だけでなく海水も使用することから，海水の影響を考慮した ZrO2を使

用する設計

【系統図】：第8-3-2-4-3-1,2図 

（設置許可系統図）第9.4－1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・外観の確認が可能な設計 （設置許可系統図）第9.4－1図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可系統図）第9.4－1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



格納-40 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第66条 

ペデスタル代替注水系（常設）による

原子炉格納容器下部への注水 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
コリウムシールド 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
－（容量等に該当しない） － 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 ・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若し

くは修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を有する設計）

－ 
溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

コリウムシールド 

低圧原子炉代替注水槽[水源] 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

ペデスタル代替注水系（常設），ペデスタル代替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，共通要因によって同時

に機能を損なわないよう，ペデスタル代替注水系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプを代替所内電気設備を経由した常設代替交流

電源設備からの給電による電動機駆動とし，ペデスタル代替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）の大量送水車

をディーゼルエンジンによる駆動とすることで，多様性を有する設計とする。 

ペデスタル代替注水系（常設）の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を可能とすることで，常設代替交流電源設備又は可搬型代替

交流電源設備からの給電による遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。また，ペデスタル代替注水系（常設）の電動弁は，代

替所内電気設備を経由して給電する系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備を経由して給電す

る系統に対して独立性を有する設計とする。 

また，ペデスタル代替注水系（常設）は低圧原子炉代替注水槽を水源とすることで，代替淡水源を水源とするペデスタル代替注水系

（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）に対して，異なる水源を有する設計とする。 

低圧原子炉代替注水ポンプは，原子炉建物外の低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置し，大量送水車は原子炉建物外の低圧原子

炉代替注水ポンプ格納槽から離れた屋外に分散して保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図

る設計とする。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，ペデスタル代替注水系（常設）並びにペデスタル代替注水系（可搬型）

及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，互いに重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 



格納-41 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第66条 

ペデスタル代替注水系（常設）による

原子炉格納容器下部への注水 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
低圧原子炉代替注水槽[水源] 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：低圧原子炉代替注水

ポンプ格納槽 

EL 700mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85%）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-3-2-4-1-5図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し鉄筋コンクリートを使用

する設計

【系統図】：第8-3-2-4-3-1,2,4図 

【構造図】：第4-4-5-4-2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第4-4-5-4-2図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な設

計 

【系統図】：第8-3-2-4-3-1,2,4図 

【構造図】：第4-4-5-4-2図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第8-3-2-4-3-1,2,4図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・通常時の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作や接続により重大事

故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計

【系統図】：第8-3-2-4-3-1,2,4図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） ・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



格納-42 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第66条 

ペデスタル代替注水系（常設）による

原子炉格納容器下部への注水 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
低圧原子炉代替注水槽[水源] 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若し

くは修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を有する設計）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 ・Ⅵ-1-1-9

火災 ・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

コリウムシールド 

低圧原子炉代替注水槽[水源] 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

ペデスタル代替注水系（常設），ペデスタル代替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，共通要因によって同時

に機能を損なわないよう，ペデスタル代替注水系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプを代替所内電気設備を経由した常設代替交流

電源設備からの給電による電動機駆動とし，ペデスタル代替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）の大量送水車

をディーゼルエンジンによる駆動とすることで，多様性を有する設計とする。 

ペデスタル代替注水系（常設）の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を可能とすることで，常設代替交流電源設備又は可搬型代替

交流電源設備からの給電による遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。また，ペデスタル代替注水系（常設）の電動弁は，代

替所内電気設備を経由して給電する系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備を経由して給電す

る系統に対して独立性を有する設計とする。 

また，ペデスタル代替注水系（常設）は低圧原子炉代替注水槽を水源とすることで，代替淡水源を水源とするペデスタル代替注水系

（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）に対して，異なる水源を有する設計とする。 

低圧原子炉代替注水ポンプは，原子炉建物外の低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置し，大量送水車は原子炉建物外の低圧原子

炉代替注水ポンプ格納槽から離れた屋外に分散して保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図

る設計とする。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，ペデスタル代替注水系（常設）並びにペデスタル代替注水系（可搬型）

及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，互いに重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 



格納-43 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第66条 

ペデスタル代替注水系（可搬型）によ

る原子炉格納容器下部への注水 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
大量送水車 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第8-3-2-4-1-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部には鋳物を使用す

る設計

【系統図】：第8-3-2-4-3-1,2図 

【構造図】：第3-2-2-4-2図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能がそこなわれ

ることはない
【構造図】：第3-2-2-4-1図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 【系統図】：第8-3-2-4-3-1,2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第8-3-2-4-1-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-1図 

【系統図】：第8-3-2-4-3-1,2図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・分解点検又は取替が可能な設計とする。

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第8-3-2-4-3-1,2図 

【構造図】：第3-2-2-4-1,2図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第8-3-2-4-3-3図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【系統図】：第8-3-2-4-3-3図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第8-3-2-4-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



格納-44 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第66条 

ペデスタル代替注水系（可搬型）による

原子炉格納容器下部への注水 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
大量送水車 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 

・簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続できる設計

・発電用原子炉施設が相互に使用することができるように同一形状の接続方

式の設計とするとともに，同一ポンプを接続する配管は口径を統一する等，

複数の系統での接続方式を図った設計

【系統図】：第8-3-2-4-3-3図 

【構造図】：第3-2-2-4-1図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 

・建物の異なる面の隣接しない位置又は屋内及び建物面の適切に離隔した位

置に複数箇所設置する設計
【配置図】：第8-3-2-4-1-1図 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 ・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若し

くは修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を有する設計）

・Ⅵ-1-1-7-別添1
溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

低圧原子炉代替注水槽[水源] 

大量送水車 

可搬型ストレーナ 

コリウムシールド 

電力 － 常設代替交流電源設備 ディーゼルエンジン 

空気 － － － 

油 － － － 

冷却水 － － － 

水源 － 低圧原子炉代替注水槽 代替淡水源 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

ペデスタル代替注水系（常設），ペデスタル代替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，共通要因によって同時

に機能を損なわないよう，ペデスタル代替注水系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプを代替所内電気設備を経由した常設代替交流

電源設備からの給電による電動機駆動とし，ペデスタル代替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）の大量送水車

をディーゼルエンジンによる駆動とすることで，多様性を有する設計とする。 

また，ペデスタル代替注水系（常設）は低圧原子炉代替注水槽を水源とすることで，代替淡水源を水源とするペデスタル代替注水系

（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）に対して，異なる水源を有する設計とする。 

低圧原子炉代替注水ポンプは，原子炉建物外の低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置し，大量送水車は原子炉建物外の低圧原子

炉代替注水ポンプ格納槽から離れた屋外に分散して保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図

る設計とする。 

ペデスタル代替注水系（可搬型）の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を可能とすることで，常設代替交流電源設備又は可搬型代

替交流電源設備からの給電による遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。また，ペデスタル代替注水系（可搬型）の電動弁は， 

代替所内電気設備を経由して給電する系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備を経由して給電

する系統に対して独立性を有する設計とする。 

大量送水車の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とす

る。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，ペデスタル代替注水系（常設）並びにペデスタル代替注水系（可搬型）

及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，互いに重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 



格納-45 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第66条 

ペデスタル代替注水系（可搬型）によ

る原子炉格納容器下部への注水 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
可搬型ストレーナ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第8-3-2-4-1-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部にはステンレス系

材料を使用する設計

【系統図】：第8-3-2-4-3-1,2図 

【構造図】：第3-2-2-4-3図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第3-2-2-4-3図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第8-3-2-4-1-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-3図 

【系統図】：第8-3-2-4-3-1,2図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・差圧確認が可能な設計とする。

・内部の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第8-3-2-4-3-1,2図 

【構造図】：第3-2-2-4-3図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第8-3-2-4-3-1,2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の系統から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第8-3-2-4-3-1,2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第8-3-2-4-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



格納-46 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第66条 

ペデスタル代替注水系（可搬型）による

原子炉格納容器下部への注水 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
可搬型ストレーナ 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（常設設備と接続しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 ・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若し

くは修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を有する設計）

・Ⅵ-1-1-7-別添1
溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照
－ 

設計基準事故対処設備等 常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

低圧原子炉代替注水槽[水源] 

大量送水車 

可搬型ストレーナ 

コリウムシールド 

電力 － 常設代替交流電源設備 ディーゼルエンジン 

空気 － － － 

油 － － － 

冷却水 － － － 

水源 － 低圧原子炉代替注水槽 代替淡水源 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

ペデスタル代替注水系（常設），ペデスタル代替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，共通要因によって同時

に機能を損なわないよう，ペデスタル代替注水系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプを代替所内電気設備を経由した常設代替交流

電源設備からの給電による電動機駆動とし，ペデスタル代替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）の大量送水車

をディーゼルエンジンによる駆動とすることで，多様性を有する設計とする。 

また，ペデスタル代替注水系（常設）は低圧原子炉代替注水槽を水源とすることで，代替淡水源を水源とするペデスタル代替注水系

（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）に対して，異なる水源を有する設計とする。 

低圧原子炉代替注水ポンプは，原子炉建物外の低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置し，大量送水車は原子炉建物外の低圧原子

炉代替注水ポンプ格納槽から離れた屋外に分散して保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図

る設計とする。 

ペデスタル代替注水系（可搬型）の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を可能とすることで，常設代替交流電源設備又は可搬型代

替交流電源設備からの給電による遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。また，ペデスタル代替注水系（可搬型）の電動弁は， 

代替所内電気設備を経由して給電する系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備を経由して給電

する系統に対して独立性を有する設計とする。 

大量送水車の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とす

る。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，ペデスタル代替注水系（常設）並びにペデスタル代替注水系（可搬

型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，互いに重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 



格納-47 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第66条 

ペデスタル代替注水系（可搬型）によ

る原子炉格納容器下部への注水 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
コリウムシールド 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉格納容器 

EL 6400mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法4 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） （設置許可系統図）第9.4－2図 

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3項 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・淡水だけでなく海水も使用することから，海水の影響を考慮した ZrO2を使

用する設計

【系統図】：第8-3-2-4-3-1,2図 

（設置許可系統図）第9.4－2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・外観の確認が可能な設計 （設置許可系統図）第9.4－2図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可系統図）第9.4－2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



格納-48 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第66条 

ペデスタル代替注水系（可搬型）によ

る原子炉格納容器下部への注水 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
コリウムシールド 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
－（容量等に該当しない） － 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 ・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若し

くは修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を有する設計） 

－ 
溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

低圧原子炉代替注水槽[水源] 

大量送水車 

可搬型ストレーナ 

コリウムシールド 

電力 － 常設代替交流電源設備 ディーゼルエンジン 

空気 － － － 

油 － － － 

冷却水 － － － 

水源 － 低圧原子炉代替注水槽 代替淡水源 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

ペデスタル代替注水系（常設），ペデスタル代替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，共通要因によって同時

に機能を損なわないよう，ペデスタル代替注水系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプを代替所内電気設備を経由した常設代替交流

電源設備からの給電による電動機駆動とし，ペデスタル代替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）の大量送水車

をディーゼルエンジンによる駆動とすることで，多様性を有する設計とする。 

また，ペデスタル代替注水系（常設）は低圧原子炉代替注水槽を水源とすることで，代替淡水源を水源とするペデスタル代替注水系

（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）に対して，異なる水源を有する設計とする。 

低圧原子炉代替注水ポンプは，原子炉建物外の低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置し，大量送水車は原子炉建物外の低圧原子

炉代替注水ポンプ格納槽から離れた屋外に分散して保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図

る設計とする。 

ペデスタル代替注水系（可搬型）の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を可能とすることで，常設代替交流電源設備又は可搬型代

替交流電源設備からの給電による遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。また，ペデスタル代替注水系（可搬型）の電動弁は， 

代替所内電気設備を経由して給電する系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備を経由して給電

する系統に対して独立性を有する設計とする。 

大量送水車の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とす

る。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，ペデスタル代替注水系（常設）並びにペデスタル代替注水系（可搬型）

及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，互いに重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 

  



格納-49 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第66条 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）に

よる原子炉格納容器下部への注水 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
大量送水車 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第8-3-2-3-1-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部には鋳物を使用す

る設計

【系統図】：第8-3-2-3-3-1,2図 

【構造図】：第3-2-2-4-2図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能がそこなわれ

ることはない
【構造図】：第3-2-2-4-1図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 【系統図】：第8-3-2-3-3-1,2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第8-3-2-3-1-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-1図 

【系統図】：第8-3-2-3-3-1,2図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・分解点検又は取替が可能な設計とする。

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第8-3-2-3-3-1,2図 

【構造図】：第3-2-2-4-1,2図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第8-3-2-3-3-3図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【系統図】：第8-3-2-3-3-3図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第8-3-2-3-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



格納-50 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第66条 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）によ

る原子炉格納容器下部への注水 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
大量送水車 

第
５
４
条 
 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 

・簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続できる設計 

・発電用原子炉施設が相互に使用することができるように同一形状の接続方

式の設計とするとともに，同一ポンプを接続する配管は口径を統一する等，

複数の系統での接続方式を図った設計 

【系統図】：第8-3-2-3-3-3図 

【構造図】：第3-2-2-4-1図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 

・建物の異なる面の隣接しない位置又は屋内及び建物面の適切に離隔した位

置に複数箇所設置する設計 
【配置図】：第8-3-2-3-1-1図 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 ・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若し

くは修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を有する設計） 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 
溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

 
 設計基準事故対処設備等 常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

低圧原子炉代替注水槽[水源] 

大量送水車 

可搬型ストレーナ 

コリウムシールド 

電力 － 常設代替交流電源設備 ディーゼルエンジン 

空気 － － － 

油 － － － 

冷却水 － － － 

水源 － 低圧原子炉代替注水槽 代替淡水源 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

ペデスタル代替注水系（常設），ペデスタル代替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，共通要因によって同時

に機能を損なわないよう，ペデスタル代替注水系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプを代替所内電気設備を経由した常設代替交流

電源設備からの給電による電動機駆動とし，ペデスタル代替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）の大量送水車

をディーゼルエンジンによる駆動とすることで，多様性を有する設計とする。 

また，ペデスタル代替注水系（常設）は低圧原子炉代替注水槽を水源とすることで，代替淡水源を水源とするペデスタル代替注水系

（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）に対して，異なる水源を有する設計とする。 

低圧原子炉代替注水ポンプは，原子炉建物外の低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置し，大量送水車は原子炉建物外の低圧原子

炉代替注水ポンプ格納槽から離れた屋外に分散して保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図

る設計とする。 

ペデスタル代替注水系（可搬型）の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を可能とすることで，常設代替交流電源設備又は可搬型代

替交流電源設備からの給電による遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。また，ペデスタル代替注水系（可搬型）の電動弁は， 

代替所内電気設備を経由して給電する系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備を経由して給電

する系統に対して独立性を有する設計とする。 

大量送水車の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とす

る。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，ペデスタル代替注水系（常設）並びにペデスタル代替注水系（可搬型）

及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，互いに重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 



格納-51 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第66条 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）に

よる原子炉格納容器下部への注水 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
可搬型ストレーナ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第8-3-2-3-1-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部にはステンレス系

材料を使用する設計

【系統図】：第8-3-2-3-3-1,2図 

【構造図】：第3-2-2-4-3図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第3-2-2-4-3図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第8-3-2-3-1-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-3図 

【系統図】：第8-3-2-3-3-1,2図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・差圧確認が可能な設計とする。

・内部の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第8-3-2-3-3-1,2図 

【構造図】：第3-2-2-4-3図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第8-3-2-3-3-1,2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の系統から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第8-3-2-3-3-1,2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第8-3-2-3-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



格納-52 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第66条 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）によ

る原子炉格納容器下部への注水 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
可搬型ストレーナ 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（常設設備と接続しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 ・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若し

くは修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を有する設計）

・Ⅵ-1-1-7-別添1
溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照
－ 

設計基準事故対処設備等 常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

低圧原子炉代替注水槽[水源] 

大量送水車 

可搬型ストレーナ 

コリウムシールド 

電力 － 常設代替交流電源設備 ディーゼルエンジン 

空気 － － － 

油 － － － 

冷却水 － － － 

水源 － 低圧原子炉代替注水槽 代替淡水源 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

ペデスタル代替注水系（常設），ペデスタル代替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，共通要因によって同時

に機能を損なわないよう，ペデスタル代替注水系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプを代替所内電気設備を経由した常設代替交流

電源設備からの給電による電動機駆動とし，ペデスタル代替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）の大量送水車

をディーゼルエンジンによる駆動とすることで，多様性を有する設計とする。 

また，ペデスタル代替注水系（常設）は低圧原子炉代替注水槽を水源とすることで，代替淡水源を水源とするペデスタル代替注水系

（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）に対して，異なる水源を有する設計とする。 

低圧原子炉代替注水ポンプは，原子炉建物外の低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置し，大量送水車は原子炉建物外の低圧原子

炉代替注水ポンプ格納槽から離れた屋外に分散して保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図

る設計とする。 

ペデスタル代替注水系（可搬型）の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を可能とすることで，常設代替交流電源設備又は可搬型代

替交流電源設備からの給電による遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。また，ペデスタル代替注水系（可搬型）の電動弁は， 

代替所内電気設備を経由して給電する系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備を経由して給電

する系統に対して独立性を有する設計とする。 

大量送水車の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とす

る。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，ペデスタル代替注水系（常設）並びにペデスタル代替注水系（可搬型）

及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，互いに重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 



格納-53 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第66条 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）に

よる原子炉格納容器下部への注水 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
コリウムシールド 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉格納容器 

EL 6400mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法4 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） （設置許可系統図）第9.4－3図 

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3項 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・淡水だけでなく海水も使用することから，海水の影響を考慮した ZrO2を使

用する設計

【系統図】：第8-3-2-3-3-1,2図 

（設置許可系統図）第9.4－3図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・外観の確認が可能な設計 （設置許可系統図）第9.4－3図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可系統図）第9.4－3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



格納-54 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第66条 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）に

よる原子炉格納容器下部への注水 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
コリウムシールド 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
－（容量等に該当しない） － 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ  

自然現象 

外部人為事象 ・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若し

くは修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を有する設計） 

－ 
溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 常設重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

低圧原子炉代替注水槽[水源] 

大量送水車 

可搬型ストレーナ 

コリウムシールド 

電力 － 常設代替交流電源設備 ディーゼルエンジン 

空気 － － － 

油 － － － 

冷却水 － － － 

水源 － 低圧原子炉代替注水槽 代替淡水源 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

ペデスタル代替注水系（常設），ペデスタル代替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，共通要因によって同時

に機能を損なわないよう，ペデスタル代替注水系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプを代替所内電気設備を経由した常設代替交流

電源設備からの給電による電動機駆動とし，ペデスタル代替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）の大量送水車

をディーゼルエンジンによる駆動とすることで，多様性を有する設計とする。 

また，ペデスタル代替注水系（常設）は低圧原子炉代替注水槽を水源とすることで，代替淡水源を水源とするペデスタル代替注水系

（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）に対して，異なる水源を有する設計とする。 

低圧原子炉代替注水ポンプは，原子炉建物外の低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置し，大量送水車は原子炉建物外の低圧原子

炉代替注水ポンプ格納槽から離れた屋外に分散して保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図

る設計とする。 

ペデスタル代替注水系（可搬型）の電動弁は，ハンドルを設けて手動操作を可能とすることで，常設代替交流電源設備又は可搬型代

替交流電源設備からの給電による遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。また，ペデスタル代替注水系（可搬型）の電動弁は， 

代替所内電気設備を経由して給電する系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備を経由して給電

する系統に対して独立性を有する設計とする。 

大量送水車の接続口は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とす

る。 

これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって，ペデスタル代替注水系（常設）並びにペデスタル代替注水系（可搬型）

及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，互いに重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 

  



格納-55 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第66条 

溶融炉心の落下遅延及び防止 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

高圧原子炉代替注水ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（100℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL1300㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100%）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-3-2-7-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-2-7-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第4-4-3-4-1図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 
・想定される最も小さい有効吸込水頭において，その機能を有効に発揮でき

る設計
・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作スイッチは運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

【配置図】：第8-3-2-7-1-1図 

【系統図】：第8-3-2-7-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第8-3-2-7-2-1図 

【構造図】：第4-4-3-4-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第8-3-2-7-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・通常時の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作や接続により重大事

故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計

【系統図】：第8-3-2-7-2-1図 

内部発生飛散物 
・飛散物の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋内現場操作 

【配置図】：第8-3-2-7-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



格納-56 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第66条 

溶融炉心の落下遅延及び防止 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

高圧原子炉代替注水ポンプ 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 ・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若し

くは修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を有する設計） 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 ・Ⅵ-1-1-9 

火災 ・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

高圧原子炉代替注水ポンプ 

ほう酸水注入ポンプ 

ほう酸水貯蔵タンク 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

大量送水車 

可搬型ストレーナ 

低圧原子炉代替注水槽[水源] 

サプレッションチェンバ[水源] 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



格納-57 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第66条 

溶融炉心の落下遅延及び防止 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ほう酸水注入ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL34800㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-3-2-9-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（100Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-2-9-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 6-4-2図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 
・想定される最も小さい有効吸込水頭において，その機能を有効に発揮でき

る設計
・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第8-3-2-9-1-1図 

【系統図】：第8-3-2-9-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第8-3-2-9-2-1図 

【構造図】：第 6-4-2図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第8-3-2-9-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第8-3-2-9-2-1図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計
【配置図】：第8-3-2-9-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



格納-58 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第66条 

溶融炉心の落下遅延及び防止 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ほう酸水注入ポンプ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 ・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若し

くは修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を有する設計）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 ・Ⅵ-1-1-9

火災 ・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

高圧原子炉代替注水ポンプ 

ほう酸水注入ポンプ 

ほう酸水貯蔵タンク 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

大量送水車 

可搬型ストレーナ 

低圧原子炉代替注水槽[水源] 

サプレッションチェンバ[水源] 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



格納-59 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第66条 

溶融炉心の落下遅延及び防止 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ほう酸水貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 34800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-3-2-9-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 6-4-3図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-2-9-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な設

計 

・ほう酸濃度及びタンク水位の確認が可能な設計

【系統図】：第8-3-2-9-2-1図 

【構造図】：第 6-4-3図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第8-3-2-9-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第8-3-2-9-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） 
【系統図】：第8-3-2-9-2-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



格納-60 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第66条 

溶融炉心の落下遅延及び防止 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ほう酸水貯蔵タンク 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若し

くは修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を有する設計） 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 ・Ⅵ-1-1-9 

火災 ・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

高圧原子炉代替注水ポンプ 

ほう酸水注入ポンプ 

ほう酸水貯蔵タンク 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

大量送水車 

可搬型ストレーナ 

低圧原子炉代替注水槽[水源] 

サプレッションチェンバ[水源] 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



格納-61 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第66条 

溶融炉心の落下遅延及び防止 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：低圧原子炉代替注水

ポンプ格納槽 

EL 700mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】： 

[ポンプ]圧力評価手法1 

[モータ]圧力評価手法1 

湿度 
・【ポンプ】環境湿度（85％）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境湿度（85％）≦設計値（ ） 

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-3-2-8-1-5図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号と同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部には，炭素鋼及びス

テンレス鋼材料を使用する設計 

【系統図】：第8-3-2-8-2-1～3図 

【構造図】：第4-4-5-4-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けるような電子部品を含む制御回路は組み込まない 【構造図】：第4-4-5-4-1図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 
・想定される最も小さい有効吸込水頭において，その機能を有効に発揮でき

る設計
・Ⅵ-1-4-3

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第8-3-2-8-2-1～3図 

【構造図】：第4-4-5-4-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第8-3-2-8-2-1～3図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・通常時の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作や接続により重大事

故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計

【系統図】：第8-3-2-8-2-1～3図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 － 



格納-62 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第66条 

溶融炉心の落下遅延及び防止 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若し

くは修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を有する設計）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 ・Ⅵ-1-1-9

火災 ・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

高圧原子炉代替注水ポンプ 

ほう酸水注入ポンプ 

ほう酸水貯蔵タンク 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

大量送水車 

可搬型ストレーナ 

低圧原子炉代替注水槽[水源] 

サプレッションチェンバ[水源]

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



格納-63 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第66条 

溶融炉心の落下遅延及び防止 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

大量送水車 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第8-3-2-8-1-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部には鋳物を使用す

る設計

【系統図】：第8-3-2-8-2-1,2図 

【構造図】：第3-2-2-4-2図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能がそこなわれ

ることはない

【構造図】：第3-2-2-4-1図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 【系統図】：第8-3-2-8-2-1,2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第8-3-2-8-1-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-1図 

【系統図】：第8-3-2-8-2-1,2図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・分解点検又は取替が可能な設計とする。

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第8-3-2-8-2-1,2図 

【構造図】：第3-2-2-4-1,2図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第8-3-2-8-2-3図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【系統図】：第8-3-2-8-2-3図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第8-3-2-8-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



格納-64 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第66条 

溶融炉心の落下遅延及び防止 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

大量送水車 

第
５
４
条 
 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 

・簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続できる設計 

・発電用原子炉施設が相互に使用することができるように同一形状の接続方

式の設計とするとともに，同一ポンプを接続する配管は口径を統一する等，

複数の系統での接続方式を図った設計 

【系統図】：第8-3-2-8-2-3図 

【構造図】：第3-2-2-4-1図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 

・建物の異なる面の隣接しない位置又は屋内及び建物面の適切に離隔した位

置に複数箇所設置する設計 
【配置図】：第8-3-2-8-1-1図 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若し

くは修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を有する設計） 

・Ⅵ-1-1-3 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

・Ⅵ-1-1-7-別添2 

溢水 ・Ⅵ-1-1-9 

火災 ・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

高圧原子炉代替注水ポンプ 

ほう酸水注入ポンプ 

ほう酸水貯蔵タンク 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

大量送水車 

可搬型ストレーナ 

低圧原子炉代替注水槽[水源] 

サプレッションチェンバ[水源]  

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



格納-65 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第66条 

溶融炉心の落下遅延及び防止 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

可搬型ストレーナ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第8-3-2-8-1-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部にはステンレス系

材料を使用する設計

【系統図】：第8-3-2-8-2-1,2図 

【構造図】：第3-2-2-4-3図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第3-2-2-4-3図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第8-3-2-8-1-1図 

【構造図】：第3-2-2-4-3図 

【系統図】：第8-3-2-8-2-1,2図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・差圧確認が可能な設計とする。

・内部の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第8-3-2-8-2-1,2図 

【構造図】：第3-2-2-4-3図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第8-3-2-8-2-1,2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の系統から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第8-3-2-8-2-1,2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第8-3-2-8-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



格納-66 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第66条 

溶融炉心の落下遅延及び防止 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

可搬型ストレーナ 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（常設設備と接続しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若し

くは修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を有する設計）

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-7-別添2

溢水 ・Ⅵ-1-1-9

火災 ・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

高圧原子炉代替注水ポンプ 

ほう酸水注入ポンプ 

ほう酸水貯蔵タンク 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

大量送水車 

可搬型ストレーナ 

低圧原子炉代替注水槽［水源］ 

サプレッションチェンバ[水源]

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



格納-67 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第66条 

溶融炉心の落下遅延及び防止 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

低圧原子炉代替注水槽［水源］ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：低圧原子炉代替注水

ポンプ格納槽 

EL 700mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85%）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：8-3-2-8-1-5図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し鉄筋コンクリートを使用

する設計

【系統図】：第8-3-2-8-2-1～3図 

【構造図】：第4-4-5-4-2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第4-4-5-4-2図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な設

計 

【系統図】：第8-3-2-8-2-1～3図 

【構造図】：第4-4-5-4-2図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第8-3-2-8-2-1～3図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・通常時の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作や接続により重大事

故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計

【系統図】：第8-3-2-8-2-1～3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） ・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） 
【配置図】：第8-3-2-8-1-5図 

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



格納-68 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第66条 

溶融炉心の落下遅延及び防止 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

低圧原子炉代替注水槽［水源］ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若し

くは修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を有する設計）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 ・Ⅵ-1-1-9

火災 ・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

高圧原子炉代替注水ポンプ 

ほう酸水注入ポンプ 

ほう酸水貯蔵タンク 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

大量送水車 

可搬型ストレーナ 

低圧原子炉代替注水槽［水源］ 

サプレッションチェンバ[水源]

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



格納-69 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第66条 

溶融炉心の落下遅延及び防止 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

サプレッションチェンバ[水源] 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法5 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法3 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-1-1-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3項 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 ・海水を通水しない

【系統図】：第8-3-2-7-2-1図 

【配置図】：第 7-1-1図（既工事計

画書） 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【配置図】：第 7-1-1図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 
【構造図】：第 7-1-1図（既工事計

画書） 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な設

計 

・全体漏えい率試験が可能な設計

【系統図】：第8-3-2-7-2-1図 

【構造図】：第 7-1-1図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第8-3-2-7-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計

【系統図】：第8-3-2-7-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



格納-70 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第66条 

溶融炉心の落下遅延及び防止 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

サプレッションチェンバ[水源] 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共有しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若し

くは修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を有する設計） 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 ・Ⅵ-1-1-9 

火災 ・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

高圧原子炉代替注水ポンプ 

ほう酸水注入ポンプ 

ほう酸水貯蔵タンク 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

大量送水車 

可搬型ストレーナ 

低圧原子炉代替注水槽［水源］ 

サプレッションチェンバ[水源]  

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

 

  



格納-71 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第67条 

窒素ガス代替注入系による原子炉格納

容器内の不活性化 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
可搬式窒素供給装置 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度(40℃)≦設計値( ) 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力(大気圧)≦設計値( ) 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度(100％)≦設計値( ) 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【構造図】：第8-3-3-3-4-1図 

【配置図】：第8-3-3-3-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

項 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第１項第６号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-3-3-3-1,2図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
【構造図】：第8-3-3-3-4-1図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設

計とするとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置

をとる 

・積雪の影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる。

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り，複数個所に分散保管

・地震により生じる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災の波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水の波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-3-3-3-1,2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動ができる設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能な設計

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作による操作が可能な設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【系統図】：第8-3-5-1-3-1,2図 

【構造図】：第8-3-3-3-4-1図 

【配置図】：第8-3-3-3-1-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・分解点検又は取替が可能な設計

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計

【系統図】：第8-3-5-1-3-1,2図 

【構造図】：第8-3-3-3-4-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第8-3-5-1-3-1,2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とするにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

【系統図】：第8-3-5-1-3-1,2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断ＬＯＣＡ）＋ＥＣＣＳ注水機能喪失＋全交流

動力電源喪失の屋外現場操作 

【配置図】：第8-3-3-3-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7 第2.3項

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



格納-72 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第65条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
可搬式窒素供給装置 

第
５
４
条 
 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 

・簡便な接続方式等を用い，容易かつ確実に接続できる設計 

・複数の系統での接続方式の統一を図った設計 

【系統図】：第8-3-5-1-3-1,2図 

【構造図】：第8-3-3-3-4-1図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 

・建物の異なる面の隣接しない位置又は屋内及び建物面の適切に離隔した位

置に複数箇所設置する設計 
－ 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若し

くは修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を有する設計） 

・Ⅵ-1-1-3 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

・Ⅵ-1-1-7-別添2 

溢水 ・Ⅵ-1-1-9 

火災 ・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 可搬式窒素供給装置 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
窒素ガス代替注入系の可搬式窒素供給装置は，屋外の保管場所に分散して保管することで，位置的分散を図る設計とする。 

 

  



格納-73 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第67条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタスクラバ容器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度(60℃)≦設計値( ) 

【設置場所】：第１ベントフィルタ

格納槽 EL 2700mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力(大気圧)≦設計値( ) 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度(85％)≦設計値( ) 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-3-3-4-1-7図 

放射線（機器） ・環境放射線（1.4MGy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

項 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第１項第６号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第8-3-5-1-4-3図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物等内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災の波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」

に基づき設計 

・溢水の波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける。又は外観の確認が可能な設

計 

【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

【構造図】：第8-3-5-1-4-3図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすること，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計

【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



格納-74 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第67条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタスクラバ容器 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若し

くは修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を有する設計）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 ・Ⅵ-1-1-9

火災 ・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

可燃性ガス濃度制御系 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

－ 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器フィルタベント系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電により駆動できる設計とする。 



格納-75 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第67条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度(60℃)≦設計値( ) 

【設置場所】：第１ベントフィルタ

格納槽 EL 2700mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力(大気圧)≦設計値( ) 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度(85％)≦設計値( ) 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-3-3-4-1-7図 

放射線（機器） ・環境放射線（290kGy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

項 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第１項第６号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第8-3-5-1-4-4図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図

られた建物等内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災の波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」

に基づき設計 

・溢水の波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける。又は外観の確認が可能な設

計 

・銀ゼオライトの性能試験が可能な設計

【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

【構造図】：第8-3-5-1-4-4図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすること，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計

【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



格納-76 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第67条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若し

くは修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を有する設計）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 ・Ⅵ-1-1-9

火災 ・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

可燃性ガス濃度制御系 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

－ 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器フィルタベント系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電により駆動できる設計とする。 



格納-77 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第67条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
圧力開放板 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度(40℃)≦設計値( ) 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力(大気圧)≦設計値( ) 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度(100％)≦設計値( ) 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【構造図】：第8-3-5-1-4-2図 

【配置図】：第8-3-5-1-2-11図 

放射線（機器） ・環境放射線（62Gy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

項 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第１項第６号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第8-3-5-1-4-2図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設

計 

・積雪の影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる。

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災の波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」

に基づき設計 

・溢水の波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・取替が可能な設計
【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

【構造図】：第8-3-5-1-4-2図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすること，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計

【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



格納-78 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第67条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
圧力開放板 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若し

くは修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を有する設計） 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 ・Ⅵ-1-1-9 

火災 ・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

可燃性ガス濃度制御系 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

－ 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器フィルタベント系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電により駆動できる設計とする。 

  



格納-79 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第67条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
遠隔手動弁操作機構 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度(55℃)≦設計値( ) 

【設置場所】：原子炉建物付属棟 

EL 15300，EL 23800， 

EL 34800 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力(大気圧)≦設計値( ) 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度(85％)≦設計値( ) 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） （設置許可系統図）第9.3－3図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

項 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第１項第６号に同じ － 

海水 －（考慮不要） （設置許可系統図）第9.5－2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する。 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災の波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」

に基づき設計 

・溢水の波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） （設置許可系統図）第9.5－2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能の確認が可能な設計

・分解点検が可能な設計

・規定トルクによる開閉試験が可能な設計

－ 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
（設置許可系統図）第9.5－2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすること，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計

（設置許可系統図）第9.5－2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断ＬＯＣＡ）＋ＥＣＣＳ注水機能喪失＋全交流

動力電源喪失の屋内現場操作 

（設置許可系統図）第9.5－2図 

・Ⅵ-1-1-7 第2.3項



格納-80 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第67条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
遠隔手動弁操作機構 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
－（容量等に該当しない） － 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若し

くは修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を有する設計） 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 ・Ⅵ-1-1-9 

火災 ・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

可燃性ガス濃度制御系 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

－ 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器フィルタベント系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電により駆動できる設計とする。 

  



格納-81 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第67条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
可搬式窒素供給装置 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度(40℃)≦設計値( ) 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力(大気圧)≦設計値( ) 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度(100％)≦設計値( ) 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【構造図】：第8-3-3-3-4-1図 

【配置図】：第8-3-3-4-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

項 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第１項第６号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-3-4-2-1,2図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
【構造図】：第8-3-3-3-4-1図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設

計とするとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置

をとる 

・積雪の影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる。

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り，複数個所に分散保管

・地震により生じる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災の波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水の波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-3-4-2-1,2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動ができる設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能な設計

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作による操作が可能な設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【系統図】：第8-3-3-4-2-1,2図 

【構造図】：第8-3-3-3-4-1図 

【配置図】：第8-3-3-4-1-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・分解点検又は取替が可能な設計

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計

【系統図】：第8-3-3-4-2-1,2図 

【構造図】：第8-3-3-3-4-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第8-3-3-4-2-1,2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とするにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

【系統図】：第8-3-3-4-2-1,2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断ＬＯＣＡ）＋ＥＣＣＳ注水機能喪失＋全交流

動力電源喪失の屋外現場操作 

【配置図】：第8-3-3-4-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7 第2.3項

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



格納-82 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第67条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガス

の排出 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
可搬式窒素供給装置 

第
５
４
条 
 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 

・簡便な接続方式等を用い，容易かつ確実に接続できる設計 

・複数の系統での接続方式の統一を図った設計 

【系統図】：第8-3-3-4-2-1,2図 

【構造図】：第8-3-3-3-4-1図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 

・建物の異なる面の隣接しない位置又は屋内及び建物面の適切に離隔した位

置に複数箇所設置する設計 
－ 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若し

くは修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を有する設計） 

・Ⅵ-1-1-3 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

・Ⅵ-1-1-7-別添2 

溢水 ・Ⅵ-1-1-9 

火災 ・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

可燃性ガス濃度制御系 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

－ 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器フィルタベント系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電により駆動できる設計とする。 

  



格納-83 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第68条 

静的触媒式水素処理装置による水素濃

度抑制 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
静的触媒式水素処理装置 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度(66℃)≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL42800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力(大気圧相当)≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度(100%)≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-3-3-2-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線(470Gy/7日間)≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第8-3-3-2-2-1図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能の確認として触媒カートリッジの水素処理性能の確認及び外観

の確認が可能な設計
【構造図】：第8-3-3-2-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可系統図）第9.6-2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛来物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



格納-84 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第68条 

静的触媒式水素処理装置による水素濃

度抑制 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
静的触媒式水素処理装置 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若し

くは修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を有する設計）

－ 

溢水 － 

火災 － 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

静的触媒式水素処理装置 

静的触媒式水素処理装置入口温度 

静的触媒式水素処理装置出口温度 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温度と原子炉建物水素濃度は，共通要因によって同時に機能を損

なわないよう，異なる計測方式とすることで多様性を有する設計とする。また，静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水

素処理装置出口温度は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替直流電源設備又は可搬型直流電源設備からの給電によ

り作動できる設計とし，原子炉建物水素濃度は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替

交流電源設備からの給電により作動できる設計とする。 



格納-85 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第68条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガスの排出 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタスクラバ容器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度(60℃)≦設計値( ) 

【設置場所】：第１ベントフィルタ

格納槽 EL 2700mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力(大気圧)≦設計値( ) 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度(85％)≦設計値( ) 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-3-3-4-1-7図 

放射線（機器） ・環境放射線（1.4MGy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

項 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第１項第６号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第8-3-5-1-4-3図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物等内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災の波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」

に基づき設計 

・溢水の波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける。又は外観の確認が可能な設

計 

【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

【構造図】：第8-3-5-1-4-3図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすること，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計

【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



格納-86 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第68条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガスの排出 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタスクラバ容器 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若し

くは修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を有する設計）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 ・Ⅵ-1-1-9

火災 ・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器フィルタベント系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電により駆動できる設計とする。 



格納-87 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第68条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガスの排出 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度(60℃)≦設計値( ) 

【設置場所】：第１ベントフィルタ

格納槽 EL 2700mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力(大気圧)≦設計値( ) 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度(85％)≦設計値( ) 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-3-3-4-1-7図 

放射線（機器） ・環境放射線（290kGy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

項 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第１項第６号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第8-3-5-1-4-4図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図

られた建物等内に設置する 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災の波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」

に基づき設計 

・溢水の波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける。又は外観の確認が可能な設

計 

・銀ゼオライトの性能試験が可能な設計

【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

【構造図】：第8-3-5-1-4-4図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすること，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計

【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



格納-88 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第68条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガスの排出 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若し

くは修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を有する設計） 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 ・Ⅵ-1-1-9 

火災 ・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器フィルタベント系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電により駆動できる設計とする。 

  



格納-89 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第68条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガスの排出 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
圧力開放板 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度(40℃)≦設計値( ) 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力(大気圧)≦設計値( ) 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度(100％)≦設計値( ) 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【構造図】：第8-3-5-1-4-2図 

【配置図】：第8-3-5-1-2-11図 

放射線（機器） ・環境放射線（62Gy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

項 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第１項第６号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第8-3-5-1-4-2図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設

計 

・積雪の影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる。

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災の波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」

に基づき設計 

・溢水の波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・取替が可能な設計
【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

【構造図】：第8-3-5-1-4-2図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすること，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計

【系統図】：第8-3-3-4-2-2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



格納-90 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第68条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガスの排出 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
圧力開放板 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若し

くは修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を有する設計）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 ・Ⅵ-1-1-9

火災 ・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器フィルタベント系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電により駆動できる設計とする。 



格納-91 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第68条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガスの排出 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
遠隔手動弁操作機構 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度(55℃)≦設計値( ) 

【設置場所】：原子炉建物付属棟 

EL 15300，EL 23800， 

EL 34800 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力(大気圧)≦設計値( ) 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度(85％)≦設計値( ) 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） （設置許可系統図）第9.3－3図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

項 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第１項第６号に同じ － 

海水 －（考慮不要） （設置許可系統図）第9.3－3図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する。 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災の波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」

に基づき設計 

・溢水の波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） （設置許可系統図）第9.3－3図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能の確認が可能な設計

・分解点検が可能な設計

・規定トルクによる開閉試験が可能な設計

－ 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
（設置許可系統図）第9.3－3図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすること，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計

（設置許可系統図）第9.3－3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断ＬＯＣＡ）＋ＥＣＣＳ注水機能喪失＋全交流

動力電源喪失の屋内現場操作 

（設置許可系統図）第9.3－3図 

・Ⅵ-1-1-7 第2.3項



格納-92 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第68条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガスの排出 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
遠隔手動弁操作機構 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
－（容量等に該当しない） － 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若し

くは修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を有する設計）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 ・Ⅵ-1-1-9

火災 ・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器フィルタベント系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電により駆動できる設計とする。 



格納-93 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第68条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガスの排出 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
可搬式窒素供給装置 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度(40℃)≦設計値( ) 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力(大気圧)≦設計値( ) 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度(100％)≦設計値( ) 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3項 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【構造図】：第8-3-3-3-4-1図 

【配置図】：第8-3-3-4-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

項 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第１項第６号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-3-4-2-1,2図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており，電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
【構造図】：第8-3-3-3-4-1図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設

計とするとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置

をとる 

・積雪の影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる。

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り，複数個所に分散保管

・地震により生じる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災の波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水の波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-3-4-2-1,2図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動ができる設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能な設計

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作による操作が可能な設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【系統図】：第8-3-3-4-2-1,2図 

【構造図】：第8-3-3-3-4-1図 

【配置図】：第8-3-3-4-1-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・分解点検又は取替が可能な設計

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計

【系統図】：第8-3-3-4-2-1,2図 

【構造図】：第8-3-3-3-4-1,2図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第8-3-3-4-2-1,2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とするにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

【系統図】：第8-3-3-4-2-1,2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断ＬＯＣＡ）＋ＥＣＣＳ注水機能喪失＋全交流

動力電源喪失の屋外現場操作 

【配置図】：第8-3-3-4-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7 第2.3項

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



格納-94 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第68条 

格納容器フィルタベント系による原子

炉格納容器内の水素ガスの排出 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
可搬式窒素供給装置 

第
５
４
条 
 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 

・簡便な接続方式等を用い，容易かつ確実に接続できる設計 

・複数の系統での接続方式の統一を図った設計 

【系統図】：第8-3-3-4-2-1,2図 

【構造図】：第8-3-3-3-4-1図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 

・建物の異なる面の隣接しない位置又は屋内及び建物面の適切に離隔した位

置に複数箇所設置する設計 
－ 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若し

くは修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を有する設計） 

・Ⅵ-1-1-3 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

・Ⅵ-1-1-7-別添2 

溢水 ・Ⅵ-1-1-9 

火災 ・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

遠隔手動弁操作機構 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

格納容器フィルタベント系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から

の給電により駆動できる設計とする。 

  



格納-95 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第70条 

大気への放射性物質の拡散抑制 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

大型送水ポンプ車 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第8-3-2-5-1-1図 

【構造図】：第3-2-3-4-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部には鋳物を使用す

る設計

【系統図】：第8-3-2-5-2-1図 

【構造図】：第3-2-3-4-2図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能がそこなわれ

ることはない
【構造図】：第3-2-3-4-1図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 【系統図】：第8-3-2-5-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第8-3-2-5-1-1図 

【構造図】：第3-2-3-4-1図 

【系統図】：第8-3-2-5-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・分解点検又は取替が可能な設計とする。

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第8-3-2-5-2-1図 

【構造図】：第3-2-3-4-1,2図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第8-3-2-5-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の系統から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第8-3-2-5-2-1図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第8-3-2-5-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



格納-96 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第70条 

大気への放射性物質の拡散抑制 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

大型送水ポンプ車 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（常設設備と接続しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若し

くは修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を有する設計）

・Ⅵ-1-1-7-別添1

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

大型送水ポンプ車 

放水砲 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

原子炉建物放水設備である大型送水ポンプ車及び放水砲は，原子炉建物，タービン建物及び廃棄物処理建物から離れた屋外に保管す

る。 



格納-97 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第70条 

大気への放射性物質の拡散抑制 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

放水砲 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第8-3-2-5-1-1図, 

第3-2-3-2-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮したステンレス系材料及び

青銅鋳物系材料を使用する設計

【系統図】：第8-3-2-5-2-1図 

【配置図】：第3-2-3-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 【系統図】：第8-3-2-5-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 ・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等に迅速に使用できる場所に配備

・車両による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にて輪留めによる固定等が可能

・接続は簡便な接続とし，一般的に使用される工具を用いて，ホースを確実に

接続することができる設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第8-3-2-5-1-1図, 

第3-2-3-2-1図 

【系統図】：第8-3-2-5-2-1図 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

【系統図】：第8-3-2-5-2-1図 

【配置図】：第3-2-3-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第8-3-2-5-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第8-3-2-5-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第8-3-2-5-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



格納-98 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第70条 

大気への放射性物質の拡散抑制 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

放水砲 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若し

くは修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を有する設計）

－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

大型送水ポンプ車 

放水砲 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

原子炉建物放水設備である大型送水ポンプ車及び放水砲は，原子炉建物，タービン建物及び廃棄物処理建物から離れた屋外に保管す

る。 



格納-99 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第70条 

海洋への放射性物質の拡散抑制 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

放射性物質吸着材 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 （設置許可配置図）第9.7－2図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮したゼオライトを使用する

設計
（設置許可配置図）第9.7－2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

（設置許可配置図）第9.7－2図 
操作準備 

操作内容 

状態確認 

第
３
号 

試験・検査 
（検査性，系統構成
等） 

・外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 （設置許可配置図）第9.7－2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可配置図）第9.7－2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

（設置許可配置図）第 9.7－2図・

Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



格納-100 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第70条 

海洋への放射性物質の拡散抑制 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

放射性物質吸着材 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若し

くは修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を有する設計） 

－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

放射性物質吸着材 

シルトフェンス 

小型船舶 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

海洋拡散抑制設備である放射性物質吸着材，シルトフェンス及び小型船舶は，原子炉建物，タービン建物及び廃棄物処理建物から離

れた屋外に保管する。 

  



格納-101 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第70条 

海洋への放射性物質の拡散抑制 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

シルトフェンス 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 （設置許可配置図）第9.7－2図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮した耐腐食性材料を使用す

る設計
（設置許可配置図）第9.7－2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

（設置許可配置図）第9.7－2図 
操作準備 

操作内容 

状態確認 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 （設置許可配置図）第9.7－2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可配置図）第9.7－2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

（設置許可配置図）第9.7－2図 

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



格納-102 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第70条 

海洋への放射性物質の拡散抑制 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

シルトフェンス 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若し

くは修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を有する設計） 

－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

放射性物質吸着材 

シルトフェンス 

小型船舶 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

海洋拡散抑制設備である放射性物質吸着材，シルトフェンス及び小型船舶は，原子炉建物，タービン建物及び廃棄物処理建物から離

れた屋外に保管する。 

  



格納-103 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第70条 

海洋への放射性物質の拡散抑制 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

小型船舶 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 － 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3

節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・常時海水を通水又は海で使用するため，海水影響を考慮し接液部には耐腐

食性材料を使用する設計
－ 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能がそこなわれ

ることはない
－ 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備との位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 
・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備
－ 

操作準備 

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業現場の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・人力又は車両による運搬，移動が可能な設計

－ 

操作内容 ・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計 － 

状態確認 ・作動状態の確認が可能な設計 － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切り替えせずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



格納-104 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第70条 

海洋への放射性物質の拡散抑制 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

小型船舶 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
－（容量等に該当しない） － 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若し

くは修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を有する設計） 

－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

放射性物質吸着材 

シルトフェンス 

小型船舶 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

海洋拡散抑制設備である放射性物質吸着材，シルトフェンス及び小型船舶は，原子炉建物，タービン建物及び廃棄物処理建物から離

れた屋外に保管する。 

  



格納-105 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第70条 

航空機燃料火災への泡消火 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

大型送水ポンプ車 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第8-3-2-5-1-1図 

【構造図】：第3-2-3-4-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部には鋳物を使用す

る設計

【系統図】：第8-3-2-5-2-1図 

【構造図】：第3-2-3-4-2図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能がそこなわれ

ることはない
【構造図】：第3-2-3-4-1図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 【系統図】：第8-3-2-5-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第8-3-2-5-1-1図 

【構造図】：第3-2-3-4-1図 

【系統図】：第8-3-2-5-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・分解点検又は取替が可能な設計とする。

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第8-3-2-5-2-1図 

【構造図】：第3-2-3-4-1,2図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第8-3-2-5-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の系統から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第8-3-2-5-2-1図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第8-3-2-5-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



格納-106 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第70条 

航空機燃料火災への泡消火 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

大型送水ポンプ車 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（常設設備と接続しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若し

くは修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を有する設計）

・Ⅵ-1-1-7-別添1

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

大型送水ポンプ車 

放水砲 

泡消火薬剤容器 

電力 － － 

空気 － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

原子炉建物放水設備である大型送水ポンプ車，放水砲及び泡消火薬剤容器は，原子炉建物，タービン建物及び廃棄物処理建物から離

れた屋外に保管する。 



格納-107 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第70条 

航空機燃料火災への泡消火 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

放水砲 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第8-3-2-5-1-1図, 

第3-2-3-2-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮したステンレス系材料及び

青銅鋳物系材料を使用する設計

【系統図】：第8-3-2-5-2-1図 

【配置図】：第3-2-3-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 ・系統外部から異物が混入することを防止するため，ストレーナ等を設置 【系統図】：第8-3-2-5-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 ・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等に迅速に使用できる場所に配備

・車両による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にて輪留めによる固定等が可能

・接続は簡便な接続とし，一般的に使用される工具を用いて，ホースを確実に

接続することができる設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第8-3-2-5-1-1図, 

第3-2-3-2-1図 

【系統図】：第8-3-2-5-2-1図 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

【系統図】：第8-3-2-5-2-1図 

【配置図】：第3-2-3-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第8-3-2-5-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第8-3-2-5-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第8-3-2-5-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



格納-108 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第70条 

航空機燃料火災への泡消火 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

放水砲 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

・第1項第1号と

同じ
－ － 

自然現象 

外部人為事象 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若し

くは修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を有する設計）

－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

大型送水ポンプ車 

放水砲 

泡消火薬剤容器 

電力 － － 

空気 － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

原子炉建物放水設備である大型送水ポンプ車，放水砲及び泡消火薬剤容器は，原子炉建物，タービン建物及び廃棄物処理建物から離

れた屋外に保管する。 



格納-109 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第70条 

航空機燃料火災への泡消火 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

泡消火薬剤容器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 （設置許可配置図）第9.7－3図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮したゼオライトを使用する

設計
（設置許可配置図）第9.7－3図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備の配置も含めて常

設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 ・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・接続は簡便な接続とし，一般的に使用される工具を用いて，ホースを確実に

接続することができる設計 

（設置許可配置図）第9.7－3図 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 （設置許可配置図）第9.7－3図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可配置図）第9.7－3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

（設置許可配置図）第9.7－3図 

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



格納-110 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第70条 

航空機燃料火災への泡消火 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

泡消火薬剤容器 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計 

・Ⅵ-1-1-7-別添1 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若し

くは修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を有する設計） 

－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

 

 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

大型送水ポンプ車 

放水砲 

泡消火薬剤容器 

電力 － － 

空気 －  

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

原子炉建物放水設備である大型送水ポンプ車，放水砲及び泡消火薬剤容器は，原子炉建物，タービン建物及び廃棄物処理建物から離

れた屋外に保管する。 

  



格納-111 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第74条 

被ばく線量の低減 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

非常用ガス処理系排風機 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL34800㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100%）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 
【配置図】：第8-3-3-1-1-1図 

【構造図】：第8-3-3-1-4-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（38kGy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-3-1-3-2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第8-3-3-1-4-1図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する。 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

【系統図】：第8-3-3-1-3-2図 

【配置図】：第8-3-3-1-1-1図 

【構造図】：第8-3-3-1-4-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能の確認及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第8-3-3-1-3-2図 

【構造図】：第8-3-3-1-4-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第8-3-3-1-3-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第8-3-3-1-3-2図 

内部発生飛散物 ・飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計 ・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計
【配置図】：第8-3-3-1-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



格納-112 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第74条 

被ばく線量の低減 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

非常用ガス処理系排風機 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・設備が有する機能について，その代替機能を有する設計基準事故対処設備

等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若しくは修復性等を

考慮し，可能な限り頑健性を有する設計）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 ・Ⅵ-1-1-9

火災 ・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

非常用ガス処理系排風機 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

非常用ガス処理系及び原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替

交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電できる設計とする。 



格納-113 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第74条 

被ばく線量の低減 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL51700㎜ 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法4 

湿度 ・環境湿度（100%）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（470Gy/7日間）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第 2.3

節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた建物内に設置する。 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室での操作が可能な設計

・制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・現場において人力で操作を行うハンドルは，手動操作が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能の確認及び外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 ・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



格納-114 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第74条 

被ばく線量の低減 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置 

第
５
４
条

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 － 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・設備が有する機能について，その代替機能を有する設計基準事故対処設備

等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若しくは修復性等を

考慮し，可能な限り頑健性を有する設計）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 ・Ⅵ-1-1-9

火災 ・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
－ 

非常用ガス処理系排風機 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

非常用ガス処理系及び原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替

交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電できる設計とする。 



格納-115 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
― 

重大事故等時に対処するための流路，

注水先， 注入先，排出元等 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉圧力容器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉格納容器 

EL15300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法2 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第1-3-4図 

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・使用時に海水を通水するため，海水影響を考慮し接液部にはステンレス系

材料及びニッケル合金を使用する設計

【構造図】：第 4-3-1図（既工事計

画書） 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 4-3-1図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な設

計とする 

【構造図】：第 4-3-1図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



格納-116 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
― 

重大事故等時に対処するための流路，

注水先， 注入先，排出元等 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉圧力容器 

第
５
４
条 
 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2 

・Ⅵ-1-1-3 

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 
・Ⅵ-1-1-9 

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外 

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計 

・Ⅵ-1-1-8 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

 
 設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（原子炉圧力容器） 原子炉圧力容器 

（原子炉格納容器） 原子炉格納容器 

（燃料プール） 燃料プール 

－ 原子炉建物原子炉棟 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 

  



格納-117 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
― 

重大事故等時に対処するための流路，

注水先， 注入先，排出元等 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉格納容器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（200℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟

EL1300mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法5 

圧力 ・環境圧力（0.853MPa）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法3 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第1-3-9図 

放射線（機器） ・環境放射線（740kGy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・淡水だけでなく海水も使用することから，海水の影響を考慮した炭素鋼材

料を使用する設計

【構造図】：第 7-1-1図（既工事計

画書） 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない
【構造図】：第 7-1-1図（既工事計

画書） 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な設

計とする 

・全体漏えい率試験が可能な設計とする

【構造図】：第 7-1-1図（既工事計

画書） 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



格納-118 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
― 

重大事故等時に対処するための流路，

注水先， 注入先，排出元等 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉格納容器 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（原子炉圧力容器） 原子炉圧力容器 

（原子炉格納容器） 原子炉格納容器 

（燃料プール） 燃料プール 

－ 原子炉建物原子炉棟 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



格納-119 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
― 

重大事故等時に対処するための流路，

注水先， 注入先，排出元等 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉建物原子炉棟 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法4 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第1-3-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な設

計とする 

－ 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



格納-120 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
― 

重大事故等時に対処するための流路，

注水先， 注入先，排出元等 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
原子炉建物原子炉棟 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
－（容量等に該当しない） － 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・重大事故緩和設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基

準事故対処設備等がない（可能な限り多様性，位置的分散を図る設計，若し

くは修復性等を考慮し，可能な限り頑健性を有する設計）

－ 

溢水 

火災 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（原子炉圧力容器） 原子炉圧力容器 

（原子炉格納容器） 原子炉格納容器 

（燃料プール） 燃料プール 

－ 原子炉建物原子炉棟 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



非電-1 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第61条 

可搬型直流電源設備による減圧 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

高圧発電機車 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮

【配置図】：第9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-4-3-1～4, 

9～12図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
－ 

荷重 

・地震，風（台風），積雪による荷重を考慮して，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-4-3-1～4, 

9～12図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・各種負荷（ポンプ負荷，系統負荷，模擬負荷）により機能・性能確認が可能

な設計とする 

・分解又は取替が可能な設計とする

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-5図 

【構造図】：第9-1-1-4-3-1～4, 

9～12図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【単線結線図】：第1-4-5図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【単線結線図】：第1-4-5図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第9-1-1-4-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



非電-2 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第61条 

可搬型直流電源設備による減圧 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

高圧発電機車 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処
設備の容量 

・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処
設備の接続性 

・より簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続ができる設計 【単線結線図】：第1-4-5図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所
の確保 

・建物面の隣接しない位置に複数箇所設置する設計 【配置図】：第9-1-1-4-1-1図 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 
・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設
備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び
通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 
外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な
うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大
事故等対処設備と位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管

・地震に対しては，転倒しないことを確認する又は必要により固縛等の処置
をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり
込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構
造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」
及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計

・Ⅵ-1-1-3
・Ⅵ-1-1-7-別添1
・Ⅵ-1-1-7-別添2

溢水 
・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な
うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大
事故等対処設備と位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な
うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大
事故等対処設備と位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

高圧発電機車 

B1-115V系充電器（SA） 

SA用115V系充電器 

230V系充電器（常用） 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び独

立性の考慮内容 

可搬型直流電源設備は，非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車の冷却方式を空冷とすることで，

冷却方式が水冷である非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から給電する非常用直流電源

設備に対して多様性を有する設計とする。また，B1-115V系充電器（SA），SA用 115V系充電器及び 230V系充電器（常用）により交流電力を直

流に変換できることで，230V系蓄電池(RCIC)，A-115V系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，B-115V系蓄電池，B1-115V系蓄電池（SA），原子

炉中性子計装用蓄電池を用いる非常用直流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車，B1-115V系充電器（SA），SA用115V系充電器，230V系充電器（常用）及びタンクローリは，屋外の原子炉

建物から離れた場所及び廃棄物処理建物内に設置又は保管することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍の B-ディーゼル燃料移送ポンプ，タービン建物近傍の A-ディーゼル燃料移送ポン

プ，ディーゼル燃料移送ポンプ及び廃棄物処理建物内の異なる区画に設置する充電器と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的

分散を図る設計とする。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車用発電機から直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用ディーゼル

発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型直流電源設備は非常用直流電源設備に対して独立性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設

置する設計とする。 



非電-3 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第61条 

可搬型直流電源設備による減圧 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B1-115V系充電器（SA） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 12300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれ

ることはない
【構造図】：第9-1-2-1-2-3図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 50 条「地震による損傷

の防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第 52 条「火災による損傷

の防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第9-1-2-1-1-2図 

【単線結線図】：第1-4-5図 

【構造図】：第9-1-2-1-2-3図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする 

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-5図 

【構造図】：第9-1-2-1-2-3図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必

要な弁等を設ける設計
【単線結線図】：第1-4-5図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操

作や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【単線結線図】：第1-4-5図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電

源喪失時の屋内現場操作 

【配置図】：第9-1-2-1-1-2図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



非電-4 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第61条 

可搬型直流電源設備による減圧 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B1-115V系充電器（SA） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

高圧発電機車 

B1-115V系充電器（SA） 

SA用115V系充電器 

230V系充電器（常用） 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び独

立性の考慮内容 

可搬型直流電源設備は，非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車の冷却方式を空冷とすることで，

冷却方式が水冷である非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から給電する非常用直流電源

設備に対して多様性を有する設計とする。また，B1-115V系充電器（SA），SA用 115V系充電器及び 230V系充電器（常用）により交流電力を直

流に変換できることで，230V系蓄電池(RCIC)，A-115V系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，B-115V系蓄電池，B1-115V系蓄電池（SA），原子

炉中性子計装用蓄電池を用いる非常用直流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車，B1-115V系充電器（SA），SA用115V系充電器，230V系充電器（常用）及びタンクローリは，屋外の原子炉

建物から離れた場所及び廃棄物処理建物内に設置又は保管することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍の B-ディーゼル燃料移送ポンプ，タービン建物近傍の A-ディーゼル燃料移送ポン

プ，ディーゼル燃料移送ポンプ及び廃棄物処理建物内の異なる区画に設置する充電器と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的

分散を図る設計とする。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車用発電機から直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用ディーゼル

発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型直流電源設備は非常用直流電源設備に対して独立性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設

置する設計とする。 



非電-5 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第61条 

可搬型直流電源設備による減圧 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

SA用115V系充電器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 12300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
【構造図】：第9-1-2-1-2-4図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第9-1-2-1-1-2図 

【単線結線図】：第1-4-5図 

【構造図】：第9-1-2-1-2-4図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-5図 

【構造図】：第9-1-2-1-2-4図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【単線結線図】：第1-4-5図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【単線結線図】：第1-4-5図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋内現場操作 

【配置図】：第9-1-2-1-1-2図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



非電-6 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第61条 

可搬型直流電源設備による減圧 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

SA用115V系充電器 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

高圧発電機車 

B1-115V系充電器（SA） 

SA用115V系充電器 

230V系充電器（常用） 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び独

立性の考慮内容 

可搬型直流電源設備は，非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車の冷却方式を空冷とすることで，

冷却方式が水冷である非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から給電する非常用直流電源

設備に対して多様性を有する設計とする。また，B1-115V系充電器（SA），SA用 115V系充電器及び 230V系充電器（常用）により交流電力を直

流に変換できることで，230V系蓄電池(RCIC)，A-115V系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，B-115V系蓄電池，B1-115V系蓄電池（SA），原子

炉中性子計装用蓄電池を用いる非常用直流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車，B1-115V系充電器（SA），SA用115V系充電器，230V系充電器（常用）及びタンクローリは，屋外の原子炉

建物から離れた場所及び廃棄物処理建物内に設置又は保管することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍の B-ディーゼル燃料移送ポンプ，タービン建物近傍の A-ディーゼル燃料移送ポン

プ，ディーゼル燃料移送ポンプ及び廃棄物処理建物内の異なる区画に設置する充電器と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的

分散を図る設計とする。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車用発電機から直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用ディーゼル

発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型直流電源設備は非常用直流電源設備に対して独立性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設

置する設計とする。 



非電-7 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第61条 

可搬型直流電源設備による減圧 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

230V系充電器（常用） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 12300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
【構造図】：第9-1-2-1-2-2図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第9-1-2-1-1-2図 

【単線結線図】：第1-4-5図 

【構造図】：第9-1-2-1-2-2図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-5図 

【構造図】：第9-1-2-1-2-2図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【単線結線図】：第1-4-5図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【単線結線図】：第1-4-5図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋内現場操作 

【配置図】：第9-1-2-1-1-2図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



非電-8 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第61条 

可搬型直流電源設備による減圧 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

230V系充電器（常用） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設備

の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第 49条「重大事故等対処施設の地盤」に

基づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第 51 条「津波による損傷の防止」

にて考慮された設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第 52条「火災による損傷の防止」に基づ

き設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

高圧発電機車 

B1-115V系充電器（SA） 

SA用115V系充電器 

230V系充電器（常用） 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び独

立性の考慮内容 

可搬型直流電源設備は，非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車の冷却方式を空冷とすることで，

冷却方式が水冷である非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から給電する非常用直流電源

設備に対して多様性を有する設計とする。また，B1-115V系充電器（SA），SA用 115V系充電器及び 230V系充電器（常用）により交流電力を直

流に変換できることで，230V系蓄電池(RCIC)，A-115V系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，B-115V系蓄電池，B1-115V系蓄電池（SA），原子

炉中性子計装用蓄電池を用いる非常用直流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車，B1-115V系充電器（SA），SA用115V系充電器，230V系充電器（常用）及びタンクローリは，屋外の原子炉

建物から離れた場所及び廃棄物処理建物内に設置又は保管することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍の B-ディーゼル燃料移送ポンプ，タービン建物近傍の A-ディーゼル燃料移送ポン

プ，ディーゼル燃料移送ポンプ及び廃棄物処理建物内の異なる区画に設置する充電器と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的

分散を図る設計とする。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車用発電機から直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用ディーゼル

発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型直流電源設備は非常用直流電源設備に対して独立性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設

置する設計とする。 



非電-9 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第61条 

可搬型直流電源設備による減圧 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-3-4-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第9-1-1-3-4-3図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設

計 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-3-4-3図 

【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な

設計とする。 

・油量の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第9-1-1-3-4-3図 

【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第9-1-1-4-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



非電-10 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第61条 

可搬型直流電源設備による減圧 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計

・Ⅵ－2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

高圧発電機車 

B1-115V系充電器（SA） 

SA用115V系充電器 

230V系充電器（常用） 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び独

立性の考慮内容 

可搬型直流電源設備は，非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車の冷却方式を空冷とすることで，

冷却方式が水冷である非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から給電する非常用直流電源

設備に対して多様性を有する設計とする。また，B1-115V系充電器（SA），SA用 115V系充電器及び 230V系充電器（常用）により交流電力を直

流に変換できることで，230V系蓄電池(RCIC)，A-115V系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，B-115V系蓄電池，B1-115V系蓄電池（SA），原子

炉中性子計装用蓄電池を用いる非常用直流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車，B1-115V系充電器（SA），SA用115V系充電器，230V系充電器（常用）及びタンクローリは，屋外の原子炉

建物から離れた場所及び廃棄物処理建物内に設置又は保管することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍の B-ディーゼル燃料移送ポンプ，タービン建物近傍の A-ディーゼル燃料移送ポン

プ，ディーゼル燃料移送ポンプ及び廃棄物処理建物内の異なる区画に設置する充電器と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的

分散を図る設計とする。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車用発電機から直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用ディーゼル

発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型直流電源設備は非常用直流電源設備に対して独立性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設

置する設計とする。 



非電-11 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第61条 

可搬型直流電源設備による減圧 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-1-4-5図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

電磁的障害 【構造図】：第9-1-1-1-4-5図  

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設

計 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-1-4-5図 

【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な

設計とする。 

・油量の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第9-1-1-1-4-5図 

【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第9-1-1-4-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



非電-12 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第61条 

可搬型直流電源設備による減圧 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計

・Ⅵ－2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

高圧発電機車 

B1-115V系充電器（SA） 

SA用115V系充電器 

230V系充電器（常用） 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び独

立性の考慮内容 

可搬型直流電源設備は，非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車の冷却方式を空冷とすることで，

冷却方式が水冷である非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から給電する非常用直流電源

設備に対して多様性を有する設計とする。また，B1-115V系充電器（SA），SA用 115V系充電器及び 230V系充電器（常用）により交流電力を直

流に変換できることで，230V系蓄電池(RCIC)，A-115V系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，B-115V系蓄電池，B1-115V系蓄電池（SA），原子

炉中性子計装用蓄電池を用いる非常用直流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車，B1-115V系充電器（SA），SA用115V系充電器，230V系充電器（常用）及びタンクローリは，屋外の原子炉

建物から離れた場所及び廃棄物処理建物内に設置又は保管することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍の B-ディーゼル燃料移送ポンプ，タービン建物近傍の A-ディーゼル燃料移送ポン

プ，ディーゼル燃料移送ポンプ及び廃棄物処理建物内の異なる区画に設置する充電器と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的

分散を図る設計とする。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車用発電機から直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用ディーゼル

発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型直流電源設備は非常用直流電源設備に対して独立性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設

置する設計とする。 



非電-13 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第61条 

可搬型直流電源設備による減圧 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-1-4-6図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第9-1-1-1-4-6図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設

計 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-1-4-6図 

【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な

設計とする。 

・油量の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第9-1-1-1-4-6図 

【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第9-1-1-4-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



非電-14 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第61条 

可搬型直流電源設備による減圧 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計

・Ⅵ－2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

高圧発電機車 

B1-115V系充電器（SA） 

SA用115V系充電器 

230V系充電器（常用） 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び独

立性の考慮内容 

可搬型直流電源設備は，非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車の冷却方式を空冷とすることで，

冷却方式が水冷である非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から給電する非常用直流電源

設備に対して多様性を有する設計とする。また，B1-115V系充電器（SA），SA用 115V系充電器及び 230V系充電器（常用）により交流電力を直

流に変換できることで，230V系蓄電池(RCIC)，A-115V系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，B-115V系蓄電池，B1-115V系蓄電池（SA），原子

炉中性子計装用蓄電池を用いる非常用直流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車，B1-115V系充電器（SA），SA用115V系充電器，230V系充電器（常用）及びタンクローリは，屋外の原子炉

建物から離れた場所及び廃棄物処理建物内に設置又は保管することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍の B-ディーゼル燃料移送ポンプ，タービン建物近傍の A-ディーゼル燃料移送ポン

プ，ディーゼル燃料移送ポンプ及び廃棄物処理建物内の異なる区画に設置する充電器と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的

分散を図る設計とする。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車用発電機から直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用ディーゼル

発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型直流電源設備は非常用直流電源設備に対して独立性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設

置する設計とする。 



非電-15 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第61条 

可搬型直流電源設備による減圧 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-2-4-4図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第9-1-1-2-4-4図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設

計 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-2-4-4図 

【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な

設計とする。 

・油量の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第9-1-1-2-4-4図 

【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第9-1-1-4-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



非電-16 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第61条 

可搬型直流電源設備による減圧 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計

・Ⅵ－2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

高圧発電機車 

B1-115V系充電器（SA） 

SA用115V系充電器 

230V系充電器（常用） 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び独

立性の考慮内容 

可搬型直流電源設備は，非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車の冷却方式を空冷とすることで，

冷却方式が水冷である非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から給電する非常用直流電源

設備に対して多様性を有する設計とする。また，B1-115V系充電器（SA），SA用 115V系充電器及び 230V系充電器（常用）により交流電力を直

流に変換できることで，230V系蓄電池(RCIC)，A-115V系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，B-115V系蓄電池，B1-115V系蓄電池（SA），原子

炉中性子計装用蓄電池を用いる非常用直流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車，B1-115V系充電器（SA），SA用115V系充電器，230V系充電器（常用）及びタンクローリは，屋外の原子炉

建物から離れた場所及び廃棄物処理建物内に設置又は保管することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍の B-ディーゼル燃料移送ポンプ，タービン建物近傍の A-ディーゼル燃料移送ポン

プ，ディーゼル燃料移送ポンプ及び廃棄物処理建物内の異なる区画に設置する充電器と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的

分散を図る設計とする。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車用発電機から直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用ディーゼル

発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型直流電源設備は非常用直流電源設備に対して独立性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設

置する設計とする。 



非電-17 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第61条 

可搬型直流電源設備による減圧 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

タンクローリ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-4-3-7図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第9-1-1-4-3-7図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故等対処設備の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-4-3-7図 

【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・分解点検又は取替が可能な設計とする。

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第9-1-1-4-3-8図 

【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第9-1-1-4-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



非電-18 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第61条 
可搬型直流電源設備による減圧 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

タンクローリ 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処
設備の容量 

・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処
設備の接続性 

・簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続できる設計
・発電用原子炉施設が相互に使用することができるように同一形状の接続方
式の設計とするとともに，同一ポンプを接続する配管は口径を統一する
等，複数の系統での接続方式を図った設計

【構造図】：第9-1-1-4-3-7図 
【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所
の確保 

－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 
・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設
備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及
び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 
外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な
うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大
事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震に対しては，転倒しないことを確認する。又は必要により固縛等の処置
をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり
込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構
造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」
及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計

・Ⅵ-1-1-3
・Ⅵ-1-1-7-別添1
・Ⅵ-1-1-7-別添2

溢水 
・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な
うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大
事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な
うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大
事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

高圧発電機車 

B1-115V系充電器（SA） 

SA用115V系充電器 

230V系充電器（常用） 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び独

立性の考慮内容 

可搬型直流電源設備は，非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車の冷却方式を空冷とすることで，

冷却方式が水冷である非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から給電する非常用直流電源

設備に対して多様性を有する設計とする。また，B1-115V系充電器（SA），SA用 115V系充電器及び 230V系充電器（常用）により交流電力を直

流に変換できることで，230V系蓄電池(RCIC)，A-115V系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，B-115V系蓄電池，B1-115V系蓄電池（SA），原子

炉中性子計装用蓄電池を用いる非常用直流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車，B1-115V系充電器（SA），SA用115V系充電器，230V系充電器（常用）及びタンクローリは，屋外の原子炉

建物から離れた場所及び廃棄物処理建物内に設置又は保管することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍の B-ディーゼル燃料移送ポンプ，タービン建物近傍の A-ディーゼル燃料移送ポン

プ，ディーゼル燃料移送ポンプ及び廃棄物処理建物内の異なる区画に設置する充電器と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的

分散を図る設計とする。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車用発電機から直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用ディーゼル

発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型直流電源設備は非常用直流電源設備に対して独立性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設

置する設計とする。 



非電-19 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第61条 

可搬型直流電源設備による減圧 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

SRV用電源切替盤 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 15300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・感電防止のため露出した充電部への近接防止を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

－ 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来の用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋内現場操作 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



非電-20 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第61条 

可搬型直流電源設備による減圧 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

SRV用電源切替盤 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5-別添2

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

A-115V系蓄電池 

SRV用電源切替盤 B-115V系蓄電池 

B1-115V系蓄電池（SA） 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

可搬型直流電源設備は，非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車の冷却方式を空冷とす

ることで，冷却方式が水冷である非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から給電

する非常用直流電源設備に対して多様性を有する設計とする。また，B1-115V系充電器（SA），SA用115V系充電器及び230V系充電器

（常用）により交流電力を直流に変換できることで，230V系蓄電池(RCIC)，A-115V系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，B-115V系

蓄電池，B1-115V系蓄電池（SA），原子炉中性子計装用蓄電池を用いる非常用直流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車，B1-115V系充電器（SA），SA用115V系充電器，230V系充電器（常用）及びタンクローリは，屋

外の原子炉建物から離れた場所及び廃棄物処理建物内に設置又は保管することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍のB-ディーゼル燃料移送ポンプ，タービン建物近

傍のA-ディーゼル燃料移送ポンプ，ディーゼル燃料移送ポンプ及び廃棄物処理建物内の異なる区画に設置する充電器と共通要因によ

って同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車用発電機から直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用

ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から直流母線までの系統に対して，独立性を有す

る設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型直流電源設備は非常用直流電源設備に対して独立性を有する設

計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複

数箇所に設置する設計とする。 



非電-21 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第61条 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池による減

圧 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 15300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第9-1-2-2-2-10図 

荷重 

・地震，風（台風），積雪による荷重を考慮して，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用の工具を用いて，確実に作業ができる設

計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等，使用する設備

に応じて接続方式を統一することにより，確実に接続が可能な設計 

・感電防止のため露出した充電部への近接防止を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第9-1-2-2-1-4図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・電圧測定が可能な系統設計とする。
【単線結線図】：第1-4-8図 

【構造図】：第9-1-2-2-2-10図 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来の用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【単線結線図】：第1-4-8図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋内現場操作 

【配置図】：第9-1-2-2-1-4図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



非電-22 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第61条 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池による減

圧 

可搬型重大事故等対処設備 

参照資料 
主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室） 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
・ボルト・ネジ接続を用い，容易かつ確実に接続できる設計 【単線結線図】：第1-4-8図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－(原子炉建物の外から水又は電力を供給しない) － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上の建物等内に保管

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物等内に保管 

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-7-別添2

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

A-115V系蓄電池 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室） B-115V系蓄電池 

B1-115V系蓄電池（SA） 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，常設の鉛蓄電池である，A-115V系蓄

電池，B-115V系蓄電池，B1-115V系蓄電池（SA）及び SA用115V蓄電池に対して，可搬型の鉛蓄電池とすることで多様性を有する設

計とする。 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）は，廃棄物処理建物内のA-115V系蓄電池，B-115V系蓄電池，B1-115V系蓄電池（SA）及び

SA 用 115V 系蓄電池と廃棄物処理建物内の異なる区画に保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散

を図る設計とする。 



非電-23 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

常設代替交流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ガスタービン発電機 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：ガスタービン発電機

建物 EL 47500 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・中央制御室の制御盤の操作スイッチでの操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第9-1-1-3-1-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・各種負荷（ポンプ負荷，系統負荷，模擬負荷）により機能・性能確認が可能

な設計とする。 

・分解点検が可能な設計とする。

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-2図 

【構造図】：第9-1-1-3-4-1,5図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【単線結線図】：第1-4-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【単線結線図】：第1-4-2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計
【配置図】：第9-1-1-3-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



非電-24 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

常設代替交流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ガスタービン発電機 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計

・落雷に対しては，避雷設備又は接地設備により防護する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
非常用交流電源設備 

ガスタービン発電機 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

ガスタービン発電機用サービスタンク 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

電力 － － 

空気 － － 

油 ディーゼル燃料デイタンク ガスタービン発電機用サービスタンク 

冷却水 水冷 空冷 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

常設代替交流電源設備は，非常用交流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，ガスタービン発電機用発電機をガ

スタービンにより駆動することで，ディーゼルエンジンにより駆動する非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電設備の発電機を用いる非常用交流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機，ガスタービン発電機用サービスタンク及びガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，

原子炉建物から離れたガスタービン発電機建物内に設置することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍に設置する非常用ディーゼル発電設備のB-ディーゼル燃料移送

ポンプ，タービン建物近傍に設置する非常用ディーゼル発電設備のA-ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電設備のディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

常設代替交流電源設備は，ガスタービン発電機用発電機から 2C-メタルクラッド開閉装置及び 2D-メタルクラッド開閉装置までの系

統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用ディーゼル発電設備の発電機から2C-メタルクラッド開閉装置及び2D-

メタルクラッド開閉装置までの系統並びに高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から 2HPCS-メタルクラッド開閉装置ま

での系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，常設代替交流電源設備は非常用交流電源設備に対して独立性を有する

設計とする。 



非電-25 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

常設代替交流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第9-1-1-3-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-3-4-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-3-3-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第9-1-1-3-4-3図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設

計 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-3-3-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第9-1-1-3-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-3-4-3図 

【系統図】：第9-1-1-3-3-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な

設計とする。 

・油量の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第9-1-1-3-4-3図 

【系統図】：第9-1-1-3-3-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第9-1-1-3-3-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第9-1-1-3-3-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第9-1-1-3-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



非電-26 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

常設代替交流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計

・Ⅵ－2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
非常用交流電源設備 

ガスタービン発電機 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

ガスタービン発電機用サービスタンク 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

電力 － － 

空気 － － 

油 ディーゼル燃料デイタンク ガスタービン発電機用サービスタンク 

冷却水 水冷 空冷 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

常設代替交流電源設備は，非常用交流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，ガスタービン発電機用発電機をガ

スタービンにより駆動することで，ディーゼルエンジンにより駆動する非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電設備の発電機を用いる非常用交流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機，ガスタービン発電機用サービスタンク及びガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，

原子炉建物から離れたガスタービン発電機建物内に設置することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍に設置する非常用ディーゼル発電設備のB-ディーゼル燃料移送

ポンプ，タービン建物近傍に設置する非常用ディーゼル発電設備のA-ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電設備のディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

常設代替交流電源設備は，ガスタービン発電機用発電機から 2C-メタルクラッド開閉装置及び 2D-メタルクラッド開閉装置までの系

統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用ディーゼル発電設備の発電機から2C-メタルクラッド開閉装置及び2D-

メタルクラッド開閉装置までの系統並びに高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から 2HPCS-メタルクラッド開閉装置ま

での系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，常設代替交流電源設備は非常用交流電源設備に対して独立性を有する

設計とする。 



非電-27 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

常設代替交流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ガスタービン発電機用サービスタンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：ガスタービン発電機

建物 EL 50700 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-3-3-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第9-1-1-3-4-4図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-3-3-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な

設計とする。 

・油量の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第9-1-1-3-4-4図 

【系統図】：第9-1-1-3-3-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第9-1-1-3-3-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第9-1-1-3-3-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋内現場操作 

【配置図】：第9-1-1-3-1-2図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



非電-28 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

常設代替交流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ガスタービン発電機用サービスタンク 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計

・Ⅵ－2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
非常用交流電源設備 

ガスタービン発電機 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

ガスタービン発電機用サービスタンク 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

電力 － － 

空気 － － 

油 ディーゼル燃料デイタンク ガスタービン発電機用サービスタンク 

冷却水 水冷 空冷 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

常設代替交流電源設備は，非常用交流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，ガスタービン発電機用発電機をガ

スタービンにより駆動することで，ディーゼルエンジンにより駆動する非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電設備の発電機を用いる非常用交流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機，ガスタービン発電機用サービスタンク及びガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，

原子炉建物から離れたガスタービン発電機建物内に設置することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍に設置する非常用ディーゼル発電設備のB-ディーゼル燃料移送

ポンプ，タービン建物近傍に設置する非常用ディーゼル発電設備のA-ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電設備のディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

常設代替交流電源設備は，ガスタービン発電機用発電機から 2C-メタルクラッド開閉装置及び 2D-メタルクラッド開閉装置までの系

統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用ディーゼル発電設備の発電機から2C-メタルクラッド開閉装置及び2D-

メタルクラッド開閉装置までの系統並びに高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から 2HPCS-メタルクラッド開閉装置ま

での系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，常設代替交流電源設備は非常用交流電源設備に対して独立性を有する

設計とする。 



非電-29 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

常設代替交流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：ガスタービン発電機

建物 EL 47500 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法4 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-3-3-1図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない

【構造図】：第9-1-1-3-4-2図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-3-3-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第9-1-1-3-3-1図 

【構造図】：第9-1-1-3-4-2図 

第
４
号 

系統の切替性 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第9-1-1-3-3-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第9-1-1-3-3-1図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋内現場操作 

【配置図】：第9-1-1-3-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



非電-30 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

常設代替交流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計

・Ⅵ－2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
非常用交流電源設備 

ガスタービン発電機 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

ガスタービン発電機用サービスタンク 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

電力 － － 

空気 － － 

油 ディーゼル燃料デイタンク ガスタービン発電機用サービスタンク 

冷却水 水冷 空冷 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

常設代替交流電源設備は，非常用交流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，ガスタービン発電機用発電機をガ

スタービンにより駆動することで，ディーゼルエンジンにより駆動する非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電設備の発電機を用いる非常用交流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機，ガスタービン発電機用サービスタンク及びガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，

原子炉建物から離れたガスタービン発電機建物内に設置することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍に設置する非常用ディーゼル発電設備のB-ディーゼル燃料移送

ポンプ，タービン建物近傍に設置する非常用ディーゼル発電設備のA-ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電設備のディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

常設代替交流電源設備は，ガスタービン発電機用発電機から 2C-メタルクラッド開閉装置及び 2D-メタルクラッド開閉装置までの系

統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用ディーゼル発電設備の発電機から2C-メタルクラッド開閉装置及び2D-

メタルクラッド開閉装置までの系統並びに高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から 2HPCS-メタルクラッド開閉装置ま

での系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，常設代替交流電源設備は非常用交流電源設備に対して独立性を有する

設計とする。 



非電-31 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第72条 

常設代替交流電源設備による原子炉補

機代替冷却系への給電 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
ガスタービン発電機 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：ガスタービン発電機

建物 EL 47500 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・中央制御室の制御盤の操作スイッチでの操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第9-1-1-3-1-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・各種負荷（ポンプ負荷，系統負荷，模擬負荷）により機能・性能確認が可能

な設計とする。 

・分解点検が可能な設計とする。

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-2図 

【構造図】：第9-1-1-3-4-1,5図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【単線結線図】：第1-4-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【単線結線図】：第1-4-2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計
【配置図】：第9-1-1-3-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



非電-32 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第72条 

常設代替交流電源設備による原子炉補

機代替冷却系への給電 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
ガスタービン発電機 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計

・落雷に対しては，避雷設備又は接地設備により防護する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
非常用交流電源設備 

ガスタービン発電機 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

ガスタービン発電機用サービスタンク 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

電力 － － 

空気 － － 

油 ディーゼル燃料デイタンク ガスタービン発電機用サービスタンク 

冷却水 水冷 空冷 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

常設代替交流電源設備は，非常用交流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，ガスタービン発電機用発電機をガ

スタービンにより駆動することで，ディーゼルエンジンにより駆動する非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電設備の発電機を用いる非常用交流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機，ガスタービン発電機用サービスタンク及びガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，

原子炉建物から離れたガスタービン発電機建物内に設置することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍に設置する非常用ディーゼル発電設備のB-ディーゼル燃料移送

ポンプ，タービン建物近傍に設置する非常用ディーゼル発電設備のA-ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電設備のディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

常設代替交流電源設備は，ガスタービン発電機用発電機から 2C-メタルクラッド開閉装置及び 2D-メタルクラッド開閉装置までの系

統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用ディーゼル発電設備の発電機から2C-メタルクラッド開閉装置及び2D-

メタルクラッド開閉装置までの系統並びに高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から 2HPCS-メタルクラッド開閉装置ま

での系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，常設代替交流電源設備は非常用交流電源設備に対して独立性を有する

設計とする。 



非電-33 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第72条 

可搬型代替交流電源設備による給電 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

高圧発電機車 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮

【配置図】：第9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-4-3-1～4, 

9～12図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
－ 

荷重 

・地震，風（台風），積雪による荷重を考慮して，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-4-3-1～4, 

9～12図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・各種負荷（ポンプ負荷，系統負荷，模擬負荷）により機能・性能確認が可能

な設計とする 

・分解又は取替が可能な設計とする

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-2図 

【構造図】：第9-1-1-4-3-1～4, 

9～12図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【単線結線図】：第1-4-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【単線結線図】：第1-4-2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第9-1-1-4-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



非電-34 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第72条 
可搬型代替交流電源設備による給電 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

高圧発電機車 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処
設備の容量 

・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処
設備の接続性 

・より簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続ができる設計 【単線結線図】：第1-4-2図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所
の確保 

・建物面の隣接しない位置に複数箇所設置する設計 【配置図】：第9-1-1-4-1-1図 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 
・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設
備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び
通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 
外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な
うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大
事故等対処設備と位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管

・地震に対しては，転倒しないことを確認する又は必要により固縛等の処置
をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり
込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構
造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」
及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計

・Ⅵ-1-1-3
・Ⅵ-1-1-7-別添1
・Ⅵ-1-1-7-別添2

溢水 
・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な
うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大
事故等対処設備と位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な
うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大
事故等対処設備と位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
非常用交流電源設備 

高圧発電機車 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 － － 

空気 － － 

油 ディーゼル燃料デイタンク タンクローリ 

冷却水 水冷 空冷 

水源 － － 

多重性又は多様性及び独

立性の考慮内容 

可搬型代替交流電源設備は，非常用交流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車の冷却方式を空冷とすること

で，冷却方式が水冷である非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機を用いる非常用交流電源

設備に対して多様性を有する設計とする。また，可搬型代替交流電源設備は，常設代替交流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，高圧発電機車用発電機をディーゼルエンジンにより駆動することで，ガスタービンにより駆動するガスタービン発電機用発電機を用い

る常設代替交流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車及びタンクローリは，屋外の原子炉建物から離れた場所に保管することで，原子炉建物内の非常用ディ

ーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍のB-ディーゼル燃料移送ポンプ，ター

ビン建物近傍の A-ディーゼル燃料移送ポンプ及びディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を

図る設計とする。また，可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車及びタンクローリは，ガスタービン発電機建物内に設置するガスタービン発電

機，ガスタービン発電機用サービスタンク及びガスタービン発電機用燃料移送ポンプから離れた場所に保管することで，共通要因によって同時

に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

可搬型代替交流電源設備は，高圧発電機車用発電機から 2C-メタルクラッド開閉装置及び 2D-メタルクラッド開閉装置までの系統において，独

立した電路で系統構成することにより，非常用ディーゼル発電設備の発電機から 2C-メタルクラッド開閉装置及び 2D-メタルクラッド開閉装置

までの系統並びに高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から 2HPCS-メタルクラッド開閉装置までの系統に対して，独立性を有する

設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型代替交流電源設備は非常用交流電源設備に対して独立性を有する設計と

する。 

可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所

に設置する設計とする。 



非電-35 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

可搬型代替交流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-3-4-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第9-1-1-3-4-3図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設

計 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-3-4-3図 

【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な

設計とする。 

・油量の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第9-1-1-3-4-3図 

【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第9-1-1-4-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



非電-36 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

可搬型代替交流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計

・Ⅵ－2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
非常用交流電源設備 

高圧発電機車 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 － － 

空気 － － 

油 ディーゼル燃料デイタンク タンクローリ 

冷却水 水冷 空冷 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

可搬型代替交流電源設備は，非常用交流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車の冷却方式を空冷

とすることで，冷却方式が水冷である非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機を用

いる非常用交流電源設備に対して多様性を有する設計とする。また，可搬型代替交流電源設備は，常設代替交流電源設備と共通要因

によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車用発電機をディーゼルエンジンにより駆動することで，ガスタービンにより駆

動するガスタービン発電機用発電機を用いる常設代替交流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車及びタンクローリは，屋外の原子炉建物から離れた場所に保管することで，原子炉建物内の

非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍のB-ディーゼル

燃料移送ポンプ，タービン建物近傍のA-ディーゼル燃料移送ポンプ及びディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を

損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。また，可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車及びタンクローリは，ガスタービン

発電機建物内に設置するガスタービン発電機，ガスタービン発電機用サービスタンク及びガスタービン発電機用燃料移送ポンプから

離れた場所に保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

可搬型代替交流電源設備は，高圧発電機車用発電機から 2C-メタルクラッド開閉装置及び 2D-メタルクラッド開閉装置までの系統に

おいて，独立した電路で系統構成することにより，非常用ディーゼル発電設備の発電機から2C-メタルクラッド開閉装置及び2D-メタ

ルクラッド開閉装置までの系統並びに高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から 2HPCS-メタルクラッド開閉装置までの

系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型代替交流電源設備は非常用交流電源設備に対して独立性を有す

る設計とする。 

可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図っ

た複数箇所に設置する設計とする。 



非電-37 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

可搬型代替交流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-1-4-5図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第9-1-1-1-4-5図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設

計 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-1-4-5図 

【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な

設計とする。 

・油量の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第9-1-1-1-4-5図 

【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第9-1-1-4-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



非電-38 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

可搬型代替交流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計

・Ⅵ－2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
非常用交流電源設備 

高圧発電機車 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 － － 

空気 － － 

油 ディーゼル燃料デイタンク タンクローリ 

冷却水 水冷 空冷 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

可搬型代替交流電源設備は，非常用交流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車の冷却方式を空冷とすることで，冷却方

式が水冷である非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機を用いる非常用交流電源設備に対して多様性を有

する設計とする。また，可搬型代替交流電源設備は，常設代替交流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車用発電機をデ

ィーゼルエンジンにより駆動することで，ガスタービンにより駆動するガスタービン発電機用発電機を用いる常設代替交流電源設備に対して多様性を有す

る設計とする。 

可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車及びタンクローリは，屋外の原子炉建物から離れた場所に保管することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電

設備，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍の B-ディーゼル燃料移送ポンプ，タービン建物近傍のA-ディ

ーゼル燃料移送ポンプ及びディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。また，可搬型代替

交流電源設備の高圧発電機車及びタンクローリは，ガスタービン発電機建物内に設置するガスタービン発電機，ガスタービン発電機用サービスタンク及び

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプから離れた場所に保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

可搬型代替交流電源設備は，高圧発電機車用発電機から 2C-メタルクラッド開閉装置及び 2D-メタルクラッド開閉装置までの系統において，独立した電路

で系統構成することにより，非常用ディーゼル発電設備の発電機から 2C-メタルクラッド開閉装置及び 2D-メタルクラッド開閉装置までの系統並びに高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から2HPCS-メタルクラッド開閉装置までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型代替交流電源設備は非常用交流電源設備に対して独立性を有する設計とする。 

可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する

設計とする。 



非電-39 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

可搬型代替交流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-1-4-6図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第9-1-1-1-4-6図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設

計 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-1-4-6図 

【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な

設計とする。 

・油量の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第9-1-1-1-4-6図 

【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第9-1-1-4-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



非電-40 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

可搬型代替交流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計

・Ⅵ－2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
非常用交流電源設備 

高圧発電機車 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 － － 

空気 － － 

油 ディーゼル燃料デイタンク タンクローリ 

冷却水 水冷 空冷 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

可搬型代替交流電源設備は，非常用交流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車の冷却方式を空冷とすることで，冷却方

式が水冷である非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機を用いる非常用交流電源設備に対して多様性を有

する設計とする。また，可搬型代替交流電源設備は，常設代替交流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車用発電機をデ

ィーゼルエンジンにより駆動することで，ガスタービンにより駆動するガスタービン発電機用発電機を用いる常設代替交流電源設備に対して多様性を有す

る設計とする。 

可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車及びタンクローリは，屋外の原子炉建物から離れた場所に保管することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電

設備，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍の B-ディーゼル燃料移送ポンプ，タービン建物近傍のA-ディ

ーゼル燃料移送ポンプ及びディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。また，可搬型代替

交流電源設備の高圧発電機車及びタンクローリは，ガスタービン発電機建物内に設置するガスタービン発電機，ガスタービン発電機用サービスタンク及び

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプから離れた場所に保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

可搬型代替交流電源設備は，高圧発電機車用発電機から 2C-メタルクラッド開閉装置及び 2D-メタルクラッド開閉装置までの系統において，独立した電路

で系統構成することにより，非常用ディーゼル発電設備の発電機から 2C-メタルクラッド開閉装置及び 2D-メタルクラッド開閉装置までの系統並びに高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から2HPCS-メタルクラッド開閉装置までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型代替交流電源設備は非常用交流電源設備に対して独立性を有する設計とする。 

可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する

設計とする。 



非電-41 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

可搬型代替交流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-2-4-4図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3

節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第9-1-1-2-4-4図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設

計 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-2-4-4図 

【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な

設計とする。 

・油量の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第9-1-1-2-4-4図 

【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第9-1-1-4-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



非電-42 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

可搬型代替交流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計

・Ⅵ－2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
非常用交流電源設備 

高圧発電機車 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 － － 

空気 － － 

油 ディーゼル燃料デイタンク タンクローリ 

冷却水 水冷 空冷 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

可搬型代替交流電源設備は，非常用交流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車の冷却方式を空冷とすることで，冷却方

式が水冷である非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機を用いる非常用交流電源設備に対して多様性を有

する設計とする。また，可搬型代替交流電源設備は，常設代替交流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車用発電機をデ

ィーゼルエンジンにより駆動することで，ガスタービンにより駆動するガスタービン発電機用発電機を用いる常設代替交流電源設備に対して多様性を有す

る設計とする。 

可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車及びタンクローリは，屋外の原子炉建物から離れた場所に保管することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電

設備，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍の B-ディーゼル燃料移送ポンプ，タービン建物近傍のA-ディ

ーゼル燃料移送ポンプ及びディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。また，可搬型代替

交流電源設備の高圧発電機車及びタンクローリは，ガスタービン発電機建物内に設置するガスタービン発電機，ガスタービン発電機用サービスタンク及び

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプから離れた場所に保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

可搬型代替交流電源設備は，高圧発電機車用発電機から 2C-メタルクラッド開閉装置及び 2D-メタルクラッド開閉装置までの系統において，独立した電路

で系統構成することにより，非常用ディーゼル発電設備の発電機から 2C-メタルクラッド開閉装置及び 2D-メタルクラッド開閉装置までの系統並びに高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から2HPCS-メタルクラッド開閉装置までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型代替交流電源設備は非常用交流電源設備に対して独立性を有する設計とする。 

可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設置する

設計とする。 



非電-43 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第72条 

可搬型代替交流電源設備による給電 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

タンクローリ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-4-3-7図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第9-1-1-4-3-7図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故等対処設備の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-4-3-7図 

【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・分解点検又は取替が可能な設計とする。

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第9-1-1-4-3-8図 

【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第9-1-1-4-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



非電-44 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第72条 
可搬型代替交流電源設備による給電 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

タンクローリ 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処
設備の容量 

・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処
設備の接続性 

・簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続できる設計
・発電用原子炉施設が相互に使用することができるように同一形状の接続方
式の設計とするとともに，同一ポンプを接続する配管は口径を統一する等，
複数の系統での接続方式を図った設計

【構造図】：第9-1-1-4-3-7図 
【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所
の確保 

－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 
・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設
備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び
通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 
外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な
うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大
事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震に対しては，転倒しないことを確認する。又は必要により固縛等の処置
をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり
込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構
造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」
及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計

・Ⅵ-1-1-3
・Ⅵ-1-1-7-別添1
・Ⅵ-1-1-7-別添2

溢水 
・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な
うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大
事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な
うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大
事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
非常用交流電源設備 

高圧発電機車 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 － － 

空気 － － 

油 ディーゼル燃料デイタンク タンクローリ 

冷却水 水冷 空冷 

水源 － － 

多重性又は多様性及び独

立性の考慮内容 

可搬型代替交流電源設備は，非常用交流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車の冷却方式を空冷とすること

で，冷却方式が水冷である非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機を用いる非常用交流電源

設備に対して多様性を有する設計とする。また，可搬型代替交流電源設備は，常設代替交流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，高圧発電機車用発電機をディーゼルエンジンにより駆動することで，ガスタービンにより駆動するガスタービン発電機用発電機を用い

る常設代替交流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車及びタンクローリは，屋外の原子炉建物から離れた場所に保管することで，原子炉建物内の非常用ディ

ーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍のB-ディーゼル燃料移送ポンプ，ター

ビン建物近傍の A-ディーゼル燃料移送ポンプ及びディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を

図る設計とする。また，可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車及びタンクローリは，ガスタービン発電機建物内に設置するガスタービン発電

機，ガスタービン発電機用サービスタンク及びガスタービン発電機用燃料移送ポンプから離れた場所に保管することで，共通要因によって同時

に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

可搬型代替交流電源設備は，高圧発電機車用発電機から 2C-メタルクラッド開閉装置及び 2D-メタルクラッド開閉装置までの系統において，独

立した電路で系統構成することにより，非常用ディーゼル発電設備の発電機から 2C-メタルクラッド開閉装置及び 2D-メタルクラッド開閉装置

までの系統並びに高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から 2HPCS-メタルクラッド開閉装置までの系統に対して，独立性を有する

設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型代替交流電源設備は非常用交流電源設備に対して独立性を有する設計と

する。 

可搬型代替交流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所

に設置する設計とする。 



非電-45 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第72条 

所内常設蓄電式直流電源設備による給

電 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
B-115V系蓄電池 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 12300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第9-1-2-2-2-3図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・電圧測定が可能な系統設計とする。
【単線結線図】：第1-4-3図 

【構造図】：第9-1-2-2-2-3図 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来の用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【単線結線図】：第1-4-3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



非電-46 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第72条 

所内常設蓄電式直流電源設備による給

電 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
B-115V系蓄電池 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

B-115V系蓄電池 

B1-115V系蓄電池（SA） 

230V系蓄電池（RCIC） 

SA用115V系蓄電池 

B-115V系充電器 

B1-115V系充電器（SA） 

230V系充電器（RCIC） 

SA用115V系充電器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

所内常設蓄電式直流電源設備は，原子炉建物及び廃棄物処理建物内の非常用直流電源設備 3系統のうち 2系統と異なる区画に設置す

ることで，非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備は，蓄電池及び充電器から直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非

常用直流電源設備3系統のうち2系統の蓄電池及び充電器から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，所内常設蓄電式直流電源設備は非常用直流電源設備 3系統のうち2系統に対して独

立性を有する設計とする。 



非電-47 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第72条 

所内常設蓄電式直流電源設備による給

電 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
B1-115V系蓄電池（SA） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 12300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第9-1-2-2-2-4,5図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・電圧測定が可能な系統設計とする。
【単線結線図】：第1-4-3図 

【構造図】：第9-1-2-2-2-4,5図 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来の用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【単線結線図】：第1-4-3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



非電-48 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第72条 

所内常設蓄電式直流電源設備による給

電 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
B1-115V系蓄電池（SA） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

B-115V系蓄電池 

B1-115V系蓄電池（SA） 

230V系蓄電池（RCIC） 

SA用115V系蓄電池 

B-115V系充電器 

B1-115V系充電器（SA） 

230V系充電器（RCIC） 

SA用115V系充電器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

所内常設蓄電式直流電源設備は，原子炉建物及び廃棄物処理建物内の非常用直流電源設備 3系統のうち 2系統と異なる区画に設置す

ることで，非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備は，蓄電池及び充電器から直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非

常用直流電源設備3系統のうち2系統の蓄電池及び充電器から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，所内常設蓄電式直流電源設備は非常用直流電源設備 3系統のうち2系統に対して独

立性を有する設計とする。 



非電-49 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第72条 

所内常設蓄電式直流電源設備による給

電 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
230V系蓄電池（RCIC） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（40℃）

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 12300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第9-1-2-2-2-1図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・電圧測定が可能な系統設計とする。
【単線結線図】：第1-4-3図 

【構造図】：第9-1-2-2-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来の用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【単線結線図】：第1-4-3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



非電-50 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第72条 

所内常設蓄電式直流電源設備による給

電 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
230V系蓄電池（RCIC） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

B-115V系蓄電池 

B1-115V系蓄電池（SA） 

230V系蓄電池（RCIC） 

SA用115V系蓄電池 

B-115V系充電器 

B1-115V系充電器（SA） 

230V系充電器（RCIC） 

SA用115V系充電器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

所内常設蓄電式直流電源設備は，原子炉建物及び廃棄物処理建物内の非常用直流電源設備 3系統のうち 2系統と異なる区画に設置す

ることで，非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備は，蓄電池及び充電器から直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非

常用直流電源設備3系統のうち2系統の蓄電池及び充電器から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，所内常設蓄電式直流電源設備は非常用直流電源設備 3系統のうち2系統に対して独

立性を有する設計とする。 



非電-51 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第72条 

所内常設蓄電式直流電源設備による給

電 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
SA用115V系蓄電池 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 15300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第9-1-2-2-2-6,7図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・電圧測定が可能な系統設計とする。
【単線結線図】：第1-4-3図 

【構造図】：第9-1-2-2-2-6,7図 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来の用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【単線結線図】：第1-4-3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



非電-52 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第72条 

所内常設蓄電式直流電源設備による給

電 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
SA用115V系蓄電池 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

B-115V系蓄電池 

B1-115V系蓄電池（SA） 

230V系蓄電池（RCIC） 

SA用115V系蓄電池 

B-115V系充電器 

B1-115V系充電器（SA） 

230V系充電器（RCIC） 

SA用115V系充電器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

所内常設蓄電式直流電源設備は，原子炉建物及び廃棄物処理建物内の非常用直流電源設備 3系統のうち 2系統と異なる区画に設置す

ることで，非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備は，蓄電池及び充電器から直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非

常用直流電源設備3系統のうち2系統の蓄電池及び充電器から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，所内常設蓄電式直流電源設備は非常用直流電源設備 3系統のうち2系統に対して独

立性を有する設計とする。 



非電-53 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第72条 

所内常設蓄電式直流電源設備による給

電 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
B-115V系充電器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 12300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-3図 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来の用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【単線結線図】：第1-4-3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



非電-54 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第72条 

所内常設蓄電式直流電源設備による給

電 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
B-115V系充電器 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5-別添2

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

B-115V系蓄電池 

B1-115V系蓄電池（SA） 

230V系蓄電池（RCIC） 

SA用115V系蓄電池 

B-115V系充電器 

B1-115V系充電器（SA） 

230V系充電器（RCIC） 

SA用115V系充電器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

所内常設蓄電式直流電源設備は，原子炉建物及び廃棄物処理建物内の非常用直流電源設備 3系統のうち 2系統と異なる区画に設置す

ることで，非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備は，蓄電池及び充電器から直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非

常用直流電源設備3系統のうち2系統の蓄電池及び充電器から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，所内常設蓄電式直流電源設備は非常用直流電源設備 3系統のうち2系統に対して独

立性を有する設計とする。 



非電-55 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第72条 

所内常設蓄電式直流電源設備による給

電 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
B1-115V系充電器（SA） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 12300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
【構造図】：第9-1-2-1-2-3図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-3図 

【構造図】：第9-1-2-1-2-3図 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来の用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【単線結線図】：第1-4-3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



非電-56 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第72条 

所内常設蓄電式直流電源設備による給

電 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
B1-115V系充電器（SA） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

B-115V系蓄電池 

B1-115V系蓄電池（SA） 

230V系蓄電池（RCIC） 

SA用115V系蓄電池 

B-115V系充電器 

B1-115V系充電器（SA） 

230V系充電器（RCIC） 

SA用115V系充電器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

所内常設蓄電式直流電源設備は，原子炉建物及び廃棄物処理建物内の非常用直流電源設備 3系統のうち 2系統と異なる区画に設置す

ることで，非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備は，蓄電池及び充電器から直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非

常用直流電源設備3系統のうち2系統の蓄電池及び充電器から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，所内常設蓄電式直流電源設備は非常用直流電源設備 3系統のうち2系統に対して独

立性を有する設計とする。 



非電-57 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第72条 

所内常設蓄電式直流電源設備による給

電 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
230V系充電器（RCIC） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 12300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-3図 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来の用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【単線結線図】：第1-4-3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



非電-58 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第72条 

所内常設蓄電式直流電源設備による給

電 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
230V系充電器（RCIC） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5-別添2

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

B-115V系蓄電池 

B1-115V系蓄電池（SA） 

230V系蓄電池（RCIC） 

SA用115V系蓄電池 

B-115V系充電器 

B1-115V系充電器（SA） 

230V系充電器（RCIC） 

SA用115V系充電器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

所内常設蓄電式直流電源設備は，原子炉建物及び廃棄物処理建物内の非常用直流電源設備 3系統のうち 2系統と異なる区画に設置す

ることで，非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備は，蓄電池及び充電器から直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非

常用直流電源設備3系統のうち2系統の蓄電池及び充電器から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，所内常設蓄電式直流電源設備は非常用直流電源設備 3系統のうち2系統に対して独

立性を有する設計とする。 



非電-59 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第72条 

所内常設蓄電式直流電源設備による給

電 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
SA用115V系充電器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 12300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
【構造図】：第9-1-2-1-2-4図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-3図 

【構造図】：第9-1-2-1-2-4図 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来の用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【単線結線図】：第1-4-3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



非電-60 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第72条 

所内常設蓄電式直流電源設備による給

電 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
SA用115V系充電器 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

B-115V系蓄電池 

B1-115V系蓄電池（SA） 

230V系蓄電池（RCIC） 

SA用115V系蓄電池 

B-115V系充電器 

B1-115V系充電器（SA） 

230V系充電器（RCIC） 

SA用115V系充電器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

所内常設蓄電式直流電源設備は，原子炉建物及び廃棄物処理建物内の非常用直流電源設備 3系統のうち 2系統と異なる区画に設置す

ることで，非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備は，蓄電池及び充電器から直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非

常用直流電源設備3系統のうち2系統の蓄電池及び充電器から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，所内常設蓄電式直流電源設備は非常用直流電源設備 3系統のうち2系統に対して独

立性を有する設計とする。 



非電-61 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

常設代替直流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

SA用115V系蓄電池 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 15300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第9-1-2-2-2-6,7図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・電圧測定が可能な系統設計とする。
【単線結線図】：第1-4-3図 

【構造図】：第9-1-2-2-2-6,7図 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来の用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【単線結線図】：第1-4-3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



非電-62 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

常設代替直流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

SA用115V系蓄電池 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

SA用115V系蓄電池 

SA用115V系充電器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

常設代替直流電源設備は，廃棄物処理建物内に設置し，非常用直流電源設備3系統のうち 2系統と異なる区画に設置することで，非

常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

常設代替直流電源設備は，蓄電池及び充電器から直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用直

流電源設備3系統のうち2系統の蓄電池及び充電器から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，常設代替直流電源設備は非常用直流電源設備に対して独立性を有する設計とする。 



非電-63 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

常設代替直流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

SA用115V系充電器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 12300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
【構造図】：第9-1-2-1-2-4図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-3図 

【構造図】：第9-1-2-1-2-4図 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来の用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【単線結線図】：第1-4-3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



非電-64 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

常設代替直流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

SA用115V系充電器 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

B-115V系蓄電池 

B1-115V系蓄電池（SA） 

230V系蓄電池（RCIC） 

SA用115V系蓄電池 

B-115V系充電器 

B1-115V系充電器（SA） 

230V系充電器（RCIC） 

SA用115V系充電器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

常設代替直流電源設備は，廃棄物処理建物内に設置し，非常用直流電源設備3系統のうち 2系統と異なる区画に設置することで，非

常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

常設代替直流電源設備は，蓄電池及び充電器から直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用直

流電源設備3系統のうち2系統の蓄電池及び充電器から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，常設代替直流電源設備は非常用直流電源設備に対して独立性を有する設計とする。 



非電-65 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第72条 

可搬型直流電源設備による給電 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

高圧発電機車 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮

【配置図】：第9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-4-3-1～4, 

9～12図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
－ 

荷重 

・地震，風（台風），積雪による荷重を考慮して，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-4-3-1～4, 

9～12図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・各種負荷（ポンプ負荷，系統負荷，模擬負荷）により機能・性能確認が可能

な設計とする 

・分解又は取替が可能な設計とする

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-5図 

【構造図】：第9-1-1-4-3-1～4, 

9～12図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【単線結線図】：第1-4-5図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【単線結線図】：第1-4-5図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第9-1-1-4-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



非電-66 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第72条 

可搬型直流電源設備による給電 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

高圧発電機車 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処
設備の容量 

・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処
設備の接続性 

・より簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続ができる設計 【単線結線図】：第1-4-5図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所
の確保 

・建物面の隣接しない位置に複数箇所設置する設計 【配置図】：第9-1-1-4-1-1図 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 
・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設
備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び
通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 
外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な
うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大
事故等対処設備と位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管

・地震に対しては，転倒しないことを確認する又は必要により固縛等の処置
をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり
込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構
造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」
及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計

・Ⅵ-1-1-3
・Ⅵ-1-1-7-別添1
・Ⅵ-1-1-7-別添2

溢水 
・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な
うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大
事故等対処設備と位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な
うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大
事故等対処設備と位置的分散を図り，複数箇所に分散して保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

高圧発電機車 

B1-115V系充電器（SA） 

SA用115V系充電器 

230V系充電器（常用） 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び独立

性の考慮内容 

可搬型直流電源設備は，非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車の冷却方式を空冷とすること

で，冷却方式が水冷である非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から給電する非常用直

流電源設備に対して多様性を有する設計とする。また，B1-115V系充電器（SA），SA用115V系充電器及び230V系充電器（常用）により交流

電力を直流に変換できることで，230V系蓄電池(RCIC)，A-115V系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，B-115V系蓄電池，B1-115V系蓄電池

（SA），原子炉中性子計装用蓄電池を用いる非常用直流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車，B1-115V系充電器（SA），SA用115V系充電器，230V系充電器（常用）及びタンクローリは，屋外の原

子炉建物から離れた場所及び廃棄物処理建物内に設置又は保管することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍のB-ディーゼル燃料移送ポンプ，タービン建物近傍のA-ディーゼル燃

料移送ポンプ，ディーゼル燃料移送ポンプ及び廃棄物処理建物内の異なる区画に設置する充電器と共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，位置的分散を図る設計とする。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車用発電機から直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用ディー

ゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型直流電源設備は非常用直流電源設備に対して独立性を有する設計とす

る。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所

に設置する設計とする。 



非電-67 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

可搬型直流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B1-115V系充電器（SA） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 12300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
【構造図】：第9-1-2-1-2-3図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第9-1-2-1-1-2図 

【単線結線図】：第1-4-5図 

【構造図】：第9-1-2-1-2-3図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-5図 

【構造図】：第9-1-2-1-2-3図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【単線結線図】：第1-4-5図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【単線結線図】：第1-4-5図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋内現場操作 

【配置図】：第9-1-2-1-1-2図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



非電-68 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

可搬型直流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B1-115V系充電器（SA） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

高圧発電機車 

B1-115V系充電器（SA） 

SA用115V系充電器 

230V系充電器（常用） 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び独立

性の考慮内容 

可搬型直流電源設備は，非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車の冷却方式を空冷とすること

で，冷却方式が水冷である非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から給電する非常用直

流電源設備に対して多様性を有する設計とする。また，B1-115V系充電器（SA），SA用115V系充電器及び230V系充電器（常用）により交流

電力を直流に変換できることで，230V系蓄電池(RCIC)，A-115V系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，B-115V系蓄電池，B1-115V系蓄電池

（SA），原子炉中性子計装用蓄電池を用いる非常用直流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車，B1-115V系充電器（SA），SA用115V系充電器，230V系充電器（常用）及びタンクローリは，屋外の原

子炉建物から離れた場所及び廃棄物処理建物内に設置又は保管することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍のB-ディーゼル燃料移送ポンプ，タービン建物近傍のA-ディーゼル燃

料移送ポンプ，ディーゼル燃料移送ポンプ及び廃棄物処理建物内の異なる区画に設置する充電器と共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，位置的分散を図る設計とする。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車用発電機から直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用ディー

ゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型直流電源設備は非常用直流電源設備に対して独立性を有する設計とす

る。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所

に設置する設計とする。 



非電-69 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

可搬型直流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

SA用115V系充電器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 12300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
【構造図】：第9-1-2-1-2-3図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第9-1-2-1-1-2図 

【単線結線図】：第1-4-5図 

【構造図】：第9-1-2-1-2-4図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-5図 

【構造図】：第9-1-2-1-2-4図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【単線結線図】：第1-4-5図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【単線結線図】：第1-4-5図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋内現場操作 

【配置図】：第9-1-2-1-1-2図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



非電-70 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

可搬型直流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

SA用115V系充電器 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

高圧発電機車 

B1-115V系充電器（SA） 

SA用115V系充電器 

230V系充電器（常用） 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び独立

性の考慮内容 

可搬型直流電源設備は，非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車の冷却方式を空冷とすること

で，冷却方式が水冷である非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から給電する非常用直

流電源設備に対して多様性を有する設計とする。また，B1-115V系充電器（SA），SA用115V系充電器及び230V系充電器（常用）により交流

電力を直流に変換できることで，230V系蓄電池(RCIC)，A-115V系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，B-115V系蓄電池，B1-115V系蓄電池

（SA），原子炉中性子計装用蓄電池を用いる非常用直流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車，B1-115V系充電器（SA），SA用115V系充電器，230V系充電器（常用）及びタンクローリは，屋外の原

子炉建物から離れた場所及び廃棄物処理建物内に設置又は保管することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍のB-ディーゼル燃料移送ポンプ，タービン建物近傍のA-ディーゼル燃

料移送ポンプ，ディーゼル燃料移送ポンプ及び廃棄物処理建物内の異なる区画に設置する充電器と共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，位置的分散を図る設計とする。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車用発電機から直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用ディー

ゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型直流電源設備は非常用直流電源設備に対して独立性を有する設計とす

る。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所

に設置する設計とする。 



非電-71 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

可搬型直流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

230V系充電器（常用） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 12300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
【構造図】：第9-1-2-1-2-2図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第9-1-2-1-1-2図 

【単線結線図】：第1-4-5図 

【構造図】：第9-1-2-1-2-2図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-5図 

【構造図】：第9-1-2-1-2-2図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【単線結線図】：第1-4-5図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【単線結線図】：第1-4-5図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋内現場操作 

【配置図】：第9-1-2-1-1-2図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



非電-72 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

可搬型直流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

230V系充電器（常用） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設備

の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に

基づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」

にて考慮された設計 

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計 

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づ

き設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

高圧発電機車 

B1-115V系充電器（SA） 

SA用115V系充電器 

230V系充電器（常用） 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び独立

性の考慮内容 

可搬型直流電源設備は，非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車の冷却方式を空冷とすること

で，冷却方式が水冷である非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から給電する非常用直

流電源設備に対して多様性を有する設計とする。また，B1-115V系充電器（SA），SA用115V系充電器及び230V系充電器（常用）により交流

電力を直流に変換できることで，230V系蓄電池(RCIC)，A-115V系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，B-115V系蓄電池，B1-115V系蓄電池

（SA），原子炉中性子計装用蓄電池を用いる非常用直流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車，B1-115V系充電器（SA），SA用115V系充電器，230V系充電器（常用）及びタンクローリは，屋外の原

子炉建物から離れた場所及び廃棄物処理建物内に設置又は保管することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍のB-ディーゼル燃料移送ポンプ，タービン建物近傍のA-ディーゼル燃

料移送ポンプ，ディーゼル燃料移送ポンプ及び廃棄物処理建物内の異なる区画に設置する充電器と共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，位置的分散を図る設計とする。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車用発電機から直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用ディー

ゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型直流電源設備は非常用直流電源設備に対して独立性を有する設計とす

る。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所

に設置する設計とする。 



非電-73 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

可搬型直流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-3-4-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第9-1-1-3-4-3図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設

計 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-3-4-3図 

【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な

設計とする。 

・油量の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第9-1-1-3-4-3図 

【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第9-1-1-4-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



非電-74 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

可搬型直流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計

・Ⅵ－2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

高圧発電機車 

B1-115V系充電器（SA） 

SA用115V系充電器 

230V系充電器（常用） 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び独立

性の考慮内容 

可搬型直流電源設備は，非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車の冷却方式を空冷とすること

で，冷却方式が水冷である非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から給電する非常用直

流電源設備に対して多様性を有する設計とする。また，B1-115V系充電器（SA），SA用115V系充電器及び230V系充電器（常用）により交流

電力を直流に変換できることで，230V系蓄電池(RCIC)，A-115V系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，B-115V系蓄電池，B1-115V系蓄電池

（SA），原子炉中性子計装用蓄電池を用いる非常用直流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車，B1-115V系充電器（SA），SA用115V系充電器，230V系充電器（常用）及びタンクローリは，屋外の原

子炉建物から離れた場所及び廃棄物処理建物内に設置又は保管することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍のB-ディーゼル燃料移送ポンプ，タービン建物近傍のA-ディーゼル燃

料移送ポンプ，ディーゼル燃料移送ポンプ及び廃棄物処理建物内の異なる区画に設置する充電器と共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，位置的分散を図る設計とする。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車用発電機から直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用ディー

ゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型直流電源設備は非常用直流電源設備に対して独立性を有する設計とす

る。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所

に設置する設計とする。 



非電-75 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

可搬型直流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-1-4-5図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第9-1-1-1-4-5図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる

設計

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷

の防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷

の防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-1-4-5図 

【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な

設計とする。 

・油量の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第9-1-1-1-4-5図 

【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第9-1-1-4-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



非電-76 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

可搬型直流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計

・Ⅵ－2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

高圧発電機車 

B1-115V系充電器（SA） 

SA用115V系充電器 

230V系充電器（常用） 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び独立

性の考慮内容 

可搬型直流電源設備は，非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車の冷却方式を空冷とすること

で，冷却方式が水冷である非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から給電する非常用直

流電源設備に対して多様性を有する設計とする。また，B1-115V系充電器（SA），SA用115V系充電器及び230V系充電器（常用）により交流

電力を直流に変換できることで，230V系蓄電池(RCIC)，A-115V系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，B-115V系蓄電池，B1-115V系蓄電池

（SA），原子炉中性子計装用蓄電池を用いる非常用直流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車，B1-115V系充電器（SA），SA用115V系充電器，230V系充電器（常用）及びタンクローリは，屋外の原

子炉建物から離れた場所及び廃棄物処理建物内に設置又は保管することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍のB-ディーゼル燃料移送ポンプ，タービン建物近傍のA-ディーゼル燃

料移送ポンプ，ディーゼル燃料移送ポンプ及び廃棄物処理建物内の異なる区画に設置する充電器と共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，位置的分散を図る設計とする。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車用発電機から直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用ディー

ゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型直流電源設備は非常用直流電源設備に対して独立性を有する設計とす

る。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所

に設置する設計とする。 



非電-77 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

可搬型直流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-1-4-6図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第9-1-1-1-4-6図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる

設計

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷

の防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷

の防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-1-4-6図 

【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な

設計とする。 

・油量の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第9-1-1-1-4-6図 

【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第9-1-1-4-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



非電-78 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

可搬型直流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計

・Ⅵ－2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

高圧発電機車 

B1-115V系充電器（SA） 

SA用115V系充電器 

230V系充電器（常用） 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び独立

性の考慮内容 

可搬型直流電源設備は，非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車の冷却方式を空冷とすること

で，冷却方式が水冷である非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から給電する非常用直

流電源設備に対して多様性を有する設計とする。また，B1-115V系充電器（SA），SA用115V系充電器及び230V系充電器（常用）により交流

電力を直流に変換できることで，230V系蓄電池(RCIC)，A-115V系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，B-115V系蓄電池，B1-115V系蓄電池

（SA），原子炉中性子計装用蓄電池を用いる非常用直流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車，B1-115V系充電器（SA），SA用115V系充電器，230V系充電器（常用）及びタンクローリは，屋外の原

子炉建物から離れた場所及び廃棄物処理建物内に設置又は保管することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍のB-ディーゼル燃料移送ポンプ，タービン建物近傍のA-ディーゼル燃

料移送ポンプ，ディーゼル燃料移送ポンプ及び廃棄物処理建物内の異なる区画に設置する充電器と共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，位置的分散を図る設計とする。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車用発電機から直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用ディー

ゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型直流電源設備は非常用直流電源設備に対して独立性を有する設計とす

る。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所

に設置する設計とする。 



非電-79 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

可搬型直流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-2-4-4図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第9-1-1-2-4-4図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設

計 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-2-4-4図 

【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な

設計とする。 

・油量の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第9-1-1-2-4-4図 

【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第9-1-1-4-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



非電-80 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

可搬型直流電源設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計

・Ⅵ－2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

高圧発電機車 

B1-115V系充電器（SA） 

SA用115V系充電器 

230V系充電器（常用） 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び独立

性の考慮内容 

可搬型直流電源設備は，非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車の冷却方式を空冷とすること

で，冷却方式が水冷である非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から給電する非常用直

流電源設備に対して多様性を有する設計とする。また，B1-115V系充電器（SA），SA用115V系充電器及び230V系充電器（常用）により交流

電力を直流に変換できることで，230V系蓄電池(RCIC)，A-115V系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，B-115V系蓄電池，B1-115V系蓄電池

（SA），原子炉中性子計装用蓄電池を用いる非常用直流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車，B1-115V系充電器（SA），SA用115V系充電器，230V系充電器（常用）及びタンクローリは，屋外の原

子炉建物から離れた場所及び廃棄物処理建物内に設置又は保管することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍のB-ディーゼル燃料移送ポンプ，タービン建物近傍のA-ディーゼル燃

料移送ポンプ，ディーゼル燃料移送ポンプ及び廃棄物処理建物内の異なる区画に設置する充電器と共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，位置的分散を図る設計とする。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車用発電機から直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用ディー

ゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型直流電源設備は非常用直流電源設備に対して独立性を有する設計とす

る。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所

に設置する設計とする。 



非電-81 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第72条 

可搬型直流電源設備による給電 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

タンクローリ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-4-3-7図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第9-1-1-4-3-7図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故等対処設備の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第9-1-1-4-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-4-3-7図 

【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・分解点検又は取替が可能な設計とする。

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第9-1-1-4-3-8図 

【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第9-1-1-4-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



非電-82 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第72条 
可搬型直流電源設備による給電 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

タンクローリ 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処
設備の容量 

・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処
設備の接続性 

・簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続できる設計
・発電用原子炉施設が相互に使用することができるように同一形状の接続方
式の設計とするとともに，同一ポンプを接続する配管は口径を統一する等，
複数の系統での接続方式を図った設計

【構造図】：第9-1-1-4-3-7図 
【系統図】：第9-1-1-4-2-1図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所
の確保 

－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 
・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設
備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び
通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 
外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な
うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大
事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震に対しては，転倒しないことを確認する。又は必要により固縛等の処置
をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり
込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構
造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」
及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計

・Ⅵ-1-1-3
・Ⅵ-1-1-7-別添1
・Ⅵ-1-1-7-別添2

溢水 
・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な
うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大
事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な
うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大
事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

高圧発電機車 

B1-115V系充電器（SA） 

SA用115V系充電器 

230V系充電器（常用） 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び独

立性の考慮内容 

可搬型直流電源設備は，非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，高圧発電機車の冷却方式を空冷とすることで，

冷却方式が水冷である非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から給電する非常用直流電源

設備に対して多様性を有する設計とする。また，B1-115V系充電器（SA），SA用 115V系充電器及び 230V系充電器（常用）により交流電力を直

流に変換できることで，230V系蓄電池(RCIC)，A-115V系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，B-115V系蓄電池，B1-115V系蓄電池（SA），原子

炉中性子計装用蓄電池を用いる非常用直流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車，B1-115V系充電器（SA），SA用115V系充電器，230V系充電器（常用）及びタンクローリは，屋外の原子炉

建物から離れた場所及び廃棄物処理建物内に設置又は保管することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍の B-ディーゼル燃料移送ポンプ，タービン建物近傍の A-ディーゼル燃料移送ポン

プ，ディーゼル燃料移送ポンプ及び廃棄物処理建物内の異なる区画に設置する充電器と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的

分散を図る設計とする。 

可搬型直流電源設備は，高圧発電機車用発電機から直流母線までの系統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用ディーゼル

発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，可搬型直流電源設備は非常用直流電源設備に対して独立性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の高圧発電機車の接続箇所は，共通要因によって接続できなくなることを防止するため，位置的分散を図った複数箇所に設

置する設計とする。 



非電-83 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

代替所内電気設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

緊急用メタクラ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：ガスタービン発電機

建物 EL 54500 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・中央制御室の制御盤の操作スイッチでの操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-2図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【単線結線図】：第1-4-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計 

【単線結線図】：第1-4-2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 ・Ⅵ-1-1-7第2.3節



非電-84 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

代替所内電気設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

緊急用メタクラ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5-別添2

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共

通

要

因

故

障

防

止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用所内電気設備 

緊急用メタクラ 

メタクラ切替盤 

高圧発電機車接続プラグ収納箱 

緊急用メタクラ接続プラグ盤 

SAロードセンタ 

SA1コントロールセンタ 

SA2コントロールセンタ 

充電器電源切替盤 

SA電源切替盤 

重大事故操作盤 

非常用所内電気設備HPCS系 
2C-メタルクラッド開閉装置 

2D-メタルクラッド開閉装置 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

代替所内電気設備の緊急用メタクラ，メタクラ切替盤，高圧発電機車接続プラグ収納箱，緊急用メタクラ接続プラグ盤，SAロードセ

ンタ，SA1 コントロールセンタ，SA2 コントロールセンタ，充電器電源切替盤，SA 電源切替盤及び重大事故操作盤は非常用所内電気

設備とは異なる区画に設置することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

代替所内電気設備は，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，代替所内電気設備は非常用所内電気設備に対して独立性を有する設計とする。 



非電-85 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

代替所内電気設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

メタクラ切替盤 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物付属棟 

EL 23800 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用の工具を用いて，確実に作業ができる設

計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等，使用する設備

に応じて接続方式を統一することにより，確実に接続が可能な設計 

・感電防止のため露出した充電部への近接防止を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-2図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【単線結線図】：第1-4-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計 

【単線結線図】：第1-4-2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋内現場操作 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



非電-86 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

代替所内電気設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

メタクラ切替盤 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5-別添2

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用所内電気設備 

緊急用メタクラ 

メタクラ切替盤 

高圧発電機車接続プラグ収納箱 

緊急用メタクラ接続プラグ盤 

SAロードセンタ 

SA1コントロールセンタ 

SA2コントロールセンタ 

充電器電源切替盤 

SA電源切替盤 

重大事故操作盤 

非常用所内電気設備HPCS系 
2C-メタルクラッド開閉装置 

2D-メタルクラッド開閉装置 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

代替所内電気設備の緊急用メタクラ，メタクラ切替盤，高圧発電機車接続プラグ収納箱，緊急用メタクラ接続プラグ盤，SAロードセ

ンタ，SA1 コントロールセンタ，SA2 コントロールセンタ，充電器電源切替盤，SA 電源切替盤及び重大事故操作盤は非常用所内電気

設備とは異なる区画に設置することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

代替所内電気設備は，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，代替所内電気設備は非常用所内電気設備に対して独立性を有する設計とする。 



非電-87 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

代替所内電気設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

高圧発電機車接続プラグ収納箱 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震，風（台風），積雪による荷重を考慮して，機能を損なわない設計とす

る

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用の工具を用いて，確実に作業ができる設

計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等，使用する設備

に応じて接続方式を統一することにより，確実に接続が可能な設計 

・感電防止のため露出した充電部への近接防止を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-2図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【単線結線図】：第1-4-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計 

【単線結線図】：第1-4-2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



非電-88 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

代替所内電気設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

高圧発電機車接続プラグ収納箱 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5-別添2

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用所内電気設備 

緊急用メタクラ 

メタクラ切替盤 

高圧発電機車接続プラグ収納箱 

緊急用メタクラ接続プラグ盤 

SAロードセンタ 

SA1コントロールセンタ 

SA2コントロールセンタ 

充電器電源切替盤 

SA電源切替盤 

重大事故操作盤 

非常用所内電気設備HPCS系 
2C-メタルクラッド開閉装置 

2D-メタルクラッド開閉装置 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

代替所内電気設備の緊急用メタクラ，メタクラ切替盤，高圧発電機車接続プラグ収納箱，緊急用メタクラ接続プラグ盤，SAロードセ

ンタ，SA1 コントロールセンタ，SA2 コントロールセンタ，充電器電源切替盤，SA 電源切替盤及び重大事故操作盤は非常用所内電気

設備とは異なる区画に設置することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

代替所内電気設備は，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，代替所内電気設備は非常用所内電気設備に対して独立性を有する設計とする。 



非電-89 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

代替所内電気設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

緊急用メタクラ接続プラグ盤 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震，風（台風），積雪による荷重を考慮して，機能を損なわない設計とす

る

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用の工具を用いて，確実に作業ができる設

計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等，使用する設備

に応じて接続方式を統一することにより，確実に接続が可能な設計 

・感電防止のため露出した充電部への近接防止を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-2図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【単線結線図】：第1-4-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計 

【単線結線図】：第1-4-2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



非電-90 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

代替所内電気設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

緊急用メタクラ接続プラグ盤 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5-別添2

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用所内電気設備 

緊急用メタクラ 

メタクラ切替盤 

高圧発電機車接続プラグ収納箱 

緊急用メタクラ接続プラグ盤 

SAロードセンタ 

SA1コントロールセンタ 

SA2コントロールセンタ 

充電器電源切替盤 

SA電源切替盤 

重大事故操作盤 

非常用所内電気設備HPCS系 
2C-メタルクラッド開閉装置 

2D-メタルクラッド開閉装置 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

代替所内電気設備の緊急用メタクラ，メタクラ切替盤，高圧発電機車接続プラグ収納箱，緊急用メタクラ接続プラグ盤，SAロードセ

ンタ，SA1 コントロールセンタ，SA2 コントロールセンタ，充電器電源切替盤，SA 電源切替盤及び重大事故操作盤は非常用所内電気

設備とは異なる区画に設置することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

代替所内電気設備は，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，代替所内電気設備は非常用所内電気設備に対して独立性を有する設計とする。 



非電-91 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

代替所内電気設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

SAロードセンタ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：低圧原子炉代替注水

ポンプ格納槽 EL8200 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・中央制御室の制御盤の操作スイッチでの操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-2図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【単線結線図】：第1-4-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【単線結線図】：第1-4-2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 ・Ⅵ-1-1-7第2.3節



非電-92 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

代替所内電気設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

SAロードセンタ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5-別添2

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用所内電気設備 

緊急用メタクラ 

メタクラ切替盤 

高圧発電機車接続プラグ収納箱 

緊急用メタクラ接続プラグ盤 

SAロードセンタ 

SA1コントロールセンタ 

SA2コントロールセンタ 

充電器電源切替盤 

SA電源切替盤 

重大事故操作盤 

非常用所内電気設備HPCS系 
2C-メタルクラッド開閉装置 

2D-メタルクラッド開閉装置 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

代替所内電気設備の緊急用メタクラ，メタクラ切替盤，高圧発電機車接続プラグ収納箱，緊急用メタクラ接続プラグ盤，SAロードセ

ンタ，SA1 コントロールセンタ，SA2 コントロールセンタ，充電器電源切替盤，SA 電源切替盤及び重大事故操作盤は非常用所内電気

設備とは異なる区画に設置することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

代替所内電気設備は，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，代替所内電気設備は非常用所内電気設備に対して独立性を有する設計とする。 



非電-93 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

代替所内電気設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

SA1コントロールセンタ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：低圧原子炉代替注水

ポンプ格納槽 EL8200 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-2図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【単線結線図】：第1-4-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【単線結線図】：第1-4-2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋内現場操作 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



非電-94 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

代替所内電気設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

SA1コントロールセンタ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5-別添2

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用所内電気設備 

緊急用メタクラ 

メタクラ切替盤 

高圧発電機車接続プラグ収納箱 

緊急用メタクラ接続プラグ盤 

SAロードセンタ 

SA1コントロールセンタ 

SA2コントロールセンタ 

充電器電源切替盤 

SA電源切替盤 

重大事故操作盤 

非常用所内電気設備HPCS系 
2C-メタルクラッド開閉装置 

2D-メタルクラッド開閉装置 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

代替所内電気設備の緊急用メタクラ，メタクラ切替盤，高圧発電機車接続プラグ収納箱，緊急用メタクラ接続プラグ盤，SAロードセ

ンタ，SA1 コントロールセンタ，SA2 コントロールセンタ，充電器電源切替盤，SA 電源切替盤及び重大事故操作盤は非常用所内電気

設備とは異なる区画に設置することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

代替所内電気設備は，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，代替所内電気設備は非常用所内電気設備に対して独立性を有する設計とする。 



非電-95 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

代替所内電気設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

SA2コントロールセンタ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物付属棟 

EL 34800 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計。

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-2図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【単線結線図】：第1-4-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【単線結線図】：第1-4-2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋内現場操作 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



非電-96 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

代替所内電気設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

SA2コントロールセンタ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5-別添2

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用所内電気設備 

緊急用メタクラ 

メタクラ切替盤 

高圧発電機車接続プラグ収納箱 

緊急用メタクラ接続プラグ盤 

SAロードセンタ 

SA1コントロールセンタ 

SA2コントロールセンタ 

充電器電源切替盤 

SA電源切替盤 

重大事故操作盤 

非常用所内電気設備HPCS系 
2C-メタルクラッド開閉装置 

2D-メタルクラッド開閉装置 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

代替所内電気設備の緊急用メタクラ，メタクラ切替盤，高圧発電機車接続プラグ収納箱，緊急用メタクラ接続プラグ盤，SAロードセ

ンタ，SA1 コントロールセンタ，SA2 コントロールセンタ，充電器電源切替盤，SA 電源切替盤及び重大事故操作盤は非常用所内電気

設備とは異なる区画に設置することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

代替所内電気設備は，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，代替所内電気設備は非常用所内電気設備に対して独立性を有する設計とする。 



非電-97 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

代替所内電気設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

充電器電源切替盤 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 12300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・感電防止のため露出した充電部への近接防止を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-5図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【単線結線図】：第1-4-5図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【単線結線図】：第1-4-5図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋内現場操作 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



非電-98 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

代替所内電気設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

充電器電源切替盤 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5-別添2

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用所内電気設備 

緊急用メタクラ 

メタクラ切替盤 

高圧発電機車接続プラグ収納箱 

緊急用メタクラ接続プラグ盤 

SAロードセンタ 

SA1コントロールセンタ 

SA2コントロールセンタ 

充電器電源切替盤 

SA電源切替盤 

重大事故操作盤 

非常用所内電気設備HPCS系 
2C-メタルクラッド開閉装置 

2D-メタルクラッド開閉装置 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

代替所内電気設備の緊急用メタクラ，メタクラ切替盤，高圧発電機車接続プラグ収納箱，緊急用メタクラ接続プラグ盤，SAロードセ

ンタ，SA1 コントロールセンタ，SA2 コントロールセンタ，充電器電源切替盤，SA 電源切替盤及び重大事故操作盤は非常用所内電気

設備とは異なる区画に設置することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

代替所内電気設備は，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，代替所内電気設備は非常用所内電気設備に対して独立性を有する設計とする。 



非電-99 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

代替所内電気設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

SA電源切替盤 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物付属棟 

EL 34800 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・感電防止のため露出した充電部への近接防止を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-2図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【単線結線図】：第1-4-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【単線結線図】：第1-4-2図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋内現場操作 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



非電-100 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

代替所内電気設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

SA電源切替盤 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5-別添2

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用所内電気設備 

緊急用メタクラ 

メタクラ切替盤 

高圧発電機車接続プラグ収納箱 

緊急用メタクラ接続プラグ盤 

SAロードセンタ 

SA1コントロールセンタ 

SA2コントロールセンタ 

充電器電源切替盤 

SA電源切替盤 

重大事故操作盤 

非常用所内電気設備HPCS系 
2C-メタルクラッド開閉装置 

2D-メタルクラッド開閉装置 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

代替所内電気設備の緊急用メタクラ，メタクラ切替盤，高圧発電機車接続プラグ収納箱，緊急用メタクラ接続プラグ盤，SAロードセ

ンタ，SA1 コントロールセンタ，SA2 コントロールセンタ，充電器電源切替盤，SA 電源切替盤及び重大事故操作盤は非常用所内電気

設備とは異なる区画に設置することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

代替所内電気設備は，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，代替所内電気設備は非常用所内電気設備に対して独立性を有する設計とする。 



非電-101 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

代替所内電気設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

重大事故操作盤 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：制御室建物 

EL 16900 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・中央制御室の制御盤の操作スイッチでの操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

－ 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
－ 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 ・Ⅵ-1-1-7第2.3節



非電-102 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

代替所内電気設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

重大事故操作盤 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
－（容量等に該当しない） － 

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用所内電気設備 

緊急用メタクラ 

メタクラ切替盤 

高圧発電機車接続プラグ収納箱 

緊急用メタクラ接続プラグ盤 

SAロードセンタ 

SA1コントロールセンタ 

SA2コントロールセンタ 

充電器電源切替盤 

SA電源切替盤 

重大事故操作盤 

非常用所内電気設備HPCS系 
2C-メタルクラッド開閉装置 

2D-メタルクラッド開閉装置 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

代替所内電気設備の緊急用メタクラ，メタクラ切替盤，高圧発電機車接続プラグ収納箱，緊急用メタクラ接続プラグ盤，SAロードセ

ンタ，SA1 コントロールセンタ，SA2 コントロールセンタ，充電器電源切替盤，SA 電源切替盤及び重大事故操作盤は非常用所内電気

設備とは異なる区画に設置することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

代替所内電気設備は，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，代替所内電気設備は非常用所内電気設備に対して独立性を有する設計とする。 



非電-103 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

代替所内電気設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

2C-メタルクラッド開閉装置 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物付属棟 

EL 23800 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【単線結線図】：第1-4-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【単線結線図】：第1-4-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋内現場操作 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



非電-104 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

代替所内電気設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

2C-メタルクラッド開閉装置 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5-別添2

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用所内電気設備 

緊急用メタクラ 

メタクラ切替盤 

高圧発電機車接続プラグ収納箱 

緊急用メタクラ接続プラグ盤 

SAロードセンタ 

SA1コントロールセンタ 

SA2コントロールセンタ 

充電器電源切替盤 

SA電源切替盤 

重大事故操作盤 

非常用所内電気設備HPCS系 
2C-メタルクラッド開閉装置 

2D-メタルクラッド開閉装置 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

代替所内電気設備の緊急用メタクラ，メタクラ切替盤，高圧発電機車接続プラグ収納箱，緊急用メタクラ接続プラグ盤，SAロードセ

ンタ，SA1 コントロールセンタ，SA2 コントロールセンタ，充電器電源切替盤，SA 電源切替盤及び重大事故操作盤は非常用所内電気

設備とは異なる区画に設置することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

代替所内電気設備は，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，代替所内電気設備は非常用所内電気設備に対して独立性を有する設計とする。 



非電-105 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

代替所内電気設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

2D-メタルクラッド開閉装置 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物付属棟 

EL 23800 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【単線結線図】：第1-4-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【単線結線図】：第1-4-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋内現場操作 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



非電-106 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

代替所内電気設備による給電 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

2D-メタルクラッド開閉装置 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5-別添2

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用所内電気設備 

緊急用メタクラ 

メタクラ切替盤 

高圧発電機車接続プラグ収納箱 

緊急用メタクラ接続プラグ盤 

SAロードセンタ 

SA1コントロールセンタ 

SA2コントロールセンタ 

充電器電源切替盤 

SA電源切替盤 

重大事故操作盤 

非常用所内電気設備HPCS系 
2C-メタルクラッド開閉装置 

2D-メタルクラッド開閉装置 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

代替所内電気設備の緊急用メタクラ，メタクラ切替盤，高圧発電機車接続プラグ収納箱，緊急用メタクラ接続プラグ盤，SAロードセ

ンタ，SA1 コントロールセンタ，SA2 コントロールセンタ，充電器電源切替盤，SA 電源切替盤及び重大事故操作盤は非常用所内電気

設備とは異なる区画に設置することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

代替所内電気設備は，独立した電路で系統構成することにより，非常用所内電気設備に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，代替所内電気設備は非常用所内電気設備に対して独立性を有する設計とする。 



非電-107 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

非常用交流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

非常用ディーゼル発電設備 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（45℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物付属棟 

EL 1300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
【構造図】：第9-1-1-1-4-1,7図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室の制御盤の操作スイッチでの操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・各種負荷（ポンプ負荷，系統負荷，模擬負荷）により機能・性能確認が可能

な設計とする。 

・分解点検が可能な設計とする。

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-1図 

【構造図】：第9-1-1-1-4-1,7図 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来の用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【単線結線図】：第1-4-1図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 
【配置図】：第9-1-1-1-1-3図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



非電-108 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

非常用交流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

非常用ディーゼル発電設備 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-非常用ディーゼル発電設備） A-非常用ディーゼル発電設備 

（B-非常用ディーゼル発電設備） B-非常用ディーゼル発電設備 

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備） 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 

（A-ディーゼル燃料移送ポンプ） A-ディーゼル燃料移送ポンプ 

（B-ディーゼル燃料移送ポンプ） B-ディーゼル燃料移送ポンプ 

（ディーゼル燃料移送ポンプ） ディーゼル燃料移送ポンプ 

（A-ディーゼル燃料貯蔵タンク） A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

（B-ディーゼル燃料貯蔵タンク） B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

（ディーゼル燃料貯蔵タンク） ディーゼル燃料貯蔵タンク 

（ディーゼル燃料デイタンク） ディーゼル燃料デイタンク 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



非電-109 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

非常用交流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（45℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物付属棟 

EL 1300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
【構造図】：第9-1-1-2-4-1,5図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・中央制御室の制御盤の操作スイッチでの操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・各種負荷（ポンプ負荷，系統負荷，模擬負荷）により機能・性能確認が可能

な設計とする。 

・分解点検が可能な設計とする。

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-1図 

【構造図】：第9-1-1-2-4-1,5図 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来の用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【単線結線図】：第1-4-1図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 
【配置図】：第9-1-1-2-1-2図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



非電-110 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

非常用交流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-非常用ディーゼル発電設備） A-非常用ディーゼル発電設備 

（B-非常用ディーゼル発電設備） B-非常用ディーゼル発電設備 

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備） 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 

（A-ディーゼル燃料移送ポンプ） A-ディーゼル燃料移送ポンプ 

（B-ディーゼル燃料移送ポンプ） B-ディーゼル燃料移送ポンプ 

（ディーゼル燃料移送ポンプ） ディーゼル燃料移送ポンプ 

（A-ディーゼル燃料貯蔵タンク） A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

（B-ディーゼル燃料貯蔵タンク） B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

（ディーゼル燃料貯蔵タンク） ディーゼル燃料貯蔵タンク 

（ディーゼル燃料デイタンク） ディーゼル燃料デイタンク 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



非電-111 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

非常用交流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

A-ディーゼル燃料移送ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第9-1-1-1-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-1-4-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-1-3-6図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
【構造図】：第9-1-1-1-4-3図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設

計 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-1-3-6図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第9-1-1-1-3-6図 

【構造図】：第9-1-1-1-4-3図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第9-1-1-1-3-6図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対処施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第9-1-1-1-3-6図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第9-1-1-1-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



非電-112 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

非常用交流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

A-ディーゼル燃料移送ポンプ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計

・Ⅵ－2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-非常用ディーゼル発電設備） A-非常用ディーゼル発電設備 

（B-非常用ディーゼル発電設備） B-非常用ディーゼル発電設備 

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備） 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 

（A-ディーゼル燃料移送ポンプ） A-ディーゼル燃料移送ポンプ 

（B-ディーゼル燃料移送ポンプ） B-ディーゼル燃料移送ポンプ 

（ディーゼル燃料移送ポンプ） ディーゼル燃料移送ポンプ 

（A-ディーゼル燃料貯蔵タンク） A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

（B-ディーゼル燃料貯蔵タンク） B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

（ディーゼル燃料貯蔵タンク） ディーゼル燃料貯蔵タンク 

（ディーゼル燃料デイタンク） ディーゼル燃料デイタンク 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



非電-113 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

非常用交流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B-ディーゼル燃料移送ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第9-1-1-1-1-2図 

【構造図】：第9-1-1-1-4-4図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-1-3-6図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
【構造図】：第9-1-1-1-4-4図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設

計 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-1-3-6図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第9-1-1-1-3-6図 

【構造図】：第9-1-1-1-4-4図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第9-1-1-1-3-6図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対処施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第9-1-1-1-3-6図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第9-1-1-1-1-2図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



非電-114 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

非常用交流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B-ディーゼル燃料移送ポンプ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計

・Ⅵ－2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-非常用ディーゼル発電設備） A-非常用ディーゼル発電設備 

（B-非常用ディーゼル発電設備） B-非常用ディーゼル発電設備 

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備） 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 

（A-ディーゼル燃料移送ポンプ） A-ディーゼル燃料移送ポンプ 

（B-ディーゼル燃料移送ポンプ） B-ディーゼル燃料移送ポンプ 

（ディーゼル燃料移送ポンプ） ディーゼル燃料移送ポンプ 

（A-ディーゼル燃料貯蔵タンク） A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

（B-ディーゼル燃料貯蔵タンク） B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

（ディーゼル燃料貯蔵タンク） ディーゼル燃料貯蔵タンク 

（ディーゼル燃料デイタンク） ディーゼル燃料デイタンク 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



非電-115 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

非常用交流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ディーゼル燃料移送ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第9-1-1-2-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-2-4-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-2-3-6図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
【構造図】：第9-1-1-2-4-3図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設

計 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-2-3-6図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第9-1-1-2-3-6図 

【構造図】：第9-1-1-2-4-3図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第9-1-1-2-3-6図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対処施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第9-1-1-2-3-6図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第9-1-1-2-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



非電-116 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

非常用交流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ディーゼル燃料移送ポンプ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計

・Ⅵ－2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-非常用ディーゼル発電設備） A-非常用ディーゼル発電設備 

（B-非常用ディーゼル発電設備） B-非常用ディーゼル発電設備 

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備） 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 

（A-ディーゼル燃料移送ポンプ） A-ディーゼル燃料移送ポンプ 

（B-ディーゼル燃料移送ポンプ） B-ディーゼル燃料移送ポンプ 

（ディーゼル燃料移送ポンプ） ディーゼル燃料移送ポンプ 

（A-ディーゼル燃料貯蔵タンク） A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

（B-ディーゼル燃料貯蔵タンク） B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

（ディーゼル燃料貯蔵タンク） ディーゼル燃料貯蔵タンク 

（ディーゼル燃料デイタンク） ディーゼル燃料デイタンク 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



非電-117 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

非常用交流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第9-1-1-1-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-1-4-5図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-1-3-6図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第9-1-1-1-4-5図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設

計 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-1-3-6図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第9-1-1-1-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-1-4-5図 

【系統図】：第9-1-1-1-3-6図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な

設計とする。 

・油量の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第9-1-1-1-4-5図 

【系統図】：第9-1-1-1-3-6図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第9-1-1-1-3-6図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対処施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第9-1-1-1-3-6図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第9-1-1-1-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



非電-118 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

非常用交流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計

・Ⅵ－2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-非常用ディーゼル発電設備） A-非常用ディーゼル発電設備 

（B-非常用ディーゼル発電設備） B-非常用ディーゼル発電設備 

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備） 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 

（A-ディーゼル燃料移送ポンプ） A-ディーゼル燃料移送ポンプ 

（B-ディーゼル燃料移送ポンプ） B-ディーゼル燃料移送ポンプ 

（ディーゼル燃料移送ポンプ） ディーゼル燃料移送ポンプ 

（A-ディーゼル燃料貯蔵タンク） A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

（B-ディーゼル燃料貯蔵タンク） B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

（ディーゼル燃料貯蔵タンク） ディーゼル燃料貯蔵タンク 

（ディーゼル燃料デイタンク） ディーゼル燃料デイタンク 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



非電-119 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

非常用交流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第9-1-1-1-1-2図 

【構造図】：第9-1-1-1-4-6図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-1-3-6図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第9-1-1-1-4-6図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設

計 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-1-3-6図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第9-1-1-1-1-2図 

【構造図】：第9-1-1-1-4-6図 

【系統図】：第9-1-1-1-3-6図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な

設計とする。 

・油量の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第9-1-1-1-4-6図 

【系統図】：第9-1-1-1-3-6図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 【系統図】：第9-1-1-1-3-6図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対処施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第9-1-1-1-3-6図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第9-1-1-1-1-2図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



非電-120 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

非常用交流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計

・Ⅵ－2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-非常用ディーゼル発電設備） A-非常用ディーゼル発電設備 

（B-非常用ディーゼル発電設備） B-非常用ディーゼル発電設備 

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備） 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 

（A-ディーゼル燃料移送ポンプ） A-ディーゼル燃料移送ポンプ 

（B-ディーゼル燃料移送ポンプ） B-ディーゼル燃料移送ポンプ 

（ディーゼル燃料移送ポンプ） ディーゼル燃料移送ポンプ 

（A-ディーゼル燃料貯蔵タンク） A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

（B-ディーゼル燃料貯蔵タンク） B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

（ディーゼル燃料貯蔵タンク） ディーゼル燃料貯蔵タンク 

（ディーゼル燃料デイタンク） ディーゼル燃料デイタンク 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



非電-121 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

非常用交流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第9-1-1-2-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-2-4-4図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3

節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-2-3-6図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第9-1-1-2-4-4図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設

計 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-2-3-6図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第9-1-1-2-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-2-4-4図 

【系統図】：第9-1-1-2-3-6図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な

設計とする。 

・油量の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第9-1-1-2-4-4図 

【系統図】：第9-1-1-2-3-6図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第9-1-1-2-3-6図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【系統図】：第9-1-1-2-3-6図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第9-1-1-2-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



非電-122 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

非常用交流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計

・Ⅵ－2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-非常用ディーゼル発電設備） A-非常用ディーゼル発電設備 

（B-非常用ディーゼル発電設備） B-非常用ディーゼル発電設備 

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備） 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 

（A-ディーゼル燃料移送ポンプ） A-ディーゼル燃料移送ポンプ 

（B-ディーゼル燃料移送ポンプ） B-ディーゼル燃料移送ポンプ 

（ディーゼル燃料移送ポンプ） ディーゼル燃料移送ポンプ 

（A-ディーゼル燃料貯蔵タンク） A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

（B-ディーゼル燃料貯蔵タンク） B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

（ディーゼル燃料貯蔵タンク） ディーゼル燃料貯蔵タンク 

（ディーゼル燃料デイタンク） ディーゼル燃料デイタンク 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



非電-123 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

非常用交流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ディーゼル燃料デイタンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物 

EL 8800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法2 

屋外天候 －（考慮不要） 

【配置図】：第9-1-1-1-1-4図， 

第9-1-1-2-1-3図 

【構造図】：第9-1-1-1-4-2図， 

第9-1-1-2-4-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 
【系統図】：第9-1-1-1-3-4図， 

第9-1-1-2-3-4図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第9-1-1-1-4-2図， 

第9-1-1-2-4-2図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 
【系統図】：第9-1-1-1-3-4図， 

第9-1-1-2-3-4図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な

設計とする。 

・油量の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第9-1-1-1-4-2図 

第9-1-1-2-4-2図 

【系統図】：第9-1-1-1-3-4図 

第9-1-1-2-3-4図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計
【系統図】：第9-1-1-1-3-4図 

第9-1-1-2-3-4図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対処施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

【系統図】：第9-1-1-1-3-4図 

第9-1-1-2-3-4図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



非電-124 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

非常用交流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ディーゼル燃料デイタンク 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計

・Ⅵ－2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-非常用ディーゼル発電設備） A-非常用ディーゼル発電設備 

（B-非常用ディーゼル発電設備） B-非常用ディーゼル発電設備 

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備） 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 

（A-ディーゼル燃料移送ポンプ） A-ディーゼル燃料移送ポンプ 

（B-ディーゼル燃料移送ポンプ） B-ディーゼル燃料移送ポンプ 

（ディーゼル燃料移送ポンプ） ディーゼル燃料移送ポンプ 

（A-ディーゼル燃料貯蔵タンク） A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

（B-ディーゼル燃料貯蔵タンク） B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

（ディーゼル燃料貯蔵タンク） ディーゼル燃料貯蔵タンク 

（ディーゼル燃料デイタンク） ディーゼル燃料デイタンク 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



非電-125 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

非常用直流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

A-115V系蓄電池 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 15300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第9-1-2-2-2-2図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・電圧及び比重測定が可能な系統設計とする。
【単線結線図】：第1-4-3図 

【構造図】：第9-1-2-2-2-2図 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来の用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【単線結線図】：第1-4-3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



非電-126 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

非常用直流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

A-115V系蓄電池 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外
・Ⅵ-1-1-9

火災 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外
・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-115V系蓄電池） A-115V系蓄電池 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

B-115V系蓄電池 

B1-115V系蓄電池（SA） 

230V系蓄電池（RCIC） 

（高圧炉心スプレイ系蓄電池） 高圧炉心スプレイ系蓄電池 

（A-原子炉中性子計装用蓄電池） A-原子炉中性子計装用蓄電池 

（B-原子炉中性子計装用蓄電池） B-原子炉中性子計装用蓄電池 

（A-115V系充電器） A-115V系充電器 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

B-115V系充電器 

B1-115V系充電器（SA） 

230V系充電器（RCIC） 

（高圧炉心スプレイ系充電器） 高圧炉心スプレイ系充電器 

（A-原子炉中性子計装用充電器） A-原子炉中性子計装用充電器 

（B-原子炉中性子計装用充電器） B-原子炉中性子計装用充電器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



非電-127 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

非常用直流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B-115V系蓄電池 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 12300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第9-1-2-2-2-3図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・電圧測定が可能な系統設計とする。
【単線結線図】：第1-4-3図 

【構造図】：第9-1-2-2-2-3図 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来の用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【単線結線図】：第1-4-3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



非電-128 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

非常用直流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B-115V系蓄電池 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-115V系蓄電池） A-115V系蓄電池 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

B-115V系蓄電池 

B1-115V系蓄電池（SA） 

230V系蓄電池（RCIC） 

（高圧炉心スプレイ系蓄電池） 高圧炉心スプレイ系蓄電池 

（A-原子炉中性子計装用蓄電池） A-原子炉中性子計装用蓄電池 

（B-原子炉中性子計装用蓄電池） B-原子炉中性子計装用蓄電池 

（A-115V系充電器） A-115V系充電器 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

B-115V系充電器 

B1-115V系充電器（SA） 

230V系充電器（RCIC） 

（高圧炉心スプレイ系充電器） 高圧炉心スプレイ系充電器 

（A-原子炉中性子計装用充電器） A-原子炉中性子計装用充電器 

（B-原子炉中性子計装用充電器） B-原子炉中性子計装用充電器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



非電-129 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

非常用直流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B1-115V系蓄電池（SA） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 12300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第9-1-2-2-2-4,5図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・電圧測定が可能な系統設計とする。
【単線結線図】：第1-4-3図 

【構造図】：第9-1-2-2-2-4,5図 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来の用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【単線結線図】：第1-4-3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



非電-130 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

非常用直流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B1-115V系蓄電池（SA） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-115V系蓄電池） A-115V系蓄電池 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

B-115V系蓄電池 

B1-115V系蓄電池（SA） 

230V系蓄電池（RCIC） 

（高圧炉心スプレイ系蓄電池） 高圧炉心スプレイ系蓄電池 

（A-原子炉中性子計装用蓄電池） A-原子炉中性子計装用蓄電池 

（B-原子炉中性子計装用蓄電池） B-原子炉中性子計装用蓄電池 

（A-115V系充電器） A-115V系充電器 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

B-115V系充電器 

B1-115V系充電器（SA） 

230V系充電器（RCIC） 

（高圧炉心スプレイ系充電器） 高圧炉心スプレイ系充電器 

（A-原子炉中性子計装用充電器） A-原子炉中性子計装用充電器 

（B-原子炉中性子計装用充電器） B-原子炉中性子計装用充電器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



非電-131 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

非常用直流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

230V系蓄電池（RCIC） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 12300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第9-1-2-2-2-1図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・電圧測定が可能な系統設計とする。
【単線結線図】：第1-4-3図 

【構造図】：第9-1-2-2-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来の用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【単線結線図】：第1-4-3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



非電-132 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

非常用直流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

230V系蓄電池（RCIC） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-115V系蓄電池） A-115V系蓄電池 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

B-115V系蓄電池 

B1-115V系蓄電池（SA） 

230V系蓄電池（RCIC） 

（高圧炉心スプレイ系蓄電池） 高圧炉心スプレイ系蓄電池 

（A-原子炉中性子計装用蓄電池） A-原子炉中性子計装用蓄電池 

（B-原子炉中性子計装用蓄電池） B-原子炉中性子計装用蓄電池 

（A-115V系充電器） A-115V系充電器 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

B-115V系充電器 

B1-115V系充電器（SA） 

230V系充電器（RCIC） 

（高圧炉心スプレイ系充電器） 高圧炉心スプレイ系充電器 

（A-原子炉中性子計装用充電器） A-原子炉中性子計装用充電器 

（B-原子炉中性子計装用充電器） B-原子炉中性子計装用充電器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



非電-133 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

非常用直流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

高圧炉心スプレイ系蓄電池 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物付属棟 

EL 1300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第9-1-2-2-2-8図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・電圧及び比重測定が可能な系統設計とする。
【単線結線図】：第1-4-3図 

【構造図】：第9-1-2-2-2-8図 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来の用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【単線結線図】：第1-4-3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



非電-134 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

非常用直流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

高圧炉心スプレイ系蓄電池 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外
・Ⅵ-1-1-9

火災 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外
・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-115V系蓄電池） A-115V系蓄電池 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

B-115V系蓄電池 

B1-115V系蓄電池（SA） 

230V系蓄電池（RCIC） 

（高圧炉心スプレイ系蓄電池） 高圧炉心スプレイ系蓄電池 

（A-原子炉中性子計装用蓄電池） A-原子炉中性子計装用蓄電池 

（B-原子炉中性子計装用蓄電池） B-原子炉中性子計装用蓄電池 

（A-115V系充電器） A-115V系充電器 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

B-115V系充電器 

B1-115V系充電器（SA） 

230V系充電器（RCIC） 

（高圧炉心スプレイ系充電器） 高圧炉心スプレイ系充電器 

（A-原子炉中性子計装用充電器） A-原子炉中性子計装用充電器 

（B-原子炉中性子計装用充電器） B-原子炉中性子計装用充電器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



非電-135 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

非常用直流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

A-原子炉中性子計装用蓄電池 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 15300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第9-1-2-2-2-9図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・電圧及び比重測定が可能な系統設計とする。
【単線結線図】：第1-4-4図 

【構造図】：第9-1-2-2-2-9図 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来の用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【単線結線図】：第1-4-4図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



非電-136 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

非常用直流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

A-原子炉中性子計装用蓄電池 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外
・Ⅵ-1-1-9

火災 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外
・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-115V系蓄電池） A-115V系蓄電池 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

B-115V系蓄電池 

B1-115V系蓄電池（SA） 

230V系蓄電池（RCIC） 

（高圧炉心スプレイ系蓄電池） 高圧炉心スプレイ系蓄電池 

（A-原子炉中性子計装用蓄電池） A-原子炉中性子計装用蓄電池 

（B-原子炉中性子計装用蓄電池） B-原子炉中性子計装用蓄電池 

（A-115V系充電器） A-115V系充電器 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

B-115V系充電器 

B1-115V系充電器（SA） 

230V系充電器（RCIC） 

（高圧炉心スプレイ系充電器） 高圧炉心スプレイ系充電器 

（A-原子炉中性子計装用充電器） A-原子炉中性子計装用充電器 

（B-原子炉中性子計装用充電器） B-原子炉中性子計装用充電器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



非電-137 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

非常用直流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B-原子炉中性子計装用蓄電池 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 12300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第9-1-2-2-2-9図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・電圧及び比重測定が可能な系統設計とする。
【単線結線図】：第1-4-4図 

【構造図】：第9-1-2-2-2-9図 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来の用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【単線結線図】：第1-4-4図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



非電-138 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

非常用直流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B-原子炉中性子計装用蓄電池 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外
・Ⅵ-1-1-9

火災 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外
・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-115V系蓄電池） A-115V系蓄電池 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

B-115V系蓄電池 

B1-115V系蓄電池（SA） 

230V系蓄電池（RCIC） 

（高圧炉心スプレイ系蓄電池） 高圧炉心スプレイ系蓄電池 

（A-原子炉中性子計装用蓄電池） A-原子炉中性子計装用蓄電池 

（B-原子炉中性子計装用蓄電池） B-原子炉中性子計装用蓄電池 

（A-115V系充電器） A-115V系充電器 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

B-115V系充電器 

B1-115V系充電器（SA） 

230V系充電器（RCIC） 

（高圧炉心スプレイ系充電器） 高圧炉心スプレイ系充電器 

（A-原子炉中性子計装用充電器） A-原子炉中性子計装用充電器 

（B-原子炉中性子計装用充電器） B-原子炉中性子計装用充電器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



非電-139 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

非常用直流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

A-115V系充電器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 15300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-3図 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来の用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【単線結線図】：第1-4-3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



非電-140 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

非常用直流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

A-115V系充電器 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5-別添2

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-115V系蓄電池） A-115V系蓄電池 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

B-115V系蓄電池 

B1-115V系蓄電池（SA） 

230V系蓄電池（RCIC） 

（高圧炉心スプレイ系蓄電池） 高圧炉心スプレイ系蓄電池 

（A-原子炉中性子計装用蓄電池） A-原子炉中性子計装用蓄電池 

（B-原子炉中性子計装用蓄電池） B-原子炉中性子計装用蓄電池 

（A-115V系充電器） A-115V系充電器 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

B-115V系充電器 

B1-115V系充電器（SA） 

230V系充電器（RCIC） 

（高圧炉心スプレイ系充電器） 高圧炉心スプレイ系充電器 

（A-原子炉中性子計装用充電器） A-原子炉中性子計装用充電器 

（B-原子炉中性子計装用充電器） B-原子炉中性子計装用充電器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



非電-141 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

非常用直流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B-115V系充電器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 12300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-3図 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来の用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【単線結線図】：第1-4-3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



非電-142 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

非常用直流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B-115V系充電器 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5-別添2

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-115V系蓄電池） A-115V系蓄電池 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

B-115V系蓄電池 

B1-115V系蓄電池（SA） 

230V系蓄電池（RCIC） 

（高圧炉心スプレイ系蓄電池） 高圧炉心スプレイ系蓄電池 

（A-原子炉中性子計装用蓄電池） A-原子炉中性子計装用蓄電池 

（B-原子炉中性子計装用蓄電池） B-原子炉中性子計装用蓄電池 

（A-115V系充電器） A-115V系充電器 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

B-115V系充電器 

B1-115V系充電器（SA） 

230V系充電器（RCIC） 

（高圧炉心スプレイ系充電器） 高圧炉心スプレイ系充電器 

（A-原子炉中性子計装用充電器） A-原子炉中性子計装用充電器 

（B-原子炉中性子計装用充電器） B-原子炉中性子計装用充電器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



非電-143 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

非常用直流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B1-115V系充電器（SA） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 12300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
【構造図】：第9-1-2-1-2-3図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-3図 

【構造図】：第9-1-2-1-2-3図 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来の用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【単線結線図】：第1-4-3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



非電-144 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

非常用直流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B1-115V系充電器（SA） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-115V系蓄電池） A-115V系蓄電池 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

B-115V系蓄電池 

B1-115V系蓄電池（SA） 

230V系蓄電池（RCIC） 

（高圧炉心スプレイ系蓄電池） 高圧炉心スプレイ系蓄電池 

（A-原子炉中性子計装用蓄電池） A-原子炉中性子計装用蓄電池 

（B-原子炉中性子計装用蓄電池） B-原子炉中性子計装用蓄電池 

（A-115V系充電器） A-115V系充電器 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

B-115V系充電器 

B1-115V系充電器（SA） 

230V系充電器（RCIC） 

（高圧炉心スプレイ系充電器） 高圧炉心スプレイ系充電器 

（A-原子炉中性子計装用充電器） A-原子炉中性子計装用充電器 

（B-原子炉中性子計装用充電器） B-原子炉中性子計装用充電器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



非電-145 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

非常用直流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

230V系充電器（RCIC） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 12300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-3図 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来の用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【単線結線図】：第1-4-3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



非電-146 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

非常用直流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

230V系充電器（RCIC） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5-別添2

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-115V系蓄電池） A-115V系蓄電池 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

B-115V系蓄電池 

B1-115V系蓄電池（SA） 

230V系蓄電池（RCIC） 

（高圧炉心スプレイ系蓄電池） 高圧炉心スプレイ系蓄電池 

（A-原子炉中性子計装用蓄電池） A-原子炉中性子計装用蓄電池 

（B-原子炉中性子計装用蓄電池） B-原子炉中性子計装用蓄電池 

（A-115V系充電器） A-115V系充電器 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

B-115V系充電器 

B1-115V系充電器（SA） 

230V系充電器（RCIC） 

（高圧炉心スプレイ系充電器） 高圧炉心スプレイ系充電器 

（A-原子炉中性子計装用充電器） A-原子炉中性子計装用充電器 

（B-原子炉中性子計装用充電器） B-原子炉中性子計装用充電器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



非電-147 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

非常用直流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

高圧炉心スプレイ系充電器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物付属棟 

EL 1300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-3図 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来の用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【単線結線図】：第1-4-3図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



非電-148 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

非常用直流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

高圧炉心スプレイ系充電器 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5-別添2

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-115V系蓄電池） A-115V系蓄電池 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

B-115V系蓄電池 

B1-115V系蓄電池（SA） 

230V系蓄電池（RCIC） 

（高圧炉心スプレイ系蓄電池） 高圧炉心スプレイ系蓄電池 

（A-原子炉中性子計装用蓄電池） A-原子炉中性子計装用蓄電池 

（B-原子炉中性子計装用蓄電池） B-原子炉中性子計装用蓄電池 

（A-115V系充電器） A-115V系充電器 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

B-115V系充電器 

B1-115V系充電器（SA） 

230V系充電器（RCIC） 

（高圧炉心スプレイ系充電器） 高圧炉心スプレイ系充電器 

（A-原子炉中性子計装用充電器） A-原子炉中性子計装用充電器 

（B-原子炉中性子計装用充電器） B-原子炉中性子計装用充電器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



非電-149 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

非常用直流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

A-原子炉中性子計装用充電器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 15300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-4図 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来の用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【単線結線図】：第1-4-4図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



非電-150 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

非常用直流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

A-原子炉中性子計装用充電器 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5-別添2

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-115V系蓄電池） A-115V系蓄電池 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

B-115V系蓄電池 

B1-115V系蓄電池（SA） 

230V系蓄電池（RCIC） 

（高圧炉心スプレイ系蓄電池） 高圧炉心スプレイ系蓄電池 

（A-原子炉中性子計装用蓄電池） A-原子炉中性子計装用蓄電池 

（B-原子炉中性子計装用蓄電池） B-原子炉中性子計装用蓄電池 

（A-115V系充電器） A-115V系充電器 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

B-115V系充電器 

B1-115V系充電器（SA） 

230V系充電器（RCIC） 

（高圧炉心スプレイ系充電器） 高圧炉心スプレイ系充電器 

（A-原子炉中性子計装用充電器） A-原子炉中性子計装用充電器 

（B-原子炉中性子計装用充電器） B-原子炉中性子計装用充電器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



非電-151 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

非常用直流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B-原子炉中性子計装用充電器 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 12300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-4図 

第
４
号 

系統の切替性 －（本来の用途として使用する） － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
【単線結線図】：第1-4-4図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



非電-152 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

非常用直流電源設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B-原子炉中性子計装用充電器 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5-別添2

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・重大事故等時においても使用する設計基準事故対処設備等については，共

通要因による機能喪失を想定しないことから，多様性，位置的分散の対象外

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-115V系蓄電池） A-115V系蓄電池 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

B-115V系蓄電池 

B1-115V系蓄電池（SA） 

230V系蓄電池（RCIC） 

（高圧炉心スプレイ系蓄電池） 高圧炉心スプレイ系蓄電池 

（A-原子炉中性子計装用蓄電池） A-原子炉中性子計装用蓄電池 

（B-原子炉中性子計装用蓄電池） B-原子炉中性子計装用蓄電池 

（A-115V系充電器） A-115V系充電器 

非常用直流電源設備 

（A系及びHPCS系） 

B-115V系充電器 

B1-115V系充電器（SA） 

230V系充電器（RCIC） 

（高圧炉心スプレイ系充電器） 高圧炉心スプレイ系充電器 

（A-原子炉中性子計装用充電器） A-原子炉中性子計装用充電器 

（B-原子炉中性子計装用充電器） B-原子炉中性子計装用充電器 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



非電-153 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

燃料補給設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第9-5-1-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-3-4-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第9-5-1-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第9-1-1-3-4-3図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設

計 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-5-1-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第9-5-1-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-3-4-3図 

【系統図】：第9-5-1-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な

設計とする。 

・油量の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第9-1-1-3-4-3図 

【系統図】：第9-5-1-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第9-5-1-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【系統図】：第9-5-1-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第9-5-1-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



非電-154 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

燃料補給設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計

・Ⅵ－2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

（B-ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

（ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 ー ー 

空気 ー ー 

油 ー ー 

冷却水 ー ー 

水源 ー ー 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

燃料補給設備のタンクローリは，タービン建物近傍のA-ディーゼル燃料移送ポンプ及びディーゼル燃料移送ポンプ並びに原子炉建物

近傍のB-ディーゼル燃料移送ポンプから離れた屋外に分散して保管することで，A-ディーゼル燃料移送ポンプ，B-ディーゼル燃料移

送ポンプ及びディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

ガスタービン発電機用軽油タンクは，タービン建物及び原子炉建物から離れた場所に設置することで，タービン建物近傍のA-ディー

ゼル燃料貯蔵タンク及びディーゼル燃料貯蔵タンク並びに原子炉建物近傍の B-ディーゼル燃料貯蔵タンクと共通要因によって同時

に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 



非電-155 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

燃料補給設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第9-5-1-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-1-4-5図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第9-5-1-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第9-1-1-1-4-5図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設

計 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-5-1-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第9-5-1-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-1-4-5図 

【系統図】：第9-5-1-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な

設計とする。 

・油量の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第9-1-1-1-4-5図 

【系統図】：第9-5-1-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第9-5-1-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【系統図】：第9-5-1-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第9-5-1-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



非電-156 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

燃料補給設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計

・Ⅵ－2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

（B-ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

（ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 ー ー 

空気 ー ー 

油 ー ー 

冷却水 ー ー 

水源 ー ー 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

燃料補給設備のタンクローリは，タービン建物近傍のA-ディーゼル燃料移送ポンプ及びディーゼル燃料移送ポンプ並びに原子炉建物

近傍のB-ディーゼル燃料移送ポンプから離れた屋外に分散して保管することで，A-ディーゼル燃料移送ポンプ，B-ディーゼル燃料移

送ポンプ及びディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

ガスタービン発電機用軽油タンクは，タービン建物及び原子炉建物から離れた場所に設置することで，タービン建物近傍のA-ディー

ゼル燃料貯蔵タンク及びディーゼル燃料貯蔵タンク並びに原子炉建物近傍の B-ディーゼル燃料貯蔵タンクと共通要因によって同時

に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 



非電-157 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

燃料補給設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第9-5-1-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-1-4-6図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第9-5-1-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第9-1-1-1-4-6図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設

計 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-5-1-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第9-5-1-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-1-4-6図 

【系統図】：第9-5-1-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な

設計とする。 

・油量の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第9-1-1-1-4-6図 

【系統図】：第9-5-1-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第9-5-1-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【系統図】：第9-5-1-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第9-5-1-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



非電-158 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

燃料補給設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計

・Ⅵ－2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

（B-ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

（ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 ー ー 

空気 ー ー 

油 ー ー 

冷却水 ー ー 

水源 ー ー 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

燃料補給設備のタンクローリは，タービン建物近傍のA-ディーゼル燃料移送ポンプ及びディーゼル燃料移送ポンプ並びに原子炉建物

近傍のB-ディーゼル燃料移送ポンプから離れた屋外に分散して保管することで，A-ディーゼル燃料移送ポンプ，B-ディーゼル燃料移

送ポンプ及びディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

ガスタービン発電機用軽油タンクは，タービン建物及び原子炉建物から離れた場所に設置することで，タービン建物近傍のA-ディー

ゼル燃料貯蔵タンク及びディーゼル燃料貯蔵タンク並びに原子炉建物近傍の B-ディーゼル燃料貯蔵タンクと共通要因によって同時

に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 



非電-159 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

燃料補給設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第9-5-1-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-2-4-4図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第9-5-1-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第9-1-1-2-4-4図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設

計 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-5-1-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第9-5-1-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-2-4-4図 

【系統図】：第9-5-1-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な

設計とする。 

・油量の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第9-1-1-2-4-4図 

【系統図】：第9-5-1-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第9-5-1-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【系統図】：第9-5-1-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第9-5-1-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



非電-160 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

燃料補給設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計

・Ⅵ－2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

（B-ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

（ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 ー ー 

空気 ー ー 

油 ー ー 

冷却水 ー ー 

水源 ー ー 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

燃料補給設備のタンクローリは，タービン建物近傍のA-ディーゼル燃料移送ポンプ及びディーゼル燃料移送ポンプ並びに原子炉建物

近傍のB-ディーゼル燃料移送ポンプから離れた屋外に分散して保管することで，A-ディーゼル燃料移送ポンプ，B-ディーゼル燃料移

送ポンプ及びディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

ガスタービン発電機用軽油タンクは，タービン建物及び原子炉建物から離れた場所に設置することで，タービン建物近傍のA-ディー

ゼル燃料貯蔵タンク及びディーゼル燃料貯蔵タンク並びに原子炉建物近傍の B-ディーゼル燃料貯蔵タンクと共通要因によって同時

に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 



非電-161 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第72条 

燃料補給設備 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

タンクローリ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第9-5-1-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-4-3-7図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第9-5-1-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第9-1-1-4-3-7図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故等対処設備の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-5-1-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第9-5-1-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-4-3-7図 

【系統図】：第9-5-1-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・分解点検又は取替が可能な設計とする。

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第9-1-1-4-3-8図 

【系統図】：第9-5-1-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第9-5-1-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【系統図】：第9-5-1-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第9-5-1-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



非電-162 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第72条 

燃料補給設備 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

タンクローリ 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 

・簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続できる設計

・発電用原子炉施設が相互に使用することができるように同一形状の接続方

式の設計とするとともに，同一ポンプを接続する配管は口径を統一する等，

複数の系統での接続方式を図った設計

【構造図】：第9-1-1-4-3-7図 

【系統図】：第9-5-1-2-1図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震に対しては，転倒しないことを確認する。又は必要により固縛等の処置

をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり

込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構

造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-7-別添2

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

（B-ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

（ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 ー ー 

空気 ー ー 

油 ー ー 

冷却水 ー ー 

水源 ー ー 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

燃料補給設備のタンクローリは，タービン建物近傍のA-ディーゼル燃料移送ポンプ及びディーゼル燃料移送ポンプ並びに原子炉建物

近傍のB-ディーゼル燃料移送ポンプから離れた屋外に分散して保管することで，A-ディーゼル燃料移送ポンプ，B-ディーゼル燃料移

送ポンプ及びディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

ガスタービン発電機用軽油タンクは，タービン建物及び原子炉建物から離れた場所に設置することで，タービン建物近傍のA-ディー

ゼル燃料貯蔵タンク及びディーゼル燃料貯蔵タンク並びに原子炉建物近傍の B-ディーゼル燃料貯蔵タンクと共通要因によって同時

に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 



非電-163 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第75条 

モニタリングポストの代替交流電源か

らの給電 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
ガスタービン発電機 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：ガスタービン発電機

建物 EL 47500 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・中央制御室の制御盤の操作スイッチでの操作が可能な設計

・制御盤の操作器は，運転員の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第9-1-1-3-1-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・各種負荷（ポンプ負荷，系統負荷，模擬負荷）により機能・性能確認が可能

な設計とする。 

・分解点検が可能な設計とする。

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-2図 

【構造図】：第9-1-1-3-4-1,5図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【単線結線図】：第1-4-2図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【単線結線図】：第1-4-2図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計
【配置図】：第9-1-1-3-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



非電-164 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第75条 

モニタリングポストの代替交流電源か

らの給電 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
ガスタービン発電機 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び二次的影響も含めて技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に

て考慮された設計

・落雷に対しては，避雷設備又は接地設備により防護する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれのないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
非常用交流電源設備 

ガスタービン発電機 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

ガスタービン発電機用サービスタンク 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

電力 － － 

空気 － － 

油 ディーゼル燃料デイタンク ガスタービン発電機用サービスタンク 

冷却水 水冷 空冷 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

常設代替交流電源設備は，非常用交流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，ガスタービン発電機用発電機をガ

スタービンにより駆動することで，ディーゼルエンジンにより駆動する非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電設備の発電機を用いる非常用交流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機，ガスタービン発電機用サービスタンク及びガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，

原子炉建物から離れたガスタービン発電機建物内に設置することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍に設置する非常用ディーゼル発電設備のB-ディーゼル燃料移送

ポンプ，タービン建物近傍に設置する非常用ディーゼル発電設備のA-ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電設備のディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

常設代替交流電源設備は，ガスタービン発電機用発電機から 2C-メタルクラッド開閉装置及び 2D-メタルクラッド開閉装置までの系

統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用ディーゼル発電設備の発電機から2C-メタルクラッド開閉装置及び2D-

メタルクラッド開閉装置までの系統並びに高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から 2HPCS-メタルクラッド開閉装置ま

での系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，常設代替交流電源設備は非常用交流電源設備に対して独立性を有する

設計とする。 



非電-165 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第75条 

モニタリングポストの代替交流電源か

らの給電 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
ガスタービン発電機用軽油タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第9-1-1-3-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-3-4-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-3-3-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第9-1-1-3-4-3図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設

計 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-3-3-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第9-1-1-3-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-3-4-3図 

【系統図】：第9-1-1-3-3-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な

設計とする。 

・油量の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第9-1-1-3-4-3図 

【系統図】：第9-1-1-3-3-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第9-1-1-3-3-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第9-1-1-3-3-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第9-1-1-3-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



非電-166 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第75条 

モニタリングポストの代替交流電源か

らの給電 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
ガスタービン発電機用軽油タンク 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ ー 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計

・Ⅵ－2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
非常用交流電源設備 

ガスタービン発電機 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

ガスタービン発電機用サービスタンク 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

電力 － － 

空気 － － 

油 ディーゼル燃料デイタンク ガスタービン発電機用サービスタンク 

冷却水 水冷 空冷 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

常設代替交流電源設備は，非常用交流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，ガスタービン発電機用発電機をガ

スタービンにより駆動することで，ディーゼルエンジンにより駆動する非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電設備の発電機を用いる非常用交流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機，ガスタービン発電機用サービスタンク及びガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，

原子炉建物から離れたガスタービン発電機建物内に設置することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍に設置する非常用ディーゼル発電設備のB-ディーゼル燃料移送

ポンプ，タービン建物近傍に設置する非常用ディーゼル発電設備のA-ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電設備のディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

常設代替交流電源設備は，ガスタービン発電機用発電機から 2C-メタルクラッド開閉装置及び 2D-メタルクラッド開閉装置までの系

統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用ディーゼル発電設備の発電機から2C-メタルクラッド開閉装置及び2D-

メタルクラッド開閉装置までの系統並びに高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から 2HPCS-メタルクラッド開閉装置ま

での系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，常設代替交流電源設備は非常用交流電源設備に対して独立性を有する

設計とする。 



非電-167 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第75条 

モニタリングポストの代替交流電源か

らの給電 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
ガスタービン発電機用サービスタンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：ガスタービン発電機

建物 EL 50700 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-3-3-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第9-1-1-3-4-4図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-3-3-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な

設計とする。 

・油量の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第9-1-1-3-4-4図 

【系統図】：第9-1-1-3-3-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第9-1-1-3-3-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第9-1-1-3-3-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋内現場操作 

【配置図】：第9-1-1-3-1-2図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



非電-168 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第75条 

モニタリングポストの代替交流電源か

らの給電 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
ガスタービン発電機用サービスタンク 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ ー 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計

・Ⅵ－2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
非常用交流電源設備 

ガスタービン発電機 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

ガスタービン発電機用サービスタンク 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

電力 － － 

空気 － － 

油 ディーゼル燃料デイタンク ガスタービン発電機用サービスタンク 

冷却水 水冷 空冷 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

常設代替交流電源設備は，非常用交流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，ガスタービン発電機用発電機をガ

スタービンにより駆動することで，ディーゼルエンジンにより駆動する非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電設備の発電機を用いる非常用交流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機，ガスタービン発電機用サービスタンク及びガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，

原子炉建物から離れたガスタービン発電機建物内に設置することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍に設置する非常用ディーゼル発電設備のB-ディーゼル燃料移送

ポンプ，タービン建物近傍に設置する非常用ディーゼル発電設備のA-ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電設備のディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

常設代替交流電源設備は，ガスタービン発電機用発電機から 2C-メタルクラッド開閉装置及び 2D-メタルクラッド開閉装置までの系

統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用ディーゼル発電設備の発電機から2C-メタルクラッド開閉装置及び2D-

メタルクラッド開閉装置までの系統並びに高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から 2HPCS-メタルクラッド開閉装置ま

での系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，常設代替交流電源設備は非常用交流電源設備に対して独立性を有する

設計とする。 



非電-169 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第75条 

モニタリングポストの代替交流電源か

らの給電 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：ガスタービン発電機

建物 EL 47500 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法4 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-3-3-1図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない 
【構造図】：第9-1-1-3-4-2図 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-3-3-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第9-1-1-3-3-1図 

【構造図】：第9-1-1-3-4-2図 

第
４
号 

系統の切替性 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第9-1-1-3-3-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
【系統図】：第9-1-1-3-3-1図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋内現場操作 

【配置図】：第9-1-1-3-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



非電-170 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 
第75条 

モニタリングポストの代替交流電源か

らの給電 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 
ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ ー 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計

・Ⅵ－2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
非常用交流電源設備 

ガスタービン発電機 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

ガスタービン発電機用サービスタンク 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

電力 － － 

空気 － － 

油 ディーゼル燃料デイタンク ガスタービン発電機用サービスタンク 

冷却水 水冷 空冷 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

常設代替交流電源設備は，非常用交流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，ガスタービン発電機用発電機を

ガスタービンにより駆動することで，ディーゼルエンジンにより駆動する非常用ディーゼル発電設備の発電機及び高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電設備の発電機を用いる非常用交流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

常設代替交流電源設備のガスタービン発電機，ガスタービン発電機用サービスタンク及びガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，

原子炉建物から離れたガスタービン発電機建物内に設置することで，原子炉建物内の非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電設備，ディーゼル燃料デイタンク，原子炉建物近傍に設置する非常用ディーゼル発電設備の B-ディーゼル燃料

移送ポンプ，タービン建物近傍に設置する非常用ディーゼル発電設備の A-ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電設備のディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

常設代替交流電源設備は，ガスタービン発電機用発電機から2C-メタルクラッド開閉装置及び2D-メタルクラッド開閉装置までの系

統において，独立した電路で系統構成することにより，非常用ディーゼル発電設備の発電機から 2C-メタルクラッド開閉装置及び

2D-メタルクラッド開閉装置までの系統並びに高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の発電機から 2HPCS-メタルクラッド開閉装

置までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性によって，常設代替交流電源設備は非常用交流電源設備に対して独立性を有す

る設計とする。 



非電-171 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第76条 

電源の確保 （緊急時対策所） 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

緊急時対策所用発電機 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【構造図】第9-1-1-6-3-1図 

【配置図】第9-1-1-6-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項6号に同じ － 

海水 －(考慮不要) － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
【構造図】第9-1-1-6-3-1図 

荷重 

・地震，風（台風），積雪による荷重を考慮して，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，配置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

【構造図】：第9-1-1-6-3-1図 

【配置図】：第9-1-1-6-1-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・各種負荷（ポンプ負荷，系統負荷，模擬負荷）により機能・性能確認が可能

な設計とする 

・分解又は取替が可能な設計とする

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-7図 

【構造図】：第9-1-1-6-3-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【単線結線図】：第1-4-7図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【単線結線図】：第1-4-7図 

内部発生飛散物 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計 
・Ⅵ-1-1-10

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第9-1-1-6-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



非電-172 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第76条 

電源の確保 （緊急時対策所） 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

緊急時対策所用発電機 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
・より簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続ができる設計

【単線結線図】：第1-4-7図 

【構造図】：第9-1-1-6-3-1図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り保管

・地震に対しては，転倒しないことを確認する，又は必要により固縛等の処置

をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり

込みによる不当沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構

造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-1-1-7別添1

・Ⅵ-1-1-7別添2

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事等対処設備と同時に機能を損なう

おそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事

故等対処設備備と位置的分散を図り保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事等対処設備と同時に機能を損なう

おそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事

故等対処設備備と位置的分散を図り保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用ディーゼル発電設備 
緊急時対策所用発電機 

可搬ケーブル 

非常用所内電気設備 
緊急時対策所 発電機接続プラグ盤 

緊急時対策所 低圧母線盤 

非常用ディーゼル発電設備 

緊急時対策所用燃料地下タンク 

タンクローリ 

ホース 

電力 － － 

空気 － － 

油 ディーゼル燃料デイタンク タンクローリ 

冷却水 水冷 空冷 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

緊急時対策所用発電機は，２号炉原子炉建物内の非常用ディーゼル発電機とは離れた建物の屋外に保管することで共通要因によって

同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

緊急時対策所用発電機は，中央制御室の電源である非常用ディーゼル発電設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，電

源の冷却方式を空冷式とすることで多様性を有する設計とする。 

緊急時対策所用発電機は，１台で緊急時対策所に給電するために必要な容量を有するものを，燃料補給時の切替えを考慮して，合計

２台を緊急時対策所に接続することで多重性を有するとともに，故障対応時及び保守点検時のバックアップ用として予備機を２台保

管する設計とする。 

燃料補給設備のタンクローリは，原子炉建物内のディーゼル燃料デイタンク並びにタービン建物近傍のA-ディーゼル燃料移送ポンプ

から離れた屋外に分散して保管することで，ディーゼル燃料デイタンク及びA-ディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に

機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

燃料補給設備の緊急時対策所用燃料地下タンクは，タービン建物近傍のA-ディーゼル燃料貯蔵タンクから離れた場所に設置すること

で，A-ディーゼル料貯蔵タンクと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 



非電-173 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第76条 

電源の確保 （緊急時対策所） 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

可搬ケーブル 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項6号に同じ － 

海水 －(考慮不要) － 

電磁的障害 ・電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している。 － 

荷重 

・地震，風（台風），積雪による荷重を考慮して，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，配置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・ボルト・ねじ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・各種負荷（ポンプ負荷，系統負荷，模擬負荷）により機能・性能確認が可能

な設計とする 

・分解又は取替が可能な設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

（設置許可まとめ資料）第61－5－4 図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【単線結線図】：第1-4-7図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【単線結線図】：第1-4-7図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



非電-174 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第76条 

電源の確保 （緊急時対策所） 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

可搬ケーブル 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5-別添2

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
・より簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続ができる設計 【単線結線図】：第1-4-7図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り保管

・地震に対しては，転倒しないことを確認する，又は必要により固縛等の処置

をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり

込みによる不当沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構

造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-1-1-7別添1

・Ⅵ-1-1-7別添2

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事等対処設備と同時に機能を損なう

おそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事

故等対処設備備と位置的分散を図り保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事等対処設備と同時に機能を損なう

おそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事

故等対処設備備と位置的分散を図り保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用ディーゼル発電設備 
緊急時対策所用発電機 

可搬ケーブル 

非常用所内電気設備 
緊急時対策所 発電機接続プラグ盤 

緊急時対策所 低圧母線盤 

非常用ディーゼル発電設備 

緊急時対策所用燃料地下タンク 

タンクローリ 

ホース 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

緊急時対策所用発電機は，２号炉原子炉建物内の非常用ディーゼル発電機とは離れた建物の屋外に保管することで共通要因によって

同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

緊急時対策所用発電機は，中央制御室の電源である非常用ディーゼル発電設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，電

源の冷却方式を空冷式とすることで多様性を有する設計とする。 

緊急時対策所用発電機は，１台で緊急時対策所に給電するために必要な容量を有するものを，燃料補給時の切替えを考慮して，合計

２台を緊急時対策所に接続することで多重性を有するとともに，故障対応時及び保守点検時のバックアップ用として予備機を２台保

管する設計とする。 

燃料補給設備のタンクローリは，原子炉建物内のディーゼル燃料デイタンク並びにタービン建物近傍のA-ディーゼル燃料移送ポンプ

から離れた屋外に分散して保管することで，ディーゼル燃料デイタンク及びA-ディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に

機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

燃料補給設備の緊急時対策所用燃料地下タンクは，タービン建物近傍のA-ディーゼル燃料貯蔵タンクから離れた場所に設置すること

で，A-ディーゼル料貯蔵タンクと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 



非電-175 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第76条 

電源の確保 （緊急時対策所） 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 （設置許可まとめ資料）第61－3－5 図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項6号に同じ － 

海水 －(考慮不要) － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
－ 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設

計 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

（設置許可まとめ資料）第61－3－5 図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

（設置許可まとめ資料）第61－5－6 図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【単線結線図】：第1-4-7図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【単線結線図】：第1-4-7図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

（設置許可まとめ資料）第61－3－5 図 

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



非電-176 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第76条 

電源の確保 （緊急時対策所） 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5-別添2

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備と同時に機能を損なうおそれがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なう恐れがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なう恐れがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用ディーゼル発電設備 
緊急時対策所用発電機 

可搬ケーブル 

非常用所内電気設備 
緊急時対策所 発電機接続プラグ盤 

緊急時対策所 低圧母線盤 

非常用ディーゼル発電設備 

緊急時対策所用燃料地下タンク 

タンクローリ 

ホース 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

緊急時対策所用発電機は，２号炉原子炉建物内の非常用ディーゼル発電機とは離れた建物の屋外に保管することで共通要因によって

同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

緊急時対策所用発電機は，中央制御室の電源である非常用ディーゼル発電設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，電

源の冷却方式を空冷式とすることで多様性を有する設計とする。 

緊急時対策所用発電機は，１台で緊急時対策所に給電するために必要な容量を有するものを，燃料補給時の切替えを考慮して，合計

２台を緊急時対策所に接続することで多重性を有するとともに，故障対応時及び保守点検時のバックアップ用として予備機を２台保

管する設計とする。 

燃料補給設備のタンクローリは，原子炉建物内のディーゼル燃料デイタンク並びにタービン建物近傍のA-ディーゼル燃料移送ポンプ

から離れた屋外に分散して保管することで，ディーゼル燃料デイタンク及びA-ディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に

機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

燃料補給設備の緊急時対策所用燃料地下タンクは，タービン建物近傍のA-ディーゼル燃料貯蔵タンクから離れた場所に設置すること

で，A-ディーゼル料貯蔵タンクと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 



非電-177 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第76条 

電源の確保 （緊急時対策所） 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

緊急時対策所 低圧母線盤 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：緊急時対策所EL50250 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） （設置許可まとめ資料）第61－3－5 図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項6号に同じ － 

海水 －(考慮不要) － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損なわれる

ことはない
－ 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

（設置許可まとめ資料）第61－3－5 図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験装置に

より，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

（設置許可まとめ資料）第61－5－7 図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【単線結線図】：第1-4-7図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【単線結線図】：第1-4-7図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦41mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋内現場操作 

（設置許可まとめ資料）第61－3－5 図 

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



非電-178 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第76条 

電源の確保 （緊急時対策所） 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

緊急時対策所 低圧母線盤 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5-別添2

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備と同時に機能を損なうおそれがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建物内に設置する設計 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なう恐れがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なう恐れがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用ディーゼル発電設備 
緊急時対策所用発電機 

可搬ケーブル 

非常用所内電気設備 
緊急時対策所 発電機接続プラグ盤 

緊急時対策所 低圧母線盤 

非常用ディーゼル発電設備 

緊急時対策所用燃料地下タンク 

タンクローリ 

ホース 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

緊急時対策所用発電機は，２号炉原子炉建物内の非常用ディーゼル発電機とは離れた建物の屋外に保管することで共通要因によって

同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

緊急時対策所用発電機は，中央制御室の電源である非常用ディーゼル発電設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，電

源の冷却方式を空冷式とすることで多様性を有する設計とする。 

緊急時対策所用発電機は，１台で緊急時対策所に給電するために必要な容量を有するものを，燃料補給時の切替えを考慮して，合計

２台を緊急時対策所に接続することで多重性を有するとともに，故障対応時及び保守点検時のバックアップ用として予備機を２台保

管する設計とする。 

燃料補給設備のタンクローリは，原子炉建物内のディーゼル燃料デイタンク並びにタービン建物近傍のA-ディーゼル燃料移送ポンプ

から離れた屋外に分散して保管することで，ディーゼル燃料デイタンク及びA-ディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に

機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

燃料補給設備の緊急時対策所用燃料地下タンクは，タービン建物近傍のA-ディーゼル燃料貯蔵タンクから離れた場所に設置すること

で，A-ディーゼル料貯蔵タンクと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 



非電-179 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第76条 

電源の確保 （緊急時対策所） 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

緊急時対策所用燃料地下タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第9-1-1-6-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-6-3-6図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-6-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第9-1-1-6-3-6図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設

計 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-6-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第9-1-1-6-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-6-3-6図 

【系統図】：第9-1-1-6-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な

設計とする。 

・油量の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第9-1-1-6-3-6図 

【系統図】：第9-1-1-6-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第9-1-1-6-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【系統図】：第9-1-1-6-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第9-1-1-6-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



非電-180 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第76条 

電源の確保 （緊急時対策所） 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

緊急時対策所用燃料地下タンク 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計

・Ⅵ－2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用交流電源設備 
緊急時対策所用発電機 

可搬ケーブル 

非常用所内電気設備 
緊急時対策所 発電機接続プラグ盤 

緊急時対策所 低圧母線盤 

非常用交流電源設備 

緊急時対策所用燃料地下タンク 

タンクローリ 

ホース 

電力 － － 

空気 － － 

油 ディーゼル燃料デイタンク タンクローリ 

冷却水 水冷 空冷 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

緊急時対策所用発電機は，２号炉原子炉建物内の非常用ディーゼル発電機とは離れた建物の屋外に保管することで共通要因によって
同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 
緊急時対策所用発電機は，中央制御室の電源である非常用ディーゼル発電設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，電
源の冷却方式を空冷式とすることで多様性を有する設計とする。 
緊急時対策所用発電機は，１台で緊急時対策所に給電するために必要な容量を有するものを，燃料補給時の切替えを考慮して，合計
２台を緊急時対策所に接続することで多重性を有するとともに，故障対応時及び保守点検時のバックアップ用として予備機を２台保
管する設計とする。 
燃料補給設備のタンクローリは，原子炉建物内のディーゼル燃料デイタンク並びにタービン建物近傍のA-ディーゼル燃料移送ポンプ
から離れた屋外に分散して保管することで，ディーゼル燃料デイタンク及びA-ディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に
機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 
燃料補給設備の緊急時対策所用燃料地下タンクは，タービン建物近傍のA-ディーゼル燃料貯蔵タンクから離れた場所に設置すること
で，A-ディーゼル料貯蔵タンクと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 



非電-181 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第76条 

電源の確保 （緊急時対策所） 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

タンクローリ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第9-1-1-6-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-6-3-4,5図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-6-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第9-1-1-6-3-4,5図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故等対処設備の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-6-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第9-1-1-6-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-6-3-4,5図 

【系統図】：第9-1-1-6-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・分解点検又は取替が可能な設計とする。

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第9-1-1-6-3-4,5図 

【系統図】：第9-1-1-6-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第9-1-1-6-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【系統図】：第9-1-1-6-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv＊≦100mSv

注記＊：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第9-1-1-6-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



非電-182 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 
第76条 
電源の確保 （緊急時対策所） 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

タンクローリ 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処
設備の容量 

・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処
設備の接続性 

・簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続できる設計
・発電用原子炉施設が相互に使用することができるように同一形状の接続方
式の設計とするとともに，同一ポンプを接続する配管は口径を統一する等，
複数の系統での接続方式を図った設計

【構造図】：第9-1-1-6-3-4,5図 
【系統図】：第9-1-1-6-2-1図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所
の確保 

－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 
・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設
備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び
通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 
外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な
うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大
事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震に対しては，転倒しないことを確認する。又は必要により固縛等の処置
をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり
込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構
造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」
及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計

・Ⅵ-1-1-3
・Ⅵ-1-1-7-別添1
・Ⅵ-1-1-7-別添2

溢水 
・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な
うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大
事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な
うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大
事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

非常用交流電源設備 
緊急時対策所用発電機 

可搬ケーブル 

非常用所内電気設備 
緊急時対策所 発電機接続プラグ盤 

緊急時対策所 低圧母線盤 

非常用交流電源設備 

緊急時対策所用燃料地下タンク 

タンクローリ 

ホース 

電力 － － 

空気 － － 

油 ディーゼル燃料デイタンク タンクローリ 

冷却水 水冷 空冷 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

緊急時対策所用発電機は，２号炉原子炉建物内の非常用ディーゼル発電機とは離れた建物の屋外に保管することで共通要因によって
同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 
緊急時対策所用発電機は，中央制御室の電源である非常用ディーゼル発電設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，電
源の冷却方式を空冷式とすることで多様性を有する設計とする。 
緊急時対策所用発電機は，１台で緊急時対策所に給電するために必要な容量を有するものを，燃料補給時の切替えを考慮して，合計
２台を緊急時対策所に接続することで多重性を有するとともに，故障対応時及び保守点検時のバックアップ用として予備機を２台保
管する設計とする。 
燃料補給設備のタンクローリは，原子炉建物内のディーゼル燃料デイタンク並びにタービン建物近傍のA-ディーゼル燃料移送ポンプ
から離れた屋外に分散して保管することで，ディーゼル燃料デイタンク及びA-ディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に
機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 
燃料補給設備の緊急時対策所用燃料地下タンクは，タービン建物近傍のA-ディーゼル燃料貯蔵タンクから離れた場所に設置すること
で，A-ディーゼル料貯蔵タンクと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 



補燃-1 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

燃料補給設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第9-5-1-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-3-4-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第9-5-1-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第9-1-1-3-4-3図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設

計 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-5-1-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第9-5-1-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-3-4-3図 

【系統図】：第9-5-1-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な

設計とする。 

・油量の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第9-1-1-3-4-3図 

【系統図】：第9-5-1-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第9-5-1-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【系統図】：第9-5-1-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第9-5-1-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



補燃-2 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

燃料補給設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 
・第1項第1号と同じ － 

溢水 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計

・Ⅵ－2

・Ⅵ-1-1-3

火災 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

サポート系 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

（B-ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

（ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

燃料補給設備のタンクローリは，タービン建物近傍のA-ディーゼル燃料移送ポンプ及びディーゼル燃料移送ポンプ並びに原子炉建

物近傍のB-ディーゼル燃料移送ポンプから離れた屋外に分散して保管することで，A-ディーゼル燃料移送ポンプ，B-ディーゼル燃料

移送ポンプ及びディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

ガスタービン発電機用軽油タンクは，タービン建物及び原子炉建物から離れた場所に設置することで，タービン建物近傍のA-ディ

ーゼル燃料貯蔵タンク及びディーゼル燃料貯蔵タンク並びに原子炉建物近傍の B-ディーゼル燃料貯蔵タンクと共通要因によって同

時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 



補燃-3 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

燃料補給設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第9-5-1-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-1-4-5図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第9-5-1-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第9-1-1-1-4-5図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設

計 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-5-1-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第9-5-1-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-1-4-5図 

【系統図】：第9-5-1-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な

設計とする。 

・油量の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第9-1-1-1-4-5図 

【系統図】：第9-5-1-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第9-5-1-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【系統図】：第9-5-1-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第9-5-1-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



補燃-4 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

燃料補給設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計

・Ⅵ－2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

（B-ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

（ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

燃料補給設備のタンクローリは，タービン建物近傍のA-ディーゼル燃料移送ポンプ及びディーゼル燃料移送ポンプ並びに原子炉建

物近傍のB-ディーゼル燃料移送ポンプから離れた屋外に分散して保管することで，A-ディーゼル燃料移送ポンプ，B-ディーゼル燃料

移送ポンプ及びディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

ガスタービン発電機用軽油タンクは，タービン建物及び原子炉建物から離れた場所に設置することで，タービン建物近傍のA-ディ

ーゼル燃料貯蔵タンク及びディーゼル燃料貯蔵タンク並びに原子炉建物近傍の B-ディーゼル燃料貯蔵タンクと共通要因によって同

時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 



補燃-5 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

燃料補給設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第9-5-1-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-1-4-6図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第9-5-1-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第9-1-1-1-4-6図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設

計 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-5-1-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第9-5-1-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-1-4-6図 

【系統図】：第9-5-1-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な

設計とする。 

・油量の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第9-1-1-1-4-6図 

【系統図】：第9-5-1-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第9-5-1-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【系統図】：第9-5-1-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第9-5-1-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



補燃-6 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

燃料補給設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計

・Ⅵ－2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

（B-ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

（ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

燃料補給設備のタンクローリは，タービン建物近傍のA-ディーゼル燃料移送ポンプ及びディーゼル燃料移送ポンプ並びに原子炉建

物近傍のB-ディーゼル燃料移送ポンプから離れた屋外に分散して保管することで，A-ディーゼル燃料移送ポンプ，B-ディーゼル燃料

移送ポンプ及びディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

ガスタービン発電機用軽油タンクは，タービン建物及び原子炉建物から離れた場所に設置することで，タービン建物近傍のA-ディ

ーゼル燃料貯蔵タンク及びディーゼル燃料貯蔵タンク並びに原子炉建物近傍の B-ディーゼル燃料貯蔵タンクと共通要因によって同

時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 



補燃-7 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

燃料補給設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第9-5-1-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-2-4-4図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第9-5-1-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第9-1-1-2-4-4図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設

計 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-5-1-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・一般的に用いられる工具又は専用工具を用いて，確実に作業ができる設計

・工具は，作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計

・現場において人力で操作を行う弁は，手動操作が可能な設計

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第9-5-1-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-2-4-4図 

【系統図】：第9-5-1-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可能な

設計とする。 

・油量の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第9-1-1-2-4-4図 

【系統図】：第9-5-1-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第9-5-1-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【系統図】：第9-5-1-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第9-5-1-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節



補燃-8 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第72条 

燃料補給設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対しては，侵入防止対策により重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない設計

・落雷に対して，避雷設備等により防護する設計

・Ⅵ－2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

（B-ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

（ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

燃料補給設備のタンクローリは，タービン建物近傍のA-ディーゼル燃料移送ポンプ及びディーゼル燃料移送ポンプ並びに原子炉建

物近傍のB-ディーゼル燃料移送ポンプから離れた屋外に分散して保管することで，A-ディーゼル燃料移送ポンプ，B-ディーゼル燃料

移送ポンプ及びディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

ガスタービン発電機用軽油タンクは，タービン建物及び原子炉建物から離れた場所に設置することで，タービン建物近傍のA-ディ

ーゼル燃料貯蔵タンク及びディーゼル燃料貯蔵タンク並びに原子炉建物近傍の B-ディーゼル燃料貯蔵タンクと共通要因によって同

時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 



補燃-9 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第72条 

燃料補給設備 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

タンクローリ 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第9-5-1-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-4-3-7図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第9-5-1-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第9-1-1-4-3-7図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とす

るとともに，必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛の措置をとる 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故等対処設備の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-5-1-2-1図 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・防護具，可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備

・人力又は車両等による運搬，移動が可能な設計

・必要により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が

可能

・現場の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・ボルト・ネジ接続，フランジ接続又はより簡便な接続方式等により，確実に

接続が可能な設計 

・作動状態の確認が可能な設計

【配置図】：第9-5-1-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-4-3-7図 

【系統図】：第9-5-1-2-1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・分解点検又は取替が可能な設計とする。

・車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。

【構造図】：第9-1-1-4-3-8図 

【系統図】：第9-5-1-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 
・事象発生前の系統状態から速やかに切替操作が可能なように，系統に必要

な弁等を設ける設計
【系統図】：第9-5-1-2-1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 

・重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計 

【系統図】：第9-5-1-2-1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失時の屋外現場操作 

【配置図】：第9-5-1-1-1図 

・Ⅵ-1-1-7第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



補燃-10 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第72条 

燃料補給設備 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

タンクローリ 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 

・簡便な接続方式を用い，容易かつ確実に接続できる設計

・発電用原子炉施設が相互に使用することができるように同一形状の接続方

式の設計とするとともに，同一ポンプを接続する配管は口径を統一する等，

複数の系統での接続方式を図った設計

【構造図】：第9-1-1-4-3-7図 

【系統図】：第9-5-1-2-1図 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及び

通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・地震に対しては，転倒しないことを確認する。又は必要により固縛等の処置

をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺すり

込みによる不等沈下，傾斜及び浮き上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構

造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管 

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計

・生物学的事象のうちクラゲ等の海洋生物から影響を受けるおそれのある屋

外の可搬型重大事故等対処設備は，予備を有する設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-7-別添2

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（A-ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

（B-ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

（ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

タンクローリ 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

燃料補給設備のタンクローリは，タービン建物近傍のA-ディーゼル燃料移送ポンプ及びディーゼル燃料移送ポンプ並びに原子炉建

物近傍のB-ディーゼル燃料移送ポンプから離れた屋外に分散して保管することで，A-ディーゼル燃料移送ポンプ，B-ディーゼル燃料

移送ポンプ及びディーゼル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

ガスタービン発電機用軽油タンクは，タービン建物及び原子炉建物から離れた場所に設置することで，タービン建物近傍のA-ディ

ーゼル燃料貯蔵タンク及びディーゼル燃料貯蔵タンク並びに原子炉建物近傍の B-ディーゼル燃料貯蔵タンクと共通要因によって同

時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 



取水-1 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

― 

非常用取水設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

取水口 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第9-6-1-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・常時海水を通水する鋼製構造物であるため，海水影響による腐食代を考慮

した厚さとする設計
【構造図】：第9-6-1-2-3図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第9-6-1-2-3図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設

計 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・外観の確認が可能な設計 【構造図】：第9-6-1-2-3図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



取水-2 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

― 

非常用取水設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

取水口 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置

・地震に対して技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基づく

地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（取水口） 取水口 

（取水管） 取水管 

（取水槽） 取水槽 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



取水-3 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

― 

非常用取水設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

取水管 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第9-6-1-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・常時海水を通水する鋼製構造物であるため，海水影響による腐食代を考慮

した厚さとする設計
【構造図】：第9-6-1-2-2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第9-6-1-2-2図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設

計 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・外観の確認が可能な設計 【構造図】：第9-6-1-2-2図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



取水-4 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

― 

非常用取水設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

取水管 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置

・地震に対して技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基づく

地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（取水口） 取水口 

（取水管） 取水管 

（取水槽） 取水槽 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



取水-5 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

― 

非常用取水設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

取水槽 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第9-6-1-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 
・常時海水を通水するコンクリート構造物であるため，海水影響を考慮して

十分なかぶり厚さを確保する設計
【構造図】：第9-6-1-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第9-6-1-2-1図 

荷重 

・地震，風（台風）及び積雪による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設

計 

・積雪による影響を考慮して，必要により除雪等の措置を講じる

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

－（操作不要） － 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成

等） 

・外観の確認が可能な設計 【構造図】：第9-6-1-2-1図 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 －（操作不要） － 



取水-6 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

― 

非常用取水設備 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

取水槽 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-5

第
２
号 

共用の禁止 ・共用しない設計 － 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置

・地震に対して技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基づく

地盤上に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないように，可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置

・火災に対して技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

（取水口） 取水口 

（取水管） 取水管 

（取水槽） 取水槽 

電力 － － 

空気 － － 

油 － － 

冷却水 － － 

水源 － － 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 
－ 



緊対-1 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第76条 

居住性の確保（緊急時対策所） 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

酸素濃度計 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度(40℃)≦設計値

【設置場所】：緊急時対策所 

EL 50250mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度(85%)≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） （設置許可まとめ資料）図61-3-15 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している － 

荷重 

・地震の影響による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とするとともに，

必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛等の措置をとる

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に保管する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・付属の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

・人力又は車両等による運搬，移動ができる設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-9-4-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）+ECCS 注水機能失敗+全交流動力電源喪

失時の屋外現場操作 

（設置許可まとめ資料）図61-3-15 

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



緊対-2 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第76条 

居住性の確保（緊急時対策所） 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

酸素濃度計 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-9-4-1

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備接続しない) － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない) － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート －（緊急時対策所で保管及び使用） － 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・防止でも緩和でもない設備が有する機能については，その代替機能を有す

る設計基準事故対処設備等がない
－ 

溢水 
・防止でも緩和でもない設備が有する機能については，その代替機能を有す

る設計基準事故対処設備等がない
－ 

火災 
・防止でも緩和でもない設備が有する機能については，その代替機能を有す

る設計基準事故対処設備等がない
－ 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
― 

緊急時対策所遮蔽 

緊急時対策所空気浄化送風機 

緊急時対策所空気浄化フィルタユニット 

空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ） 

差圧計 

酸素濃度計 

二酸化炭素濃度計 

可搬式エリア放射線モニタ 

可搬式モニタリングポスト 

電力 ― ― 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

緊急時対策所は，中央制御室から独立した建物と一体の遮蔽及び換気空調設備として，緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所

空気浄化フィルタユニット，空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ），差圧計，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び可搬式エリア放射線モ

ニタを有し，換気空調設備の電源を緊急時対策所用発電機から給電できる設計とする。これらは中央制御室に対して独立性を有した

設備により居住性を確保できる設計とする。 

緊急時対策所，緊急時対策所遮蔽，緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所空気浄化フィルタユニット，空気ボンベ加圧設備（空

気ボンベ），差圧計，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び可搬式エリア放射線モニタは，中央制御室とは離れた建物に保管又は設置す

ることで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 



緊対-3 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第76条 

居住性の確保（緊急時対策所） 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

二酸化炭素濃度計 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度(40℃)≦設計値

【設置場所】：緊急時対策所 

EL 50250mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度(85%)≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） （設置許可まとめ資料）図61-3-15 

放射線（機器） ・環境放射線（6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項第6号に同じ － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電波法認証機器であり，電磁波の影響により機能が損なわれないことを確

認している

－ 

荷重 

・地震の影響による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とするとともに，

必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛等の措置をとる

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に保管する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づく設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づく設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7-別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・十分な操作空間を確保する設計

・付属の操作スイッチは，運転員等の操作性を考慮した設計

・作動状態の確認が可能な設計

・人力又は車両等による運搬，移動ができる設計

－ 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能，性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が

可能な設計
・Ⅵ-1-9-4-1

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 － 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計
－ 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦53mSv*≦100mSv

注記*：冷却材喪失（大破断 LOCA）+ECCS 注水機能失敗+全交流動力電源喪

失時の屋外現場操作 

（設置許可まとめ資料）図61-3-15 

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



緊対-4 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第76条 

居住性の確保（緊急時対策所） 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

二酸化炭素濃度計 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-9-4-1

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備接続しない) － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない) － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号に同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート －（緊急時対策所で保管及び使用） － 

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第1項第1号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・防止でも緩和でもない設備が有する機能については，その代替機能を有す

る設計基準事故対処設備等がない
－ 

溢水 
・防止でも緩和でもない設備が有する機能については，その代替機能を有す

る設計基準事故対処設備等がない
－ 

火災 
・防止でも緩和でもない設備が有する機能については，その代替機能を有す

る設計基準事故対処設備等がない
－ 

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
― 

緊急時対策所遮蔽 

緊急時対策所空気浄化送風機 

緊急時対策所空気浄化フィルタユニット 

空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ） 

差圧計 

酸素濃度計 

二酸化炭素濃度計 

可搬式エリア放射線モニタ 

可搬式モニタリングポスト 

電力 ― ― 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

緊急時対策所は，中央制御室から独立した建物と一体の遮蔽及び換気空調設備として，緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所

空気浄化フィルタユニット，空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ），差圧計，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び可搬式エリア放射線モ

ニタを有し，換気空調設備の電源を緊急時対策所用発電機から給電できる設計とする。これらは中央制御室に対して独立性を有した

設備により居住性を確保できる設計とする。 

緊急時対策所，緊急時対策所遮蔽，緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所空気浄化フィルタユニット，空気ボンベ加圧設備（空

気ボンベ），差圧計，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び可搬式エリア放射線モニタは，中央制御室とは離れた建物に保管又は設置す

ることで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 



緊対-5 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第76条 

必要な情報の把握 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 

廃棄物処理建物 

・[ＳＰＤＳデータ収集サーバ]環境温度（40℃）≦設計値

緊急時対策所 

・[ＳＰＤＳ伝送サーバ及びＳＰＤＳデータ表示装置]

環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：廃棄物処理建物

EL21150，緊急時対

策所EL50250 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：[ＳＰＤＳデータ収集サ

ーバ]温度評価手法 1，

[ＳＰＤＳ伝送サーバ]

温度評価手法 1，[ＳＰ

ＤＳデータ表示装置]温

度評価手法2 

圧力 

廃棄物処理建物 

・[ＳＰＤＳデータ収集サーバ]環境圧力（大気圧）≦設計値

緊急時対策所 

・[ＳＰＤＳ伝送サーバ及びＳＰＤＳデータ表示装置]

環境圧力（大気圧）≦設計値

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[ＳＰＤＳデータ収集サ

ーバ]圧力評価手法 1，

[ＳＰＤＳ伝送サーバ及

びＳＰＤＳデータ表示

装置]圧力評価手法1 

湿度 

廃棄物処理建物 

・[ＳＰＤＳデータ収集サーバ]環境湿度（80％）≦設計値

緊急時対策所 

・[ＳＰＤＳ伝送サーバ及びＳＰＤＳデータ表示装置]

環境湿度（80％）≦設計値

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[ＳＰＤＳデータ収集サ

ーバ]湿度評価手法 1，

[ＳＰＤＳ伝送サーバ及

びＳＰＤＳデータ表示

装置]湿度評価手法1 

屋外天候 －(考慮不要) 【配置図】第1-6-16，26図 

放射線（機器） 

廃棄物処理建物 

・[ＳＰＤＳデータ収集サーバ]

環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値

緊急時対策所 

・[ＳＰＤＳ伝送サーバ及びＳＰＤＳデータ表示装置]

環境放射線≦6Gy/7日間）≦設計値

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[ＳＰＤＳデータ収集サ

ーバ]放射線評価手法3，

[ＳＰＤＳ伝送サーバ及

びＳＰＤＳデータ表示

装置]放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項6号に同じ － 

海水 －(考慮不要) － 

電磁的障害 ・電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

[ＳＰＤＳデータ収集サーバ及びＳＰＤＳ伝送サーバ] 

－（操作不要） 

[ＳＰＤＳデータ表示装置] 

・付属の操作スイッチにより使用場所での操作が可能な設計

【配置図】第1-6-16，26図 

（設置許可系統図）第6.4－4図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・機能・性能の確認及び外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 （設置許可系統図）第6.4－4図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可系統図）第6.4－4図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

[ＳＰＤＳデータ収集サーバ及びＳＰＤＳ伝送サーバ] 

－（操作不要） 

[ＳＰＤＳデータ表示装置] 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦ 41mSv＊ ≦100mSv

注記＊：常設代替交流電源設備からの受電操作時の屋内現場操作

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



緊対-6 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第76条 

必要な情報の把握 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計

・Ⅵ-1-1-11

・Ⅵ-1-5-1

・Ⅵ-1-9-4-1

第
２
号 

共用の禁止 

・号機の区分けなく通信連絡することで，必要な情報（相互のプラント状況，

運転員，緊急時対策要員及び自衛消防隊の対応状況等）を共有・考慮しな

がら総合的な管理（事故処理を含む。）を行うことができ，また端末を変更

する場合に生じる情報共有の遅延を防止することができ，安全性の向上が

図れることから，１，２，３号機で共用する設計

・共用により悪影響を及ぼさないよう，１，２，３号機に必要な容量を確保

する設計

－ 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第１項第１号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設備が有する機能について，その代替機能を有する設計基準事故対処設備

等がない
－ 

溢水 
・設備が有する機能について，その代替機能を有する設計基準事故対処設備

等がない
－ 

火災 
・設備が有する機能について，その代替機能を有する設計基準事故対処設備

等がない
－ 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
― 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

電力 
非常用ディーゼル発電設備 

無停電電源装置（充電器等を含む。） 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

緊急時対策所用発電機 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

廃棄物処理建物及び緊急時対策所内に設置する安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）の電源は，常設代替交流電源設備又は可搬

型代替交流電源設備及び緊急時対策所用発電機からの給電により使用することで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充

電器等を含む。）に対して多様性を有する設計とする。 



緊対-7 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第76条 

通信連絡（緊急時対策所） 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

無線通信設備（固定型） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 
・[本体]環境温度（40℃）≦設計値

・[ハンドセット]環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：緊急時対策所EL50250 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：[本体]温度評価手法2，

[ハンドセット]温度評

価手法1 

圧力 
・[本体]環境圧力（大気圧）≦設計値

・[ハンドセット]環境圧力（大気圧）≦設計値

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 
・[本体]環境湿度（85％）≦設計値

・[ハンドセット]環境湿度（85％）≦設計値

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －(考慮不要) 【配置図】第1-6-26図 

放射線（機器） 
・[本体]環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値

・[ハンドセット]環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項6号に同じ － 

海水 －(考慮不要) － 

電磁的障害 ・電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・付属の操作スイッチにより使用場所での操作が可能な設計
【配置図】第1-6-26図 

（設置許可系統図）第10.11－1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・機能・性能の確認及び外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・機能・性能の確認及び外観の確認が可能な設計 （設置許可系統図）第10.11－1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可系統図）第10.11－1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦ 41mSv＊ ≦100mSv

注記＊：常設代替交流電源設備からの受電操作時の屋内現場操作

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



緊対-8 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第76条 

通信連絡（緊急時対策所） 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

無線通信設備（固定型） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設
備の容量 

・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-11

第
２
号 

共用の禁止 

・号機の区分けなく通信連絡することで，必要な情報（相互のプラント状況，

運転員，緊急時対策要員及び自衛消防隊の対応状況等）を共有・考慮しな

がら総合的な管理（事故処理を含む。）を行うことができ，また端末を変更

する場合に生じる情報共有の遅延を防止することができ，安全性の向上が

図れることから，１，２，３号機で共用する設計

・共用により悪影響を及ぼさないよう，１，２，３号機に必要な容量を確保

する設計

－ 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第１項第１号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備と同時に機能を損なうおそれがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なう恐れがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なう恐れがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

所内通信連絡設備 

電力保安通信用電話設備 

無線通信設備（固定型） 

無線通信設備（携帯型） 

衛星電話設備（固定型） 

衛星電話設備（携帯型） 

― 
統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備 

（テレビ会議システム，ⅠＰ－電話機及びＩＰ－ＦＡＸ） 

電力 
非常用ディーゼル発電設備 

無停電電源装置（充電器等を含む。） 
緊急時対策所用発電機 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

無線通信設備のうち無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備のうち衛星電話設備（固定型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力

保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備及び緊急

時対策所用発電機からの給電により使用することで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電

により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対して多様性を有する設計とする。また，無線通信設備（固定型）

及び衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に設置することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備

と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

無線通信設備のうち無線通信設備（携帯型）及び衛星電話設備のうち衛星電話設備（携帯型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力

保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，充電式電池を使用することで，非常用ディーゼル発電設備又

は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対して多様性を有

する設計とする。また，無線通信設備（携帯型）及び衛星電話設備（携帯型）は，緊急時対策所内に保管することで，所内通信連絡

設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

無線通信設備及び衛星電話設備は，異なる通信方式を使用し，共通要因によって同時に機能を損なわないよう多様性を有する設計と

する。 

緊急時対策所内に設置する統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備の電源は，電力保安通信用電話設備，局線加入電話

設備，専用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，緊急時対策所用発電機からの給電により使用することで，非

常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する電力保安通信用電話設備，局線加入電話

設備，及び専用電話設備に対して多様性を有する設計とする。 



緊対-9 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第76条 

通信連絡（緊急時対策所） 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

無線通信設備（携帯型） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】第1-6-26図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項6号に同じ － 

海水 －(考慮不要) － 

電磁的障害 ・電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している － 

荷重 

・地震の影響による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とするとともに，

必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛等の措置をとる

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による

損傷の防止が図られた建物等内に保管する

・Ⅵ-1-1-7別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，配置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・人が携行して移動し，付属の操作スイッチにより使用場所で操作が可能な

設計

【配置図】第1-6-26図 

（設置許可系統図）第10.11－1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・機能・性能の確認及び外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 （設置許可系統図）第10.11－1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可系統図）第10.11－1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦ 53mSv＊ ≦100mSv

注記＊：原子炉補機代替冷却系準備操作時の屋外現場操作

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節

第
２
項 

－ 常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



緊対-10 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第76条 

通信連絡（緊急時対策所） 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

無線通信設備（携帯型） 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-11

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号と同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第１項第１号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り保管

・地震に対しては，転倒しないことを確認する，又は必要により固縛等の処

置をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺

すり込みによる不当沈下，傾斜および浮き上がり，地盤支持力の不足，地

中埋設構造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管

・地震および津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計 

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-1-1-7別添1

・Ⅵ-1-1-7別添2

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事等対処設備と同時に機能を損なう

おそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事

故等対処設備備と位置的分散を図り保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事等対処設備と同時に機能を損なう

おそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事

故等対処設備備と位置的分散を図り保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

所内通信連絡設備 

電力保安通信用電話設備 

無線通信設備（固定型） 

無線通信設備（携帯型） 

衛星電話設備（固定型） 

衛星電話設備（携帯型） 

― 
統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備 

（テレビ会議システム，ⅠＰ－電話機及びＩＰ－ＦＡＸ） 

電力 
非常用ディーゼル発電設備 

無停電電源装置（充電器等を含む。） 
充電式電池 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

無線通信設備のうち無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備のうち衛星電話設備（固定型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と

共通要因によって同時に機能を損なわないよう，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備及び緊急時対策所用発電機からの給電により使用する

ことで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対

して多様性を有する設計とする。また，無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に設置することで，所内

通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

無線通信設備のうち無線通信設備（携帯型）及び衛星電話設備のうち衛星電話設備（携帯型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と

共通要因によって同時に機能を損なわないよう，充電式電池を使用することで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの

給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対して多様性を有する設計とする。また，無線通信設備（携帯型）及び衛星電話設備

（携帯型）は，緊急時対策所内に保管することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的

分散を図る設計とする。 

無線通信設備及び衛星電話設備は，異なる通信方式を使用し，共通要因によって同時に機能を損なわないよう多様性を有する設計とする。 

緊急時対策所内に設置する統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備の電源は，電力保安通信用電話設備，局線加入電話設備，専用電話設備と

共通要因によって同時に機能を損なわないよう，緊急時対策所用発電機からの給電により使用することで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置

（充電器等を含む。）からの給電により使用する電力保安通信用電話設備，局線加入電話設備，及び専用電話設備に対して多様性を有する設計とする。 



緊対-11 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第76条 

通信連絡（緊急時対策所） 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

衛星電話設備（固定型） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 
・[本体]環境温度（40℃）≦設計値

・[電話機]環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：[本体]緊急時対策所

EL50250，[電話機]

緊 急 時 対 策 所

EL50250 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：[本体]温度評価手法1，

[電話機]温度評価手法2 

圧力 
・[本体]環境圧力（大気圧）≦設計値

・[電話機]環境圧力（大気圧）≦設計値

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 
・[本体]環境湿度（85％）≦設計値

・[電話機]環境湿度（85％）≦設計値

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：[本体]湿度評価手法1， 

[電話機]湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】第1-6-26図 

放射線（機器） 
・[本体]環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値

・[ハンドセット]環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項6号に同じ － 

海水 －(考慮不要) － 

電磁的障害 ・電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・付属の操作スイッチにより使用場所での操作が可能な設計
【配置図】第1-6-25，26図 

（設置許可系統図）第10.11－1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・機能・性能の確認及び外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 （設置許可系統図）第10.11－1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可系統図）第10.11－1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦ 41mSv＊ ≦100mSv

注記＊：常設代替交流電源設備からの受電操作時の屋内現場操作

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



緊対-12 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第76条 

通信連絡（緊急時対策所） 

常設重大事故等対処設備 
参照資料 

衛星電話設備（固定型） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-11

第
２
号 

共用の禁止 

・号機の区分けなく通信連絡することで，必要な情報（相互のプラント状況，

運転員，緊急時対策要員及び自衛消防隊の対応状況等）を共有・考慮しな

がら総合的な管理（事故処理を含む。）を行うことができ，また端末を変更

する場合に生じる情報共有の遅延を防止することができ，安全性の向上が

図れることから，１，２，３号機で共用する設計

・共用により悪影響を及ぼさないよう，１，２，３号機に必要な容量を確保

する設計

－ 

第
３
号 

共

通

要

因

故

障

防

止 

環境条件 ・第１項第１号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備と同時に機能を損なうおそれがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・地震に対しては，技術基準規則第49条「重大事故等対処施設の地盤」に基

づく地盤に設置

・地震及び津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」に基づく設計

・地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象に対しては，外部からの衝撃

による損傷の防止が図られた建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

溢水 
・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なう恐れがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計
・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なう恐れがないように，可能な

限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る設計

・火災に対しては，技術基準規則第52条「火災による損傷の防止」に基づき

設計

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

所内通信連絡設備 

電力保安通信用電話設備 

有線式通信設備 

無線通信設備（固定型） 

無線通信設備（携帯型） 

衛星電話設備（固定型） 

衛星電話設備（携帯型） 

― 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

電力 
非常用ディーゼル発電設備 

無停電電源装置（充電器等を含む。） 
緊急時対策所用発電機 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

無線通信設備のうち無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備のうち衛星電話設備（固定型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力

保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備及び緊急

時対策所用発電機からの給電により使用することで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電

により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対して多様性を有する設計とする。また，無線通信設備（固定型）

及び衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に設置することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備

と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

無線通信設備のうち無線通信設備（携帯型）及び衛星電話設備のうち衛星電話設備（携帯型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力

保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，充電式電池を使用することで，非常用ディーゼル発電設備又

は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対して多様性を有

する設計とする。また，無線通信設備（携帯型）及び衛星電話設備（携帯型）は，緊急時対策所内に保管することで，所内通信連絡

設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

無線通信設備及び衛星電話設備は，異なる通信方式を使用し，共通要因によって同時に機能を損なわないよう多様性を有する設計と

する。 

緊急時対策所内に設置する統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備の電源は，電力保安通信用電話設備，局線加入電話

設備，専用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，緊急時対策所用発電機からの給電により使用することで，非

常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する電力保安通信用電話設備，局線加入電話

設備，及び専用電話設備に対して多様性を有する設計とする。 



緊対-13 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第76条 

通信連絡（緊急時対策所） 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

衛星電話設備（携帯型） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】第1-6-26図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項6号に同じ － 

海水 －(考慮不要) － 

電磁的障害 ・電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している － 

荷重 

・地震の影響による荷重を考慮し，機能を損なわない設計とするとともに，

必要により当該設備の落下防止，転倒防止，固縛等の措置をとる

・風（台風）及び積雪の影響による荷重を考慮して，外部からの衝撃による

損傷の防止が図られた建物等内に保管する

・Ⅵ-1-1-7別添2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，設計基準事故対処設備等の配置も含めて

常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り保管

・地震により生ずる敷地下斜面のすべり等の影響により必要な機能を喪失し

ない位置に保管

・火災による波及的影響を考慮し，火災防護対策を火災防護計画に策定

・溢水による波及的影響を考慮し，配置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-1-1-7別添1

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・人が携行して移動し，付属の操作スイッチにより使用場所で操作が可能な

設計

【配置図】第1-6-26図 

（設置許可系統図）第10.11－1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・機能・性能の確認及び外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 （設置許可系統図）第10.11－1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・他の設備から独立して単独で使用可能な設計とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可系統図）第10.11－1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦ 53mSv＊ ≦100mSv

注記＊：原子炉補機代替冷却系準備操作時の屋外現場操作

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節

第
２
項 

－ ・常設重大事故等対処設備に対する条項 － 



緊対-14 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（可搬） 

第76条 

通信連絡（緊急時対策所） 

可搬型重大事故等対処設備 
参照資料 

衛星電話設備（携帯型） 

第
５
４
条 

第
３
項 

第
１
号 

可搬型重大事故等対処

設備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-11

第
２
号 

可搬型重大事故等対処

設備の接続性 
－（常設設備と接続しない） － 

第
３
号 

異なる複数の接続箇所

の確保 
－（原子炉建物の外から水又は電力を供給しない） － 

第
４
号 

設置場所 ・第1項第6号と同じ － 

第
５
号 

保管場所 ・第3項第7号と同じ － 

第
６
号 

アクセスルート 

・想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，発電所内の道路及

び通路が確保できる設計

・Ⅵ-1-1-7別添1

第
７
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第１項第１号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に機能を損な

うおそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大

事故等対処設備と位置的分散を図り保管

・地震に対しては，転倒しないことを確認する，又は必要により固縛等の処

置をするとともに，地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化又は揺

すり込みによる不当沈下，傾斜および浮き上がり，地盤支持力の不足，地

中埋設構造物の損壊等の影響により必要な機能を喪失しない位置に保管

・地震および津波に対しては，技術基準規則第50条「地震による損傷の防止」

及び技術基準規則第51条「津波による損傷の防止」にて考慮された設計 

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-1-1-7別添1

・Ⅵ-1-1-7別添2

溢水 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事等対処設備と同時に機能を損なう

おそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事

故等対処設備備と位置的分散を図り保管

・Ⅵ-1-1-9

火災 

・設計基準事故対処設備等及び常設重大事等対処設備と同時に機能を損なう

おそれがないように，設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事

故等対処設備備と位置的分散を図り保管

・火災に対しては，火災防護対策を火災防護計画に策定

・Ⅵ-1-1-8

サポート系 ・下表参照 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 

所内通信連絡設備 

電力保安通信用電話設備 

無線通信設備（固定型） 

無線通信設備（携帯型） 

衛星電話設備（固定型） 

衛星電話設備（携帯型） 

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備 

（テレビ会議システム，ⅠＰ－電話機及びＩＰ－ＦＡＸ） 

電力 
非常用ディーゼル発電設備 

無停電電源装置（充電器等を含む。） 
充電式電池 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び独立

性の考慮内容 

無線通信設備のうち無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備のうち衛星電話設備（固定型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と

共通要因によって同時に機能を損なわないよう，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備及び緊急時対策所用発電機からの給電により使用する

ことで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対

して多様性を有する設計とする。また，無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に設置することで，所内

通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

無線通信設備のうち無線通信設備（携帯型）及び衛星電話設備のうち衛星電話設備（携帯型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と

共通要因によって同時に機能を損なわないよう，充電式電池を使用することで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの

給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対して多様性を有する設計とする。また，無線通信設備（携帯型）及び衛星電話設備

（携帯型）は，緊急時対策所内に保管することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的

分散を図る設計とする。 

無線通信設備及び衛星電話設備は，異なる通信方式を使用し，共通要因によって同時に機能を損なわないよう多様性を有する設計とする。 

緊急時対策所内に設置する統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備の電源は，電力保安通信用電話設備，局線加入電話設備，専用電話設備と

共通要因によって同時に機能を損なわないよう，緊急時対策所用発電機からの給電により使用することで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置

（充電器等を含む。）からの給電により使用する電力保安通信用電話設備，局線加入電話設備，及び専用電話設備に対して多様性を有する設計とする。 



緊対-15 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第76条 

通信連絡（緊急時対策所） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備 

（テレビ会議システム，ⅠＰ－電話機及びＩＰ－ＦＡＸ） 

第
５
４
条 

第
１
項 

第
１
号 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：緊急時対策所EL50250 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（80％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】第1-6-26図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦6Gy/7日間）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・第1項6号に同じ － 

海水 －(考慮不要) － 

電磁的障害 ・電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している － 

荷重 

・地震による荷重を考慮し，機能を有効に発揮できる設計

・風（台風）及び積雪に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られ

た建物内に設置する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの

悪影響 

・地震による波及的影響を考慮し，技術基準規則第50条「地震による損傷の

防止」に基づき設計

・火災による波及的影響を考慮し，技術基準規則第52条「火災による損傷の

防止」に基づき設計

・溢水による波及的影響を考慮し，設置区画の止水対策等を実施する設計

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
２
号 

操
作
の
確
実
性 

操作環境 

操作準備 

操作内容 

状態確認 

・付属の操作スイッチにより使用場所での操作が可能な設計
【配置図】第1-6-25，26図 

（設置許可系統図）第10.11－1図 

第
３
号 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・機能・性能の確認及び外観の確認が可能な設計 － 

第
４
号 

系統の切替性 ・切替せずに使用可能な設計 （設置許可系統図）第10.11－1図 

第
５
号 

悪
影
響
防
止 

系統設計 
・設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計
（設置許可系統図）第10.11－1図 

内部発生飛散物 －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
６
号 

設置場所 

・下記の最大被ばく線量を下回る

現場操作被ばく線量≦ 41mSv＊ ≦100mSv

注記＊：常設代替交流電源設備からの受電操作時の屋内現場操作

・Ⅵ-1-1-7 第2.3節



緊対-16 

島根原子力発電所 第２号機 第 54条に対する適合性の整理表（常設） 

第76条 

通信連絡（緊急時対策所） 

常設重大事故等対処設備 

参照資料 統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備 

（テレビ会議システム，ⅠＰ－電話機及びＩＰ－ＦＡＸ） 

第
５
４
条 

第
２
項 

第
１
号 

常設重大事故等対処設

備の容量 
・系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計 ・Ⅵ-1-1-11

第
２
号 

共用の禁止 

・号機の区分けなく通信連絡することで，必要な情報（相互のプラント状況，

運転員，緊急時対策要員及び自衛消防隊の対応状況等）を共有・考慮しな

がら総合的な管理（事故処理を含む。）を行うことができ，また端末を変更

する場合に生じる情報共有の遅延を防止することができ，安全性の向上が

図れることから，１，２，３号機で共用する設計

・共用により悪影響を及ぼさないよう，１，２，３号機に必要な容量を確保

する設計

－ 

第
３
号 

共
通
要
因
故
障
防
止 

環境条件 ・第１項第１号と同じ － 

自然現象 

外部人為事象 

・設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基準事故対処設

備等がない
－ 

溢水 
・設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基準事故対処設

備等がない
－ 

火災 
・設備が有する機能については，その代替機能を有する設計基準事故対処設

備等がない
－ 

サポート系 ・下表参照 － 

第
３
項 

－ ・可搬型重大事故等対処設備に対する条項 － 

設計基準事故対処設備等 重大事故等対処設備 

位置的分散を図る 

対象設備 
― 

無線通信設備（固定型） 

無線通信設備（携帯型） 

衛星電話設備（固定型） 

衛星電話設備（携帯型） 

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ

会議システム，ⅠＰ－電話機及びＩＰ－ＦＡＸ） 

電力 
非常用ディーゼル発電設備 

無停電電源装置（充電器等を含む。） 
緊急時対策所用発電機 

空気 ― ― 

油 ― ― 

冷却水 ― ― 

水源 ― ― 

多重性又は多様性及び

独立性の考慮内容 

無線通信設備のうち無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備のうち衛星電話設備（固定型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力

保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備及び緊急

時対策所用発電機からの給電により使用することで，非常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電

により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対して多様性を有する設計とする。また，無線通信設備（固定型）

及び衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に設置することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備

と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

無線通信設備のうち無線通信設備（携帯型）及び衛星電話設備のうち衛星電話設備（携帯型）の電源は，所内通信連絡設備及び電力

保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，充電式電池を使用することで，非常用ディーゼル発電設備又

は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に対して多様性を有

する設計とする。また，無線通信設備（携帯型）及び衛星電話設備（携帯型）は，緊急時対策所内に保管することで，所内通信連絡

設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

無線通信設備及び衛星電話設備は，異なる通信方式を使用し，共通要因によって同時に機能を損なわないよう多様性を有する設計と

する。 

緊急時対策所内に設置する統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備の電源は，電力保安通信用電話設備，局線加入電話

設備，専用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，緊急時対策所用発電機からの給電により使用することで，非

常用ディーゼル発電設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）からの給電により使用する電力保安通信用電話設備，局線加入電話

設備，及び専用電話設備に対して多様性を有する設計とする。 



2．【第 14,15,38 条に対する適合性の整理表】 



1 

本資料は，第 14,15,38 条への適合に必要な設計方針を示すものであり，その記載要

領を P.2～P.3 に示す。 



2 

安全設備を含む設計基準対象施設の適合性一覧表記載要領 

番号 項目 記載内容 

(1) 施設区分 
対応する「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 別表第 2」の

施設区分を記載。 

(2) 設備分類 
対応する設備分類（設計基準対象施設，安全施設，重要施設，重要安全施

設）を選択。 

(3) 設備名称 設備名称を記載。 

(4) 

単一故障時の機能達

成（多重性又は多様

性，及び独立性 

多重性又は多様性，及び独立性を考慮することを記載。 

(5) 
環境条件における健

全性（温度等） 

通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に想定され

る温度，圧力，湿度及び放射線の環境条件と，本資料説明対象設備の設

計値との比較により健全性を記載。 

ここで環境条件は添付書類Ⅵ-1-1-7 第 2.3 節において設定した値であ

り，添付書類Ⅵ-1-1-7 第 2.3 節の原則外を適用する場合は，「10．安全設

備及び重大事故等対処設備の環境条件の設定について」に示した値を記

載。 

設計値（耐性値）は（18）において評価手法の分類を示しており，各評価

手法の内容は「3．環境条件における機器の健全性評価の手法について」

に記載。 

(6) 
環境条件における健

全性（屋外天候） 
屋外設置設備については，屋外の環境条件を考慮することを記載。 

(7) 

環境条件における健

全性（放射線（被ば

く）） 

現地操作が必要な設備について，現地の環境条件を考慮することを記載。 

(8) 
環境条件における健

全性（海水） 

海水通水の有無を記載するとともに，通水するものは問題ない材料であ

ることを記載。 

(9) 
環境条件における健

全性（電磁的障害） 

金属筐体で囲まれている，電子部品を組み込まない等により電磁波によ

る影響に対する健全性の記載。 

(10) 
環境条件における健

全性（荷重） 

想定される荷重に対しても機能発揮できること，固縛すること，除雪す

ること等の方針を記載。 

(11) 

環境条件における健

全性（周辺機器等から

の悪影響） 

地震，火災等により想定される波及的影響で機能喪失しないことを記載。 

(12) 
環境条件における健

全性（冷却材の性状） 

水質管理基準を定めて水質を管理すること，ストレーナ等を設置するこ

とにより異物の影響を防止する設計であることを記載。 

(13) 試験・検査 想定する試験・検査項目を明確にし，それらが可能であることを記載。 

(14) 悪影響防止（飛散物） 

蒸気タービン，発電機及び内部発生エネルギの高い流体を内蔵する弁及

び配管の破断並びに高速回転機器の損壊に伴う飛散物により，安全性を

損なわないことを記載。 

(15) 
共用又は相互接続の

禁止 

共用又は相互接続しないこと，もしくは共用又は相互接続により発電用

原子炉の安全性が向上することを記載。 

(16) 
共用又は相互接続に

よる安全性の影響 

共用又は相互接続しないこと，もしくは共用又は相互接続により発電用

原子炉の安全性を損なわないことを記載。 

(17) 
操作の確実性 

操作の容易性 
誤操作を防止するとともに容易に操作ができる設計であることを記載。 

(18) 参照図書 

配置図，構造図等の添付図は，（4）～（17）の内容を直接的にするもので

はないが，設備の大概イメージを確認できるものを記載。添付資料は，

（4）～（17）の内容をより詳細な設計を説明した資料を記載。 



3 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 
（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 
燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 42800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（90％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第3-1-2-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・検出器（熱電対）の構成部品に電子部品を含まないため，電磁波の

影響を受けない 
－ 

荷重 

・地震，風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施） 

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止」に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように,技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能・性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校

正が可能な設計 
・Ⅵ-1-3-1

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 

安全基準設備を含む設計基準対象施設の適合性一覧表記載要領説明図 

(1) (2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(5) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(12)



4 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 
（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 42800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（90％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第3-1-2-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・検出器（熱電対）の構成部品に電子部品を含まないため，電磁波の

影響を受けない
－ 

荷重 

・地震，風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止」に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように,技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能・性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校

正が可能な設計 
・Ⅵ-1-3-1

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 



5 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 
（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

燃料プール温度 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 42800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（90％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第3-1-2-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・検出器（熱電対）の構成部品に電子部品を含まないため，電磁波の

影響を受けない
－ 

荷重 

・地震，風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止」に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように,技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能・性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校

正が可能な設計 
・Ⅵ-1-3-1

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 



6 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 
（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

燃料プール冷却ポンプ入口温度 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物原子炉棟 

EL 30500mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（90％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第3-1-2-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・検出器（熱電対）の構成部品に電子部品を含まないため，電磁波の

影響を受けない
－ 

荷重 

・地震，風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止」に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように,技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能・性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校

正が可能な設計 
・Ⅵ-1-3-1

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響なし） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 
（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

中央制御室機能（1/2） 

第

14

条 

第

１

項 

重

要

施

設 

単

一

故

障

時

の

機

能

達

成 

多重性又は多様性及び独立性 

・原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障その他の異常が発生し

た場合に，従事者が支障なく中央制御室に入ることができるよう，これに連絡す

る通路及び出入りするための区域を多重化する設計としている

－ 

第

２

項 

安

全

施

設 

環

境

条

件

に

お

け

る

健

全

性 

温度 

・【津波監視カメラ】環境温度（40℃）≦設計値

・【構内監視カメラ】環境温度（40℃）≦設計値

・【取水槽水位計】環境温度（40℃）≦設計値

・【気象観測設備】環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 

・【津波監視カメラ】環境湿度（100％）≦設計値

・【構内監視カメラ】環境湿度（100％）≦設計値

・【取水槽水位計】環境湿度（100％）≦設計値

・【気象観測設備】環境湿度（100％）≦設計値

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮
【配置図】：第1-5-1-1図 

【構造図】第1-5-2-1,3図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している 【構造図】第1-5-2-1,3図 

荷重 

・地震，風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を行い，それぞ

れの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に発揮できる設計（地震荷

重及び地震を含む荷重の組合せに対する設計についてはⅥ-2，地震以外の荷重

及び地震以外の荷重の組合せに対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能を喪失しな

いように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防止」及び第7条「外部か

らの衝撃による損傷の防止」に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規則第5条

「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規則第11条

「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように,技術基準規則第12条

「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第

15

条 

第

２

項 

設

計

基

準

対

象

施

設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能・性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が可能な

設計 
－ 

第

４

項 

設

計

基

準

対

象

施

設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第

５

項 

重

要

安

全

施

設 

共用又は相互接続の禁止 

・中央制御室については，１号機及び２号機で共用するが，各号機で必要な人員

を確保した上で，共用により１号機及び２号機の中央制御室を自由に行き来で

きる空間とすることによりプラントの状況に応じた，運転員の相互融通を可能

とすることで，１号機及び２号機の安全性が向上する設計とする。

－ 

第

６

項 

安

全

施

設 

共用又は相互接続による安全性の影

響 
-（本項目に該当しない） － 

第

38

条 

第

２

項 

安

全

施

設 

操作の確実性 

操作の容易性 

・グループ化した配列及び色分けによる識別や操作器のコーディング（色，形

状，大きさ等の視覚的要素での識別）等を行うことで，運転員の誤操作を防止

するとともに容易に操作ができる設計

・Ⅵ-1-5-4
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

中央制御室機能（2/2） 

第

14

条 

第

１

項 

重

要

施

設 

単

一

故

障

時

の

機

能

達

成 

多重性又は多様性及び独立性 

・原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障その他の異常が発生し

た場合に，従事者が支障なく中央制御室に入ることができるよう，これに連絡す

る通路及び出入りするための区域を多重化する設計としている

－ 

第

２

項 

安

全

施

設 

環

境

条

件

に

お

け

る

健

全

性 

温度 
・【酸素濃度計】環境温度（40℃）≦設計値

・【二酸化炭素濃度計】環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物EL 16900mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 
・【酸素濃度計】環境湿度（85％）≦設計値

・【二酸化炭素濃度計】環境湿度（85％）≦設計値

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計 － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 

・【酸素濃度計】電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している 

・【二酸化炭素濃度計】電波法認証機器であり，電磁波の影響により機能が損なわ

れないことを確認している 

－ 

荷重 

・地震，風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を行い，それぞ

れの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に発揮できる設計（地震荷

重及び地震を含む荷重の組合せに対する設計についてはⅥ-2，地震以外の荷重

及び地震以外の荷重の組合せに対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能を喪失しな

いように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防止」及び第7条「外部か

らの衝撃による損傷の防止」に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規則第5条

「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規則第11条

「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように,技術基準規則第12条

「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第

15

条 

第

２

項 

設

計

基

準

対

象

施

設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能・性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が可能な

設計 
－ 

第

４

項 

設

計

基

準

対

象

施

設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第

５

項 

重

要

安

全

施

設 

共用又は相互接続の禁止 

・中央制御室については，１号機及び２号機で共用するが，各号機で必要な人員

を確保した上で，共用により１号機及び２号機の中央制御室を自由に行き来で

きる空間とすることによりプラントの状況に応じた，運転員の相互融通を可能

とすることで，１号機及び２号機の安全性が向上する設計とする。

－ 

第

６

項 

安

全

施

設 

共用又は相互接続による安全性の影

響 
－（本項目に該当しない） － 

第

38

条 

第

２

項 

安

全

施

設 

操作の確実性 

操作の容易性 

・グループ化した配列及び色分けによる識別や操作器のコーディング（色，形

状，大きさ等の視覚的要素での識別）等を行うことで，運転員の誤操作を防止

するとともに容易に操作ができる設計

・Ⅵ-1-5-4
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

放射線管理施設 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 補助遮蔽（屋外配管ダクト（ディーゼル燃料貯蔵タンク～原子炉建

物）南壁） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第7-3-2-29図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

原子炉格納施設 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

MV217-4 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃（事象初期：100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物 

EL 23800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（90％（事象初期：100％））≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-3-4-1-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（1.75kGy/6ヶ月）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-4-1-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第8-3-4-1-3-1図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第8-3-4-1-2-1図 

【構造図】：第8-3-4-1-3-1図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

原子炉格納施設 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

MV217-5 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃（事象初期：100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物 

EL 8800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（90％（事象初期：100％））≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-3-4-1-1-3図 

放射線（機器） ・環境放射線（1.75kGy/6ヶ月）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-4-1-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第8-3-4-1-3-2図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第8-3-4-1-2-1図 

【構造図】：第8-3-4-1-3-2図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

原子炉格納施設 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

MV217-18 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（66℃（事象初期：100℃）≦設計値

【設置場所】：原子炉建物 

EL 34800mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法2 

圧力 ・環境圧力（大気圧相当）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法2 

湿度 ・環境湿度（90％（事象初期：100％））≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第8-3-4-1-1-2図 

放射線（機器） ・環境放射線（1.75kGy/6ヶ月）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法1 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第8-3-4-1-2-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第8-3-4-1-3-3図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第8-3-4-1-2-1図 

【構造図】：第8-3-4-1-3-3図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（非常用電源設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

A-ディーゼル燃料移送ポンプ 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 

・非常用電源設備を構成する設備を含め，同一機能を持つ設備を複数

設置することで，多重性を図った設計としている

【配置図】第9-1-1-1-1-1図 

【系統図】第9-1-1-1-3-5図 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：取水エリア 

EL 7550mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 屋外の環境条件を考慮 
【配置図】：第9-1-1-1-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-1-4-6図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） ・【系統図】第9-1-1-1-3-5図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損な

われることはない

・【構造図】第9-1-1-1-4-6図 

荷重 

・地震，風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） ・【系統図】第9-1-1-1-3-5図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

・【系統図】第9-1-1-1-3-5図 

・【構造図】第9-1-1-1-4-6図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（共用／相互接続しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（非常用電源設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 
参照資料 

B-ディーゼル燃料移送ポンプ 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 

・非常用電源設備を構成する設備を含め，同一機能を持つ設備を複数

設置することで，多重性を図った設計としている

【配置図】第9-1-1-1-1-2図 

【系統図】第9-1-1-1-3-5図 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：B-ディーゼル燃料貯

蔵タンク格納槽 EL 13400mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 屋外の環境条件を考慮 
【配置図】：第9-1-1-1-1-2図 

【構造図】：第9-1-1-1-4-7図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） ・【系統図】第9-1-1-1-3-5図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損な

われることはない

・【構造図】第9-1-1-1-4-7図 

荷重 

・地震，風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） ・【系統図】第9-1-1-1-3-5図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

・【系統図】第9-1-1-1-3-5図 

・【構造図】第9-1-1-1-4-7図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（共用／相互接続しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（非常用電源設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

ディーゼル燃料移送ポンプ 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 

・非常用電源設備を構成する設備を含め，同一機能を持つ設備を複数

設置することで，多重性を図った設計としている

【配置図】第9-1-1-2-1-1図 

【系統図】第9-1-1-2-3-5図 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：取水エリア 

 EL 7550mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 屋外の環境条件を考慮 
【配置図】：第9-1-1-2-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-2-4-6図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法2 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】第9-1-1-2-3-5図 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損な

われることはない

【構造図】第9-1-1-2-4-6図 

荷重 

・地震，風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】第9-1-1-2-3-5図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】第9-1-1-2-3-5図 

【構造図】第9-1-1-2-4-6図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） 
・タービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計
・Ⅵ-1-1-10

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（共用／相互接続しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（非常用電源設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 

・非常用電源設備を構成する設備を含め，同一機能を持つ設備を複数

設置することで，多重性を図った設計としている

【配置図】第9-1-1-1-1-1図 

【系統図】第9-1-1-1-3-5図 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：排気筒基礎 

EL 3500mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 屋外の環境条件を考慮 
【配置図】：第9-1-1-1-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-1-4-8図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-1-3-5図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-1-1-1-4-8図 

荷重 

・地震，風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-1-3-5図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が

可能な設計とする。 

・油量の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第9-1-1-1-3-5図 

【構造図】：第9-1-1-1-4-8図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（共用／相互接続しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 



17 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（非常用電源設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 
参照資料 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 

・非常用電源設備を構成する設備を含め，同一機能を持つ設備を複数

設置することで，多重性を図った設計としている

【配置図】第9-1-1-1-1-2図 

【系統図】第9-1-1-1-3-5図 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：B-ディーゼル燃料 

貯蔵タンク格納槽 EL 9350mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 屋外の環境条件を考慮 
【配置図】：第9-1-1-1-1-2図 

【構造図】：第9-1-1-1-4-9図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-1-3-5図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-1-1-1-4-9図 

荷重 

・地震，風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-1-3-5図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が

可能な設計とする。 

・油量の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第9-1-1-1-3-5図 

【構造図】：第9-1-1-1-4-9図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（共用／相互接続しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（非常用電源設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 
参照資料 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 

・非常用電源設備を構成する設備を含め，同一機能を持つ設備を複数

設置することで，多重性を図った設計としている

【配置図】第9-1-1-2-1-1図 

【系統図】第9-1-1-2-3-5図 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：排気筒基礎 

EL 3500mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 屋外の環境条件を考慮 
【配置図】：第9-1-1-2-1-1図 

【構造図】：第9-1-1-2-4-7図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-2-3-5図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-1-1-2-4-7図 

荷重 

・地震，風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-1-1-2-3-5図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計とする。

・内部の確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が

可能な設計とする。 

・油量の確認が可能な設計とする。

【系統図】：第9-1-1-2-3-5図 

【構造図】：第9-1-1-2-4-7図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（共用／相互接続しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（非常用電源設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

計装用無停電交流電源装置 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 

・計測制御用電源設備を構成する設備を含め，同一機能を持つ設備を

複数設置することで，多重性を図った設計としている

・計測制御用電源設備を構成する設備を含め，同一機能を持つ設備を

独立した電路で系統構成することで，独立性を図った設計としてい

る

－ 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 12300,15300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損な

われることはない
【構造図】：第9-1-2-1-2-1図 

荷重 

・地震，風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験

装置により，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-6図 

【構造図】：第9-1-2-1-2-1図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（共用／相互接続しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（非常用電源設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

B1-115V系蓄電池（ＳＡ） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 

・非常用直流電源設備は，直流 115V 3 系統の充電器，蓄電池，主母

線盤等の設備を設置することで，多重性を図った設計としている

・非常用直流電源設備は，直流 115V 3 系統の充電器，蓄電池，主母

線盤等の設備を独立した電路で系統構成することで，独立性を図っ

た設計としている

－ 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 12300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1-1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない 【構造図】：第9-1-2-2-2-4,5図 

荷重 

・地震，風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・電圧測定が可能な系統設計とする

【単線結線図】：第1-4-3図 

【構造図】：第9-1-2-2-2-4,5図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（共用／相互接続しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（非常用電源設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

B1-115V系充電器（ＳＡ） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 

・非常用直流電源設備は，直流 115V 3 系統の充電器，蓄電池，主母

線盤等の設備を設置することで，多重性を図った設計としている

・非常用直流電源設備は，直流 115V 3 系統の充電器，蓄電池，主母

線盤等の設備を独立した電路で系統構成することで，独立性を図っ

た設計としている

－ 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：廃棄物処理建物 

EL 12300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損な

われることはない
【構造図】：第9-1-2-1-2-3図 

荷重 

・地震，風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・各種負荷（系統負荷，模擬負荷），絶縁抵抗測定，弁の開閉又は試験

装置により，機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする

【単線結線図】：第1-4-3図 

【構造図】：第9-1-2-1-2-3図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（共用／相互接続しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（常用電源設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

モニタリングポスト用発電機 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 
・電子部品は金属筐体で取り囲まれており電磁波によって機能が損な

われることはない
－ 

荷重 

・地震，風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・試運転により機能・性能の確認ができる系統設計とする

・外観の確認が可能な設計とする
－ 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 

・モニタリングポスト（モニタリングポスト用発電機含む）は，発電

所周辺の放射線量率等を監視する設備であり，監視に必要な仕様と

するとともに，１，２，３号炉の区分けなく共通の対象を監視する

設備であることから，共用により安全性を損なうことはない。

－ 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（火災防護設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法4 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第9-3-1-1-1～7図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 【構造図】：第9-3-1-1-1～7図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-3-1-1-1～7図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【構造図】：第9-3-1-1-1～7図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-3-1-1-1～7図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（火災防護設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

廃棄物処理建物 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法4 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第9-3-1-1-1～7図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 【構造図】：第9-3-1-1-1～7図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-3-1-1-1～7図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【構造図】：第9-3-1-1-1～7図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-3-1-1-1～7図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（火災防護設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

制御室建物 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法4 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第9-3-1-1-1～3図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 【構造図】：第9-3-1-1-1～3図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-3-1-1-1～3図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【構造図】：第9-3-1-1-1～3図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-3-1-1-1～3図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（火災防護設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

タービン建物 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法4 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第9-3-1-1-1～6図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 【構造図】：第9-3-1-1-1～6図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-3-1-1-1～6図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【構造図】：第9-3-1-1-1～6図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-3-1-1-1～6図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（火災防護設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

取水エリア 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法4 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第9-3-1-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 【構造図】：第9-3-1-1-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-3-1-1-1図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【構造図】：第9-3-1-1-1図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-3-1-1-1図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（火災防護設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクエリア 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法4 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第9-3-1-1-2,12,13図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 【構造図】：第9-3-1-1-2,12,13図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-3-1-1-2,12,13図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【構造図】：第9-3-1-1-2,12,13図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-3-1-1-2,12,13図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（火災防護設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

固体廃棄物貯蔵所 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法4 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第9-3-1-1-8図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 【構造図】：第9-3-1-1-8図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-3-1-1-8図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【構造図】：第9-3-1-1-8図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-3-1-1-8図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（火災防護設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

サイトバンカ建物 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法4 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第9-3-1-1-9図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 【構造図】：第9-3-1-1-9図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-3-1-1-9図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【構造図】：第9-3-1-1-9図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-3-1-1-9図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（火災防護設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

格納槽 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法4 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第9-3-1-1-1～4図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 【構造図】：第9-3-1-1-1～4図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-3-1-1-1～4図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【構造図】：第9-3-1-1-1～4図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-3-1-1-1～4図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（火災防護設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

ガスタービン発電機建物 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法4 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第9-3-1-1-10図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 【構造図】：第9-3-1-1-10図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-3-1-1-10図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【構造図】：第9-3-1-1-10図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-3-1-1-10図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（火災防護設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

緊急時対策所 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法4 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第9-3-1-1-11図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 【構造図】：第9-3-1-1-11図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-3-1-1-11図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【構造図】：第9-3-1-1-11図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-3-1-1-11図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（火災防護設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 
参照資料 

補助消火ポンプ 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 
・【ポンプ】環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：補助消火ポンプ 

格納槽 EL-300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[ポンプ]温度評価手法1 

[モータ]温度評価手法1 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[ポンプ]圧力評価手法1 

[モータ]圧力評価手法1 

湿度 
・【ポンプ】環境湿度（85％）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境湿度（85％）≦設計値（ ） 

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[ポンプ]湿度評価手法1 

[モータ]湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第9-3-2-1-1-1-1図 

放射線（機器） 
・【ポンプ】環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[ポンプ]放射線評価手法3 

[モータ]放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・中央制御室から操作可能な設計 － 

海水 －（考慮不要） 
【系統図】：第9-3-2-1-1-3-1図 

【構造図】：第9-3-2-1-1-4-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-3-2-1-1-4-1図 

荷重 

・地震，風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-3-2-1-1-3-1図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第9-3-2-1-1-3-1図 

【構造図】：第9-3-2-1-1-4-1図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） ・飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計 ・Ⅵ-1-1-10

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要（自動起動）） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（火災防護設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

補助消火水槽 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第9-3-2-1-1-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 
【系統図】：第9-3-2-1-1-3-1図 

【構造図】：第9-3-2-1-1-4-2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-3-2-1-1-4-2図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-3-2-1-1-3-1図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可

能な設計 

【系統図】：第9-3-2-1-1-3-1図 

【構造図】：第9-3-2-1-1-4-2図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（火災防護設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 
参照資料 

サイトバンカ建物消火ポンプ 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 
・【ポンプ】環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：８ｍ盤消火ポンプ室 

EL 8700 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[ポンプ]温度評価手法1 

[モータ]温度評価手法1 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[ポンプ]圧力評価手法1 

[モータ]圧力評価手法1 

湿度 
・【ポンプ】環境湿度（85％）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境湿度（85％）≦設計値（ ） 

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[ポンプ]湿度評価手法1 

[モータ]湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第9-3-2-1-2-1-2図 

放射線（機器） 
・【ポンプ】環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[ポンプ]放射線評価手法3 

[モータ]放射線評価手法3 

放射線（被ばく） －（考慮不要（自動起動）） － 

海水 －（考慮不要） 
【系統図】：第9-3-2-1-2-3-1図 

【構造図】：第9-3-2-1-2-4-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-3-2-1-2-4-1図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-3-2-1-2-3-1図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第9-3-2-1-2-3-1図 

【構造図】：第9-3-2-1-2-4-1図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） ・飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計 ・Ⅵ-1-1-10

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（火災防護設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

サイトバンカ建物消火タンク 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第9-3-2-1-2-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 
【系統図】：第9-3-2-1-2-3-1図 

【構造図】：第9-3-2-1-2-4-2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-3-2-1-2-4-2図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-3-2-1-2-3-1図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可

能な設計 

【系統図】：第9-3-2-1-2-3-1図 

【構造図】：第9-3-2-1-2-4-2図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（火災防護設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 
参照資料 

４４ｍ盤消火ポンプ 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 
・【ポンプ】環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：４４ｍ盤消火ポンプ 

室 EL 49200 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[ポンプ]温度評価手法1 

[モータ]温度評価手法1 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[ポンプ]圧力評価手法1 

[モータ]圧力評価手法1 

湿度 
・【ポンプ】環境湿度（85％）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境湿度（85％）≦設計値（ ） 

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[ポンプ]湿度評価手法1 

[モータ]湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第9-3-2-1-3-1-2図 

放射線（機器） 
・【ポンプ】環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[ポンプ]放射線評価手法3 

[モータ]放射線評価手法3 

放射線（被ばく） －（考慮不要（自動起動）） － 

海水 －（考慮不要） 
【系統図】：第9-3-2-1-3-3-1図 

【構造図】：第9-3-2-1-3-4-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-3-2-1-3-4-1図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-3-2-1-3-3-1図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第9-3-2-1-3-3-1図 

【構造図】：第9-3-2-1-3-4-1図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） ・飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計 ・Ⅵ-1-1-10

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要（自動起動）） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（火災防護設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

４４ｍ盤消火タンク 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第9-3-2-1-3-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 
【系統図】：第9-3-2-1-3-3-1図 

【構造図】：第9-3-2-1-3-4-2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-3-2-1-3-4-2図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-3-2-1-3-3-1図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可

能な設計 

【系統図】：第9-3-2-1-3-3-1図 

【構造図】：第9-3-2-1-3-4-2図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（火災防護設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 
参照資料 

４５ｍ盤消火ポンプ 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 
・【ポンプ】環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：４５ｍ盤消火ポンプ 

室 EL 45580 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[ポンプ]温度評価手法1 

[モータ]温度評価手法1 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[ポンプ]圧力評価手法1 

[モータ]圧力評価手法1 

湿度 
・【ポンプ】環境湿度（85％）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境湿度（85％）≦設計値（ ） 

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[ポンプ]湿度評価手法1 

[モータ]湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第9-3-2-1-4-1-2図 

放射線（機器） 
・【ポンプ】環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[ポンプ]放射線評価手法3 

[モータ]放射線評価手法3 

放射線（被ばく） －（考慮不要（自動起動）） － 

海水 －（考慮不要） 
【系統図】：第9-3-2-1-4-3-1図 

【構造図】：第9-3-2-1-4-4-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-3-2-1-4-4-1図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-3-2-1-4-3-1図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第9-3-2-1-4-3-1図 

【構造図】：第9-3-2-1-4-4-1図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） ・飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計 ・Ⅵ-1-1-10

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要（自動起動）） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（火災防護設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

４５ｍ盤消火タンク 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第9-3-2-1-4-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 
【系統図】：第9-3-2-1-4-3-1図 

【構造図】：第9-3-2-1-4-4-2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-3-2-1-4-4-2図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-3-2-1-4-3-1図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可

能な設計 

【系統図】：第9-3-2-1-4-3-1図 

【構造図】：第9-3-2-1-4-4-2図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（火災防護設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 
参照資料 

５０ｍ盤消火ポンプ 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 
・【ポンプ】環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：５０ｍ盤消火ポンプ

室 EL 50200 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[ポンプ]温度評価手法1 

[モータ]温度評価手法1 

圧力 
・【ポンプ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[ポンプ]圧力評価手法1 

[モータ]圧力評価手法1 

湿度 
・【ポンプ】環境湿度（85％）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境湿度（85％）≦設計値（ ） 

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[ポンプ]湿度評価手法1 

[モータ]湿度評価手法1 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第9-3-2-1-5-1-2図 

放射線（機器） 
・【ポンプ】環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 

・【モータ】環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 

【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[ポンプ]放射線評価手法3 

[モータ]放射線評価手法3 

放射線（被ばく） －（考慮不要（自動起動）） － 

海水 －（考慮不要） 
【系統図】：第9-3-2-1-5-3-1図 

【構造図】：第9-3-2-1-5-4-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-3-2-1-5-4-1図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-3-2-1-5-3-1図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・分解点検が可能な設計

【系統図】：第9-3-2-1-5-3-1図 

【構造図】：第9-3-2-1-5-4-1図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） ・飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計 ・Ⅵ-1-1-10

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要（自動起動）） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（火災防護設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

５０ｍ盤消火タンク 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：屋外 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（100％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法1 

屋外天候 ・屋外の環境条件を考慮 【配置図】：第9-3-2-1-5-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 
【系統図】：第9-3-2-1-5-3-1図 

【構造図】：第9-3-2-1-5-4-2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-3-2-1-5-4-2図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-3-2-1-5-3-1図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

・他の系統へ悪影響を及ぼさず試験が可能な設計

・内部確認が可能なよう，マンホール等を設ける，又は外観の確認が可

能な設計 

【系統図】：第9-3-2-1-5-3-1図 

【構造図】：第9-3-2-1-5-4-2図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（火災防護設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 
参照資料 

ハロゲン化物ボンベ（原子炉建物） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：原子炉建物内各所 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 
・【消火剤：ハロン1301】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

・【消火剤：FK-5-1-12】環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 

【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（90％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法2 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第9-3-2-2-1-1-1～23図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 

【系統図】：第9-3-2-2-1-3-1～19図 

【構造図】：第9-3-2-2-1-4-1～41

図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-3-2-2-1-4-1～41図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-3-2-2-1-3-1～19図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・規定圧力の確認及び外観の確認が可能な設計

【系統図】：第9-3-2-2-1-3-1～19図 

【構造図】：第9-3-2-2-1-4-1～41図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（火災防護設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

ハロゲン化物ボンベ（廃棄物処理建物） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：廃棄物処理建物内各

所 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法2 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第9-3-2-2-2-1-1～7図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 
【系統図】：第9-3-2-2-2-3-1～6図 

【構造図】：第9-3-2-2-2-4-1～9図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-3-2-2-2-4-1～9図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-3-2-2-2-3-1～6図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・規定圧力の確認及び外観の確認が可能な設計

【系統図】：第9-3-2-2-2-3-1～6図 

【構造図】：第9-3-2-2-2-4-1～9図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（火災防護設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

ハロゲン化物ボンベ（制御室建物） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：制御室建物 

EL 12800 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法2 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第9-3-2-2-3-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 
【系統図】：第9-3-2-2-3-3-1図 

【構造図】：第9-3-2-2-3-4-1,2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-3-2-2-3-4-1,2図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-3-2-2-3-3-1図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・規定圧力の確認及び外観の確認が可能な設計

【系統図】：第9-3-2-2-3-3-1図 

【構造図】：第9-3-2-2-3-4-1,2図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（火災防護設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

ハロゲン化物ボンベ（タービン建物） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：タービン建物各所 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法2 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第9-3-2-2-4-1-1～4図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 
【系統図】：第9-3-2-2-4-3-1～5図 

【構造図】：第9-3-2-2-4-4-1～6図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-3-2-2-4-4-1～6図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-3-2-2-4-3-1～5図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・規定圧力の確認及び外観の確認が可能な設計

【系統図】：第9-3-2-2-4-3-1～5図 

【構造図】：第9-3-2-2-4-4-1～6図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（火災防護設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

ハロゲン化物ボンベ（ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクエリア） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：B-ディーゼル燃料貯

蔵タンク格納槽 

EL 15300 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法2 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第9-3-2-2-5-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 
【系統図】：第9-3-2-2-5-3-1図 

【構造図】：第9-3-2-2-5-4-1図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-3-2-2-5-4-1図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-3-2-2-5-3-1図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・規定圧力の確認及び外観の確認が可能な設計

【系統図】：第9-3-2-2-5-3-1図 

【構造図】：第9-3-2-2-5-4-1図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（火災防護設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

ハロゲン化物ボンベ（格納槽） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：低圧原子炉代替注水

ポンプ格納槽 

EL 14700 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法2 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第9-3-2-2-6-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 
【系統図】：第9-3-2-2-6-3-1図 

【構造図】：第9-3-2-2-6-4-1,2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-3-2-2-6-4-1,2図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-3-2-2-6-3-1図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・規定圧力の確認及び外観の確認が可能な設計

【系統図】：第9-3-2-2-6-3-1図 

【構造図】：第9-3-2-2-6-4-1,2図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（火災防護設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

ハロゲン化物ボンベ（ガスタービン発電機建物） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：ガスタービン発電機

建物 EL 47500 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法2 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第9-3-2-2-7-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 
【系統図】：第9-3-2-2-7-3-1,2図 

【構造図】：第9-3-2-2-7-4-1～4図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-3-2-2-7-4-1～4図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-3-2-2-7-3-1,2図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・規定圧力の確認及び外観の確認が可能な設計

【系統図】：第9-3-2-2-7-3-1,2図 

【構造図】：第9-3-2-2-7-4-1～4図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 



51 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（火災防護設備） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

ハロゲン化物ボンベ（緊急時対策所） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・環境温度（40℃）≦設計値（ ） 

【設置場所】：緊急時対策所 

EL 50500 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：温度評価手法1 

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値（ ） 
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 ・環境湿度（85％）≦設計値（ ） 
【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法2 

屋外天候 －（考慮不要） 【配置図】：第9-3-2-2-8-1-1図 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値（ ） 
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法4 

放射線（被ばく） －（操作不要） － 

海水 －（考慮不要） 
【系統図】：第9-3-2-2-8-3-1図 

【構造図】：第9-3-2-2-8-4-1,2図 

電磁的障害 ・電磁波の影響を受けない。 【構造図】：第9-3-2-2-8-4-1,2図 

荷重 

・地震。風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を

行い，それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に

発揮できる設計（地震荷重及び地震を含む荷重の組合せに対する設

計についてはⅥ-2，地震以外の荷重及び地震以外の荷重の組合せに

対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能

を喪失しないように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防

止」及び第7条「外部からの衝撃による損傷の防止に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第5条「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第11条「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規

則第12条「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防

止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） 【系統図】：第9-3-2-2-8-3-1図 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・規定圧力の確認及び外観の確認が可能な設計

【系統図】：第9-3-2-2-8-3-1図 

【構造図】：第9-3-2-2-8-4-1,2図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（共用／相互接続しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（操作不要） － 



52 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

防波壁（多重鋼管杭式擁壁） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-1-2-1図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



53 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

防波壁（逆T擁壁） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-1-2-2図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



54 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

防波壁（波返重力擁壁） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-1-2-3図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



55 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

防波壁通路防波扉（１号機北側) 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-1-2-4図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



56 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

防波壁通路防波扉（２号機北側) 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-1-2-5図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



57 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

防波壁通路防波扉（荷揚場南) 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-1-2-6図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



58 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

防波壁通路防波扉（３号機東側） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-1-2-7図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



59 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

屋外排水路逆止弁① 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-1-2-8図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



60 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

屋外排水路逆止弁② 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-1-2-9図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



61 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

屋外排水路逆止弁③ 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-1-2-9図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



62 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

屋外排水路逆止弁④ 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-1-2-9図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



63 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

屋外排水路逆止弁⑤ 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-1-2-9図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



64 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

屋外排水路逆止弁⑥ 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-1-2-9図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



65 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

屋外排水路逆止弁⑦ 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-1-2-11図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



66 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

屋外排水路逆止弁⑧-1 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-1-2-12図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



67 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

屋外排水路逆止弁⑧-2 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-1-2-10図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



68 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

屋外排水路逆止弁⑨ 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-1-2-8図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



69 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

屋外排水路逆止弁⑩ 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-1-2-10図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



70 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

屋外排水路逆止弁⑪ 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-1-2-10図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



71 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

屋外排水路逆止弁⑫ 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-1-2-10図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



72 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

屋外排水路逆止弁⑬ 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-1-2-9図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



73 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

取水槽除じん機エリア防水壁 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-1-2-13図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



74 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

取水槽除じん機エリア水密扉（東） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-1-2-14図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



75 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

取水槽除じん機エリア水密扉（西） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-1-2-15図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



76 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

取水槽除じん機エリア水密扉（北） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-1-2-16図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



77 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

1号機取水槽流路縮小工 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-1-2-17図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



78 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

タービン建物 地下1階 復水系配管室防水壁 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-1-1図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



79 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

タービン建物 地下1階 復水器室北西側防水壁 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-1-2図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



80 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

タービン建物 地下1階 復水器室北側防水壁 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-1-3図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



81 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

タービン建物 地下1階 復水器室北東側防水壁 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-1-4図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



82 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

取水槽海水ポンプエリア防護対策設備防水壁 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-1-5図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



83 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

ディーゼル燃料移送ポンプエリア防護対策設備北側防水壁 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-1-6図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



84 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

ディーゼル燃料移送ポンプエリア防護対策設備南側防水壁 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-1-7図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



85 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

タービン建物 地下1階 復水系配管室北側水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-2-1図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



86 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

タービン建物 地下1階 復水系配管室南側水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-2-2図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



87 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

タービン建物 地下1階復水系配管室南東側水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-2-3図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



88 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

タービン建物 地下1階 封水回収ポンプ室北側水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-2-4図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



89 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

取水槽海水ポンプエリア水密扉（西） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-2-5図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



 

 

90 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

取水槽海水ポンプエリア水密扉（中） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-2-6図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

取水槽海水ポンプエリア水密扉（東） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-2-7図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



92 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

復水貯蔵タンク水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-2-10図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



93 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

補助復水貯蔵タンク水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-2-11図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

屋外配管ダクト（B-ディーゼル燃料貯蔵タンク～原子炉建物）水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-2-13図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



95 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

トーラス水受入タンク水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-2-12図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

ディーゼル燃料移送ポンプエリア防護対策設備北側水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-2-8図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



97 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

ディーゼル燃料移送ポンプエリア防護対策設備南側水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-2-9図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



98 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 地下2階 A-DG制御盤室北側水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-2-14図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



99 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 地下2階 A-RHRポンプ室北側水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-2-15図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 地下2階 トーラス室北東水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-2-16図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 地下2階 トーラス室南東水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-2-17図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 地下2階 トーラス室北西水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-2-18図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 地下2階 トーラス室南西水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-2-19図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 地下2階 H-DG制御盤室南側水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-2-20図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 地下2階 H-DG制御盤室北側水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-2-21図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 地下2階 RCICポンプ室西側水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-2-22図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 地下2階 A-DG制御盤室南側水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-2-23図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 地下2階 C-RHRポンプ室南側水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-2-24図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 地下1階 CRDポンプ室南側水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-2-25図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 地下1階 CRDポンプ室東側水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-2-26図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 地下1階 IA圧縮機室水密扉（階段室） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-2-27図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 地下1階 IA圧縮機室水密扉（南側） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-2-28図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 地下1階 東側エアロック前水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-2-29図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 1階 RCW熱交換器室南側水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-2-30図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 1階 大物搬入口水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-2-31図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

タービン建物 地下1階 TCW熱交換器室南側水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-2-32図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

タービン建物 1階 西側エアロック前水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-2-33図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

タービン建物 2階 常用電気室南側水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-2-34図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

タービン建物 2階 離相母線室南側水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-2-35図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

タービン建物 2階 大物搬入口水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-2-36図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

制御室建物 2階 チェックポイント連絡水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-2-37図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

廃棄物処理建物 地下1階 被服置場北側水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-2-38図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

廃棄物処理建物 1階 大物搬入口水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-2-39図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

廃棄物処理建物 1階 ドラム缶搬入口水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-2-40図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

廃棄物処理建物 2階 非常用再循環送風機室東側水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-2-41図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

サイトバンカ建物 1階 南東側ポンプ室水密扉 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-2-42図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 地下2階 B-非常用DG電気室南側浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-1図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 地下1階 RCIC直流C/C浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-2図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 地下1階 HPCS給気消音器フィルタ室浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-3図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 地下1階 南側通路浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-4図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 地下1階 北西階段浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-5図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 地下1階 DG室給気ダクト室南側階段浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-6図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 地下1階 第3チェックポイント浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-7図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 1階 北東階段浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-8図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 1階 北西階段浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-9図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 1階 PLRポンプMGセット室南西階段浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-10図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 1階 エアロック前浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-11図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 1階 南東階段浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-12図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 1階 南西階段浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-13図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 1階 第2チェックポイント浸水防止堰（非管理区域側） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-14図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



141 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 1階 第2チェックポイント浸水防止堰（管理区域側） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-15図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 2階 原子炉棟送風機室南側階段浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-16図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 2階 北東階段浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-17図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 2階 北西階段浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-18図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 原子炉建物 2階 A-原子炉格納容器H2・O2分析計ボンベラック室西側

浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-19図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 2階 A-非常用電気室南側浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-20図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 2階 B-非常用電気室北側浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-21図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 2階 A-非常用DG室送風機室浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-22図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 2階 東側PCVペネトレーション室北側浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-23図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



150 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 2階 南東階段浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-24図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



151 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 2階 西側PCVペネトレーション室北側浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-25図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 2階 南西階段浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-26図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 2階 非常用電気室北側浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-27図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 2階 A-逃がし安全弁窒素ガス供給装置横浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-28図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 2階 B-RHRバルブ室北側浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-29図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 2階 RCWバルブ室東側浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-30図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 原子炉建物 2階 A-原子炉格納容器H2・O2分析計ボンベラック室東側

浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-31図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 中2階 北東階段浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-32図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 中2階 エアロック前浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-33図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 中2階 CUWバルブ室東側浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-34図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 中2階 CUWサージタンク室浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-35図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 中2階 南東階段浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-36図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 中2階 南西階段浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-37図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 3階 北東階段浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-38図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



165 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 3階 北西階段浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-39図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 3階 南東階段浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-40図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 3階 南西階段浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-41図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 3階 A-CAMS室前浸水防止堰（通路側） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-42図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 3階 A-CAMS室前浸水防止堰（SGT室側） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-43図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 3階 B-CAMS室前浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-44図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 3階 北西側階段室浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-45図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 4階 北東階段浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-46図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 4階 エアロック浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-47図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 4階 南東階段浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-48図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 4階 北西階段浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-49図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 4階 大物搬入口浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-50図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

タービン建物 1階 給水加熱器室南西浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-51図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

タービン建物 1階 給水加熱器室開口部浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-52図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

タービン建物 2階 復水器室南西階段浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-53図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

タービン建物 3階 タービン建物ダストサンプラ室西側浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-54図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

タービン建物 3階 オペフロ南側階段浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-55図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

タービン建物 3階 オペフロ北西階段浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-56図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

タービン建物 3階 オペフロ南西階段浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-57図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

タービン建物 3階 オペフロ南東階段浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-58図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

タービン建物 3階 大物搬入口浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-59図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



186 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

タービン建物 3階 常用電気室送風機室南側浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-60図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

タービン建物 3階 タービン建物送風機室南側浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-61図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

タービン建物 4階 工具室浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-62図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

制御室建物 2階 第1チェックポイント東側浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-63図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

制御室建物 2階 第1チェックポイント中央浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-64図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

制御室建物 4階 中央制御室東扉浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-65図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



192 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

制御室建物 4階 中央制御室中央扉浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-66図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

制御室建物 4階 中央制御室西扉浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-67図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

廃棄物処理建物 地下1階 通路東側浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-68図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

廃棄物処理建物 1階 補助盤室東側通路南側扉浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-69図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

廃棄物処理建物 1階 補助盤室東側（北）浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-70図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

廃棄物処理建物 1階 補助盤室東側（中）浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-71図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

廃棄物処理建物 1階 補助盤室東側（南）浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-72図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

廃棄物処理建物 1階 補助盤室前浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-73図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

廃棄物処理建物 1階 中央制御室横会議室浸水防止堰（補助盤室側） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-74図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



201 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

廃棄物処理建物 1階 中央制御室横会議室浸水防止堰（予備室側） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-75図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 廃棄物処理建物 1階 中央制御室横会議室浸水防止堰（運転員控室

側） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-76図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

廃棄物処理建物 2階 中央制御室送風機室階段浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-77図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

廃棄物処理建物 2階 計算機室連絡扉前浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-78図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 廃棄物処理建物 4階 廃棄物処理建物送風機室南側浸水防止堰（非管

理区域側） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-79図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 廃棄物処理建物 4階 廃棄物処理建物送風機室南側浸水防止堰（管理

区域側） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-80図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

廃棄物処理建物 4階 南側シャッター前浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-81図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

サイトバンカ建物 1階 南側大物搬入口浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-82図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



209 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

サイトバンカ建物 1階 排風機室北側浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-83図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

サイトバンカ建物 1階 北側大物搬入口浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-84図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

サイトバンカ建物 1階 北西側階段室浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-85図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

サイトバンカ建物 1階 建物出入口浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-86図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

サイトバンカ建物 2階プリコート室浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-87図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 



214 

島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

サイトバンカ建物 3階 固体廃棄物貯蔵プール室北東側浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-88図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

サイトバンカ建物 3階 固体廃棄物貯蔵プール室東側浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-89図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

サイトバンカ建物 3階 固体廃棄物貯蔵プール室南東側浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-90図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

サイトバンカ建物 3階 固体廃棄物貯蔵プール室北西側浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-91図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

サイトバンカ建物 3階 固体廃棄物貯蔵プール室南西側浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-92図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 サイトバンカ建物 3階 固体廃棄物貯蔵プール室機器搬入口浸水防止

堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない － 

圧力 ・該当しない － 

湿度 ・該当しない － 

屋外天候 ・該当しない － 

放射線（機器） ・該当しない － 

放射線（被ばく） ・該当しない － 

海水 ・該当しない － 

電磁的障害 ・該当しない － 

荷重 ・該当しない － 

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない － 

冷却材の性状 ・該当しない － 

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-93図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

サイトバンカ建物 3階 溶融物搬入機室浸水防止堰 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-3-94図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

原子炉建物 3階 新燃料検査台ピット室防水板 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-4-1図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

タービン建物 2階 固定子冷却装置室西側防水板（非管理区域側） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-4-2図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

タービン建物 2階 固定子冷却装置室西側防水板（管理区域側） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-4-3図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

廃棄物処理建物 2階 廃棄物処理建物C/C室防水板（非管理区域側） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-4-4図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 

廃棄物処理建物 2階 廃棄物処理建物C/C室防水板（管理区域側） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-4-5図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 廃棄物処理建物 2階 A-原子炉浄化樹脂貯蔵タンク水中ポンプ操作室

防水板（非管理区域側） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-4-6図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 

その他発電用原子炉の付属施設 

（浸水防護施設） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 

参照資料 廃棄物処理建物 2階 A-原子炉浄化樹脂貯蔵タンク水中ポンプ操作室

防水板（管理区域側） 

第
14
条 

第
１
項 

重
要
施
設 

単
一
故
障
時
の
機
能
達
成 

多重性又は多様性及び独

立性 
・該当しない － 

第
２
項 

安
全
施
設 

環
境
条
件
に
お
け
る
健
全
性 

温度 ・該当しない －

圧力 ・該当しない －

湿度 ・該当しない －

屋外天候 ・該当しない －

放射線（機器） ・該当しない －

放射線（被ばく） ・該当しない －

海水 ・該当しない －

電磁的障害 ・該当しない －

荷重 ・該当しない －

周辺機器等からの悪影響 ・該当しない －

冷却材の性状 ・該当しない －

第
15
条 

第
２
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 
・外観の確認が可能な設計とする。 【構造図】：第9-4-2-2-4-7図 

第
４
項 

設
計
基
準
対
象
施
設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第
５
項 

重
要
安
全
施
設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第
６
項 

安
全
施
設 

共用又は相互接続による安全

性の影響 
－（本項目に該当しない） － 

第
38
条 

第
２
項 

安
全
施
設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 
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島根原子力発電所 第 2号機 第 14，15，38 条に対する適合性の整理表 
その他発電用原子炉の付属施設 

（緊急時対策所） 

（設計基準対象施設・安全施設・重要施設・重要安全施設） 
参照資料 

緊急時対策所機能 

第

14

条 

第

１

項 

重

要

施

設 

単

一

故

障

時

の

機

能

達

成 

多重性又は多様性及び独立性 ・該当しない － 

第

２

項 

安

全

施

設 

環

境

条

件

に

お

け

る

健

全

性 

温度 

・【酸素濃度計】環境温度（40℃）≦設計値

・【二酸化炭素濃度計】環境温度（40℃）≦設計値

・【通信連絡設備】環境温度（40℃）≦設計値

圧力 ・環境圧力（大気圧）≦設計値
【環境圧力】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：圧力評価手法1 

湿度 

・【酸素濃度計】環境湿度（85％）≦設計値

・【二酸化炭素濃度計】環境湿度（85％）≦設計値

・【通信連絡設備】環境湿度（80％）≦設計値

【環境湿度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：湿度評価手法3 

屋外天候 －（考慮不要） － 

放射線（機器） ・環境放射線（≦1mGy/h）≦設計値
【環境放射線】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：放射線評価手法3 

放射線（被ばく） ・緊急時対策所遮蔽区域内である緊急時対策所から操作可能な設計 － 

海水 －（考慮不要） － 

電磁的障害 

・【酸素濃度計】電磁波の影響により機能が損なわれないことを確認している 

・【二酸化炭素濃度計】電波法認証機器であり，電磁波の影響により機能が損なわ

れないことを確認している 

－ 

荷重 

・地震，風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響による荷重の評価を行い，それぞ

れの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に発揮できる設計（地震荷

重及び地震を含む荷重の組合せに対する設計についてはⅥ-2，地震以外の荷重

及び地震以外の荷重の組合せに対する設計についてはⅥ-1-1-3に基づき実施）

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-3

周辺機器等からの悪影響 

・地震以外の自然現象及び人為事象による波及的影響によりその機能を喪失しな

いように，技術基準規則第6条「津波による損傷の防止」及び第7条「外部か

らの衝撃による損傷の防止」に基づく設計

・地震の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規則第5条

「地震による損傷の防止」に基づく設計

・火災の波及的影響によりその機能を喪失しないように，技術基準規則第11条

「火災による損傷の防止」に基づく設計

・溢水の波及的影響によりその機能を喪失しないように,技術基準規則第12条

「発電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防止」に基づく設計

・Ⅵ-1-1-3

・Ⅵ-2

・Ⅵ-1-1-8

・Ⅵ-1-1-9

冷却材の性状 －（考慮不要） － 

第

15

条 

第

２

項 

設

計

基

準

対

象

施

設 

試験・検査 

（検査性，系統構成等） 

・模擬入力による機能・性能の確認（特性確認又は設定値確認）及び校正が可能な

設計 
－ 

第

４

項 

設

計

基

準

対

象

施

設 

悪影響防止（飛散物） －（内部発生飛散物による影響無し） － 

第

５

項 

重

要

安

全

施

設 

共用又は相互接続の禁止 －（本項目に該当しない） － 

第

６

項 

安

全

施

設 

共用又は相互接続による安全性の影

響 
－（共用／相互接続しない） － 

第

38

条 

第

２

項 

安

全

施

設 

操作の確実性 

操作の容易性 
－（本項目に該当しない） － 

【設置場所】：緊急時対策所 

EL 50250mm 

【環境温度】：Ⅵ-1-1-7 第2.3節 

【設計値】：[酸素濃度計及び二酸化炭素

濃度計]温度評価手法1 

[通信連絡設備]温度評価手法2 



3.【環境条件における機器の健全性評価の手法について】



1. 概要

安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件において機器が有効に機能を発揮するこ

とについては，各設備が「実用発電用原子炉及びその付属施設の技術基準に関する規則」（以

下「技術基準規則」という。）の関連各条項に適合することを，設備ごとに「第14，15，38条

に対する適合性の整理表」及び「第54条に対する適合性の整理表」（以下前記2つを併せて

「整理表」という。）の形にまとめ，適合性を確認している。 

整理表中の確認項目のうち，環境条件における健全性に係る項目（第14条第2項及び第54条

第1項第1号）を除く項目に関しては，整理表に記載された内容及び添付書類Ⅵ-1-1-7その他工

認図書を参照することにより適合性を確認することができる。一方，環境条件における健全性に

係る項目に関しては，整理表に記載された内容及び工認図書を参照するほか，類型化して整理した

適合性確認の手法（以下「類型化による適合性確認手法」という。）を用いて機器の適合性を確認

する。本資料は，類型化による適合性確認手法について補足的に説明するものである。 

環境条件における健全性に関して確認する項目のうち，圧力，温度，湿度，放射性の4項目は，

類型化による適合性確認手法により確認する項目である。機器の適合性確認，すなわち，使用され

る条件において機能を発揮できることの確認は，場所における環境条件と機器の環境耐性を比較す

ることを基本手法としているが，類型化による適合性確認手法は，機器の環境耐性の評価に適用し

ている。以下に，圧力，温度，湿度，放射線の4項目に係る適合性確認の手法について説明する。 

2. 圧力に係る適合性評価手法

圧力に係る適合性評価の手法は，耐圧部にあっては，機器が使用される環境圧力下において，部

材に発生する応力に耐えられることを確認する。耐圧部以外の部分にあっては， 絶縁や回転等の機

能が阻害される圧力に到達しないことを確認する。 

確認の手法は，機器雰囲気圧力の許容値あるいは最高使用圧力を機器の圧力耐性値とし，環

境圧力と機器の圧力耐性値を比較する方法の他，環境圧力を再現した試験環境下において機器が機

能することを確認する実証試験等により耐圧機能，絶縁機能，回転機能，計測機能，伝送機能など

の所定の機能を発揮することが確認されている圧力を機器の圧力耐性値とし，環境圧力と機器の

圧力耐性値を比較すること等によるものとする。 

比較により適合性を確認するに当たり，火災感知器のように，特定の異常を検出する機器の場

合は，機器の設置目的の特定の異常の場合とそれ以外の異常の場合で分けると整理しやすい。火災

感知器について火災感知信号を発信することについて考慮すると，火災の場合，火災感知までの過程

で有意な環境圧力の上昇があることは考えられない。また，火災感知信号発信以降は，火災感知器

の機能は期待されない。したがって，火災発生の場合，火災感知器が機能することが期待される圧

力は，平常時と差がない。一方，火災以外の場合，原子炉施設の故障の従属事象として火災感知器

の環境圧力が上昇する場合がある。 
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その際，環境圧力の上昇により火災感知器の機能が低下したとしても，当該事象は， 原子炉施設の

故障として異常が検出される。また，原子炉施設の故障を伴わずに，自然現象のみによる異常に

よって火災感知器の環境圧力が上昇する事象は，設計上考えられない。整理すると，異常時に機器

が機能することは，平常時と同等の圧力下においてであるか，あるいは，機器の異常として検出可

能であるかであるため，機器の圧力耐性値と比較する環境圧力は，発電用原子炉施設が通常の運

転状態にあるときの圧力とする。 

環境圧力条件と比較する機器の圧力耐性値は下記の通りである。評価手法(2)において実証

試験を用いたものは，その内容を別紙－1に示す。 

(1)圧力仕様（機器雰囲気圧力の許容値，最高使用圧力）

※ 評価対象機器のうち，耐圧部にあっては最高使用圧力とする。雰囲気圧力は機器の外圧，

最高使用圧力は機器の内圧であるが，機器の応力に寄与する圧力は内外圧力差であり，内

外圧力差による応力評価より内圧による応力評価の方が保守的な評価となるため，最高使

用圧力を機器の圧力耐性値とする。

※ 評価対象機器のうち，仕様として圧力仕様が設定されていないものについては，圧力

仕様（圧力耐性）を「大気圧」と設定する。

(2)実証試験により機器の健全性が確認されている圧力（試験が型式代表試験方式の場合を

含む）

(3)設置変更許可段階において格納容器内雰囲気200℃，2Pdにおける健全性確認が行われた原

子炉格納施設の内部機器にあっては，2Pd

環境圧力条件と単純な圧力比較をすることが適切でない場合においては，別の方法で機器の

機能が損なわれてないことを確認した。 

(4)耐圧部がなく，環境圧力の影響を受けない構造の機器については，機能が損なわれないもの

とする。

(5)環境圧力下において構成材料に生じる応力に構成材料の構造材が耐えること。

3. 温度に係る適合性評価手法

温度に係る適合性評価の手法は，耐圧部にあっては，機器が使用される環境温度下において，部

材に発生する応力に耐えられることを確認する。耐圧部以外の部分にあっては，絶縁や回転等の機

能が阻害される温度に到達しないことを確認する。 

確認の手法は，機器周囲温度の許容値や機器の最高使用温度を機器の温度耐性値とし，環境

温度と機器の温度耐性値を比較することの他，環境温度を再現した試験環境下において機器の

耐圧機能，絶縁機能，回転機能などの所定の機能を発揮することが確認されている温度を機器の温度
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耐圧値とし，環境温度と機器の温度耐性値を比較すること等によるものとする。 

比較により適合性を確認するに当たり，火災感知器のように，特定の異常を検出する機器の場

合は，機器の設置目的の特定の異常の場合とそれ以外の異常の場合で分けると整理しやすい。火災

等の発生時に信号を発信する装置であって，一度信号を発信すれば，それ以降の機能が期待されな

い機器にあっては，火災の場合，火災感知信号の発信以降の温度上昇過程における機能が期待され

ないため，信号を発信する温度が機器の機能を期待する温度の上限値となる。この場合，機器が火

災感知信号を発信する環境温度下において機能することは，設計上自明である。一方，火災以外の

場合，原子炉施設の故障の従属事象として火災感知器の環境温度が上昇する場合がある。その際，

環境温度の上昇により火災感知器の機能が低下したとしても，当該事象は，原子炉施設の故障とし

て異常が検出される。また，原子炉施設の故障を伴わずに，自然現象のみによる異常によって火災

感知器の環境温度が上昇する事象は，設計上考えられない。整理すると，異常時に機器が機能する

ことは，自明であるか，平常時と同等の温度下においてであるか，あるいは，機器の異常として検

出可能であるかの何れかであるため，機器の温度耐性値と比較する環境温度は，発電用原子炉

施設が通常の運転状態であるときの温度とする。 

環境温度と比較する機器の温度耐性値は下記の通りである。評価手法(2)又は(3)において実

証試験を用いたものは，その内容を別紙－1に示す。 

(1)温度仕様（機器周囲温度の許容値，最高使用温度）

※ 評価対象機器のうち，屋外で使用することが前提で設計されている機器であって，仕

様として温度仕様（温度耐性）が設定されていないものについては，温度仕様を「大気

温度」と設定する。この場合，比較対象の環境温度条件は，機器の周囲の大気の温度であ

って，この温度はプラント挙動の影響を受けないため，

「大気温度」と設定される。

(2)実証試験により機器の機能維持が確認されている温度（試験が型式代表試験方式の場合を

含む）

(3)実証試験等により構成部品の機能維持が確認されている温度

(4)文献等により健全性が確認されている温度

日本機械学会 発電用原子力設備規格「コンクリート製原子炉格納容器規格（2011）」 
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「高温（175℃）を受けたコンクリートの強度性状」（セメント・コンクリート 

No.449, July1984） 

(5)設置変更許可段階において格納容器内雰囲気200℃，2Pdにおける健全性確認が行われた原

子炉格納施設の内部機器にあっては，200℃

環境温度条件と単純な温度比較をすることが適切でない場合においては，環境温度条件下に

おいて機器の内部部品の温度上昇等が生じた場合であっても機器の機能が損なわれないことを，

下記に示す規格等に基づく評価計算等により確認することとする。この場合，機器の機能が損なわ

れないことを確認した環境温度条件を機器の温度耐性値とする。 

(6)電気学会 電気規格調査会標準規格「誘導機」（JEC-37-1979, JEC-2137-2000）に基づき，環

境温度における電動機固定子及び軸受の温度（上昇）が限度内であること。

(7)電気学会 電気規格調査会標準規格「変圧器」（JEC-2200-1995）に基づき，環境温度にお

ける変圧器の寿命が役務期間（事故に対処する場合は，1～2週間）に比べて十分に長い

こと。

(8)環境温度下において構成材料に生じる応力に構成材料の構造材が耐えること。

また，上記による方法が適切でない場合においては，別の方法で機器の機能が損なわれないこと

を確認することとする。 

(9)環境温度が機器に及ぼす影響とプロセス流体が機器に及ぼす影響が相反する場合, 影響

の程度を比較し,環境温度の有意な影響の有無について評価することとする。プロセス流

体が低温であり，機器が使用される条件下ではプロセス流体の流量，比熱，熱容量，熱伝

達率が格段に大きい場合は，環境温度による有意な影響はなく，機器の機能に係る温度は

プロセス流体温度に支配されるものとする。

4. 湿度に係る適合性評価手法

湿度に関しては，機器が長期間にわたり高湿度環境下に置かれた場合，カビの発生により電子基

板上のような露出した電気回路の電路間で短絡が生じることや，錆の発生により露出した電気回路

の電路の断線が生じること等があり得ることから，機器の設計上の配慮として，高湿度の国や地域

で使用される機器には，カビや錆の発生を防止するための塗料が塗布される等の特殊な仕様が施され

る場合がある。国内で使用される機器の周囲環境の湿度許容値は，機器を設置場所に長期間設置し

た場合に，カビや錆による不具合を防止できることを意図して設定される。環境湿度下における機

器の健全性を考慮する場合は，湿度自体に加え，機器が使用される状態に応じて使用される期間も
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考慮に入れることとする。 

湿度に係る適合性評価の手法は，耐圧部にあっては，耐圧部の設計規格の関係から，当該構造部

は気密性・水密性を有し，一定の肉厚を有する金属製の構造となるよう設計される。このことから，

耐圧部は，相対湿度100％条件下において腐食速度が増加する等の湿度の影響下であっても耐圧機

能は維持される。耐圧部以外の部分にあっては，必要に応じて，全閉型モータに代表されるように，

機器の外装を気密性の高い構造とし，機器内部を周囲の空気から分離することや，遮断器盤に代表

されるように，機器の内部にヒーターを設置し，内部空気を加温して相対湿度を低下させること等

により，電気的絶縁や導通に代表される機器の機能が阻害される湿度に到達しないことを確認す

る。 

確認の手法は，機器雰囲気湿度の許容値を機器の湿度耐性値とし，環境湿度と機器の湿度耐性値

を比較することのほか，環境湿度を再現した試験環境下において機器が機能することを確認する実

証試験等により機器の機能を発揮することが確認されている湿度を機器の湿度耐性値とし，環境湿

度と機器の湿度耐性値を比較すること等によるものとする。 

比較により適合性を確認するに当たり，火災感知器のように，異常を検出する機器の場合は，

圧力や温度の項目と同様の考え方により，機器の湿度耐性値と比較する環境湿度は，発電用原子炉

施設が通常の運転状態にあるときの湿度とする。 

環境湿度と比較する機器の湿度耐性値は下記の通りである。評価手法(3)において実証試験

を用いたものは，その内容を別紙－1に示す。 

(1)湿度仕様

※ 評価対象の機器のうち，次のような設計がなされている機器については，機器の湿度耐

性値は相対湿度100％とした。

水又は湿気と接触することを前提として設計されている

機器屋外での使用を前提として設計されている機器 

IP65等の防水規格品 

※ 湿度に関しては，機器仕様として湿度の許容値を明示されることなく流通している

製品は多い。しかしながら，NFB等の標準使用条件は湿度85％である。半導体のJEITA規

格に基づく高温高湿バイアス試験では，相対湿度85％以上の湿度条件下で試験が実施さ

れ，不飽和蒸気加圧試験では85％の湿度環境下で試験が実施される。また，型番を付さ

れて日本国内で流通している製品の場合，同型の製品が既に日本国内の湿度環境に耐えて

いる。これらのことから，湿度仕様が明示されない型番製品については，湿度環境下

における長期の湿度耐性値は，85％とする。

(2)耐圧部および支持構造のみで構成される機器については，機器の湿度耐性値は相対湿度

100％とする。

(3)実証試験により機器の健全性が確認されている湿度（試験が型式代表試験方式の場合を含
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む） 

(4)機器の周囲湿度の許容値は，機器の寿命程度の期間（十数年～数十年）程度の雰囲気暴露

期間を想定して設定されたものである。機器の周囲湿度の許容値は，カビの繁殖や発錆に

よる腐食の進行には時間を要することから，1～2週間の期間について考慮する場合，カビ

や錆を介した電気品の不具合の原因となることはなく，金属で構成される機器についても不

具合の原因となるものはないため，機器の湿度耐性値は相対湿度100％とする。

5. 放射線に係る適合性評価手法

放射線に係る適合性評価の手法は，構造材にあっては，耐圧機能や支持機能が環境放射線下にお

いて維持されることを確認する。構造材のうち，金属構造材やコンクリートは原子炉本体の構造材

や支持構造物としてきわめて高い放射線量の下で数十年の使用に耐えるため，構造材を構成する材

料のうち，パッキン等に代表される放射線耐性の低い部材に注目して評価を実施することとする。

構造材以外の部分にあっては，機器の機能が阻害される放射線量に到達しないことを確認する。 

機器の放射線耐性は，累積放射線に応じて部材の性能が変化することから，機器の放射線耐性を

累積放射線量で値付けしたものが機器の放射線耐性の基準である。中性子以外の放射線照射につい

て評価する場合，照射速度に対する依存性はないものとし，機器の放射線に対する耐性値は照射速

度によらず一定とする。機器の放射線耐性値は，累積放射線量の形で得られるが，累積放射線量で

は環境放射線条件として値付けされている線量率と比較できないため，機器の放射線耐性を値付け

した線量を機器が使用される期間を用いて線量率に換算する。適合性の確認手法は，環境放射線量率

と線量率で表した機器の放射線耐性を比較することとする。 

なお，原子炉施設の通常運転中に有意な放射線環境に置かれる機器にあっては，通常運転時など

の事故以前の状態において受ける放射線量分を事故時の線量率に割増すこと等により，事故以前の

放射線の影響を評価することとする。 

比較により適合性を確認するに当たり，火災感知器のように，異常を検出する機器の場合は，

圧力や温度の項目と同様の考え方により，機器の放射線耐性値と比較する環境放射線量は，発電用

原子炉施設が通常の運転状態にあるときの放射線量とする。 

環境放射線条件と比較する機器の放射線耐性値は下記の通りである。評価手法(1)又は(2)におい

て実証試験を用いたものは，その内容を別紙－1に示す。 

(1) 実証試験により機器の機能維持が確認されている線量率（試験が型式代表試験方式の場合

を含む）

(2) 実証試験，文献等で構成部品の機能維持が確認されている線量率

(3) 耐性の低い部品（電子部品）の機能が維持される線量率

(4) 金属材料又はコンクリートのみで構成しているタンク，ピット等は，当該設備に期待する
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期間において放射線により機能を損なう構造でないことは明らかであるため，健全性が維

持できるとする。このとき設計値は，便宜上，環境条件と同値としておく。 

以上 
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別紙－１ 

重大事故等時における健全性評価に用いた実証試験 

重大事故等対処設備の環境条件における健全性評価手法のうち，圧力評価の評価手法(2)，温度

評価の評価手法(2)若しくは(3)，湿度評価の評価手法(3)又は放射線評価の評価手法(1)若しくは

(2)については，実証試験により設備の設計値（耐性値）を確認している。

これらの実証試験の内容を表1－1～4に示す。なお，放射線設計値（耐性値）について，実証試

験結果と文献の組み合わせにより健全性を確認した設備については，これらを合わせて記載する。 

実証試験は，「原子力発電所の安全系電気・計装品の耐環境性能の検証に関する指針」 

（JEAG4623（2008）），「Standard for Qualifying Class 1E Equipment for Nuclear Power 

Generating Stations」（IEEE323（1983））等の規定に従い，「放射線試験」と「蒸気暴露試験

（圧力，温度，湿度が重畳）」をそれぞれ実施している。 

8



表 1－1 重大事故等対処設備の圧力設計値（耐性値）設定に用いた実証試験（1/3） 

設備名 圧力評価 
評価 

手法 

実証試験内容 

体制 実施時期 内容 健全性評価 

残留熱除去系注水弁

（MV222-5A,5B,5C）- 

駆動部 

2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

低圧炉心スプレイ系注

水弁（MV223-2）- 駆

動部 

2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

静的触媒式水素処理装

置入口温度 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

静的触媒式水素処理装

置出口温度 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

原子炉建物水素濃度 

（EL 42800mm，EL 

30500mm，EL 

15300mm） 

2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

原子炉建物水素濃度 

（EL 8800mm） 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

燃料プール水位・温度

（ＳＡ） 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

燃料プールエリア放射

線モニタ（高レンジ・

低レンジ）（ＳＡ）＊

低レンジ 

2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

燃料プールエリア放射

線モニタ（高レンジ・

低レンジ）（ＳＡ）＊

高レンジ 

2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

燃料プール監視カメラ

（ＳＡ） 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代

替制御棒挿入機能）

[検出器] 

2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代

替原子炉再循環ポンプ

トリップ機能）[検出

器]

2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

代替自動減圧ロジック

（代替自動減圧機能）

[検出器] 

2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

第１ベントフィルタ出

口放射線モニタ（高レ

ンジ・低レンジ）＊低

レンジ

2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

第１ベントフィルタ出

口放射線モニタ（高レ

ンジ・低レンジ）＊高

レンジ

2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

原子炉圧力容器温度

（ＳＡ） 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

原子炉圧力 2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

原子炉圧力（ＳＡ） 2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

原子炉水位（広帯域） 2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

原子炉水位（燃料域） 2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

原子炉水位（ＳＡ） 2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

高圧原子炉代替注水流

量 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

低圧原子炉代替注水流

量 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

低圧原子炉代替注水流

量（狭帯域用） 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

原子炉隔離時冷却ポン

プ出口流量 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

高圧炉心スプレイポン

プ出口流量 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

9



表 1－1 重大事故等対処設備の圧力設計値（耐性値）設定に用いた実証試験（2/3） 

設備名 圧力評価 
評価 

手法 

実証試験内容 

体制 実施時期 内容 健全性評価 

残留熱除去ポンプ出口

流量 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

低圧炉心スプレイポン

プ出口流量 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

残留熱代替除去系原子

炉注水流量 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

格納容器代替スプレイ

流量 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

ペデスタル代替注水流

量 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

ペデスタル代替注水流

量（狭帯域用） 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

残留熱代替除去系格納

容器スプレイ流量 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

ドライウェル温度（Ｓ

Ａ） 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

ペデスタル温度（Ｓ

Ａ） 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

ペデスタル水温度（Ｓ

Ａ） 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

サプレッションチェン

バ温度（ＳＡ）
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

サプレッションプール

水温度（ＳＡ）
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

ドライウェル圧力（Ｓ

Ａ） 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

サプレッションチェン

バ圧力（ＳＡ）
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

ドライウェル水位 2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

サプレッションプール

水位（ＳＡ）
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

ペデスタル水位 2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

格納容器雰囲気放射線

モニタ（ドライウェ

ル）

2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

格納容器雰囲気放射線

モニタ（サプレッショ

ンチェンバ）

2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

残留熱除去系熱交換器

出口温度 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

スクラバ容器水位 2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

スクラバ容器圧力 2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

スクラバ容器温度 2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

残留熱除去系熱交換器

入口温度 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

残留熱除去系熱交換器

冷却水流量 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

残留熱除去ポンプ出口

圧力 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

低圧炉心スプレイポン

プ出口圧力 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 
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表 1－1 重大事故等対処設備の圧力設計値（耐性値）設定に用いた実証試験（3/3） 

設備名 圧力評価 
評価 

手法 

実証試験内容 

体制 実施時期 内容 健全性評価 

低圧原子炉代替注水槽

水位 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

低圧原子炉代替注水ポ

ンプ出口圧力
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

原子炉隔離時冷却ポン

プ出口圧力 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

高圧炉心スプレイポン

プ出口圧力 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

残留熱代替除去ポンプ

出口圧力 
2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 
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表 1－2 重大事故等対処設備の温度設計値（耐性値）設定に用いた実証試験（1/3） 

設備名 温度評価 
評価 

手法 

実証試験内容 

体制 実施時期 内容 健全性評価 

ＡＴＷＳ緩和設備（代

替制御棒挿入機能）

[検出器] 

2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

制御棒駆動水圧系水圧

制御ユニット 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代

替原子炉再循環ポンプ

トリップ機能）[検出

器]

2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

代替自動減圧ロジック

（代替自動減圧機能）

[検出器] 

2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

逃がし安全弁[操作対

象弁] 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

残留熱除去系注水弁

（MV222-5A,5B,5C）- 

駆動部 

2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

低圧炉心スプレイ系注

水弁（MV223-2）- 駆

動部 

2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

遠隔手動弁操作機構 2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

高圧炉心スプレイ補機

海水ポンプ - 電動機 
3 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

静的触媒式水素処理装

置入口温度 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

静的触媒式水素処理装

置出口温度 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

原子炉建物水素濃度 

（EL 42800mm，EL 

30500mm，EL 

15300mm） 

2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

原子炉建物水素濃度 

（EL 8800mm） 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

燃料プール水位（Ｓ

Ａ） 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

燃料プール水位・温度

（ＳＡ） 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

燃料プールエリア放射

線モニタ（高レンジ・

低レンジ）（ＳＡ）＊

低レンジ 

2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

燃料プールエリア放射

線モニタ（高レンジ・

低レンジ）（ＳＡ）＊

高レンジ 

2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

燃料プール監視カメラ

用冷却設備（エアクー

ラ） 

2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

燃料プール冷却ポンプ 

- 電動機
3 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

第１ベントフィルタ出

口放射線モニタ（高レ

ンジ・低レンジ）＊低

レンジ

2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

第１ベントフィルタ出

口放射線モニタ（高レ

ンジ・低レンジ）＊高

レンジ

2 

想定される環境圧力での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

原子炉圧力容器温度

（ＳＡ） 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

原子炉圧力 2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

原子炉圧力（ＳＡ） 2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

原子炉水位（広帯域） 2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

12



表 1－2 重大事故等対処設備の温度設計値（耐性値）設定に用いた実証試験（2/3） 

設備名 温度評価 
評価 

手法 

実証試験内容 

体制 実施時期 内容 健全性評価 

原子炉水位（燃料域） 2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

原子炉水位（ＳＡ） 2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

高圧原子炉代替注水流

量 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

低圧原子炉代替注水流

量 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

低圧原子炉代替注水流

量（狭帯域用） 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

原子炉隔離時冷却ポン

プ出口流量 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

高圧炉心スプレイポン

プ出口流量 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

残留熱除去ポンプ出口

流量 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

低圧炉心スプレイポン

プ出口流量 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

残留熱代替除去系原子

炉注水流量 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

格納容器代替スプレイ

流量 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

ペデスタル代替注水流

量 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

ペデスタル代替注水流

量（狭帯域用） 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

残留熱代替除去系格納

容器スプレイ流量 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

ドライウェル温度（Ｓ

Ａ） 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

ペデスタル温度（Ｓ

Ａ） 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

ペデスタル水温度（Ｓ

Ａ） 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

サプレッションチェン

バ温度（ＳＡ）
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

サプレッションプール

水温度（ＳＡ）
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

ドライウェル圧力（Ｓ

Ａ） 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

サプレッションチェン

バ圧力（ＳＡ）
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

ドライウェル水位 2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

サプレッションプール

水位（ＳＡ）
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

ペデスタル水位 2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

格納容器雰囲気放射線

モニタ（ドライウェ

ル）

2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

格納容器雰囲気放射線

モニタ（サプレッショ

ンチェンバ）

2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 
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表 1－2 重大事故等対処設備の温度設計値（耐性値）設定に用いた実証試験（3/3） 

設備名 温度評価 
評価 

手法 

実証試験内容 

体制 実施時期 内容 健全性評価 

残留熱除去系熱交換器

出口温度 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

スクラバ容器水位 2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

スクラバ容器圧力 2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

スクラバ容器温度 2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

残留熱除去系熱交換器

入口温度 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

残留熱除去系熱交換器

冷却水流量 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

残留熱除去ポンプ出口

圧力 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

低圧炉心スプレイポン

プ出口圧力 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

低圧原子炉代替注水槽

水位 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

低圧原子炉代替注水ポ

ンプ出口圧力
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

原子炉隔離時冷却ポン

プ出口圧力 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

高圧炉心スプレイポン

プ出口圧力 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

残留熱代替除去ポンプ

出口圧力 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

ＧＭ汚染サーベイメータ 2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

α・β線サーベイメー

タ 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

想定される環境温度での機能維

持できる。 

衛星電話設備（固定

型）（電話機） 
2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

安全パラメータ表示シ

2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

統合原子力防災ネット

ワークに接続する通信

連絡設備（テレビ会議 2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

プラントパラメータ監

視装置（中央制御室待

避室） 

2 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

14

2 
無線通信設備（固定

型）（本体） 
持を確認しており，健全性を維

ステム（ＳＰＤＳ）

（ＳＰＤＳデータ表示

装置）

システム，ⅠＰ－電話

機，ＩＰ－ＦＡＸ）



表 1－3 重大事故等対処設備の湿度設計値（耐性値）設定に用いた実証試験（1/3） 

設備名 湿度評価 
評価 

手法 

実証試験内容 

体制 実施時期 内容 健全性評価 

ＡＴＷＳ緩和設備（代

替制御棒挿入機能）

[検出器] 

3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代

替原子炉再循環ポンプ

トリップ機能）[検出

器]

3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

代替自動減圧ロジック

（代替自動減圧機能）

[検出器] 

3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

格納容器水素濃度（Ｂ

系） 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

格納容器酸素濃度（Ｂ

系） 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

静的触媒式水素処理装

置入口温度 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

静的触媒式水素処理装

置出口温度 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

原子炉建物水素濃度 

（EL 42800mm，EL 

30500mm，EL 

15300mm） 

3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

原子炉建物水素濃度 

（EL 8800mm） 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

原子炉圧力容器温度

（ＳＡ） 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

原子炉圧力 3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

原子炉圧力（ＳＡ） 3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

原子炉水位（広帯域） 3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

原子炉水位（燃料域） 3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

原子炉水位（ＳＡ） 3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

高圧原子炉代替注水流

量 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

低圧原子炉代替注水流

量 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

低圧原子炉代替注水流

量（狭帯域用） 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

原子炉隔離時冷却ポン

プ出口流量 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

高圧炉心スプレイポン

プ出口流量 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

残留熱除去ポンプ出口

流量 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

低圧炉心スプレイポン

プ出口流量 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

残留熱代替除去系原子

炉注水流量 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

格納容器代替スプレイ

流量 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

ペデスタル代替注水流

量 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

ペデスタル代替注水流

量（狭帯域用） 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

残留熱代替除去系格納

容器スプレイ流量 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 
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表 1－3 重大事故等対処設備の湿度設計値（耐性値）設定に用いた実証試験（2/3） 

設備名 湿度評価 
評価 

手法 

実証試験内容 

体制 実施時期 内容 健全性評価 

ドライウェル温度（Ｓ

Ａ） 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

ペデスタル温度（Ｓ

Ａ） 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

ペデスタル水温度（Ｓ

Ａ） 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

サプレッションチェン

バ温度（ＳＡ）
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

サプレッションプール

水温度（ＳＡ）
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

ドライウェル圧力（Ｓ

Ａ） 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

サプレッションチェン

バ圧力（ＳＡ）
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

ドライウェル水位 3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

サプレッションプール

水位（ＳＡ）
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

ペデスタル水位 3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

残留熱除去系熱交換器

出口温度 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

スクラバ容器水位 3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

スクラバ容器圧力 3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

スクラバ容器温度 3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

残留熱除去系熱交換器

入口温度 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

残留熱除去系熱交換器

冷却水流量 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

残留熱除去ポンプ出口

圧力 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

低圧炉心スプレイポン

プ出口圧力 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

低圧原子炉代替注水槽

水位 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

低圧原子炉代替注水ポ

ンプ出口圧力
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

原子炉隔離時冷却ポン

プ出口圧力 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

高圧炉心スプレイポン

プ出口圧力 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

残留熱代替除去ポンプ

出口圧力 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

燃料プール水位・温度

（ＳＡ） 
3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

燃料プール監視カメラ

用冷却設備（コンプレ

ッサ，冷却器） 

3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

燃料プールエリア放射

線モニタ（高レンジ・

低レンジ）（ＳＡ）＊

低レンジ 

3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

燃料プールエリア放射

線モニタ（高レンジ・

低レンジ）（ＳＡ）＊

高レンジ 

3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 
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表 1－3 重大事故等対処設備の湿度設計値（耐性値）設定に用いた実証試験（3/3） 

設備名 湿度評価 
評価 

手法 

実証試験内容 

体制 実施時期 内容 健全性評価 

第１ベントフィルタ出

口放射線モニタ（高レ

ンジ・低レンジ）＊低

レンジ

3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

第１ベントフィルタ出

口放射線モニタ（高レ

ンジ・低レンジ）＊高

レンジ

3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

格納容器雰囲気放射線

モニタ（ドライウェ

ル）

3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

格納容器雰囲気放射線

モニタ（サプレッショ

ンチェンバ）

3 

想定される環境湿度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 

統合原子力防災ネット

ワークに接続する通信

連絡設備（テレビ会議

システム，ⅠＰ－電話

機，ＩＰ－ＦＡＸ）

3 

想定される環境温度での機能維

持を確認しており，健全性を維

持できる。 
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表 1－4 重大事故等対処設備の放射線設計値（耐性値）設定に用いた実証試験（1/6） 

設備名 放射線評価 
評価 

手法 

実証試験内容 

体制 実施時期 内容 健全性評価 

ＡＴＷＳ緩和設備（代

替制御棒挿入機能）

[検出器] 

1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代

替制御棒挿入機能）

[電磁弁] 

2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

制御棒駆動機構 2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

制御棒駆動水圧系水圧

制御ユニット 
2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代

替原子炉再循環ポンプ

トリップ機能）[検出

器]

1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

ほう酸水注入ポンプ 2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

高圧原子炉代替注水ポ

ンプ
2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

原子炉隔離時冷却ポン

プ 
2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

高圧炉心スプレイポン

プ 
2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

逃がし安全弁[操作対

象弁] 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

代替自動減圧ロジック

（代替自動減圧機能）

[検出器] 

1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

SRV 用電源切替盤 2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

残留熱除去系注水弁

（MV222-5A,5B,5C） 
2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

低圧炉心スプレイ系注

水弁（MV223-2） 
2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

低圧原子炉代替注水ポ

ンプ
2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

低圧炉心スプレイポン

プ 
2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

残留熱除去ポンプ 2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 
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表 1－4 重大事故等対処設備の放射線設計値（耐性値）設定に用いた実証試験（2/6） 

設備名 放射線評価 
評価 

手法 

実証試験内容 

体制 実施時期 内容 健全性評価 

原子炉補機冷却水ポン

プ 
2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

原子炉補機海水ポンプ 2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

原子炉補機冷却系 熱

交換器 
2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

遠隔手動弁操作機構 1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

高圧炉心スプレイ補機

冷却水ポンプ 
2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

高圧炉心スプレイ補機

冷却系熱交換器 
2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

高圧炉心スプレイ補機

海水ポンプ 
2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

残留熱代替除去ポンプ 2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

残留熱除去系熱交換器 2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

第１ベントフィルタ出

口水素濃度 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

第１ベントフィルタ出

口放射線モニタ（高レ

ンジ・低レンジ）＊低

レンジ

1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

第１ベントフィルタ出

口放射線モニタ（高レ

ンジ・低レンジ）＊高

レンジ

1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

格納容器水素濃度（Ｓ

Ａ） 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

格納容器水素濃度（Ｂ

系） 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

格納容器酸素濃度（Ｓ

Ａ） 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

格納容器酸素濃度（Ｂ

系） 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 
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表 1－4 重大事故等対処設備の放射線設計値（耐性値）設定に用いた実証試験（3/6） 

設備名 放射線評価 
評価 

手法 

実証試験内容 

体制 実施時期 内容 健全性評価 

静的触媒式水素処理装

置 
2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

静的触媒式水素処理装

置入口温度 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

静的触媒式水素処理装

置出口温度 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

原子炉建物水素濃度 

（EL 42800mm，EL 

30500mm，EL 

15300mm） 

1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

原子炉建物水素濃度 

（EL 8800mm） 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

常設スプレイヘッダ 2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

燃料プール水位（Ｓ

Ａ） 
2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

燃料プール水位・温度

（ＳＡ） 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

燃料プールエリア放射

線モニタ（高レンジ・

低レンジ）（ＳＡ）＊

低レンジ 

1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

燃料プールエリア放射

線モニタ（高レンジ・

低レンジ）（ＳＡ）＊

高レンジ 

1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

燃料プール監視カメラ

（ＳＡ） 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

燃料プール監視カメラ

用冷却設備（エアクー

ラ） 

2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

燃料プール冷却ポンプ 2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

燃料プール冷却系熱交

換器 
2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

ガスタービン発電機用

燃料移送ポンプ 
2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

ディーゼル燃料移送ポ

ンプ
2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

ディーゼル燃料デイタ

ンク
2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

原子炉圧力容器温度

（ＳＡ） 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

原子炉圧力 1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

20



表 1－4 重大事故等対処設備の放射線設計値（耐性値）設定に用いた実証試験（4/6） 

設備名 放射線評価 
評価 

手法 

実証試験内容 

体制 実施時期 内容 健全性評価 

原子炉圧力（ＳＡ） 1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

原子炉水位（広帯域） 1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

原子炉水位（燃料域） 1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

原子炉水位（ＳＡ） 1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

高圧原子炉代替注水流

量 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

代替注水流量（常設） 1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

低圧原子炉代替注水流

量 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

低圧原子炉代替注水流

量（狭帯域用） 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

原子炉隔離時冷却ポン

プ出口流量 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

高圧炉心スプレイポン

プ出口流量 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

残留熱除去ポンプ出口

流量 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

低圧炉心スプレイポン

プ出口流量 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

残留熱代替除去系原子

炉注水流量 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

格納容器代替スプレイ

流量 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

ペデスタル代替注水流

量 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

ペデスタル代替注水流

量（狭帯域用） 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

残留熱代替除去系格納

容器スプレイ流量 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

ドライウェル温度（Ｓ

Ａ） 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

ペデスタル温度（Ｓ

Ａ） 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

ペデスタル水温度（Ｓ

Ａ） 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

サプレッション・チェ

ンバ温度（ＳＡ）
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 
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表 1－4 重大事故等対処設備の放射線設計値（耐性値）設定に用いた実証試験（5/6） 

設備名 放射線評価 
評価 

手法 

実証試験内容 

体制 実施時期 内容 健全性評価 

サプレッション・プー

ル水温度（ＳＡ）
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

ドライウェル圧力（Ｓ

Ａ） 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

サプレッションチェン

バ圧力（ＳＡ）
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

ドライウェル水位 1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

サプレッションプール

水位（ＳＡ）
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

ペデスタル水位 1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

格納容器雰囲気放射線

モニタ（ドライウェ

ル）

1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

格納容器雰囲気放射線

モニタ（サプレッショ

ンチェンバ）

1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

残留熱除去系熱交換器

出口温度 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

スクラバ容器水位 1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

スクラバ容器圧力 1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

スクラバ容器温度 1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

残留熱除去系熱交換器

入口温度 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

残留熱除去系熱交換器

冷却水流量 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

残留熱除去ポンプ出口

圧力 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

低圧炉心スプレイポン

プ出口圧力 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

低圧原子炉代替注水槽

水位 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

低圧原子炉代替注水ポ

ンプ出口圧力
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

原子炉隔離時冷却ポン

プ出口圧力 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

高圧炉心スプレイポン

プ出口圧力 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

残留熱代替除去ポンプ

出口圧力 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 
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表 1－4 重大事故等対処設備の放射線設計値（耐性値）設定に用いた実証試験（6/6） 

設備名 放射線評価 
評価 

手法 

実証試験内容 

体制 実施時期 内容 健全性評価 

中央制御室送風機 2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

中央制御室非常用再循

環送風機 
2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

中央制御室非常用再循

環処理装置フィルタ 
2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

非常用ガス処理系排風

機 
1 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

原子炉建物燃料取替階

ブローアウトパネル閉

止装置 
2 

想定される環境放射線での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 
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4.【燃料プール監視カメラ用冷却設備について】
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1. 概要

燃料プール監視カメラ用冷却設備は，原子炉建物原子炉棟での重大事故等時における高

温環境下においても燃料プール監視カメラ（ＳＡ）の機能維持を図るために，カメラ本体

を冷却するための空気を供給する設計とする。 

冷却用空気として，原子炉建物付属棟内に設置するコンプレッサにて周辺空気を吸込

み，冷却器，手動弁を経て，原子炉建物原子炉棟内に設置するエアクーラに供給する。エ

アクーラで冷却された空気をカメラに供給し，温度の上昇した空気は原子炉建物原子炉棟

内に放出する。なお，図 3－1「燃料プール監視カメラ用冷却設備の空気供給概略図」のと

おり燃料プール監視カメラ用冷却設備として，コンプレッサ及び冷却器は 2台，エアクー

ラは 1台を必要台数とする。（燃料プール監視カメラ用冷却設備の使用時，コンプレッサ及

び冷却器は 2台同時に運転する設計としている。） 

本資料では，燃料プール監視カメラ用冷却設備の容量と冷却能力について説明する。ま

た，燃料プール監視カメラ（ＳＡ）の耐環境性についても説明する。 

2. 燃料プール監視カメラ用冷却設備の容量と冷却能力

(1) 容量

燃料プール監視カメラ用冷却設備は，コンプレッサで圧縮された空気を，冷却器及び

エアクーラで冷却する設計としている。

燃料プール監視カメラ用冷却設備の流量（コンプレッサ及び冷却器 2台）の容量とし

ては，同一機器を使用した試験を実施しており，原子炉建物付属棟内の環境温度である

40℃を周辺温度環境として試験をした結果，冷却器出口（エア合流点）の流量（実力

値）は ℓ/min 以上となることを確認している。 

(2) 冷却能力

冷却器の冷却能力としては同一機器を使用した試験を実施しており，原子炉建物付属

棟内の環境温度である 40℃を周辺温度環境として試験をした結果，冷却器出口（エア合

流点）の温度は ℃以下となることを確認している。 

エアクーラの冷却能力としては同一機器を使用した試験を実施しており，原子炉建物

原子炉棟の環境温度である 100℃以上を周辺温度環境として試験をした結果，エアクー

ラ出口の温度は入口温度より ℃低下した空気を供給できることを確認している。 
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3. 燃料プール監視カメラ用冷却設備のエアクーラ出口における温度評価

燃料プール監視カメラ用冷却設備のエアクーラ出口における温度を求めた評価条件及び

算出方法は以下のとおりである。燃料プール監視カメラ用冷却設備の系統構成を図 3－1

「燃料プール監視カメラ用冷却設備の空気供給概略図」に，流量（エア合流点）及び評価

温度を表 3－1「流量（エア合流点）及び評価温度」に示す。 

3.1 エアクーラ出口温度 評価条件 

・エアクーラ出口温度： ℃以下 

・冷却器出口温度： ℃＊1

・周囲温度：原子炉建物付属棟（コンプレッサ，冷却器設置場所）40℃＊2

原子炉建物原子炉棟（燃料プール監視カメラ（ＳＡ），エアクーラ設置場

所）100℃＊3

・流量（エア合流点）： ～ ℓ/min＊4 

・エアクーラの冷風率：25％＊4,＊5

（コンプレッサ，冷却器からの冷却空気流量（エア合流点）に対する燃料プール監視

カメラ（ＳＡ）の冷却に使用される空気（エアクーラの出口流量）の割合）

・パイロジェル TMXTの熱伝導率：0.023W/(m･K)

・パイロジェル TMXTの保温厚さ：0.05ｍ

・空気の定圧比熱：1.006kJ/(kg･K)

・空気の密度：1.293kg/m3(0℃，大気圧における密度)

注記＊1：「5. 燃料プール監視カメラ用冷却設備のコンプレッサ及び冷却器の流量・

冷却能力について」における試験結果より ℃と設定している。 

＊2：添付書類Ⅵ-1-1-7「安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の

下における健全性に関する説明書」により 40℃に設定している。 

＊3：添付書類Ⅵ-1-1-7「安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の

下における健全性に関する説明書」により 100℃に設定している。 

＊4：「6.2 ① エアクーラの性能試験結果」においてエアクーラの動作を確認

した入口流量より ～ ℓ/min と設定している。 

＊5：「6.2 ② エアクーラの耐環境性試験結果」より，流量（エア合流点）

330ℓ/min 以上の場合，エアクーラの出口温度は入口温度より ℃以上

低下した空気を供給できることを確認している。 

3.2 エアクーラ出口温度 適用規格 

・ＪＩＳ Ａ9501 2014 保温保冷工事施工標準
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3.3 エアクーラ出口温度 評価方法 

(1) 燃料プール監視カメラ用冷却設備のエアクーラの動作流量を満足するよう流量（エ

ア合流点）を任意に与える。

(2) 設定された流量（エア合流点）を用いて，冷却器出口からエアクーラ出口に向けて

温度を算出する。 

(3) 上記の計算をエアクーラ出口まで行い，エアクーラ出口温度が ℃以下であるこ

とを確認する。（解析結果が ℃以上になった場合には，燃料プール監視カメラ用冷

却設備の流量を増加させ，(1)に戻り再度計算を行い， ℃以下となるまで流量を与

える。） 

3.4 エアクーラ出口温度 算出方法 

(1) 算出の概要

燃料プール監視カメラ用冷却設備に流量（エア合流点）330ℓ/min（必要流量）を流

した場合に発生する冷却空気の温度変化を下記の順に算出する。 

①エア合流点（初期条件）の設定

コンプレッサは原子炉建物付属棟内の環境温度である 40℃において，2台で流量

330ℓ/min 以上を確保する。また，燃料プール監視カメラ用冷却設備（コンプレッサ及

び冷却器 2台）の流量試験結果から，エア合流点の温度，流量は以下のとおり設定す

る。 

温度： ℃ 

流量：330ℓ/min 

②エア合流点から原子炉建物原子炉棟入口までの周囲温度からの入熱（区間 A)

エア合流点の温度 ℃に対し周囲温度は 40℃と低いため配管内の空気は冷却され

るが，本評価は冷却能力の評価が目的のため，温度を下げる効果は評価上無視するこ

ととし，原子炉建物原子炉棟入口までの温度，流量は下記のとおり変化しない評価と

する。 

温度： ℃ 

流量：330ℓ/min 

③原子炉建物原子炉棟入口からフレキ配管入口までの周囲温度からの入熱（区間 B)

原子炉建物原子炉棟入口の温度を内部流体の入口温度とし，3.4(2)算出式に記載の

保温材設置箇所における管の熱通過率評価式によりフレキ配管入口温度を算出する。 

温度： ℃ 

流量：330ℓ/min 

④フレキ配管入口からエアクーラ入口までの周囲温度からの入熱（区間 C)

フレキ配管入口の温度を内部流体の入口温度とし，3.4(2)算出式に記載の保温材非

設置箇所における管の熱通過率評価式によりエアクーラ入口温度を算出する。 
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温度： ℃ 

流量：330ℓ/min 

⑤エアクーラによる冷却と流量減少

エアクーラの冷却効果により温度は ℃低下し，流量は冷風率 25％を乗じた流

量に低下することとし，エアクーラ出口の温度，流量は以下のとおりとなる。 

温度： ℃ 

流量：82.5ℓ/min 

(2) 算出式

・内部流体の流量算出式

m′ = m ∙ ρ ∙
60

1000

・温度評価式

|θfm − θa| = |θim − θa| ∙ e−a∙l

θfm = (θim − θa) ∙ e−a∙l + θa

a =
3.6 ∙ Ul

m′ ∙ Cp

・保温材設置箇所における管の熱通過率算出式

Ul =
2 ∙ π ∙ λ

ln (
De
Di

)

安全側に保温材の熱抵抗のみを考慮し，配管内表面，配管本体及び保温材外表面

の熱抵抗は考慮しない。 

・保温材非設置箇所における管の熱通過率算出式

Ul = π ∙ Di ∙ hse

hse = hr + hcv

hr = ε ∙ σ ∙
(Tse)4 − (Ta)4

Tse − Ta

hcv = 1.19 ∙ (
∆θ

Di
)

0.25

∙ (
w + 0.348

0.348
)

0.5

  (水平管) 

安全側に配管外表面の熱抵抗のみを考慮し，配管内表面，配管本体の熱抵抗は考

慮しない。 

ここに， 

θfm：内部流体出口温度（℃） 
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θim：内部流体入口温度（℃） 

θa：周囲温度（℃） 

ρ ：空気の密度（kg/m3） 

m：内部流体の流量（ℓ/min） 

m′：内部流体の流量（kg/h） 

l：管の長さ（m） 

π：円周率（-） 

λ：保温材（パイロジェル TMXT）の熱伝導率（W/(m･K)） 

Di：保温材内径（配管外径）（m） 

De：保温材外径（配管外径＋保温材厚さ×2）（m） 

Cp：内部流体の定圧比熱（kJ/(kg･K)） 

Ul：熱通過率（配管単位長さ当り）（W/(m･K)） 

hse：配管外表面熱伝達率（W/(m2･K)）

hr：配管外表面放射熱伝達率（W/(m2･K)）

hcv：配管外表面対流熱伝達率（W/(m2･K)）

ε：放射率（-）（安全側に 1.Oと仮定） 

σ：ステファン・ボルツマン定数（W/(m2･K4)）（=5.67×10-8） 

Tse：絶対温度で表した配管外表面温度（K） 

Ta：絶対温度で表した周囲温度（K） 

∆θ：温度差(= |θse − θa|)（℃） 

θse：配管外表面温度（℃） 

w：風速（m/s）（屋内のため Oと仮定） 

上記に基づき算出した熱通過率（Ul）及び各インプットは下表のとおり。 

m′ Ul a De Di λ l 

区間 B（保温材あり） 25.6 0.1054 0.01473 0.134 0.034 0.023 65 

区間 C（保温材なし） 25.6 1.7914 0.2504 - 0.034 - 1 
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図 3－1 燃料プール監視カメラ用冷却設備の空気供給概略図 

表 3－1 流量（エア合流点）及び評価温度 

流量（エア合流点） 

（ℓ/min） 

評価温度 

（℃） 

燃料プール 

監視カメラ用冷却設備 
330 

エア合流点
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4. 燃料プール監視カメラ（ＳＡ）の耐環境性について

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）の耐環境性については，実証試験を実施している。ま

た，燃料プール監視カメラ（ＳＡ）の設計条件に基づき評価が必要な場合は，実証試験結

果を踏まえて評価を実施する。 

試験結果 空冷カバーに ℓ/min のエアを吹き込んだ場合，燃料プール監視カメラ

（ＳＡ）本体の温度は平均 ℃まで冷却されていることから，雰囲気温度

が 100℃環境であっても，計測機能維持が可能であることを確認した。 

今回の試験結果を基に，燃料プール監視カメラ用冷却設備の設計条件で設

定しているエアクーラ出口温度及び流量（エア合流点）を流した場合の燃料

プール監視カメラ（ＳＡ）の空冷カバー内部温度を求め，最高使用温度 ℃

以下であることを確認した。 

最高使用 

温度 
≦ ℃ 

試験条件 蒸気封入容器温度：100℃ 

圧縮空気量： ℓ/min 

圧縮空気温度： ℃ 

温度試験 

内容 

本試験では，空冷カバーの冷却性能を確認するために，空冷カバーに常温

空気を吹き込みながら，過熱蒸気の吹込みを開始し，蒸気封入容器内部の雰

囲気温度が 100℃に達するまで加熱した。 

そして，燃料プール監視カメラ（ＳＡ）外部温度が定常状態になるまで雰

囲気温度を維持し，燃料プール監視カメラ（ＳＡ）外部温度が定常状態にな

ったあと，各箇所の温度及びその変化の計測を行った。 

試験回路 

構成 

約 ℃の 
過熱蒸気 

過熱蒸気 
発生器 

温度計測機器 

コンプレッサ

蒸気封入容器 

カメラ＋空冷カバー

流量計 

圧縮空気 

制御ユニット 
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設計条件

による空

冷カバー

内の温度

評価 

機械による熱負荷は以下の式により求められる。 

Q = V ∙ (T2 − T1) ∙ Cp ∙ γ 

機械工学便覧Ｂ８熱交換器・空気調和・冷凍 第２章 空気調和 2.2.5 

a.風量の計算より引用

ここで， 

Q:機械による負荷（W） 

V:風量（m3/s） 

T1:入口空気温度（℃） 

T2:出口空気温度（℃） 

Cp:流体の比熱（J/(kg･℃)） 

γ:流体の密度（kg/m3） 

与えられた条件（試験結果） 

圧縮空気量 V = ℓ/min= ÷60÷1000m3/s 

空冷カバー空気入口温度 T1 = ℃ 

空冷カバー内部温度   T2 = ℃ 

上記条件より機械による顕熱負荷Qを求める。 

Q = V ∙ (T2 − T1) ∙ Cp ∙ γ 

(30 ÷ 60 ÷ 1000) × ( −   ) × Cp × γ 

= 0.0068 × Cp × γ 

Cp及びγを一定とし，流量，評価温度（エアクーラ出口温度）及び上記で

求めた顕熱負荷Qを用いて空冷カバー内部温度を算出する。 

V =流量×冷風率=330×0.25=82.5ℓ/min 

T1 =評価温度（エアクーラ出口温度）= ℃ 

T2 =空冷カバー内部温度= X℃ 

Q = (82.5 ÷ 60 ÷ 1000) × (X −   ) × Cp × γ 

  = 0.0068 × Cp × γ 

X =  ℃ 
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5. 燃料プール監視カメラ用冷却設備のコンプレッサ及び冷却器の流量・冷却能力について

原子炉建物付属棟内の環境温度である 40℃以上を周辺環境温度として燃料プール監視カ

メラ用冷却設備（コンプレッサ及び冷却器 2台）の流量・冷却能力試験をした結果，冷却

器出口（エア合流点）の流量（実力値）は ℓ/min以上となることを確認した。冷却器

出口の温度は， ℃まで冷却されることが確認された。 

試験結果 流量は冷却器出口（エア合流点）にて ℓ/min以上，冷却器出口

温度は ℃まで冷却されることが確認された。 

試験条件 温度：40℃以上（恒温槽内条件） 

試験時間：168時間以上（7日間） 

試験内容 本試験では，コンプレッサ及び冷却器各 2台の流量・冷却能力を確

認するために，雰囲気温度を 40℃以上とした恒温槽内において，冷却

器出口における流量及び温度を計測した。 

試験回路

構成 

コンプレッサ

コンプレッサ

冷却器 

冷却器 

流量計 

周囲空気 
を吸込む 

恒温槽 
（40℃） 

温度計 圧力計 

供給空気 
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6. 燃料プール監視カメラ用冷却設備エアクーラの性能について

6.1 燃料プール監視カメラ用冷却設備エアクーラの冷風率と流量の検証について 

原子炉建物原子炉棟の環境温度である 100℃を周辺環境温度として，冷却設備エアク

ーラの冷風率及び流量を変化させた時の出入口流量及び温度と温度差の検証を行った。

空冷カバー内部温度 50℃未満を満たすためには，冷風率を 25％とした場合，入口流量を

330ℓ/min以上に設定する必要があることを確認した。 

試験結果 空冷カバー内部温度 50℃未満（エアクーラ出口温度 41℃未満）を満たすた

めには，冷風率を 25％とした場合，入口流量は 330ℓ/min に設定する必要があ

ることを確認した。 

冷風率 

(％) 

入口流量 

(ℓ/min) 

入口圧力 

(MPa) 

入口温度 

(℃) 

出口流量 

(ℓ/min) 

出口温度 

 (℃) 

温度差 

(℃) 

25 250 

330 

50 250 

330 

75 250 

330 

試験条件 雰囲気温度：100℃以上（恒温槽内条件） 

冷風率：25％，50％，75％ 

エアクーラ入口流量：250ℓ/min，330ℓ/min

エアクーラ入口温度： ℃以上 

判定基準 エアクーラ出口温度：41℃未満*

注記＊:試験条件の中から冷却評価上厳しい条件（冷風率 25％，流量 

250ℓ/min）において，「4. 燃料プール監視カメラ（ＳＡ）の耐環境

性について」の温度評価手法を用いて空冷カバー内部温度が 50℃以下

となるエアクーラ出口温度を評価したところ ℃未満であるため，

計器誤差等を含め 41℃未満としている。 

試験内容 本試験では，エアクーラの耐環境性を確認するために，雰囲気温度を 100℃

以上とした恒温槽内において，エアクーラの冷却性能を確認した。 

試験回路

構成 
恒温槽

（100℃） 

排気 
出口流量計 

エアクーラ
出口空気

出口温度計 入口温度計 

入口圧力計 

入口流量計 コンプレッサ 

冷却器 コンプレッサ 

冷却器 

減圧弁 

減圧弁 
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6.2 燃料プール監視カメラ用冷却設備エアクーラの性能試験について 

原子炉建物原子炉棟の環境温度である 100℃を周辺温度環境として燃料プール監視カ

メラ用冷却設備エアクーラの冷風率 25％とした性能試験を実施した結果，エアクーラ入

口流量が 330ℓ/min以上の場合，エアクーラ入口とエアクーラ出口の温度差は ℃以

上となることを確認した。 

以上の冷却能力及び流量（エア合流点）の設定により，エアクーラ入口において，圧

力は約 MPa以上とし，流量は 330ℓ/min 以上とする必要がある。 

冷却設備は冷却器出口において，約 0.5～0.65MPaの圧力の空気を供給可能であるが，

実機における配管等の圧損を MPa程度と見込んでいることから，実機においても

性能試験実施時と同様に冷却器出口に減圧弁を設置し減圧弁の圧力を 0.6MPa以上に調整

することでエアクーラ入口において，圧力 MPa以上，流量 330ℓ/min 以上を供給可

能としている。 

① エアクーラの性能試験結果

試験結果 エアクーラの雰囲気温度が 100℃以上の状態において，エアクーラ入口に

℃以上の空気を供給し，エアクーラ出入口の温度及び流量を計測した。

圧力が変化した場合において，温度差は ℃以上となることを確認した。 

入口圧力 

(MPa) 

入口流量 

(ℓ/min) 

入口温度 

(℃) 

出口流量 

(ℓ/min) 

出口温度 

(℃) 

温度差 

(℃) 

0.50 

0.55 

0.60 

0.65 

試験条件 温度：100℃以上（恒温槽内条件） 

エアクーラ入口温度： ℃以上 

冷風率：25％以上（固定） 

エアクーラ入口圧力：0.5MPa，0.55MPa，0.6MPa，0.65MPa

試験内容 本試験では，エアクーラ 1台の冷却能力を確認するために，雰囲気温度を

100℃以上とした恒温槽内において， ℃以上の空気を供給し，入口圧力

を変化させ，エアクーラ出口における流量及び温度を計測した。 

試験回路

構成 
恒温槽

（100℃） 

排気 
出口流量計 

エアクーラ

出口空気

出口温度計 入口温度計 

入口圧力計 

入口流量計 コンプレッサ 

冷却器 コンプレッサ 

冷却器 

減圧弁 

減圧弁 
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② エアクーラの耐環境性試験結果

試験結果 エアクーラ入口に 330ℓ/min， ℃の空気を供給した場合，雰囲気温度が

100℃環境であっても，エアクーラの冷却機能を維持し，エアクーラ入口とエ

アクーラ出口の温度差は ℃以上となることを確認した。 

入口圧力 

(MPa) 

入口流量 

(ℓ/min) 

入口温度 

(℃) 

出口流量 

(ℓ/min) 

出口温度 

(℃) 

温度差 

(℃) 

  注：出入口の温度差が小さいほどエアクーラ冷却性能としては厳しいも

のとなるため，評価上最も保守的となる，温度差が最小となった時

点における計測値を記載  

試験条件 温度：100℃以上（恒温槽内条件） 

エアクーラ入口流量：330ℓ/min 以下

エアクーラ入口温度： ℃以上 

冷風率：25％以上（固定） 

試験時間：168時間以上（7日間） 

試験内容 本試験では，エアクーラの耐環境性を確認するために，雰囲気温度を 100℃

とした恒温槽内において，エアクーラの冷却性能を確認した。 

試験回路

構成 
恒温槽

（100℃） 

排気 
出口流量計 

エアクーラ
出口空気

出口温度計 入口温度計 

入口圧力計 

入口流量計 コンプレッサ 

冷却器 コンプレッサ 

冷却器 

減圧弁 

減圧弁 
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7. 燃料プール監視カメラ用冷却設備の配管について

燃料プール監視カメラ用冷却設備のコンプレッサ，冷却器，手動弁（閉⇒開）は原子炉

建物付属棟内に設置し，手動弁（開），エアクーラは原子炉建物原子炉棟に設置する。この

間の配管は，原子炉建物付属棟から原子炉建物原子炉棟に入り，燃料プール監視カメラ

（ＳＡ）設置場所のエアクーラまで敷設する。（図 7－1「燃料プール監視カメラ用冷却設

備の配管ルート概略図」参照。） 

この配管の構造強度は，応力解析により確認する。原子炉建物原子炉棟入口からエアク

ーラの配管は約 54mの計画であるが，温度評価上は余裕を見込んで 65m としている。 

図 7－1 燃料プール監視カメラ用冷却設備の配管ルート概略図 

原子炉建物 EL 34800 

原子炉建物 EL 42800 

燃料プール監視 
カメラ（ＳＡ）

燃料プール監視 
カメラ用冷却設備
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8. 燃料プール監視カメラ用冷却設備の操作性

重大事故時に，燃料プールの状態監視に使用する燃料プール監視カメラ（ＳＡ）の附属

設備である燃料プール監視カメラ用冷却設備は，以下の機能を有する。 

燃料プール監視カメラ用冷却設備は，原子炉建物における重大事故等時の高温環境下に

おいても燃料プール監視カメラ（ＳＡ）の機能維持を図るために，カメラ本体を冷却する

ための空気を供給する設計とする。 

燃料プール監視カメラ用冷却設備は，燃料プール監視カメラ（ＳＡ）に空気を供給する

コンプレッサ，供給する空気の温度上昇を防止するためのエアクーラ，冷却器，配管等で

構成し，原子炉建物原子炉棟及び原子炉建物付属棟内に設置する。 

冷却用空気として，原子炉建物付属棟内に設置するコンプレッサにて周辺空気を吸込

み，冷却器，手動弁を経て，原子炉建物原子炉棟内に設置するエアクーラに供給する。エ

アクーラで冷却された空気をカメラに供給し，温度の上昇した空気は原子炉建物原子炉棟

内に放出する。（図 8－1「燃料プール監視カメラ用冷却設備の空気供給概略図」参照。） 

燃料プール監視カメラ用冷却設備は，現場にて冷却設備の弁操作及び起動操作が可能で

あり，想定される重大事故等時の環境下においても，確実に操作できる設計とする。 

なお，コンプレッサ起動から約 4分でカメラの冷却が開始されるため，重大事故等時の

原子炉建物原子炉棟内の温度上昇に対して，時間的余裕があることを確認している。 

使用時は起動操作のみで流量（エア合流点）が確保できる設計とする。試験等により流

量（エア合流点）が確保されていることを確認し，試験後は流量等に影響を与える操作を

しないことで必要な流量を確保する。 

設置する手動弁は全開または全閉で使用する設計とし，開閉状態を管理する。設置する

減圧弁は試験時以降，操作しないこととする。 

エアクーラの冷風率調整ねじは設置時以降，操作しないこととする。

図8－1 燃料プール監視カメラ用冷却設備の空気供給概略図 

燃料プール 
監視カメラ（ＳＡ） 

原子炉建物原子炉棟 原子炉建物付属棟 

コンプレッサ

コンプレッサ

エアクーラ

燃料プール監視カメラ用冷却設備 

手動弁 
(閉⇒開) 

手動弁 
(開) 

周囲空気 
を吸込む 

冷却器 

冷却器 

減圧弁 
(調整開) 

減圧弁 
(調整開) 



５．【共用・相互接続設備について】
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今回新たに申請する設備のうち，2以上の発電用原子炉施設において共用又は相互接続する設

備は，以下のとおりである。 

（1） 重要安全施設

設備等 設備区分 
共用・相互接続

の区分 

非常用低圧母線（コントロ

ールセンタ） １／２号機

相互接続ライン 

その他発電用原子炉の附属施設 

8.1. 非常用電源設備 

1.4 基本設計方針 

相互接続 

（2） 安全施設（重要安全施設以外）

設備等 設備区分 
共用・相互接続

の区分 

復水輸送系 １／２号機相

互接続ライン 

原子炉冷却系統施設 

 11．基本設計方針 

相互接続 

衛星電話設備（固定型） 

（１，２，３号機共用） 

計測制御系統施設 

10．基本設計方針 

共用 

衛星電話設備（携帯型） 

（１，２，３号機共用） 

専用電話設備（専用電話設

備（ホットライン）（地方公

共団体他向）） 

（１，２，３号機共用） 

統合原子力防災ネットワー

クに接続する通信連絡設備

（テレビ会議システム，Ｉ

Ｐ－電話機及びＩＰ－ＦＡ

Ｘ） 

（１，２，３号機共用） 

安全パラメータ表示システ

ム（ＳＰＤＳ）

（１，２，３号機共用，Ｓ

ＰＤＳデータ収集サーバは

１，２号機共用） 

データ伝送設備 

（１，２，３号機共用） 
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設備等 設備区分 
共用・相互接続

の区分 

衛星電話設備（固定型） 

（１，２，３号機共用） 

計測制御系統施設 

発電用原子炉の運転を管理す

るための制御装置 

2 中央制御室機能及び中央制

御室外原子炉停止機能 

共用 

衛星電話設備（携帯型） 

（１，２，３号機共用） 

所内蒸気系 １／２号機相

互接続ライン 

その他発電用原子炉の附属施設 

8.3．補助ボイラ― 

3.15 基本設計方針 

相互接続 

２号機廻り消火系 １／２

号機相互接続ライン 

その他発電用原子炉の附属施設 

8.4．火災防護設備 

4.3 基本設計方針 

相互接続 

サイトバンカ建物消火系

１／２号機相互接続ライン 

安全パラメータ表示システ

ム（ＳＰＤＳ）

（１，２，３号機共用，Ｓ

ＰＤＳデータ収集サーバは

１，２号機共用） 

緊急時対策所 

9.2 基本設計方針 

共用 

データ伝送設備 

（１，２，３号機共用） 
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（3） 重大事故等対処設備

設備等 設備区分 
共用・相互接続

の区分 

無線通信設備（固定型）（１

号機設備，１，２，３号機

共用） 

計測制御系統施設 

10．基本設計方針 

共用 

無線通信設備（携帯型）（１

号機設備，１，２，３号機

共用） 

衛星電話設備（固定型） 

（１，２，３号機共用） 

衛星電話設備（携帯型） 

（１，２，３号機共用） 

統合原子力防災ネットワー

クに接続する通信連絡設備

（テレビ会議システム，Ｉ

Ｐ－電話機及びＩＰ－ＦＡ

Ｘ） 

（１，２，３号機共用） 

安全パラメータ表示システ

ム（ＳＰＤＳ）

（１，２，３号機共用，Ｓ

ＰＤＳデータ収集サーバは

１，２号機共用） 

データ伝送設備 

（１，２，３号機共用） 

中央制御室（１，２号機共

用） 

計測制御系統施設 

発電用原子炉の運転を管理す

るための制御装置 

2 中央制御室機能及び中央制

御室外原子炉停止機能 

共用 

衛星電話設備（固定型） 

（１，２，３号機共用） 

衛星電話設備（携帯型） 

（１，２，３号機共用） 

中央制御室遮蔽（１号機設

備，１，２号機共用） 

放射線管理施設 

3．生体遮蔽装置 

共用 
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（参考１）共用としているもので，今回共用に係る適合性確認対象外のものは以

下のとおりである。（重要安全施設は該当なし） 

（1） 今回要目表に記載されている安全施設（重要安全施設以外）（1／21）

設備等 設備区分 
共用・相互接続

の区分 

原子炉浄化系樹脂貯蔵タンク

（１，２号機共用） 

放射性廃棄物の廃棄施設 

1．気体，液体又は固体廃棄

物貯蔵設備

1.1 固体廃棄物貯蔵設備 

(2) 容器

共用 

復水スラッジ分離タンク（１，

２号機共用） 

機器ドレンスラッジ分離タン

ク（１，２号機共用）

復水系スラッジ貯蔵タンク

（１，２号機共用） 

復水系樹脂貯蔵タンク（１，

２号機共用） 

貯蔵プール（１号機設備，１，

２，３号機共用） 

放射性廃棄物の廃棄施設 

1．気体，液体又は固体廃棄

物貯蔵設備

1.2 固体廃棄物貯蔵設備

（サイトバンカ設備）

(3) 貯蔵槽

機器ドレンタンク（１，２号

機共用） 

放射性廃棄物の廃棄施設 

2．気体，液体又は固体廃棄

物処理設備 

2.2.2 機器ドレン系 

(4) 容器

トーラス水受入タンク（１，

２号機共用） 

機器ドレンタンク入口収集管

（１，２号機共用） 

放射性廃棄物の廃棄施設 

2．気体，液体又は固体廃棄

物処理設備 

2.2.2 機器ドレン系 

(10) 主配管

弁 AV252-10～機器ドレンタン

ク入口収集管（１，２号機共

用） 

機器ドレンタンク～機器ドレ

ンポンプ（１，２号機共用）

A-機器ドレンポンプ～A-機器

ドレンポンプ出口ライン合流

部（１，２号機共用） 
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（1） 今回要目表に記載されている安全施設（重要安全施設以外）（2／21）

設備等 設備区分 
共用・相互接続

の区分 

B-機器ドレンポンプ～B-機器

ドレンポンプ出口ライン合流

部（１，２号機共用） 

放射性廃棄物の廃棄施設 

2．気体，液体又は固体廃棄

物処理設備 

2.2.2 機器ドレン系 

(10) 主配管

共用 

A-機器ドレンポンプ出口ライ

ン合流部～B-機器ドレンポン

プ出口ライン合流部（１，２

号機共用） 

A-機器ドレンポンプ出口ライ

ン合流部～機器ドレンろ過脱

塩器（１，２号機共用） 

機器ドレンろ過脱塩器～機器

ドレン脱塩器（１，２号機共

用） 

機器ドレンろ過脱塩器～凝縮

水ろ過脱塩器出口ライン合流

部（１，２号機共用） 

凝縮水ろ過脱塩器出口ライン

合流部～機器ドレンろ過脱塩

装置逆洗水受タンク（１，２

号機共用） 

機 器 ド レ ン 脱 塩 器 ～ 弁

AV252-44（１，２号機共用） 

弁 AV252-44～弁 AV252-3（１，

２号機共用） 

弁 AV252-3～機器ドレン処理

水タンク（１，２号機共用） 

機器ドレン脱塩器～凝縮水脱

塩器出口ライン合流部（１，

２号機共用） 

凝縮水脱塩器出口ライン合流

部～弁 V253-302（１，２号機

共用） 

弁 AV252-3～弁 AV252-5A，B

（１，２号機共用） 
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（1） 今回要目表に記載されている安全施設（重要安全施設以外）（3／21）

設備等 設備区分 
共用・相互接続

の区分 

弁 AV252-5A，B～機器ドレンタ

ンク（１，２号機共用）

放射性廃棄物の廃棄施設 

2．気体，液体又は固体廃棄

物処理設備 

2.2.2 機器ドレン系 

(10) 主配管

共用 

機器ドレン処理水ポンプ～弁

V252-30 入口ライン分岐部

（１，２号機共用） 

弁 V252-30 入口ライン分岐部

～弁 V252-37（１，２号機共用） 

弁 V252-37～復水貯蔵タンク

入口ライン分岐部（１，２号

機共用） 

復水貯蔵タンク入口ライン分

岐部～弁 V271-224（１，２号

機共用） 

弁 V252-198～弁 V252-198 出

口ライン合流部（１，２号機

共用） 

弁V252-198出口ライン合流部

～弁 V252-30 入口ライン分岐

部（１，２号機共用） 

弁V252-198出口ライン合流部

～弁 V252-30（１，２号機共用） 

弁 V252-30～機器ドレンタン

ク入口収集管（１，２号機共

用） 

復水貯蔵タンク入口ライン分

岐部～弁 V271-225（１，２号

機共用） 

弁V52-5501入口ライン分岐部

～弁V252-116出口ライン合流

部（１，２号機共用） 

弁V252-116出口ライン合流部

～機器ドレンポンプ出口１号

機補助サージタンク入口ライ

ン合流部（１，２号機共用）
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（1） 今回要目表に記載されている安全施設（重要安全施設以外）（4／21）

設備等 設備区分 
共用・相互接続

の区分 

機器ドレンポンプ出口１号機

補助サージタンク入口ライン

合流部～トーラス水受入タン

ク出口機器ドレンタンク入口

ライン分岐部（１，２号機共

用） 

放射性廃棄物の廃棄施設 

2．気体，液体又は固体廃棄

物処理設備 

2.2.2 機器ドレン系 

(10) 主配管

共用 

トーラス水受入タンク出口機

器ドレンタンク入口ライン分

岐部～弁 252-21（１，２号機

共用） 

弁 252-21～機器ドレンポンプ

出口トーラス水受入タンク移

送ライン合流部（１，２号機

共用） 

機器ドレンポンプ出口トーラ

ス水受入タンク移送ライン合

流部～トーラス水受入タンク

出口ライン合流部（１，２号

機共用） 

トーラス水受入タンク出口ラ

イン合流部～トーラス水受入

タンク（１，２号機共用）

トーラス水受入タンク～トー

ラス水受入タンク出口ライン

合流部（１，２号機共用） 

弁V52-5501入口ライン分岐部 

～弁 V52-5501（１，２号機共

用） 

B-機器ドレンポンプ出口ライ

ン合流部～機器ドレンポンプ

出口ライン合流部（１，２号

機共用） 

機器ドレンポンプ出口ライン

合流部～弁V252-118出口ライ

ン合流部（１，２号機共用）
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（1） 今回要目表に記載されている安全施設（重要安全施設以外）（5／21）

設備等 設備区分 
共用・相互接続

の区分 

弁V252-118出口ライン合流部

～機器ドレンポンプ出口トー

ラス水受入タンク移送ライン

合流部（１，２号機共用） 

放射性廃棄物の廃棄施設 

2．気体，液体又は固体廃棄

物処理設備 

2.2.2 機器ドレン系 

(10) 主配管

共用 

機器ドレンポンプ出口ライン

合流部～機器ドレンポンプ出

口１号機補助サージタンク入

口ライン合流部（１，２号機

共用） 

弁 V252-118～弁 V252-118 出

口ライン合流部（１，２号機

共用） 

弁 V252-116～弁 V252-116 出

口ライン合流部（１，２号機

共用） 

トーラス水受入タンク出口機

器ドレンタンク入口ライン分

岐部～トーラス水受入タンク

出口機器ドレンタンク移送ラ

イン分岐部（１，２号機共用） 

トーラス水受入タンク出口機

器ドレンタンク移送ライン分

岐部～機器ドレンタンク入口

収集管（１，２号機共用） 

トーラス水受入タンク出口機

器ドレンタンク移送ライン分

岐部～床ドレンタンク・化学

廃液タンク入口収集管（１，

２号機共用） 

床ドレン濃縮器（１，２号機

共用） 

放射性廃棄物の廃棄施設 

2．気体，液体又は固体廃棄

物処理設備 

2.2.3床ドレン化学廃液系 

(1) 熱交換器
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（1） 今回要目表に記載されている安全施設（重要安全施設以外）（6／21）

設備等 設備区分 
共用・相互接続

の区分 

化学廃液濃縮器（加熱器）（１，

２号機共用） 

放射性廃棄物の廃棄施設 

2．気体，液体又は固体廃棄

物処理設備 

2.2.3床ドレン化学廃液系 

(1) 熱交換器

共用 

床ドレンタンク（１，２号機

共用） 

放射性廃棄物の廃棄施設 

2．気体，液体又は固体廃棄

物処理設備 

2.2.3床ドレン化学廃液系 

(4) 容器

化学廃液タンク（１，２号機

共用） 

化学廃液濃縮器（蒸発器）（１，

２号機共用） 

放射性廃棄物の廃棄施設 

2．気体，液体又は固体廃棄

物処理設備 

2.2.3床ドレン化学廃液系 

(8) ろ過装置

床ドレンタンク・化学廃液タ

ンク入口収集管（１，２号機

共用） 

放射性廃棄物の廃棄施設 

2．気体，液体又は固体廃棄

物処理設備 

2.2.3床ドレン化学廃液系 

(10) 主配管

弁 AV252-101～床ドレンタン

ク・化学廃液タンク入口収集

管（１，２号機共用） 

弁 AV52-5501～床ドレンタン

ク・化学廃液タンク入口収集

管（１，２号機共用） 

床ドレンタンク～床ドレンポ

ンプ（１，２号機共用）

A- 床 ド レ ン ポ ン プ ～ 弁

AV252-104A 入口ライン分岐部

（１，２号機共用） 

B- 床 ド レ ン ポ ン プ ～ 弁

AV252-104B入口ライン分岐部 

（１，２号機共用） 



10 

（1） 今回要目表に記載されている安全施設（重要安全施設以外）（7／21）

設備等 設備区分 
共用・相互接続

の区分 

弁 AV252-104A，B 入口ライン

分岐部～化学廃液ポンプ出口

ライン合流部（１，２号機共

用） 

放射性廃棄物の廃棄施設 

2．気体，液体又は固体廃棄

物処理設備 

2.2.3床ドレン化学廃液系 

(10) 主配管

共用 

化学廃液ポンプ出口ライン合

流部～濃縮廃液タンク入口ラ

イン分岐部（１，２号機共用） 

濃縮廃液タンク入口ライン分

岐部～床ドレン濃縮器（１，

２号機共用） 

弁AV252-104A入口ライン分岐

部～床ドレンポンプ出口ライ

ン合流部（１，２号機共用）

弁AV252-104B入口ライン分岐

部～床ドレンポンプ出口ライ

ン合流部（１，２号機共用）

床ドレンポンプ出口ライン合

流部～トーラス水受入タンク

入口ライン分岐部（１，２号

機共用） 

トーラス水受入タンク入口ラ

イン分岐部～弁 V252-116（１，

２号機共用） 

トーラス水受入タンク入口ラ

イン分岐部～弁 V252-118（１，

２号機共用） 

濃縮廃液タンク入口ライン分

岐部～弁 AV252-107A，B（１，

２号機共用） 

床ドレン濃縮器～床ドレン濃

縮器復水器（１，２号機共用） 

床ドレン濃縮器復水器～弁

AV252-111A，B（１，２号機共

用） 
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（1） 今回要目表に記載されている安全施設（重要安全施設以外）（8／21）

設備等 設備区分 
共用・相互接続

の区分 

弁 AV252-111A，B～化学廃液濃

縮器復水器出口ライン合流部

（１，２号機共用） 

放射性廃棄物の廃棄施設 

2．気体，液体又は固体廃棄

物処理設備 

2.2.3床ドレン化学廃液系 

(10) 主配管

共用 

化学廃液濃縮器復水器出口ラ

イン合流部～凝縮水受タンク

（１，２号機共用） 

弁 AV252-111A ， B ～ 弁

AV252-111A，B出口ライン合 

流部（１，２号機共用） 

弁 AV252-111A，B 出口ライン

合流部～弁 AV252-115 出口ラ

イン合流部（１，２号機共用） 

弁 AV252-115 出口ライン合流

部～床ドレンタンク・化学廃

液タンク入口収集管（１，２

号機共用） 

化学廃液タンク～化学廃液ポ

ンプ（１，２号機共用）

化学廃液ポンプ～床ドレン濃

縮器入口ライン分岐部（１，

２号機共用） 

床ドレン濃縮器入口ライン分

岐部～弁 AV252-112 入口ライ

ン分岐部（１，２号機共用）

弁 AV252-112 入口ライン分岐

部～化学廃液濃縮器（蒸発器）

入口及び出口ライン分岐部

（１，２号機共用） 

化学廃液濃縮器（蒸発器）～

化学廃液濃縮器（蒸発器）入

口及び出口ライン分岐部（１，

２号機共用） 
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（1） 今回要目表に記載されている安全施設（重要安全施設以外）（9／21）

設備等 設備区分 
共用・相互接続

の区分 

化学廃液濃縮器（蒸発器）入

口及び出口ライン分岐部～化

学廃液濃縮器循環ポンプ（１，

２号機共用） 

放射性廃棄物の廃棄施設 

2．気体，液体又は固体廃棄

物処理設備 

2.2.3床ドレン化学廃液系 

(10) 主配管

共用 

化学廃液濃縮器循環ポンプ～

化学廃液濃縮器（加熱器）（１，

２号機共用） 

化学廃液濃縮器（加熱器）～

化学廃液濃縮器（蒸発器）（１，

２号機共用） 

床ドレン濃縮器入口ライン分

岐部～化学廃液ポンプ出口ラ

イン合流部（１，２号機共用） 

弁 AV252-112 入口ライン分岐

部～弁 AV252-112（１，２号機

共用） 

化学廃液濃縮器（蒸発器）～

化学廃液濃縮器復水器（１，

２号機共用） 

化学廃液濃縮器復水器～弁

AV252-115（１，２号機共用） 

弁 AV252-115～化学廃液濃縮

器復水器出口ライン合流部

（１，２号機共用） 

弁 AV252-115～弁 AV252-115

出口ライン合流部（１，２号

機共用） 

凝縮水ポンプ～凝縮水ポンプ

出口ライン分岐部（１，２号

機共用） 

凝縮水ポンプ出口ライン分岐

部～凝縮水ろ過脱塩器（１，

２号機共用） 
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（1） 今回要目表に記載されている安全施設（重要安全施設以外）（10／21）

設備等 設備区分 
共用・相互接続

の区分 

凝 縮 水 ろ 過 脱 塩 器 ～ 弁

AV252-1010（１，２号機共用） 

放射性廃棄物の廃棄施設 

2．気体，液体又は固体廃棄

物処理設備 

2.2.3床ドレン化学廃液系 

(10) 主配管

共用 

弁 AV252-1010～凝縮水ろ過脱

塩器出口ライン合流部（１，

２号機共用） 

凝縮水脱塩器～凝縮水脱塩器

出口ライン分岐部（１，２号

機共用） 

凝縮水脱塩器出口ライン分岐

部～弁 AV252-120（１，２号機

共用） 

弁 AV252-120～処理水タンク 

（１，２号機共用） 

凝縮水脱塩器出口ライン分岐

部～凝縮水ポンプ出口ライン

合流部（１，２号機共用） 

凝縮水ポンプ出口ライン合流

部～凝縮水受タンク入口ライ

ン分岐部（１，２号機共用）

凝縮水受タンク入口ライン分

岐部～弁 V52-5505（１，２号

機共用） 

凝縮水受タンク入口ライン分

岐部～凝縮水受タンク（１，

２号機共用） 

凝縮水ポンプ出口ライン分岐

部～凝縮水ポンプ出口ライン

合流部（１，２号機共用） 

弁 AV252-120～機器ドレンタ

ンク入口収集管（１，２号機

共用） 

凝縮水脱塩器～弁 AV252-1023 

（１，２号機共用） 
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（1） 今回要目表に記載されている安全施設（重要安全施設以外）（11／21）

設備等 設備区分 
共用・相互接続

の区分 

弁 AV252-1023～凝縮水脱塩器

出口ライン合流部（１，２号

機共用） 

放射性廃棄物の廃棄施設 

2．気体，液体又は固体廃棄

物処理設備 

2.2.3床ドレン化学廃液系 

(10) 主配管

共用 

復水ろ過脱塩装置逆洗水受タ

ンク～復水ろ過脱塩装置逆洗

水ポンプ（１，２号機共用） 

放射性廃棄物の廃棄施設 

2．気体，液体又は固体廃棄

物処理設備 

2.3.1 使用済樹脂・フィル

タスラッジ系

(10) 主配管

復水ろ過脱塩装置逆洗水ポン

プ～機器ドレンスラッジ分離

タンク入口ライン分岐部（１，

２号機共用） 

機器ドレンスラッジ分離タン

ク入口ライン分岐部～復水ス

ラッジ分離タンク（１，２号

機共用） 

機器ドレンスラッジ分離タン

ク入口ライン分岐部～機器ド

レンスラッジ分離タンク（１，

２号機共用） 

機器ドレンろ過脱塩装置逆洗

水受タンク～機器ドレンろ過

脱塩装置逆洗水ポンプ（１，

２号機共用） 

機器ドレンろ過脱塩装置逆洗

水ポンプ～弁 V253-116（１，

２号機共用） 

弁 V253-116～弁 V253-126 出

口ライン合流部（１，２号機

共用） 

弁V253-126出口ライン合流部 

～A-復水スラッジ分離タンク

入口ライン分岐部（１，２号

機共用） 
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（1） 今回要目表に記載されている安全施設（重要安全施設以外）（12／21）

設備等 設備区分 
共用・相互接続

の区分 

A-復水スラッジ分離タンク入

口ライン分岐部～B-復水スラ

ッジ分離タンク入口ライン分

岐部（１，２号機共用） 

放射性廃棄物の廃棄施設 

2．気体，液体又は固体廃棄

物処理設備 

2.3.1 使用済樹脂・フィル

タスラッジ系

(10) 主配管

共用 

B-復水スラッジ分離タンク入

口ライン分岐部～機器ドレン

スラッジ分離タンク（１，２

号機共用） 

A-復水スラッジ分離タンク入

口ライン分岐部～A-復水スラ

ッジ分離タンク（１，２号機

共用） 

B-復水スラッジ分離タンク入

口ライン分岐部～B-復水スラ

ッジ分離タンク（１，２号機

共用） 

弁 V253-116～機器ドレンろ過

脱塩装置逆洗水ポンプ出口ラ

イン合流部（１，２号機共用） 

機器ドレンスラッジ分離タン

ク～B-復水スラッジ分離タン

クフィルタスラッジ出口ライ

ン合流部（１，２号機共用）

B-復水スラッジ分離タンクフ

ィルタスラッジ出口ライン合

流部～A-復水スラッジ分離タ

ンクフィルタスラッジ出口ラ

イン合流部（１，２号機共用） 

A-復水スラッジ分離タンクフ

ィルタスラッジ出口ライン合

流部～復水スラッジポンプ 

（１，２号機共用） 
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（1） 今回要目表に記載されている安全施設（重要安全施設以外）（13／21）

設備等 設備区分 
共用・相互接続

の区分 

A-復水スラッジ分離タンク～

A-復水スラッジ分離タンクフ

ィルタスラッジ出口ライン合

流部（１，２号機共用） 

放射性廃棄物の廃棄施設 

2．気体，液体又は固体廃棄

物処理設備 

2.3.1 使用済樹脂・フィル

タスラッジ系

(10) 主配管

共用 

B-復水スラッジ分離タンク～

B-復水スラッジ分離タンクフ

ィルタスラッジ出口ライン合

流部（１，２号機共用） 

復水スラッジポンプ～復水系

スラッジ貯蔵タンク入口ライ

ン分岐部（１，２号機共用）

復水系スラッジ貯蔵タンク入

口ライン分岐部～弁 V253-132

（１，２号機共用） 

復水系スラッジ貯蔵タンク入

口ライン分岐部～機器ドレン

ろ過脱塩装置逆洗水ポンプ出

口ライン合流部（１，２号機

共用） 

機器ドレンろ過脱塩装置逆洗

水ポンプ出口ライン合流部～

B，C-復水系スラッジ貯蔵タン

ク入口ライン分岐部（１，２

号機共用） 

B，C-復水系スラッジ貯蔵タン

ク入口ライン分岐部～第１号

機復水スラッジポンプ出口ラ

イン合流部（１，２号機共用） 

第１号機復水スラッジポンプ

出口ライン合流部～A-復水系

スラッジ貯蔵タンク（１，２

号機共用） 
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（1） 今回要目表に記載されている安全施設（重要安全施設以外）（14／21）

設備等 設備区分 
共用・相互接続

の区分 

B，C-復水系スラッジ貯蔵タン

ク入口ライン分岐部～B，C-復

水系スラッジ貯蔵タンク（１，

２号機共用） 

放射性廃棄物の廃棄施設 

2．気体，液体又は固体廃棄

物処理設備 

2.3.1 使用済樹脂・フィル

タスラッジ系

(10) 主配管

共用 

弁 V53-5502～１号機へのスラ

ッジ移送ライン合流部（１，

２号機共用） 

１号機へのスラッジ移送ライ

ン合流部～弁 V253-126（１，

２号機共用） 

弁 V253-126～弁 V253-126 出

口ライン合流部（１，２号機

共用） 

弁 V253-126～第１号機復水ス

ラッジポンプ出口ライン合流

部（１，２号機共用） 

A，B-復水スラッジ分離タンク

～機器ドレンスラッジ分離タ

ンク第二分離水出口ライン合

流部（１，２号機共用） 

A-復水スラッジ分離タンク～

A-復水スラッジ分離タンク第

一分離水出口ライン合流部

（１，２号機共用） 

B-復水スラッジ分離タンク～

B-復水スラッジ分離タンク第

一分離水出口ライン合流部

（１，２号機共用） 

機器ドレンスラッジ分離タン

ク第二分離水出口ライン合流

部～B-復水スラッジ分離タン

ク第一分離水出口ライン合流

部（１，２号機共用） 
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（1） 今回要目表に記載されている安全施設（重要安全施設以外）（15／21）

設備等 設備区分 
共用・相互接続

の区分 

B-復水スラッジ分離タンク第

一分離水出口ライン合流部～

A-復水スラッジ分離タンク第

一分離水出口ライン合流部

（１，２号機共用） 

放射性廃棄物の廃棄施設 

2．気体，液体又は固体廃棄

物処理設備 

2.3.1 使用済樹脂・フィル

タスラッジ系

(10) 主配管

共用 

A-復水スラッジ分離タンク第

一分離水出口ライン合流部～

機器ドレンスラッジ分離タン

ク第一分離水出口ライン合流

部（１，２号機共用） 

機器ドレンスラッジ分離タン

ク第一分離水出口ライン合流

部～復水スラッジ分離水ポン

プ（１，２号機共用） 

機器ドレンスラッジ分離タン

ク～機器ドレンスラッジ分離

タンク第二分離水出口ライン

合流部（１，２号機共用） 

機器ドレンスラッジ分離タン

ク～機器ドレンスラッジ分離

タンク第一分離水出口ライン

合流部（１，２号機共用） 

復水スラッジ分離水ポンプ～

機器ドレンタンク入口収集管

（１，２号機共用） 

A-復水系スラッジ貯蔵タンク

～復水系樹脂貯蔵タンク出口

ライン合流部（１，２号機共

用） 

B，C-復水系スラッジ貯蔵タン

ク～B，C-復水系スラッジ貯蔵

タンク出口ライン合流部（１，

２号機共用） 
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（1） 今回要目表に記載されている安全施設（重要安全施設以外）（16／21）

設備等 設備区分 
共用・相互接続

の区分 

復水系樹脂貯蔵タンク出口ラ

イン合流部～B，C-復水系スラ

ッジ貯蔵タンク出口ライン合

流部（１，２号機共用） 

放射性廃棄物の廃棄施設 

2．気体，液体又は固体廃棄

物処理設備 

2.3.1 使用済樹脂・フィル

タスラッジ系

(10) 主配管

共用 

B，C-復水系スラッジ貯蔵タン

ク出口ライン合流部～原子炉

浄化系樹脂貯蔵タンク出口ラ

イン合流部（１，２号機共用） 

原子炉浄化系樹脂貯蔵タンク

出口ライン合流部～機器ドレ

ンタンク入口収集管（１，２

号機共用） 

原子炉浄化系スラッジ貯蔵タ

ンク～原子炉浄化系スラッジ

分離水ポンプ（１，２号機共

用） 

原子炉浄化系スラッジ分離水

ポンプ～機器ドレンタンク入

口収集管（１，２号機共用） 

弁 V253-301～原子炉浄化系樹

脂貯蔵タンク（１，２号機共

用） 

弁V53-5501～弁V253-303（１，

２号機共用） 

弁 V253-303～原子炉浄化系樹

脂貯蔵タンク（１，２号機共

用） 

弁 V253-303～復水系樹脂貯蔵

タンク（１，２号機共用）

原子炉浄化系樹脂貯蔵タンク

～原子炉浄化系樹脂貯蔵タン

ク出口ライン合流部（１，２

号機共用） 
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（1） 今回要目表に記載されている安全施設（重要安全施設以外）（17／21）

設備等 設備区分 
共用・相互接続

の区分 

弁 V253-302～復水系樹脂貯蔵

タンク（１，２号機共用）

放射性廃棄物の廃棄施設 

2．気体，液体又は固体廃棄

物処理設備 

2.3.1 使用済樹脂・フィル

タスラッジ系

(10) 主配管

共用 

復水系樹脂貯蔵タンク～復水

系樹脂貯蔵タンク出口ライン

合流部（１，２号機共用） 

濃縮廃液タンク 

（１，２号機共用） 

放射性廃棄物の廃棄施設 

2．気体，液体又は固体廃棄

物処理設備 

2.3.2 濃縮廃液系 

(4) 容器

弁 AV252-107A ， B ～ 弁

AV252-107A，B出口ライン合流

部（１，２号機共用） 

放射性廃棄物の廃棄施設 

2．気体，液体又は固体廃棄

物処理設備 

2.3.2 濃縮廃液系 

(10) 主配管
弁 AV252-112～弁 AV252-112

出口ライン合流部（１，２号

機共用） 

弁 AV252-107A，B 出口ライン

合流部及び弁 AV252-112 出口

ライン合流部～濃縮廃液タン

ク（１，２号機共用）

弁 V53-227～弁 AV252-112 出

口ライン合流部（１，２号機

共用） 

濃縮廃液タンク～濃縮廃液ポ

ンプ（１，２号機共用）

濃 縮 廃 液 ポ ン プ ～ 弁

AV253-2000（１，２号機共用） 

スラッジ抜出装置～乾燥機供

給タンク（１，２号機共用） 

放射性廃棄物の廃棄施設 

2．気体，液体又は固体廃棄

物処理設備 

2.3.3 固化系 

(10) 主配管

スラッジ抜出装置～１号機へ

のスラッジ移送ライン合流部

（１，２号機共用） 
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（1） 今回要目表に記載されている安全施設（重要安全施設以外）（18／21）

設備等 設備区分 
共用・相互接続

の区分 

弁 V253-132～乾燥機供給タン

ク（１，２号機共用）

放射性廃棄物の廃棄施設 

2．気体，液体又は固体廃棄

物処理設備 

2.3.3 固化系 

(10) 主配管

共用 

弁 AV253-2000～乾燥機供給タ

ンク（１，２号機共用）

乾燥機供給タンク～乾燥機供

給タンク循環ポンプ（１，２

号機共用） 

乾燥機供給タンク循環ポンプ

～乾燥機供給ポンプ（１，２

号機共用） 

乾燥機供給ポンプ～乾燥機

（１，２号機共用） 

乾燥機～粉体貯槽供給機（１，

２号機共用） 

粉体貯槽～粉体計量槽供給機

（１，２号機共用） 

粉体計量槽供給機～粉体計量

槽（１，２号機共用） 

粉体計量槽～混合器（１，２

号機共用） 

混合器排出管（１，２号機共

用） 

乾燥機～乾燥機ミストセパレ

ータ（１，２号機共用） 

乾燥機ミストセパレータ～乾

燥機復水器（１，２号機共用） 

乾燥機復水器～乾燥機ミスト

セパレータ（１，２号機共用） 

乾燥機ミストセパレータ～乾

燥機凝縮水タンク（１，２号

機共用） 

乾燥機凝縮水タンク～乾燥機

凝縮水ポンプ（１，２号機共

用） 
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（1） 今回要目表に記載されている安全施設（重要安全施設以外）（19／21） 

設備等 設備区分 
共用・相互接続

の区分 

乾燥機凝縮水ポンプ～乾燥機

凝縮水冷却器（１，２号機共

用） 

放射性廃棄物の廃棄施設 

2．気体，液体又は固体廃棄

物処理設備 

2.3.3 固化系 

(10) 主配管 

共用 

乾燥機凝縮水冷却器～化学廃

液タンク入口ライン分岐部

（１，２号機共用） 

化学廃液タンク入口ライン分

岐部～床ドレンタンク・化学

廃液タンク入口収集管（床ド

レン化学廃液系床ドレンタン

ク）（１，２号機共用） 

化学廃液タンク入口ライン分

岐部～床ドレンタンク・化学

廃液タンク入口収集管（床ド

レン化学廃液系化学廃液タン

ク）（１，２号機共用） 

貯蔵プール～スキマサージタ

ンク（１号機設備，１，２，

３号機共用） 

放射性廃棄物の廃棄施設 

2．気体，液体又は固体廃棄

物処理設備 

2.3.6 サイトバンカ設備 

(10) 主配管 

スキマサージタンク～弁

V58-1（１号機設備，１，２，

３号機共用） 

弁 V58-1～プール水循環ポン

プ（１号機設備，１，２，３ 

号機共用） 

プール水循環ポンプ～プール

水ろ過脱塩器（１号機設備，

１，２，３号機共用） 

プール水ろ過脱塩器～貯蔵プ

ール（１号機設備，１，２，

３号機共用） 

プール水ろ過脱塩器～スラッ

ジ貯蔵タンク（１号機設備，

１，２，３号機共用） 
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（1） 今回要目表に記載されている安全施設（重要安全施設以外）（20／21）

設備等 設備区分 
共用・相互接続

の区分 

スラッジ貯蔵タンク～弁

V58-8，9，10（１号機設備，

１，２，３号機共用） 

放射性廃棄物の廃棄施設 

2．気体，液体又は固体廃棄

物処理設備 

2.3.6 サイトバンカ設備 

(10) 主配管

共用 

弁 V58-8，9，10～スラッジデ

カントポンプ（１号機設備，

１，２，３号機共用） 

スラッジデカントポンプ～ス

ラッジデカントポンプ出口ラ

イン合流部（１号機設備，１，

２，３号機共用） 

スラッジデカントポンプ出口

ライン合流部～スキマサージ

タンク（１号機設備，１，２，

３号機共用） 

機器ドレンサンプポンプ～機

器ドレンサンプポンプ出口ラ

イン合流部（１号機設備，１，

２，３号機共用） 

機器ドレンサンプポンプ出口

ライン合流部～スラッジデカ

ントポンプ出口ライン合流部

（１号機設備，１，２，３号

機共用） 

機器ドレンサンプポンプ出口

ライン合流部～床ドレンサン

プポンプ出口ライン合流部

（１号機設備，１，２，３号

機共用） 

床ドレンサンプポンプ～床ド

レンサンプポンプ出口ライン

合流部（１号機設備，１，２，

３号機共用） 
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（1） 今回要目表に記載されている安全施設（重要安全施設以外）（21／21）

設備等 設備区分 
共用・相互接続

の区分 

床ドレンサンプポンプ出口ラ

イン合流部～タービン建物床

ドレンサンプ移送ライン合流

部（１，２，３号機共用） 

放射性廃棄物の廃棄施設 

2．気体，液体又は固体廃棄

物処理設備 

2.3.6 サイトバンカ設備 

(10) 主配管

共用 

床ドレン移送用予備配管（１

号機設備，１，２，３号機共

用） 

モニタリングポスト(１号機

設備，１，２，３号機共用) 

放射線管理施設 

1．放射線管理用計測装置

(3) 固定式周辺モニタリ

ング設備

中央制御室遮蔽（１号機設備，

１，２号機共用） 

放射線管理施設 

3．生体遮蔽装置 
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（2）今回の基本設計方針に記載されている安全施設（重要安全施設以外）（1／2） 

設備等 設備区分 
共用・相互接続

の区分 

局線加入電話設備（固定電

話機及びＦＡＸ）（１号機設

備，１，２，３号機共用） 

計測制御系統施設 

10．基本設計方針 

共用 

電力保安通信用電話設備

（固定電話機，ＰＨＳ端末

及びＦＡＸ）（１号機設備，

１，２，３号機共用） 

無線通信設備（固定型）（１

号機設備，１，２，３号機

共用） 

無線通信設備（携帯型）（１

号機設備，１，２，３号機

共用） 

ランドリドレン系（１，２

号機共用） 

放射性廃棄物の廃棄施設 

5．基本設計方針 

ランドリドレン濃縮廃液系

（１，２号機共用） 

雑固体廃棄物処理設備（１

号機設備，１，２，３号機

共用） 

雑固体廃棄物焼却設備（１

号機設備，１，２，３号機

共用） 

サイトバンカ（１号機設備，

１，２，３号機共用） 

固体廃棄物貯蔵所（１号機

設備，１，２，３号機共用） 

移動式周辺モニタリング設

備（１号機設備，１，２，

３号機共用） 

放射線管理施設 

4．基本設計方針 

気象観測設備（１号機設備，

１，２，３号機共用） 

液体廃棄物処理系排水モニ

タ（１，２号機共用）
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（2）今回の基本設計方針に記載されている安全施設（重要安全施設以外）（2／2） 

設備等 設備区分 
共用・相互接続

の区分 

中央制御室モニタ（１号機

設備，１，２号機共用） 

放射線管理施設 

4．基本設計方針 

共用 

廃棄物処理制御室モニタ

（１号機設備，１，２号機

共用） 

放射能測定設備（１号機設

備，１，２，３号機共用） 

サイトバンカ建物排気モニ

タ（１号機設備，１，２，

３号機共用） 

サイトバンカ建物エリアモ

ニタ（１号機設備，１，２，

３号機共用） 

220kV送電線（１，２，３

号機共用） 

その他発電用原子炉の附属施設 

8.2. 常用電源設備 

2.4 基本設計方針 220kV開閉所（１，２，３

号機共用） 

66kV送電線（１，２号機共

用） 

66kV開閉所（１，２号機共

用） 

予備変圧器（１，２号機共

用） 

補助ボイラ設備（１，２号

機共用） 

その他発電用原子炉の附属施設 

8.3．補助ボイラ― 

3.15 基本設計方針 



27 

（参考２）１号機設備のうち２号機と共用していた以下の設備については，２号

機単独運転を考慮しても，２号機設備として運用に必要な容量を有する同様設備

を設置していることから，今回申請で共用を取り止める。（重要安全施設は該当な

し） 

共用を取り止める 1号機設備は，閉止フランジ等による物理的な切り離し又は系

統構成により，２号機の共用設備として使用しない管理を行う。 

（1） 今回の要目表に記載されている共用を取り止める１号機設備（1／2）

設備区分 系統名 設備等 

原子炉格納施設 

3. 圧力低減設備その他

の安全設備

不活性ガス系＊1 不活性ガス発生装置（置換用）（１

号機設備） 

主配管（１号機設備） 

放射性廃棄物の廃棄施設 

2. 気体，液体又は固体廃

棄物処理設備

液体廃棄物処理系＊2 廃液濃縮器（１号機設備） 

廃液濃縮復水器（１号機設備） 

廃液コレクタポンプ（１号機設備） 

液体サージポンプ（１号機設備） 

廃液コレクタ及び床ドレンコレク

タ共通ポンプ（１号機設備）

廃液サンプルポンプ（１号機設備） 

床ドレンコレクタポンプ（１号機

設備） 

床ドレンサンプルポンプ（１号機

設備） 

濃縮器供給ポンプ（１号機設備） 

廃液中和ポンプ（１号機設備） 

凝縮水ポンプ（１号機設備） 

シャワドレンサンプポンプ（１号

機設備） 

シャワドレンポンプ（１号機設備） 

処理ポンプ（１号機設備） 

廃液コレクタタンク（１号機設備） 

廃液サージタンク（１号機設備） 

廃液サンプルタンク（１号機設備） 

床ドレンサンプルタンク（１号機

設備） 

廃液中和タンク（１号機設備） 

凝縮水タンク（１号機設備） 

シャワドレンタンク（１号機設備） 
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（1） 今回の要目表に記載されている共用を取り止める１号機設備（2／2）

設備区分 系統名 設備等 

放射性廃棄物の廃棄施設 

2. 気体，液体又は固体廃

棄物処理設備 

液体廃棄物処理系＊2 補助サージタンク（１号機設備） 

処理水受入タンク（１号機設備） 

廃液フィルタ（１号機設備） 

廃液脱塩器（１号機設備） 

床ドレンフィルタ（１号機設備） 

床ドレン脱塩器（１号機設備） 

シャワドレンろ過器（１号機設備） 

主配管（１号機設備） 

注記＊1：閉止フランジによる物理的切り離し 

＊2：閉止フランジ等による物理的切り離し又は系統構成による管理 



 

 

6.【基準規則で規定される施設・設備の整備】 

 

 



 

1 

 

 
基準規則で規定される施設・設備の整備 

運転時の異常な過度変化又は設計基準事故の発生を防

止し，又はこれらの拡大を防止するために必要となる

もの（設置許可基準規則 第 2条第 2項第 7号） 

 

「設計基準事故」（設置許可基準規則 第 2条第 2項第

4号） 

発生頻度が運転時の異常な過度変化より低い異常な状

態であって，当該状態が発生した場合には発電用原子

炉施設から多量の放射性物質が放出するおそれがある

ものとして安全設計上想定すべきもの 

設計基準対象施設 

発電用原子炉及びその附属施設（原子炉等規制法 第 43条の 3の 5） 

発電用原子炉施設 

設計基準対象施設及び重大事故等対処施設（設置許可基準規則 第 1条の解釈 2） 

「適用範囲」（技術基準規則 第 1条及び解釈 1） 
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和５３年通商産業省令第７７号）別表第二に掲げられている事項を含むも
のであって、次の施設を含む。 

 
（１）原子炉本体 （８）その他発電用原子炉の付属施設 
（２）核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 ①非常用電源設備 

（３）原子炉冷却系統施設 ②常用電源設備 
（４）計測制御系統施設 ③補助ボイラー 
（５）放射性廃棄物の廃棄施設 ④火災防護設備 

（６）放射線管理施設 ⑤浸水防護施設 
（７）原子炉格納施設 ⑥補器駆動用燃料設備（非常用電源設備及び補助ボイラーに係るものを除く。） 
 ⑦非常用取水設備 

 ⑧敷地内土木構造物 
 ⑨緊急時対策所 
 

（注）「実用発電用原子炉」（原子炉等規制法 第 43条の 4，核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 
第 1条）発電用原子炉であって第二条第五項の政令で定める原子炉（＝高速増殖炉，重水減速沸騰軽水冷却型原子炉）以外の
もの 

実用発電用原子炉及びその附属施設 

差分：（例）純水設備 

 

【備考】 
（*1） 
・事故時の原子炉の停止状態の把握機能 
・事故時の炉心冷却状態の把握機能 
・事故時の放射能閉じ込め状態の把握機能 
・事故時のプラント操作のための情報の把握機能 
（*2） 
「重要安全施設」という語彙については，設置許可基準規則第２条第２項第９号にて「安
全施設のうち、安全機能の重要度が特に高い安全機能を有するもの」と定義され，同規則
の第６条（外部からの衝撃による損傷の防止）第２項，第１２条（安全施設）第６項，第
２２条（最終ヒートシンクへ熱を輸送することができる設備）第１項，第３３条（保安電
源設備）第１項で使用されている。 
これらの条文のうち，第６条第２項と第１２条第６項では，その解釈において，重要安

全施設の具体的な対象設備について以下のとおり規定されているが，本図では，健全性説
明資料の補足説明資料「第１４，１５，３８条に対する適合性の整理表（安全設備を含む
設計基準対象施設の健全性評価）」に関係する，設置許可基準規則第１２条第６項（共用・
相互接続）で規定されている対象設備について整理した。 
 
◆第６条（外部からの衝撃による損傷の防止） 
『第２項に規定する「重要安全施設」については、「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の
重要度分類に関する審査指針」（平成２年８月３０日原子力安全員会決定）の「Ⅴ.２.
（２）自然現象に対する設計上の考慮」に示されるものとする。』 
（参考）重要度分類の「Ⅴ.２.（２）自然現象に対する設計上の考慮」 
次に掲げるものは、「安全設計審査指針」指針２.第２項の「重要度の特に高い安全機能を
有する構築物、系統及び機器」とみなす。 
(a)クラス１ 
(b)クラス２のうち，特に自然現象の影響を受けやすく，かつ，代替手段によってその機能
の維持が困難であるか，またはその修復が著しく困難な構築物，系統及び機器。 
 
◆第１２条（安全設備） 
『第６項に規定する「重要安全施設」については、「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の
重要度分類に関する審査指針」においてクラスＭＳ－１に分類される下記の機能を有する
構築物等を対象とする。』 
・原子炉の緊急停止機能 
・未臨界維持機能 
・原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防止機能 
・原子炉停止後の徐熱機能 
・炉心冷却機能 
・放射性物質の閉じ込め機能並びに放射線の遮蔽及び放出低減機能（ただし、可搬型再結
合装置及び沸騰水型発電用原子炉施設の排気筒（非常用ガス処理系排気管の支持機能を持
つ構造物）を除く。） 
・工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能 
・安全上特に重要な関連機能 
（ただし、原子炉制御室遮蔽、取水口及び排水口を除く。） 

重大事故に至るおそれがある事故（運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故を除く。）又

は重大事故に対処するための機能を有する施設（設置許可基準規則 第 2条第 2項第 11

号） 

 

重大事故に至るおそれがある事故＋重大事故＝重大事故等 

（設置許可基準規則 第 2条第 2項第 11号） 

 

重大事故：実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和５３年通商産業省令第７

７号） 

（重大事故） 

第四条 法第四十三条の三の六第一項第三号の原子力規制委員会規則で定める重大な事故

は、次に掲げるものとする。 

一 炉心の著しい損傷 

二 核燃料物質貯蔵設備に貯蔵する燃料体又は使用済燃料の著しい損傷 

重大事故等対処施設 

設計基準対象施設のうち、安全機能を有するもの（設置許可基準規則 第２条第２項第８号） 

 
「安全機能」（設置許可基準規則 第２条第２項第５号） 
発電用原子炉施設の安全性を確保するために必要な機能であって、次に掲げるもの。 

イ その機能の喪失により発電用原子炉施設に運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故が発生し、これにより公衆又は従事者に放射線障
害を及ぼすおそれがある機能 

ロ 発電用原子炉施設の運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の拡大を防止し、又は速やかにその事故を修飾させることにより、公衆

又は従事者に及ぼすおそれがある放射線障害を防止し、及び放射性物質が発電用原子炉を設置する工場又は事業所外へ放出されること
を抑制し、又は防止する機能 

安全施設 

差分：MS-2，MS-3 の設計基準事故対
処設備に該当しないもの及び PS-2，

PS-3 
（例）燃料プール，燃料取扱設備，蒸
気タービン，放射性廃棄物処理施設 

設計基準事故に対処するため
の安全機能を有する設備（設
置許可基準規則 第２条第２

項第１３号） 

差分：MS-2（原子炉の停止状態の把
握機能等（*1）に該当する事故時監
視計器以外）及び MS-3のうち，設

計基準事故対処設備に該当するも
の 
（例：気体廃棄物処理系の隔離弁） 

設計基準事故対処設備 

設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に想定される
環境条件において、その損壊又は故障その他の以上により公衆
に放射線障害を及ぼすおそれを直接又は間接に生じさせる設備

（技術基準規則 第２条第２項第９号及び解釈３） 

安全設備（技術基準規則 第２条第２項第９号） 

差分：原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器・配管系
（PS-1）のうち，隔離弁隔離機能以外 

設置許可基準規則 第１２条第２項
に規定される「安全機能を有する系

統のうち、安全機能の重要度が特に
高い安全機能を有するもの」（解釈を
含む）を「重要施設」と定義する。 

重要施設 

差分：（例）RCPB隔離弁隔離機能 

差分：格納容器雰囲気放射線モニタ 差分：該当設備無し 

安全施設のうち、安全機能の重要度が特に高い安全機

能を有するもの（設置許可基準規則 第２条第２項第
９号） 
 

クラス MS-1に分類される機能を有する構築物等 
（設置許可基準規則 第１２条第６項及び解釈１１） 

 

重要安全施設（*2） 

発電用原子炉施設の損壊又は故障その他の異常による発電用原子炉内
の燃料体の著しい損傷又は炉心の著しい損傷により多量の放射性物質
の放出のおそれがある場合に，これを抑制し、又は防止するための機
能を有する設計基準対象施設（設置許可基準規則 第２条第２項第１
０号） 

工学的安全施設 

差分：事故時監視
計器（原子炉停止
状態の把握機能等

（*1））のうち格納
容器雰囲気放射線
モニタ以外 

差分：（例）残留熱除去系（原子炉停
止時冷却モード），中央制御室空調

換気系 

（例）非常用炉心冷却系
（低圧炉心スプレイ系，

低圧注水系，高圧炉心ス
プレイ系，自動減圧系），
非常用ガス処理系 

差分：（例）原子炉格納容器 

差分：（例）原子炉
建物原子炉棟（二次
格納施設） 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7．【原子炉格納容器内に使用されるテフロン®材の 

事故時環境下における影響について】 



 

 

 

 

 

目 次 

 

1. 概要 ·····································································  1 

2. テフロンの特性 ···························································  1 

3. 健全性評価対象となるテフロン材使用機器 ··································  2 

3.1 テフロン材使用機器の抽出 ···············································  2 

3.2 健全性評価対象となるテフロン材使用機器（テフロン材使用部品） ··········  4 

4. テフロン材使用機器の健全性 ···············································  6 

4.1 テフロン使用機器の設置場所と環境条件 ··································  6 

4.2 テフロン材使用機器の放射線による劣化に対する健全性 ····················  7 

5. 結論 ····································································  12 

 

別添資料 1 ··································································  19 

別添資料 2 ··································································  20 

別添資料 3 ··································································  22 

別添資料 4 ··································································  23 

 



 

 

1 

1. 概要 

本資料は，米国 NRCより，NRC Information Notice 2014-04, “Potential for Teflon® 

Material Degradation in Containment Penetrations, Mechanical Seals and Other 

Components”, (March 26,2014)が発行され，NRCの規制要求外という位置づけで，原子炉

格納容器貫通部，エアロック，ポンプシール他に影響を及ぼすおそれのあるテフロン®

（Teflon®）材の劣化の可能性について米国の事業者等に注意喚起されたことに鑑み，島根

原子力発電所第２号機の原子炉格納容器内の機器（原子炉格納容器バウンダリ構成部を含

む。）について，テフロン®（Teflon®）材が事故時環境下において機器の健全性に影響を及

ぼすかどうかについて検討し，その結果についてまとめたものである。 

 

2. テフロンの特性 

テフロン®（Teflon®）は，フッ素樹脂の一種であり，米国デュポン社が開発したフッ素

樹脂の商標名である。一般に，テフロン®とは，PTFE（ポリテトラフルオロエチレン）のこ

とを指す。（以下「テフロン」という。） 

テフロンは，ポリエチレン-(CH2-CH2)n-の水素 Hをフッ素 Fに置き換えた-(CF2-CF2)n-

が鎖状に連なる構造で，分子量が数 100万～1000万の分子である。 

テフロンの分子は，C-F間の強い結合力により，C-F結合距離が短く，F原子が C-C鎖の

周囲を隙間なく埋め尽くした構造である。この特徴により，強い耐薬品性を有する。ま

た，F原子同士の反発により，螺旋構造となり，C-C自由回転のエネルギーが高い。その結

果，曲がりにくく剛直な分子となる。 

テフロンは，耐薬品性，耐熱性に極めて優れている。フッ素樹脂は他のプラスチックと

同様に射出成形等の成形法が適用可能なものがほとんどであるが，テフロンに関しては，

融点以上の温度であっても流動化しないため，粉末冶金に似た方法で成形される。また，

テフロンは，耐熱特性，耐化学薬品性，電気的特性，非粘着性，自己潤滑性に優れてい

る。 

テフロンの基本特性は，別添資料 1の通りである。以下，テフロンの特性について各種項

目別に説明する。 

 

耐化学薬品性 

テフロンの最大の特徴はその耐化学薬品性にある。テフロンは，ほとんどすべての酸，

アルカリ及び有機薬品に対して不活性である。耐オゾン性も良好で，耐候性についても十

年間の曝露試験に対して全く変化のないことが報告されている。吸湿性，吸水性も

0.01%/24h未満である。 

 

電気的特性 

テフロンは，その構造の対称性からも明らかな様に，無極性であって，広い周波数領域

にわたって低い誘電率を示し，絶縁抵抗や絶縁破壊の強さもプラスチック中最高水準であ

る。高温の中で，15000～20000Vの高電圧下においても高い絶縁抵抗を示し，高い耐熱性，

耐候性及び非吸湿性と相まって，非常に優れた電気絶縁材料として有用である。 
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耐熱特性 

テフロンの耐熱性もまたプラスチック中最高水準で，-100～＋260℃の広い温度範囲に

わたって長時間の使用に耐えることができる。また，用途，用法によってはさらに高温及

び低温の使用にも耐えることが確認され，特に低温では-196℃の液体窒素に使用しても常

温と同じ摩擦係数を示す。テフロンの融点は 327℃であって，これ以上の温度ではゲル状

態となって機械的性質は急激に変化する。分解開始温度は，接触表面や雰囲気に依存する

が，350～390℃程度であって，それまでの温度では，たとえ融点を超えて加熱しても形は

崩れず，常温に戻せばそのままの形で劣化は認められない。 

 

自己潤滑特性 

テフロンの摩擦係数は非常に低く，代表的な固体潤滑剤の１つに数えられる。荷重や摩

擦速度によっては，他の代表的な固体潤滑剤であるグラファイトや二硫化モリブデンより

低い摩擦係数を示す。動摩擦係数は，0.7MPa，3m/minの条件で 0.10である。 

 

機械的特性 

引張強度は 27～34MPa，伸びは 200～400%，圧縮強度は 12MPaである。 

切削性は極めて良好で，切削加工は容易である。また，温度による膨脹，収縮は金属よ

り遥かに大である。 

 

放射線照射特性 

テフロンは，放射線の作用によってテフロンの鎖状分子が切断されることにより，重合

度が低下し，脆性化することが知られている。ただし，放射線により鎖状分子が切断され

てもテフロン分子はテフロン分子のままであるため，化学的な安定性は維持され，形状も

維持される。 

別添資料 2 によると，テフロンの放射線に対する耐久性は約 2×103Gy と評価されてい

る。別添資料 3によると，引張強度は，積算線量の増加とともに徐々に低下していく。別

添資料 4 によると，気中における引張強度は，照射とともに徐々に低下する。積算線量

103Gy以上 105Gy程度までの領域では，積算線量依存性が小さくなり，未照射材の 30～40%

程度の値を維持する。 

 

3. 健全性評価対象となるテフロン材使用機器 

3.1 テフロン材使用機器の抽出 

テフロン材使用機器の抽出は，技術基準規則第 14条第 2項及び第 54条第 1項にて，設

計基準事故及び重大事故等の環境条件下において，安全設備及び重大事故等対処設備につ

いて機能を発揮できるよう要求されていることから，安全設備及び重大事故等対処設備の

うち事故時に高放射線量下で使用される原子炉格納容器内の機器及び原子炉格納容器バ

ウンダリ構成機器を対象機器とする。なお，原子炉格納容器外の高放射線量下で使用され

る機器に関しては，残留熱代替除去系や格納容器フィルタベント系が挙げられるが，これ

らの系統を構成する主要な機器である残留熱代替除去ポンプや格納容器フィルタベント



3 

系の弁及び配管継ぎ手部において，テフロン材を使用していないことを確認している。 

対象機器の中で，機器の構成部品にテフロン材が使用されている機器を抽出した結果，

表 1の機器でテフロン材を使用していることを確認した。 

表 1 テフロン材を使用している機器及びテフロン使用部品 

テフロン使用機器 テフロン使用部品 

所員用エアロック均圧弁 弁シール部のシールリング 

所員用エアロック電線管

貫通部 

シール部のシーラント，スリーブ 

中性子源領域計装／中間

領域計装 

ＴＩＰボール弁 弁シート部のシールリング，グランドシー

ル部のシール材 

制御棒駆動機構（ＣＲＤ） メタル中空Ｏリング 

なお，本資料の検討の端緒となった NRC Information Notice 2014-04では，原子炉格

納容器電線貫通部の絶縁材，余熱除去ポンプ及び格納容器スプレイポンプのメカニカルシ

ール，エアロック回りの部品（シャフト貫通部，ステムパッキン及び均圧弁），水素／酸

素フロースイッチに用いられるリード線の絶縁材，伝送器に用いられる絶縁材等にテフロ

ン材が使用されていたこと，これら部品は別材料の部品へ交換する措置が講じられたこと

が事例として紹介されているが，島根原子力発電所第２号機に関しては，原子炉格納容器

電線貫通部，残留熱除去ポンプ等にテフロン材は使用されていない。 
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3.2 健全性評価対象となるテフロン材使用機器（テフロン材使用部品） 

表 1 で抽出したテフロン材使用部品について，その部品の機能及び機器機能等への影

響の有無を表 2に示す。また，テフロン材使用機器の概要及び使用時の状態を①～⑤に示

す。 

表 2 テフロン材を使用している機器及びテフロン使用部品 

テフロン材使用機器 
部品の機能 

機器機能等＊1 

への影響 機器 部品 

所員用エアロック 

均圧弁 
シールリング 弁のシール機能 あり＊2 

所員用エアロック 

電線管貫通部 

シーラント 
電線管内部のシール

機能 
あり＊2 

スリーブ ケーブルの保持機能 なし 

中性子源領域計装／中

間領域計装 

コネクタの被水防止

機能 
なし 

ＴＩＰボール弁 

弁シート部（シー

ルリング） 
弁のシール機能 あり 

グランドシール

部 

弁グランド部のシー

ル機能 
あり 

制御棒駆動機構（ＣＲ

Ｄ） 

メタル中空Ｏリ

ング 
炉水のシール機能 なし 

注記 ＊1：当該機器の機能及び原子炉格納容器のバウンダリ機能への影響 

＊2：所員用エアロックの内外に設置されており，内外両方のシール機能が同時に

喪失した場合に原子炉格納容器のバウンダリ機能への影響が生じる 

① 所員用エアロックの均圧弁

所員用エアロックは，図 1に示す通り，原子炉格納容器に 1箇所設置されている。エ

アロックは，図 2に示す通り，中心軸を水平に配置した中空円筒構造の設備であり，円

筒の両端面に位置する隔壁にそれぞれ 1 枚ずつ扉を設けることにより，原子炉格納容

器内外を結ぶ通路として使用されるものである。 

内外 2 枚の扉を結ぶ連接機構により，少なくとも一方の扉は閉じた状態となるよう

に設計されている。閉じた状態の扉には，微圧ながら扉の両側に差圧がかかるため，図

3 に示す通り，扉 1枚ごとに 1個の均圧弁が設置されており，扉を開く際に，扉の動き

に先行して均圧弁が開くことにより，扉の差圧が解消され，その後，扉に操作力が作用

する仕組みとなっている。 

テフロン材は，図 4に示す通り，均圧弁のシールリングとして使用している。ボール

弁のシールリングは，弁が全閉状態の際，差圧によりボール型弁体が弁箱に押し付けら

れ，ボール型弁体と弁箱の当たり面をシールリングで密封する。弁には 2つのシールリ

ングが装備されているが，差圧の向きに応じて，2つあるうちの圧縮される側のシール

リングが弁の密封性を確保するように働く。この状態のシールリングに着目すると，ボ

ール型弁体にかかる差圧によりシールリングがボール型弁体から弁箱に向かって押し

付けられる作用と，ボール型弁体と弁箱の隙間領域においてシールリングにかかる差圧

でシールリングがシールリング溝に押し付けられる作用により，一方向に圧縮を受ける
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応力状態となる。 

② 所員用エアロックの電線管貫通部

所員用エアロックの内側隔壁及び外側隔壁には，通常運転時に扉の開閉表示盤へ電力

を供給するために電線管貫通部が設置されている。 

テフロン材は，図 5に示す通り，電線管貫通部の一部を構成するシーリンググランド

内のシーラント及びスリーブに使用している。 

シーリンググランド内のシーラントは，キャップを締め付けることによりシーラント

がボディに押し付けられ，シーラントとボディの当たり面で密封される。この状態のシ

ーラントに着目すると，キャップにより締め付けられボディへ押し付けられる作用と，

内部流体から押し付けられる作用により，左右二方向から圧縮を受ける応力状態となる。 

なお，スリーブについては，ケーブルの保持を目的に，ケーブルとボディ及びキャッ

プとの間に設置されており，当該機器の機能及び原子炉格納容器のバウンダリ機能に影

響する部品ではない。 

③ 中性子源領域計装／中間領域計装

中性子源領域計装／中間領域計装は，原子炉の起動時（低出力時）から中間領域（原

子炉核加運転中）にわたって，原子炉の周囲における中性子束を計測し，原子炉の状態

を監視するために設置される検出器である。各中性子束検出器は，中性子束に応じた電

気信号を出力し，その電気信号は信号ケーブルを介して計測制御系に伝送される。 

テフロン材は，図 6 に示す通り，中性子源領域計装／中間領域計装の

に使用している。 

④ ＴＩＰボール弁

移動型出力領域計装（以下「ＴＩＰ」という。）は，炉心内の軸方向及び水平方向の

中性子束分布の計測をするとともに，局部出力領域計装検出器の校正を行うために設け

られた移動式の中性子測定装置である。ＴＩＰ系統は，4系統の検出器，検出器駆動装

置，校正用導管選択装置，ＴＩＰバルブアッセンブリなどで構成されており，炉心内に

おいて中性子束分布を測定できるようになっている。ＴＩＰ系統のＴＩＰバルブアッセ

ンブリは，ＴＩＰボール弁とＴＩＰ火薬切断弁により構成されており，原子炉格納容器

バウンダリとしては，通常運転時は全閉状態であるＴＩＰボール弁により，隔離機能を

維持している。ＴＩＰの系統概略図を図 7に示す。 

テフロン材は，図 8に示す通り，ＴＩＰボール弁の弁シール部のシールリング及びグ

ランドシール部のシール材として使用している。 
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ＴＩＰボール弁の弁シール部は，ボール型弁体が上下の軸によって固定されており，

ボール型弁体の上流側と下流側に設置されたシールリングが円板バネ及び弁座押えに

よってボール型弁体に押し付けられる構造となっている。弁が全閉状態の際，流体の圧

力により上流側の弁座押えが押され，弁座押えとボール型弁体の当たり面をシールリン

グで密封する。弁には 2 つのシールリングが装備されているが，差圧の向きに応じて，

2 つあるうちの圧縮される側（上流側）のシールリングが弁の密封性を確保するように

働く。この状態のシールリングに着目すると，円板バネにより弁座押え及びシールリン

グがボール型弁体に向かって押し付けられる作用と，差圧により弁座押えがボール型弁

体に向かって押し付けられる作用により，一方向に圧縮を受ける応力状態となる。 

ＴＩＰボール弁のグランド部のシール材は，弁の軸封部に挿入し，パッキン押えによ

って締め付けることで，軸表面及び軸封部を押し付ける力を発生させ，その接触圧力で

弁内部の流体をシールしている。この状態のシール材に着目すると，パッキン押えによ

り締め付けられ軸封部に押し付けられる作用と内部流体から押し上げされる作用によ

り，上下二方向から圧縮を受ける応力状態となる。 

 

⑤ 制御棒駆動機構（ＣＲＤ） 

制御棒駆動機構（以下「ＣＲＤ」という。）は，制御棒の通常挿入，引抜き時及び異

常な運転状態時に，水圧による制御棒の挿入引抜及び急速挿入（スクラム）を行う駆動

機器である。 

テフロン材は，ＣＲＤフランジ部のメタル中空Ｏリングのテフロンコーティングに使

用している。 

メタル中空Ｏリングのテフロンコーティングについては，ＳＵＳ製のメタル中空Ｏリ

ングのシール面の表面粗さに追従させる目的で施されており，高い面圧でＣＲＤハウジ

ングフランジとＣＲＤフランジに挟まれた装着状態となっている。この状態においてＯ

リング表面のテフロンコーティングが仮に劣化したとしても，シール部はフランジから

の面圧が付加され，その場所に留まると考えるため，当該部のシール性に影響はないも

のと考える。 

 

4. テフロン材使用機器の健全性 

4.1 テフロン使用機器の設置場所と環境条件 

機器の機能及び原子炉格納容器のバウンダリ機能に影響を与える可能性がある部位に

テフロン材を使用している機器の設計基準事故及び重大事故等の環境条件下における健

全性について検討する際に考慮すべき環境条件については，技術基準規則第 14 条第 2 項

及び第 54 条第 1 項のとおり，温度，圧力，湿度，放射線，荷重，屋外天候，海水，電磁

的障害，周辺機器等からの悪影響及び冷却材の性状がある。 

これらのうち，テフロン材の特性から，材料の劣化としては，放射線による劣化が考え

られること，テフロン材使用部品の使用時の状態から圧力による影響を受けることから，

考慮すべき条件は，放射線，圧力となる。これら要素を含む通常時，設計基準事故時，重

大事故等時の環境条件を表 3に示す。 
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4.2 テフロン材使用機器の放射線による劣化に対する健全性 

(1) 所員用エアロックの均圧弁（弁シール部のシールリング） 

a. 通常運転時 

表 3の環境条件とテフロン材の放射線照射特性を比較すると，通常運転条件下では

2Gy/hであることから，通常運転期間である 13カ月間での積算線量は 20kGy程度とな

り，2×103Gyを超過する。その線量を超過して以降は，材料が未照射である場合に比

べ優位な影響が現れ，その影響としては，重合度の低下及びそれに伴うテフロン材の

機械的特性の低下（引張強度の低下，圧縮強度の低下等）がある。 

通常運転時，当該弁は閉状態を維持し，均圧弁に 2つあるシールリングのうちシー

ルしている側は 1方向に押し付けられ摺動することはないこと，均圧弁の構造上，原

子炉格納容器の内圧により 1方向に押され密着性が向上する方向の力が作用するため

シールリングの形状変化は考え難いこと，また，ボール弁の形状上，ボールとシール

リングが閉塞しておりテフロンの形状を維持できることから，シールリングの機械的

特性が低下してもシール材の自己形状は維持されると考えられる。 

さらに，別添資料 4によれば，通常運転時における積算線量（20kGy程度）の放射

線照射下においては，テフロン材の引張強度は未照射材の 30%程度まで低下すること

が示されている。テフロン材の圧縮強度についても引張応力と同程度の強度低下を示

すと仮定した場合，テフロン材の圧縮強度は 12MPaであることから（別添資料 1），通

常運転時の放射線条件下においてもテフロン材は 3.6MPa程度の圧縮強度を有している

と推定され，圧縮に対する耐性が完全に喪失することはないと考えられることから，

エアロック均圧弁のシール部の健全性は確保できると考えられる。 

なお，当該機器は 13 ヶ月毎に漏えい試験等の点検がなされ，均圧弁としての機能が

確保される保全内容となっている。 

 

b. 設計基準事故時 

設計基準事故の条件下では，事故後数日で積算線量 2×103Gyを超過する。設計基準

事故時，当該弁は閉状態を維持し，均圧弁に 2つあるシールリングのうちシールして

いる側は 1方向に押し付けられ摺動することはないこと，均圧弁の構造上，原子炉格

納容器の内圧により 1方向に押され密着性が向上する方向の力が作用するためシール

リングの形状変化は考え難いこと，また，ボール弁の形状上，ボールとシールリング

が閉塞しておりテフロンの形状を維持できることから，シールリングの機械的特性が

低下してもシール材の自己形状は維持されると考えられる。 

さらに，別添資料 4によれば，設計基準事故時における積算線量（300kGy程度）の

放射線照射下においては，テフロン材の引張強度は未照射材の 20%程度まで低下する

ことが示されている。テフロン材の圧縮強度についても引張応力と同程度の強度低下

を示すと仮定した場合，テフロン材の圧縮強度は 12MPaであることから（別添資料

1），設計基準事故時の放射線条件下においてもテフロン材は 2.4MPa程度の圧縮強度を

有していると推定され，圧縮に対する耐性が完全に喪失することはないと考えられる
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ことから，エアロック均圧弁のシール部の健全性は確保できると考えられる。 

なお，テフロン材は金属部品の内部に設置されており放射線の遮蔽が期待できること，

また，当該均圧弁は，所員用エアロックの内外に 2重に配置されており，外側の均圧弁

が設置される所員用エアロック内は，表 3 に示す原子炉格納容器内の環境よりも穏や

かであると想定されることから，設計基準事故時のテフロン材の機械的特性は上記の評

価より高く維持されることが想定される。 

 

c. 重大事故等時 

重大事故等時は設計基準事故時より厳しい環境条件となり，設計基準事故時と比較し

てテフロン材の引張強度，圧縮強度の低下がより顕著に表れる。 

重大事故等時，当該弁は閉状態を維持し，均圧弁に 2つあるシールリングのうちシー

ルしている側は 1方向に押し付けられ摺動することはないこと，均圧弁の構造上，原子

炉格納容器の内圧により 1 方向に押され密着性が向上する方向の力が作用するためシ

ールリングの形状変化は考え難いこと，また，ボール弁の形状上，ボールとシールリン

グが閉塞しておりテフロンの形状を維持できることから，シールリングの機械的特性が

低下してもシール材の自己形状は維持されると考えられる。 

さらに，別添資料 4 によれば，重大事故等時における積算線量（740kGy 程度）の放

射線照射下においては，テフロン材の引張強度は未照射材の 10%程度まで低下すること

が示されている。テフロン材の圧縮強度についても引張応力と同程度の強度低下を示す

と仮定した場合，重大事故等の放射線条件下においてもテフロン材は 1.2MPa 程度の圧

縮強度を有していると推定され，圧縮に対する耐性が完全に喪失することはないと考え

られることから，エアロック均圧弁のシール部の健全性は確保できると考えられる。 

しかしながら，重大事故等時は，設計基準事故時と比較してテフロン材の放射線によ

る劣化がより顕著になるため，島根原子力発電所第２号機においては，プラントのさら

なる安全性向上を目的に当該均圧弁のシール材を，より耐性に優れたシール材である

PEEK 材に交換している。交換後のシール材は，表 4 に示す通り重大事故等時の環境下

においても十分な耐性を有することを確認しているものである。 

 

(2) 所員用エアロックの電線管貫通部（シーラント） 

a. 通常運転時 

表 3の環境条件とテフロン材の放射線照射特性を比較すると，通常運転条件下では

2Gy/hであることから，通常運転期間である 13カ月間での積算線量は 20kGy程度とな

り，2×103Gyを超過する。その線量を超過して以降は，材料が未照射である場合に比

べ優位な影響が現れ，その影響としては，重合度の低下及びそれに伴うテフロン材の

機械的特性の低下（引張強度の低下，圧縮強度の低下等）がある。 

当該電線管貫通部のシーラントは静的シールであること，シーラントは常時ボディに

押し付けられ密着した構造となっており，原子炉格納容器の内圧が加わったとしてもシ

ーラントの形状変化は考え難いこと，また，ボディとシーラントが閉塞しておりテフロ

ンの形状を維持できることから，シーラントの機械的特性が低下してもシール材の自己
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形状は維持されると考えられる。 

さらに，別添資料 4によれば，通常運転時における積算線量（20kGy程度）の放射線

照射下においては，テフロン材の引張強度は未照射材の 30%程度まで低下することが示

されている。テフロン材の圧縮強度についても引張応力と同程度の強度低下を示すと仮

定した場合，テフロン材の圧縮強度は 12MPa であることから（別添資料 1），通常運転

時の放射線条件下においてもテフロン材は 3.6MPa 程度の圧縮強度を有していると推定

され，圧縮に対する耐性が完全に喪失することはないと考えられることから，電線管貫

通部のシール部の健全性は確保できると考えられる。 

なお，当該機器は 13 ヶ月毎に漏えい試験等の点検がなされ，電線管貫通部のシール

機能が確保される保全内容となっている。 

 

b. 設計基準事故時 

設計基準事故の条件下では，事故後数日で積算線量 2×103Gy を超過する。当該電線

管貫通部のシーラントは静的シールであること，シーラントは常時ボディに押し付けら

れ密着した構造となっており，原子炉格納容器の内圧が加わったとしてもシーラントの

形状変化は考え難いこと，また，ボディとシーラントが閉塞しておりテフロンの形状を

維持できることから，シーラントの機械的特性が低下してもシール材の自己形状は維持

されると考えられる。 

さらに，別添資料 4 によれば，設計基準事故時における積算線量（300kGy 程度）の

放射線照射下においては，テフロン材の引張強度は未照射材の 20%程度まで低下するこ

とが示されている。テフロン材の圧縮強度についても引張応力と同程度の強度低下を示

すと仮定した場合，テフロン材の圧縮強度は 12MPa であることから（別添資料 1），設

計基準事故時の放射線条件下においてもテフロン材は 2.4MPa 程度の圧縮強度を有して

いると推定され，圧縮に対する耐性が完全に喪失することはないと考えられることから，

電線管貫通部のシール部の健全性は確保できると考えられる。 

なお，テフロン材は金属部品の内部に設置されており放射線の遮蔽が期待できること，

また，当該電線管貫通部は，所員用エアロックの内外に 2重に配置されており，外側の

電線管貫通部が設置される所員用エアロック内は，表 3 に示す原子炉格納容器内の環

境よりも穏やかであると想定されることから，設計基準事故時のテフロン材の機械的特

性は上記の評価より高く維持されることが想定される。 

 

c. 重大事故等時 

重大事故等時は設計基準事故時より厳しい環境条件となり，設計基準事故時と比較し

てテフロン材の引張強度，圧縮強度の低下がより顕著に表れる。 

当該電線管貫通部のシーラントは静的シールであること，シーラントは常時ボディに

押し付けられ密着した構造となっており，原子炉格納容器の内圧が加わったとしてもシ

ーラントの形状変化は考え難いこと，また，ボディとシーラントが閉塞しておりテフロ

ンの形状を維持できることから，シーラントの機械的特性が低下してもシール材の自己

形状は維持されると考えられる。 
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さらに，別添資料 4 によれば，重大事故等時における積算線量（740kGy 程度）の放

射線照射下においては，テフロン材の引張強度は未照射材の 10%程度まで低下すること

が示されている。テフロン材の圧縮強度についても引張応力と同程度の強度低下を示す

と仮定した場合，重大事故等の放射線条件下においてもテフロン材は 1.2MPa 程度の圧

縮強度を有していると推定され，圧縮に対する耐性が完全に喪失することはないと考え

られることから，電線管貫通部のシール部の健全性は確保できると考えられる。 

しかしながら，重大事故等時は，設計基準事故時と比較してテフロン材の放射線によ

る劣化がより顕著になるため，島根原子力発電所第２号機においては，プラントのさら

なる安全性向上を目的に当該電線管貫通部のシール材を，より耐性に優れたシール材で

ある膨張黒鉛材に交換している。交換後のシール材は，表 4に示す通り重大事故等時の

環境下においても十分な耐性を有することを確認しているものである。 

 

(3) 原子炉格納容器隔離弁のうちＴＩＰボール弁（弁シール部のシールリング，グランド

シール部のシール材） 

a. 通常運転時 

表 3の環境条件とテフロン材の放射線照射特性を比較すると，通常運転条件下では

2Gy/hであることから，通常運転期間である 13カ月間での積算線量は 20kGy程度とな

り，2×103Gyを超過する。その線量を超過して以降は，材料が未照射である場合に比

べ優位な影響が現れ，その影響としては，重合度の低下及びそれに伴うテフロン材の

機械的特性の低下（引張強度の低下，圧縮強度の低下等）がある。 

通常運転時，ＴＩＰボール弁に 2つあるシールリングのうちシールしている側は，当

該弁は閉状態を維持し，1方向に押し付けられ摺動することはないこと，ＴＩＰボール

弁の構造上，原子炉格納容器の内圧により 1 方向に押され密着性が向上する方向の力

が作用するためシールリングの形状変化は考え難いこと，また，ボール弁の形状上，ボ

ールとシールリングが閉塞しておりテフロンの形状を維持できることから，シールリン

グの機械的特性が低下してもシール材の自己形状は維持されると考えられる。 

また，グランドシール部のシール材は，当該弁は閉状態を維持し摺動することはない

こと，シール材は常時軸封部に押し付けられ密着した構造となっており，原子炉格納容

器の内圧が加わったとしてもシール材の形状変化は考え難いこと，また，グランドシー

ル部の形状上，軸封部とシール材が閉塞しておりテフロンの形状を維持できることから，

シール材の機械的特性が低下してもシール材の自己形状は維持されると考えられる。 

さらに，別添資料 4によれば，通常運転時における積算線量（20kGy程度）の放射線

照射下においては，テフロン材の引張強度は未照射材の 30%程度まで低下することが示

されている。テフロン材の圧縮強度についても引張応力と同程度の強度低下を示すと仮

定した場合，テフロン材の圧縮強度は 12MPa であり（別添資料 1），通常運転時の放射

線条件下においてもテフロン材は 3.6MPa 程度の圧縮強度を有していると推定され，圧

縮に対する耐性が完全に喪失することはないと考えられることから，ＴＩＰボール弁の

シール部の健全性は確保できると考えられる。 

なお，当該機器は 13 ヶ月毎に漏えい試験等の点検がなされ，ボール弁としての機能
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が確保される保全内容となっている。 

 

b. 設計基準事故時 

設計基準事故の条件下では，事故後数日で積算線量 2×103Gy を超過する。設計基準

事故時，ＴＩＰボール弁に 2つあるシールリングのうちシールしている側は，当該弁は

閉状態を維持し，1方向に押し付けられ摺動することはないこと，ＴＩＰボール弁の構

造上，原子炉格納容器の内圧により 1 方向に押され密着性が向上する方向の力が作用

するためシールリングの形状変化は考え難いこと，また，ボール弁の形状上，ボールと

シールリングが閉塞しておりテフロンの形状を維持できることから，シールリングの機

械的特性が低下してもシール材の自己形状は維持されると考えられる。 

また，グランドシール部のシール材は，当該弁は閉状態を維持し摺動することはない

こと，シール材は常時軸封部に押し付けられ密着した構造となっており，原子炉格納容

器の内圧が加わったとしてもシール材の形状変化は考え難いこと，また，グランドシー

ル部の形状上，軸封部とシール材が閉塞しておりテフロンの形状を維持できることから，

シール材の機械的特性が低下してもシール材の自己形状は維持されると考えられる。 

さらに，別添資料 4 によれば，設計基準事故時における積算線量（300kGy 程度）の

放射線照射下においては，テフロン材の引張強度は未照射材の 20%程度まで低下するこ

とが示されている。テフロン材の圧縮強度についても引張応力と同程度の強度低下を示

すと仮定した場合，テフロン材の圧縮強度は 12MPa であり（別添資料 1），設計基準事

故時の放射線条件下においてもテフロン材は 2.4MPa 程度の圧縮強度を有していると推

定され，圧縮に対する耐性が完全に喪失することはないと考えられることから，ＴＩＰ

ボール弁のシール部の健全性は確保できると考えられる。 

なお，テフロン材は金属部品の内部に設置されており放射線の遮蔽が期待できること，

また，当該弁は，原子炉格納容器外に設置されており，表 3に示す原子炉格納容器内の

環境よりも穏やかであることから，設計基準事故時のテフロン材の機械的特性は上記の

評価より高く維持されることが想定される。 

 

c. 重大事故等時 

重大事故等時は設計基準事故時より厳しい環境条件となり，設計基準事故時と比較し

てテフロン材の引張強度，圧縮強度の低下がより顕著に表れる。 

重大事故等時，当該弁は閉状態を維持し，ＴＩＰボール弁に 2つあるシールリングの

うちシールしている側は 1 方向に押し付けられ摺動することはないこと，ＴＩＰボー

ル弁の構造上，原子炉格納容器の内圧により 1 方向に押され密着性が向上する方向の

力が作用するためシールリングの形状変化は考え難いこと，また，ボール弁の形状上，

ボールとシールリングが閉塞しておりテフロンの形状を維持できることから，シールリ

ングの機械的特性が低下してもシール材の自己形状は維持されると考えられる。 

また，グランドシール部のシール材は，当該弁は閉状態を維持し摺動することはない

こと，シール材は常時軸封部に押し付けられ密着した構造となっており，原子炉格納容

器の内圧が加わったとしてもシール材の形状変化は考え難いこと，また，グランドシー
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ル部の形状上，軸封部とシール材が閉塞しておりテフロンの形状を維持できることから，

シール材の機械的特性が低下してもシール材の自己形状は維持されると考えられる。 

さらに，別添資料 4 によれば，重大事故等時における積算線量（740kGy 程度）の放

射線照射下においては，テフロン材の引張強度は未照射材の 10%程度まで低下すること

が示されている。テフロン材の圧縮強度についても引張応力と同程度の強度低下を示す

と仮定した場合，重大事故等の放射線条件下においてもテフロン材は 1.2MPa 程度の圧

縮強度を有していると推定され，圧縮に対する耐性が完全に喪失することはないと考え

られることから，ＴＩＰボール弁のシール部の健全性は確保できると考えられる。 

しかしながら，重大事故等時は，設計基準事故時と比較してテフロン材の放射線によ

る劣化がより顕著になることから，当該ボール弁の放射線下における健全性を向上する

ことで，プラント安全性の向上を図ることとし，使用前検査までにより耐性に優れたシ

ール材として改良ＥＰＤＭ材に交換する。交換後のシール材は，表 4に示す通り重大事

故等時の環境下においても十分な耐性を有することを確認しているものである。 

 

5. 結論 

島根原子力発電所第２号機の原子炉格納容器内及び原子炉格納容器隔離弁に使用されて

いるテフロン材に関しては，4.2項に示す健全性評価結果に基づき，設計基準事故及び重大

事故等のいずれの事故環境下であっても，プラント安全性に影響を及ぼさないものと判断で

きる。さらに，安全上の機能を有するものについては耐環境性に優れたシール材に交換する

ことで，プラント安全性の更なる向上を図っている。 

以上 
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表 3 原子炉格納容器内で使用されるテフロン材の健全性評価用環境条件 

温度 圧力 放射線 

通常時 65℃ 13.8kPa 2Gy/h 

設計基準事故時 171℃ 0.427MPa 300kGy/6 ヶ月 

重大事故等時 200℃ 0.853MPa 740kGy/7 日 

表 4 交換後のシール材の耐環境性 

設備 交換後のシール材 耐熱性 耐放射線性 

所員用エアロック均圧弁 ＰＥＥＫ材 250℃ 約 10MGy 

所員用エアロック電線管

貫通部 

膨張黒鉛材 400℃程度 約 15MGy 

ＴＩＰボール弁 改良ＥＰＤＭ材 200℃＊ ＊

   注記＊：圧縮永久ひずみ試験を行い，材質の劣化がないことを確認した条件を示す。 
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図 1 原子炉格納容器の概要図 

 

 

 

 

図 2 所員用エアロックの構造図 

  

 

所員用エアロック 

機器搬入口 
原子炉格納容器隔離弁 

サプレッションチェンバ 

ドライウェル主フランジ ドライウェル 

配管貫通部 

ベント管 

電気配線貫通部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

均圧弁 

原子炉格納容器外側  原子炉格納容器内側 

円筒胴 

注記：赤枠は，テフロン材使用箇所を示す。 

均圧弁 

電線貫通部 

（外側扉） 

3本 

電線貫通部 

（内側扉） 

2本 

電線貫通部 

注：赤枠は，テフロン材使用箇所を示す。 



 

 

15 

 

図 3 所員用エアロックにおける均圧弁の位置 

 

 

 

注：橙枠は，テフロン材からＰＥＥＫ材に交換した箇所を示す。 

図 4 所員用エアロック均圧弁の構造図 
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注：赤枠は，テフロン材使用箇所，橙枠はテフロン材から膨張黒鉛に交換した箇所を示す。 

図 5 所員用エアロック電線管貫通部の構造図 

図 6 中性子源領域計装／中間領域計装の取付部の概略図 

テフロンスリーブ 
キャップ 

ピン インシュレータ No.2 

ボディ 

インシュレータ No.1 

テフロンスリーブ 

テフロンシーラント 

カプトン®被覆電線 
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図 7 ＴＩＰの系統概略図 

 

 

 

 

注：橙枠は，テフロン材から改良ＥＰＤＭ材に交換した箇所を示す。 

図 8 ＴＩＰボール弁の構造図 

  

TIP駆動系統＊

＊：TIP駆動系統は1系統の系統構

成を示す。TIP駆動系統は4系統で

構成されていることから、TIPボール

弁は径4個（各系統1個）設置されて

いる。

グランドシール

弁シート部（シールリング）

弁ふたシール

弁ふたシール
グランドシール
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注：赤枠は，テフロン材使用箇所を示す。 

図 9 制御棒駆動機構(ＣＲＤ)の構造図 

  

メタル中空Oリング

CRDハウジング

フランジ

CRDフランジ
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別添資料 3 

 

 

 

 

 

 

出典：W.W. Parkinson and O.Sisman，The Use of Plastics and Elastomers in Nuclear 

Radiation, Nuclear Engineering and Design 17(1971)247-280 
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別添資料 4 

 

 

 

 

 

出典：W.W. Parkinson and W.K. Kirkland, The Effect of Air on the Radiation-Induced 

Degradation of Polytetrafluoroethylene(Teflon), USAEC Report ORNL-TM-1757, Oak 

Ridge National Laboratory, February 1967 

 

 

 

通常運転時における 13カ月間積算線量 

102         103         104         105         106 

 

[Gy]（100[rad]＝1[Gy]で単位換算） 

：積算線量依存性が小さい領域 

30% 

20% 

10% 



 

 

8.【「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関す

る規則」の第54条及び第59条から第77条に基づく主要な重

大事故等対処設備一覧表】 
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（第 54条） 重大事故等対処設備 

機能 
機能喪失を想定する主要な 

設計基準事故対処設備＊1，＊2 

機能を代替する主要な重大事故等 

対処施設（既設＋新設） 

常設 

可搬 
共用 

アクセスルート確保 － ホイールローダ＊3 可搬 × 

注記＊1 ：重大事故緩和設備が有する機能についてはその代替機能を有する設計基準事故対処設備等がないため「―」と 

する。 

＊2 ：（ ）付の設備は重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため共通要因による機能喪失 

を想定していない。 

＊3 ：防止でも緩和でもない設備 

 

  



 

2 
 

 
（第 59条） 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

機能 
機能喪失を想定する主要な 
設計基準事故対処設備＊1，＊2 

機能を代替する主要な重大事故等 
対処施設（既設＋新設） 

常設 

可搬 
共用 

代替制御棒挿入機能による制

御棒緊急挿入 
原子炉保護系 

ＡＴＷＳ緩和設備 

（代替制御棒挿入機能）＊3 
常設 × 

制御棒 常設 × 

制御棒駆動機構 常設 × 

制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット 常設 × 

原子炉再循環ポンプ停止によ

る原子炉出力抑制 

原子炉保護系， 
制御棒， 

制御棒駆動水圧系 

ＡＴＷＳ 緩和設備（代替原子炉再循

環ポンプトリップ機能）＊3 
常設 × 

ほう酸水注入 

原子炉保護系， 
制御棒， 

制御棒駆動水圧系 

－ 

ほう酸水注入ポンプ 常設 × 

ほう酸水貯蔵タンク 常設 × 

出力急上昇の防止 自動減圧系 

自動減圧起動阻止スイッチ＊3 常設 × 

代替自動減圧起動阻止スイッチ＊3 常設 × 

注記＊1 ：重大事故緩和設備が有する機能についてはその代替機能を有する設計基準事故対処設備等がないため「―」と 

する。 

＊2 ：（ ）付の設備は重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため共通要因による機能喪失 

を想定していない。 

＊3 ：機能維持に期待する空調設備の重大事故等時における設計上の考慮について添付資料1 に示す。 

  



 

3 
 

 
（第 60条） 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

機能 
機能喪失を想定する主要な 
設計基準事故対処設備＊1，＊2 

機能を代替する主要な重大事故等 
対処施設（既設＋新設） 

常設 

可搬 
共用 

高圧原子炉代替注水系による

原子炉の冷却 

高圧炉心スプレイ系， 
原子炉隔離時冷却系 

－ 
高圧原子炉代替注水ポンプ 常設 × 

（サプレッションチェンバ） 

復水貯蔵タンク 
サプレッションチェンバ[水源] 常設 × 

原子炉隔離時冷却系による原
子炉の冷却 

（原子炉隔離時冷却系）  
高圧炉心スプレイ系 

原子炉隔離時冷却ポンプ 常設 × 

（サプレッションチェンバ） 

復水貯蔵タンク 
サプレッションチェンバ［水源］ 常設 × 

高圧炉心スプレイ系による原
子炉の冷却 

（高圧炉心スプレイ系） 
原子炉隔離時冷却系 

高圧炉心スプレイポンプ＊3 常設 × 

（サプレッションチェンバ） 
復水貯蔵タンク 

サプレッションチェンバ［水源］ 常設 × 

ほう酸水注入系による進展抑

制 

原子炉保護系， 
制御棒， 

制御棒駆動水圧系 

ほう酸水注入ポンプ 常設 × 

ほう酸水貯蔵タンク 常設 × 

注記＊1 ：重大事故緩和設備が有する機能についてはその代替機能を有する設計基準事故対処設備等がないため「―」と 

する。 

＊2 ：（ ）付の設備は重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため共通要因による機能喪失 

を想定していない。 

＊3 ：機能維持に期待する空調設備の重大事故等時における設計上の考慮について添付資料 1 に示す。 
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（第 61条） 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

機能 
機能喪失を想定する主要な 

設計基準事故対処設備＊1，＊2 

機能を代替する主要な重大事故等 

対処施設（既設＋新設） 

常設 

可搬 
共用 

逃がし安全弁 

（逃がし安全弁） 
－ 

逃がし安全弁 常設 × 

（アキュムレータ） 

－ 

逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュム

レータ 
常設 × 

原子炉減圧の自動化 

※自動減圧機能付き逃がし安
全弁のみ 

自動減圧系 

代替自動減圧ロジック 
（代替自動減圧機能）＊4 

常設 × 

自動減圧起動阻止スイッチ＊4 常設 × 

代替自動減圧起動阻止スイッチ＊4 常設 × 

可搬型直流電源による減圧 

非常用直流電源設備（A系及び HPCS
系） 

高圧発電機車 可搬型 × 

B1-115V系充電器（SA）＊4 常設 × 

SA用 115V系充電器＊4 常設 × 

230V系充電器（常用）＊4 常設 × 

ガスタービン発電機用軽油タンク 常設 × 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 常設 × 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 常設 × 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 常設 × 

タンクローリ 可搬型 × 

A-115V系蓄電池， 

B-115V系蓄電池， 
B1-115V系蓄電池（SA） 

SRV用電源切替盤＊4 常設 × 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池
による減圧 

A-115V系蓄電池， 

B-115V系蓄電池， 
B1-115V系蓄電池（SA） 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤
室） 

可搬型 × 

逃がし安全弁窒素ガス供給系 （アキュムレータ） 逃がし安全弁用窒素ガスボンベ 可搬型 × 

注記＊1 ：重大事故緩和設備が有する機能についてはその代替機能を有する設計基準事故対処設備等がないため「―」と 

する。 

＊2 ：（ ）付の設備は重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため共通要因による機能喪失 

を想定していない。 

＊3 ：減圧を行う設備ではないが，インターフェイスシステムLOCA 発生時に現場での手動操作により隔離し，漏え 

い抑制のための減圧を不要とするための設備 

＊4 ：機能維持に期待する空調設備の重大事故等時における設計上の考慮について添付資料1 に示す。 
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（第 61条） 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

機能 
機能喪失を想定する主要な 

設計基準事故対処設備＊1，＊2 

機能を代替する主要な重大事故等 

対処施設（既設＋新設） 

常設 

可搬 
共用 

インターフェイスシステム

LOCA 隔離弁＊3 

（残留熱除去系注水弁） 
残留熱除去系注水弁（MV222-

5A,5B,5C） 
常設 × 

（低圧炉心スプレイ系注水弁） 
低圧炉心スプレイ系注水弁（MV223-

2） 
常設 × 

原子炉建物燃料取替階ブロー

アウトパネル 
－ 

原子炉建物燃料取替階 

ブローアウトパネル 
常設 × 

注記＊1 ：重大事故緩和設備が有する機能についてはその代替機能を有する設計基準事故対処設備等がないため「―」と 

する。 

＊2 ：（ ）付の設備は重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため共通要因による機能喪失 

を想定していない。 

＊3 ：減圧を行う設備ではないが，インターフェイスシステムLOCA 発生時に現場での手動操作により隔離し，漏え 

い抑制のための減圧を不要とするための設備 
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（第 62条） 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

機能 
機能喪失を想定する主要な 

設計基準事故対処設備＊1，＊2 

機能を代替する主要な重大事故等 

対処施設（既設＋新設） 

常設 

可搬 
共用 

低圧原子炉代替注水系（常
設）による原子炉の冷却 
※水源は淡水貯水槽及び海を

使用 

残留熱除去系（低圧注水モード） 

低圧炉心スプレイ系 
－ 

低圧原子炉代替注水ポンプ＊3 常設 × 

（サプレッションチェンバ） 

復水貯蔵タンク 
－ 

低圧原子炉代替注水槽[水源] 常設 × 

低圧原子炉代替注水系（可搬
型）による原子炉の冷却 
※水源は淡水貯水槽及び海を

使用 

残留熱除去系（低圧注水モード） 

低圧炉心スプレイ系 
－ 

大量送水車 可搬型 × 

可搬型ストレーナ 可搬型 × 

低圧炉心スプレイ系による低
圧注水 

（低圧炉心スプレイ系） 
残留熱除去系（低圧注水モード） 

低圧炉心スプレイポンプ＊4 常設 × 

（サプレッションチェンバ） 
復水貯蔵タンク 

サプレッションチェンバ［水源］ 常設 × 

残留熱除去系（低圧注水モー
ド）による低圧注水 

低圧炉心スプレイ系 
（残留熱除去系（低圧注水モード）） 

残留熱除去ポンプ＊3 常設 × 

（サプレッションチェンバ） 
復水貯蔵タンク 

サプレッションチェンバ［水源］ 常設 × 

残留熱除去系（原子炉停止時

冷却モード）による原子炉停
止時冷却 

（残留熱除去系（原子炉停止時冷却モ
ード）） 

残留熱除去ポンプ＊3 常設 × 

残留熱除去系熱交換器＊3 常設 × 

原子炉補機冷却系（原子炉

補機海水系を含む。） 
※水源は海を使用 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系
を含む。） 

原子炉補機冷却水ポンプ＊3 常設 × 

原子炉補機海水ポンプ 常設 × 

原子炉補機冷却系熱交換器＊3 常設 × 

低圧原子炉代替注水系（常
設）による残存溶融炉心の冷

却 
※水源は淡水貯水槽及び海を
使用 

－ 

低圧原子炉代替注水ポンプ＊3 常設 × 

低圧原子炉代替注水槽[水源] 常設 × 

低圧原子炉代替注水系（可搬

型）による残存溶融炉心の冷
却 
※水源は淡水貯水槽及び海を

使用 

－ 

大量送水車 可搬型 × 

可搬型ストレーナ 可搬型 × 

注記＊1 ：重大事故緩和設備が有する機能についてはその代替機能を有する設計基準事故対処設備等がないため「―」と 

する。 

＊2 ：（ ）付の設備は重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため共通要因による機能喪失 

を想定していない。 

＊3 ：機能維持に期待する空調設備の重大事故等時における設計上の考慮について添付資料1に示す。 
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（第 63条） 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

機能 
機能喪失を想定する主要な 

設計基準事故対処設備＊1，＊2 

機能を代替する主要な重大事故等 

対処施設（既設＋新設） 

常設 

可搬 
共用 

原子炉補機代替冷却系による

除熱 
※水源は海を使用 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系
を含む。） 

移動式代替熱交換設備 可搬型 × 

移動式代替熱交換設備ストレーナ 可搬型 × 

大型送水ポンプ車 可搬型 × 

格納容器フィルタベント系に

よる原子炉格納容器内の減圧
及び除熱 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）

及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海
水系を含む。） 

第１ベントフィルタスクラバ容器 常設 × 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容
器 

常設 × 

圧力開放板 常設 × 

遠隔手動弁操作機構＊3 常設 × 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 常設 × 

配管遮蔽 常設 × 

－ 

可搬式窒素供給装置 可搬型 × 

第１ベントフィルタ出口放射線モニ
タ（高レンジ・低レンジ） 

常設 × 

注記＊1 ：重大事故緩和設備が有する機能についてはその代替機能を有する設計基準事故対処設備等がないため「―」と 

する。 

＊2 ：（ ）付の設備は重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため共通要因による機能喪失 

を想定していない。 

＊3 ：機能維持に期待する空調設備の重大事故等時における設計上の考慮について添付資料1に示す。 
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（第 63条） 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

機能 
機能喪失を想定する主要な 

設計基準事故対処設備＊1，＊2 

機能を代替する主要な重大事故等 

対処施設（既設＋新設） 

常設 

可搬 
共用 

原子炉停止時冷却 

（残留熱除去系（原子炉停止時冷却モ

ード）） 
 

残留熱除去ポンプ＊3 常設 × 

残留熱除去系熱交換器 常設 × 

残留熱除去系（格納容器冷却

モード）による原子炉格納容
器内の冷却 

（残留熱除去系（格納容器冷却モー
ド）） 

残留熱除去ポンプ＊3 常設 × 

残留熱除去系熱交換器 常設 × 

（サプレッションチェンバ） 
復水貯蔵タンク 

サプレッションチェンバ［水源］ 常設 × 

残留熱除去系（サプレッショ

ンプール水冷却モード）によ
るサプレッションチェンバプ
ール水の冷却 

（残留熱除去系（サプレッション 
プール水冷却モード）） 

残留熱除去ポンプ＊3 常設 × 

残留熱除去系熱交換器 常設 × 

（サプレッションチェンバ） 

復水貯蔵タンク 
サプレッションチェンバ［水源］ 常設 × 

原子炉補機冷却系（原子炉補
機海水系を含む。） 
※水源は海を使用 

原子炉補機冷却系 

（原子炉補機海水系を含む。） 

原子炉補機冷却水ポンプ＊3 常設 × 

原子炉補機海水ポンプ 常設 × 

原子炉補機冷却系熱交換器＊3 常設 × 

高圧炉心スプレイ補機冷却系
（高圧炉心スプレイ補機海水

系を含む。） 
※水源は海を使用 

高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉

心スプレイ補機海水系を含む。） 

高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ 常設 × 

高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ 常設 × 

高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換

器 
常設 × 

注記＊1 ：重大事故緩和設備が有する機能についてはその代替機能を有する設計基準事故対処設備等がないため「―」と 

する。 

＊2 ：（ ）付の設備は重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため共通要因による機能喪失 

を想定していない。 

＊3 ：機能維持に期待する空調設備の重大事故等時における設計上の考慮について添付資料 1 に示す。 
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（第 64条） 原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

機能 
機能喪失を想定する主要な 

設計基準事故対処設備＊1，＊2 

機能を代替する主要な重大事故等 

対処施設（既設＋新設） 

常設 

可搬 
共用 

格納容器代替スプレイ系（常
設）による原子炉格納容器内

の冷却 
※水源は淡水貯水槽及び海を
使用 

残留熱除去系（格納容器冷却モード） 
－ 

低圧原子炉代替注水ポンプ＊3 常設 × 

（サプレッションチェンバ） 

復水貯蔵タンク 
－ 

低圧原子炉代替注水槽 
[水源] 

常設 × 

格納容器代替スプレイ系
（可搬型）による原子炉格

納容器内の冷却 
※水源は淡水貯水槽及び海
を使用 

残留熱除去系（格納容器冷却モード） 
－ 

大量送水車 可搬型 × 

可搬型ストレーナ 可搬型 × 

残留熱除去系（格納容器冷却

モード）による原子炉格納容
器内の冷却 

残留熱除去系（格納容器冷却モード） 

残留熱除去ポンプ＊3 常設 × 

残留熱除去系熱交換器 常設 × 

（サプレッションチェンバ） 
復水貯蔵タンク 

サプレッションチェンバ[水源] 常設 × 

残留熱除去系（サプレッシ
ョンプール水冷却モード）
による原子炉格納容器内の

冷却 

（残留熱除去系（サプレッション 
プール水冷却モード）） 

残留熱除去ポンプ＊3 常設 × 

残留熱除去系熱交換器 常設 × 

（サプレッションチェンバ） 
復水貯蔵タンク 

サプレッションチェンバ［水源］ 常設 × 

原子炉補機冷却系（原子炉補

機海水系を含む。） 
※水源は海を使用 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系
を含む。） 

原子炉補機冷却水ポンプ＊3 常設 × 

原子炉補機海水ポンプ 常設 × 

原子炉補機冷却系熱交換器＊3 常設 × 

注記＊1 ：重大事故緩和設備が有する機能についてはその代替機能を有する設計基準事故対処設備等がないため「―」と 

する。 

＊2 ：（ ）付の設備は重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため共通要因による機能喪失 

を想定していない。 

＊3 ：機能維持に期待する空調設備の重大事故等時における設計上の考慮について添付資料 1に示す。 
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（第 65条） 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

機能 
機能喪失を想定する主要な 

設計基準事故対処設備＊1，＊2 

機能を代替する主要な重大事故等 

対処施設（既設＋新設） 

常設 

可搬 
共用 

格納容器フィルタベント系

による原子炉格納容器内の
減圧及び除熱 

－ 

第１ベントフィルタスクラバ容器 常設 × 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容
器 

常設 × 

圧力開放板 常設 × 

第１ベントフィルタ出口放射線モニ
タ（高レンジ・低レンジ） 

常設 × 

遠隔手動弁操作機構＊3 常設 × 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 常設 × 

配管遮蔽 常設 × 

可搬式窒素供給装置 可搬型 × 

残留熱代替除去系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 

－ 

残留熱代替除去ポンプ 常設 × 

残留熱除去系熱交換器 常設 × 

サプレッションチェンバ［水源］ 常設 × 

残留熱代替除去系による原子

炉格納容器内の減圧及び除熱 
※水源は海を使用 

移動式代替熱交換設備 可搬型 × 

移動式代替熱交換設備ストレーナ 可搬型 × 

大型送水ポンプ車 可搬型 × 

注記＊1 ：重大事故緩和設備が有する機能についてはその代替機能を有する設計基準事故対処設備等がないため「―」と 

する。 

＊2 ：（ ）付の設備は重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため共通要因による機能喪失 

を想定していない。 

＊3 ：機能維持に期待する空調設備の重大事故等時における設計上の考慮について添付資料 1に示す。 
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（第 66条） 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

機能 
機能喪失を想定する主要な 

設計基準事故対処設備＊1，＊2 

機能を代替する主要な重大事故等 

対処施設（既設＋新設） 

常設 

可搬 
共用 

ペデスタル代替注水系（常
設）による原子炉格納容器下

部への注水 
※水源は淡水貯水槽及び海を
使用 

－ 

低圧原子炉代替注水ポンプ＊3 常設 × 

コリウムシールド 常設 × 

低圧原子炉代替注水槽[水源] 常設 × 

格納容器代替スプレイ系（可
搬型）による原子炉格納容器

下部への注水 
※水源は淡水貯水槽及び海を
使用 

－ 

大量送水車 可搬型 × 

コリウムシールド 可搬型 × 

可搬型ストレーナ 可搬型 × 

ペデスタル代替注水系（可搬
型）によるによる原子炉格納

容器下部への注水 
※水源は淡水貯水槽及び海を
使用 

－ 

大量送水車 可搬型 × 

コリウムシールド 常設 × 

可搬型ストレーナ 可搬型 × 

溶融炉心の落下遅延及び防止 

－ 

高圧原子炉代替注水ポンプ 常設 × 

サプレッションチェンバ[水源] 常設 × 

ほう酸水注入ポンプ 常設 × 

ほう酸水貯蔵タンク 常設 × 

溶融炉心の落下遅延及び防止 

※水源は淡水貯水槽及び海を
使用 

低圧原子炉代替注水ポンプ＊3 常設 × 

低圧原子炉代替注水槽[水源] 常設 × 

大量送水車 可搬型 × 

可搬型ストレーナ 可搬型 × 

注記＊1 ：重大事故緩和設備が有する機能についてはその代替機能を有する設計基準事故対処設備等がないため「―」と 

する。 

＊2 ：（ ）付の設備は重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため共通要因による機能喪失 

を想定していない。 

＊3 ：機能維持に期待する空調設備の重大事故等時における設計上の考慮について添付資料1に示す。 
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（第 67条） 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

機能 
機能喪失を想定する主要な 

設計基準事故対処設備＊1，＊2 

機能を代替する主要な重大事故等 

対処施設（既設＋新設） 

常設 

可搬 
共用 

原子炉格納容器内不活性化に
よる原子炉格納容器水素爆発
防止 

－ （窒素ガス制御系） 常設 × 

窒素ガス代替注入系による原
子炉格納容器内の不活性化 

－ 可搬式窒素供給装置 可搬型 × 

格納容器フィルタベント系に

よる原子炉格納容器内の水素
ガス及び酸素ガスの排出 

可燃性ガス濃度制御系 

第１ベントフィルタスクラバ容器 常設 × 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容
器 

常設 × 

圧力開放板 常設 × 

－ 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 可搬型 × 

第１ベントフィルタ出口放射線モニ

タ（高レンジ・低レンジ） 
常設 × 

遠隔手動弁操作機構＊3 常設 × 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 常設 × 

配管遮蔽 常設 × 

可搬式窒素供給装置 可搬型 × 

水素濃度及び酸素濃度の監視 

格納容器水素濃度 格納容器水素濃度（ＳＡ） 常設 × 

（格納容器水素濃度） 格納容器水素濃度（Ｂ系）＊3 常設 × 

格納容器酸素濃度 格納容器酸素濃度（ＳＡ） 常設 × 

（格納容器酸素濃度） 格納容器酸素濃度（Ｂ系）＊3 常設 × 

注記＊1 ：重大事故緩和設備が有する機能についてはその代替機能を有する設計基準事故対処設備等がないため「―」と 

する。 

＊2 ：（ ）付の設備は重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため共通要因による機能喪失 

を想定していない。 

＊3 ：機能維持に期待する空調設備の重大事故等時における設計上の考慮について添付資料 1に示す。 
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（第 68条） 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備 

機能 
機能喪失を想定する主要な 

設計基準事故対処設備＊1，＊2 

機能を代替する主要な重大事故等 

対処施設（既設＋新設） 

常設 

可搬 
共用 

静的触媒式水素処理装置によ
る水素濃度抑制 

－ 

静的触媒式水素処理装置 常設 × 

静的触媒式水素処理装置入口温度 常設 × 

静的触媒式水素処理装置出口温度 常設 × 

原子炉建物原子炉棟［流路］ 常設 × 

原子炉建物内の水素濃度監視 － 原子炉建物水素濃度 常設 × 

格納容器フィルタベント系に
よる原子炉格納容器内の水素
ガス及び酸素ガスの排出 

－ 

第１ベントフィルタスクラバ容器 常設 × 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容
器 

常設 × 

圧力開放板 常設 × 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 可搬型 × 

第１ベントフィルタ出口放射線モニ
タ（高レンジ・低レンジ） 

常設 × 

遠隔手動弁操作機構＊3 常設 × 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 常設 × 

配管遮蔽 常設 × 

可搬式窒素供給装置 可搬型 × 

注記＊1 ：重大事故緩和設備が有する機能についてはその代替機能を有する設計基準事故対処設備等がないため「―」と 

する。 

＊2 ：（ ）付の設備は重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため共通要因による機能喪失 

を想定していない。 

＊3 ：機能維持に期待する空調設備の重大事故等時における設計上の考慮について添付資料1に示す。 
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（第 69条） 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備 

機能 
機能喪失を想定する主要な 

設計基準事故対処設備＊1，＊2 

機能を代替する主要な重大事故等 

対処施設（既設＋新設） 

常設 

可搬 
共用 

燃料プールスプレイ系（常設
スプレイヘッダ）による燃料

プール注水及びスプレイ 
※水源は淡水貯水槽及び海を
使用 

残留熱除去系（燃料プール冷却及び補
給） 

燃料プール冷却系 

－ 

大量送水車 可搬型 × 

可搬型ストレーナ 可搬型 × 

常設スプレイヘッダ 常設 × 

燃料プールスプレイ系（可搬
型スプレイノズル）による燃

料プール注水及びスプレイ 
※水源は淡水貯水槽及び海を
使用 

残留熱除去系（燃料プール冷却及び補
給） 

燃料プール冷却系 

－ 

大量送水車 可搬型 × 

可搬型ストレーナ 可搬型 × 

可搬型スプレイノズル 可搬型 × 

大気への放射性物質の拡散抑

制 
※水源は海を使用 

－ 

大型送水ポンプ車 可搬型 × 

放水砲 可搬型 × 

燃料プールの監視 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 
燃料プール水位＊4 
燃料プール温度＊4 

燃料プール冷却ポンプ入口温度＊4 
原子炉建物放射線モニタ（燃料取替階

エリア）＊4 

燃料取替階放射線モニタ＊4 

燃料プール水位（ＳＡ） 常設 × 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 常設 × 

燃料プールエリア放射線モニタ（高
レンジ・低レンジ）（ＳＡ） 

常設 × 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 

（燃料プール監視カメラ用冷却設備
を含む。） 

常設 × 

燃料プール冷却系による燃料
プールの除熱 

残留熱除去系（燃料プール冷却及び補

給） 
（燃料プール冷却系） 

燃料プール冷却ポンプ＊3 常設 × 

燃料プール冷却系熱交換器 常設 × 

燃料プール冷却系による燃料

プールの除熱 
※水源は海を使用 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系
を含む。） 

移動式代替熱交換設備 可搬型 × 

移動式代替熱交換設備ストレーナ 可搬型 × 

大型送水ポンプ車 可搬型 × 

注記＊1 ：重大事故緩和設備が有する機能についてはその代替機能を有する設計基準事故対処設備等がないため「―」と 

する。 

＊2 ：（ ）付の設備は重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため共通要因による機能喪失 

を想定していない。 

＊3 ：機能維持に期待する空調設備の重大事故等時における設計上の考慮について添付資料1に示す。 

＊4 ：個数と設置場所を添付資料 2に示す。 
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（第 70条） 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 

機能 
機能喪失を想定する主要な 

設計基準事故対処設備＊1，＊2 

機能を代替する主要な重大事故等 

対処施設（既設＋新設） 

常設 

可搬 
共用 

大気への放射性物質の拡散抑

制 
※水源は海を使用 

－ 

大型送水ポンプ車 可搬型 × 

放水砲 可搬型 × 

海洋への放射性物質の拡散抑
制 

－ 

放射性物質吸着材 可搬型 × 

シルトフェンス 可搬型 × 

小型船舶 可搬型 × 

航空機燃料火災への泡消火 
※水源は海を使用 

－ 

大型送水ポンプ車 可搬型 × 

放水砲 可搬型 × 

泡消火薬剤容器 可搬型 × 

注記＊1 ：重大事故緩和設備が有する機能についてはその代替機能を有する設計基準事故対処設備等がないため「―」と 

する。 

＊2 ：（ ）付の設備は重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため共通要因による機能喪失 

を想定していない。 
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（第 71条） 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

機能 
機能喪失を想定する主要な 

設計基準事故対処設備＊1，＊2 

機能を代替する主要な重大事故等 

対処施設（既設＋新設） 

常設 

可搬 
共用 

重大事故等収束のための水源 

※水源は淡水貯水槽及び海を

使用 

（サプレッションチェンバ） 

復水貯蔵タンク 

－ 

低圧原子炉代替注水槽 常設 × 

サプレッションチェンバ 常設 × 

構内監視カメラ（ガスタービン発電
機建物屋上） 

常設 × 

重大事故等収束のための水源 － ほう酸水貯蔵タンク 常設 × 

水の供給 

※水源は淡水貯水槽及び海を
使用 

－ 

大量送水車＊3 可搬型 × 

大量送水車＊4 可搬型 × 

可搬型ストレーナ 可搬型 × 

注記＊1 ：重大事故緩和設備が有する機能についてはその代替機能を有する設計基準事故対処設備等がないため「―」と 

する。 

＊2 ：（ ）付の設備は重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため共通要因による機能喪失 

を想定していない。 

＊3 ：海から輪谷貯水槽への補給用 

＊4 ：輪谷貯水槽又は，海から低圧原子炉代替注水槽への補給用 
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（第 72条） 電源設備 

機能 
機能喪失を想定する主要な 

設計基準事故対処設備＊1，＊2 

機能を代替する主要な重大事故等 

対処施設（既設＋新設） 

常設 

可搬 
共用 

常設代替交流電源設備による
給電 

非常用交流電源設備 
－ 

ガスタービン発電機 常設 × 

ガスタービン発電機用軽油タンク 常設 × 

ガスタービン発電機用サービスタン
ク＊3 

常設 × 

ガスタービン発電機用燃料移送ポン
プ＊3 

常設 × 

可搬型代替交流電源設備によ
る給電 

非常用交流電源設備 
－ 

高圧発電機車 可搬型 × 

ガスタービン発電機用軽油タンク 常設 × 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 常設 × 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 常設 × 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 常設 × 

タンクローリ 可搬型 × 

所内常設蓄電式直流電源設備
による給電 

非常用直流電源設備（A系及び HPCS

系） 
－ 

B-115V系蓄電池＊3 常設 × 

B1-115V系蓄電池（SA）＊3 常設 × 

230V系蓄電池（RCIC）＊3 常設 × 

SA用 115V系蓄電池＊3 常設 × 

B-115V系充電器＊3 常設 × 

B1-115V系充電器（SA）＊3 常設 × 

230V系充電器（RCIC）＊3 常設 × 

SA用 115V系充電器＊3 常設 × 

注記＊1 ：重大事故緩和設備が有する機能についてはその代替機能を有する設計基準事故対処設備等がないため「―」と 

する。 

＊2 ：（ ）付の設備は重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため共通要因による機能喪失 

を想定していない。 

＊3 ：機能維持に期待する空調設備の重大事故等時における設計上の考慮について添付資料1に示す。 
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（第 72条） 電源設備 

機能 
機能喪失を想定する主要な 

設計基準事故対処設備＊1，＊2 

機能を代替する主要な重大事故等 

対処施設（既設＋新設） 

常設 

可搬 
共用 

常設代替直流電源設備による
給電 

非常用直流電源設備（A系及び HPCS

系） 
－ 

SA用 115V系蓄電池＊3 常設 × 

SA用 115V系充電器＊3 常設 × 

可搬型直流電源設備による給

電 

非常用直流電源設備（A系及び HPCS
系） 
－ 

高圧発電機車 可搬型 × 

B1-115V系充電器（SA）＊3 常設 × 

SA用 115V系充電器＊3 常設 × 

230V系充電器（常用）＊3 常設 × 

ガスタービン発電機用軽油タンク 常設 × 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 常設 × 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 常設 × 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 常設 × 

タンクローリ 可搬型 × 

代替所内電気設備による給電 
非常用所内電気設備 

－ 

緊急用メタクラ＊3 常設 × 

メタクラ切替盤＊3 常設 × 

高圧発電機車接続プラグ収納箱 常設 × 

緊急用メタクラ接続プラグ盤 常設 × 

SAロードセンタ＊3 常設 × 

注記＊1 ：重大事故緩和設備が有する機能についてはその代替機能を有する設計基準事故対処設備等がないため「―」と 

する。 

＊2 ：（ ）付の設備は重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため共通要因による機能喪失 

を想定していない。 

＊3 ：機能維持に期待する空調設備の重大事故等時における設計上の考慮について添付資料1に示す。  
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（第 72条） 電源設備 

機能 
機能喪失を想定する主要な 
設計基準事故対処設備＊1，＊2 

機能を代替する主要な重大事故等 
対処施設（既設＋新設） 

常設 

可搬 
共用 

代替所内電気設備による給電 

非常用所内電気設備 

－ 

SA1コントロールセンタ＊3 常設 × 

SA2コントロールセンタ 常設 × 

充電器電源切替盤＊3 常設 × 

SA電源切替盤 常設 × 

重大事故操作盤＊3 常設 × 

2HPCS-メタルクラッド開閉装置 
－ 

2C-メタルクラッド開閉装置＊3 常設 × 

2D-メタルクラッド開閉装置＊3 常設 × 

非常用交流電源設備 

（非常用ディーゼル発電設備） 非常用ディーゼル発電設備＊3 常設 × 

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

設備） 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル 

発電設備＊3 
常設 × 

（A-ディーゼル燃料移送ポンプ） A-ディーゼル燃料移送ポンプ 常設 × 

（B-ディーゼル燃料移送ポンプ） B-ディーゼル燃料移送ポンプ 常設 × 

（ディーゼル燃料移送ポンプ） ディーゼル燃料移送ポンプ 常設 × 

（A-ディーゼル燃料貯蔵タンク） 
－ 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 常設 × 

（B-ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

－ 
B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 常設 × 

（ディーゼル燃料貯蔵タンク） 

－ 
ディーゼル燃料貯蔵タンク 常設 × 

（ディーゼル燃料デイタンク） ディーゼル燃料デイタンク 常設 × 

注記＊1 ：重大事故緩和設備が有する機能についてはその代替機能を有する設計基準事故対処設備等がないため「―」と 

する。 

＊2 ：（ ）付の設備は重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため共通要因による機能喪失 

を想定していない。 

＊3 ：機能維持に期待する空調設備の重大事故等時における設計上の考慮について添付資料 1 に示す。 
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（第 72条） 電源設備 

機能 
機能喪失を想定する主要な 

設計基準事故対処設備＊1，＊2 

機能を代替する主要な重大事故等 

対処施設（既設＋新設） 

常設 

可搬 
共用 

非常用直流電源設備 

（Ａ－115V系蓄電池） 
－ 

A-115V系蓄電池＊3 常設 × 

非常用直流電源設備（A系及び HPCS

系） 
－ 

B-115V系蓄電池＊3 常設 × 

B1-115V系蓄電池（SA）＊3 常設 × 

非常用直流電源設備（A系及び HPCS
系） 

230V系蓄電池（RCIC）＊3 常設 × 

（高圧炉心スプレイ系蓄電池） 高圧炉心スプレイ系蓄電池 常設 × 

（Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池） A-原子炉中性子計装用蓄電池＊3 常設 × 

（Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池） B-原子炉中性子計装用蓄電池＊3 常設 × 

（Ａ－115V系充電器） A-115V系充電器＊3 常設 × 

非常用直流電源設備（A系及び HPCS

系） 
－ 

B-115V系充電器＊3 常設 × 

B1-115V系充電器（SA）＊3 常設 × 

非常用直流電源設備（A系及び HPCS
系） 

230V系充電器（RCIC）＊3 常設 × 

（高圧炉心スプレイ系充電器） 高圧炉心スプレイ系充電器＊3 常設 × 

（A-原子炉中性子計装用充電器） A-原子炉中性子計装用充電器＊3 常設 × 

（B-原子炉中性子計装用充電器） B-原子炉中性子計装用充電器＊3 常設 × 

注記＊1 ：重大事故緩和設備が有する機能についてはその代替機能を有する設計基準事故対処設備等がないため「―」と 

する。 

＊2 ：（ ）付の設備は重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため共通要因による機能喪失 

を想定していない。 

＊3 ：機能維持に期待する空調設備の重大事故等時における設計上の考慮について添付資料 1 に示す。 
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（第 72条） 電源設備 

機能 
機能喪失を想定する主要な 

設計基準事故対処設備＊1，＊2 

機能を代替する主要な重大事故等 

対処施設（既設＋新設） 

常設 

可搬 
共用 

燃料補給設備 

A,B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 
－ 

ガスタービン発電機用軽油タンク 常設 × 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 常設 × 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 常設 × 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 常設 × 

タンクローリ 可搬型 × 

注記＊1 ：重大事故緩和設備が有する機能についてはその代替機能を有する設計基準事故対処設備等がないため「―」と 

する。 

＊2 ：（ ）付の設備は重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため共通要因による機能喪失 

を想定していない。 
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（第 73条） 計装設備 

機能 
機能喪失を想定する主要な設計
基準事故対処設備＊1，＊2，＊3 

機能を代替する主要な重大事故
等対処施設（既設＋新設） 

主要設備の計測が困難となった場合
の重要代替監視パラメータ 

常設 

可搬 
共用 

原子炉圧力容器
内の温度 

原子炉圧力容器温度＊5 原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 
原子炉水位（広帯域） 
原子炉水位（燃料域） 
原子炉水位（ＳＡ） 

残留熱除去系熱交換器入口温度 

常設 × 

原子炉圧力容器
内の圧力 

（原子炉圧力） 原子炉圧力 

主要パラメータの他チャンネル 
原子炉圧力（ＳＡ） 
原子炉水位（広帯域） 
原子炉水位（燃料域） 
原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

常設 × 

原子炉圧力 原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力 
原子炉水位（広帯域） 
原子炉水位（燃料域） 
原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

常設 × 

原子炉圧力容器
内の水位 

（原子炉水位（広帯域）） 
（原子炉水位（燃料域）） 

原子炉水位（広帯域） 
原子炉水位（燃料域） 

主要パラメータの他チャンネル 
原子炉水位（ＳＡ） 

高圧原子炉代替注水流量 
代替注水流量（常設）＊4 
低圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 
原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 
高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

残留熱除去ポンプ出口流量 
低圧炉心スプレイポンプ出口流量 
残留熱代替除去系原子炉注水流量 

原子炉圧力 
原子炉圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

常設 × 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 
原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉水位（広帯域） 
原子炉水位（燃料域） 
高圧原子炉代替注水流量 
代替注水流量（常設）＊4 
低圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 
原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 
高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

残留熱除去ポンプ出口流量 
低圧炉心スプレイポンプ出口流量 
残留熱代替除去系原子炉注水流量 

原子炉圧力 
原子炉圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

常設 × 

注記＊1 ：重大事故緩和設備が有する機能についてはその代替機能を有する設計基準事故対処設備等がないため「―」と 

する。 

＊2 ：（ ）付の設備は重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため共通要因による機能喪失 

を想定していない。 

＊3 ：設計基準対象施設を含む。 

＊4 ：機能維持に期待する空調設備の重大事故等時における設計上の考慮について添付資料 1に示す。 

＊5 ：個数と設置場所を添付資料 2に示す。 
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（第 73条） 計装設備 

機能 
機能喪失を想定する主要な設計
基準事故対処設備＊1，＊2，＊3 

機能を代替する主要な重大事故
等対処施設（既設＋新設） 

主要設備の計測が困難となった場合
の重要代替監視パラメータ 

常設 

可搬 
共用 

原子炉圧力容器
への注水量 

原子炉隔離時冷却ポンプ 
出口流量 

高圧炉心スプレイポンプ 
出口流量 

高圧原子炉代替注水流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ） 
原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 
原子炉水位（ＳＡ） 

常設 × 

残留熱除去ポンプ出口流量 
低圧炉心スプレイポンプ 

出口流量 

代替注水流量（常設）＊4 

低圧原子炉代替注水槽水位＊4 

原子炉水位（広帯域） 
原子炉水位（燃料域） 
原子炉水位（ＳＡ） 

常設 × 

残留熱除去ポンプ出口流量 

低圧炉心スプレイポンプ 
出口流量 

低圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯
域用） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 
原子炉水位（ＳＡ） 

常設 × 

(原子炉隔離時冷却ポンプ 
出口流量) 

高圧炉心スプレイポンプ 

出口流量 

原子炉隔離時冷却ポンプ 
出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ） 
原子炉水位（広帯域） 
原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

常設 × 

(高圧炉心スプレイポンプ 
出口流量) 

原子炉隔離時冷却ポンプ 

出口流量 

高圧炉心スプレイポンプ 
出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ） 
原子炉水位（広帯域） 
原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

常設 × 

(残留熱除去ポンプ出口 

流量) 
低圧炉心スプレイポンプ 

出口流量 

残留熱除去ポンプ出口流量 

サプレッションプール水位（ＳＡ） 

原子炉水位（広帯域） 
原子炉水位（燃料域） 
原子炉水位（ＳＡ） 

常設 × 

注記＊1 ：重大事故緩和設備が有する機能についてはその代替機能を有する設計基準事故対処設備等がないため「―」と 

する。 

＊2 ：（ ）付の設備は重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため共通要因による機能喪失 

を想定していない。 

＊3 ：設計基準対象施設を含む。 

＊4 ：機能維持に期待する空調設備の重大事故等時における設計上の考慮について添付資料 1に示す。 
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（第 73条） 計装設備 

機能 
機能喪失を想定する主要な設計
基準事故対処設備＊1，＊2，＊3 

機能を代替する主要な重大事故
等対処施設（既設＋新設） 

主要設備の計測が困難となった場合
の重要代替監視パラメータ 

常設 

可搬 
共用 

原子炉圧力容器

への注水量 

(低圧炉心スプレイポンプ 
出口流量) 

残留熱除去ポンプ出口流量 

低圧炉心スプレイポンプ出口流

量 

サプレッションプール水位（ＳＡ） 
原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 
原子炉水位（ＳＡ） 

常設 × 

－ 
残留熱代替除去系原子炉注水流

量 

サプレッションプール水位（ＳＡ） 

原子炉水位（広帯域） 
原子炉水位（燃料域） 
原子炉水位（ＳＡ） 

常設 × 

原子炉格納容器

への注水量 

残留熱除去ポンプ出口流量 代替注水流量（常設）＊4 

低圧原子炉代替注水槽水位＊4 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 
ドライウェル水位 

サプレッションプール水位（ＳＡ） 

ペデスタル水位 

常設 × 

残留熱除去ポンプ出口流量 格納容器代替スプレイ流量 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 
ドライウェル水位 

サプレッションプール水位（ＳＡ） 

ペデスタル水位 

常設 × 

－ 

ペデスタル代替注水流量 

ペデスタル代替注水流量（狭帯
域用） 

ペデスタル水位 
ドライウェル水位 

常設 × 

－ 
残留熱代替除去系格納容器スプ

レイ流量 
残留熱代替除去系原子炉注水流量 
残留熱代替除去ポンプ出口圧力 

常設 × 

注記＊1 ：重大事故緩和設備が有する機能についてはその代替機能を有する設計基準事故対処設備等がないため「―」と 

する。 

＊2 ：（ ）付の設備は重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため共通要因による機能喪失 

を想定していない。 

＊3 ：設計基準対象施設を含む。 

＊4 ：機能維持に期待する空調設備の重大事故等時における設計上の考慮について添付資料 1に示す。 
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（第 73条） 計装設備 

機能 
機能喪失を想定する主要な設計
基準事故対処設備＊1，＊2，＊3 

機能を代替する主要な重大事故
等対処施設（既設＋新設） 

主要設備の計測が困難となった場合
の重要代替監視パラメータ 

常設 

可搬 
共用 

原子炉格納容器
内の温度 

ドライウェル温度＊4 ドライウェル温度（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 
ペデスタル温度（ＳＡ） 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 
サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

常設 × 

ペデスタル温度＊4 ペデスタル温度（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 

ドライウェル温度（ＳＡ） 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

常設 × 

－ ペデスタル水温度（ＳＡ） 主要パラメータの他チャンネル 常設 × 

サプレッションチェンバ温度＊4 
サプレッションチェンバ温度

（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 
サプレッションプール水温度（ＳＡ） 
サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

常設 × 

サプレッションプール水温度＊4 
サプレッションプール水温度

（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 

サプレッションチェンバ温度（ＳＡ） 
常設 × 

原子炉格納容器
内の圧力 

ドライウェル圧力＊4 ドライウェル圧力（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 
サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

ドライウェル温度（ＳＡ） 
ペデスタル温度（ＳＡ） 

常設 × 

サプレッションチェンバ圧力＊4 
サプレッションチェンバ圧力

（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 
サプレッションチェンバ温度（ＳＡ） 

常設 × 

注記＊1 ：重大事故緩和設備が有する機能についてはその代替機能を有する設計基準事故対処設備等がないため「―」と 

する。 

＊2 ：（ ）付の設備は重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため共通要因による機能喪失 

を想定していない。 

＊3 ：設計基準対象施設を含む。 

＊4 ：個数と設置場所を添付資料 2に示す。 
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（第 73条） 計装設備 

機能 
機能喪失を想定する主要な設計
基準事故対処設備＊1，＊2，＊3 

機能を代替する主要な重大事故
等対処施設（既設＋新設） 

主要設備の計測が困難となった場合
の重要代替監視パラメータ 

常設 

可搬 
共用 

原子炉格納容器
内の水位 

－ ドライウェル水位 

サプレッションプール水位（ＳＡ） 

代替注水流量（常設）＊4 
低圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

格納容器代替スプレイ流量 
ペデスタル代替注水流量 

ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） 

低圧原子炉代替注水槽水位＊4 

常設 × 

サプレッションプール水位＊5 
サプレッションプール水位（Ｓ

Ａ） 

代替注水流量（常設）＊4 
低圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 
格納容器代替スプレイ流量 
ペデスタル代替注水流量 

ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） 
低圧原子炉代替注水槽水位＊4 

常設 × 

－ ペデスタル水位 

主要パラメータの他チャンネル 
代替注水流量（常設）＊4 

格納容器代替スプレイ流量 

ペデスタル代替注水流量 
低圧原子炉代替注水槽水位＊4 

常設 × 

原子炉格納容器

内の水素濃度 

（格納容器水素濃度） 格納容器水素濃度（Ｂ系）＊4 格納容器水素濃度（ＳＡ） 常設 × 

格納容器水素濃度 格納容器水素濃度（ＳＡ） 格納容器水素濃度（Ｂ系）＊4 常設 × 

原子炉格納容器
内の放射線量率 

(格納容器雰囲気放射線モニタ
（ドライウェル）) 

(格納容器雰囲気放射線モニタ
（サプレッションチェンバ）) 

格納容器雰囲気放射線モニタ

（ドライウェル） 
主要パラメータの他チャンネル 常設 × 

(格納容器雰囲気放射線モニタ
（サプレッションチェンバ）) 
(格納容器雰囲気放射線モニタ

（ドライウェル）) 

格納容器雰囲気放射線モニタ
（サプレッションチェンバ） 

主要パラメータの他チャンネル 常設 × 

注記＊1 ：重大事故緩和設備が有する機能についてはその代替機能を有する設計基準事故対処設備等がないため「―」と 

する。 

＊2 ：（ ）付の設備は重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため共通要因による機能喪失 

を想定していない。 

＊3 ：設計基準対象施設を含む。 

＊4 ：機能維持に期待する空調設備の重大事故等時における設計上の考慮について添付資料1に示す。 

＊5 ：個数と設置場所を添付資料 2に示す。 

  



 

27 
 

 

（第 73条） 計装設備 

機能 
機能喪失を想定する主要な設計
基準事故対処設備＊1，＊2，＊3 

機能を代替する主要な重大事故
等対処施設（既設＋新設） 

主要設備の計測が困難となった場合
の重要代替監視パラメータ 

常設 

可搬 
共用 

未臨界の維持又
は監視 

(中性子源領域計装) 
中間領域計装 

平均出力領域計装 

中性子源領域計装 
主要パラメータの他チャンネル 

中間領域計装 

平均出力領域計装 

常設 × 

(中間領域計装) 

中性子源領域計装 
平均出力領域計装 

中間領域計装 

主要パラメータの他チャンネル 

中性子源領域計装 
平均出力領域計装 

常設 × 

(平均出力領域計装) 

中性子源領域計装 
中間領域計装 

平均出力領域計装 

主要パラメータの他チャンネル 

中性子源領域計装 
中間領域計装 

常設 × 

最終ヒートシン
クの確保（残留
熱代替除去系） 

－ 

サプレッションプール水温度
（ＳＡ） 

主要パラメータの他チャンネル 
サプレッションチェンバ温度（ＳＡ） 

常設 × 

残留熱除去系熱交換器出口温度 サプレッションプール水温度（ＳＡ） 常設 × 

残留熱代替除去系原子炉注水流
量 

サプレッションプール水位（ＳＡ） 
原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 
原子炉水位（ＳＡ） 

残留熱代替除去系格納容器スプレイ流

量 
残留熱代替除去ポンプ出口圧力 
原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

常設 × 

残留熱代替除去系格納容器スプ

レイ流量 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

残留熱代替除去ポンプ出口圧力 
サプレッションプール水温度（ＳＡ） 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ温度（ＳＡ） 

常設 × 

最終ヒートシン
クの確保（格納
容器フィルタ 

ベント系） 

残留熱除去系熱交換器入口温
度 

残留熱除去系熱交換器出口温
度 

残留熱除去ポンプ出口流量 

スクラバ容器水位 主要パラメータの他チャンネル 常設 × 

スクラバ容器圧力 
主要パラメータの他チャンネル 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

常設 × 

スクラバ容器温度 主要パラメータの他チャンネル 常設 × 

第１ベントフィルタ出口放射線

モニタ（高レンジ・低レンジ） 
主要パラメータの他チャンネル 常設 × 

第１ベントフィルタ出口水素濃
度 

主要パラメータの予備 
格納容器水素濃度（Ｂ系）＊4 

格納容器水素濃度（ＳＡ） 

可搬型 × 

注記＊1 ：重大事故緩和設備が有する機能についてはその代替機能を有する設計基準事故対処設備等がないため「―」と 

する。 

＊2 ：（ ）付の設備は重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため共通要因による機能喪失 

を想定していない。 

＊3 ：設計基準対象施設を含む。 

＊4 ：機能維持に期待する空調設備の重大事故等時における設計上の考慮について添付資料 1に示す。 

  



 

28 
 

 

（第 73条） 計装設備 

機能 
機能喪失を想定する主要な設計
基準事故対処設備＊1，＊2，＊3 

機能を代替する主要な重大事故
等対処施設（既設＋新設） 

主要設備の計測が困難となった場合
の重要代替監視パラメータ 

常設 

可搬 
共用 

最終ヒートシン
クの確保（残留
熱除去系） 

（残留熱除去系熱交換器入口
温度） 

残留熱除去系熱交換器入口温度 
原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

サプレッションプール水温度（ＳＡ） 
常設 × 

（残留熱除去系熱交換器出口温
度） 

残留熱除去系熱交換器出口温度 
残留熱除去系熱交換器入口温度 
残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

常設 × 

（残留熱除去ポンプ出口流量） 残留熱除去ポンプ出口流量 残留熱除去ポンプ出口圧力 常設 × 

格納容器バイパ
スの監視（原子
炉圧力容器内の

状態） 

（原子炉水位（広帯域）） 
（原子炉水位（燃料域）） 

原子炉水位（広帯域） 
原子炉水位（燃料域） 

主要パラメータの他チャンネル 
原子炉水位（ＳＡ） 

常設 × 

原子炉水位（広帯域） 
原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 
原子炉水位（広帯域） 
原子炉水位（燃料域） 

常設 × 

（原子炉圧力） 原子炉圧力 

主要パラメータの他チャンネル 
原子炉圧力（ＳＡ） 
原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 
原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

常設 × 

原子炉圧力 原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力 
原子炉水位（広帯域） 
原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 
原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

常設 × 

注記＊1 ：重大事故緩和設備が有する機能についてはその代替機能を有する設計基準事故対処設備等がないため「―」と 

する。 

＊2 ：（ ）付の設備は重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため共通要因による機能喪失 

を想定していない。 

＊3 ：設計基準対象施設を含む。 
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（第 73条） 計装設備 

機能 
機能喪失を想定する主要な設計
基準事故対処設備＊1，＊2，＊3 

機能を代替する主要な重大事故
等対処施設（既設＋新設） 

主要設備の計測が困難となった場合
の重要代替監視パラメータ 

常設 

可搬 
共用 

格納容器バイパ
スの監視（原子
炉格納容器内の 

状態） 

ドライウェル温度＊5 ドライウェル温度（ＳＡ） 
主要パラメータの他チャンネル 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 
常設 × 

ドライウェル圧力＊5 ドライウェル圧力（ＳＡ） 
主要パラメータの他チャンネル 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 
ドライウェル温度（ＳＡ） 

常設 × 

格納容器バイパ

スの監視（原子
炉建物内の状
態） 

（残留熱除去ポンプ出口圧力） 残留熱除去ポンプ出口圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 
常設 × 

（低圧炉心スプレイポンプ出口

圧力） 

低圧炉心スプレイポンプ出口圧

力 

原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 
常設 × 

水源の確保 

サプレッションプール 

水位＊5 
低圧原子炉代替注水槽水位＊4 

代替注水流量（常設）＊4 
原子炉水位（広帯域） 
原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 
サプレッションプール水位（ＳＡ） 
低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

常設 × 

サプレッションプール 
水位＊5 

サプレッションプール水位（Ｓ
Ａ） 

高圧原子炉代替注水流量 
原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 
高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

残留熱除去ポンプ出口流量 
低圧炉心スプレイポンプ出口流量 
残留熱代替除去系原子炉注水流量 
原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 
高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

残留熱除去ポンプ出口圧力 
低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 
残留熱代替除去ポンプ出口圧力 

常設 × 

原子炉建物内の

水素濃度 
－ 原子炉建物水素濃度 

主要パラメータの他チャンネル 
静的触媒式水素処理装置入口温度 
静的触媒式水素処理装置出口温度 

常設 × 

注記＊1 ：重大事故緩和設備が有する機能についてはその代替機能を有する設計基準事故対処設備等がないため「―」と 

する。 

＊2 ：（ ）付の設備は重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため共通要因による機能喪失 

を想定していない。 

＊3 ：設計基準対象施設を含む。 

＊4 ：機能維持に期待する空調設備の重大事故等時における設計上の考慮について添付資料1に示す。 

＊5 ：個数と設置場所を添付資料 2に示す。 
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（第 73条） 計装設備 

機能 
機能喪失を想定する主要な設
計基準事故対処設備＊1，＊2，＊3 

機能を代替する主要な重大事故
等対処施設（既設＋新設） 

主要設備の計測が困難となった場合
の重要代替監視パラメータ 

常設 

可搬 
共用 

原子炉格納容器内 

の酸素濃度 

(格納容器酸素濃度) 格納容器酸素濃度（Ｂ系）＊4 

格納容器酸素濃度（ＳＡ） 
格納容器雰囲気放射線モニタ 

（ドライウェル） 
格納容器雰囲気放射線モニタ 
（サプレッションチェンバ） 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 
サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

常設 × 

格納容器酸素濃度 格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

格納容器酸素濃度（Ｂ系）＊4 

格納容器雰囲気放射線モニタ 
（ドライウェル） 

格納容器雰囲気放射線モニタ 

（サプレッションチェンバ） 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

常設 × 

燃料プールの監視 

燃料プール水位＊5 
燃料プールライナドレン 

漏えい水位＊5 
燃料プール水位・温度（Ｓ

Ａ） 

燃料プール水位（ＳＡ） 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 
燃料プールエリア放射線モニタ 
（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ） 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 

常設 × 

燃料プール水位＊5 
燃料プールライナドレン 

漏えい水位＊5 

(燃料プール水位・温度 

（ＳＡ）) 

燃料プール冷却ポンプ入口温

度＊5 

燃料プール温度＊5 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プール水位（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ 
（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ） 
燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 

常設 × 

原子炉建物放射線モニタ（燃
料取替階エリア）＊5 

燃料取替階放射線モニタ＊5 

燃料プールエリア放射線モニタ 
（高レンジ・低レンジ）（Ｓ

Ａ） 

燃料プール水位（ＳＡ） 
燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 

常設 × 

燃料プール水位＊5 
燃料プールライナドレン 

漏えい水位＊5 

燃料プール水位・温度（Ｓ

Ａ） 

燃料プール冷却ポンプ入口温

度＊5 

燃料プール温度＊5 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 
（燃料プール監視カメラ用冷却

設備を含む。） 

燃料プール水位（ＳＡ） 
燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ 
（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ） 

常設 × 

注記＊1 ：重大事故緩和設備が有する機能についてはその代替機能を有する設計基準事故対処設備等がないため「―」と 

する。 

＊2 ：（ ）付の設備は重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため共通要因による機能喪失 

を想定していない。 

＊3 ：設計基準対象施設を含む。 

＊4 ：機能維持に期待する空調設備の重大事故等時における設計上の考慮について添付資料1に示す。 

＊5 ：個数と設置場所を添付資料 2に示す。 
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（第 73条） 計装設備 

機能 
機能喪失を想定する主要な設計基準
事故対処設備＊1，＊2 

機能を代替する主要な重大事故等対
処施設（既設＋新設） 

常設 

可搬 
共用 

発電所内の通信連絡 
（安全パラメータ表示システム（Ｓ

ＰＤＳ）） 

安全パラメータ表示システム（ＳＰ
ＤＳ）＊5 

常設 ○ 

温度，圧力，水位，注水

量の計測・監視 
各計器 可搬型計測器＊5 可搬型 × 

その他＊3，＊4 

ＡＤＳ用Ｎ２ガス供給圧力 ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二次側圧力 常設 × 

（Ｎ２ガスボンベ圧力） Ｎ２ガスボンベ圧力 常設 × 

（原子炉補機冷却水ポンプ出口圧

力） 
原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 常設 × 

（ＲＣＷ熱交換器出口温度） ＲＣＷ熱交換器出口温度 常設 × 

（ＲＣＷサージタンク水位） ＲＣＷサージタンク水位 常設 × 

（Ｃ－メタクラ母線電圧） Ｃ－メタクラ母線電圧 常設 × 

（Ｄ－メタクラ母線電圧） Ｄ－メタクラ母線電圧 常設 × 

（ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧） ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 常設 × 

（Ｃ－ロードセンタ母線電圧） Ｃ－ロードセンタ母線電圧 常設 × 

（Ｄ－ロードセンタ母線電圧） Ｄ－ロードセンタ母線電圧 常設 × 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 
緊急用メタクラ電圧 常設 × 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 
SAロードセンタ母線電圧 常設 × 

（B1-115V系蓄電池（ＳＡ）電圧） B1-115V系蓄電池（ＳＡ）電圧 常設 × 

注記＊1 ：重大事故緩和設備が有する機能についてはその代替機能を有する設計基準事故対処設備等がないため「―」と 

する。 

＊2 ：（ ）付の設備は重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため共通要因による機能喪失 

を想定していない。 

＊3 ：重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラメータ。 

＊4 ：補助パラメータの重大事故等時における設計上の考慮について添付資料1 に示す。 

＊5 ：機能維持に期待する空調設備の重大事故等時における設計上の考慮について添付資料1に示す。 
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（第 73条） 計装設備 

機能 
機能喪失を想定する主要な設計基準
事故対処設備＊1，＊2 

機能を代替する主要な重大事故等対
処施設（既設＋新設） 

常設 

可搬 
共用 

その他＊3，＊4 

（A-115V系直流盤母線電圧） A-115V系直流盤母線電圧 常設 × 

（B-115V系直流盤母線電圧） B-115V系直流盤母線電圧 常設 × 

（230V系直流盤（常用）母線電圧） 230V系直流盤（常用）母線電圧 常設 × 

Ａ－115V系直流盤母線電圧 

Ｂ－115V系直流盤母線電圧 

ＨＰＣＳ系直流盤母線電圧 

SA用 115V系充電器盤蓄電池電圧 常設 × 

注記＊1 ：重大事故緩和設備が有する機能についてはその代替機能を有する設計基準事故対処設備等がないため「―」と 

する。 

＊2 ：（ ）付の設備は重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため共通要因による機能喪失 

を想定していない。 

＊3 ：重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラメータ。 

＊4 ：補助パラメータの重大事故等時における設計上の考慮について添付資料1 に示す。 

＊5 ：機能維持に期待する空調設備の重大事故等時における設計上の考慮について添付資料1に示す。 
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（第 74条） 運転員が原子炉制御室にとどまるための設備 

機能 
機能喪失を想定する主要な 

設計基準事故対処設備＊1，＊2 

機能を代替する主要な重大事故等 

対処施設（既設＋新設） 

常設 

可搬 
共用 

居住性の確保 

（中央制御室遮蔽） 中央制御室遮蔽 常設 ○ 

－ 中央制御室待避室遮蔽 常設 × 

（中央制御室空調換気系） 

中央制御室送風機＊4 常設 × 

中央制御室非常用再循環送風機＊4 常設 × 

中央制御室非常用再循環処理装置フ
ィルタ＊4 

常設 × 

－ 
中央制御室待避室正圧化装置 

（空気ボンベ）＊4 
可搬型 × 

所内通信連絡設備（警報装置を含
む。），電力保安通信用電話設備 

無線通信設備（固定型）＊4 常設 ○ 

所内通信連絡設備（警報装置を含
む。），電力保安通信用電話設備 

衛星電話設備（固定型）＊4 常設 ○ 

－ 
プラントパラメータ監視装置 
（中央制御室待避室）＊3，＊4 可搬型 × 

－ 中央制御室差圧計＊3，＊4 常設 × 

－ 待避室差圧計＊3，＊4 常設 × 

－ 酸素濃度計＊3，＊4 可搬型 × 

－ 二酸化炭素濃度計＊3，＊4 可搬型 × 

照明の確保 非常用照明 ＬＥＤライト（三脚タイプ）＊3 可搬型 × 

被ばく線量の低減 － 

非常用ガス処理系排気ファン 常設 × 

原子炉建物燃料取替階 

ブローアウトパネル閉止装置 
常設 × 

注記＊1 ：重大事故緩和設備が有する機能についてはその代替機能を有する設計基準事故対処設備等がないため「―」と 

する。 

＊2 ：（ ）付の設備は重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため共通要因による機能喪失 

を想定していない。 

＊3 ：防止でも緩和でもない設備 
＊4 ：機能維持に期待する空調設備の重大事故等時における設計上の考慮について添付資料 1に示す。 
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（第 75条） 監視測定設備 

機能 
機能喪失を想定する主要な 
設計基準事故対処設備＊1，＊2 

機能を代替する主要な重大事故等 
対処施設（既設＋新設） 

常設 

可搬 
共用 

放射線量の代替測定 モニタリングポスト 可搬式モニタリングポスト＊3 可搬型 × 

放射性物質の濃度の代替測定 放射能観測車 

可搬式ダスト・よう素サンプラ＊3 可搬型 × 

ＮａＩシンチレーションサーベイ 
メータ＊3 

可搬型 × 

ＧＭ汚染サーベイメータ＊3 可搬型 × 

気象観測項目の代替測定 気象観測設備 可搬式気象観測装置＊3 可搬型 × 

放射線量の測定 － 

可搬式モニタリングポスト＊3 可搬型 × 

電離箱サーベイメータ＊3 可搬型 × 

小型船舶＊3 可搬型 × 

放射性物質濃度（空気中，水
中，土壌中）及び海上モニタリ
ング 

－ 

可搬式ダスト・よう素サンプラ＊3 可搬型 × 

ＮａＩシンチレーションサーベイ 
メータ＊3 

可搬型 × 

ＧＭ汚染サーベイメータ＊3 可搬型 × 

α・β線サーベイメータ＊3 可搬型 × 

小型船舶＊3 可搬型 × 

モニタリングポストの代替交流

電源からの給電 

非常用交流電源設備 

－ 
常設代替交流電源設備 常設 × 

注記＊1 ：重大事故緩和設備が有する機能についてはその代替機能を有する設計基準事故対処設備等がないため「―」と 

する。 

＊2 ：（ ）付の設備は重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため共通要因による機能喪失 

を想定していない。 

＊3 ：防止でも緩和でもない設備 
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（第 76条） 緊急時対策所 

機能 
機能喪失を想定する主要な 

設計基準事故対処設備＊1，＊2 

機能を代替する主要な重大事故等 

対処施設（既設＋新設） 

常設 

可搬 
共用 

居住性の確保 － 

緊急時対策所遮蔽 常設 × 

緊急時対策所空気浄化フィルタユニ

ット 
可搬型 × 

緊急時対策所空気浄化送風機 可搬型 × 

緊急時対策所正圧化装置（空気ボン
ベ） 

可搬型 × 

酸素濃度計＊3，＊4 可搬型 × 

二酸化炭素濃度計＊3，＊4 可搬型 × 

差圧計＊3，＊4 常設 × 

可搬式エリア放射線モニタ 可搬型 × 

可搬式モニタリングポスト 可搬型 × 

必要な情報の把握 － 
安全パラメータ表示システム（ＳＰ

ＤＳ）＊4 
常設 ○ 

通信連絡（緊急時対策所） 

所内通信連絡設備（警報装置を含
む。），電力保安通信用電話設備 

無線通信設備（固定型）＊4 常設 ○ 

所内通信連絡設備（警報装置を含

む。），電力保安通信用電話設備 
無線通信設備（携帯型） 可搬型 ○ 

－ 

衛星電話設備（固定型）＊4 常設 ○ 

衛星電話設備（携帯型） 可搬型 ○ 

統合原子力防災ネットワークに接続
する通信連絡設備＊3，＊4 

常設 ○ 

注記＊1 ：重大事故緩和設備が有する機能についてはその代替機能を有する設計基準事故対処設備等がないため「―」と 

する。 

＊2 ：（ ）付の設備は重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため共通要因による機能喪失 

を想定していない。 

＊3 ：防止でも緩和でもない設備 

＊4 ：機能維持に期待する空調設備の重大事故等時における設計上の考慮について添付資料 1に示す。 
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（第 76条） 緊急時対策所 

機能 
機能喪失を想定する主要な 

設計基準事故対処設備＊1，＊2 

機能を代替する主要な重大事故等 

対処施設（既設＋新設） 

常設 

可搬 
共用 

電源の確保 

非常用交流電源設備 

－ 

緊急時対策所用発電機 可搬型 × 

可搬ケーブル 可搬型 × 

非常用所内電気設備 

－ 

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤 常設 × 

緊急時対策所 低圧母線盤＊3 常設 × 

非常用交流電源設備 
－ 

緊急時対策所用燃料地下タンク 常設 × 

タンクローリ 可搬型 × 

注記＊1 ：重大事故緩和設備が有する機能についてはその代替機能を有する設計基準事故対処設備等がないため「―」と 

する。 

＊2 ：（ ）付の設備は重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため共通要因による機能喪失 

を想定していない。 

＊3 ：機能維持に期待する空調設備の重大事故等時における設計上の考慮について添付資料 1に示す。 
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（第 77条） 通信連絡を行うために必要な設備 

機能 
機能喪失を想定する主要な 

設計基準事故対処設備＊1，＊2 

機能を代替する主要な重大事故等 

対処施設（既設＋新設） 

常設 

可搬 
共用 

発電所内の通信連絡 

所内通信連絡設備（警報装置を含む。） 

，電力保安通信用電話設備 

有線式通信設備＊4 可搬型 × 

無線通信設備（固定型）＊4 常設 ○ 

無線通信設備（携帯型） 可搬型 ○ 

衛星電話設備（固定型）＊4 常設 ○ 

衛星電話設備（携帯型） 可搬型 ○ 

－ 
安全パラメータ表示 

システム（ＳＰＤＳ）＊4 
常設 ○ 

発電所外の通信連絡 － 

衛星電話設備（固定型）＊4 常設 ○ 

衛星電話設備（携帯型） 可搬型 ○ 

統合原子力防災ネットワークに接続
する通信連絡設備＊3，＊4 

常設 ○ 

データ伝送設備＊3，＊4 常設 ○ 

注記＊1 ：重大事故緩和設備が有する機能についてはその代替機能を有する設計基準事故対処設備等がないため「―」と 

する。 

＊2 ：（ ）付の設備は重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため共通要因による機能喪失 

を想定していない。 

＊3 ：防止でも緩和でもない設備 

＊4 ：機能維持に期待する空調設備の重大事故等時における設計上の考慮について添付資料 1に示す。 
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その他の設備 

機能 
機能喪失を想定する主要な 

設計基準事故対処設備＊1，＊2 

機能を代替する主要な重大事故等 

対処施設（既設＋新設） 

常設 

可搬 
共用 

重大事故時に対処するための
流路又は注水先，注入先，排

出元等 

（原子炉圧力容器） 原子炉圧力容器＊3 常設 × 

（原子炉格納容器） 原子炉格納容器 常設 × 

（燃料プール） 燃料プール 常設 × 

－ 原子炉建物原子炉棟 常設 × 

非常用取水設備 

（取水口） 取水口 常設 × 

（取水管） 取水管 常設 × 

（取水槽） 取水槽 常設 × 

注記＊1 ：重大事故緩和設備が有する機能についてはその代替機能を有する設計基準事故対処設備等がないため「―」と

する。 

＊2 ：（ ）付の設備は重大事故等対処設備と兼用している設計基準事故対処設備等のため共通要因による機能喪失 

を想定していない。 

＊3 ：支持構造物，原子炉冷却材圧力バウンダリ構成部等の重大事故等時における設計上の考慮について添付資料1 

に示す。 
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添付資料1 

 

原子炉圧力容器の支持構造物，原子炉冷却材圧力バウンダリ構成部等 

の重大事故等時における設計上の考慮について 

 

 

重大事故等時にその機能に期待している原子炉圧力容器の支持構造物，原子炉冷却材圧力

バウンダリ構成部等については，重大事故等時に必要な機能を発揮できるよう設計する。対

象となる設備及び設計上の考慮を以下に示す。 

 

 

確認対象 
設備・部位 

機能 位置付け 重大事故等時における設計上の考慮 

原子炉圧力容器
支持スカート 

支持構造物 
冷却材の流路 

以外 

・各設備は，基準地震動ＳＳによる地震
力に対して機能を損なわない設計とす
る。 
・重大事故等時に想定される圧力，温
度，荷重その他条件に対して，十分な構
造及び強度を有する設計とする。 

原子炉圧力容器
基礎ボルト 

支持構造物 
冷却材の流路 

以外 

原子炉圧力容器
スタビライザ 

支持構造物 
冷却材の流路 

以外 

原子炉格納容器
スタビライザ 

支持構造物 
冷却材の流路 

以外 

原子炉中性子計
装ハウジング 

原子炉冷却材 
圧力バウンダ 
リ構成部 

冷却材の流路 
以外 

制御棒駆動機構
ハウジング 

原子炉冷却材 
圧力バウンダ 
リ構成部 

冷却材の流路 
以外 

制御棒駆動機構
ハウジング支持

金具 

原子炉冷却材 
圧力バウンダ 
リ構成部 

冷却材の流路 
以外 

原子炉中性子計
装案内管 

炉内構造物 
冷却材の流路 

以外 
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確認対象 
設備・部位 

機能 位置付け 重大事故等時における設計上の考慮 

RHRポンプ室空調 
環境条件の 

緩和 
建物空調 

・各空調設備は，非常用交流電源設
備，常設代替交流電源設備等からの給
電により駆動できる設計とする。 
・既設の空調設備は，通常運転時に使
用する場合と同じ系統構成で重大事故
等時に使用することで，他の設備に悪
影響を及ぼさない設計とする。新設の
空調設備は，他の設備と独立して使用
することで，他の設備に悪影響を及ぼ
さない設計とする。 
・各空調設備は，空調の機能に期待す
るエリアにて設定した環境温度以下に
除熱できる容量を有する設計とする。 
・各空調設備は，火山の影響を考慮し
て必要によりフィルタの取替又は清掃
の措置を講じることで火山事象により
機能が損なわれない設計とするととも
に，基準地震動Ｓｓによる地震力に対
して機能を損なわない設計とする等，
想定される重大事故等時における設置
場所の環境条件を考慮した設計とす
る。 
・各空調設備は，常時運転とすること
で操作が不要な設計又は非常用炉心冷
却系のポンプ等,当該エリア内の設備
の起動に伴って自動起動する設計とす
るか，若しくはアクセスルートの確保
を含め，容易に操作可能な位置に設置
することで，重大事故等時においても
手動で操作可能な設計とする。また，
中央制御室にて運転状態の確認が可能
な設計とする。 
・各空調設備は，発電用原子炉の運転
中又は停止中に機能・性能及び外観の
確認が可能な設計とする。 

HPCSポンプ室空調 
環境条件の 

緩和 
建物空調 

LPCSポンプ室空調 
環境条件の 

緩和 
建物空調 

FPCポンプ室 
環境条件の 

緩和 
建物空調 

非常用DG室空調 
環境条件の 

緩和 
建物空調 

HPCS-DG室空調 
環境条件の 

緩和 
建物空調 

HPCS電気室空調 
環境条件の 

緩和 
建物空調 

非常用電気室空調 
環境条件の 

緩和 
建物空調 

CAMS室空調 
環境条件の 

緩和 
建物空調 

RCWポンプ熱交換
器室空調 

環境条件の 
緩和 

建物空調 

中央制御室空調 
環境条件の 

緩和 
建物空調 

低圧原子炉代替注
水ポンプ格納槽空

調 

環境条件の 
緩和 

建物空調 

緊急時対策所空調 
環境条件の 

緩和 
建物空調 
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確認対象 
設備・部位 

機能 位置付け 重大事故等時における設計上の考慮 

ＡＤＳ用Ｎ２ガス
減圧弁二次側圧力 

SA設備を活
用する手順
等の着手の
判断基準 

補助パラメータ 

・各設備は，非常用交流電源設備，常
設代替交流電源設備等からの給電によ
りパラメータを監視できる設計とす
る。 
・各設備は，他の設備と電気的に分離
することで，他の設備に悪影響を及ぼ
さない設計とする。 
・各設備は，基準地震動Ｓｓによる地
震力に対して機能を損なわない設計と
する等，想定される重大事故等時にお
ける設置場所の環境条件を考慮した設
計とする。 
・各設備は，発電用原子炉の運転中又
は停止中に模擬入力による機能・性能
の確認及び校正が可能な設計とする。 
・各設備は，系統の目的に応じて必要
となる容量等を有する設計とする。 

Ｎ２ガスボンベ圧
力 

SA設備を活
用する手順
等の着手の
判断基準 

補助パラメータ 

原子炉補機冷却水
ポンプ出口圧力 

SA設備を活
用する手順
等の着手の
判断基準 

補助パラメータ 

ＲＣＷ熱交換器出
口温度 

SA設備を活
用する手順
等の着手の
判断基準 

補助パラメータ 

ＲＣＷサージタン
ク水位 

SA設備を活
用する手順
等の着手の
判断基準 

補助パラメータ 

Ｃ－メタクラ母線
電圧 

SA設備を活
用する手順
等の着手の
判断基準 

補助パラメータ 

Ｄ－メタクラ母線
電圧 

SA設備を活
用する手順
等の着手の
判断基準 

補助パラメータ 

ＨＰＣＳ－メタク
ラ母線電圧 

SA設備を活
用する手順
等の着手の
判断基準 

補助パラメータ 

Ｃ－ロードセンタ
母線電圧 

SA設備を活
用する手順
等の着手の
判断基準 

補助パラメータ 

Ｄ－ロードセンタ
母線電圧 

SA設備を活
用する手順
等の着手の
判断基準 

補助パラメータ 
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確認対象 
設備・部位 

機能 位置付け 重大事故等時における設計上の考慮 

緊急用メタクラ電
圧 

SA設備を活
用する手順
等の着手の
判断基準 

補助パラメータ 

・各設備は，非常用交流電源設備，常
設代替交流電源設備等からの給電によ
りパラメータを監視できる設計とす
る。 
・各設備は，他の設備と電気的に分離
することで，他の設備に悪影響を及ぼ
さない設計とする。 
・各設備は，基準地震動Ｓｓによる地
震力に対して機能を損なわない設計と
する等，想定される重大事故等時にお
ける設置場所の環境条件を考慮した設
計とする。 
・各設備は，発電用原子炉の運転中又
は停止中に模擬入力による機能・性能
の確認及び校正が可能な設計とする。 
・各設備は，系統の目的に応じて必要
となる容量等を有する設計とする。 

SAロードセンタ母
線電圧 

SA設備を活
用する手順
等の着手の
判断基準 

補助パラメータ 

B1-115V系蓄電池
（ＳＡ）電圧 

SA設備を活
用する手順
等の着手の
判断基準 

補助パラメータ 

A-115V系直流盤母
線電圧 

SA設備を活
用する手順
等の着手の
判断基準 

補助パラメータ 

B-115V系直流盤母
線電圧 

SA設備を活
用する手順
等の着手の
判断基準 

補助パラメータ 

230V系直流盤（常
用）母線電圧 

SA設備を活
用する手順
等の着手の
判断基準 

補助パラメータ 

SA用115V系充電器
盤蓄電池電圧 

SA設備を活
用する手順
等の着手の
判断基準 

補助パラメータ 
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添付資料 2 

設計基準事故対処設備等の個数と設置場所について 

 
 
設計基準対象施設等としての計装設備の個数と設置場所を第１表及び第１図に

示す。 
 

第１表 設計基準対象施設等としての計装設備の個数と設置場所 

計装設備 個数 設置場所 

原子炉圧力容器温度＊ 30 

原子炉格納容器内 

【第１図(３／７),(４／７), 

(５／７),(６／７)】 

ドライウェル温度 24 

原子炉格納容器内 

【第１図(２／７),(３／７), 

(４／７),(５／７),(６／７)】 

ペデスタル温度 3 
原子炉格納容器内 

【第１図(２／７)】 

サプレッションチェンバ温度 4 
原子炉格納容器内 

【第１図(２／７)】 

サプレッションプール水温度 12 
原子炉格納容器内 

【第１図(２／７)】 

ドライウェル圧力 3 
原子炉建物２階 

【第１図(４／７)】 

サプレッションチェンバ圧力 2 
原子炉建物２階 

【第１図(４／７)】 

サプレッションプール水位 2 
原子炉建物地下２階 

【第１図(１／７)】 

燃料プール水位 1 
原子炉建物４階 

【第１図(７／７)】 

燃料プールライナドレン漏えい水位 1 
原子炉建物中２階 

【第１図(５／７)】 

燃料プール冷却ポンプ入口温度 1 
原子炉建物中２階 

【第１図(５／７)】 

燃料プール温度 1 
原子炉建物４階 

【第１図(７／７)】 

原子炉建物放射線モニタ（燃料取替階エリア） 2 
原子炉建物４階 

【第１図(７／７)】 

燃料取替階放射線モニタ 4 
原子炉建物４階 

【第１図(７／７)】 

注記＊：異なる高さ方向に複数の検出器を設置 
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第１図  配置図（１／７） 

 

凡例 

：重大事故等対処設備 

：設計基準事故対処設

備等 

原子炉建物地下２階 EL 1300 

サプレッションプール水位（ＳＡ） 
（LX217-5） 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 
（FX221-1） 

残留熱除去ポンプ出口流量 
（FX222-1A） 
残留熱除去ポンプ出口圧力 
（PX222-4A） 

残留熱除去ポンプ出口流量 
（FX222-1B) 

残留熱除去ポンプ出口圧力 
（PX222-4B) 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 
（FX223-1） 
低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 
（PX223-4） 

高圧原子炉代替注水流量 
（FX2B1-1） 

残留熱除去ポンプ出口流量 
（FX222-1C） 

残留熱除去ポンプ出口圧力 
（PX222-4C） 

サプレッションプール水位 
（LX217-1A) 

サプレッションプール水位 
（LX217-1B） 

ペデスタル代替注水流量 
(FX2B6-2A-1） 
ペデスタル代替注水流量(狭帯域用） 
(FX2B6-2A-2） 

注：寸法は mmを示す。 
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第１図  配置図（２／７） 

原子炉建物地下１階 EL 8800 

サプレッションチェンバ温度（ＳＡ） 
（TE217-15A） 
原子炉格納容器内 

原子炉水位（燃料域） 
（LX298-12B） 

格納容器雰囲気放射線モニタ 
（サプレッションチェンバ） 

（RE295-26B） 

格納容器雰囲気放射線モニタ 
（サプレッションチェンバ） 

（RE295-26A） 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 
（FX224-1） 

サプレッションチェンバ温度（ＳＡ） 
（TE217-15B） 

原子炉格納容器内 

ペデスタル水位 
（LE2B6-2） 

原子炉格納容器内 EL 1300 

ペデスタル水位 
（LE2B6-3） 
原子炉格納容器内 

ペデスタル水位 
（LE2B6-1） 
原子炉格納容器内 EL 1300 

ペデスタル温度（ＳＡ） 
（TE217-14B） 

原子炉格納容器内 

ペデスタル水位 
（LE2B6-4） 

原子炉格納容器内 

原子炉圧力（ＳＡ） 
（PX298-9） 

ペデスタル水温度（ＳＡ） 
（TE217-17B） 

原子炉格納容器内 EL 1300 

ペデスタル水温度（ＳＡ） 
（TE217-17A） 
原子炉格納容器内 EL 1300 

ドライウェル水位 
（LE2B5-5） 
原子炉格納容器内 

ドライウェル温度 
（TE217-2P） 

原子炉格納容器内 

サプレッションチェンバ温度 
（TE217-3J） 

原子炉格納容器内 

サプレッションプール水温度 
（TE222-5A-6） 

原子炉格納容器内 EL 1300 

原子炉建物水素濃度 
（H2E278-18） 

サプレッションプール水温度 
（TE222-5A-5） 

原子炉格納容器内 EL 1300 

サプレッションプール水温度 
（TE222-5B-4） 

原子炉格納容器内 EL 1300 

サプレッションプール水温度 
（TE222-5B-6） 

原子炉格納容器内 EL 1300 

サプレッションプール水温度 
（TE222-5B-5） 

原子炉格納容器内 EL 1300 

サプレッションプール水温度（ＳＡ） 
（TE217-14B） 

原子炉格納容器内 EL 1300 

原子炉水位（ＳＡ） 
（LX298-13） 

サプレッションプール水温度 
（TE222-5A-4） 

原子炉格納容器内 EL 1300 
サプレッションチェンバ温度 

（TE217-3H） 
原子炉格納容器内 

ドライウェル温度 
（TE217-2N） 

原子炉格納容器内 

ペデスタル温度 
（TE217-2C） 
原子炉格納容器内 

サプレッションプール水温度 
（TE222-5A-3） 
原子炉格納容器内 EL 1300 

サプレッションチェンバ温度 
（TE217-3F） 
原子炉格納容器内 

ペデスタル温度 
（TE217-2B） 
原子炉格納容器内 

サプレッションプール水温度 
（TE222-5B-2） 
原子炉格納容器内 EL 1300 

サプレッションプール水温度 
（TE222-5A-2） 
原子炉格納容器内 EL 1300 

サプレッションチェンバ温度 
（TE217-3G） 
原子炉格納容器内 

ペデスタル温度（ＳＡ） 
（TE217-14A） 
原子炉格納容器内 

ペデスタル温度 
（TE217-2A） 
原子炉格納容器内 

ドライウェル温度 
（TE217-2M） 
原子炉格納容器内 

ドライウェル水位 
（LE2B5-6） 
原子炉格納容器内 EL 1300 

サプレッションプール水温度（ＳＡ） 
（TE222-14A） 
原子炉格納容器内 EL 1300 

原子炉水位（燃料域） 
（LX298-12A） 
サプレッションプール水温度 
（TE222-5A-1） 
原子炉格納容器内 EL 1300 

サプレッションプール水温度 
（TE222-5B-1） 
原子炉格納容器内 EL 1300 
ドライウェル水位 
（LE2B5-1） 
原子炉格納容器内 EL 1300 

サプレッションプール水温度 
（TE222-5B-3） 
原子炉格納容器内 EL 1300 凡例 

：重大事故等対処設備 
：設計基準事故対処設

備等 

注：寸法は mmを示す。 
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第１図  配置図（３／７） 

原子炉建物１階 EL 15300 

格納容器雰囲気放射線モニタ 
（ドライウェル） 
（RE295-25A） 

格納容器雰囲気放射線モニタ 
（ドライウェル） 

（RE295-25B） 

残留熱除去系熱交換器入口温度 
（TE222-1B） 

原子炉建物中１階 EL 18700 

注記＊：異なる高さ方向に複数の検出器を設置 

凡例 
：重大事故等対処設備 
：設計基準事故対処設

備等 

残留熱除去系熱交換器出口温度 
（TE222-2B） 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 
（FX222-10） 

格納容器代替スプレイ流量 
（FX2B5-2B） 

低圧原子炉代替注水流量 
（FX2B2-2B-1） 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 
（FX2B2-2B-2） 

残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 
（FX222-11） 

ドライウェル温度 
（TE217-2V） 

原子炉格納容器内 

原子炉圧力容器温度＊ 
（TE298-1D-3,1E-3,1F-3） 

原子炉格納容器内 
原子炉圧力容器温度 
（TE298-1G-3,1G-4） 

原子炉格納容器内 

ドライウェル温度 
（TE217-2U） 

原子炉格納容器内 

原子炉建物水素濃度 
（H2E278-16） 

原子炉圧力 
（PX298-5B） 

原子炉水位（広帯域） 
（LX298-11B） 

原子炉建物水素濃度 
（H2E278-15） 

低圧原子炉代替注水流量 
（FX2B2-2A-1） 
低圧原子炉代替注水流量 
（狭帯域用） 
（FX2B2-2A-2） 
格納容器代替スプレイ流量 
（FX2B5-2A) 

原子炉水位（広帯域） 
（LX298-11A） 

原子炉圧力 
（PX298-5A） 

ドライウェル温度 
（TE217-2T） 
原子炉格納容器内 

ペデスタル代替注水流量 
（FX2B6-2B-1） 

ペデスタル代替注水流量 
（狭帯域用） 

（FX2B6-2B-2） 

原子炉圧力容器温度＊ 
（TE298-1D-2,1E-2,1F-2） 

原子炉格納容器内 
原子炉圧力容器温度＊ 

（TE298-1D-1,1E-1,1F-1） 
原子炉格納容器内 

残留熱除去系熱交換器入口温度 
（TE222-1A） 

残留熱除去系熱交換器出口温度 
（TE222-2A） 

ドライウェル温度（ＳＡ） 
（TE217-13B） 

原子炉格納容器内 

ドライウェル温度（ＳＡ） 
（TE217-13A） 
原子炉格納容器内 

注：寸法は mmを示す。 
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第１図  配置図（４／７） 

原子炉建物２階 EL 23800 

ドライウェル温度（ＳＡ） 
（TE217-12B） 

原子炉格納容器内 

ドライウェル温度（ＳＡ） 
（TE217-12A） 
原子炉格納容器内 

ドライウェル圧力 
（PX217-2B） 

サプレッションチェンバ圧力 
（PX217-3B） 

ドライウェル圧力 
（PX217-1,2A） 
サプレッションチェンバ圧力 
（PX217-3A） 

凡例 
：重大事故等対処設備 
：設計基準事故対処設

備等 

ドライウェル温度 
（TE217-2H） 

原子炉格納容器内 
ドライウェル温度 

（TE217-2G） 
原子炉格納容器内 

原子炉圧力容器温度 
（TE298-1B-4） 

原子炉格納容器内 
原子炉圧力容器温度 

（TE298-1C-4） 
原子炉格納容器内 

原子炉圧力容器温度 
（TE298-1B-3） 

原子炉格納容器内 
原子炉圧力容器温度 

（TE298-1C-3） 
原子炉格納容器内 

原子炉圧力容器温度 
（TE298-1B-2） 

原子炉格納容器内 
原子炉圧力容器温度 

（TE298-1C-2） 
原子炉格納容器内 

ドライウェル温度 
（TE217-2D） 

原子炉格納容器内 
原子炉圧力容器温度 
（TE298-1B-1） 
原子炉格納容器内 
原子炉圧力容器温度 
（TE298-1C-1） 
原子炉格納容器内 

ドライウェル温度 
（TE217-2E） 
原子炉格納容器内 
ドライウェル温度 
（TE217-2F） 
原子炉格納容器内 

注：寸法は mmを示す。 
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第１図  配置図（５／７） 

 

原子炉建物中２階 EL 30500 凡例 
：重大事故等対処設備 
：設計基準事故対処設

備等 

注記＊1：異なる高さ方向に複数の検出器を設置 

原子炉建物水素濃度＊2 
（H2E278-17） 

原子炉建物水素濃度 
（H2E278-14） 

ドライウェル温度 
（TE217-2Y） 

原子炉格納容器内 
ドライウェル温度 

（TE217-3E） 
原子炉格納容器内 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 
（PX217-14） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 
（PX217-15） 

格納容器水素濃度（ＳＡ） 
（H2E2D2-1） 

格納容器酸素濃度（ＳＡ） 
（O2E2D2-1） 

原子炉圧力容器温度＊1 
（TE298-1A-3,4-3） 
原子炉格納容器内 

ドライウェル温度 
（TE217-2S） 
原子炉格納容器内 
ドライウェル温度 
（TE217-2S） 
原子炉格納容器内 
原子炉圧力容器温度＊1 
（TE298-1A-1,4-1） 
原子炉格納容器内 

原子炉圧力容器温度＊1 
（TE298-1A-2,4-2） 
原子炉格納容器内 

ドライウェル温度 
（TE217-2W） 
原子炉格納容器内 
ドライウェル温度 
（TE217-3B） 
原子炉格納容器内 

ドライウェル温度 
（TE217-3D） 

原子炉格納容器内 

燃料プールライナドレン漏えい水位 
（LS216-10） 

ドライウェル温度 
（TE217-2X） 

原子炉格納容器内 

ドライウェル温度 
（TE217-2R） 

原子炉格納容器内 

ドライウェル温度 
（TE217-3C） 
原子炉格納容器内 

燃料プール冷却ポンプ入口温度 
（TE216-1） 

注記＊2：非常用ガス処理系吸込配管近傍 

ドライウェル温度（ＳＡ） 
（TE217-16） 

原子炉格納容器内 

ドライウェル温度（ＳＡ） 
（TE217-11B） 

原子炉格納容器内 

ドライウェル温度（ＳＡ） 
（TE217-11A） 
原子炉格納容器内 

注：寸法は mmを示す。 
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第１図  配置図（６／７） 

原子炉建物３階 EL 34800 

凡例 
：重大事故等対処設備 
：設計基準事故対処設備

等 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 
（PX217-16） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 
（PX217-17） 

格納容器水素濃度 
（H2E229-101B） 

格納容器酸素濃度 
（O2E229-101B） 

原子炉圧力容器温度 
（TE298-2B-2） 

原子炉格納容器内 
原子炉圧力容器温度 

（TE298-3-2） 
原子炉格納容器内 

原子炉圧力容器温度 
（TE298-2A-2） 

原子炉格納容器内 
ドライウェル温度 

（TE217-2L） 
原子炉格納容器内 

原子炉圧力容器温度 
（TE298-2A-1） 

原子炉格納容器内 
原子炉圧力容器温度 

（TE298-3-1） 
原子炉格納容器内 

原子炉圧力容器温度 
（TE298-2B-1） 

原子炉格納容器内 

ドライウェル温度 
（TE217-2J） 
原子炉格納容器内 
ドライウェル温度 
（TE217-2K） 
原子炉格納容器内 

注：寸法は mm を示す。 



 

 
 

50
 

 

第１図  配置図（７／７） 

原子炉建物４階 EL 42800 

凡例 
：重大事故等対処設備 
：設計基準事故対処設

備等 

燃料プール水位（ＳＡ） 
（LE216-20） 

燃料プール水位 
（LS216-2） 

燃料プール温度 
（TE216-3） 

原子炉建物水素濃度 
（H2E278-10E） 

燃料取替階放射線モニタ 
（RE295-16D） 

燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ） 
（RE296-41） 

燃料取替階放射線モニタ 
（RE295-16C） 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ） 
（RE296-42） 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 
(L/TE216-1,2,3,4,5,6,TE216-4） 

原子炉建物放射線モニタ（燃料取替階エリア） 
（RE296-18） 

原子炉建物放射線モニタ（燃料取
替階エリア） 
（RE296-17） 

原子炉建物水素濃度 
（H2E278-10D） 

燃料取替階放射線モニタ 
（RE295-16A） 
燃料取替階放射線モニタ 
（RE295-16B） 

注：寸法は mmを示す。 



9．【逃がし安全弁の環境条件の設定について】 
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1. はじめに

島根原子力発電所２号機の有効性評価では，格納容器破損モード「高圧溶融物放出／

格納容器雰囲気直接加熱」（以下「DCH」という。）における評価事故シーケンスの解析

結果を入力として，逃がし安全弁（以下「SRV」という。）（自動減圧機能）の中で高温

影響を受けやすい部位の温度を評価し，評価した温度が図1に示す安全上重要な機器の信

頼性確認に関する研究（平成7年度）のSRV環境試験条件を下回ることで，SRV（自動減圧

機能）の機能が維持されることを確認している（添付資料①）。また，SRV環境試験は本

体，補助作動装置（シリンダ，電磁弁等）を組み上げて実施しており，その範囲を図2に

示す。 

以下では，DCHシーケンス以外のSRV（自動減圧機能）に対して厳しい環境となる様々

なシーケンスを想定した場合の環境条件についてまとめる。 

図1 安全上重要な機器の信頼性確認に関する研究（平成7年度）のSRV環境試験条件 



2 

図2 安全上重要な機器の信頼性確認に関する研究（平成7年度）のSRV環境試験機器概要図 

2. 様々なシーケンスを想定した場合のSRV（自動減圧機能）の環境条件について

(1) SRV（自動減圧機能）の環境が厳しくなるシーケンスについて

SRV（自動減圧機能）は，本体と補助作動装置から構成されており，補助作動装置の

温度が上昇すると，電磁弁又はピストンのシール部が高温劣化し，SRVの機能に影響を

及ぼす恐れがある。このため，SRV（自動減圧機能）の高温劣化の観点から，格納容器

内が高温状態で長時間維持される事象について，以下に考察する。 

SRVが必要になるのは，原子炉注水等のために原子炉圧力容器（以下「RPV」とい

う。）の減圧が必要になる場合であり，起因事象として過渡事象又は破断面積の小さ

いLOCAを想定する（大破断LOCAのようなRPV減圧が不要な事象は想定しない）。 

炉心損傷の有無については，SRV（自動減圧機能）の環境が厳しくなるのは，原子炉

水位の低下により炉心損傷し，格納容器内の雰囲気温度が上昇する場合であり，炉心

が損傷するシーケンスを想定する。 

SRV（自動減圧機能）に期待する時間としては，長時間期待する方がSRV（自動減圧
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機能）にとって厳しい条件となることから，RPVが破損しない場合を想定する。 

以上を踏まえると，様々なシーケンスを想定した場合，SRV（自動減圧機能）の環境

が厳しくなるシーケンスは表1のとおりとなる。 

表1 SRV（自動減圧機能）の環境が厳しくなるシーケンス 

No. 

1 
破断面積の小さいLOCA＋炉心損傷＋SRV（自動減圧機能）開，低圧注水復旧＋RPV破

損防止（SRV（自動減圧機能）開維持，低圧注水維持） 

2 
過渡事象＋炉心損傷＋SRV（自動減圧機能）開，低圧注水復旧＋RPV破損防止（SRV

（自動減圧機能）開維持，低圧注水維持） 

なお，DCHシーケンスでは重大事故等対処設備による原子炉注水機能を評価上考慮して

おらず，時間経過に伴い原子炉圧力容器破損に至るものとする。また，格納容器代替ス

プレイ系や残留熱代替除去系が機能喪失するシーケンスも存在し得るが，このような重

大事故等対処設備が機能喪失する場合は大規模損壊の範囲であり，SRV（自動減圧機能）

の健全性確保が必須ではないと考える。 

(2) No.1（破断面積の小さいLOCA）シーケンスについて

破断口からD/Wに蒸気等が流出することによりD/W圧力及び雰囲気温度が上昇するが，

格納容器圧力が上昇し640kPa[gage]に到達した場合は，格納容器代替スプレイ系によ

りPCVスプレイを実施することから，D/W圧力は640kPa[gage]を超えることはない。ま

た， PCVスプレイ実施により D/W内は過熱状態にはならず， D/W雰囲気温度は

640kPa[gage]の飽和温度（約168℃）を超えることはない。 

(3) No.2（過渡事象）シーケンスについて

RPV内の蒸気はSRV（自動減圧機能）を介してサプレッションチェンバのプール内に

流入し凝縮されるため，サプレッションチェンバのプール水が飽和状態となるまでは

D/W圧力及び雰囲気温度が大幅に上昇することはない。サプレッションチェンバのプー

ル水が飽和状態になった後，格納容器圧力が上昇し640kPa[gage]に到達した場合は，

格納容器代替スプレイ系により PCVスプレイを実施することから， D/W圧力は

640kPa[gage]を超えることはない。また，PCVスプレイ実施によりD/W内は過熱状態に

はならず，D/W雰囲気温度は640kPa[gage]の飽和温度（約168℃）を超えることはない。 

(4) SRV（自動減圧機能）の環境条件について

①D/W雰囲気温度について

(2)(3)のとおり，SRV（自動減圧機能）の環境が厳しくなるシーケンスを想定すると，

D/W雰囲気温度は最大約168℃となり，図1に示す安全上重要な機器の信頼性確認に関す

る研究（平成7年度）のSRV環境条件を下回ると考えられる。 

参考に，直接破断口からの蒸気がD/Wに吹き出し，D/W雰囲気温度が厳しくなるNo.1

（破断面積の小さいLOCA）シーケンスを対象にD/W雰囲気温度を解析した結果を図3に
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示す。なお，破断面積としては，原子炉圧力容器破損までにDCH防止のためにSRV（自

動減圧機能）による減圧が必要となる範囲での最大の破断面積である11.4cm2とし，

D/W雰囲気温度が厳しくなる条件とした。その結果，D/W雰囲気温度の最大値は約126℃

であり，168℃を下回ることを確認した。 

図3 破断面積の小さいLOCAシーケンスにおけるD/W雰囲気温度の推移 

②D/W圧力について

D/W圧力の上昇によりSRVの機能が喪失する事象として，SRVの電磁弁等のシール材料

に加わる外側圧力の上昇によりシール材料に加わる内外差圧が上昇することによる物

理的破損（引張りによりシール材料が破断する）が考えられる。ただし，既存のSRVに

使用されているシール材（フッ素ゴム）の破断強度は13MPaであるところ，格納容器内

に設置される場合，最大でも内外差圧は0.853MPa程度となること，また，弁等の機器

に組み込まれるシール材は，一般的にケーシング等によって変形が拘束され過大な変

形が発生することはないことから，物理的破損が発生する可能性は極めて低く，D/W圧

力の増加によりSRVの機能への影響はない。 

したがって，(2)(3)に記載した640kPa[gage]は，図1に示す安全上重要な機器の信頼

性確認に関する研究（平成7年度）のSRV環境試験における圧力条件の最大値（4.35kg/

cm2g：約0.427MPa[gage]）を上回っているが，SRVの機能への影響はない。 

以上のとおり，SRV（自動減圧機能）の環境が厳しくなるシーケンスを想定すると，

D/W雰囲気温度は約168℃を下回り，図1に示す過去のSRV環境試験における温度条件を

下回る。また，D/W圧力は図1に示す過去のSRV環境試験における圧力条件を上回る可能

性があるが，SRVへの機能に影響はない。 
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3. まとめ

島根原子力発電所２号機では，SRV（自動減圧機能）の環境が厳しくなるシーケンスを

想定しても，図1に示す過去のSRV環境試験条件をSRV（自動減圧機能）の環境条件とする

ことで問題ないと考える。また，SRV（自動減圧機能）は6個存在し，仮にDCH防止のため

の原子炉の急速減圧に使用するSRV（自動減圧機能）2個が使えなくなった場合でも，残

り4個のSRV（自動減圧機能）を使用することにより長期的に減圧が可能である。 

さらに，島根原子力発電所２号機では，RPV減圧機能の重要性に鑑み，さらなる安全性

向上対策として，以下の対応によりRPV減圧機能の信頼性向上を図ることとする。 

・SRV（自動減圧機能）の作動に必要な窒素供給機能が喪失した場合を想定して，自主

対策設備である逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備をSRV（逃がし弁機能）2個に対

して設置し，逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備使用時には温度200℃及び圧力

0.853MPa[gage]の環境下でも開保持できる設計とする。

・SRV用アクチュエータの耐環境性向上のため，SRV全数を対象にシリンダピストンの

作動に影響を与えないシール部について，従来のフッ素ゴム材より高温耐性が優れ

た改良EPDM材に変更する。また，従来のフッ素ゴム材を使用するシリンダピストン

について，シリンダピストン全開動作時におけるシート機能を強化するため，フッ

素ゴム材のシート部（ピストンOリング）の外側に改良EPDM材のシート部（バックシ

ートOリング）を設置する（添付資料②）。

・SRV用電磁弁の耐環境性向上のため，SRV全数を対象に，電磁弁の作動性能に影響を

与えないシール部について，従来のフッ素ゴム材より高温耐性が優れた改良EPDM材

に変更する（添付資料③）。
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添付資料① 

高温環境下での逃がし安全弁の開保持機能維持について 

1. はじめに

原子炉水位が燃料棒有効長頂部を下回り，炉心損傷に至るような状況では，原子炉圧

力容器（以下「RPV」という。）内の気相温度は飽和蒸気温度を大きく超える。高圧溶融

物放出/格納容器雰囲気直接加熱（以下「DCH」という。）を防止するためには，その様

な環境下でも逃がし安全弁（以下「SRV」という。）を開保持し，RPV内の圧力を2MPa以

下の低圧に維持する必要がある。 

図1～図3に示すとおり，SRVは本体部と電磁弁，空気シリンダからなる補助作動装置か

ら構成されている。「5. 本体部の温度上昇による影響」に示すとおり，本体部では温

度上昇は問題にならないが，補助作動装置の温度が上昇すると，電磁弁又はピストンの

シール部が熱によって損傷し，SRVの機能維持に影響を及ぼすおそれがある。

ここでは，「重大事故等対策の有効性評価 添付資料3.2.1」に基づき，炉心損傷後，

DCH防止のために原子炉の減圧を継続する環境下においても，SRVの開保持機能が損なわ

れないことを評価する。 

2. 評価方法

安全上重要な機器の信頼性確認に関する研究（平成7年度）のSRV環境試験において，

国内プラントにおける設計基準事故時の環境条件を包含する保守的な条件として，

「171℃において3時間継続の後，160℃において3時間継続した状態」でのSRV機能維持に

ついて確認されている（以下「SRV環境試験」という。）。また，長期の機能維持の観点

から，126℃において試験開始24時間後から15日後までの機能維持を確認している。図4

にSRV環境試験条件を示す。 

このため，MAAPコードによるDCH有効性評価解析より得られた環境温度条件を入力とし

て，3次元熱流動解析コード（STAR-CCM+）によりSRVの温度を評価し，SRV環境試験の温

度条件に包含されることを確認することで，重大事故等時においてもSRVの開保持機能が

維持されることを確認する。 

三次元熱流動解析では，RPV内気相温度とドライウェル（以下「D/W」という。）内気

相温度の温度条件が厳しくなる評価点を2点設けて定常解析を実施した。 

3. 評価条件

(1) 温度条件

図5に，RPV内気相平均温度及びD/W内気相平均温度のMAAP解析＊を示す。このMAAP解

析を踏まえ，以下に示す2通りの温度条件を設定する。表1に評価条件を示す。 

注記＊：本評価においては，保守的に格納容器代替スプレイ系による格納容器除熱を考慮

しない場合におけるMAAP解析結果を用いるものとする。 
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・温度条件①

事象発生からRPV破損直前までの範囲を代表する温度条件として，同範囲内での

RPV内気相温度が最も厳しい温度を適用し，定常解析によって評価する。 

・温度条件②

事象発生からRPV破損直前までの範囲を代表する温度条件として，同範囲内での

D/W内気相温度が最も厳しい温度を適用し，定常解析によって評価する。 

(2) 評価部位

SRV（自動減圧機能）の開保持には，電磁弁コイルを励磁することで，補助作動装置

のピストン部へ窒素を供給し，SRV本体スプリングの閉止力を上回る駆動力を発生させ，

ピストンを押上げた状態とする必要がある。SRVの開保持機能維持の観点では，高温影

響を受けやすい以下の部位について評価する必要がある。 

①電磁弁（下部コイルハウジング）

電磁弁のコイルは熱容量が小さく，高温影響を受けやすい。電磁弁のコイルが熱

によって損傷した場合，電磁弁のコイルが消磁することで，補助作動装置のピスト

ンへの窒素供給が遮断されるとともに，流路が排気側へ切り替わることから，ピス

トンを押上げていた窒素が排出され，SRV本体スプリングの閉止力によってSRVが閉

止する。このため，電磁弁を評価の対象とするが，その中でも高温配管に近く，最

も温度が高くなりやすい下部コイルハウジングの温度を評価する。 

②シリンダピストン部

シリンダピストンのシール部にはフッ素ゴム製のOリングを用いており，高温影響

を受けやすい。シリンダピストンのシール部が熱によって損傷した場合，シール部

よりシリンダピストンを押上げていた窒素が排出され，SRV本体スプリングの閉止力

によってSRVが閉止する。このため，シリンダピストンの温度を評価する。 

(3) 評価モデル

SRVの温度上昇を厳しく評価する観点から，電磁弁の設置角度が排気管に最も近い弁

を評価対象弁とした。また，図6，7のように開状態と閉状態を交互に並べた形でモデ

ル化している。実機では離れた位置のSRV2個を操作するが，解析では評価体系の側面

を周期境界としており，保守的に1個おきに開動作するモデルとしている。 

4. 評価結果

評価結果を表2及び図8，9に示す。

RPV破損直前までの範囲でRPV内気相温度が最も厳しい温度を適用した①の温度条件で

は，下部コイルハウジングの最高温度は約141℃，シリンダピストン部の最高温度は約

136℃であり，SRV環境試験温度である160℃を下回る。 

また，①と同範囲でD/W内気相温度が最も厳しい温度を適用した②の温度条件では，下

部コイルハウジングの最高温度は約136℃，シリンダピストン部の最高温度は約132℃で

あり，SRV環境試験温度である160℃を下回る。 
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なお，SRV環境試験では，160℃以上の温度条件において6時間の機能維持が確認されて

いる。この試験の初期の温度条件として171℃を与えていることを踏まえると，DCH防止

のために原子炉減圧を継続している状況下でもSRVの機能を維持可能＊である。①，②は

厳しい温度を設定して実施した定常解析であり，実際にSRVが経験する温度は更に低い値

になるものと考えられる。 

以上のとおり，炉心損傷後，DCH防止のために原子炉の減圧を継続している状況を想定

した環境下でも，SRV開保持機能は維持されると考えられる。 

注記＊：SRVは，「171℃において3時間継続の後，160℃において3時間継続（合計6時間）」

という環境条件での機能維持がSRV環境試験によって確認されている。この初期の

熱負荷（171℃において3時間継続）をアレニウス則に基づき，160℃の熱負荷に換

算すると，160℃において約4.6時間継続となり，これを後段の試験時間と合計す

ると約7.6時間は機能維持が可能となる。 

5. 本体部の温度上昇による影響

前述のとおり，重大事故等時においてもSRVの開保持機能は維持されるが，ここでは

SRV強制開機能に対する温度上昇の影響について評価する。 

閉状態のSRVを強制開とするためには，補助作動装置の駆動力がSRV本体の閉止力を上

回る必要がある。表3に温度上昇の影響を示す。SRV本体の閉止力に対する温度上昇の影

響は，いずれも強制開の妨げになることはない。 
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表1 3次元熱流動解析での温度条件 

項目 

温度条件①【定常解析】 

（事象発生から溶融炉心落下直前

までのRPV内気相温度が最高とな

る温度条件） 

温度条件②【定常解析】 

（事象発生から溶融炉心落下直前ま

でのD/W内気相温度が最高となる温度

条件） 

RPV内 

気相温度 
約521℃ 約469℃ 

D/W内 

気相温度 
約85℃ 約90℃ 

 

表2 3次元熱流動解析での評価結果 

項目 

温度条件①【定常解析】 

（事象発生から溶融炉心落下直前

までのRPV内気相温度が最高とな

る温度条件） 

温度条件②【定常解析】 

（事象発生から溶融炉心落下直前ま

でのD/W内気相温度が最高となる温度

条件） 

下部コイル 

ハウジング 

最高温度＊ 

約141℃ 約136℃ 

シリンダ 

ピストン部 

最高温度 

約136℃ 約132℃ 

注記＊：電磁弁設置位置 

 

表3 SRV本体の抵抗力に対する温度上昇の影響 

項  目 温度上昇の影響 

SRVスプリング閉止力 
温度上昇に伴い，低下する方向にある。また，補助作動装置の

駆動力はスプリング閉止力に対して十分な力量を有している。 

弁棒・アジャスタリング摺

動抵抗 

主蒸気流路から離れた位置にあり，温度上昇幅は小さく，SRV

強制開機能には影響を及ぼさない。 

弁棒・ネッキブッシュ摺動

抵抗 

弁棒は  ，ネッキブッシュは  と，入

熱時に隙間が拡大する材料の組み合わせとなっており，ネッキ

ブッシュによる弁棒拘束は発生しない。 

バランスピストン・ブッシ

ュ摺動抵抗 

バランスピストンは  ，ブッシュは 

と，入熱時に隙間が拡大する材料の組み合わせとなっており，

ブッシュによる弁棒拘束は発生しない。 

弁体（ガイド部）・ガイド

摺動抵抗 

主蒸気温度上昇に伴い拡大するため，温度上昇に伴う弁体ガイ

ドの弁体ソケット拘束は発生しない。 
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図1 SRV構造図 
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図2 SRV構造図（側面図詳細） 

図3 SRV構造図（平面図詳細） 
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図4 SRV環境試験条件 
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MAAP解析の結果，炉心領域での気相温度は最大約900℃に到達して 
いるが，スタンドパイプ／セパレータ等への伝熱により，RPV内気 
相平均温度の推移としては本図のとおりとなっている（参考1）。 

図5 RPV内平均気相温度及びD/W内平均気相温度の推移 
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図6 モデル化範囲と境界条件 

図7 モデル図及び断面メッシュ図 
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図8 解析結果（温度条件①:RPV内気相温度521℃，PCV内気相温度85℃） 
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図9 解析結果（温度条件②：RPV内気相温度469℃，PCV内気相温度90℃） 
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参考１ 

MAAPコードによる原子炉圧力容器内平均温度評価について 

1. MAAPコードによる解析

MAAPコードでは，水の蒸発による蒸気量の増加及び金属酸化による水素発生等による

気体組成の変化を計算するとともに，炉心露出に伴う伝熱による気体エネルギ増加及び

原子炉注水やヒートシンクへの伝熱による気体のエネルギ減少等を計算し，これらの計

算結果を踏まえて，気体の有するエネルギと組成等から原子炉圧力容器内気相平均温度

を計算している（図1）。 
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図1 MAAP原子炉圧力容器ノード分割図 



19 

本体資料図5には，MAAPコードによるDCH有効性評価解析で得られた原子炉圧力容器内

気相平均温度を示しているが，炉心領域の気相温度及びスタンドパイプ／セパレータの

温度の傾向も合わせて表1に示す。 

表1 各部の温度の傾向 

事故 

発生後 

炉心支持板破損直前 

（約3.0時間後） 
→ 

RPV破損直前 

（約7時間後） 

炉心領域の気相温度 
上昇傾向 約900℃ 

一旦低下し， 

再度上昇 
約556℃ 

スタンドパイプ／

セパレータの温度
上昇傾向 約481℃ 

一旦低下し， 

再度上昇 
約496℃ 

原子炉圧力容器内 

気相平均温度＊ 
上昇傾向 約517℃ 

一旦低下し， 

再度上昇 
約470℃ 

注記＊：高温となる炉心領域を含む原子炉圧力容器内全体の気相の持つエネルギ及び気相

体積から気相平均温度を算出 

表1のとおり，炉心領域の気相温度はスタンドパイプ／セパレータの温度や原子炉圧力

容器内気相平均温度より高くなっているが，スタンドパイプ／セパレータ等のヒートシ

ンクへの伝熱により気相温度は低下し，原子炉圧力容器内気相平均温度としては本体資

料図5に示す挙動となっている。これは，炉心領域において過渡的に温度上昇した過熱蒸

気の熱量を十分吸収できる熱容量をスタンドパイプ／セパレータ等のヒートシンクが保

有しているためと考えられる。 

スタンドパイプ／セパレータが過熱蒸気の熱量を吸収可能な熱容量を保持しているこ

とを確認するため，スタンドパイプ／セパレータへの伝熱を考慮した簡易計算を実施し

た。 

2. スタンドパイプ／セパレータへの伝熱を考慮した簡易計算

(1) 評価条件

本体資料図5及び表1に示したとおり，事故後0.8時間から炉心領域の気相温度は徐々

に上昇し，炉心支持板の破損により，温度が一旦低下する事故後3.0時間までの間に約

900℃に到達する。 

この時間帯にスタンドパイプ／セパレータを介して放出される過熱蒸気がSRVに到達

する前に冷却されるかについて，簡易計算を実施した。 

図2 に簡易評価の計算体系を示す。図2 に示すように原子炉圧力容器の上部ヘッド

の空間体積（約208m3）を考慮し，この領域の気相温度を保守的に高めに評価する条件

を設定した（表2）。 
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図2 簡易評価の計算体系 

表2 簡易評価の評価条件 

項目 値 単位 備考 

上部ヘッドの空間体積 208 m3 
左記体積は主蒸気管やダウンカマ等の体積を

含まないため保守的な設定となる 

気相の流入・流出 1.0 kg/s 
MAAP 解析におけるスタンドパイプ／セパレ

ータを通る気相流量を参考に設定 

気相の流入温度 
700， 

900 
℃ 

簡易評価の初期時刻である事故後1.7時間～

炉心支持板破損時（事故後3.0時間）におけ

る炉心領域の気相温度から設定 

事故後1.7時間から2.3時間までは700℃一

定，事故後2.3時間から3.0時間までは900℃

一定の条件は保守的な設定となる 

上部ヘッドの気相温度の 

初期温度 
300 ℃ 

簡易評価の初期時刻である事故後1.7 時間後

における上部ヘッドの気相温度（約296℃）

から保守的に設定＊ 

スタンドパイプ／セパレー

タの構造材温度の初期温度
300 ℃ 

簡易評価の初期時刻である事故後1.7 時間後

における構造材温度（約280℃）から保守的

に設定＊ 

スタンドパイプ／セパレー

タへの熱伝達
2.5 W/m2K 

「伝熱概論［1］」に記載の，流れている空気

の熱伝達率の値（10～250kcal/m2hr℃）から

保守的に設定 

スタンドパイプ／セパレー

タの熱容量
22 MJ/K 

スタンドパイプ／セパレータの重量35t，構

造材の材質であるSUS の比熱0.62kJ/kgK よ

り設定

（35×103kg×0.62kJ/kgK=22MJ/K）
注記＊：事故後１時間後（原子炉減圧）までは炉心部に存在する水及び蒸気により冷却さ

れること，その後の事故後1.7 時間後までは原子炉の減圧に伴い冷却されること
から，原子炉が十分に減圧されたことにより上昇傾向を示す事故後1.7 時間まで
は構造材温度及び気相温度（本体資料図5）は低く推移している。 

［１］甲藤好郎 , “伝熱概論”, 養賢堂 , 1964 年 
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(2) 評価結果

図3 に簡易評価による原子炉圧力容器の上部ヘッドの気相温度及びスタンドパイプ

／セパレータの構造材温度を示す。 

図3 に示すとおり，過熱蒸気の流入により，原子炉圧力容器の上部ヘッドの気相温

度は徐々に上昇するものの，1.3時間後（事故発生3.0時間後に相当）の気相温度は，

654℃程度である。本簡易評価では上部ヘッドの気相温度を高めに評価する条件として

おり，MAAP解析における約3.0時間後の原子炉圧力容器内気相平均温度517℃（表1）よ

りもやや高い温度となっている。 

また，本簡易評価におけるスタンドパイプ／セパレータの構造材温度は423℃程度で

あり，炉心部領域において過渡的に温度上昇した過熱蒸気の熱量を十分吸収できる熱

容量をスタンドパイプ／セパレータ等のヒートシンクが保有しているといえる。 

なお，この423℃は，表1に示したMAAP解析における約3.0時間後のスタンドパイプ／

セパレータの温度（約481℃）より低くなっている。これは，本簡易評価では，上部ヘ

ッドの気相温度を高めに評価するため，気相からスタンドパイプ／セパレータへの熱

伝達を保守的に低めに設定しているためと考えられる。 

ここで，仮にスタンドパイプ／セパレータへの熱伝達率を高めに10W/m2Kと設定した

場合，図4に示すとおりスタンドパイプ／セパレータの構造材温度と上部ヘッドの気相

温度の温度差がなくなるまで伝熱する結果となり，1.3時間後（事故発生3.0時間後に

相当）のスタンドパイプ／セパレータの構造材温度及び上部ヘッドの気相温度は共に

496℃程度となる。また，スタンドパイプ／セパレータへの熱伝達率を10W/m2K より大

きい値に設定した場合においても，スタンドパイプ／セパレータの構造材温度が入熱

源である気相温度より高くなることはないことから，スタンドパイプ／セパレータの

構造材温度は気相温度と同じ496℃程度となる。 

以上のとおり，スタンドパイプ／セパレータに流入する気相温度は700℃～900℃と

高いが，気相流量は1.0kg/s と小さいことから，本簡易評価におけるスタンドパイプ

／セパレータの構造材温度は高くても496℃程度となる結果となり，スタンドパイプ／

セパレータが過熱蒸気の熱量を吸収可能な熱容量を保持していることを確認した。
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(参考) 

1 時間当たりのスタンドパイプ／セパレータの温度上昇量の目安としては，約65℃とな

る。 

過熱蒸気の比エンタルピー（700℃，0.17MPa[abs]）：約3.9MJ/kg 
RPV 上部空間の蒸気の比エンタルピー（500℃，0.17MPa[abs]）：約3.5MJ/kg 
過熱蒸気の流入量：1.0kg/s 
スタンドパイプ／セパレータの熱容量：22MJ/K

図3 簡易評価による原子炉圧力容器の上部ヘッドの気相温度及びスタンドパイプ／セパレ

ータの構造材温度（スタンドパイプ／セパレータへの熱伝達率：2.5W/m2K） 
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図4 簡易評価による原子炉圧力容器の上部ヘッドの気相温度及びスタンドパイプ／セパレ

ータの構造材温度（スタンドパイプ／セパレータへの熱伝達率：10W/m2K） 

3. SRVの3次元熱流動解析にて使用する原子炉圧力容器内気相平均温度について

2.の簡易評価の想定では，スタンドパイプ／セパレータのみをヒートシンクとして考

慮したが，図1に示したとおり，ヒートシンクとなる炉内構造物はスタンドパイプ／セパ

レータ以外にもあり，それらのヒートシンクにも過熱蒸気の熱量は吸収される。また，

保温材を介していることから，格納容器内温度に与える影響及び原子炉圧力容器からの

放熱効果は小さいものの，図1のヒートシンクのうち，原子炉圧力容器の外面となるヒー

トシンクについては，格納容器内への熱伝達もMAAP解析では考慮している。

これらヒートシンクの影響により，MAAP解析における原子炉圧力容器内気相平均温度

は，炉心領域の気相温度と比較して低く推移しているものと考えられる。 

なお，原子炉圧力容器から繋がる主蒸気配管にSRVは設置されており，実際は原子炉圧

力容器からSRVに到達するまで主蒸気配管等への伝熱により気相温度はさらに低下すると

考えられるため，SRVの3次元熱流動解析において，SRVを流れる蒸気の温度として原子炉

圧力容器内気相平均温度を適用することは問題ないと考える。 
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参考２ 

MAAPコードにおける下部プレナムでの溶融炉心の挙動について 

MAAPコードにおける下部プレナムでの溶融炉心の概念を図1に示す。溶融炉心が下部プレ

ナム内の水と接触すると，一部がエントレインされて粒子状となって水中に拡散し，水に

より冷却されつつ重力落下し，下部プレナムに堆積する。その後，崩壊熱により再溶融す

る過程において，酸化物との密度差により，上部に金属層が形成される成層化状態を模擬

し，溶融プールは周囲にクラストを形成することを模擬している。溶融プールの温度は高

温であるが，周囲のクラストは固化しており伝熱量も低いため，冷却水や下部プレナムの

構造材に与える熱影響は軽減される。 

下部プレナムに水が存在する場合，発生した蒸気は炉心部を通過し過熱蒸気となるが，

全溶融燃料の下部プレナムへの落下時点で下部プレナムの水は枯渇しており，炉心部に燃

料が存在しないことから，過熱蒸気の発生はなく，気相部への伝熱は輻射が支配的となる。 

以上から，溶融炉心の全量が下部プレナムに落下した以降は，クラストによって気相部

への熱移行が抑えられ，また，気相部への伝熱量と比較して下部プレナムの構造材への伝

熱量が多く支配的となることから，RPV内の気相部温度が著しく上昇することはない。 

図1 下部プレナムでの溶融炉心の概念 
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添付資料② 

逃がし安全弁用アクチュエータの耐環境性能向上について 

1. 概要

逃がし安全弁用アクチュエータは，逃がし安全弁（以下「SRV」という。）を外部信号

によって作動させるための空気作動式の補助装置であり，シリンダへの窒素供給によっ

てピストンを作動させることでSRVを作動させる設計としている。既設SRVの概要図を図1

に示す。 

シリンダに供給された窒素圧力は，ピストンOリング及びシリンダOリングにより維持

される。シール材は重大事故等時における有効性評価を上回る高温蒸気環境下において

は損傷する恐れがあることから，更なる安全性向上の一環として，シリンダピストンの

作動に影響を与えないシール部（シリンダOリング）を，従来のフッ素ゴムより高温耐性

が優れた改良EPDM材に変更する予定である。 

また，従来のフッ素ゴム材を使用するピストンの摺動部においては，ピストン全開動

作時に，フッ素ゴム材のシート部（ピストンOリング）の外側に改良EPDM材のシート部

（バックシートOリング）を設置することにより，ピストンOリングが機能喪失した場合

においてもバックシートOリングによりシール機能を維持することが可能となる改良を計

画し，格納容器の限界温度・圧力環境下における試験にて信頼性を確認した。 

図1 既設SRV概要図 
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2. 耐環境性能向上を目的としたSRV用シリンダの改良内容

図2に既設シリンダ，図3に改良シリンダの概要図を示す。

SRVシリンダのシール部は従来のフッ素ゴムより高温耐性が優れた改良EPDM材を採用し

たシリンダOリングへ変更する。シリンダのシール部は静的シール部であることから，材

質の変更によってSRVの動作には影響を及ぼさない。 

また，バックシートはSRVが全開位置の時，ピストンOリングの機能が喪失した場合で

もシリンダ上部からの窒素の漏えいを防ぐことできるためSRVの機能を維持することがで

きる。 

バックシートを採用する場合は，シリンダにバックシートとのシール面を製作する必

要があるため，シリンダの一式取替を実施する必要がある。 

図2 既設シリンダの概要図 

図3 改良シリンダの概要図 
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3. 信頼性確認試験

(1) 試験条件

改良シリンダの信頼性確認試験として，下記の表1に示す環境劣化処置を実施したの

ちに，DBA時，LOCA試験条件を包絡するよう表2の条件下で容器試験を行う。その際，

シリンダの作動試験および漏えい試験（試験装置：図4，試験条件：図5参照）を実施

し，SRV動作に対して影響がないことを確認する。 

表1 改良シリンダの環境劣化処置 

機械劣化処置 

放射線劣化処置＊ 

熱劣化処置＊ 

加圧劣化処置 

振動劣化処置 

地震劣化処置 

水力学的動荷重処置 

事故時放射線照射処置 

 注記＊：同時に処置を実施 

表2 蒸気暴露試験条件 

項目 試験条件（前半） 試験条件（後半） 

温度[℃] 

圧力[MPa(gage)] 

雰囲気 

時間（経過時間） 

注1：供給圧力をシリンダへ供給し，シリンダが全開動作することを確認する。 

注2： MPaの供給圧力にて，シリンダからの漏えいがないこと。 
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図4 蒸気暴露試験装置の概要 

図5 蒸気暴露試験条件 
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(2) 試験結果

信頼性確認試験の結果，供給圧力において漏えいがないことを確認し，全開動作が

可能であることを確認した。以上の結果から，シリンダの改良は想定される環境劣化

処置を施したとしてもSRV動作に対して影響がないことを確認した。 

4. 格納容器限界温度・圧力環境下における検証試験

(1) 試験条件

格納容器限界温度・圧力環境下において改良シリンダにおけるシール材の検証とし

て，事故時放射線照射処置を施したのち，格納容器限界温度・圧力環境である200℃／

0.854MPaを満足する試験条件にて蒸気暴露試験（試験条件：表3，図5）を実施し，シ

ール性に影響がないか確認する。 

表3 格納容器限界温度・圧力環境下における試験条件 

項目 条件値 

累積放射線量[MGy] 

圧力[MPa] 

温度[℃] 

雰囲気 

(2) 試験結果

格納容器限界温度・圧力環境下における蒸気暴露試験では，試験中における無漏え

いを確認した。また，蒸気暴露試験終了後のシリンダの作動確認試験においても，シ

リンダの作動状態に異常は確認されなかったことから，改良シリンダは限界温度・圧

力環境下においてもシリンダのシール機能に影響を与えないことを確認した。 

5. 今後の方針

シリンダの改良は，設計基準事故時のSRV動作に影響を与える変更となることから，信

頼性確認試験を実施し，シリンダの改良がプラント運転に影響を与えないことを確認し

た。また，更なる安全性向上を目的とした重大事故等での格納容器限界温度・圧力環境

下におけるシリンダのシール機能に対する検証試験の結果，作動状態および開保持にお

ける供給窒素の無漏えいを確認したことから，限界温度・圧力環境下でもシリンダのシ

ール部の健全性が保たれることを確認した。 

以上の確認結果より，SRVの機能を向上させるための更なる安全性向上対策として，今

停止期間中にすべてのSRVシリンダを改良シリンダに交換する。 

以上 
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添付資料③ 

SRV用電磁弁の耐環境性能向上について 

1. 概要

SRV の更なる安全性向上対策として，逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備（自主対策

設備）を設置する。逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備（自主対策設備）は，逃がし安

全弁窒素ガス供給系（A/B）と独立した窒素ガスボンベ，自圧式切替弁及び配管・弁類か

ら構成し，SRV 用電磁弁の排気ポートに窒素ガスボンベの窒素ガスを供給することによ

り，電磁弁操作を不要としたSRV 開操作が可能な設計とする。また，本系統は，ADS 機

能なしの2個へ窒素ガスを供給する設計とする。逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備（自

主対策設備）の系統概要図を図1 に示す。 

高温蒸気環境下における逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備（自主対策設備）のシー

ル性能を確保するため，窒素ガスの流路となる「SRV 用電磁弁」及び「SRV シリンダ」

に対してシール材の改良を実施する。 

SRV 用電磁弁については，逃がし安全弁窒素ガス供給系及び逃がし安全弁窒素ガス代

替供給設備（自主対策設備）により高圧窒素ガスを供給する際に流路となるバウンダリ

のうち，電磁弁の作動性能に影響を与えないシール部を，従来のフッ素ゴムより高温耐

性が優れた改良EPDM 材に変更する。 

また，更なる安全性向上のため，新規開発したSRV 用電磁弁に対して，格納容器限界

温度・圧力環境下におけるシール性能を試験により確認する。 



31 

図
1 

逃
が
し
安
全
弁
窒
素
ガ
ス
代
替
供
給
設
備

（
自
主
対
策
設
備
）

の
系
統
概
要
図
 

  

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ
へ

 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ
へ

 

A
0
 

M
O 

A
0
 

A
0
 

逃
が

し
安

全
弁

 

(
R
V2
02

-1
B,
1D
,1
E)
 

逃
が

し
安

全
弁

 

(
R
V2
02

-1
G,

1K
,1

M)
 

逃
が

し
安

全
弁

 

(
R
V2
02

-1
C,

1F
,1
H,

1L
) 

原
子
炉
格
納
容
器

 
原
子
炉
圧
力
容
器

 

A
O 

A
O 

M
O 

窒
素
ガ
ス
制
御
系

 

逃
が
し
安
全
弁

窒
素
ガ
ス
代
替
供
給
設
備

 

A
0
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ

へ
 

逃
が

し
安

全
弁

 

(
R
V2
02

-1
A,

1J
) 

原
子
炉
建
物
付
属
棟

 
原
子
炉
棟

 

M
O M
O M
O 

：
窒
素
ガ
ス

代
替
供
給

設
備

 

凡
例

 

A
0
 

M
O 

：
逃
が
し
安
全
弁

 

：
電
磁
弁

 

：
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ

 

（
逃
が
し
弁
機
能

用
）

 

（
自
動
減
圧
機
能
用
）

 

：
電
動
弁

 

：
逆
止
弁

 

A
O 

：
空
気
作
動

弁
 

：
減
圧
弁

 

：
手
動
弁

 

：
自
圧
式
切
替
弁

 

：
短
管

 

Ａ
－

逃
が
し
安
全
弁
窒
素
ガ
ス
供
給
系

 

Ｂ
－
逃
が
し
安
全
弁
窒
素
ガ
ス
供
給
系

 



32 

2. 耐環境性能向上を目的としたSRV用電磁弁の改良内容

逃がし安全弁窒素ガス供給系及び逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備（自主対策設備）

により，窒素ガスの流路となるバウンダリのうち，電磁弁の作動性能に影響を与えない

シール部を，従来のフッ素ゴムより高温耐性が優れた改良EPDM材を採用した電磁弁（以

下「改良電磁弁」という。）の概要図を図2に示す。 

図2 改良電磁弁概要図 
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3. 信頼性確認試験

(1) 試験条件

改良電磁弁シール部の信頼性確認試験として，図3に示す試験手順により蒸気暴露試

験（試験装置：図4，試験条件：表1及び図5参照）を実施し，シール機能に対して影響

がないことの確認を実施した。 

図3 試験手順 

注記＊：シール性確認の判定基準 

・廃棄ポート側圧力に供給ポート側圧力の漏えいが認められないこと。

・無励磁時の漏えい量は目標として 以下であること。 

 初期機能試験 

熱・放射線同時劣化処理 

加圧劣化処理 

機械劣化処理 

振動劣化処理 

劣化処理後の機能試験 

事故時放射線照射処理 

蒸気暴露試験（シール性能確認＊） 
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図4 蒸気暴露試験装置の概要 

表1 重大事故環境試験条件 

項目 改良電磁弁 

時間（経過時間） 

圧力（MPa[gage]） 

温度（℃） 

雰囲気 

放射線量（MGy） 
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図5 蒸気暴露試験条件 

(2) 試験結果

蒸気暴露試験の結果，改良電磁弁及び新規開発電磁弁は，蒸気暴露試験中において

漏えいがなく，従来の設計基準事故環境下に比べ高温蒸気に対して，より長時間（図5

参照）にわたって，SRV駆動部へ窒素ガスを供給する経路のシール性能が発揮され耐環

境性が向上していることを確認した。 
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4. 格納容器限界温度・圧力環境下における検証試験

(1) 試験条件

格納容器限界温度・圧力環境下における新規開発電磁弁シール部の検証試験として，

事故時放射線照射処理を施したのち，格納容器限界温度・圧力環境である200℃／

0.854MPaの試験条件にて蒸気暴露試験（試験条件：表2参照）を実施し，シール機能に

対して影響がないことの確認を実施した。 

表2 格納容器限界温度・圧力環境下における検証試験条件 

項目 改良電磁弁 

時間（経過時間） 

圧力（MPa[gage]） 

温度（℃） 

雰囲気 

放射線量（MGy） 

(2) 試験結果

格納容器限界温度・圧力環境下における蒸気暴露試験の結果，新規開発電磁弁は，

蒸気暴露試験中において漏えいがなく，SRV駆動部へ窒素ガスを供給する経路のシール

性能が発揮され耐環境性が向上していることを確認した。 
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5. 今後の方針

改良電磁弁に対して信頼性確認試験を実施した結果，SRV 駆動部へ窒素ガスを供給す

る経路のシール性能が発揮されていることが確認されたことから，SRVの機能を向上させ

るための更なる安全性向上対策として，今停止期間中にすべてのSRV用電磁弁を改良電磁

弁に交換する。 

以上 



10．【安全設備及び重大事故等対処設備の環境条件の設定について】 



1. はじめに

安全施設及び重大事故等対処設備の環境条件（環境圧力，環境温度，環境湿度及び環境放射線

量）について，以下にまとめる。 

設計基準事故時及び重大事故等時における環境条件のうち，環境圧力，環境温度，環境湿度及び

環境放射線量については，原則として事象及びエリアに応じた一律の環境条件を設定するが，必要

に応じて個別の環境条件を設定することとしている。一律及び個別の環境条件を設定する場合の考

慮事項や設定する環境条件について，以下に示す。 

1



2. 安全施設の環境条件について

2.1 一律で設定する環境条件の考慮事項 

安全施設に対して，Ⅵ-1-1-7の2.3節記載の一律で設定する環境条件を表2-1「安全施設の環境

条件及び考慮事項」に示す。 

表2-1 安全施設の環境条件及び考慮事項(1／2) 

No 
安全施設の 

設置エリア 
環境条件 考慮事項 

1 原子炉格納容器内 

圧
力

・0.427MPa[gage]

・原子炉格納容器（以下「PCV」という。）最高使

用圧力を設定

・設計基準事故の中でPCV内圧力が最も高くなる

「原子炉冷却材喪失」時の圧力を包絡するよう設

定

温
度
・
湿
度

・171℃

・PCV最高使用温度を設定

・設計基準事故の中でPCV内温度が最も高くなる

「原子炉冷却材喪失」時の温度を包絡するよう設

定

・100％（蒸気） ・PCV内に，蒸気が充満した状態を想定し設定

放
射
線

・263kGy/6ヶ月

・設計基準事故の中でPCV内の空間線量が最も高く

なる「原子炉冷却材喪失」の仮想事故相当のソース

タームを想定し，半球中心における線量評価結果

（サブマージョンモデル）を設定

（設定の考え方については，添付資料1に示す。） 

2 
原子炉建物原子炉

棟内 

圧
力

・大気圧相当

・「主蒸気管破断事故」時の，原子炉建物原子炉

棟内の圧力上昇によるブローアウトパネルの開

放を想定し，ブローアウトパネル開放設定値

（6.9kPa[gage]）を設定

温
度
・
湿
度

・原則66℃

（事象初期：100℃）

・設計基準事故の中で原子炉建物原子炉棟内温度

が最も高くなる「主蒸気管破断事故」時を想定

し，漏えい蒸気の影響が大きい事象初期は大気圧下

の飽和蒸気（100℃，蒸気100％），漏えい蒸気の影

響が無くなった状態では空調設備の設計上限値

（66℃，90％）を設定

・原則90％（事象初期：

100％（蒸気） 

放
射
線

・原則1.75kGy/6ヶ月

・保守的にPCV圧力 0.384 MPa[gage]でのPCV漏えい

率一定として，PCV内から漏えいする放射性物質

（以下「FP」という。）を想定し，半球中心にお

ける線量評価結果（サブマージョンモデル）を設

定

（設定の考え方については，添付資料1に示す）

3 

原子炉建物付属棟

内及びその他の建

物内の設備 

圧
力

・大気圧

・設計基準事故等の影響又は安全施設の使用によ

る圧力上昇要因がないエリアであるため，大気

圧を設定

温
度
・
湿
度

・原則40℃
・設計基準事故等の影響による温度・湿度上昇要

因がないエリアであるため，空調設備の設計上

限値（40℃，85％）を設定・原則85％

放
射
線

・原則1mGy/h以下
・原子炉冷却材喪失（仮想事故）における屋外被

ばく線量を包絡する値を設定

2



表 2-1 安全施設の環境条件及び考慮事項(2／2) 

No 
安全施設の 

設置エリア 
環境条件 考慮事項 

4 屋外 

圧
力

・大気圧 ・圧力上昇要因がないエリア

温
度
・
湿
度

・40℃

・100％

・温度は既往最大値（38.5℃）を包絡する値を設定

・湿度は考えられる最大値

放
射
線

・1mGy/h以下
・原子炉冷却材喪失（仮想事故）における屋外被

ばく線量を包絡する値

2.2 個別で設定する環境条件の考慮事項 

安全施設に対して，個別の環境条件を設定する場合の考慮事項や設定する環境条件につい

て示す。 

（1）圧力 

原子炉建物原子炉棟内は，原則として事故時に作動するブローアウトパネル開放設定値

（6.9kPa[gage]）を考慮して一律大気圧相当を設定するが，事故発生時には期待せず，通

常運転中にその機能が求められるものは，通常運転中における圧力を環境圧力として設定

する。評価に用いた環境圧力を表2-2，該当する対象設備を表2-4に示す。 

（2）温度 

原子炉建物原子炉棟内は，原則として一律66℃（事象初期：100℃）を設定するが，事

故発生時にその機能が求められないものは，通常運転中における温度を環境温度として設定

する。評価に用いた環境温度を表 2-2，該当する対象設備を表2-4に示す。 

また，原子炉建物付属棟内及びその他の建物内は，原則として一律40℃を設定するが，通常

時に空調設備により管理されており，設計基準事故時においても温度が上昇する原因がないエ

リアに設置されている設備については，通常運転時における温度を環境条件として設定する。

評価に用いた環境湿度を表2-3，該当する対象設備を表2-5に示す。 

（3）湿度 

原子炉建物原子炉棟内は，原則として一律90 ％（事象初期：100％（蒸気））を設定する

が，事故発生時にその機能が求められないものは，通常運転中における湿度を環境湿度とし

て設定する。評価に用いた環境湿度を表2-2，該当する対象設備を表2-4に示す。 

また，原子炉建物付属棟内及びその他の建物内は，原則として一律85％を設定するが，通常

時に空調設備により管理されており，設計基準事故時においても温度が上昇する原因がないエ

リアに設置されている設備については，通常運転時における湿度を環境条件として設定する。

評価に用いた環境温度を表2-3，該当する対象設備を表2-5に示す。 

3



（4）放射線 

原子炉建物原子炉棟内は，原則として一律1.75kGy/6ヶ月を設定するが，事故発生時にそ

の機能が求められないものは，通常運転中における線量を環境放射線として設定する。評

価に用いた環境放射線を表2-2，該当する対象設備を表2-4に示す。 
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表 2-2 評価に用いた環境条件（原子炉建物原子炉棟内） 

環境圧力 環境温度 環境湿度 環境放射線 

評価に用いた環境条

件 
大気圧 40℃ 90％ 1 mGy/h 以下 

Ⅵ-1-1-7の2.3節記載

の 

一律環境条件 

大気圧相当 

66℃ 

(事象初期：

100℃) 

90 ％ 

（事象初期： 

100 ％（蒸気）) 

1.75 kGy/6 ヶ月 

表 2-3 評価に用いた環境条件（原子炉建物付属棟内及びその他の建物内） 

対象エリア 環境温度 環境湿度 

評価に用いた環境条件 

中央制御室 

40℃ 80% 

緊急時対策所 

Ⅵ-1-1-7の2.3節記載の 

一律環境条件 

中央制御室 

40℃ 85% 

緊急時対策所 

表 2-4 対象設備（原子炉建物原子炉棟内） 

系統施設 設備 設置エリア 

核燃料物質の取扱設備及び貯蔵

施設 
燃料プール温度 原子炉建物原子炉棟 

核燃料物質の取扱設備及び貯蔵

施設 
燃料プール冷却ポンプ入口温度 原子炉建物原子炉棟 

核燃料物質の取扱設備及び貯蔵

施設 
燃料プール水位・温度（ＳＡ） 原子炉建物原子炉棟 

その他発電用原子炉の 

附属施設（火災防護施設） 
ハロゲン化物ボンベ（原子炉建物） 原子炉建物原子炉棟 

表 2-5 対象設備（原子炉建物付属棟内及びその他の建物内） 

系統施設 設備 設置エリア 

計測制御施設 通信連絡設備 中央制御室 

その他発電用原子炉の附属施設

（緊急時対策所） 
通信連絡設備 緊急時対策所 
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3. 重大事故等対処設備の環境条件について

3.1 一律で設定する環境条件の考慮事項 

重大事故等対処設備に対して，Ⅵ-1-1-7の2.3節記載の一律で設定する環境条件を表3-1  「重大

事故等対処設備の環境条件及び考慮事項」に示す。 

表3-1 重大事故等対処設備の環境条件及び考慮事項（1／3） 

No 
重大事故等対処設 

備の設置エリア 環境条件 考慮事項 

1 原子炉格納容器内 

圧
力 ・原則0.853MPa[gage] ・PCV限界圧力を設定

温
度
・
湿
度

・原則200℃ ・PCVバウンダリ許容温度を設定

・原則100％（蒸気） ・PCV内の蒸気が充満した場合を想定し設定

放
射
線

・原則740kGy/7日間

・RPVからPCV内へのFP放出はMAAP解析結果を参照し，半

球中心における線量評価結果（サブマージョンモデ

ル）を設定

（設定の考え方については，添付資料1に示す。） 

2 

原子炉格納容器外

の建物内（原子炉

建物原子炉棟内） 

圧
力

・大気圧相当

・原子炉建物原子炉棟内の圧力上昇によるブローアウト

パネルの開放を想定し，ブローアウトパネル開放設定

値（6.9kPa[gage]）を設定

温
度
・
湿
度

・原則66℃＊1

・トーラス室： 100℃

（最高120℃）

・一般エリア：PCVから漏えいするガスの温度上昇は，

PCV圧力と設計漏えい率（0.9Pdにおいて0.5%/d），

AEC評価式及びGE評価式で求めた値を包絡する漏えい率

（2Pdにおいて1.3%/d）を考慮し保守的に設定

・トーラス室：重大事故等時におけるサプレッション

チャンバからトーラス室への放熱を考慮して設定

・原則100％
・PCVからの漏えい及び燃料プールからの蒸発を考慮し
て，湿度は考えられる最大値

放
射
線

・原則470Gy/7日間

・PCV圧力に応じたPCV漏えい率（0.5～1.3%/d）に相当する
ジャンクションをMAAP内でモデル化して設定した漏えい率
で漏えいした放射性物質による原子炉建屋原子炉棟内の
線量を包絡する値を保守的に設定
（設定の考え方については，添付資料1に示す。）

3 

原子炉建物原子炉

棟内のうち以下の

設備 

・格納容器バイパ

ス（インターフ

ェイスシステム

LOCA）時に使用

する重大事故等

対処設備

圧
力 ・大気圧相当

・原子炉建物原子炉棟内の圧力上昇によるブローアウト

パネルの開放を想定し，ブローアウトパネル開放設定

値（6.9kPa[gage]）を設定

温
度
・
湿
度

・原則66℃

（事象初期：100℃）

・RHR熱交換器室におけるインターフェイスシステムLOCA

発生を想定し，破断した配管から高温蒸気が漏洩する

が，瞬時にブローアウトパネルが開放することによる

環境改善を考慮し設定・原則 100 ％

放
射
線

・470Gy/7日間に包絡

・インターフェイスシステムLOCA が発生した場合の外部

被ばくは最大8.0mSv/h程度＊2であり，1Sv＝1Gyとした場

合に，仮に7日間継続しても約1.4Gy/7日間であるため，

原子炉建物原子炉棟内の環境放射線470Gy/7日間に対し

てその影響は小さいことを確認している。

注記＊1：非常用ガス処理系による換気機能に期待しない条件での保守的な値。なお，非常用ガス処理系起動すると外
気からのインリークにより原子炉建物原子炉棟の温度は低下傾向となる。 

＊2：有効性評価 添付資料2.7.2「インターフェイスシステムLOCA発生時の破断面積及び現場環境等について」にて説明。
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表 3-1 重大事故等対処設備の環境条件及び考慮事項（2／3） 

No 
重大事故等対処設 

備の設置エリア 
環境条件 考慮事項 

4 

原子炉建物原子炉

棟内のうち以下の

設備 

・使用済燃料プー

ルにおける重大

事故に至るおそ

れがある事故時

に使用する重大

事故等対処設備

圧
力

・大気圧相当

・原子炉建物原子炉棟内の圧力上昇によるブローア

ウトパネルの開放を想定し，ブローアウトパネル開

放設定値（6.9kPa[gage]）を設定

温
度
・
湿
度

・原則100℃ ・使用済燃料プールにおける重大事故に至るおそ

れがある事故を想定し，使用済燃料プールから

の蒸気影響を考慮した大気圧下の飽和蒸気

（100℃，100％）を設定・原則100％

放
射
線

・470Gy/7日間に包絡

・使用済燃料プール通常水位からスロッシングに

より1.08m水位低下した場合の線量率は約2×10-

3mSv/hであり，1Sv＝1Gyとした場合に，仮に水

位低下が7日間継続しても約3.4×10-4Gy/7日間

であるため，原子炉建物原子炉棟内の環境放射

線470Gy/7日間に対してその影響は小さいことを

確認している。

（設定の考え方については，添付資料１参考資料2

に示す。） 

5 

原子炉建物原子炉

棟内のうち以下の

設備 

・主蒸気管破断事

故起因の重大事

故等時に使用す

る重大事故等対

処設備

圧
力

・大気圧相当

・原子炉建物原子炉棟内の圧力上昇によるブロー

アウトパネルの開放を想定し，ブローアウトパ

ネル開放設定値（6.9kPa[gage]）を設定

温
度
・
湿
度

・原則66℃

（事象初期：100℃）

・主蒸気管破断事故を想定し，漏えい蒸気の影響

を考慮した大気圧下の飽和温度（事象初期：

100℃）と湿度（100％），漏えい蒸気の影響が

無くなった状態では原子炉建物原子炉棟内の環

境温度（66℃）を設定

（設定の考え方については，添付資料2に示す。） 
・原則100％

放
射
線

・原則470Gy/7日間

・主蒸気管破断事故発生から主蒸気隔離弁閉止ま

での間に流出する蒸気に含まれる放射性物質に

よる放射線影響は，重大事故時に炉心損傷によ

り放射性物質がPCV気相部に充満した状態の原子

炉建物原子炉棟内の環境放射線条件（470Gy/7日

間）に対して軽微であるため，原子炉建物原子

炉棟内の放射線条件を設定

（設定の考え方については，添付資料2に示す。） 

6 

原子炉建物付属棟

内及びその他の建

物内の設備 

圧
力

・大気圧

・重大事故等の影響又は重大事故等対処設備の使

用による圧力上昇要因がないエリアであるた

め，大気圧を設定

温
度
・
湿
度

・原則40℃ ・重大事故等時のPCV内等の影響による温度・湿度

上昇要因が無いエリアであるため，空調設備の

設計上限値（40℃，85％）を設定
・原則85％

放
射
線

・原則6Gy/7日間

・PCVベント時における大気中へ放出されたFP及び

建物内に浮遊しているFPによる屋外の被ばく線

量を包絡する値を保守的に設定
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表 3-1 重大事故等対処設備の環境条件及び考慮事項（3／3） 

No 
重大事故等対処設 

備の設置エリア 
環境条件 考慮事項 

7 屋外 

圧
力

・大気圧 ・圧力上昇要因がないエリア

温
度
・
湿
度

・40℃

・重大事故等時のPCV内等の影響がないエリアであ

るため，既往最大値（38.5℃）を包絡する設計基

準事故時と同等の値（40℃）を設定

・100％ ・湿度は考えられる最大値を設定

放
射
線

・6Gy/7日間

・PCVベント時における大気中へ放出されたFP及び

建物内に浮遊しているFPによる屋外の被ばく線

量を包絡する値を保守的に設定
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3.2 重大事故等対処設備の個別で設定する環境条件の考慮事項 

重大事故等対処設備に対して，個別の環境条件を設定する場合の考慮事項や設定する環境

条件について示す。 

（1）圧力 

パターン1,2に該当するものは個別に環境圧力を設定することとし，この対象設備を表3-2

に示す。 

原子炉格納容器内は，原則として一律 0.853MPa[gage]を設定するが，重大事故等発生初

期に機能が求められるものであり，設計基準対象施設としての設計で仕様を満足するものは，

設計基準事故における原子炉格納容器内の圧力を包絡する値（0.427MPa[gage]）を環境圧

力として設定する。 

原子炉格納容器内は，原則として一律 0.853MPa[gage]を設定するが，重大事故等対処設備の

うち，個別に重大事故等時の圧力を確認したものは，確認した値を環境圧力として設定する

（添付資料11）。 

（2）温度 

パターン1～8に該当するものは個別に環境温度を設定することとし，これらの対象設備を表 

3-3 に示す。

原子炉格納容器内は，原則として一律200℃を設定するが，重大事故等発生初期に機能が求

められるものであり，設計基準対象施設としての設計で仕様を満足するものは，設計基準事故

における原子炉格納容器内の温度を包絡する値（171℃）を環境温度として設定する。 

原子炉格納容器内は，原則として一律200℃を設定するが，主蒸気逃がし安全弁について

は，重大事故等の中で，逃がし安全弁による減圧が必要となる条件を包絡する値を環境温度と

して設定する（設定については，「9．主蒸気逃がし安全弁の環境条件の設定について」によ

る。）。 

原子炉建物原子炉棟内は，原則として一律66℃を設定するが，生体遮蔽の内側で原子炉格

納容器からの熱影響を受けることにより66℃を超える温度上昇があると考えられるエリア

は，個別に重大事故等時の温度を確認した値を環境温度として設定する（添付資料4）。 

パターン１ 

パターン１ 

パターン２ 

パターン３ 

パターン２ 
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原子炉建物付属棟内及びその他の建物内は，原則として一律40℃を設定するが，エリア内

の発熱体と，周辺エリアとの熱収支等により個別に重大事故等時の温度を確認したものは，

確認した値を環境温度として設定する（添付資料3）。 

「使用済燃料プールにおける重大事故に至るおそれがある事故」時に使用する重大事故等対

処設備について，当該設備を設置する原子炉建物原子炉棟内のエリアは，原則として一律

100℃を設定するが，当該重大事故等対処設備専用の冷却装置により冷却するものは，個別に

100℃以下の温度を環境温度として設定する（設定については，「4．燃料プール監視カメラ

用冷却設備について」による。）。 

「格納容器バイパス（インターフェイスシステムLOCA）」時及び「主蒸気管破断事故」時に

使用する原子炉建物原子炉棟内の重大事故等対処設備は，原則として66℃（事象初期100℃）

を設定するが，蒸気の影響を受けないエリアに設置の設備は個別に100℃以下の温度を環境温

度として設定する（添付資料2）。 

原子炉建物原子炉棟内は，原則として一律66℃を設定するが，エリア内の発熱体と，周辺

エリアとの熱収支等により個別に重大事故等時の温度を確認したものは，確認した値を環境

温度として設定する（添付資料3）。 

原子炉格納容器内は，原則として一律 200℃を設定するが，重大事故等対処設備のうち，個

別に重大事故等時の温度を確認したものは，確認した値を環境温度として設定する（添付資料

11）。 

（3）湿度 

パターン1～3に該当するものは個別に環境湿度を設定することとし，これらの対象設備を表

3-4に示す。

原子炉建物付属棟内及びその他の建物内は，原則として一律85％を設定するが，当該重大

事故等対処設備を設置するエリアが重大事故等時に空調設備により管理されており，湿度が上

昇する原因がなく，重大事故等時の湿度を確認したものは，確認した値を環境湿度として設定

する。 

パターン４ 

パターン５ 

パターン６ 

パターン１ 

パターン７ 

パターン８ 
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原子炉建物付属棟及びその他の建物内は，原則として一律85％を設定するが，85％を超え

る湿度上昇があると考えらえられるエリアは，個別に重大事故等時の湿度を確認した値を環境

湿度として設定する。 

 原子炉建物原子炉棟内及び屋外は，原則として一律100%を設定するが，当該重大事故等

対処設備を設置するエリアが重大事故等時に空調設備により管理されており，湿度が上昇す

る原因がなく，重大事故等時の湿度を確認したものは，確認した値を環境湿度として設定す

る。 

（4）放射線 

パターン1～6に該当するものは個別に環境放射線量を設定することとし，これらの対象設

備を表3-5に示す。 

原子炉格納容器内は，原則として一律740kGyを設定するが，重大事故等発生初期に機能が求

められるものであり，設計基準対象施設としての設計で仕様を満足するものは，設計基準事故

における原子炉格納容器内の放射線量を包絡する値（263kGy）を環境放射線として設定す

る。 

原子炉格納容器内は，原則として一律740kGyを設定するが，主蒸気逃がし安全弁については，

重大事故等の中で，主蒸気逃がし安全弁による減圧が必要となる条件を包絡する値を環境放射

線として設定する。 

原子炉建物原子炉棟内は，原則として一律470Gyを設定するが，当該重大事故緩和設備を設

置するエリアが放射線源付近であり，重大事故時に470Gyを超えるおそれのあるものは個別に確

認した値を環境放射線として設定する（添付資料4，添付資料5）。 

原子炉建物付属棟内及びその他の建物内は，原則として一律6Gyを設定するが，重大事故等

時において想定される放射線を個別に確認したものは，確認した値を環境放射線として設定す

る（添付資料6）。 

原子炉建物原子炉棟内は，原則として一律470Gyを設定するが，重大事故等発生初期に機能

パターン２ 

パターン３ 

パターン１ 

パターン２ 

パターン３ 

パターン４ 

パターン５ 
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が求められるものであり，重大事故等時において想定される放射線を個別に確認したものは，

確認した値を環境放射線として設定する（添付資料7）。 

原子炉建物原子炉棟内は，原則として一律470Gyを設定するが，「使用済燃料プールにおける

重大事故に至るおそれがある事故」時に使用する設備であり，重大事故等時において想定され

る放射線を個別に確認したものは，確認した値を環境放射線として設定する（添付資料8）。 

パターン６ 
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表3-2 重大事故等対処設備の環境圧力設定 

設備 評価に用いた環境圧力 

Ⅵ-1-1-7 の 2.3 

節記載の一律の 

環境圧力 

パターン 設置エリア 

中性子源領域計装 0.427MPa[gage] 0.853MPa[gage] パターン1 原子炉格納容器内 

中間領域計装 0.427MPa[gage] 0.853MPa[gage] パターン1 原子炉格納容器内 

出力領域計装 0.427MPa[gage] 0.853MPa[gage] パターン1 原子炉格納容器内 

ドライウェル水位 
0.500MPa[gage] 

（最高0.853MPa[gage]） 
0.853MPa[gage] パターン2 原子炉格納容器内 

ペデスタル水位 
0.500MPa[gage] 

（最高0.853MPa[gage]） 
0.853MPa[gage] パターン2 原子炉格納容器内 
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表3-3 重大事故等対処設備の環境温度設定（1/2） 

設備 
評価に用いた

環境温度  

Ⅵ-1-1-7 の 2.3 

節記載の一律の 

環境温度 

パターン 設置エリア 

中性子源領域計装 171℃ 200℃ パターン1 原子炉格納容器内 

中間領域計装 171℃ 200℃ パターン1 原子炉格納容器内 

出力領域計装 171℃ 200℃ パターン1 原子炉格納容器内 

逃がし安全弁[操作対象弁] 150℃ 200℃ パターン2 原子炉格納容器内 

逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ 150℃ 200℃ パターン2 原子炉格納容器内 

格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 200℃ 66℃ パターン3 原子炉建物原子炉棟 

第１ベントフィルタスクラバ容器 60℃ 40℃ パターン4 第1ベントフィルタ格納槽 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 60℃ 40℃ パターン4 第1ベントフィルタ格納槽 

スクラバ容器水位 60℃ 40℃ パターン4 第1ベントフィルタ格納槽 

スクラバ容器圧力 60℃ 40℃ パターン4 第1ベントフィルタ格納槽 

スクラバ容器温度 60℃ 40℃ パターン4 第1ベントフィルタ格納槽 

残留熱代替除去ポンプ 66℃ 40℃ パターン4 原子炉建物付属棟 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レン

ジ・低レンジ）＊高レンジ 
60℃ 40℃ パターン4 第1ベントフィルタ格納槽 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 50℃ 100℃ パターン5 原子炉建物原子炉棟 

格納容器水素濃度（Ｂ系） 45℃ 66℃ パターン6 原子炉建物原子炉棟 

格納容器酸素濃度（Ｂ系） 45℃ 66℃ パターン6 原子炉建物原子炉棟 

原子炉圧力（ＳＡ） 100℃ 
66℃ 

（事象初期：100℃） 
パターン7 原子炉建物原子炉棟 

原子炉水位（燃料域） 100℃ 
66℃ 

（事象初期：100℃） 
パターン7 原子炉建物原子炉棟 

原子炉水位（ＳＡ） 100℃ 
66℃ 

（事象初期：100℃） 
パターン7 原子炉建物原子炉棟 

高圧原子炉代替注水流量 100℃ 66℃ パターン7 原子炉建物原子炉棟 

100℃ 66℃ パターン7 原子炉建物原子炉棟 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 100℃ 
66℃ 

（事象初期：100℃） 
パターン7 原子炉建物原子炉棟 

100℃ 
66℃ 

（事象初期：100℃） 
パターン7 原子炉建物原子炉棟 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 100℃ 
66℃ 

（事象初期：100℃） 
パターン7 原子炉建物原子炉棟 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 100℃ 66℃ パターン7 原子炉建物原子炉棟 

ペデスタル代替注水流量 100℃ 66℃ パターン7 原子炉建物原子炉棟 

ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） 100℃ 66℃ パターン7 原子炉建物原子炉棟 

サプレッションプール水位（ＳＡ） 100℃ 
66℃ 

（事象初期：100℃） 
パターン7 原子炉建物原子炉棟 

残留熱除去系熱交換器冷却水流量 100℃ 66℃ パターン7 原子炉建物原子炉棟 

残留熱除去ポンプ出口圧力 100℃ 
66℃ 

（事象初期：100℃） 
パターン7 原子炉建物原子炉棟 

低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 100℃ 
66℃ 

（事象初期：100℃） 
パターン7 原子炉建物原子炉棟 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 100℃ 66℃ パターン7 原子炉建物原子炉棟 

高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 100℃ 66℃ パターン7 原子炉建物原子炉棟 

ドライウェル水位 
155℃ 

（最高200℃） 
200℃ パターン8 原子炉格納容器内 

ペデスタル水位 
155℃ 

（最高200℃） 
200℃ パターン8 原子炉格納容器内 
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表3-3 重大事故等対処設備の環境温度設定（2/2） 

設備 
評価に用いた

環境温度  

Ⅵ-1-1-7 の 2.3 

節記載の一律の 

環境温度 

パターン 設置エリア 

原子炉補機冷却水ポンプ 55℃ 40℃ パターン4 原子炉建物付属棟 

原子炉補機冷却系熱交換器 55℃ 40℃ パターン4 原子炉建物付属棟 

遠隔手動弁操作機構 55℃ 40℃ パターン4 原子炉建物付属棟 

非常用ディーゼル発電設備 45℃ 40℃ パターン4 原子炉建物付属棟 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 45℃ 40℃ パターン4 原子炉建物付属棟 
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表3-4 重大事故等対処設備の環境湿度設定 

設備 
評価に用いた

環境湿度 

Ⅵ-1-1-7 の 2.3 

節記載の一律の 

環境湿度 

パターン 設置エリア 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 80% 85% パターン1 
廃棄物処理建物中央制御

室バウンダリ 

データ伝送設備 80% 85% パターン1 緊急時対策所 

可搬型計測器 80% 85% パターン1 

廃棄物処理建物中央制御

室バウンダリ 

緊急時対策所 

ガスタービン発電機用サービスタンク 

（予備GTG用サービスタンク） 
100% 85% パターン2 ガスタービン発電機建物 

ガスタービン発電機用サービスタンク 

（2号機GTG用サービスタンク） 
100% 85% パターン2 ガスタービン発電機建物 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 100% 85% パターン2 ガスタービン発電機建物 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能） 90% 100% パターン3 原子炉建物原子炉棟 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプト

リップ機能）
90% 100% パターン3 原子炉建物原子炉棟 

格納容器水素濃度（Ｂ系） 90% 100% パターン3 原子炉建物原子炉棟 

格納容器酸素濃度（Ｂ系） 90% 100% パターン3 原子炉建物原子炉棟 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 90% 100% パターン3 屋外 
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表3-5 重大事故等対処設備の環境放射線設定（1/2） 

設備 
評価に用いた

環境放射線 

Ⅵ-1-1-7 の 2.3 

節記載の一律の 

環境放射線 

パターン 設置エリア 

中性子源領域計装 263kGy/7日間 740kGy/7日間 パターン1 原子炉格納容器内 

中間領域計装 263kGy/7日間 740kGy/7日間 パターン1 原子炉格納容器内 

出力領域計装 263kGy/7日間 740kGy/7日間 パターン1 原子炉格納容器内 

制御棒駆動機構（水圧駆動） 263kGy/7日間 740kGy/7日間 パターン1 原子炉格納容器内 

逃がし安全弁[操作対象弁] 360kGy/7日間 740kGy/7日間 パターン2 原子炉格納容器内 

逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ 360kGy/7日間 740kGy/7日間 パターン2 原子炉格納容器内 

残留熱除去系熱交換器 50kGy/7日間 470Gy/7日間 パターン3 原子炉建物原子炉棟 

格納容器水素濃度（ＳＡ） 1.5kGy/7日間 470Gy/7日間 パターン3 原子炉建物原子炉棟 

格納容器水素濃度（Ｂ系） 2.0kGy/7日間 470Gy/7日間 パターン3 原子炉建物原子炉棟 

格納容器酸素濃度（ＳＡ） 0.92kGy/7日間 470Gy/7日間 パターン3 原子炉建物原子炉棟 

格納容器酸素濃度（Ｂ系） 2.1kGy/7日間 470Gy/7日間 パターン3 原子炉建物原子炉棟 

原子炉建物水素濃度 

（EL 8800mm） 
280kGy/7日間 470Gy/7日間 パターン3 原子炉建物原子炉棟 

原子炉圧力 670Gy/7日間 470Gy/7日間 パターン3 原子炉建物原子炉棟 

原子炉圧力（ＳＡ） 2.6kGy/7日間 470Gy/7日間 パターン3 原子炉建物原子炉棟 

原子炉水位（広帯域） 670Gy/7日間 470Gy/7日間 パターン3 原子炉建物原子炉棟 

原子炉水位（燃料域） 2.6kGy/7日間 470Gy/7日間 パターン3 原子炉建物原子炉棟 

原子炉水位（ＳＡ） 2.6kGy/7日間 470Gy/7日間 パターン3 原子炉建物原子炉棟 

低圧原子炉代替注水流量 4.6kGy/7日間 470Gy/7日間 パターン3 原子炉建物原子炉棟 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 4.6kGy/7日間 470Gy/7日間 パターン3 原子炉建物原子炉棟 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 670Gy/7日間 470Gy/7日間 パターン3 原子炉建物原子炉棟 

格納容器代替スプレイ流量 670Gy/7日間 470Gy/7日間 パターン3 原子炉建物原子炉棟 

残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 840Gy/7日間 470Gy/7日間 パターン3 原子炉建物原子炉棟 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 1.3kGy/7日間 470Gy/7日間 パターン3 原子炉建物原子炉棟 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 1.3kGy/7日間 470Gy/7日間 パターン3 原子炉建物原子炉棟 

サプレッションプール水位(ＳＡ) 1.8kGy/7日間 470Gy/7日間 パターン3 原子炉建物原子炉棟 

残留熱除去系熱交換器出口温度 17kGy/7日間 470Gy/7日間 パターン3 原子炉建物原子炉棟 

格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 740kGy/7日間 470Gy/7日間 パターン3 原子炉建物原子炉棟 

格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション

チェンバ）
280kGy/7日間 470Gy/7日間 パターン3 原子炉建物原子炉棟 

非常用ガス処理系排風機 3.4kGy/7日間 470Gy/7日間 パターン3 原子炉建物原子炉棟 

残留熱代替除去ポンプ 17kGy/7日間 6Gy/7日間 パターン4 原子炉建物付属棟 

第１ベントフィルタスクラバ容器 290kGy/7日間 6Gy/7日間 パターン4 第1ベントフィルタ格納槽 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 1400kGy/7日間 6Gy/7日間 パターン4 第1ベントフィルタ格納槽 

圧力開放板 62Gy/7日間 6Gy/7日間 パターン4 第1ベントフィルタ格納槽 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 0.16kGy/7日間 6Gy/7日間 パターン4 第1ベントフィルタ格納槽 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レン

ジ・低レンジ）＊低レンジ 
22Gy/7日間 6Gy/7日間 パターン4 第1ベントフィルタ格納槽 
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表3-5 重大事故等対処設備の環境放射線設定（2/2） 
第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レン

ジ・低レンジ）＊高レンジ 
29Gy/7日間 6Gy/7日間 パターン4 第1ベントフィルタ格納槽 

スクラバ容器温度 290kGy/7日間 6Gy/7日間 パターン4 第1ベントフィルタ格納槽 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 1400kGy/7日間 6Gy/7日間 パターン4 第1ベントフィルタ格納槽 

配管遮蔽 30kGy/7日間 6Gy/7日間 パターン4 第1ベントフィルタ格納槽 

中央制御室非常用再循環送風機 13Gy/7日間 6Gy/7日間 パターン4 
廃棄物処理建物中央制御

室バウンダリ 

中央制御室非常用再循環処理装置フィルタ 190Gy/7日間 6Gy/7日間 パターン4 
廃棄物処理建物中央制御

室バウンダリ 

緊急時対策所空気浄化送風機 27Gy/7日間 6Gy/7日間 パターン4 屋外 

緊急時対策所空気浄化フィルタユニット 700Gy/7日間 6Gy/7日間 パターン4 屋外 

空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ） 19Gy/7日間 6Gy/7日間 パターン4 屋外 

緊急時対策所遮蔽 15Gy/7日間 6Gy/7日間 パターン4 屋外 

ほう酸水注入ポンプ 100Gy/7日間 470Gy/7日間 パターン5 原子炉建物原子炉棟 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 1.7Gy/7日間 470Gy/7日間 パターン6 原子炉建物原子炉棟 
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図 3-1 重大事故等対処設備の環境条件設定（1／8）
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図3-1 重大事故等対処設備の環境条件設定（2／8） 

20



図3-1 重大事故等対処設備の環境条件設定（3／8） 
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図3-1 重大事故等対処設備の環境条件設定（4／8） 
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図3-1 重大事故等対処設備の環境条件設定（5／8） 
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図3-1 重大事故等対処設備の環境条件設定（6／8） 
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図3-1 重大事故等対処設備の環境条件設定（7／8） 
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図3-1 重大事故等対処設備の環境条件設定（8／8） 
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3.3 非常用ガス処理系の水素爆発防止対策について 

非常用ガス処理系は，重大事故時に原子炉格納容器から原子炉建物内に放射性物質を含む

ガスが漏えいした場合において，ガス中の放射性物質を，排気筒を経由して原子炉建物外に

排気することで，中央制御室の運転員等の被ばくを低減することを目的として設置するもの

である。 

当該系統は，原子炉建物原子炉棟2階から吸気する系統構成となっており，重大事故時に系

統に流入するガスに水素が含まれることから影響評価が必要である。 

評価した結果，島根原子力発電所第２号機では，非常用ガス処理系使用時における原子炉

建物2階の水素濃度が可燃限界未満であること及び流入する水素ガス量を保守的な評価条件に

て評価した場合においても水素爆発に対して，問題のないことを確認している（添付資料

9）。

3.4 原子炉格納容器内の重大事故環境下で機能が要求される計装機器ケーブルについて 

原子炉格納容器内の重大事故環境を模擬した蒸気曝露試験において，蒸気曝露中のケーブ

ルの絶縁低下が計器誤差に与える影響について報告されている。これに対して，MIケーブル

は，ケーブル長約100mの場合においても，原子炉格納容器内の重大事故環境下で計器誤差に

与える影響は小さく，問題無いことが確認されている。 

島根原子力発電所第２号機においては，原子炉格納容器内の重大事故環境で機能が要求さ

れる計装機器ケーブルのケーブル長は最長で約48mであることが確認されている。 

以上より，原子炉格納容器内の重大事故環境下で機能が要求される計装機器ケーブルは，

原子炉格納容器内の重大事故環境下で計器誤差に与える影響は小さく，問題無いことを確認

している（添付資料10）。 
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4. 添付資料

- 1 環境放射線の設定方法について

- 2 主蒸気管破断事故起因の重大事故等時を考慮した場合の環境条件について

- 3 熱収支等により環境温度を設定するエリアの設定方法について

- 4 格納容器雰囲気放射線モニタの環境条件の設定方法について

- 5 原子炉格納容器外の建物内（原子炉棟内（二次格納施設内））において個別に

放射線環境条件を設定するエリアの設定方法について 

- 6 原子炉格納容器外の建物内（原子炉棟内（二次格納施設外）及びその他の建物内）及び屋

外において個別に放射線環境条件を設定するエリアの設定方法について 

- 7 ほう酸水注入系の放射線環境条件設定

- 8 燃料プール監視カメラ(ＳＡ)の放射線環境条件設定

- 9 非常用ガス処理系の水素爆発防止対策について

-10 原子炉格納容器内の重大事故環境下で機能が要求される計装機器ケーブルについて

-11 ドライウェル水位及びペデスタル水位の環境条件の設定について
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添付資料１ 

環境放射線の設定方法について 

環境放射線の設定方法を図1～図4に示す。 

 なお，図1及び図2が重大事故等時，図3及び図4が設計基準事故時の環境条件の設定方法を示して

いる。 
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図1 重大事故時における原子炉格納容器内の重大事故等対処設備に対する環境条件設定 

のフロー図 

①「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱（ＤＣＨ）」の発生

第 2-1-1表(1/2)の環境条件設定方法のうち 

「想定する事象」に記載の内容に該当 

④原子炉格納容器内気相部に存在する放射性物質による積算放射能量の算出
（積算放射能量の算出に当たっては，事故後 7 日間の時間減衰を考慮して算出する。）

⑤原子炉格納容器内に放出された放射性物質によるある評価点での積算放射線量の評価
・ドライウェル又はサプレッションチェンバ内気相部（評価対象箇所）と等価となる半球体系をモデル化

・モデル化した半球内に放射性物質が均一分布するものとし，放射性物質から評価点（球中心）までの空気

による減衰効果を考慮した線量を算出（体系概略図及び評価式を以下に示す）

D = 6.2 × 10−14 ∙
𝑄𝛾

𝑉
∙ 𝐸𝛾 ∙ (1 − 𝑒−𝜇∙𝑅)

 D ： 評価点の積算線量（Gy） 

6.2 × 10−14： サブマージョンモデルによる換算係数（
𝑑𝑖𝑠∙𝑚3∙𝐺𝑦

𝑀𝑒𝑉∙𝐵𝑞∙𝑠
） 

𝑄𝛾 ： 評価対象箇所の気相部における積算放射能量（Bq･s） 

𝑉 ： 評価対象箇所の気相部容積(m3) 

𝐸𝛾 ： ガンマ線実効エネルギ（0.5 MeV/dis） 

𝜇 ： 空気に対する γ線のエネルギ吸収係数（3.9×10-3/m） 

𝑅 ： 評価対象箇所の気相部 V と等価な半球の半径（m） 

R = √
3𝑉

2𝜋

3

第 2-1-1表(1/2)の環境条件設定方法のうち 

「線量評価」に記載の内容に該当 

⑥ ⑤での評価結果に基づき，環境条件として設定

第 2-1-1表(1/2)の環境条件設定方法のうち 

「環境条件」に記載の内容に該当 

③原子炉格納容器内気相部・液相部における放射性物質の存在量の算出
（希ガス，有機よう素，ＣｓＩ，粒子状物質の存在量については MAAP コードの解析結果に基づく。無機よう素については，MAAP コードの

解析結果に基づく原子炉圧力容器から格納容器への放出割合に加えて，CSE 実験に基づく原子炉格納容器内での自然沈着効果を 1/200 に

到達するまで考慮した評価とする。なお，沈着分については PCV 内の液相部に存在する存在量の 15％*1が空間線量に寄与するものとす

る。また，サプレッションチェンバの液相部の環境条件設定に当たっては，サプレッションプール内に移行した放射性物質のうち，サプ

レッションプール水深 60 ㎝分*2が追加で空間線量に寄与するものとする。

＊1：沈着する放射性物質の多くは格納容器スプレイ等によりサプレッションプールに流入するものと考えられるが，一部はドライウェル床

面の水溜り部等にも沈着され，空間線量に寄与する可能性があるため，サプレッションプール及びドライウェル床面の水溜り部の容積

比が約 14％であることから，沈着する放射性物質のうち空間線量に寄与する割合を保守的に 15％に設定する。 

＊2：水面下 60 ㎝以深では 1 桁程度の線量低減が見込めることから，水深 60 ㎝に存在する放射性物質の線量寄与を考慮する。なお，水深

60 ㎝の放射性物質の存在量は保守的に＊1 の沈着分の全量がサプレッションプールに均一分布し存在するものとして設定した。 

算出結果は，第 2-1-3表に示される 

原子炉格納容器内の積算放射能量に該当 

ガンマ線による照射 
線量評価点 

評価対象箇所と等価となる半球

（線源領域） 

②原子炉格納容器内への放射性物質の放出
（放出過程については，MAAP コードの解析結果に基づく）
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図2 重大事故時における原子炉建物内の重大事故等対処設備に対する環境条件設定のフロー図 

③原子炉格納容器から原子炉建物への放射性物質の移行量及び積算放射能量の算出
（②で算出した原子炉格納容器気相部への移行量に対して，MAAP コードの解析結果に基づく格納容器内圧力に対応した漏洩率(0.9Pd まで

0.5%/d，0.9Pd～2.0Pd まで 1.3%/d*1)を設定し，原子炉建物への移行量を算出する。また，積算放射能量の算出に当たっては，事故後 7

日間の時間減衰を考慮して算出する。）

＊1：AEC の式により設定 

①「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱（ＤＣＨ）」の発生

②原子炉格納容器内への放射性物質の放出，気相部における存在量の算出
（図 1 の②及び③で示す原子炉格納容器気相部における存在量の算出と同様） 

第 2-1-1表(1/2)の環境条件設定方法のうち 

「想定する事象」に記載の内容に該当 

④原子炉建物内に移行した放射性物質によるある評価点での積算放射線量の評価

・原子炉建物 4 階気相部（原子炉建物内気相部の最大容積）と等価となる半球体系をモデル化

・モデル化した半球内に放射性物質が均一分布するものとし，放射性物質から評価点（球中心）

までの空気による減衰効果を考慮した線量を算出（体系概略図及び評価式を以下に示す）

D = 6.2 × 10−14 ∙
𝑄𝛾

𝑉
∙ 𝐸𝛾 ∙ (1 − 𝑒−𝜇∙𝑅)

 D ： 評価点の積算線量（Gy） 

6.2 × 10−14： サブマージョンモデルによる換算係数（
𝑑𝑖𝑠∙𝑚3∙𝐺𝑦

𝑀𝑒𝑉∙𝐵𝑞∙𝑠
） 

𝑄𝛾 ： 原子炉建物内気相部における積算放射能量（Bq･s） 

𝑉 ： 原子炉建物内気相部容積(m3) 

𝐸𝛾 ： ガンマ線実効エネルギ（0.5 MeV/dis） 

𝜇 ： 空気に対するγ線のエネルギ吸収係数（3.9×10-3/m） 

𝑅 ： 原子炉建物 4階気相部 VOFと等価な半球の半径（m） 

R = √
3𝑉OF

2𝜋

3

第 2-1-1表(1/2)の環境条件設定方法のうち 

「線量評価」に記載の内容に該当 

⑤ ④での評価結果に基づき，環境条件として設定

第 2-1-1表(1/2)の環境条件設定方法のうち 

「環境条件」に記載の内容に該当 

算出結果は，第 2-1-4表に示される 

原子炉建物内の積算放射能量に該当 

ガンマ線による照射 

線量評価点 

評価対象箇所と等価となる半球

（線源領域） 
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図3 設計基準事故時における原子炉格納容器内の安全施設に対する環境条件設定のフロー図 

①「原子炉冷却材喪失」が発生

第 2-1-2表の環境条件設定方法のうち 

「想定する事象」に記載の内容に該当 

②原子炉格納容器内への放射性物質の放出及び積算放射能量の算出
（放出過程については，工認資料Ⅵ-1-7-3「中央制御室の居住性に関する説明書」の設計基準事故時の原子

炉冷却材喪失のうち，原子炉格納容器内の挙動に関する評価条件に基づき，事故後 6ヵ月間における原子炉

格納容器内の積算放射能量を算出する。） 

算出結果は，第 2-1-5表に示される 

原子炉格納容器内の積算放射能量に該当 

③原子炉格納容器内に放出された放射性物質によるある評価点での積算放射線量の評価

・原子炉格納容器内気相部と等価となる半球体系をモデル化

・モデル化した半球内に放射性物質が均一分布するものとし，放射性物質から評価点（球中心）

までの空気による減衰効果を考慮した線量を算出（体系概略図及び評価式を以下に示す）

D = 6.2 × 10−14 ∙
𝑄𝛾

𝑉
∙ 𝐸𝛾 ∙ (1 − 𝑒−𝜇∙𝑅)

 D ： 評価点の積算線量（Gy） 

6.2 × 10−14： サブマージョンモデルによる換算係数（
𝑑𝑖𝑠∙𝑚3∙𝐺𝑦

𝑀𝑒𝑉∙𝐵𝑞∙𝑠
） 

𝑄𝛾 ： 原子炉格納容器内気相部における積算放射能量（Bq･s） 

𝑉 ： 原子炉格納容器内気相部容積(m3) 

𝐸𝛾 ： ガンマ線実効エネルギ（0.5MeV/dis） 

𝜇 ： 空気に対するγ線のエネルギ吸収係数（3.9×10-3/m） 

𝑅 ： 原子炉格納容器内気相部 Vと等価な半球の半径（m） 

R = √
3𝑉

2𝜋

3

第 2-1-2表の環境条件設定方法のうち 

「線量評価」に記載の内容に該当 

④ ③での評価結果に基づき，環境条件として設定

第 2-1-2表の環境条件設定方法のうち 

「環境条件」に記載の内容に該当 

ガンマ線による照射 

線量評価点 

評価対象箇所と等価となる半球

（線源領域） 
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図4 設計基準事故時における原子炉建物内の安全施設に対する環境条件設定のフロー図 

①「原子炉冷却材喪失」が発生

第 2-1-2表の環境条件設定方法のうち 

「想定する事象」に記載の内容に該当 

②原子炉格納容器内への放射性物質の放出及び積算放射能量の算出
（放出過程については，図 3の②と同じく，工認資料Ⅵ-1-7-3「中央制御室の居住性に関する説明書」の

設計基準事故時の原子炉冷却材喪失のうち，原子炉格納容器内の挙動に関する評価条件に基づき，事故後 

6ヵ月間における原子炉格納容器内の積算放射能量を算出する。） 

算出結果は，第 2-1-6表に示される 

原子炉建物内の積算放射能量に該当 

④原子炉建物内に移行した放射性物質によるある評価点での積算放射線量の評価

・原子炉建物 4 階気相部（原子炉建物内気相部の最大容積）と等価となる半球体系をモデル化

・モデル化した半球内に放射性物質が均一分布するものとし，放射性物質から評価点（球中心）

までの空気による減衰効果を考慮した線量を算出（体系概略図及び評価式を以下に示す）

D = 6.2 × 10−14 ∙
𝑄𝛾

𝑉
∙ 𝐸𝛾 ∙ (1 − 𝑒−𝜇∙𝑅)

 D ： 評価点の積算線量（Gy） 

6.2 × 10−14： サブマージョンモデルによる換算係数（
𝑑𝑖𝑠∙𝑚3∙𝐺𝑦

𝑀𝑒𝑉∙𝐵𝑞∙𝑠
） 

𝑄𝛾 ： 原子炉建物内気相部における積算放射能量（Bq･s） 

𝑉 ： 原子炉建物内気相部容積(m3) 

𝐸𝛾 ： ガンマ線実効エネルギ（0.5 MeV/dis） 

𝜇 ： 空気に対するγ線のエネルギ吸収係数（3.9×10-3/m） 

𝑅 ： 原子炉建物 4階気相部 VOFと等価な半球の半径（m） 

R = √
3𝑉OF

2𝜋

3

第 2-1-2表の環境条件設定方法のうち 

「線量評価」に記載の内容に該当 

⑤ ④での評価結果に基づき，環境条件として設定

第 2-1-2表の環境条件設定方法のうち 

「環境条件」に記載の内容に該当 

③原子炉建物内への放射性物質の放出及び積算放射能量の算出
（放出過程については，工認資料Ⅵ-1-7-3「中央制御室の居住性に関する説明書」の設計基準事故時の原

子炉冷却材喪失のうち，原子炉建物への移行挙動に関する評価条件に基づき，事故後 6ヵ月間における原

子炉建物内の積算放射能量を算出する。） 

ガンマ線による照射 

線量評価点 

評価対象箇所と等価となる半球

（線源領域） 
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（参考資料 1）重大事故時における放射線環境条件設定の保守性 

重大事故等時における PCV及び原子炉建物原子炉棟内（以下「R/B」という。）の重大事故等対処

設備に対する環境条件設定に当たり，図 1及び図 2に示すフローに従い，PCV内に対しては

740kGy/7日間を設定し，R/B内に対しては 470Gy/7 日間を設定する。本環境条件設定における FP

存在量の設定に係る評価条件の保守性について表 1に示す。 

表 1 重大事故時における放射線環境条件設定の保守性 

評価項目 評価条件の保守性 

炉内から PCV内への FP放出量の

設定 

・MAAP 解析結果を用いており，現実的なパラメータを設

定。

PCV内気相部の FP存在量の設定 ・サプレッションプールの pH調整効果（有機よう素の低減

効果）を考慮しない。

・無機よう素は CSE実験の知見では数百分の 1以上の沈着

効果を得られるが，200分の 1の沈着効果を設定。

・PCV内で沈着する無機よう素のほとんどはサプレッション

プールに移行すると考えられるが，15%は空間線量に寄与

するものとして気相部存在量に加算して設定。

PCV内の積算放射線量の算出 ・サブマージョンモデルにおける評価は，ドライウェル又

はサプレッションチェンバと等価な体系をモデル化し評

価しているが，原子炉圧力容器等構造物による遮蔽効果

は考慮していない。

・ドライウェルの線量評価の保守性

PCV内気相部に存在する FPがすべてドライウェルに存在

するものとして評価。

・サプレッションチェンバの線量評価の保守性

PCV内で沈着する無機よう素全量がサプレッションプー

ルに移行するものとして，サプレッションプールに内包

する FPからの線量寄与を考慮。 

PCVから R/Bへの FP放出量の設定 ・R/Bへ漏えいする FPは PCV内の放射線環境条件で保守的

に想定した PCV内気相部に存在する FPを想定。

・漏えい率は PCVの圧力に応じて設定。PCV圧力 1Pd以下の

とき，0.9Paで 0.5%/日相当，1P～2Pdのとき 2Pdで

1.3%/日に相当する漏えい孔を MAAPコードの解析モデル

で設定。0.5%/日，1.3%/日は，PCV圧力及び PCV温度に基

づき評価した漏えい率を包絡する値を設定。

【有効性評価 添付資料 3.1.2.5 参照】
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（参考資料 2）スロッシングによる燃料プール水位低下の影響について 

1. はじめに

島根原子力発電所第 2号機の放射線による影響について，原子炉建物原子炉棟内の重大事故等

対処設備に対しては，原則として，470Gy/7日間を設定している。 

燃料プールにおける重大事故に至るおそれがある事故時に使用する原子炉建物燃料取替階の

重大事故等対処設備に対しても，同様に 470Gy/7日間を設定しているが，地震により燃料プー

ルのスロッシングが発生した場合の影響について示す。

2. 地震発生に伴うスロッシングによる漏えい

地震発生時，スロッシングにより燃料プールの保有水が漏えいし，通常水位から 1.08m程度

まで燃料プール水位が低下するが，燃料有効長頂部の冠水は維持される。 

3. スロッシングによる使用済燃料プール水位低下の放射線影響

地震発生時，スロッシングにより燃料プール通常水位（EL 42.5m）からスロッシングにより水位

が 1.08m低下した場合の線量率は約 2×10-3mSv/h（図 1参照）であり，1Sv＝1Gyとした場合に，

仮に 7日間水位低下が継続したとしても約 3.4×10-4Gy/7日間であることから，470Gy/7日間に対

してその影響は小さい。 

2×10-3mGy/h × 24h×7d ＝ 3.36×10-1mGy/7 日間 ≒ 3.4×10-4Gy/7日間 
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図1 燃料プール水位と線量率 

1E-06

1E-05

1E-04

1E-03

1E-02

1E-01

1E+00

1E+01

1E+02

1E+03

1E+04

1E+05

1E+06

1E+07

0 2 4 6 8

線
量
率
(m
Sv
/
h
)

燃料有効長頂部からの水位(m)

通常水位

スロッシングにより

通常水位から1.08m低下

2E-03
保守的に2E-03mSv/hとして読み取り

36



添付資料 2 

主蒸気管破断事故起因の重大事故等時を考慮した場合の環境条件について 

1. 主蒸気管破断事故（以下「MSLBA」という。）の PRA及び有効性評価における取扱いについて

(1) PRA（内部事象運転時 PRA）上の扱い

・PRA における起因事象は，実際に発生した事象や安全評価における想定事象（LOCA，MSLBA）

を参考に，発生する可能性のある事象の想定として定めたものである。

・MSLBA については，設計基準事故に分類されており，その発生頻度は事故事象相当のレベル

であり，これは給水喪失などの過度事象と比較して十分に小さい。

・また，MSLBAが発生し主蒸気隔離弁（以下「MSIV」という。）が閉止して原子炉隔離に成功す

る事象は，過渡事象のうち隔離事象と分類される原子炉が隔離される事象と成功基準が同じ

であるため，個別の起因事象として扱う必要はないものと整理している。

・なお，MSLBA が発生し，MSIV による隔離に失敗する事象は，発生頻度の観点から，PRA にお

いて考慮する必要がない事象として整理している。

(2) 有効性評価上の扱い

・有効性評価においては，MSLBAが発生し MSIV閉止による原子炉隔離に成功した場合について

は，炉心損傷防止の観点からより厳しい原子炉スクラム前に原子炉冷却材インベントリが減

少する給水喪失を起因とする事象を選定している。

・なお，MSLBA が発生し，MSIV による隔離に失敗する事象は，PRA 上の扱いと同様に考慮する

必要がない事象として整理している。

上記のように，PRA（内部事象運転時 PRA）及び有効性評価の起因事象においては，MSLBAは

発生頻度，事故進展の観点から個別の起因事象として扱う必要のないものとして整理してい

る。

2. MSLBAに伴う環境条件への影響について

設計基準事故に伴う環境条件への影響については従来より，MSLBA 等を考慮して環境条件として

設定されており，設計基準事故時に必要な設計基準対象施設については，当該事故時の環境条件を

考慮した設計としている。 

また，重大事故等対処施設に適用する環境条件についても，考慮する事象に応じて適切に環境条

件を設定し，当該事象に必要な重大事故等対処施設はその環境条件を満足する設計とする。 

なお，原子炉建物原子炉棟内の圧力条件（ブローアウトパネル開放設定値を考慮して大気圧相当）

については変更とはならない。
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3. MSLBA起因の重大事故等時の事象進展及び期待する主な設備について

設計基準の MSLBA 及び MSLBA 起因の重大事故等時の事象進展を表 1 に示す。MSLBA 起因の重大事

故等時は，設計基準の MSLBAから原子炉注水機能又は残留熱除去機能が喪失することにより，重大

事故に進展することが考えられる。 

また，MSLBA 起因の重大事故等時に期待する設備は表 2 のとおりであり，MSLBA 時に環境条件が

厳しくなる原子炉建物原子炉棟内に設置する機器（例：格納容器フィルタベント系に向かう配管）

が存在する。 
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表 1 MSLBAの事象進展（1/2） 

事象 事象進展 
機能喪失する 

主な設備 

設計基準の MSLBA 

MSLBA発生⇒ブローアウトパネル開放 

⇒主蒸気隔離弁閉止開始

⇒原子炉スクラム⇒高圧注水系による原子炉注水成功

― 

MSLBA 起因の重大事

故に至るおそれがあ

る事故のうち，TQUV 

MSLBA 発生⇒ブローアウトパネル開放⇒主蒸気隔離弁

閉止開始 

⇒原子炉スクラム⇒高圧注水系・低圧注水機能による原

子炉注水失敗 

⇒逃がし安全弁（自動減圧機能付き）による原子炉減圧

⇒低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉注水

⇒格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納

容器冷却 

⇒格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器除

熱 

・原子炉隔離時冷却系 

・高圧炉心スプレイ系 

・低圧炉心スプレイ系 

・残留熱除去系（低圧

注水モード） 

MSLBA 起因の重大事

故に至るおそれがあ

る事故のうち，TQUX 

MSLBA 発生⇒ブローアウトパネル開放⇒主蒸気隔離弁

閉止開始 

⇒原子炉スクラム⇒高圧注水系による原子炉注水失敗

⇒逃がし安全弁による原子炉手動減圧失敗

⇒代替自動減圧機能による逃がし安全弁（自動減圧機能

付き）による原子炉減圧 

⇒残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉注水

⇒残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード及びサプレッ

ションプール水冷却モード）による原子炉圧力容器及び

原子炉格納容器除熱 

・原子炉隔離時冷却系 

・高圧炉心スプレイ系 

・自動減圧系

MSLBA 起因の重大事

故に至るおそれがあ

る事故のうち，TW（取

水機能喪失） 

MSLBA 発生⇒ブローアウトパネル開放⇒主蒸気隔離弁

閉止開始 

⇒原子炉スクラム⇒残留熱除去系機能喪失

⇒原子炉隔離時冷却系による原子炉注水

⇒逃がし安全弁（自動減圧機能付き）による原子炉減圧

⇒残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉注水

⇒原子炉補機代替冷却系を介した残留熱除去系（サプレ

ッションプール水冷却モード）による原子炉格納容器除

熱 

・原子炉補機海水系

・原子炉補機冷却系

・高圧炉心スプレイ補

機海水系 

・高圧炉心スプレイ補

機冷却系 

39



 

 

 

 

 

表 1 MSLBAの事象進展（2/2） 

事象 事象進展 
機能喪失する 

主な設備 

MSLBA 起因の重大事

故に至るおそれがあ

る事故のうち， TW

（RHR故障） 

MSLBA 発生⇒ブローアウトパネル開放⇒主蒸気隔離弁

閉止開始 

⇒原子炉スクラム⇒残留熱除去系機能喪失 

⇒原子炉隔離時冷却系による原子炉注水 

⇒逃がし安全弁（自動減圧機能付き）による原子炉減圧 

⇒低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉注水 

⇒格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納

容器冷却 

⇒格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器除

熱 

・残留熱除去系 
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表 2 MSLBA 起因の重大事故等時に期待する主な設備 

事象 期待する設備 

MSLBA起因の重大事故

に至るおそれがある

事故のうち，TQUV 

・主蒸気隔離弁

・逃がし安全弁(自動減圧機能)

・低圧原子炉代替注水系（常設）

・格納容器代替スプレイ系（可搬型）

・格納容器フィルタベント系

・必要な電源，計装設備

MSLBA起因の重大事故

に至るおそれがある

事故のうち，TQUX 

・主蒸気隔離弁

・逃がし安全弁（自動減圧機能）

・代替自動減圧機能

・残留熱除去系（低圧注水モード）

・残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード及びサプレッションプ

ール水冷却モード） 

・必要な電源，計装設備

MSLBA起因の重大事故

に至るおそれがある

事故のうち，TW（取水

機能喪失） 

・主蒸気隔離弁

・原子炉隔離時冷却系

・逃がし安全弁（自動減圧機能付き）

・原子炉補機代替冷却系

・残留熱除去系（低圧注水モード）

・残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）

・必要な電源，計装設備

MSLBA起因の重大事故

に至るおそれがある

事故のうち，TW（RHR故

障） 

・主蒸気隔離弁

・原子炉隔離時冷却系

・逃がし安全弁（自動減圧機能）

・低圧原子炉代替注水系（常設）

・格納容器代替スプレイ系（可搬型）

・格納容器フィルタベント系

・必要な電源，計装設備
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4. MSLBA起因の重大事故等時の環境条件について 

1.に記載のとおり，MSLBA発生時は原子炉建物原子炉棟内全域に原子炉圧力容器（以下「RPV」と

いう。）内の大量の蒸気が流出するため，原子炉建物原子炉棟内全域の環境条件（温度及び湿度）が

最も厳しくなる事象である。したがって，MSLBA 起因の重大事故等時を考慮することにより，原子

炉建物原子炉棟内の温度及び湿度の条件が変更となる。具体的な条件としては表 3のとおりである。 

 

表 3 原子炉建物原子炉棟内の温度及び湿度の条件 

項目 変更前 変更後 備考 

温度 
原則として 

66℃ 

主蒸気管トンネル室（図 1） 

事象発生～1 時間：171℃ 

1 時間～6 時間：100℃ 

6 時間～7 日間：66℃ 

 

主蒸気管トンネル室外＊ 

事象発生～6 時間：100℃ 

6 時間～7 日間：66℃ 

 

注記＊：蒸気の流入が微小で有意な温

度上昇がないエリア（図 2）を

除く 

 171℃ 

RPV 内の蒸気が大気圧条件下に

流出した場合の最高温度 

蒸気が大気圧条件下に流出する

ことにより，瞬時に飽和温度

（100℃）以下となると考えられ

るが，保守的に事象発生後 1 時

間まで，171℃の温度状態が継続

するものとして設定。 

 100℃ 

大気圧条件下での飽和温度 

ブローアウトパネル開放による

外気への蒸気の放出に伴い，建物

内温度は下記室温（66℃）までに

低下するものと考えられるが，保

守的に事象発生後 6 時間まで

100℃の温度状態が継続するもの

として設定。 

 66℃ 

MSLBA を考慮しない場合の最高

室温に余裕を考慮した値（設計基

準の条件と同じ） 

湿度 
原則として 

湿度 100％ 

主蒸気管トンネル室（図1） 

約 171℃～100℃の場合 

（事象発生～2 時間）：100％（蒸気） 

66℃の場合 

（6 時間～7日間)：100％ 

 

主蒸気管トンネル室外＊ 

100℃の場合 

（事象発生～6 時間）：100％（蒸気） 

66℃の場合 

（6 時間～7 日間）：100％ 

 

注記＊：蒸気の流入が微小で有意な温

度上昇がないエリア（図 2）を

除く 

 蒸気条件 

100℃以上の場合は，過熱又は飽

和状態のため蒸気条件として設

定 

 湿度条件 

変更前と同じ 
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図 1 主蒸気管トンネル室の位置 

図 2 蒸気の流入が微小で有意な温度上昇がないエリア 
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また，表 3 の温度条件を設定するに当たり，参考として簡易モデルによる MSLBAにおける原子炉

建物内の温度評価を行い，表 3 で設定した温度条件との比較を行った。温度評価モデル（エネルギ

保存式より原子炉建物内温度を評価）のイメージを図 3，評価条件を表 4，評価結果を図 4 に示す。 

𝑑

𝑑𝑡
{𝜌RB(𝑡)𝑉𝐶pRB

𝑇RB(𝑡)} = 𝜌Env𝑛𝑄in(𝑡)𝐶pEnv
𝑇Env − 𝜌RB(𝑡)𝑛𝑄out(𝑡)𝐶pRB

𝑇RB(𝑡)

𝑄in(𝑡) = 𝑄out(𝑡) =
𝑐

3
𝑊𝐻3 2⁄ (𝑔

𝛥𝜌(𝑡)

�̅�(𝑡)
)

1 2⁄

𝜌RB(𝑡) =
𝑃RB𝑀RB

𝑅𝑇RB(𝑡)
 ，𝜌Env =

𝑃Env𝑀Env

𝑅𝑇Env

図 3 温度評価モデルのイメージ 
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表 4 評価条件 

パラメータ 記号 値 単位 備考 

原子炉建物内圧力 𝑃RB 
101.325 kPa 大気圧 

外気圧力 𝑃Env 

原子炉建物内の気体分子量 𝑀RB 
28.97 g mol⁄  原子炉建物は保守的に空気と想定する。 

外気の気体分子量 𝑀Env 

気体定数 𝑅 8.31 J mol K⁄  

外気温度 𝑇Env 40 ℃ 

流出係数 𝑐 0.6 − 

Brown[1]の試験より得られたオリフィス

形状の場合の流出係数の値(0.6から

0.98の範囲)の下限値を設定 

ブローアウトパネルの幅 𝑊 3.74 m 
ブローアウトパネル開放が 1枚の場合の

値を示す。 

ブローアウトパネルの高さ 𝐻 3.74 m 
ブローアウトパネル開放が 1枚の場合の

値を示す。 

重力加速度 𝑔 9.8 m s2⁄  

原子炉建物内の体積 𝑉 128000 m3 原子炉建物の体積に余裕を見た値 

ブローアウトパネル開放を考慮する

枚数 
𝑛 1～2 枚 

ブローアウトパネルの枚数 nは 1～2枚

それぞれの場合を考慮する。 

原子炉建物内の気体の定圧比熱 𝐶p_RB 原子炉建物内と外気の物性値は保守的に同じと仮定するため，評価

に使用しない。 外気の定圧比熱 𝐶p_Env 

原子炉建物内の初期温度 𝑇RB(0) 100 ℃ 大気圧条件下での飽和温度 

［1］Brown, W.G., and K.R. Solvason, Natural Convection Through Rectangular Openings in 

Partitions - 1:Vertical Partitions, Int. J. Heat mass Transfer, Vol.5,p859-868,1962 
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図 4 簡易モデルによる主蒸気管破断事故時の原子炉建物温度評価 

図 4 に示すとおり，簡易モデルによる評価では,ブローアウトパネル開放が１枚の場合でも主蒸

気管破断事故発生時点から約 6時間,2枚の場合では約 3時間経過した時点で，原子炉建物の温度は

66℃を下回っており，表 3の環境条件については保守的に設定されていることを確認した。 

図 2 のエリアは，MSLBA において主蒸気トンネル室から比較的離れて位置するエリアであり，各

階の大物搬入口を経由し燃料取替階のブローアウトパネルから外気に放出される蒸気主流路上には

なく壁面等に囲われたエリアであり蒸気流入が微小であるため，初期に有意な温度上昇は発生しな

いと考えられる。そのため，このエリアにおいて初期の温度上昇「事象発生～6時間：100℃」を設

定しないものとした。 

なお，原子炉建物原子炉区域内の放射線条件（原則 470Gy）については，炉心が損傷し放射性物

質が原子炉格納容器気相部に充満している状態において，原子炉格納容器からの漏えい率を保守的

に想定し，事故後 7日間での原子炉建物原子炉区域内の積算線量を包絡する条件として設定してい

る。MSLBA 発生から主蒸気隔離弁閉止までの間に流出する蒸気に含まれる放射性物質による放射線

影響は軽微であることから，MSLBA 起因の重大事故等を考慮しても原子炉建物原子炉区域内の放射

線条件は変更とはならない。 

設計温度 66℃ 【凡例】 
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添付資料 3 

熱収支等により環境温度を設定するエリアの設定方法について 

 環境温度の個別設定の考え方としては，各エリアの隣接エリアの温度条件及び内部発熱量 

（ポンプ，電気盤，配管等の発熱量）を考慮し，また，空調設備の期待の有無を踏まえ，熱伝 

達工学に基づく室温評価を基に環境温度を設定している。 

ａ．隣接エリアの温度条件 

  原子炉格納容器外の建物内の重大事故等対処設備に対する環境条件設定に関して，隣 

接エリアとの熱収支を考慮した環境条件を設定している。例えば，原子炉棟内については， 

原子炉格納容器外壁との熱収支を，原子炉棟外については，原子炉棟外壁との熱収支を考 

慮している。 

ｂ．内部発熱量 

  原子炉格納容器外の建物内の重大事故等対処設備に対する環境条件設定に関して，当該設備

を設置するエリアにポンプ，電気盤，配管等の熱源があり，それらの発熱の影響を受ける設備

は，それら発熱の影響を考慮した環境条件を設定している。 

ｃ．空調設備 

  原子炉格納容器外の建物内の重大事故等対処設備に対する環境条件設定に関して，当該設備

を設置するエリアが，サポート系である空調設備により管理されている設備は，空調設備の機

能に期待した環境条件を設定している。 

空調設備の機能に期待するエリアは，水密扉等で区画化されている原子炉棟内の一部エリア

（HPCSポンプ室，LPCSポンプ室，A-RHR ポンプ室，B-RHRポンプ室，C-RHR ポンプ室，FPCポン

プ室，B-CAMS室），原子炉建物付属棟の一部エリア（A-非常用 DG 室，B-非常用 DG 室，HPCS-DG

室，A-非常用電気室，B-非常用電気室，HPCS 電気室，A-RCW ポンプ熱交換器室，B-RCW ポンプ

熱交換器室），中央制御室バウンダリ，低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽，緊急時対策所，ガス

タービン発電機建物となる。

 環境温度維持のために使用する空調設備は，以下の設計とすることにより，重大事故等時

でも必要な機能を発揮できる設計とする。 

・各空調設備は，非常用交流電源設備，常設代替交流電源設備等からの給電により駆動でき

る設計とする。

・既設の空調設備は，通常運転時に使用する場合と同じ系統構成で重大事故等時に使用する

ことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。新設の空調設備は，他の設備と独立し

て使用することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。
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・各空調設備は，空調の機能に期待するエリアにて設定した環境温度以下に除熱できる容量

を有する設計とする。

・各空調設備は，火山の影響を考慮して必要によりフィルタの取替又は清掃の措置を講じる

ことで火山事象により機能が損なわれない設計とするとともに，基準地震動Ｓｓによる地

震力に対して機能を損なわない設計とする等，想定される重大事故等時における設置場所

の環境条件を考慮した設計とする。

・各空調設備は，常時運転とすることで操作が不要な設計又は非常用炉心冷却系のポンプ等,

当該エリア内の設備の起動に伴って自動起動する設計とするか，若しくはアクセスルート

の確保を含め，容易に操作可能な位置に設置することで，重大事故等時においても手動で操

作可能な設計とする。また，中央制御室にて運転状態の確認が可能な設計とする。

・各空調設備は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び外観の確認が可能な設

計とする。

これらの空調設備の機能に期待しているエリアを図 1,重大事故等対処設備の機能維持に必要

な空調設備を表 1，空調設備の配置概要図を図 2 に示す。 
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図 1 空調設備に期待する設備及びエリア（1／11） 
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図 1 空調設備に期待する設備及びエリア（2／11） 
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図 1 空調設備に期待する設備及びエリア（3／11） 
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図 1 空調設備に期待する設備及びエリア（4／11） 
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図 1 空調設備に期待する設備及びエリア（5／11） 
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図 1 空調設備に期待する設備及びエリア（6／11） 
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図 1 空調設備に期待する設備及びエリア（7／11） 
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図 1 空調設備に期待する設備及びエリア（8／11） 
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図 1 空調設備に期待する設備及びエリア（9／11） 
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図 1 空調設備に期待する設備及びエリア（10／11） 
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図 1 空調設備に期待する設備及びエリア（11／11） 
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表 1 重大事故等対処設備の機能維持に必要な空調設備 

No 重大事故等対処設備 

重大事故等対処設備

の機能維持に必要な

空調設備（新設） 

重大事故等対処設備の機

能維持に必要な空調設備

（既設） 

冷却エリア＊ 

1 残留熱除去ポンプ（A） 

2 残留熱除去ポンプ（C） 

3 A-非常用ディーゼル発電機

4 B-非常用ディーゼル発電機

5 
高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機 

6 低圧炉心スプレイポンプ 
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No 重大事故等対処設備 

重大事故等対処設備

の機能維持に必要な

空調設備（新設） 

重大事故等対処設備の機

能維持に必要な空調設備

（既設） 

冷却エリア＊ 

7 高圧炉心スプレイポンプ 

8 高圧炉心スプレイ系充電器 

9 残留熱除去ポンプ（B） 

10 A-原子炉補機冷却水ポンプ

11 
A-原子炉補機冷却系熱交換

器 

12 遠隔手動弁操作機構 

13 B-原子炉補機冷却水ポンプ

14 
B-原子炉補機冷却系熱交換

器 

15 メタクラ切替盤

16 非常用高圧母線 C系 

17 メタクラ切替盤

18 非常用高圧母線 D系 

19 燃料プール冷却ポンプ 
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No 重大事故等対処設備 

重大事故等対処設備

の機能維持に必要な

空調設備（新設） 

重大事故等対処設備の機能

維持に必要な空調設備 

（既設） 

冷却エリア＊ 

20 格納容器酸素濃度(B系) 

21 格納容器水素濃度(B系) 

22 B-115V系充電器

23 230V系充電器（常用） 

24 充電器電源切替盤 

25 230V系充電器(RCIC) 

26 
B-原子炉中性子計装用充電

器 

27 
230V系直流盤(RCIC)母線電

圧 

28 B1-115V系蓄電池（SA） 

29 
B-原子炉中性子計装用蓄電

池 

30 B1-115V系充電器(SA) 

31 SA用 115V系充電器 

32 B-115V系蓄電池

33 230V系蓄電池（RCIC） 

34 SRV用電源切替盤 

35 SA用 115V系蓄電池 

36 A-115V系充電器

37 
A-原子炉中性子計装用充電

器 

38 A-115V系蓄電池

39 
A-原子炉中性子計装用蓄電

池 

40 
安全パラメータ表示システ

ム（ＳＰＤＳ）

41 可搬型計測器 

42 重大事故操作盤 

43 
ATWS緩和設備（代替制御棒

挿入機能） 
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No 

重大事故等対処設備 

重大事故等対処設備

の機能維持に必要な

空調設備（新設） 

重大事故等対処設備の機能

維持に必要な空調設備 

（既設） 

冷却エリア＊ 

44 
ATWS緩和設備（代替原子炉再循

環ポンプトリップ機能） 

45 
代替自動減圧ロジック（代替自

動減圧機能） 

46 自動減圧起動阻止スイッチ 

47 
代替自動減圧起動阻止スイッ

チ 

48 中央制御室差圧計 

49 待避室差圧計 

50 酸素濃度計 

51 二酸化炭素濃度計 

52 
中央制御室待避室正圧化装置

（空気ボンベ） 

53 中央制御室送風機 

54 
中央制御室非常用再循環送風

機 

55 
中央制御室非常用再循環処理

装置フィルタ 

56 
プラントパラメータ監視装置

（中央制御室待避室） 

57 衛星電話設備（固定型） 

58 無線通信設備（固定型） 

59 有線式通信設備 

60 低圧原子炉代替注水ポンプ 

61 SAロードセンタ 

62 SA1コントロールセンタ 

63 低圧原子炉代替注水槽水位 

64 代替注水流量（常設） 
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No 重大事故等対処設備 

重大事故等対処設備

の機能維持に必要な

空調設備（新設） 

重大事故等対処設備の機

能維持に必要な空調設備

（既設） 

冷却エリア＊ 

65 
安全パラメータ表示システ

ム（ＳＰＤＳ）

66 可搬型計測器 

67 差圧計 

68 酸素濃度計 

69 二酸化炭素濃度計 

70 データ伝送設備 

71 緊急時対策所低圧母線盤 

72 衛星電話設備（固定型） 

73 無線通信設備（固定型） 

74 
統合原子力防災ネットワー

クに接続する通信連絡設備

75 

ガスタービン発電機用サー

ビスタンク（予備 GTG 用サ

ービスタンク） 

76 

ガスタービン発電機用サー

ビスタンク（２号機 GTG 用

サービスタンク）

77 
ガスタービン発電機用燃料

移送ポンプ 

78 緊急用メタクラ 

注記＊：対応する冷却エリアについては図 1及び図 2のとおり 
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参考 1 

熱収支等による環境温度評価（熱バランスによる簡易計算） 

1. 評価の考え方

表１に示す対象エリアは，重大事故時に局所空調機に期待できず機器等の発熱が大きいなど，設

計時に考慮されている状態を超えることから，その室温への影響を熱バランスによる簡易計算にて

評価した。

  評価において，室内負荷，室外への放熱を考慮する。また，室外への放熱は室内空間とコンクリ

ート間の熱伝達，コンクリート内部の熱伝導を考慮している。評価モデルの概念図を図１に示す。 

表 1 熱バランスによる簡易計算にて環境条件を設定した対象 

対象エリア 主な発熱源 

原子炉建物 

原子炉棟 

B2F A-RHR ポンプ室 発熱源無し（隣接からの入熱） 

B-RHR ポンプ室 配管，ポンプからの発熱あり 

C-RHR ポンプ室 配管からの発熱あり 

LPCSポンプ室 発熱源無し（隣接からの入熱） 

RCICポンプ室 配管，ポンプ，ケーブルからの発熱あり 

B1F A-RHR ポンプ室冷却機室 発熱源無し（隣接からの入熱） 

B-RHR ポンプ室冷却機室 配管からの発熱あり 

HPCSポンプ室冷却機室 発熱源無し（隣接からの入熱） 

原子炉建物 

付属棟 
B2F RHARポンプ設置エリア 配管，ポンプ，電動機からの発熱あり 

第 1ベントフィルタ格納槽 配管，容器，その他電気品等からの発熱あり 

室内の温度上昇は，熱収支のバランスにより，以下の式で求められる。 

∆𝑇𝑖𝑛 = (𝑄1 − 𝑄2)/𝐶  ・・・・式(1)

ここで， 

∆𝑇𝑖𝑛 ：室内の温度上昇(℃/s) 

𝑄1 ：室内の熱負荷(W) 

𝑄2 ：室内への放熱(W) 

𝐶 ：室内の空間の熱容量(J/℃) 

室内から室外への放熱𝑄2は，一般的な熱伝達及び熱伝導の式より求められる。

①室内空間とコンクリートの間の熱伝達

室内空間とコンクリートの間の熱伝達は，以下の熱伝達の式より算出している。

𝑄2 = ℎ(𝑇𝑖𝑛 − 𝑇1)𝐴 ・・・・式(2)
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ここで， 

𝑄2 ：室内空間とコンクリートの間の熱伝達による入熱(W) 

(式（１）と同様の変数) 

ℎ ：熱伝達率(W/(m2・℃)) 

𝑇1 ：コンクリート内側の表面温度(℃) 

𝑇𝑖𝑛 ：室内空間の環境温度(℃) 

𝐴 ：コンクリートの表面積(m2) 

②コンクリート内部の熱伝導

コンクリート内部の温度分布は，以下の一次元の非定常熱伝導方程式より算出している。

𝑑𝑇

𝑑𝑡
＝

𝜆

𝜌𝐶𝑝

𝑑2𝑇

𝑑𝑥2
＝α

𝑑2𝑇

𝑑𝑥2
・・・・式(3)

ここで， 

𝑇 ：あるコンクリート内部位置での温度(℃) 

𝑡 ：時間(s) 

𝜆 ：コンクリートの熱伝導率(W/(m・℃)) 

𝜌 ：コンクリートの密度(kg/m3) 

𝐶𝑝 ：コンクリートの比熱(J/(kg・℃)) 

𝑥 ：コンクリート内部の位置(m) 

𝛼 ：コンクリートの熱拡散率(m2/s) 
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注記＊1：機器等からの放熱 

  ＊2：エリアや壁面によっては一部室外から評価対象室内への入熱がある。 

図 1 室温評価の評価モデルの概念図 

室外 

(周囲温度一定) コンクリート

室外への放熱 
Q2 

＊2 

空間→コンクリート 

の熱伝達 

コンクリート

内部の熱伝導 

Tin 

T1 

Tout 

室内の熱負荷 

(設備からの発熱)Q1 

設備＊1 

室内 

(初期温度) 
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2. 評価条件

評価条件を以下の表 2 及び表 3-1～3-10 に，室温評価用境界条件を表 4-1～4-10 に，評価におい

て考慮する熱負荷を表 5-1～5-6 及び図 2-1～2-6 にまとめる。

表 2 評価する部屋の条件(共通的な条件) 

項目 記号 設定値 単位 備考 

コンクリートの熱伝導率 λ 1.6 W/(m・℃) 

空気調和衛生工学便覧第 12

版第 1章 コンクリートの熱

的性質 

コンクリートの拡散率 α 7.0×10-7 m2/s 

空気調和衛生工学便覧第 12

版第 1章 コンクリートの熱

的性質 

表 3-1 評価する部屋の条件(A-RHR ポンプ室) 

項目 記号 設定値 単位 備考 

室内の初期温度 Tin 40 ℃ 
夏期通常運転中の設計室温

40℃ 

熱容量 C 713.2 kJ/℃ 

伝熱工学資料 改訂第 5版

P.295表 1,2 及び空間容積よ

り求めた値 

室容積 － 596.1 m3 － 

熱伝達率 

鉛直内壁面 

h 

3.0 

W/(m2・℃) 

伝熱工学資料 改訂第 5版

(P.52,53)より設定 水平内壁面 

（上向き） 
4.0 

水平内壁面 

（下向き） 
0.5 
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表 3-2 評価する部屋の条件(B-RHR ポンプ室) 

項目 記号 設定値 単位 備考 

室内の初期温度 Tin 40 ℃ 
夏期通常運転中の設計室温

40℃ 

熱容量 C 697.6 kJ/℃ 

伝熱工学資料 改訂第 5版

P.295表 1,2 及び空間容積よ

り求めた値 

室容積 － 583.1 m3 － 

熱伝達率 

鉛直内壁面 

h 

3.0 

W/(m2・℃) 

伝熱工学資料 改訂第 5版

(P.52,53)より設定 水平内壁面 

（上向き） 
4.0 

水平内壁面 

（下向き） 
0.5 

表 3-3 評価する部屋の条件(C-RHR ポンプ室) 

項目 記号 設定値 単位 備考 

室内の初期温度 Tin 40 ℃ 
夏期通常運転中の設計室温

40℃ 

熱容量 C 1285.4 kJ/℃ 

伝熱工学資料 改訂第 5版

P.295表 1,2 及び空間容積よ

り求めた値 

室容積 － 1074.4 m3 － 

熱伝達率 

鉛直内壁面 

h 

2.0 

W/(m2・℃) 

伝熱工学資料 改訂第 5版

(P.52,53)より設定 水平内壁面 

（上向き） 
3.0 

水平内壁面 

（下向き） 
0.5 
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表 3-4 評価する部屋の条件(LPCSポンプ室) 

項目 記号 設定値 単位 備考 

室内の初期温度 Tin 40 ℃ 
夏期通常運転中の設計室温

40℃ 

熱容量 C 674.9 kJ/℃ 

伝熱工学資料 改訂第 5版

P.295表 1,2 及び空間容積よ

り求めた値 

室容積 － 564.1 m3 － 

熱伝達率 

鉛直内壁面 

h 

2.5 

W/(m2・℃) 

伝熱工学資料 改訂第 5版

(P.52,53)より設定 水平内壁面 

（上向き） 
3.5 

水平内壁面 

（下向き） 
0.5 

表 3-5 評価する部屋の条件(RCICポンプ室) 

項目 記号 設定値 単位 備考 

室内の初期温度 Tin 40 ℃ 
夏期通常運転中の設計室温

40℃ 

熱容量 C 1026.5 kJ/℃ 

伝熱工学資料 改訂第 5版

P.295表 1,2 及び空間容積よ

り求めた値 

室容積 － 858.0 m3 － 

熱伝達率 

鉛直内壁面 

h 

2.0 

W/(m2・℃) 

伝熱工学資料 改訂第 5版

(P.52,53)より設定 水平内壁面 

（上向き） 
3.0 

水平内壁面 

（下向き） 
0.5 
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表 3-6 評価する部屋の条件(A-RHR ポンプ室冷却機室) 

項目 記号 設定値 単位 備考 

室内の初期温度 Tin 40 ℃ 
夏期通常運転中の設計室温

40℃ 

熱容量 C 609.9 kJ/℃ 

伝熱工学資料 改訂第 5版

P.295表 1,2 及び空間容積よ

り求めた値 

室容積 － 509.8 m3 － 

熱伝達率 

鉛直内壁面 

h 

2.0 

W/(m2・℃) 

伝熱工学資料 改訂第 5版

(P.52,53)より設定 水平内壁面 

（上向き） 
3.0 

水平内壁面 

（下向き） 
0.5 

表 3-7 評価する部屋の条件(B-RHR ポンプ室冷却機室) 

項目 記号 設定値 単位 備考 

室内の初期温度 Tin 40 ℃ 
夏期通常運転中の設計室温

40℃ 

熱容量 C 596.5 kJ/℃ 

伝熱工学資料 改訂第 5版

P.295表 1,2 及び空間容積よ

り求めた値 

室容積 － 498.6 m3 － 

熱伝達率 

鉛直内壁面 

h 

2.0 

W/(m2・℃) 

伝熱工学資料 改訂第 5版

(P.52,53)より設定 水平内壁面 

（上向き） 
3.0 

水平内壁面 

（下向き） 
0.5 
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表 3-8 評価する部屋の条件(HPCSポンプ室冷却機室) 

項目 記号 設定値 単位 備考 

室内の初期温度 Tin 40 ℃ 
夏期通常運転中の設計室温

40℃ 

熱容量 C 594.3 kJ/℃ 

伝熱工学資料 改訂第 5版

P.295表 1,2 及び空間容積よ

り求めた値 

室容積 － 496.7 m3 － 

熱伝達率 

鉛直内壁面 

h 

2.0 

W/(m2・℃) 

伝熱工学資料 改訂第 5版

(P.52,53)より設定 水平内壁面 

（上向き） 
3.0 

水平内壁面 

（下向き） 
0.5 

表 3-9 評価する部屋の条件(RHARポンプ設置エリア) 

項目 記号 設定値 単位 備考 

室内の初期温度 Tin 40 ℃ 
夏期通常運転中の設計室温

40℃ 

熱容量 C 1857.2 kJ/℃ 

伝熱工学資料 改訂第 5版

P.295表 1,2 及び空間容積よ

り求めた値 

室容積 － 1552.4 m3 － 

熱伝達率 

鉛直内壁面 

h 

2.0 

W/(m2・℃) 

伝熱工学資料 改訂第 5版

(P.52,53)より設定 水平内壁面 

（上向き） 
3.0 

水平内壁面 

（下向き） 
0.5 
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表 3-10 評価する部屋の条件(第 1ベントフィルタ格納槽) 

項目 記号 設定値 単位 備考 

室内の初期温度 Tin 18 ℃ 

通常運転時においては，室内

に発熱負荷がないため，配

管・容器が設置される地中の

環境温度を設定 

熱容量 C 2765.3 kJ/℃ 

伝熱工学資料 改訂第 5版

P.295表 1,2 及び空間容積よ

り求めた値 

室容積 － 2311.5 m3 － 

熱伝達率 

鉛直内壁面 

h 

3.0 

W/(m2・℃) 

伝熱工学資料 改訂第 5版

(P.52,53)より設定 水平内壁面 

（上向き） 
3.5 

水平内壁面 

（下向き） 
0.5 

表 4-1 室温評価用境界条件(A-RHR ポンプ室) 

No. 壁面の方位 条件＊1，＊2 備考 

1 床 地中（壁厚 6.0m/面積 86.4m2/18℃） 地中との隣接条件 

2 北 屋内（壁厚 1.9m/面積 67.7m2/100℃） 

RCICポンプ室（原子炉建

物原子炉棟 B2F）との隣

接条件 

3 東 屋内（壁厚 2.2m/面積 79.4m2/40℃） 
A-非常用 DG 電気室との隣

接条件 

4 南 屋内（壁厚 1.5m/面積 12.5m2/120℃） トーラス室との隣接条件

5 西 屋内（壁厚 1.2m/面積 109.1m2/120℃） トーラス室との隣接条件

6 天井 屋内（壁厚 0.6m/面積 86.4m2/100℃） 

A-RHR ポンプ室冷却機室

（原子炉建物原子炉棟

B1F）との隣接条件 

注記＊1：隣室の環境温度は，重大事故等時の温度上昇を考慮して設定した。 

  ＊2：地中の環境温度は，地表からの深さに応じた温度低下を考慮して設定した。 
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表 4-2 室温評価用境界条件(B-RHR ポンプ室) 

No. 壁面の方位 条件＊1，＊2 備考 

1 床 地中（壁厚 6.0m/面積 84.5m2/18℃） 地中との隣接条件 

2 北 屋内（壁厚 1.9m/面積 87.7m2/100℃） 

C-RHR ポンプ室（原子炉

建物原子炉棟 B2F）との

隣接条件 

3 東 屋内（壁厚 1.2m/面積 107.7m2/120℃） トーラス室との隣接条件

4 南 屋内（壁厚 1.5m/面積 13.8m2/120℃） トーラス室との隣接条件

5 西 屋内（壁厚 2.2m/面積 79.4m2/40℃） 
HPCS-DG電気室との隣接

条件 

6 天井 屋内（壁厚 0.6m/面積 84.5m2/100℃） 

B-RHR ポンプ室冷却機室

（原子炉建物原子炉棟

B1F）との隣接条件 

注記＊1：隣室の環境温度は，重大事故等時の温度上昇を考慮して設定した。 

  ＊2：地中の環境温度は，地表からの深さに応じた温度低下を考慮して設定した。 

表 4-3 室温評価用境界条件(C-RHR ポンプ室) 

No. 壁面の方位 条件＊1，＊2 備考 

1 床 地中（壁厚 6.0m/面積 158.0m2/18℃） 地中との隣接条件 

2 北 屋内（壁厚 0.7m/面積 165.2m2/66℃） 
RHARポンプ設置エリアと

の隣接条件 

3 東 屋内（壁厚 0.8m/面積 42.2m2/100℃） 

RCICポンプ室（原子炉建

物原子炉棟 B2F）との隣

接条件 

4 南 1 屋内（壁厚 1.9m/面積 86.4m2/100℃） 

B-RHR ポンプ室（原子炉

建物原子炉棟 B2F）との

隣接条件 

5 南 2 屋内（壁厚 1.9m/面積 63.2m2/120℃） トーラス室との隣接条件

6 西 屋内（壁厚 2.2m/面積 30.6m2/66℃） 
RHARポンプ設置エリアと

の隣接条件 

7 天井 屋内（壁厚 0.7m/面積 158.0m2/100℃） 

CRDポンプ室（原子炉建

物原子炉棟 B1F）との隣

接条件 

注記＊1：隣室の環境温度は，重大事故等時の温度上昇を考慮して設定した。 

  ＊2：地中の環境温度は，地表からの深さに応じた温度低下を考慮して設定した。 
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表 4-4 室温評価用境界条件(LPCSポンプ室) 

No. 壁面の方位 条件＊1，＊2 備考 

1 床 地中（壁厚 6.0m/面積 84.2m2/18℃） 地中との隣接条件 

2 北西 屋内（壁厚 1.2m/面積 124.2m2/120℃） トーラス室との隣接条件

3 東 屋内（壁厚 2.2m/面積 87.7m2/40℃） 
B-非常用 DG 電気室との隣

接条件 

4 南 屋内（壁厚 2.3m/面積 87.7m2/40℃） 
地下 2階南側通路との隣

接条件 

5 天井 屋内（壁厚 0.8m/面積 84.2m2/100℃） 

CUW補助ポンプ室（原子

炉建物原子炉棟 B1F）と

の隣接条件 

注記＊1：隣室の環境温度は，重大事故等時の温度上昇を考慮して設定した。 

  ＊2：地中の環境温度は，地表からの深さに応じた温度低下を考慮して設定した。 

表 4-5 室温評価用境界条件(RCICポンプ室) 

No. 壁面の方位 条件＊1，＊2 備考 

1 床 地中（壁厚 6.0m/面積 132.7m2/18℃） 地中との隣接条件 

2 北 屋内（壁厚 1.0m/面積 139.1m2/40℃） 
RHARポンプ設置エリアと

の隣接条件 

3 東 屋内（壁厚 0.3m/面積 40.3m2/40℃） 
RHARポンプ設置エリアと

の隣接条件 

4 南 1 屋内（壁厚 1.9m/面積 67.9m2/120℃） トーラス室との隣接条件

5 南 2 屋内（壁厚 1.9m/面積 71.2m2/100℃） 

A-RHR ポンプ室（原子炉

建物原子炉棟 B2F）との

隣接条件 

6 西 屋内（壁厚 0.8m/面積 40.3m2/100℃） 

C-RHR ポンプ室（原子炉

建物原子炉棟 B2F）との

隣接条件 

7 天井 屋内（壁厚 1.0m/面積 132.7m2/100℃） 

CRDポンプ室（原子炉建

物原子炉棟 B1F）との隣

接条件 

注記＊1：隣室の環境温度は，重大事故等時の温度上昇を考慮して設定した。 

  ＊2：地中の環境温度は，地表からの深さに応じた温度低下を考慮して設定した。 
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表 4-6 室温評価用境界条件(A-RHR ポンプ室冷却機室) 

No. 壁面の方位 条件＊ 備考 

1 床 屋内（壁厚 0.6m/面積 86.4m2/100℃） 

A-RHR ポンプ室（原子炉

建物原子炉棟 B2F）との

隣接条件 

2 北 屋内（壁厚 1.9m/面積 75.0m2/100℃） 

CRDポンプ室（原子炉建

物原子炉棟 B1F）との隣

接条件 

3 東 屋内（壁厚 2.2m/面積 67.9m2/40℃） 
PLRポンプ MGセット制御

盤室との隣接条件 

4 南 屋内（壁厚 1.5m/面積 10.7m2/120℃） トーラス室との隣接条件

5 西 屋内（壁厚 1.2m/面積 93.3m2/120℃） トーラス室との隣接条件

6 天井 屋内（壁厚 0.6m/面積 86.4m2/66℃） 1 階通路との隣接条件 

注記＊：隣室の環境温度は，重大事故等時の温度上昇を考慮して設定した。 

表 4-7 室温評価用境界条件(B-RHR ポンプ室冷却機室) 

No. 壁面の方位 条件＊ 備考 

1 床 屋内（壁厚 0.6m/面積 84.5m2/100℃） 

B-RHR ポンプ室（原子炉

建物原子炉棟 B2F）との

隣接条件 

2 北 屋内（壁厚 1.9m/面積 75.0m2/100℃） 

CRDポンプ室（原子炉建

物原子炉棟 B1F）との隣

接条件 

3 東 屋内（壁厚 1.2m/面積 92.1m2/120℃） トーラス室との隣接条件

4 南 屋内（壁厚 1.5m/面積 11.8m2/120℃） トーラス室との隣接条件

5 西 屋内（壁厚 2.2m/面積 67.9m2/40℃） 
IA 空気圧縮機室との隣接

条件 

6 天井 屋内（壁厚 0.6m/面積 84.5m2/66℃） 1 階通路との隣接条件 

注記＊：隣室の環境温度は，重大事故等時の温度上昇を考慮して設定した。 
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表 4-8 室温評価用境界条件(HPCSポンプ室冷却機室) 

No. 壁面の方位 条件＊ 備考 

1 床 屋内（壁厚 0.6m/面積 84.2m2/100℃） 

HPCSポンプ室（原子炉建

物原子炉棟 B2F）との隣

接条件 

2 北東 屋内（壁厚 1.2m/面積 108.2m2/120℃） トーラス室との隣接条件

3 南 屋内（壁厚 2.3m/面積 75.0m2/40℃） 
地下 1階南側通路との隣

接条件 

4 西 屋内（壁厚 2.2m/面積 75.0m2/40℃） 
IA 空気圧縮機室との隣接

条件 

5 天井 屋内（壁厚 0.6m/面積 84.2m2/66℃） 1 階通路との隣接条件 

注記＊：隣室の環境温度は，重大事故等時の温度上昇を考慮して設定した。 
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表 4-9 室温評価用境界条件(RHARポンプ設置エリア) 

No. 壁面の方位 条件＊1，＊2 備考 

1 床 地中（壁厚 7.3m/面積 428.5m2/18℃） 地中との隣接条件 

2 北 屋内（壁厚 1.6m/面積 472.3m2/40℃） T/Bとの隣接条件 

3 東 1 屋内（壁厚 1.9m/面積 56.3m2/40℃） T/Bとの隣接条件 

4 東 2 屋内（壁厚 2.2m/面積 41.8m2/100℃） 

C-RHR ポンプ室（原子炉

建物原子炉棟 B2F）との

隣接条件 

5 南 1 屋内（壁厚 1.9m/面積 184.4m2/40℃） 
A-非常用 DG 室/HPCS-DG

電気室との隣接条件 

6 南 2 屋内（壁厚 1.0m/面積 139.9m2/100℃） 

RCICポンプ室（原子炉建

物原子炉棟 B2F）との隣

接条件 

7 南 3 屋内（壁厚 0.7m/面積 148.0m2/100℃） 

C-RHR ポンプ室（原子炉

建物原子炉棟 B2F）との

隣接条件 

8 西 1 屋内（壁厚 2.2m/面積 40.3m2/100℃） 

RCICポンプ室（原子炉建

物原子炉棟 B2F）との隣

接条件 

9 西 2 地中（壁厚 1.9m/面積 56.3m2/18℃） 地中との隣接条件 

10 天井 1 屋内（壁厚 0.4m/面積 294.0m2/40℃） 通路との隣接条件 

11 天井 2 屋内（壁厚 1.0m/面積 67.3m2/100℃） 

CRDポンプ室（原子炉建

物原子炉棟 B1F）との隣

接条件 

12 天井 3 屋内（壁厚 0.7m/面積 67.3m2/100℃） 

サンプリングラック室

（原子炉建物原子炉棟

B1F）との隣接条件 

注記＊1：隣室の環境温度は，重大事故等時の温度上昇を考慮して設定した。 

  ＊2：地中の環境温度は，地表からの深さに応じた温度低下を考慮して設定した。 
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表 4-10 室温評価用境界条件(第 1ベントフィルタ格納槽) 

No. 壁面の方位 条件＊ 備考 

1 床 地中（壁厚 2.0m/面積 212.0m2/15℃） 地中との隣接条件 

2 北 1 地中（壁厚 1.7m/面積 218.4m2/18℃） 地中との隣接条件 

3 東 1 地中（壁厚 1.7m/面積 103.0m2/18℃） 地中との隣接条件 

4 南 1 地中（壁厚 1.7m/面積 218.4m2/18℃） 地中との隣接条件 

5 西 1 地中（壁厚 1.7m/面積 103.0m2/18℃） 地中との隣接条件 

6 天井 1 地中（壁厚 1.7m/面積 136.8m2/30℃） 地中との隣接条件 

7 北 2 屋外（壁厚 1.7m/面積 47.4m2/32℃） 屋外との隣接条件 

8 東 2 屋外（壁厚 1.7m/面積 8.1m2/32℃） 屋外との隣接条件 

9 南 2 屋外（壁厚 1.7m/面積 47.4m2/32℃） 屋外との隣接条件 

10 西 2 屋外（壁厚 1.7m/面積 8.1m2/32℃） 屋外との隣接条件 

11 天井 2 屋外（壁厚 1.7m/面積 42.7m2/32℃） 屋外との隣接条件 

注記＊：地中の環境温度は，地表からの深さに応じた温度低下を考慮して設定した。 
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表 5-1 評価において考慮する熱負荷(B-RHRポンプ室) 

（a）機器からの発熱量

考慮する熱負荷 発熱量[W] 考慮事項 

B-RHR ポンプ 3800 
ポンプケーシングからの発熱負荷

を考慮 

注：局所空調機に期待しない状況において，B-RHRポンプは運転しないためポンプモータの発熱量は

0 とする。 

（b）配管からの発熱量

項目 記号 
系統名 

RHR①＊1 RHR②＊2 

口径 － 500A 350A 

熱通過率(kcal/mh℃) K 1.818 1.322 

総配管長(mm) L 12000 20000 

内部流体温度(℃) 0～168h Ti 143 143 

注記＊1：B-RHRポンプ吸込側配管 

＊2：B-RHRポンプ吐出側配管 

表 5-2 評価において考慮する熱負荷(C-RHRポンプ室) 

（a）配管からの発熱量

項目 記号 
系統名 

RHAR①＊1 RHAR②＊2 

口径 － 250A 200A 

熱通過率(kcal/mh℃) K 1.050 0.880 

総配管長(mm) L 7900 9600 

内部流体温度(℃) 0～168h Ti 143 143 

注記＊1：RHARポンプ吸込側配管 

＊2：RHARポンプ吐出側配管 
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表 5-3 評価において考慮する熱負荷(RCICポンプ室) 

（a）機器からの発熱量

考慮する熱負荷 発熱量[W] 考慮事項 

RCICタービン 4740 機器表面からの発熱負荷を考慮 

RCIC復水ポンプ 

(電動機) 
530 ポンプ電動機の発熱負荷を考慮 

RCIC真空ポンプ 

(電動機) 
530 ポンプ電動機の発熱負荷を考慮 

RCICポンプ 

（ケーシング）
540 

ポンプケーシングからの発熱負荷

を考慮 

ケーブル 130 
ケーブル表面からの発熱負荷を考

慮 

（b）配管からの発熱量

項目 記号 
系統名 

RCIC①＊1 RCIC②＊2 RCIC③＊3 RCIC④＊4 RCIC⑤＊5 

口径 － 100A 250A 150A 100A 50A 

熱通過率(kcal/mh℃) K 0.596 1.068 1.004 0.743 0.462 

総配管長(mm) L 12950 18140 3878 5845 17499 

内部流体温度(℃) 0～168h Ti 302 184 148 148 148 

注記＊1：原子炉圧力容器から RCIC タービンまでの配管 

＊2：RCICタービンからサプレッションチェンバまでの配管 

＊3：サプレッションチェンバから RCICポンプまでの配管 

＊4：RCICポンプ吐出側配管（100A） 

＊5：RCICポンプ吐出側配管（50A） 

表 5-4 評価において考慮する熱負荷(B-RHRポンプ室冷却機室) 

（a）配管からの発熱量

項目 記号 
系統名 

FCVS 

口径 － 600A 

熱通過率(kcal/mh℃) K 1.460 

総配管長(mm) L 6700 

内部流体温度(℃) 0～168h Ti 143 
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表 5-5 評価において考慮する熱負荷(RHARポンプ設置エリア) 

（a）機器からの発熱量

考慮する熱負荷 発熱量[W] 考慮事項 

RHARポンプの電動機 

(1 台分) 
8340 電動機からの熱損失を考慮 

RHARポンプ(A) 877 
ポンプケーシングからの発熱負荷

を考慮 

RHARポンプ(B) 877 
ポンプケーシングからの発熱負荷

を考慮 

注：ポンプは 2台とも 143℃の流体が通水していることを想定し，ケーシングからの発熱は 2 台分と

する。 

（b）配管からの発熱量

項目 記号 
系統名 

RHAR①＊1 RHAR②＊2 

口径 － 250A 150A 

熱通過率(kcal/mh℃) K 1.220 0.810 

総配管長(mm) L 30000 40000 

内部流体温度(℃) 0～168h Ti 143 143 

注記＊1：RHARポンプ吸込側（吸込弁まで）の配管 

＊2：RHARポンプ吸込側（吸込弁以降）及び吐出側の配管 
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表 5-6 評価において考慮する熱負荷(第 1ベントフィルタ格納槽) 

（a）機器からの発熱量

考慮する熱負荷 発熱量[W] 考慮事項 

銀ゼオライト容器 3400 
銀ゼオライト容器からの発熱負荷

を考慮 

スクラバ容器 32000 
スクラバ容器からの発熱負荷を考

慮 

その他電気品等 1100 電気品等の熱損失を考慮 

（b）配管からの発熱量

項目 記号 
系統名 

FCVS①＊1 FCVS②＊2 FCVS③＊3 FCVS④＊4 FCVS⑤＊5 

口径 － 300A 200A 200A 300A 300A 

熱通過率(kcal/mh℃) K 0.800 0.600 0.580 0.780 0.760 

総配管長(mm) L 20900 26500 46700 61200 62000 

内部流体温度(℃) 

(ベント実施～3hまで) 
Ti 

178＊6 178＊6 154＊6 154＊6 120＊6 

内部流体温度(℃) 

(3h～168hまで) 
154＊7 154＊7 132＊7 132＊7 109＊7 

注記＊1：スクラバ容器入口配管（300A） 

＊2：スクラバ容器入口配管（200A） 

＊3：スクラバ容器出口配管（200A） 

＊4：スクラバ容器出口配管（300A） 

＊5：銀ゼオライト容器出口配管 

＊6：格納容器圧力 2Pd時における各部位の飽和温度 

＊7：格納容器圧力 2Pd時における各部位の飽和温度から格納容器圧力 1Pd 時における各部位の

飽和温度へ線形に推移 
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図 2-2 C-RHRポンプ室内の熱負荷 

対象期間における熱負荷の推移 

配管熱負荷 

図 2-1 B-RHRポンプ室内の熱負荷 

合計熱負荷 

配管熱負荷 

対象期間における熱負荷の推移 

機器熱負荷 

【凡例】 

【凡例】 
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図 2-4 B-RHRポンプ室冷却機室内の熱負荷 

対象期間における熱負荷の推移 

配管熱負荷 

【凡例】 【凡例】 

図 2-3 RCICポンプ室内の熱負荷 

対象期間における熱負荷の推移 

合計熱負荷 

配管熱負荷 

機器熱負荷 

【凡例】 
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図 2-5 RHARポンプ設置エリア内の熱負荷 

対象期間における熱負荷の推移 

合計熱負荷 

配管熱負荷 

機器熱負荷 

(容器) 

図 2-6 第 1 ベントフィルタ格納槽内の熱負荷 

対象期間における熱負荷の推移 

機器熱負荷 

(その他) 

合計熱負荷 

配管熱負荷 

機器熱負荷 

(ポンプケーシング) 

機器熱負荷 

(電動機) 

【凡例】 

【凡例】 
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3. 評価結果

2.の評価条件に基づき各エリアの室温を評価した結果を図 3-1～3-10 に示す。

また，各エリアの室温評価結果を上回る温度として，設定した設備の環境温度を表 6にまとめ

る。 

 図 3-1 A-RHRポンプ室の室温評価結果 

7 日後：70.9℃ 

7 日後：84.0℃ 

図 3-2 B-RHRポンプ室の室温評価結果 
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図 3-3 C-RHRポンプ室の室温評価結果 

7 日後：70.2℃ 

7 日後：63.1℃ 

図 3-4 LPCSポンプ室の室温評価結果 

7 日後：82.8℃ 

図 3-5 RCICポンプ室の室温評価結果 
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7 日後：68.8℃ 

図 3-7 B-RHRポンプ室冷却機室の室温評価結果 

図 3-8 HPCSポンプ室冷却機室の室温評価結果 

7 日後：61.1℃ 

図 3-6 A-RHRポンプ室冷却機室の室温評価結果 

7 日後：66.4℃ 
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図 3-9 RHARポンプ設置エリアの室温評価結果 

図 3-10 第 1ベントフィルタ格納槽の室温評価結果 

7 日後：59.2℃ 

7 日後：57.7℃ 
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表 6 各エリアの評価結果と設定した設備の環境温度 

対象エリア 7 日後の評価結果

［℃］ 

設定した設備の環境

温度［℃］ 

原子炉建物 

原子炉棟 

B2F A-RHR ポンプ室 70.9 

100 

B-RHR ポンプ室 84.0 

C-RHR ポンプ室 70.2 

LPCSポンプ室 63.1 

RCICポンプ室 82.8 

B1F A-RHR ポンプ室冷却機室 66.4 

B-RHR ポンプ室冷却機室 68.8 

HPCSポンプ室冷却機室 61.1 

原子炉建物 

付属棟 

B2F RHARポンプ設置エリア 59.2 66 

第 1ベントフィルタ格納槽 57.7 60 
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添付資料 4 

格納容器雰囲気放射線モニタの環境条件の設定方法について 

１．はじめに 

格納容器雰囲気放射線モニタは，原子炉格納容器の外面にドライウェル側とサプレッションチェ

ンバ側に 2 個ずつ設置している（図 l 参照）。ドライウェル側は，原子炉格納容器壁面から温度の

影響を受けやすい場所にあるため，原子炉格納容器壁面温度が最も高くなると考えられる場合を格

納容器雰囲気放射線モニタの環境温度として保守的に設定する。サプレッションチェンバ側は，ト

ーラス室の壁面に設置しているため，原子炉建物原子炉棟（トーラス室）の環境条件である 100℃

（最高 120℃）を設定する。 

なお，格納容器雰囲気放射線モニタの環境圧力及び環境湿度については，設置場所が原子炉建物

原子炉棟内であることから，原子炉建物原子炉棟内の環境条件である大気圧相当及び湿度 100%と

する。また，環境放射線量について，ドライウェル側は，原子炉格納容器内からの直接線の影響を

考慮し，原子炉格納容器内の環境条件である 740kGy を保守的に設定する。サプレッションチェン

バ側は，設置するエリアが放射線源付近となるため，個別に確認した値である 280kGy を設定する。 

以下では，格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）の環境温度の設定について考え方を示

す。 

格納容器雰囲気放射線モニタ(ドライウェル)の環境温度は，設置場所の関係から，ドライウェル

壁面温度に近接することが考えられる。このため，格納容器雰囲気放射線モニタ(ドライウェル)の

環境温度が厳しくなる事象としては，LOCA 破断口からの蒸気流出に伴いドライウェルの温度が上

昇する事象である，「冷却材喪失（大破断 LOCA）+ECCS 注水機能喪失＋全交流動力電源喪失」の発

生により原子炉水位が低下し炉心損傷に至る事故が考えられる。本事象は，LOCA 発生後，残留熱

代替除去系による格納容器スプレイを実施するまでの期間において，ドライウェル雰囲気が高温状

態を継続するため，機器耐性確認の観点から，他の事象よりも厳しい事象となる。ただし，当該重

大事故発生時においても，残留熱代替除去系による格納容器スプレイ等の実施により，原子炉格納

容器を冷却することから，ドライウェル壁面温度は原子炉格納容器の限界温度である 200℃を超え

ることはない。 

以上を踏まえ，様々なシーケンスを想定した場合の格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）

の環境温度は，200℃を設定する。(表 1及び図 2参照) 

表 1  格納容器雰囲気放射線モニタ(ドライウェル)の環境温度 

シーケンス 環境温度の設定方法 環境温度 

「冷却材喪失（大破断 LOCA）

+ECCS 注水機能喪失＋全交流動

力電源喪失」を想定した場合

設置場所の関係から，ドライ

ウェル壁面温度を設定
200 ℃ 
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原子炉建物地下 1階 

図 1 格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッションチェンバ）（ドライウェル） 

配置図及び設置状況図（1／2） 
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原子炉建物地上 1階 

図 1 格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッションチェンバ）（ドライウェル） 

配置図及び設置状況図（2／2） 
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図 2 「冷却材喪失（大破断 LOCA）+ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源喪失」 

における原子炉格納容器（気相）温度時刻歴 
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添付資料5 

原子炉格納容器外の建物内（原子炉棟内（二次格納施設内））において個別に放射線環境条件を設

定するエリアの設定方法について 

 原子炉棟内（二次格納施設内）は，原則として雰囲気中の放射性物質による放射線影響を考慮し

470Gy＊1 を設定するが，当該重大事故緩和設備を設置するエリアが放射線源付近であり，重大事故

時に 470Gy＊1 を超える恐れのあるものは，以下に示すとおり個別に確認した値を環境放射線として

設定する。 

・放射線環境条件を設定する上で代表性のある事故シナリオを想定＊2し，原子炉棟内（二次格納

施設内）における放射線源（残留熱代替除去系，格納容器フィルタベント系配管，格納容器雰囲

気系モニタサンプリング配管，サプレッションチェンバ，非常用ガス処理系前置ガス処理装置）

の線量評価を行い，評価結果以上の線量を当該エリアにおける放射線源付近の環境条件として設

定する。

・また，放射線環境条件を設定する上で，放射線源と対象となる重大事故緩和設備との位置関係を

考慮し，必要に応じて距離による放射線の減衰効果を考慮する。

原子炉格納容器外の原子炉棟内（二次格納施設内）において，個別に放射線環境条件を設定する

エリアの詳細な設定方法について，図 1～図 5及び表 1～表 5に示す。

また，具体的に放射線源からの距離を考慮して放射線環境条件を定める設備について表 6に，個

別に放射線環境条件を設定するエリアを図 10 に示す。 

注記＊1：切上げた積算線量を示す。 

＊2：想定される重大事故等の条件又はそれらを包括する条件を設定 
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図 1 重大事故時における原子炉棟内の線源（残留熱代替除去系配管表面）付近の 

重大事故等対処設備に対する環境条件設定のフロー図 

①「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱（ＤＣＨ）」の発生
（残留熱代替除去系を使用する場合の事故シナリオを想定） 

②原子炉格納容器（サプレッションプール）内の放射性物質の濃度を算出
（残留熱代替除去系の水源であるサプレッションプールへの放出過程については，MAAPコードの解析

結果に基づく。また，事故後 7日間の時間減衰を考慮して算出する。） 

③各核種に応じたエネルギを有するため，エネルギ範囲ごとに代表エネルギとして

グルーピングし，代表エネルギごとに 7日間での積算線源強度を算出 
（積算線源強度計算については，残留熱代替除去系配管内の放射性物質によるガンマ線エネルギをエ

ネルギ範囲によって区分する。）

④残留熱代替除去系付近の原子炉棟内の評価点での線量を評価するため，下図のように配

管をモデル化し，QADコードにて積算線量を算出

＜残留熱代替除去系配管＞ 

⑤設備と残留熱代替除去系配管の最も近い距離を算出
（離隔距離は設備図書等から算出した。なお，保守的に配管表面の放射線影響を設定することにより，

離隔距離の算出を省略できるものとする。） 

残留熱代替除去系配管からの放射線影響は

図 6に示す。 

線源強度は表 1に示す。 

各設備への放射線影響については表 6に示す。 

⑥ ④，⑤での算出及び評価結果に基づき，環境条件を設定
（求めた放射線影響に加え，雰囲気中の放射性物質からの影響，残留熱代替除去系配管以外の放射線

源からの影響を考慮し，これらを合算した線量を設定する。） 

※評価モデルは 350A配管の例を示す。

1
0
0
0
0

鉄：7.8g/cm3

水(線源)：1.0g/cm3

(単位：mm)

×：評価点

表面～10000mm

（1000mm間隔）
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図 2 重大事故時における原子炉棟内の線源（格納容器フィルタベント系配管） 

付近の重大事故等対処設備に対する環境条件設定のフロー図 

①「冷却材喪失（大破断ＬＯＣＡ）＋ＥＣＣＳ注水機能喪失＋全交流動力電源喪失」の発生

（事象発生後 32時間後にＷ／Ｗベントを実施するシナリオを想定する） 

③各核種に応じたエネルギを有するため，エネルギ範囲ごとに代表エネルギとして 

グルーピングし，代表エネルギごとに 7日間での積算線源強度を算出 
（積算線源強度計算については，格納容器フィルタベント系配管内表面へ付着した放射性物質による

ガンマ線エネルギをエネルギ範囲によって区分する。） 

④格納容器フィルタベント系配管付近の原子炉棟内の評価点での線量を評価するため，下図の

ように配管をモデル化し，QADコードにて積算線量を算出 
＜格納容器フィルタベント系配管＞ 

線源強度は表 2に示す。 

②原子炉格納容器気相部での放射性物質の濃度を算出

（ＣｓＩ，粒子状物質については MAAP コードの解析結果に基づく。無機よう素については，MAAP コ

ードの解析結果に基づく原子炉圧力容器から格納容器への放出割合に加えて，CSE 実験に基づく原子

炉格納容器内での自然沈着による除去効果を 1/200 に到達するまで考慮する。また，積算放射能量の

算出に当たっては，事故後 7日間の時間減衰を考慮して算出する。） 

格納容器フィルタベント系配管からの放射

線影響は図 7に示す。 

※評価モデルは 600A配管の例を示す。

⑤設備と格納容器フィルタベント系配管の最も近い距離を算出
（離隔距離は設備図書等から算出した。なお，保守的に配管表面の放射線影響を設定することにより，

離隔距離の算出を省略できるものとする。） 

各設備への放射線影響については表 6に示す。 

⑥ ④，⑤での算出及び評価結果に基づき，環境条件を設定
（求めた放射線影響に加え，雰囲気中の放射性物質からの影響，格納容器フィルタベント系配管以外

の放射線源からの影響を考慮し，これらを合算した線量を設定する。） 

【沈着する放射性物質】 

格納容器気相部内の放射性物質（希ガスを除

く）がすべて配管を通過し，その一部が配管

内に沈着して溜り続けるものとする。 真空：

0g/cm3

1
0
0
0
0

鉄：7.8g/cm3

面線源(真空)：0g/cm3

(単位：mm)

表面～10000mm

（1000mm間隔）

×：評価点
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図 3 重大事故時における原子炉棟内の線源（格納容器雰囲気系モニタサンプリング配管）付近の

重大事故等対処設備に対する環境条件設定のフロー図（1/2） 

④格納容器雰囲気系モニタサンプリング配管付近の原子炉棟内の評価点での線量を評価す

るため，下図のように配管をモデル化し QADコードにて積算線量を算出

＜浮遊線源＞ ＜付着線源＞ 

線源強度は表 3に示す。 

②原子炉格納容器内気相部での放射性物質の濃度を算出
（希ガス，有機よう素，ＣｓＩ，粒子状物質については MAAPコードの解析結果に基づく。無機よう素

については，MAAPコードの解析結果に基づく原子炉圧力容器から格納容器への放出割合に加えて，CSE

実験に基づく原子炉格納容器内での自然沈着による除去効果を 1/200に到達するまで考慮する。また，

積算放射能量の算出に当たっては，事故後 7日間の時間減衰を考慮して算出する。） 

①「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱（ＤＣＨ）」の発生
（残留熱代替除去系を使用する場合の事故シナリオを想定する。）

③各核種に応じたエネルギを有するためエネルギ範囲ごとに代表エネルギとして

グルーピングし，代表エネルギごとに 7日間での積算線源強度を算出 
（積算線源強度計算については，配管内の放射性物質によるガンマ線エネルギをエネルギ範囲によっ

て区分する。） 

※評価モデルは 20A 配管が 1 本の例を示す。配管径や考慮する本数は機器の設置場所の状況によって適したものを

選択する。

【ガス，エアロゾル状の放射性物質（浮遊線源）】 

 保守的に格納容器気相部内と同じ濃度の放射性物質が，配管に７日間流れ続けるものとする。 

【沈着する放射性物質（付着線源）】 

7日間で配管内に流入する放射性物質（希ガスを除く）の 10％が，配管 100mに均一付着するものとする。 

格納容器雰囲気系モニタサンプリング配管

からの放射線影響は図 8に示す。 

（次頁に続く） 

真空：

0g/cm3

1
0
0
0
0

面線源(真空)：0g/cm3

(単位：mm)

×：評価点鉄：7.8g/cm3

表面～10000mm

（1000mm間隔）

1
0
0
0
0

鉄：7.8g/cm3

線源(真空)：0g/cm3

(単位：mm)

×：評価点

表面～10000mm

（1000mm間隔）
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図 3 重大事故時における原子炉棟内の線源（格納容器雰囲気系モニタサンプリング配管）付近の

重大事故等対処設備に対する環境条件設定のフロー図（2/2） 

⑤設備と格納容器雰囲気系モニタサンプリング配管の最も近い距離を算出
（離隔距離は現場測定又は設備図書等から算出した。なお，保守的に配管表面の放射線影響を設定す

ることにより，離隔距離の算出を省略できるものとする。） 

⑥ ④，⑤での算出及び評価結果に基づき，環境条件を設定
（求めた放射線影響に加え，雰囲気中の放射性物質からの影響，格納容器雰囲気系モニタサンプリン

グ配管以外の放射線源からの影響を考慮し，これらを合算した線量を設定する。） 

各設備への放射線影響については表 6に示す。 

（前頁より） 
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図 4 重大事故時における原子炉棟内の線源（サプレッションチェンバ）付近の 

重大事故等対処設備に対する環境条件設定のフロー図(1/2) 

①「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱（ＤＣＨ）」の発生
（残留熱代替除去系を使用する場合の事故シナリオを想定する。）

④サプレションチェンバ付近の原子炉棟内の評価点での線量を評価するため，下図のよう

にサプレションチェンバをモデル化し，QADコードにて積算線量を算出

サプレッションチェンバ表面の線量：

（270kGy／7日間）

14214
14230

鉄：7.8g/cm3

線源(水)：1.0g/cm3

真空：0g/cm3 (単位：mm)

線源(真空)：0g/cm3

評価点(気相部）

評価点(液相部）

線源強度は表 4に示す。 

（次頁に続く） 

②原子炉格納容器内気相部・液相部における放射性物質の濃度を算出
（原子炉格納容器内気相部への放出過程については，図 3の②の算出と同様， 

液相部（サプレッションプール水）への放出過程については図 1の②の算出と同様） 

③各核種に応じたエネルギを有するため，エネルギ範囲ごとに代表エネルギとして

グルーピングし，代表エネルギごとに 7日間での積算線源強度を算出 
（積算線源強度計算については，サプレッションチェンバ内気相部と液相部を分けた放射性物質によ

るガンマ線エネルギをエネルギ範囲によって区分する。） 
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図 4 重大事故時における原子炉棟内の線源（サプレッションチェンバ）付近の 

重大事故等対処設備に対する環境条件設定のフロー図(2/2) 

⑥ ④，⑤での評価結果に基づき，環境条件を設定
（求めた放射線影響に加え，雰囲気中の放射性物質からの影響，サプレッションチェンバ以外の放射

線源からの影響を考慮し，これらを合算した線量を設定する。） 

各設備への放射線影響については表 6に示す。 

⑤設備とサプレッションチェンバの最も近い距離を算出
（離隔距離は設備図書等から算出した。なお，保守的に配管表面の放射線影響を設定することによ

り，離隔距離の算出を省略できるものとする。） 

（前頁より） 
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図 5 重大事故時における原子炉棟内の線源（非常用ガス処理系前置ガス処理装置）付近 

の重大事故等対処設備に対する環境条件設定のフロー図（1/2） 

①「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱（ＤＣＨ）」の発生
（残留熱代替除去系を使用する場合の事故シナリオを想定） 

⑤非常用ガス処理系前置ガス処理装置付近の原子炉棟内の評価点での線量を評価するため，

非常用ガス処理系前置ガス処理装置のチャコールフィルタを下図のようにモデル化し，QAD

コードにて積算線量を算出

＜非常用ガス処理系前置ガス処理装置のチャコールフィルタ＞

非常用ガス処理系前置ガス処理装置からの

放射線影響は図 9に示す。 

④各核種に応じたエネルギを有するためエネルギ範囲ごとに代表エネルギとして

グルーピングし，代表エネルギごとに 7日間での積算線源強度を算出 
（積算線源強度計算については，フィルタに蓄積した放射性物質によるガンマ線エネルギをエネルギ

範囲によって区分する。） 

（次頁に続く） 

線源強度は表 5に示す。 

線源(チャコールフィルタ)

：0.38g/cm3

<平面図> <断面図>（単位：mm）

表面～10000mm

（1000mm間隔）

表面～10000mm

（1000mm間隔）

線源(チャコールフィルタ)

：0.38g/cm3

×：評価点

②原子炉建物内への放射性物質の放出
（「添付資料１ 図 2 ③原子炉格納容器から原子炉建物への放射性物質の移行量及び積算放射能量

の算出」と同様。） 

③非常用ガス処理系前置ガス処理装置への放射性物質の蓄積
（フィルタには希ガスを除く核種の放射性物質が 100％蓄積するものとする。）
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図 5 重大事故時における原子炉棟内の線源（非常用ガス処理系前置ガス処理装置）付近 

の重大事故等対処設備に対する環境条件設定のフロー図（2/2） 

⑥設備と非常用ガス処理系前置ガス処理装置の最も近い距離を算出
（離隔距離は現場測定又は設備図書等から算出した。なお，保守的にフィルタ表面の放射線影響を設

定することにより，離隔距離の算出を省略できるものとする。） 

各設備への放射線影響については表 6に示す。 

⑦ ⑤,⑥での算出及び評価結果に基づき，環境条件を設定
（求めた放射線影響に加え，雰囲気中の放射性物質からの影響，非常用ガス処理系前置ガス処理装置

以外の放射線源からの影響を考慮し，これらを合算した線量を設定する。） 

（前頁より） 
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表 1 重大事故時における残留熱代替除去系配管の線源強度 

代表エネルギ 
（MeV） 

7日間積算線源強度 
（cm-3） 

0.01 約6.6E+13 

0.025 約1.9E+14 

0.0375 約3.9E+13 

0.0575 約3.5E+13 

0.085 約4.7E+12 

0.125 約2.1E+14 

0.225 約2.5E+14 

0.375 約4.9E+13 

0.575 約4.5E+14 

0.85 約1.4E+14 

1.25 約3.2E+13 

1.75 約2.3E+12 

2.25 約8.4E+11 

2.75 約2.7E+10 

3.5 約3.1E+08 

5.0 約3.5E+02 

7.0 約4.0E+01 

9.5 約4.6E+00 

表 2 重大事故時における格納容器フィルタベント系配管の線源強度 

代表エネルギ 
（MeV） 

7日間積算線源強度 
（cm-3） 

0.01 約5.7E+14 
0.025 約9.6E+14 
0.0375 約2.2E+14 
0.0575 約1.1E+14 
0.085 約4.3E+14 
0.125 約9.1E+13 
0.225 約1.7E+15 
0.375 約1.2E+16 
0.575 約2.6E+16 
0.85 約1.5E+16 
1.25 約3.3E+15 
1.75 約3.1E+14 
2.25 約2.3E+14 
2.75 約5.5E+12 
3.5 約1.1E+08 

5.0 約2.5E+02 

7.0 約2.9E+01 

9.5 約3.3E+00 
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表 3 重大事故時における格納容器雰囲気系モニタサンプリング配管の線源強度 

代表エネルギ 
（MeV） 

7日間積算線源強度（cm-3） 

浮遊線源 付着線源 

0.01 約1.8E+13 約2.6E+15 

0.025 約3.2E+13 約6.7E+15 

0.0375 約7.8E+13 約1.4E+15 

0.0575 約5.3E+12 約1.2E+15 

0.085 約6.5E+13 約4.8E+14 

0.125 約2.8E+13 約6.7E+15 

0.225 約6.2E+13 約9.3E+15 

0.375 約4.6E+13 約1.1E+16 

0.575 約1.6E+14 約3.8E+16 

0.85 約7.3E+13 約1.7E+16 

1.25 約2.0E+13 約4.7E+15 

1.75 約2.8E+12 約6.3E+14 

2.25 約1.9E+12 約2.5E+14 

2.75 約6.8E+10 約5.6E+12 

3.5 約1.4E+09 約9.9E+09 

5.0 約4.7E+01 約1.1E+04 

7.0 約5.4E+00 約1.3E+03 

9.5 約6.2E-01 約1.5E+02 

表 4 重大事故時におけるサプレッションチェンバの線源強度 

代表エネルギ 
（MeV） 

7日間積算線源強度（cm-3） 

気相部 液相部 

0.01 約1.8E+13 約6.6E+13 

0.025 約3.2E+13 約1.9E+14 

0.0375 約7.8E+13 約3.9E+13 

0.0575 約5.3E+12 約3.5E+13 

0.085 約6.5E+13 約4.7E+12 

0.125 約2.8E+13 約2.1E+14 

0.225 約6.2E+13 約2.5E+14 

0.375 約4.6E+13 約4.9E+13 

0.575 約1.6E+14 約4.5E+14 

0.85 約7.3E+13 約1.4E+14 

1.25 約2.0E+13 約3.2E+13 

1.75 約2.8E+12 約2.3E+12 

2.25 約1.9E+12 約8.4E+11 

2.75 約6.8E+10 約2.7E+10 

3.5 約1.4E+09 約3.1E+08 

5.0 約4.7E+01 約3.5E+02 

7.0 約5.4E+00 約4.0E+01 

9.5 約6.2E-01 約4.6E+00 
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表 5 重大事故時における非常用ガス処理系前置ガス処理装置の線源強度 

代表エネルギ 
（MeV） 

7日間積算線源強度 
（cm-3） 

0.01 約1.5E+14 

0.025 約2.5E+14 

0.0375 約5.7E+13 

0.0575 約2.5E+13 

0.085 約1.2E+14 

0.125 約2.2E+13 

0.225 約4.6E+14 

0.375 約3.5E+15 

0.575 約6.5E+15 

0.85 約3.8E+15 

1.25 約8.5E+14 

1.75 約8.3E+13 

2.25 約5.9E+13 

2.75 約1.4E+12 

3.5 － 

5.0 － 

7.0 － 

9.5 － 
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図6 残留熱代替除去系配管からの距離と線量 

図7 格納容器フィルタベント系配管からの距離と線量 
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図8 格納容器内雰囲気サンプリング配管からの距離と線量 

図9 非常用ガス処理系前置ガス処理装置からの距離と線量 
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図10 個別に環境放射線を設定するエリア（1/5） 

原子炉棟内（二次格納施設内）における線源付近の環境条件：表 6参照 

サプレッションプール水位（ＳＡ)：LX217-5
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図10 個別に環境放射線を設定するエリア（2/5） 

原子炉棟内（二次格納施設内）における線源付近の環境条件：表 6参照 

原子炉圧力（ＳＡ)：PX298-9 

原子炉水位（燃料域）：LX298-12B 

原子炉水位（ＳＡ)：LX298-13 

原子炉建物水素濃度：H2E278-18 
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図10 個別に環境放射線を設定するエリア（3/5) 

残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量：FX222-11 

原子炉棟内（二次格納施設内）における線源付近の環境条件：表 6参照 

格納容器代替スプレイ流量：FX2B5-2B 

残留熱代替除去系原子炉注水流量：FX222-10 

残留熱除去系熱交換器：H222-1（B） 残留熱除去系熱交換器：H222-1（A） 

原子炉圧力：PX298-5B 

原子炉水位（広帯域）：LX298-11B 

低圧原子炉代替注水流量：FX2B2-2B-1 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）：FX2B2-2B-2 

残留熱除去系熱交換器出口温度：TE222-2B 
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図10 個別に環境放射線を設定するエリア（4/5) 

原子炉棟内（二次格納施設内）における線源付近の環境条件：表 6参照 

ドライウェル圧力（ＳＡ)：PX217-14 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ)：PX217-15

格納容器水素濃度（ＳＡ)：H2E2D2-1

格納容器酸素濃度（ＳＡ)：O2E2D2-1
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図10 個別に環境放射線を設定するエリア（5/5） 

原子炉棟内（二次格納施設内）における線源付近の環境条件：表 6参照 

非常用ガス処理系排風機：M226-1(B) 

非常用ガス処理系排風機：M226-1(A) 

ドライウェル圧力（ＳＡ)：PX217-16 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ)：PX217-17

格納容器水素濃度（Ｂ系）：H2E229-101B

格納容器酸素濃度（Ｂ系）：O2E229-101B
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添付資料 6 

原子炉格納容器外の建物内（原子炉棟内（二次格納施設外）及びその他の建物内）及び屋外におい

て個別に放射線環境条件を設定するエリアの設定方法について 

原子炉棟内（二次格納施設外），その他の建物内及び屋外（以下「二次格納施設外の建物内及び屋

外」という。）は，原則として一律 6Gy＊1を設定するが，当該重大事故緩和設備を設置するエリアが

放射線源付近であり，重大事故時に 6Gy＊1 を超える恐れのあるものは，以下に示すとおり個別に確

認した値を環境放射線として設定する。 

・放射線環境条件を設定する上で代表性のある事故シナリオを想定＊2し，二次格納施設外の建物内

及び屋外における放射線源（残留熱代替除去系＊3，格納容器フィルタベント系，中央制御室非

常用再循環処理装置フィルタ，緊急時対策所空気浄化フィルタユニット）の線量評価を行い，

評価結果以上の線量を当該エリアにおける放射線源付近の環境条件として設定する。

・また，放射線環境条件を設定する上で，放射線源と対象となる重大事故緩和設備との位置関係を考

慮し，必要に応じて距離による放射線の減衰効果を考慮する。 

二次格納施設外の建物内及び屋外において，個別に放射線環境条件を設定するエリアの詳細な設定

方法について，図1～図3及び表1～表3に示す。また，具体的に放射線源からの距離等を考慮して放射線環

境条件を定める設備を表4に，個別に放射線環境条件を設定するエリアを図7に示す。 

注記＊1 ：切上げた積算線量を示す。 

  ＊2 ：想定される重大事故等の条件又はそれらを包括する条件を設定 

＊3 ：残留熱代替除去系の線量影響については，添付資料5「原子炉格納容器外の建物内（原

子炉棟内（二次格納施設内））において個別に放射線環境条件を設定するエリアの

設定方法について」にて評価済みであるため本資料では評価を省略する。 
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図 1 重大事故時におけるその他の建物内の線源（格納容器フィルタベント系）付近の重大事故等対

処設備に対する環境条件設定のフロー図（1/3） 

各機器の線源強度は表 1に示す。 

①「冷却材喪失（大破断ＬＯＣＡ）＋ＥＣＣＳ注水機能喪失＋全交流動力電源喪失」の発生

（事象発生後 32 時間後に格納容器フィルタベント系によるＷ／Ｗベントを実施するシナリオを想定

する） 

②格納容器フィルタベント系内への放射性物質の濃度を算出

評価対象線源 

・スクラバ容器 ：事故発生 7 日後までに格納容器フィルタベント系に流入する無機よう素の

総量の 99％及び粒子状放射性物質の総量の 99.9％が，格納容器ベント直後

に取り込まれる想定 

・銀ゼオライト容器 ：事故発生 7 日後までに格納容器フィルタベント系に流入する有機よう素の

総量の 98％が，格納容器ベント直後に取り込まれる想定 

・配管  ：格納容器気相部内の放射性物質がすべて格納容器フィルタベント系の配管

を通過し，その一部が配管内に沈着して溜り続けるものとする。 

③各核種に応じたエネルギを有するため，エネルギ範囲ごとに代表エネルギとして

グルーピングし，代表エネルギごとに 7日間での積算線源強度を算出 
（積算線源強度計算については，各線源の放射性物質によるガンマ線エネルギをエネルギ範囲によっ

て区分する。） 

④格納容器フィルタベント系付近の評価点での線量を評価するため，各線源を下図のように

モデル化し，QAD コードにて積算線量を算出
＜スクラバ容器＞

鉄：7.8g/cm3

線源(水)：1.0g/cm3

(単位：mm)

×：評価点

表面～10000mm

（1000mm間隔）
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図 1 重大事故時におけるその他の建物内の線源（格納容器フィルタベント系）付近の重大事故等対

処設備に対する環境条件設定のフロー図（2/3） 

＜銀ゼオライト容器＞ 

＜配管＊1,＊2＞ 

＜配管（出口）＊1,＊3＞ 

（次頁に続く） 

鉄：7.8g/cm3

線源(真空)：0g/cm3

真空：0g/cm3

φ1452

(単位：mm)

×：評価点

表面～10000mm

（1000mm間隔）

真空：

0g/cm3

10
00
0

鉄：7.8g/cm3

面線源(真空)：0g/cm3

(単位：mm)

表面～10000mm

（1000mm間隔）

×：評価点

1
0
0
0
0

鉄：7.8g/cm3

線源(真空)：0g/cm3

(単位：mm)
×：評価点

表面～1000mm

各線源機器からの放射線影響は図 4に

示す。 

注記＊1：配管径や考慮する本数は機器の設置場所の状況によって適したものを選択する。 

  ＊2：評価モデルは 200A 配管の例を示す。 

  ＊3：評価モデルは 300A 配管の例を示す。保温材及び外装板を考慮する。 
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図 1 重大事故時におけるその他の建物内の線源（格納容器フィルタベント系）付近の重大事故等対

処設備に対する環境条件設定のフロー図（3/3） 

⑥ ④，⑤での算出及び評価結果に基づき，環境条件を設定

（求めた放射線影響に加え，雰囲気中の放射性物質からの影響を考慮し，これらを合算した

線量を設定する。） 

各設備への放射線影響については表 4に示す。 

⑤設備と格納容器フィルタベント系の最も近い距離を算出

（離隔距離は設備図書等から算出した。なお，保守的に機器及び配管表面の放射線影響を設

定することにより，離隔距離の算出を省略できるものとする。） 

（前頁より） 
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図 2 重大事故時におけるその他の建物内の線源（中央制御室非常用再循環処理装置フィルタ）付

近の重大事故等対処設備に対する環境条件設定のフロー図（1/2） 

①「冷却材喪失（大破断ＬＯＣＡ）＋ＥＣＣＳ注水機能喪失＋全交流動力電源喪失」の発生

②大気中への放射性物質の放出
シナリオ：事象発生後 32時間後に格納容器フィルタベント系によるＷ／Ｗベントを実施する＊1。

放出経路：格納容器フィルタベント系を経由した放出

原子炉建物からの漏えい及び非常用ガス処理系による放出 

注記＊1：中央制御室非常用再循環処理装置フィルタによる環境放射線を評価するにあたっては，放射性物質の放出量及び 

大気拡散係数を踏まえると，残留熱代替除去系を用いて事象を収束する場合より，格納容器ベント（Ｗ／Ｗベント） 

を実施する場合の方が保守的である。 

④中央制御室空調換気系の給気により，フィルタへの放射性物質の蓄積
外気取り込み量（事故後 2時間以降）：17500（m3/h） 

⑤各核種に応じたエネルギを有するためエネルギ範囲ごとに代表エネルギとして

グルーピングし，代表エネルギごとに 7日間での積算線源強度を算出 

（積算線源強度計算については，フィルタに蓄積した放射性物質によるガンマ線エネルギをエネルギ範囲によっ

て区分する。） 

（次頁に続く） 

線源強度は表 2に示す。 

③中央制御室の外気の放射性物質濃度（大気拡散による希釈）
評価点：中央制御室空調換気系給気口 

放出源：格納容器フィルタベント系排気管（χ/Q=5.9×10-4(s/m3)） 

原子炉建物排気筒（χ/Q=2.9×10-4(s/m3)） 

原子炉建物中心 （χ/Q=1.2×10-3(s/m3)） 
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図 2 重大事故時におけるその他の建物内の線源（中央制御室非常用再循環処理装置フィルタ）付

近の重大事故等対処設備に対する環境条件設定のフロー図（2/2） 

⑦設備と中央制御室非常用再循環処理装置フィルタの最も近い距離を算出
（離隔距離は設備図書等から算出した。なお，保守的にフィルタ表面の放射線影響を設定することに

より，離隔距離の算出を省略できるものとする。） 

各設備への放射線影響については表 4に示す。 

⑧ ⑥, ⑦での算出及び評価結果に基づき，環境条件を設定
（求めた放射線影響に加え，雰囲気中の放射性物質からの影響を考慮し，これらを合算した線量を設

定する。） 

（前頁より） 

⑥中央制御室非常用再循環処理装置フィルタ付近の評価点での線量を評価するため，中央

制御室非常用再循環処理装置フィルタのチャコールフィルタを下図のようにモデル化し，

QADコードにて積算線量を算出

＜中央制御室非常用再循環処理装置フィルタのチャコールフィルタ＞ 

中央制御室非常用再循環処理装置フィルタか

らの放射線影響は図 5に示す。 

線源(チャコールフィルタ)

：0.38g/cm3

<平面図> <断面図>（単位：mm）

表面～10000mm

（1000mm間隔）

表面～10000mm

（1000mm間隔）

線源(チャコールフィルタ)

：0.38g/cm3

×：評価点
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図 3 重大事故時におけるその他の建物内の線源（緊急時対策所空気浄化フィルタユニット）付近

の重大事故等対処設備に対する環境条件設定のフロー図（1/2） 

①審査ガイド＊1に基づく環境への放出割合で放出（福島第一原子力発電所事故並み）

注記＊1：「実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく 

評価に関する審査ガイド」 

②緊急時対策所の外気の放射性物質濃度（大気拡散による希釈）

評価点：緊急時対策所中心 

放出源：原子炉建物南東端（χ／Q=7.2×10-5（s/m3）） 

④各核種に応じたエネルギを有するためエネルギ範囲ごとに代表エネルギとして

グルーピングし，代表エネルギごとに 7日間での積算線源強度を算出 

（積算線源強度計算については，フィルタに蓄積した放射性物質によるガンマ線エネルギをエネルギ範囲によっ

て区分する。） 

線源強度は表 3に示す。 

③緊急時対策所空気浄化送風機により，フィルタ＊2への放射性物質の蓄積

外気取り込み量：1500（m3/h） 
注記＊2：有機よう素，無機よう素，粒子状放射性物質（粒子状よう素含む）がフィルタに付着する 

ものと仮定する。 

⑤緊急時対策所空気浄化フィルタユニット付近の評価点での線量を評価するため，緊急

時対策所空気浄化フィルタユニットのチャコールフィルタを下図のようにモデル化し，

QADコードにて積算線量を算出
＜緊急時対策所空気浄化フィルタユニットのチャコールフィルタ＞ 

線源(チャコールフィルタ)

：0.38g/cm3

<平面図> <断面図>（単位：mm）

表面～10000mm

（1000mm間隔）

表面～10000mm

（1000mm間隔）

線源(チャコールフィルタ)

：0.38g/cm3

×：評価点

緊急時対策所空気浄化フィルタユニットから

の放射線影響は図 6に示す。 

（次頁に続く） 
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図 3 重大事故時におけるその他の建物内の線源（緊急時対策所空気浄化フィルタユニット）付近

の重大事故等対処設備に対する環境条件設定のフロー図（2/2） 

⑥設備と緊急時対策所空気浄化フィルタユニットの最も近い距離を算出
（離隔距離は設備図書等から算出した。なお，保守的にフィルタ表面の放射線影響を設定することに

より，離隔距離の算出を省略できるものとする。） 

各設備への放射線影響については表 4に示す。 

⑦ ⑤, ⑥での算出及び評価結果に基づき，環境条件を設定
（求めた放射線影響に加え，雰囲気中の放射性物質からの影響を考慮し，これらを合算した線量を設

定する。） 

（前頁より） 
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表1 重大事故時における格納容器フィルタベント系の線源強度(1/2) 

代表エネルギ 

（MeV） 

7日間積算線源強度（cm-3） 

スクラバ容器
銀ゼオライ
ト容器

配管 

0.01 約1.1E+12 約1.6E+14 約1.7E+15 

0.025 約2.6E+12 約2.6E+14 約2.8E+15 

0.0375 約7.2E+11 約6.0E+13 約6.6E+14 

0.0575 約4.4E+11 約2.8E+13 約3.1E+14 

0.085 約5.5E+11 約1.2E+14 約1.3E+15 

0.125 約4.0E+11 約2.4E+13 約2.7E+14 

0.225 約3.8E+12 約4.7E+14 約5.1E+15 

0.375 約1.4E+13 約3.5E+15 約3.7E+16 

0.575 約3.4E+13 約7.3E+15 約7.7E+16 

0.85 約1.9E+13 約4.2E+15 約4.4E+16 

1.25 約4.2E+12 約9.3E+14 約9.7E+15 

1.75 約3.5E+11 約8.6E+13 約9.0E+14 

2.25 約2.5E+11 約6.5E+13 約6.8E+14 

2.75 約6.6E+09 約1.6E+12 約1.6E+13 

3.5 約5.2E+06 － 約3.3E+08 

5.0 約1.2E+01 － 約7.4E+02 

7.0 約1.3E+00 － 約8.5E+01 

9.5 約1.5E-01 － 約9.8E+00 

129



表1 重大事故時における格納容器フィルタベント系の線源強度(2/2) 

代表エネルギ 

（MeV） 

線源強度 

（s-1・cm-3） 

配管（出口） 

0.01 約4.6E+07 

0.025 約2.0E+07 

0.0375 約1.6E+08 

0.0575 約2.2E+06 

0.085 約1.4E+08 

0.125 約1.3E+06 

0.225 約2.1E+08 

0.375 約4.9E+07 

0.575 約4.9E+07 

0.85 約2.4E+07 

1.25 約1.1E+07 

1.75 約2.0E+07 

2.25 約7.4E+07 

2.75 約8.4E+06 

3.5 約3.0E+05 

5.0 － 

7.0 － 

9.5 － 
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表2 重大事故時における中央制御室非常用再循環処理装置フィルタの線源強度 

代表エネルギ 

（MeV） 

7日間積算線源強度 

（cm-3） 

0.01 約1.5E+10 

0.025 約2.5E+10 

0.0375 約5.8E+09 

0.0575 約2.7E+09 

0.085 約1.2E+10 

0.125 約2.3E+09 

0.225 約4.5E+10 

0.375 約3.3E+11 

0.575 約7.1E+11 

0.85 約4.1E+11 

1.25 約9.0E+10 

1.75 約8.5E+09 

2.25 約6.3E+09 

2.75 約1.5E+08 

3.5 － 

5.0 － 

7.0 － 

9.5 － 
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表3 緊急時対策所空気浄化フィルタユニットの線源強度 

代表エネルギ 

（MeV） 

7日間積算線源強度 

（cm-3） 

0.01 約1.1E+11 

0.025 約6.6E+11 

0.0375 約1.5E+11 

0.0575 約1.2E+11 

0.085 約5.6E+10 

0.125 約4.6E+10 

0.225 約9.5E+11 

0.375 約1.4E+12 

0.575 約3.8E+12 

0.85 約2.1E+12 

1.25 約4.9E+11 

1.75 約4.1E+10 

2.25 約2.9E+10 

2.75 約6.6E+08 

3.5 約1.4E+04 

5.0 約3.2E-02 

7.0 約3.6E-03 

9.5 約4.2E-04 
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図4 格納容器フィルタベント系からの距離と線量 

図5 中央制御室非常用再循環処理装置フィルタからの距離と線量 
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図6 緊急時対策所空気浄化フィルタユニットフィルタからの距離と線量 
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図 7 個別に環境放射線を設定するエリア（1／5） 

二次格納施設外の建物内及び屋外における線源付近の環境条件：表 4参照 

136



図 7 個別に環境放射線を設定するエリア（2／5） 

二次格納施設外の建物内及び屋外における線源付近の環境条件：表 4参照 
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図 7 個別に環境放射線を設定するエリア（3／5） 

二次格納施設外の建物内及び屋外における線源付近の環境条件：表 4参照 
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図 7 個別に環境放射線を設定するエリア（4／5） 

二次格納施設外の建物内及び屋外における線源付近の環境条件：表 4参照 
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図 7 個別に環境放射線を設定するエリア（5／5） 

二次格納施設外の建物内及び屋外における線源付近の環境条件：表 4参照 
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添付資料 7 

ほう酸水注入系の放射線環境条件設定 

重大事故等時における環境条件のうち，原子炉棟内における環境放射線量については，

原則として 470Gy の環境条件を設定しているが，ほう酸水注入系における環境放射線量の

設定については，本設備の使用する状況を踏まえ，100Gy を設定する。環境放射線量の設

定根拠を以下に示す。 

・ 運転時の異常な過渡変化時において発電用原子炉の運転を緊急に停止することが

できない事象（以下「ＴＣ」という。）が発生した場合に，発電用原子炉を未臨界

にする手段として，ほう酸水注入系を起動することにしているが，本操作は炉心

損傷前の環境条件で期待する操作であり，以下に示す炉心の著しい損傷が発生し

た場合の手順における環境条件に包絡できる。

・ 炉心の著しい損傷が発生した場合に，ほう酸水注入系を起動させる重大事故等時

の手順としては，溶融炉心のペデスタル（ドライウェル部）の床面への落下を遅

延又は防止するために，炉心損傷後の原子炉注水時にほう酸水注入系を起動する

手順がある。ただし，本操作はほう酸水注入系が使用可能な場合の操作に限定さ

れており，さらに，炉心損傷後に原子炉圧力容器が破損し，溶融炉心がペデスタ

ル（ドライウェル部）へ落下するまでは数時間程度と考えられ，その間の積算放

射線量は 100Gy を下回る＊。

注記＊：重大事故時における原子炉棟内の放射線環境条件により評価した放射線量率

及び積算放射能量の経時変化を下図に示す。 

図 重大事故時における原子炉棟内の放射線量率及び積算放射能量の経時変化 
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添付資料８ 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）の放射線環境条件設定 

重大事故等時における環境条件のうち，原子炉棟内における環境放射線量については，

原則として 470Gy の環境条件を設定しているが，使用済燃料貯蔵槽（以下「燃料プール」

という。）の「燃料プールにおける重大事故に至るおそれのある事故」時に使用する設備の

うち，燃料プール監視カメラ（ＳＡ）については，本設備の使用する状況を踏まえ，1.7Gy

を設定する。当該重大事故等対処設備の環境放射線量の設定根拠を以下に示す。 

・ 「許可申請書十号」ハ．にて評価した重大事故等において，燃料プール監視カメ

ラ（ＳＡ）による監視に期待する「燃料プールにおける重大事故に至るおそれの

ある事故」では，事故時に燃料プールへの注水等の対応を行うことにより，燃料

プールの水位は必要な遮蔽（10mSv/h）を確保できる水位より高く維持可能である

ことを確認している。 

・ 上記を踏まえ，燃料プール監視カメラ（ＳＡ）の環境放射線については，燃料プ

ール水の遮蔽を期待して 1.7Gy を設定する。

10（mSv/h）×168（h/7 日間）≒1.7（Sv/7 日間）＝1.7（Gy/7 日間）

・ 環境放射線の設定値（1.7Gy/7 日間）に対して，燃料プール監視カメラ（ＳＡ）の

設計値（450Gy/7 日間）が上回ることから，設備の健全性は確保される。

なお，大量の水の漏えいその他要因により燃料プールの水位が異常に低下する事象にお

いては，燃料プールの水位及び温度による監視を継続し，水位監視を主としながら必要に

応じて，燃料プール監視カメラ（ＳＡ）により燃料プールの状態を監視する。 

これらの想定に基づいた燃料プールの監視装置の設計については，Ⅵ-1-3-1「使用済燃

料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及

び警報動作範囲に関する説明書」に係る補足説明資料に示す。 
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添付資料 9 

非常用ガス処理系の水素爆発防止対策について 

概要 

本資料は，非常用ガス処理系が重大事故時における環境下において系統内での水素爆発の防

止対策について説明する。 

設置目的 

非常用ガス処理系は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」の第 74

条（運転員が原子炉制御室にとどまるための設備）並びに「実用発電用原子炉及びその附属施

設の技術基準に関する規則の解釈」に適合するための設備として，重大事故時に原子炉格納容

器から原子炉建物原子炉棟内に放射性物質を含むガスが漏えいした場合において，ガス中の放

射性物質を排気筒を経由して原子炉建物外に排気することで，中央制御室の運転員等の被ばく

を低減することを目的として設置するものである。 

設備概要 

非常用ガス処理系の系統概要図を図 1 に示す。 

本系統は，原子炉建物原子炉棟 2 階に設けられた吸込口から原子炉建物原子炉棟内のガスを

吸い込み，2 系統で構成する非常用ガス処理系排風機，前置ガス処理装置（湿分除去装置，加熱

コイル，プレフィルタ，粒子用高効率フィルタ及びよう素用チャコールフィルタ）及び後置ガ

ス処理装置（加熱コイル，よう素用チャコールフィルタ及び粒子用高効率フィルタ）を経由し

て，排気筒から排気するものである。 

なお，本系統は設計基準対象施設であるが，想定される重大事故時においてその機能を期待

するため，重大事故等対処設備（設計基準対象施設と兼用）として使用する。重大事故時に使

用する場合の系統構成は，設計基準対象施設としての系統構成と同じである。 

図 1 非常用ガス処理系 系統概要図 
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2. 非常用ガス処理系系統内での水素爆発防止

2.1 水素流入の影響について 

（1）系統起動時の影響評価 

系統に流入するガスに水素が含まれることから，系統内での水素ガスの着火可能性ついて評

価した。 

本評価において，非常用ガス処理系に流入するガスの性状は，以下のとおり評価した。 

・原子炉格納容器内で発生する水素を含むガスは，原子炉格納容器の圧力が限界圧力で維持

された状態において想定される漏えい率で，原子炉建物原子炉棟内に漏えいしてくるもの

とした。 

・原子炉格納容器から原子炉建物原子炉棟内に漏えいしたガスの全量が，非常用ガス処理系

に流入するものとした。 

・非常用ガス処理系の定格容量（4400m3/h）のうち，上記の漏えいガス以外については，空

気が流入してくるものとした。

その結果，非常用ガス処理系に流入する水素ガスの濃度は約 0.2vol%となり，重大事故環境

下での非常用ガス処理系の運転を考慮しても，水素ガスが燃焼する濃度である 4vol%に到達す

ることはなく，系統内で水素ガスに着火の可能性はない。 

（2）系統停止時の影響評価 

非常用ガス処理系は，系統を起動させた後，耐圧強化ベント系の使用が必要になった場合に

は，停止操作を実施する。また，原子炉建物 2階の水素濃度が上昇し，1.8vol%＊に到達した場

合にも非常用ガス処理系の停止操作を行う。 

停止操作は，中央制御室でのスイッチ操作により系統を停止することが可能である。 

原子炉建物 2 階の水素ガスが残存した状態で系統を停止する必要が生じた場合であっても，

前述の系統起動時における保守的な評価条件下において，非常用ガス処理系内部の水素濃度は

約 0.2vol%であり，系統内に残存した水素ガスが燃焼する濃度である 4vol%に到達することは

なく，系統内で水素ガスに着火する可能性はない。 

注記＊：水素濃度計の計器誤差（±1.1vol%）及び非常用ガス処理系内での蒸気凝縮による

水素濃度上昇（1.36倍に変化）を考慮しても燃焼する濃度である 4vol%に到達しな

い水素濃度として設定 
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(3) 系統内での水素ガス滞留について

非常用ガス処理系の系統内で水素ガスが滞留する可能性のある箇所について評価を実施した。

系統内で水素ガスが滞留する可能性のある箇所について抽出した結果，図 2に示すとおり主配管

から分岐するサンプリング配管が抽出された。分岐部の詳細図を図 3に示す。  

評価を実施した結果，仮に停止基準である水素濃度 1.8vol%の水素ガスが非常用ガス処理系の

系統内に留まり，当該サンプリング配管内で蒸気が全て凝縮した場合においても，サンプリング

配管内での水素濃度は 1.9vol%以下であることから，サンプリング配管内での水素爆発のおそれ

はない。さらに一旦空気と混合されたガスにおいて，水素ガスが分離及び凝縮されることはない

ため，サンプリング配管内での水素ガス滞留するおそれはなく，水素爆発のおそれはない。 
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（参考評価） 

枝管における水素滞留評価について 

1. 評価条件

ある空間内に存在する混合ガスの高さ方向濃度分布については，気体の化学ポテンシャル（密

度差による浮力）に着目した評価が一般的である（引用文献 4.(1)）。 

ここでは，空気と混合された水素の持つ化学ポテンシャルμを踏まえ，無限時間経過後において，

枝管内で水素濃度が可燃限界に到達しないことを確認する。また，主配管から分岐するサンプリン

グ配管を評価対象とした。配管内で水素ガスの高さ方向濃度分布を評価するに当たっては，以下の

仮定を置く。 

・ 空間内での軸方向の湿度勾配はないものとする

・ 空間内での対流はないものとする

・ 気体は理想気体とする

評価モデルを図 1－1に示す。 

 

 

無限時間経過後において，空間内は平衡状態となり，上端での化学ポテンシャル（μ上端）と下端

での化学ポテンシャル（μ下端）は等しくなるため，次式が成立する。 

・・・・・・・式(1)

𝑘 × 𝑇 × 𝐼𝑛 (𝑛上端/𝑛𝑄) + 𝑚 × 𝑔 × ℎ上端 

= 𝑘 × 𝑇 × 𝐼𝑛 (𝑛下端/𝑛𝑄) + 𝑚 × 𝑔 × ℎ下端 

サンプリング配管

管

図 1－1 評価モデル 

 

上端ポテンシャル 

𝜇上端 = 𝑘 × 𝑇 × 𝐼𝑛 (𝑛上端/𝑛𝑄) + 𝑚 × 𝑔 × ℎ上端 

ℎ上端 =7.7 

ℎ下端 =0 

主配管 

下端ポテンシャル 

𝜇下端 = 𝑘 × 𝑇 × 𝐼𝑛 (𝑛下端/𝑛𝑄) + 𝑚 × 𝑔 × ℎ下端 

高さ 

7.7 
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k ：ボルツマン定数 

T ：温度 

nQ ：量子濃度 

m ：気体分子の質量 

n ：割合 

式(1)を変形し，上端での水素及び空気の割合(𝑛上端)を求める。

・・・・・・式(2)

評価条件を表 1－1に示す。 

表 1－1 評価条件 

項目 記号 値 単位 備考 

ボルツマン定数 k 
1.3807×10-23 ㎡㎏ / s2 / K 

アボガドロ数 NA 
6.0221×1023 1 / mol 

温度 T 

339 K 

非常用ガス処理系運転

時の重大事故等時にお

ける使用温度 

水素の分子質量 m 水素 
3.348×10-27 ㎏ 

分子量 2.016 (g/mol)/

アボガドロ数

空気の分子質量 m 空気 
4.811×10-26 ㎏ 

分子量 28.97 (g/mol)/

アボガドロ数

重力加速度 𝑔 
9.8067 m / s2 

下端における水

素の割合 

ⁿ下端水素 
0.018 － 

下端における空

気の割合 

ⁿ下端空気 
0.982 － 

空間上端から下

端までの高さ 

h 
7.7 m 

𝑛上端 = 𝑛下端  × 𝑒𝑥𝑝 (−𝑚 × 𝑔 × ℎ上端/(𝑘 × 𝑇))
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2. 評価

まず，上端における水素の割合を式(2)より算出する。

＝0.018×exp(-3.348×10-27×9.8067×7.7/(1.3807×10-23×339)) 

＝0.018000 

次に上端における空気の割合を式(2)により算出する。 

＝0.982×exp(-4.811×10-26×9.8067×7.7/(1.3807×10-23×339)) 

＝0.981238 

上端の水素濃度 Nは，上端の水素及び空気の割合から算出する。 

・・・・・・・・・式(3)

＝1.8013 vol% 

3. 評価結果

主配管の水素濃度が 1.8vol%であるとき，サンプリング配管の上端において，水素濃度は

1.9vol%程度である。このように一旦混合したガスにおいては，軽密度ガス成分の化学ポテ

ンシャルによって，わずかに濃度分布を持つものの，空間上部に滞留する状況とならず，水

素ガスが燃焼する濃度である 4vol%に到達することはない。 

4. 引用文献

(1)ファインマン，レイトン，サンズ著，富山訳，ファインマン物理，Ⅱ光，熱，波動，

岩波書店，1986

𝑛上端水素 = 𝑛下端水素 × 𝑒𝑥𝑝 (−𝑚水素 × 𝑔 × ℎ上端/(𝑘 × 𝑇))

𝑛上端空気 = 𝑛下端空気 × 𝑒𝑥𝑝 (−𝑚空気 × 𝑔 × ℎ上端/(𝑘 × 𝑇))

𝑁上端水素 = 𝑛上端水素 / (𝑛上端空気 + 𝑛上端水素)

× 100
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添付資料 10 

原子炉格納容器内の重大事故環境下で機能が要求される計装機器ケーブルについて 

1. 概要

NRA 技術報告「重大事故環境下におけるケーブルの絶縁特性の分析(NTEC-2019-1002)」(以下

「NRA技術報告」という。)において，原子炉格納容器内の重大事故環境を模擬した蒸気曝露中の

ケーブルの絶縁低下が計器誤差に与える影響について報告されている。

NRA技術報告に対して，ATENAが実機プラントへの影響を調査し，NRA技術報告内容と事業者試

験を踏まえた確認結果を「第 3回／第 4回経年劣化管理に係る ATENAとの実務レベルの技術的意

見交換会（令和 2年 5月 22日／6月 1日）」にて報告している。ATENAの報告書によると，原子炉

格納容器内の重大事故環境下で機能が要求される計装機器である熱電対，測温抵抗体，電極式水

位計，水素濃度計に対して，MI ケーブルは，ケーブル長約 100m の場合においても，原子炉格納

容器内の重大事故環境下で計器誤差に与える影響は小さく，問題無いことが確認されている。 

本資料では，島根原子力発電所第 2号機における対象計装機器，ケーブル種別及び健全性評価

結果を示す。 

2. 対象計装機器ケーブル種別

原子炉格納容器内の重大事故環境下で機能が要求される対象計装機器及びケーブル種別を表 1

に示す。 

表 1 原子炉格納容器内の重大事故環境下で機能が要求される対象計装機器のケーブル 

監視パラメータ 個数 計装機器 
ケーブル

種別

ケーブル長

(最長)

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 2 熱電対 MI 

ドライウェル温度（ＳＡ） 7 熱電対 MI 

ペデスタル温度（ＳＡ） 2 熱電対 MI 

ペデスタル水温度（ＳＡ） 2 熱電対 MI 

サプレッションチェンバ温度（ＳＡ） 2 熱電対 MI 

サプレッションプール水温度（ＳＡ） 2 測温抵抗体 MI 

ドライウェル水位 3 電極式水位計 MI 

ペデスタル水位 4 電極式水位計 MI 

3. 健全性評価結果

表 1の MIケーブル長は，最長で「原子炉圧力容器温度（ＳＡ）」の約 mであるため，原子炉

格納容器内の重大事故環境下で計器誤差に与える影響は小さく，問題無いことを確認した。 

151



添付資料 11 

ドライウェル水位及びペデスタル水位の環境条件の設定について 

１．概要 

重大事故等時における環境条件のうち，原子炉格納容器内における環境圧力については原則

0.853MPa[gage]，環境温度については原則 200℃の環境条件を設定しているが，原子炉格納容器内

設置のドライウェル水位及びペデスタル水位の環境圧力，環境温度については，本設備を使用する

状況を踏まえ，現実的な環境条件を設定する。 

また，環境湿度については原子炉格納容器内における重大事故等時における環境条件である

100％（蒸気)，環境放射線量については 740kGy/7日間を設定する。 

２．ドライウェル水位及びペデスタル水位の環境条件 

重大事故等時において原子炉格納容器内で機能が期待される機器の環境圧力，環境温度としては，

原子炉格納容器内の圧力，温度が最も高くなる「冷却材喪失（大破断 LOCA）+ECCS失敗＋全交流動

力電源喪失」を想定した場合を包絡する圧力として 0.853MPa[gage]，温度として 200℃を設定して

いる。 

ただし，原子炉格納容器内設置のドライウェル水位及びペデスタル水位については，有効性評価

のうち原子炉格納容器内の環境を悪化させ，炉心損傷に至る事故シーケンスの解析結果を包絡する

時刻歴の環境圧力，環境温度を考慮した環境条件を設定する。 

有効性評価として選定されている炉心損傷に至る事故シーケンスとしては「冷却材喪失（大破断

LOCA）+ECCS 失敗＋全交流動力電源喪失」の他に「過渡事象＋高圧炉心冷却失敗＋原子炉減圧失敗

＋炉心損傷後の原子炉減圧失敗＋DCH 発生」を想定した場合があり，この環境圧力，環境温度につ

いての時刻歴を考慮した環境条件を設定する。原子炉格納容器（気相）圧力の時刻歴を図 1に，原

子炉格納容器（気相）温度の時刻歴を図 2に示す。 

以上を踏まえ，時刻歴を考慮したドライウェル水位及びペデスタル水位が使用される事故シーケ

ンスでの原子炉格納容器内環境圧力は 0.500MPa[gage]（最高 0.853MPa[gage])，環境温度は 155℃

（最高 200 ℃)を設定する。（表 1「ドライウェル水位及びペデスタル水位の環境条件」参照。） 
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図 1 原子炉格納容器（気相）圧力時刻歴 

図 2 原子炉格納容器（気相）温度時刻歴 

冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS 注水失敗＋全交流動力電源喪失 

（残留熱代替除去系を使用しない場合） 

冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS 注水失敗＋全交流動力電源喪失 

（残留熱代替除去系を使用する場合） 

過渡事象＋高圧炉心冷却失敗＋原子炉減圧失敗 

＋炉心損傷後の原子炉減圧失敗＋DCH 発生 

環境条件 

冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS 注水失敗失＋全交流動力電源喪失 

（残留熱代替除去系を使用しない場合） 

冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS 注水失敗失＋全交流動力電源喪失 

（残留熱代替除去系を使用する場合） 

過渡事象＋高圧炉心冷却失敗＋原子炉減圧失敗 

＋炉心損傷後の原子炉減圧失敗＋DCH 発生 

環境条件 
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表 1 ドライウェル水位及びペデスタル水位の環境条件 

シーケンス 環境条件の設定方法 環境条件 

「冷却材喪失（大破断 LOCA）+ECCS

失敗＋全交流動力電源喪失」を想定

した場合 

及び 

「過渡事象＋高圧炉心冷却失敗＋原

子炉減圧失敗＋炉心損傷後の原子炉

減圧失敗＋DCH 発生」を想定した場

合 

時刻歴を考慮した 

原子炉格納容器内 

環境圧力 

0.500MPa[gage] 

(最高 0.853MPa[gage]) 

時刻歴を考慮した 

原子炉格納容器内 

環境温度 

155℃ 

(最高 200 ℃) 
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11．【自主対策設備の悪影響防止について】
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1. はじめに

自主対策設備として使用するものについて，他の設備への悪影響防止について記載す

る。 

2. 想定される悪影響について

重大事故等時においては，重大事故等対処設備として配備している機器の他に，事故対

応の運用性の向上のために配備している自主対策設備を用いる場合がある。この場合に

は，自主対策設備を使用することにより，他の設備（設計基準対象施設及び重大事故等対

処設備）に対して悪影響を及ぼすことがないように考慮する必要がある。 

この場合に想定される悪影響については，自主対策設備の使用時の系統的な影響（電気

的な影響を含む。）並びにタービンミサイル等の内部発生飛散物による影響を考慮する必要

がある。また，地震，火災，溢水等による波及的影響を考慮する必要がある。 

これらの自主対策設備を使用することの影響について類型化すると，以下に示す 2種類

の影響について考慮する必要がある。 

・自主対策設備を使用することによって生じる直接的な影響

・自主対策設備を使用することによって生じる間接的な影響

直接的な影響として考慮すべき事項には，自主対策設備を使用する際，接続する他の設

備の設計条件を上回る条件で使用する場合の影響，薬品の使用による腐食や化学反応によ

る影響，他の設備との干渉により使用条件が限定されることによる影響等が挙げられる。 

一方，間接的な影響として考慮すべき事項には，自主対策設備の損傷により生じる波及

的影響，自主対策設備を使用することにより他の機器の環境条件を悪化させる影響等が挙

げられる。 

さらに，これらの影響とは別に，自主対策設備を使用する場合に，発電所構内に予め確

保されている水源や燃料，人員等の運用リソースを必要とする場合がある。 

これらの影響により，他の設備の機能に悪影響を及ぼすことがないよう，自主対策設備

の設計及び運用において，以下のとおり考慮する。 

（1）直接的な影響に対する考慮 

自主対策設備を使用することにより，接続される他の設備の設計条件を超える場合に

は，事前に健全性を確認した上で使用する。 

自主対策設備において薬品や海水を使用することにより，他の設備に腐食等の影響が

懸念される自主対策設備については，事前にその影響や使用時間等を考慮して使用す

る。また，電気設備の短絡等により生じる電気的影響については，保護継電装置等によ

り，他の設備に悪影響を及ぼさないよう考慮する。 

重大事故等対処設備の配管にホースを接続する等により，他の設備の機能を喪失させ

る自主対策設備については，当該設備を使用すべき状況になった場合に自主対策設備の



2 

使用を中止することで，他の設備に悪影響を及ぼさないよう考慮する。 

（2）間接的な影響に対する考慮 

自主対策設備が損傷し溢水等が生じることによる波及的影響について考慮し，耐震性

を確保すること，溢水経路を確認すること，必要な強度を有していることを確認するこ

と等により，他の設備に波及的影響を及ぼさないよう考慮する。 

高温箇所への注水により水蒸気が発生する場合等，自主対策設備の使用により他の設

備の周辺環境が悪化する場合には，環境悪化による他の設備の機能への影響を評価した

上で使用する。また，自主対策設備の内部を高放射線量の流体が流れることにより，当

該機器の周辺へのアクセスが困難になることが想定される場合には，必要に応じて遮蔽

体を設置する等の被ばく低減対策を講じる。 

大型設備を運搬して使用する場合や，通路にホース等を敷設して使用する場合等，現

場でのアクセス性を阻害する自主対策設備については，予め通路を確保するよう配置す

ることや，他の設備を使用する場合には移動することにより，他の設備の使用に影響を

及ぼさないよう考慮して使用する。 

（3）発電所における運用リソースに対する考慮 

注水に淡水を用いる場合，駆動源の燃料として軽油を使用する場合，操作に人員を要

する場合等，発電所構内の運用リソースを必要とする自主対策設備については，他の設

備の使用に影響を及ぼさないよう考慮して使用する。 

3. 自主対策設備の悪影響防止

3.1 自主対策設備の悪影響防止に対する基本方針

自主対策設備を使用することによる他の設備に対する悪影響防止に対する方針について

は，大まかには以下の 5つの方針に分類される。 

Ａ：設計基準対象施設と同じ系統構成で使用することで，使用による悪影響を防止する

もの 

Ｂ：設計条件下（既設設備については設計基準対象施設としての設計条件下）又は設備

の健全性を確認した条件下で使用，若しくは設備への影響を考慮した運用で使用す

ることで，使用による悪影響を防止するもの 

Ｃ：他の設備と独立して使用する設計とすることで，使用による悪影響を防止するもの 

Ｄ：保護継電器等により電気的波及影響を防止可能な設計とすることで，使用による悪

影響を防止するもの 

Ｅ：Ａ～Ｄに分類されず，他の設備への影響が多岐に渡るもので，詳細な影響評価を実

施したもの 

自主対策設備の悪影響防止の方針について分類結果を表 1，各自主対策設備に関する悪

影響の検討結果を表 2に示す。Ｅに分類される以下の設備については，他の設備への影響
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が多岐に渡ることから，他の設備への影響について評価した結果を次項に示す。 

・サプレッションプール水 pH制御系

・原子炉ウェル代替注水系

3.2 サプレッションプール水 pH制御系等による格納容器 pH制御 

（1）設備概要 

格納容器フィルタベント系を使用する際，原子炉格納容器内が酸性化することを

防止し，サプレッションプール水及び原子炉格納容器下部の保有水中によう素を保

持することでよう素の放出量を低減するための設備として，サプレッションプール

水 pH制御系等を設ける。 

炉心の著しい損傷が発生した場合，溶融炉心に含まれるよう素がサプレッション

プール水へ流入し溶解する。また，原子炉格納容器内のケーブル被覆材には塩素等

が含まれており，重大事故等時にケーブルの放射線分解と熱分解により塩酸等の酸

性物質が大量に発生するため，サプレッションプール水及び原子炉格納容器下部の

保有水が酸性化する可能性がある。サプレッションプール水及び原子炉格納容器下

部の保有水が酸性化すると，水中に溶解しているよう素が有機よう素として気相部

へ放出されるという知見がある。そこで，サプレッションプール水をアルカリ性に

保つため，pH制御として水酸化ナトリウムをサプレッションチェンバに注入する。

よう素の溶解量と pHの関係については，米国の論文*にまとめられており，サプレッ

ションプール水をアルカリ性に保つことで，気相部へのよう素の移行を低減するこ

とが期待できる。 

サプレッションプール水 pH制御系は，残留熱除去系配管に水酸化ナトリウムを注

入させ，サプレッションチェンバスプレイ配管からサプレッションチェンバに薬液

を注入する構成とする。 

サプレッションプール水 pH制御系は，原子炉建物に設置している薬液タンクの隔

離弁（２個）を中央制御室からの遠隔操作又は現場での操作により開操作すること

で，サプレッションチェンバスプレイ配管に薬液を注入する。 

注記*：米国原子力規制委員会による研究（ＮＵＲＥＧ-1465）や，米国 Oak Ridge 

National Laboratoryによる論文（ＮＵＲＥＧ／ＣＲ-5950）によると，pH

が酸性側になると，水中に溶解していたよう素が気体となって気相部に移行

するとの研究結果が示されている。ＮＵＲＥＧ-1465では，原子炉格納容器

内に放出されるよう素の化学形態と，よう素を水中に保持するための pH制

御の必要性が整理されている。また，ＮＵＲＥＧ／ＣＲ-5950では，酸性物

質の発生量と pHが酸性側に変化していく経過を踏まえ，pH制御の効果を達

成するための考え方が整理されており，これらの論文での評価内容を参照

し，島根原子力発電所第２号機の状況を踏まえ，サプレッションチェンバへ

のアルカリ薬液の注入時間及び注入量を算定する。 
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また，サプレッションプール水 pH制御系使用後に，残留熱代替除去ポンプを使用

することにより，サプレッションチェンバのプール水を薬液として，ドライウェル

スプレイ配管からドライウェルにスプレイすることが可能である。更に，通常運転

中より予め原子炉格納容器下部にアルカリ薬剤を設置することにより，原子炉冷却

材喪失事故発生直後においても原子炉格納容器内の酸性化を防止することが可能で

ある。 

（2）他の設備への悪影響について 

サプレッションプール水 pH制御系等による格納容器 pH制御では，アルカリ薬液

である水酸化ナトリウムを原子炉格納容器へ注入する。このため，格納容器 pH制御

を実施することで，他の設備への影響として考慮すべき事象としては，以下の項目

がある。 

・直接的影響：アルカリ薬液による原子炉格納容器バウンダリの腐食

アルカリ薬液と原子炉格納容器内の保温材及びグレーチングとの

反応による水素発生による圧力上昇 

アルカリ薬液と原子炉格納容器内の保温材及びグレーチングとの

反応による水素発生による燃焼リスク 

・間接的影響：薬液タンクの破損によるアルカリ薬液の漏えい

これらの影響について，以下のとおり確認した。

原子炉格納容器バウンダリの腐食については，pH 制御したサプレッションチェン

バのプール水の水酸化ナトリウムは低濃度であり，原子炉格納容器バウンダリを主

に構成している炭素鋼の腐食領域ではないため悪影響はない。同様に，原子炉格納

容器のシール材についても耐アルカリ性を確認した改良 EPDM を使用することから，

原子炉格納容器バウンダリのシール性に対する悪影響はない。 

また，水素ガスの発生については，原子炉格納容器内では配管の保温材やグレー

チングに両性金属であるアルミニウムや亜鉛を使用しており，水酸化ナトリウムと

反応することで水素ガスが発生する。しかしながら，原子炉格納容器内のアルミニ

ウムと亜鉛が全量反応し水素ガスが発生すると仮定しても，事故時の原子炉格納容

器内の気相は水蒸気が多くを占めていることから，原子炉格納容器の圧力制御には

影響がない。さらに，原子炉格納容器内は窒素ガスにより不活性化されており，本

反応では酸素ガスの発生がないことから，水素ガスの燃焼も発生しない。 

一方，薬液タンクの破損によるアルカリ薬液の漏えいについては，タンクを十分

な強度を有する設計とするとともに，タンク周囲に堰を設け，悪影響を及ぼさない

よう考慮する。 

なお，運用リソースに関する影響については，必要な人員を想定した手順を準備

しており，手順に基づいた対応を行うため，悪影響はない。また，電源を必要とす

るが，他の設備の使用に悪影響を及ぼさないよう必要な電源を確保できる場合にの

み使用する。 
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また，本設備は薬液タンクを窒素により加圧し，サプレッションチェンバ側のス

プレイヘッダを使用してサプレッションチェンバに薬液を注入する構成であるが，

Ａ－ＲＨＲスプレイ弁が閉である状態において薬液注入を行う手順とすることか

ら，残留熱除去系への悪影響はない。 

3.3 原子炉ウェル代替注水系 

（1）設備概要 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ドライウェル主フランジを冷却する

ことで原子炉格納容器外への水素ガス漏えいを抑制し，原子炉建物原子炉棟の水素

爆発を防止するため，原子炉ウェル代替注水系を設ける。 

原子炉ウェル代替注水系は，原子炉ウェルに水を注水し，ドライウェル主フラン

ジシール材を原子炉格納容器外部から冷却することを目的とした系統である。原子

炉ウェル代替注水系は，大量送水車，接続口等で構成しており，炉心の著しい損傷

が発生した場合において，代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西

２））の水又は海水を原子炉ウェルに注水しドライウェル主フランジを冷却すること

で，ドライウェル主フランジからの水素ガス漏えいを抑制する設計とする。 

したがって，事故時に速やかにドライウェル主フランジシール材を冠水させるよ

うに原子炉ウェルに水を張ることが必要であり，その際の必要注水量は冠水分と余

裕分も見込んだ注水量とする。また，原子炉ウェル代替注水系は，必要注水量を注

水開始から速やかに達成できる設計とし，原子炉ウェル代替注水系のポンプは大量

送水車を採用する。また，大量送水車を接続する接続口は，位置的分散を図った複

数箇所に設置する。 

（2）他の設備への悪影響について 

原子炉ウェル代替注水系を使用することで，原子炉ウェルに水が注水される。こ

のため，原子炉ウェル代替注水系を使用することで，他の設備への影響として考慮

すべき事象としては，以下の項目がある。 

・直接的影響：ドライウェル主フランジが急冷され，鋼材部が熱収縮することに

よる原子炉格納容器の閉じ込め機能への影響 

・間接的影響：ドライウェル主フランジを冷却することにより，原子炉格納容器

内の水素漏えいが低減されることによる原子炉建物原子炉棟水素

爆発防止機能への影響 

ドライウェル主フランジを冷却することにより，原子炉建物原

子炉棟に水蒸気が発生することによる原子炉建物原子炉棟水素

爆発防止機能への影響 

ドライウェル主フランジが急冷され，原子炉格納容器が除熱さ

れることによる格納容器負圧破損の影響 

これらの影響について，以下のとおり確認した。 

このうち，ドライウェル主フランジを急冷することによる原子炉格納容器閉じ込
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め機能への影響については，ドライウェル主フランジ締付ボルト冷却時の発生応力

を評価した結果，ボルトが急冷された場合でも応力値は降伏応力を下回っているこ

とからボルトが破損することはない。 

また，ドライウェル主フランジからの水素ガス漏えいを防ぐことによる，原子炉

建物原子炉棟水素爆発防止機能への影響については，水素ガスの漏えい箇所を原子

炉建物原子炉棟下層階（２階，１階，地下１階，地下２階）のみとして原子炉建物

原子炉棟内の水素ガス挙動を評価した結果，原子炉建物原子炉棟下層階において可

燃限界に至ることはなく，かつ原子炉建物原子炉棟最上階においても静的触媒式水

素処理装置により可燃限界に至らないことが確認できているため，原子炉建物原子

炉棟水素爆発防止機能に悪影響を与えない。 

原子炉ウェルに溜まった水が蒸発することによる原子炉建物原子炉棟水素爆発防

止機能への影響については，原子炉建物原子炉棟４階に水蒸気が追加で流入した場

合の原子炉建物原子炉棟内の水素ガス挙動を評価し，可燃限界に至ることはないこ

とが確認できているため，原子炉建物原子炉棟水素爆発防止機能に悪影響を与えな

い。 

原子炉格納容器の負圧破損に対する影響については，原子炉ウェルに注水しドラ

イウェル主フランジを冷却することによる原子炉格納容器の除熱効果は小さいた

め，原子炉格納容器を負圧にするような悪影響はない。 

原子炉格納容器閉じ込め機能及び原子炉建物原子炉棟水素爆発防止機能について

影響を確認した結果を，補足-011「原子炉格納施設の水素濃度低減性能に関する説

明書に係る補足説明資料」に示す。 

なお，運用リソースに関する影響については，必要な人員を想定した手順を準備

しており，手順に基づいた対応を行うため，悪影響はない。また，淡水，電源又は

燃料を必要とするが，淡水の使用量は水源である輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２）が保有する水量に比べて十分小さく，悪影響はない。また，電源又は燃

料については，他の設備の使用に悪影響を及ぼさないよう必要な電源又は燃料を確

保できる場合にのみ使用する。 

以上 
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表 1 自主対策設備の分類（1/4） 

技術基準

条文番号 
自主対策設備 分類 

59 

原子炉手動スクラムＰＢ Ａ 

原子炉モードスイッチ「停止」 Ａ 

選択制御棒挿入機構 Ａ 

スクラムパイロット弁計装用配管・弁 Ａ 

スクラムテストスイッチ Ａ 

原子炉保護系電源スイッチ Ａ 

制御棒手動操作・監視系 Ａ 

原子炉水位制御系，復水・給水系，原子炉隔離時冷却系，高圧炉心ス

プレイ系 
Ａ 

60 
ほう酸水注入系による原子炉注水 Ａ 

制御棒駆動水圧系による原子炉注水 Ａ 

61 

タービンバイパス弁,タービン制御系 Ａ 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（原子炉建物）接続による減圧 Ｂ 

直流給電車 

（72条と同じ） 
Ｄ 

窒素ガス代替供給設備 Ｂ 

62 

復水輸送系による低圧注水 

（復水輸送ポンプ，復水貯蔵タンク） 
Ｂ 

復水輸送系による残存溶融炉心冷却 

（復水輸送ポンプ，復水貯蔵タンク） 
Ｂ 

消火系による低圧注水 

（消火ポンプ，ろ過水タンク） 

（補助消火ポンプ，補助消火水槽） 

Ｂ 

消火系による残存溶融炉心冷却 

（消火ポンプ，ろ過水タンク） 

（補助消火ポンプ，補助消火水槽） 

Ｂ 

原子炉浄化系による原子炉除熱 Ａ 

63 

大型送水ポンプ車による残留熱除去系除熱 Ｂ 

残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 Ｂ 

耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱の実

施 
Ｃ 
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表 1 自主対策設備の分類（2/4） 

技術基準

条文番号 
自主対策設備 分類 

64 

復水輸送系による格納容器代替スプレイ 

（復水輸送ポンプ，復水貯槽タンク） 
Ｂ 

消火系による格納容器代替スプレイ 

（消火ポンプ，ろ過水タンク） 

（補助消火ポンプ，補助消火水槽） 

Ｂ 

ドライウェル冷却装置による格納容器内除熱 Ａ 

65 

サプレッションプール水 pH制御系等による格納容器 pH制御 Ｅ 

スクラビング水の補給及び排水設備 Ｂ，Ｃ 

窒素ガス代替注入系 Ｂ 

可搬型燃料タンク Ｂ 

66 

復水輸送系による原子炉格納容器下部への注水 

（復水輸送ポンプ，復水貯蔵タンク） 
Ｂ 

消火系による原子炉格納容器下部への注水 

（消火ポンプ，ろ過水タンク） 

（補助消火ポンプ，補助消火水槽） 

Ｂ 

制御棒駆動水圧系による原子炉注水 

（溶融炉心の落下遅延・防止） 
Ａ 

復水輸送系による原子炉圧力容器への注水 

（溶融炉心の落下遅延・防止） 

（復水輸送ポンプ，復水貯蔵タンク） 

Ｂ 

消火系による原子炉注水 

（溶融炉心の落下遅延・防止） 

（消火ポンプ，ろ過水タンク） 

（補助消火ポンプ，補助消火水槽） 

Ｂ 

67 
原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視 Ｃ 

可燃性ガス濃度制御系 Ａ 

68 
大量送水車による原子炉ウェル注水 Ｅ 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル Ｃ 

69 

消火系による燃料プール注水 

（消火ポンプ，ろ過水タンク） 

（補助消火ポンプ，補助消火水槽） 

Ｂ 

ステンレス鋼板等による漏えい緩和

（シール材，接着剤，ステンレス鋼鈑，吊り下ろしロープ）
Ｂ 
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表 1 自主対策設備の分類（3/4） 

技術基準

条文番号 
自主対策設備 分類 

70 

ガンマカメラ 

サーモカメラ
Ｃ 

化学消防自動車， 

小型動力ポンプ付水槽車， 

小型放水砲， 

泡消火薬剤容器 

Ｃ 

71 

復水貯蔵タンク Ｂ 

補助消火水槽 Ｃ 

淡水タンク 

（純水タンク，ろ過水タンク） 
Ｃ 

輪谷貯水槽（東 1） 

輪谷貯水槽（東 2) 
Ｃ 

複数の海水取水手段 

（大型送水ポンプ車，大量送水車，荷揚場， ２号機放水槽，１号機

取水槽，３号機取水管点検立坑） 

Ｃ 

72 

直流給電車 Ｄ 

号炉間電力融通ケーブル（常設） 

号炉間電力融通ケーブル（可搬型） 
Ｂ，Ｄ 

号炉間連絡ケーブル Ｂ，Ｄ 

非常用コントロールセンタ切替盤 Ｂ，Ｄ 

常用高圧母線Ａ系 

常用高圧母線Ｂ系 
Ｂ，Ｄ 

73 

有効監視パラメータの計器 Ｃ 

常用計器 Ｃ 

常用代替計器 Ｃ 

運転監視用計算機による記録 Ｃ 

中央制御室記録計による記録 Ｃ 

原子炉水位計凝縮槽温度 Ｂ，Ｄ 

74 非常用照明 Ｃ 
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表 1 自主対策設備の分類（4/4） 

技術基準

条文番号 
自主対策設備 分類 

75 

モニタリングポスト Ｃ 

放射能観測車 Ｃ 

Ge核種分析装置 Ｃ 

GM計数装置 Ｃ 

ZnSシンチレーション計数装置 Ｃ 

気象観測設備 Ｃ 

無停電電源装置 Ｃ 

非常用発電機 Ｃ 

76 

通信連絡設備 

（所内通信連絡設備（警報装置を含む。），専用電話設備，電力保安通

信用電話設備，局線加入電話設備，テレビ会議システム（社内向），

衛星電話設備（社内向）） 

Ｃ 

通信連絡設備 

無線通信設備（携帯型）＊ 

衛星電話設備（携帯型）＊ 

注記＊：自主対策設備分 

Ｃ 

77 

通信連絡設備 

（所内通信連絡設備（警報装置を含む。），専用電話設備，電力保安通

信用電話設備，局線加入電話設備，テレビ会議システム（社内向），

衛星電話設備（社内向）） 

（76条と同じ） 

Ｃ 

通信連絡設備 

無線通信設備（携帯型）＊ 

衛星電話設備（携帯型）＊ 

注記＊：自主対策設備分 

（76条と同じ） 

Ｃ 

その他 
長期安定冷却設備 

（可搬ポンプ，可搬熱交換器，大型送水ポンプ車，原子炉浄化系） 
Ｂ 



11 

表 2 自主対策設備を使用することによる悪影響検討結果（1/6） 

注記＊：「○」影響が懸念されるため，対応（設計・運用）する項目 

「－」影響が無く，対応（設計・運用）する必要が無い項目 

技術基準

条文番号 
自主対策設備 

（１）直接的影響 （２）間接的影響 （３）発電所におけるリソースの消費

対応＊ 

要否 
検討結果 

対応＊ 

要否 
検討結果 

対応＊ 

要否 
検討結果 

59 

原子炉手動スクラムＰＢ － 
・原子炉手動スクラムＰＢは，設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統

構成で使用することから，使用による悪影響なし。
－ 

・原子炉手動スクラムＰＢは，設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系

統構成で使用することから，使用による悪影響なし。
○ 

・原子炉手動スクラムＰＢの操作に人員を要するが，必要な人員を想定した手順が

確立され，それに基づき対応するため，悪影響なし。

原子炉モードスイッチ「停止」 － 
・原子炉モードスイッチ「停止」は，設計基準事故対処設備として使用する場合と同

じ系統構成で使用することから，使用による悪影響なし。
－ 

・原子炉モードスイッチ「停止」は，設計基準事故対処設備として使用する場合と

同じ系統構成で使用することから，使用による悪影響なし。
○ 

・原子炉モードスイッチ「停止」の操作に人員を要するが，必要な人員を想定した

手順が確立され，それに基づき対応するため，悪影響なし。

選択制御棒挿入機構 － 
・選択制御棒挿入機構は，設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統構成

で使用することから，使用による悪影響なし。
－ 

・選択制御棒挿入機構は，設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統構

成で使用することから，使用による悪影響なし。
○ 

・選択制御棒挿入機構の操作に人員を要するが，必要な人員を想定した手順が確立

され，それに基づき対応するため，悪影響なし。

・選択制御棒挿入機構は，電源を要するが,他の設備の使用に悪影響が生じないよう

必要な電源を確保できる場合のみ使用する。

スクラムパイロット弁計装用配管・弁 － 
・スクラムパイロット弁計装用配管・弁は，設計基準事故対処設備として使用する場

合と同じ系統構成で使用することから，使用による悪影響なし。
－ 

・スクラムパイロット弁計装用配管・弁は，設計基準事故対処設備として使用する

場合と同じ系統構成で使用することから，使用による悪影響なし。
○ 

・スクラムパイロット弁計装用配管・弁の操作に人員を要するが，必要な人員を想

定した手順が確立され，それに基づき対応するため，悪影響なし。

スクラムテストスイッチ － 
・スクラムテストスイッチは，設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統

構成で使用することから，使用による悪影響なし。
－ 

・スクラムテストスイッチは，設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系

統構成で使用することから，使用による悪影響なし。
○ 

・スクラムテストスイッチの操作に人員を要するが，必要な人員を想定した手順が

確立され，それに基づき対応するため，悪影響なし。

原子炉保護系電源スイッチ － 
・原子炉保護系電源スイッチは，設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系

統構成で使用することから，使用による悪影響なし。
－ 

・原子炉保護系電源スイッチは，設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ

系統構成で使用することから，使用による悪影響なし。
○ 

・原子炉保護系電源スイッチの操作に人員を要するが，必要な人員を想定した手順

が確立され，それに基づき対応するため，悪影響なし。

制御棒手動操作・監視系 － 
・制御棒手動操作・監視系は，設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統

構成で使用することから，使用による悪影響なし。 
－ 

・制御棒手動操作・監視系は，設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系

統構成で使用することから，使用による悪影響なし。
○ 

・制御棒の手動操作及び監視に人員を要するが，必要な人員を想定した手順が確立

され，それに基づき対応するため，悪影響なし。

・制御棒手動操作・監視系は，電源を要するが,他の設備の使用に悪影響が生じない

よう必要な電源を確保できる場合のみ使用する。

原子炉水位制御系，復水・給水系，原子炉

隔離時冷却系，高圧炉心スプレイ系 
－ 

・原子炉水位制御系，復水・給水系，原子炉隔離時冷却系，高圧炉心スプレイ系は，

設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で使用することから，使用によ

る悪影響なし。

－ 

・原子炉水位制御系，復水・給水系，原子炉隔離時冷却系，高圧炉心スプレイ系は，

設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で使用することから，使用に

よる悪影響なし。

○ 

・原子炉水位制御系，復水・給水系，原子炉隔離時冷却系，高圧炉心スプレイ系の

操作に人員を要するが，必要な人員を想定した手順が確立され，それに基づき対応

するため，悪影響なし。

・原子炉水位制御系，復水・給水系，原子炉隔離時冷却系，高圧炉心スプレイ系は，

電源を要するが，他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な電源を確保できる

場合のみ使用する。

60 

ほう酸水注入系による原子炉注水 － 
・ほう酸水注入系による原子炉注水の流路は設計基準事故対処設備として使用する場

合と同じ系統構成で使用することから，使用による悪影響なし。
－ 

・ほう酸水注入系による原子炉注水の流路は設計基準事故対処設備として使用する

場合と同じ系統構成で使用することから，使用による悪影響なし。
○ 

・ほう酸水注入系による原子炉注水の操作に人員を要するが,必要な人員を想定し

た手順が確立され,それに基づき対応するため,悪影響なし。

・ほう酸水注入系による原子炉注水は,電源を要するが,他の設備の使用に悪影響が

生じないよう必要な電源を確保できる場合のみ使用する。

制御棒駆動水圧系による原子炉注水 － 
・制御棒駆動水圧系による原子炉注水の流路は設計基準事故対処設備として使用する

場合と同じ系統構成で使用することから，使用による悪影響なし。
－ 

・制御棒駆動水圧系による原子炉注水の流路は設計基準事故対処設備として使用す

る場合と同じ系統構成で使用することから，使用による悪影響なし。
○ 

・制御棒駆動水圧系による原子炉注水の操作に人員を要するが,必要な人員を想定

した手順が確立され,それに基づき対応するため,悪影響なし。

・制御棒駆動水圧系による原子炉注水は,電源を要するが,他の設備の使用に悪影響

が生じないよう必要な電源を確保できる場合のみ使用する。

61 

タービンバイパス弁,タービン制御系 －
・タービンバイパス弁，タービン制御系は，設計基準事故対処設備として使用する場

合と同じ系統構成で使用することから，使用による悪影響なし。
－

・タービンバイパス弁，タービン制御系は，設計基準事故対処設備として使用する

場合と同じ系統構成で使用することから，使用による悪影響なし。
○ 

・タービンバイパス弁，タービン制御系の操作に人員を要するが，必要な人員を想

定した手順が確立され，それに基づき対応するため，悪影響なし。

・タービンバイパス弁，タービン制御系は，電源を要するが，他の設備の使用に影

響が生じないよう必要な電源を確保できる場合のみ使用する。

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（原子炉建

物）接続による減圧 

○ ・主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（原子炉建物）接続による減圧は,設備の健全性を確認

した条件下で使用することから,使用による悪影響なし。 

○ 

・主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（原子炉建物）接続による減圧は,設備の健全性を確

認した条件下で使用することから,使用による悪影響なし。 

・主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（原子炉建物）接続による減圧は，他の設備のアク

セス性を阻害しないように設置すること，又は移動が可能であることから，悪影響

なし。

○ 
・主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（原子炉建物）の接続に人員を要するが，必要な人

員を想定した手順が確立され，それに基づき対応するため，悪影響なし。

直流給電車 72 条に記載 

窒素ガス代替供給設備 ○ 
・窒素ガス代替供給設備は，設備の健全性を確認した条件下で使用することから，使

用による悪影響なし。
○ 

・窒素ガス代替供給設備は，設備の健全性を確認した条件下で使用することから，

使用による悪影響なし。
○ 

・窒素ガス代替供給設備の操作に人員を要するが，必要な人員を想定した手順が確

立され，それに基づき対応するため，悪影響なし。
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表 2 自主対策設備を使用することによる悪影響検討結果（2/6） 

注記＊：「○」影響が懸念されるため，対応（設計・運用）する項目 

「－」影響が無く，対応（設計・運用）する必要が無い項目 

技術基準

条文番号 
自主対策設備 

（１）直接的影響 （２）間接的影響 （３）発電所におけるリソースの消費

対応＊ 

要否 
検討結果 

対応＊ 

要否 
検討結果 

対応＊ 

要否 
検討結果 

62 

復水輸送系による低圧注水 

（復水輸送ポンプ，復水貯蔵タンク） 
－ 

・復水輸送系による低圧注水の流路は,設計基準対象施設としての設計条件下で使用

することから,使用による悪影響なし。
○ 

・水源である復水貯蔵タンクの破損により,溢水が生じる可能性があるが,溢水評価

により他の設備の機能に影響を及ぼさないことを確認していることから,悪影響な

し。

○ 

・復水輸送系による低圧注水の操作に人員を要するが,必要な人員を想定した手順

が確立され,それに基づき対応するため,悪影響なし。

・復水輸送系による低圧注水は,電源を要するが,他の設備の使用に悪影響が生じな

いよう必要な電源を確保できる場合のみ使用する。

復水輸送系による残存溶融炉心冷却 

（復水輸送ポンプ，復水貯蔵タンク） 
－ 

・復水輸送系による低圧注水の流路は,設計基準対象施設としての設計条件下で使用

することから,使用による悪影響なし。
○ 

・水源である復水貯蔵タンクの破損により,溢水が生じる可能性があるが,溢水評価

により他の設備の機能に影響を及ぼさないことを確認していることから,悪影響な

し。

○ 

・復水輸送系による残存溶融炉心冷却の操作に人員を要するが,必要な人員を想定

した手順が確立され,それに基づき対応するため,悪影響なし。

・復水輸送系による残存溶融炉心冷却は,電源を要するが,他の設備の使用に悪影響

が生じないよう必要な電源を確保できる場合のみ使用する。

消火系による低圧注水 

（消火ポンプ，ろ過水タンク） 

（補助消火ポンプ，補助消火水槽） 

○ 

・消火系による低圧注水の流路は,設計基準対象施設としての設計条件下で使用する

ことから,使用による悪影響なし。

・消火系による消火が必要な火災が発生していない場合のみ使用することから,使用

による悪影響なし。

○ 

・水源であるろ過水タンクの破損により,溢水が生じる可能性があるが,溢水評価に

より他の設備の機能に影響を及ぼさないことを確認していることから,悪影響な

し。

・水源である補助消火水槽は地下に設置されおり，破損により地上面への溢水が生

じる可能性はないことから，悪影響なし。

○ 

・消火系による低圧注水の操作に人員を要するが,必要な人員を想定した手順が確

立され,それに基づき対応するため,悪影響なし。

・消火系による低圧注水は,電源を要するが,他の設備の使用に悪影響が生じないよ

う必要な電源を確保できる場合のみ使用する。

消火系による残存溶融炉心冷却 

（消火ポンプ，ろ過水タンク） 

（補助消火ポンプ，補助消火水槽） 

○ 

・消火系による残存溶融炉心冷却の流路は,設計基準対象施設としての設計条件下で

使用することから,使用による悪影響なし。

・消火系による消火が必要な火災が発生していない場合のみ使用することから,使用

による悪影響なし。

○ 

・水源であるろ過水タンクの破損により,溢水が生じる可能性があるが,溢水評価に

より他の設備の機能に影響を及ぼさないことを確認していることから,悪影響な

し。

・水源である補助消火水槽は地下に設置されおり，破損により地上面への溢水が生

じる可能性はないことから，悪影響なし。

○ 

・消火系による残存溶融炉心冷却の操作に人員を要するが,必要な人員を想定した

手順が確立され,それに基づき対応するため,悪影響なし。

・消火系による残存溶融炉心冷却は,電源を要するが,他の設備の使用に悪影響が生

じないよう必要な電源を確保できる場合のみ使用する。

原子炉浄化系による原子炉除熱 － 
・原子炉浄化系による原子炉除熱の流路は，設計基準事故対処設備として使用する場

合と同じ系統構成で使用することから，使用による悪影響なし。
－ 

・原子炉浄化系による原子炉除熱の流路は，設計基準事故対処設備として使用する

場合と同じ系統構成で使用することから，使用による悪影響なし。
－ 

・原子炉浄化系による原子炉除熱の操作に人員を要するが，必要な人員を想定した

手順が確立され，それに基づき対応するため，悪影響なし。

・原子炉浄化系による原子炉除熱は，電源を要するが,他の設備の使用に悪影響が生

じないよう必要な電源を確保できる場合のみ使用する。

63 

大型送水ポンプ車による残留熱除去系除

熱 
○ 

・大型送水ポンプ車による海水を用いた残留熱除去系除熱の流路は，淡水仕様であり，

海水の通水による腐食が懸念されるが，可能な限り淡水源を優先し，海水通水は短期

間とすることで設備への影響を考慮することから，使用による悪影響なし。 

○ 
・大型送水ポンプ車は，他の設備のアクセス性を阻害しないように設置すること，

又は移動が可能であることから，悪影響なし。
○ 

・大型送水ポンプ車による残留熱除去系除熱の操作に人員を要するが，必要な人員

を想定した手順が確立され，それに基づき対応するため，悪影響なし。

・大型送水ポンプ車による残留熱除去系除熱は，燃料を要するが，他の設備の使用

に悪影響が生じないよう必要な燃料を確保できる場合のみ使用する。

残留熱代替除去系による原子炉格納容器

内の減圧及び除熱 
－ 

・残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱の流路は，重大事故等対

処設備として使用する場合と同じ系統構成で使用することから，使用による悪影響な

し。

－ 

・残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱の流路は，重大事故等

対処設備として使用する場合と同じ系統構成で使用することから，使用による悪影

響なし。

－ 

・残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱の操作に人員を要する

が，必要な人員を想定した手順が確立され，それに基づき対応するため，悪影響な

し。

・残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱は,電源を要するが,他

の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な電源を確保できる場合のみ使用する。

耐圧強化ベントラインによる原子炉格納

容器内の減圧及び除熱の実施 
○ 

・耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱の流路は，他系統と

隔離されていることを確認した上で使用することから，使用による悪影響なし。
○ 

・耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱の流路は，他系統

と隔離されていることを確認した上で使用することから，使用による悪影響なし。 
○ 

・耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱の操作に人員を要

するが，必要な人員を想定した手順が確立され，それに基づき対応するため，悪影

響なし。

・耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱は,電源を要する

が,他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な電源を確保できる場合のみ使用

する。

64 

復水輸送系による格納容器代替スプレイ 

（復水輸送ポンプ，復水貯蔵タンク） 
－ 

・復水輸送系による格納容器代替スプレイの流路は,設計基準対象施設としての設計

条件下で使用することから,使用による悪影響なし。
○ 

・水源である復水貯蔵タンクの破損により,溢水が生じる可能性があるが,溢水評価

により他の設備の機能に影響を及ぼさないことを確認していることから,悪影響な

し。

○ 

・復水輸送系による格納容器代替スプレイの操作に人員を要するが,必要な人員を

想定した手順が確立され,それに基づき対応するため,悪影響なし。

・復水輸送系による格納容器代替スプレイは,電源を要するが,他の設備の使用に悪

影響が生じないよう必要な電源を確保できる場合のみ使用する。

消火系による格納容器代替スプレイ 

（消火ポンプ，ろ過水タンク） 

（補助消火ポンプ，補助消火水槽） 

○ 

・消火系による格納容器代替スプレイの流路は,設計基準対象施設としての設計条件

下で使用することから,使用による悪影響なし。

・消火系による消火が必要な火災が発生していない場合のみ使用することから,使用

による悪影響なし。

○ 

・水源であるろ過水タンクの破損により,溢水が生じる可能性があるが,溢水評価に

より他の設備の機能に影響を及ぼさないことを確認していることから,悪影響な

し。

・水源である補助消火水槽は地下に設置されおり，破損により地上面への溢水が生

じる可能性はないことから，悪影響なし。

○ 

・消火系による格納容器代替スプレイの操作に人員を要するが,必要な人員を想定

した手順が確立され,それに基づき対応するため,悪影響なし。

・消火系による格納容器代替スプレイは,電源を要するが,他の設備の使用に悪影響

が生じないよう必要な電源を確保できる場合のみ使用する。

ドライウェル冷却装置による格納容器内

除熱 
－ 

・ドライウェル冷却装置による格納容器内除熱は，設計基準対象施設として使用する

場合と同じ系統構成で使用することから，使用による悪影響なし。
－ 

・ドライウェル冷却装置による格納容器内除熱は，設計基準対象施設として使用す

る場合と同じ系統構成で使用することから，使用による悪影響なし。
○ 

・ドライウェル冷却装置による格納容器内除熱の操作に人員を要するが，必要な人

員を想定した手順が確立され，それに基づき対応するため，悪影響なし。

・ドライウェル冷却装置による格納容器内除熱は，電源を要するが，他の設備の使

用に悪影響が生じないよう必要な電源を確保できる場合のみ使用する。
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表 2 自主対策設備を使用することによる悪影響検討結果（3/6） 

注記＊：「○」影響が懸念されるため，対応（設計・運用）する項目 

「－」影響が無く，対応（設計・運用）する必要が無い項目 

技術基準

条文番号 
自主対策設備 

（１）直接的影響 （２）間接的影響 （３）発電所におけるリソースの消費

対応＊ 

要否 
検討結果 

対応＊ 

要否 
検討結果 

対応＊ 

要否 
検討結果 

65 

サプレッションプール水 pH 制御系等によ

る格納容器 pH 制御
○ 

・サプレッションプール水 pH 制御系等による格納容器 pH 制御は，水酸化ナトリウム

（アルカリ薬液）を原子炉格納容器へ注入するため，アルカリとの反応で原子炉格納

容器が腐食することによる原子炉格納容器バウンダリのシール性への影響が考えら

れるが，材料への腐食影響がないことを確認しており，原子炉格納容器のシール材は

耐アルカリ性を確認した改良 EPDM を使用することから，シール性への悪影響なし。ま

た，予め原子炉格納容器下部にアルカリ薬剤を設置しているため，原子炉格納容器下

部への注水によりアルカリ薬剤が溶け出し，腐食の影響が考えられるが，材料への腐

食影響がないことを確認していることから，悪影響なし。

・原子炉格納容器内の保温材及びグレーチングとアルカリ薬液が全量反応し水素ガス

が発生すると仮定しても，事故時の原子炉格納容器内の気相は水蒸気が多くを占めて

おり，原子炉格納容器の圧力制御には影響がないことから，悪影響なし。

・原子炉格納容器内は窒素ガスにより不活性化されており，原子炉格納容器内の保温

材及びグレーチングとアルカリ薬液との反応では酸素ガスの発生はなく，水素ガスの

燃焼リスクが増加しないことから，悪影響なし。

○ 

・薬液タンクの破損により，アルカリ薬液が漏えいする可能性があるが，薬液タン

クは十分な強度を有する設計としており，かつ薬液タンクの周囲には堰を設ける

設計としていることから，悪影響なし。

○ 

・サプレッションプール水 pH 制御系等による格納容器 pH 制御の操作に人員を要す

るが，必要な人員を想定した手順が確立され，それに基づき対応するため，悪影響

なし。

・サプレッションプール水 pH 制御系等による格納容器 pH 制御は，電源を要するが，

他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な電源を確保できる場合のみ使用す

る。

スクラビング水の補給及び排水設備 ○ 

・スクラビング水の補給設備は，他の設備と独立して使用することから，使用による

悪影響なし。

・スクラビング水の排水設備は，第１ベントフィルタスクラバ容器のスクラビング水

をサプレッションチェンバに移送するため，アルカリとの反応で原子炉格納容器が腐

食することによる原子炉格納容器バウンダリのシール性への影響が考えられるが，材

料への腐食影響がないことを確認しており，原子炉格納容器のシール材は耐アルカリ

性を確認した改良 EPDM を使用することから，シール性への悪影響なし。

○ 

・スクラビング水の補給設備である薬品注入タンクの破損により，アルカリ薬液

が漏えいする可能性があるが，薬品注入タンクは十分な強度を有する設計として

おり，かつ薬品注入タンクは隔離された部屋に設置されていることから，悪影響は

ない。

○ 

・スクラビング水の補給設備の操作に人員を要するが，必要な人員を想定した手順

が確立され，それに基づき対応するため，悪影響なし。

・スクラビング水の補給設備は，燃料及び電源を要するが，他の設備の使用に悪影

響が生じないよう必要な燃料及び電源を確保できる場合のみ使用する。

・スクラビング水の排水設備の操作に人員を要するが，必要な人員を想定した手順

が確立され，それに基づき対応するため，悪影響なし。

・スクラビング水の排水設備は，電源を要するが，他の設備の使用に悪影響が生じ

ないよう必要な電源を確保できる場合のみ使用する。

窒素ガス代替注入系 ○ 
・可搬式窒素供給装置は，設備の健全性を確認した条件下で使用することから，使用

による悪影響なし。
○ 

・可搬式窒素供給装置は，原子炉格納容器に屋外から窒素ガスを供給するため，使

用時に破損した場合は格納容器内雰囲気ガスが屋外に漏えいする可能性が考えら

れるが，隔離弁により速やかに隔離が可能な設計とすることから，悪影響なし。

・可搬式窒素供給装置は，他の設備のアクセス性を阻害しないように設置すること，

又は移動が可能であることから，悪影響なし。

○ 

・可搬式窒素供給装置の操作に人員を要するが，必要な人員を想定した手順が確立

され，それに基づき対応するため，悪影響なし。

・可搬式窒素供給装置は，燃料を要するが，他の設備の使用に悪影響が生じないよ

う必要な燃料を確保できる場合のみ使用する。

可搬型燃料タンク 〇 
・可搬型燃料タンクは，設備の健全性を確認した条件下で使用することから，使用に

よる悪影響なし。
〇 

・可搬型燃料タンクの破損により，軽油が漏えいする可能性があるが，可搬型燃料

タンクは十分な強度を有する設計としていることから，悪影響はない。
〇 

・可搬型燃料タンクの操作に人員を要するが，必要な人員を想定した手順が確立さ

れ，それに基づき対応するため，悪影響なし。

66 

復水輸送系による原子炉格納容器下部へ

の注水 

（復水輸送ポンプ，復水貯蔵タンク） 

－ 
・復水輸送系による原子炉格納容器下部への注水の流路は,設計基準対象施設として

の設計条件下で使用することから,使用による悪影響なし。
○ 

・水源である復水貯蔵タンクの破損により,溢水が生じる可能性があるが,溢水評価

により他の設備の機能に影響を及ぼさないことを確認していることから,悪影響な

し。

○ 

・復水輸送系による原子炉格納容器下部への注水の操作に人員を要するが,必要な

人員を想定した手順が確立され,それに基づき対応するため,悪影響なし。

・復水輸送系による原子炉格納容器下部への注水は,電源を要するが,他の設備の使

用に悪影響が生じないよう必要な電源を確保できる場合のみ使用する。

消火系による原子炉格納容器下部への注

水 

（消火ポンプ，ろ過水タンク） 

（補助消火ポンプ，補助消火水槽） 

○ 

・消火系による原子炉格納容器下部への注水の流路は,設計基準対象施設としての設

計条件下で使用することから,使用による悪影響なし。

・消火系による消火が必要な火災が発生していない場合のみ使用することから,使用

による悪影響なし。

○ 

・水源であるろ過水タンクの破損により,溢水が生じる可能性があるが,溢水評価に

より他の設備の機能に影響を及ぼさないことを確認していることから,悪影響な

し。

・水源である補助消火水槽は地下に設置されおり，破損により地上面への溢水が生

じる可能性はないことから，悪影響なし。

○ 

・消火系による原子炉格納容器下部への注水の操作に人員を要するが,必要な人員

を想定した手順が確立され,それに基づき対応するため,悪影響なし。

・消火系による原子炉格納容器下部への注水は,電源を要するが,他の設備の使用に

悪影響が生じないよう必要な電源を確保できる場合のみ使用する。

制御棒駆動水圧系による原子炉注水 

（溶融炉心の落下遅延・防止） 
－ 

・制御棒駆動水圧系による原子炉注水の流路は設計基準事故対象施設として使用する

場合と同じ系統構成で使用することから，使用による悪影響なし。
－ 

・制御棒駆動水圧系による原子炉注水の流路は設計基準事故対象施設として使用す

る場合と同じ系統構成で使用することから，使用による悪影響なし。
○ 

・制御棒駆動水圧系による原子炉注水の操作に人員を要するが,必要な人員を想定

した手順が確立され,それに基づき対応するため,悪影響なし。

・制御棒駆動水圧系による原子炉注水は,電源を要するが,他の設備の使用に悪影響

が生じないよう必要な電源を確保できる場合のみ使用する。

復水輸送系による原子炉圧力容器への注

水 

（溶融炉心の落下遅延・防止） 

（復水輸送ポンプ，復水貯蔵タンク） 

－ 
・復水輸送系による原子炉圧力容器への注水の流路は,設計基準対象施設としての設

計条件下で使用することから,使用による悪影響なし。
○ 

・水源である復水貯蔵タンクの破損により,溢水が生じる可能性があるが,溢水評価

により他の設備の機能に影響を及ぼさないことを確認していることから,悪影響な

し。

○ 

・復水輸送系による原子炉圧力容器への注水の操作に人員を要するが,必要な人員

を想定した手順が確立され,それに基づき対応するため,悪影響なし。

・復水輸送系による原子炉圧力容器への注水は,電源を要するが,他の設備の使用に

悪影響が生じないよう必要な電源を確保できる場合のみ使用する。

消火系による原子炉注水 

（溶融炉心の落下遅延・防止） 

（消火ポンプ，ろ過水タンク） 

（補助消火ポンプ，補助消火水槽） 

○ 

・消火系による原子炉注水の流路は,設計基準対象施設としての設計条件下で使用す

ることから,使用による悪影響なし。

・消火系による消火が必要な火災が発生していない場合のみ使用することから,使用

による悪影響なし。

○ 

・水源であるろ過水タンクの破損により,溢水が生じる可能性があるが,溢水評価に

より他の設備の機能に影響を及ぼさないことを確認していることから,悪影響な

し。

・水源である補助消火水槽は地下に設置されおり，破損により地上面への溢水が生

じる可能性はないことから，悪影響なし。

○ 

・消火系による原子炉注水の操作に人員を要するが,必要な人員を想定した手順が

確立され,それに基づき対応するため,悪影響なし。

・消火系による原子炉注水は,電源を要するが,他の設備の使用に悪影響が生じない

よう必要な電源を確保できる場合のみ使用する。
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表 2 自主対策設備を使用することによる悪影響検討結果（4/6） 

注記＊：「○」影響が懸念されるため，対応（設計・運用）する項目 

「－」影響が無く，対応（設計・運用）する必要が無い項目 

技術基準

条文番号 
自主対策設備 

（１）直接的影響 （２）間接的影響 （３）発電所におけるリソースの消費

対応＊ 

要否 
検討結果 

対応＊ 

要否 
検討結果 

対応＊ 

要否 
検討結果 

67 

原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃

度の監視 
－ 

・格納容器水素濃度（Ａ系）及び格納容器酸素濃度（Ａ系）は，他の設備と独立して

使用することから，使用による悪影響なし。
－ 

・格納容器水素濃度（Ａ系）及び格納容器酸素濃度（Ａ系）は，他の設備と独立し

て使用することから，使用による悪影響なし。
○ 

・格納容器水素濃度（Ａ系）及び格納容器酸素濃度（Ａ系）による監視に人員を要

するが，必要な人員を想定した手順が確立され，それに基づき対応するため，悪影

響なし。

・格納容器水素濃度（Ａ系）及び格納容器酸素濃度（Ａ系）による監視は，電源を

要するが，他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な電源を確保できる場合の

み使用する。

可燃性ガス濃度制御系 － 
・可燃性ガス濃度制御系は，設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統構

成で使用することから，使用による悪影響なし。
－ 

・可燃性ガス濃度制御系は，設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統

構成で使用することから，使用による悪影響なし。
○ 

・可燃性ガス濃度制御系の操作に人員を要するが，必要な人員を想定した手順が確

立され，それに基づき対応するため，悪影響なし。

・可燃性ガス濃度制御系は，電源を要するが，他の設備の使用に悪影響が生じない

よう必要な電源を確保できる場合のみ使用する。

68 

大量送水車による原子炉ウェル注水 ○ 

・原子炉格納容器が過温状態で常温の水を原子炉ウェルに注水することから，ドライ

ウェル主フランジを急冷することによる鋼材部の熱収縮による応力発生に伴う原子

炉格納容器閉じ込め機能への影響が懸念されるが，ドライウェル主フランジ締付ボル

ト冷却時の発生応力を評価した結果，ボルトが急冷された場合でも応力値は降伏応力

を下回っていることから，使用による悪影響なし。

○ 

・ドライウェル主フランジを冷却することにより，ドライウェル主フランジからの

水素ガス漏えいを防ぐことから，静的触媒式水素処理装置が設置されている原子炉

建物原子炉棟４階に，原子炉格納容器内の水素ガスが直接漏えいしない傾向になる

ことによる，原子炉建物原子炉棟水素爆発防止機能への影響が懸念されるが，水素

ガスの漏えい箇所を原子炉建物原子炉棟下層階（２階，１階，地下１階，地下２階）

のみとして水素ガス挙動を評価した結果，原子炉建物原子炉棟下層階において可燃

限界に至ることはなく，かつ原子炉建物原子炉棟４階においても静的触媒式水素処

理装置により可燃限界に至らないことが確認できていることから，使用による悪影

響なし。

・ドライウェル主フランジを冷却することにより，原子炉ウェルに溜まった水が蒸

発することから，原子炉建物原子炉棟に水蒸気が発生することによる，原子炉建物

原子炉棟水素爆発防止機能への影響が懸念されるが，原子炉建物原子炉棟４階に水

蒸気が追加で流入した場合の原子炉建物原子炉棟内の水素ガス挙動を評価し，可燃

限界に至らないことを確認していることから，使用による悪影響なし。

・原子炉ウェルに注水し，ドライウェル主フランジを冷却するため，原子炉格納容

器を除熱することによる原子炉格納容器負圧破損への影響が懸念されるが，原子炉

ウェルに注水しドライウェル主フランジを冷却することによる原子炉格納容器除

熱効果は小さいことから，使用による悪影響なし。

○ 

・大量送水車による原子炉ウェル注水の操作に人員を要するが，必要な人員を想定

した手順が確立され，それに基づき対応するため，悪影響なし。

・大量送水車による原子炉ウェル注水は，水を要するが，原子炉ウェル注水に必要

となる水量は，水源である代替淡水源が保有する水量に比べて十分小さいことから，

悪影響なし。

・大量送水車による原子炉ウェル注水は，燃料を要するが，他の設備の使用に悪影

響が生じないよう必要な燃料を確保できる場合のみ使用する。

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネ

ル 
－ 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルは，他の設備と独立して使用することか

ら，使用による悪影響なし。 
○ 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルは，固定用クリップを設けることによ

り，誤開放しない設計とすることから，悪影響なし。 
○ 

・原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルの操作に人員を要するが，必要な人員

を想定した手順が確立され，それに基づき対応するため悪影響なし。

69 

消火系による燃料プール注水 

（消火ポンプ，ろ過水タンク） 

（補助消火ポンプ，補助消火水槽） 

○ 

・消火系による燃料プール注水の流路は，設計基準対象施設としての設計条件下で使

用することから，使用による悪影響なし。

・消火系による消火が必要な火災が発生していない場合のみ使用することから使用に

よる悪影響なし。

○ 

・水源であるろ過水タンクの破損により，溢水が生じる可能性があるが，溢水評価

により他の設備の機能に影響を及ぼさないことを確認していることから悪影響な

し。

・水源である補助消火水槽は地下に設置されおり，破損により地上面への溢水が生

じる可能性はないことから，悪影響なし。

○ 

・消火系による燃料プール注水の操作に人員を要するが，必要な人員を想定した手

順が確立され，それに基づき対応するため，悪影響なし。

・消火系による燃料プール注水は，燃料及び電源を要するが，他の設備の使用に悪

影響が生じないよう必要な燃料及び電源を確保できる場合のみ使用する。

ステンレス鋼板等による漏えい緩和

（シール材，接着剤，ステンレス鋼鈑，吊

り下ろしロープ）

－ 

・ステンレス鋼を単独で燃料プール壁面に吊り下ろす設計とすることから，使用によ

る悪影響なし。なお，ステンレス鋼鈑等による漏えい緩和は，大規模損壊等の重大事

故等を超える事象を想定した対応である。

－ 

・ステンレス鋼鈑等による漏えい緩和は，ステンレス鋼鈑の燃料プール壁面への設

置後，ロープを手摺等に固縛し，ステンレス鋼鈑の移動を防止することから，使用

による悪影響なし。

○ 
ステンレス鋼鈑等による漏えい緩和の実施に人員を要するが，必要な人員を想定し

た手順が確立され，それに基づき対応するため，悪影響なし。

70 

ガンマカメラ， 

サーモカメラ
－ 

・ガンマカメラ及びサーモカメラは，他の設備と独立して使用することから，使用に

よる悪影響なし。
－ 

・ガンマカメラ及びサーモカメラは，他の設備と独立して使用することから，使用

による悪影響なし。
○ 

・ガンマカメラ及びサーモカメラを使用する場合に人員を要するが，必要な人員を

想定した手順が確立され，それに基づき対応するため，悪影響なし。

化学消防自動車， 

小型動力ポンプ付水槽車， 

小型放水砲， 

泡消火薬剤容器 

－ 
・化学消防自動車，小型動力ポンプ付水槽車，小型放水砲及び泡消火薬剤容器は，他

の設備と独立して使用することから，使用による悪影響なし。
○ 

・化学消防自動車，小型動力ポンプ付水槽車，小型放水砲及び泡消火薬剤容器は，

他の設備のアクセス性を阻害しないように設置すること，又は移動が可能であるこ

とから，悪影響なし。

○ 

・化学消防自動車，小型動力ポンプ付水槽車，小型放水砲及び泡消火薬剤容器の操

作に人員を要するが，必要な人員を想定した手順が確立され，それに基づき対応す

るため，悪影響なし。

・化学消防自動車，小型動力ポンプ付水槽車，小型放水砲及び泡消火薬剤容器は，

水を要するが，使用可能な水源を選択して使用することから，悪影響なし。

・化学消防自動車及び小型動力ポンプ付水槽車は，燃料を要するが，他の設備の使

用に悪影響を生じないよう必要な燃料を確保できる場合のみ使用する。
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表 2 自主対策設備を使用することによる悪影響検討結果（5/6） 

注記＊：「○」影響が懸念されるため，対応（設計・運用）する項目 

「－」影響が無く，対応（設計・運用）する必要が無い項目 

技術基準

条文番号 
自主対策設備 

（１）直接的影響 （２）間接的影響 （３）発電所におけるリソースの消費

対応＊ 

要否 
検討結果 

対応＊ 

要否 
検討結果 

対応＊ 

要否 
検討結果 

71 

復水貯蔵タンク － 
・復水貯蔵タンクは，設計基準対象施設としての設計条件下で使用することから,使用

による悪影響なし。 
○ 

・水源である復水貯蔵タンクの破損により,溢水が生じる可能性があるが,溢水評価

により他の設備の機能に影響を及ぼさないことを確認していることから,悪影響な

し。

○ 
・復水貯蔵タンクを水源とした送水手順を実施する場合に人員を要するが，必要な

人員を想定した手順が確立され，それに基づき対応するため，悪影響なし。

補助消火水槽 － 

・補助消火水槽は，他の水源である低圧原子炉代替注水槽，サプレッションチェンバ，

ほう酸水貯蔵タンク，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２），淡水タンクと独立

した設備であることから，使用による悪影響なし。 

○ 
・水源である補助消火水槽は地下に設置されおり，破損により地上面への溢水が生

じる可能性はないことから，悪影響なし。
○ 

・補助消火水槽を水源として使用する場合に人員を要するが，必要な人員を想定し

た手順が確立され，それに基づき対応するため，悪影響なし。

淡水タンク 

（純水タンク，ろ過水タンク） 
－ 

・淡水タンクは，他の水源である低圧原子炉代替注水槽，サプレッションチェンバ，

ほう酸水貯蔵タンク，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２），補助消火水槽と独

立した設備であることから，使用による悪影響なし。

○ 

・水源である淡水タンクの破損により，溢水が生じる可能性があるが，溢水評価に

より他の設備の機能に影響を及ぼさないことを確認していることから，悪影響な

し。

○ 
・淡水タンクを水源として使用する場合に人員を要するが，必要な人員を想定した

手順が確立され，それに基づき対応するため，悪影響なし。

輪谷貯水槽（東１）， 

輪谷貯水槽（東２) 
－ 

・輪谷貯水槽（東１）及び輪谷貯水槽（東２）は，他の設備と独立した設備であるこ

とから，使用による悪影響なし。
○ 

・水源である輪谷貯水槽（東１）及び輪谷貯水槽（東２)の破損により，溢水が生じ

る可能性があるが，溢水評価により他の設備の機能に影響を及ぼさないことを確認

していることから，悪影響なし。

○ 

・輪谷貯水槽（東１）及び輪谷貯水槽（東２）を水源として使用する場合に人員を

要するが，必要な人員を想定した手順が確立され，それに基づき対応するため，悪

影響なし。

複数の海水取水手段 

（大型送水ポンプ車，大量送水車，荷揚場， 

２号機放水槽，１号機取水槽，３号機取水

管点検立坑） 

－ 
・複数の海水取水手段で用いる大型送水ポンプ車及び大量送水車は，他の設備と独立

した設備であることから，使用による悪影響なし。
○ 

・大型送水ポンプ車及び大量送水車は，他の設備のアクセス性を阻害しないように

設置すること，又は移動が可能であることから，悪影響なし。
○ 

・複数の海水取水のための操作に人員を要するが，必要な人員を想定した手順が確

立され，それに基づき対応するため，悪影響なし。

・複数の海水取水手段は，燃料を要するが，他の設備の使用に悪影響を生じないよ

う必要な燃料を確保できる場合のみ使用する。

72 

直流給電車 ○ 
・直流給電車の供給先の電気設備は，保護継電装置等により電気的波及影響を防止で

きるため，使用による悪影響なし。
○ 

・直流給電車は，他の設備のアクセス性を阻害しないように設置すること，または

移動が可能であることから，悪影響なし。
○ 

・直流給電車の操作に人員を要するが，必要な人員を想定した手順が確立され，そ

れに基づき対応するため，悪影響なし。

・直流給電車は燃料を要するが，他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な燃

料を確保できる場合のみ使用する。

号炉間電力融通ケーブル（常設） 

号炉間電力融通ケーブル（可搬型） 
○ 

・号炉間電力融通ケーブル（常設）及び号炉間電力融通ケーブル（可搬型）の接続先

の電気設備は，保護継電装置等により電気的波及影響を防止できるため，使用による

悪影響なし。

－ 
・号炉間電力融通ケーブル（常設）及び号炉間電力融通ケーブル（可搬型）は，接

続先の電気設備の設計条件下で使用することから，使用による悪影響なし。
○ 

・号炉間電力融通ケーブル（常設）及び号炉間電力融通ケーブル（可搬型）の接続

に時間を要するが，必要な人員を想定した手順が確立され，それに基づき対応する

ため，悪影響なし。

号炉間連絡ケーブル ○ 
・号炉間連絡ケーブルの接続先の電気設備は，保護継電装置等により電気的波及影響

を防止できるため，使用による悪影響なし。
－ 

・号炉間連絡ケーブルは，接続先の電気設備の設計条件下で使用することから，使

用による悪影響なし。
○ 

・号炉間連絡ケーブルの接続に時間を要するが，必要な人員を想定した手順が確立

され，それに基づき対応するため，悪影響なし。

非常用コントロールセンタ切替盤 ○ 
・非常用コントロールセンタ切替盤の供給先の電気設備は，保護継電装置等により電

気的波及影響を防止できるため，使用による悪影響なし。
－ 

・非常用コントロールセンタ切替盤は，供給先の電気設備の設計条件下で使用する

ことから，使用による悪影響なし。
○ 

・非常用コントロールセンタ切替盤の操作に時間を要するが，必要な人員を想定し

た手順が確立され，それに基づき対応するため，悪影響なし。

常用高圧母線Ａ系 

常用高圧母線Ｂ系 
○ 

・常用高圧母線Ａ系及び常用高圧母線Ｂ系の供給先の電気設備は，保護継電装置等に

より電気的波及影響を防止できるため，使用による悪影響なし。
－ 

・常用高圧母線Ａ系及び常用高圧母線Ｂ系は，供給先の電気設備の設計条件下で使

用することから，使用による悪影響なし。
○ 

・常用高圧母線Ａ系及び常用高圧母線Ｂ系の操作に時間を要するが，必要な人員を

想定した手順が確立され，それに基づき対応するため，悪影響なし。

73 

有効監視パラメータの計器 － 
・有効監視パラメータの計器は，他の設備と独立して使用することから，使用による

悪影響なし。
－ 

・有効監視パラメータの計器は，他の設備と独立して使用することから，使用によ

る悪影響なし。
○ 

・有効監視パラメータの計器の監視に人員を要するが，必要な人員を想定した手順

が確立され，それに基づき対応するため，悪影響なし。

・有効監視パラメータの計器は，電源を要するが，他の設備の使用に悪影響が生じ

ないよう必要な電源を確保できる場合のみ使用する。

常用計器 － ・常用計器は，他の設備と独立して使用することから，使用による悪影響なし。 － ・常用計器は，他の設備と独立して使用することから，使用による悪影響なし。 ○ 

・常用計器の監視に人員を要するが，必要な人員を想定した手順が確立され，それ

に基づき対応するため，悪影響なし。

・常用計器は，電源を要するが，他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な電

源を確保できる場合のみ使用する。

常用代替計器 － ・常用代替計器は，他の設備と独立して使用することから，使用による悪影響なし。 － ・常用代替計器は，他の設備と独立して使用することから，使用による悪影響なし。 ○ 

・常用代替計器の監視に人員を要するが，必要な人員を想定した手順が確立され，

それに基づき対応するため，悪影響なし。

・常用代替計器は，電源を要するが，他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要

な電源を確保できる場合のみ使用する。

運転監視用計算機による記録 － 
・運転監視用計算機による記録は，他の設備と独立して使用することから，使用によ

る悪影響なし。
－ 

・運転監視用計算機による記録は，他の設備と独立して使用することから，使用に

よる悪影響なし。
○ 

・運転監視用計算機による記録は，電源を要するが，他の設備の使用に悪影響が生

じないよう必要な電源を確保できる場合のみ使用する。

中央制御室記録計による記録 － 
・中央制御室記録計による記録は，他の設備と独立して使用することから，使用によ

る悪影響なし。
－ 

・中央制御室記録計による記録は，他の設備と独立して使用することから，使用に

よる悪影響なし。
○ 

・中央制御室記録計による記録に人員を要するが，必要な人員を想定した手順が確

立され，それに基づき対応するため，悪影響なし。

・中央制御室記録計による記録は，電源を要するが，他の設備の使用に悪影響が生

じないよう必要な電源を確保できる場合のみ使用する。

原子炉水位計凝縮槽温度 ○ 
・原子炉水位計凝縮槽温度は，他の設備との電気的な分離をすることから，使用によ

る悪影響なし。
○ 

・原子炉水位計凝縮槽温度は，設備の健全性を確認した条件下で使用することから，

使用による悪影響なし。 
○ 

・原子炉水位計凝縮槽温度の監視に人員を要するが，必要な人員を想定した手順が

確立され，それに基づき対応するため，悪影響なし。

・原子炉水位計凝縮槽温度の監視には，電源を要するが，他の設備の使用に悪影響

が生じないよう必要な電源を確保できる場合のみ使用する。
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表 2 自主対策設備を使用することによる悪影響検討結果（6/6） 

注記＊：「○」影響が懸念されるため，対応（設計・運用）する項目 

「－」影響が無く，対応（設計・運用）する必要が無い項目 

技術基準

条文番号 
自主対策設備 

（１）直接的影響 （２）間接的影響 （３）発電所におけるリソースの消費

対応＊ 

要否 
検討結果 

対応＊ 

要否 
検討結果 

対応＊ 

要否 
検討結果 

74 非常用照明 － ・非常用照明は，他の設備と独立して使用することから，使用による悪影響なし。 － 
・非常用照明は，他の設備と独立して使用することから，使用による悪影響な

し。
○ 

・非常用照明は，電源を要するが，他の設備の仕様に悪影響が生じないよう必要

な電源を確保できる場合のみ使用する。

75 

モニタリングポスト － 
・モニタリングポストは，他の設備と独立して使用することから，使用による悪影響

なし。
－ 

・モニタリングポストは，他の設備と独立して使用することから，使用による悪影

響なし。
○ 

・モニタリングポストの運転には電源を要するが，非常用所内電源に接続するとと

もに，専用の電源である無停電電源装置及び非常用発電機から給電するため，悪影

響なし。

放射能観測車 － ・放射能観測車は，他の設備と独立して使用することから，使用による悪影響なし。 ○ 
・放射能観測車は，他の設備のアクセス性を阻害しないように設置すること，又は

移動が可能であることから，悪影響なし。
○ 

・放射能観測車の使用には燃料及び人員を要するが，重大事故等対処設備（放射能

測定装置）の使用を優先し，他の設備に影響を及ぼさない範囲で使用するため，影

響なし。

Ge 核種分析装置 － 
・Ｇｅ核種分析装置は，他の設備と独立して使用することから，使用による悪影響な

し。
－ 

・Ｇｅ核種分析装置は，他の設備と独立して使用することから，使用による悪影響

なし。
○ 

・Ｇｅ核種分析装置の使用には電源及び人員を要するが，重大事故等対処設備（放

射能測定装置）の使用を優先し，他の設備に影響を及ぼさない範囲で使用するため，

影響なし。

GM 計数装置 － ・ＧＭ計数装置は，他の設備と独立して使用することから，使用による悪影響なし。 － ・ＧＭ計数装置は，他の設備と独立して使用することから，使用による悪影響なし。 ○ 

・ＧＭ計数装置の使用には電源及び人員を要するが，重大事故等対処設備（放射能

測定装置）の使用を優先し，他の設備に影響を及ぼさない範囲で使用するため，影

響なし。

ZnS シンチレーション計数装置 － 
・ＺｎＳシンチレーション計数装置は，他の設備と独立して使用することから，使用

による悪影響なし。
－ 

・ＺｎＳシンチレーション計数装置は，他の設備と独立して使用することから，使

用による悪影響なし。
○ 

・ＺｎＳシンチレーション計数装置の使用には電源及び人員を要するが，重大事故

等対処設備（放射能測定装置）の使用を優先し，他の設備に影響を及ぼさない範囲

で使用するため，影響なし。

気象観測設備 － ・気象観測設備は，他の設備と独立して使用することから，使用による悪影響なし。 － ・気象観測設備は，他の設備と独立して使用することから，使用による悪影響なし。 ○ 
・気象観測設備の使用には電源を要するが，他の設備に影響を及ぼさない範囲で使

用するため，影響なし。

無停電電源装置 － ・無停電電源装置は，他の設備と独立して使用することから，使用による悪影響なし。 － 
・無停電電源装置は，他の設備と独立して使用することから，使用による悪影響な

し。
－ ・無停電電源装置は，操作が不要なことから，悪影響なし。

非常用発電機 － ・非常用発電機は，他の設備と独立して使用することから，使用による悪影響なし。 － ・非常用発電機は，他の設備と独立して使用することから，使用による悪影響なし。 ○ 

・非常用発電機は，操作が不要なことから，悪影響なし。

・非常用発電機は，燃料を要するが，他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要

な燃料を確保できる場合のみ使用する。

76 

通信連絡設備 

（所内通信連絡設備（警報装置を含む。），

専用電話設備，電力保安通信用電話設

備，局線加入電話設備，テレビ会議シス

テム（社内向），衛星電話設備（社内向）） 

－ 

・所内通信連絡設備（警報装置を含む。），専用電話設備，電力保安通信用電話設備，

局線加入電話設備，テレビ会議システム（社内向）及び衛星電話設備（社内向）は，

他の設備と独立して使用することから，使用による悪影響なし。

－ 

・所内通信連絡設備（警報装置を含む。），専用電話設備，電力保安通信用電話設

備，局線加入電話設備，テレビ会議システム（社内向）及び衛星電話設備（社内

向）は，他の設備と独立して使用することから，使用による悪影響なし。

○ 

・テレビ会議システム（社内向）の操作に人員を要するが，対応可能な範囲内で操

作を行うため，悪影響なし。

・所内通信連絡設備（警報装置を含む。），専用電話設備，電力保安通信用電話設

備，局線加入電話設備，テレビ会議システム（社内向）及び衛星電話設備（社内

向）は，電源を要するが，他の設備の使用に悪影響が生じないよう必要な電源を確

保できる場合のみ使用する。

通信連絡設備 

無線通信設備（携帯型）＊ 

衛星電話設備（携帯型）＊ 

注記＊：自主対策設備分 

－ 
・無線通信設備（携帯型）及び衛星電話設備（携帯型）は，他の設備と独立して使用

することから，使用による悪影響なし。
－ 

・無線通信設備（携帯型）及び衛星電話設備（携帯型）は，他の設備と独立して使

用することから，使用による悪影響なし。
○ 

・無線通信設備（携帯型）及び衛星電話設備（携帯型）は，電源を要するが，他の

設備の使用に悪影響が生じないよう必要な電源を確保できる場合のみ使用する。

77 

通信連絡設備 

（所内通信連絡設備（警報装置を含む。），

専用電話設備，電力保安通信用電話設

備，局線加入電話設備，テレビ会議シス

テム（社内向），衛星電話設備（社内向）） 

76 条に記載 

通信連絡設備 

無線通信設備（携帯型）＊ 

衛星電話設備（携帯型）＊ 

注記＊：自主対策設備分 

76 条に記載 

その他 

長期安定冷却設備 

（可搬ポンプ，可搬熱交換器，大型送水ポ

ンプ車，原子炉浄化系）

○ 
・長期安定冷却設備は，設備の健全性を確認した条件下で使用することから，使用に

よる悪影響なし。
○ 

・内部に高濃度の放射性物質を含む流体が流れることにより，機器周囲の放射線量

が上昇する場合は，必要に応じて遮蔽体を設置する等の被ばく低減対策を講ずるこ

とから悪影響なし。

・長期安定冷却設備は，他の設備のアクセス性を阻害しないように設置すること，

又は移動が可能であることから，悪影響なし。

○ 

・長期安定冷却設備の操作に人員を要するが，必要な人員を想定した手順が確立さ

れ，それに基づき対応するため，悪影響なし。

・長期安定冷却設備は，燃料及び電源を要するが，他の設備の使用に悪影響が生じ

ないよう必要な燃料及び電源を確保できる場合のみ使用する。
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添付資料 1 

サプレッションプール水 pH 制御系等による格納容器 pH 制御による

原子炉格納容器への影響確認について 

1. 設備概要

サプレッションプール水 pH制御系は，図 1に示すように，加圧用窒素ボンベにより薬液

タンクから水酸化ナトリウムを圧送し，サプレッションチェンバにスプレイする構成とす

る。 

サプレッションプール水 pH制御系使用後に，残留熱代替除去ポンプを使用することによ

り，サプレッションプール水を薬液として，ドライウェルスプレイ配管からドライウェル

にスプレイすることが可能である。また，通常運転中より予め原子炉格納容器下部にアル

カリ薬剤を設置することにより，原子炉格納容器内の酸性化を防止することが可能である。 

なお，次項に示す通り，原子炉格納容器内に水酸化ナトリウムを注入することにより，

原子炉格納容器へ及ぼす悪影響はないことを確認している。 

薬液タンクに貯蔵する薬液は，原子炉格納容器内に敷設された全てのケーブルが溶融し，

ケーブルに含まれる酸性物質（塩素）が溶出した際でも，原子炉格納容器内のサプレッシ

ョンプール水が酸性化することを防止するために必要な容量を想定し，水酸化ナトリウム

（ wt％水溶液） m3とする。また，原子炉格納容器下部に設置するアルカリ薬剤は，原

子炉格納容器下部に敷設された全てのケーブルが溶融し，ケーブルに含まれる酸性物質（塩

素）が溶出した際でも，原子炉格納容器下部の保有水が酸性化することを防止するために

必要な容量とする。 
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図 1 サプレッションプール水 pH 制御系等による格納容器 pH 制御系統概要図 
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2. 格納容器バウンダリに対する影響について

アルカリ溶液による原子炉格納容器バウンダリの腐食に対する影響評価を行う。 

薬液をサプレッションチェンバに注入した場合，サプレッションプール水の水酸

化ナトリウム濃度は最大で wt％，pH は約 となる。 

またサプレッションプールへ所定量の薬液を注入した後には，薬液を含まない低

圧原子炉代替注水槽，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）の水を低圧原子

炉代替注水ポンプ又は大量送水車により注水することで，薬液注入配管のうち，材

質が炭素鋼である残留熱除去系配管について，薬液が局所的に滞留・濃縮すること

はない。 

原子炉格納容器の鋼材として使用している炭素鋼のアルカリ腐食への耐性を図

2，図 3 に示す。図 2 より，pH 制御操作時の条件は水酸化ナトリウム濃度が約

wt％，温度は保守的に考えても限界温度 200℃以下であり，アルカリ腐食割

れの発生領域に入っていないことから，アルカリ腐食割れは発生しない。また，図

3 より，pH が高くなると腐食速度は低下する傾向になることから，塩化物による孔

食，すきま腐食，SCC の発生を抑制することができる。 

図 2 アルカリ腐食割れに及ぼす温度，濃度の影響 

出典『小若，金屈の腐食と防食技術，アグネ承風社， 2000年』 
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図 3 炭素鋼の腐食に及ぼす pHの影響 

出典『小若，金屈の腐食と防食技術，アグネ承風社， 2000年』 

また，原子炉格納容器バウンダリで主に使用しているシール材は，耐熱性能に優

れた改良 EPDM 材に変更しているが，この改良 EPDM 材について事故環境下でのシー

ル性能を確認するため，表 1 の条件で蒸気曝露後の気密試験を実施し，耐アルカリ

性能を確認した。 

なお，サプレッションチェンバにある電気配線貫通部は低圧用のみであり，モジ

ュール部がサプレッションチェンバ外にあること及びサプレッションチェンバ内

外とも接続箱に覆われていることから，pH 制御による影響はない。 

一方，ドライウェルに設置されている高圧用電気配線貫通部については，低圧用

電気配線貫通部と同様に，原子炉格納容器内外とも接続箱に覆われていることから，

pH 制御による影響はない。 

表 1 改良ＥＰＤＭ材耐アルカリ性確認試験 

照射量 pH 蒸気温度 曝露時間 気密試験結果 

これらから，pH 制御薬液による原子炉格納容器バウンダリへの悪影響は無いこ

とを確認した。 

なお，水酸化ナトリウムの相平衡を図４に示すが，本系統使用後の濃度である

wt％では，水温が 0℃以上であれば相変化は起こらず，析出することはない。 
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図 4 水酸化ナトリウムの水系相平衡図 

出典『Gmelins Handbuch der anorganischer Chemie, Natrium, 

8 Auflage, Verlag Chemie, Berlin 1928』 
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3. 水素ガスの発生について

アルカリ薬液と原子炉格納容器内の保温材及びグレーチングとの反応による水

素ガス発生による圧力上昇及び燃料リスクに対する影響評価を行う。 

原子炉格納容器内では，配管の保温材等にアルミニウムを使用している。アルミ

ニウムは両性金属であり，水酸化ナトリウムに被水すると式(3.1)に示す反応によ

り水素ガスが発生する。 

また，原子炉格納容器内のグレーチング等には，亜鉛によるメッキが施されてい

る。亜鉛も両性金属であり，式(3.2）に示すとおり，水酸化ナトリウムと反応する

ことで水素ガスが発生する。 

これらを踏まえ，事故時に想定されるサプレッションチェンバ内の水素の発生量

を評価する。なお，実際に薬液と反応する金属はスプレイの飛散範囲内と考えられ

るが，保守的に格納容器内の全ての亜鉛とアルミニウムが反応し水素ガスが発生す

るとして評価を行う。 

Al ＋ NaOH ＋ H2O → NaAlO2 ＋ 3/2H2↑  式(3.1） 

Zn ＋ NaOH ＋ H2O → NaHZnO2 ＋ H2↑  式(3.2） 

3.1 アルミニウムによる水素発生量 

原子炉格納容器内のアルミニウムの使用用途は保温材の外装材や電線管の

メッキであり，使用されるアルミニウム量を調査した。WCAP-16530＊により，

環境条件における溶解速度（温度，pH 依存）を用いて溶解するアルミニウム

量を算出し，全量溶解する結果となった。この溶解量より，生成する水素発生

量を評価した。 

注記＊：「Evaluation of Post-Accident Chemical Effects in Containment 

Sump Fluids to Support GSI-191」（Westinghouse WCAP-16530-NP） 

【算出条件】 

・保温材外装板，電線管（Al-Zn メッキ）に含まれるアルミニウムの質量：

kg 

・アルミニウム原子量：26.98

【計算結果】 

式(a)よりアルミニウム kg が全量反応すると，水素の発生量は約

kg となる。 
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注：アルミニウム量の算出については，補足-011-7「圧力低減設備その他

の安全設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書に係る補足説明

資料」の「2．重大事故等時の発生異物量評価について」による。 

3.2 亜鉛による水素発生量 

原子炉格納容器内の亜鉛の使用用途はグレーチング等の亜鉛メッキ，構造材

のジンク系塗料及び電線管であり，亜鉛が使用される構造材の表面積を調査し

た。アルミニウムと同様に WCAP-16530 により，環境条件における溶解速度（温

度，pH 依存）を用いて溶解する亜鉛量を算出し，生成する水素ガス発生量を

評価した。 

【算出条件】 

・ジンク系塗装，亜鉛メッキ鋼構造物（グレーチング等），電線管 （Al-Zn

メッキ）中の溶解する亜鉛の質量： kg 

・亜鉛原子量：65.38

【計算結果】 

式(b)より亜鉛 kg が全量反応すると，水素の発生量は約 kg とな

る。 

注：亜鉛量の算出については，補足-011-7「圧力低減設備その他の安全設備の

ポンプの有効吸込水頭に関する説明書に係る補足説明資料」の「2．重大事

故等時の発生異物量評価について」による。 

3.3 水素ガス発生による影響について 

ジルコニウム－水反応等により原子炉格納容器内で発生する水素ガス量は，

有効性評価「雰囲気圧カ・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」

シナリオで約 200kg であり，薬液注入により亜鉛とアルミニウムが全量反応し

たとしても，事故時の原子炉格納容器内の気相は水蒸気が多くを占めているこ

とから，原子炉格納容器の圧力制御には影響がない。 

また，原子炉格納容器内は窒素ガスにより不活性化されており，本反応では

酸素ガスの発生がないことから，水素ガスの燃焼は発生しない。 

これらのことから，pH 制御に伴って原子炉格納容器内に水素ガスが発生す

ることを考慮しても，影響はないものと考える。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

12．【重大事故等対処設備の事故後８日以降の 

放射線に対する評価について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. 概要 

重大事故等対処設備の放射線による影響は，添付書類Ⅵ-1-1-7「安全設備及び重大事

故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」にて記載しており，

想定される重大事故等が発生した場合における放射線の条件下において，その機能が有

効に発揮できるよう耐放射線性を有する設計とすることとしている。 

本資料では，重大事故等対処設備について，事故後8日以降の放射線に対する評価につ

いて説明する。 

 

2. 事故後8日以降の放射線に対する評価を実施する重大事故等対処設備の選定方法 

事故後8日以降に期待する機能及び当該機能に必要な重大事故等対処設備について，添

付12－1のとおり整理を行った。添付12－1の表では，格納容器破損防止対策の有効性評

価にて機能に期待している設備のうち，事故後8日以降においても使用が想定される対策

を「格納容器破損防止対策」の欄に記載した。事故後8日以降に必要な機能は，溶融炉心

の冷却機能，格納容器の除熱機能及び格納容器内の酸素濃度低減機能であり，溶融炉心

の冷却については，残留熱代替除去系（原子炉補機代替冷却系含む）及び低圧原子炉代

替注水系（常設）により実施し，格納容器の除熱については，残留熱代替除去系（原子

炉補機代替冷却系含む）又は格納容器フィルタベント系により実施し，格納容器内の酸

素濃度低減のための窒素注入については，可搬式窒素供給装置により実施する。 

また，添付12－1に示した事故後8日以降で機能を期待する設備のうち，添付12－2に示

す選定の考え方に基づき，事故後8日以降の放射線に対して評価を実施する原子炉格納容

器内設備を選定する。なお，原子炉格納容器外の設備については，事故後8日以降の放射

線による影響により機能喪失した際には，外部支援により取替え可能であることを確認

する。 

 

3. 事故後8日以降の放射線に対する評価を実施する重大事故等対処設備の選定結果 

前項の重大事故等対処設備のうち事故後8日以降でその機能を期待する原子炉格納容器

内設備の選定方法に基づき，設備の選定を行った。選定した結果を添付12－3に示す。選

定された設備は以下のとおり。なお，②及び③については，無機物で構成されており耐

放射線性を有するため，事故後長期にわたって健全性は維持されると考えられる。従っ

て，次項で示す事故後8日以降の放射線に対する評価の対象外とする。 

 

① ドライウェル温度（ＳＡ） 

② コリウムシールド 

③ サプレッションチェンバ 

 

4. 事故後8日以降の放射線に対する評価 

事故後8日以降の放射線に対する評価を実施する重大事故等対処設備として前項で示し

たドライウェル温度（ＳＡ）について評価を実施する。 
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① ドライウェル温度（ＳＡ）

ドライウェル温度（ＳＡ）については，原子炉格納容器内の温度を監視するパラメ

ータの主要パラメータである。ドライウェル温度（ＳＡ）の設置場所は，EL m，

EL m，EL m及びEL mであり，局所的に温度が上昇する場所ではないこと

から，検出器の健全性維持が可能＊である。（添付12－4，添付12－5，参考3) 

ドライウェル温度（ＳＡ）は，一部に有機材料を使用しているため放射線による劣

化を考慮する必要があるが，中長期にわたり（少なくとも 日程度）耐放射線性を有

している。（添付12－6，添付12－7) 

ドライウェル温度（ＳＡ）の1個が機能喪失した場合でも，他のドライウェル温度

（ＳＡ）により監視を継続できる。 

ドライウェル温度（ＳＡ）が期待できない状況を想定した場合の対応は，代替パラ

メータであるドライウェル圧力（ＳＡ）及びサプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）に

よる推定が可能である。推定方法としては，保守的に原子炉格納容器内が飽和蒸気環

境であると仮定し，飽和温度／圧力の関係を利用して推定を行う。 

なお，ドライウェル圧力（ＳＡ）等については，伝送器の設置場所が原子炉建物原

子炉棟内であることから，事故後8日以降の放射線による影響を考慮しても少なくとも

事故後100日以上の健全性維持が期待できる。事故後100日後の原子炉建物原子炉棟内

の線量率は十分低下しており，外部支援により伝送器の取替えが可能となるため，代

替手段により監視機能を維持可能である。 

注記＊：これらの監視装置は，配置設計上輻射熱により直接加熱されることはなく，

局所的に温度が上昇する場所ではない。重大事故等時の原子炉格納容器内

の限界温度である200℃を包絡する温度にて健全性を確認していることから，

耐熱性を有している。 

以上より，事故後8日以降の放射線による影響を考慮しても，原子炉格納容器内の計器

は中長期にわたり耐放射線性を有しており，機能喪失したとしても原子炉建物原子炉棟

等の原子炉格納容器外の計器による推定が可能である。原子炉格納容器外の計器につい

ては，少なくとも事故後100日以上の健全性維持が期待され，仮に機能喪失したとしても

事故後100日時点では外部支援による設備の取替えが可能であることから，長期的な監視

機能の維持は可能であると考えられる。図1に，長期的な監視機能維持の概念図を示す。 
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図1 長期的な監視機能維持の概念図 

原子炉格納容器内 

設備による監視 

原子炉格納容器外 

(原子炉建物等)設

備による監視＊2 

外部支援による 

設備の取替え 

事故発生 7日 日＊1 100日 

注記＊1：有効性評価の各評価事故シーケンスを包絡する保守的な条件での評価結果であり，各評価事故シーケンスを 

  想定すると機能期待できる日数はさらに長くなる。 

＊2：格納容器酸素濃度（ＳＡ）については，事故後 10 日時点まで機能を維持し，その後は代替パラメータである

格納容器酸素濃度（Ｂ系）にて事故後 100日以降の機能維持は可能 

機能喪失した場合，原子

炉格納容器外の代替パラ

メータにより推定可能 少なくとも事故後 100日

以上の健全性維持が可能 

仮に機能喪失した場合， 

環境条件の緩和により， 

少なくとも事故後 100日 

時点では設備の取替え作

業が可能 
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添付 12－1 

事故後 8日以降に期待する機能の整理 

格納容器破損防止対策の有効性評価にて機能に期待している設備のうち，事故後 8日以降に

おいても使用が想定される設備を以下に整理する。 

格納容器破損 

防止対策 
対応操作 設備・計器 設置場所 

残留熱代替除

去系による溶

融炉心冷却及

び格納容器除

熱 

・原子炉への注水

・格納容器（ドラ

イウェル）への

スプレイ

・格納容器下部へ

の注水＊

・残留熱代替除去系 原子炉建物付属棟 

・コリウムシールド 原子炉格納容器 

・サプレッションチェンバ 原子炉格納容器 

・移動式代替熱交換設備 屋外 

・大型送水ポンプ車 屋外 

・残留熱代替除去系原子炉注水流量 原子炉建物原子炉棟 

・残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 原子炉建物原子炉棟 

・ドライウェル温度（ＳＡ） 原子炉格納容器 

・ドライウェル圧力（ＳＡ） 原子炉建物原子炉棟 

・サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 原子炉建物原子炉棟 

低圧原子炉代

替注水系（常

設）による溶

融炉心冷却 

・原子炉への注水

・低圧原子炉代替注水系 低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽 

・低圧原子炉代替注水槽 低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽 

・代替注水流量（常設） 低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽 

・低圧原子炉代替注水槽水位 低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽 

格納容器フィ

ルタベント系

による格納容

器除熱

・サプレッション

プール水位が通

常水位＋約 1.3m

到達時の格納容

器ベント開始

・格納容器フィルタベント系 第１ベントフィルタ格納槽 

・ドライウェル圧力（ＳＡ） 原子炉建物原子炉棟 

・サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 原子炉建物原子炉棟 

・サプレッションプール水位（ＳＡ） 原子炉建物原子炉棟 

・スクラバ容器水位 第１ベントフィルタ格納槽 

・スクラバ容器圧力 第１ベントフィルタ格納槽 

・第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高

レンジ・低レンジ）
第１ベントフィルタ格納槽，屋外 

可搬式窒素供

給装置による

格納容器内の

酸素濃度低減 

・残留熱代替除去

系による格納容

器除熱実施後の

窒素注入開始

・可搬式窒素供給装置 屋外 

・格納容器酸素濃度（Ｂ系） 原子炉建物原子炉棟 

・格納容器酸素濃度（ＳＡ） 原子炉建物原子炉棟 

注記＊：評価の前提として重大事故等対処設備を含む全ての原子炉注水を考慮していないことや原子炉圧力容器破損と地震

動が重畳する頻度が十分小さいことから，事故後の荷重の組合せ評価においては原子炉圧力容器が破損する事故シ

ナリオを考慮していないが，格納容器破損防止対策の有効性評価に対する成立性を確認する観点から，ここでは考

慮対象とする。
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添付 12－2 

評価対象設備の選定フロー 

 

 

 

 

注記 ＊1 ：設置許可基準第 43条から第 62条及びその他の設備に整理する各設備 

＊2 ：炉心損傷防止対策の有効性評価における重要事故シーケンス及び格納容器破損防止対策の有効性

評価における評価事故シーケンス。なお，燃料プールにおける燃料損傷防止対策の有効性評価の

想定事故では，原子炉格納容器内設備には期待しない。運転停止中の燃料損傷防止対策の有効性

評価の重要事故シーケンスでは，炉心は損傷しておらず，原子炉格納容器内環境は DBA と同等で

あり，原子炉格納容器内設備は長期にわたって使用可能である。 

＊3 ：事故後 8日以降に期待する原子炉格納容器内の重大事故等対処設備について，放射線により機能

喪失すると考えられるタイミング以降も代替手段により機能を維持可能なことを評価する。 

SA設備リスト（添付書類Ⅵ-1-1-7（設置許可 43条整理表*1）） 

原子炉格納容器内設備 

（常設） 

原子炉格納容器外設備 

（常設） 

可搬設備 

設置環境等より，取扱いを分類 

必要設備は取替えが可能 

（2n＋α，n＋αによる対応） 

7日以前 8日以降

（以下で，有効性評価の重要事故シーケンス等*2を放射線影響の観点で分類） 

格納容器破損防止対策 

の有効性評価において 

期待する設備 

炉心損傷防止対策の 

有効性評価において 

期待する設備 

有効性評価の評価事故シーケンスにおいて

長期安定状態維持（残留熱代替除去系統等）

及びその状態の監視に必要としている設備 

事故時も原子炉格納容器内に比べて厳しい環境

になく，長期の健全性を確認済み。中長期的に

は，非常用ガス処理系等により環境が緩和され

る。 

設備の健全性が期待できる期間内に，設備への

接近が可能な線量率に低下することを確認して

おり，故障した際には外部支援により設備の取

替えが可能。 

（参考 5，参考 6参照） 

炉心は損傷しておら

ず，原子炉格納容器内

環境は DBA と同等であ

り，長期にわたって使

用可能。 

添付書類Ⅵ-1-1-7 

において，健全性を確認済み 

（冷却材喪失（大破断 LOCA）＋ECCS

注水失敗＋全交流動力電源喪

失） 

（過渡事象＋高圧炉心冷却失敗＋原

子炉減圧失敗＋炉心損傷後の原子

炉減圧失敗＋原子炉注水失敗＋

DCH発生） 

原子炉格納容器内環境が厳しい

評価事故シーケンスについて 

整理 

事故後 8日以降の重大事故等対処設備 

の放射線に対する評価を実施*3 

（以下で，各重要事故シーケンス等において期待する設備について，健全性維持が必要な期間を整理） 
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第
43

条
 
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

系
統
機
能
 

設
備
 

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
 

設
計
基
準
対
象
施
設
 

設
備
 

種
別
 

設
備
分
類
 

P
CV

内
：
○
 

P
CV

外
：
×
 

可
搬
：
－
 

P
CV

破
損
 

防
止
対
策
 

（
緩
和
設
備
）
 

８
日
以
降
期
 

待
す
る
設
備
 

設
備
 

耐
震
重
要
 

度
分
類
 

常
設
 

可
搬
型
 

分
類
 

機
器
 

ク
ラ
ス

ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト

確
保

ホ
イ
ー
ル
ロ
ー
ダ

－
 

－
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

（
防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設

備
）
 

－
 

－
 

－
 

－
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添付 12－3 

第
44

条
 
緊
急
停
止
失
敗
時
に
発
電
用
原
子
炉
を
未
臨
界
に
す
る
た
め
の
設
備
 

系
統
機
能
 

設
備
 

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
 

設
計
基
準
対
象
施
設
 

設
備
 

種
別
 

設
備
分
類
 

P
CV

内
：
○
 

P
CV

外
：
×
 

可
搬
：
－
 

P
CV

破
損
 

防
止
対
策
 

（
緩
和
設
備
）
 

８
日
以
降
期
 

待
す
る
設
備
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

常
設
 

可
搬
型
 

分
類
 

機
器
 

ク
ラ
ス

代
替
制
御
棒
挿
入
機

能
に
よ
る
制
御
棒
緊

急
挿
入
 

Ａ
Ｔ
Ｗ
Ｓ
緩
和
設
備
（
代
替

制
御
棒
挿
入
機
能
）
 

原
子
炉
保
護
系
 

S 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

制
御
棒
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

－
 

○
 

×
 

－
 

制
御
棒
駆
動
機
構
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

－
 

○
 

×
 

－
 

制
御
棒
駆
動
水
圧
系
水
圧
制

御
ユ
ニ
ッ
ト
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

原
子
炉
再
循
環
ポ
ン

プ
停
止
に
よ
る
原
子

炉
出
力
抑
制
 

Ａ
Ｔ
Ｗ
Ｓ

 緩
和
設
備
（
代

替
原
子
炉
再
循
環
ポ
ン
プ
ト

リ
ッ
プ
機
能
）

原
子
炉
保
護
系
，
 

制
御
棒
，
 

制
御
棒
駆
動
水
圧
系
 

S 
常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

ほ
う
酸
水
注
入
 

ほ
う
酸
水
注
入
ポ
ン
プ
 

原
子
炉
保
護
系
，
 

制
御
棒
，
 

制
御
棒
駆
動
水
圧
系
 

－
 

S －
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

S
A-
2 

×
 

－
 

－
 

ほ
う
酸
水
貯
蔵
タ
ン
ク
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

S
A-
2 

×
 

－
 

－
 

原
子
炉
圧
力
容
器
［
注
入

先
］
 

そ
の
他
の
設
備
に
記
載
 

＊
 

＊
 

＊
 

出
力
急
上
昇
の
防
止
 

自
動
減
圧
起
動
阻
止
ス
イ
ッ

チ
 

46
条
に
記
載
 

×
 

－
 

－
 

代
替
自
動
減
圧
起
動
阻
止
ス

イ
ッ
チ

×
 

－
 

－
 

注
記
＊
：
そ
の
他
の
設
備
に
て
ま
と
め
て
記
載
す
る
。
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添付 12－3 

第
45

条
 
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
高
圧
時
に
発
電
用
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備
 

系
統
機
能
 

設
備
 

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
 

設
計
基
準
対
象
施
設
 

設
備
 

種
別
 

設
備
分
類
 

P
CV

内
：
○
 

P
CV

外
：
×
 

可
搬
：
－
 

P
CV

破
損
 

防
止
対
策
 

（
緩
和
設
備
）
 

８
日
以
降
期
 

待
す
る
設
備
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

常
設
 

可
搬
型
 

分
類
 

機
器
 

ク
ラ
ス

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水

系
に
よ
る
原
子
炉
の
冷

却
 

高
圧
原
子
炉
代
替
注

水
ポ
ン
プ
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
，
 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
 

－
 

S －
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

S
A-
2 

×
 

－
 

－
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ

ェ
ン
バ

[水
源

]
56

条
に
記
載
 

＊
1 

＊
1 

＊
1 

原
子
炉
圧
力
容
器

［
注
水
先
］
 

そ
の
他
の
設
備
に
記
載
 

＊
2 

＊
2 

＊
2 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系

に
よ
る
原
子
炉
の
冷
却
 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却

ポ
ン
プ
 

（
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
）
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
 

S 
常
設
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

S
A-
2 

×
 

－
 

－
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ

ェ
ン
バ
［
水
源
］

5
6 
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）
 

＊
1 

＊
1 

＊
1 

原
子
炉
圧
力
容
器

［
注
水
先
］
 

そ
の
他
の
設
備
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）
 

＊
2 

＊
2 

＊
2 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系

に
よ
る
原
子
炉
の
冷
却
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ

ポ
ン
プ
 

（
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
）
 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
 

S 
常
設
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

S
A-
2 

×
 

－
 

－
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ

ェ
ン
バ
［
水
源
］

56
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）
 

＊
1 

＊
1 

＊
1 

原
子
炉
圧
力
容
器

［
注
水
先
］
 

そ
の
他
の
設
備
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）
 

＊
2 

＊
2 

＊
2 

ほ
う
酸
水
注
入
系
に
よ

る
進
展
抑
制
 

ほ
う
酸
水
注
入
系
 

44
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
緩
和
設
備
）
 

×
 

－
 

－
 

注
記
＊

1：
56

条
に
て
ま
と
め
て
記
載
す
る
。
 

＊
2：

そ
の
他
の
設
備
に
て
ま
と
め
て
記
載
す
る
。
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添付 12－3 

第
46

条
 
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
を
減
圧
す
る
た
め
の
設
備
 

系
統
機
能
 

設
備
 

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
 

設
計
基
準
対
象
施
設
 

設
備
 

種
別
 

設
備
分
類
 

P
CV

内
：
○
 

P
CV

外
：
×
 

可
搬
：
－
 

P
CV

破
損
 

防
止
対
策
 

（
緩
和
設
備
）
 

８
日
以
降
期
 

待
す
る
設
備
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

常
設
 

可
搬
型
 

分
類
 

機
器
 

ク
ラ
ス
 

逃
が
し
安
全
弁
 

逃
が
し
安
全
弁
 

（
逃
が
し
安
全
弁
）
 

－
 

（
S）

 
－
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

S
A-
2 

○
 

○
 

×
＊
 

逃
が
し
安
全
弁
逃
が
し

弁
機
能
用
ア
キ
ュ
ム
レ

ー
タ
 

（
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
）
 

－
 

（
S）

 
－
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

S
A-
2 

○
 

○
 

×
＊
 

原
子
炉
減
圧
の
自
動
化
 

代
替
自
動
減
圧
ロ
ジ
ッ

ク
（
代
替
自
動
減
圧
機

能
）
 

自
動
減
圧
系
 

S 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

自
動
減
圧
起
動
阻
止
ス

イ
ッ
チ
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

代
替
自
動
減
圧
 

起
動
阻
止
ス
イ
ッ
チ
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

可
搬
型
直
流
電
源
に
よ

る
減
圧
 

可
搬
型
直
流
電
源
設
備
 

57
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）
 

－
 

－
 

－
 

S
RV

用
電
源
切
替
盤
 

A
-1
1
5V

系
蓄
電
池
，
 

B
-1
1
5V

系
蓄
電
池
，
 

B
1-
1
15
V
系
蓄
電
池

（
SA
）

 

S 
常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁

用
蓄
電
池
に
よ
る
減
圧
 

主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁

用
蓄
電
池
（
補
助
盤

室
）
 

A
-1
1
5V

系
蓄
電
池
，
 

B
-1
1
5V

系
蓄
電
池
，
 

B
1-
1
15
V
系
蓄
電
池

（
SA
）

 

S 
可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

－
 

－
 

－
 

－
 

逃
が
し
安
全
弁
窒
素
ガ

ス
供
給
系
 

逃
が
し
安
全
弁
用
窒
素

ガ
ス
ボ
ン
ベ
 

（
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
）
 

（
S）

 
可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

S
A-
3 

－
 

－
 

－
 

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
シ

ス
テ
ム

LO
CA
 隔

離
弁
 

残
留
熱
除
去
系
注
水
弁

（
MV
22
2
-5
A
,5
B
,5
C）

 
（
残
留
熱
除
去
系
注
水

弁
）
 

（
S）

 
常
設
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

S
A-
2 

×
 

－
 

－
 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系

注
水
弁
（

MV
22
3
-2
）
 

（
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ

系
注
水
弁
）
 

（
S）

 
常
設
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

S
A-
2 

×
 

－
 

－
 

原
子
炉
建
物
燃
料
取
替

階
ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ
ネ

ル
 

原
子
炉
建
物
燃
料
取
替

階
ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ
ネ

ル
 

－
 

－
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

注
記
＊
：

PC
V 
破
損
防
止
の
た
め
に
，
原
子
炉
圧
力
容
器
破
損
ま
で
に
原
子
炉
圧
力
を

2.
0 
M
Pa
[
ga
g
e]
以
下
と
す
る
た
め
の
機
能
が
必
要
で
あ
る
が
，

8 
日
ま
で
に
原
子
炉
注
水
に
成
功
し
原
子
炉
圧
力
容
器
の
破
損
を
防
止
し
て
い
る

場
合
は
，
8 
日
以
降
に
原
子
炉
注
水
機
能
の
喪
失
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
破
損
が
生
じ
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
（

8 
日
以
降
は
外
部
支
援
に
よ
り
原
子
炉
注
水
が
可
能
）
た
め
，
本
設
備
は
必
須
で
は
な
い
。
ま
た
，

8 
日
ま

で
に
原
子
炉
注
水
に
失
敗
す
る
場
合
は
，
既
に
原
子
炉
圧
力
容
器
が
破
損
し
た
状
態
で
あ
る
た
め
，
本
設
備
は
必
須
で
は
な
い
。
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添付 12－3 

第
47

条
 
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
に
発
電
用
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備

(
1／

2
) 

系
統
機
能
 

設
備
 

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
 

設
計
基
準
対
象
施
設
 

設
備
 

種
別
 

設
備
分
類
 

P
CV

内
：
○
 

P
CV

外
：
×
 

可
搬
：
－
 

P
CV

破
損
 

防
止
対
策
 

（
緩
和
設
備
）
 

８
日
以
降
期
 

待
す
る
設
備
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

常
設
 

可
搬
型
 

分
類
 

機
器
 

ク
ラ
ス

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水

系
（
常
設
）
に
よ
る
原

子
炉
の
冷
却
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水

ポ
ン
プ
 

残
留
熱
除
去
系
（
低
圧

注
水
モ
ー
ド
）
 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
 

－
 

S －
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

 常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

S
A-
2 

×
 

－
 

－
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水

槽
[水

源
] 

56
条
に
記
載
 

※
水
源
と
し
て
は
海
も
使
用
可
能

×
 

－
 

－
 

原
子
炉
圧
力
容
器
［
注

水
先
］
 

そ
の
他
の
設
備
に
記
載
 

＊
1 

＊
1 

＊
1 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水

系
（
可
搬
型
）
に
よ
る

原
子
炉
の
冷
却
 

大
量
送
水
車
 

残
留
熱
除
去
系
（
低
圧

注
水
モ
ー
ド
）
 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
 

－
 

S －
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

S
A-
3 

－
 

－
 

－
 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
 

[水
源

] 
56

条
に
記
載
 

※
水
源
と
し
て
は
海
も
使
用
可
能

×
 

－
 

－
 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
 

[水
源

] 
×

 
－

 
－
 

原
子
炉
圧
力
容
器
［
注

水
先
］
 

そ
の
他
の
設
備
に
記
載
 

＊
1 

＊
1 

＊
1 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
 

に
よ
る
低
圧
注
水
 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ

ン
プ

（
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ

系
）
 

残
留
熱
除
去
系
（
低
圧

注
水
モ
ー
ド
）
 

S 
常
設
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

S
A-
2 

×
 

－
 

－
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ

ン
バ
［
水
源
］

56
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）
 

＊
2 

＊
2 

＊
2 

原
子
炉
圧
力
容
器
 

［
注
水
先
］
 

そ
の
他
の
設
備
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）
 

＊
1 

＊
1 

＊
1 

注
記
＊

1：
そ
の
他
の
設
備
に
て
ま
と
め
て
記
載
す
る
。
 

＊
2：

56
条
に
て
ま
と
め
て
記
載
す
る
。
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添付 12－3 

第
47

条
 
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
に
発
電
用
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備

(
2／

2
) 

系
統
機
能
 

設
備
 

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
 

設
計
基
準
対
象
施
設
 

設
備
 

種
別
 

設
備
分
類
 

P
CV

内
：
○
 

P
CV

外
：
×
 

可
搬
：
－
 

P
CV

破
損
 

防
止
対
策
 

（
緩
和
設
備
）
 

８
日
以
降
期
 

待
す
る
設
備
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

常
設
 

可
搬
型
 

分
類
 

機
器
 

ク
ラ
ス

残
留
熱
除
去
系
（
低
圧

注
水
モ
ー
ド
）
に
よ
る

低
圧
注
水
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
 

（
残
留
熱
除
去
系
（
低

圧
注
水
モ
ー
ド
）
）
 

S 
常
設
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

S
A-
2 

×
 

－
 

－
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ

ェ
ン
バ
［
水
源
］

56
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）
 

＊
1 

＊
1 

＊
1 

原
子
炉
圧
力
容
器

［
注
水
先
］
 

そ
の
他
の
設
備
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）
 

＊
2 

＊
2 

＊
2 

残
留
熱
除
去
系
（
原
子

炉
停
止
時
冷
却
モ
ー

ド
）
に
よ
る
原
子
炉
停

止
時
冷
却
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
 

（
残
留
熱
除
去
系
 

（
原
子
炉
停
止
時
冷
却

モ
ー
ド
）
）

(
S)
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

S
A-
2 

×
 

－
 

－
 

残
留
熱
除
去
系
熱
交

換
器
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

S
A-
2 

×
 

－
 

－
 

原
子
炉
圧
力
容
器
 

[注
水
先

] 
そ
の
他
の
設
備
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）
 

＊
2 

＊
2 

＊
2 

原
子
炉
補
機
冷
却
系

（
原
子
炉
補
機
海
水
系

を
含
む
。
）
 

※
水
源
は
海
を
使
用

原
子
炉
補
機
冷
却
水

ポ
ン
プ
 

48
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）
 

×
 

－
 

－
 

原
子
炉
補
機
海
水
ポ

ン
プ

×
 

－
 

－
 

原
子
炉
補
機
冷
却
系

熱
交
換
器
 

×
 

－
 

－
 

非
常
用
取
水
設
備
 

取
水
口
 

そ
の
他
の
設
備
に
記
載
 

×
 

－
 

－
 

取
水
管
 

×
 

－
 

－
 

取
水
槽
 

×
 

－
 

－
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系

（
常
設
）
に
よ
る
残
存
 

溶
融
炉
心
の
冷
却
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水

系
（
常
設
）
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
常
設
）
に
よ
る
原
子
炉
の
冷
却
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
緩
和
設
備
）
 

×
 

－
 

－
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水

系
（
可
搬
型
）
に
よ
る

残
存
溶
融
炉
心
の
冷
却
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水

系
（
可
搬
型
）
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
に
よ
る
原
子
炉
の
冷
却
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
緩
和
設
備
）
 

－
 

－
 

－
 

注
記
＊

1：
56

条
に
て
ま
と
め
て
記
載
す
る
。
 

＊
2：

そ
の
他
の
設
備
に
て
ま
と
め
て
記
載
す
る
。

11



   

添付 12－3 

第
48

条
 
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ
熱
を
輸
送
す
る
た
め
の
設
備
(
1／

3
) 

系
統
機
能
 

設
備
 

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
 

設
計
基
準
対
象
施
設
 

設
備
 

種
別
 

設
備
分
類
 

P
CV

内
：
○
 

P
CV

外
：
×
 

可
搬
：
－
 

P
CV

破
損
 

防
止
対
策
 

（
緩
和
設
備
）
 

８
日
以
降
期
 

待
す
る
設
備
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

常
設
 

可
搬
型
 

分
類
 

機
器
 

ク
ラ
ス
 

原
子
炉
補
機
代
替
冷
却

系
に
よ
る
除
熱
 

※
水
源
は
海
を
使
用
 

移
動
式
代
替
熱
交
換

設
備

 

原
子
炉
補
機
冷
却
系
 

（
原
子
炉
補
機
海
水
系

を
含
む
。
）
 

S 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

S
A-
3 

－
 

－
 

－
 

移
動
式
代
替
熱
交
換

設
備
ス
ト
レ
ー
ナ
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

S
A-
3 

－
 

－
 

－
 

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車

 
可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

S
A-
3 

－
 

－
 

－
 

取
水
口
 

そ
の
他
の
設
備
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）
 

×
 

－
 

－
 

取
水
管
 

×
 

－
 

－
 

取
水
槽
 

×
 

－
 

－
 

格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ

ン
ト
系
に
よ
る
原
子
炉

格
納
容
器
内
の
減
圧
及

び
除
熱
 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル

タ
ス
ク
ラ
バ
容
器
 

50
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）
 

（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
）
で
あ
る
計
装
設
備
を
除
く
）
 

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
設
計
基
準
対
象
施
設
は
，
残
留
熱
除
去
系
 

（
格
納
容
器
冷
却
モ
ー
ド
）
及
び
原
子
炉
補
機
冷
却
系
（
原
子
炉
補
機
海
水
系
を
含
む
。
）
 

で
あ
り
，
耐
震
重
要
度
分
類
は
い
ず
れ
も
Ｓ
 

×
 

－
 

－
 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル

タ
銀
ゼ
オ
ラ
イ
ト
容

器
 

×
 

－
 

－
 

圧
力
開
放
板
 

×
 

－
 

－
 

遠
隔
手
動
弁
操
作
機

構
 

×
 

－
 

－
 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル

タ
格
納
槽
遮
蔽
 

×
 

－
 

－
 

配
管
遮
蔽
 

×
 

－
 

－
 

可
搬
式
窒
素
供
給
装

置
 

52
条
に
記
載
 

－
 

－
 

－
 

原
子
炉
格
納
容
器

（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン

チ
ェ
ン
バ
，
真
空
破

壊
装
置
を
含
む
）

[排
出
元

] 

そ
の
他
の
設
備
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）
 

＊
 

＊
 

＊
 

注
記
＊
：
そ
の
他
の
設
備
に
て
ま
と
め
て
記
載
す
る
。
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添付 12－3 

第
48

条
 
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ
熱
を
輸
送
す
る
た
め
の
設
備
(
2／

3
) 

系
統
機
能
 

設
備
 

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
 

設
計
基
準
対
象
施
設
 

設
備
 

種
別
 

設
備
分
類
 

P
CV

内
：
○
 

P
CV

外
：
×
 

可
搬
：
－
 

P
CV

破
損
 

防
止
対
策
 

（
緩
和
設
備
）
 

８
日
以
降
期
 

待
す
る
設
備
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

常
設
 

可
搬
型
 

分
類
 

機
器
 

ク
ラ
ス

原
子
炉
停
止
時
冷
却
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
 

47
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）
 

×
 

－
 

－
 

残
留
熱
除
去
系
熱
交

換
器
 

×
 

－
 

－
 

原
子
炉
圧
力
容
器

［
注
水
先
］
 

＊
1 

＊
1 

＊
1 

残
留
熱
除
去
系
（
格

納
容
器
冷
却
モ
ー

ド
）
に
よ
る
原
子
炉

格
納
容
器
内
の
冷
却
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
 

49
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）
 

×
 

－
 

－
 

残
留
熱
除
去
系
熱
交

換
器
 

×
 

－
 

－
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ

ェ
ン
バ
［
水
源
］

＊
2 

＊
2 

＊
2 

原
子
炉
格
納
容
器

［
注
水
先
］
 

＊
1 

＊
1 

＊
1 

残
留
熱
除
去
系
（
サ

プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー

ル
水
冷
却
モ
ー
ド
）

に
よ
る
サ
プ
レ
ッ
シ

ョ
ン
プ
ー
ル
水
の
冷

却

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
 

49
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）
 

×
 

－
 

－
 

残
留
熱
除
去
系
熱
交

換
器
 

×
 

－
 

－
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ

ェ
ン
バ
［
水
源
］

＊
2 

＊
2 

＊
2 

原
子
炉
格
納
容
器

［
注
水
先
］
 

＊
1 

＊
1 

＊
1 

原
子
炉
補
機
冷
却
系

（
原
子
炉
補
機
海
水

系
を
含
む
。
）
 

※
水
源
は
海
を
使
用

原
子
炉
補
機
冷
却
水

ポ
ン
プ
 

原
子
炉
補
機
冷
却
系
 

（
原
子
炉
補
機
海
水
系

を
含
む
。
）
 

(
S)
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

S
A-
2 

×
 

－
 

－
 

原
子
炉
補
機
海
水
ポ

ン
プ

常
設
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

S
A-
2 

×
 

－
 

－
 

原
子
炉
補
機
冷
却
系

熱
交
換
器
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

S
A-
2 

×
 

－
 

－
 

注
記
＊

1：
そ
の
他
の
設
備
に
て
ま
と
め
て
記
載
す
る
。
 

＊
2：

56
条
に
て
ま
と
め
て
記
載
す
る
。
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添付 12－3 

第
48

条
 
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
へ
熱
を
輸
送
す
る
た
め
の
設
備
(
3／

3
) 

系
統
機
能
 

設
備
 

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
 

設
計
基
準
対
象
施
設
 

設
備
 

種
別
 

設
備
分
類
 

P
CV

内
：
○
 

P
CV

外
：
×
 

可
搬
：
－
 

P
CV

破
損
 

防
止
対
策
 

（
緩
和
設
備
）
 

８
日
以
降
期
 

待
す
る
設
備
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

常
設
 

可
搬
型
 

分
類
 

機
器
 

ク
ラ
ス

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ

補
機
冷
却
系
（
高
圧

炉
心
ス
プ
レ
イ
補
機

海
水
系
を
含
む
。
）
 

※
水
源
は
海
を
使
用

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ

補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
補

機
冷
却
系
 

（
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ

補
機
海
水
系
を
含

む
。
）
 

(
S)
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

S
A-
2 

×
 

－
 

－
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ

補
機
海
水
ポ
ン
プ
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

S
A-
2 

×
 

－
 

－
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
補

機
冷
却
系
熱
交
換
器
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

S
A-
2 

×
 

－
 

－
 

非
常
用
取
水
設
備
 

取
水
口
 

そ
の
他
の
設
備
に
記
載
 

×
 

－
 

－
 

取
水
管
 

×
 

－
 

－
 

取
水
槽
 

×
 

－
 

－
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添付 12－3 

第
49

条
 
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備
(1
／
2
) 

系
統
機
能
 

設
備
 

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
 

設
計
基
準
対
象
施
設
 

設
備
 

種
別
 

設
備
分
類
 

P
CV

内
：
○
 

P
CV

外
：
×
 

可
搬
：
－
 

P
CV

破
損
 

防
止
対
策
 

（
緩
和
設
備
）
 

８
日
以
降
期
 

待
す
る
設
備
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

常
設
 

可
搬
型
 

分
類
 

機
器
 

ク
ラ
ス

格
納
容
器
代
替
ス
プ

レ
イ
系
（
常
設
）
に

よ
る
原
子
炉
格
納
容

器
内
の
冷
却

低
圧
原
子
炉
代
替
注

水
ポ
ン
プ
 

残
留
熱
除
去
系
 

（
格
納
容
器
冷
却
モ
ー
ド
）
 

－
 

S －
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

S
A-
2 

×
 

－
 

－
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注

水
槽

[水
源
] 

56
条
に
記
載
 

※
水
源
と
し
て
は
海
も
使
用
可
能

×
 

－
 

－
 

原
子
炉
格
納
容
器
 

［
注
水
先
］
 

そ
の
他
の
設
備
に
記
載
 

＊
1 

＊
1 

＊
1 

格
納
容
器
代
替
ス
プ

レ
イ
系
（
可
搬
型
）

に
よ
る
原
子
炉
格
納

容
器
内
の
冷
却

大
量
送
水
車
 

残
留
熱
除
去
系
 

（
格
納
容
器
冷
却
モ
ー
ド
）
 

－
 

S －
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

S
A-
3 

－
 

－
 

－
 

可
搬
型
ス
ト
レ
ー
ナ
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

S
A-
3 

－
 

－
 

－
 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）

[水
源

] 
56

条
に
記
載
 

※
水
源
と
し
て
は
海
も
使
用
可
能

×
 

－
 

－
 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）

[水
源

] 
×

 
－
 

－
 

原
子
炉
格
納
容
器

［
注
水
先
］
 

そ
の
他
の
設
備
に
記
載
 

＊
1 

＊
1 

＊
1 

残
留
熱
除
去
系
（
格

納
容
器
冷
却
モ
ー

ド
）
に
よ
る
原
子
炉

格
納
容
器
内
の
冷
却
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
 

（
残
留
熱
除
去
系
 

（
格
納
容
器
冷
却
モ
ー

ド
）
）
 

(
S)
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

S
A-
2 

×
 

－
 

－
 

残
留
熱
除
去
系
熱
交

換
器
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

S
A-
2 

×
 

－
 

－
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ

ェ
ン
バ

[水
源

]
56

条
に
記
載
 

＊
2 

＊
2 

＊
2 

原
子
炉
格
納
容
器
 

[注
水
先

] 
そ
の
他
の
設
備
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）
 

＊
1 

＊
1 

＊
1 

注
記
＊

1：
そ
の
他
の
設
備
に
て
ま
と
め
て
記
載
す
る
。
 

＊
2：

56
条
に
て
ま
と
め
て
記
載
す
る
。

15



添付 12－3 

第
49

条
 
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備
(2
／
2
) 

系
統
機
能
 

設
備
 

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
 

設
計
基
準
対
象
施
設
 

設
備
 

種
別
 

設
備
分
類
 

P
CV

内
：
○
 

P
CV

外
：
×
 

可
搬
：
－
 

P
CV

破
損
 

防
止
対
策
 

（
緩
和
設
備
）
 

８
日
以
降
期
 

待
す
る
設
備
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

常
設
 

可
搬
型
 

分
類
 

機
器
 

ク
ラ
ス

残
留
熱
除
去
系
 

（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン

プ
ー
ル
水
冷
却
モ
ー

ド
）
に
よ
る
原
子
炉

格
納
容
器
内
の
冷
却

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
 

（
残
留
熱
除
去
系
（
サ
プ

レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
水
冷

却
モ
ー
ド
）
）

(
S)
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

S
A-
2 

×
 

－
 

－
 

残
留
熱
除
去
系
熱
交

換
器
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

S
A-
2 

×
 

－
 

－
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ

ェ
ン
バ
［
水
源
］

56
条
に
記
載
 

＊
1 

＊
1 

＊
1 

原
子
炉
格
納
容
器

［
注
水
先
］
 

そ
の
他
の
設
備
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）
 

＊
2 

＊
2 

＊
2 

原
子
炉
補
機
冷
却
系
 

（
原
子
炉
補
機
海
水

系
を
含
む
。
）
 

※
水
源
は
海
を
使
用

原
子
炉
補
機
冷
却
水

ポ
ン
プ
 

48
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）
 

×
 

－
 

－
 

原
子
炉
補
機
海
水
ポ

ン
プ

×
 

－
 

－
 

原
子
炉
補
機
冷
却
系

熱
交
換
器
 

×
 

－
 

－
 

非
常
用
取
水
設
備
 

取
水
口
 

そ
の
他
の
設
備
に
記
載
 

×
 

－
 

－
 

取
水
管
 

×
 

－
 

－
 

取
水
槽
 

×
 

－
 

－
 

注
記
＊

1：
56

条
に
て
ま
と
め
て
記
載
す
る
。
 

＊
2：

そ
の
他
の
設
備
に
て
ま
と
め
て
記
載
す
る
。
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添付 12－3 

第
50

条
 
原
子
炉
格
納
容
器
の
過
圧
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
(
1／

2
) 

系
統
機
能
 

設
備
 

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
 

設
計
基
準
対
象
施
設
 

設
備
 

種
別
 

設
備
分
類
 

P
CV

内
：
○
 

P
CV

外
：
×
 

可
搬
：
－
 

P
CV

破
損
 

防
止
対
策
 

（
緩
和
設
備
）
 

８
日
以
降
期
 

待
す
る
設
備
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

常
設
 

可
搬
型
 

分
類
 

機
器
 

ク
ラ
ス

格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ

ベ
ン
ト
系
に
よ
る
原

子
炉
格
納
容
器
内
の

減
圧
及
び
除
熱
 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ

ス
ク
ラ
バ
容
器

－
 

－
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

S
A-
2 

×
 

－
 

－
 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ

銀
ゼ
オ
ラ
イ
ト
容
器
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

S
A-
2 

×
 

－
 

－
 

圧
力
開
放
板
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

遠
隔
手
動
弁
操
作
機
構
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ

格
納
槽
遮
蔽
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

配
管
遮
蔽
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
 

52
条
に
記
載
 

－
 

－
 

－
 

原
子
炉
格
納
容
器
（
サ

プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン

バ
，
真
空
破
壊
装
置
を

含
む
）［

排
出
元
］
 

そ
の
他
の
設
備
に
記
載
 

＊
 

＊
 

＊
 

注
記
＊
：
そ
の
他
の
設
備
に
て
ま
と
め
て
記
載
す
る
。
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添付 12－3 

第
50

条
 
原
子
炉
格
納
容
器
の
過
圧
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
(
2／

2
) 

系
統
機
能
 

設
備
 

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
 

設
計
基
準
対
象
施
設
 

設
備
 

種
別
 

設
備
分
類
 

P
CV

内
：
○
 

P
CV

外
：
×
 

可
搬
：
－
 

P
CV

破
損
 

防
止
対
策
 

（
緩
和
設
備
）
 

８
日
以
降
期
 

待
す
る
設
備
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

常
設
 

可
搬
型
 

分
類
 

機
器
 

ク
ラ
ス

残
留
熱
代
替
除
去
系

に
よ
る
原
子
炉
格
納

容
器
内
の
減
圧
及
び

除
熱
 

残
留
熱
代
替
除
去
ポ
ン

プ
 

－
 

※
水
源
は
海
を
使
用

－
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

S
A-
2 

×
 

－
 

－
 

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換

器
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

S
A-
2 

×
 

－
 

－
 

移
動
式
代
替
熱
交
換
設

備
可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

S
A-
3 

－
 

－
 

－
 

移
動
式
代
替
熱
交
換
設

備
ス
ト
レ
ー
ナ
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

S
A-
3 

－
 

－
 

－
 

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

S
A-
3 

－
 

－
 

－
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ

ン
バ
［
水
源
］

56
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
緩
和
設
備
）
 

＊
1 

＊
1 

＊
1 

取
水
口
 

そ
の
他
の
設
備
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
緩
和
設
備
）
 

×
 

－
 

－
 

取
水
管
 

×
 

－
 

－
 

取
水
槽
 

×
 

－
 

－
 

原
子
炉
圧
力
容
器
［
注

水
先
］
 

＊
2 

＊
2 

＊
2 

原
子
炉
格
納
容
器
［
注

水
先
］
 

＊
2 

＊
2 

＊
2 

注
記
＊

1：
56

条
に
て
ま
と
め
て
記
載
す
る
。
 

＊
2：

そ
の
他
の
設
備
に
て
ま
と
め
て
記
載
す
る
。
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添付 12－3 

第
51

条
 
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
の
溶
融
炉
心
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備
(
1／

2
) 

系
統
機
能
 

設
備
 

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
 

設
計
基
準
対
象
施
設
 

設
備
 

種
別
 

設
備
分
類
 

P
CV

内
：
○
 

P
CV

外
：
×
 

可
搬
：
－
 

P
CV

破
損
 

防
止
対
策
 

（
緩
和
設
備
）
 

８
日
以
降
期
 

待
す
る
設
備
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

常
設
 

可
搬
型
 

分
類
 

機
器
 

ク
ラ
ス
 

ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注

水
系
（
常
設
）
に
よ

る
原
子
炉
格
納
容
器

下
部
へ
の
注
水
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注

水
ポ
ン
プ
 

－
 

－
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

S
A-
2 

×
 

－
 

－
 

コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

○
 

○
 

○
＊
1  

低
圧
原
子
炉
代
替
注

水
槽

[水
源

] 

56
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
緩
和
設
備
）
 

※
水
源
と
し
て
は
海
も
使
用
可
能
 

×
 

－
 

－
 

原
子
炉
格
納
容
器

［
注
水
先
］
 

そ
の
他
の
設
備
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
緩
和
設
備
）
 

＊
2 

＊
2 

＊
2 

格
納
容
器
代
替
ス
プ

レ
イ
系
（
可
搬
型
）

に
よ
る
原
子
炉
格
納

容
器
下
部
へ
の
注
水
 

大
量
送
水
車
 

－
 

－
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

S
A-
3 

－
 

－
 

－
 

コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

○
 

○
 

○
＊
1  

可
搬
型
ス
ト
レ
ー
ナ
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

S
A-
3 

－
 

－
 

－
 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）

[水
源

] 
56

条
に
記
載
 

※
水
源
と
し
て
は
海
も
使
用
可
能
 

×
 

－
 

－
 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）

[水
源

] 
×

 
－

 
－
 

原
子
炉
格
納
容
器

［
注
水
先
］
 

そ
の
他
の
設
備
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
緩
和
設
備
）
 

＊
2 

＊
2 

＊
2 

注
記
＊

1：
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
は
無
機
物
で
あ
る
ジ
ル
コ
ニ
ア
製
で
あ
り
耐
放
射
線
性
を
有
す
る
た
め
，
事
故
後
長
期
に
わ
た
っ
て
健
全
性
は
維
持
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

＊
2：

そ
の
他
の
設
備
に
て
ま
と
め
て
記
載
す
る
。
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添付 12－3 

第
51

条
 
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
の
溶
融
炉
心
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備
(
2／

2
) 

系
統
機
能
 

設
備
 

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
 

設
計
基
準
対
象
施
設
 

設
備
 

種
別
 

設
備
分
類
 

P
CV

内
：
○
 

P
CV

外
：
×
 

可
搬
：
－
 

P
CV

破
損
 

防
止
対
策
 

（
緩
和
設
備
）
 

８
日
以
降
期
 

待
す
る
設
備
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

常
設
 

可
搬
型
 

分
類
 

機
器
 

ク
ラ
ス
 

ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注

水
系
（
可
搬
型
）
に

よ
る
に
よ
る
原
子
炉

格
納
容
器
下
部
へ
の

注
水
 

大
量
送
水
車
 

－
 

－
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

S
A-
3 

－
 

－
 

－
 

コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

○
 

○
 

○
＊
1  

輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）

[水
源

] 
56

条
に
記
載
 

※
水
源
と
し
て
は
海
も
使
用
可
能
 

×
 

－
 

－
 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）

[水
源

] 
×

 
－
 

－
 

原
子
炉
格
納
容
器

［
注
水
先
］
 

そ
の
他
の
設
備
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
緩
和
設
備
）
 

＊
2 

＊
2 

＊
2 

溶
融
炉
心
の
落
下
遅

延
及
び
防
止
 

高
圧
原
子
炉
代
替
注

水
系
 

45
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
緩
和
設
備
）
 

×
 

－
 

－
 

ほ
う
酸
水
注
入
系
 

44
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
緩
和
設
備
）
 

×
 

－
 

－
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注

水
系
（
常
設
）
 

47
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
緩
和
設
備
）
 

×
 

－
 

－
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注

水
系
（
可
搬
型
）
 

×
 

－
 

－
 

注
記
＊

1：
コ
リ
ウ
ム
シ
ー
ル
ド
は
無
機
物
で
あ
る
ジ
ル
コ
ニ
ア
製
で
あ
り
耐
放
射
線
性
を
有
す
る
た
め
，
事
故
後
長
期
に
わ
た
っ
て
健
全
性
は
維
持
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

＊
2：

そ
の
他
の
設
備
に
て
ま
と
め
て
記
載
す
る
。
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添付 12－3 

第
52

条
 
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
(
1／

2)
 

系
統
機
能
 

設
備
 

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
 

設
計
基
準
対
象
施
設
 

設
備
 

種
別
 

設
備
分
類
 

P
CV

内
：
○
 

P
CV

外
：
×
 

可
搬
：
－
 

P
CV

破
損
 

防
止
対
策
 

（
緩
和
設
備
）
 

８
日
以
降
期
 

待
す
る
設
備
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

常
設
 

可
搬
型
 

分
類
 

機
器
 

ク
ラ
ス

窒
素
ガ
ス
代
替
注
入
系

に
よ
る
原
子
炉
格
納
容

器
内
の
不
活
性
化
 

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
 

－
 

－
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

－
 

－
 

－
 

原
子
炉
格
納
容
器

[注

入
先

] 
そ
の
他
の
設
備
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
緩
和
設
備
）
 

＊
 

＊
 

＊
 

格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ

ン
ト
系
に
よ
る
原
子
炉

格
納
容
器
内
の
水
素
ガ

ス
及
び
酸
素
ガ
ス
の
排

出

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ

ス
ク
ラ
バ
容
器

50
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
緩
和
設
備
）
 

（
な
お
，
重
大
事
故
緩
和
設
備
で
あ
る
が
，
代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
設
計
基
準
対
象
施
設
と
し
て
，
 

可
燃
性
ガ
ス
濃
度
制
御
系
が
あ
る
（
耐
震
重
要
度
分
類
は

S）
）
 

×
 

－
 

－
 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ

銀
ゼ
オ
ラ
イ
ト
容
器
 

×
 

－
 

－
 

圧
力
開
放
板
 

×
 

－
 

－
 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ

出
口
水
素
濃
度
 

58
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
緩
和
設
備
）
 

－
 

－
 

－
 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ

出
口
放
射
線
モ
ニ
タ

（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン

ジ
）
 

×
 

－
 

－
 

遠
隔
手
動
弁
操
作
機
構
 

50
条
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
緩
和
設
備
）
 

×
 

－
 

－
 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ

格
納
槽
遮
蔽
 

×
 

－
 

－
 

配
管
遮
蔽
 

×
 

－
 

－
 

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
 

－
 

－
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

－
 

－
 

－
 

原
子
炉
格
納
容
器
（
サ

プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン

バ
，
真
空
破
壊
装
置
を

含
む
）

[排
出
元

] 

そ
の
他
の
設
備
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
緩
和
設
備
）
 

＊
 

＊
 

＊
 

注
記
＊
：
そ
の
他
の
設
備
に
て
ま
と
め
て
記
載
す
る
。
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添付 12－3 

第
52

条
 
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
(
2／

2)
 

系
統
機
能
 

設
備
 

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
 

設
計
基
準
対
象
施
設
 

設
備
 

種
別
 

設
備
分
類
 

P
CV

内
：
○
 

P
CV

外
：
×
 

可
搬
：
－
 

P
CV

破
損
 

防
止
対
策
 

（
緩
和
設
備
）
 

８
日
以
降
期
 

待
す
る
設
備
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

常
設
 

可
搬
型
 

分
類
 

機
器
 

ク
ラ
ス
 

水
素
濃
度
及
び
酸
素
濃

度
の
監
視
 

格
納
容
器
水
素
濃

度
（
Ｓ
Ａ
）

 
格
納
容
器
水
素
濃
度
 

S 
常
設
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
＊
 

－
 

－
 

格
納
容
器
水
素
濃

度
（
Ｂ
系
）
 

（
格
納
容
器
水
素
濃
度
）
 

（
S）

 
常
設
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
＊
 

－
 

－
 

格
納
容
器
酸
素
濃

度
（
Ｓ
Ａ
）

 
格
納
容
器
酸
素
濃
度
 

S 
常
設
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
＊
 

－
 

－
 

格
納
容
器
酸
素
濃

度
（
Ｂ
系
）
 

（
格
納
容
器
酸
素
濃
度
）
 

（
S）

 
常
設
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
＊
 

－
 

－
 

注
記
＊
：
一
部
の
部
位
は
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
あ
る
が
，
放
射
線
劣
化
を
考
慮
す
る
必
要
の
あ
る
部
位
（
伝
送
器
等
）
は
原
子
炉
格
納
容
器
外
に
設
置
さ
れ
て
い
る
た
め
，
原
子
炉
格
納
容
器
外
設
備
と
整
理
し
た
。
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添付 12－3 

第
53

条
 
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
建
屋
等
の
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
 

系
統
機
能
 

設
備
 

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
 

設
計
基
準
対
象
施
設
 

設
備
 

種
別
 

設
備
分
類
 

P
CV

内
：
○
 

P
CV

外
：
×
 

可
搬
：
－
 

P
CV

破
損
 

防
止
対
策
 

（
緩
和
設
備
）
 

８
日
以
降
期
 

待
す
る
設
備
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

常
設
 

可
搬
型
 

分
類
 

機
器
 

ク
ラ
ス

静
的
触
媒
式
水
素
処
理

装
置
に
よ
る
水
素
濃
度

抑
制
 

静
的
触
媒
式
水
素

処
理
装
置
 

－
 

－
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

静
的
触
媒
式
水
素

処
理
装
置
入
口
温

度
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

静
的
触
媒
式
水
素

処
理
装
置
出
口
温

度
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

原
子
炉
建
物
内
の
水
素

濃
度
監
視
 

原
子
炉
建
物
水
素

濃
度
 

－
 

－
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
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添付 12－3 

第
54

条
 
使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備
(1
／
3
) 

系
統
機
能
 

設
備
 

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
 

設
計
基
準
対
象
施
設
 

設
備
 

種
別
 

設
備
分
類
 

P
CV

内
：
○
 

P
CV

外
：
×
 

可
搬
：
－
 

P
CV

破
損
 

防
止
対
策
 

（
緩
和
設
備
）
 

８
日
以
降
期
 

待
す
る
設
備
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

常
設
 

可
搬
型
 

分
類
 

機
器
 

ク
ラ
ス
 

燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ

系
（
常
設
ス
プ
レ
イ
ヘ

ッ
ダ
）
に
よ
る
燃
料
プ

ー
ル
注
水
及
び
ス
プ
レ

イ
 

大
量
送
水
車
 

残
留
熱
除
去
系
（
燃

料
プ
ー
ル
冷
却
及
び

補
給
）
 

燃
料
プ
ー
ル
冷
却
系
 

－
 

S   B －
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

S
A-
3 

－
 

－
 

－
 

可
搬
型
ス
ト
レ
ー
ナ
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

S
A-
3 

－
 

－
 

－
 

常
設
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

S
A-
2 

×
 

－
 

－
 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）

[水
源
] 

56
条
に
記
載
 

※
水
源
と
し
て
は
海
も
使
用
可
能
 

×
 

－
 

－
 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）

[水
源
] 

×
 

－
 

－
 

燃
料
プ
ー
ル
［
注
水

先
］
 

そ
の
他
の
設
備
に
記
載
 

×
 

－
 

－
 

燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ

系
（
可
搬
型
ス
プ
レ
イ

ノ
ズ
ル
）
に
よ
る
燃
料

プ
ー
ル
注
水
及
び
ス
プ

レ
イ
 

大
量
送
水
車
 

残
留
熱
除
去
系
（
燃

料
プ
ー
ル
冷
却
及
び

補
給
）
 

燃
料
プ
ー
ル
冷
却
系
 

－
 

S   B －
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

S
A-
3 

－
 

－
 

－
 

可
搬
型
ス
ト
レ
ー
ナ
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

S
A-
3 

－
 

－
 

－
 

可
搬
型
ス
プ
レ
イ
ノ
ズ

ル
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

S
A-
3 

－
 

－
 

－
 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）

[水
源
] 

56
条
に
記
載
 

※
水
源
と
し
て
は
海
も
使
用
可
能
 

×
 

－
 

－
 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）

[水
源
] 

×
 

－
 

－
 

燃
料
プ
ー
ル
［
注
水

先
］
 

そ
の
他
の
設
備
に
記
載
 

×
 

－
 

－
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添付 12－3 

第
54

条
 
使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備
(2
／
3
) 

系
統
機
能
 

設
備
 

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
 

設
計
基
準
対
象
施
設
 

設
備
 

種
別
 

設
備
分
類
 

P
CV

内
：
○
 

P
CV

外
：
×
 

可
搬
：
－
 

P
CV

破
損
 

防
止
対
策
 

（
緩
和
設
備
）
 

８
日
以
降
期
 

待
す
る
設
備
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

常
設
 

可
搬
型
 

分
類
 

機
器
 

ク
ラ
ス
 

大
気
へ
の
放
射
性
物
質

の
拡
散
抑
制
 

※
水
源
は
海
を
使
用
 

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
 

55
条
に
記
載
 

×
 

－
 

－
 

放
水
砲
 

×
 

－
 

－
 

燃
料
プ
ー
ル
の
監
視
 

燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ

Ａ
）

 

燃
料
プ
ー
ル
水
位
・

温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

燃
料
プ
ー
ル
水
位
 

燃
料
プ
ー
ル
温
度
 

燃
料
プ
ー
ル
冷
却
ポ

ン
プ
入
口
温
度
 

燃
料
取
替
階
エ
リ
ア

放
射
線
モ
ニ
タ
 

燃
料
取
替
階
放
射
線

モ
ニ
タ
 

C  C C C  C  S  

常
設
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温

度
（
Ｓ
Ａ
）

 
常
設
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

燃
料
プ
ー
ル
エ
リ
ア
放

射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン

ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ

Ａ
）
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ

ラ
（
Ｓ
Ａ
）
 

（
燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ

メ
ラ
用
冷
却
設
備
を
含

む
。
）
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
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添付 12－3 

第
54

条
 
使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備
(3
／
3
) 

系
統
機
能
 

設
備
 

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
 

設
計
基
準
対
象
施
設
 

設
備
 

種
別
 

設
備
分
類
 

P
CV

内
：
○
 

P
CV

外
：
×
 

可
搬
：
－
 

P
CV

破
損
 

防
止
対
策
 

（
緩
和
設
備
）
 

８
日
以
降
期
 

待
す
る
設
備
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

常
設
 

可
搬
型
 

分
類
 

機
器
 

ク
ラ
ス
 

燃
料
プ
ー
ル
冷
却
系
に

よ
る
燃
料
プ
ー
ル
の
除

熱
 

燃
料
プ
ー
ル
冷
却
ポ
ン

プ
 

残
留
熱
除
去
系
 

（
燃
料
プ
ー
ル
冷
却

及
び
補
給
）
 

（
燃
料
プ
ー
ル
冷
却

系
）
 

  
※
水
源
は
海
を
使
用
 

S   

（
B）

 
    

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

S
A-
2 

×
 

－
 

－
 

燃
料
プ
ー
ル
冷
却
系
熱

交
換
器
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

S
A-
2 

×
 

－
 

－
 

移
動
式
代
替
熱
交
換
設

備
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

S
A-
3 

－
 

－
 

－
 

移
動
式
代
替
熱
交
換
設

備
ス
ト
レ
ー
ナ
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

S
A-
3 

－
 

－
 

－
 

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

S
A-
3 

－
 

－
 

－
 

燃
料
プ
ー
ル

[注
水
先

] 
そ
の
他
の
設
備
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）
 

×
 

－
 

－
 

取
水
口
 

そ
の
他
の
設
備
に
記
載
（
う
ち
，
重
大
事
故
防
止
設
備
）
 

×
 

－
 

－
 

取
水
管
 

×
 

－
 

－
 

取
水
槽
 

×
 

－
 

－
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添付 12－3 

第
55

条
 
工
場
等
外
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
を
抑
制
す
る
た
め
の
設
備
 

系
統
機
能
 

設
備
 

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
 

設
計
基
準
対
象
施
設
 

設
備
 

種
別
 

設
備
分
類
 

P
CV

内
：
○
 

P
CV

外
：
×
 

可
搬
：
－
 

P
CV

破
損
 

防
止
対
策
 

（
緩
和
設
備
）
 

８
日
以
降
期
 

待
す
る
設
備
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

常
設
 

可
搬
型
 

分
類
 

機
器
 

ク
ラ
ス
 

大
気
へ
の
放
射
性
物
質

の
拡
散
抑
制
 

※
水
源
は
海
を
使
用
 

大
型
送
水
ポ
ン
プ

車
 

－
 

－
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

S
A-
3 

－
 

－
 

－
 

放
水
砲
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

S
A-
3 

－
 

－
 

－
 

海
洋
へ
の
放
射
性
物
質

の
拡
散
抑
制
 

放
射
性
物
質
吸
着

材
 

－
 

－
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

－
 

－
 

－
 

シ
ル
ト
フ
ェ
ン
ス
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

－
 

－
 

－
 

小
型
船
舶
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

－
 

－
 

－
 

航
空
機
燃
料
火
災
へ
の
 

泡
消
火
 

※
水
源
は
海
を
使
用
 

大
型
送
水
ポ
ン
プ

車
 

－
 

－
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

S
A-
3 

－
 

－
 

－
 

放
水
砲
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

S
A-
3 

－
 

－
 

－
 

泡
消
火
薬
剤
容
器
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

－
 

－
 

－
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添付 12－3 

第
56

条
 
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
水
の
供
給
設
備
 

系
統
機
能
 

設
備
 

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
 

設
計
基
準
対
象
施
設
 

設
備
 

種
別
 

設
備
分
類
 

P
CV

内
：
○
 

P
CV

外
：
×
 

可
搬
：
－
 

P
CV

破
損
 

防
止
対
策
 

（
緩
和
設
備
）
 

８
日
以
降
期
 

待
す
る
設
備
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

常
設
 

可
搬
型
 

分
類
 

機
器
 

ク
ラ
ス
 

重
大
事
故
等
収
束
の
た

め
の
水
源
 

※
水
源
と
し
て
は
海
も
 

使
用
可
能
 

低
圧
原
子
炉
代
替

注
水
槽
 

（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ

ン
バ
）
 

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
 

―
 

（
S）

 

 B －
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

S
A-
2 

×
 

－
 

－
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン

チ
ェ
ン
バ
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

S
A-
2 

○
 

○
 

○
＊
1  

輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
 

常
設
 

－
（
代
替
淡
水
源
）

＊
2  

－
 

×
 

－
 

－
 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
 

常
設
 

－
（
代
替
淡
水
源
）

＊
2  

－
 

×
 

－
 

－
 

構
内
監
視
カ
メ
ラ

（
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

発
電
機
建
物
屋

上
）
 

構
内
監
視
カ
メ
ラ
 

（
構
内
監
視
カ
メ
ラ
（
ガ

ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
建
物

屋
上
））

 

C 

(
C(
S
s)
) 

  

常
設
 

常
設
重
大
事
故
対
処
設
備
 

（
防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備
）
 

－
 

×
 

－
 

－
 

重
大
事
故
等
収
束
の
た

め
の
水
源
 

ほ
う
酸
水
貯
蔵
タ

ン
ク
 

44
条
に
記
載
 

×
 

－
 

－
 

水
の
供
給
 

大
量
送
水
車
 

－
 

－
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

S
A-
3 

－
 

－
 

－
 

可
搬
型
ス
ト
レ
ー

ナ
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

S
A-
3 

－
 

－
 

－
 

取
水
口
 

そ
の
他
の
設
備
に
記
載
 

×
 

－
 

－
 

取
水
管
 

×
 

－
 

－
 

取
水
槽
 

×
 

－
 

－
 

注
記
＊

1：
8 
日
以
降
も
水
源
と
し
て
使
用
可
能
で
あ
る
。
 

＊
2：

重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
は
な
く
代
替
淡
水
源
（
措
置
）
で
あ
る
が
，
本
条
文
に
お
い
て
必
要
な
た
め
記
載
。
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添付 12－3 

第
57

条
 
電
源
設
備

(1
／
7)
 

系
統
機
能
 

設
備
 

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
 

設
計
基
準
対
象
施
設
 

設
備
 

種
別
 

設
備
分
類
 

P
CV

内
：
○
 

P
CV

外
：
×
 

可
搬
：
－
 

P
CV

破
損
 

防
止
対
策
 

（
緩
和
設
備
）
 

８
日
以
降
期
 

待
す
る
設
備
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

常
設
 

可
搬
型
 

分
類
 

機
器
 

ク
ラ
ス
 

常
設
代
替
交
流
電
源
設

備
に
よ
る
給
電
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発

電
機
 

非
常
用
交
流
電
源
設
備
 

－
 

S －
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発

電
機
用
軽
油
タ
ン

ク
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発

電
機
用
サ
ー
ビ
ス

タ
ン
ク
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発

電
機
用
燃
料
移
送

ポ
ン
プ
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

可
搬
型
代
替
交
流
電
源

設
備
に
よ
る
給
電
 

高
圧
発
電
機
車
 

非
常
用
交
流
電
源
設
備
 

－
 

S －
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

－
 

－
 

－
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発

電
機
用
軽
油
タ
ン

ク
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

A
-デ

ィ
ー
ゼ
ル
燃

料
貯
蔵
タ
ン
ク
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

B
-デ

ィ
ー
ゼ
ル
燃

料
貯
蔵
タ
ン
ク
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料

貯
蔵
タ
ン
ク
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

S
A-
3 

－
 

－
 

－
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添付 12－3 

第
57

条
 
電
源
設
備

(2
／
7)
 

系
統
機
能
 

設
備
 

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
 

設
計
基
準
対
象
施
設
 

設
備
 

種
別
 

設
備
分
類
 

P
CV

内
：
○
 

P
CV

外
：
×
 

可
搬
：
－
 

P
CV

破
損
 

防
止
対
策
 

（
緩
和
設
備
）
 

８
日
以
降
期
 

待
す
る
設
備
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

常
設
 

可
搬
型
 

分
類
 

機
器
 

ク
ラ
ス
 

所
内
常
設
蓄
電
式
直
流

電
源
設
備
に
よ
る
給
電
 

B
-1
1
5V

系
蓄
電
池
 

非
常
用
直
流
電
源
設
備
 

（
A
系
及
び

HP
CS

系
）
 

 
－
 

S   
－
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

B
1-
1
15
V
系
蓄
電

池
（

SA
）
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

2
30
V
系
蓄
電
池

（
RC
IC
）
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

SA
用

11
5V

系
蓄

電
池
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

B
-1
1
5V

系
充
電
器
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

B
1-
1
15
V
系
充
電

器
（
Ｓ
Ａ
）
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

2
30
V
系
充
電
器

（
RC
IC
）
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

SA
用

11
5V

系
充

電
器
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

常
設
代
替
直
流
電
源
設

備
に
よ
る
給
電
 

SA
用

11
5V

系
蓄

電
池
 

非
常
用
直
流
電
源
設
備

（
A
系
及
び

HP
CS

系
）
 

－
 

S  

－
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

SA
用

11
5V

系
充

電
器
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
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第
57

条
 
電
源
設
備

(3
／
7)
 

系
統
機
能
 

設
備
 

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
 

設
計
基
準
対
象
施
設
 

設
備
 

種
別
 

設
備
分
類
 

P
CV

内
：
○
 

P
CV

外
：
×
 

可
搬
：
－
 

P
CV

破
損
 

防
止
対
策
 

（
緩
和
設
備
）
 

８
日
以
降
期
 

待
す
る
設
備
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

常
設
 

可
搬
型
 

分
類
 

機
器
 

ク
ラ
ス
 

可
搬
型
直
流
電
源
設
備
 

に
よ
る
給
電
 

高
圧
発
電
機
車
 

非
常
用
直
流
電
源
設
備

（
A
系
及
び

HP
CS

系
）
 

－
 

S 
 

－
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

－
 

－
 

－
 

B
1-
1
15
V
系
充
電

器
（

SA
）
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

SA
用

11
5V

系
充

電
器
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

2
30
V
系
充
電
器

（
常
用
）
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発

電
機
用
軽
油
タ
ン

ク
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

 常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

A
-デ

ィ
ー
ゼ
ル
燃

料
貯
蔵
タ
ン
ク
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

 常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

B
-デ

ィ
ー
ゼ
ル
燃

料
貯
蔵
タ
ン
ク
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料

貯
蔵
タ
ン
ク
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

 常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

 可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

S
A-
3 

－
 

－
 

－
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第
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条
 
電
源
設
備

(4
／
7)
 

系
統
機
能
 

設
備
 

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
 

設
計
基
準
対
象
施
設
 

設
備
 

種
別
 

設
備
分
類
 

P
CV

内
：
○
 

P
CV

外
：
×
 

可
搬
：
－
 

P
CV

破
損
 

防
止
対
策
 

（
緩
和
設
備
）
 

８
日
以
降
期
 

待
す
る
設
備
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

常
設
 

可
搬
型
 

分
類
 

機
器
 

ク
ラ
ス
 

代
替
所
内
電
気
設
備
 

に
よ
る
給
電
 

緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
 

非
常
用
所
内
電
気
設
備
 

―
 

S －
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

メ
タ
ク
ラ
切
替
盤
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

高
圧
発
電
機
車
接

続
プ
ラ
グ
収
納
箱
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

緊
急
用
メ
タ
ク
ラ

接
続
プ
ラ
グ
盤
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

SA
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

S
A1

コ
ン
ト
ロ
ー

ル
セ
ン
タ
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

S
A2

コ
ン
ト
ロ
ー

ル
セ
ン
タ
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

充
電
器
電
源
切
替

盤
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

SA
電
源
切
替
盤
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

重
大
事
故
操
作
盤
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

メ
タ
ル
ク
ラ
ッ
ド

開
閉
装
置

2C
 

メ
タ
ル
ク
ラ
ッ
ド
開
閉
装

置
HP
C
S 

―
 

S  

－
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

メ
タ
ル
ク
ラ
ッ
ド

開
閉
装
置

2D
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
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添付 12－3 

第
57

条
 
電
源
設
備

(5
／
7)
 

系
統
機
能
 

設
備
 

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
 

設
計
基
準
対
象
施
設
 

設
備
 

種
別
 

設
備
分
類
 

P
CV

内
：
○
 

P
CV

外
：
×
 

可
搬
：
－
 

P
CV

破
損
 

防
止
対
策
 

（
緩
和
設
備
）
 

８
日
以
降
期
 

待
す
る
設
備
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

常
設
 

可
搬
型
 

分
類
 

機
器
 

ク
ラ
ス

非
常
用
交
流
電
源
設
備
 

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ

ル
発
電
設
備

（
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発

電
設
備
）
 

（
S）

 
常
設
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

－
 

×
 

－
 

－
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ

イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル

発
電
設
備

（
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系

デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
設
備
）
 

（
S）

 
常
設
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

－
 

×
 

－
 

－
 

A
-デ

ィ
ー
ゼ
ル
燃

料
移
送
ポ
ン
プ

（
A-
デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料
移

送
ポ
ン
プ
）
 

（
S）

 
常
設
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

－
 

×
 

－
 

－
 

B
-デ

ィ
ー
ゼ
ル
燃

料
移
送
ポ
ン
プ

（
B-
デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料
移

送
ポ
ン
プ
）
 

（
S）

 
常
設
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

－
 

×
 

－
 

－
 

デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料

移
送
ポ
ン
プ
 

（
デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料
移
送

ポ
ン
プ
）
 

（
S）

 
常
設
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

－
 

×
 

－
 

－
 

A
-デ

ィ
ー
ゼ
ル
燃

料
貯
蔵
タ
ン
ク

（
A-
デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料
貯

蔵
タ
ン
ク
）
 

－
 

（
S）

 

－
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

B
-デ

ィ
ー
ゼ
ル
燃

料
貯
蔵
タ
ン
ク

（
B-
デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料
貯

蔵
タ
ン
ク
）
 

－
 

（
S）

 

－
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料

貯
蔵
タ
ン
ク
 

（
デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料
貯
蔵

タ
ン
ク
）

－

（
S）

 

－
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料

デ
イ
タ
ン
ク
 

（
デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料
デ
イ

タ
ン
ク
）

（
S）

 
常
設
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

－
 

×
 

－
 

－
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第
57

条
 
電
源
設
備

(6
／
7)
 

系
統
機
能
 

設
備
 

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
 

設
計
基
準
対
象
施
設
 

設
備
 

種
別
 

設
備
分
類
 

P
CV

内
：
○
 

P
CV

外
：
×
 

可
搬
：
－
 

P
CV

破
損
 

防
止
対
策
 

（
緩
和
設
備
）
 

８
日
以
降
期
 

待
す
る
設
備
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

常
設
 

可
搬
型
 

分
類
 

機
器
 

ク
ラ
ス
 

非
常
用
直
流
電
源
設
備
 

A
-1
1
5V

系
蓄
電
池
 

（
A-

11
5V

系
蓄
電
池
）
 

－
 

（
S）

 

－
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

B
-1
1
5V

系
蓄
電
池
 

非
常
用
直
流
電
源
設
備

（
A
系
及
び

HP
CS

系
）
 

－
 

S  

－
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

B
1-
1
15
V
系
蓄
電

池
（

SA
）
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

2
30
V
系
蓄
電
池

（
RC
IC
）
 

非
常
用
直
流
電
源
設
備
（

A
系
及
び

HP
CS

系
）
 

（
S）

 
常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ

イ
系
蓄
電
池
 

（
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系

蓄
電
池
）
 

（
S）

 
常
設
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

－
 

×
 

－
 

－
 

原
子
炉
中
性
子
計

装
用
蓄
電
池
 

（
原
子
炉
中
性
子
計
装
用

蓄
電
池
）
 

（
S）

 
常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

A
-1
1
5V

系
充
電
器
 

（
A-

11
5V

系
充
電
器
）
 

（
S）

 
常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

B
-1
1
5V

系
充
電
器
 

非
常
用
直
流
電
源
設
備
（

A
系
及
び

HP
CS

系
）
 

－
 

S  
－
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

B
1-
1
15
V
系
充
電

器
（

SA
）
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

2
30
V
系
充
電
器

（
RC
IC
）
 

非
常
用
直
流
電
源
設
備
（

A
系
及
び

HP
CS

系
）
 

（
S）

 
常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ

イ
系
充
電
器
 

（
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系

充
電
器
）
 

（
S）

 
常
設
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

－
 

×
 

－
 

－
 

原
子
炉
中
性
子
計

装
用
充
電
器
 

（
原
子
炉
中
性
子
計
装
用

充
電
器
）
 

（
S）

 
常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
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添付 12－3 

第
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条
 
電
源
設
備

(7
／
7)
 

系
統
機
能
 

設
備
 

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
 

設
計
基
準
対
象
施
設
 

設
備
 

種
別
 

設
備
分
類
 

P
CV

内
：
○
 

P
CV

外
：
×
 

可
搬
：
－
 

P
CV

破
損
 

防
止
対
策
 

（
緩
和
設
備
）
 

８
日
以
降
期
 

待
す
る
設
備
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

常
設
 

可
搬
型
 

分
類
 

機
器
 

ク
ラ
ス
 

燃
料
補
給
設
備
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発

電
機
用
軽
油
タ
ン

ク
 

A
,B
-デ

ィ
ー
ゼ
ル
燃
料
 

貯
蔵
タ
ン
ク
 

デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料
 

貯
蔵
タ
ン
ク
 

－
 

S －
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

A
-デ

ィ
ー
ゼ
ル
燃

料
貯
蔵
タ
ン
ク
 

（
S）

 
－
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

B
-デ

ィ
ー
ゼ
ル
燃

料
貯
蔵
タ
ン
ク
 

（
S）

 
－
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料

貯
蔵
タ
ン
ク
 

（
S）

 

－
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
 

S －
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備

  
可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

S
A-
3 

－
 

－
 

－
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添付 12－3 

第
58

条
 
計
装
設
備

(1
／
15
) 

系
統
機
能
 

設
備
 

主
要
設
備
の
計
測
が
困
難
に
な
っ
た
 

場
合
の
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

設
備
 

種
別
 

設
備
分
類
 

P
CV

内
：
○
 

P
CV

外
：
×
 

可
搬
：
－
 

P
CV

破
損
 

防
止
対
策
 

（
緩
和
設
備
）
 

８
日
以
降
期
 

待
す
る
設
備
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

常
設
 

可
搬
型
 

分
類
 

機
器
 

ク
ラ
ス
 

原
子
炉
圧
力
容
器
内
 

の
温
度
 

原
子
炉
圧
力
容
器

温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

原
子
炉
圧
力
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
入
口
温
度
 

－
 

S －
 

S S －
 

S 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

○
 

○
 

×
＊
1  

原
子
炉
圧
力
容
器
内
 

の
圧
力
 

原
子
炉
圧
力
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

S －
 

S S －
 

－
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
＊
2  

－
 

－
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ

Ａ
）
 

原
子
炉
圧
力
 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

S S S －
 

－
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
＊
2  

－
 

－
 

注
記
＊

1：
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
は
原
子
炉
圧
力
容
器
の
破
損
兆
候
検
知
の
た
め
の
設
備
で
あ
る
が
，

7
日
ま
で
に
原
子
炉
注
水
に
成
功
し
原
子
炉
圧
力
容
器
の
破
損
を
防
止
し
て
い
る
場
合
は
，
8
日
以
降
に
原
子
炉
注
水
機
能
の
喪
失

に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
破
損
兆
候
が
発
生
す
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
（

8
日
以
降
は
外
部
支
援
に
よ
り
原
子
炉
注
水
が
可
能
）
た
め
，
本
設
備
は
必
須
で
は
な
い
。
ま
た
，

7
日
ま
で
に
原
子
炉
注
水
に
失
敗
す
る
場
合
は
，

既
に
原
子
炉
圧
力
容
器
が
破
損
し
た
状
態
で
あ
る
た
め
，
本
設
備
は
必
須
で
は
な
い
。
 

＊
2：

一
部
の
部
位
は
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
あ
る
が
，
放
射
線
劣
化
を
考
慮
す
る
必
要
の
あ
る
部
位
（
伝
送
器
等
）
は
原
子
炉
格
納
容
器
外
に
設
置
さ
れ
て
い
る
た
め
，
原
子
炉
格
納
容
器
外
設
備
と
整
理
し
た
。
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添付 12－3 

第
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条
 
計
装
設
備

(2
／
15
) 

系
統
機
能
 

設
備
 

主
要
設
備
の
計
測
が
困
難
に
な
っ
た
 

場
合
の
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

設
備
 

種
別
 

設
備
分
類
 

P
CV

内
：
○
 

P
CV

外
：
×
 

可
搬
：
－
 

P
CV

破
損
 

防
止
対
策
 

（
緩
和
設
備
）
 

８
日
以
降
期
 

待
す
る
設
備
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

常
設
 

可
搬
型
 

分
類
 

機
器
 

ク
ラ
ス
 

原
子
炉
圧
力
容
器
内
 

の
水
位
 

原
子
炉
水
位
（
広

帯
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
燃

料
域
）
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
 

代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域

用
）
 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
 

原
子
炉
圧
力
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ

Ａ
）
 

S －
 

－
 

－
 

－
 

－
 

 S S S S S S －
 

－
 

 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
＊
 

－
 

－
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ

Ａ
）
 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
 

代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域

用
）
 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
 

原
子
炉
圧
力
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ

Ａ
）
 

S S －
 

－
 

－
 

－
 

 S S S S S S －
 

－
 

 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
＊
 

－
 

－
 

注
記
＊
：
一
部
の
部
位
は
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
あ
る
が
，
放
射
線
劣
化
を
考
慮
す
る
必
要
の
あ
る
部
位
（
伝
送
器
等
）
は
原
子
炉
格
納
容
器
外
に
設
置
さ
れ
て
い
る
た
め
，
原
子
炉
格
納
容
器
外
設
備
と
整
理
し
た
。
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添付 12－3 

第
58

条
 
計
装
設
備

(3
／
15
) 

系
統
機
能
 

設
備
 

主
要
設
備
の
計
測
が
困
難
に
な
っ
た
 

場
合
の
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

設
備
 

種
別
 

設
備
分
類
 

P
CV

内
：
○
 

P
CV

外
：
×
 

可
搬
：
－
 

P
CV

破
損
 

防
止
対
策
 

（
緩
和
設
備
）
 

８
日
以
降
期
 

待
す
る
設
備
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

常
設
 

可
搬
型
 

分
類
 

機
器
 

ク
ラ
ス

原
子
炉
圧
力
容
器
 

へ
の
注
水
量
 

高
圧
原
子
炉
代
替

注
水
流
量
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ

Ａ
）
 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

－
 

S S －
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

代
替
注
水
流
量

（
常
設
）
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

－
 

S S －
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
×
 

－
 

－
 

低
圧
原
子
炉
代
替

注
水
流
量
 

低
圧
原
子
炉
代
替

注
水
流
量
（
狭
帯

域
用
）
 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

S S －
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

原
子
炉
隔
離
時
冷

却
ポ
ン
プ
 

出
口
流
量
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ

Ａ
）
 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

－
 

S S －
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

－
 

×
 

－
 

－
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ

イ
ポ
ン
プ

出
口
流
量

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ

Ａ
）
 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

－
 

S S －
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

－
 

×
 

－
 

－
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン

プ
出
口
流
量
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ

Ａ
）
 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

－
 

S S －
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

－
 

×
 

－
 

－
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第
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条
 
計
装
設
備

(4
／
15
) 

系
統
機
能
 

設
備
 

主
要
設
備
の
計
測
が
困
難
に
な
っ
た
 

場
合
の
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

設
備
 

種
別
 

設
備
分
類
 

P
CV

内
：
○
 

P
CV

外
：
×
 

可
搬
：
－
 

P
CV

破
損
 

防
止
対
策
 

（
緩
和
設
備
）
 

８
日
以
降
期
 

待
す
る
設
備
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

常
設
 

可
搬
型
 

分
類
 

機
器
 

ク
ラ
ス
 

原
子
炉
圧
力
容
器
 

へ
の
注
水
量
 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ

イ
ポ
ン
プ
出
口
流

量
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

－
 

S S －
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

－
 

×
 

－
 

－
 

残
留
熱
代
替
除
去

系
原
子
炉
注
水
流

量
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

－
 

S S －
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

原
子
炉
格
納
容
器
 

へ
の
注
水
量
 

代
替
注
水
流
量

（
常
設
）
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ

Ａ
）
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

 
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
 

－
 

－
 

－
  

－
 

－
 

－
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

格
納
容
器
代
替
ス

プ
レ
イ
流
量
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ

Ａ
）
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

 
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
 

－
 

－
  

－
 

－
 

－
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

ペ
デ
ス
タ
ル
代
替

注
水
流
量
 

ペ
デ
ス
タ
ル
代
替

注
水
流
量
（
狭
帯

域
用
）
 

ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
 

－
 

－
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

残
留
熱
代
替
除
去

系
格
納
容
器
ス
プ

レ
イ
流
量
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
 

残
留
熱
代
替
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
 

S －
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
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第
58

条
 
計
装
設
備

(5
／
15
) 

系
統
機
能
 

設
備
 

主
要
設
備
の
計
測
が
困
難
に
な
っ
た
 

場
合
の
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

設
備
 

種
別
 

設
備
分
類
 

P
CV

内
：
○
 

P
CV

外
：
×
 

可
搬
：
－
 

P
CV

破
損
 

防
止
対
策
 

（
緩
和
設
備
）
 

８
日
以
降
期
 

待
す
る
設
備
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

常
設
 

可
搬
型
 

分
類
 

機
器
 

ク
ラ
ス
 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の

温
度
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温

度
（
Ｓ
Ａ
）
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

－
 

－
 

－
 

－
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

○
 

○
 

○
 

ペ
デ
ス
タ
ル
温
度

（
Ｓ
Ａ
）
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

－
 

－
 

－
 

－
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

○
 

○
 

×
＊
1  

ペ
デ
ス
タ
ル
水
温

度
（
Ｓ
Ａ
）
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

－
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

○
 

○
 

×
＊
1  

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン

チ
ェ
ン
バ
温
度

（
Ｓ
Ａ
）
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

－
 

－
 

－
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

○
 

○
 

×
＊
2  

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン

プ
ー
ル
水
温
度

（
Ｓ
Ａ
）
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

－
 

－
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

○
 

○
 

×
＊
2  

原
子
炉
格
納
容
器
内
の

圧
力
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧

力
（
Ｓ
Ａ
）
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

－
 

－
 

－
 

－
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
＊
3  

－
 

－
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン

チ
ェ
ン
バ
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

－
 

－
 

－
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
＊
3  

－
 

－
 

注
記
＊

1：
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
及
び
ペ
デ
ス
タ
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
は
原
子
炉
圧
力
容
器
の
破
損
検
知
の
た
め
の
設
備
で
あ
る
が
，

7
日
ま
で
に
原
子
炉
注
水
に
成
功
し
原
子
炉
圧
力
容
器
の
破
損
を
防
止
し
て
い
る
場
合
は
，

8

日
以
降
に
原
子
炉
注
水
機
能
の
喪
失
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
破
損
が
発
生
す
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
（

8
日
以
降
は
外
部
支
援
に
よ
り
原
子
炉
注
水
が
可
能
）
た
め
，
本
設
備
は
必
須
で
は
な
い
。
ま
た
，

7
日
ま
で
に
原
子

炉
注
水
に
失
敗
す
る
場
合
は
，
既
に
原
子
炉
圧
力
容
器
が
破
損
し
た
状
態
で
あ
る
た
め
，
本
設
備
は
必
須
で
は
な
い
。
 

＊
2：

残
留
熱
代
替
除
去
系
に
よ
る
格
納
容
器
の
除
熱
時
は
，
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
及
び
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
運
転
状
態
を
確
認
可
能
。
ま
た
，
格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
に
よ
る
格
納
容
器
の
除

熱
時
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
運
転
状
態
を
確
認
可
能
で
あ
り
，
本
設
備
は
必
須
で
は
な
い
。
 

＊
3：

一
部
の
部
位
は
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
あ
る
が
，
放
射
線
劣
化
を
考
慮
す
る
必
要
の
あ
る
部
位
（
伝
送
器
等
）
は
原
子
炉
格
納
容
器
外
に
設
置
さ
れ
て
い
る
た
め
，
原
子
炉
格
納
容
器
外
設
備
と
整
理
し
た
。
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第
58

条
 
計
装
設
備

(6
／
15
) 

系
統
機
能
 

設
備
 

主
要
設
備
の
計
測
が
困
難
に
な
っ
た
 

場
合
の
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

設
備
 

種
別
 

設
備
分
類
 

P
CV

内
：
○
 

P
CV

外
：
×
 

可
搬
：
－
 

P
CV

破
損
 

防
止
対
策
 

（
緩
和
設
備
）
 

８
日
以
降
期
 

待
す
る
設
備
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

常
設
 

可
搬
型
 

分
類
 

機
器
 

ク
ラ
ス
 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の

水
位
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

 
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域

用
）
 

格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
流
量
 

ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
流
量
 

ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域

用
）
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
 

－
 

－
 

－
 

－
  

－
 

－
 

－
  

－
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

○
 

○
 

×
＊
1  

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ

ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域

用
）
 

格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
流
量
 

ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
流
量
 

ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域

用
）
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
 

－
 

－
 

－
  

－
 

－
 

－
  

－
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
＊
2  

－
 

－
 

ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
 

格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
流
量
 

ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
流
量
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

○
 

○
 

×
＊
1  

注
記
＊

1：
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
及
び
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
は
，
原
子
炉
圧
力
容
器
破
損
前
に
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
へ
の
注
水
に
よ
る
蓄
水
状
況
を
確
認
す
る
た
め
の
設
備
設
備
で
あ
る
が
，

7
日
ま
で
に
原
子
炉
注
水
に
成
功
し
原
子
炉
圧

力
容
器
の
破
損
を
防
止
し
て
い
る
場
合
は
，
8
日
以
降
に
原
子
炉
注
水
機
能
の
喪
失
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
破
損
が
発
生
す
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
（

8
日
以
降
は
外
部
支
援
に
よ
り
原
子
炉
注
水
が
可
能
）
た
め
，
本
設
備

は
必
須
で
は
な
い
。
ま
た
，
7
日
ま
で
に
原
子
炉
注
水
に
失
敗
す
る
場
合
は
，
既
に
原
子
炉
圧
力
容
器
が
破
損
し
た
状
態
で
あ
る
た
め
，
本
設
備
は
必
須
で
は
な
い
。
 

＊
2：

一
部
の
部
位
は
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
あ
る
が
，
放
射
線
劣
化
を
考
慮
す
る
必
要
の
あ
る
部
位
（
伝
送
器
等
）
は
原
子
炉
格
納
容
器
外
に
設
置
さ
れ
て
い
る
た
め
，
原
子
炉
格
納
容
器
外
設
備
と
整
理
し
た
。
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第
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条
 
計
装
設
備

(7
／
15
) 

系
統
機
能
 

設
備
 

主
要
設
備
の
計
測
が
困
難
に
な
っ
た
 

場
合
の
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

設
備
 

種
別
 

設
備
分
類
 

P
CV

内
：
○
 

P
CV

外
：
×
 

可
搬
：
－
 

P
CV

破
損
 

防
止
対
策
 

（
緩
和
設
備
）
 

８
日
以
降
期
 

待
す
る
設
備
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

常
設
 

可
搬
型
 

分
類
 

機
器
 

ク
ラ
ス
 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の

水
素
濃
度
 

格
納
容
器
水
素
濃
度

（
Ｂ
系
）
 

格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

－
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
＊
 

－
 

－
 

格
納
容
器
水
素
濃
度

（
Ｓ
Ａ
）
 

格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｂ
系
）
 

S 
常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
＊
 

－
 

－
 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
 

放
射
線
量
率
 

格
納
容
器
雰
囲
気
放

射
線
モ
ニ
タ
（
ド
ラ

イ
ウ
ェ
ル
）
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

S 
常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

格
納
容
器
雰
囲
気
放

射
線
モ
ニ
タ
（
サ
プ

レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン

バ
）
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

S 
常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

未
臨
界
の
維
持
又
は
監

視
 

中
性
子
源
領
域
計
装
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

中
間
領
域
計
装
 

平
均
出
力
領
域
計
装
 

S S S 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

－
 

○
 

×
 

－
 

中
間
領
域
計
装
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

中
性
子
源
領
域
計
装
 

平
均
出
力
領
域
計
装
 

S S S 
常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

－
 

○
 

×
 

－
 

平
均
出
力
領
域
計
装
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

中
性
子
源
領
域
計
装
 

中
間
領
域
計
装
 

S S S 
常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

－
 

○
 

×
 

－
 

注
記
＊
：
一
部
の
部
位
は
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
あ
る
が
，
放
射
線
劣
化
を
考
慮
す
る
必
要
の
あ
る
部
位
（
伝
送
器
等
）
は
原
子
炉
格
納
容
器
外
に
設
置
さ
れ
て
い
る
た
め
，
原
子
炉
格
納
容
器
外
設
備
と
整
理
し
た
。
 

 
 

42



   

添付 12－3 

第
58

条
 
計
装
設
備

(8
／
15
) 

系
統
機
能
 

設
備
 

主
要
設
備
の
計
測
が
困
難
に
な
っ
た
 

場
合
の
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

設
備
 

種
別
 

設
備
分
類
 

P
CV

内
：
○
 

P
CV

外
：
×
 

可
搬
：
－
 

P
CV

破
損
 

防
止
対
策
 

（
緩
和
設
備
）
 

８
日
以
降
期
 

待
す
る
設
備
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

常
設
 

可
搬
型
 

分
類
 

機
器
 

ク
ラ
ス
 

最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
の

確
保
（
残
留
熱
代
替
除

去
系
）
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ

ー
ル
水
温
度
（
Ｓ

Ａ
）
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

－
 

－
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

○
 

○
 

×
＊
 

残
留
熱
除
去
系
熱
交

換
器
出
口
温
度
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

－
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

残
留
熱
代
替
除
去
系

原
子
炉
注
水
流
量
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

 
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量
 

残
留
熱
代
替
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
 

原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

－
 

S S －
 

S －
 

－
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

残
留
熱
代
替
除
去
系

格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

流
量
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
 

残
留
熱
代
替
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

S －
 

－
 

－
 

－
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

注
記
＊
：
残
留
熱
代
替
除
去
系
に
よ
る
格
納
容
器
の
除
熱
時
は
，
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
(Ｓ

Ａ
)及

び
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
運
転
状
態
を
確
認
可
能
。
ま
た
，
格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
に
よ
る
格
納
容
器
の
除
熱
時

は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
運
転
状
態
を
確
認
可
能
で
あ
り
，
本
設
備
は
必
須
で
は
な
い
。
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計
装
設
備
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／
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) 

系
統
機
能
 

設
備
 

主
要
設
備
の
計
測
が
困
難
に
な
っ
た
 

場
合
の
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

設
備
 

種
別
 

設
備
分
類
 

P
CV

内
：
○
 

P
CV

外
：
×
 

可
搬
：
－
 

P
CV

破
損
 

防
止
対
策
 

（
緩
和
設
備
）
 

８
日
以
降
期
 

待
す
る
設
備
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

常
設
 

可
搬
型
 

分
類
 

機
器
 

ク
ラ
ス
 

最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
の

確
保
（
格
納
容
器
フ
ィ

ル
タ
ベ
ン
ト
系
）
 

ス
ク
ラ
バ
容
器
水

位
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

－
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故

防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

ス
ク
ラ
バ
容
器
圧

力
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

－
 

－
 

－
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故

防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

ス
ク
ラ
バ
容
器
温

度
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

－
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故

防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ

ル
タ
出
口
放
射
線

モ
ニ
タ
（
高
レ
ン

ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

－
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故

防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ

ル
タ
出
口
水
素
濃

度
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
予
備
 

格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｂ
系
）
 

格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

－
 

S －
 

可
搬
型
 可

搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

－
 

－
 

－
 

最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
の

確
保
（
残
留
熱
除
去

系
）
 

残
留
熱
除
去
系
熱

交
換
器
入
口
温
度
 

原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

－
 

－
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

－
 

×
 

－
 

－
 

残
留
熱
除
去
系
熱

交
換
器
出
口
温
度
 

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
入
口
温
度
 

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
冷
却
水
流
量
 

S S 
常
設
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

－
 

×
 

－
 

－
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン

プ
出
口
流
量
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
 

S 
常
設
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

－
 

×
 

－
 

－
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系
統
機
能
 

設
備
 

主
要
設
備
の
計
測
が
困
難
に
な
っ
た
 

場
合
の
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

設
備
 

種
別
 

設
備
分
類
 

P
CV

内
：
○
 

P
CV

外
：
×
 

可
搬
：
－
 

P
CV

破
損
 

防
止
対
策
 

（
緩
和
設
備
）
 

８
日
以
降
期
 

待
す
る
設
備
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

常
設
 

可
搬
型
 

分
類
 

機
器
 

ク
ラ
ス

格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の

監
視
（
原
子
炉
圧
力
容

器
内
の
状
態
）
 

原
子
炉
水
位
（
広

帯
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
燃

料
域
）
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

S －
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
×

＊
 

－
 

－
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ

Ａ
）
 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

S S 
常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
＊
 

－
 

－
 

原
子
炉
圧
力
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

S －
 

S S －
 

－
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
＊
 

－
 

－
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ

Ａ
）
 

原
子
炉
圧
力
 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

S S S －
 

－
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
×

＊
 

－
 

－
 

格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の

監
視
（
原
子
炉
格
納
容

器
内
の
状
態
）
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温

度
（
Ｓ
Ａ
）
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

－
 

－
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
○
 

○
○

 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧

力
（
Ｓ
Ａ
）
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

－
 

－
 

－
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
＊
 

－
 

－
 

注
記
＊
：
一
部
の
部
位
は
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
あ
る
が
，
放
射
線
劣
化
を
考
慮
す
る
必
要
の
あ
る
部
位
（
伝
送
器
等
）
は
原
子
炉
格
納
容
器
外
に
設
置
さ
れ
て
い
る
た
め
，
原
子
炉
格
納
容
器
外
設
備
と
整
理
し
た
。
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添付 12－3 

第
58

条
 
計
装
設
備

(1
1／

15
) 

系
統
機
能
 

設
備
 

主
要
設
備
の
計
測
が
困
難
に
な
っ
た
 

場
合
の
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

設
備
 

種
別
 

設
備
分
類
 

P
CV

内
：
○
 

P
CV

外
：
×
 

可
搬
：
－
 

P
CV

破
損
 

防
止
対
策
 

（
緩
和
設
備
）
 

８
日
以
降
期
 

待
す
る
設
備
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

常
設
 

可
搬
型
 

分
類
 

機
器
 

ク
ラ
ス
 

格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の

監
視
（
原
子
炉
建
物
内

の
状
態
）
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン

プ
出
口
圧
力
 

原
子
炉
圧
力
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

S －
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

－
 

×
 

－
 

－
 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ

イ
ポ
ン
プ
出
口
圧

力
 

原
子
炉
圧
力
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

S －
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

－
 

×
 

－
 

－
 

水
源
の
確
保
 

低
圧
原
子
炉
代
替

注
水
槽
水
位
 

代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

 

－
 

S S －
 

－
 

－
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン

プ
ー
ル
水
位
 

（
Ｓ
Ａ
）
 

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
 

残
留
熱
代
替
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
 

－
 

S S S S S S S S S －
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
＊
 

－
 

－
 

注
記
＊
：
一
部
の
部
位
は
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
あ
る
が
，
放
射
線
劣
化
を
考
慮
す
る
必
要
の
あ
る
部
位
（
伝
送
器
等
）
は
原
子
炉
格
納
容
器
外
に
設
置
さ
れ
て
い
る
た
め
，
原
子
炉
格
納
容
器
外
設
備
と
整
理
し
た
。
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添付 12－3 

第
58

条
 
計
装
設
備

(1
2／

15
) 

系
統
機
能
 

設
備
 

主
要
設
備
の
計
測
が
困
難
に
な
っ
た
 

場
合
の
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

設
備
 

種
別
 

設
備
分
類
 

P
CV

内
：
○
 

P
CV

外
：
×
 

可
搬
：
－
 

P
CV

破
損
 

防
止
対
策
 

（
緩
和
設
備
）
 

８
日
以
降
期
 

待
す
る
設
備
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

常
設
 

可
搬
型
 

分
類
 

機
器
 

ク
ラ
ス
 

原
子
炉
建
物
内
の
水
素

濃
度
 

原
子
炉
建
物
水
素

濃
度
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
 

静
的
触
媒
式
水
素
処
理
装
置
入
口
温
度
 

静
的
触
媒
式
水
素
処
理
装
置
出
口
温
度
 

－
 

－
 

－
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

原
子
炉
格
納
容
器
内
 

の
酸
素
濃
度
 

格
納
容
器
酸
素
濃

度
（
Ｂ
系
）
 

格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
 

（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
）
 

格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
 

（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ
）
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

－
 

S  S  
－

 
－

 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
＊
 

－
 

－
 

格
納
容
器
酸
素
濃

度
（
Ｓ
Ａ
）
 

格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｂ
系
）
 

格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
 

（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
）
 

格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
 

（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ
）
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

S S  S  
－

 
－

 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
＊
 

－
 

－
 

注
記
＊
：
一
部
の
部
位
は
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
あ
る
が
，
放
射
線
劣
化
を
考
慮
す
る
必
要
の
あ
る
部
位
（
伝
送
器
等
）
は
原
子
炉
格
納
容
器
外
に
設
置
さ
れ
て
い
る
た
め
，
原
子
炉
格
納
容
器
外
設
備
と
整
理
し
た
。
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添付 12－3 

第
58

条
 
計
装
設
備

(1
3／

15
) 

系
統
機
能
 

設
備
 

主
要
設
備
の
計
測
が
困
難
に
な
っ
た
 

場
合
の
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

設
備
 

種
別
 

設
備
分
類
 

P
CV

内
：
○
 

P
CV

外
：
×
 

可
搬
：
－
 

P
CV

破
損
 

防
止
対
策
 

（
緩
和
設
備
）
 

８
日
以
降
期
 

待
す
る
設
備
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

常
設
 

可
搬
型
 

分
類
 

機
器
 

ク
ラ
ス

燃
料
プ
ー
ル
の
監
視
 

燃
料
プ
ー
ル
水
位

（
Ｓ
Ａ
）
 

燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

燃
料
プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
 

（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ
Ａ
）
 

燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）
 

－
 

－
 

－
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

燃
料
プ
ー
ル
水

位
・
温
度
（
Ｓ

Ａ
）
 

燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

燃
料
プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
 

（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ
Ａ
）
 

燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）
 

－
 

－
 

－
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

燃
料
プ
ー
ル
エ
リ

ア
放
射
線
モ
ニ
タ

（
高
レ
ン
ジ
・
低

レ
ン
ジ
）
（
Ｓ

Ａ
）

燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）
 

－
 

－
 

－
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

燃
料
プ
ー
ル
監
視

カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）

（
燃
料
プ
ー
ル
監

視
カ
メ
ラ
用
冷
却

設
備
を
含
む
。）

燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

燃
料
プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
 

（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ
Ａ
）
 

－
 

－
 

－
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

発
電
所
内
の
通
信
連
絡
 

安
全
パ
ラ
メ
ー
タ

表
示
シ
ス
テ
ム

（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
）
 

－
 

－
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

温
度
，
圧
力
，
水
位
，
 

注
水
量
の
計
測
・
監
視
 

可
搬
型
計
測
器
 

各
計
器
 

S 
可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止

設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和

設
備
 

－
 

－
 

－
 

－
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添付 12－3 

第
58

条
 
計
装
設
備

(1
4／

15
) 

系
統
機
能
 

設
備
 

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
 

設
計
基
準
対
象
施
設
 

設
備
 

種
別
 

設
備
分
類
 

P
CV

内
：
○
 

P
CV

外
：
×
 

可
搬
：
－
 

P
CV

破
損
 

防
止
対
策
 

（
緩
和
設
備
）
 

８
日
以
降
期
 

待
す
る
設
備
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

常
設
 

可
搬
型
 

分
類
 

機
器
 

ク
ラ
ス
 

そ
の
他
 

Ａ
Ｄ
Ｓ
用
Ｎ

２
ガ
ス
減
圧

弁
二
次
側
圧
力
 

Ａ
Ｄ
Ｓ
用
Ｎ

２
ガ
ス
供

給
圧
力
 

S 
常
設
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

Ｎ
２
ガ
ス
ボ
ン
ベ
圧
力
 

（
Ｎ

２
ガ
ス
ボ
ン
ベ
圧

力
）
 

（
S）

 
常
設
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

原
子
炉
補
機
冷
却
水
ポ
ン

プ
出
口
圧
力
 

（
原
子
炉
補
機
冷
却
水

ポ
ン
プ
出
口
圧
力
）
 

（
S）

 
常
設
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

－
 

×
 

－
 

－
 

Ｒ
Ｃ
Ｗ
熱
交
換
器
出
口
温

度
 

（
Ｒ
Ｃ
Ｗ
熱
交
換
器
出

口
温
度
）
 

（
S）

 
常
設
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

－
 

×
 

－
 

－
 

Ｒ
Ｃ
Ｗ
サ
ー
ジ
タ
ン
ク
水

位
 

（
Ｒ
Ｃ
Ｗ
サ
ー
ジ
タ
ン

ク
水
位
）
 

（
S）

 
常
設
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
）
 

－
 

×
 

－
 

－
 

Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ
母
線
電
圧
 

（
Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ
母
線

電
圧
）
 

（
S）

 
常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

Ｄ
－
メ
タ
ク
ラ
母
線
電
圧
 

（
Ｄ
－
メ
タ
ク
ラ
母
線

電
圧
）
 

（
S）

 
常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｓ
－
メ
タ
ク
ラ
母

線
電
圧
 

（
Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｓ
－
メ
タ
ク

ラ
母
線
電
圧
）
 

（
S）

 
常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

Ｃ
－
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
母
線

電
圧
 

（
Ｃ
－
ロ
ー
ド
セ
ン
タ

母
線
電
圧
）
 

（
S）

 
常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

Ｄ
－
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
母
線

電
圧
 

（
Ｄ
－
ロ
ー
ド
セ
ン
タ

母
線
電
圧
）
 

（
S）

 
常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
電
圧
 

Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ
母
線
電

圧
 

Ｄ
－
メ
タ
ク
ラ
母
線
電

圧
 

S  S  

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
母
線

電
圧
 

Ｃ
－
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
母

線
電
圧
 

Ｄ
－
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
母

線
電
圧
 

S  S  

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
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添付 12－3 

第
58

条
 
計
装
設
備

(1
5／

15
) 

系
統
機
能
 

設
備
 

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
 

設
計
基
準
対
象
施
設
 

設
備
 

種
別
 

設
備
分
類
 

P
CV

内
：
○
 

P
CV

外
：
×
 

可
搬
：
－
 

P
CV

破
損
 

防
止
対
策
 

（
緩
和
設
備
）
 

８
日
以
降
期
 

待
す
る
設
備
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

常
設
 

可
搬
型
 

分
類
 

機
器
 

ク
ラ
ス
 

そ
の
他
 

Ｂ
１
－

11
5V

系
蓄
電
池

（
Ｓ
Ａ
）
電
圧
 

（
Ｂ
１
－

11
5V

系
蓄
電

池
（
Ｓ
Ａ
）
電
圧
）
 

（
S）

 
常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

Ａ
－

11
5V

系
直
流
盤
母

線
電
圧
 

（
Ａ
－

11
5V

系
直
流
盤

母
線
電
圧
）
 

（
S）

 
常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

Ｂ
－

11
5V

系
直
流
盤
母

線
電
圧
 

（
Ｂ
－

11
5V

系
直
流
盤

母
線
電
圧
）
 

（
S）

 
常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

2
30
V
系
直
流
盤
（
常

用
）
母
線
電
圧
 

（
23
0V

系
直
流
盤
（
常

用
）
母
線
電
圧
）
 

（
S）

 
常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

Ｓ
Ａ
用

11
5V

系
充
電
器

盤
蓄
電
池
電
圧
 

Ａ
－

11
5V

系
直
流
盤
母

線
電
圧
 

Ｂ
－

11
5V

系
直
流
盤
母

線
電
圧
 

Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｓ
系
直
流
盤
母

線
電
圧
 

S  S  S  

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
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添付 12－3 

第
59

条
 
運
転
員
が
原
子
炉
制
御
室
に
と
ど
ま
る
た
め
の
設
備
(
1／

2
) 

系
統
機
能
 

設
備
 

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
 

設
計
基
準
対
象
施
設
 

設
備
 

種
別
 

設
備
分
類
 

P
CV

内
：
○
 

P
CV

外
：
×
 

可
搬
：
－
 

P
CV

破
損
 

防
止
対
策
 

（
緩
和
設
備
）
 

８
日
以
降
期
 

待
す
る
設
備
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

常
設
 

可
搬
型
 

分
類
 

機
器
 

ク
ラ
ス
 

居
住
性
の
確
保
 

中
央
制
御
室
 

（
中
央
制
御
室
）
 

（
S）

 
常
設
 

（
重
大
事
故
等
対
処
施
設
）
 

－
 

×
 

－
 

－
 

中
央
制
御
室
待
避
室
 

－
 

－
 

常
設
 

（
重
大
事
故
等
対
処
施
設
）
 

－
 

×
 

－
 

－
 

中
央
制
御
室
遮
蔽
 

（
中
央
制
御
室
遮
蔽
）
 

－
 

（
S）

 
－

 
常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

中
央
制
御
室
待
避
室

遮
蔽
 

－
 

－
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

中
央
制
御
室
送
風
機
 

（
中
央
制
御
室
換
気

系
）
 

－
 

（
S）

 

 
－

 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

中
央
制
御
室
非
常
用

再
循
環
送
風
機
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

中
央
制
御
室
非
常
用

再
循
環
処
理
装
置
フ

ィ
ル
タ
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

中
央
制
御
室
待
避
室

正
圧
化
装
置
 

（
空
気
ボ
ン
ベ
）
 

－
 

－
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

S
A-
3 

－
 

－
 

－
 

無
線
通
信
設
備
（
固

定
型
）
 

62
条
に
記
載
 

×
 

－
 

－
 

衛
星
電
話
設
備
（
固

定
型
）
 

×
 

－
 

－
 

プ
ラ
ン
ト
パ
ラ
メ
ー

タ
監
視
装
置
 

（
中
央
制
御
室
待
避

室
）
 

－
 

－
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

(防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備

) 
－
 

－
 

－
 

－
 

中
央
制
御
室
差
圧
計
 

－
 

－
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
対
処
設
備
 

(防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備

) 
－
 

×
 

－
 

－
 

待
避
室
差
圧
計
 

－
 

－
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
対
処
設
備
 

(防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備

) 
－
 

×
 

－
 

－
 

酸
素
濃
度
計
 

－
 

－
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

(防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備

) 
－
 

－
 

－
 

－
 

二
酸
化
炭
素
濃
度
計
 

－
 

－
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

(防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備

) 
－
 

－
 

－
 

－
 

51



   

添付 12－3 

第
59

条
 
運
転
員
が
原
子
炉
制
御
室
に
と
ど
ま
る
た
め
の
設
備
(
2／

2
) 

系
統
機
能
 

設
備
 

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
 

設
計
基
準
対
象
施
設
 

設
備
 

種
別
 

設
備
分
類
 

P
CV

内
：
○
 

P
CV

外
：
×
 

可
搬
：
－
 

P
CV

破
損
 

防
止
対
策
 

（
緩
和
設
備
）
 

８
日
以
降
期
 

待
す
る
設
備
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

常
設
 

可
搬
型
 

分
類
 

機
器
 

ク
ラ
ス
 

照
明
の
確
保
 

Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト

（
三
脚
タ
イ
プ
）
 

非
常
用
照
明
 

－
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

(防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備

) 
－

 
－
 

－
 

－
 

被
ば
く
線
量
の
低
減
 

非
常
用
ガ
ス
処
理

系
排
風
機
 

－
 

－
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

原
子
炉
建
物
燃
料

取
替
階
 

ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ

ネ
ル
閉
止
装
置
 

－
 

－
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
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添付 12－3 

第
60

条
 
監
視
測
定
設
備

(1
／
2)
 

系
統
機
能
 

設
備
 

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
 

設
計
基
準
対
象
施
設
 

設
備
 

種
別
 

設
備
分
類
 

P
CV

内
：
○
 

P
CV

外
：
×
 

可
搬
：
－
 

P
CV

破
損
 

防
止
対
策
 

（
緩
和
設
備
）
 

８
日
以
降
期
 

待
す
る
設
備
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

常
設
 

可
搬
型
 

分
類
 

機
器
 

ク
ラ
ス

放
射
線
量
の
代
替
測
定
 

可
搬
式
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
ポ
ス
ト

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト

C 
可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

（
防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備
）
 

－
 

－
 

－
 

－
 

放
射
性
物
質
の
濃
度
の
 

代
替
測
定
 

可
搬
式
ダ
ス
ト
・

よ
う
素
サ
ン
プ
ラ
 

放
射
能
観
測
車
 

－
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

（
防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備
）
 

－
 

－
 

－
 

－
 

Ｎ
ａ
Ｉ
シ
ン
チ
レ

ー
シ
ョ
ン
サ
ー
ベ

イ
メ
ー
タ

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

（
防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備
）
 

－
 

－
 

－
 

－
 

Ｇ
Ｍ
汚
染
サ
ー
ベ

イ
メ
ー
タ

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

（
防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備
）
 

－
－
 

－
 

－
 

気
象
観
測
項
目
 

の
代
替
測
定
 

可
搬
式
気
象
観
測

装
置
 

気
象
観
測
設
備
 

C 
可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

（
防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備
）
 

－
 

－
 

－
 

－
 

放
射
線
量
の
測
定
 

可
搬
式
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
ポ
ス
ト

－
 

－
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

（
防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備
）
 

－
 

－
 

－
 

－
 

電
離
箱
サ
ー
ベ
イ

メ
ー
タ

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

（
防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備
）
 

－
 

－
 

－
 

－
 

小
型
船
舶
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

（
防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備
）
 

－
 

－
 

－
 

－
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添付 12－3 

第
60

条
 
監
視
測
定
設
備

(2
／
2)
 

系
統
機
能
 

設
備
 

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
 

設
計
基
準
対
象
施
設
 

設
備
 

種
別
 

設
備
分
類
 

P
CV

内
：
○
 

P
CV

外
：
×
 

可
搬
：
－
 

P
CV

破
損
 

防
止
対
策
 

（
緩
和
設
備
）
 

８
日
以
降
期
 

待
す
る
設
備
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

常
設
 

可
搬
型
 

分
類
 

機
器
 

ク
ラ
ス
 

放
射
性
物
質
濃
度
（
空

気
中
，
水
中
，
土
壌

中
）
及
び
海
上
モ
ニ
タ

リ
ン
グ
 

可
搬
式
ダ
ス
ト
・

よ
う
素
サ
ン
プ
ラ

※
１
 

－
 

－
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

（
防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備
）
 

－
 

－
 

－
 

－
 

Ｎ
ａ
Ｉ
シ
ン
チ
レ

ー
シ
ョ
ン
サ
ー
ベ

イ
メ
ー
タ
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

（
防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備
）
 

－
 

－
 

－
 

－
 

Ｇ
Ｍ
汚
染
サ
ー
ベ

イ
メ
ー
タ
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

（
防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備
）
 

－
 

－
 

－
 

－
 

α
・
β
線
サ
ー
ベ

イ
メ
ー
タ
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

（
防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備
）
 

－
 

－
 

－
 

－
 

小
型
船
舶
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

（
防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備
）
 

－
 

－
 

－
 

－
 

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト

の
代
替
交
流
電
源
か
ら

の
給
電
 

常
設
代
替
交
流
電

源
設
備
 

57
条
に
記
載
 

×
 

－
 

－
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添付 12－3 

第
61

条
 
緊
急
時
対
策
所

(1
／
3)
 

系
統
機
能
 

設
備
 

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
 

設
計
基
準
対
象
施
設
 

設
備
 

種
別
 

設
備
分
類
 

P
CV

内
：
○
 

P
CV

外
：
×
 

可
搬
：
－
 

P
CV

破
損
 

防
止
対
策
 

（
緩
和
設
備
）
 

８
日
以
降
期
 

待
す
る
設
備
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

常
設
 

可
搬
型
 

分
類
 

機
器
 

ク
ラ
ス
 

居
住
性
の
確
保
 

緊
急
時
対
策
所
 

－
 

－
 

常
設
 

（
重
大
事
故
等
対
処
施
設
）
 

－
 

×
 

－
 

－
 

緊
急
時
対
策
所
遮

蔽
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

緊
急
時
対
策
所
空

気
浄
化
フ
ィ
ル
タ

ユ
ニ
ッ
ト
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

－
 

－
 

－
 

緊
急
時
対
策
所
空

気
浄
化
送
風
機
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

－
 

－
 

－
 

空
気
ボ
ン
ベ
加
圧

設
備
（
空
気
ボ
ン

ベ
）
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

S
A-
3 

－
 

－
 

－
 

酸
素
濃
度
計
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

（
防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備
）
 

－
 

－
 

－
 

－
 

二
酸
化
炭
素
濃
度

計
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

（
防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備
）
 

－
 

－
 

－
 

－
 

差
圧
計
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

(防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備

) 
－
 

×
 

－
 

－
 

可
搬
式
エ
リ
ア
放

射
線
モ
ニ
タ
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

－
 

－
 

－
 

可
搬
式
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
ポ
ス
ト
 

60
条
に
記
載
（
た
だ
し
，
本
系
統
機
能
に
お
い
て
は
可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
）
 

－
 

－
 

－
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添付 12－3 

第
61

条
 
緊
急
時
対
策
所

(2
／
3)
 

系
統
機
能
 

設
備
 

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
 

設
計
基
準
対
象
施
設
 

設
備
 

種
別
 

設
備
分
類
 

P
CV

内
：
○
 

P
CV

外
：
×
 

可
搬
：
－
 

P
CV

破
損
 

防
止
対
策
 

（
緩
和
設
備
）
 

８
日
以
降
期
 

待
す
る
設
備
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

常
設
 

可
搬
型
 

分
類
 

機
器
 

ク
ラ
ス

必
要
な
情
報
の
把
握
 

安
全
パ
ラ
メ
ー
タ

表
示
シ
ス
テ
ム

（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
）

62
条
に
記
載
 

×
 

－
 

－
 

通
信
連
絡
 

（
緊
急
時
対
策
所
）
 

無
線
通
信
設
備

（
固
定
型
）
 

62
条
に
記
載
 

×
 

－
 

－
 

無
線
通
信
設
備

（
携
帯
型
）
 

－
 

－
 

－
 

衛
星
電
話
設
備

（
固
定
型
）
 

×
 

－
 

－
 

衛
星
電
話
設
備

（
携
帯
型
）
 

－
 

－
 

－
 

統
合
原
子
力
防
災

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に

接
続
す
る
通
信
連

絡
設
備

×
 

－
 

－
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第
61

条
 
緊
急
時
対
策
所

(3
／
3)
 

系
統
機
能
 

設
備
 

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
 

設
計
基
準
対
象
施
設
 

設
備
 

種
別
 

設
備
分
類
 

P
CV

内
：
○
 

P
CV

外
：
×
 

可
搬
：
－
 

P
CV

破
損
 

防
止
対
策
 

（
緩
和
設
備
）
 

８
日
以
降
期
 

待
す
る
設
備
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

常
設
 

可
搬
型
 

分
類
 

機
器
 

ク
ラ
ス
 

電
源
の
確
保
 

緊
急
時
対
策
所
用

発
電
機
 

非
常
用
交
流
電
源
設
備
 

－
 

S －
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

－
 

－
 

－
 

可
搬
ケ
ー
ブ
ル
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

－
 

－
 

－
 

緊
急
時
対
策
所

 

発
電
機
接
続
プ
ラ

グ
盤
 

非
常
用
所
内
電
気
設
備
 

－
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

緊
急
時
対
策
所

 

低
圧
母
線
盤
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

緊
急
時
対
策
所
用

燃
料
地
下
タ
ン
ク
 

非
常
用
交
流
電
源
設
備
 

－
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

S
A-
3 

－
 

－
 

－
 

ホ
ー
ス
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

S
A-
3 

－
 

－
 

－
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第
6
2
条
 
通
信
連
絡
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
 

系
統
機
能
 

設
備
 

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
 

設
計
基
準
対
象
施
設
 

設
備
 

種
別
 

設
備
分
類
 

P
CV

内
：
○
 

P
CV

外
：
×
 

可
搬
：
－
 

P
CV

破
損
 

防
止
対
策
 

（
緩
和
設
備
）
 

８
日
以
降
期
 

待
す
る
設
備
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

常
設
 

可
搬
型
 

分
類
 

機
器
 

ク
ラ
ス
 

発
電
所
内
の
通
信
連
絡
 

有
線
式
通
信
設
備
 

所
内
通
信
連
絡
設
備
 

（
警
報
装
置
を
含
む
。）
，
 

電
力
保
安
通
信
用
 

電
話
設
備
 

－
 

Ｃ
    

－
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

－
 

－
 

－
 

無
線
通
信
設
備

（
固
定
型
）
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

無
線
通
信
設
備

（
携
帯
型
）
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

－
 

－
 

－
 

衛
星
電
話
設
備

（
固
定
型
）
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

衛
星
電
話
設
備

（
携
帯
型
）
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
防
止
設
備
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

－
 

－
 

－
 

安
全
パ
ラ
メ
ー
タ

表
示
シ
ス
テ
ム

（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
）
 

－
 

－
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

発
電
所
外
の
通
信
連
絡
 

衛
星
電
話
設
備

（
固
定
型
）
 

－
 

－
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

衛
星
電
話
設
備

（
携
帯
型
）
 

可
搬
型
 

可
搬
型
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

－
 

－
 

－
 

統
合
原
子
力
防
災

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に

接
続
す
る
通
信
連

絡
設
備
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

(防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備

) 
－
 

×
 

－
 

－
 

デ
ー
タ
伝
送
設
備
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

(防
止
で
も
緩
和
で
も
な
い
設
備

) 
－
 

×
 

－
 

－
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そ
の
他
の
設
備
 

系
統
機
能
 

設
備
 

代
替
す
る
機
能
を
有
す
る
 

設
計
基
準
対
象
施
設
 

設
備
 

種
別
 

設
備
分
類
 

P
CV

内
：
○
 

P
CV

外
：
×
 

可
搬
：
－
 

P
CV

破
損
 

防
止
対
策
 

（
緩
和
設
備
）
 

８
日
以
降
期
 

待
す
る
設
備
 

設
備
 

耐
震
重
要

度
分
類
 

常
設
 

可
搬
型
 

分
類
 

機
器
 

ク
ラ
ス

重
大
事
故
時
に
対
処
す

る
た
め
の
流
路
又
は
注

水
先
，
注
入
先
，
排
出

元
等
 

原
子
炉
圧
力
容
器
 

（
原
子
炉
圧
力
容
器
）
 

－
 

（
S）

 

－
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

S
A-
2 

○
 

○
○

＊
1

原
子
炉
格
納
容
器
 

（
原
子
炉
格
納
容
器
）
 

－
 

（
S）

 

－
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

S
A-
2

○
 

○
○

＊
2

燃
料
プ
ー
ル
 

（
燃
料
プ
ー
ル
）
 

－
 

（
S）

 

－
 

常
設
 

常
設
耐
震
重
要
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

S
A-
2 

×
 

－
 

－
 

原
子
炉
建
物
原
子

炉
棟
 

－
 

－
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
×
 

－
 

－
 

非
常
用
取
水
設
備
 

取
水
口
 

（
取
水
口
）
 

－
 

（
C（

SS
）
）
 

－
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
 

×
 

－
 

－
 

取
水
管
 

（
取
水
管
）
 

－
 

（
C（

SS
）
）
 

－
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
×
 

－
 

－
 

取
水
槽
 

（
取
水
槽
）
 

－
 

（
C（

SS
）
）
 

－
 

常
設
 

常
設
重
大
事
故
防
止
設
備
 

常
設
重
大
事
故
緩
和
設
備
 

－
×
 

－
 

－
 

注
記
＊

1：
原
子
炉
圧
力
容
器
は
無
機
物
で
あ
る
低
合
金
鋼
，
炭
素
鋼
等
が
使
用
さ
れ
て
お
り
耐
放
射
線
性
を
有
す
る
た
め
，
事
故
後
長
期
に
わ
た
っ
て
健
全
性
は
維
持
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

＊
2：

原
子
炉
格
納
容
器
は
無
機
物
で
あ
る
炭
素
鋼
等
が
使
用
さ
れ
て
お
り
耐
放
射
線
性
を
有
す
る
た
め
，
事
故
後
長
期
に
わ
た
っ
て
健
全
性
は
維
持
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
，
ト
ッ
プ
ヘ
ッ
ド
フ
ラ
ン
ジ
等
に
用
い
ら
れ
る
改

良
Ｅ
Ｐ
Ｄ
Ｍ
製
シ
ー
ル
材
に
つ
い
て
も
，
累
積
放
射
線
照
射
量
の
増
加
に
対
し
て
基
礎
特
性
の
有
意
な
変
化
が
な
い
こ
と
を
試
験
に
よ
り
確
認
し
て
い
る
。
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「
4.
 事

故
後

8
日
以
降
の
放
射
線
に
対
す
る
評
価
」
で
抽
出
さ
れ
た
パ
ラ
メ
ー
タ
 

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ

＊
 

8
日
以
降
の
監
視
 

抽
出
さ
れ
た
パ
ラ
メ
ー
タ
の
健
全
性
評
価

 
外
部
支
援
手
段
等
に
よ
る
監
視
を

期
待
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ

 
外
部
支
援
手
段
（
例
）
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 温 度

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル

②
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

③
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

④
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ

Ａ
）

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
で
あ
る
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
は
，
一
部
に
有
機

材
料
を
使
用
し
て
い
る
た
め
放
射
線
に
よ
る
劣
化
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ

る
が
，
少
な
く
と
も
 

 日
程
度
の
耐
放
射
線
性
は
有
し
て
い
る
。

 
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
が
機
能
喪
失
し
た
場
合
に
は
，
代
替
パ
ラ
メ

ー
タ
で
あ
る
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
及
び
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン

バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
る
推
定
が
可
能
で
あ
る
。
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ

Ａ
）
及
び
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
は
，
伝
送
器
の
設
置

場
所
が
原
子
炉
格
納
容
器
外
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
事
故
後

8
日
以
降
の
放
射

線
に
よ
る
影
響
を
考
慮
し
て
も
中
長
期
に
わ
た
り
耐
放
射
線
性
を
有
し
て

い
る
。
 

な
お
，
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
及
び
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ
圧

力
（
Ｓ
Ａ
）
の
計
装
配
管
は
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
あ
る
が
，
計
装
配
管
は

無
機
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
事
故
後

8
日
以
降
の
耐
放
射
線
性
は
有
し
て
い

る
。
 

・
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

・
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
及
び
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ

ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
は
，
伝
送
器
の
設
置
場
所
が
原
子

炉
建
物
原
子
炉
棟
で
あ
り
，
少
な
く
と
も

10
0
日
以
上
の

耐
放
射
線
性
を
有
し
て
お
り
，
事
故
後

10
0
日
以
降
の
作

業
環
境
と
し
て
は
 

 
mS
v/
h
以
下
で
あ
る
こ
と
か
ら
，

故
障
し
た
際
に
は
外
部
支
援
に
よ
り
設
備
の
取
替
え
が
可

能
で
あ
る
。（

参
考

5
参
照
）
 

①
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

・
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
は
，「

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
温
度
」
を
監
視
す
る
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
。

・
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
は
一
部
に
有
機
材
料
を
使
用
し
て
い
る
た
め
放
射
線
に
よ
る
劣
化
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
が
，
少
な
く
と
も

日
程
度
の
耐
放
射
線
性
を
有
す
る
。
 

・
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
個
が
機
能
喪
失
し
た
場
合
で
も
，
他
の
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
監
視
を
継
続
で
き
る
。

・
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
が
機
能
喪
失
し
た
場
合
で
も
，
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
監
視
を
継
続
で
き
る
。

・
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
が
期
待
で
き
な
い
状
況
を
想
定
し
た
場
合
は
，
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
及
び
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
る
推
定
が
可
能
で
あ
る
。
推
定
方
法
と
し
て
は
，
保
守
的
に
原
子
炉
格
納
容
器
内
が
飽
和
蒸
気
環
境
で
あ
る
と
仮

定
し
，
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
推
定
を
行
う
。

・
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
等
に
つ
い
て
は
，
伝
送
器
の
設
置
場
所
が
原
子
炉
格
納
容
器
外
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
事
故
後

8
日
以
降
の
放
射
線
に
よ
る
影
響
を
考
慮
し
て
も
中
長
期
に
わ
た
り
耐
放
射
線
性
を
有
し
て
お
り
，
故
障
し
た
際
に
は
外
部
支
援
に
よ
り
設
備
の
取
替
え
が

可
能
で
あ
る
。

注
記
＊
：
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
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注
：
赤
枠
で
囲
ん
だ
計
測
装
置
は
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
を
示
す
。
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注
：
赤
枠
で
囲
ん
だ
計
測
装
置
は
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
を
示
す
。
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注
：
赤
枠
で
囲
ん
だ
計
測
装
置
は
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
，
青
枠
で
囲
ん
だ
計
測
装
置
は
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
を
示
す
。
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注
：
青
枠
で
囲
ん
だ
計
測
装
置
は
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
を
示
す
。
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ニ
ン
ブ
ロ
ッ
ク
ス
熱
電
対

(
)

コ
ン
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン

フ
ィ
ッ
テ
ィ
ン
グ

(
)

Ｍ
Ｉ
ケ
ー
ブ
ル

ペ
ネ
ト
レ
ー
シ
ョ
ン

ボ
ッ
ク
ス
内

保
護
ス
リ
ー
ブ
詳
細
イ
メ
ー
ジ

：
有
機
材
料
使
用
箇
所

（
材
質
：

＊
）

注
記
＊
：
電
線
保
護
を
目
的
と
し
て
い
る
。

熱
や
放
射
線
に
よ
る
劣
化
と
し
て
は
，
熱
収
縮
チ
ュ
ー
ブ
の
硬
化

等
が
考
え
ら
れ
る
が
，
熱
収
縮
チ
ュ
ー
ブ
が
劣
化
し
て
も
絶
縁
性

が
保
た
れ
て
い
れ
ば
温
度
測
定
は
可
能

＜
T
E2
17

-1
1A
,B
,1
2A
,B
,1
3A
,B
,1
6＞

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
構
造
イ
メ
ー
ジ
図

保
護
ス
リ
ー
ブ

(
)

添付 12－6 
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ドライウェル温度（ＳＡ）の耐放射線性について 

格納容器破損防止対策の有効性評価におけるドライウェル温度（ＳＡ）の耐放射線性の日数

については，以下に示すとおりである。なお，下記のとおり，③の積算線量及び④の 1日当た

りの線量率は有効性評価の各評価事故シーケンスを十分包絡する値となっており，有効性評価

の各評価事故シーケンスを想定すると，機能を期待できる日数は 日程度よりも更に長くな

る。 

○ ドライウェル温度（ＳＡ）

機能を期待できる日数としては， 日程度と算出している。 

▼算出根拠

（① kGy－②155kGy－③360kGy)÷④24kGy/日＋7日＝ 日 

①環境認定試験により健全性を確認した積算線量： kGy 

②通常運転中の 10年間の積算線量：155kGy*1

③重大事故等発生から 7日間の積算線量：360kGy（格納容器破損防止対策の有効性評価の

各評価事故シーケンスを考慮して，保守的な条件とした場合の積算線量）

④7日時点の線量率から算出した 1日当たりの線量率（解析値）：24kGy/日（格納容器破

損防止対策の有効性評価の各評価事故シーケンスを考慮して，保守的な条件とした場合

の 1日当たりの線量率）＊2

注記＊1：放射線による劣化を考慮する必要のある有機材料はペネトレーションボック

ス内のアダプタ部のみに使用していることから，原子炉格納施設内のペネト

レーションボックス設置エリアの通常運転中の環境条件の設計値を示してい

る。 

設計値については，島根原子力発電所２号機の機器設計環境仕様書に記載の

線量（通常運転時：620kGy/40年）を引用し，想定される運転期間を考慮し

た 10年間における積算線量として 155kGyを設定している。 

＊2：事故後 8日以降は減衰しないものと保守的に仮定している。 
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参考 1 

重大事故等時の条件として考慮した原子炉格納容器内の積算線量について 

 

 

 

事象が緩やかに進展する場合は，プラント停止から炉心損傷までの時間が長くなり，

放射線量率は低減するため，積算線量は，設計条件（360kGy）に包絡される。 

事故発生後８日以降も健全性維持が必要な設備 

・ドライウェル温度（ＳＡ）

格納容器過圧破損の事故シーケンス＊1

事故発生７日後に炉心損傷した場合＊2

放

射

線

量

率 

１日経過後 

の線量率 

７日後には 

1/10 程度 

に減衰 

炉心損傷開始（事故発生時） 

格納容器内に放出された放射性物質による 

線量率（放射性物質の減衰により低下）

７日時点の線量率：24kGy/日 

事故発生 

（プラント停止） 
７日 

事故発生後７日までの健全性維持が必要な設備 

・逃がし安全弁

・原子炉圧力容器温度（ＳＡ）等

事故発生後８日以降も健全性維持が必要な設備 

・ドライウェル温度（ＳＡ）

①青斜線部の面積（積算線量）は約360

kGy以下であり，設計条件として約360

kGyと設定した。

また，７日時点の線量率は24 kGy/日で 

ある。

注記＊1：各シーケンスを考慮して保守的な条件にて積算線量算出 

放

射

線

量

率

１日経過後 

の線量率 

７日後には 

1/10 程度 

に減衰 

（格納容器内に放出される前に 

放射性物質は減衰） 

炉心損傷開始 

（７日時点と仮定） 

事故発生 

（プラント停止） 
７日 

事故発生後７日までの健全性維持が必要な設備 

・逃がし安全弁

・原子炉圧力容器温度（ＳＡ）等

②緑斜線部の積算線量は 170 kGy 未満＊3，

赤斜線部の積算線量は緑斜線部より小さ

いことが明らかであるため，緑斜線部と

赤斜線部の積算線量の合計は①の条件に

包絡される。

注記＊2：事故発生後に炉心損傷防止に一時成功するが，７日後に炉心損傷防止の維持に失敗した場合のイメージ 

14日 

炉心は健全であるが，LOCA等に伴い 

放射性物質が原子炉格納容器内に放出 注記＊3：７日時点での線量率を減衰を 

無視して７日間積算した値 
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参考 2 

主パラメータである計器（ドライウェル温度（ＳＡ））の事故時の健全性や計測する上での

代表性及び使っている有機材料及びその耐熱温度について 

 ドライウェル温度（ＳＡ）については基本的に金属材料で構成されているが，検出部の一

部については有機材料である を使用している。 

熱耐性としては，環境認定試験において，有機材料部である

も含めて試験供試体を作成し，最高温度 200℃にて試験を実施し健全性を確認している。

重大事故等時における最高温度は 200℃であることから耐熱性に問題ないと考えている。 
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参考 3 

ドライウェル温度（ＳＡ）の配置について 

ドライウェル温度（ＳＡ）については，格納容器内の上部（EL m, m, m）に 3

台，中部(EL m, m)に 2台，下部(EL m, m）に 2台設置されており，原子炉

格納容器内の雰囲気温度を計測することが可能である。 

ドライウェル温度（ＳＡ）の設置場所について，図 1，2に示す。 

 注：寸法は mを示す。 

図 1 ドライウェル温度（ＳＡ）の設置場所（概略図） 

注：寸法は mを示す。 

図 2 ドライウェル温度（ＳＡ）の設置場所（概略平面図） 
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参考 4 

一
部
の
部
位
が
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
あ
る
計
装
設
備
の
系
統
構
成
，
設
置
場
所
及
び
個
数
に
つ
い
て
 

一
部
の
部
位
が
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
あ
る
計
装
設
備
の
系
統
構
成
，
設
置
場
所
及
び
個
数
に
つ
い
て
，
以
下
に
示
す
。
 

設
備
 

設
置
場
所
 

個
数
 

系
統
構
成
 

原
子
炉
圧
力
 

図
15

に
示
す
。
 

2 
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
凝
縮
槽
及
び
計
装
配
管
が
設
置
さ
れ
て
お
り
，
凝
縮
槽
及
び
計
装
配

管
を
通
じ
て
原
子
炉
格
納
容
器
外
の
弾
性
圧
力
検
出
器
に
て
圧
力
を
検
出
し
て
い
る
。
凝
縮

槽
及
び
計
装
配
管
は
，
無
機
物
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。（

構
成
図
を
図

1，
2
に
示
す
。）

 
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

図
14

に
示
す
。
 

1 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

図
15

に
示
す
。
 

2 
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
凝
縮
槽
及
び
計
装
配
管
が
設
置
さ
れ
て
お
り
，
凝
縮
槽
及
び
計
装
配

管
を
通
じ
て
原
子
炉
格
納
容
器
外
の
差
圧
式
水
位
検
出
器
に
て
圧
力
を
検
出
し
て
い
る
。
凝

縮
槽
及
び
計
装
配
管
は
，
無
機
物
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。（

構
成
図
を
図

3
～
5
に
示
す
。）

 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

図
14

に
示
す
。
 

2 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

図
14

に
示
す
。
 

1 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

図
16
,1
7
に
示
す
。

2 

原
子
炉
格
納
容
器
内
に
計
装
配
管
が
設
置
さ
れ
て
お
り
，
計
装
配
管
を
通
じ
て
原
子
炉
格
納

容
器
外
の
検
出
器
に
て
圧
力
，
水
位
等
を
検
出
し
て
い
る
。
計
装
配
管
は
，
無
機
物
で
構
成

さ
れ
て
い
る
。（

構
成
図
を
図

6～
12

に
示
す
。）

 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

図
16
,1
7
に
示
す
。

2 

格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｂ
系
）
 

図
17

に
示
す
。
 

1 

格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

図
16

に
示
す
。
 

1 

格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｂ
系
）
 

図
17

に
示
す
。
 

1 

格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

図
16

に
示
す
。
 

1 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

図
13

に
示
す
。
 

1 
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参考 4 

指
示

中
央
制
御
室

Ａ
部
詳
細

弾
性
圧
力
検
出
器

凝
縮
槽

原
子
炉
圧
力
容
器

原
子
炉
格
納
容
器

記
録

緊
急
時
対
策
所

指
示

指
示

中
央
制
御
室
外

原
子
炉
停
止
装
置 名

称
原
子
炉
圧
力

個
数

2
＊

注
記
＊
：
対
象
計
器
は

PX
29
8-
5A
,
B

※
1

※
1

※
1：

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

Ａ

Ａ

図
1
 
検
出
器
の
構
造
図
（
原
子
炉
圧
力
）
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参考 4 

指
示

中
央
制
御
室

Ａ
部
詳
細

弾
性
圧
力
検
出
器

凝
縮
槽

原
子
炉
圧
力
容
器

原
子
炉
格
納
容
器

記
録

緊
急
時
対
策
所

名
称

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

個
数

1
＊

注
記
＊
：
対
象
計
器
は

PX
29
8-
9

※
1

※
1：

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
，
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

Ａ

図
2 

検
出
器
の
構
造
図
（
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
））
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参考 4 

指
示

中
央
制
御
室

Ａ
部
詳
細

差
圧
式
水
位
検
出
器

凝
縮
槽

原
子
炉
圧
力
容
器

原
子
炉
格
納
容
器

記
録

緊
急
時
対
策
所

指
示
/記

録

指
示

中
央
制
御
室
外

原
子
炉
停
止
装
置

名
称

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

個
数

2
＊

注
記
＊
：
対
象
計
器
は
LX
29
8-
11
A
,B

※
1

※
1

※
1：

原
子
炉
圧
力

Ａ

Ａ

図
3 

検
出
器
の
構
造
図
（
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
）
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参考 4 

指
示

中
央
制
御
室

Ａ
部
詳
細

差
圧
式
水
位
検
出
器

凝
縮
槽

原
子
炉
圧
力
容
器

原
子
炉
格
納
容
器

記
録

緊
急
時
対
策
所

指
示
/記

録

名
称

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

個
数

2
＊

注
記
＊
：
対
象
計
器
は
LX
29
8-
12
A
,B

※
1

※
1：

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
，
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

Ａ

Ａ

図
4 

検
出
器
の
構
造
図
（
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
））
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参考 4 

指
示

中
央
制
御
室

Ａ
部
詳
細

差
圧
式
水
位
検
出
器

凝
縮
槽

原
子
炉
圧
力
容
器

原
子
炉
格
納
容
器

記
録

緊
急
時
対
策
所

名
称

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

個
数

1
＊

注
記
＊
：
対
象
計
器
は
LX
29
8-
13

※
1

※
1：

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
，
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

Ａ

図
5 

検
出
器
の
構
造
図
（
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
））
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参考 4 

指
示

中
央
制
御
室

記
録

緊
急
時
対
策
所

Ａ
部
詳
細

弾
性
圧
力
検
出
器

Ａ
原
子
炉
格
納
容
器

原
子
炉
圧
力
容
器

名
称

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力

(Ｓ
Ａ
)

個
数

2＊

注
記
＊
：
対
象
計
器
は

PX
21
7-

14
,1
6

ベ
ン
ト
ラ
イ
ン

Ａ

S 図
6 

検
出
器
の
構
造
図
（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
））
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参考 4 

指
示

中
央
制
御
室

記
録

緊
急
時
対
策
所

Ａ
部
詳
細

弾
性
圧
力
検
出
器

原
子
炉
格
納
容
器

Ａ

名
称

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ
圧
力

(Ｓ
Ａ
)

個
数

2
＊

注
記
＊
：
対
象
計
器
は

PX
21
7-
15
,
17

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ

原
子
炉
圧
力
容
器

ベ
ン
ト
ラ
イ
ン

Ａ

※
1

※
1：

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
水
位

(Ｓ
Ａ
)

S

図
7 

検
出
器
の
構
造
図
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
））
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参考 4 

熱
磁
気
風
式
酸
素
検
出
器

Ａ

指
示

中
央
制
御
室

記
録

緊
急
時
対
策
所

演
算
装
置

Ａ
部
詳
細

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
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バ
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格
納
容
器

名
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格
納
容
器
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個
数

1
＊
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録
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：
対
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器
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び
ド
レ
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水
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指
示

/
記
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前
置
増
幅
器

 

図
8 

検
出
器
の
構
造
図
（
格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｂ
系
））
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参考 4 

磁
気
力
式
酸
素
検
出
器
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検
出
部
）

Ａ

指
示

中
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制
御
室

記
録

緊
急
時
対
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所

演
算
装
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詳
細

原
子
炉
格
納
容
器 サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ

名
称

格
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濃
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参考 4 

Ａ
熱
伝
導
式
水
素
検
出
器

指
示

中
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置
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造
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参考 4 

Ａ

指
示

中
央
制
御
室
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緊
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参考 4 

指
示
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制
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室

記
録

緊
急
時
対
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＊
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ョ
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ベ
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Ａ
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参考5 

原子炉建物原子炉棟内の伝送器の耐放射線性及び事故時の線量率について 

原子炉格納容器外において事故後の放射線量が大きくなる場所として原子炉建物原子炉棟内

が考えられ，ここにはドライウェル温度（ＳＡ）の代替パラメータであるドライウェル圧力

（ＳＡ）等の伝送器＊が設置されている。 

これに対して，格納容器破損防止対策の有効性評価の評価事故シーケンス（「冷却材喪失

（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源喪失（残留熱代替除去系を使用する場

合）」，「冷却材喪失（大破断LOCA）＋ECCS注水機能喪失＋全交流動力電源喪失（残留熱代替

除去系を使用しない場合）」，「過渡事象＋高圧炉心冷却失敗＋原子炉減圧失敗＋炉心損傷後

の原子炉減圧失敗＋原子炉注水失敗＋DCH発生」）のうち，最も原子炉建物原子炉棟内の線量が

厳しくなる「過渡事象＋高圧炉心冷却失敗＋原子炉減圧失敗＋炉心損傷後の原子炉減圧失敗＋

原子炉注水失敗＋DCH発生」の事故後100日までの原子炉建物原子炉棟内の放射線量評価結果に

基づき，上記伝送器の健全性に期待できる期間内に，設備の取替えが可能となる程度まで線量

率が低下することを確認している。その内容は以下のとおり。 

注記＊：原子炉建物原子炉棟内の関連設備のうち放射線影響を受けやすい設備として，伝送

器を評価対象に選定 

○ 事故後100日時点までの積算線量

原子炉建物原子炉棟内の放射線線量評価は，「原子炉格納容器内からの漏えいに起因する

線量」及び「線源配管からの直接線による線量」の寄与を合わせて考慮する。 

事故後8日以降に期待する設備であるドライウェル温度（ＳＡ）の代替パラメータである

ドライウェル圧力（ＳＡ）等の伝送器は，原子炉格納容器内からの漏えいに起因する線量

（事故後100日時点までの積算線量：約1.6kGy）及び線源配管からの直接線による線量の寄

与を考慮しても環境認定試験により健全性を確認している kGyの線量を超過しないこと

を確認していることから，事故後100日以上の健全性維持に期待できる。 

○ 事故後100日時点での原子炉建物原子炉棟内の線量率

事故後100日時点での原子炉格納容器内からの漏えいに起因する原子炉建物原子炉棟

内の線量率は，約 mSv/hであり，少なくとも事故後100日時点では設備の取替え作業が可

能となる線量率になる。 

一方，線源配管からの直接線による線量率は，作業時に線源配管と作業場所との間に必

要な遮蔽対策（鉛遮蔽壁の設置等）を実施することにより，線源配管からの直接線による線

量率を作業に支障のない範囲まで低減させ，少なくとも事故後100日時点では設備の取替え

作業が可能である環境を整えることが可能である。 

○ 計装設備に対する放射線耐性

上述したドライウェル圧力（ＳＡ）に限らず，原子炉格納容器外に設置している計装

設備であって，事故後8日以降にその機能に期待している設備は，取替え作業が実施可
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参考5 
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能になる事故後100日以上の健全性を有していることを確認している。対象設備及び健

全性確認結果については参考6に示す。 

7日 100日 

 

図１ 原子炉格納容器内からの漏えいに起因する原子炉建物原子炉棟における事故後の 

線量率及び積算線量 

積
算
線
量 

線
量
率

(Sv/h) 
(Gy) 

積算線量 

線量率 

100日時点での線量率：約 mSv/h 

100日時点での積算線量：約1.6kGy 
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参考 6 

原子炉格納容器外の計装設備（伝送器）の耐放射線性について 

原子炉格納容器外に設置している計装設備であって，事故後 8日以降にその機能に期待し

ている設備は，取替え作業が実施可能になる事故後 100日以上の健全性を有していることを

確認している。以下に評価方法及び評価結果を示す。 

〇 評価方法 

評価に当たっては，添付 12－1で示した事故後 8日以降に期待している計装設備に対

して，各設備が設置されているエリアにおける 100日時点での積算線量（局所線源が付

近にあるものは当該線源からの線量寄与も考慮）を環境放射線として設定し，各設備の

放射線耐性値と比較することで耐性評価を実施した。 

〇 評価結果 

評価結果を表 1に示す。 

格納容器酸素濃度（ＳＡ）については，事故後 10日時点まで機能を維持し，その後は

代替パラメータである格納容器酸素濃度（Ｂ系）にて事故後 100日以降の機能維持は可

能と考える。 

なお，代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水槽水位，スクラバ容器水位，スクラ

バ容器圧力，第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ）については，設置場所

が高線量とならないことを確認しており＊，事故後 8日以降であれば外部支援による取

替えが可能であるため本評価の対象外とした。 

注記＊：代替注水流量（常設）及び低圧原子炉代替注水槽水位の設置場所は低圧原子

炉代替注水ポンプ格納槽であるため，高線量とはならない。スクラバ容器水

位及びスクラバ容器圧力の設置場所は第１ベントフィルタ装置格納槽である

が，第１ベントフィルタ装置格納槽と遮蔽壁で隔離された場所に設置してい

るため，高線量とはならない。また，第１ベントフィルタ出口放射線モニタ

（低レンジ）の設置場所は屋外であるため，高線量とはならない。 
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表 1 耐性評価結果 

確認対象 個数 評価対象 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 2 
環境設計条件（5.2kGy/100日）＊ 

≦設計値（ kGy/100日） 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 2 
環境設計条件（5.2kGy/100日）＊ 

≦設計値（ kGy/100日） 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 1 
環境設計条件（1.9kGy/100日） 

≦設計値（ kGy/100日） 

残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 1 
環境設計条件（2.2kGy/100日） 

≦設計値（ kGy/100日） 

サプレッションプール水位（ＳＡ） 1 
環境設計条件（9.6kGy/100日） 

≦設計値（ kGy/100日） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ

（高レンジ） 
2 

環境設計条件（200Gy/100日） 

≦設計値（ MGy/100日） 

格納容器酸素濃度（Ｂ系） 1 
環境設計条件（11kGy/100日） 

≦設計値（ kGy/100日） 

格納容器酸素濃度（ＳＡ） 1 
環境設計条件（0.92kGy/10日） 

≦設計値（ kGy/10日） 

注記＊：設置場所が異なる場合は，厳しい評価結果となる設置場所の環境放射線を採用 

○ まとめ

評価の結果，事故後 8日以降にもその機能に期待している計装設備は，当該設備又は

当該設備の代替パラメータによって事故後 100日以上の健全性を有していることを確認

した。 

また，事故後 100日以降であれば現場の線量は十分低下しており，仮に計器が機能喪

失したとしても外部支援により当該計器を取替え可能であることから，事故後 8日以降

においても事故対応に必要な監視機能が喪失することはない。 
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13．【重大事故等時における現場操作の成立性について】 



1．はじめに 

重大事故等対策の有効性評価において行われる各操作について，操作概要，操作時間及び

操作の成立性を添付 1「重大事故等対策の有効性評価における作業ごとの成立性確認結果に

ついて」に示す。 

添付１で示された各操作のうち，現場での操作の成立性を抜粋し，「表 重大事故等対策

（現場）の成立性確認」に示す。 

 

2．操作性・操作環境 

 （1）操作時間 

各操作について，想定時間内に操作可能であることを訓練等からの実績より確認でき

る。 

 

 （2）操作環境 

操作環境は「温度・湿度，放射線環境，照明，その他」と分類されている。 

  （ａ）温度・湿度 

温度・湿度は，通常運転時と同程度（原子炉建物内）もしくは屋外環境である。

原子炉棟内操作で温度・湿度が最も高くなるインターフェイスシステムＬＯＣＡ発

生時は，温度 40℃程度，湿度 100％程度となるが（添付 2），保護具を装着すること

から，問題はない。 

（ｂ）放射線環境 

以下のような操作において被ばくのおそれがあり，「原子炉補機代替冷却系運転操

作」が最も実効線量の高くなる操作だが，マスク着用によりその実効線量は約 53mSv

（添付 1）となり，緊急時の線量限度である 100mSvを超えることはない。 

・低圧原子炉代替注水槽への補給：約 23mSv 

・燃料補給準備：約 27mSv 

・燃料補給作業：約 19mSv 

・低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉注水：約 26mSv 

・常設代替交流電源設備からの受電操作：約 41mSv 

・電源切替え操作：約 17mSv 

・原子炉補機代替冷却系運転操作：約 53mSv 

・残留熱除去系の破断箇所隔離：約 8mSv 

  （ｃ）照明 

電源内蔵型照明の配置，ヘッドライト，懐中電灯，ＬＥＤライト（三脚タイプ）

やＬＥＤライト（ランタンタイプ）及び車両の作業用照明があることから，問題は

ない。 

 （ｄ）その他（アクセスルート） 

アクセスルート上に支障となる設備はあらかじめ置かないようにすることから，

問題はない。 

 

1



 

 （3）連絡手段 

衛星電話設備（固定型，携帯型）*，無線通信設備（固定型，携帯型）*，電力保安通

信用電話設備，所内通信連絡設備及び有線式通信設備*のうち，使用可能な設備により，

中央制御室や緊急時対策本部との連絡が可能であることから，問題はない。 

注記*：ＳＡ設備 

 

（4）操作性 

複雑な操作はなく，通常の運転操作で実施する操作と同様であることから，容易に操

作できる。また，訓練を行い想定時間内で行うことを確認しているため，問題はない。 

 

以上のことから，各現場での操作について，操作の想定時間，操作環境，連絡手段及び操

作性を確認した結果，問題なく各操作を実行できることが分かる。 

 

3．添付資料 

 ・添付 1：「重大事故等対策の有効性評価」抜粋 

「重大事故等対策の有効性評価における作業ごとの成立性確認結果について」 

 ・添付 2：「重大事故等対策の有効性評価」抜粋 

「インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時の破断面積及び現場環境等について」 

 ・添付 3：「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」抜粋 

「13. 水源の補給準備・補給作業及び燃料の給油準備・給油作業における放射線

量等の影響について」 

 ・添付 4：「V-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書」抜粋 

「ベント実施に伴う現場操作の被ばく評価について」   

 ・添付 5：「重大事故等対策の有効性評価補足 31.非常用ガス処理系の使用を考慮した評価 

について」抜粋 

「給油等の現場作業の線量影響について」
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中
央
制
御
室
で
の
操
作
は
，
通

常
の

運
転

操
作

で
実

施
す

る

操
作

と
同

様
で

あ
る

こ
と

か

ら
，
容
易
に
操
作
で
き
る
 

格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）
ス
プ
レ
イ
 

操
作
 

・
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）
ス
プ
レ
イ

弁
操
作
（
現
場
）
 

適
宜
実
施
 

－
 

緊
急
時
対
策
要
員
 

（
現
場
）
 

－
 

（
屋
外
で
の
操
作
）
 

【
炉
心
損
傷
が
な
い
場
合
】
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

車
両
の
作
業
用
照
明
・
ヘ
ッ

ド
ラ

イ
ト

及
び

懐
中

電
灯

に
よ
り
，
夜
間
に
お
け
る
作

業
性
を
確
保
し
て
い
る
 

ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
上
に
支
障

と
な
る
設
備
は
な
い
 

衛
星
電
話
設
備
（
固
定
型
，
携

帯
型
），

無
線
通
信
設
備
（
固
定

型
，
携
帯
型
），

電
力
保
安
通
信

用
電
話
設
備
，
所
内
通
信
連
絡

設
備
の
う
ち
，
使
用
可
能
な
設

備
に
よ
り
，
緊
急
時
対
策
本
部

と
の
連
絡
が
可
能
で
あ
る
 

作
業

エ
リ

ア
周

辺
に

は
支

障

と
な
る
設
備
は
無
く
，
十
分
な

作
業

ス
ペ

ー
ス

を
確

保
し

て

い
る
 

格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ

ン
ト
系
に
よ
る
原
子
炉

格
納
容
器
除
熱
操
作
 

格
納
容
器
ベ
ン
ト
準
備
操
作
 

・
Ｆ
Ｃ
Ｖ
Ｓ
排
気
ラ
イ
ン
ド
レ
ン
排
出
弁
閉
操
作
 

40
分

 
31

分
 

緊
急
時
対
策
要
員
 

（
現
場
）
 

－
 

（
屋
外
で
の
操
作
）
 

【
炉
心
損
傷
が
な
い
場
合
】
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

 【
炉
心
損
傷
が
あ
る
場
合
】
 

約
3m
Sv

以
下
* 

注
記
*：

移
動
に
係
る
時
間
，
操
作

時
間
は
技
術
的
能
力
を

参
照
し
て
設
定
し
た
（
作

業
40

分
＋
移
動

30
分
＝

1
時
間

10
分
）
 

ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
及
び
懐
中

電
灯
に
よ
り
，
夜
間
に
お
け

る
作
業
性
を
確
保
し
て
い

る
 

ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
上
に
支
障

と
な
る
設
備
は
な
い
 

衛
星
電
話
設
備
（
固
定
型
，
携

帯
型
），

無
線
通
信
設
備
（
固
定

型
，
携
帯
型
），

電
力
保
安
通
信

用
電
話
設
備
，
所
内
通
信
連
絡

設
備
の
う
ち
，
使
用
可
能
な
設

備
に
よ
り
，
緊
急
時
対
策
本
部

と
の
連
絡
が
可
能
で
あ
る
 

操
作
に
必
要
な
工
具
は
な
く

通
常
の
弁
操
作
と
同
様
で
あ

る
た
め
，
容
易
に
実
施
可
能
で

あ
る
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表
 
重
大
事
故
等
対
策
（
現
場
）
の
成
立
性
確
認
（
2／

7）
 

作
業
項
目
 

具
体
的
な
運
転
操
作
・
作
業
内
容
 

操
作
・
作
業
の
 

想
定
時
間
 

訓
練
等
か
ら
の
 

実
績
時
間
 

状
況
 

作
業
環
境
 

連
絡
手
段
 

操
作
性
 

温
度
・
湿
度
 

放
射
線
環
境
 

照
明
 

そ
の
他
 

（
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
等
）
 

各
機
器
へ
の
給
油
 

燃
料
補
給
準
備
 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
等
 

か
ら
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
へ
の
補
給
 

2
時
間

30
分

 
2
時
間

12
分

 
緊
急
時
対
策
要
員
 

（
現
場
）
 

－
 

（
屋
外
で
の
操
作
）
 

【
炉
心
損
傷
が
な
い
場
合
】
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

 【
炉
心
損
傷
が
あ
る
場
合
】
 

給
油
準
備
(タ

ン
ク
ロ
ー
リ
ー

)：
 

作
業
に
伴
う
被
ば
く
線
量
は
 

27
mS
v
以
下

* 

注
記
*：

移
動
に
係
る
時
間
，
操
作

時
間
は
技
術
的
能
力
を

参
照
し
て
設
定
し
た
（
作

業
2
時
間

30
分
＋
移
動

30
分
＝
3
時
間
）
 

車
両
の
作
業
用
照
明
・
ヘ
ッ

ド
ラ

イ
ト

及
び

懐
中

電
灯

に
よ
り
，
夜
間
に
お
け
る
作

業
性
を
確
保
し
て
い
る
 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
上

に
支

障
と
な
る
設
備
は
な
い
 

衛
星
電
話
設
備
（
固
定
型
，
携

帯
型
），

無
線
通
信
設
備
（
固
定

型
，
携
帯
型
），

電
力
保
安
通
信

用
電
話
設
備
，
所
内
通
信
連
絡

設
備
の
う
ち
，
使
用
可
能
な
設

備
に
よ
り
，
緊
急
時
対
策
本
部

と
の
連
絡
が
可
能
で
あ
る
 

複
雑
な
操
作
手
順
は
な
く
，
タ

ン
ク
ロ
ー
リ
の
各
操
作
（
ハ
ッ

チ
開
放
等
）
も
同
時
並
行
し
て

行
え
る
作
業
が
主
体
で
あ
る
た

め
，
操
作
性
に
支
障
は
な
い
 

燃
料
補
給
作
業
 

・
大
量
送
水
車
へ
の
給
油
 

・
大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
へ
の
給
油
 

・
可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
へ
の
給
油
 

適
宜
実
施
 

大
量
送
水
車
：
 

3
時
間
（

*１
）

に
1
回
給
油
 

 

大
型
送
水
 

ポ
ン
プ
車
：
 

3
時
間
（

*１
）

に
1
回
給
油
 

 

可
搬
式
窒
素
 

供
給
装
置
 

8
時
間
（

*１
）
 

に
１
回
給
油
 

大
量
送
水
車
 

：
12

分
 

 

大
型
送
水
 

ポ
ン
プ
車
：
 

16
分
 

 

可
搬
式
窒
素
 

供
給
装
置
：
 

11
分
 

緊
急
時
対
策
要
員
 

（
現
場
）
 

－
 

（
屋
外
で
の
操
作
）
 

【
炉
心
損
傷
が
な
い
場
合
】
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

 【
炉
心
損
傷
が
あ
る
場
合
】
 

給
油
作
業
（
大
量
送
水
車
，
可
搬

式
窒
素
供
給
装
置
，
大
型
送
水
ポ

ン
プ
車
を
順
に
給
油
）：

 

作
業
に
伴
う
被
ば
く
線
量
は
 

19
mS
v
以
下

* 

注
記
*：

移
動
に
係
る
時
間
，
操
作

時
間
は
技
術
的
能
力
を

参
照
し
て
設
定
し
た
（
作

業
69

分
＋
移
動

30
分
＝

１
時
間

39
分
）
 

車
両
の
作
業
用
照
明
・
ヘ
ッ

ド
ラ

イ
ト

及
び

懐
中

電
灯

に
よ
り
，
夜
間
に
お
け
る
作

業
性
を
確
保
し
て
い
る
 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
上

に
支

障
と
な
る
設
備
は
な
い
 

衛
星
電
話
設
備
（
固
定
型
，
携

帯
型
），

無
線
通
信
設
備
（
固
定

型
，
携
帯
型
），

電
力
保
安
通
信

用
電
話
設
備
，
所
内
通
信
連
絡

設
備
の
う
ち
，
使
用
可
能
な
設

備
に
よ
り
，
緊
急
時
対
策
本
部

と
の
連
絡
が
可
能
で
あ
る
 

複
雑
な
操
作
手
順
は
な
く
，
タ

ン
ク
ロ
ー
リ
の
各
操
作
（
ハ
ッ

チ
開
放
等
）
も
同
時
並
行
し
て

行
え
る
作
業
が
主
体
で
あ
る
た

め
，
操
作
性
に
支
障
は
な
い
 

注
記

*１
：
各
機
器
の
燃
料
が
枯
渇
し
な
い
た
め
に
必
要
な
補
給
時
間
の
間
隔
（
許
容
時
間
）
 

残
留
熱
除
去
系
（
低
圧

注
水
モ
ー
ド
）
か
ら
残

留
熱
除
去
系
（
原
子
炉

停
止
時
冷
却
モ
ー
ド
）

切
替
え
 

残
留
熱
除
去
系
（
原
子
炉
停
止
時
冷
却
モ
ー
ド
）
系
統

構
成
 

20
分

 

5
分
 

運
転
員
 

（
現
場
）
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

電
源

内
蔵

型
照

明
を

作
業

エ
リ
ア
に
配
備
し
て
お
り
，

建
物

内
常

用
照

明
消

灯
時

に
お

け
る

作
業

性
を

確
保

し
て
い
る
。
ま
た
，
ヘ
ッ
ド

ラ
イ

ト
及

び
懐

中
電

灯
を

携
行
し
て
い
る
 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
上

に
支

障
と
な
る
設
備
は
な
い
 

所
内
通
信
連
絡
設
備
，
電
力
保

安
通
信
用
電
話
設
備
及
び
有
線

式
通
信
設
備
の
う
ち
，
使
用
可

能
な
設
備
に
よ
り
，
中
央
制
御

室
と
の
連
絡
が
可
能
で
あ
る
 

通
常

の
電

源
開

放
操

作
で

あ

り
，
容
易
に
実
施
可
能
で
あ
る
 

7
分
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表
 
重
大
事
故
等
対
策
（
現
場
）
の
成
立
性
確
認
（
3／

7）
 

作
業
項
目
 

具
体
的
な
運
転
操
作
・
作
業
内
容
 

操
作
・
作
業
の
 

想
定
時
間
 

訓
練
等
か
ら
の
 

実
績
時
間
 

状
況
 

作
業
環
境
 

連
絡
手
段
 

操
作
性
 

温
度
・
湿
度
 

放
射
線
環
境
 

照
明
 

そ
の
他
 

（
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
等
）
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水

系
（
可
搬
型
）
に
よ
る

原
子
炉
注
水
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
系
統
構
成
 

・
残
留
熱
除
去
系
及
び
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
 
 

注
水
弁
操
作
 

50
分
 

26
分

 
運
転
員
 

（
現
場
）
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

電
源

内
蔵

型
照

明
を

作
業

エ
リ
ア
に
配
備
し
て
お
り
，

建
物

内
常

用
照

明
消

灯
時

に
お

け
る

作
業

性
を

確
保

し
て
い
る
。
ま
た
，
ヘ
ッ
ド

ラ
イ

ト
及

び
懐

中
電

灯
を

携
行
し
て
い
る
 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
上

に
支

障
と
な
る
設
備
は
な
い
 

所
内
通
信
連
絡
設
備
，
電
力
保

安
通
信
用
電
話
設
備
及
び
有
線

式
通
信
設
備
の
う
ち
，
使
用
可

能
な
設
備
に
よ
り
，
中
央
制
御

室
と
の
連
絡
が
可
能
で
あ
る
 

通
常

運
転

時
等

に
行

う
弁

操

作
と
同
等
で
あ
り
，
容
易
に
作

業
で
き
る
 

操
作
対
象
弁
に
は
，
暗
闇
で
も

識
別

し
易

い
よ

う
に

反
射

テ

ー
プ
を
施
し
て
い
る
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
準
備
操
作
 

・
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
に
よ
る
原
子

炉
注
水
準
備
 

（
大
量
送
水
車
配
置
，
ホ
ー
ス
展
張
・
接
続
）
 

2
時
間

10
分
 

１
時
間

41
分
 

緊
急
時
対
策
要
員
 

（
現
場
）
 

－
 

（
屋
外
で
の
操
作
）
 

【
炉
心
損
傷
が
な
い
場
合
】
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

 【
炉
心
損
傷
が
あ
る
場
合
】
 

作
業
に
伴
う
被
ば
く
線
量
は

26
mS
v

以
下

* 

注
記

*：
移
動
に
係
る
時
間
，
操
作

時
間
は
技
術
的
能
力
を
参

照
し
て
設
定
し
た
（
作
業

2
時
間

20
分
＋
移
動

35

分
＝
2
時
間

55
分
）
 

車
両
の
作
業
用
照
明
・
ヘ
ッ

ド
ラ

イ
ト

及
び

懐
中

電
灯

に
よ
り
，
夜
間
に
お
け
る
作

業
性
を
確
保
し
て
い
る
 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
上

に
支

障
と
な
る
設
備
は
な
い
 

衛
星
電
話
設
備
（
固
定
型
，
携

帯
型
），

無
線
通
信
設
備
（
固
定

型
，
携
帯
型
），

電
力
保
安
通
信

用
電
話
設
備
，
所
内
通
信
連
絡

設
備
の
う
ち
，
使
用
可
能
な
設

備
に
よ
り
，
緊
急
時
対
策
本
部

と
の
連
絡
が
可
能
で
あ
る
 

大
量

送
水

車
か

ら
の

ホ
ー

ス

接
続
は
，
汎
用
の
結
合
金
具
で

あ
り
，
容
易
に
実
施
可
能
で
あ

る
。
 

ま
た
，
作
業
エ
リ
ア
周
辺
に
は

支
障
と
な
る
設
備
は
無
く
，
十

分
な

作
業

ス
ペ

ー
ス

を
確

保

し
て
い
る
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
注
水
操
作
 

・
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
注
水
操
作
 

適
宜
実
施
 

常
設
代
替
交
流
電
源
設

備
か
ら
の
受
電
操
作
 

Ｄ
系
非
常
用
高
圧
母
線
受
電
準
備
 

・
Ｄ
系
非
常
用
高
圧
母
線
受
電
準
備
（
現
場
）
 

35
分
 

24
分

 
運
転
員
 

（
現
場
）
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

【
炉
心
損
傷
が
な
い
場
合
】
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

 【
炉
心
損
傷
が
あ
る
場
合
】
 

作
業
に
伴
う
被
ば
く
線
量
は

41
mS
v

以
下

* 

注
記

*：
移
動
に
係
る
時
間
，
操
作

時
間
は
技
術
的
能
力
を
参

照
し
て
設
定
し
た
（
作
業

１
時
間

10
分
＋
移
動

15

分
＝
1
時
間

25
分
）
 

 ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
の

起
動

操

作
か

ら
非

常
用

高
圧

母
線

Ｃ
系

及

び
Ｄ

系
の

受
電

確
認

ま
で

を
約

1

時
間

10
分
で
実
施
で
き
る
こ
と
を

確
認
し
た
 

電
源

内
蔵

型
照

明
を

作
業

エ
リ
ア
に
配
備
し
て
お
り
，

建
物

内
常

用
照

明
消

灯
時

に
お

け
る

作
業

性
を

確
保

し
て
い
る
。
ま
た
，
ヘ
ッ
ド

ラ
イ

ト
及

び
懐

中
電

灯
を

携
行
し
て
い
る
 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
上

に
支

障
と
な
る
設
備
は
な
い
 

所
内
通
信
連
絡
設
備
，
電
力
保

安
通
信
用
電
話
設
備
及
び
有
線

式
通
信
設
備
の
う
ち
，
使
用
可

能
な
設
備
に
よ
り
，
中
央
制
御

室
と
の
連
絡
が
可
能
で
あ
る
 

通
常

運
転

時
等

に
行

う
遮

断

器
操
作
と
同
じ
で
あ
り
，
操
作

性
に
支
障
は
な
い
 

Ｄ
系
非
常
用
高
圧
母
線
受
電
操
作
 

・
Ｄ
系
非
常
用
高
圧
母
線
受
電
操
作
（
現
場
）
 

5
分
 

3
分

 
運
転
員
 

（
現
場
）
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

電
源

内
蔵

型
照

明
を

作
業

エ
リ
ア
に
配
備
し
て
お
り
，

建
物

内
常

用
照

明
消

灯
時

に
お

け
る

作
業

性
を

確
保

し
て
い
る
。
ま
た
，
ヘ
ッ
ド

ラ
イ

ト
及

び
懐

中
電

灯
を

携
行
し
て
い
る
 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
上

に
支

障
と
な
る
設
備
は
な
い
 

所
内
通
信
連
絡
設
備
，
電
力
保

安
通
信
用
電
話
設
備
及
び
有
線

式
通
信
設
備
の
う
ち
，
使
用
可

能
な
設
備
に
よ
り
，
中
央
制
御

室
と
の
連
絡
が
可
能
で
あ
る
 

通
常

運
転

時
に

行
う

遮
断

器

操
作
と
同
じ
で
あ
り
，
操
作
性

に
支
障
は
な
い
 

Ｃ
系
非
常
用
高
圧
母
線
受
電
準
備
 

・
Ｃ
系
非
常
用
高
圧
母
線
受
電
準
備
（
現
場
）
 

25
分
 

14
分

 
運
転
員
 

（
現
場
）
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

電
源

内
蔵

型
照

明
を

作
業

エ
リ
ア
に
配
備
し
て
お
り
，

建
物

内
常

用
照

明
消

灯
時

に
お

け
る

作
業

性
を

確
保

し
て
い
る
。
ま
た
，
ヘ
ッ
ド

ラ
イ

ト
及

び
懐

中
電

灯
を

携
行
し
て
い
る
 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
上

に
支

障
と
な
る
設
備
は
な
い
 

所
内
通
信
連
絡
設
備
，
電
力
保

安
通
信
用
電
話
設
備
及
び
有
線

式
通
信
設
備
の
う
ち
，
使
用
可

能
な
設
備
に
よ
り
，
中
央
制
御

室
と
の
連
絡
が
可
能
で
あ
る
 

通
常

運
転

時
に

行
う

遮
断

器

操
作
と
同
じ
で
あ
り
，
操
作
性

に
支
障
は
な
い
 

Ｃ
系
非
常
用
高
圧
母
線
受
電
操
作
 

・
Ｃ
系
非
常
用
高
圧
母
線
受
電
操
作
（
現
場
）
 

5
分
 

3
分

 
運
転
員
 

（
現
場
）
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

電
源

内
蔵

型
照

明
を

作
業

エ
リ
ア
に
配
備
し
て
お
り
，

建
物

内
常

用
照

明
消

灯
時

に
お

け
る

作
業

性
を

確
保

し
て
い
る
。
ま
た
，
ヘ
ッ
ド

ラ
イ

ト
及

び
懐

中
電

灯
を

携
行
し
て
い
る
 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
上

に
支

障
と
な
る
設
備
は
な
い
 

所
内
通
信
連
絡
設
備
，
電
力
保

安
通
信
用
電
話
設
備
及
び
有
線

式
通
信
設
備
の
う
ち
，
使
用
可

能
な
設
備
に
よ
り
，
中
央
制
御

室
と
の
連
絡
が
可
能
で
あ
る
 

通
常

運
転

時
に

行
う

遮
断

器

操
作
と
同
じ
で
あ
り
，
操
作
性

に
支
障
は
な
い
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表
 
重
大
事
故
等
対
策
（
現
場
）
の
成
立
性
確
認
（
4／

7）
 

作
業
項
目
 

具
体
的
な
運
転
操
作
・
作
業
内
容
 

操
作
・
作
業
の
 

想
定
時
間
 

訓
練
等
か
ら
の
 

実
績
時
間
 

状
況
 

作
業
環
境
 

連
絡
手
段
 

操
作
性
 

温
度
・
湿
度
 

放
射
線
環
境
 

照
明
 

そ
の
他
 

（
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
等
）
 

電
源
切
替
え
操
作
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
常
設
）
起
動
操
作
 

・
注
水
弁
電
源
切
替
え
操
作
 

20
分

 
8
分

 
運
転
員
 

（
現
場
）
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

【
炉
心
損
傷
が
な
い
場
合
】
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

 【
炉
心
損
傷
が
あ
る
場
合
】
 

作
業
に
伴
う
被
ば
く
線
量
は

17
mS
v
以
下

* 

注
記

*：
移
動
に
係
る
時
間
，
操
作

時
間

は
技

術
的

能
力

を

参
照
し
て
設
定
し
た
（
作

業
20

分
＋
移
動

15
分
＝

3
5
分
）
 

電
源

内
蔵

型
照

明
を

作
業

エ
リ
ア
に
配
備
し
て
お
り
，

建
物

内
常

用
照

明
消

灯
時

に
お

け
る

作
業

性
を

確
保

し
て
い
る
。
ま
た
，
ヘ
ッ
ド

ラ
イ

ト
及

び
懐

中
電

灯
を

携
行
し
て
い
る
 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
上

に
支

障
と
な
る
設
備
は
な
い
 

所
内
通
信
連
絡
設
備
，
電
力
保

安
通
信
用
電
話
設
備
及
び
有
線

式
通
信
設
備
の
う
ち
，
使
用
可

能
な
設
備
に
よ
り
，
中
央
制
御

室
と
の
連
絡
が
可
能
で
あ
る
 

通
常
運
転
時
等
に
行
う

F
F
B
操

作
と
同
様
で
あ
り
，
容
易
に
操

作
で
き
る
 

電
源
切
替
え
操
作
 

・
計
装
設
備
の
直
流
電
源
切
替
え
操
作
 

10
分

 
5
分

 
運
転
員
 

（
現
場
）
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

電
源

内
蔵

型
照

明
を

作
業

エ
リ
ア
に
配
備
し
て
お
り
，

建
物

内
常

用
照

明
消

灯
時

に
お

け
る

作
業

性
を

確
保

し
て
い
る
。
ま
た
，
ヘ
ッ
ド

ラ
イ

ト
及

び
懐

中
電

灯
を

携
行
し
て
い
る
 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
上

に
支

障
と
な
る
設
備
は
な
い
 

所
内
通
信
連
絡
設
備
，
電
力
保

安
通
信
用
電
話
設
備
及
び
有
線

式
通
信
設
備
の
う
ち
，
使
用
可

能
な
設
備
に
よ
り
，
中
央
制
御

室
と
の
連
絡
が
可
能
で
あ
る
 

通
常

の
運

転
操

作
で

実
施

す

る
操

作
と

同
様

で
あ

る
こ

と

か
ら
，
容
易
に
操
作
で
き
る
 

電
源
切
替
え
操
作
 

・
逃
が
し
安
全
弁
電
源
切
替
え
操
作
 

10
分

 
4
分

 
運
転
員
 

（
現
場
）
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

電
源

内
蔵

型
照

明
を

作
業

エ
リ
ア
に
配
備
し
て
お
り
，

建
物

内
常

用
照

明
消

灯
時

に
お

け
る

作
業

性
を

確
保

し
て
い
る
。
ま
た
，
ヘ
ッ
ド

ラ
イ

ト
及

び
懐

中
電

灯
を

携
行
し
て
い
る
 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
上

に
支

障
と
な
る
設
備
は
な
い
 

所
内
通
信
連
絡
設
備
，
電
力
保

安
通
信
用
電
話
設
備
及
び
有
線

式
通
信
設
備
の
う
ち
，
使
用
可

能
な
設
備
に
よ
り
，
中
央
制
御

室
と
の
連
絡
が
可
能
で
あ
る
 

通
常
運
転
時
等
に
行
う

F
F
B
操

作
と
同
様
で
あ
り
，
容
易
に
操

作
で
き
る
 

所
内
用
蓄
電
池
切
替
え
 

操
作
 

所
内
用
蓄
電
池
切
替
え
操
作
 

・
負
荷
切
り
離
し
／
所
内
用
蓄
電
池
切
替
え
操
作
 

30
分

 
25

分
 

運
転
員
 

（
現
場
）
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

電
源

内
蔵

型
照

明
を

作
業

エ
リ
ア
に
配
備
し
て
お
り
，

建
物

内
常

用
照

明
消

灯
時

に
お

け
る

作
業

性
を

確
保

し
て
い
る
。
ま
た
，
ヘ
ッ
ド

ラ
イ

ト
及

び
懐

中
電

灯
を

携
行
し
て
い
る
 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
上

に
支

障
と
な
る
設
備
は
な
い
 

有
線
式
通
信
設
備
，
所
内
通
信

連
絡
設
備
，
電
力
保
安
通
信
用

電
話
設
備
の
う
ち
，
使
用
可
能

な
設
備
に
よ
り
，
中
央
制
御
室

と
の
連
絡
が
可
能
で
あ
る
 

通
常
運
転
時
等
に
行
う

F
F
B
操

作
と
同
様
で
あ
り
，
容
易
に
操

作
で
き
る
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表
 
重
大
事
故
等
対
策
（
現
場
）
の
成
立
性
確
認
（
5／

7）
 

作
業
項
目
 

具
体
的
な
運
転
操
作
・
作
業
内
容
 

操
作
・
作
業
の
 

想
定
時
間
 

訓
練
等
か
ら
の
 

実
績
時
間
 

状
況
 

作
業
環
境
 

連
絡
手
段
 

操
作
性
 

温
度
・
湿
度
 

放
射
線
環
境
 

照
明
 

そ
の
他
 

（
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
等
）
 

原
子

炉
補

機
代

替
冷

却

系
運
転
操
作
 

原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系
準
備
操
作
 

・
資
機
材
配
置
及
び
ホ
ー
ス
敷
設
，
系
統
水
張
り
，
 

起
動
 

7
時
間

20
分
 

5
時
間

41
分

 
緊
急
時
対
策
要
員
 

（
現
場
）
 

－
 

（
屋
外
で
の
操
作
）
 

【
炉
心
損
傷
が
な
い
場
合
】
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

 【
炉
心
損
傷
が
あ
る
場
合
】
 

作
業
に
伴
う
被
ば
く
線
量
は

53
mS
v
以
下
* 

注
記
*：

移
動
に
係
る
時
間
，
操
作

時
間

は
技

術
的

能
力

を

参
照
し
て
設
定
し
た
（
作

業
7
時
間

30
分
＋
移
動

35
分
＝

8
時
間

5
分
）
 

車
両
の
ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
，

電
源
内
蔵
型
照
明
及
び
ヘ

ッ
ド
ラ
イ
ト
に
よ
り
，
夜

間
に
お
け
る
作
業
性
を
確

保
し
て
い
る
 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
上

に
支

障
と
な
る
設
備
は
な
い
 

衛
星
電
話
設
備
（
固
定
型
，
携

帯
型
），

無
線
通
信
設
備
（
固
定

型
，
携
帯
型
），

電
力
保
安
通
信

用
電
話
設
備
，
所
内
通
信
連
絡

設
備
の
う
ち
，
使
用
可
能
な
設

備
に
よ
り
，
緊
急
時
対
策
本
部

と
の
連
絡
が
可
能
で
あ
る
 

ホ
ー

ス
の

接
続

は
汎

用
の

結

合
金

具
及

び
フ

ラ
ン

ジ
接

続

で
あ
り
，
容
易
に
接
続
可
能
で

あ
る
 

作
業
エ
リ
ア
周
辺
に
は
，
支
障

と
な
る
設
備
は
な
く
，
十
分
な

作
業

ス
ペ

ー
ス

を
確

保
し

て

い
る
 

原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系
運
転
 

・
原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系

 
運
転
状
態
監
視
 

適
宜
実
施
 

原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系
準
備
操
作
 

・
電
源
ケ
ー
ブ
ル
接
続
 

１
時
間

40
分
 

1
時
間

11
分

 
緊
急
時
対
策
要
員
 

（
現
場
）
 

－
 

（
屋
外
で
の
操
作
）
 

【
炉
心
損
傷
が
な
い
場
合
】
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

 【
炉
心
損
傷
が
あ
る
場
合
】
 

作
業
に
伴
う
被
ば
く
線
量
は

17
mS
v
以
下
* 

注
記
*：

移
動
に
係
る
時
間
，
操
作

時
間

は
技

術
的

能
力

を

参
照
し
て
設
定
し
た
（
作

業
1
時
間

30
分
＋
移
動

25
分
＝

1
時
間

55
分
）
 

車
両
の
ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
，

電
源
内
蔵
型
照
明
及
び
ヘ

ッ
ド
ラ
イ
ト
に
よ
り
，
夜

間
に
お
け
る
作
業
性
を
確

保
し
て
い
る
 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
上

に
支

障
と
な
る
設
備
は
な
い
 

衛
星
電
話
設
備
（
固
定
型
，
携

帯
型
），

無
線
通
信
設
備
（
固
定

型
，
携
帯
型
），

電
力
保
安
通
信

用
電
話
設
備
，
所
内
通
信
連
絡

設
備
の
う
ち
，
使
用
可
能
な
設

備
に
よ
り
，
緊
急
時
対
策
本
部

と
の
連
絡
が
可
能
で
あ
る
 

電
源

ケ
ー

ブ
ル

及
び

ボ
ル

ト

リ
ン

ク
の

接
続

は
ね

じ
込

み

式
及

び
一

般
工

具
を

使
用

し

た
ボ

ル
ト

ナ
ッ

ト
で

の
接

続

で
あ
り
，
容
易
に
接
続
可
能
で

あ
る
 

原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系
準
備
操
作
 

・
原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系

 
系
統
構
成
 

１
時
間

40
分
 

１
時
間

7
分
 

運
転
員
 

（
現
場
）
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

【
炉
心
損
傷
が
な
い
場
合
】
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

 【
炉
心
損
傷
が
あ
る
場
合
】
 

作
業
に
伴
う
被
ば
く
線
量
は

16
mS
v
以
下
*
1,
2 

 注
記

*1
：
移
動
に
係
る

時
間
，
操

作
時
間

は
技
術

的
能

力

を
参

照
し

て
設

定
し

た
。（

作
業

1
時
間

40

分
＋
移
動

15
分
＝
1
時

間
55

分
）
 

*2
：

炉
心

損
傷

時
は

原
子

炉

建
物

（
管

理
区

域
）

内

が
高

線
量

と
な

る
た

め
，

当
該

区
域

内
の

系

統
構
成
は
実
施
し
な
い
 

電
源
内
蔵
型
照
明
を
作
業

エ
リ

ア
に

配
備

し
て

お

り
，
建
物
内
常
用
照
明
消

灯
時
に
お
け
る
作
業
性
を

確
保
し
て
い
る
。
ま
た
，

ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
及
び
懐
中

電
灯
を
携
行
し
て
い
る
 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
上

に
支

障
と
な
る
設
備
は
な
い
 

有
線
式
通
信
設
備
，
電
力
保
安

通
信
用
電
話
設
備
，
所
内
通
信

連
絡
設
備
の
う
ち
，
使
用
可
能

な
設
備
に
よ
り
，
中
央
制
御
室

と
の
連
絡
が
可
能
で
あ
る
 

通
常

運
転

時
等

に
行

う
弁

操

作
と
同
等
で
あ
り
，
作
業
ス
ペ

ー
ス

も
あ

る
こ

と
か

ら
容

易

に
作
業
可
能
で
あ
る
 

原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系
準
備
操
作
 

・
原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系

 
系
統
構
成
 

2
時
間

10
分
 

1
時
間

19
分

 
運
転
員
 

（
現
場
）
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

電
源
内
蔵
型
照
明
を
作
業

エ
リ

ア
に

配
備

し
て

お

り
，
建
物
内
常
用
照
明
消

灯
時
に
お
け
る
作
業
性
を

確
保
し
て
い
る
。
ま
た
，

ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
及
び
懐
中

電
灯
を
携
行
し
て
い
る
 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
上

に
支

障
と
な
る
設
備
は
な
い
 

有
線
式
通
信
設
備
，
電
力
保
安

通
信
用
電
話
設
備
，
所
内
通
信

連
絡
設
備
の
う
ち
，
使
用
可
能

な
設
備
に
よ
り
，
中
央
制
御
室

と
の
連
絡
が
可
能
で
あ
る
 

通
常

運
転

時
等

に
行

う
弁

操

作
と
同
等
で
あ
り
，
作
業
ス
ペ

ー
ス

も
あ

る
こ

と
か

ら
容

易

に
作
業
可
能
で
あ
る
 

 
 

7



 

表
 
重
大
事
故
等
対
策
（
現
場
）
の
成
立
性
確
認
（
6／

7）
 

作
業
項
目
 

具
体
的
な
運
転
操
作
・
作
業
内
容
 

操
作
・
作
業
の
 

想
定
時
間
 

訓
練
等
か
ら
の
 

実
績
時
間
 

状
況
 

作
業
環
境
 

連
絡
手
段
 

操
作
性
 

温
度
・
湿
度
 

放
射
線
環
境
 

照
明
 

そ
の
他
 

（
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
等
）
 

燃
料
プ
ー
ル
冷
却
系
 

準
備
操
作
 

燃
料
プ
ー
ル
冷
却
系
準
備
操
作
 

・
原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系

 
系
統
構
成
 

30
分

 
12

分
 

運
転
員
 

（
現
場
）
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

電
源

内
蔵

型
照

明
を

作
業

エ
リ
ア
に
配
備
し
て
お
り
，

建
物

内
常

用
照

明
消

灯
時

に
お

け
る

作
業

性
を

確
保

し
て
い
る
。
ま
た
，
ヘ
ッ
ド

ラ
イ

ト
及

び
懐

中
電

灯
を

携
行
し
て
い
る
 

ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
上
に
支
 

障
と
な
る
設
備
は
な
い
 

有
線
式
通
信
設
備
，
電
力
保
安

通
信
用
電
話
設
備
，
所
内
通
信

連
絡
設
備
の
う
ち
，
使
用
可
能

な
設
備
に
よ
り
，
中
央
制
御
室

と
の
連
絡
が
可
能
で
あ
る
 

通
常
運
転
時
等
に
行
う
弁
操
作

と
同
等
で
あ
り
，
作
業
ス
ペ
ー

ス
も
あ
る
こ
と
か
ら
容
易
に
作

業
可
能
で
あ
る
 

残
留

熱
除

去
系

の
破

断

箇
所
隔
離
 

残
留
熱
除
去
系
か
ら
の
漏
え
い
停
止
準
備
操
作
 

・
残
留
熱
除
去
系
隔
離
準
備
（
電
源
ロ
ッ
ク
）
 

30
分

 
6
分

 
運
転
員
 

（
現
場
）
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

炉
心
損
傷
が
な
い
た
め

，
高
線
量

に
な
る
こ
と
は
な
い
 

電
源

内
蔵

型
照

明
を

作
業

エ
リ
ア
に
配
備
し
て
お
り
，

建
物

内
常

用
照

明
消

灯
時

に
お

け
る

作
業

性
を

確
保

し
て
い
る
。
ま
た
，
ヘ
ッ
ド

ラ
イ

ト
及

び
懐

中
電

灯
を

携
行
し
て
い
る
 

ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
上
に
支
 

障
と
な
る
設
備
は
な
い
 

有
線
式
通
信
設
備
，
所
内
通
信

連
絡
設
備
，
電
力
保
安
通
信
用

電
話
設
備
の
う
ち
，
使
用
可
能

な
設
備
に
よ
り
，
中
央
制
御
室

と
の
連
絡
が
可
能
で
あ
る
 

通
常
運
転
時
等
に
行
う

F
F
B
操

作
と
同
様
で
あ
り
，
容
易
に
操

作
で
き
る
 

残
留
熱
除
去
系
か
ら
の
漏
え
い
停
止
操
作
（
現
場
 

操
作
）
 

・
保
護
具
装
着
 

30
分

 
14

分
 

運
転
員
 

（
現
場
）
 

操
作
現
場
は
約

40
℃
程
度
，
湿
度

は
10
0%
程
度
と
な
る
可
能
性
が
あ

る
が

，
保
護
具
を

装
着
す
る
こ

と

か
ら
，
問
題
は
な
い
 

操
作
現
場
の
線
量
は
最

大
で
も
約

8.
0m
Sv
/h

で
あ
り
，
作
業
時
間
を

保
守
的
に
１
時
間
と
設

定
し
て
も

作
業
員
の
受
け
る
実
効

線
量
は
最

大
で
約

8.
0m
Sv

と
な
る
 

電
源

内
蔵

型
照

明
を

作
業

エ
リ
ア
に
配
備
し
て
お
り
，

建
物

内
常

用
照

明
消

灯
時

に
お

け
る

作
業

性
を

確
保

し
て
い
る
。
ま
た
，
ヘ
ッ
ド

ラ
イ

ト
及

び
懐

中
電

灯
を

携
行
し
て
い
る
 

ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
上
に
支
 

障
と
な
る
設
備
は
な
い
 

有
線
式
通
信
設
備
，
所
内
通
信

連
絡
設
備
，
電
力
保
安
通
信
用

電
話
設
備
の
う
ち
，
使
用
可
能

な
設
備
に
よ
り
，
中
央
制
御
室

と
の
連
絡
が
可
能
で
あ
る
 

通
常
運
転
時
等
に
行
う
弁
操
作

と
同
等
で
あ
り
，
作
業
ス
ペ
ー

ス
も
あ
る
こ
と
か
ら
容
易
に
作

業
可
能
で
あ
る
 

操
作
対
象
弁
に
は
，
暗
闇
で
も

識
別
し
や
す
い
よ
う
に
反
射
テ

ー
プ
を
施
し
て
い
る
 

残
留
熱
除
去
系
か
ら
の
漏
え
い
停
止
操
作
（
現
場
 

操
作
）
 

・
残
留
熱
除
去
系
 
注
水
弁
隔
離
操
作
（
現
場
）
 

1
時
間

 
40

分
 

居
住
性
の
確
保
 

中
央
制
御
室
換
気
系
起
動
 

・
中
央
制
御
室
換
気
系

 
系
統
構
成
 

40
分

 
19

分
 

運
転
員
 

（
現
場
）
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

作
業
に
伴
う
被
ば
く
線
量
は
 

12
mS
v
以
下

* 

 注
記

*：
移
動
に
係
る
時
間
，
操
作

時
間

は
技

術
的

能
力

を

参
照
し
て
設
定
し
た
（
作

業
40

分
＋
移
動

15
分
＝

55
分
）
 

電
源

内
蔵

型
照

明
を

作
業

エ
リ
ア
に
配
備
し
て
お
り
，

建
物

内
常

用
照

明
消

灯
時

に
お

け
る

作
業

性
を

確
保

し
て
い
る
。
ま
た
，
ヘ
ッ
ド

ラ
イ

ト
及

び
懐

中
電

灯
を

携
行
し
て
い
る
 

ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
上
に
支
 

障
と
な
る
設
備
は
な
い
 

通
信
連
絡
設
備
（
所
内
通
信
連

絡
設
備
，
電
力
保
安
通
信
用
電

話
設
備
，
有
線
式
通
信
設
備
）

の
う
ち
，
使
用
可
能
な
設
備
に

よ
り
，
中
央
制
御
室
と
の
連
絡

が
可
能
で
あ
る
 

中
央
制
御
室
換
気
系
加
圧
運
転

の
実
施
は
，
中
央
制
御
室
換
気

系
給
気
隔
離
ダ
ン
パ
を
開
操
作

す
る
の
み
で
あ
り
，
容
易
に
操

作
実
施
可
能
で
あ
る
 

中
央
制
御
室
待
避
室
準
備
 

・
中
央
制
御
室
待
避
室
系
統
構
成
 

30
分

 
10

分
 

運
転
員
 

（
現
場
）
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

【
炉
心
損
傷
が
な
い
場
合
】
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

 【
炉
心
損
傷
が
あ
る
場
合
】
 

約
51

mS
v
／

7
日
間
以
下
 

電
源

内
蔵

型
照

明
を

作
業

エ
リ
ア
に
配
備
し
て
お
り
，

建
物

内
常

用
照

明
消

灯
時

に
お

け
る

作
業

性
を

確
保

し
て
い
る
。
ま
た
，
ヘ
ッ
ド

ラ
イ

ト
及

び
懐

中
電

灯
を

携
行
し
て
い
る
 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
上

に
支

障
と
な
る
設
備
は
な
い
 

通
信
連
絡
設
備
（
所
内
通
信
連

絡
設
備
，
電
力
保
安
通
信
用
電

話
設
備
，
有
線
式
通
信
設
備
）

の
う
ち
，
使
用
可
能
な
設
備
に

よ
り
，
中
央
制
御
室
と
の
連
絡

が
可
能
で
あ
る
 

中
央
制
御
室
待
避
室
の
正
圧
化

準
備
作
業
は
，
空
気
ボ
ン
ベ
の

操
作
弁
を
開
側
へ
回
す
作
業
の

み
で
あ
り
容
易
に
操
作
実
施
可

能
で
あ
る
 

可
搬

式
窒

素
供

給
装

置

に
よ

る
格

納
容

器
内

の

不
活
性
化
 

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
に
よ
る
格
納
容
器
内
窒
素
 

供
給
準
備
 

・
可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
準
備
 

2
時
間

 

１
時
間

42
分
 

緊
急
時
対
策
要
員
 

（
現
場
）
 

－
 

（
屋
外
で
の
操
作
）
 

作
業
に
伴
う
被
ば
く
線
量
は

16
mS
v
以
下

* 

 注
記

*：
移
動
に
係
る
時
間
，
操
作

時
間

は
技

術
的

能
力

を

参
照
し
て
設
定
し
た
（
作

業
2
時
間
＋
移
動

25
分

＝
2
時
間

25
分
）
 

車
両
の
作
業
用
照
明
・
ヘ
ッ

ド
ラ

イ
ト

及
び

懐
中

電
灯

に
よ
り
，
夜
間
に
お
け
る
作

業
性
を
確
保
し
て
い
る
 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
上

に
支

障
と
な
る
設
備
は
な
い
 

衛
星
電
話
設
備
（
固
定
型
，
携

帯
型
），

無
線
通
信
設
備
（
固
定

型
，
携
帯
型
），

電
力
保
安
通
信

用
電
話
設
備
，
所
内
通
信
連
絡

設
備
の
う
ち
，
使
用
可
能
な
設

備
に
よ
り
，
緊
急
時
対
策
本
部

と
の
連
絡
が
可
能
で
あ
る
 

ホ
ー
ス
の
接
続
は
差
し
込
み
式

で
の
接
続
で
あ
り
，
容
易
に
接

続
可
能
で
あ
る
 

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
に
よ
る
格
納
容
器
内
窒
素
 

供
給
 

・
可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
起
動
 

適
宜
実
施
 

溶
融

炉
心

落
下

前
の

格

納
容

器
代

替
ス

プ
レ

イ

系
（
可
搬
型
）
に
よ
る
水

張
り
操
作
 

格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）
準
備
操
作
 

・
大
量
送
水
車
に
よ
る
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系

（
可
搬
型
）
準
備
／
系
統
構
成
（
大
量
送
水
車
配
置
，

ホ
ー
ス
展
張
・
接
続
）
 

2
時
間

10
分

 
１
時
間

41
分
 

緊
急
時
対
策
要
員
 

（
現
場
）
 

－
 

（
屋
外
で
の
操
作
）
 

作
業
に
伴
う
被
ば
く
線
量
は
 

28
mS
v
以
下

* 

 注
記

*：
移
動
に
係
る
時
間
，
操
作

時
間
は
技
術
的
能
力
を

参
照
し
て
設
定
し
た
（
作

業
2
時
間

10
分
＋
移
動

25
分
＝
2
時
間

35
分
）
 

車
両
の
作
業
用
照
明
・
ヘ
ッ

ド
ラ

イ
ト

及
び

懐
中

電
灯

に
よ
り
，
夜
間
に
お
け
る
作

業
性
を
確
保
し
て
い
る
 

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
上

に
支

障
と
な
る
設
備
は
な
い
 

衛
星
電
話
設
備
（
固
定
型
，
携

帯
型
），

無
線
通
信
設
備
（
固
定

型
，
携
帯
型
），

電
力
保
安
通
信

用
電
話
設
備
，
所
内
通
信
連
絡

設
備
の
う
ち
，
使
用
可
能
な
設

備
に
よ
り
，
緊
急
時
対
策
本
部

と
の
連
絡
が
可
能
で
あ
る
 

大
量
送
水
車
か
ら
の
ホ
ー
ス
接

続
は
，
汎
用
の
結
合
金
具
で
あ

り
，
容
易
に
実
施
可
能
で
あ
る
。 

ま
た
，
作
業
エ
リ
ア
周
辺
に
は

支
障
と
な
る
設
備
は
無
く
，
十

分
な
作
業
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
し

て
い
る
 

8



 

表
 
重
大
事
故
等
対
策
（
現
場
）
の
成
立
性
確
認
（
7／

7）
 

作
業
項
目
 

具
体
的
な
運
転
操
作
・
作
業
内
容
 

操
作
・
作
業
の
 

想
定
時
間
 

訓
練
等
か
ら
の
 

実
績
時
間
 

状
況
 

作
業
環
境
 

連
絡
手
段
 

操
作
性
 

温
度
・
湿
度
 

放
射
線
環
境
 

照
明
 

そ
の
他
 

(
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
等

) 

溶
融

炉
心

落
下

後
の

原

子
炉

格
納

容
器

下
部

へ

の
注

水
操

作
（

崩
壊

熱

相
当
の
注
水
）
 

ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）

 
注
水
操
作
 

・
原
子
炉
圧
力
容
器
破
損
後
の
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
 

注
水
 

適
宜
実
施
 

6
分
 

緊
急
時
対
策
要
員
 

（
現
場
）
 

－
 

（
屋
外
で
の
操
作
）
 

作
業
に
伴
う
被
ば
く
線
量
は
 

8m
Sv

以
下
* 

 注
記
*：

移
動
に
係
る
時
間
，
操
作

時
間
は
技
術
的
能
力
を

参
照
し
て
設
定
し
た
（
作

業
10

分
＋
移
動

50
分
＝

1
時
間
）
 

車
両

の
作

業
用

照
明

・
ヘ

ッ
ド

ラ
イ

ト
及

び
懐

中
電

灯
に

よ
り

，
夜

間
に

お
け

る
作

業
性

を
確

保
し

て
い

る
 

ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
上
に
支

障
と
な
る
設
備
は
な
い
 

衛
星
電
話
設
備
（
固
定
型
，
携

帯
型
），

無
線
通
信
設
備
（
固
定

型
，
携
帯
型
），

電
力
保
安
通
信

用
電
話
設
備
，
所
内
通
信
連
絡

設
備
の
う
ち
，
使
用
可
能
な
設

備
に
よ
り
，
緊
急
時
対
策
本
部

と
の
連
絡
が
可
能
で
あ
る
 

作
業

エ
リ

ア
周

辺
に

は
支

障

と
な
る
設
備
は
無
く
，
十
分
な

作
業

ス
ペ

ー
ス

を
確

保
し

て

い
る
 

燃
料

プ
ー

ル
ス

プ
レ

イ

系
（

可
搬

型
ス

プ
レ

イ

ノ
ズ

ル
）

に
よ

る
燃

料

プ
ー
ル
注
水
 

燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系
準
備
操
作
 

・
大
量
送
水
車
に
よ
る
燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
準
備
 

（
大
量
送
水
車
配
置
，
ホ
ー
ス
展
張
・
接
続
）
 

・
原
子
炉
建
物
内
ホ
ー
ス
敷
設
，
可
搬
型
ス
プ
レ
イ
 

ノ
ズ
ル
準
備
 

2
時
間

50
分

 

2
時
間

25
分

 
緊
急
時
対
策
要
員
 

（
現
場
）
 

－
 

（
屋
外
で
の
操
作
）
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

車
両

の
作

業
用

照
明

・
ヘ

ッ
ド

ラ
イ

ト
及

び
懐

中
電

灯
に

よ
り

，
夜

間
に

お
け

る
作

業
性

を
確

保
し

て
い

る
 

ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
上
に
支

障
と
な
る
設
備
は
な
い
 

衛
星
電
話
設
備
（
固
定
型
，
携

帯
型
），

無
線
通
信
設
備
（
固
定

型
，
携
帯
型
），

電
力
保
安
通
信

用
電
話
設
備
，
所
内
通
信
連
絡

設
備
の
う
ち
，
使
用
可
能
な
設

備
に
よ
り
，
緊
急
時
対
策
本
部

と
の
連
絡
が
可
能
で
あ
る
 

大
量

送
水

車
か

ら
の

ホ
ー

ス

接
続
は
，
汎
用
の
結
合
金
具
で

あ
り
，
容
易
に
実
施
可
能
で
あ

る
。
 

ま
た
，
作
業
エ
リ
ア
周
辺
に
は

支
障
と
な
る
設
備
は
無
く
，
十

分
な

作
業

ス
ペ

ー
ス

を
確

保

し
て
い
る
 

大
量
送
水
車
に
よ
る
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水
 

・
燃
料
プ
ー
ル
注
水
 

適
宜
実
施
 

原
子

炉
冷

却
材

流
出

の

停
止
 

原
子
炉
水
位
回
復
操
作
 

・
原
子
炉
水
位
低
下
調
査
／
隔
離
準
備
操
作
 

50
分

 
25

分
 

運
転
員
 

（
現
場
）
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

炉
心
損
傷
が
な
い
た
め
，
高
線
量

に
な
る
こ
と
は
な
い
 

電
源

内
蔵

型
照

明
を

作
業

エ
リ

ア
に

配
備

し
て

お

り
，

建
物

内
常

用
照

明
消

灯
時

に
お

け
る

作
業

性
を

確
保

し
て

い
る

。
ま

た
，

ヘ
ッ

ド
ラ

イ
ト

及
び

懐
中

電
灯
を
携
行
し
て
い
る
 

ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
上
に
支

障
と
な
る
設
備
は
な
い
 

有
線
式
通
信
設
備
，
所
内
通
信

連
絡
設
備
，
電
力
保
安
通
信
用

電
話
設
備
の
う
ち
，
使
用
可
能

な
設
備
に
よ
り
，
中
央
制
御
室

と
の
連
絡
が
可
能
で
あ
る
 

定
期

事
業

者
検

査
時

に
行

う

電
源

受
電

操
作

と
同

等
で

あ

り
容
易
に
操
作
可
能
で
あ
る
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添付 1 

 

重大事故等対策の有効性評価における作業ごとの成立性確認結果について 

 

重大事故等対策の有効性評価において行われる各作業について，作業（操作）の概要，作

業（操作）時間及び操作の成立性について下記の要領で確認した。 

個別確認結果とそれに基づく重大事故等対策の成立性確認を「表 1 重大事故等対策の成

立性確認」に示す。 

 

 

「操作名称」 

 

1．作業（操作）概要   ：作業項目，具体的な運転操作・作業内容，対応する事故シー 

ケンスグループ等の番号 

 

2．操作時間 

（1）想定時間     ：移動時間＋操作時間に余裕を見て10分単位で値を設定。 

（要求時間）    ただし，時間余裕が少ない操作については，１分単位で値を 

設定 

（2）操作時間     ：現地への移動時間（重大事故等発生時については放射線防護 

（実績又は模擬）   具着用時間は別途確保），訓練による実績時間，模擬による 

想定時間等を記載 

 

3．操作の成立性について 

（1）状況       ：対応者，操作場所を記載 

（2）作業環境     ：現場の作業環境について記載 

アクセス性，重大事故等の状況を仮定した環境による影響， 

放射線防護具を着用する場合の考慮事項，暗闇の場合の考慮 

事項 他 

（3）連絡手段      ：各所との連絡手段について記載 

（4）操作性      ：現場作業の操作性について記載 

（5）その他      ：対応する「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重 

大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するため 

に必要な技術的能力に係る審査基準」に係る適合性状況説明 

資料（以下「技術的能力」という。）の条文番号を記載 
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表
1
 
重
大
事
故
等
対
策
の
成
立
性
確
認
（
1／

17
）

 

作
業
項
目
 

具
体
的
な
運
転
操
作
・
作
業
内
容
 

事
故
シ
ー
ケ
ン
ス

No
. 

（
資
料

No
.
）
 

操
作
・
作
業
の
 

想
定
時
間
 

訓
練
等
か
ら
の
 

実
績
時
間
 

状
況
 

作
業
環
境
 

連
絡
手
段
 

操
作
性
 

技
術
的
 

能
力
審
査

基
準

N
o
. 

温
度
・
湿
度
 

放
射
線
環
境
 

照
明
 

そ
の
他
 

（
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
等
）
 

常
設
代
替
交
流
電
源
 

設
備
起
動
操
作
 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
起
動
操
作
 

・
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
起
動
，
受
電
操
作
 

2.
1 

2.
3.

1 

2.
3.

2 

2.
3.

3 

2.
3.

4 

2.
4.

1 

2.
4.

2 

2.
6 

3.
1.

2 

3.
1.

3 

3.
2 

5.
2 

10
分

 
4
分

 
運
転
員
 

（
中
央
制
御
室
）
 

中
央
制
御
室
の
室
温
に
つ
い
て

は
，
空
調
の
停
止
に
よ
り
緩
慢
に

上
昇
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
，
作

業
に
支
障
を
及
ぼ
す
程
の
影
響
は

な
く
，
通
常
運
転
状
態
と
同
程
度

で
あ
る
 

【
炉
心
損
傷
が
な
い
場
合
】
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

 【
炉
心
損
傷
が
あ
る
場
合
】
 

約
5
1m
Sv
／

7
日
間
以
下
 

常
用
照
明
消
灯
時
に
お

い
て
も
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト

（
三
脚
タ
イ
プ
），

Ｌ
Ｅ

Ｄ
ラ
イ
ト
（
ラ
ン
タ
ン

タ
イ
プ
）
及
び
ヘ
ッ
ド

ラ
イ
ト
を
配
備
し
て
い

る
た
め
，
操
作
可
能
で

あ
る
 

周
辺
に
は
支
障
と
な
る

設
備
は
な
い
 

－
 

中
央

制
御

室
で

の
操

作
は

，
通

常
の

運
転

操
作

で
実

施
す

る
操

作
と

同
様

で
あ

る
こ

と
か

ら
，

容
易

に
操

作
で
き
る
 

1
.
1
4 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水

系
（
常
設
）
に
よ
る
 

原
子
炉
注
水
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
常
設
）
起
動
操
作
 

・
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
常
設
）
起
動
／
運
転
 

確
認
／
系
統
構
成
 

2.
1 

2.
4.

2 

2.
6 

3.
1.

2 

3.
1.

3 

5.
2 

10
分

 
8
分

 
運
転
員
 

（
中
央
制
御
室
）
 

中
央
制
御
室
の
室
温
に
つ
い
て

は
，
空
調
の
停
止
に
よ
り
緩
慢
に

上
昇
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
，
作

業
に
支
障
を
及
ぼ
す
程
の
影
響
は

な
く
，
通
常
運
転
状
態
と
同
程
度

で
あ
る
 

【
炉
心
損
傷
が
な
い
場
合
】
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

 【
炉
心
損
傷
が
あ
る
場
合
】
 

約
5
1m
Sv
／

7
日
間
以
下
 

常
用
照
明
消
灯
時
に
お

い
て
も
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト

（
三
脚
タ
イ
プ
），

Ｌ
Ｅ

Ｄ
ラ
イ
ト
（
ラ
ン
タ
ン

タ
イ
プ
）
及
び
ヘ
ッ
ド

ラ
イ
ト
を
配
備
し
て
い

る
た
め
，
操
作
可
能
で

あ
る
 

周
辺
に
は
支
障
と
な
る

設
備
は
な
い
 

－
 

中
央

制
御

室
で

の
操

作
は

，
通

常
の

運
転

操
作

で
実

施
す

る
操

作
と

同
様

で
あ

る
こ

と
か

ら
，

容
易

に
操

作
で
き
る
 

1
.
4 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
常
設
）
注
水
操
作
 

・
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
常
設
）
注
水
弁
操
作
 

低
圧
原
子
炉
代
替
 

注
水
槽
へ
の
補
給
 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
／
西
２
）
か
ら
低
圧
原
子
炉
代
替

注
水
槽
へ
の
補
給
 

・
大
量
送
水
車
に
よ
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
へ
の
 

補
給
準
備
（
大
量
送
水
車
配
置
，
ホ
ー
ス
展
張
・
接
 

続
）
 

2.
1 

2.
4.

2 

2.
6 

3.
1.

2 

3.
1.

3 

5.
2 

2
時
間

10
分

 
1
時
間

41
分

 
緊
急
時
対
策
要
員
 

（
現
場
）
 

－
 

（
屋
外
で
の
操
作
）
 

【
炉
心
損
傷
が
な
い
場
合
】
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

 【
炉
心
損
傷
が
あ
る
場
合
】
 

作
業
に
伴
う
被
ば
く
線
量
は

23
mS
v
以
下

* 

注
記

*：
評
価
結
果
の
高
く
な
る
ホ

ー
ス
展
張
・
接
続
作
業
の

結
果
を
記
載
。
移
動
に
係

る
時
間
，
操
作
時
間
は
技

術
的
能
力
を
参
照
し
て

設
定
し
た
（
作
業

2
時
間

5
分
＋
移
動

35
分
＝
2
時

間
40

分
）

 

車
両
の
作
業
用
照
明
・

ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
及
び
懐

中
電
灯
に
よ
り
，
夜
間

に
お
け
る
作
業
性
を
確

保
し
て
い
る
 

ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
上
に

支
障
と
な
る
設
備
は
な

い
 

衛
星
電
話
設
備
（
固

定
型

，
携
帯
型

）
，

無
線
通
信
設
備
（
固

定
型

，
携
帯
型

）
，

電
力

保
安

通
信

用

電
話
設
備
，
所
内
通

信
連

絡
設

備
の

う

ち
，
使
用
可
能
な
設

備
に
よ
り
，
緊
急
時

対
策

本
部

と
の

連

絡
が
可
能
で
あ
る
 

大
量

送
水

車
か

ら
の

ホ
ー

ス
接

続
は

，
汎

用
の

結
合

金
具

で
あ

り
，

容
易

に
実

施
可

能
で
あ
る
 

ま
た

，
作

業
エ

リ
ア

周
辺

に
は

支
障

と
な

る
設

備
は

無
く

，
十

分
な

作
業

ス
ペ

ー
ス

を
確
保
し
て
い
る
 

1
.
1
3 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
／
西
２
）
か
ら
低
圧
原
子
炉
代
替

注
水
槽
へ
の
補
給
 

・
大
量
送
水
車
に
よ
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
へ
の
 

補
給
 

原
子
炉
急
速
減
圧
操
作
 

原
子
炉
急
速
減
圧
操
作
 

・
逃
が
し
安
全
弁
（
自
動
減
圧
機
能
付
き
）
 
 

手
動
開
放
操
作
 

2.
1 

2.
3.

1 

2.
3.

2 

2.
3.

3 

2.
3.

4 

2.
4.

1 

2.
4.

2 

2.
6 

2.
7 

3.
2 

5.
1 

5.
2 

10
分

 
2
分

 
運
転
員
 

（
中
央
制
御
室
）
 

中
央
制
御
室
の
室
温
に
つ
い
て

は
，
空
調
の
停
止
に
よ
り
緩
慢
に

上
昇
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
，
作

業
に
支
障
を
及
ぼ
す
程
の
影
響
は

な
く
，
通
常
運
転
状
態
と
同
程
度

で
あ
る
 

【
炉
心
損
傷
が
な
い
場
合
】
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

 【
炉
心
損
傷
が
あ
る
場
合
】
 

約
5
1m
Sv
／

7
日
間
以
下
 

常
用
照
明
消
灯
時
に
お

い
て
も
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト

（
三
脚
タ
イ
プ
），

Ｌ
Ｅ

Ｄ
ラ
イ
ト
（
ラ
ン
タ
ン

タ
イ
プ
）
及
び
ヘ
ッ
ド

ラ
イ
ト
を
配
備
し
て
い

る
た
め
，
操
作
可
能
で

あ
る
 

周
辺
に
は
支
障
と
な
る

設
備
は
な
い
 

－
 

中
央

制
御

室
で

の
操

作
は

，
通

常
の

運
転

操
作

で
実

施
す

る
操

作
と

同
様

で
あ

る
こ

と
か

ら
，

容
易

に
操

作
で
き
る
 

1
.
3 
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表
1
 
重
大
事
故
等
対
策
の
成
立
性
確
認
（
2／

17
）
 

作
業
項
目
 

具
体
的
な
運
転
操
作
・
作
業
内
容
 

事
故
シ
ー
ケ
ン
ス

No
. 

（
資
料

No
.
）
 

操
作
・
作
業
の
 

想
定
時
間
 

訓
練
等
か
ら
の
 

実
績
時
間
 

状
況
 

作
業
環
境
 

連
絡
手
段
 

操
作
性
 

技
術
的
 

能
力
審
査

基
準

N
o
. 

温
度
・
湿
度
 

放
射
線
環
境
 

照
明
 

そ
の
他
 

（
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
等
）
 

格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ

イ
系
（
可
搬
型
）
に
よ

る
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

操
作
 

格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）
系
統
構
成
 

・
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）
系
統
構
成
 

2.
1 

2.
4.

2 

2.
6 

3.
1.

3 

10
分

 
3
分

 
運
転
員
 

（
中
央
制
御
室
）
 

中
央
制
御
室
の
室
温
に
つ
い
て

は
，
空
調
の
停
止
に
よ
り
緩
慢
に

上
昇
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
，
作

業
に
支
障
を
及
ぼ
す
程
の
影
響
は

な
く
，
通
常
運
転
状
態
と
同
程
度

で
あ
る
 

【
炉
心
損
傷
が
な
い
場
合
】
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

 【
炉
心
損
傷
が
あ
る
場
合
】
 

約
5
1m
Sv
／

7
日
間
以
下
 

常
用
照
明
消
灯
時
に
お

い
て
も
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト

（
三
脚
タ
イ
プ
），

Ｌ
Ｅ

Ｄ
ラ
イ
ト
（
ラ
ン
タ
ン

タ
イ
プ
）
及
び
ヘ
ッ
ド

ラ
イ
ト
を
配
備
し
て
い

る
た
め
，
操
作
可
能
で

あ
る
 

周
辺
に
は
支
障
と
な
る
 

設
備
は
な
い
 

－
 

中
央
制
御
室
で
の

操
作
は
，
通
常
の
運

転
操
作
で
実
施
す

る
操
作
と
同
様
で

あ
る
こ
と
か
ら
，
容

易
に
操
作
で
き
る
 

1
.
6 

格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）
系
統
構
成
 

・
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）
系
統
構
成
 

2.
3.

1 

2.
3.

2 

2.
3.

3 

2.
3.

4 

40
分

 
18

分
 

運
転
員
 

（
現
場
）
 

中
央
制
御
室
の
室
温
に
つ
い
て

は
，
空
調
の
停
止
に
よ
り
緩
慢
に

上
昇
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
，
作

業
に
支
障
を
及
ぼ
す
程
の
影
響
は

な
く
，
通
常
運
転
状
態
と
同
程
度

で
あ
る
 

【
炉
心
損
傷
が
な
い
場
合
】
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

常
用
照
明
消
灯
時
に
お

い
て
も
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト

（
三
脚
タ
イ
プ
），

Ｌ
Ｅ

Ｄ
ラ
イ
ト
（
ラ
ン
タ
ン

タ
イ
プ
）
及
び
ヘ
ッ
ド

ラ
イ
ト
を
配
備
し
て
い

る
た
め
，
操
作
可
能
で

あ
る
 

周
辺
に
は
支
障
と
な
る
 

設
備
は
な
い
 

－
 

中
央
制
御
室
で
の

操
作
は
，
通
常
の
運

転
操
作
で
実
施
す

る
操
作
と
同
様
で

あ
る
こ
と
か
ら
，
容

易
に
操
作
で
き
る
 

格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）
ス
プ
レ
イ
 

操
作
 

・
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）
ス
プ
レ
イ

弁
操
作
 

2.
1 

2.
4.

2 

2.
6 

3.
1.

3 

適
宜
実
施
 

3
分

 
運
転
員
 

（
中
央
制
御
室
）
 

中
央
制
御
室
の
室
温
に
つ
い
て

は
，
空
調
の
停
止
に
よ
り
緩
慢
に

上
昇
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
，
作

業
に
支
障
を
及
ぼ
す
程
の
影
響
は

な
く
，
通
常
運
転
状
態
と
同
程
度

で
あ
る
 

【
炉
心
損
傷
が
な
い
場
合
】
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

 【
炉
心
損
傷
が
あ
る
場
合
】
 

約
5
1m
Sv
／

7
日
間
以
下
 

常
用
照
明
消
灯
時
に
お

い
て
も
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト

（
三
脚
タ
イ
プ
），

Ｌ
Ｅ

Ｄ
ラ
イ
ト
（
ラ
ン
タ
ン

タ
イ
プ
）
及
び
ヘ
ッ
ド

ラ
イ
ト
を
配
備
し
て
い

る
た
め
，
操
作
可
能
で

あ
る
 

周
辺
に
は
支
障
と
な
る
 

設
備
は
な
い
 

－
 

中
央
制
御
室
で
の

操
作
は
，
通
常
の
運

転
操
作
で
実
施
す

る
操
作
と
同
様
で

あ
る
こ
と
か
ら
，
容

易
に
操
作
で
き
る
 

格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）
ス
プ
レ
イ
 

操
作
 

・
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）
ス
プ
レ
イ

弁
操
作
（
現
場
）
 

2.
3.

1 

2.
3.

2 

2.
3.

3 

2.
3.

4 

 

適
宜
実
施
 

－
 

緊
急
時
対
策
要
員
 

（
現
場
）
 

－
 

（
屋
外
で
の
操
作
）
 

【
炉
心
損
傷
が
な
い
場
合
】
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

車
両
の
作
業
用
照
明
・

ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
及
び
懐

中
電
灯
に
よ
り
，
夜
間

に
お
け
る
作
業
性
を
確

保
し
て
い
る
 

ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
上
に
 

支
障
と
な
る
設
備
は
な
 

い
 

衛
星
電
話
設
備
（
固

定
型

，
携
帯
型

）
，

無
線
通
信
設
備
（
固

定
型

，
携
帯
型

）
，

電
力

保
安

通
信

用

電
話
設
備
，
所
内
通

信
連

絡
設

備
の

う

ち
，
使
用
可
能
な
設

備
に
よ
り
，
緊
急
時

対
策

本
部

と
の

連

絡
が
可
能
で
あ
る
 

作
業
エ
リ
ア
周
辺

に
は
支
障
と
な
る

設
備
は
無
く
，
十
分

な
作
業
ス
ペ
ー
ス

を
確
保
し
て
い
る
 

格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ

ン
ト
系
に
よ
る
原
子
炉

格
納
容
器
除
熱
操
作
 

格
納
容
器
ベ
ン
ト
準
備
操
作
 

・
格
納
容
器
ベ
ン
ト
準
備
（
第
２
弁
操
作
）
 

2.
1 

2.
4.

2 

2.
6 

3.
1.

3 

10
分

 
8
分

 
運
転
員
 

（
中
央
制
御
室
）
 

中
央
制
御
室
の
室
温
に
つ
い
て

は
，
空
調
の
停
止
に
よ
り
緩
慢
に

上
昇
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
，
作

業
に
支
障
を
及
ぼ
す
程
の
影
響
は

な
く
，
通
常
運
転
状
態
と
同
程
度

で
あ
る
 

【
炉
心
損
傷
が
な
い
場
合
】
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

 【
炉
心
損
傷
が
あ
る
場
合
】
 

約
5
1m
Sv
／

7
日
間
以
下
 

常
用
照
明
消
灯
時
に
お

い
て
も
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト

（
三
脚
タ
イ
プ
），

Ｌ
Ｅ

Ｄ
ラ
イ
ト
（
ラ
ン
タ
ン

タ
イ
プ
）
及
び
ヘ
ッ
ド

ラ
イ
ト
を
配
備
し
て
い

る
た
め
，
操
作
可
能
で

あ
る
 

周
辺
に
は
支
障
と
な
る

設
備
は
な
い
 

－
 

中
央

制
御

室
で

の

操
作
は
，
通
常
の
運

転
操

作
で

実
施

す

る
操

作
と

同
様

で

あ
る
こ
と
か
ら
，
容

易
に
操
作
で
き
る
 

1
.
5 

1
.
7 

格
納
容
器
ベ
ン
ト
操
作
 

・
格
納
容
器
ベ
ン
ト
操
作
（
第
１
弁
操
作
）
 

10
分

 
3
分

 
運
転
員
 

（
中
央
制
御
室
）
 

中
央
制
御
室
の
室
温
に
つ
い
て

は
，
空
調
の
停
止
に
よ
り
緩
慢
に

上
昇
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
，
作

業
に
支
障
を
及
ぼ
す
程
の
影
響
は

な
く
，
通
常
運
転
状
態
と
同
程
度

で
あ
る
 

【
炉
心
損
傷
が
な
い
場
合
】
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

 【
炉
心
損
傷
が
あ
る
場
合
】
 

約
5
1m
Sv
／

7
日
間
以
下
 

常
用
照
明
消
灯
時
に
お

い
て
も
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト

（
三
脚
タ
イ
プ
），

Ｌ
Ｅ

Ｄ
ラ
イ
ト
（
ラ
ン
タ
ン

タ
イ
プ
）
及
び
ヘ
ッ
ド

ラ
イ
ト
を
配
備
し
て
い

る
た
め
，
操
作
可
能
で

あ
る
 

周
辺
に
は
支
障
と
な
る

設
備
は
な
い
 

－
 

中
央

制
御

室
で

の

操
作
は
，
通
常
の
運

転
操

作
で

実
施

す

る
操

作
と

同
様

で

あ
る
こ
と
か
ら
，
容

易
に
操
作
で
き
る
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表
1
 
重
大
事
故
等
対
策
の
成
立
性
確
認
（
3／

17
）
 

作
業
項
目
 

具
体
的
な
運
転
操
作
・
作
業
内
容
 

事
故
シ
ー
ケ
ン
ス

No
. 

（
資
料

No
.
）
 

操
作
・
作
業
の
 

想
定
時
間
 

訓
練
等
か
ら
の
 

実
績
時
間
 

状
況
 

作
業
環
境
 

連
絡
手
段
 

操
作
性
 

技
術
的
 

能
力
審
査

基
準

N
o
. 

温
度
・
湿
度
 

放
射
線
環
境
 

照
明
 

そ
の
他
 

（
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
等
）
 

格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ

ン
ト
系
に
よ
る
原
子
炉

格
納
容
器
除
熱
操
作
 

格
納
容
器
ベ
ン
ト
準
備
操
作
 

・
Ｆ
Ｃ
Ｖ
Ｓ
排
気
ラ
イ
ン
ド
レ
ン
排
出
弁
閉
操
作
 

2.
1 

2.
4.

2 

2.
6 

3.
1.

3 

40
分

 
31

分
 

緊
急
時
対
策
要
員
 

（
現
場
）
 

－
 

（
屋
外
で
の
操
作
）
 

【
炉
心
損
傷
が
な
い
場
合
】
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

 【
炉
心
損
傷
が
あ
る
場
合
】
 

約
3
mS
v
以
下

* 

注
記

*：
移
動
に
係
る
時
間
，
操
作

時
間
は
技
術
的
能
力
を

参
照
し
て
設
定
し
た
（
作

業
40

分
＋
移
動

30
分
＝

1
時
間

1
0
分
）
 

ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
及
び
懐

中
電
灯
に
よ
り
，
夜
間

に
お
け
る
作
業
性
を
確

保
し
て
い
る
 

ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
上
に

 

支
障
と
な
る
設
備
は
な

 

い
 

衛
星
電
話
設
備
（
固

定
型

，
携
帯
型

）
，

無
線
通
信
設
備
（
固

定
型

，
携
帯
型

）
，

電
力

保
安

通
信

用

電
話
設
備
，
所
内
通

信
連

絡
設

備
の

う

ち
，
使
用
可
能
な
設

備
に
よ
り
，
緊
急
時

対
策

本
部

と
の

連

絡
が
可
能
で
あ
る
 

操
作
に
必
要
な
工
具

は
な
く
通
常
の
弁
操

作
と
同
様
で
あ
る
た

め
，
容
易
に
実
施
可

能
で
あ
る
 

1
.
5 

1
.
7 

各
機
器
へ
の
給
油
 

燃
料
補
給
準
備
 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
等
 

か
ら
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
へ
の
補
給
 

2.
1 

2.
3.

1 

2.
3.

2 

2.
3.

3 

2.
3.

4 

2.
4.

1 

2.
4.

2 

2.
6 

3.
1.

2 

3.
1.

3 

3.
2 

4.
1 

4.
2 

5.
2 

2
時
間

30
分

 
2
時
間

12
分

 
緊
急
時
対
策
要
員
 

（
現
場
）
 

－
 

（
屋
外
で
の
操
作
）
 

【
炉
心
損
傷
が
な
い
場
合
】
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

 【
炉
心
損
傷
が
あ
る
場
合
】
 

給
油
準
備
(タ

ン
ク
ロ
ー
リ
ー

)
：
 

作
業
に
伴
う
被
ば
く
線
量
は
 

27
mS
v
以
下

* 

注
記

*：
移
動
に
係
る
時
間
，
操
作

時
間
は
技
術
的
能
力
を

参
照
し
て
設
定
し
た
（
作

業
2
時
間

3
0
分
＋
移
動

30
分
＝

3
時
間
）
 

車
両
の
作
業
用
照
明
・

ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
及
び
懐

中
電
灯
に
よ
り
，
夜
間

に
お
け
る
作
業
性
を
確

保
し
て
い
る
 

ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
上
に

支
障
と
な
る
設
備
は
な

い
 

衛
星
電
話
設
備
（
固

定
型

，
携
帯
型

）
，

無
線
通
信
設
備
（
固

定
型

，
携
帯
型

）
，

電
力

保
安

通
信

用

電
話
設
備
，
所
内
通

信
連

絡
設

備
の

う

ち
，
使
用
可
能
な
設

備
に
よ
り
，
緊
急
時

対
策

本
部

と
の

連

絡
が
可
能
で
あ
る
 

複
雑

な
操

作
手

順
は

な
く

，
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
の

各
操

作
（

ハ
ッ

チ
開

放
等

）
も

同
時

並
行

し
て

行
え

る
作

業
が

主
体

で
あ

る
た

め
，

操
作

性
に

支
障

は
な
い
 

1
.
1
4 

燃
料
補
給
作
業
 

・
大
量
送
水
車
へ
の
給
油
 

・
大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
へ
の
給
油
 

・
可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
へ
の
給
油
 

2.
1*
1 

2.
3.

1*
1 

2.
3.

2*
1 

2.
3.

3*
1 

2.
3.

4*
1 

2.
4.

1*
3 

2.
4.

2*
1 

2.
6*
1 

3.
1.

2*
2 

3.
1.

3*
2 

3.
2*
2 

4.
1*
1 

4.
2*
1 

5.
2*
1 

適
宜
実
施
 

 

大
量
送
水
車
：
 

3
時
間
（
*4
）
に

1
回
給
油
 

 

大
型
送
水
 

ポ
ン
プ
車
：
 

3
時
間
（
*4
）
に

1
回
給
油
 

 

可
搬
式
窒
素
 

供
給
装
置
 

8
時
間
（
*4
）
 

に
1
回
給
油
 

大
量
送
水
車
 

：
12

分
 

 

大
型
送
水
 

ポ
ン
プ
車
：
 

16
分

 

 

可
搬
式
窒
素
供

給
装
置
：
 

11
分

 

緊
急
時
対
策
要
員
 

（
現
場
）
 

－
 

（
屋
外
で
の
操
作
）
 

【
炉
心
損
傷
が
な
い
場
合
】
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

 【
炉
心
損
傷
が
あ
る
場
合
】
 

給
油
作
業
（
大
量
送
水
車
，
可
搬

式
窒
素
供
給
装
置
，
大
型
送
水
ポ

ン
プ
車
を
順
に
給
油
）：

 

作
業
に
伴
う
被
ば
く
線
量
は
 

19
mS
v
以
下

* 

注
記

*：
移
動
に
係
る
時
間
，
操
作

時
間
は
技
術
的
能
力
を

参
照
し
て
設
定
し
た
（
作

業
69

分
＋
移
動

30
分
＝

１
時
間

3
9
分
）
 

車
両
の
作
業
用
照
明
・

ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
及
び
懐

中
電
灯
に
よ
り
，
夜
間

に
お
け
る
作
業
性
を
確

保
し
て
い
る
 

ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
上
に

支
障
と
な
る
設
備
は
な

い
 

衛
星
電
話
設
備
（
固

定
型

，
携
帯
型

）
，

無
線
通
信
設
備
（
固

定
型

，
携
帯
型

）
，

電
力

保
安

通
信

用

電
話
設
備
，
所
内
通

信
連

絡
設

備
の

う

ち
，
使
用
可
能
な
設

備
に
よ
り
，
緊
急
時

対
策

本
部

と
の

連

絡
が
可
能
で
あ
る
 

複
雑

な
操

作
手

順
は

な
く

，
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
の

各
操

作
（

ハ
ッ

チ
開

放
等

）
も

同
時

並
行

し
て

行
え

る
作

業
が

主
体

で
あ

る
た

め
，

操
作

性
に

支
障

は
な
い
 

注
記

*1
：
大
量
送
水
車
の
み
 

*2
：
大
量
送
水
車
及
び
大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
の
み
 

*3
：
大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
の
み
 

*4
：
各
機
器
の
燃
料
が
枯
渇
し
な
い
た
め
に
必
要
な
補
給
時
間
の
間
隔
（
許
容
時
間
）
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表
1
 
重
大
事
故
等
対
策
の
成
立
性
確
認
（
4／

17
）
 

作
業
項
目
 

具
体
的
な
運
転
操
作
・
作
業
内
容
 

事
故
シ
ー
ケ
ン
ス

No
. 

（
資
料

No
.
）
 

操
作
・
作
業
の
 

想
定
時
間
 

訓
練
等
か
ら
の
 

実
績
時
間
 

状
況
 

作
業
環
境
 

連
絡
手
段
 

操
作
性
 

技
術
的
 

能
力
審
査

基
準

N
o
. 

温
度
・
湿
度
 

放
射
線
環
境
 

照
明
 

そ
の
他
 

（
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
等
）
 

残
留
熱
除
去
系
 

（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ

ー
ル
水
冷
却
モ
ー
ド
）

運
転
操
作
 

残
留
熱
除
去
系
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
水
冷
却
モ

ー
ド
）
運
転
 

・
残
留
熱
除
去
系
起
動
操
作

 
 

2.
4.

1 

10
分

 

6
分

 

運
転
員
 

（
中
央
制
御
室
）
 

中
央
制
御
室
の
室
温
に
つ
い
て

は
，
空
調
の
停
止
に
よ
り
緩
慢
に

上
昇
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
，
作

業
に
支
障
を
及
ぼ
す
程
の
影
響
は

な
く
，
通
常
運
転
状
態
と
同
程
度

で
あ
る
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

常
用
照
明
消
灯
時
に
お

い
て
も
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト

（
三
脚
タ
イ
プ
），

Ｌ
Ｅ

Ｄ
ラ
イ
ト
（
ラ
ン
タ
ン

タ
イ
プ
）
及
び
ヘ
ッ
ド

ラ
イ
ト
を
配
備
し
て
い

る
た
め
，
操
作
可
能
で

あ
る
 

周
辺
に
は
支
障
と
な
る

設
備
は
な
い
 

－
 

中
央

制
御

室
で

の

操
作
は
，
通
常
の
運

転
操

作
で

実
施

す

る
操

作
と

同
様

で

あ
る
こ
と
か
ら
，
容

易
に
操
作
で
き
る
 

1
.
6 

2.
7 

3
分

 

残
留
熱
除
去
系
運
転
モ
ー
ド
切
替
え
操
作
 

・
残
留
熱
除
去
系
（
低
圧
注
水
モ
ー
ド
）
か
ら
残
留
熱

除
去
系
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
水
冷
却
モ
ー

ド
）
切
替
え
 

2.
2 

―
 

（
制
御
盤
の
操

作
ス
イ
ッ
チ
に

よ
る
操
作
で
あ

り
簡
易
な
操
作

で
あ
る
た
め
，

操
作
時
間
は
特

に
設
定
し
て
い

な
い
）
 

3
分

 
運
転
員
 

（
中
央
制
御
室
）
 

中
央
制
御
室
の
室
温
に
つ
い
て

は
，
空
調
の
停
止
に
よ
り
緩
慢
に

上
昇
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
，
作

業
に
支
障
を
及
ぼ
す
程
の
影
響
は

な
く
，
通
常
運
転
状
態
と
同
程
度

で
あ
る
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

常
用
照
明
消
灯
時
に
お

い
て
も
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト

（
三
脚
タ
イ
プ
），

Ｌ
Ｅ

Ｄ
ラ
イ
ト
（
ラ
ン
タ
ン

タ
イ
プ
）
及
び
ヘ
ッ
ド

ラ
イ
ト
を
配
備
し
て
い

る
た
め
，
操
作
可
能
で

あ
る
 

周
辺
に
は
支
障
と
な
る

設
備
は
な
い
 

－
 

中
央

制
御

室
で

の

操
作
は
，
通
常
の
運

転
操

作
で

実
施

す

る
操

作
と

同
様

で

あ
る
こ
と
か
ら
，
容

易
に
操
作
で
き
る
 

2.
5 

6
分
 

6
分

 
運
転
員
 

（
中
央
制
御
室
）
 

中
央
制
御
室
の
室
温
に
つ
い
て

は
，
空
調
の
停
止
に
よ
り
緩
慢
に

上
昇
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
，
作

業
に
支
障
を
及
ぼ
す
程
の
影
響
は

な
く
，
通
常
運
転
状
態
と
同
程
度

で
あ
る
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

常
用
照
明
消
灯
時
に
お

い
て
も
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト

（
三
脚
タ
イ
プ
），

Ｌ
Ｅ

Ｄ
ラ
イ
ト
（
ラ
ン
タ
ン

タ
イ
プ
）
及
び
ヘ
ッ
ド

ラ
イ
ト
を
配
備
し
て
い

る
た
め
，
操
作
可
能
で

あ
る
 

周
辺
に
は
支
障
と
な
る

設
備
は
な
い
 

－
 

中
央

制
御

室
で

の

操
作
は
，
通
常
の
運

転
操

作
で

実
施

す

る
操

作
と

同
様

で

あ
る
こ
と
か
ら
，
容

易
に
操
作
で
き
る
 

残
留
熱
除
去
系
（
低
圧

注
水
モ
ー
ド
）
か
ら
残

留
熱
除
去
系
（
原
子
炉

停
止
時
冷
却
モ
ー
ド
）

切
替
え
 

残
留
熱
除
去
系
（
原
子
炉
停
止
時
冷
却
モ
ー
ド
）
系
統

構
成
 

2.
2 

5.
1 

5.
3 

20
分

 
11

分
 

運
転
員
 

（
中
央
制
御
室
）
 

中
央
制
御
室
の
室
温
に
つ
い
て

は
，
空
調
の
停
止
に
よ
り
緩
慢
に

上
昇
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
，
作

業
に
支
障
を
及
ぼ
す
程
の
影
響
は

な
く
，
通
常
運
転
状
態
と
同
程
度

で
あ
る
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

常
用
照
明
消
灯
時
に
お

い
て
も
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト

（
三
脚
タ
イ
プ
），

Ｌ
Ｅ

Ｄ
ラ
イ
ト
（
ラ
ン
タ
ン

タ
イ
プ
）
及
び
ヘ
ッ
ド

ラ
イ
ト
を
配
備
し
て
い

る
た
め
，
操
作
可
能
で

あ
る
 

周
辺
に
は
支
障
と
な
る

設
備
は
な
い
 

－
 

中
央

制
御

室
で

の

操
作
は
，
通
常
の
運

転
操

作
で

実
施

す

る
操

作
と

同
様

で

あ
る
こ
と
か
ら
，
容

易
に
操
作
で
き
る
 

1
.
4 

5.
2 

25
分

 
14

分
 

2.
2 

20
分

 

5
分

 

運
転
員
 

（
現
場
）
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

電
源
内
蔵
型
照
明
を
作

業
エ
リ
ア
に
配
備
し
て

お
り
，
建
物
内
常
用
照

明
消
灯
時
に
お
け
る
作

業
性

を
確

保
し

て
い

る
。
ま
た
，
ヘ
ッ
ド
ラ

イ
ト
及
び
懐
中
電
灯
を

携
行
し
て
い
る
 

ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
上
に

支
障
と
な
る
設
備
は
な

い
 

所
内

通
信

連
絡

設

備
，
電
力
保
安
通
信

用
電

話
設

備
及

び

有
線

式
通

信
設

備

の
う
ち
，
使
用
可
能

な
設
備
に
よ
り
，
中

央
制

御
室

と
の

連

絡
が
可
能
で
あ
る
 

通
常
の
電
源
開
放

操
作
で
あ
り
，
容
易

に
実
施
可
能
で
あ

る
 

5.
1 

5.
2 

5.
3 

7
分
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表
1
 
重
大
事
故
等
対
策
の
成
立
性
確
認
（
5／

17
）
 

作
業
項
目
 

具
体
的
な
運
転
操
作
・
作
業
内
容
 

事
故
シ
ー
ケ
ン
ス

No
. 

（
資
料

No
.
）
 

操
作
・
作
業
の
 

想
定
時
間
 

訓
練
等
か
ら
の
 

実
績
時
間
 

状
況
 

作
業
環
境
 

連
絡
手
段
 

操
作
性
 

技
術
的
 

能
力
審
査

基
準

N
o
. 

温
度
・
湿
度
 

放
射
線
環
境
 

照
明
 

そ
の
他
 

（
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
等
）
 

残
留
熱
除
去
系
（
サ
プ

レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
水

冷
却
モ
ー
ド
）
か
ら
残

留
熱
除
去
系
（
原
子
炉

停
止
時
冷
却
モ
ー
ド
）

切
替
え
 

残
留
熱
除
去
系
（
原
子
炉
停
止
時
冷
却
モ
ー
ド
）
系
統

構
成
 

2.
7 

20
分

 
12

分
 

運
転
員
 

（
中
央
制
御
室
）
 

中
央
制
御
室
の
室
温
に
つ
い
て

は
，
空
調
の
停
止
に
よ
り
緩
慢
に

上
昇
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
，
作

業
に
支
障
を
及
ぼ
す
程
の
影
響
は

な
く
，
通
常
運
転
状
態
と
同
程
度

で
あ
る
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

常
用
照
明
消
灯
時
に
お

い
て
も
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト

（
三
脚
タ
イ
プ
），

Ｌ
Ｅ

Ｄ
ラ
イ
ト
（
ラ
ン
タ
ン

タ
イ
プ
）
及
び
ヘ
ッ
ド

ラ
イ
ト
を
配
備
し
て
い

る
た
め
，
操
作
可
能
で

あ
る
 

周
辺
に
は
支
障
と
な
る

設
備
は
な
い
 

－
 

中
央

制
御

室
で

の

操
作
は
，
通
常
の
運

転
操

作
で

実
施

す

る
操

作
と

同
様

で

あ
る
こ
と
か
ら
，
容

易
に
操
作
で
き
る
 

1
.
3 

残
留
熱
除
去
系
（
原
子

炉
停

止
時

冷
却

モ
ー

ド
）
運
転
操
作
 

残
留
熱
除
去
系
（
原
子
炉
停
止
時
冷
却
モ
ー
ド
）
起
動
 

2.
2 

2.
7 

5.
1 

5.
2 

5.
3 

10
分

 

5
分

 
運
転
員
 

（
中
央
制
御
室
）
 

中
央
制
御
室
の
室
温
に
つ
い
て

は
，
空
調
の
停
止
に
よ
り
緩
慢
に

上
昇
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
，
作

業
に
支
障
を
及
ぼ
す
程
の
影
響
は

な
く
，
通
常
運
転
状
態
と
同
程
度

で
あ
る
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

常
用
照
明
消
灯
時
に
お

い
て
も
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト

（
三
脚
タ
イ
プ
），

Ｌ
Ｅ

Ｄ
ラ
イ
ト
（
ラ
ン
タ
ン

タ
イ
プ
）
及
び
ヘ
ッ
ド

ラ
イ
ト
を
配
備
し
て
い

る
た
め
，
操
作
可
能
で

あ
る
 

周
辺
に
は
支
障
と
な
る

設
備
は
な
い
 

－
 

中
央

制
御

室
で

の

操
作
は
，
通
常
の
運

転
操

作
で

実
施

す

る
操

作
と

同
様

で

あ
る
こ
と
か
ら
，
容

易
に
操
作
で
き
る
 

1
.
3 

1
.
4 

原
子
炉
冷
却
材
温
度
調
整
 

運
転
継
続
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水

系
（
可
搬
型
）
に
よ
る

原
子
炉
注
水
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
系
統
構
成
 

・
残
留
熱
除
去
系
及
び
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
 
 

注
水
弁
操
作
 

2.
3.

1 

2.
3.

2 

2.
3.

3 

2.
3.

4 

50
分

 
26

分
 

運
転
員
 

（
現
場
）
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

電
源
内
蔵
型
照
明
を
作

業
エ
リ
ア
に
配
備
し
て

お
り
，
建
物
内
常
用
照

明
消
灯
時
に
お
け
る
作

業
性

を
確

保
し

て
い

る
。
ま
た
，
ヘ
ッ
ド
ラ

イ
ト
及
び
懐
中
電
灯
を

携
行
し
て
い
る
 

ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
上
に

支
障
と
な
る
設
備
は
な

い
 

所
内

通
信

連
絡

設

備
，
電
力
保
安
通
信

用
電

話
設

備
及

び

有
線

式
通

信
設

備

の
う
ち
，
使
用
可
能

な
設
備
に
よ
り
，
中

央
制

御
室

と
の

連

絡
が
可
能
で
あ
る
 

通
常

運
転

時
等

に

行
う

弁
操

作
と

同

等
で
あ
り
，
容
易
に

作
業
で
き
る
 

操
作
対
象
弁
に
は
，

暗
闇

で
も

識
別

し

易
い

よ
う

に
反

射

テ
ー

プ
を

施
し

て

い
る
 

1
.
4 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
準
備
操
作
 

・
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
に
よ
る
原
子

炉
注
水
準
備
 

（
大
量
送
水
車
配
置
，
ホ
ー
ス
展
張
・
接
続
）
 

2
時
間

10
分

 

１
時
間

41
分
 

緊
急
時
対
策
要
員
 

（
現
場
）
 

－
 

（
屋
外
で
の
操
作
）
 

【
炉
心
損
傷
が
な
い
場
合
】
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

 【
炉
心
損
傷
が
あ
る
場
合
】
 

作
業
に
伴
う
被
ば
く
線
量
は

26
mS
v
以
下

* 

注
記

*：
移
動
に
係
る
時
間
，
操
作

時
間

は
技

術
的

能
力

を

参
照
し
て
設
定
し
た
（
作

業
2
時
間

2
0
分
＋
移
動

35
分
＝

2
時
間

5
5
分
）
 

車
両
の
作
業
用
照
明
・

ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
及
び
懐

中
電
灯
に
よ
り
，
夜
間

に
お
け
る
作
業
性
を
確

保
し
て
い
る
 

ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
上
に

支
障
と
な
る
設
備
は
な

い
 

衛
星
電
話
設
備
（
固

定
型

，
携
帯
型

）
，

無
線
通
信
設
備
（
固

定
型

，
携
帯
型

）
，

電
力

保
安

通
信

用

電
話
設
備
，
所
内
通

信
連

絡
設

備
の

う

ち
，
使
用
可
能
な
設

備
に
よ
り
，
緊
急
時

対
策

本
部

と
の

連

絡
が
可
能
で
あ
る
 

大
量

送
水

車
か

ら

の
ホ
ー
ス
接
続
は
，

汎
用

の
結

合
金

具

で
あ
り
，
容
易
に
実

施
可
能
で
あ
る
。
 

ま
た
，
作
業
エ
リ
ア

周
辺

に
は

支
障

と

な
る
設
備
は
無
く
，

十
分

な
作

業
ス

ペ

ー
ス

を
確

保
し

て

い
る
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
注
水
操
作
 

・
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
注
水
操
作
 

適
宜
実
施
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表
1
 
重
大
事
故
等
対
策
の
成
立
性
確
認
（
6／

17
）
 

作
業
項
目
 

具
体
的
な
運
転
操
作
・
作
業
内
容
 

事
故
シ
ー
ケ
ン
ス

No
. 

（
資
料

No
.
）
 

操
作
・
作
業
の
 

想
定
時
間
 

訓
練
等
か
ら
の
 

実
績
時
間
 

状
況
 

作
業
環
境
 

連
絡
手
段
 

操
作
性
 

技
術
的
 

能
力
審
査

基
準

N
o
. 

温
度
・
湿
度
 

放
射
線
環
境
 

照
明
 

そ
の
他
 

（
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
等
）
 

常
設
代
替
交
流
電
源
設

備
か
ら
の
受
電
操
作
 

Ｄ
系
非
常
用
高
圧
母
線
受
電
準
備
 

・
Ｄ
系
非
常
用
高
圧
母
線
受
電
準
備
（
中
央
制
御
室
）
 

2.
3.

1 

2.
3.

2 

2.
3.

3 

2.
3.

4 

2.
4.

1 

3.
1.

2 

3.
1.

3 

3.
2 

5.
2 

25
分

 
18

分
 

運
転
員
 

（
中
央
制
御
室
）
 

中
央
制
御
室
の
室
温
に
つ
い
て

は
，
空
調
の
停
止
に
よ
り
緩
慢
に

上
昇
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
，
作

業
に
支
障
を
及
ぼ
す
程
の
影
響
は

な
く
，
通
常
運
転
状
態
と
同
程
度

で
あ
る
 

【
炉
心
損
傷
が
な
い
場
合
】
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

 【
炉
心
損
傷
が
あ
る
場
合
】
 

約
5
1m
Sv
／

7
日
間
以
下
 

常
用
照
明
消
灯
時
に
お

い
て
も
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト

（
三
脚
タ
イ
プ
），

Ｌ
Ｅ

Ｄ
ラ
イ
ト
（
ラ
ン
タ
ン

タ
イ
プ
）
及
び
ヘ
ッ
ド

ラ
イ
ト
を
配
備
し
て
い

る
た
め
，
操
作
可
能
で

あ
る
 

周
辺
に
は
支
障
と
な
る

設
備
は
な
い
 

－
 

中
央

制
御

室
で

の

操
作
は
，
通
常
の
運

転
操

作
で

実
施

す

る
操

作
と

同
様

で

あ
る
こ
と
か
ら
，
容

易
に
操
作
で
き
る
 

1
.
1
4 

Ｄ
系
非
常
用
高
圧
母
線
受
電
操
作
 

・
Ｄ
系
非
常
用
高
圧
母
線
受
電
操
作
（
中
央
制
御
室
）
 

5
分
 

1
分

 
運
転
員
 

（
中
央
制
御
室
）
 

中
央
制
御
室
の
室
温
に
つ
い
て

は
，
空
調
の
停
止
に
よ
り
緩
慢
に

上
昇
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
，
作

業
に
支
障
を
及
ぼ
す
程
の
影
響
は

な
く
，
通
常
運
転
状
態
と
同
程
度

で
あ
る
 

【
炉
心
損
傷
が
な
い
場
合
】
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

 【
炉
心
損
傷
が
あ
る
場
合
】
 

約
5
1m
Sv
／

7
日
間
以
下
 

常
用
照
明
消
灯
時
に
お

い
て
も
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト

（
三
脚
タ
イ
プ
），

Ｌ
Ｅ

Ｄ
ラ
イ
ト
（
ラ
ン
タ
ン

タ
イ
プ
）
及
び
ヘ
ッ
ド

ラ
イ
ト
を
配
備
し
て
い

る
た
め
，
操
作
可
能
で

あ
る
 

周
辺
に
は
支
障
と
な
る

設
備
は
な
い
 

－
 

中
央

制
御

室
で

の

操
作
は
，
通
常
の
運

転
操

作
で

実
施

す

る
操

作
と

同
様

で

あ
る
こ
と
か
ら
，
容

易
に
操
作
で
き
る
 

Ｃ
系
非
常
用
高
圧
母
線
受
電
準
備
 

・
Ｃ
系
非
常
用
高
圧
母
線
受
電
準
備
（
中
央
制
御
室
）
 

25
分

 
18

分
 

運
転
員
 

（
中
央
制
御
室
）
 

中
央
制
御
室
の
室
温
に
つ
い
て

は
，
空
調
の
停
止
に
よ
り
緩
慢
に

上
昇
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
，
作

業
に
支
障
を
及
ぼ
す
程
の
影
響
は

な
く
，
通
常
運
転
状
態
と
同
程
度

で
あ
る
 

【
炉
心
損
傷
が
な
い
場
合
】
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

 

【
炉
心
損
傷
が
あ
る
場
合
】
 

約
5
1m
Sv
／

7
日
間
以
下
 

常
用
照
明
消
灯
時
に
お

い
て
も
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト

（
三
脚
タ
イ
プ
），

Ｌ
Ｅ

Ｄ
ラ
イ
ト
（
ラ
ン
タ
ン

タ
イ
プ
）
及
び
ヘ
ッ
ド

ラ
イ
ト
を
配
備
し
て
い

る
た
め
，
操
作
可
能
で

あ
る
 

周
辺
に
は
支
障
と
な
る

設
備
は
な
い
 

－
 

中
央

制
御

室
で

の

操
作
は
，
通
常
の
運

転
操

作
で

実
施

す

る
操

作
と

同
様

で

あ
る
こ
と
か
ら
，
容

易
に
操
作
で
き
る
 

Ｃ
系
非
常
用
高
圧
母
線
受
電
操
作
 

・
Ｃ
系
非
常
用
高
圧
母
線
受
電
操
作
（
中
央
制
御
室
）
 

5
分
 

1
分

 
運
転
員
 

（
中
央
制
御
室
）
 

中
央
制
御
室
の
室
温
に
つ
い
て

は
，
空
調
の
停
止
に
よ
り
緩
慢
に

上
昇
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
，
作

業
に
支
障
を
及
ぼ
す
程
の
影
響
は

な
く
，
通
常
運
転
状
態
と
同
程
度

で
あ
る
 

【
炉
心
損
傷
が
な
い
場
合
】
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

 

【
炉
心
損
傷
が
あ
る
場
合
】
 

約
5
1m
Sv
／

7
日
間
以
下
 

常
用
照
明
消
灯
時
に
お

い
て
も
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト

（
三
脚
タ
イ
プ
），

Ｌ
Ｅ

Ｄ
ラ
イ
ト
（
ラ
ン
タ
ン

タ
イ
プ
）
及
び
ヘ
ッ
ド

ラ
イ
ト
を
配
備
し
て
い

る
た
め
，
操
作
可
能
で

あ
る
 

周
辺
に
は
支
障
と
な
る

設
備
は
な
い
 

－
 

中
央

制
御

室
で

の

操
作
は
，
通
常
の
運

転
操

作
で

実
施

す

る
操

作
と

同
様

で

あ
る
こ
と
か
ら
，
容

易
に
操
作
で
き
る
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表
1
 
重
大
事
故
等
対
策
の
成
立
性
確
認
（
7／

17
）
 

作
業
項
目
 

具
体
的
な
運
転
操
作
・
作
業
内
容
 

事
故
シ
ー
ケ
ン
ス

No
. 

（
資
料

No
.
）
 

操
作
・
作
業
の
 

想
定
時
間
 

訓
練
等
か
ら
の
 

実
績
時
間
 

状
況
 

作
業
環
境
 

連
絡
手
段
 

操
作
性
 

技
術
的
 

能
力
審
査

基
準

N
o
. 

温
度
・
湿
度
 

放
射
線
環
境
 

照
明
 

そ
の
他
 

（
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
等
）
 

常
設
代
替
交
流
電
源
設

備
か
ら
の
受
電
操
作
 

Ｄ
系
非
常
用
高
圧
母
線
受
電
準
備
 

・
Ｄ
系
非
常
用
高
圧
母
線
受
電
準
備
（
現
場
）
 

2.
3.

1 

2.
3.

2 

2.
3.

3 

2.
3.

4 

2.
4.

1 

3.
1.

2 

3.
1.

3 

3.
2 

5.
2 

35
分

 
24

分
 

運
転
員
 

（
現
場
）
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

【
炉
心
損
傷
が
な
い
場
合
】
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

 【
炉
心
損
傷
が
あ
る
場
合
】
 

作
業
に
伴
う
被
ば
く
線
量
は
 

41
mS
v
以
下

* 

注
記

*：
移
動
に
係
る
時
間
，
操
作

時
間
は
技
術
的
能
力
を

参
照
し
て
設
定
し
た
（
作

業
１
時
間

1
0
分
＋
移
動

15
分
＝
１
時
間

2
5
分
）
 

 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
の
起
動
 

操
作
か
ら
非
常
用
高
圧
母
線
Ｃ
 

系
及
び
Ｄ
系
の
受
電
確
認
ま
で
 

を
約

1
時
間

1
0
分
で
実
施
で
き
 

る
こ
と
を
確
認
し
た
 

電
源
内
蔵
型
照
明
を
作

業
エ
リ
ア
に
配
備
し
て

お
り
，
建
物
内
常
用
照

明
消
灯
時
に
お
け
る
作

業
性

を
確

保
し

て
い

る
。
ま
た
，
ヘ
ッ
ド
ラ

イ
ト
及
び
懐
中
電
灯
を

携
行
し
て
い
る
 

ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
上
に

支
障
と
な
る
設
備
は
な

い
 

所
内

通
信

連
絡

設

備
，
電
力
保
安
通
信

用
電

話
設

備
及

び

有
線

式
通

信
設

備

の
う
ち
，
使
用
可
能

な
設
備
に
よ
り
，
中

央
制

御
室

と
の

連

絡
が
可
能
で
あ
る
 

通
常

運
転

時
等

に

行
う

遮
断

器
操

作

と
同
じ
で
あ
り
，
操

作
性

に
支

障
は

な

い
 

1
.
1
4 

Ｄ
系
非
常
用
高
圧
母
線
受
電
操
作
 

・
Ｄ
系
非
常
用
高
圧
母
線
受
電
操
作
（
現
場
）
 

5
分
 

3
分

 
運
転
員
 

（
現
場
）
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

電
源
内
蔵
型
照
明
を
作

業
エ
リ
ア
に
配
備
し
て

お
り
，
建
物
内
常
用
照

明
消
灯
時
に
お
け
る
作

業
性

を
確

保
し

て
い

る
。
ま
た
，
ヘ
ッ
ド
ラ

イ
ト
及
び
懐
中
電
灯
を

携
行
し
て
い
る
 

ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
上
に

支
障
と
な
る
設
備
は
な

い
 

所
内

通
信

連
絡

設

備
，
電
力
保
安
通
信

用
電

話
設

備
及

び

有
線

式
通

信
設

備

の
う
ち
，
使
用
可
能

な
設
備
に
よ
り
，
中

央
制

御
室

と
の

連

絡
が
可
能
で
あ
る
 

通
常

運
転

時
に

行

う
遮

断
器

操
作

と

同
じ
で
あ
り
，
操
作

性
に
支
障
は
な
い
 

Ｃ
系
非
常
用
高
圧
母
線
受
電
準
備
 

・
Ｃ
系
非
常
用
高
圧
母
線
受
電
準
備
（
現
場
）
 

25
分

 
14

分
 

運
転
員
 

（
現
場
）
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

電
源
内
蔵
型
照
明
を
作

業
エ
リ
ア
に
配
備
し
て

お
り
，
建
物
内
常
用
照

明
消
灯
時
に
お
け
る
作

業
性

を
確

保
し

て
い

る
。
ま
た
，
ヘ
ッ
ド
ラ

イ
ト
及
び
懐
中
電
灯
を

携
行
し
て
い
る
 

ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
上
に

支
障
と
な
る
設
備
は
な

い
 

所
内

通
信

連
絡

設

備
，
電
力
保
安
通
信

用
電

話
設

備
及

び

有
線

式
通

信
設

備

の
う
ち
，
使
用
可
能

な
設
備
に
よ
り
，
中

央
制

御
室

と
の

連

絡
が
可
能
で
あ
る
 

通
常

運
転

時
に

行

う
遮

断
器

操
作

と

同
じ
で
あ
り
，
操
作

性
に
支
障
は
な
い
 

Ｃ
系
非
常
用
高
圧
母
線
受
電
操
作
 

・
Ｃ
系
非
常
用
高
圧
母
線
受
電
操
作
（
現
場
）
 

5
分
 

3
分

 
運
転
員
 

（
現
場
）
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

電
源
内
蔵
型
照
明
を
作

業
エ
リ
ア
に
配
備
し
て

お
り
，
建
物
内
常
用
照

明
消
灯
時
に
お
け
る
作

業
性

を
確

保
し

て
い

る
。
ま
た
，
ヘ
ッ
ド
ラ

イ
ト
及
び
懐
中
電
灯
を

携
行
し
て
い
る
 

ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
上
に

支
障
と
な
る
設
備
は
な

い
 

所
内

通
信

連
絡

設

備
，
電
力
保
安
通
信

用
電

話
設

備
及

び

有
線

式
通

信
設

備

の
う
ち
，
使
用
可
能

な
設
備
に
よ
り
，
中

央
制

御
室

と
の

連

絡
が
可
能
で
あ
る
 

通
常

運
転

時
に

行

う
遮

断
器

操
作

と

同
じ
で
あ
り
，
操
作

性
に
支
障
は
な
い
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表
1
 
重
大
事
故
等
対
策
の
成
立
性
確
認
（
8／

17
）
 

作
業
項
目
 

具
体
的
な
運
転
操
作
・
作
業
内
容
 

事
故
シ
ー
ケ
ン
ス

No
. 

（
資
料

No
.
）
 

操
作
・
作
業
の
 

想
定
時
間
 

訓
練
等
か
ら
の
 

実
績
時
間
 

状
況
 

作
業
環
境
 

連
絡
手
段
 

操
作
性
 

技
術
的
 

能
力
審
査

基
準

N
o
. 

温
度
・
湿
度
 

放
射
線
環
境
 

照
明
 

そ
の
他
 

（
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
等
）
 

電
源
切
替
え
操
作
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
常
設
）
起
動
操
作
 

・
注
水
弁
電
源
切
替
え
操
作
 

3.
1.

2 

3.
1.

3 

5.
2 

20
分

 
8
分

 
運
転
員
 

（
現
場
）
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

【
炉
心
損
傷
が
な
い
場
合
】
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

 【
炉
心
損
傷
が
あ
る
場
合
】
 

作
業
に
伴
う
被
ば
く
線
量
は

17
mS
v
以
下

* 

注
記

*：
移
動
に
係
る
時
間
，
操
作

時
間
は
技
術
的
能
力
を

参
照
し
て
設
定
し
た
（
作

業
20

分
＋
移
動

15
分
＝

3
5
分
）
 

電
源
内
蔵
型
照
明
を
作

業
エ
リ
ア
に
配
備
し
て

お
り
，
建
物
内
常
用
照

明
消
灯
時
に
お
け
る
作

業
性

を
確

保
し

て
い

る
。
ま
た
，
ヘ
ッ
ド
ラ

イ
ト
及
び
懐
中
電
灯
を

携
行
し
て
い
る
 

ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
上
に

支
障
と
な
る
設
備
は
な

い
 

所
内

通
信

連
絡

設

備
，
電
力
保
安
通
信

用
電

話
設

備
及

び

有
線

式
通

信
設

備

の
う
ち
，
使
用
可
能

な
設
備
に
よ
り
，
中

央
制

御
室

と
の

連

絡
が
可
能
で
あ
る
 

通
常

運
転

時
等

に

行
う

F
FB

操
作
と

同
様
で
あ
り
，
容
易

に
操
作
で
き
る
 

1
.
4 

電
源
切
替
え
操
作
 

・
計
装
設
備
の
直
流
電
源
切
替
え
操
作
 

2.
3.

1 

2.
3.

2 

2.
3.

3 

2.
3.

4 

10
分

 
5
分

 
運
転
員
 

（
現
場
）
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

電
源
内
蔵
型
照
明
を
作

業
エ
リ
ア
に
配
備
し
て

お
り
，
建
物
内
常
用
照

明
消
灯
時
に
お
け
る
作

業
性

を
確

保
し

て
い

る
。
ま
た
，
ヘ
ッ
ド
ラ

イ
ト
及
び
懐
中
電
灯
を

携
行
し
て
い
る
 

ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
上
に

支
障
と
な
る
設
備
は
な

い
 

所
内

通
信

連
絡

設

備
，
電
力
保
安
通
信

用
電

話
設

備
及

び

有
線

式
通

信
設

備

の
う
ち
，
使
用
可
能

な
設
備
に
よ
り
，
中

央
制

御
室

と
の

連

絡
が
可
能
で
あ
る
 

通
常

の
運

転
操

作

で
実

施
す

る
操

作

と
同

様
で

あ
る

こ

と
か
ら
，
容
易
に
操

作
で
き
る
 

1
.
1
5 

電
源
切
替
え
操
作
 

・
逃
が
し
安
全
弁
電
源
切
替
え
操
作
 

2.
3.

1 

2.
3.

2 

2.
3.

3 

2.
3.

4 

10
分

 
4
分

 
運
転
員
 

（
現
場
）
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

電
源
内
蔵
型
照
明
を
作

業
エ
リ
ア
に
配
備
し
て

お
り
，
建
物
内
常
用
照

明
消
灯
時
に
お
け
る
作

業
性

を
確

保
し

て
い

る
。
ま
た
，
ヘ
ッ
ド
ラ

イ
ト
及
び
懐
中
電
灯
を

携
行
し
て
い
る
 

ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
上
に

支
障
と
な
る
設
備
は
な

い
 

所
内

通
信

連
絡

設

備
，
電
力
保
安
通
信

用
電

話
設

備
及

び

有
線

式
通

信
設

備

の
う
ち
，
使
用
可
能

な
設
備
に
よ
り
，
中

央
制

御
室

と
の

連

絡
が
可
能
で
あ
る
 

通
常

運
転

時
等

に

行
う

F
FB

操
作
と

同
様
で
あ
り
，
容
易

に
操
作
で
き
る
 

1
.
3 

所
内
用
蓄
電
池
切
替
え
 

操
作
 

所
内
用
蓄
電
池
切
替
え
操
作
 

・
負
荷
切
り
離
し
／
所
内
用
蓄
電
池
切
替
え
操
作
 

2.
3.

1 

2.
3.

2 

2.
3.

4 

30
分

 
25

分
 

運
転
員
 

（
現
場
）
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

電
源
内
蔵
型
照
明
を
作

業
エ
リ
ア
に
配
備
し
て

お
り
，
建
物
内
常
用
照

明
消
灯
時
に
お
け
る
作

業
性

を
確

保
し

て
い

る
。
ま
た
，
ヘ
ッ
ド
ラ

イ
ト
及
び
懐
中
電
灯
を

携
行
し
て
い
る
 

ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
上
に

支
障
と
な
る
設
備
は
な

い
 

有
線
式
通
信
設
備
，

所
内

通
信

連
絡

設

備
，
電
力
保
安
通
信

用
電

話
設

備
の

う

ち
，
使
用
可
能
な
設

備
に
よ
り
，
中
央
制

御
室

と
の

連
絡

が

可
能
で
あ
る
 

通
常

運
転

時
等

に

行
う

F
FB

操
作
と

同
様
で
あ
り
，
容
易

に
操
作
で
き
る
 

1
.
1
4 

原
子
炉
補
機
冷
却
系
 

運
転
操
作
 

原
子
炉
補
機
冷
却
系
起
動
操
作
 

・
原
子
炉
補
機
冷
却
系

 
起
動
操
作
 

2.
3.

1 

2.
3.

2 

2.
3.

3 

2.
3.

4 

10
分

 
7
分

 
運
転
員
 

（
中
央
制
御
室
）
 

中
央
制
御
室
の
室
温
に
つ
い
て

は
，
空
調
の
停
止
に
よ
り
緩
慢
に

上
昇
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
，
作

業
に
支
障
を
及
ぼ
す
程
の
影
響
は

な
く
，
通
常
運
転
状
態
と
同
程
度

で
あ
る
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

常
用
照
明
消
灯
時
に
お

い
て
も
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト

（
三
脚
タ
イ
プ
），

Ｌ
Ｅ

Ｄ
ラ
イ
ト
（
ラ
ン
タ
ン

タ
イ
プ
）
及
び
ヘ
ッ
ド

ラ
イ
ト
を
配
備
し
て
い

る
た
め
，
操
作
可
能
で

あ
る
 

周
辺
に
は
支
障
と
な
る

設
備
は
な
い
 

－
 

中
央

制
御

室
で

の

操
作
は
，
通
常
の
運

転
操

作
で

実
施

す

る
操

作
と

同
様

で

あ
る
こ
と
か
ら
，
容

易
に
操
作
で
き
る
 

1
.6
 

残
留
熱
除
去
系
（
格
納

容
器
冷
却
モ
ー
ド
）
 

運
転
操
作
 

残
留
熱
除
去
系
（
格
納
容
器
冷
却
モ
ー
ド
）
起
動
操
作
 

・
残
留
熱
除
去
系
（
格
納
容
器
冷
却
モ
ー
ド
）
起
動
 

操
作
 

2.
3.

1 

2.
3.

2 

2.
3.

3 

2.
3.

4 

10
分

 
7
分

 
運
転
員
 

（
中
央
制
御
室
）
 

中
央
制
御
室
の
室
温
に
つ
い
て

は
，
空
調
の
停
止
に
よ
り
緩
慢
に

上
昇
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
，
作

業
に
支
障
を
及
ぼ
す
程
の
影
響
は

な
く
，
通
常
運
転
状
態
と
同
程
度

で
あ
る
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

常
用
照
明
消
灯
時
に
お

い
て
も
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト

（
三
脚
タ
イ
プ
），

Ｌ
Ｅ

Ｄ
ラ
イ
ト
（
ラ
ン
タ
ン

タ
イ
プ
）
及
び
ヘ
ッ
ド

ラ
イ
ト
を
配
備
し
て
い

る
た
め
，
操
作
可
能
で

あ
る
 

周
辺
に
は
支
障
と
な
る

設
備
は
な
い
 

－
 

中
央

制
御

室
で

の

操
作
は
，
通
常
の
運

転
操

作
で

実
施

す

る
操

作
と

同
様

で

あ
る
こ
と
か
ら
，
容

易
に
操
作
で
き
る
 

1
.
6 
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表
1
 
重
大
事
故
等
対
策
の
成
立
性
確
認
（
9／

17
）
 

作
業
項
目
 

具
体
的
な
運
転
操
作
・
作
業
内
容
 

事
故
シ
ー
ケ
ン
ス

No
. 

（
資
料

No
.
）
 

操
作
・
作
業
の
 

想
定
時
間
 

訓
練
等
か
ら
の
 

実
績
時
間
 

状
況
 

作
業
環
境
 

連
絡
手
段
 

操
作
性
 

技
術
的
 

能
力
審
査

基
準

N
o
. 

温
度
・
湿
度
 

放
射
線
環
境
 

照
明
 

そ
の
他
 

（
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
等
）
 

原
子

炉
補

機
代

替
冷

却

系
運
転
操
作
 

原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系
準
備
操
作
 

・
資
機
材
配
置
及
び
ホ
ー
ス
敷
設
，
系
統
水
張
り
，
 

起
動
 

2.
4.

1 

3.
1.

2 

3.
2 

5.
2 

7
時
間

20
分

 

5
時
間

41
分

 
緊
急
時
対
策
要
員
 

（
現
場
）
 

－
 

（
屋
外
で
の
操
作
）
 

【
炉
心
損
傷
が
な
い
場
合
】
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

 【
炉
心
損
傷
が
あ
る
場
合
】
 

作
業
に
伴
う
被
ば
く
線
量
は

53
mS
v
以
下

* 

注
記

*：
移
動
に
係
る
時
間
，
操

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

作
時
間
は
技
術
的
能
力

を
参
照
し
て
設
定
し
た

（
作
業

7
時
間

3
0
分
＋

移
動

35
分
＝

8
時
間

5

分
）
 

車
両

の
ヘ

ッ
ド

ラ
イ

ト
，
電
源
内
蔵
型
照
明

及
び
ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
に

よ
り
，
夜
間
に
お
け
る

作
業
性
を
確
保
し
て
い

る
 

ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
上
に

支
障
と
な
る
設
備
は
な

い
 

衛
星
電
話
設
備
（
固

定
型

，
携
帯
型

）
，

無
線
通
信
設
備
（
固

定
型

，
携
帯
型

）
，

電
力

保
安

通
信

用

電
話
設
備
，
所
内
通

信
連

絡
設

備
の

う

ち
，
使
用
可
能
な
設

備
に
よ
り
，
緊
急
時

対
策

本
部

と
の

連

絡
が
可
能
で
あ
る
 

ホ
ー

ス
の

接
続

は

汎
用

の
結

合
金

具

及
び

フ
ラ

ン
ジ

接

続
で
あ
り
，
容
易
に

接
続
で
あ
り
，
容
易

に
接

続
可

能
で

あ

る
 

作
業

エ
リ

ア
周

辺

に
は
，
支
障
と
な
る

設
備
は
な
く
，
十
分

な
作

業
ス

ペ
ー

ス

を
確
保
し
て
い
る
 

1
.
5 

1
.
7 

原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系
運
転
 

・
原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系

 
運
転
状
態
監
視
 

適
宜
実
施
 

原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系
準
備
操
作
 

・
電
源
ケ
ー
ブ
ル
接
続
 

1
時
間

40
分

 
1
時
間

11
分

 
緊
急
時
対
策
要
員
 

（
現
場
）
 

－
 

（
屋
外
で
の
操
作
）
 

【
炉
心
損
傷
が
な
い
場
合
】
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

 【
炉
心
損
傷
が
あ
る
場
合
】
 

作
業
に
伴
う
被
ば
く
線
量
は

17
mS
v
以
下

* 

注
記

*：
移
動
に
係
る
時
間
，
操
作

時
間
は
技
術
的
能
力
を

参
照
し
て
設
定
し
た
（
作

業
1
時
間

3
0
分
＋
移
動

25
分
＝

1
時
間

5
5
分
）
 

車
両

の
ヘ

ッ
ド

ラ
イ

ト
，
電
源
内
蔵
型
照
明

及
び
ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
に

よ
り
，
夜
間
に
お
け
る

作
業
性
を
確
保
し
て
い

る
 

ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
上
に

支
障
と
な
る
設
備
は
な

い
 

衛
星
電
話
設
備
（
固

定
型

，
携
帯
型

）
，

無
線
通
信
設
備
（
固

定
型

，
携
帯
型

）
，

電
力

保
安

通
信

用

電
話
設
備
，
所
内
通

信
連

絡
設

備
の

う

ち
，
使
用
可
能
な
設

備
に
よ
り
，
緊
急
時

対
策

本
部

と
の

連

絡
が
可
能
で
あ
る
 

電
源

ケ
ー

ブ
ル

及

び
ボ

ル
ト

リ
ン

ク

の
接

続
は

ね
じ

込

み
式

及
び

一
般

工

具
を

使
用

し
た

ボ

ル
ト

ナ
ッ

ト
で

の

接
続
で
あ
り
，
容
易

に
接

続
可

能
で

あ

る
 

原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系
運
転
 

・
原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系

 
冷
却
水
流
量
調
整
 

10
分

 
1
分

 
運
転
員
 

（
中
央
制
御
室
）
 

中
央
制
御
室
の
室
温
に
つ
い
て

は
，
空
調
の
停
止
に
よ
り
緩
慢
に

上
昇
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
，
作

業
に
支
障
を
及
ぼ
す
程
の
影
響
は

な
く
，
通
常
運
転
状
態
と
同
程
度

で
あ
る
 

【
炉
心
損
傷
が
な
い
場
合
】
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

 【
炉
心
損
傷
が
あ
る
場
合
】
 

約
5
1m
Sv
／

7
日
間
以
下
 

常
用
照
明
消
灯
時
に
お

い
て
も
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト

（
三
脚
タ
イ
プ
），

Ｌ
Ｅ

Ｄ
ラ
イ
ト
（
ラ
ン
タ
ン

タ
イ
プ
）
及
び
ヘ
ッ
ド

ラ
イ
ト
を
配
備
し
て
い

る
た
め
，
操
作
可
能
で

あ
る
 

周
辺
に
は
支
障
と
な
る

設
備
は
な
い
 

－
 

中
央

制
御

室
で

の

操
作
は
，
通
常
の
運

転
操

作
で

実
施

す

る
操

作
と

同
様

で

あ
る
こ
と
か
ら
，
容

易
に
操
作
で
き
る
 

原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系
準
備
操
作
 

・
原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系

 
系
統
構
成
 

2.
4.

1 

3.
1.

2 

3.
2 

１
時
間

40
分
 

1
時
間

7
分

 
運
転
員
 

（
現
場
）
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

【
炉
心
損
傷
が
な
い
場
合
】
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

 【
炉
心
損
傷
が
あ
る
場
合
】
 

作
業
に
伴
う
被
ば
く
線
量
は

16
mS
v
以
下

*1
,2
 

 注
記

*1
：
移
動
に
係
る

時
間
，
操

作
時

間
は

技
術

的
能

力

を
参

照
し

て
設

定
し

た
。（

作
業

1
時
間

4
0

分
＋
移
動

1
5
分
＝
1
時

間
55

分
）
 

*2
：

炉
心
損

傷
時
は

原
子
炉

建
物

（
管

理
区

域
）

内

が
高

線
量

と
な

る
た

め
，

当
該

区
域

内
の

系

統
構
成
は
実
施
し
な
い
 

電
源
内
蔵
型
照
明
を
作

業
エ
リ
ア
に
配
備
し
て

お
り
，
建
物
内
常
用
照

明
消
灯
時
に
お
け
る
作

業
性

を
確

保
し

て
い

る
。
ま
た
，
ヘ
ッ
ド
ラ

イ
ト
及
び
懐
中
電
灯
を

携
行
し
て
い
る
 

ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
上
に

支
障
と
な
る
設
備
は
な

い
 

有
線
式
通
信
設
備
，

電
力

保
安

通
信

用

電
話
設
備
，
所
内
通

信
連

絡
設

備
の

う

ち
，
使
用
可
能
な
設

備
に
よ
り
，
中
央
制

御
室

と
の

連
絡

が

可
能
で
あ
る
 

通
常

運
転

時
等

に

行
う

弁
操

作
と

同

等
で
あ
り
，
作
業
ス

ペ
ー

ス
も

あ
る

こ

と
か

ら
容

易
に

作

業
可
能
で
あ
る
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表
1 

重
大
事
故
等
対
策
の
成
立
性
確
認
（
10
／
1
7）

 

作
業
項
目
 

具
体
的
な
運
転
操
作
・
作
業
内
容
 

事
故
シ
ー
ケ
ン
ス

No
. 

（
資
料

No
.
）
 

操
作
・
作
業
の
 

想
定
時
間
 

訓
練
等
か
ら
の
 

実
績
時
間
 

状
況
 

作
業
環
境
 

連
絡
手
段
 

操
作
性
 

技
術
的
 

能
力
審
査

基
準

N
o
. 

温
度
・
湿
度
 

放
射
線
環
境
 

照
明
 

そ
の
他
 

（
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
等
）
 

原
子

炉
補

機
代

替
冷

却

系
運
転
操
作
 

原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系
準
備
操
作
 

・
原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系

 
系
統
構
成
 

5.
2 

2
時
間

10
分

 
1
時
間

19
分

 
運
転
員
 

（
現
場
）
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

電
源
内
蔵
型
照
明
を
作

業
エ
リ
ア
に
配
備
し
て

お
り
，
建
物
内
常
用
照

明
消
灯
時
に
お
け
る
作

業
性

を
確

保
し

て
い

る
。
ま
た
，
ヘ
ッ
ド
ラ

イ
ト
及
び
懐
中
電
灯
を

携
行
し
て
い
る
 

ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
上
に
 

支
障
と
な
る
設
備
は
な

い
 

有
線
式
通
信
設
備
，

電
力

保
安

通
信

用

電
話
設
備
，
所
内
通

信
連

絡
設

備
の

う

ち
，
使
用
可
能
な
設

備
に
よ
り
，
中
央
制

御
室

と
の

連
絡

が

可
能
で
あ
る
 

通
常

運
転

時
等

に

行
う

弁
操

作
と

同

等
で
あ
り
，
作
業
ス

ペ
ー

ス
も

あ
る

こ

と
か

ら
容

易
に

作

業
可
能
で
あ
る
 

1
.
5 

1
.
7 

燃
料
プ
ー
ル
冷
却
系
 

準
備
操
作
 

燃
料
プ
ー
ル
冷
却
系
準
備
操
作
 

・
原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系

 
系
統
構
成
 

2.
4.

1 
30

分
 

12
分

 
運
転
員
 

（
現
場
）
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

電
源
内
蔵
型
照
明
を
作

業
エ
リ
ア
に
配
備
し
て

お
り
，
建
物
内
常
用
照

明
消
灯
時
に
お
け
る
作

業
性

を
確

保
し

て
い

る
。
ま
た
，
ヘ
ッ
ド
ラ

イ
ト
及
び
懐
中
電
灯
を

携
行
し
て
い
る
 

ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
上
に

支
障
と
な
る
設
備
は
な

い
 

有
線
式
通
信
設
備
，

電
力

保
安

通
信

用

電
話
設
備
，
所
内
通

信
連

絡
設

備
の

う

ち
，
使
用
可
能
な
設

備
に
よ
り
，
中
央
制

御
室

と
の

連
絡

が

可
能
で
あ
る
 

通
常

運
転

時
等

に

行
う

弁
操

作
と

同

等
で
あ
り
，
作
業
ス

ペ
ー

ス
も

あ
る

こ

と
か

ら
容

易
に

作

業
可
能
で
あ
る
 

1
.
5 

残
留
熱
除
去
系
（
低
圧
注

水
モ
ー
ド
）に

よ
る
原
子

炉
注
水
 

残
留
熱
除
去
系
（
低
圧
注
水
モ
ー
ド
）
運
転
 

・
残
留
熱
除
去
系
（
低
圧
注
水
モ
ー
ド
）
起
動
操
作
 

2.
4.

1 
10

分
 

6
分

 
運
転
員
 

（
中
央
制
御
室
）
 

中
央
制
御
室
の
室
温
に
つ
い
て

は
，
空
調
の
停
止
に
よ
り
緩
慢
に

上
昇
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
，
作

業
に
支
障
を
及
ぼ
す
程
の
影
響
は

な
く
，
通
常
運
転
状
態
と
同
程
度

で
あ
る
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

常
用
照
明
消
灯
時
に
お

い
て
も
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト

（
三
脚
タ
イ
プ
），

Ｌ
Ｅ

Ｄ
ラ
イ
ト
（
ラ
ン
タ
ン

タ
イ
プ
）
及
び
ヘ
ッ
ド

ラ
イ
ト
を
配
備
し
て
い

る
た
め
，
操
作
可
能
で

あ
る
 

周
辺
に
は
支
障
と
な
る

設
備
は
な
い
 

－
 

中
央

制
御

室
で

の

操
作
は
，
通
常
の
運

転
操

作
で

実
施

す

る
操

作
と

同
様

で

あ
る
こ
と
か
ら
，
容

易
に
操
作
で
き
る
 

1
.
4 

高
圧

原
子

炉
代

替
注

水

系
に
よ
る
原
子
炉
注
水
 

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
起
動
操
作
 

・
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系

 
起
動
操
作
／
系
統
構
成
 

2.
3.

2 

2.
3.

3 

10
分

 

5
分

 
運
転
員
 

（
中
央
制
御
室
）
 

中
央
制
御
室
の
室
温
に
つ
い
て

は
，
空
調
の
停
止
に
よ
り
緩
慢
に

上
昇
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
，
作

業
に
支
障
を
及
ぼ
す
程
の
影
響
は

な
く
，
通
常
運
転
状
態
と
同
程
度

で
あ
る
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

常
用
照
明
消
灯
時
に
お

い
て
も
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト

（
三
脚
タ
イ
プ
），

Ｌ
Ｅ

Ｄ
ラ
イ
ト
（
ラ
ン
タ
ン

タ
イ
プ
）
及
び
ヘ
ッ
ド

ラ
イ
ト
を
配
備
し
て
い

る
た
め
，
操
作
可
能
で

あ
る
 

周
辺
に
は
支
障
と
な
る

設
備
は
な
い
 

－
 

中
央

制
御

室
で

の

操
作
は
，
通
常
の
運

転
操

作
で

実
施

す

る
操

作
と

同
様

で

あ
る
こ
と
か
ら
，
容

易
に
操
作
で
き
る
 

1
.
2 

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
に
よ
る
原
子
炉
注
水
 

・
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系

 
起
動
／
停
止
操
作
 

適
宜
実
施
 

ほ
う
酸
水
注
入
系
 

起
動
操
作
 

ほ
う
酸
水
注
入
系
起
動
操
作
 

・
ほ
う
酸
水
注
入
系
起
動
 

2.
5 

3
分
 

2
分

 
運
転
員
 

（
中
央
制
御
室
）
 

中
央
制
御
室
の
室
温
に
つ
い
て

は
，
空
調
の
停
止
に
よ
り
緩
慢
に

上
昇
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
，
作

業
に
支
障
を
及
ぼ
す
程
の
影
響
は

な
く
，
通
常
運
転
状
態
と
同
程
度

で
あ
る
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

常
用
照
明
消
灯
時
に
お

い
て
も
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト

（
三
脚
タ
イ
プ
），

Ｌ
Ｅ

Ｄ
ラ
イ
ト
（
ラ
ン
タ
ン

タ
イ
プ
）
及
び
ヘ
ッ
ド

ラ
イ
ト
を
配
備
し
て
い

る
た
め
，
操
作
可
能
で

あ
る
 

周
辺
に
は
支
障
と
な
る

設
備
は
な
い
 

－
 

中
央

制
御

室
で

の

操
作
は
，
通
常
の
運

転
操

作
で

実
施

す

る
操

作
と

同
様

で

あ
る
こ
と
か
ら
，
容

易
に
操
作
で
き
る
 

1
.
1 

ほ
う
酸
水
注
入
系
起
動
操
作
 

・
注
入
状
況
監
視
 

適
宜
実
施
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表
1 

重
大
事
故
等
対
策
の
成
立
性
確
認
（

11
／
1
7）

 

作
業
項
目
 

具
体
的
な
運
転
操
作
・
作
業
内
容
 

事
故
シ
ー
ケ
ン
ス

No
. 

（
資
料

No
.
）
 

操
作
・
作
業
の
 

想
定
時
間
 

訓
練
等
か
ら
の
 

実
績
時
間
 

状
況
 

作
業
環
境
 

連
絡
手
段
 

操
作
性
 

技
術
的
 

能
力
審
査

基
準

N
o
. 

温
度
・
湿
度
 

放
射
線
環
境
 

照
明
 

そ
の
他
 

(
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
等

) 

自
動
減
圧
系
等
の
起
動
 

阻
止
 

自
動
減
圧
系
等
の
起
動
阻
止
 

・
AD
S
起
動
阻
止

CO
S
「
阻
止
」
 

・
代
替

AD
S
起
動
阻
止

CO
S「

阻
止
」
 

2.
5 

1
分

 
40

秒
 

運
転
員
 

（
中
央
制
御
室
）
 

中
央
制
御
室
の
室
温
に
つ
い
て

は
，
空
調
の
停
止
に
よ
り
緩
慢
に

上
昇
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
，
作

業
に
支
障
を
及
ぼ
す
程
の
影
響
は

な
く
，
通
常
運
転
状
態
と
同
程
度

で
あ
る
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

常
用
照
明
消
灯
時
に
お

い
て
も
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト

（
三
脚
タ
イ
プ
），

Ｌ
Ｅ

Ｄ
ラ
イ
ト
（
ラ
ン
タ
ン

タ
イ
プ
）
及
び
ヘ
ッ
ド

ラ
イ
ト
を
配
備
し
て
い

る
た
め
，
操
作
可
能
で

あ
る
 

周
辺
に
は
支
障
と
な
る

設
備
は
な
い
 

－
 

中
央

制
御

室
で

の

操
作
は
，
通
常
の
運

転
操

作
で

実
施

す

る
操

作
と

同
様

で

あ
る
こ
と
か
ら
，
容

易
に
操
作
で
き
る
 

1
.
1 

残
留

熱
除

去
系

の
破

断

箇
所
隔
離
 

残
留
熱
除
去
系
の
漏
え
い
停
止
操
作
（
中
央
制
御
室
）
 

・
残
留
熱
除
去
系

 
注
水
弁
隔
離
操
作（

中
央
制
御
室
） 

2.
7 

10
分

 
4
分

 
運
転
員
 

（
中
央
制
御
室
）
 

中
央
制
御
室
の
室
温
に
つ
い
て

は
，
空
調
の
停
止
に
よ
り
緩
慢
に

上
昇
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
，
作

業
に
支
障
を
及
ぼ
す
程
の
影
響
は

な
く
，
通
常
運
転
状
態
と
同
程
度

で
あ
る
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

常
用
照
明
消
灯
時
に
お

い
て
も
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト

（
三
脚
タ
イ
プ
），

Ｌ
Ｅ

Ｄ
ラ
イ
ト
（
ラ
ン
タ
ン

タ
イ
プ
）
及
び
ヘ
ッ
ド

ラ
イ
ト
を
配
備
し
て
い

る
た
め
，
操
作
可
能
で

あ
る
 

周
辺
に
は
支
障
と
な
る

設
備
は
な
い
 

－
 

中
央

制
御

室
で

の

操
作
は
，
通
常
の
運

転
操

作
で

実
施

す

る
操

作
と

同
様

で

あ
る
こ
と
か
ら
，
容

易
に
操
作
で
き
る
 

1
.
3 

残
留

熱
除

去
系

の
破

断

箇
所
隔
離
 

残
留
熱
除
去
系
か
ら
の
漏
え
い
停
止
準
備
操
作
 

・
残
留
熱
除
去
系
隔
離
準
備
（
電
源
ロ
ッ
ク
）
 

2.
7 

30
分

 
6
分

 
運
転
員
 

（
現
場
）
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

炉
心
損
傷
が
な
い
た
め

，
高
線
量

に
な
る
こ
と
は
な
い
 

電
源
内
蔵
型
照
明
を
作

業
エ
リ
ア
に
配
備
し
て

お
り
，
建
物
内
常
用
照

明
消
灯
時
に
お
け
る
作

業
性

を
確

保
し

て
い

る
。
ま
た
，
ヘ
ッ
ド
ラ

イ
ト
及
び
懐
中
電
灯
を

携
行
し
て
い
る
 

ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
上
に

支
障
と
な
る
設
備
は
な

い
 

有
線
式
通
信
設
備
，

所
内

通
信

連
絡

設

備
，
電
力
保
安
通
信

用
電

話
設

備
の

う

ち
，
使
用
可
能
な
設

備
に
よ
り
，
中
央
制

御
室

と
の

連
絡

が

可
能
で
あ
る
 

通
常

運
転

時
等

に

行
う

F
F
B
操
作
と
同

様
で
あ
り
，
容
易
に

操
作
で
き
る
 

1
.
3 

残
留
熱
除
去
系
か
ら
の
漏
え
い
停
止
操
作
（
現
場
 

操
作
）
 

・
保
護
具
装
着
 

30
分

 
14

分
 

運
転
員
 

（
現
場
）
 

操
作
現
場
は
約

40
℃
程
度
，
湿
度

は
10
0%
程
度
と
な
る
可
能
性
が
あ

る
が

，
保
護
具
を

装
着
す
る
こ

と

か
ら
，
問
題
は
な
い
 

操
作
現
場
の
線
量
は
最

大
で
も
約

8.
0
mS
v/
h
で
あ
り
，
作
業
時
間
を

保
守
的
に

1
時
間
と
設
定
し
て
も

作
業
員
の
受
け
る
実
効

線
量
は
最

大
で
約

8.
0m
Sv

と
な
る
 

電
源
内
蔵
型
照
明
を
作

業
エ
リ
ア
に
配
備
し
て

お
り
，
建
物
内
常
用
照

明
消
灯
時
に
お
け
る
作

業
性

を
確

保
し

て
い

る
。
ま
た
，
ヘ
ッ
ド
ラ

イ
ト
及
び
懐
中
電
灯
を

携
行
し
て
い
る
 

ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
上
に

支
障
と
な
る
設
備
は
な

い
 

有
線
式
通
信
設
備
，

所
内

通
信

連
絡

設

備
，
電
力
保
安
通
信

用
電

話
設

備
の

う

ち
，
使
用
可
能
な
設

備
に
よ
り
，
中
央
制

御
室

と
の

連
絡

が

可
能
で
あ
る
 

通
常

運
転

時
等

に

行
う

弁
操

作
と

同

等
で
あ
り
，
作
業
ス

ペ
ー

ス
も

あ
る

こ

と
か

ら
容

易
に

作

業
可
能
で
あ
る
 

操
作
対
象
弁
に
は
，

暗
闇

で
も

識
別

し

や
す

い
よ

う
に

反

射
テ

ー
プ

を
施

し

て
い
る
 

残
留
熱
除
去
系
か
ら
の
漏
え
い
停
止
操
作
（
現
場
 

操
作
）
 

・
残
留
熱
除
去
系
 
注
水
弁
隔
離
操
作
（
現
場
）
 

1
時
間
 

40
分
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表
1 

重
大
事
故
等
対
策
の
成
立
性
確
認
（
12
／
1
7）

 

作
業
項
目
 

具
体
的
な
運
転
操
作
・
作
業
内
容
 

事
故
シ
ー
ケ
ン
ス

No
. 

（
資
料

No
.
）
 

操
作
・
作
業
の
 

想
定
時
間
 

訓
練
等
か
ら
の
 

実
績
時
間
 

状
況
 

作
業
環
境
 

連
絡
手
段
 

操
作
性
 

技
術
的
 

能
力
審
査

基
準

N
o
. 

温
度
・
湿
度
 

放
射
線
環
境
 

照
明
 

そ
の
他
 

(
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
等

) 

残
留

熱
代
替

除
去
系

に

よ
る
格
納
容
器
除
熱
 

操
作
 

残
留
熱
代
替
除
去
系

 
準
備
操
作
 

・
残
留
熱
代
替
除
去
系

 
中
央
制
御
室
系
統
構
成
 

3.
1.

2 

20
分

 
8
分

 
運
転
員
 

（
中
央
制
御
室
）
 

中
央
制
御
室
の
室
温
に
つ
い
て

は
，
空
調
の
停
止
に
よ
り
緩
慢
に

上
昇
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
，
作

業
に
支
障
を
及
ぼ
す
程
の
影
響
は

な
く
，
通
常
運
転
状
態
と
同
程
度

で
あ
る
 

【
炉
心
損
傷
が
な
い
場
合
】
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

 【
炉
心
損
傷
が
あ
る
場
合
】
 

約
51
mS
v
／
7
日
間
以
下
 

常
用
照
明
消
灯
時
に
お

い
て
も
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト

（
三
脚
タ
イ
プ
），

Ｌ
Ｅ

Ｄ
ラ
イ
ト
（
ラ
ン
タ
ン

タ
イ
プ
）
及
び
ヘ
ッ
ド

ラ
イ
ト
を
配
備
し
て
い

る
た
め
，
操
作
可
能
で

あ
る
 

周
辺
に
は
支
障
と
な
る

設
備
は
な
い
 

－
 

中
央

制
御

室
で

の

操
作
は
，
通
常
の
運

転
操

作
で

実
施

す

る
操

作
と

同
様

で

あ
る
こ
と
か
ら
，
容

易
に
操
作
で
き
る
 

1
.
7 

残
留
熱
代
替
除
去
系

 
運
転
開
始
 

・
残
留
熱
代
替
除
去
ポ
ン
プ
起
動
 

・
原
子
炉
注
水
，
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
弁
操
作
 

10
分

 

4
分

 
運
転
員
 

（
中
央
制
御
室
）
 

中
央
制
御
室
の
室
温
に
つ
い
て

は
，
空
調
の
停
止
に
よ
り
緩
慢
に

上
昇
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
，
作

業
に
支
障
を
及
ぼ
す
程
の
影
響
は

な
く
，
通
常
運
転
状
態
と
同
程
度

で
あ
る
 

【
炉
心
損
傷
が
な
い
場
合
】
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

 【
炉
心
損
傷
が
あ
る
場
合
】
 

約
51
mS
v
／
7
日
間
以
下
 

常
用
照
明
消
灯
時
に
お

い
て
も
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト

（
三
脚
タ
イ
プ
），

Ｌ
Ｅ

Ｄ
ラ
イ
ト
（
ラ
ン
タ
ン

タ
イ
プ
）
及
び
ヘ
ッ
ド

ラ
イ
ト
を
配
備
し
て
い

る
た
め
，
操
作
可
能
で

あ
る
 

周
辺
に
は
支
障
と
な
る

設
備
は
な
い
 

－
 

中
央

制
御

室
で

の

操
作
は
，
通
常
の
運

転
操

作
で

実
施

す

る
操

作
と

同
様

で

あ
る
こ
と
か
ら
，
容

易
に
操
作
で
き
る
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
運
転
状
態
監
視
 

・
残
留
熱
代
替
除
去
系
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
，
 

 
原
子
炉
格
納
容
器
の
状
態
監
視
 

適
宜
実
施
 

中
央
制
御
室
の
室
温
に
つ
い
て

は
，
空
調
の
停
止
に
よ
り
緩
慢
に

上
昇
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
，
作

業
に
支
障
を
及
ぼ
す
程
の
影
響
は

な
く
，
通
常
運
転
状
態
と
同
程
度

で
あ
る
 

【
炉
心
損
傷
が
な
い
場
合
】
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

 【
炉
心
損
傷
が
あ
る
場
合
】
 

約
51
mS
v
／
7
日
間
以
下
 

常
用
照
明
消
灯
時
に
お

い
て
も
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト

（
三
脚
タ
イ
プ
），

Ｌ
Ｅ

Ｄ
ラ
イ
ト
（
ラ
ン
タ
ン

タ
イ
プ
）
及
び
ヘ
ッ
ド

ラ
イ
ト
を
配
備
し
て
い

る
た
め
，
操
作
可
能
で

あ
る
 

周
辺
に
は
支
障
と
な
る

設
備
は
な
い
 

－
 

中
央

制
御

室
で

の

操
作
は
，
通
常
の
運

転
操

作
で

実
施

す

る
操

作
と

同
様

で

あ
る
こ
と
か
ら
，
容

易
に
操
作
で
き
る
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
常
設
）
停
止
操
作
 

・
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
常
設
）
停
止
 

10
分

 
2
分

 
運
転
員
 

（
中
央
制
御
室
）
 

中
央
制
御
室
の
室
温
に
つ
い
て

は
，
空
調
の
停
止
に
よ
り
緩
慢
に

上
昇
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
，
作

業
に
支
障
を
及
ぼ
す
程
の
影
響
は

な
く
，
通
常
運
転
状
態
と
同
程
度

で
あ
る
 

【
炉
心
損
傷
が
な
い
場
合
】
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

 【
炉
心
損
傷
が
あ
る
場
合
】
 

約
51
mS
v
／
7
日
間
以
下
 

常
用
照
明
消
灯
時
に
お

い
て
も
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト

（
三
脚
タ
イ
プ
），

Ｌ
Ｅ

Ｄ
ラ
イ
ト
（
ラ
ン
タ
ン

タ
イ
プ
）
及
び
ヘ
ッ
ド

ラ
イ
ト
を
配
備
し
て
い

る
た
め
，
操
作
可
能
で

あ
る
 

周
辺
に
は
支
障
と
な
る

設
備
は
な
い
 

－
 

中
央

制
御

室
で

の

操
作
は
，
通
常
の
運

転
操

作
で

実
施

す

る
操

作
と

同
様

で

あ
る
こ
と
か
ら
，
容

易
に
操
作
で
き
る
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表
1 

重
大
事
故
等
対
策
の
成
立
性
確
認
（
13
／
1
7）

 

作
業
項
目
 

具
体
的
な
運
転
操
作
・
作
業
内
容
 

事
故
シ
ー
ケ
ン
ス

No
. 

（
資
料

No
.
）
 

操
作
・
作
業
の
 

想
定
時
間
 

訓
練
等
か
ら
の
 

実
績
時
間
 

状
況
 

作
業
環
境
 

連
絡
手
段
 

操
作
性
 

技
術
的
 

能
力
審
査

基
準

N
o
. 

温
度
・
湿
度
 

放
射
線
環
境
 

照
明
 

そ
の
他
 

(ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
等

) 

居
住
性
の
確
保
 

非
常
用
ガ
ス
処
理
系

 
運
転
確
認
 

・
非
常
用
ガ
ス
処
理
系

 
自
動
起
動
確
認
 

・
原
子
炉
建
物
減
圧
監
視
 

・
原
子
炉
建
物
差
圧
調
整
 

3.
1.

2 

3.
1.

3 

3.
2 

適
宜
実
施
 

3
分

 
運
転
員
 

（
中
央
制
御
室
）
 

中
央
制
御
室
の
室
温
に
つ
い
て

は
，
空
調
の
停
止
に
よ
り
緩
慢
に

上
昇
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
，
作

業
に
支
障
を
及
ぼ
す
程
の
影
響
は

な
く
，
通
常
運
転
状
態
と
同
程
度

で
あ
る
 

【
炉
心
損
傷
が
な
い
場
合
】
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

 【
炉
心
損
傷
が
あ
る
場
合
】
 

約
5
1m
Sv
／

7
日
間
以
下
 

常
用
照
明
消
灯
時
に
お

い
て
も
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト

（
三
脚
タ
イ
プ
），

Ｌ
Ｅ

Ｄ
ラ
イ
ト
（
ラ
ン
タ
ン

タ
イ
プ
）
及
び
ヘ
ッ
ド

ラ
イ
ト
を
配
備
し
て
い

る
た
め
，
操
作
可
能
で

あ
る
 

周
辺
に
は
支
障
と
な
る

設
備
は
な
い
 

－
 

中
央

制
御

室
で

の

操
作
は
，
通
常
の
運

転
操

作
で

実
施

す

る
操

作
と

同
様

で

あ
る
こ
と
か
ら
，
容

易
に
操
作
で
き
る
 

1
.
1
6 

中
央
制
御
室
換
気
系
起
動
 

・
系
統
構
成
 

・
中
央
制
御
室
換
気
系
起
動
操
作
 

3.
1.

2 

3.
1.

3 

3.
2 

20
分

 
5
分

 
運
転
員
 

（
中
央
制
御
室
）
 

中
央
制
御
室
の
室
温
に
つ
い
て

は
，
空
調
の
停
止
に
よ
り
緩
慢
に

上
昇
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
，
作

業
に
支
障
を
及
ぼ
す
程
の
影
響
は

な
く
，
通
常
運
転
状
態
と
同
程
度

で
あ
る
 

【
炉
心
損
傷
が
な
い
場
合
】
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

 【
炉
心
損
傷
が
あ
る
場
合
】
 

約
5
1m
Sv
／

7
日
間
以
下
 

常
用
照
明
消
灯
時
に
お

い
て
も
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト

（
三
脚
タ
イ
プ
），

Ｌ
Ｅ

Ｄ
ラ
イ
ト
（
ラ
ン
タ
ン

タ
イ
プ
）
及
び
ヘ
ッ
ド

ラ
イ
ト
を
配
備
し
て
い

る
た
め
，
操
作
可
能
で

あ
る
 

周
辺
に
は
支
障
と
な
る

設
備
は
な
い
 

－
 

中
央

制
御

室
で

の

操
作
は
，
通
常
の
運

転
操

作
で

実
施

す

る
操

作
と

同
様

で

あ
る
こ
と
か
ら
，
容

易
に
操
作
で
き
る
 

中
央
制
御
室
換
気
系
起
動
 

・
中
央
制
御
室
換
気
系

 
系
統
構
成
 

3.
1.

2 

3.
1.

3 

3.
2 

40
分

 
19

分
 

運
転
員
 

（
現
場
）
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

作
業
に
伴
う
被
ば
く
線
量
は
 

12
mS
v
以
下

* 

 注
記

*：
移
動
に
係
る
時
間
，
操
作

時
間

は
技

術
的

能
力

を

参
照
し
て
設
定
し
た
（
作

業
40

分
＋
移
動

15
分
＝

55
分
）
 

電
源
内
蔵
型
照
明
を
作

業
エ
リ
ア
に
配
備
し
て

お
り
，
建
物
内
常
用
照

明
消
灯
時
に
お
け
る
作

業
性

を
確

保
し

て
い

る
。
ま
た
，
ヘ
ッ
ド
ラ

イ
ト
及
び
懐
中
電
灯
を

携
行
し
て
い
る
 

ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
上
に

支
障
と
な
る
設
備
は
な

い
 

通
信
連
絡
設
備
（
所

内
通
信
連
絡
設
備
，

電
力
保
安
通
信
用

電
話
設
備
，
有
線
式

通
信
設
備
）
の
う

ち
，
使
用
可
能
な
設

備
に
よ
り
，
中
央
制

御
室
と
の
連
絡
が

可
能
で
あ
る
 

中
央

制
御

室
換

気

系
加

圧
運

転
の

実

施
は
，
中
央
制
御
室

換
気

系
給

気
隔

離

ダ
ン

パ
を

開
操

作

す
る
の
み
で
あ
り
，

容
易

に
操

作
実

施

可
能
で
あ
る
 

中
央
制
御
室
換
気
系
起
動
 

・
中
央
制
御
室
換
気
系

 
加
圧
運
転
操
作
 

3.
1.

2 

3.
1.

3 

3.
2 

10
分

 
2
分

 
運
転
員
 

（
中
央
制
御
室
）
 

中
央
制
御
室
の
室
温
に
つ
い
て

は
，
空
調
の
停
止
に
よ
り
緩
慢
に

上
昇
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
，
作

業
に
支
障
を
及
ぼ
す
程
の
影
響
は

な
く
，
通
常
運
転
状
態
と
同
程
度

で
あ
る
 

【
炉
心
損
傷
が
な
い
場
合
】
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

 【
炉
心
損
傷
が
あ
る
場
合
】
 

約
5
1m
Sv
／

7
日
間
以
下
 

常
用
照
明
消
灯
時
に
お

い
て
も
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト

（
三
脚
タ
イ
プ
），

Ｌ
Ｅ

Ｄ
ラ
イ
ト
（
ラ
ン
タ
ン

タ
イ
プ
）
及
び
ヘ
ッ
ド

ラ
イ
ト
を
配
備
し
て
い

る
た
め
，
操
作
可
能
で

あ
る
 

周
辺
に
は
支
障
と
な
る

設
備
は
な
い
 

－
 

中
央

制
御

室
で

の

操
作
は
，
通
常
の
運

転
操

作
で

実
施

す

る
操

作
と

同
様

で

あ
る
こ
と
か
ら
，
容

易
に
操
作
で
き
る
 

中
央
制
御
室
換
気
系

 
運
転
モ
ー
ド
切
替
え
 

・
中
央
制
御
室
換
気
系

 
加
圧
運
転
か
ら
系
統
隔
離
 

運
転
へ
の
切
替
え
操
作
 

3.
1.

3 
5
分
 

1
分

 
運
転
員
 

（
中
央
制
御
室
）
 

中
央
制
御
室
の
室
温
に
つ
い
て

は
，
空
調
の
停
止
に
よ
り
緩
慢
に

上
昇
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
，
作

業
に
支
障
を
及
ぼ
す
程
の
影
響
は

な
く
，
通
常
運
転
状
態
と
同
程
度

で
あ
る
 

【
炉
心
損
傷
が
な
い
場
合
】
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

 【
炉
心
損
傷
が
あ
る
場
合
】
 

約
5
1m
Sv
／

7
日
間
以
下
 

常
用
照
明
消
灯
時
に
お

い
て
も
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト

（
三
脚
タ
イ
プ
），

Ｌ
Ｅ

Ｄ
ラ
イ
ト
（
ラ
ン
タ
ン

タ
イ
プ
）
及
び
ヘ
ッ
ド

ラ
イ
ト
を
配
備
し
て
い

る
た
め
，
操
作
可
能
で

あ
る
 

周
辺
に
は
支
障
と
な
る

設
備
は
な
い
 

－
 

中
央

制
御

室
で

の

操
作
は
，
通
常
の
運

転
操

作
で

実
施

す

る
操

作
と

同
様

で

あ
る
こ
と
か
ら
，
容

易
に
操
作
で
き
る
 

中
央
制
御
室
換
気
系

 
運
転
モ
ー
ド
切
替
え
 

・
中
央
制
御
室
換
気
系

 
系
統
隔
離
運
転
か
ら
加
圧
 

運
転
へ
の
切
替
え
操
作
 

3.
1.

3 
5
分
 

1
分

 
運
転
員
 

（
中
央
制
御
室
）
 

中
央
制
御
室
の
室
温
に
つ
い
て

は
，
空
調
の
停
止
に
よ
り
緩
慢
に

上
昇
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
，
作

業
に
支
障
を
及
ぼ
す
程
の
影
響
は

な
く
，
通
常
運
転
状
態
と
同
程
度

で
あ
る
 

【
炉
心
損
傷
が
な
い
場
合
】
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

 【
炉
心
損
傷
が
あ
る
場
合
】
 

約
5
1m
Sv
／

7
日
間
以
下
 

常
用
照
明
消
灯
時
に
お

い
て
も
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト

（
三
脚
タ
イ
プ
），

Ｌ
Ｅ

Ｄ
ラ
イ
ト
（
ラ
ン
タ
ン

タ
イ
プ
）
及
び
ヘ
ッ
ド

ラ
イ
ト
を
配
備
し
て
い

る
た
め
，
操
作
可
能
で

あ
る
 

周
辺
に
は
支
障
と
な
る

設
備
は
な
い
 

－
 

中
央

制
御

室
で

の

操
作
は
，
通
常
の
運

転
操

作
で

実
施

す

る
操

作
と

同
様

で

あ
る
こ
と
か
ら
，
容

易
に
操
作
で
き
る
 

 
 

23



 

 

表
1 

重
大
事
故
等
対
策
の
成
立
性
確
認
（
14
／
1
7）

 

作
業
項
目
 

具
体
的
な
運
転
操
作
・
作
業
内
容
 

事
故
シ
ー
ケ
ン
ス

No
. 

（
資
料

No
.
）
 

操
作
・
作
業
の
 

想
定
時
間
 

訓
練
等
か
ら
の
 

実
績
時
間
 

状
況
 

作
業
環
境
 

連
絡
手
段
 

操
作
性
 

技
術
的
 

能
力
審
査

基
準

N
o
. 

温
度
・
湿
度
 

放
射
線
環
境
 

照
明
 

そ
の
他
 

(ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
等

) 

居
住
性
の
確
保
 

中
央
制
御
室
待
避
室
準
備
 

・
中
央
制
御
室
待
避
室
系
統
構
成
 

3.
1.

2 

3.
1.

3 

3.
2 

30
分

 
10

分
 

運
転
員
 

（
現
場
）
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

【
炉
心
損
傷
が
な
い
場
合
】
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

 【
炉
心
損
傷
が
あ
る
場
合
】
 

約
5
1m
Sv
／

7
日
間
以
下
 

電
源
内
蔵
型
照
明
を
作

業
エ
リ
ア
に
配
備
し
て

お
り
，
建
物
内
常
用
照

明
消
灯
時
に
お
け
る
作

業
性

を
確

保
し

て
い

る
。
ま
た
，
ヘ
ッ
ド
ラ

イ
ト
及
び
懐
中
電
灯
を

携
行
し
て
い
る
 

ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
上
に

支
障
と
な
る
設
備
は
な

い
 

通
信
連
絡
設
備
（
所

内
通
信
連
絡
設
備
，

電
力

保
安

通
信

用

電
話
設
備
，
有
線
式

通
信

設
備

）
の

う

ち
，
使
用
可
能
な
設

備
に
よ
り
，
中
央
制

御
室

と
の

連
絡

が

可
能
で
あ
る
 

中
央

制
御

室
待

避

室
の

正
圧

化
準

備

作
業
は
，
空
気
ボ
ン

ベ
の

操
作

弁
を

開

側
へ

回
す

作
業

の

み
で

あ
り

容
易

に

操
作

実
施

可
能

で

あ
る
 

1
.
1
6 

中
央
制
御
室
待
避
室
準
備
 

・
中
央
制
御
室
待
避
室
加
圧
操
作
 

3.
1.

3 
5
分
 

2
分

 
運
転
員
 

（
中
央
制
御
室
）
 

中
央
制
御
室
の
室
温
に
つ
い
て

は
，
空
調
の
停
止
に
よ
り
緩
慢
に

上
昇
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
，
作

業
に
支
障
を
及
ぼ
す
程
の
影
響
は

な
く
，
通
常
運
転
状
態
と
同
程
度

で
あ
る
 

【
炉
心
損
傷
が
な
い
場
合
】
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

 【
炉
心
損
傷
が
あ
る
場
合
】
 

約
5
1m
Sv
／

7
日
間
以
下
 

常
用
照
明
消
灯
時
に
お

い
て
も
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト

（
三
脚
タ
イ
プ
），

Ｌ
Ｅ

Ｄ
ラ
イ
ト
（
ラ
ン
タ
ン

タ
イ
プ
）
及
び
ヘ
ッ
ド

ラ
イ
ト
を
配
備
し
て
い

る
た
め
，
操
作
可
能
で

あ
る
 

周
辺
に
は
支
障
と
な
る

設
備
は
な
い
 

－
 

中
央

制
御

室
で

の

操
作
は
，
通
常
の
運

転
操

作
で

実
施

す

る
操

作
と

同
様

で

あ
る
こ
と
か
ら
，
容

易
に
操
作
で
き
る
 

可
搬

式
窒

素
供

給
装

置

に
よ

る
格

納
容

器
内

の

不
活
性
化
 

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
に
よ
る
格
納
容
器
内
窒
素
 

供
給
準
備
 

・
可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
準
備
 

3.
1.

2 

3.
2 

2
時
間

 

1
時
間

42
分

 
緊
急
時
対
策
要
員
 

（
現
場
）
 

－
 

（
屋
外
で
の
操
作
）
 

作
業
に
伴
う
被
ば
く
線
量
は

16
mS
v
以
下

* 

 注
記

*：
移
動
に
係
る
時
間
，
操
作

時
間

は
技

術
的

能
力

を

参
照

し
て

設
定

 
し

た

（
作
業

2
時
間
＋
移
動

2
5

分
＝

2
時
間

2
5
分
）
 

 

車
両
の
作
業
用
照
明
・

ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
及
び
懐

中
電
灯
に
よ
り
，
夜
間

に
お
け
る
作
業
性
を
確

保
し
て
い
る
 

ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
上
に

支
障
と
な
る
設
備
は
な

い
 

衛
星
電
話
設
備
（
固

定
型

，
携
帯
型

）
，

無
線
通
信
設
備
（
固

定
型

，
携
帯
型

）
，

電
力

保
安

通
信

用

電
話
設
備
，
所
内
通

信
連

絡
設

備
の

う

ち
，
使
用
可
能
な
設

備
に
よ
り
，
緊
急
時

対
策

本
部

と
の

連

絡
が
可
能
で
あ
る
 

ホ
ー

ス
の

接
続

は

差
し

込
み

式
で

の

接
続
で
あ
り
，
容
易

に
接

続
可

能
で

あ

る
 

1
.
9 

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
に
よ
る
格
納
容
器
内
窒
素
 

供
給
 

・
可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
起
動
 

適
宜
実
施
 

残
留

熱
代

替
除

去
系

に

よ
る
格
納
容
器
除
熱
 

操
作
 

残
留
熱
代
替
除
去
系

 
準
備
操
作
 

・
残
留
熱
代
替
除
去
系

 
中
央
制
御
室
系
統
構
成
 

3.
2 

20
分

 
6
分

 
運
転
員
 

（
中
央
制
御
室
）
 

中
央
制
御
室
の
室
温
に
つ
い
て

は
，
空
調
の
停
止
に
よ
り
緩
慢
に

上
昇
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
，
作

業
に
支
障
を
及
ぼ
す
程
の
影
響
は

な
く
，
通
常
運
転
状
態
と
同
程
度

で
あ
る
 

【
炉
心
損
傷
が
な
い
場
合
】
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

 【
炉
心
損
傷
が
あ
る
場
合
】
 

約
5
1m
Sv
／

7
日
間
以
下
 

常
用
照
明
消
灯
時
に
お

い
て
も
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト

（
三
脚
タ
イ
プ
），

Ｌ
Ｅ

Ｄ
ラ
イ
ト
（
ラ
ン
タ
ン

タ
イ
プ
）
及
び
ヘ
ッ
ド

ラ
イ
ト
を
配
備
し
て
い

る
た
め
，
操
作
可
能
で

あ
る
 

周
辺
に
は
支
障
と
な
る

設
備
は
な
い
 

－
 

中
央

制
御

室
で

の

操
作
は
，
通
常
の
運

転
操

作
で

実
施

す

る
操

作
と

同
様

で

あ
る
こ
と
か
ら
，
容

易
に
操
作
で
き
る
 

1
.
7 

残
留
熱
代
替
除
去
系

 
運
転
開
始
 

・
残
留
熱
代
替
除
去
ポ
ン
プ
起
動
 

・
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
弁
操
作
 

10
分

 

3
分

 
運
転
員
 

（
中
央
制
御
室
）
 

中
央
制
御
室
の
室
温
に
つ
い
て

は
，
空
調
の
停
止
に
よ
り
緩
慢
に

上
昇
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
，
作

業
に
支
障
を
及
ぼ
す
程
の
影
響
は

な
く
，
通
常
運
転
状
態
と
同
程
度

で
あ
る
 

【
炉
心
損
傷
が
な
い
場
合
】
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

 【
炉
心
損
傷
が
あ
る
場
合
】
 

約
5
1m
Sv
／

7
日
間
以
下
 

常
用
照
明
消
灯
時
に
お

い
て
も
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト

（
三
脚
タ
イ
プ
），

Ｌ
Ｅ

Ｄ
ラ
イ
ト
（
ラ
ン
タ
ン

タ
イ
プ
）
及
び
ヘ
ッ
ド

ラ
イ
ト
を
配
備
し
て
い

る
た
め
，
操
作
可
能
で

あ
る
 

周
辺
に
は
支
障
と
な
る

設
備
は
な
い
 

－
 

中
央

制
御

室
で

の

操
作
は
，
通
常
の
運

転
操

作
で

実
施

す

る
操

作
と

同
様

で

あ
る
こ
と
か
ら
，
容

易
に
操
作
で
き
る
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
運
転
状
態
監
視
 

・
残
留
熱
代
替
除
去
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
 

状
態
監
視
 

適
宜
実
施
 

中
央
制
御
室
の
室
温
に
つ
い
て

は
，
空
調
の
停
止
に
よ
り
緩
慢
に

上
昇
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
，
作

業
に
支
障
を
及
ぼ
す
程
の
影
響
は

な
く
，
通
常
運
転
状
態
と
同
程
度

で
あ
る
 

【
炉
心
損
傷
が
な
い
場
合
】
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

 【
炉
心
損
傷
が
あ
る
場
合
】
 

約
5
1m
Sv
／

7
日
間
以
下
 

常
用
照
明
消
灯
時
に
お

い
て
も
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト

（
三
脚
タ
イ
プ
），

Ｌ
Ｅ

Ｄ
ラ
イ
ト
（
ラ
ン
タ
ン

タ
イ
プ
）
及
び
ヘ
ッ
ド

ラ
イ
ト
を
配
備
し
て
い

る
た
め
，
操
作
可
能
で

あ
る
 

周
辺
に
は
支
障
と
な
る

設
備
は
な
い
 

－
 

中
央

制
御

室
で

の

操
作
は
，
通
常
の
運

転
操

作
で

実
施

す

る
操

作
と

同
様

で

あ
る
こ
と
か
ら
，
容

易
に
操
作
で
き
る
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表
1 

重
大
事
故
等
対
策
の
成
立
性
確
認
（
15
／
1
7）

 

作
業
項
目
 

具
体
的
な
運
転
操
作
・
作
業
内
容
 

事
故
シ
ー
ケ
ン
ス

No
. 

（
資
料

No
.
）
 

操
作
・
作
業
の
 

想
定
時
間
 

訓
練
等
か
ら
の
 

実
績
時
間
 

状
況
 

作
業
環
境
 

連
絡
手
段
 

操
作
性
 

技
術
的
 

能
力
審
査

基
準

N
o
. 

温
度
・
湿
度
 

放
射
線
環
境
 

照
明
 

そ
の
他
 

(
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
等

) 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の

水
素
濃
度
及
び
酸
素
濃

度
監
視
 

水
素
濃
度
及
び
酸
素
濃
度
監
視
設
備
の
起
動
 

・
格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
及
び
格
納
容
器
酸
素

濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
起
動
操
作
 

3.
1.

2 

3.
1.

3 

3.
2 

5
分

 
3
分

 

運
転
員
 

（
中
央
制
御
室
）
 

中
央
制
御
室
の
室
温
に
つ
い
て

は
，
空
調
の
停
止
に
よ
り
緩
慢
に

上
昇
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
，
作

業
に
支
障
を
及
ぼ
す
程
の
影
響
は

な
く
，
通
常
運
転
状
態
と
同
程
度

で
あ
る
 

【
炉
心
損
傷
が
な
い
場
合
】
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

 【
炉
心
損
傷
が
あ
る
場
合
】
 

約
5
1m
Sv
／

7
日
間
以
下
 

常
用
照
明
消
灯
時
に
お

い
て
も
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト

（
三
脚
タ
イ
プ
），

Ｌ
Ｅ

Ｄ
ラ
イ
ト
（
ラ
ン
タ
ン

タ
イ
プ
）
及
び
ヘ
ッ
ド

ラ
イ
ト
を
配
備
し
て
い

る
た
め
，
操
作
可
能
で

あ
る
 

周
辺
に
は
支
障
と
な
る

設
備
は
な
い
 

－
 

中
央

制
御

室
で

の

操
作
は
，
通
常
の
運

転
操

作
で

実
施

す

る
操

作
と

同
様

で

あ
る
こ
と
か
ら
，
容

易
に
操
作
で
き
る
 

1
.
9 

水
素
濃
度
及
び
酸
素
濃
度
監
視
設
備
の
起
動
 

・
格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
及
び
格
納
容
器
酸
素

濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
シ
ス
テ
ム
起
動
，
暖
機
 

40
分

 

（
適
宜
監
視
）
 

38
分
 

水
素
濃
度
及
び
酸
素
濃
度
監
視
設
備
の
起
動
 

・
格
納
容
器
水
素
濃
度
及
び
酸
素
濃
度
の
監
視
 

適
宜
監
視
 

溶
融

炉
心

落
下

前
の

格

納
容

器
代

替
ス

プ
レ

イ

系
（

可
搬

型
）

に
よ

る

水
張
り
操
作
 

格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）
系
統
構
成
 

・
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）
系
統
構
成
 

3.
2 

10
分

 
3
分

 
運
転
員
 

（
中
央
制
御
室
）
 

中
央
制
御
室
の
室
温
に
つ
い
て

は
，
空
調
の
停
止
に
よ
り
緩
慢
に

上
昇
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
，
作

業
に
支
障
を
及
ぼ
す
程
の
影
響
は

な
く
，
通
常
運
転
状
態
と
同
程
度

で
あ
る
 

【
炉
心
損
傷
が
な
い
場
合
】
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

 【
炉
心
損
傷
が
あ
る
場
合
】
 

約
5
1m
Sv
／

7
日
間
以
下
 

常
用
照
明
消
灯
時
に
お

い
て
も
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト

（
三
脚
タ
イ
プ
），

Ｌ
Ｅ

Ｄ
ラ
イ
ト
（
ラ
ン
タ
ン

タ
イ
プ
）
及
び
ヘ
ッ
ド

ラ
イ
ト
を
配
備
し
て
い

る
た
め
，
操
作
可
能
で

あ
る
 

周
辺
に
は
支
障
と
な
る

設
備
は
な
い
 

－
 

中
央

制
御

室
で

の

操
作
は
，
通
常
の
運

転
操

作
で

実
施

す

る
操

作
と

同
様

で

あ
る
こ
と
か
ら
，
容

易
に
操
作
で
き
る
 

1
.
8 

格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）
注
水
操
作
 

・
原
子
炉
圧
力
容
器
破
損
前
の
初
期
注
水
 

―
 

（
制
御
盤
の
操

作
ス
イ
ッ
チ
に

よ
る
操
作
で
あ

り
簡
易
な
操
作

で
あ
る
た
め
，

操
作
時
間
特
に

設
定
し
て
い
な

い
）
 

3
分

 
運
転
員
 

（
中
央
制
御
室
）
 

中
央
制
御
室
の
室
温
に
つ
い
て

は
，
空
調
の
停
止
に
よ
り
緩
慢
に

上
昇
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
，
作

業
に
支
障
を
及
ぼ
す
程
の
影
響
は

な
く
，
通
常
運
転
状
態
と
同
程
度

で
あ
る
 

【
炉
心
損
傷
が
な
い
場
合
】
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

 【
炉
心
損
傷
が
あ
る
場
合
】
 

約
5
1m
Sv
／

7
日
間
以
下
 

常
用
照
明
消
灯
時
に
お

い
て
も
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト

（
三
脚
タ
イ
プ
），

Ｌ
Ｅ

Ｄ
ラ
イ
ト
（
ラ
ン
タ
ン

タ
イ
プ
）
及
び
ヘ
ッ
ド

ラ
イ
ト
を
配
備
し
て
い

る
た
め
，
操
作
可
能
で

あ
る
 

周
辺
に
は
支
障
と
な
る

設
備
は
な
い
 

－
 

中
央

制
御

室
で

の

操
作
は
，
通
常
の
運

転
操

作
で

実
施

す

る
操

作
と

同
様

で

あ
る
こ
と
か
ら
，
容

易
に
操
作
で
き
る
 

格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）
準
備
操
作
 

・
大
量
送
水
車
に
よ
る
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系

（
可
搬
型
）
準
備
／
系
統
構
成
（
大
量
送
水
車
配
置
，

ホ
ー
ス
展
張
・
接
続
）
 

2
時
間

10
分

 
1
時
間

4
1
分
 

緊
急
時
対
策
要
員
 

（
現
場
）
 

－
 

（
屋
外
で
の
操
作
）
 

作
業
に
伴
う
被
ば
く
線
量
は
 

28
mS
v
以
下

* 

 注
記
*：

移
動
に
係
る
時
間
，
操
作

時
間
は
技
術
的
能
力
を

参
照
し
て
設
定
し
た
（
作

業
2
時
間

1
0
分
＋
移
動

25
分
＝

2
時
間

3
5
分
）
 

車
両
の
作
業
用
照
明
・

ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
及
び
懐

中
電
灯
に
よ
り
，
夜
間

に
お
け
る
作
業
性
を
確

保
し
て
い
る
 

ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
上
に

支
障
と
な
る
設
備
は
な

い
 

衛
星
電
話
設
備
（
固

定
型

，
携
帯
型

）
，

無
線
通
信
設
備
（
固

定
型

，
携
帯
型

）
，

電
力

保
安

通
信

用

電
話
設
備
，
所
内
通

信
連

絡
設

備
の

う

ち
，
使
用
可
能
な
設

備
に
よ
り
，
緊
急
時

対
策

本
部

と
の

連

絡
が
可
能
で
あ
る
 

大
量

送
水

車
か

ら

の
ホ
ー
ス
接
続
は
，

汎
用

の
結

合
金

具

で
あ
り
，
容
易
に
実

施
可
能
で
あ
る
。
 

ま
た
，
作
業
エ
リ
ア

周
辺

に
は

支
障

と

な
る
設
備
は
無
く
，

十
分

な
作

業
ス

ペ

ー
ス

を
確

保
し

て

い
る
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表
1 

重
大
事
故
等
対
策
の
成
立
性
確
認
（
16
／
1
7）

 

作
業
項
目
 

具
体
的
な
運
転
操
作
・
作
業
内
容
 

事
故
シ
ー
ケ
ン
ス

No
. 

（
資
料

No
.
）
 

操
作
・
作
業
の
 

想
定
時
間
 

訓
練
等
か
ら
の
 

実
績
時
間
 

状
況
 

作
業
環
境
 

連
絡
手
段
 

操
作
性
 

技
術
的
 

能
力
審
査

基
準

N
o
. 

温
度
・
湿
度
 

放
射
線
環
境
 

照
明
 

そ
の
他
 

(
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
等

) 

溶
融

炉
心

落
下

後
の

原

子
炉

格
納

容
器

下
部

へ

の
注

水
操

作
（

崩
壊

熱

相
当
の
注
水
）
 

ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
系
統
構
成
 

・
ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
系
統
構
成
 

3.
2 

10
分

 
3
分

 
運
転
員
 

（
中
央
制
御
室
）
 

中
央
制
御
室
の
室
温
に
つ
い
て

は
，
空
調
の
停
止
に
よ
り
緩
慢
に

上
昇
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
，
作

業
に
支
障
を
及
ぼ
す
程
の
影
響
は

な
く
，
通
常
運
転
状
態
と
同
程
度

で
あ
る
 

【
炉
心
損
傷
が
な
い
場
合
】
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

 【
炉
心
損
傷
が
あ
る
場
合
】
 

約
5
1m
Sv
／

7
日
間
以
下
 

常
用
照
明
消
灯
時
に
お

い
て
も
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト

（
三
脚
タ
イ
プ
），

Ｌ
Ｅ

Ｄ
ラ
イ
ト
（
ラ
ン
タ
ン

タ
イ
プ
）
及
び
ヘ
ッ
ド

ラ
イ
ト
を
配
備
し
て
い

る
た
め
，
操
作
可
能
で

あ
る
 

周
辺
に
は
支
障
と
な
る

設
備
は
な
い
 

－
 

中
央

制
御

室
で

の

操
作
は
，
通
常
の
運

転
操

作
で

実
施

す

る
操

作
と

同
様

で

あ
る
こ
と
か
ら
，
容

易
に
操
作
で
き
る
 

1
.
8 

ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）

 
注
水
操
作
 

・
原
子
炉
圧
力
容
器
破
損
後
の
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
 

注
水
 

適
宜
実
施
 

6
分

 
緊
急
時
対
策
要
員
 

（
現
場
）
 

－
 

（
屋
外
で
の
操
作
）
 

作
業
に
伴
う
被
ば
く
線
量
は
 

8m
Sv

以
下
* 

 注
記
*：

移
動
に
係
る
時
間
，
操
作

時
間

は
技

術
的

能
力

を

参
照
し
て
設
定
し
た
（
作

業
10

分
＋
移
動

50
分
＝

1
時
間
）
 

車
両
の
作
業
用
照
明
・

ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
及
び
懐

中
電
灯
に
よ
り
，
夜
間

に
お
け
る
作
業
性
を
確

保
し
て
い
る
 

ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
上
に

支
障
と
な
る
設
備
は
な

い
 

衛
星
電
話
設
備
（
固

定
型

，
携
帯
型

）
，

無
線
通
信
設
備
（
固

定
型

，
携
帯
型

）
，

電
力

保
安

通
信

用

電
話
設
備
，
所
内
通

信
連

絡
設

備
の

う

ち
，
使
用
可
能
な
設

備
に
よ
り
，
緊
急
時

対
策

本
部

と
の

連

絡
が
可
能
で
あ
る
 

作
業

エ
リ

ア
周

辺

に
は

支
障

と
な

る

設
備
は
無
く
，
十
分

な
作

業
ス

ペ
ー

ス

を
確
保
し
て
い
る
 

ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
停
止
操
作
 

・
ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
停
止
 

10
分

 
1
分

 
運
転
員
 

（
中
央
制
御
室
）
 

中
央
制
御
室
の
室
温
に
つ
い
て

は
，
空
調
の
停
止
に
よ
り
緩
慢
に

上
昇
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
，
作

業
に
支
障
を
及
ぼ
す
程
の
影
響
は

な
く
，
通
常
運
転
状
態
と
同
程
度

で
あ
る
 

【
炉
心
損
傷
が
な
い
場
合
】
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

 【
炉
心
損
傷
が
あ
る
場
合
】
 

約
5
1m
Sv
／

7
日
間
以
下
 

常
用
照
明
消
灯
時
に
お

い
て
も
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト

（
三
脚
タ
イ
プ
），

Ｌ
Ｅ

Ｄ
ラ
イ
ト
（
ラ
ン
タ
ン

タ
イ
プ
）
及
び
ヘ
ッ
ド

ラ
イ
ト
を
配
備
し
て
い

る
た
め
，
操
作
可
能
で

あ
る
 

周
辺
に
は
支
障
と
な
る

設
備
は
な
い
 

－
 

中
央

制
御

室
で

の

操
作
は
，
通
常
の
運

転
操

作
で

実
施

す

る
操

作
と

同
様

で

あ
る
こ
と
か
ら
，
容

易
に
操
作
で
き
る
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表
1 

重
大
事
故
等
対
策
の
成
立
性
確
認
（
17
／
1
7）

 

作
業
項
目
 

具
体
的
な
運
転
操
作
・
作
業
内
容
 

事
故
シ
ー
ケ
ン
ス

No
. 

（
資
料

No
.
）
 

操
作
・
作
業
の
 

想
定
時
間
 

訓
練
等
か
ら
の
 

実
績
時
間
 

状
況
 

作
業
環
境
 

連
絡
手
段
 

操
作
性
 

技
術
的
 

能
力
審
査

基
準

N
o
. 

温
度
・
湿
度
 

放
射
線
環
境
 

照
明
 

そ
の
他
 

(ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
等

) 

燃
料

プ
ー

ル
ス

プ
レ

イ

系
（
可
搬
型
ス
プ
レ
イ
ノ

ズ
ル
）
に
よ
る
燃
料
プ
ー

ル
注
水
 

燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系
準
備
操
作
 

・
大
量
送
水
車
に
よ
る
燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
準
備
 

（
大
量
送
水
車
配
置
，
ホ
ー
ス
展
張
・
接
続
）
 

・
原
子
炉
建
物
内
ホ
ー
ス
敷
設
，
可
搬
型
ス
プ
レ
イ
 

ノ
ズ
ル
準
備
 

4.
1 

4.
2 

2
時
間

50
分

 

2
時
間

25
分

 
緊
急
時
対
策
要
員
 

（
現
場
）
 

－
 

（
屋
外
で
の
操
作
）
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

車
両
の
作
業
用
照
明
・

ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
及
び
懐

中
電
灯
に
よ
り
，
夜
間

に
お
け
る
作
業
性
を
確

保
し
て
い
る
 

ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
上
に

支
障
と
な
る
設
備
は
な

い
 

衛
星
電
話
設
備
（
固

定
型

，
携
帯
型

）
，

無
線
通
信
設
備
（
固

定
型

，
携
帯
型

）
，

電
力

保
安

通
信

用

電
話
設
備
，
所
内
通

信
連

絡
設

備
の

う

ち
，
使
用
可
能
な
設

備
に
よ
り
，
緊
急
時

対
策

本
部

と
の

連

絡
が
可
能
で
あ
る
 

大
量

送
水

車
か

ら

の
ホ
ー
ス
接
続
は
，

汎
用

の
結

合
金

具

で
あ
り
，
容
易
に
実

施
可
能
で
あ
る
。
 

ま
た
，
作
業
エ
リ
ア

周
辺

に
は

支
障

と

な
る
設
備
は
無
く
，

十
分

な
作

業
ス

ペ

ー
ス

を
確

保
し

て

い
る
 

1
.
1
1 

大
量
送
水
車
に
よ
る
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水
 

・
燃
料
プ
ー
ル
注
水
 

適
宜
実
施
 

原
子
炉
水
位
回
復
操
作
 

原
子
炉
水
位
回
復
操
作
 

・
残
留
熱
除
去
系
（
低
圧
注
水
モ
ー
ド
）（

待
機
側
）
 

 
起
動
／
停
止
操
作
 

5.
1 

5.
3 

10
分

 
2
分

 
運
転
員
 

（
中
央
制
御
室
）
 

中
央
制
御
室
の
室
温
に
つ
い
て

は
，
空
調
の
停
止
に
よ
り
緩
慢
に

上
昇
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
，
作

業
に
支
障
を
及
ぼ
す
程
の
影
響
は

な
く
，
通
常
運
転
状
態
と
同
程
度

で
あ
る
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

常
用
照
明
消
灯
時
に
お

い
て
も
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト

（
三
脚
タ
イ
プ
），

Ｌ
Ｅ

Ｄ
ラ
イ
ト
（
ラ
ン
タ
ン

タ
イ
プ
）
及
び
ヘ
ッ
ド

ラ
イ
ト
を
配
備
し
て
い

る
た
め
，
操
作
可
能
で

あ
る
 

周
辺
に
は
支
障
と
な
る

設
備
は
な
い
 

－
 

中
央

制
御

室
で

の

操
作
は
，
通
常
の
運

転
操

作
で

実
施

す

る
操

作
と

同
様

で

あ
る
こ
と
か
ら
，
容

易
に
操
作
で
き
る
 

1
.
4 

原
子

炉
冷

却
材

流
出

の

停
止
 

原
子
炉
水
位
回
復
操
作
 

・
原
子
炉
水
位
，
温
度
監
視
 

5.
3 

適
宜
実
施
 

―
 

運
転
員
 

（
中
央
制
御
室
）
 

中
央
制
御
室
の
室
温
に
つ
い
て

は
，
空
調
の
停
止
に
よ
り
緩
慢
に

上
昇
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
，
作

業
に
支
障
を
及
ぼ
す
程
の
影
響
は

な
く
，
通
常
運
転
状
態
と
同
程
度

で
あ
る
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

常
用
照
明
消
灯
時
に
お

い
て
も
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト

（
三
脚
タ
イ
プ
），

Ｌ
Ｅ

Ｄ
ラ
イ
ト
（
ラ
ン
タ
ン

タ
イ
プ
）
及
び
ヘ
ッ
ド

ラ
イ
ト
を
配
備
し
て
い

る
た
め
，
操
作
可
能
で

あ
る
 

周
辺
に
は
支
障
と
な
る

設
備
は
な
い
 

－
 

中
央

制
御

室
で

の

操
作
は
，
通
常
の
運

転
操

作
で

実
施

す

る
操

作
と

同
様

で

あ
る
こ
と
か
ら
，
容

易
に
操
作
で
き
る
 

―
 

原
子
炉
水
位
回
復
操
作
 

・
原
子
炉
水
位
低
下
調
査
／
隔
離
操
作
 

1
時
間

 
35

分
 

運
転
員
 

（
中
央
制
御
室
）
 

中
央
制
御
室
の
室
温
に
つ
い
て

は
，
空
調
の
停
止
に
よ
り
緩
慢
に

上
昇
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
，
作

業
に
支
障
を
及
ぼ
す
程
の
影
響
は

な
く
，
通
常
運
転
状
態
と
同
程
度

で
あ
る
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

常
用
照
明
消
灯
時
に
お

い
て
も
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト

（
三
脚
タ
イ
プ
），

Ｌ
Ｅ

Ｄ
ラ
イ
ト
（
ラ
ン
タ
ン

タ
イ
プ
）
及
び
ヘ
ッ
ド

ラ
イ
ト
を
配
備
し
て
い

る
た
め
，
操
作
可
能
で

あ
る
 

周
辺
に
は
支
障
と
な
る

設
備
は
な
い
 

－
 

中
央

制
御

室
で

の

操
作
は
，
通
常
の
運

転
操

作
で

実
施

す

る
操

作
と

同
様

で

あ
る
こ
と
か
ら
，
容

易
に
操
作
で
き
る
 

原
子
炉
水
位
回
復
操
作
 

・
原
子
炉
水
位
低
下
調
査
／
隔
離
準
備
操
作
 

50
分

 
25

分
 

運
転
員
 

（
現
場
）
 

通
常
運
転
時
と
同
程
度
 

炉
心
損
傷
が
な
い
た
め

，
高
線
量

に
な
る
こ
と
は
な
い
 

電
源
内
蔵
型
照
明
を
作

業
エ
リ
ア
に
配
備
し
て

お
り
，
建
物
内
常
用
照

明
消
灯
時
に
お
け
る
作

業
性

を
確

保
し

て
い

る
。
ま
た
，
ヘ
ッ
ド
ラ

イ
ト
及
び
懐
中
電
灯
を

携
行
し
て
い
る
 

ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
上
に

支
障
と
な
る
設
備
は
な

い
 

有
線
式
通
信
設
備
，

所
内

通
信

連
絡

設

備
，
電
力
保
安
通
信

用
電

話
設

備
の

う

ち
，
使
用
可
能
な
設

備
に
よ
り
，
中
央
制

御
室

と
の

連
絡

が

可
能
で
あ
る
 

定
期

事
業

者
検

査

時
に

行
う

電
源

受

電
操

作
と

同
等

で

あ
り

容
易

に
操

作

可
能
で
あ
る
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添付 2 

 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時の 

破断面積及び現場環境等について 

 

1．評価対象系統について 

  事故シーケンスグループ「格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ（以下

「ＩＳＬＯＣＡ」という。））」では，原子炉冷却材圧力バウンダリと接続し原子炉格納容

器外に敷設された配管を有する系統において，高圧設計部分と低圧設計部分のインターフェ

イスとなる配管のうち，隔離弁の誤開放等により低圧設計部分が過圧され，原子炉格納容器

外での原子炉冷却材の漏えいが発生することを想定する。原子炉冷却材圧力バウンダリに接

続し原子炉格納容器外に敷設された配管を図 1に示す。 

原子炉冷却材圧力バウンダリと接続し，原子炉格納容器外に系統配管があるラインは下記

のとおりである。 

・高圧炉心スプレイ系注入ライン 

・残留熱除去系（低圧注水モード）注入ライン 

・残留熱除去系炉頂部ライン 

・残留熱除去系停止時冷却モード戻りライン 

・残留熱除去系停止時冷却モード抜出ライン 

・低圧炉心スプレイ系注入ライン 

・原子炉隔離時冷却系蒸気ライン 

・ほう酸水注入系注入ライン 

・原子炉浄化系系統入口ライン 

・制御棒駆動系挿入ライン 

・制御棒駆動系引抜ライン 

・主蒸気系ライン 

・給水系注入ライン 

・試料採取系サンプリングライン 

・圧力容器計装系ライン 

 

高圧バウンダリのみで構成されている圧力容器計装系ラインは，ＩＳＬＯＣＡの対象と

しない。影響の観点から，配管の口径が小さい制御棒駆動系挿入ライン，制御棒駆動系引

抜ライン及び試料採取系サンプリングラインは，評価の対象としない。 

さらに，ＩＳＬＯＣＡ発生頻度の観点から，高圧炉心スプレイ系注入ライン，残留熱除

去系炉頂部ライン，原子炉隔離時冷却系蒸気ライン，ほう酸水注入系注入ライン，原子炉

浄化系系統入口ライン，主蒸気系ライン及び給水系注入ラインは低圧設計部が 3 弁以上の

弁で隔離等されていることから評価の対象としない。  

発生頻度の分析について，ＰＲＡにおいては，主に原子炉圧力容器から低圧設計配管ま

での弁数及び定期試験時のヒューマンエラーによる発生可能性の有無を考慮し，ＩＳＬＯ
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ＣＡの発生確率が高いと考えられる配管（残留熱除去系（低圧注水モード）注入ライン，

残留熱除去系停止時冷却モード戻りライン，残留熱除去系停止時冷却モード抜出ライン，

低圧炉心スプレイ系注入ライン）について，各々の箇所でのＩＳＬＯＣＡ発生確率を算出

している。 

表 1 の整理のとおり，ＰＲＡ上は低圧設計配管までの弁数が少なく，定期試験時のヒュ

ーマンエラーによる発生が考えられる残留熱除去系（低圧注水モード）注入ラインでのＩ

ＳＬＯＣＡ発生確率が最も高い。各配管におけるＩＳＬＯＣＡの発生頻度は，定期試験の

ある残留熱除去系（低圧注水モード）注入ラインにおいては 6.0×10－8[/炉年]，低圧炉心

スプレイ注入ラインにおいては 2.0×10－8[/炉年]，定期試験のない残留熱除去系停止時冷

却モード戻りラインにおいては 5.8×10－10[/炉年]，残留熱除去系停止時冷却モード抜出ラ

インにおいては 2.1×10－10[/炉年]である。 

以上により，ＩＳＬＯＣＡの評価対象の配管は，運転中に開閉試験を実施する系統のう

ち，ＩＳＬＯＣＡが発生する可能性が最も高く，ＩＳＬＯＣＡが発生した場合の影響が最

も大きい残留熱除去系（低圧注水モード）注入ラインを選定する。 

 この評価対象に対して構造健全性評価を実施し，その結果に基づき有効性評価における

破断面積を設定する。 
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表 1 低圧設計配管までの弁数，運転中定期試験の有無及び 

ＩＳＬＯＣＡ発生頻度 

系統 
低圧設計配管まで

の弁数 

運転中定期試

験の有無 

ＩＳＬＯＣＡ 

発生頻度[/炉年] 

残留熱除去系（低圧注水モード）

注入ライン*1 
2弁 有 6.0×10－8 

残留熱除去系停止時冷却モード

戻りライン*2 
2弁 無 5.8×10－10 

残留熱除去系停止時冷却モード

抜出ライン*3 
2弁 無 2.1×10－10 

低圧炉心スプレイ系注入ライン 2弁 有 2.0×10－8 

注記*1：残留熱除去系（低圧注水モード）の注入ラインは，原子炉圧力容器から数えて 2

弁目までの範囲が高圧設計（8.62MPa）の配管で構成され，2 弁目以降から残留

熱除去ポンプの吐出までの範囲は中圧設計(3.92MPa)の配管で構成されており，3

弁目は中圧設計のラインに設置されている。中圧設計の配管は低圧設計の配管よ

りも破断確率が低いが，3 弁目までは考慮の対象とせず，2 弁目までを考慮の対

象とした。 

*2：残留熱除去系停止時冷却モード戻りラインは，原子炉圧力容器から数えて 2弁目

までの範囲が高圧設計(10.4MPa)の配管で構成され，2弁目以降から残留熱除去ポ

ンプの吐出までの範囲は中圧設計(3.92MPa)の配管で構成されている。 

*3：残留熱除去系停止時冷却モード抜出ラインは，原子炉圧力容器から数えて 2弁目

までの範囲が高圧設計(8.62MPa)の配管で構成され，2弁目以降から残留熱除去ポ

ンプの吸込みまでの範囲は低圧設計(1.37MPa)の配管で構成されている。 
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2．ＩＳＬＯＣＡ発生時に低圧設計部に負荷される圧力及び温度条件の設定 

1．で選定されたＩＳＬＯＣＡの評価対象に対して，実機の系統構成，各機器の特徴を踏

まえて隔離弁の誤開放等による加圧事象が発生した場合の構造健全性評価の内容について

示す。なお，Ａ－残留熱除去系（低圧注水モード）とＢ－残留熱除去系（低圧注水モード）

の系統構成に大きな相違はないため，代表としてＡ－残留熱除去系（低圧注水モード）につ

いて評価を行った。 

 残留熱除去系（低圧注水モード）の系統概要図を図 2に示す。残留熱除去系（低圧注水モ

ード）は，通常運転中に原子炉圧力が負荷される高圧設計部分と低圧設計部分とを内側隔離

弁（逆止弁）及び外側隔離弁（電動仕切弁）の 2弁により隔離されている。内側隔離弁（逆

止弁）も運転中に弁の開閉試験を行うが，弁の前後に差圧がある場合には弁が開放しない構

造であるため，外側隔離弁（電動仕切弁）が開放する事象を想定する。評価においては，厳

しい想定として，内側隔離弁（逆止弁）が全開した状態で外側隔離弁（電動仕切弁）が全開

するとした。 

隔離弁によって原子炉定格圧力が負荷されている高圧設計部分と低圧設計部分が物理的

に分離されている状態から隔離弁を開放すると，高圧設計部分から低圧設計部分に水が移動

し，配管内の圧力は最終的に原子炉定格圧力にほぼ等しい圧力で静定する。 

  一般に，大きな圧力差のある系統間が隔離弁の誤開放等により突然連通した場合，低圧側

の系統に大きな水撃力が発生することが知られている。特に低圧側の系統に気相部が存在す

る場合，圧力波の共振が発生し，大きな水撃力が発生する場合があるが，残留熱除去系は満

水状態で運転待機状態にあるため，その懸念はない。また，残留熱除去系以外の非常用炉心

冷却系及び原子炉隔離時冷却系も満水状態で運転待機状態にある。 

一方，満水状態であったとしても，隔離弁が急激に開動作する場合は大きな水撃力が発生

するが，緩やかな開動作であれば管内で生じる水撃力も緩やかとなり，また，後述するとお

り圧力波の共振による大きな水撃力も発生せず，圧力がバランスするまで低圧側の系統が加

圧される。 

電動仕切弁は，駆動機構にねじ構造やギアボックス等があるため，機械的要因では急開と

なり難い。また，電動での開弁速度は，約 8秒（全ストローク 217mm）となっており，電気

的要因では急開とならないことから，誤開を想定した場合，水撃作用による圧力変化が大き

くなるような急開とならない。 

  文献*1によると，配管端に設置された弁の急開，急閉により配管内で水撃作用による圧力

変化が大きくなるのは，弁の開放時間もしくは閉鎖時間(T)において，圧力波が長さ(L)の管

路内を往復するのに要する時間(μ)より短い場合であるとされている。 

    1
μ

T
θ   

    
α

2L
μ  

θ：弁の時間定数 

T ：弁の開放時間もしくは閉鎖時間(s) 

μ：管路内を圧力が往復する時間(s) 
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L ：配管長(m) 

α：圧力波の伝播速度(m/s) 

 

ここで，αは管路内の流体を伝わる圧力波の伝播速度であり，音速とみなすことができ，

配管長(L)を実機の残留熱除去系（低圧注水モード）の注水配管の配管長*2 を元に保守的に

200m*3 とし，水の音速(α)を 1500m/s*4 とすると，管路内を圧力波が往復する時間(μ)は約

0.27秒となる。即ち，弁開放時間(T)を残留熱除去系（低圧注水モード）の電動仕切弁の約

8秒とすると水撃作用による大きな圧力変化は生じることはなく，低圧設計部分の機器に原

子炉圧力を大きく上回る荷重がかかることはないこととなる。 

なお，次項にて示す強度評価において，例えば配管で最も厳しい No.23 配管の最小厚さ（ts）

13.21mm における許容圧力（1次一般膜応力 0.6Su 適用値）は 10MPaを超えており，十分な

余裕がある。さらに，設計引張強さ（Su）までの余裕を考えると，更なる余裕が含まれるこ

ととなる。 

注記*1：水撃作用と圧力脈動〔改訂版〕第 2編「水撃作用」（（財）電力中央研究所 元特

任研究員 秋元徳三） 

*2：残留熱除去系（低圧注水モード）の原子炉圧力容器開口部から低圧設計部分の末

端の逆止弁までの長さは約 150m 

*3：配管長を実機より長く設定することは相対的に弁の開放時間を短く評価するこ 

とになり,水撃作用の発生条件に対し保守的となる。 

*4：圧力 7.2 MPa[abs]，水温 38℃の場合，水の音速は約 1540m/sとなる。 

 

以上より，残留熱除去系の隔離弁の誤開放等により系統が加圧される場合においても，原

子炉圧力を大きく超える圧力は発生しないものと考えられるが，残留熱除去系の外側隔離弁

（電動仕切弁）が 8秒で全閉から全開することにより，図 3に示す低圧設計部の範囲が過圧

された場合の圧力推移をＴＲＡＣＧコードにより評価した。 

残留熱除去系（低圧注水モード）注入ライン過圧時の各部の圧力最大値を表 2に，圧力推

移図を図 4に示す。 

 

  表 2 残留熱除去系（低圧注水モード）注入ライン過圧時の各部の圧力最大値 

位置* 圧力最大値（MPa[abs]） 

注水弁入口（①） 7.7 

逃がし弁入口（②） 7.4 

残留熱除去系熱交換器（③） 7.9 

ポンプ出口逆止弁出口（④） 8.0 

注記*：数字は図 3における位置を表す。 
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図 4 残留熱除去系（低圧注水モード）注入ライン過圧時の圧力推移例 

（ポンプ出口逆止弁出口位置） 

  弁開放直後は，定格運転状態の残留熱除去系の注水弁出口（原子炉圧力容器側）の圧力

に比べて最大約 0.8MPa高い圧力 まで上昇し，その後，

上昇幅は減衰し 10秒程度で静定する。 

次項の構造健全性評価にあたっては，ＴＲＡＣＧの解析結果を踏まえ，隔離弁開直後の最

大圧力と系統待機水の温度（室温程度）との組み合わせ，隔離弁開から 10 秒程度以降の静

定圧力と静定温度（炉圧及び炉水温度相当）との組み合わせを考慮して評価圧力・温度を設

定し，評価対象機器の構造健全性評価を実施した。 

として評価を実施した。 

また，破断面積の算出においては，隔離弁開直後の最大圧力と漏えい発生後の静定温度を

保守的に組み合わせて評価を実施した。 
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3. 構造健全性評価 

3.1 構造健全性評価の対象とした機器等について 

残留熱除去系の隔離弁の誤開放等により加圧される範囲において，圧力バウンダリとなる

以下の箇所に対して 2.で評価した圧力（7.4MPa[gage]），温度（288℃）の条件下に晒され

た場合の構造健全性評価を実施した。 

①  熱交換器 

②  逃がし弁 

③  弁 

④  計 器 

⑤  配管・配管フランジ部 

詳細な評価対象箇所を図５及び表３に示す。 
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表 3 評価対象範囲に設置された機器 

機器 弁番号，個数等 

残留熱除去系熱交換器 1個 

逃がし弁 1台 

RV222-1A 

弁 プロセス弁  19台 

V222-1A，V222-3A，V222-12A，V222-18A， 

V222-20A，V222-39，V222-37A，V222-83， 

MV222-2A，MV222-3A，MV222-5A，MV222-11A， 

MV222-13，MV222-15A，MV222-16A，MV222-20， 

MV222-22A，MV229-3A，CV222-1 

 その他の弁 ベント弁 

ドレン弁 

15台 

V222-504A，V222-507AX，V222-527AX，V222-529AX， 

V222-530AX，V222-543AX，V222-559X，V222-560X， 

V222-561X，V222-562X，V222-563AX，V222-564X， 

V222-568X，V222-578AX，V222-579AX 

  計器 

隔離弁 

6台 

V222-703A，V222-704A，V222-705A，V222-708A， 

V222-725，V222-726 

  サンプル 

弁 

2台 

AV222-706A，MV278-402 

計器 10個 

PS222-4A-1，PS222-4A-2，PX222-4A，FX222-1A， 

FX222-2A，FX222-3，dPX222-1A，TE222-1A， 

TE222-2A，TT222-13A 

低圧注水系配管 1式 
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3.2 構造健全性評価の結果 

（1）熱交換器（別紙 2） 

隔離弁の誤開放等による加圧事象発生時に加圧，加温される熱交換器の各部位について，

「島根原子力発電所 工事計画認可申請書」（以下「既工認」という。）を基に設計上の裕

度を確認し，裕度が 2以上の部位を除く水室フランジ，水室フランジボルト，管板及び伝

熱管について評価した。 

a．水室フランジ，水室フランジボルト 

日本工業規格 JIS B8265「圧力容器の構造－一般事項」を適用して算出したボルトの必

要な断面積及び許容応力を算出した。その結果，ボルトの実機の断面積はボルトの必要な

断面積以上，かつ発生応力は許容応力以下であり，評価した各部位は破損せず漏えいは発

生しないことを確認した。 

評価部位 実機の値 判定基準 判定* 

水室フランジ 
120MPa 

（発生応力） 

438MPa 

（許容応力） 
○ 

水室フランジボルト 
64029mm2 

（ボルトの総断面積） 

26161mm2 

（ボルトの必要な断面積） 
○ 

注記*：水室フランジについては，発生応力が許容応力以下であること，水室フランジボル

トについては，ボルトの実機の断面積がボルトの必要な断面積以上であること

b．管板 

設計・建設規格「PVC-3510管穴の中心間距離および管板の厚さ規定」を適用し，管板

の必要最小厚さを算出した。その結果，実機の最小厚さは必要厚さ以上であり，評価した

各部位は破損せず漏えいは発生しないことを確認した。 

評価部位 材料 
実機の最小厚さ 

[ts](mm) 

計算上必要な厚さ 

[t](mm) 

判定* 

（ts ≧ t） 

管板 SFVC2B 163 ○ 

注記*：実機の最小厚さが計算上必要な厚さ以上であること 

c．伝熱管 

設計・建設規格「PVC-3610管台の厚さの規定」を適用し，管板の必要最小厚さを算出

した。その結果，実機の最小厚さは必要厚さ以上であり，評価した各部位は破損せず漏え

いは発生しないことを確認した。 

評価部位 材料 
実機の最小厚さ 

[ts](mm) 

計算上必要な厚さ 

[t](mm) 

判定* 

（ts ≧ t） 

伝熱管 SUS304TB ○ 

注記*：実機の最小厚さが計算上必要な厚さ以上であること 
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（2）逃がし弁（別紙 3） 

a．弁座 

設計・建設規格「VVC-3230 耐圧部に取り付く管台の必要最小厚さ」を適用し，必要

な最小厚さを算出した。その結果，実機の最小厚さが必要厚さ以上であり，評価した各

部位は破損せず漏えいは発生しないことを確認した。 

評価部位 
実機の最小厚さ 

（mm） 

必要な最小厚さ 

（mm） 
判定* 

弁座 0.8 ○ 

注記*：実機の最小厚さが計算上必要な厚さ以上であること 

b．弁体 

弁体下面にかかる圧力（7.4MPa）がすべて弁体の最小肉厚部に作用するとして発生す

るせん断応力を評価した。その結果，発生せん断応力は許容せん断応力以下であり，評

価した部位は破損せず漏えいは発生しないことを確認した。 

評価部位 
発生せん断応力 

（MPa） 

許容せん断応力 

（MPa） 
判定* 

弁体 41 88 ○ 

注記*：発生せん断応力が許容せん断応力以下であること 

c．弁本体の耐圧部 

設計・建設規格「解説 VVB-3100 弁の圧力温度基準」を適用し，必要な最小厚さを算

出した。その結果，実機の最小厚さは必要な最小厚さ以上であり，評価した部位は破損

せず漏えいは発生しないことを確認した。 

評価部位 
実機の最小厚さ 

（mm） 

必要な最小厚さ 

（mm） 
判定* 

弁本体の耐圧部 0.3 ○ 

注記*：実機の最小厚さが計算上必要な厚さ以上であること 

d．弁耐圧部の接合部 

ボンネットボルトの内圧と熱による伸び量及びボンネットフランジと弁箱フランジの

熱による伸び量を算出した。その結果，ボンネットボルトの伸び量からボンネットフラ

ンジと弁箱フランジの伸び量を差し引いた伸び量がマイナスであり，弁耐圧部の接合部

が圧縮されることになるが，ボンネットフランジとリフト制限板がメタルタッチしてお

り，それ以上ガスケットが圧縮しない構造となっていることから，ボンネットナット座

面及びボンネットフランジとリフト制限板の合わせ面の発生応力が許容応力以下であり，

評価した部位は破損せず漏えいは発生しないことを確認した。 

41



  

 

評価部位 
発生応力 

（MPa） 

許容応力 

（MPa） 
判定* 

ﾎﾞﾝﾈｯﾄﾅｯﾄ座面 68 632 ○ 

ﾎﾞﾝﾈｯﾄﾌﾗﾝｼﾞと 

ﾘﾌﾄ制限板の合わせ面 
52 

438（ﾎﾞﾝﾈｯﾄﾌﾗﾝｼﾞ） 

392（ﾘﾌﾄ制限板） 
○ 

注記*：発生応力が許容応力以下であること 
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（3）弁（別紙 4） 

a．弁本体 

設計・建設規格「解説 VVB-3100 弁の圧力温度基準」を適用し，必要な最小厚さを算

出した。その結果，実機の最小厚さは計算上必要な最小厚さ以上であり，評価した部位

は破損せず漏えいは発生しないことを確認した。 

評価部位 
実機の最小厚さ 

[ts]（mm） 

計算上必要な厚さ 

[t]（mm） 

判定* 

（ts ≧ t） 

弁本体の耐圧部 0.2～3.3 ○ 

注記*：実機の最小厚さが計算上必要な厚さ以上であること 

b．弁耐圧部の接合部 

ボンネットボルトの内圧と熱による伸び量及びボンネットフランジと弁箱フランジの

熱による伸び量を算出した。その結果，ボンネットボルトの伸び量からボンネットフラ

ンジと弁箱フランジの伸び量を差し引いた伸び量がプラスである弁については，伸び量

がガスケットの復元量以下であり，評価した部位は漏えいが発生しないことを確認した。

伸び量がマイナスの弁についてはボンネットフランジと弁箱フランジがメタルタッチし

ており，それ以上ガスケットが圧縮しない構造となっていることから，ボンネットナッ

ト座面及びボンネットフランジと弁箱フランジの合わせ面の発生応力が許容応力以下で

あり，評価した部位は破損せず漏えいが発生しないことを確認した。 

評価部位 
発生応力 

（MPa） 

許容応力 

（MPa） 
判定* 

ﾎﾞﾝﾈｯﾄﾅｯﾄ座面 36～280 524～865 ○ 

ﾎﾞﾝﾈｯﾄﾌﾗﾝｼﾞと

弁箱ﾌﾗﾝｼﾞの合わせ面 
45～92 

438（ﾎﾞﾝﾈｯﾄﾌﾗﾝｼﾞ） 

407～438（弁箱ﾌﾗﾝｼﾞ） 
○ 

注記*：発生応力が許容応力以下であること 

なお，以下の弁は加圧時の温度，圧力以上で設計していることから，破損は発生せず漏

えいが発生しないことを確認した。 

評価部位 弁番号 設計圧力 設計温度 

プロセス弁 

MV222-5A 

MV222-11A 

MV222-13 

8.62MPa 

10.4MPa 

8.62MPa 

302℃ 

302℃ 

302℃ 

その他の弁 ドレン弁 

ベント弁 

V222-507AX 

V222-530AX 

8.62MPa 

10.4MPa 

302℃ 

302℃ 
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また，以下の弁は設計・建設規格第Ⅰ編 別表 1にて温度 300℃における許容圧力を確

認し，加圧時の圧力を上回ることから，破損は発生せず漏えいが発生しないことを確認し

た。 

評価部位 弁番号 許容圧力 

プロセス弁 V222-18A，V222-20A 9.97MPa 

その他の弁 ドレン弁 

ベント弁 
V222-507AX 14.97MPa 

V222-527AX，V222-529AX， 

V222-543AX，V222-559X， 

V222-560X，V222-561X， 

V222-562X，V222-563AX， 

V222-564X，V222-568X， 

V222-578AX，V222-579AX 

9.97MPa 

計器隔離弁 V222-703A，V222-704A， 

V222-705A，V222-708A， 

V222-725，V222-726 

9.97MPa 

  

44



  

 

（4）計器（別紙 5） 

a．圧力計，差圧計 

以下の圧力計及び差圧計のうち PS222-4A-1，PS222-4A-2については，漏えいが想定さ

れるため，株部のプロセス取合い（外径：5mm）の断面積から，破断面積を下表のとおり

評価した。 

以下の圧力計及び差圧計のうち，PS222-4A-1，PS222-4A-2以外の計器は，隔離弁の誤

開放等による加圧事象発生時の圧力以上の計装設備耐圧値を有しており，破損は発生し

ないことを確認した。なお，構造材の温度上昇に伴う耐力低下（温度－30～40℃におけ

る設計引張強さに対する288℃における設計引張強さの割合は SUS316Lの場合で約 79％）

を考慮しても，計装設備耐圧値は加圧時における圧力以上となる。 

計器番号 
計器設備耐圧 

（MPa） 
判定 

破断面積 

（mm2） 

PS222-4A-1 5.4 × 19.63 

PS222-4A-2 4.4 × 19.63 

PX222-4A 14.7 ○ － 

FX222-1A 22.1 ○ － 

FX222-2A 22.1 ○ － 

FX222-3 22.1 ○ － 

dPX222-1A 15 ○ － 

 

b．温度計 

日本機械学会「配管内円柱状構造物の流力振動評価指針」（ＪＳＭＥ Ｓ ０１２-1998）

を適用し，同期振動発生の回避又は抑制の判定並びに応力評価及び疲労評価を実施した。

その結果，換算流速 Vγが 1より小さく，組合せ応力が許容値以下，かつ応力振幅が設

計疲労限以下であることから，評価した部位は破損せず漏えいは発生しないことを確認

した。 

 

（同期振動発生の回避又は抑制評価） 

計器番号 
流速 V 

（m/s） 

換算流速 

Vr 

換算減衰率 

Cn 
判定* 

TE222-1A 1.26 0.03 0.21 
○ 

（Vr＜１のため） 

TE222-2A 1.26 0.03 0.21 
○ 

（Vr＜１のため） 

TE222-13A 1.26 0.03 0.21 
○ 

（Vr＜１のため） 

注記*：「Vr ＜ 1」，「Cn ＞ 64」又は「Vr ＜ 3.3かつ Cn ＞ 2.5」のいずれかを満足すること 
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（流体振動に対する強度評価） 

計器番号 
組合せ応力 

（MPa） 

組合せ応力の 

許容値（MPa） 

応力振幅 

（MPa） 

応力振幅の 

設計疲労限 

σF（MPa） 

判定* 

TE222-1A 17.0 145 0.07 84 ○ 

TE222-2A 17.0 145 0.07 84 ○ 

TE222-13A 17.0 165 0.07 84 ○ 

注記*：組合せ応力が組合せ応力の許容値以下であること，かつ応力振幅が応力振幅の設計疲

労限以下であること  
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（5）配管（別紙 6） 

a．管 

設計・建設規格「PPC-3411(1)内圧を受ける直管」を適用し，必要最小厚さを算出した。

その結果，実機の最小厚さは，必要厚さ以上であり，評価した部位は破損せず漏えいは発

生しないことを確認した。 

評価部位 
実機の最小厚さ 

（mm） 

計算上必要な厚さ 

（mm） 
判定* 

管 7.53～16.63 1.04～3.24 ○ 

注記*：実機の最小厚さが計算上必要な厚さ以上であること 

b．フランジ部 

設計・建設規格「PPC-3414 フランジ」を適用してフランジ応力算定用応力を算出し，

フランジボルトの伸び量を評価した。その結果，伸び量がマイナスであり，フランジ部が

圧縮されることになるが，ガスケットの許容圧縮量が合計圧縮量以上であり，評価した部

位は破損せず漏えいは発生しないことを確認した。 

評価部位 

伸び量 

（mm） 

【最小値】 

ｶﾞｽｹｯﾄの

初期圧縮量 

（mm） 

ｶﾞｽｹｯﾄの

合計圧縮量 

（mm）【最大値】 

ｶﾞｽｹｯﾄの

許容圧縮量 

（mm） 

判定* 

ﾌﾗﾝｼﾞ部

-0.02 ○ 

-0.08 ○ 

注記*：伸び量がマイナスの場合は，ガスケットの合計圧縮量が許容圧縮量以下であること 
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4. 破断面積の設定について（別紙 7） 

3.の評価結果から，隔離弁の誤開放等により残留熱除去系の低圧設計部分が加圧され，

計器が破損する可能性があることを確認した。 

上記評価に基づき，有効性評価では，計器の破断面積として保守的に約 1cm2を想定する。 

さらに，残留熱除去系の加圧範囲のうち最も大きなシール構造である熱交換器フランジ

部に対して，保守的に弁開放直後のピーク圧力（7.9MPa[gage]）及び原子炉冷却材温度

（288℃）が同時に継続して負荷され，かつガスケットに期待しないことを想定した場合の

破断面積を評価した。 

 

評価部位 
圧力 

（MPa） 

温度 

（℃） 

伸び量（mm） 
内径 

（mm） 

全部材 

伸び量 

（mm） 

破断 

面積 

（cm2） 

＋ 

ΔL1 

＋ 

ΔL2 

－ 

ΔL3 

熱交換器 

フランジ部 
7.9 288 0.204 1.452 1.415 1,965 0.241 14.88 

ΔL1：ボルトの内圧による伸び量 

ΔL2：ボルトの熱による伸び量 

ΔL3：管板及びフランジ部の熱による伸び量 

 

上記評価に基づき，有効性評価では，残留熱除去系熱交換器フランジ部の破断面積とし

て保守的に約 16cm2を想定する。 

なお，評価対象のうちＡ－残留熱除去系（低圧注水モード）及びＢ－残留熱除去系（低

圧注水モード）以外の低圧炉心スプレイ系及びＣ－残留熱除去系（低圧注水モード）には，

加圧範囲に熱交換器のような大きなシール構造を有する機器は設置されていない。 
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5．現場の環境評価 

ＩＳＬＯＣＡが発生した場合，事象を収束させるために，健全な原子炉注水系統による原

子炉注水，逃がし安全弁による原子炉減圧及び残留熱除去系によるサプレッションプール水

冷却を実施する。また，漏えい箇所の隔離は，残留熱除去系（低圧注水モード）の注水弁を

現場にて閉止する想定としている。 

ＩＳＬＯＣＡ発生に伴い原子炉冷却材が原子炉建物原子炉棟（以下「原子炉棟」という。）

内に漏えいすることで，建物下層階への漏えい水の滞留並びに高温水及び蒸気による建物内

の雰囲気温度，湿度，圧力及び放射線量の上昇が想定されることから，設備の健全性及び現

場作業の成立性に与える影響を評価した。 

現場の環境評価において想定する事故条件，重大事故等対策に関連する機器条件及び重大

事故等対策に関連する操作条件は，有効性評価の解析と同様であり，ＩＳＬＯＣＡはＡ－残

留熱除去系（低圧注水モード）注入ラインにて発生するものとする。 

なお，ＩＳＬＯＣＡがＢ－残留熱除去系（低圧注水モード）注入ラインにて発生すること

を想定した場合，破断面積（約 17㎝ 2）及び破断箇所（残留熱除去系熱交換器フランジ部及

び残留熱除去系機器等）はＡ－残留熱除去系（低圧注水モード）注入ラインの場合と同等で

あり，原子炉建物における雰囲気温度等は同程度上昇する。 

Ｃ－残留熱除去系（低圧注水モード）注入ライン及び低圧炉心スプレイ系注入ラインにて

発生することを想定した場合，漏えい箇所が圧力スイッチ（各ポンプ室）のみであり，漏え

い量がＡ－残留熱除去系（低圧注水モード）注入ラインのＩＳＬＯＣＡより小規模となるた

め，原子炉建物における雰囲気温度等の上昇は，Ａ－残留熱除去系（低圧注水モード）注入

ラインのＩＳＬＯＣＡ発生時よりも小さくなる。 

 

(1）設備の健全性に与える影響について 

有効性評価において，Ａ－残留熱除去系（低圧注水モード）注入ラインにおけるＩＳＬＯ

ＣＡ発生時に期待する設備は，隔離操作を行う注水弁，原子炉隔離時冷却系，高圧炉心スプ

レイ系，Ｂ－残留熱除去系及び逃がし安全弁並びに関連する計装設備である。 

漏えい量が最も多く環境条件の厳しくなるＡ－残留熱除去系（低圧注水モード）注入ライ

ンでのＩＳＬＯＣＡ発生時の原子炉棟内環境を想定した場合の設備の健全性への影響につ

いて，以下のとおり評価した。なお，有効性評価で想定した以外の系統（Ｂ－残留熱除去系

（低圧注水モード）注入ライン，Ｃ－残留熱除去系（低圧注水モード）注入ライン及び低圧

炉心スプレイ系注入ライン）においてＩＳＬＯＣＡ発生時の原子炉棟内環境を想定した場合

でも，表 4-1～4-4に示すとおり，ＩＳＬＯＣＡ対応に必要な設備の健全性に影響がないこ

とを確認している。 

 

 ａ．溢水による影響（別紙 8） 

ＩＳＬＯＣＡによる原子炉冷却材の漏えいのうち，Ａ－残留熱除去系圧力スイッチ

からの溢水は，漏えい発生区画と隣接する原子炉隔離時冷却系のポンプ室との境界に水

密扉を設置し区画化されているため，原子炉隔離時冷却系のポンプ室は溢水の影響を受

けない。また，Ａ－残留熱除去系熱交換器からの溢水は，漏えい発生区画で滞留したの
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ちに，隣接区画へ伝播し，最終滞留箇所であるトーラス室に排出されるが，高圧炉心ス

プレイ系及びＢ－残留熱除去系のポンプ室は，トーラス室との境界に水密扉を設置し区

画化されているため，これらのポンプ室は溢水の影響を受けない。また，系統の運転に

必要な補機冷却系等の設備も溢水の影響を受けないため，系統の機能は維持される。 

逃がし安全弁は，区画として分離されている原子炉格納容器内に設置されており，関

連計装設備も含め溢水の影響はなく，逃がし安全弁の機能は維持される。 

 

ｂ．雰囲気温度・湿度による影響（別紙 8） 

原子炉隔離時冷却系，高圧炉心スプレイ系及びＢ－残留熱除去系のポンプ室等の溢水

の流入がない区画における温度・湿度については，初期値から有意な上昇はないため，

系統の運転に必要な補機冷却系等を含め，これらの系統機能は維持される。また，隔離

操作を行う注水弁（MV222-5A）は，ＩＳＬＯＣＡ発生時の雰囲気温度・湿度に対し耐性

を有していることから，機能維持される。さらに，逃がし安全弁及び関連する計装設備

についても，区画として分離されている原子炉格納容器内に設置されており，ＩＳＬＯ

ＣＡ発生時の雰囲気温度・湿度に伴う影響はなく，逃がし安全弁の機能は維持される。 

 

ｃ．放射線による影響（別紙 9） 

原子炉減圧時に燃料から追加放出される核分裂生成物の全量が，原子炉棟内に瞬時に

移行するという保守的な条件で評価した結果，東側ＰＣＶペネトレーション室における

吸収線量率は最大でも約 8.0mGy/h程度であり，設計基準事故対象設備の設計条件であ

る 1.76kGyと比較しても十分な余裕があるため，期待している機器の機能維持を妨げる

ことはない。 

 

(2）現場操作の成立性に与える影響について 

有効性評価において，Ａ－残留熱除去系におけるＩＳＬＯＣＡ発生時に必要な現場操作は，

Ａ－残留熱除去系の注水弁の閉止操作である。Ｂ－残留熱除去系，Ｃ－残留熱除去系，低圧

炉心スプレイ系でＩＳＬＯＣＡが発生した場合も現場操作は，注水弁の閉止操作である。 

ＩＳＬＯＣＡ発生時における原子炉棟内状況概要を図 6に，Ａ－残留熱除去系の注水弁の

操作場所，アクセスルート及び漏えい水が伝播する範囲を図７に示す。また，漏えい水が伝

播する範囲の溢水水位を表 6に示す。Ａ－残留熱除去系におけるＩＳＬＯＣＡ発生時は，原

子炉棟内の環境を考慮して，漏えいが発生している階より上階を移動することとしている。 

漏えい量が最も多いＡ－残留熱除去系でのＩＳＬＯＣＡ発生時の原子炉棟内環境を想定

した場合のアクセス性への影響を以下のとおり評価した。 

なお，有効性評価で想定した以外の系統（Ｂ－残留熱除去系（低圧注水モード）注入ライ

ン，Ｃ－残留熱除去系（低圧注水モード）注入ライン及び低圧炉心スプレイ系注入ライン）

においてＩＳＬＯＣＡ発生時の原子炉棟内環境を想定した場合でも，表 4-1～4-4に示すと

おり，漏えい隔離操作に影響がないことを確認している。 
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ａ．溢水による影響（別紙 8） 

図 6及び図 7 に示すとおり，ＩＳＬＯＣＡによる原子炉冷却材漏えいが発生する階よ

り上階を移動することから，溢水によるアクセス性への影響はない。また，注水弁は原

子炉棟内中 1階（EL19.0m）の床面上に設置されており，この場所において注水弁の現

場閉止操作を実施するが，事象発生から評価上，現場隔離操作の完了時間として設定し

ている 10時間までの原子炉冷却材の流出量は約 600m3であり，原子炉冷却材がすべて水

として存在すると仮定してもアクセスルート上に溢水はなく，操作及び操作場所へのア

クセスへの影響はない。 

 

ｂ．雰囲気温度・湿度による影響（別紙 8） 

アクセスルート及び操作場所となる原子炉棟内において，原子炉減圧後に原子炉棟内

環境が静定する事象発生の約 9 時間後から現場隔離操作の完了時間として設定してい

る 10 時間後までの温度及び湿度は，最大で約 44℃及び約 100％である。Ａ－残留熱除

去系の注水弁の閉止操作での原子炉棟内の滞在時間は約 38分（表 5参照）であるため，

操作場所へのアクセス及び操作は可能である。* 

なお，操作場所への移動及び現場操作を実施する場合は，保護具（汚染防護服，耐熱

服，個人線量計，作業用長靴，酸素呼吸器，綿手袋，ゴム手袋）を着用する。 

注記*：想定している作業環境（約 44℃）においては，主に低温やけどが懸念されるが， 

一般的に，接触温度と低温やけどになるまでのおおよその時間の関係は，44℃ 

で 3時間～4時間として知られている。（出典：消費者庁 News Release（平成 

25年 2 月 27日）） 

 

ｃ．放射線による影響（別紙 9） 

原子炉減圧時に燃料から追加放出される核分裂生成物の全量が，原子炉棟内に瞬時に

移行するという，保守的な条件で評価した結果，線量率は最大で約 8.0mSv/h である。

Ａ－残留熱除去系の注水弁の閉止操作での原子炉棟内の滞在時間は約 38 分であるため，

作業時間を保守的に 1 時間と設定し時間減衰を考慮しない場合においても作業員の受

ける実効線量は最大で約 8.0mSv となる。また，有効性評価において現場操作を開始す

る事象発生の約 9 時間後における線量率は約 1.3mSv/h であり，この場合に作業員の受

ける実効線量は約 1.3mSvとなる。 

なお，事故時には原子炉棟内に漏えいした放射性物質の一部は原子炉建物燃料取替

階ブローアウトパネルを通じて環境へ放出されるおそれがあるが，これらの事故時にお

いては原子炉棟排気放射線高の信号により中央制御室換気系は系統隔離運転となるた

め，中央制御室内にいる運転員は過度な被ばくの影響を受けることはない。 
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除
熱

 

漏
え
い
箇
所
隔
離
操
作

 

機
器

 
逃
が
し
安
全
弁
 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系

 
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系

 
Ｂ
－
残
留
熱
除
去
系

 
Ｂ
－
残
留
熱
除
去
系

 
注
水
弁
（

MV
22
2-

5A
）
 

設
置
場
所

 
原
子
炉
格
納
容
器
内
 

原
子
炉
建
物

(E
L1
.3
m)
 

原
子
炉
建
物

(E
L1
.3
m)
 

原
子
炉
建
物

(E
L1
.3
m)
 

原
子
炉
建
物

(E
L1
.3
m)
 

東
側
Ｐ
Ｃ
Ｖ

ﾍﾟ
ﾈﾄ
ﾚｰ
ｼｮ
ﾝ室

（
E
L1
9.

0
m）

 

時
間

 
事
象
発
生

3
0
分
後
 

事
象
発
生
か
ら
減
圧
ま
で

 
事
象
発
生
後
 

事
象
発
生

4
0
分
後
 

事
象
発
生

2
時
間
後
 

事
象
発
生

9
時
間

 

溢
水
評
価

 
・

中
央

制
御

室
か

ら
の

操
作

の

た
め
，
操
作
可
能
で
あ
る
。
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左

 
・

隔
離
操

作
場
所

及
び
そ

の
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

に
つ
い

て
は
，

Ｉ
Ｓ
Ｌ

Ｏ
Ｃ
Ａ

に

よ
り

漏
え
い

が
発
生

す
る
機

器
の
設

置

さ
れ

て
い
る

フ
ロ
ア

よ
り
も

上
層
に

位

置
し

て
い
る

た
め
，

溢
水
の

影
響
を

受

け
ず

，
隔
離

操
作
及

び
操
作

場
所
へ

の

ア
ク
セ
ス
は
可
能
で
あ
る
。

 

・
逃

が
し

安
全

弁
は

原
子

炉
格

納
容

器
内

に
設

置
さ

れ
て

お

り
，

関
連

計
装

品
も

含
め

影

響
は
な
い
。
 

・
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
が

 

設
置

さ
れ
て
い
る
区
画
で

 

溢
水

は
発
生
し
な
い
。

 

・
高
圧
炉

心
ス

プ
レ
イ

系
が
設

置
さ

れ
て
い

る
区
画

で
溢

水
は
発

生
し
な
い
。
 

・
Ｂ
－
残
留
熱
除
去
系
が

設
置

さ
れ

て
い

る
区

画
で

溢
水

は
発

生
し

な
い
。
 

・
Ｂ
－
残
留
熱
除
去
系
が

設
置

さ
れ

て
い

る
区

画
で

溢
水

は
発

生
し

な
い
。
 

雰
囲
気
温

度
・
湿
度

評
価

 

・
中

央
制

御
室

か
ら

の
操

作
の

た
め
，
操
作
可
能
で
あ
る
。
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左

 
・

原
子

炉
建

物
内

温
度

は
約

44
℃

の
た

め
，

隔
離
操

作
及
び

操
作
場

所
へ
の

ア

ク
セ
ス
は
可
能
で
あ
る
。
 

・
逃

が
し

安
全

弁
は

原
子

炉
格

納
容

器
内

に
設

置
さ

れ
て

お

り
，

関
連

計
装

品
も

含
め

影

響
は
な
い
。
 

・
雰
囲

気
温
度
・
湿
度
に
対

し
て

原
子

炉
隔

離
時

冷

却
系

の
耐

性
が

十
分

に

あ
る
た
め
，
機
能
維
持
さ

れ
る
。

 

・
雰
囲
気

温
度

・
湿
度

に
対
し

て
高

圧
炉
心

ス
プ
レ

イ
系

の
耐
性

が
十

分
に

あ
る

た

め
，
機

能
維

持
さ
れ

る
。
 

・
雰
囲
気
温
度
・
湿
度
に

対
し

て
Ｂ

－
残

留
熱

除
去

系
の

耐
性

が
十

分
に
あ
る
た
め
，
機

能

維
持
さ
れ
る
。
 

・
雰
囲
気
温
度
・
湿
度
に

対
し

て
Ｂ

－
残

留
熱

除
去

系
の

耐
性

が
十

分
に
あ
る
た
め
，
機
能

維
持
さ
れ
る
。

 

放
射
線
量

評
価

 

・
中

央
制

御
室

か
ら

の
操

作
の

た
め
，
操
作
可
能
で
あ
る
。
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左

 
・
線
量
率
約

1
.3
mS
v/
h
に
対
し
て
，
操
作

時
間
（
移
動
時
間
含
む
）
を
約

1
時
間

と
想

定
し

た
場

合
で

も
，

実
効

線
量

は

約
1
.3
mS
v
で
あ
る
た
め
，
隔
離
操
作
及

び
操

作
場

所
へ

の
ア

ク
セ

ス
は

可
能

で

あ
る
。
 

・
逃

が
し

安
全

弁
は

原
子

炉
格

納
容

器
内

に
設

置
さ

れ
て

お

り
，

関
連

計
装

品
も

含
め

影

響
は
な
い
。
 

・
放
射
線
量
に
対
し
て
原
子

 

炉
隔

離
時
冷
却

系
の
耐
性

が
十

分
に
あ
る

た
め
，
機

能
維
持
さ
れ
る
。

 

・
放
射
線

量
に

対
し
て

高
圧
炉

心
ス

プ
レ
イ

系
の
耐

性
が

十
分
に

あ
る
た

め
，

機
能
維

持
さ
れ
る
。
 

・
放
射
線
量
に
対
し
て
Ｂ

－
残

留
熱

除
去

系
の

耐
性

が
十

分
に

あ
る

た
め
，
機
能
維
持
さ

れ

る
。
 

・
放
射
線
量
に
対
し
て
Ｂ

－
残

留
熱

除
去

系
の

耐
性

が
十

分
に

あ
る

た
め
，
機
能
維
持
さ
れ

る
。
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表
4-
2 

Ｉ
Ｓ
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
時
の

設
備
の
健
全
性
及
び
対
応
操
作
の
成
立
性
確
認
結
果
（
Ｂ
－
残
留
熱
除
去
系
に
お
け
る
Ｉ
Ｓ
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
発
生
時
）
 

 

 

上
段
：
機
器
の
操
作
性

 

下
段
：
機
器
の
機
能
維
持

 

 

 

対
応
手
順

 
逃
が
し
安
全
弁
に
よ
る
 

原
子
炉
減
圧
 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
及
び
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
に
よ
る
原
子
炉
注
水
 

残
留
熱
除
去
系
（
サ
プ
レ

ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
水
冷

却
モ
ー
ド
）
に
よ
る
原
子

炉
格
納
容
器
除
熱
 

残
留
熱
除
去
系
（
原
子
炉

停
止
時
冷
却
モ
ー
ド
）
に

よ
る
原
子
炉
除
熱

 

漏
え
い
箇
所
隔
離
操
作

 

機
器

 
逃
が
し
安
全
弁
 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系

 
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系

 
Ａ
－
残
留
熱
除
去
系
 

Ａ
－
残
留
熱
除
去
系

 
注
水
弁
（

MV
22
2-

5B
）

 

設
置
場
所

 
原
子
炉
格
納
容
器
内
 

原
子
炉
建
物

(E
L1
.3
m)
 

原
子
炉
建
物

(E
L1
.3
m)
 

原
子
炉
建
物

(E
L1
.3
m)
 

原
子
炉
建
物

(E
L1
.3
m)
 

西
側
Ｐ
Ｃ
Ｖ

ﾍﾟ
ﾈﾄ
ﾚｰ
ｼｮ
ﾝ室

（
E
L2
3.
8
m）

 

時
間

 
事
象
発
生

3
0
分
後
 

事
象
発
生
か
ら
減
圧
ま
で

 
事
象
発
生
後
 

事
象
発
生

4
0
分
後
 

事
象
発
生

2
時
間
後
 

事
象
発
生

9
時
間
 

溢
水
評
価

 
・

中
央

制
御

室
か

ら
の

操
作

の

た
め
，
操
作
可
能
で
あ
る
。
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左

 
・

隔
離
操

作
場
所

及
び
そ

の
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

に
つ
い

て
は
，

Ｉ
Ｓ
Ｌ

Ｏ
Ｃ
Ａ

に

よ
り

漏
え
い

が
発
生

す
る
機

器
の
設

置

さ
れ

て
い
る

フ
ロ
ア

よ
り
も

上
層
に

位

置
し

て
い
る

た
め
，

溢
水
の

影
響
を

受

け
ず

，
隔
離

操
作
及

び
操
作

場
所
へ

の

ア
ク
セ
ス
は
可
能
で
あ
る
。

 

・
逃

が
し

安
全

弁
は

原
子

炉
格

納
容

器
内

に
設

置
さ

れ
て

お

り
，

関
連

計
装

品
も

含
め

影

響
は
な
い
。
 

・
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
が

 

設
置

さ
れ
て
い

る
区
画
で

溢
水
は
発
生
し
な
い
。

 

・
高
圧
炉

心
ス

プ
レ
イ

系
が
設

置
さ

れ
て
い

る
区
画

で
溢

水
は
発

生
し
な
い
。
 

・
Ａ
－
残
留
熱
除
去
系
が

設
置

さ
れ

て
い

る
区

画
で

溢
水

は
発

生
し

な
い
。
 

・
Ａ
－
残
留
熱
除
去
系
が

設
置

さ
れ

て
い

る
区

画
で

溢
水

は
発

生
し

な
い
。
 

雰
囲
気
温

度
・
湿
度

評
価

 

・
中

央
制

御
室

か
ら

の
操

作
の

た
め
，
操
作
可
能
で
あ
る
。
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左

 
・

原
子

炉
建

物
内

温
度

は
約

44
℃

の
た

め
，

隔
離
操

作
及
び

操
作
場

所
へ
の

ア

ク
セ
ス
は
可
能
で
あ
る
。
 

・
逃

が
し

安
全

弁
は

原
子

炉
格

納
容

器
内

に
設

置
さ

れ
て

お

り
，

関
連

計
装

品
も

含
め

影

響
は
な
い
。
 

・
雰
囲
気
温
度
・
湿
度
に
対

し
て

原
子

炉
隔

離
時

冷

却
系

の
耐

性
が

十
分

に

あ
る
た
め
，
機
能
維
持
さ

れ
る
。

 

・
雰
囲
気

温
度

・
湿
度

に
対
し

て
高

圧
炉
心

ス
プ
レ

イ
系

の
耐
性

が
十

分
に

あ
る

た

め
，
機

能
維

持
さ
れ

る
。
 

・
雰
囲
気
温
度
・
湿
度
に

対
し

て
Ａ

－
残

留
熱

除
去

系
の

耐
性

が
十

分
に
あ
る
た
め
，
機
能

維
持
さ
れ
る
。
 

・
雰
囲
気
温
度
・
湿
度
に

対
し

て
Ａ

－
残

留
熱

除
去

系
の

耐
性

が
十

分
に
あ
る
た
め
，
機
能

維
持
さ
れ
る
。

 

放
射
線
量

評
価

 

・
中

央
制

御
室

か
ら

の
操

作
の

た
め
，
操
作
可
能
で
あ
る
。
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左

 
・
線
量
率

1
mS
v/
h
未
満
で
あ
り

，
隔
離
操

作
及

び
操

作
場

所
へ

の
ア

ク
セ

ス
は

可

能
で
あ
る
。
 

・
逃

が
し

安
全

弁
は

原
子

炉
格

納
容

器
内

に
設

置
さ

れ
て

お

り
，

関
連

計
装

品
も

含
め

影

響
は
な
い
。
 

・
放
射
線
量
に
対
し
て
原
子

 

炉
隔

離
時
冷
却

系
の
耐
性

が
十

分
に
あ
る

た
め
，
機

能
維
持
さ
れ
る
。

 

・
放
射
線

量
に

対
し
て

高
圧
炉

心
ス

プ
レ
イ

系
の
耐

性
が

十
分
に

あ
る
た

め
，

機
能
維

持
さ
れ
る
。
 

・
放
射
線
量
に
対
し
て
Ａ

－
残

留
熱

除
去

系
の

耐
性

が
十

分
に

あ
る

た
め
，
機
能
維
持
さ
れ

る
。
 

・
放
射
線
量
に
対
し
て
Ａ

－
残

留
熱

除
去

系
の

耐
性

が
十

分
に

あ
る

た
め
，
機
能
維
持
さ
れ

る
。
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表
4-
3 

Ｉ
Ｓ
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
時
の

設
備
の
健
全
性
及
び
対
応
操
作
の
成
立
性
確
認
結
果
（
Ｃ
－
残
留
熱
除
去
系
に
お
け
る
Ｉ
Ｓ
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
発
生
時
）
 

 

 

上
段
：
機
器
の
操
作
性

 

下
段
：
機
器
の
機
能
維
持

 

 

 

対
応
手
順

 
逃
が
し
安
全
弁
に
よ
る
 

原
子
炉
減
圧
 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
及
び
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
に
よ
る
原
子
炉
注
水
 

残
留
熱
除
去
系
（
サ
プ

レ

ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
水
冷

却
モ
ー
ド
）
に
よ
る
原

子

炉
格
納
容
器
除
熱
 

残
留
熱
除
去
系
（
原
子
炉

停
止
時
冷
却
モ
ー
ド
）
に

よ
る
原
子
炉
除
熱

 

漏
え
い
箇
所
隔
離
操
作

 

機
器

 
逃
が
し
安
全
弁
 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系

 
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系

 
Ａ

(Ｂ
)
-残

留
熱
除
去
系
 

Ａ
(Ｂ

)
-残

留
熱
除
去
系

 
注
水
弁
（

MV
22
2-

5C
）
 

設
置
場
所

 
原
子
炉
格
納
容
器
内
 

原
子
炉
建
物

(E
L1
.3
m)
 

原
子
炉
建
物

(E
L1
.3
m)
 

原
子
炉
建
物

(E
L1
.3
m)
 

原
子
炉
建
物

(E
L1
.3
m)
 

西
側
Ｐ
Ｃ
Ｖ

ﾍﾟ
ﾈﾄ
ﾚｰ
ｼｮ
ﾝ室

（
E
L2
3.
8
m）

 

時
間

 
事
象
発
生

3
0
分
後
 

事
象
発
生
か
ら
減
圧
ま
で

 
事
象
発
生
後
 

事
象
発
生

4
0
分
後
 

事
象
発
生

2
時
間
後
 

事
象
発
生

9
時
間

 

溢
水
評
価

 
・

中
央

制
御

室
か

ら
の

操
作

の

た
め
，
操
作
可
能
で
あ
る
。
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左

 
・

隔
離
操

作
場
所

及
び
そ

の
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

に
つ
い

て
は
，

Ｉ
Ｓ
Ｌ

Ｏ
Ｃ
Ａ

に

よ
り

漏
え
い

が
発
生

す
る
機

器
の
設

置

さ
れ

て
い
る

フ
ロ
ア

よ
り
も

上
層
に

位

置
し

て
い
る

た
め
，

溢
水
の

影
響
を

受

け
ず

，
隔
離

操
作
及

び
操
作

場
所
へ

の

ア
ク
セ
ス
は
可
能
で
あ
る
。

 

・
逃

が
し

安
全

弁
は

原
子

炉
格

納
容

器
内

に
設

置
さ

れ
て

お

り
，

関
連

計
装

品
も

含
め

影

響
は
な
い
。
 

・
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
が

 

設
置

さ
れ
て
い

る
区
画
で

溢
水
は
発
生
し
な
い
。

 

・
高
圧
炉

心
ス

プ
レ
イ

系
が
設

置
さ

れ
て
い

る
区
画

で
溢

水
は
発

生
し
な
い
。
 

・
Ａ

(
Ｂ

)-
残

留
熱

除
去

系
が

設
置

さ
れ

て
い

る
区

画
で

溢
水

は
発

生
し
な
い
。
 

・
Ａ

(
Ｂ

)-
残

留
熱

除
去

系
が

設
置

さ
れ

て
い

る
区

画
で

溢
水

は
発

生
し
な
い
。

 

雰
囲
気
温

度
・
湿
度

評
価

 

・
中

央
制

御
室

か
ら

の
操

作
の

た
め
，
操
作
可
能
で
あ
る
。
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左

 
・
原
子
炉
建
物
内
温
度
は
約

44
℃

未
満
で

推
移

す
る

た
め

，
隔

離
操

作
及

び
操

作

場
所
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
可
能
で
あ
る
。

 

・
逃

が
し

安
全

弁
は

原
子

炉
格

納
容

器
内

に
設

置
さ

れ
て

お

り
，

関
連

計
装

品
も

含
め

影

響
は
な
い
。
 

・
雰
囲

気
温
度
・
湿
度
に
対

し
て

原
子

炉
隔

離
時

冷

却
系

の
耐

性
が

十
分

に

あ
る
た
め
，
機
能
維
持
さ

れ
る
。

 

・
雰
囲
気

温
度

・
湿
度

に
対
し

て
高

圧
炉
心

ス
プ
レ

イ
系

の
耐
性

が
十

分
に

あ
る

た

め
，
機

能
維

持
さ
れ

る
。
 

・
雰
囲
気
温
度
・
湿
度
に

対
し

て
Ａ

(
Ｂ

)
-
残

留

熱
除

去
系

の
耐

性
が

十
分
に
あ
る
た
め
，
機

能
維
持
さ
れ
る
。
 

・
雰
囲
気
温
度
・
湿
度
に

対
し

て
Ａ

(
Ｂ

)
-
残

留

熱
除

去
系

の
耐

性
が

十
分
に
あ
る
た
め
，
機

能
維
持
さ
れ
る
。

 

放
射
線
量

評
価

 

・
中

央
制

御
室

か
ら

の
操

作
の

た
め
，
操
作
可
能
で
あ
る
。
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左

 
・
線
量
率

1
mS
v/
h
未
満
で
あ
り

，
隔
離
操

作
及

び
操

作
場

所
へ

の
ア

ク
セ

ス
は

可

能
で
あ
る
。
 

・
逃

が
し

安
全

弁
は

原
子

炉
格

納
容

器
内

に
設

置
さ

れ
て

お

り
，

関
連

計
装

品
も

含
め

影

響
は
な
い
。
 

・
放
射
線
量
に
対
し
て
原
子

 

炉
隔

離
時
冷
却

系
の
耐
性

が
十

分
に
あ
る

た
め
，
機

能
維
持
さ
れ
る
。

 

・
放
射
線

量
に

対
し
て

高
圧
炉

心
ス

プ
レ
イ

系
の
耐

性
が

十
分
に

あ
る
た

め
，

機
能
維

持
さ
れ
る
。
 

・
放
射
線
量
に
対
し
て
Ａ

(
Ｂ

)
-
残

留
熱

除
去

系

の
耐

性
が

十
分

に
あ

る
た
め
，
機
能
維
持

さ

れ
る
。
 

・
放
射
線
量
に
対
し
て
Ａ

(
Ｂ

)
-
残

留
熱

除
去

系

の
耐

性
が

十
分

に
あ

る
た
め
，
機
能
維
持
さ

れ
る
。
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表
4-
4 

Ｉ
Ｓ
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
時
の

設
備
の
健
全
性
及
び
対
応
操
作
の
成
立
性
確
認
結
果
（
低
圧
炉
心

ス
プ
レ
イ
系
に
お
け
る
Ｉ
Ｓ
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
発
生
時
）
 

 

 

上
段
：
機
器
の
操
作
性

 

下
段
：
機
器
の
機
能
維
持

 

 

対
応
手
順

 
逃
が
し
安
全
弁
に
よ
る
 

原
子
炉
減
圧
 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
及
び
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
に
よ
る
原
子
炉
注
水
 

残
留
熱
除
去
系
（
サ
プ

レ

ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
水
冷

却
モ
ー
ド
）
に
よ
る
原

子

炉
格
納
容
器
除
熱
 

残
留
熱
除
去
系
（
原
子
炉

停
止
時
冷
却
モ
ー
ド
）
に

よ
る
原
子
炉
除
熱

 

漏
え
い
箇
所
隔
離
操
作

 

機
器

 
逃
が
し
安
全
弁
 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系

 
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系

 
Ａ

(Ｂ
)
-残

留
熱
除
去
系
 

Ａ
(Ｂ

)
-残

留
熱
除
去
系

 
注
水
弁
（

MV
22
3-

2）
 

設
置
場
所

 
原
子
炉
格
納
容
器
内
 

原
子
炉
建
物

(E
L1
.3
m)
 

原
子
炉
建
物

(E
L1
.3
m)
 

原
子
炉
建
物

(E
L1
.3
m)
 

原
子
炉
建
物

(E
L1
.3
m)
 

南
側
Ｐ
Ｃ
Ｖ

ﾍﾟ
ﾈﾄ
ﾚｰ
ｼｮ
ﾝ室

（
E
L1
9.
5
m）

 

時
間

 
事
象
発
生

3
0
分
後
 

事
象
発
生
か
ら
減
圧
ま
で

 
事
象
発
生
後
 

事
象
発
生

4
0
分
後
 

事
象
発
生

2
時
間
後
 

事
象
発
生

9
時
間

 

溢
水
評
価

 
・

中
央

制
御

室
か

ら
の

操
作

の

た
め
，
操
作
可
能
で
あ
る
。
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左

 
・

隔
離
操

作
場
所

及
び
そ

の
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

に
つ
い

て
は
，

Ｉ
Ｓ
Ｌ

Ｏ
Ｃ
Ａ

に

よ
り

漏
え
い

が
発
生

す
る
機

器
の
設

置

さ
れ

て
い
る

フ
ロ
ア

よ
り
も

上
層
に

位

置
し

て
い
る

た
め
，

溢
水
の

影
響
を

受

け
ず

，
隔
離

操
作
及

び
操
作

場
所
へ

の

ア
ク
セ
ス
は
可
能
で
あ
る
。

 

・
逃

が
し

安
全

弁
は

原
子

炉
格

納
容

器
内

に
設

置
さ

れ
て

お

り
，

関
連

計
装

品
も

含
め

影

響
は
な
い
。
 

・
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
が

 

設
置

さ
れ
て
い

る
区
画
で

溢
水
は
発
生
し
な
い
。

 

・
高
圧
炉

心
ス

プ
レ
イ

系
が
設

置
さ

れ
て
い

る
区
画

で
溢

水
は
発

生
し
な
い
。
 

・
Ａ

(
Ｂ

)-
残

留
熱

除
去

系
が

設
置

さ
れ

て
い

る
区

画
で

溢
水

は
発

生
し
な
い
。
 

・
Ａ

(
Ｂ

)-
残

留
熱

除
去

系
が

設
置

さ
れ

て
い

る
区

画
で

溢
水

は
発

生
し
な
い
。

 

雰
囲
気
温

度
・
湿
度

評
価

 

・
中

央
制

御
室

か
ら

の
操

作
の

た
め
，
操
作
可
能
で
あ
る
。
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左

 
・
原
子
炉
建
物
内
温
度
は
約

44
℃

未
満
で

推
移

す
る

た
め

，
隔

離
操

作
及

び
操

作

場
所
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
可
能
で
あ
る
。

 

・
逃

が
し

安
全

弁
は

原
子

炉
格

納
容

器
内

に
設

置
さ

れ
て

お

り
，

関
連

計
装

品
も

含
め

影

響
は
な
い
。
 

・
雰
囲

気
温
度
・
湿
度
に
対

し
て

原
子

炉
隔

離
時

冷

却
系

の
耐

性
が

十
分

に

あ
る
た
め
，
機
能
維
持
さ

れ
る
。

 

・
雰
囲
気

温
度

・
湿
度

に
対
し

て
高

圧
炉
心

ス
プ
レ

イ
系

の
耐
性

が
十

分
に

あ
る

た

め
，
機

能
維

持
さ
れ

る
。
 

・
雰
囲
気
温
度
・
湿
度
に

対
し

て
Ａ

(
Ｂ

)
-
残

留

熱
除

去
系

の
耐

性
が

十
分
に
あ
る
た
め
，
機

能
維
持
さ
れ
る
。
 

・
雰
囲
気
温
度
・
湿
度
に

対
し

て
Ａ

(
Ｂ

)
-
残

留

熱
除

去
系

の
耐

性
が

十
分
に
あ
る
た
め
，
機

能
維
持
さ
れ
る
。

 

放
射
線
量

評
価

 

・
中

央
制

御
室

か
ら

の
操

作
の

た
め
，
操
作
可
能
で
あ
る
。
 

同
左
 

同
左
 

同
左
 

同
左

 
・
線
量
率

1
mS
v/
h
未
満
で
あ
り

，
隔
離
操

作
及

び
操

作
場

所
へ

の
ア

ク
セ

ス
は

可

能
で
あ
る
。
 

・
逃

が
し

安
全

弁
は

原
子

炉
格

納
容

器
内

に
設

置
さ

れ
て

お

り
，

関
連

計
装

品
も

含
め

影

響
は
な
い
。
 

・
放
射
線
量
に
対
し
て
原
子

 

炉
隔

離
時
冷
却

系
の
耐
性

が
十

分
に
あ
る

た
め
，
機

能
維
持
さ
れ
る
。

 

・
放
射
線

量
に

対
し
て

高
圧
炉

心
ス

プ
レ
イ

系
の
耐

性
が

十
分
に

あ
る
た

め
，

機
能
維

持
さ
れ
る
。
 

・
放
射
線
量
に
対
し
て
Ａ

(
Ｂ

)
-
残

留
熱

除
去

系

の
耐

性
が

十
分

に
あ

る
た
め
，
機
能
維
持

さ

れ
る
。
 

・
放
射
線
量
に
対
し
て
Ａ

(
Ｂ

)
-
残

留
熱

除
去

系

の
耐

性
が

十
分

に
あ

る
た
め
，
機
能
維
持
さ

れ
る
。
 

55



 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表
5 

Ｉ
Ｓ
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
発
生
時
の
現
場
滞
在
時
間
及
び
操
作

の
想
定
時
間
 

 
Ａ
－
残
留
熱
除
去
系
注
水
弁

 

隔
離
操
作
の
場
合

 

Ｂ
－
残
留
熱
除
去
系
注
水
弁

 

隔
離
操
作
の
場
合

 

Ｃ
－
残
留
熱
除
去
系
注
水
弁

 

隔
離
操
作
の
場
合

 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
注
水
弁

 

隔
離
操
作
の
場
合
 

注
水
弁
の
閉

止
操
作
で
の
 

原
子
炉
棟
内

の
滞
在
時
間
 

約
3
8
分

*  
約

3
7
分

*  
約

3
7
分

*  
約

3
5
分

*  

想
定
時
間
 

（
所
要
時
間

目
安
）
 

1
時
間

 

（
所
要
時
間
目
安

4
0
分
）
 

1
時
間

 

（
所
要
時
間
目
安

3
9
分
）
 

1
時
間
 

（
所
要
時
間
目
安

3
9
分
）

 

1
時
間
 

（
所
要
時
間
目
安

3
6
分
）

 

(
1
)移

動
：
 

所
要
時
間
目
安

2
分
（
移
 

動
経
路
：
原
子
炉
棟

1
階
 

（
第

2
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト

）
 

か
ら
原
子
炉
棟

2
階
（
東
側
 

エ
ア
ロ
ッ
ク

））
 

(
2
)移

動
：
 

所
要
時
間
目
安

7
分
（
移
 

動
経
路
：
原
子
炉
棟

2
階
 

（
東
側
エ
ア
ロ
ッ
ク

）
か
ら
 

原
子
炉
棟
中

1
階
（
東
側
Ｐ
 

Ｃ
Ｖ
ペ
ネ
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
室
）

 

の
往
復
）
 

(
3
)注

水
弁
隔
離
操
作
：

 

所
要
時
間

目
安

3
1
分
（
操
作
対

象
1
弁
：
原
子
炉
棟
中

1
階
（
東

側
Ｐ

Ｃ
Ｖ

ペ
ネ

ト
レ

ー
シ

ョ
ン

室
））

 

(
1
)移

動
：
 

所
要
時
間
目
安

2
分
（
移
 

動
経
路
：
原
子
炉
棟

1
階
 

（
第

2
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト

）
 

か
ら
原
子
炉
棟

2
階
（
東
側
 

エ
ア
ロ
ッ
ク

））
 

(
2
)移

動
：
 

所
要
時
間
目
安

6
分
（
移
 

動
経
路
：
原
子
炉
棟

2
階
 

（
東
側
エ
ア
ロ
ッ
ク

）
か
ら
 

原
子
炉
棟

2
階
（
西
側
Ｐ
Ｃ

 

Ｖ
ペ
ネ
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
室
）
の

 

往
復
）
 

(
3
)注

水
弁
隔
離
操
作
：

 

所
要
時
間
目
安

3
1
分
（
操
作
 

対
象

1
弁
：
原
子
炉
棟

2
階
 

（
西
側
Ｐ
Ｃ
Ｖ
ペ
ネ
ト
レ
ー

 

シ
ョ
ン
室

））
 

(
1
)移

動
：
 

所
要
時
間
目
安

2
分
（
移

 

動
経
路
：
原
子
炉
棟

1
階

 

（
第

2
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト

）
 

か
ら
原
子
炉
棟

2
階
（
東
側

 

エ
ア
ロ
ッ
ク

））
 

(
2
)移

動
：
 

所
要
時
間
目
安

6
分
（
移

 

動
経
路
：
原
子
炉
棟

2
階

 

（
東
側
エ
ア
ロ
ッ
ク
）
か
ら

 

原
子
炉
棟

2
階
（
西
側
Ｐ
Ｃ

 

Ｖ
ペ
ネ
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
室
）
の

 

往
復
）
 

(
3
)注

水
弁
隔
離
操
作
：
 

所
要
時
間
目
安

3
1
分
（
操
作

 

対
象

1
弁
：
原
子
炉
棟

2
階
 

（
西
側
Ｐ
Ｃ
Ｖ
ペ
ネ
ト
レ
ー

 

シ
ョ
ン
室

））
 

(
1
)移

動
：
 

所
要
時
間
目
安

1
分
（
移
 

動
経
路
：
原
子
炉
棟

1
階
 

（
第

2
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
）

 

か
ら
原
子
炉
棟

1
階
（
東
側
 

エ
ア
ロ
ッ
ク

））
 

(
2
)移

動
：
 

所
要
時
間
目
安

4
分
（
移
 

動
経
路
：
原
子
炉
棟

1
階
 

（
東
側
エ
ア
ロ
ッ
ク
）
か
ら
 

原
子
炉
棟

1
階
（
南
側
Ｐ
Ｃ
 

Ｖ
ペ
ネ
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
室
）
の

 

往
復
）
 

(
3
)注

水
弁
隔
離
操
作
：
 

所
要
時
間
目
安

3
1
分
（
操
作

 

対
象

1
弁
：
原
子
炉
棟

1
階
 

（
南
側
Ｐ
Ｃ
Ｖ
ペ
ネ
ト
レ
ー
 

シ
ョ
ン
室

））
 

注
記

*：
以
下

作
業
時
間
の
う
ち
，
(2
)及

び
(3
)を

足
し
た
時
間
が
，
原
子
炉
棟
内
の
滞
在
時
間
と
な
る
。
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図 6 Ａ－残留熱除去系 原子炉棟内状況概要 

図 7 Ａ－残留熱除去系 溢水範囲（1／2） 
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図 7 Ａ－残留熱除去系 溢水範囲（2／2） 
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表 6 Ａ－残留熱除去系 溢水水位 

破断箇所 漏えい量[m3]*1 
伝播する区画 

（EL[m]） 

溢水水位 

（FL+[m]*2） 

Ａ－残留熱除去系 

熱交換器 
560 

1階 

（15.3[m]） 
0.17*3 

地下 2階 

（1.3[m]） 
0.65 

Ａ－残留熱除去系 

圧力スイッチ 
35 

注記*1：事象発生 10 時間後の溢水量 
*2：伝播を考慮した水位 
*3：ハッチからの排出評価を実施 

 
 
(3）結  論 

ＩＳＬＯＣＡ発生時の原子炉棟内環境を想定した場合でも，ＩＳＬＯＣＡ対応に必要な

設備の健全性は維持される。また，中央制御室の確認操作に失敗した場合でも，現場での

隔離操作が可能であることを確認した。 
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6. 敷地境界の実効線量評価について 

ＩＳＬＯＣＡの発生後，原子炉棟が加圧され原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルが

開放された場合，原子炉棟内に放出された核分裂生成物が原子炉建物燃料取替階ブローアウ

トパネルから大気中に放出されるため，この場合における敷地境界の実効線量を評価した。 

その結果，敷地境界における実効線量は約 3.9mSvとなった。 
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別紙１ 

 

Ａ，Ｂ－残留熱除去系電動弁作動試験について 

 

この試験は，保安規定第 39 条に基づく試験であり，原子炉の状態が運転，起動又は高温停

止において 1箇月に 1回の頻度で実施する。 

 

保安規定第39条（抜粋） 

低圧注水系（格納容器冷却系）の注水弁，ドライウェルスプレイ弁，トーラススプレイ弁，

残留熱除去系テスト弁および試験可能逆止弁が開することを確認する。また，動作確認後，

動作確認に際して作動した弁の開閉状態および主要配管が満水であることを確認する。 
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別紙 2 

 

熱交換器からの漏えいの可能性について 

 

 既工認から設計上の裕度を算出し，裕度が 2 以上の部位を除く水室フランジ，水室フランジ

ボルト，管板，伝熱管について，ＩＳＬＯＣＡ発生時の圧力（7.4MPa[gage]*）及び原子炉冷

却材温度（288℃）が同時に継続して負荷された条件下で破損が発生しないことを以下のとお

り確認した。 

注記*：弁開放直後の圧力上昇に比べ，弁開放から 10 秒程度以降の構造材の温度上昇に伴  

う耐力低下の方が，系統全体への影響が大きいため，静定圧力を採用した。 

 

1．強度評価 

1.1 評価部位の選定 

既工認から設計上の裕度を算出し，裕度が 2以上の部位を除く水室フランジ，水室フラ

ンジボルト，管板，伝熱管について評価した。別表 2－1 に既工認強度計算結果の設計裕

度，別図 2－1に残留熱除去系熱交換器構造図を示す。 
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別表 2－1 既工認強度計算結果の設計裕度（40kg/cm2，185℃） 

評価部位 実機の値 判定基準 裕度* 備考 

水室鏡板 
（最小厚さ） 

≧14.80mm 

（必要厚さ） 

管側出入口管台 
（最小厚さ） 

≧6.47mm 

（必要厚さ） 

管側ベント／ 

ドレン管台 （最小厚さ） 

≧1.70mm 

（必要厚さ） 

管側出入口管台 

（補強計算） 

12483mm2 

（補強に有効な面積） 

≧5038mm2 

（補強に必要な面積） 
2.47 

水室フランジ 
6.5kg/mm2

（発生応力） 

≦12.2kg/mm2

（許容応力） 
1.87 

水室フランジ 

ボルト 

64029mm2 

（ボルト総断面積） 

≧59796mm2 

（ボルトの所要 

総断面積） 

1.07 

管側出入口管台

フランジ

6.1kg/mm2

（発生応力） 

≦12.2kg/mm2

（許容応力） 
2.00 

管側出入口管台

フランジボルト

13480mm2 

（ボルト総断面積） 

≧4401mm2 

（ボルトの所要 

総断面積） 

3.06 

管板 
（最小厚さ） 

≧226.02mm 

（必要厚さ） 

最小裕 

度部位 

伝熱管 
（最小厚さ） 

≧0.65mm 

（必要厚さ） 

注記*：小数点第 3位切り捨て 

63



 

 

 

 

 

別図 2－1 残留熱除去系熱交換器構造図 

  

64



 

1.2 評価方法 

（1）水室フランジ（ボルト含む） 

日本工業規格ＪＩＳ Ｂ ８２６５「圧力容器の構造－一般事項」を適用してボルトの

必要な断面積及び許容応力を算出した。その結果，ボルトの実機の断面積はボルトの必要

な断面積以上であり，かつ発生応力が許容応力以下であることを確認した。 

（2）管板 

管板は，ＪＳＭＥ設計・建設規格「PVC-3510管穴の中心間距離および管板の厚さの規

定」の手法を適用して評価を行い，管板の必要な厚さは，実機の最小厚さより小さいため，

問題ないことを確認した。 

t：管板の必要な厚さ 

  F：管板の支え方による係数（=1.25） 

  D：パッキンの中心円の径（=1997.18（mm）） 

  Su：管板の設計引張強さ（=438（MPa）【SFVC2B（288℃）】） 

（3）伝熱管 

伝熱管の評価は，ＪＳＭＥ設計・建設規格「PVC-3610 管台の厚さの規定」の手法を適

用して評価を行い，伝熱管の必要な厚さは，実機の最小厚さより小さいため，問題ないこ

とを確認した。 

ａ．内圧に圧力を受ける管台の必要厚さ t1 

D0：伝熱管の外径（= （mm）） 

Su：伝熱管の設計引張強さ（=392（MPa）【SUS304TB（288℃）】） 

η：継手効率（=1.0） 

1.3 評価結果 

残留熱除去系熱交換器の各部位について評価した結果，別表 2－2 に示すとおり実機の

値は判定基準を満足し，ＩＳＬＯＣＡ発生時の圧力（7.4MPa[gage]）及び原子炉冷却材温

度（288℃）が同時に継続して負荷された条件下で破損せず，漏えいは発生しないことを

確認した。 

𝑡1 =
𝑃𝐷0

2 × 𝑆𝑢 × 𝜂 + 0.8 × 𝑃
= <実機の最小厚さ（ = （mm）） 

𝑡 =
𝐹𝐷

2

𝑃

𝑆𝑢
= 163 mm <実際の最小厚さ（ = （mm））
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別表 2－2 評価結果 

評価部位 実機の値 判定基準 備考 

水室フランジ 
120MPa

（発生応力） 

≦438MPa 

（許容応力） 

水室フランジ 

ボルト 

64029mm2 

（ボルト総断面積） 

≧26161mm2 

（ボルトの所要 

総断面積） 

管板 
（最小厚さ） 

≧163mm 

（必要厚さ） 

伝熱管 
（最小厚さ） （必要厚さ） 
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別紙 3 

 

逃がし弁からの漏えいの可能性について 

 

逃がし弁について，ＩＳＬＯＣＡ発生時の圧力（7.4MPa ［gage]*）及び原子炉冷却材温度

（288℃）が同時に継続して負荷された条件下で破損が発生しないことを以下のとおり確認し

た。 

注記*：弁開放直後の圧力上昇に比べ，弁開放から 10 秒程度以降の構造材の温度上昇に伴

う耐力低下の方が，系統全体への影響が大きいため，静定圧力を採用した。 

 

1．強度評価 

1.1 評価部位 

逃がし弁については，隔離弁の誤開放等による加圧事象発生時において吹き出し前に加

圧される弁座，弁体及び入口配管並びに吹き出し後に加圧される弁耐圧部及び弁耐圧部の

接合部について評価した。別図 3－1に逃がし弁の構造を示す。 

 

 

 
 

別図 3－1 逃がし弁構造図 
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1.2 評価方法 

隔離弁の誤開放等による加圧事象発生時には 7.4MPa[gage]になる前に逃がし弁が吹き

出し，圧力は低下すると考えられるが，ここでは，逃がし弁の吹き出し前に加圧される箇

所と吹き出し後に加圧される箇所ともに 7.4MPa[gage]，288℃になるものとして評価する。 

 

（1）弁座の評価 

設計・建設規格には安全弁に関する強度評価手法の記載がない。弁座は円筒型の形状で

あることから，設計・建設規格「VVC-3230 耐圧部に取り付く管台の必要最小厚さ」を準

用し，計算上必要な厚さを算出し，実機の最小厚さが計算上必要な厚さ以上であることを

確認した。 

 

t：管台の計算上必要な厚さ（mm） 

P：ＩＳＬＯＣＡ発生時の圧力（＝7.4MPa） 

D0：管台の外径（mm） 

S：使用温度における許容引張応力（MPa） 

η：継手効率＊ 

注記＊：弁座は溶接を実施していないため，1.0を使用 

 

（2）弁体の評価 

設計・建設規格には安全弁に関する強度評価手法の記載がない。弁体の中心部を弁棒で

支持されており，外周付近は構造上拘束されていることから，弁体下面にかかる圧力

（7.4MPa [gage]）がすべて弁体の最小肉厚部に作用するとして発生するせん断応力を算

出し，許容せん断応力以下であることを確認した。 

 

σ＝
Ｆ

Ａ
 

F＝1.05 ×
𝜋

4
× 𝐷2 × 𝑃 

 

σ：せん断応力（MPa） 

F：せん断力（N） 

A：弁体最小断面積（mm2） 

D：弁座口の径（mm） 

P：ＩＳＬＯＣＡ発生時の圧力（＝7.4MPa） 

 

 

 

 

𝑡 =
𝑃𝐷0

2𝑆𝜂 + 0.8𝑃
                  （VVC − 8） 
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（3）弁本体の耐圧部の評価 

設計・建設規格「解説 VVB-3100 弁の圧力温度基準」を適用し必要な最小厚さを算出し，

実機の最小厚さが計算上必要な厚さ以上であることを確認した。 

t：弁箱の必要な厚さ（mm） 

P：ＩＳＬＯＣＡ発生時の圧力（＝7.4MPa） 

d：内径（mm） 

S：設計引張強さ（Su＝438（MPa），at288℃， ） 

（4）弁耐圧部の接合部の評価 

弁本体の耐圧部の接合部については，ボンネットボルトの内圧と熱による伸び量及びボ

ンネットフランジと弁箱の熱による伸び量からボンネットフランジと弁箱フランジの伸

び量を差し引いた伸び量がプラス側の場合とマイナスの場合について評価した。 

・伸び量がプラスの場合

ボンネットボルトの伸び量からボンネットフランジと弁箱フランジの伸び量を差し

引いた伸び量がガスケットの復元量＊以下であることを確認した。 

注記＊：ガスケットに締付面圧を加えていくと弾性変形が生じ，更に締付面圧を加

えていくと塑性変形が生じる。塑性変形したガスケットの締付面圧を緩和

した場合，弾性領域分のみが復元する性質がある。弁耐圧部の接合部のシ

ールのため，ガスケットには塑性領域まで締付面圧を加えており，締付面

圧緩和時に弾性領域分の復元が生じ，復元量以下であればシール性は確保

される。ガスケットの復元量は，メーカ試験によって確認した値。 

・伸び量がマイナスの場合

伸び量がマイナスの場合は，弁耐圧部の接合部は圧縮されることになる。弁耐圧部の

接合部については，ボンネットフランジとリフト制限板がメタルタッチしており，それ

以上ガスケットが圧縮しない構造となっていることから，ボンネットナット座面及びボ

ンネットフランジとリフト制限板の合わせ面の発生応力が材料の許容応力を下回るこ

とを確認した。 

𝑡 =
𝑃𝑑

2𝑆 − 1.2𝑃
（解説 VVB − 1）
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a．伸び量によるフランジの評価 

（a）内圧による伸び量 

・ボンネットボルトの発生応力 

④'＝(1000×①'×②')／(0.2×③') 

⑧'＝(π×⑤'×7.4／4)×(⑤'＋8×⑥'×⑦') 

⑨'＝④'－⑧' 

⑩'＝⑨'／②' 

⑫'＝⑩'／⑪' 

 

①'：締付けトルク値（N・m） 

②'：ボンネットボルト本数（本） 

③'：ボンネットボルト外径（mm） 

④'：ボンネットボルト締付トルクによる全締付荷重（N） 

⑤'：ガスケット反力円の直径（mm） 

⑥'：ガスケット有効幅（mm） 

⑦'：ガスケット係数 

⑧'：7.4MPa の加圧に必要な最小荷重（N） 

⑨'：不足する荷重（N） 

⑩'：ボンネットボルト 1本当たりに発生する荷重（N） 

⑪'：ボンネットボルト径面積（mm2） 

⑫'：ボンネットボルトの発生応力（MPa） 

 

・ボンネットボルトの内圧による伸び量 

⑦＝（⑫'×(①＋②)）／③ 

①：ボンネットフランジ厚さ（mm） 

②：弁箱フランジ厚さ（mm） 

③：ボンネットボルト材料の縦弾性係数（MPa at 288℃） 

⑦：ボンネットボルトの内圧による伸び量（mm） 
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（b）熱による伸び量 

・ボンネットボルトの熱による伸び量 

⑧＝④×(①＋②)×(288℃－20℃＊) 

①：ボンネットフランジ厚さ（mm） 

②：弁箱フランジ厚さ（mm） 

④：ボンネットボルト線膨張係数（mm/mm℃ at 288℃） 

⑧：ボンネットボルトの熱による伸び量（mm） 

注記＊：伸び量を大きく見積もるため，隔離弁の誤開放等による加圧事象発生前

後の温度差を大きくするように保守的に低めの温度を設定 

 

・ボンネットフランジ及び弁箱フランジの熱による伸び量 

⑨＝⑤×①×(288℃－20℃)＋⑥×②×(288℃－20℃＊) 

①：ボンネットフランジ厚さ（mm） 

②：弁箱フランジ厚さ（mm） 

⑤：ボンネットフランジ線膨張係数（mm/mm℃ at 288℃） 

⑥：弁箱フランジ線膨張係数（mm/mm℃ at 288℃） 

⑨：ボンネットフランジ及び弁箱フランジの熱による伸び量（mm） 

注記＊：伸び量を大きく見積もるため，隔離弁の誤開放等による加圧事象発生前    

後の温度差を大きくするように保守的に低めの温度を設定 

 

（c）伸び量 

伸び量（mm）＝⑦＋⑧－⑨ 

⑦：ボンネットボルトの内圧による伸び量（mm） 

⑧：ボンネットボルトの熱による伸び量（mm） 

⑨：ボンネットフランジ及び弁箱フランジの熱による伸び量（mm） 
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b．ボンネット座面の面圧 

ボンネットボルト締付荷重として評価された荷重⑧'をボンネットナット座面の面積 S

で除し面圧を算出する。ボンネットナット座面を別図 3－2に示す。 

・ボンネットナット座面の面積（ナット座面丸面の場合） 

S＝(a２－b２)／4×π 

a：ボンネットナット面外径（mm） 

b：ボンネット穴径（mm） 

S：ボンネットナット面面積（mm２） 

 

・ボンネットナット座面の面積（ナット座面平面の場合） 

S＝(√3／16×a2×6)－(b2×π／4) 

a：ボンネットナット面外径（mm） 

b：ボンネット穴径（mm） 

S：ボンネットナット面面積（mm２） 

 

・ボンネットナット座面の面圧 

d＝⑧'／(S×c) 

c：ボンネットボルト本数（本） 

d：ボンネットナット応力（MPa） 

S：ボンネットナット面面積（MPa） 

 

 

別図 3－2 ボンネットナット座面 
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c．ボンネットフランジ及び弁箱フランジの合わせ面の面圧 

ボンネットボルト締付荷重として評価された荷重⑧'を合わせ面の面積 Sで除し面圧を算

出する。ボンネットフランジとリフト制限板の合わせ面を別図 3－3に示す。 

 

・ボンネットフランジ及びリフト制限面の合わせ面の面積 

S＝(a２－b２)／4×π 

a：メタルタッチ部外径（mm） 

b：メタルタッチ部内径（mm） 

S：メタルタッチ部面積（mm2） 

 

・ボンネットフランジ及びリフト制限板の合わせ面の面圧 

d＝⑧’／S 

d：メタルタッチ部応力（MPa） 

S：メタルタッチ部面積（mm２） 

 

 

 

別図 3－3 ボンネットフランジとリフト制限板の合わせ面 

 

 

1.3 評価結果 

逃がし弁の各部位について評価した結果，別表 3－1から 3－7に示すとおり実機の値は

判定基準を満足し，ＩＳＬＯＣＡ発生時の圧力（7.4MPa［gage］）及び原子炉冷却材温度

（288℃）が同時に継続して負荷された条件下で破損せず，漏えいは発生しないことを確

認した。 
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弁
箱
 

ﾌﾗ
ﾝｼ
ﾞの

材
料

⑦
ﾎﾞ
ﾝﾈ
ｯﾄ

ﾎﾞ
ﾙﾄ
の
内
圧

に
よ
る

伸
び
量

(m
m)
 

⑧
ﾎﾞ
ﾝﾈ
ｯﾄ

ﾎﾞ
ﾙﾄ
の
熱
に

よ
る
伸
び
量

 

(m
m)
 

⑨
ﾎﾞ
ﾝﾈ
ｯﾄ
ﾌﾗ
ﾝｼ
ﾞと

弁
箱
ﾌﾗ
ﾝｼ
ﾞの

熱
に

よ
る
伸
び
量
(m
m)
 

⑫
’
ﾎﾞ
ﾝﾈ
ｯﾄ
ﾎﾞ
ﾙﾄ

の
発
生
応
力

(M
Pa
) 

伸
び
量
 

(m
m)
 

RV
22
2-
1A
 

18
39
60
 

1.
29
1E
-0
5 

1.
29
1E
-0
5 

1.
29
1E
-
05
 

-0
.0
03

0.
13
1 

0.
13
1 

-1
6

-0
.0
03

別
表

3－
5 

弁
耐
圧
部
の
接
合
部
の
評
価
結
果
（
ボ
ン
ネ
ッ
ト
ボ
ル
ト
の
発
生
応
力
）
 

弁
番
号
 

①
’
締
付

ト
ル
ク
値

（
N・

m）
 

②
'ﾎ
ﾞﾝ
ﾈｯ
ﾄ

ﾎﾞ
ﾙﾄ
本
数

（
本
）

③
'ﾎ
ﾞﾝ
ﾈｯ
ﾄ

ﾎﾞ
ﾙﾄ
外
径

（
mm
）

④
'ﾎ
ﾞﾝ
ﾈｯ
ﾄﾎ
ﾞﾙ
ﾄ締

付
ﾄﾙ
ｸに

よ
る

全
締
付
荷
重

（
Ｎ
）
 

⑤
'ｶ
ﾞｽ
ｹｯ
ﾄ

反
力
円

の
直
径

（
mm
）

⑥
'ｶ
ﾞｽ
ｹｯ
ﾄ

の
有
効
幅
 

（
mm
）
 

⑦
'ｶ
ﾞｽ
ｹｯ
ﾄ

係
数

⑧
'7
.4
MP
a
加
圧

に
必
要
な
最
小
荷
重
 

（
N）

 

⑨
'不

足
す
る
荷
重

（
Ｎ
）

⑩
'ﾎ
ﾞﾝ
ﾈｯ
ﾄﾎ
ﾞﾙ
ﾄ

1
本
あ
た
り
に
発
生

す
る
荷
重
 

（
Ｎ
）
 

⑪
'ﾎ
ﾞﾝ
ﾈｯ
ﾄ

ﾎﾞ
ﾙﾄ
径
面
積

（
mm

2
）

⑫
'ﾎ
ﾞﾝ
ﾈｯ
ﾄ

ﾎﾞ
ﾙﾄ
の
発
生
応
力

（
MP
a）

RV
22
2-
1A
 

6 
12
.0
 

62
52
5 

54
53
1 

79
94
 

13
32
 

84
.3
0 

-1
6

別
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弁
耐
圧
部
の
接
合
部
の
評
価
結
果
（
ボ
ン
ネ
ッ
ト
ナ
ッ
ト
座
面
の
面
圧
）
 

弁
番
号
 

ﾎﾞ
ﾝﾈ
ｯﾄ

ﾅｯ
ﾄの

材
料

ﾎﾞ
ﾝﾈ
ｯﾄ

ﾅｯ
ﾄ

呼
び
径
 

a 
ﾎﾞ
ﾝﾈ
ｯﾄ
ﾅｯ
ﾄ面

直
径
 

（
mm
）
 

b 
ﾎﾞ
ﾝﾈ
ｯﾄ
 

穴
径
 

（
mm
）
 

S 
ﾎﾞ
ﾝﾈ
ｯﾄ
 

ﾅｯ
ﾄ座

面
の
面
積

(m
m2
)

c 
ﾎﾞ
ﾝﾈ
ｯﾄ
 

ﾎﾞ
ﾙﾄ
本
数

(本
)

⑧
'7
.4
MP
a
加
圧
に
必
要
な
最
小
荷

重
 

（
Ｎ
）
 

d 
ﾎﾞ
ﾝﾈ
ｯﾄ
ﾅｯ
ﾄ締

付
部
の
発
生
応
力
 

（
MP
a）

 

ﾎﾞ
ﾝﾈ
ｯﾄ
ﾅｯ
ﾄ

の
許
容
応
力
 

（
MP
a）

 

RV
22
2-
1A
 

M1
2 

13
4.
8 

6 
54
53
1 

68
 

63
2 

別
表

3－
7 

弁
耐
圧
部
の
接
合
部
の
評
価
結
果
（
ボ
ン
ネ
ッ
ト
フ
ラ
ン
ジ
と
リ
フ
ト
制
限
板
の
合
せ
面
の
面
圧
）
 

弁
番
号
 

ﾎﾞ
ﾝﾈ
ｯﾄ
ﾌﾗ
ﾝｼ
ﾞ

の
材
料

ﾘﾌ
ﾄ制

限
板

の
材
料

a 
ﾒﾀ
ﾙﾀ
ｯﾁ
部
 

外
径
 

（
mm
）
 

b 
ﾒﾀ
ﾙﾀ
ｯﾁ
部
 

内
径
 

（
mm
）
 

S 
ﾒﾀ
ﾙﾀ
ｯﾁ
部
 

面
積
 

（
mm

2
）
 

⑧
’
7.
4M
Pa

加
圧
に

必

要
な
最
小
荷
重

（
N）

 

d 
ﾎﾞ
ﾝﾈ
ｯﾄ
ﾌﾗ
ﾝｼ
ﾞと

ﾘﾌ
ﾄ

制
限
板
の
合
わ
せ
面
の

応
力
 

（
MP
a）

 

ﾎﾞ
ﾝﾈ
ｯﾄ
ﾌﾗ
ﾝｼ
ﾞの

許
容

応
力
 

（
MP
a）

 

ﾘﾌ
ﾄ制

限
板
の

許
容
応
力

（
MP
a）

RV
22
2-
1A
 

54
53
1 

52
 

43
8 

39
2 
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別紙 4 

 

弁（逃がし弁を除く。）からの漏えいの可能性について 

 

逃がし弁を除く弁について，ＩＳＬＯＣＡ発生時の圧力（7.4MPa［gage］＊）及び原子炉冷

却材温度（288℃）が同時に継続して負荷された条件下で破損が発生しないことを以下のとお

り確認した。 

注記＊：弁開放直後の圧力上昇に比べ，弁開放から 10 秒程度以降の構造材の温度上昇に伴

う耐力低下の方が，系統全体への影響が大きいため，静定圧力を採用した。 

 

ここで，以下の弁については隔離弁の誤開放等による加圧事象発生時の圧力，温度以上で設

計していることから破損が発生しないことを確認した。 

 

別表 4－1 弁の設計圧力・温度 

機器等 弁番号 設計圧力 設計温度 

弁 プロセス弁  MV222-5A 

MV222-11A 

MV222-13 

8.62MPa 

10.4MPa 

8.62MPa 

302℃ 

302℃ 

302℃ 

 その他の弁 ベント弁 

ドレン弁 

V222-507AX 

V222-530AX 

8.62MPa 

10.4MPa 

302℃ 

302℃ 

 

また，以下の弁は設計・建設規格第Ⅰ編 別表 1にて温度300℃における許容圧力を確認し，

加圧時の圧力を上回ることから，破損は発生しないことを確認した。 

 

  

76



 

別表 4－2 弁の許容圧力 

評価部位 弁番号 許容圧力 

プロセス弁 V222-18A，V222-20A 9.97MPa 

その他の弁 ドレン弁 

ベント弁 
V222-507AX 14.97MPa 

V222-527AX，V222-529AX， 

V222-543AX，V222-559X， 

V222-560X，V222-561X， 

V222-562X，V222-563AX， 

V222-564X，V222-568X， 

V222-578AX，V222-579AX 

9.97MPa 

計器隔離弁 V222-703A，V222-704A， 

V222-705A，V222-708A， 

V222-725，V222-726 

9.97MPa 

1．強度評価

評価対象弁の構成部品のうち，隔離弁の誤開放等による加圧事象発生時に破損が発生する

と想定される部位として，弁箱及び弁蓋からなる弁本体の耐圧部並びに弁本体耐圧部の接合

部について評価した。 

（1）弁本体の耐圧部の評価 

設計・建設規格「解説 VVB-3100 弁の圧力温度基準」を適用し必要な最小厚さを算出

し，実機の最小厚さが計算上必要な厚さを上回ることを確認した。 

t：弁箱の必要な厚さ 

P：ＩＳＬＯＣＡ発生時の圧力（＝7.4MPa） 

d：内径（mm） 

S：設計引張強さ（Su＝438，407，379，420及び 357（MPa），at288℃， 

） 

𝑡 =
𝑃𝑑

2𝑆 − 1.2𝑃
（解説 VVB − 1）
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（2）弁耐圧部の接合部の評価 

弁本体の耐圧部の接合部については，ボンネットボルトの内圧と熱による伸び量及びボ

ンネットフランジと弁箱の熱による伸び量を評価し，ボンネットボルトの伸び量からボン

ネットフランジと弁箱フランジの伸び量を差し引いた伸び量がプラスの場合とマイナス

の場合について評価した。 

 

・伸び量がプラスの場合 

ボンネットボルトの伸び量からボンネットフランジと弁箱フランジの伸び量を差し

引いた伸び量がガスケットの復元量*を下回ることを確認した。 

注記*：ガスケットに締付面圧を加えていくと弾性変形が生じ，更に締付面圧を加

えていくと塑性変形が生じる。塑性変形したガスケットの締付面圧を緩和

した場合，弾性領域分のみが復元する性質がある。弁耐圧部の接合部のシ

ールのため，ガスケットには塑性領域まで締付面圧を加えており，締付面

圧緩和時に弾性領域分の復元が生じ，復元量以下であればシール性は確保

される。ガスケットの復元量は，メーカ試験によって確認した値。 

 

・伸び量がマイナスの場合 

伸び量がマイナスの場合は，弁耐圧部の接合部は増し締めされることになることから，

ボンネットナット座面の発生応力が材料の許容応力を下回ること，ボンネットフランジ

と弁箱フランジの合わせ面がメタルタッチする弁については合わせ面の発生応力が材

料の許容応力を下回ることを確認した。 
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a．伸び量によるフランジの評価 

（a）内圧による伸び量 

・ボンネットボルトの発生応力 

④'＝(1000×①'×②')／(0.2×③') 

⑧'＝(π×⑤'×7.4／4)×(⑤'＋8×⑥'×⑦') 

⑨'＝④'－⑧' 

⑩'＝⑨'／②' 

⑫'＝⑩'／⑪' 

①'：締付トルク値（N・m） 

②'：ボンネットボルト本数（本） 

③'：ボンネットボルト外径（mm） 

④'：ボンネットボルト締付トルクによる全締付荷重（N） 

⑤'：ガスケット反力円の直径（mm） 

⑥'：ガスケット有効幅（mm） 

⑦'：ガスケット係数 

⑧'：7.4MPa の加圧に必要な最小荷重（N） 

⑨'：不足する荷重（N） 

⑩'：ボンネットボルト 1本あたりに発生する荷重（N） 

⑪'：ボンネットボルト径面積（mm2） 

⑫'：ボンネットボルトの発生応力（MPa） 

 

・ボンネットボルトの内圧による伸び量 

⑦＝（⑫'×(①＋②)）／③ 

①：ボンネットフランジ厚さ（mm） 

②：弁箱フランジ厚さ（mm） 

③：ボンネットボルト材料の縦弾性係数（MPa at 288℃） 

⑦：ボンネットボルトの内圧による伸び量（mm） 
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（b）熱による伸び量 

・ボンネットボルトの熱による伸び量 

⑧＝④×(①＋②)×(288℃-20℃＊) 

①：ボンネットフランジ厚さ（mm） 

②：弁箱フランジ厚さ（mm） 

④：ボンネットボルト線膨張係数（mm/mm℃ at 288℃） 

⑧：ボンネットボルトの熱による伸び量（mm） 

注記＊：伸び量を大きく見積もるため，隔離弁の誤開放等による加圧事象発生前

後の温度差を大きくするように保守的に低めの温度を設定 

 

・ボンネットフランジ及び弁箱フランジの熱による伸び量 

⑨＝⑤×①×(288℃－20℃)＋⑥×②×(288℃－20℃＊) 

①：ボンネットフランジ厚さ（mm） 

②：弁箱フランジ厚さ（mm） 

⑤：ボンネットフランジ線膨張係数（mm/mm℃ at 288℃） 

 ⑥：弁箱フランジ線膨張係数（mm／mm℃ at 288℃） 

⑨：ボンネットフランジ及び弁箱フランジの熱による伸び量（mm） 

注記＊：伸び量を大きく見積もるため，隔離弁の誤開放等による加圧事象発生

前後の温度差を大きくするように保守的に低めの温度を設定 

 

 

（c）伸び量 

伸び量（mm）＝⑦＋⑧－⑨ 

⑦：ボンネットボルトの内圧による伸び量（mm） 

⑧：ボンネットボルトの熱による伸び量（mm） 

⑨：ボンネットフランジと弁箱フランジの熱による伸び量（mm） 
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b．ボンネットナット座面の面圧 

ボンネットボルト締付荷重として評価された荷重⑧’をボンネットナット座面の面積 S で

除し面圧を算出する。ボンネットナット座面を別図 4－1，4－2に示す。 

 

・ボンネットナット座面の面積（ナット座面丸面の場合） 

S＝(a2－b2)／4×π 

a：ボンネットナット面外径（mm） 

b：ボンネット穴径（mm） 

S：ボンネットナット面面積（mm２） 

 

 

・ボンネットナット座面の面積（ナット座面平面の場合） 

S＝(√3／16×a2×6)－(b２×π／4) 

a：ボンネットナット面外径（mm） 

b：ボンネット穴径（mm） 

S：ボンネットナット面面積（mm２） 

 

 

・ボンネットナット座面の面圧 

d＝⑧’／(S×c) 

c：ボンネットボルト本数（本） 

d：ボンネットナット応力（MPa） 

S：ボンネットナット面面積（mm２） 

 

 

 

別図 4－1 ボンネットナット座面＜ナット座面丸面＞ 
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別図 4－2 ボンネットナット座面＜ナット座面平面＞ 

 

 

c．ボンネットフランジ及び弁箱フランジの合わせ面の面圧 

ボンネットボルト締付荷重として評価された荷重⑧’を合わせ面の面積 S で除し面圧を算

出する。ボンネットボルト締付時のボンネットフランジと弁箱フランジの合わせ面を別図 4

－3，別図 4－4に示す。 

 

 

・ボンネットフランジと弁箱フランジの合わせ面の面積 

S＝(a２－b２)／4×π 

a：メタルタッチ部外径（mm） 

b：メタルタッチ部内径（mm） 

S：メタルタッチ部面積（mm２） 

 

 

・ボンネットフランジと弁箱フランジの合わせ面の面圧 

d＝⑧’／S 

d：メタルタッチ部応力（MPa） 

S：メタルタッチ部面積（mm2） 
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別図 4－3 ボンネットフランジと弁箱フランジの合わせ面 ＜パターン 1＞ 

 

 

別図 4－4 ボンネットフランジと弁箱フランジの合わせ面 ＜パターン 2＞ 

 

 

 

2．評価結果 

弁（逃がし弁を除く。）の各部位について評価した結果，別第 4－3 表から別第 4－7 表に

示すとおり実機の値は判定基準を満足し，ＩＳＬＯＣＡ発生時の圧力（7.4MPa［gage］）及

び原子炉冷却材温度（288℃）が同時に継続して負荷された条件下で破損せず，漏えいは発

生しないことを確認した。 
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圧
部
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強
度
評
価
結
果
 

【
プ
ロ
セ
ス
弁
】
 

【
サ
ン
プ
ル
弁
】
 

弁
番
号
 

材
料
 

P：
内
圧
 

（
MP
a）

 

d：
内
径
 

（
mm
）
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設
計
引
張
強
さ
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m）
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9 
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4 
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4 
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9 
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3 
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4 
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8 
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9 
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A 
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4 
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8 

0
.
9 
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4 
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4 
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A 
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4 
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.
9 
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4 
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8 
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9 
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7.
4 
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7 
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0 
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4 
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.
4 
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1 
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4 
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号
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料
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強
さ
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（
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必
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さ
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4 
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0 

0
.
2 
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8-
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2 

7.
4 
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7 

0
.
2 
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弁
耐
圧
部
の
強
度
評
価
結
果
（
ボ
ン
ネ
ッ
ト
ボ
ル
ト
の
伸
び
量
）
 

【
プ
ロ
セ
ス
弁
】
 

【
サ
ン
プ
ル
弁
】
 

弁
番
号
 

①
ﾎﾞ
ﾝﾈ
ｯﾄ

ﾌﾗ
ﾝｼ
ﾞ

厚
さ
 

(ふ
た
) 

(m
m)
 

②
弁
箱

ﾌﾗ
ﾝｼ
ﾞ

厚
さ
 

（
mm
）
 

③
縦
弾
性
係
数

（
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ﾝﾈ
ｯﾄ

ﾎﾞ
ﾙﾄ
）

(M
Pa
)

④
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膨
張
係
数

（
ﾎﾞ
ﾝﾈ
ｯﾄ

ﾎﾞ
ﾙﾄ
）

(m
m/
mm
℃
) 

ﾎﾞ
ﾝﾈ
ｯﾄ

ﾎﾞ
ﾙﾄ
の

材
料

⑤
線
膨
張
係
数

(ﾎ
ﾞﾝ
ﾈｯ
ﾄﾌ

ﾗﾝ
ｼﾞ
)

(m
m/
mm
℃
) 

⑥
線
膨
張
係
数
（
弁

箱
ﾌﾗ
ﾝｼ
ﾞ）

(m
m/
mm
℃
)

ﾎﾞ
ﾝﾈ
ｯﾄ

ﾌﾗ
ﾝｼ
ﾞの

材
料

弁
箱
 

ﾌﾗ
ﾝｼ
ﾞの

材
料

⑦
ﾎﾞ
ﾝﾈ
ｯﾄ

ﾎﾞ
ﾙﾄ
の
内
圧

に
よ
る
伸
び

量
 

(m
m)
 

⑧
ﾎﾞ
ﾝﾈ
ｯﾄ

ﾎﾞ
ﾙﾄ
の

熱
に
よ
る

伸
び
量
 

(m
m)
 

⑨
ﾎﾞ
ﾝﾈ
ｯﾄ
ﾌﾗ
ﾝｼ
ﾞ

と
弁
箱
ﾌﾗ
ﾝｼ
ﾞの

 

熱
に
よ
る
伸
び
量
 

(m
m)
 

⑫
’
ﾎﾞ
ﾝﾈ
ｯﾄ

ﾎﾞ
ﾙﾄ
の

発
生
応
力
 

(M
Pa
) 

⑨
伸
び
量

(m
m)

V2
22
-1
A 

18
69
60
 

1.
29
1E
-0
5 

1.
26
9E
-0
5 

1.
29
1E

-0
5 

-0
.0
62

0.
40
4 

0.
40
0 

-9
9

-0
.0
5
8

V2
22
-3
A 

18
69
60
 

1.
29
1E
-0
5 

1.
29
1E
-0
5 

1.
29
1E

-0
5 

-0
.0
22

0.
40
1 

0.
40
1 

-3
5

-0
.0
22

V2
22
-1
2A
 

18
69
60
 

1.
29
1E
-0
5 

1.
29
1E
-0
5 

1.
29
1E

-0
5 

-0
.0
05

0.
31
8 

0.
31
8 

-1
1

-0
.0
05

V2
22
-3
9 

18
69
60
 

1.
29
1E
-0
5 

1.
29
1E
-0
5 

1.
29
1E

-0
5 

-0
.0
36

0.
19
3 

0.
19
3 

-1
20

-0
.0
36

V2
22
-3
7A
 

18
69
60
 

1.
29
1E
-0
5 

1.
29
1E
-0
5 

1.
29
1E

-0
5 

-0
.0
36

0.
19
3 

0.
19
3 

-1
20

-0
.0
36

V2
22
-8
3 

18
69
60
 

1.
29
1E
-0
5 

1.
29
1E
-0
5 

1.
29
1E

-0
5 

-0
.0
36

0.
19
3 

0.
19
3 

-1
20

-0
.0
36

MV
22
2-
50
4A
 

18
69
60
 

1.
29
1E
-0
5 

1.
29
1E
-0
5 

1.
29
1E

-0
5 

-0
.0
01

0.
24
9 

0.
24
9 

-2
-0
.0
01

MV
22
2-
2A
 

18
69
60
 

1.
29
1E
-0
5 

1.
29
1E
-0
5 

1.
29
1E

-0
5 

-0
.0
14

0.
30
4 

0.
30
4 

-3
0

-0
.0
14

MV
22
2-
3A
 

18
69
60
 

1.
29
1E
-0
5 

1.
29
1E
-0
5 

1.
29
1E

-0
5 

-0
.0
22

0.
40
1 

0.
40
1 

-3
5

-0
.0
22

MV
22
2-
15
A 

18
69
60
 

1.
29
1E
-0
5 

1.
29
1E
-0
5 

1.
29
1E

-0
5 

-0
.0
41

0.
33
9 

0.
33
9 

-7
9

-0
.0
41

MV
22
2-
16
A 

18
69
60
 

1.
29
1E
-0
5 

1.
29
1E
-0
5 

1.
29
1E

-0
5 

-0
.0
01

0.
24
9 

0.
24
9 

-2
-0
.0
01

MV
22
2-
20
 

18
69
60
 

1.
29
1E
-0
5 

1.
29
1E
-0
5 

1.
29
1E

-0
5 

-0
.0
16

0.
16
6 

0.
16
6 

-6
1

-0
.0
16

MV
22
2-
22
A 

18
69
60
 

1.
29
1E
-0
5 

1.
29
1E
-0
5 

1.
29
1E

-0
5 

-0
.0
22

0.
40
1 

0.
40
1 

-3
5

-0
.0
22

MV
22
9-
3A
 

18
69
60
 

1.
29
1E
-0
5 

1.
29
1E
-0
5 

1.
29
1E

-0
5 

-0
.0
52

0.
19
7 

0.
19
7 

-1
72

-0
.0
52

CV
22
2-
1 

18
69
60
 

1.
29
1E
-0
5 

1.
29
1E
-0
5 

1.
29
1E

-0
5 

-0
.0
28

0.
24
9 

0.
24
9 

-7
2

-0
.0
28

弁
番
号
 

①
ﾎﾞ
ﾝﾈ
ｯﾄ

ﾌﾗ
ﾝｼ
ﾞ

厚
さ

(ふ
た
)

(m
m)

②
弁
箱

ﾌﾗ
ﾝｼ
ﾞ

厚
さ

（
mm
）

③
縦
弾
性
係
数

（
ﾎﾞ
ﾝﾈ
ｯﾄ

ﾎﾞ
ﾙﾄ
）

(M
Pa
)

④
線
膨
張
係
数

（
ﾎﾞ
ﾝﾈ
ｯﾄ

ﾎﾞ
ﾙﾄ
）

(m
m/
mm
℃
)

ﾎﾞ
ﾝﾈ
ｯﾄ

ﾎﾞ
ﾙﾄ
の

材
料

⑤
線
膨
張
係
数

(ﾎ
ﾞﾝ
ﾈｯ
ﾄ

ﾌﾗ
ﾝｼ
ﾞ)

(m
m/
mm
℃
)

⑥
線
膨
張
係
数
（
弁

箱
ﾌﾗ
ﾝｼ
ﾞ）

(m
m/
mm
℃
)

ﾎﾞ
ﾝﾈ
ｯﾄ

ﾌﾗ
ﾝｼ
ﾞの

材
料

弁
箱
 

ﾌﾗ
ﾝｼ
ﾞの

材
料

⑦
ﾎﾞ
ﾝﾈ
ｯﾄ

ﾎﾞ
ﾙﾄ
の

内
圧
に
よ
る

伸
び
量
 

(m
m)
 

⑧
ﾎﾞ
ﾝﾈ
ｯﾄ

ﾎﾞ
ﾙﾄ
の

熱
に
よ
る

伸
び
量

(m
m)
 

⑨
ﾎﾞ
ﾝﾈ
ｯﾄ
ﾌﾗ
ﾝｼ
ﾞ

と
弁
箱
ﾌﾗ
ﾝｼ
ﾞの

熱
に
よ
る
伸
び
量

(m
m)
 

⑫
’
ﾎﾞ
ﾝﾈ
ｯﾄ

ﾎﾞ
ﾙﾄ
の

発
生
応
力

(M
Pa
)

⑨
伸
び
量

(m
m)

AV
22
2-
70
6A
 

17
64
80
 

1.
17
1E
-0
5 

1.
71
1E
-0
5 

1.
71
1E

-0
5 

-0
.0
27

0.
15
1 

0.
22
0 

-1
00

-0
.0
96

MV
27
8-
40
2 

18
69
60
 

1.
29
1E
-0
5 

1.
71
1E
-0
5 

1.
71
1E

-0
5 

-0
.0
38

0.
17
3 

0.
22
9 

-1
42

-0
.0
94

85



別
表

4－
5 

弁
耐
圧
部
の
接
合
部
評
価
結
果
（
ボ
ン
ネ
ッ
ト
ボ
ル
ト
の
発
生
応
力
）
 

【
プ
ロ
セ
ス
弁
】
 

【
サ
ン
プ
ル
弁
】
 

弁
番
号
 

①
’
締
付

ト
ル
ク
値

（
N・

m）
 

②
'ﾎ
ﾞﾝ
ﾈｯ
ﾄ

ﾎﾞ
ﾙﾄ
本
数

（
本
）

③
'ﾎ
ﾞﾝ
ﾈｯ
ﾄ

ﾎﾞ
ﾙﾄ
外
径

（
mm
）

④
'ﾎ
ﾞﾝ
ﾈｯ
ﾄ

ﾎﾞ
ﾙﾄ
締
付
ﾄﾙ
ｸに

よ
る

全
締
付
荷
重

（
Ｎ
）
 

⑤
'ｶ
ﾞｽ
ｹｯ
ﾄ

反
力
円

の
直
径

（
mm
）

⑥
'ｶ
ﾞｽ
ｹｯ
ﾄ

の
有
効
幅

 

（
mm

）
 

⑦
'ｶ
ﾞｽ
ｹ

ｯﾄ
係
数
 

⑧
'7
.4
MP
a
加
圧

に
必
要
な
最
小
荷
重
 

（
N）

 

⑨
'不

足
す
る

荷
重

（
Ｎ
）

⑩
'ﾎ
ﾞﾝ
ﾈｯ
ﾄﾎ
ﾞﾙ
ﾄ

1
本
あ
た
り
に
発
生
 

す
る
荷
重
 

（
Ｎ
）
 

⑪
'ﾎ
ﾞﾝ
ﾈｯ
ﾄ

ﾎﾞ
ﾙﾄ
径
面
積

（
mm

2
）

⑫
'ﾎ
ﾞﾝ
ﾈｯ
ﾄ

ﾎﾞ
ﾙﾄ
の
発
生

応
力

（
MP
a）

V2
22
-1
A 

12
30
.0

19
38
00
0

12
70
43
1

66
75
69

55
63
1

56
2.
1

-9
9

V2
22
-3
A 

16
29
.7
5

18
44
70
6

15
33
46
6

31
12
40

19
45
3

55
1.
6

-3
5

V2
22
-1
2A
 

12
23
.8

81
42
86

77
05
92

43
69
4

36
41

33
1.
7

-1
1

V2
22
-3
9 

8
16
.0

36
00
00

21
62
28

14
37
72

17
97
2

15
0.
3

-1
20

V2
22
-3
7A
 

8
16
.0

36
00
00

21
62
28

14
37
72

17
97
2

15
0.
3

-1
20

V2
22
-8
3 

8
16
.0

36
00
00

21
62
28

14
37
72

17
97
2

15
0.
3

-1
20

V2
22
-5
04
A 

12
15
.8
5

37
09
78

36
68
83

40
95

34
1

14
6.
5

-2

MV
22
2-
2A
 

20
29
.7
5

23
05
88
2

19
73
26
0

33
26
22

16
63
1

55
1.
6

-3
0

MV
22
2-
3A
 

16
29
.7
5

18
44
70
6

15
33
46
6

31
12
40

19
45
3

55
1.
6

-3
5

MV
22
2-
15
A 

16
32
.7
5

22
74
19
8

14
13
59
2

86
06
06

53
78
8

68
3.
5

-7
9

MV
22
2-
16
A 

12
15
.8
5

37
09
78

36
68
83

40
95

34
1

14
6.
5

-2

MV
22
2-
20
 

8
19
.8
5

39
49
62

28
26
93

11
22
69

14
03
4

23
0.
8

-6
1

MV
22
2-
22
A 

16
29
.7
5

18
44
70
6

15
33
46
6

31
12
40

19
45
3

55
1.
6

-3
5

MV
22
9-
3A
 

8
15
.8
5

24
73
19

45
89
7

20
14
22

25
17
8

14
6.
5

-1
72

CV
22
2-
1 

8
24
.0

49
03
33

28
76
81

20
26
52

25
33
2

35
3.
0

-7
2

弁
番
号
 

①
’
締
付

ト
ル
ク
値

（
N・

m）

②
'ﾎ
ﾞﾝ
ﾈｯ
ﾄ

ﾎﾞ
ﾙﾄ
本
数

（
本
）

③
'ﾎ
ﾞﾝ
ﾈｯ
ﾄ

ﾎﾞ
ﾙﾄ
外
径

（
mm
）

④
'ﾎ
ﾞﾝ
ﾈｯ
ﾄ

ﾎﾞ
ﾙﾄ
締
付
ﾄﾙ
ｸに

よ
る

全
締
付
荷
重

（
Ｎ
）
 

⑤
'ｶ
ﾞｽ
ｹｯ
ﾄ

反
力
円

の
直
径

（
mm
）

⑥
'ｶ
ﾞｽ
ｹｯ
ﾄ

の
有
効
幅

（
mm
）

⑦
'ｶ
ﾞｽ
ｹ

ｯﾄ
係
数

⑧
'7
.4
MP
a
加
圧

に
必
要
な
最
小
荷
重

（
N）

 

⑨
'不

足
す

る
荷
重

（
Ｎ
）

⑩
'ﾎ
ﾞﾝ
ﾈｯ
ﾄ

ﾎﾞ
ﾙﾄ

1
本
あ
た
り
に
発
生

す
る
荷
重
 

（
Ｎ
）
 

⑪
'ﾎ
ﾞﾝ
ﾈｯ
ﾄ

ﾎﾞ
ﾙﾄ
径
面
積

（
mm

2
）

⑫
'ﾎ
ﾞﾝ
ﾈｯ
ﾄ

ﾎﾞ
ﾙﾄ
の
発
生

応
力

（
MP
a）

AV
22
2-
70
6A
 

4
16
.0

10
78
75

45
28
2

62
59
3

15
64
8

15
7.
0

-1
00

MV
27
8-
40
2 

4
15
.8
5

12
36
59

40
17
2

83
48
7

20
87
2

14
6.
5

-1
42

86



別
表

4－
6 

弁
耐
圧
部
の
接
合
部
の
評
価
結
果
（
ボ
ン
ネ
ッ
ト
ナ
ッ
ト
座

面
の
面
圧
評
価
結
果
）
 

【
プ
ロ
セ
ス
弁
】
 

【
サ
ン
プ
ル
弁
】
 

 

弁
番

号
 

ﾎ
ﾞﾝ
ﾈ
ｯﾄ

ﾅ
ｯﾄ
の

材
料

ﾎ
ﾞﾝ
ﾈ
ｯﾄ

ﾅ
ｯﾄ

呼
び
径
 

a
 ﾎ
ﾞ
ﾝﾈ
ｯ
ﾄ 

ﾅ
ｯﾄ
面

外
径

（
mm
）
 

b
 ﾎ
ﾞ
ﾝﾈ
ｯ
ﾄ 

穴
径
 

（
mm
）

 

S
 ﾎ
ﾞ
ﾝﾈ
ｯ
ﾄ 

ﾅ
ｯﾄ
面

の
面
積

(
mm

2 )
 

c
 ﾎ
ﾞ
ﾝﾈ
ｯ
ﾄ 

ﾎ
ﾞﾙ
ﾄ本

数

(本
) 

⑧
'7
.4
M
Pa

加
圧
に
必
要

な
最
小
荷
重

（
Ｎ
）
 

d
 ﾎ
ﾞ
ﾝﾈ
ｯ
ﾄﾅ
ｯ
ﾄ 

締
付
部
の
 

発
生
応
力
 

（
MP
a）

 

ﾎ
ﾞﾝ
ﾈ
ｯﾄ
ﾅ
ｯﾄ

の
許
容
応
力

（
MP
a）

 

V
22
2
-1
A 

M
30
 

5
76
.
7 

1
2 

1
27
0
43
1 

1
84
 

7
59
 

V
22
2
-3
A 

M
30
 

6
65
.
2 

1
6 

1
53
3
46
6 

1
45
 

6
04
 

V
22
2
-1
2
A 

M
24
 

3
77
.
0 

1
2 

7
70
5
92
 

1
71
 

6
04
 

V
22
2
-3
9 

M
16
 

9
6.
6
0 

8 
2
16
2
28
 

2
80
 

7
59
 

V
22
2
-3
7
A 

M
16
 

9
6.
6
0 

8 
2
16
2
28
 

2
80
 

7
59
 

V
22
2
-8
3 

M
16
 

9
6.
6
0 

8 
2
16
2
28
 

2
80
 

7
59
 

V
22
2
-5
0
4A
 

M
16
 

1
61
.
0 

1
2 

3
66
8
83
 

1
90
 

6
04
 

M
V2
2
2-
2
A 

M
30
 

6
65
.
2 

2
0 

1
97
3
26
0 

1
49
 

6
04
 

M
V2
2
2-
3
A 

M
30
 

6
65
.
2 

1
6 

1
53
3
46
6 

1
45
 

6
04
 

M
V2
2
2-
1
5A
 

M
33
 

7
91
.
7 

1
6 

1
41
3
59
2 

1
12
 

6
04
 

M
V2
2
2-
1
6A
 

M
16
 

1
61
.
0 

1
2 

3
66
8
83
 

1
90
 

6
04
 

M
V2
2
2-
2
0 

M
20
 

2
80
.
4 

8 
2
82
6
93
 

1
27
 

6
04
 

M
V2
2
2-
2
2A
 

M
30
 

6
65
.
2 

1
6 

1
53
3
46
6 

1
45
 

6
04
 

M
V2
2
9-
3
A 

M
16
 

1
61
.
0 

8 
4
58
9
7 

3
6 

6
04
 

C
V2
2
2-
1 

M
24
 

5
51
.
4 

8 
2
87
6
81
 

6
6 

5
24
 

弁
番

号
 

ﾎ
ﾞﾝ
ﾈ
ｯﾄ

ﾅ
ｯﾄ
の

材
料

ﾎ
ﾞﾝ
ﾈ
ｯﾄ

ﾅ
ｯﾄ

呼
び
径
 

a
 ﾎ
ﾞ
ﾝﾈ
ｯ
ﾄ 

ﾅ
ｯﾄ
面

外
径

（
mm
）
 

b
 ﾎ
ﾞ
ﾝﾈ
ｯ
ﾄ 

穴
径
 

（
mm
）

 

S
 ﾎ
ﾞ
ﾝﾈ
ｯ
ﾄ 

ﾅ
ｯﾄ
面

積
(
mm

2 )
 

c
 ﾎ
ﾞ
ﾝﾈ
ｯ
ﾄ 

ﾎ
ﾞﾙ
ﾄ本

数
(本

) 

⑧
'7
.4
M
Pa

加
圧
に
必
要

な
最
小
荷
重

（
Ｎ
）
 

d
 ﾎ
ﾞ
ﾝﾈ
ｯ
ﾄﾅ
ｯ
ﾄ 

締
付
部
の
 

発
生
応
力
 

（
MP
a）

 

ﾎ
ﾞﾝ
ﾈ
ｯﾄ
ﾅ
ｯﾄ

の
許
容
応
力

（
MP
a）

 

A
V2
2
2-
7
06
A 

M
16
 

2
14
.
9 

4 
4
52
8
2 

5
3 

8
65
 

M
V2
7
8-
4
02
 

M
16
 

1
31
.
9 

4 
4
01
7
2 

7
7 

6
04
 

87



別
表

4－
7 

弁
耐
圧
部
の
接
合
部
の
評
価
結
果
（
ボ
ン
ネ
ッ
ト
フ
ラ
ン
ジ
及
び
弁
箱

フ
ラ
ン
ジ
の
合
わ
せ
面
の
面
圧
）

 

【
プ
ロ
セ
ス
弁
】
 

弁
番

号
 

ﾎ
ﾞﾝ
ﾈ
ｯﾄ

ﾌ
ﾗﾝ
ｼ
ﾞの

材
料

弁
箱
 

ﾌ
ﾗﾝ
ｼ
ﾞの

材
料

a
 ﾒ
ﾀ
ﾙﾀ
ｯ
ﾁ部

 

外
径
 

(
mm
) 

b
 ﾒ
ﾀ
ﾙﾀ
ｯ
ﾁ部

 

内
径
 

（
mm
）

 

S
 ﾒ
ﾀ
ﾙﾀ
ｯ
ﾁ部

 

面
積
 

(
mm

2 )
 

⑧
'7
.4
M
Pa

加
圧

に

必
要

な
最
小

荷
重

（
Ｎ

）
 

d
 ﾎ
ﾞ
ﾝﾈ
ｯ
ﾄﾌ
ﾗ
ﾝｼ
ﾞと

 

弁
箱
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別紙 5 

 

計器からの漏えいの可能性について 

 

計器について，ＩＳＬＯＣＡ発生時の圧力（7.4MPa［gage］*）及び原子炉冷却材温度（288℃）

が同時に継続して負荷された条件下で破損が発生しないことを以下のとおり確認した。 

注記*：弁開放直後の圧力上昇に比べ，弁開放から 10 秒程度以降の構造材の温度上昇に伴

う耐力低下の方が，系統全体への影響が大きいため，静定圧力を採用した。 

 

1．圧力計，差圧計 

別表 5－1に示す圧力計及び差圧計が，ＩＳＬＯＣＡ時に過圧される範囲に設置されてお

り，そのうち PS222-4A-1及び PS222-4A-2については，計器耐圧値がＩＳＬＯＣＡ時の圧力

（7.4MPa［gage］）よりも低いため，漏えいするとした。別図 5－1に示すように計器内部の

ブルドン管やその接続部で漏えいすることが想定されるため，漏えい面積は株部のプロセス

取合い（外径：5mm）の断面積とした。 

別表 5－1に示す圧力計及び差圧計のうち PS222-4A-1及び PS222-4A-2以外の計器につい

ては，隔離弁の誤開放等による加圧事象発生時の圧力以上の計装設備耐圧値を有しており，

破損は発生しないことを確認した。なお，構造材の温度上昇に伴う耐力低下（温度－30～40℃

における設計引張強さに対する 288℃における設計引張強さの割合は SUS316L の場合で約

79％）を考慮しても，計装設備耐圧値は加圧時における圧力以上となる。 

 

別表 5－1 計器健全性評価結果 

計器番号 計器耐圧* 漏えい有無 漏えい想定箇所 漏えい面積 

PS222-4A-1 5.4MPa 漏えい プロセス取合の 

Φ5導圧口 

π×52／4 

＝19.63mm2 

PS222-4A-2 4.4MPa 漏えい プロセス取合の 

Φ5導圧口 

π×52／4 

＝19.63mm2 

PX222-4A 14.7MPa 漏えいなし － － 

FX222-1A 22.1MPa 漏えいなし － － 

FX222-2A 22.1MPa 漏えいなし － － 

FX222-3 22.1MPa 漏えいなし － － 

dPX222-1A 15MPa 漏えいなし － － 

注記*：計器耐圧は計器単品の耐圧試験で印加する圧力値。 
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別図 5－1 計器内部構造図（例） 

 

2．温度計 

2.1 評価方針 

隔離弁の誤開放等による加圧事象発生時に加圧される温度計について，耐圧部となる温

度計ウェルの健全性を評価した。評価手法として，日本機械学会「配管内円柱状構造物の

流力振動評価指針 (ＪＳＭＥ Ｓ ０１２-1998)」に従い，同期振動発生の回避又は抑制

評価，一次応力評価並びに疲労評価を実施し，破損の有無を確認した。評価条件を別表 5

－2に示す。 

 

別表 5－2 温度計評価条件 

圧力 温度 流量 流体密度 動粘度 

7.4MPa 288℃ 200m3/h 736kg/m3 1.25×10-7m2/s 

 

  

：漏えい箇所 
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2.2 評価方法 

（1）評価手順 

流力振動評価指針に従った評価手順を別図 5－2に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別図 5－2 配管内円柱状構造物の流力振動評価フロー 

疲労評価（σR） 

設計疲労限以下？ 

漏えい無 

基本固有振動数の算出 

換算流速 Vrの算出 

換算減衰率 Cnの算出 

定常抗力による応力算出（σD） 

（a）～（c）のいずれかを満足するか？ 

（a）Vr＜1 

（b）Cn＞64 

（c）Vr＜3.3かつ Cn＞2.5 

流れの乱れによるランダム振動応力の算出（σR） 

応力制限（σD，σRと他の荷重との組み合わせ） 

許容応力以下？ 

漏えい有 

Yes 

Yes 

Yes 

No 

No 

No 

スタート 

同期振動の回避 

又は抑制評価 

流体力による 

応力の算出 

流力振動 

に対する強度評価 
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（2）評価式 

流力振動評価指針に従い評価を実施する場合に使用する評価式を別表 5－3に示す。 

 

別表 5－3 評価式（その 1） 

項目 評価式 

1．各種パラメー

タの算定 

 

・基本固有振動数 f0 

 

 

 

 

 

 ・換算流速 Vr 

 

 

流速 Vには流速分布が非一様(通常，管中心部で管壁部よりも流速は大き

い。) の場合は，構造物周辺平均流速 Vを用いる。 

 

 

 

 

 

また，流速 V はエルボ等による偏流の影響を考慮して構造物周辺平均流

速 V に以下の割増係数を乗じた値とするが，今回は十分な保守性が確保さ

れていることを確認するために割増係数を「2」として計算する。 

割増係数 － ｘ：偏流発生源から構造物までの

距離 

Ｄ：配管内径 

1.5 ｘ/Ｄ≦3 

1.25 3＜ｘ/Ｄ≦5 
 

 ・換算減衰率 Cn 

 

 

 

 

ξ＝0.002（ねじ接合），0.0005（溶接接合） 

V＝                      

 

 

 

(n+1)(2・n+1) 

2・n2 

n  Le 

n+1 D/2 

n    Le 

2・n+1  D/2 
－ 

2・ 

・ 
Le 

D/2 
1－ 1－ 

2 

・Vm 

 ………（3.5） 

） 

+1 1 
n 

+2 1 
n 

Vr＝                                
V 

f0・do 
……………………………………………………（3.4） 

 

m＝   ・｛ρs・（do2－di2）＋ρ・do2｝     ……………………（3.3） 
π 

4 

λ0
2 

2・π・L2 

λ0＝1.875                                                    

I＝  ・（do4－di4）  ……………………………………………（3.2） 
π 

64 

Cn＝         ………………………………………………（3.6） 
2・m・δ 

ρ・do2 

δ＝2・π・ξ   ………………………………………………（3.7） 

具材＝ 

f0＝           ・          …………………………………（3.1） 

 

E・I 

m 
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別表 5－3 評価式（その 2） 

項目 評価式 

2．流体力による

応力の算出 

・定常抗力による応力σD 

 

 

 

 

 

 

  ・ランダム振動応力振幅σR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・外圧により円柱状構造物に発生する応力σG 

厚肉円筒において，外圧がかかっている場合の円周方向の応力式を使用

する。 

 

 

 

                                            

σG＝                  
2・P・do2 

do2－di2 
…………………………………………（3.19） 

σD＝                ………………………………（3.8）  
FD・Le・（2・L－Le） 

2・Z 

Z＝   ・        ………………………………（3.10）                  
π 

32 

（do4－di4） 

do 

FD＝  ・ρ・V2・do・CD   …………………………………（3.9） 

 

1 

2 

CD ＝1.200                                                   

G（f0）＝（C’･  ・ρ・V2・do）2 ・Φ（f0）・       

…………… （3.16） 

1 

2 

do 

V  

Φ（f0）＝         …………………… （3.17） 
4 

1＋4・π2・f02 

f0＝       ………………………………（3.18） 
f0・do 

V 

β0＝η0/λ0    …………………………………………（3.13） 

κ0＝λ0・（1－   ）  ……………………（3.15） 
Le 

L 

τ0＝0.734 

C’＝0.13 

C0＝3.0 

ξf＝0 

η0＝-{sinh（κ0）－sin（κ0）} 

＋τ0・{cosh（κ0）＋cos（κ0）} ………（3.14） 

 

σR＝       ・yR (L)・      …………………………（3.11） 

 

 

λ0
2 

L2 

E・I 

Z 

β0
2・G（f0） 

64・π3・m2・f03・（ξ+ξf） 
yR（L）＝2・C0・                   …（3.12） 
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（3）記号説明 

B1,B2 応力係数（－） 

C0 二乗平均値からピーク値への換算係数（－） 

CD 定常抗力係数（－） 

Cn 換算減衰率（－） 

C’ ランダム励振力係数（－） 

do 構造物の代表外径（m） 

di 構造物の代表内径（m） 

E 構造物の縦弾性係数（Pa） 

f0 円柱状構造物の基本固有振動数（Hz） 

FD 単位長さ当たりの流体抗力（N/m） 

G 単位長さ当たりのランダム励振力のパワースペクトル密度（N2・ｓ/m2） 

I 構造物の断面二次モーメント（m4） 

K 応力集中係数（－） 

L 構造物の長さ（m） 

Le 流体中に突き出た構造物長さ（m） 

m 付加質量を含む構造物の単位長さ当たり質量（kg/m） 

n Re 数に基づく係数（－） 

P 配管の最高使用圧力（MPa） 

S 許容引張応力 

Sm 設計応力強さ（MPa） 

V 流速（m/s） 

Vm 断面平均流速（m/s） 

V 構造物周辺平均流速（m/s） 

Vr 換算流速（－） 

yR(L) ランダム振動変位振幅（m） 

Z 構造物の断面係数（m3） 

β0 基本振動モードの刺激係数（－） 

δ 空気中における構造物の対数減衰率（－） 

ξ 空気中における構造物の臨界減衰比（－）  

ξｆ 流体減衰（－） 

ρ 流体の密度（kg/m3） 

ρS 構造物の密度（kg/m3） 

σD 定常抗力による応力（MPa） 

σF 設計疲労限（MPa） 

σR ランダム振動応力振幅（MPa） 

σG 外圧により構造物に発生する応力（MPa） 

Φ ランダム励振力の規格化パワースペクトル密度（－） 
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（4）判定基準 

流力振動評価指針に従い評価を実施する場合に使用する判定基準を別表 5－4 に示す。 

 

別表 5－4 判定基準 

項目 判定基準 

1．同期振動の回

避又は抑制評

価 

下記のいずれかを満足すること。 

（a）Vr＜1 

（b）Cn＞64 

（c）Vr＜3.3かつ Cn＞2.5 

 

2．流力振動に対

する強度評価 

・応力制限 

組合せ応力は，発電用原子力設備規格（設計・建設規格 ＪＳＭＥ Ｓ 

ＮＣ１－2005）（日本機械学会 2005年 8月）（以下「設計・建設規格」

という。）より PPB-3520（クラス１）を準用した以下の条件を満足する

こと。 

 

（クラス 1）……B1・σG＋B2・(σD＋σR)≦min（1.5・Sm，1.5・S） 

B1＝1.0（ねじ接合），0.75（溶接接合） 

B2＝4.0（ねじ接合），1.5（溶接接合） 

 

・疲労評価 

応力集中係数 Kを考慮した応力振幅が以下の条件を満足すること。 

 

K・σR≦σF 

K＝4.0（ねじ接合），4.2（溶接接合） 
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（5）構造図の形状 

構造物の形状を別図 5－3に示す。 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別図 5－3 温度計ウェル形状図 

φ29 

φ10 

φ8.2 

φ25 

Le  L 

（単位：×10-3m） 

材料：SUS316L，SUS304 
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2.3 評価結果 

計器について評価した結果，別表 5－5に示すとおり実機の値は判定基準を満足し，

ＩＳＬＯＣＡ発生時の圧力（7.4MPa［gage］）及び原子炉冷却材温度（288℃）が同時

に継続して負荷された条件下で破損せず，漏えいは発生しないことを確認した。 
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別紙 6 

 

配管からの漏えいの可能性について 

 

配管及び配管フランジ部について，ＩＳＬＯＣＡ発生時の圧力（7.4MPa［gage］*）及び原

子炉冷却材温度（288℃）が同時に継続して負荷された条件下で破損が発生しないことを以下

のとおり確認した。 

注記*：弁開放直後の圧力上昇に比べ，弁開放から 10 秒程度以降の構造材の温度上昇に伴

う耐力低下の方が，系統全体への影響が大きいため，静定圧力を採用した。 

 

1．強度評価 

1.1 評価部位の選定 

配管の構成部品のうち漏えいが想定される部位は，高温・高圧の加わる配管と，配管と

配管をつなぐフランジ部があり，それらについて評価を実施した。評価対象配管を別図 6

－1に示す。 

 

1.2 評価方法 

（1）配管の評価 

クラス２配管の評価手法である設計・建設規格「PPC-3411(1)内圧を受ける直管」を適

用して必要な厚さを算出し，実機の最小厚さが計算上必要な厚さを上回ることを確認した。 

 

t：管の計算上必要な厚さ（mm） 

P：ＩＳＬＯＣＡ発生時の圧力（＝7.4MPa） 

D0：管の外径（mm） 

Su：設計引張強さ（MPa） 

η：長手継手効率 

 

（2）フランジ部の評価 

設計・建設規格「PPC-3414フランジ」の手法を適用してフランジ応力算定用圧力から

フランジボルトの伸び量を算出したところ，伸び量がマイナスの場合は，フランジ部が増

し締めされるため，ガスケットの最大圧縮量を下回ることを確認した。 

なお，熱曲げモーメントの影響については，設計・建設規格で規定されている（PPC-1.7）

式を使用し，フランジ部に作用するモーメントを圧力に換算して評価を実施した。 

  

t =
𝑃𝐷0

2𝑆𝑢 𝜂 + 0.8𝑃
                      PPC − 1.3 準用  
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1.3 評価結果 

配管の各部位について評価した結果，別表 6－1及び別表 6－2に示すとおり実機の値は

判定基準を満足し，ＩＳＬＯＣＡ発生時の圧力（7.4MPa［gage］）及び原子炉冷却材温度

（288℃）が同時に継続して負荷された条件下で破損せず，漏えいは発生しないことを確

認した。 
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別紙 7 

 

破断面積の設定について 

 

1. 評価部位の選定と破断面積の評価方法 

  別紙 2～別紙 6の評価結果から，隔離弁の誤開放等により残留熱除去系の低圧設計部分が

加圧され，計器が破損する可能性があることを確認した。 

さらに，隔離弁の誤開放による加圧事象発生時の加圧範囲のうち最も大きなシール構造で

あり，損傷により原子炉冷却材が流出した際の影響が最も大きい熱交換器フランジ部に対し

て，保守的に弁開放直後のピーク圧力（7.9MPa［gage］）及び原子炉冷却材温度（288℃）が

同時に継続して負荷され，かつガスケットに期待しないことを想定した場合の破断面積を評

価した。 

ａ．内圧による伸び量 

  ・フランジのボルト荷重ΔW 

    

G：ガスケット反力円の直径（＝D０－2b＝2,000mm） 

    
D０：ガスケット接触面の外径（＝2,017.5mm） 

Dｉ：ガスケット接触面の内径（＝1,965mm） 

P１：設計条件における圧力（5.88MPa） 

P２：隔離弁の誤開放による加圧事象発生時の圧力（＝7.9MPa） 

 

・内圧による伸び量ΔL1 

    

Hｂ：ボルト長さ（ナット間）（＝415.4mm） 

Nｂ：ボルト本数（＝76） 

A：ボルト有効径における断面積（＝π／4×34.0512＝911mm２） 

E：ボルトのヤング率（＝187,000N／mm２ at288℃[SNB23-1]） 

 

ｂ．熱による伸び量 

・ボルトの熱による伸び量ΔL2 

    

α１：ボルトの熱膨張係数（＝13.04×10－６mm／mm℃ at288℃[SNB23-1]） 

Nｂ：ボルト長さ（＝415.4mm） 
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・管板及びフランジの熱による伸び量ΔL3 

    

α２：管板及び水室フランジの熱膨張係数（＝12.91×10－６mm／mm℃ at288℃[SFVC2B]） 

h1：水室フランジ厚さ（＝170mm） 

h2：管板厚さ（＝239mm） 

 

ｃ．破断面積 A 

   𝐴 = 𝜋 × 𝐷𝑖 × (𝛥𝐿1＋𝛥𝐿2 − 𝛥𝐿3) 

Dｉ：ガスケット接触面の内径（＝1,965mm） 

 

2. 破断面積の評価結果 

熱交換器フランジの破断面積について評価した結果，別表 7－1に示すとおり破断面積は

約 14.88cm２となる。 

 

別表 7－1  破断面積の評価結果 

評価部位 
圧力 

（MPa） 

温度 

（℃） 

伸び量 
内径 

（mm） 

全部材 

伸び量 

（mm） 

破断 

面積 

（cm2） 

＋ 

ΔL1 

＋ 

ΔL2 

－ 

ΔL3 

フランジ部 7.9 288 0.204 1.452 1.415 1,965 0.241 14.88 

ΔL1：ボルトの内圧による伸び量 

ΔL2：ボルトの熱による伸び量 

ΔL3：管板及びフランジ部の熱による伸び量 
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別紙 8 

 

ＩＳＬＯＣＡ発生時の原子炉冷却材漏えい量評価 

及び原子炉建物原子炉棟内環境評価 

 

1．Ａ－残留熱除去系におけるＩＳＬＯＣＡ発生時の評価 

 

1.1 評価条件 

  Ａ－残留熱除去系におけるＩＳＬＯＣＡ発生時の原子炉冷却材の漏えい量及び原子炉建

物原子炉棟内の環境（雰囲気温度，湿度，圧力及び溢水による影響）を評価した。 

原子炉建物原子炉棟内の環境評価特有の評価条件を別表 8－1 に，原子炉建物ノード分割

モデルを別図 8－1に示す。 
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別表 8－1 原子炉建物原子炉棟内の環境評価特有の評価条件 

項目 解析条件 条件設定の考え方 

外部電源 外部電源なし 外部電源なしの場合は復水・給水系

による給水がなく，原子炉水位の低

下が早くなることから設定 

漏えい箇所及び漏えい面積 Ａ－残留熱除去ポンプ室：1cm2 

Ａ－残留熱除去系熱交換器室：16cm2 

圧力応答評価に基づき評価された漏

えい面積に余裕をとった値 

事故シナリオ 

原子炉水位低（レベル 3）で自動スク

ラム 

保有水量の低下を保守的に評価する

条件を設定 

原子炉水位低（レベル 2）で原子炉隔

離時冷却系，原子炉水位低（レベル 1

Ｈ）で高圧炉心スプレイ系が自動起動 

インターロック設定値 

事象発生から 30 分後に逃がし安全弁

（自動減圧機能付き）6個を手動開放 

中央制御室における破断箇所の隔離

操作失敗の判断時間を考慮して事象

発生から 30分後を設定 

原子炉急速減圧後，漏えい箇所の隔離が

終了するまで原子炉水位を原子炉水位

低（レベル 2）以上で低めに維持 

漏えい量低減のために実施する操作

を想定 

残留熱除去系（サプレッションプール水

冷却モード）による原子炉格納容器除熱

は事象発生から 40分後に開始 

サプレッションプール水の温度上昇

を抑えるための操作を想定 

残留熱除去系のサプレッションプール

水冷却モードによる原子炉格納容器除

熱を事象発生から 1 時間 40 分後に停止

し，原子炉停止時冷却モードによる原子

炉圧力容器及び原子炉格納容器除熱を

事象発生から 2時間後に開始 

原子炉建物内の環境を改善するため

の操作を想定 

なお，事象発生後の状況確認及び原子

炉減圧操作等に余裕を加味し，操作可

能な時間として 2時間後を設定 

事象発生 10 時間後にインターフェイス

システムＬＯＣＡ発生箇所隔離 

運転員の現場移動時間及び操作時間

等を踏まえて設定 

原子炉建物への流出経路条

件 

原子炉格納容器から原子炉建物への漏

えいあり。原子炉建物から環境への漏え

いなし 

原子炉建物内の雰囲気温度を保守的

に評価する条件を設定 

評価コード ＭＡＡＰ4 － 

原子炉建物モデル 分割モデル（別図 8－1参照） 現実的な伝播経路を想定 

原子炉建物壁から環境への

放熱 
考慮しない 

雰囲気温度，湿度及び圧力の観点から

厳しい想定として設定 

原子炉建物換気系 考慮しない 
雰囲気温度，湿度及び圧力の観点から

厳しい想定として設定 

原子炉スクラム 原子炉水位低（レベル 3） インターロック設定値 

主蒸気隔離弁 原子炉水位低（レベル 2） インターロック設定値 

原子炉隔離時冷却系及び高

圧炉心スプレイ系の水源 
サプレッションプール水 － 

サプレッションプールの水

源初期水温 
35℃ 通常運転時の制限値を設定 

原子炉建物燃料取替階ブロ

ーアウトパネル開放圧力 
7.0kPa[gage] 安全要求値 
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別図 8－1 原子炉建物ノード分割モデル 

 

1.2 評価結果 

解析結果に基づく，ＩＳＬＯＣＡ発生時の原子炉建物原子炉棟内状況概要を別図 8－2

に，各漏えい発生区画における原子炉冷却材の積算漏えい量の推移を別図 8－3に，原子炉

建物内の雰囲気温度，湿度及び圧力の推移を別図 8－4から別図 8－6に示す。 

 

別図 8－2 ＩＳＬＯＣＡ発生時の原子炉建物原子炉棟内状況概要 
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○各漏えい発生区画における漏えい量 

  別図 8－3に示すとおり，現場隔離操作の完了時間として設定している事象発生 10時間

までの原子炉冷却材の漏えい量は約 600m3である。 

 

別図 8－3 各漏えい発生区画における原子炉冷却材の積算漏えい量の推移 

 

○温度・湿度・圧力の想定 

別図 8－4から別図 8－6に示すとおり，アクセスルートとなる「原子炉棟その他（二次格

納施設）」及び操作場所である「東側ＰＣＶペネトレーション室」における雰囲気温度の最

大値は約 78℃となるが，原子炉減圧操作後は漏えい箇所からの高温水及び蒸気の流出量が

減少するため，雰囲気温度は低下傾向となり，建物内環境が静定する事象発生 9時間後から

10 時間後までの雰囲気温度の最大値は約 44℃である。湿度については漏えい箇所からの漏

えいが継続するため高い値で維持されるものの，破断箇所隔離操作を実施することで約 10

時間以降低下する傾向にある。圧力については漏えい発生直後に上昇するものの，原子炉建

物燃料取替階ブローアウトパネルが開放され，その後は大気圧相当となる。 
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別図 8－4 原子炉建物内の雰囲気温度の推移 

 

  

別図 8－5 原子炉建物内の湿度の推移 
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Ａ－残留熱除去系熱交換器室 

Ａ－残留熱除去ポンプ室 

原子炉急速減圧（30分後）によ

り原子炉圧力容器内から原子炉建

物へ漏えいする蒸気量は低下する 

原子炉急速減圧や水位調整に

より，蒸気等の漏えい量を低

減させる。また，残留熱除去

系（サプレッションプール水

冷却モード）により，格納容

器圧力の上昇を抑制すること

で原子炉圧力容器内から発生

した蒸気の多くはサプレッシ

ョンチェンバへ移行し，更に

残留熱除去系（原子炉停止時

冷却モード）により，漏えい

水の温度が抑制されること

で，現場の環境が改善される 

破断箇所の隔離により，更

に現場の環境は改善される 
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別図 8－6 原子炉建物内の圧力の推移 

 

1.2.1 溢水による影響 

別図 8－2に示すとおり，「Ａ－残留熱除去系熱交換器室」で発生した漏えい水は，原子

炉建物 1階（EL15.3m）に伝播し，ハッチ開口部を通じて最終滞留箇所である「トーラス

室」に排出される。 

「Ａ－残留熱除去ポンプ室」で発生した漏えい水は，境界に水密扉を設置していること

から「原子炉隔離時冷却ポンプ室」へ伝播しないが，「トーラス室」に対しては，境界に設

置している水密扉の止水方向が異なることから伝播する。 

溢水範囲を別図 8－7に，想定する漏えい量を別表 8－2に示す。 

 

（1）注水弁（MV222-5A）へのアクセス性に対する影響 

Ａ－残留熱除去系の隔離操作を行う注水弁（MV222-5A）は，原子炉建物中 1階

（EL19.0m）の床面上に設置されており，ＩＳＬＯＣＡにより漏えいが発生する機器は，1階

（EL15.3m）及び地下 2階（EL1.3m）に設置されている。隔離操作場所へは溢水影響のない 2

階（EL23.8m）からアクセスするため，アクセス性への影響はない。 

 

（2）ＩＳＬＯＣＡ時に必要となる系統（原子炉隔離時冷却系，高圧炉心スプレイ系，残留熱

除去系及び逃がし安全弁）への影響 

Ａ－残留熱除去ポンプ室と原子炉隔離時冷却ポンプ室の境界，トーラス室とＢ－残留熱除

去ポンプ室及び高圧炉心スプレイポンプ室の境界は水密扉の設置により区画化されているた

め，これらのポンプ室は溢水の影響を受けない。 

逃がし安全弁は，区画として分離されている原子炉格納容器内に設置されており，関連計

装部品も含め溢水の影響はなく，逃がし安全弁の機能は維持される。 

漏えい水が伝播する区画においてＩＳＬＯＣＡ時に必要となる系統の溢水評価結果を別表

8－3に示す。 

100

102

104

106

108

110

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

事故後の時間(時)

PRB(6)

PRB(9)

PRB(10)

PRB(11)

MA47BNS2LOCAGK3C001

原
子
炉
建
物
内
圧
力

(kPa[abs])

原子炉棟その他（二次格納施設） 

東側 PCV ペネトレーション室 

Ａ－残留熱除去系熱交換器室 

Ａ－残留熱除去ポンプ室 
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の開放により緩和されるため，原子炉建物

内の圧力はほぼ大気圧程度で維持される 
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別図 8－7 Ａ－残留熱除去系 溢水範囲（1／2） 
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別図 8－7 Ａ－残留熱除去系 溢水範囲（2／2） 

別表 8－2 想定する漏えい量 

事故後の時間[h] 

漏えい量[m3] 

Ａ－残留熱除去ポンプ室 

(R-B2F-02N) 

Ａ－残留熱除去系熱交換器室 

(R-1F-05N) 

0.5 約 7 約 107 

1.0 約 9 約 130 

2.0 約 11 約 165 

3.0 約 14 約 214 

4.0 約 17 約 265 

5.0 約 20 約 315 

6.0 約 23 約 364 

7.0 約 26 約 414 

8.0 約 29 約 463 

9.0 約 32 約 512 

10.0 約 35 約 560 
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別表 8－3 溢水評価結果 

建物 
EL 

[m] 

評価 

区画 

流入を 

考慮する 

他区画 

溢水量

[m3]*1 

滞留 

面積 

[m2] 

床勾

配 

[m] 

① 

溢水水位 

FL+[m]*2 
機器番号 

ISLOCA時に必要となる系統

の溢水防護対象設備*3 

② 

機能喪失 

高さ 

FL+[m]*2 

影響 

評価 
備考 

原子炉

建物 

15.3 

R-1F-03N 

R-1F-22N 

R-1F-05N 
560 808 0.075 0.17*4 2-RIR-1-8D D-原子炉圧力容器計器ﾗｯｸ 0.59 ①＜② 

 

R-1F-04N 

R-1F-07-1N 

R-1F-05N 

560 860 0.075 0.17*4 MV227-3 逃がし弁 N2供給弁 0.55 ①＜② 

 

R-1F-04N 

R-1F-03N 

R-1F-22N 

R-1F-10N 

R-1F-05N 

560 827 0.075 0.17*4 MV222-15B B-RHR ﾃｽﾄ弁 1.99 ①＜② 

 

R-1F-04N 

R-1F-03N 

R-1F-22N 

1.3 R-B2F-31N 

R-1F-05N 

595 1041 0.025 0.60 MV224-9 HPCS ﾎﾟﾝﾌﾟ CST 側第 2 ﾐﾆﾏﾑﾌﾛｰ弁 7.63 ①＜② 

 

R-1F-04N 

R-1F-03N 

R-1F-22N 

R-B2F-02N 

    ：溢水源のある区画 

注記*1：事象発生 10 時間後の溢水量 

*2：基準床からの高さ 

*3：評価対象区画で機能喪失高さが最も低い機器 

*4：ハッチからの排出評価を実施 

 

1.2.2 漏えいした蒸気の回り込みに伴う雰囲気温度・湿度上昇の影響 

別図 8－2に示すとおり，「Ａ－残留熱除去系熱交換器室」，「Ａ－残留熱除去ポンプ室」に

おいて漏えいした蒸気及び溢水の伝播区画において発生した蒸気は，各隣接区画の圧力差に

応じて原子炉建物原子炉棟内を移動し，原子炉建物原子炉棟内の圧力や温度を一時的に上昇

させる。原子炉建物原子炉棟内の圧力上昇に伴い原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル

が開放し，環境へ蒸気が放出されるとともにハッチ開口部等を通じてガス流動が発生するこ

とで，原子炉建物原子炉棟内の環境条件はほぼ一様になる。なお，原子炉建物燃料取替階ブ

ローアウトパネルが開放された以降は，原子炉建物原子炉棟から環境への蒸気の放出の流れ

が支配的となるため，その他ポンプ室等への蒸気の流入はない。蒸気の滞留範囲を別図 8－

8に示す。 

 

（1）注水弁（MV222-5A）への影響 

隔離操作を行う注水弁（MV222-5A）は，原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度

が最も高くなる設計基準事故である「原子炉格納容器内圧力，雰囲気等の異常な変化」の「原

子炉冷却材喪失」時の環境条件に耐性を有する設備であり，湿度 100％，温度 100℃以上の

耐性を有していることから機能維持される。 

ＩＳＬＯＣＡ発生時において必要な対応操作のうち，注水弁（MV222-5A）の隔離操作を除

いては，すべて中央制御室からの操作による。注水弁（MV222-5A）の隔離操作については，

事象発生 9 時間後から行うこととしており，その際の原子炉建物内雰囲気温度及び湿度は

約 44℃及び約 100％である。防護具等の着用により現場へのアクセス及び隔離操作は可能

であり，注水弁の隔離操作における原子炉建物原子炉棟内の滞在時間は約 38分である。 
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（2）ＩＳＬＯＣＡ時に必要となる系統（原子炉隔離時冷却系，高圧炉心スプレイ系，残留熱

除去系及び逃がし安全弁）への影響 

Ａ－残留熱除去ポンプ室と原子炉隔離時冷却ポンプ室の境界，トーラス室とＢ－残留熱除

去ポンプ室及び高圧炉心スプレイポンプ室の境界は水密扉の設置により区画化されている

ため，これらのポンプ室には溢水の流入がなく，蒸気による有意な雰囲気温度の上昇もない

ため，系統の運転に必要な補機冷却系等の設備も含めて，系統の機能は維持される。なお，

原子炉隔離時冷却系，高圧炉心スプレイ系及びＢ－残留熱除去系のポンプ，弁及び計器等は，

ＩＳＬＯＣＡ発生時の雰囲気温度・湿度に対し耐性を有している。 

逃がし安全弁は，区画として分離されている原子炉格納容器内に設置されており，関連

計装部品も含め，原子炉建物内及びトーラス室の雰囲気温度上昇に伴う影響はなく，逃がし

安全弁の機能は維持される。 
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別図 8－8 Ａ－残留熱除去系 蒸気滞留範囲（1／2） 
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別図 8－8 Ａ－残留熱除去系 蒸気滞留範囲（2／2） 
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2．Ｂ－残留熱除去系におけるＩＳＬＯＣＡ発生時の評価 

 

2.1 評価条件 

  Ｂ－残留熱除去系におけるＩＳＬＯＣＡ発生時の原子炉冷却材の漏えい量及び原子炉建

物原子炉棟内の環境（雰囲気温度，湿度，圧力及び溢水による影響）を評価した。 

Ｂ－残留熱除去系におけるＩＳＬＯＣＡ発生時の漏えい箇所及び漏えい面積は，別表 8－

1 に示すＡ－残留熱除去系の評価条件と同等（Ｂ－残留熱除去ポンプ室：1cm2，Ｂ－残留熱

除去系熱交換器室：16cm2）であり，その他評価条件も同等となる。原子炉建物ノード分割モ

デルを別図 8－9に示す。 

 

 

別図 8－9 原子炉建物ノード分割モデル 

 

2.2 評価結果 

解析結果に基づく，ＩＳＬＯＣＡ発生時の原子炉建物原子炉棟内状況概要を別図 8－10

に，各漏えい発生区画における原子炉冷却材の積算漏えい量の推移を別図 8－11に，原子

炉建物内の雰囲気温度，湿度及び圧力の推移を別図 8－12から別図 8－14に示す。 

 

○事象進展 

事象進展は，「格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ）」に示す，Ａ－

残留熱除去系にてＩＳＬＯＣＡが発生した場合と同様である。 
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別図 8－10 ＩＳＬＯＣＡ発生時の原子炉建物原子炉棟内状況概要 

 

○各漏えい発生区画における漏えい量 

  別図 8－11に示すとおり，現場隔離操作の完了時間として設定している事象発生 10時間

までの原子炉冷却材の漏えい量は約 600m3である。 

 

別図 8－11 各漏えい発生区画における原子炉冷却材の積算漏えい量の推移 
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○温度・湿度・圧力の想定 

別図 8－12から別図 8－14に示すとおり，アクセスルートとなる「原子炉棟その他（二次

格納施設）」及び操作場所である「西側ＰＣＶペネトレーション室」における雰囲気温度の

最大値は約 77℃となるが，原子炉減圧操作後は漏えい箇所からの高温水及び蒸気の流出量

が減少するため，雰囲気温度は低下傾向となり，建物内環境が静定する事象発生 9時間後か

ら 10時間後までの雰囲気温度の最大値は約 44℃である。湿度については漏えい箇所からの

漏えいが継続するため高い値で維持されるものの，破断箇所隔離操作を実施することで約 10

時間以降低下する傾向にある。圧力については漏えい発生直後に上昇するものの，原子炉建

物燃料取替階ブローアウトパネルが開放され，その後は大気圧相当となる。 

 

 

別図 8－12 原子炉建物内の雰囲気温度の推移 
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別図 8－13 原子炉建物内の湿度の推移 

 

 

別図 8－14 原子炉建物内の圧力の推移 
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原子炉棟その他（二次格納施設） 

西側 PCV ペネトレーション室 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器室 

Ｂ－残留熱除去ポンプ室 

原子炉急速減圧や水位調整に

より，蒸気等の漏えい量を低

減させる。また，残留熱除去

系（サプレッション・プール

水冷却モード）により，格納

容器圧力の上昇を抑制するこ

とで原子炉圧力容器内から発

生した蒸気の多くはサプレッ

ションチェンバへ移行し，更

に残留熱除去系（原子炉停止

時冷却モード）により，漏え

い水の温度が抑制されること

で，現場の環境が改善される 

破断箇所の隔離により，更

に現場の環境は改善される 

原子炉棟その他（二次格納施設） 

西側 PCV ペネトレーション室 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器室 

Ｂ－残留熱除去ポンプ室 

破断発生に伴う原子炉建物内の圧力上昇は

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル

の開放により緩和されるため，原子炉建物

内の圧力はほぼ大気圧程度で維持される 
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2.2.1 溢水による影響 

別図 8－10に示すとおり，「Ｂ－残留熱除去系熱交換器室」で発生した漏えい水は，原子

炉建物 1階（EL15.3m）に伝播し，ハッチ開口部を通じて最終滞留箇所である「トーラス

室」に排出される。 

「Ｂ－残留熱除去ポンプ室」で発生した漏えい水は，境界に設置している水密扉の止水

方向が異なることから「トーラス室」及び「Ｃ－残留熱除去ポンプ室」に伝播する。 

溢水範囲を別図 8－15に，想定する漏えい量を別表 8－4に示す。 

 

（1）注水弁（MV222-5B）へのアクセス性に対する影響 

Ｂ－残留熱除去系の隔離操作を行う注水弁（MV222-5B）は，原子炉建物 2階（EL23.8m）

の床面上に設置されており，ＩＳＬＯＣＡにより漏えいが発生する機器は，1階

（EL15.3m）及び地下 2階（EL1.3m）に設置されている。隔離操作場所へは溢水影響のない

2階（EL23.8m）からアクセスするため，アクセス性への影響はない。 

 

（2）ＩＳＬＯＣＡ時に必要となる系統（原子炉隔離時冷却系，高圧炉心スプレイ系，残留熱

除去系及び逃がし安全弁）への影響 

トーラス室とＡ－残留熱除去ポンプ室及び高圧炉心スプレイポンプ室の境界は水密扉の設

置により区画化されているため，これらのポンプ室は溢水の影響を受けない。 

原子炉隔離時冷却ポンプ室は，隣接する区画に漏えい水が伝播しないため，溢水の影響を

受けない。 

逃がし安全弁は，区画として分離されている原子炉格納容器内に設置されており，関連計

装部品も含め溢水の影響はなく，逃がし安全弁の機能は維持される。 

漏えい水が伝播する区画においてＩＳＬＯＣＡ時に必要となる系統の溢水評価結果を別

表 8－5に示す。
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別図 8－15 Ｂ－残留熱除去系 溢水範囲（1／2） 
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別図 8－15 Ｂ－残留熱除去系 溢水範囲（2／2） 

別表 8－4 想定する漏えい量 

事故後の時間[h] 

漏えい量[m3] 

Ｂ－残留熱除去ポンプ室 

(R-B2F-15N) 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器室 

(R-1F-11N) 

0.5 約 7 約 106 

1.0 約 9 約 129 

2.0 約 11 約 164 

3.0 約 14 約 213 

4.0 約 17 約 264 

5.0 約 20 約 314 

6.0 約 23 約 364 

7.0 約 26 約 414 

8.0 約 29 約 463 

9.0 約 32 約 512 

10.0 約 35 約 560 
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別表 8－5 溢水評価結果 

建物 
EL 

[m] 

評価 

区画 

流入を 

考慮する 

他区画 

溢水量

[m3]*1 

滞留 

面積 

[m2] 

床勾

配 

[m] 

① 

溢水水位 

FL+[m]*2 
機器番号 

ISLOCA時に必要となる系統

の溢水防護対象設備*3 

② 

機能喪失 

高さ 

FL+[m]*2 

影響 

評価 
備考 

原子炉

建物 

15.3 

R-1F-03N 

R-1F-22N 

R-1F-11N 
560 802 0.075 0.17*4 2-RIR-1-8D D-原子炉圧力容器計器ﾗｯｸ 0.59 ①＜② 

 

R-1F-10N 

R-1F-07-1N 

R-1F-11N 

560 854 0.075 0.17*4 MV227-3 逃がし弁 N2供給弁 0.55 ①＜② 

 

R-1F-10N 

R-1F-03N 

R-1F-22N 

1.3 R-B2F-31N 

R-1F-11N 

595 1041 0.025 0.60 MV224-9 HPCS ﾎﾟﾝﾌﾟ CST 側第 2 ﾐﾆﾏﾑﾌﾛｰ弁 7.63 ①＜② 

 

R-1F-10N 

R-1F-03N 

R-1F-22N 

R-B2F-15N 

    ：溢水源のある区画 

注記*1：事象発生 10 時間後の溢水量 

*2：基準床からの高さ 

*3：評価対象区画で機能喪失高さが最も低い機器 

*4：ハッチからの排出評価を実施 

 

2.2.2 漏えいした蒸気の回り込みに伴う雰囲気温度・湿度上昇の影響 

別図 8－10 に示すとおり，「Ｂ－残留熱除去系熱交換器室」，「Ｂ－残留熱除去ポンプ室」

において漏えいした蒸気及び溢水の伝播区画において発生した蒸気は，各隣接区画の圧力差

に応じて原子炉建物原子炉棟内を移動し，原子炉建物原子炉棟内の圧力や温度を一時的に上

昇させる。原子炉建物原子炉棟内の圧力上昇に伴い原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネ

ルが開放し，環境へ蒸気が放出されるとともにハッチ開口部等を通じてガス流動が発生する

ことで，原子炉建物原子炉棟内の環境条件はほぼ一様になる。なお，原子炉建物燃料取替階

ブローアウトパネルが開放された以降は，原子炉建物原子炉棟から環境への蒸気の放出の流

れが支配的となるため，その他ポンプ室等への蒸気の流入はない。蒸気の滞留範囲を別図 8

－16に示す。 

 

（1）注水弁（MV222-5B）への影響 

隔離操作を行う注水弁（MV222-5B）は，原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度

が最も高くなる設計基準事故である「原子炉格納容器内圧力，雰囲気等の異常な変化」の「原

子炉冷却材喪失」時の環境条件に耐性を有する設備であり，湿度 100％，温度 100℃以上の

耐性を有していることから機能維持される。 

ＩＳＬＯＣＡ発生時において必要な対応操作のうち，注水弁（MV222-5B）の隔離操作を除

いては，すべて中央制御室からの操作による。注水弁（MV222-5B）の隔離操作については，

事象発生 9時間後から行うこととしており，その際の原子炉建物内雰囲気温度及び湿度は約

44℃及び約 100％である。防護具等の着用により現場へのアクセス及び隔離操作は可能であ

り，注水弁の隔離操作における原子炉建物原子炉棟内の滞在時間は約 37分である。 
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（2）ＩＳＬＯＣＡ時に必要となる系統（原子炉隔離時冷却系，高圧炉心スプレイ系，残留熱

除去系及び逃がし安全弁）への影響 

Ａ－残留熱除去ポンプ室と原子炉隔離時冷却ポンプ室の境界，トーラス室とＡ－残留熱除

去ポンプ室及び高圧炉心スプレイポンプ室の境界は水密扉の設置により区画化されている

ため，これらのポンプ室には溢水の流入がなく，蒸気による有意な雰囲気温度の上昇もない

ため，系統の運転に必要な補機冷却系等の設備も含めて，系統の機能は維持される。なお，

原子炉隔離時冷却系，高圧炉心スプレイ系及びＡ－残留熱除去系のポンプ，弁及び計器等は，

ＩＳＬＯＣＡ発生時の雰囲気温度・湿度に対し耐性を有している。 

逃がし安全弁は，区画として分離されている原子炉格納容器内に設置されており，関連計

装部品も含め，原子炉建物内及びトーラス室の雰囲気温度上昇に伴う影響はなく，逃がし安

全弁の機能は維持される。
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別図 8－16 Ｂ－残留熱除去系 蒸気滞留範囲（1／2） 

127



 

別図 8－16 Ｂ－残留熱除去系 蒸気滞留範囲（2／2） 
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3．Ｃ－残留熱除去系におけるＩＳＬＯＣＡ発生時の評価 

 

3.1 評価条件 

  Ｃ－残留熱除去系におけるＩＳＬＯＣＡ発生時の原子炉冷却材の漏えい量及び原子炉建

物原子炉棟内の環境（雰囲気温度，湿度，圧力及び溢水による影響）を評価した。 

Ｃ－残留熱除去系においてＩＳＬＯＣＡが発生した場合の漏えい箇所は圧力スイッチ

（Ｃ－残留熱除去ポンプ室）のみであり，漏えい面積は 1cm2（圧力応答評価に基づき評価

された，圧力スイッチ 2台分の漏えい面積に余裕をとった値）となる。その他の評価条件

は，別表 8－1において設定した評価条件と同様とした。原子炉建物ノード分割モデルを別

図 8－17に示す。 

 

別図 8－17 原子炉建物ノード分割モデル 

3.2 評価結果 

  解析結果に基づく，ＩＳＬＯＣＡ発生時の原子炉建物原子炉棟内状況概要を別図 8－18

に，漏えい発生区画における原子炉冷却材の積算漏えい量の推移を別図 8－19に，原子炉

建物内の雰囲気温度，湿度及び圧力の推移を別図 8－20から別図 8－22 に示す。 

 

○事象進展 

 事象発生後に外部電源喪失となり，給水流量の全喪失が発生することで原子炉水位は急速

に低下する。原子炉水位低（レベル 3）信号が発生して原子炉はスクラムし，また，原子炉

水位低（レベル 2）で再循環ポンプ 2台すべてがトリップするとともに，原子炉隔離時冷却

系が自動起動する。 

事象発生 20分後の中央制御室における破断箇所の隔離に失敗するため，事象発生 30分後

に中央制御室からの遠隔操作によって逃がし安全弁（自動減圧機能付き）6個を手動開する

ことで，原子炉を減圧し，原子炉冷却材の漏えいの抑制を図る。原子炉減圧により，原子炉

隔離時冷却系が機能喪失するものの，高圧炉心スプレイ系による原子炉注水を開始すること
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で原子炉水位が回復する。また，主蒸気隔離弁は，原子炉水位低（レベル 2）で全閉する。 

事象発生 10時間後，現場操作により残留熱除去系の破断箇所を隔離した後は，高圧炉心

スプレイ系により原子炉水位は適切に維持される。 

 

別図 8－18 ＩＳＬＯＣＡ発生時の原子炉建物原子炉棟内状況概要 

 

○漏えい発生区画における漏えい量 

  別図 8－19に示すとおり，Ｃ－残留熱除去系における漏えいは，事象発生 30分後の原子

炉急速減圧によって停止し，原子炉冷却材の漏えい量は約 7m3となる。これは，破断箇所か

らの漏えいは原子炉圧力と漏えい発生区画の圧力の関係に応じて発生するが，漏えい発生

区画である「Ｃ－残留熱除去ポンプ室」は水密扉により他室と区切られているため，漏え

い水や蒸気はこの区画内に留まっており，また評価上，原子炉建物から環境への漏えいを

考慮しない条件としていることから，原子炉減圧操作によって原子炉圧力が「Ｃ－残留熱

除去ポンプ室」の圧力を下回るためである。 

なお，「Ｃ－残留熱除去ポンプ室」から隣接する区画への伝播を仮定した場合には，隔離

操作完了まで漏えいが継続することとなるが，この場合でも漏えいはＡ－残留熱除去系に

比べ小規模となる。 
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別図 8－19 漏えい発生区画における原子炉冷却材の積算漏えい量の推移 

 

○温度・湿度・圧力の想定 

別図 8－20から別図 8－22に示すとおり，アクセスルートとなる「原子炉棟その他（二

次格納施設）」及び操作場所である「西側ＰＣＶペネトレーション室」における雰囲気温度

は，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）の運転によるトーラス室の温度上昇に伴っ

て初期温度から僅かに上昇するが，現場隔離操作の完了までの最大値は約 31℃であり，想

定している作業環境（約 44℃）未満で推移する。また，原子炉急速減圧まで破断箇所から

の漏えいが継続するものの，湿度，圧力においてその影響は軽微であり低い値で維持され

る。なお，原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルの開放圧力には到達しない。 

 

別図 8－20 原子炉建物内の雰囲気温度の推移 
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り原子炉圧力容器内から原子炉建

物へ漏えいする蒸気量は低下する 
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別図 8－21 原子炉建物内の湿度の推移 

 

別図 8－22 原子炉建物内の圧力の推移 
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3.2.1 溢水による影響 

「Ｃ－残留熱除去ポンプ室」で発生した漏えい水は，境界に水密扉を設置していること

から，隣接する「Ｂ－残留熱除去ポンプ室」及び「原子炉隔離時冷却ポンプ室」へ伝播し

ない。 

溢水範囲を別図 8－23に，想定する漏えい量を別表 8－6に示す。 

 

（1）注水弁（MV222-5C）へのアクセス性に対する影響 

Ｃ－残留熱除去系の隔離操作を行う注水弁（MV222-5C）は，原子炉建物 2階（EL23.8m）

の床面上に設置されており，ＩＳＬＯＣＡにより漏えいが発生する機器は，地下 2階

（EL1.3m）に設置されている。隔離操作場所へは溢水影響のない 2階（EL23.8m）からアク

セスするため，アクセス性への影響はない。 

 

（2）ＩＳＬＯＣＡ時に必要となる系統（原子炉隔離時冷却系，高圧炉心スプレイ系，残留熱

除去系及び逃がし安全弁）への影響 

Ｃ－残留熱除去ポンプ室と原子炉隔離時冷却ポンプ室の境界，Ｃ－残留熱除去ポンプ室

とＢ－残留熱除去ポンプ室の境界は水密扉の設置により区画化されているため，これらの

ポンプ室は溢水の影響を受けない。 

Ａ－残留熱除去ポンプ室及び高圧炉心スプレイポンプ室については，漏えい水が伝播し

ないため，溢水の影響を受けない。 

逃がし安全弁は，区画として分離されている原子炉格納容器内に設置されており，関連

計装部品も含め溢水の影響はなく，逃がし安全弁の機能は維持される。 

なお，漏えい発生区画であるＣ－残留熱除去ポンプ室にはＩＳＬＯＣＡ時に必要となる

系統の溢水防護対象設備はない。 
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別図 8－23 Ｃ－残留熱除去系 溢水範囲（1／2） 
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別図 8－23 Ｃ－残留熱除去系 溢水範囲（2／2） 

別表 8－6 想定する漏えい量 

事故後の時間[h] 

漏えい量[m3] 

Ｃ－残留熱除去ポンプ室 

(R-B2F-03N) 

0.5 約 6.7 

1.0 約 7.1 

2.0 約 7.1 

3.0 約 7.1 

4.0 約 7.1 

5.0 約 7.1 

6.0 約 7.1 

7.0 約 7.1 

8.0 約 7.1 

9.0 約 7.1 

10.0 約 7.1 

135



 

3.2.2 漏えいした蒸気の回り込みに伴う雰囲気温度・湿度上昇の影響 

別図 8－18 に示すとおり，「Ｃ－残留熱除去ポンプ室」において漏えいした蒸気は，境界

に設置した水密扉により隣接する区画に伝播せず，「Ｃ－残留熱除去ポンプ室」内に留まる。

蒸気の滞留範囲を別図 8－24に示す。 

 

（1）注水弁（MV222-5C）への影響 

隔離操作を行う注水弁（MV222-5C）は，原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温

度が最も高くなる設計基準事故である「原子炉格納容器内圧力，雰囲気等の異常な変化」

の「原子炉冷却材喪失」時の環境条件に耐性を有する設備であり，湿度 100％，温度 100℃

以上の耐性を有していることから機能維持される。 

ＩＳＬＯＣＡ発生時において必要な対応操作のうち，注水弁（MV222-5C）の隔離操作を

除いては，すべて中央制御室からの操作による。注水弁（MV222-5C）の隔離操作におい

て，原子炉建物内雰囲気温度は想定している作業環境（約 44℃）未満で推移するため，防

護具等の着用により現場へのアクセス及び隔離操作は可能である。なお，注水弁（MV222-

5C）の隔離操作における原子炉建物原子炉棟内の滞在時間は，約 37分である。 

 

（2）ＩＳＬＯＣＡ時に必要となる系統（原子炉隔離時冷却系，高圧炉心スプレイ系，残留熱

除去系及び逃がし安全弁）への影響 

Ｃ－残留熱除去ポンプ室と原子炉隔離時冷却ポンプ室の境界，Ｃ－残留熱除去ポンプ室と

Ｂ－残留熱除去ポンプ室の境界は水密扉の設置により区画化されており，またＡ－残留熱除

去ポンプ室及び高圧炉心スプレイポンプ室については，漏えい水が伝播する区画に隣接して

いないため，これらのポンプ室には溢水の流入がなく，蒸気による有意な雰囲気温度の上昇

もないため，系統の運転に必要な補機冷却系等の設備も含めて，系統の機能は維持される。

なお，原子炉隔離時冷却系，高圧炉心スプレイ系及びＡ－残留熱除去系（又はＢ－残留熱除

去系）のポンプ，弁及び計器等は，ＩＳＬＯＣＡ発生時の雰囲気温度・湿度に対し耐性を有

している。 

逃がし安全弁は，区画として分離されている原子炉格納容器内に設置されており，関連計

装部品も含め，原子炉建物内及びトーラス室の雰囲気温度上昇に伴う影響はなく，逃がし安

全弁の機能は維持される。 
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別図 8－24 Ｃ－残留熱除去系 蒸気滞留範囲（1／2） 
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別図 8－24 Ｃ－残留熱除去系 蒸気滞留範囲（2／2） 
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4．低圧炉心スプレイ系におけるＩＳＬＯＣＡ発生時の評価 

 

4.1 評価条件 

  低圧炉心スプレイ系におけるＩＳＬＯＣＡ発生時の原子炉冷却材の漏えい量及び原子炉

建物原子炉棟内の環境（雰囲気温度，湿度，圧力及び溢水による影響）を評価した。 

低圧炉心スプレイ系においてＩＳＬＯＣＡが発生した場合の漏えい箇所は圧力スイッチ

（低圧炉心スプレイポンプ室）のみであり，漏えい面積は 0.5cm2（圧力応答評価に基づき評

価された，圧力スイッチ 1台分の漏えい面積に余裕をとった値）となる。その他の評価条件

は，別表 8－1 において設定した評価条件と同様とした。原子炉建物ノード分割モデルを別

図 8－25に示す。 

 

別図 8－25 原子炉建物ノード分割モデル 

 

4.2 評価結果 

  解析結果に基づく，ＩＳＬＯＣＡ発生時の原子炉建物原子炉棟内状況概要を別図 8－26

に，漏えい発生区画における原子炉冷却材の積算漏えい量の推移を別図 8－27に，原子炉

建物内の雰囲気温度，湿度及び圧力の推移を別図 8－28から別図 8－30 に示す。 

 

○事象進展 

 事象発生後に外部電源喪失となり，給水流量の全喪失が発生することで原子炉水位は急速

に低下する。原子炉水位低（レベル 3）信号が発生して原子炉はスクラムし，また，原子炉

水位低（レベル 2）で再循環ポンプ 2台すべてがトリップするとともに，原子炉隔離時冷却

系が自動起動する。 

事象発生 20分後の中央制御室における破断箇所の隔離に失敗するため，事象発生 30分後

に中央制御室からの遠隔操作によって逃がし安全弁（自動減圧機能付き）6個を手動開する

ことで，原子炉を減圧し，原子炉冷却材の漏えいの抑制を図る。原子炉減圧により，原子炉
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隔離時冷却系が機能喪失するものの，高圧炉心スプレイ系による原子炉注水を開始すること

で原子炉水位が回復する。また，主蒸気隔離弁は，原子炉水位低（レベル 2）で全閉する。 

事象発生 10時間後，現場操作により低圧炉心スプレイ系の破断箇所を隔離した後は，高

圧炉心スプレイ系により原子炉水位は適切に維持される。 

 

別図 8－26 ＩＳＬＯＣＡ発生時の原子炉建物原子炉棟内状況概要 

 

○漏えい発生区画における漏えい量 

  別図 8－27に示すとおり，低圧炉心スプレイ系における漏えいはＡ－残留熱除去系に比

べ小規模となるため，現場での隔離操作は比較的早期に実施可能と考えられるが，事象発

生 10時間後まで隔離が実施できないことを想定した場合，原子炉冷却材の漏えい量は約

16m3である。 
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別図 8－27 漏えい発生区画における原子炉冷却材の積算漏えい量の推移 

 

○温度・湿度・圧力の想定 

別図 8－28から別図 8－30に示すとおり，アクセスルート及び操作場所である「原子炉

棟その他（二次格納施設）」における雰囲気温度は，初期温度から僅かに上昇するが，現場

隔離操作の完了までの最大値は約 31℃であり，想定している作業環境（約 44℃）未満で推

移する。湿度については漏えい箇所からの漏えいが継続するため，ゆっくりと上昇を続け

た後，高い値で維持される。圧力については漏えい発生後から上昇傾向となるものの，原

子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルの開放圧力には到達しない。 

 

別図 8－28 原子炉建物内の雰囲気温度の推移 
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別図 8－29 原子炉建物内の湿度の推移 

 

別図 8－30 原子炉建物内の圧力の推移 

 

4.2.1 溢水による影響 

「低圧炉心スプレイポンプ室」で発生した漏えい水は，境界に設置している水密扉の止

水方向が異なることから「トーラス室」に伝播する。 

溢水範囲を別図 8－31に，想定する漏えい量を別表 8－7に示す。 
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（1）注水弁（MV223-2）へのアクセス性に対する影響 

低圧炉心スプレイ系の隔離操作を行う注水弁（MV223-2）は，原子炉建物中１階

（EL19.5m）の床面上に設置されており，ＩＳＬＯＣＡにより漏えいが発生する機器は，地

下 2階（EL1.3m）に設置されている。隔離操作場所へは溢水影響のない１階（EL15.3m）か

らアクセスするため，アクセス性への影響はない。 

 

（2）ＩＳＬＯＣＡ時に必要となる系統（原子炉隔離時冷却系，高圧炉心スプレイ系，残留熱

除去系及び逃がし安全弁）への影響 

トーラス室とＡ－残留熱除去ポンプ室，Ｂ－残留熱除去ポンプ室及び高圧炉心スプレイ

ポンプ室の境界は水密扉の設置により区画化されているため，これらのポンプ室は溢水の

影響を受けない。 

原子炉隔離時冷却ポンプ室は，隣接する区画に漏えい水が伝播しないため，溢水の影響

を受けない。 

逃がし安全弁は，区画として分離されている原子炉格納容器内に設置されており，関連

計装部品も含め溢水の影響はなく，逃がし安全弁の機能は維持される。 

漏えい水が伝播する区画においてＩＳＬＯＣＡ時に必要となる系統の溢水評価結果を別

表 8－8に示す。 
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別図 8－31 低圧炉心スプレイ系 溢水範囲 
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別表 8－7 想定する漏えい量 

事故後の時間[h] 

漏えい量[m3] 

低圧炉心スプレイポンプ室 

(R-B2F-09N) 

0.5 約 3.2 

1.0 約 4.0 

2.0 約 5.0 

3.0 約 6.3 

4.0 約 7.7 

5.0 約 9.0 

6.0 約 10.4 

7.0 約 11.7 

8.0 約 13.1 

9.0 約 14.4 

10.0 約 15.8 

別表 8－8 溢水評価結果 

建物 
EL 

[m] 

評価 

区画 

流入を 

考慮する 

他区画 

溢水量

[m3]*1 

滞留 

面積 

[m2] 

床勾

配 

[m] 

① 

溢水水位 

FL+[m]*2 

機器番号 
ISLOCA時に必要となる系統

の溢水防護対象設備*3 

② 

機能喪失 

高さ 

FL+[m]*2 

影響 

評価 
備考 

原子炉

建物 
1.3 R-B2F-31N R-B2F-09N 15.8 1039 0.025 0.05 MV224-9 HPCS ﾎﾟﾝﾌﾟ CST 側第 2 ﾐﾆﾏﾑﾌﾛｰ弁 7.63 ①＜②

  ：溢水源のある区画 

注記*1：事象発生 10 時間後の溢水量 

*2：基準床からの高さ

*3：評価対象区画で機能喪失高さが最も低い機器
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4.2.2 漏えいした蒸気の回り込みに伴う雰囲気温度・湿度上昇の影響 

別図 8－26 に示すとおり，「低圧炉心スプレイポンプ室」において漏えいした蒸気及び溢

水の伝播区画において発生した蒸気は，各隣接区画の圧力差に応じて原子炉建物原子炉棟内

に伝播する。蒸気の滞留範囲を別図 8－32に示す。 

 

（1）注水弁（MV223-2）への影響 

隔離操作を行う注水弁（MV223-2）は，原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度

が最も高くなる設計基準事故である「原子炉格納容器内圧力，雰囲気等の異常な変化」の

「原子炉冷却材喪失」時の環境条件に耐性を有する設備であり，湿度 100％，温度 100℃以

上の耐性を有していることから機能維持される。 

ＩＳＬＯＣＡ発生時において必要な対応操作のうち，注水弁（MV223-2）の隔離操作を除

いては，すべて中央制御室からの操作による。注水弁（MV223-2）の隔離操作において，原

子炉建物内雰囲気温度は想定している作業環境（約 44℃）未満で推移するため，防護具等

の着用により現場へのアクセス及び隔離操作は可能である。なお，注水弁（MV223-2）の隔

離操作における原子炉建物原子炉棟内の滞在時間は，約 35分である。 

 

（2）ＩＳＬＯＣＡ時に必要となる系統（原子炉隔離時冷却系，高圧炉心スプレイ系，残留熱

除去系及び逃がし安全弁）への影響 

トーラス室とＡ－残留熱除去ポンプ室，Ｂ－残留熱除去ポンプ室及び高圧炉心スプレイポ

ンプ室の境界は水密扉の設置により区画化されており，また原子炉隔離時冷却ポンプ室につ

いては，漏えい水が伝播する区画に隣接していないため，これらのポンプ室には溢水の流入

がなく，蒸気による有意な雰囲気温度の上昇もないため，系統の運転に必要な補機冷却系等

の設備も含めて，系統の機能は維持される。なお，原子炉隔離時冷却系，高圧炉心スプレイ

系及びＡ－残留熱除去系（又はＢ－残留熱除去系）のポンプ，弁及び計器等は，ＩＳＬＯＣ

Ａ発生時の雰囲気温度・湿度に対し耐性を有している。 

逃がし安全弁は，区画として分離されている原子炉格納容器内に設置されており，関連計

装部品も含め，原子炉建物内及びトーラス室の雰囲気温度上昇に伴う影響はなく，逃がし安

全弁の機能は維持される。 
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別図 8－32 低圧炉心スプレイ系 蒸気滞留範囲 
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別紙 9 

 

ＩＳＬＯＣＡ発生時の原子炉建物原子炉棟内線量率評価 

及び敷地境界の実効線量評価 

 

1. 原子炉建物原子炉棟内線量率について 

(1) 評価の想定 

Ａ－残留熱除去系の破断口から原子炉建物原子炉棟に漏えいした原子炉冷却材中の

放射性物質のうち気相に移行する放射性物質及び燃料から追加放出される放射性物質

について原子炉建物原子炉棟から環境への漏えいを考慮せずに原子炉建物原子炉棟内

に均一に分布するものとして原子炉建物原子炉棟内の線量率を評価した。 

評価上考慮する核種は現行設置許可と同じものを想定し，線量評価の条件となる

I-131の追加放出量は，実績データから保守的に設定した。 

運転開始から施設定期検査による原子炉停止時等に測定している I-131 の追加放出

量の最大値は約 8.1×10７Bq）「平成元年 1月 18日（起動試験）」であり，評価に使用す

る I-131の追加放出量は，実績値を包絡する値として 100Ci（3.7×1012Bq）と設定した。

（別表 9－1参照） 

また，放出される放射性物質には，冷却材中に含まれる放射性物質があるが，追加放

出量と比較すると数％程度であり，追加放出量で見込んだ余裕分に含まれるため考慮し

ないものとする。 

原子炉建物原子炉棟内の作業の被ばく評価においては，放射線防護具（酸素呼吸器）

を装備することにより内部被ばくの影響が無視できるため，外部被ばくのみを対象とす

る。 

 

別表 9－1  評価条件（追加放出量） 

項 目 評価値 実績値（最大） 

I-131追加放出量（Bq） 3.7×1012 

約 8.1×10７ 

（平成元年 1月 18日 

（起動試験）） 

希ガス及びハロゲン等の追加放

出量（γ線 0.5MeV換算値）(Bq) 
2.3×1014 － 

 

各系統においてＩＳＬＯＣＡが発生した場合の，原子炉建物原子炉棟へ漏えいした冷

却材からの気相部への移行割合は別表 9－2 のとおり，Ａ－残留熱除去系及びＢ－残留

熱除去系に包絡される。また，評価対象エリアの体積はＡ－残留熱除去系（東側ＰＣＶ

ペネトレーション室気相部）がＢ－残留熱除去系（西側ＰＣＶペネトレーション室気相

部）より大きいことから，線量率はＡ－残留熱除去系に包絡される。 
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別表 9－2 原子炉建物原子炉棟へ漏えいした冷却材からの 

追加放出ＦＰの気相部への移行割合 

項 目 漏えい面積 

(cm2) 

追加放出の気相部への移

行割合（％） 

Ａ－残留熱除去系 17 約 11.4 

Ｂ－残留熱除去系 17 約 11.4 

Ｃ－残留熱除去系 1 約 0.4 

低圧炉心スプレイ系 0.5 約 0.2 

なお，線量率評価においては保守的にＡ－残留熱除去系におけるＩＳＬＯＣＡ時の追

加放出ＦＰの気相部への移行割合を全量として評価する。 

(2) 評価の方法

原子炉建物原子炉棟内の空間線量率は，以下のサブマージョンモデルにより計算する。

サブマージョンモデルの概要を別図 9－1に示す。

ここで， 

D ：放射線量率（Gy/h） 

6.2×10－14 ：サブマージョンモデルによる換算係数 

（(dis･m3･Gy)/(MeV･Bq･s)） 

Qγ ：原子炉建物原子炉棟内放射性物質量 

（Bq：γ線実効エネルギ0.5MeV換算値） 

VR/B ：原子炉建物原子炉棟内空間体積 

（   m3） 

Eγ ：γ線エネルギ（0.5MeV/dis） 

μ ：空気に対するγ線のエネルギ吸収係数 

（3.9×10-3/m） 

R  ：評価対象エリア（東側ＰＣＶペネトレーション室気相 

部）の空間体積と等価な半球の半径（m） 

R = √
3･V

2･π

3

V  ：評価対象エリア（東側ＰＣＶペネトレーション室気相 

部）の体積（   m3） 
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別図 9－1 サブマージョンモデルの概要 

  

 

 

 
放出された放射性物質の全量が

原子炉建物原子炉棟内に均一に分

布するものとし，建物内の放射性

物質濃度を設定する。 

保守的に原子炉建物原子炉棟か

ら環境への放射性物質の放出は考

慮しない。 

評価対象範囲の体積を保存し半球状の

空間に放射性物質が均一に分布するもの

として空間線量率を評価する。 

原子炉建物原子炉棟１階 

（作業フロア） 

サブマージョンモデル概要図 

原子炉建物原子炉棟 

格納容器 

原子炉建物原子炉棟 
作業エリア周囲の遮蔽で囲まれ

た範囲を評価対象とする。 

保守的に，建物内の配管，機器等

の遮蔽は考慮しない。 

：作業員 

：評価対象範囲 
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(3) 評価の結果 

評価結果を別図 9－2に示す。線量率の最大は約 8.0mSv/h程度であり，時間減衰によ

って低下するため，線量率の上昇が現場操作に影響を与える可能性は小さく，期待して

いる機器の機能は維持される。 

なお，事故時には原子炉建物原子炉棟内に漏えいした放射性物質が環境へ放出される

可能性があるが，中央制御室換気系の給気口の位置はプルームの広がりを取り込みにく

い箇所にあり，中央制御室内に放射性物質を大量に取り込むことはないと考えられる

（別図 9－3）。さらに，これらの事故時においては原子炉棟排気放射線高の信号により

中央制御室換気系が系統隔離運転となるため，中央制御室内にいる運転員は過度な被ば

くの影響を受けることはない。 
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別図 9－2 原子炉建物原子炉棟立入開始時間と線量率の関係 
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（a）平面概略図 

（b）断面概略図 

別図 9－3 原子炉建物／中央制御室の配置と給気口・原子炉建物燃料取替階ブローアウト 

パネルの位置関係（ＩＳＬＯＣＡ） 
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2. 敷地境界の実効線量評価について 

(1) 評価想定 

敷地境界の実効線量評価では，ＩＳＬＯＣＡにより原子炉建物原子炉棟内に放出された

核分裂生成物が原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルを経由して大気中に放出され

ることを想定し，敷地境界の実効線量を評価した。 

評価条件は別表 9－1から別表 9－6に従うものとする。 

破断口から漏えいする原子炉冷却材が原子炉建物原子炉棟内に放出されることに伴う

減圧沸騰によって気体となる蒸気量に対応する放射性物質が建物内の気相部へ移行する

ものとし，破断口から漏えいする冷却材中の放射性物質が気相部へ移行する割合は，運転

時の原子炉冷却材量に対する原子炉建物原子炉棟放出に伴う減圧沸騰による蒸発量の割

合から算定した。燃料から追加放出される放射性物質が気相へ移行する割合は，燃料棒内

ギャップ部の放射性物質が原子炉圧力の低下割合に応じて冷却材中に放出されることを

踏まえ，同様に運転時の原子炉冷却材量に対する原子炉減圧に伴う減圧沸騰による蒸発量

の割合から算定した。また，破断口及び逃がし安全弁から放出される蒸気量は，各々の移

行率に応じた量が流出するものとした。（別図 9－4参照） 

原子炉建物原子炉棟内の気相部に移行した放射性物質は，原子炉建物燃料取替階ブロー

アウトパネルの開口部より大気中に徐々に放出されることとなるが，被ばく評価上は，事

象発生直後に大気中に放出されるものとし，放出高さは地上放出として評価した。その結

果，放出量は別表 9－5に示すとおりとなった。 

 

(2) 評価方法 

敷地境界外における実効線量は，次に述べる内部被ばくによる実効線量及び外部被ばく

による実効線量の和として計算する。 

 

ａ．よう素による内部被ばく 

よう素の内部被ばくによる実効線量𝐻𝐼は次の式で計算する。 

 

𝐻𝐼 = 𝑅 ∙ 𝐻∞ ∙ 𝜒 𝑄⁄ ∙ 𝑄𝐼 

 

ここで 

R：呼吸率(m3/s) 

呼吸率Rは，事故期間が比較的短いことを考慮し，小児の活動時の呼吸率0.31（m3/h）

を用いる。 

𝐻∞：よう素（I-131）を 1Bq吸入した場合の小児の実効線量係数(1.6×10-7Sv/Bq) 

𝜒 𝑄⁄ ：相対濃度（s/m3）（別表 9－6のとおり） 

𝑄𝐼：よう素の放出量（Bq） 

（I-131等価量－小児実効線量係数換算）（別表 9－5のとおり） 
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ｂ．γ線による外部被ばく 

敷地境界外における希ガス及びハロゲン等のγ線外部被ばくによる実効線量𝐻𝛾は次の

式で計算する。 

 

𝐻𝛾 = 𝐾 ∙ 𝐷 𝑄⁄ ∙ 𝑄𝛾 

 

ここで， 

𝐾：空気カーマから実効線量への換算係数（K=1Sv/Gy） 

𝐷 𝑄⁄ ：相対線量（Gy/Bq）（別表 9－6のとおり） 

𝑄𝛾：希ガス及びハロゲン等の大気放出量(Bq) 

（γ線実効エネルギ 0.5MeV換算値）（別表 9－5のとおり） 

 

(3) 評価結果 

敷地境界における実効線量は約 3.9mSvとなり事故時線量限度の 5mSvを下回った。 

本事象は，放射性物質の放出に際し格納容器フィルタベント系や非常用ガス処理系によ

る放射性物質の捕集効果及び高所放出による大気希釈に期待できないため，敷地境界にお

ける実効線量評価において，設計基準事故や他の炉心損傷防止シナリオにおける評価条件

に比べて厳しい評価結果となっていると考えられる。また，ＩＳＬＯＣＡ発生後，30 分

後に急速減圧を実施する評価としているため，それまでの間に，高圧炉心スプレイ系の自

動起動に伴う蒸気凝縮により原子炉圧力低下が起きており，この期間における燃料棒内ギ

ャップ部の放射性物質の追加放出が大きくなっている。この期間は破断口からの冷却材漏

えい量も大きいため，大気中への放射性物質の放出量が大きくなる結果となる。 

なお，評価に使用した I-131 追加放出量の 100Ci（3.7×1012Bq）は，運転開始からの

I-131追加放出量の実測値の最大値である約 8.1×10７Bq「平成元年 1月 18日（起動試験）」

に対し保守性を有した設定となっている。 

また，評価上は考慮していないものの，原子炉建物原子炉棟に放出された放射性物質は

外部に放出されるまでの建物内壁への沈着による放出量の低減に期待できること，冷却材

中の放射性物質の濃度は運転時の原子炉冷却材量に応じた濃度を用いているが，実際は原

子炉注水による濃度の希釈に期待できること及び破断口から放出されるまでの時間減衰

により，更に実効線量が低くなると考えられる。 
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別表 9－4 放出評価条件 

 

項 目 主要解析条件 条件設定の考え方 

原子炉運転日数（日） 2000 
十分な運転時間として仮定した時

間 

追加放出量（Ｉ－131）

(Bq) 
3.7×1012 

至近の I-131追加放出量の実績値

を包絡する値として設定し，その

他の核種はその組成を平衡組成と

して求め，希ガスについてはよう

素の２倍の放出があるものとす

る。 

冷却材中濃度 (Ｉ－

131) 

(Bq／g) 

1.4×102 

全希ガス漏えい率から冷却材中濃

度を設定し，その組成を拡散組成

とする。 

燃料から追加放出され

るよう素の割合（％） 

無機よう素：96 
有機よう素：4 

「発電用軽水型原子炉施設の安全

評価に関する審査指針」に基づき

設定 

逃がし安全弁からサプ

レッションチェンバへ

の移行率（％） 

無機よう素，ハロゲン等：2 
有機よう素：99.98 

無機よう素，ハロゲン等について

は「発電用軽水型原子炉施設の安

全評価に関する審査指針」に基づ

き設定 

有機よう素についてはＳＡＦＥＲ

解析の積算蒸気量の割合に基づき

設定 

破断口から原子炉建物

原子炉棟への移行率

（％） 

無機よう素，ハロゲン等：100 
有機よう素：0.02 

無機よう素，ハロゲン等について

は保守的に全量が破断口から原子

炉建物原子炉棟へ移行するものと

して設定 

有機よう素についてはＳＡＦＥＲ

解析の積算蒸気量の割合に基づき

設定 

サプレッションチェン

バのプール水のスクラ

ビング等による除去係

数 

5 
Standard Review Plan6.5.5 に基

づき設定 

冷却水から気相への放

出割合（冷却材中の放

射性物質）（％） 

24 

原子炉冷却材量に対する原子炉建

物原子炉棟放出に伴う減圧沸騰に

よる蒸気量の割合を設定 

冷却材から気相への放

出割合（追加放出され

る放射性物質）（％） 

12 

原子炉減圧により燃料棒内ギャッ

プ部から冷却材中へ放出されるこ

とを踏まえ，原子炉冷却材量に対

する減圧沸騰による蒸気量から算

出 

格納容器からの漏えい

率（％／ｄ） 
0.5 格納容器の設計漏えい率から設定 

原子炉建物原子炉棟の

気密性 
考慮しない 

原子炉建物燃料取替階ブローアウ

トパネル開口部の面積に依存せ

ず，原子炉建物原子炉棟内気相部

の放射性物質が事象発生直後に大

気中に放出されるものとする。 
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別表9－5 放出量 

核 種 放出量（Bq） 

希ガス＋ハロゲン等 

（ガンマ線実効エネルギ0.5MeV換算値） 
2.0×1013 

よう素 

（I-131等価量（小児実効線量係数換算）） 
7.9×1011 

 

 

別表 9－6  大気拡散条件（地上放出） 

大気拡散条件 敷地境界 

相対濃度（χ／Ｑ） 

（ｓ／ｍ３） 
3.5×10－4 

相対線量（Ｄ／Ｑ） 

（Gy／Bq） 
2.1×10－18 
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%
）

格
納
容
器
か
ら
の
漏
え
い

（
漏
え
い
率
：
0
.5

%
/d
，
約

3
.5

%
/7

d
）

原
子
炉
建
物
燃
料
取
替
階
ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ
ネ
ル
か
ら

環
境
中
へ
放
出
（
希
ガ
ス
）

約
3
.5
×

1
0

1
2
[B

q
]
*
2

原
子
炉
建
物
燃
料
取
替
階
ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ
ネ
ル
か
ら

環
境
中
へ
放
出
（
よ
う
素
，
ハ
ロ
ゲ
ン
）

約
7
.9
×

1
0

1
1
[B

q
]

*
1

約
1
.7
×

1
0

1
3
[B

q
]

*
2

無
機
よ
う
素

1
0
0
%

破
断
口
か
ら
原
子
炉

建
物
原
子
炉
棟
内

（
気
相
部
）

へ
の
放
出

（
移
行
率
：
2
4
%
）
*
3

原
子
炉
建
物
原
子
炉
棟
内
気
相
中
の
よ
う
素
，
ハ
ロ
ゲ
ン
（約

11
.7

%
）

約
7
.6
×

1
0

1
1
[B

q
]
*
1

約
1
.5
×

1
0

1
3
[B

q
]
*
2

原
子
炉
建
物
原
子
炉
棟
内
気
相
中
の
よ
う
素
，
ハ
ロ
ゲ
ン
（約

24
%
）

約
2
.5
×

1
0

1
0
[B

q
]
*
1

約
1
.5
×

1
0

1
2
[B

q
]
*
2

格
納
容
器
か
ら
の
漏
え
い

（
漏
え
い
率
：
0
.5

%
/d
，
約

3
.5

%
/7

d
）

約
0
.1

5
%

S/
C
ス
ク
ラ
ビ
ン
グ
（
D

F
:5
）

SR
V
か
ら
S/
C
へ
の

キ
ャ
リ
ー
オ
ー
バ
ー
（
2
%
）

*
1
:I
-1
31

等
価
量

 

*
2
:ガ

ン
マ
線

0.
5M
eV

換
算
値
 

*
3
:
運

転
時

冷
却

材
量

に
対

す
る

減
圧

沸

騰
に

よ
る

蒸
発

分
の

割
合

と
し

て
算

出
 

*
4
:
燃

料
棒

内
ギ

ャ
ッ

プ
部

の
放

射
性

物

質
が

原
子

炉
圧

力
の

低
下

割
合

に
応

じ
て

冷
却

材
中

に
放

出
さ

れ
る

こ
と

を
踏
ま
え
，
急
速
減
圧
す
る
ま
で
は
そ

の
低

下
割

合
に

応
じ

た
量

の
放

射
性

物
質

が
冷

却
材

中
に

放
出

さ
れ

る
も

の
と
し
，
急
速
減
圧
以
降
は
ギ
ャ
ッ
プ

内
の

残
り

の
放

射
性

物
質

が
全

て
冷

却
材
中
に
放
出
さ
れ
る
も
の
と
し
て
，

冷
却
材
中
の
濃
度
を
決
定
し
，
そ
の
冷

却
材

量
に

対
す

る
減

圧
沸

騰
に

よ
る

蒸
発
分
の
割
合
と
し
て
算
定
し
た
。

 

注
記
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I-131 追加放出量の測定結果について 

 

運転開始から施設定期検査による原子炉停止時等に測定している I-131 の追加放出量の測

定値は以下のとおり。 

 

定検回数 停止年月日 増加量（Ｂｑ） 

（起動試験） H1.1.18 8.10×107 

第 1回 H2.2.5 2.22×107 

第 2回 H3.5.7 7.67×106 

第 3回 H4.9.7 2.0×107 

第 4回 H6.1.12 1.7×107 

第 5回 H7.4.27 1.9×107 

中間停止 H8.5.13 2.3×107 

第 6回 H8.9.6 2.3×107 

第 7回 H10.1.5 2.4×107 

第 8回 H11.5.11 2.2×107 

第 9回 H12.9.17 1.4×107 

第 10回 H14.1.8 2.0×107 

第 11回 H15.4.15 3.6×107 

第 12回 H16.9.7 2.6×107 

第 13回 H18.2.28 2.9×107 

第 14回 H19.5.8 3.9×107 

第 15回 H20.9.7 1.9×107 

第 16回 H22.3.18 2.2×107 

 

160



 

安定状態について 

（格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ）） 

 

格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ）時の安定状態については以下のとお

り。 

原子炉安定停止状態：事象発生後，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備を用いた炉

心冷却により，炉心冠水が維持でき，また，冷却のための設備がその後

も機能維持できると判断され，かつ，必要な要員の不足や資源の枯渇等

のあらかじめ想定される事象悪化のおそれがない場合，安定停止状態が

確立されたものとする。 

原子炉格納容器安定状態：炉心冠水後に，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備を用

いた原子炉格納容器除熱機能（格納容器フィルタベント系，残留熱

除去系又は残留熱代替除去系）により，格納容器圧力及び温度が安

定又は低下傾向に転じ，また，原子炉格納容器除熱のための設備が

その後も機能維持できると判断され，かつ，必要な要員の不足や資

源の枯渇等のあらかじめ想定される事象悪化のおそれがない場合，

安定状態が確立されたものとする。 

【安定状態の確立について】 

原子炉安定停止状態の確立について 

事象発生 10時間後に残留熱除去系の破断箇所を現場操作にて隔離されることで漏えいが停止

し，高圧炉心スプレイ系による注水継続により炉心が冠水し，健全側の残留熱除去系による炉

心の冷却が維持され，原子炉安定停止状態が確立される。 

 

原子炉格納容器安定状態の確立について 

残留熱除去系による炉心の冷却を継続することで，冷温停止状態に移行することができ，格納

容器圧力及び温度も安定又は低下傾向となり，原子炉格納容器安定状態が確立される。 

 

また，重大事故等対策時に必要な要員は確保可能であり，また，必要な水源，燃料及び電源を

供給可能である。 

 

【安定状態の維持について】 

上記の炉心損傷防止対策を継続することにより安定状態を維持できる。 

また，残留熱除去系機能を維持し，除熱を行うことによって，安定状態の維持が可能となる。 
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解
析
コ
ー
ド
及
び
解
析
条
件
の
不
確
か
さ
の
影
響
評
価
に
つ
い
て
（
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
（
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
シ
ス
テ
ム
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
））

 
 

表
1 

解
析
コ
ー
ド
に
お
け
る
重
要
現
象
の
不
確
か
さ
が
運
転
員
等
操
作
時
間
及
び
評
価
項
目
と
な
る
パ
ラ
メ
ー
タ
に
与
え
る
影
響
 

（
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
（
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
シ
ス
テ
ム
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
）
）（

1／
2）

 
【
Ｓ
Ａ
Ｆ
Ｅ
Ｒ
】
 

分
類

 
重
要
現
象

 
解
析
モ
デ
ル

 
不
確
か
さ

 
運
転
員
等
操
作
時
間
に
与
え
る
影
響

 
評
価
項
目
と
な
る
パ
ラ
メ
ー
タ
に
与
え
る
影
響

 

炉 心  

崩
壊
熱

 
崩
壊
熱
モ
デ
ル

 

入
力
値
に
含
ま
れ
る
。
最
確
条
件
を
包
絡
で
き
る
条
件
を

設
定
す
る
こ
と
に
よ
り
崩
壊
熱
を
大
き
く
す
る
よ
う
考

慮
し
て
い
る
。

 

「
解
析
条
件
を
最
確
条
件
と
し
た
場
合
の
運
転
員
等
操
作
時
間
及
び
評
価
項
目
と
な
る
パ

ラ
メ
ー
タ
に
与
え
る
影
響
」
に
て
確
認
。

 

「
解
析
条
件
を
最
確
条
件
と
し
た
場
合
の
運
転
員
等
操
作

時
間
及
び
評
価
項
目
と
な
る
パ
ラ
メ
ー
タ
に
与
え
る
影
響
」

に
て
確
認
。

 

燃
料
棒
表
面
熱

伝
達
，
気
液
熱

非
平
衡
，
沸
騰

遷
移

 

燃
料

棒
表

面
熱

伝
達
モ
デ
ル

 

Ｔ
Ｂ
Ｌ
，
Ｒ
Ｏ
Ｓ
Ａ
－
Ⅲ
の
実
験
解
析
に
お
い
て
，
熱
伝

達
係
数
を
低
め
に
評
価
す
る
可
能
性
が
あ
り
，
他
の
解
析

モ
デ
ル
の
不
確
か
さ
と
も
相
ま
っ
て
コ
ー
ド
全
体
と
し

て
，
炉
心
が
露
出
し
，
ス
プ
レ
イ
冷
却
の
な
い
場
合
に
は

実
験
結
果
の
燃
料
被
覆
管
最
高
温
度
に
比
べ
て

+
50
℃
程

度
高
め
に
評
価
し
，
ス
プ
レ
イ
冷
却
の
あ
る
場
合
に
は
実

験
結
果
に
比
べ
て
10
℃
～

1
5
0℃

高
め
に
評
価
す
る
。
ま

た
，
炉
心
が
冠
水
維
持
す
る
場
合
に
お
い
て
は
，
Ｆ
Ｉ
Ｓ

Ｔ
－
Ａ
Ｂ
Ｗ
Ｒ
の
実
験
解
析
に
お
い
て
燃
料
被
覆
管
温

度
の
上
昇
は
な
い
た
め
，
不
確
か
さ
は
小
さ
い
。
ま
た
，

低
圧
代
替
注
水
系
に
よ
る
注
水
で
の
燃
料
棒
冷
却
過
程

に
お
け
る
蒸
気
単
相
冷
却
又
は
噴
霧
流
冷
却
の
不
確
か

さ
は
20
℃
～
40
℃
程
度
で
あ
る
。

 

解
析
コ
ー
ド
は
，
炉
心
が
冠
水
維
持
す
る
場
合
で
は
燃
料
被
覆
管
温
度
は
上
昇
し
な
い
た

め
不
確
か
さ
は
小
さ
い
。
原
子
炉
注
水
は
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
及
び
高
圧
炉
心
ス
プ
レ

イ
系
の
自
動
起
動
に
よ
り
行
わ
れ
，
燃
料
被
覆
管
温
度
を
操
作
開
始
の
起
点
と
し
て
い
る

運
転
員
等
操
作
は
な
い
こ
と
か
ら
，
運
転
員
等
操
作
時
間
に
与
え
る
影
響
は
な
い
。

 

炉
心
が
冠
水
維
持
さ
れ
る
実
験
解
析
で
は
燃
料
被
覆
管
温

度
を
ほ
ぼ
同
等
に
評
価
す
る
。
有
効
性
評
価
解
析
に
お
い
て

も
，
原
子
炉
水
位
は
お
お
む
ね
燃
料
棒
有
効
長
頂
部
を
下
回

る
こ
と
な
く
，
炉
心
は
お
お
む
ね
冠
水
維
持
さ
れ
る
た
め
，

燃
料
被
覆
管
の
最
高
温
度
は
初
期
値
（
約

30
9
℃
）
を
上
回

る
こ
と
は
な
い
こ
と
か
ら
，
評
価
項
目
と
な
る
パ
ラ
メ
ー
タ

に
与
え
る
影
響
は
な
い
。

 

燃
料
被
覆
管
酸

化
 

ジ
ル
コ
ニ
ウ
ム

 

－
水

反
応

モ
デ

ル
 

酸
化
量
及
び
酸
化
反
応
に
伴
う
発
熱
量
を
よ
り
大
き
く

見
積
も
る
Ｂ
ａ
ｋ
ｅ
ｒ
－
Ｊ
ｕ
ｓ
ｔ
式
に
よ
る
計
算
モ

デ
ル
を
採
用
し
て
お
り
，
保
守
的
な
結
果
を
与
え
る
。

 

解
析
コ
ー
ド
は
酸
化
量
及
び
酸
化
反
応
に
伴
う
発
熱
量
の
評
価
に
つ
い
て
保
守
的
な
結
果

を
与
え
る
た
め
，
解
析
結
果
は
燃
料
被
覆
管
酸
化
を
大
き
く
評
価
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

よ
っ
て
，
実
際
の
燃
料
被
覆
管
温
度
は
低
く
な
り
，
原
子
炉
水
位
挙
動
に
影
響
を
与
え
る

可
能
性
が
あ
る
が
，
原
子
炉
注
水
は
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
及
び
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系

の
自
動
起
動
に
よ
り
行
わ
れ
る
こ
と
か
ら
，
運
転
員
等
操
作
時
間
に
与
え
る
影
響
は
な
い
。
 

解
析
コ
ー
ド
は
燃
料
被
覆
管
の
酸
化
に
つ
い
て
，
酸
化
量
及

び
酸
化
反
応
に
伴
う
発
熱
量
に
保
守
的
な
結
果
を
与
え
，
燃

料
被
覆
管
温
度
を
高
め
に
評
価
す
る
が
，
原
子
炉
水
位
は
お

お
む
ね
燃
料
棒
有
効
長
頂
部
を
下
回
る
こ
と
な
く
，
炉
心
は

お
お
む
ね
冠
水
維
持
さ
れ
る
た
め
，
燃
料
被
覆
管
の
最
高
温

度
は
初
期
値
（
約

30
9
℃
）
を
上
回
る
こ
と
は
な
い
こ
と
か

ら
評
価
項
目
と
な
る
パ
ラ
メ
ー
タ
に
与
え
る
影
響
は
な
い
。
 

燃
料
被
覆
管
変

形
 

膨
れ
・
破
裂
評
価

モ
デ
ル

 

膨
れ
・
破
裂
は
，
燃
料
被
覆
管
温
度
と
円
周
方
向
応
力
に

基
づ
い
て
評
価
さ
れ
，
燃
料
被
覆
管
温
度
は
上
述
の
よ
う

に
高
め
に
評
価
さ
れ
，
円
周
方
向
応
力
は
燃
焼
期
間
中
の

変
化
を
考
慮
し
て
燃
料
棒
内
圧
を
大
き
く
設
定
し
保
守

的
に
評
価
し
て
い
る
。
従
っ
て
，
ベ
ス
ト
フ
ィ
ッ
ト
曲
線

を
用
い
る
場
合
も
破
裂
の
判
定
は
お
お
む
ね
保
守
的
と

な
る
。

 

解
析
コ
ー
ド
は
燃
料
被
覆
管
温
度
を
高
め
に
評
価
す
る
こ
と
か
ら
，
破
裂
の
判
定
と
し
て

ベ
ス
ト
フ
ィ
ッ
ト
曲
線
を
用
い
る
場
合
に
お
い
て
も
お
お
む
ね
保
守
的
な
判
定
結
果
を

与
え
る
も
の
と
考
え
る
。
仮
に
格
納
容
器
内
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
（
Ｃ
Ａ
Ｍ
Ｓ
）
を
用

い
て
，
設
計
基
準
事
故
相
当
の
γ
線
量
率
の

10
倍
を
超
え
る
大
量
の
燃
料
被
覆
管
破
裂

を
計
測
し
た
場
合
に
は
，
炉
心
損
傷
後
の
運
転
操
作
を
適
用
す
る
必
要
が
あ
り
，
格
納
容

器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
に
よ
る
格
納
容
器
除
熱
操
作
の
起
点
が
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ

ー
ル
水
位
が
通
常
水
位
＋
約

1.
3m

に
到
達
し
た
時
点
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
，
原
子

炉
水
位
は
お
お
む
ね
燃
料
棒
有
効
長
頂
部
を
下
回
る
こ
と
な
く
，
炉
心
は
お
お
む
ね
冠
水

維
持
さ
れ
る
た
め
，
燃
料
被
覆
管
の
最
高
温
度
は
初
期
値
（
約

30
9
℃
）
を
上
回
る
こ
と

は
な
い
こ
と
か
ら
，
運
転
員
等
操
作
時
間
に
与
え
る
影
響
は
な
い
。

 

燃
料
被
覆
管
温
度
を
高
め
に
評
価
す
る
こ
と
か
ら
，
破
裂
判

定
は
厳
し
め
の
結
果
を
与
え
る
。
原
子
炉
水
位
は
お
お
む
ね

燃
料
棒
有
効
長
頂
部
を
下
回
る
こ
と
な
く
，
炉
心
は
お
お
む

ね
冠
水
維
持
さ
れ
る
た
め
，
燃
料
被
覆
管
の
最
高
温
度
は
初

期
値
（
約

30
9
℃
）
を
上
回
る
こ
と
は
な
い
こ
と
か
ら
評
価

項
目
と
な
る
パ
ラ
メ
ー
タ
に
与
え
る
影
響
は
な
い
。

 

沸
騰
・
ボ
イ
ド

率
変
化
，
気
液

分
離
（
水
位
変

化
）
・
対
向
流
，

三
次
元
効
果

 

二
相

流
体

の
流

動
モ
デ
ル

 

Ｔ
Ｂ
Ｌ
，
Ｒ
Ｏ
Ｓ
Ａ
－
Ⅲ
，
Ｆ
Ｉ
Ｓ
Ｔ
－
Ａ
Ｂ
Ｗ
Ｒ
の
実

験
解
析
に
お
い
て
，
二
相
水
位
変
化
は
，
解
析
結
果
に
重

畳
す
る
水
位
振
動
成
分
を
除
い
て
，
実
験
結
果
と
お
お
む

ね
同
等
の
け
っ
か
が
得
ら
れ
て
い
る
。
低
圧
代
替
注
水
系

の
注
水
に
よ
る
燃
料
棒
冷
却
（
蒸
気
単
相
冷
却
又
は
噴
霧

流
冷
却
）
の
不
確
か
さ
は

20
℃
～

40
℃
程
度
で
あ
る
。

 

運
転
操
作
は
シ
ュ
ラ
ウ
ド
外
水
位
（
原
子
炉
水
位
計
）
に
基
づ
く
操
作
で
あ
る
こ
と
か
ら

運
転
操
作
に
与
え
る
影
響
は
原
子
炉
圧
力
容
器
の
分
類
に
て
示
す
。

 

炉
心
内
の
二
相
水
位
変
化
を
お
お
む
ね
同
等
に
評
価
す
る

こ
と
か
ら
，
評
価
項
目
と
な
る
パ
ラ
メ
ー
タ
に
与
え
る
影
響

は
小
さ
い
。

 

原
子
炉
水
位
は
お
お
む
ね
燃
料
棒
有
効
長
頂
部
を
下
回
る

こ
と
な
く
，
炉
心
は
お
お
む
ね
冠
水
維
持
さ
れ
る
た
め
，
燃

料
被
覆
管
の
最
高
温
度
は
初
期
値
（
約

30
9
℃
）
を
上
回
る

こ
と
は
な
い
こ
と
か
ら
評
価
項
目
と
な
る
パ
ラ
メ
ー
タ
に

与
え
る
影
響
は
な
い
。
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表
1 

解
析
コ
ー
ド
に
お
け
る
重
要
現
象
の
不
確
か
さ
が
運
転
員
等
操
作
時
間
及
び
評
価
項
目
と
な
る
パ
ラ
メ
ー
タ
に
与
え
る
影
響
 

（
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
（
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
シ
ス
テ
ム
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
）
）（

2／
2）

 
【
Ｓ
Ａ
Ｆ
Ｅ
Ｒ
】
 

分
類

 
重
要
現
象

 
解
析
モ
デ
ル

 
不
確
か
さ

 
運
転
員
等
操
作
時
間
に
与
え
る
影
響

 
評
価
項
目
と
な
る
パ
ラ
メ
ー
タ
に
与
え
る
影
響

 

原 子 炉 圧 力 容 器  

沸
騰
・
凝
縮
・

ボ
イ

ド
率

変

化
，
気
液
分
離

（
水

位
変

化
）
・
対
向
流

 

二
相
流
体
の
流

動
モ
デ
ル

 

下
部
プ
レ
ナ
ム
の
二
相
水
位
を
除
き
，
ダ
ウ
ン
カ
マ
の
二

相
水
位
（
シ
ュ
ラ
ウ
ド
外
水
位
）
に
関
す
る
不
確
か
さ
を

取
り
扱
う
。
シ
ュ
ラ
ウ
ド
外
水
位
に
つ
い
て
は
，
燃
料
被

覆
管
温
度
及
び
運
転
員
操
作
の
ど
ち
ら
に
対
し
て
も
二

相
水
位
及
び
こ
れ
を
決
定
す
る
二
相
流
動
モ
デ
ル
の
妥

当
性
の
有
無
は
重
要
で
な
く
，
質
量
及
び
水
頭
の
バ
ラ
ン

ス
だ
け
で
定
ま
る
コ
ラ
プ
ス
水
位
が
取
り
扱
え
れ
ば
十

分
で
あ
る
。
こ
の
た
め
，
特
段
の
不
確
か
さ
を
考
慮
す
る

必
要
は
な
い
。

 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
等
に
よ
る
原
子
炉
注
水
開
始
は
自
動
起
動
で
あ
る
た
め
，
運
転
員

等
操
作
時
間
に
与
え
る
影
響
は
な
い
。

 

シ
ュ
ラ
ウ
ド
外
水
位
を
適
切
に
評
価
す
る
こ
と
か
ら
，
評

価
項
目
と
な
る
パ
ラ
メ
ー
タ
に
与
え
る
影
響
は
小
さ
い
。

 

な
お
，
原
子
炉
水
位
は
お
お
む
ね
燃
料
棒
有
効
長
頂
部
を

下
回
る
こ
と
な
く
，
炉
心
は
お
お
む
ね
冠
水
維
持
さ
れ
る

た
め
，
燃
料
被
覆
管
の
最
高
温
度
は
初
期
値
（
約

30
9
℃
）

を
上
回
る
こ
と
は
な
い
こ
と
か
ら
評
価
項
目
と
な
る
パ
ラ

メ
ー
タ
に
与
え
る
影
響
は
な
い
。

 

冷
却

材
放

出

（
臨
界
流
・
差

圧
流
）

 

臨
界
流
モ
デ
ル

 

Ｔ
Ｂ
Ｌ
，
Ｒ
Ｏ
Ｓ
Ａ
－
Ⅲ
，
Ｆ
Ｉ
Ｓ
Ｔ
－
Ａ
Ｂ
Ｗ
Ｒ
の
実

験
解
析
に
お
い
て
，
圧
力
変
化
は
実
験
結
果
と
お
お
む
ね

同
等
の
解
析
結
果
が
得
ら
れ
て
お
り
，
臨
界
流
モ
デ
ル
に

関
し
て
特
段
の
不
確
か
さ
を
考
慮
す
る
必
要
は
な
い
。

 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
等
に
よ
る
原
子
炉
注
水
開
始
は
自
動
起
動
で
あ
る
た
め
，
運
転
員

等
操
作
時
間
に
与
え
る
影
響
は
な
い
。

 

逃
が
し
安
全
弁
流
量
は
，
設
定
圧
力
で
設
計
流
量
が
放
出
さ

れ
る
よ
う
に
入
力
で
設
定
す
る
た
め
不
確
か
さ
の
影
響
は

な
い
。

 

破
断
口
か
ら
の
流
出
は
実
験
結
果
と
良
い
一
致
を
示
す
臨

界
流
モ
デ
ル
を
適
用
し
て
い
る
。
有
効
性
評
価
解
析
で
も
圧

力
変
化
を
適
切
に
評
価
し
，
原
子
炉
へ
の
注
水
の
タ
イ
ミ
ン

グ
及
び
注
水
流
量
を
適
切
に
評
価
す
る
た
め
，
評
価
項
目
と

な
る
パ
ラ
メ
ー
タ
に
与
え
る
影
響
は
小
さ
い
。
な
お
，
原
子

炉
水
位
は
お
お
む
ね
燃
料
棒
有
効
長
頂
部
を
下
回
る
こ
と

な
く
，
炉
心
は
お
お
む
ね
冠
水
維
持
さ
れ
る
た
め
，
燃
料
被

覆
管
の
最
高
温
度
は
初
期
値
（
約

30
9
℃
）
を
上
回
る
こ
と

は
な
い
こ
と
か
ら
評
価
項
目
と
な
る
パ
ラ
メ
ー
タ
に
影
響

を
与
え
る
こ
と
は
な
い
。

 

Ｅ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
注
水

 

（
給
水
系
・
代

替
注
水
設
備
含

む
）

 

原
子

炉
注

水
系

モ
デ
ル

 

入
力
値
に
含
ま
れ
る
。
各
系
統
の
設
計
条
件
に
基
づ
く
原

子
炉
圧
力
と
注
水
流
量
の
関
係
を
使
用
し
て
お
り
，
実
機

設
備
仕
様
に
対
し
て
注
水
流
量
を
少
な
め
に
与
え
，
燃
料

被
覆
管
温
度
を
高
め
に
評
価
す
る
。

 

「
解
析
条
件
を
最
確
条
件
と
し
た
場
合
の
運
転
員
等
操
作
時
間
及
び
評
価
項
目
と
な
る

パ
ラ
メ
ー
タ
に
与
え
る
影
響
」
に
て
確
認
。

 

「
解
析
条
件
を
最
確
条
件
と
し
た
場
合
の
運
転
員
等
操
作

時
間
及
び
評
価
項
目
と
な
る
パ
ラ
メ
ー
タ
に
与
え
る
影
響
」

に
て
確
認
。
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表
2 

解
析
条
件
を
最
確
条
件
と
し
た
場
合
の
運
転
員
等
操
作
時
間
及
び
評
価
項
目
と
な
る
パ
ラ
メ
ー
タ
に
与
え
る
影
響
（
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
（
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
シ
ス
テ
ム
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
））
（

1／
2）

 

項
目

 

解
析
条
件
（
初
期
条
件
，
事
故
条
件
及
び
機
器
条
件
）

の
不
確
か
さ

 
条
件
設
定
の
考
え
方

 
運
転
員
等
操
作
時
間
に
与
え
る
影
響

 
評
価
項
目
と
な
る
パ
ラ
メ
ー
タ
に
与
え
る
影
響
 

解
析
条
件

 
最
確
条
件

 

初 期 条 件 

原
子
炉
熱
出
力

 
2,
43
6
MW

 
2,
43
5
MW

以
下

 

（
実
績
値
）

 
定
格
原
子
炉
熱
出
力
と
し
て
設
定

 

最
確
条
件
と
し
た
場
合
は
，
最
大
線
出
力
密
度
及
び
原
子
炉
停
止
後

の
崩
壊
熱
が
緩
和
さ
れ
る
。
最
確
条
件
と
し
た
場
合
の
運
転
員
等
操

作
時
間
へ
の
影
響
は
，
最
大
線
出
力
密
度
及
び
原
子
炉
停
止
後
の
崩

壊
熱
に
て
説
明
す
る
。

 

最
確
条
件
と
し
た
場
合
は
，
最
大
線
出
力
密
度
及
び
原
子
炉
停
止
後

の
崩
壊
熱
が
緩
和
さ
れ
る
。
最
確
条
件
と
し
た
場
合
の
評
価
項
目
と

な
る
パ
ラ
メ
ー
タ
に
与
え
る
影
響
は
，
最
大
線
出
力
密
度
及
び
原
子

炉
停
止
後
の
崩
壊
熱
に
て
説
明
す
る
。

 

原
子
炉
圧
力

 
6
.9
3
MP
a[

ga
ge
]
 

約
6.
77
～

6
.7
9
MP
a[

ga
g
e
]
 

（
実
績
値
）

 

定
格
原
子
炉
圧
力
と
し
て
設
定

 

最
確
条
件
と
し
た
場
合
は
，
ゆ
ら
ぎ
に
よ
り
解
析
条
件
に
対
し
て
変

動
を
与
え
う
る
が
，
原
子
炉
圧
力
は
逃
が
し
安
全
弁
に
よ
り
制
御
さ

れ
る
た
め
事
象
進
展
に
及
ぼ
す
影
響
は
小
さ
い
こ
と
か
ら
，
運
転
員

等
操
作
時
間
に
与
え
る
影
響
は
小
さ
い
。

 

最
確
条
件
と
し
た
場
合
は
，
ゆ
ら
ぎ
に
よ
り
解
析
条
件
に
対
し
て
変

動
を
与
え
う
る
が
，
原
子
炉
圧
力
は
逃
が
し
安
全
弁
に
よ
り
制
御
さ

れ
る
た
め
事
象
進
展
に
与
え
る
影
響
は
小
さ
い
こ
と
か
ら
，
評
価
項

目
と
な
る
パ
ラ
メ
ー
タ
に
与
え
る
影
響
は
小
さ
い
。

 

原
子
炉
水
位

 
通
常
水
位
（
気
水
分
離
器

下
端
か
ら
＋

83
㎝
）

 

通
常
水
位
（
気
水
分
離
器

下
端
か
ら
約
＋

83
cm
～

約
＋
85

㎝
）

 

通
常
運
転
時
の
原
子
炉
水
位
と
し
て
設
定

 

最
確
条
件
と
し
た
場
合
は
，
ゆ
ら
ぎ
に
よ
り
解
析
条
件
に
対
し
て
変

動
を
与
え
う
る
が
，
ゆ
ら
ぎ
の
幅
は
事
象
発
生
後
の
水
位
低
下
量
に

対
し
て
非
常
に
小
さ
い
。
例
え
ば
，
原
子
炉
ス
ク
ラ
ム

2
5
分
後
ま

で
の
崩
壊
熱
に
よ
る
原
子
炉
水
位
の
低
下
量
は
，
高
圧
が
維
持
さ
れ

た
状
態
で
も
通
常
運
転
水
位
か
ら
約

4
.6
m
で
あ
る
の
に
対
し
て
ゆ

ら
ぎ
に
よ
る
水
位
変
動
幅
は
約

2
㎝
で
あ
り
非
常
に
小
さ
い
。
従
っ

て
，
事
象
進
展
に
与
え
る
影
響
は
小
さ
い
こ
と
か
ら
，
運
転
員
等
操

作
時
間
に
与
え
る
影
響
は
小
さ
い
。

 

最
確
条
件
と
し
た
場
合
は
，
ゆ
ら
ぎ
に
よ
り
解
析
条
件
に
対
し
て
変

動
を
与
え
得
る
が
，
ゆ
ら
ぎ
の
幅
は
事
象
発
生
後
の
水
位
低
下
量
に

対
し
て
非
常
に
小
さ
い
。
例
え
ば
，
ス
ク
ラ
ム

25
分
後
ま
で
崩
壊
熱

に
よ
る
原
子
炉
水
位
の
低
下
量
は
，
高
圧
が
維
持
さ
れ
た
状
態
で
も

通
常
運
転
水
位
か
ら
約

4.
6
m
で
あ
る
の
に
対
し
て
ゆ
ら
ぎ
に
よ
る

水
位
変
動
幅
は
約

2
㎝
で
あ
り
非
常
に
小
さ
い
。
従
っ
て
，
事
象
進

展
に
与
え
る
影
響
は
小
さ
い
こ
と
か
ら
，
評
価
項
目
と
な
る
パ
ラ
メ

ー
タ
に
与
え
る
影
響
は
小
さ
い
。

 

炉
心
流
量

 
35
.6
×
10

3
t/

h
 

定
格
流
量
の

8
5
～

10
4
%
 

（
実
測
値
）

 
定
格
炉
心
流
量
と
し
て
設
定

 

炉
心
の
反
応
度
補
償
の
た
め
初
期
値
は
変
化
す
る
が
，
事
象
発
生
後

早
期
に
原
子
炉
は
ス
ク
ラ
ム
す
る
た
め
，
初
期
炉
心
流
量
が
事
象
進

展
に
及
ぼ
す
影
響
は
小
さ
い
こ
と
か
ら
，
運
転
員
等
操
作
時
間
に
与

え
る
影
響
は
小
さ
い
。

 

炉
心
の
反
応
度
補
償
の
た
め
初
期
値
は
変
化
す
る
が
，
事
象
発
生
後

早
期
に
原
子
炉
は
ス
ク
ラ
ム
す
る
た
め
，
初
期
炉
心
流
量
が
事
象
進

展
に
及
ぼ
す
影
響
は
小
さ
い
こ
と
か
ら
，
評
価
項
目
と
な
る
パ
ラ
メ

ー
タ
に
与
え
る
影
響
は
小
さ
い
。

 

燃
料

 
9
×

9
燃
料
（
Ａ
型
）

 
装
荷
炉
心
毎

 

9×
9
燃
料
（
Ａ
型
）
，

9×
9
燃
料
（
Ｂ
型
）

は
熱
水
力
的
な
特
性
は
同
等
で
あ
り
，
そ
の
相

違
は

燃
料

棒
最

大
線

出
力

密
度

の
保

守
性

に

包
絡
さ
れ
る
こ
と
，
ま
た
，

9
×
9
燃
料
の

方

が
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
よ
り
も
崩
壊
熱
が
大
き
く
，
燃

料
被
覆
管
温
度
上
昇
の
観
点
で
厳
し
い
た
め
，

Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
の
評
価
は

9×
9
燃
料
（
Ａ
型
）

の
評
価
に
包
絡
さ
れ
る
こ
と
を
考
慮
し
，
代
表

的
に

9
×
9
燃
料
（
Ａ
型
）
を
設
定

 

最
確
条
件
と
し
た
場
合
は
，
炉
心
に
装
荷
さ
れ
る
燃
料
は
装
荷
炉
心

毎
に
異
な
る
こ
と
と
な
る
が
，
装
荷
さ
れ
る
燃
料
で
あ
る

9
×
9
燃
料

（
Ａ
型

）
，

9×
9
燃
料

（
Ｂ

型
）
，

Ｍ
Ｏ
Ｘ

燃
料

に
つ

い
て

，
9×

9

燃
料
（
Ａ
型
），

9
×
9
燃
料
（
Ｂ
型
）
は
熱
水
力
的
な
特
性
は
同
等

で
あ
り
，
ま
た
，
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
の
評
価
は

9×
9燃

料
（
Ａ
型
）
の
評

価
に
包
絡
さ
れ
，
事
象
進
展
に
及
ぼ
す
影
響
は
小
さ
い
こ
と
か
ら
，

運
転
員
等
操
作
時
間
に
与
え
る
影
響
は
小
さ
い
。

 

最
確
条
件
と
し
た
場
合
は
，
炉
心
に
装
荷
さ
れ
る
燃
料
は
装
荷
炉
心

毎
に
異
な
る
こ
と
と
な
る
が
，
装
荷
さ
れ
る
燃
料
で
あ
る

9×
9燃

料

（
Ａ
型
）
，

9
×

9
燃
料
（
Ｂ
型
）
，
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
の
う
ち
，

9×
9燃

料

（
Ａ
型
）
，
9×

9
燃
料
（
Ｂ
型
）
は
熱
水
力
的
な
特
性
は
同
等
で
あ
り
，

事
象
進
展
に
及
ぼ
す
影
響
は
小
さ
い
こ
と
か
ら
，
評
価
項
目
と
な
る

パ
ラ

メ
ー

タ
に

与
え

る
影

響
は

小
さ

い
。

Ｍ
Ｏ

Ｘ
燃

料
の

評
価

は

9
×
9
燃
料
（
Ａ
型
）
の
評
価
に
包
絡
さ
れ
，
評
価
項
目
と
な
る
パ
ラ

メ
ー
タ
に
対
す
る
余
裕
は
大
き
く
な
る
。

 

燃
料

棒
最

大
線

出
力
密
度

 
44
.0
k
W/
m
 

約
40
.
6k
W
/m

以
下

 

（
実
績
値
）

 

通
常
運
転
時
の
熱
的
制
限
値
を
設
定
（
高
出
力

燃
焼
集
合
体
）

 

最
確
条
件
と
し
た
場
合
は
，
燃
料
被
覆
管
温
度
の
上
昇
は
緩
和
さ
れ

る
が
，
原
子
炉
水
位
は
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
及
び
高
圧
炉
心
ス
プ

レ
イ
系
の
自
動
起
動
に
よ
り
行
わ
れ
，
燃
料
被
覆
管
温
度
を
操
作
開

始
の
起
点
と
し
て
い
る
運
転
員
等
操
作
は
な
い
こ
と
か
ら
，
運
転
員

等
操
作
時
間
に
与
え
る
影
響
は
な
い
。

 

最
確
条
件
と
し
た
場
合
は
，
燃
料
被
覆
管
温
度
の
上
昇
は
緩
和
さ
れ

る
。
ま
た
，
原
子
炉
水
位
は
お
お
む
ね
燃
料
棒
有
効
長
頂
部
を
下
回

る
こ
と
な
く
，
炉
心
は
お
お
む
ね
冠
水
維
持
す
る
た
め
，
燃
料
被
覆

管
温
度
の
最
高
温
度
は
初
期
値
（
約
30
9
℃
）
を
上
回
る
こ
と
は
な
い

こ
と
か
ら
，
評
価
項
目
と
な
る
パ
ラ
メ
ー
タ
に
与
え
る
影
響
は
な
い
。
 

原
子

炉
停

止
後

の
崩
壊
熱

 

AN
S
I/
A
NS

-
5.
1
-1

97
9
 

燃
焼
度
3
3
GW
d/
t
 

AN
S
I/
A
NS

-
5.
1
-1

9
79

 

平
均
的
燃
焼
度
約

30
GW
d
/t

 

（
実
績
値
）

 

サ
イ

ク
ル

末
期

の
燃

焼
度

の
ば

ら
つ

き
を

考

慮
し
，
1
0
％
の
保
守
性
を
考
慮

 

最
確
条
件
と
し
た
場
合
は
，
解
析
条
件
で
設
定
し
て
い
る
崩
壊
熱
よ

り
も
小
さ
く
な
る
た
め
，
発
生
す
る
蒸
気
量
は
少
な
く
な
り
，
原
子

炉
水
位
の
低
下
は
緩
和
さ
れ
る
が
，
操
作
手
順
（
炉
心
冠
水
操
作
）

に
変
わ
り
は
な
い
こ
と
か
ら
，
運
転
員
等
操
作
時
間
に
与
え
る
影
響

は
小
さ
い
。

 

最
確
条
件
と
し
た
場
合
は
，
解
析
条
件
で
設
定
し
て
い
る
崩
壊
熱
よ

り
も
小
さ
く
な
る
た
め
，
発
生
す
る
蒸
気
量
は
少
な
く
な
り
，
原
子

炉
水
位
の
低
下
は
緩
和
さ
れ
，
そ
れ
に
伴
う
原
子
炉
冷
却
材
の
放
出

も
少
な
く
な
る
が
，
本
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
は
格
納
容
器
バ
イ
パ

ス
事
象
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
評
価
項
目
と
な
る
パ
ラ
メ
ー
タ
に
与
え

る
影
響
は
な
い
。

 

水
源
温
度

 
49
℃

 
約
19
℃
～
約
35
℃

 

（
実
測
値
）

 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
か
ら
の
注
水
に

お
け
る
代
表
温
度
を
設
定

 

最
確
条
件
と
し
た
場
合
は
，
解
析
条
件
で
設
定
し
て
い
る
水
温
よ
り

も
低
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
，
原
子
炉
注
水
に
よ
る
炉
心
冷
却

効
果
は
高
く
な
る
が
，
操
作
手
順
（
炉
心
を
冠
水
維
持
す
る
操
作
）

に
変
わ
り
は
な
い
こ
と
か
ら
，
運
転
員
等
操
作
時
間
に
与
え
る
影
響

は
小
さ
い
。

 

最
確
条
件
と
し
た
場
合
は
，
解
析
条
件
で
設
定
し
て
い
る
水
温
よ
り

も
低
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
，
原
子
炉
水
位
回
復
ま
で
の
挙
動

に
影
響
す
る
可
能
性
は
あ
る
が
，
こ
の
顕
熱
分
の
影
響
は
小
さ
い
こ

と
か
ら
，
評
価
項
目
と
な
る
パ
ラ
メ
ー
タ
に
与
え
る
影
響
は
小
さ
い
。
 

燃
料
の
容
量

 
1,

18
0
m3
 

1,
18
0m

3
以
上

 

（
合
計
貯
蔵
量
）

 

発
電
所
構
内
に
貯
蔵
し
て
い
る
合
計
容
量
を

参
考
に
，
最
確
条
件
を
包
絡
で
き
る
条
件
を
設

定
 

最
確
条
件
と
し
た
場
合
は
，
解
析
条
件
よ
り
燃
料
容
量
の
余
裕

は
大

き
く
な
る
。
ま
た
，
事
象
発
生
直
後
か
ら
最
大
負
荷
運
転
を
想
定
し

て
も
燃
料
は
枯
渇
し
な
い
こ
と
か
ら
，
運
転
員
等
操
作
時
間
に
与
え

る
影
響
は
な
い
。

 

－
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表
2 

解
析
条
件
を
最
確
条
件
と
し
た
場
合
の
運
転
員
等
操
作
時
間
及
び
評
価
項
目
と
な
る
パ
ラ
メ
ー
タ
に
与
え
る
影
響
（
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
（
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
シ
ス
テ
ム
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
））
（

2／
2）

 

項
目

 

解
析
条
件
（
初
期
条
件
，
事
故
条
件
及
び
機
器
条
件
）
の

 

不
確
か
さ

 
条
件
設
定
の
考
え
方

 
運
転
員
等
操
作
時
間
に
与
え
る
影
響

 
評
価
項
目
と
な
る
パ
ラ
メ
ー
タ
に
与
え
る
影
響
 

解
析
条
件

 
最
確
条
件

 

事 故 条 件 

起
因
事
象

 

残
留

熱
除

去
系

（
低

圧
注

水
モ

ー
ド
）
の
破
断

 

破
断
面
積

 

残
留

熱
除

去
系

熱
交

換
器

フ
ラ

ン
ジ
部
：

16
c
m2
 

残
留
熱
除
去
系
機
器
等
：

1c
m
2
 

－
 

運
転
中
に
弁
の
開
閉
試
験
を
実
施

す
る
系
統
の
う
ち
，
低
圧
設
計
部
の

耐
圧
バ
ウ
ン
ダ
リ
と
な
る
箇
所
に

対
す
る
実
耐
力
を
踏
ま
え
た
影
響

評
価
結
果
を
踏
ま
え
て
設
定

 
－
 

－
 

安
全
機
能
の
喪

失
に
対
す
る
仮

定
 

イ
ン

タ
ー

フ
ェ

イ
ス

シ
ス

テ

ム
Ｌ

Ｏ
Ｃ

Ａ
が

発
生

し
た

側

の
残

留
熱

除
去

系
の

機
能

喪

失
 

－
 

イ
ン

タ
ー

フ
ェ

イ
ス

シ
ス

テ
ム

Ｌ

Ｏ
Ｃ

Ａ
が

発
生

し
た

側
の

残
留

熱

除
去

系
が

機
能

喪
失

す
る

も
の

と

し
て
設
定

 

外
部
電
源

 
外
部
電
源
な
し

 
－
 

外
部
電
源
の
有
無
を
比
較
し
，
外
部

電
源
な
し
の
場
合
は
復
水
・
給
水
系

に
よ
る
給
水
が
な
く
，
原
子
炉
水
位

の
低
下
が
早
く
な
る
こ
と
か
ら
，
外

部
電
源
な
し
を
設
定

 

ま
た
，
原
子
炉
ス
ク
ラ
ム
ま
で
炉
心

の
冷
却
の
観
点
で
厳
し
く
な
り
，
外

部
電

源
が

あ
る

場
合

を
包

含
す

る

条
件
と
し
て
，
原
子
炉
ス
ク
ラ
ム
は

，
原
子
炉
水
位
低
（
レ
ベ
ル

3）
信

号
に
て
発
生
し
，
再
循
環
ポ
ン
プ
ト

リ
ッ
プ
は
，
原
子
炉
水
位
低
（
レ
ベ

ル
2）

信
号
に
て
発
生
す
る
も
の
と

す
る

 

事
象
進
展
を
厳
し
く
す
る
観
点
か
ら
，
復
水
・
給
水
系
に
よ
る

給
水
が
な
く
な
り
，
原
子
炉
水
位
の
低
下
が
早
く
な
る
外
部
電

源
が
な
い
状
態
を
設
定
し
て
い
る
。
な
お
，
外
部
電
源
が
あ
る

場
合
は
，
復
水
・
給
水
系
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
給
水

機
能
は
維
持
さ
れ
る
こ
と
か
ら
，
運
転
員
等
操
作
時
間
に
与
え

る
影
響
は
な
い
。

 

事
象
進
展
を
厳
し
く
す
る
観
点
か
ら
，
復
水
・
給
水
系
に
よ
る
給
水
が
な

く
な
り
，
原
子
炉
水
位
の
低
下
が
早
く
な
る
外
部
電
源
が
な
い
状
態
を
設

定
し
て
い
る
。
な
お
，
外
部
電
源
が
あ
る
場
合
は
，
復
水
・
給
水
系
に
よ

る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
給
水
機
能
は
維
持
さ
れ
る
た
め
，
事
象
進
展
が

緩
和
さ
れ
る
こ
と
か
ら
，
評
価
項
目
と
な
る
パ
ラ
メ
ー
タ
に
対
す
る
余
裕

は
大
き
く
な
る
。

 

機 器 条 件 

原
子

炉
非

常
停

止
信
号

 

原
子
炉
水
位
低
（
レ
ベ
ル

3）
 

（
遅
れ
時
間
：

1.
05
秒
）

 

原
子
炉
水
位
低
（
レ
ベ
ル

3
）

等
 

保
有

水
量

の
低

下
を

保
守

的
に

評

価
す
る
ス
ク
ラ
ム
条
件
を
設
定

 

実
態
が
解
析
上
の
想
定
よ
り
早
く
ス
ク
ラ
ム
し
た
場
合
，
事
象

進
展
は
緩
や
か
に
な
り
，
運
転
員
等
操
作
時
間
に
対
す
る
余
裕

は
大
き
く
な
る
。

 

解
析
条
件
で
も
炉
心
は
冠
水
を
維
持
す
る
た
め
，
実
態
が
解
析
上
の
想
定

よ
り
早
く
ス
ク
ラ
ム
し
た
場
合
で
も
，
事
象
進
展
は
緩
や
か
に
な
る
こ
と

か
ら
，
評
価
項
目
と
な
る
パ
ラ
メ
ー
タ
に
与
え
る
影
響
は
な
い
。

 

原
子

炉
隔

離
時

冷
却
系

 

原
子
炉
水
位
低
（
レ
ベ
ル

2）

に
て
自
動
起
動

 

9
1m

3
/h
（

8.
2
1
～

0
.7
4M
P
a[

ga
g
e]
に
お
い
て
）

に
て
注
水

 

原
子
炉
水
位
低
（
レ
ベ
ル

2）

に
て
自
動
起
動

 

91
m
3
/h
（

8.
2
1
～

0.
7
4M
Pa
[
g
ag

e]
に
お
い
て
）

に
て
注
水

 

原
子

炉
隔

離
時

冷
却

系
の

設
計

値

と
し
て
設
定

 

解
析
条
件
と
最
確
条
件
は
同
様
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
事
象
進
展

に
与
え
る
影
響
は
な
く
，
運
転
員
等
操
作
時
間
に
与
え
る
影
響

は
な
い
。

 

解
析
条
件
と
最
確
条
件
は
同
様
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
事
象
進
展
に
与
え
る

影
響
は
な
く
，
評
価
項
目
と
な
る
パ
ラ
メ
ー
タ
に
与
え
る
影
響
は
な
い
。
 

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ
系

 

原
子
炉
水
位
低
（
レ
ベ
ル

1
Ｈ
）

に
て
自
動
起
動

 

3
18
～

1,
0
50
m
3
/h
（
8
.1

4
～

1
.3
8M
P
a[

d
if
]
に
お
い
て
）

（
最
大
1
,
05
0m

3
/
h）

に
て
注

水
 

原
子
炉
水
位
低
（
レ
ベ
ル

1
Ｈ
）

に
て
自
動
起
動

 

31
8
～
1,
0
50

m
3
/
h（

8
.1

4～

1.
3
8M
Pa
[
di

f
]
に
お
い
て
）

（
最
大

1,
05

0
m
3
/h
）
に
て
注

水
 

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
の

設
計

値

と
し
て
設
定

 

実
際
の
注
水
量
が
解
析
よ
り
多
い
場
合
（
注
水
特
性
（
設
計
値
）

の
保
守
性
）
，
原
子
炉
水
位
の
回
復
は
早
く
な
る
。

冠
水
後
の

操
作
と
し
て
冠
水
維
持
可
能
な
注
水
量
に
制
御
す
る
が
，
注
水

後
の
流
量
調
整
操
作
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
運
転
員
等
操
作
時
間

に
与
え
る
影
響
は
小
さ
い
。

 

解
析
条
件
で
も
炉
心
は
冠
水
を
維
持
す
る
た
め
，
実
際
の
注
水
量
が
解
析

よ
り
多
い
場
合
（
注
水
特
性
（
設
計
値
）
の
保
守
性
）
で
も
，
事
象
進
展

に
与
え
る
影
響
は
小
さ
い
こ
と
か
ら
，
評
価
項
目
と
な
る
パ
ラ
メ
ー
タ
に

与
え
る
影
響
は
な
い
。

 

逃
が
し
安
全
弁

 

逃
が
し
弁
機
能

 

7.
58
～

7.
79
M
Pa
[
ga
ge
]
 

36
7
～

37
7
t/
h/
個

 

逃
が
し
弁
機
能

 

7.
58
～

7
.
7
9M

P
a
[
ga

g
e
]
 

36
7
～
3
7
7
t
/h

/
個

 

逃
が

し
安

全
弁

の
逃

が
し

弁
機

能

の
設
計
値
と
し
て
設
定

 

解
析
条
件
と
最
確
条
件
は
同
様
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
事
象
進
展

に
与
え
る
影
響
は
な
く
，
運
転
員
等
操
作
時
間
に
与
え
る
影
響

は
な
い
。

 

解
析
条
件
と
最
確
条
件
は
同
様
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
事
象
進
展
に
与
え
る

影
響
は
な
く
，
評
価
項
目
と
な
る
パ
ラ
メ
ー
タ
に
与
え
る
影
響
は
な
い
。
 

逃
が
し
安
全
弁
（
自
動
減
圧
機

能
付
き
）
の
6個

を
開
す
る
こ

と
に
よ
る
原
子
炉
急
速
減
圧

 

逃
が
し
安
全
弁
（
自
動
減
圧
機

能
付
き
）
の

6個
を
開
す
る
こ

と
に
よ
る
原
子
炉
急
速
減
圧

 

逃
が

し
安

全
弁

の
設

計
値

に
基

づ

く
蒸

気
流

量
及

び
原

子
炉

圧
力

の

関
係
か
ら
設
定

 

解
析
条
件
と
最
確
条
件
は
同
様
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
事
象
進
展

に
与
え
る
影
響
は
な
く
，
運
転
員
等
操
作
時
間
に
与
え
る
影
響

は
な
い
。

 

解
析
条
件
と
最
確
条
件
は
同
様
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
事
象
進
展
に
与
え
る

影
響
は
な
く
，
評
価
項
目
と
な
る
パ
ラ
メ
ー
タ
に
与
え
る
影
響
は
な
い
。
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７日間における燃料の対応について 

（格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ）） 

 

保守的にすべての設備が，事象発生直後から７日間燃料を消費するものとして評価する。 

 

時系列 合計 判定 

非常用ディーゼル発電機 ２台起動* 

（燃費は保守的に最大負荷時を想定） 

1.618m3/h×24h×７日×２台＝543.648m3 ７日間の 

軽油消費量 

約 700m3 

非常用ディーゼ

ル発電機燃料貯

蔵タンク等の容

量は約 730m3で

あり，７日間対

応可能 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 １台起動 

（燃費は保守的に最大負荷時を想定） 

0.927m3/h×24h×７日×１台＝155.736m3 

緊急時対策所用発電機 １台 

0.0469 m3/h×24h×７日×１台＝7.8792m3 

７日間の 

軽油消費量 

約８m3 

緊急時対策所用

燃料地下タンク

の容量は約 45m3

であり，７日間

対応可能 

注記*：事故収束に必要な非常用ディーゼル発電機は１台であるが，保守的に非常用ディー

ゼル発電機２台を起動させて評価した。 
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添付 3 

 

13. 水源の補給準備・補給作業及び燃料の給油準備・給油作業における放射線量 

等の影響について 

 

   重大事故等対策の有効性評価における水源の補給準備・補給作業及び燃料の給油準備・

給油作業の成立性を確認するため，作業員の実効線量評価を行う。 

ａ．想定シナリオ 

    被ばく線量の観点で最も厳しくなる格納容器破損モード「雰囲気圧力・温度による静

的負荷（格納容器過圧・過温破損）」で想定される事故シーケンスグループ等のうち，残

留熱代替除去系を使用できない場合を想定した事故シナリオを選定する。 

 

   ｂ．作業時間帯 

    屋外の放射線量が高い場合は緊急時対策所にて待機し，事象進展の状況や屋外の放射

線量等から，作業員の被ばく低減と，屋外作業早期開始による正と負の影響を考慮した

上で，総合的に判断する。実効線量評価においては，保守的な評価とする観点から，屋

外作業実施が可能と考えられる線量率に低減する格納容器ベント実施 3時間後とする。 

    なお，低圧原子炉代替注水槽への補給準備作業及び大量送水車への燃料給油準備作業

は，必要時に補給作業が可能となる状態とするため，あらかじめ格納容器ベント前に実

施する。 

    

   ｃ．被ばく経路 

    水源の補給準備・補給作業及び燃料の給油準備・給油作業における評価対象とする被

ばく経路を第 1表に示す。 

 

   ｄ．その他（温度及び湿度） 

    「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（残留熱代替除去系を

使用できない場合）」発生時に必要な水源の補給準備・補給作業及び燃料の給油準備・給

油作業は屋外作業であることから，温度，湿度の観点で作業環境は問題とならない。 
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第 1表 評価対象とする被ばく経路（格納容器ベント実施後の屋外作業） 

評価経路 評価内容 

原子炉格納容器から 

原子炉建物に漏えいする 

放射性物質 

原子炉建物内の放射性物質からのガンマ線による被ばく

（直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による外部

被ばく） 

大気中へ放出される 

放射性物質 

大気中へ放出された放射性物質からのガンマ線による被

ばく（クラウドシャインによる外部被ばく） 

大気中へ放出された放射性物質の吸入摂取による内部被

ばく 

地表に沈着した放射性物質からのガンマ線による被ばく

（グランドシャインによる外部被ばく） 

格納容器フィルタベント系 

の放射性物質 

格納容器フィルタベント系の放射性物質からのガンマ線

による外部被ばく（直接ガンマ線による外部被ばく） 

 

   ｅ．主な評価条件及び評価結果 

    主な評価条件及び被ばく線量の確認結果を第 2表，大量送水車による水源の補給準

備・補給作業及び燃料の給油準備・給油作業のタイムチャートを第３表に示す。水源の

補給準備作業における作業員の実効線量は約 28mSv，補給作業における作業員の実効線

量は約 15mSv，燃料の給油準備作業における作業員の実効線量は約 4.3mSv，給油作業に

おける作業員の実効線量は約 3.6mSvとなり作業可能である。
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第
2
表
 
主
な
評
価
条
件
及
び
被
ば
く
線
量
の
確
認
結
果
 

屋
外
作
業
 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
及
び
輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
を
水
源
と
し
た
大
量
送
水
車
に
よ
る
低
圧
原
子
炉
 

代
替
注
水
槽
へ
の
補
給
準
備
・
補
給
作
業

 
大
量
送
水
車
へ
の
燃
料
給
油
準
備
・
給
油
作
業
 

補
給
準
備
作
業
 

補
給
作
業
 

給
油
準
備
作
業
 

給
油
作
業
 

ポ
ン
プ
設
置
等
作
業
 

ホ
ー
ス
敷
設
等
作
業
 

補
給
準
備
作
業
 

補
給
監
視
作
業
 

線
量
評
価
点
 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）・

輪

谷
貯
水
槽
（
西
２
）
付
近
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽

付
近
 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）・

輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
付
近
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
 

軽
油
タ
ン
ク
付
近
 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）・

 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
付
近
 

作
業
時
間
帯
 

事
象
開
始
後

20
分
後
 

格
納
容
器
ベ
ン
ト
実
施

3
時
間
以
降
 

事
象
開
始
後

20
分
後
 

格
納
容
器
ベ
ン
ト
実
施

3
時
間

以
降
 

作
業
時
間
（
移
動
時
間
含
む
）
 

1
時
間

20
分
 

1
時
間

10
分
 

20
分

 
6
時
間
 

1
時
間

50
分
 

2
時
間

20
分
（
20

分
×
7
回
）
 

線
量
率
（
最
大
）
 

約
2.
8
mS
v
/h
 

約
21
m
Sv
/
h 

約
5.
7
mS
v
/h
 

約
4.
5
mS
v
/h
 

約
2.
8
mS
v
/h
 

約
2.
0
mS
v
/h
 

実
効
線
量
（
マ
ス
ク
考
慮
）
 

約
28
m
Sv
 

約
15
m
Sv
 

約
4.
3
mS
v 

約
3.
6
mS
v 

主 な 評 価 条 件 

原
子
炉
格
納
容
器
か
ら
原
子
炉
建
物

内
に
漏
え
い
す
る
放
射
性
物
質
 

・
原
子
炉
建
物
内
の
放
射
性
物
質
か
ら
の
直
接
ガ
ン
マ
線
及
び
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
被
ば
く
は
，
建
物
の
形
状
等
を
考
慮
し
，
直
接
ガ
ン
マ
線
に
つ
い
て
は
，
Ｑ
Ａ
Ｄ
－

Ｃ
Ｇ
Ｇ
Ｐ
２
Ｒ
コ
ー
ド
を
用
い
，
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
ガ
ン
マ
線
に
つ
い
て
は
，
Ａ
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ｎ
コ
ー
ド
及
び
Ｇ
３
３
－
Ｇ
Ｐ
２
Ｒ
コ
ー
ド
を
用
い
て
作
業
員
の
実
効
線
量
を
評
価
す
る
。
 

大
気
中
へ
放
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
 

・
大
気
中
へ
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
被
ば
く
は
，
事
故
期
間
中
の
大
気
中
へ
の
放
射
性
物
質
の
放
出
量
を
も
と
に
，
大
気
拡
散
効
果
を
考
慮
し
て
作
業
員
の
実
効
線
量
を
評
価

す
る
。
 

格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
の
放

射
性
物
質
 

・
格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
の
配
管
の
中
に
浮
遊
・
付
着
し
て
い
る
放
射
性
物
質
か
ら
の
ガ
ン
マ
線
に
よ
る
被
ば
く
は
，
希
ガ
ス
を
除
く
総
放
出
量
の

10
％
の
放
射
性
物
質
が
，
フ

ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
配
管
長

10
0ｍ

に
均
一
に
付
着
す
る
も
の
と
し
て
，
Ｑ
Ａ
Ｄ
－
Ｃ
Ｇ
Ｇ
Ｐ
２
Ｒ
コ
ー
ド
を
用
い
て
直
接
ガ
ン
マ
線
を
評
価
す
る
。
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第
3
表
 
大
量
送
水
車
に
よ
る
水
源
の
補
給
準
備
・
補
給
作
業
及
び
燃
料
の
給
油
準
備
・
給
油
作
業
の
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト

 

作
業
内
容

対
応
要
員
数

資
機

材

荷
卸

し

燃
料
の
給
油
準
備
作
業

２
名

作
業
内
容

対
応
要
員
数

２
名

２
名

２
名

２
名

２
名

２
名

計
12
名

輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
及
び
輪
谷
貯
水

槽
（
西
２
）
を
水
源
と
し
た
大
量
送
水

車
に
よ
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
へ

の
補
給
準
備
作
業

ホ
ー

ス
接

続

１
時
間

２
時
間

３
時
間

補
給

準
備

燃
料

の
給

油
準

備
作

業
　

１
時

間
5
0
分

（
輪

谷
貯

水
槽

（
西

１
）

及
び

輪
谷

貯
水

槽
（

西
２

）
周

辺
作

業
）

補
給

開
始

補
給

準
備

作
業

2
0
分

12
名

（
２
班
）

出
動

準
備

，
移

動

ホ
ー

ス
敷

設
（

法
面

含
む

）

ポ
ン

プ
等

設
置

作
業

　
１

時
間

2
0
分

ハ
ッ

チ
開

放
，

水
中

ポ
ン

プ
投

入

ホ
ー

ス
敷

設
等

作
業

　
１

時
間

1
0
分

出
動

準
備

，
移

動

ホ
ー

ス
敷

設
，

送
水

ヘ
ッ

ダ
ー

等
設

置

ス
ト

レ
ー

ナ
運

搬
・

設
置

1
0
時
間

2
0
時
間

2
5
時
間

輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
及
び
輪
谷
貯
水

槽
（
西
２
）
を
水
源
と
し
た
大
量
送
水

車
に
よ
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
へ

の
補
給
監
視
作
業

３
時

間

３
時

間

３
時

間

補
給

監
視

作
業

　
2
4
時

間
（

最
大

１
名

：
６

時
間

）

３
時

間

３
時

間

燃
料
の
給
油
作
業

２
名

３
時

間

３
時

間

３
時

間

（
輪
谷
貯

水
槽
（

西
１
）

及
び
輪

谷
貯
水

槽
（
西

２
）
周

辺
作
業

）

（
低
圧
原

子
炉
代

替
注
水

槽
周
辺

作
業
）

（
輪
谷
貯

水
槽
（

西
１
）

及
び
輪

谷
貯
水

槽
（
西

２
）
周

辺
作
業

）

燃
料
の
給

油
作
業

【
水
の

補
給
監

視
作
業

時
間
の

う
ち
２

時
間

20
分
（

20
分
/
回
×
７

回
）
】
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添付4 

 

ベント実施に伴う現場操作の被ばく評価について 

 

ベント実施に伴う現場作業は放射線環境下での作業となることから，作業の成立性を確認

するために，各作業の被ばく評価を実施する。なお，中央制御室又は現場のいずれにおいて

も同等の操作が可能な場合については，高線量環境が予想される現場での作業線量のみにつ

いて記載する。 

評価に当たっては，「実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住

性に係る被ばく評価に関する審査ガイド（令和 3年 6月 23日原規技発第 2106233 号原子力規

制委員会決定）」（以下「審査ガイド」という。）を参照した。 

 

1. 想定する作業と作業時間帯，作業エリア 

評価対象は，ベント実施に伴う作業とする。ベント実施前及び実施後における作業の作

業場所，作業時間帯及び評価時間を表1－1及び図1－1～図1－5に示す。また，図1－6に各

評価時間の設定根拠を示す。 

各作業の評価時間には，作業場所への往復時間を含める。ベント実施前及び実施後にお

ける屋内及び屋外の各作業の被ばく評価に当たっては，各作業場所及び移動経路を代表と

する地点を評価点とした。 

 

2. 想定シナリオ 

想定シナリオは以下のとおりとした。 

・想定事象：冷却材喪失（大破断ＬＯＣＡ）＋ＥＣＣＳ注水機能喪失＋全交流動力電源

喪失 

・2ケースについて評価 

-事象発生約 32時間後にウェットウェルベントを実施するケース 

-事象発生約 32時間後にドライウェルベントを実施するケース 

 

3. 放出放射能量 

大気中への放出放射能量は，添付書類Ⅵ-1-7-3「中央制御室の居住性に関する説明書」

と同様の評価方法にて評価した。ただし，ドライウェルベント時においては，ベントライ

ン経由で放出される無機よう素に対しサプレッションチェンバのプール水のスクラビング

効果を見込まないものとした。評価結果を表 3－1，表 3－2に示す。また，放射性物質の大

気放出過程を図 3－1～図 3－4に示し，大気放出過程概略図を図 3－5に示す。 

 

4. 大気拡散評価 

大気拡散評価の条件は，評価点，着目方位を除き，添付書類Ⅵ-1-7-3「中央制御室の居

住性に関する説明書」と同じとした。評価条件を表 4－1に示す。 
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放射性物質の大気拡散評価の評価結果を表 4－2 に示す。この大気拡散評価の評価結果を，

本別紙のすべての現場作業の被ばく評価に適用する。 

屋内作業における評価点は，人力によるベント操作を行う以下の作業地点とする。 

・第 1弁（サプレッションチェンバ側）操作位置（原子炉建物付属棟 1階） 

・第 1弁（ドライウェル側）操作位置（原子炉建物付属棟 2階） 

・第 2弁操作位置（原子炉建物付属棟 3階） 

また，移動中（往路，復路）の評価点は第 2弁操作位置で代表した。 

屋外作業における評価点は，作業地点である２号機原子炉建物南側作業場所とした。ま

た，移動中（往路，復路）の評価点は 44m盤事務所付近作業場所で代表した。 

 

5. 評価経路 

被ばく経路の概念図を図 5－1及び図 5－2に示す。 

 

6. 評価方法 

(1) 原子炉建物外での作業 

a. 原子炉建物内の放射性物質からのガンマ線による被ばく 

原子炉建物内の放射性物質からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による

実効線量は，原子炉建物内の放射性物質の積算線源強度，施設の位置，遮蔽構造，評

価点の位置等を踏まえて評価した。直接ガンマ線は解析コード「ＱＡＤ－ＣＧＧＰ２

Ｒ」を用い，スカイシャインガンマ線は解析コード「ＡＮＩＳＮ」及び解析コード

「Ｇ３３－ＧＰ２Ｒ」を用いて評価した。 

 

b. 放射性雲中の放射性物質からのガンマ線による被ばく 

放射性雲中の放射性物質からのガンマ線による外部被ばくは，事故期間中の大気中

への放射性物質の放出量を基に大気拡散効果を踏まえ評価した。 

 

c. 放射性雲中の放射性物質を吸入摂取することによる被ばく 

放射性雲中の放射性物質を吸入摂取することによる内部被ばくは，事故期間中の大

気中への放射性物質の放出量及び大気拡散効果を踏まえ評価した。なお，評価に当た

ってはマスクの着用を考慮した。 

 

d. 地表面に沈着した放射性物質からのガンマ線による被ばく 

地表面に沈着した放射性物質からのガンマ線による外部被ばくは，事故期間中の大

気中への放射性物質の放出量を基に，大気拡散効果，地表面沈着効果を踏まえて評価

した。 

 

  

173



e. 格納容器フィルタベント系の配管内の放射性物質からのガンマ線による被ばく

格納容器フィルタベント系の配管内の放射性物質による被ばくは，配管内の放射性

物質からの直接ガンマ線による実効線量を，作業エリアの位置，配管の位置と形状を

考慮して評価した。評価には，解析コード「ＱＡＤ－ＣＧＧＰ２Ｒ」を用いた。 

線源としては，格納容器フィルタベント系出口配管内の放射性物質を考慮した。線

源の評価で想定する放射性物質の付着量は，配管を流れる放射性物質（希ガスを除く）

が，配管長 100mあたり 10％の割合で付着するものとした。 

(2) 原子炉建物内での作業

a. 原子炉建物内の放射性物質からのガンマ線による被ばく

原子炉建物内の放射性物質からのガンマ線による被ばくは，「作業エリア内の放射性

物質からのガンマ線による被ばく」と「二次格納施設内の放射性物質からガンマ線に

よる被ばく」を評価した。 

作業エリア内の放射性物質からのガンマ線による被ばくは，作業エリアの放射性物

質濃度が外気と同濃度＊になると仮定し，サブマージョンモデルの評価式を用いて評

価した。なお，サブマージョンモデルでの計算に用いる空間容積は，第 1 弁，第 2 弁

の作業エリアの空間容積を包絡する原子炉建物西側エリアの最下階から最上階までの

値 m3を設定した。 

二次格納施設内の放射性物質からのガンマ線については，原子炉建物内の放射性物

質の積算線源強度，遮蔽構造，評価点の位置等を踏まえて評価した。評価には解析コ

ード「ＱＡＤ－ＣＧＧＰ２Ｒ」を用いた。 

b. 放射性雲中の放射性物質からのガンマ線による被ばく

放射性雲中の放射性物質からのガンマ線による外部被ばくは，事故期間中の大気中

への放射性物質の放出量を基に，大気拡散効果と建物による遮蔽効果を踏まえて評価

した。 

c. 原子炉建物内に浮遊する放射性物質を吸入摂取することによる被ばく

原子炉建物内に浮遊する放射性物質を吸入摂取することによる内部被ばくは，作業

エリアの放射性物質濃度が外気と同濃度＊になると仮定して評価した。なお，評価に

当たってはマスクの着用を考慮した。 

d. 地表面に沈着した放射性物質からのガンマ線による被ばく

地表面に沈着した放射性物質からのガンマ線による外部被ばくは，事故期間中の大

気中への放射性物質の放出量を基に，建物外壁による遮蔽，大気拡散効果，地表面沈

着効果を踏まえて評価した。 
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e. 格納容器フィルタベント系の配管内の放射性物質からのガンマ線による被ばく 

原子炉建物内の配管内の放射性物質からのガンマ線による作業エリアでの被ばくは，

配管内の放射性物質からの直接ガンマ線による実効線量を，作業エリアの位置，配管

の位置及び形状並びに作業エリアを囲む壁等によるガンマ線の遮蔽効果を考慮し，評

価した。評価に当たっては，解析コード「ＱＡＤ－ＣＧＧＰ２Ｒ」を用いた。 

なお，格納容器フィルタベント系の第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベン

トフィルタ銀ゼオライト容器並びに原子炉建物外の配管内の放射性物質からのガンマ

線による外部被ばくは，第１ベントフィルタ格納槽躯体厚による遮蔽及び原子炉建物

外壁が十分厚いことから影響は軽微であるとし，評価の対象外とした。 

また，原子炉建物内の配管においても，配管と作業エリアとの間に十分厚い遮蔽が

存在する場合は，影響は軽微であるとし評価の対象外とした。 

 

f. 非常用ガス処理系フィルタの放射性物質からのガンマ線による被ばく 

非常用ガス処理系フィルタの放射性物質からのガンマ線による外部被ばくは，第 1

弁操作前及び第 1 弁開放後に蓄積した放射性物質の量を基に，作業エリアの位置及び

作業エリアを囲む壁等によるガンマ線の遮蔽効果を考慮し評価した。 

 

注記＊：ベント実施時に格納容器フィルタベント系排気管（EL 65m）から放出されたベ

ント流体は，熱エネルギを持つため放出後に上昇し，さらに風の影響を受け原

子炉建物から時間と共に離れていくものと考えられる。また，ベント流体の放

出口（EL 65m）と第 1 弁の開操作場所（ウェットウェルベント時：原子炉建物

付属棟 1 階（EL 15.3m），ドライウェルベント時：原子炉建物付属棟 2 階（EL 

23.8m））は少なくとも 40m 程度の高低差があることから，放出されたベント流

体が第 1 弁の開操作場所に直接流入することはほとんどないものと考えられる。

このことから，第 1 弁の開操作に伴う被ばくの評価においては，ベント流体が

原子炉建物内に流入することによる影響を考慮しないものとした。 

 

7. 評価条件 

大気中への放出量及び大気拡散評価以外に関する主な評価条件を表 7－1 に示す。 

 

8. 評価結果 

ウェットウェルベントの実施前及び実施後の作業における被ばく線量の評価結果を表 8

－1 に示す。また，ドライウェルベントの実施前及び実施後の作業における被ばく線量の

評価結果を表 8－2に示す。 

最も被ばく線量が大きくなる作業（第 2 弁開操作）においては約 13mSv となった。した

がって，緊急時作業に係る線量限度 100mSv に照らしても，作業可能であることを確認した。 

なお，表 8－1及び表 8－2 の評価結果は，表 1－1に示す各作業の作業開始時間の範囲の

うち，評価結果が最も大きくなる時間帯で作業を実施した場合の被ばく線量となり，その
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他の時間帯における被ばく線量は前述の評価結果以下となる。したがって，表 1－1 に示す

各作業の作業開始時間の範囲のいずれの時間帯においても作業可能であると考えられる。 

また，炉心損傷前ベント後に炉心損傷の兆候が見られた場合における隔離弁の閉操作等

の作業については，当該作業に係る被ばく線量が，炉心損傷後のベント実施に伴う作業時

の被ばくに包含されるものと考えられるため，作業可能である。 
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表 1－1 ベント実施前後の作業 

 

ベント実施前 ベント実施後 

第 1ベントフィ

ルタ出口水素濃

度準備／可搬式

窒素供給装置準

備 

FCVS排気ライ

ンドレン排出弁

閉止操作 

第 2弁開操作 第 1弁開操作 ベント弁閉操作 

水素濃度測定操

作／窒素供給操

作 

屋外 屋外 屋内 屋内 屋内 屋外 

作業開始時間 

（事象開始後） 

約 27時間～ 

約 32時間 

約 27時間～ 

約 32時間 

約 27時間～ 

約 32時間 
約 32時間 168時間後以降 168時間後以降 

作業時間 

移動(往)：35分 

作業：75分 

移動(復)：35分 

移動(往)：30分 

作業：10分 

移動(復)：30分 

移動(往)：10分 

作業：60分 

移動(復)：10分 

移動(往)：15分 

作業：60分 

移動(復)：15分 

移動(往)：15分 

作業：60分 

移動(復)：15分 

移動(往):35分 

作業：10分 

移動(復):35分 

 

 

表 3－1 大気中への放出放射能量（7日間積算値） 

（ウェットウェルベントの実施を想定する場合） 

核種類 
停止時炉内内蔵量

[Bq]（gross値） 

放出放射能量[Bq](gross値) 

格納容器フィルタベント系

を経由した放出 

原子炉建物から大気中への

放出 

希ガス類 約 1.6×1019 約 5.1×1018 約 2.3×1016 

よう素類 約 2.1×1019 約 4.2×1015 約 1.9×1015 

CsOH類 約 8.3×1017 約 5.5×10９ 約 3.4×1012 

Sb類 約 9.5×1017 約 2.2×10８ 約 3.1×1011 

TeO2類 約 5.0×1018 約 4.2×10９ 約 2.9×1012 

SrO類 約 9.0×1018 約 1.6×10９ 約 1.5×1012 

BaO類 約 8.8×1018 約 2.2×10９ 約 1.6×1012 

MoO2類 約 1.8×1019 約 8.4×10８ 約 5.5×1011 

CeO2類 約 5.5×1019 約 5.3×10８ 約 3.4×1011 

La2O3類 約 4.1×1019 約 1.2×10８ 約 9.1×1010 

 

  

177



 

 

表 3－2 大気中への放出放射能量（7日間積算値） 

（ドライウェルベントの実施を想定する場合） 

核種類 
停止時炉内内蔵量

[Bq]（gross値） 

放出放射能量[Bq](gross値) 

格納容器フィルタベント系 

を経由した放出 

原子炉建物から大気中への

放出 

希ガス類 約 1.6×1019 約 5.0×1018 約 2.5×1016 

よう素類 約 2.1×1019 約 4.6×1015 約 2.0×1015 

CsOH類 約 8.3×1017 約 1.3×1013 約 3.4×1012 

Sb類 約 9.5×1017 約 5.1×1011 約 3.1×1011 

TeO2類 約 5.0×1018 約 9.7×1012 約 2.9×1012 

SrO類 約 9.0×1018 約 3.7×1012 約 1.5×1012 

BaO類 約 8.8×1018 約 5.1×1012 約 1.6×1012 

MoO2類 約 1.8×1019 約 1.9×1012 約 5.6×1011 

CeO2類 約 5.5×1019 約 1.2×1012 約 3.4×1011 

La2O3類 約 4.1×1019 約 2.9×1011 約 9.2×1010 
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表 4－1 放射性物質の大気拡散評価条件（1/2） 

項目 評価条件 選定理由 

大気拡散

評価モデ

ル 

ガウスプルームモデル 

発電用原子炉施設の安全解析

に関する気象指針（以下「気

象指針」という。）に基づき

評価 

気象資料 

島根原子力発電所における 

1年間の気象資料 

（2009年 1月～2009年 12月） 

建物影響を受ける大気拡散評

価を行うため保守的に地上風

（地上約 20m）の気象データ

を使用 

審査ガイドに示されたとお

り，発電所において観測され

た 1 年間の気象データを使用 

放出源及

び放出源

高さ 

原子炉建物          ：地上 0m 

格納容器フィルタベント系排気管：地上50m 

排気筒（非常用ガス処理系用） ：地上110m 

実高さを参照 

なお，放出エネルギによる影

響は未考慮 

実効放出 

継続時間 

原子炉建物          ：1時間 

格納容器フィルタベント系排気管：1時間 

排気筒（非常用ガス処理系用） ：30時間 

格納容器フィルタベント系排

気管及び原子炉建物からの放

出については保守的に 1 時間

と設定。排気筒（非常用ガス

処理系用）からの放出は，気

象指針に従い，全放出量を最

大放出量で除した値を保守的

に丸めた値とする。 

累積出現

頻度 小さい方から累積して 97％ 気象指針を参照 

建物巻き

込み 
考慮する。 

放出点から近距離の建物の影

響を受けるため，建物による

巻き込み現象を考慮 

巻き込み

を生じる

代表建物 

２号機原子炉建物及び２号機タービン建物 

放出源又は放出源から最も近

く，巻き込みの影響が最も大

きい建物として設定 

放射性物

質濃度の

評価点 

図 1－1～図 1－5参照 

屋外移動時は，44m 盤事務所

付近作業場所で設定 

屋内移動時は，1階～3階にお

いて最も評価結果が厳しくな

る原子炉建物 3 階の第 2 弁操

作位置で設定 

建物投影

面積 

２号機原子炉建物：2600m2 

（原子炉建物，格納容器フィルタベント系放出時） 

２号機タービン建物：2100m2 

（排気筒（非常用ガス処理系用）放出時） 

審査ガイドに示されたとおり

設定 

風向に垂直な投影面積のうち

最も小さいもの 

形状係数 0.5 
審査ガイドに示された評価方

法を参照し設定 
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表 4－1 放射性物質の大気拡散評価条件（2/2） 

項目 評価条件 選定理由 

着目方位 

第 1弁 

（サプレッション

チェンバ側） 

操作位置 

【原子炉建物放出時】 

9方位(SW,WSW,W,WNW,NW,NNW,N,NNE,NE) 

【排気筒（非常用ガス処理系用）放出時】 

9方位(ENE,E,ESE,SE,SSE,S,SSW,SW,WSW) 

【格納容器フィルタベント系排気管放出時】 

9方位(WSW,W,WNW,NW,NNW,N,NNE,NE,ENE) 

審査ガイドに

示された評価

方法に基づき

設定 

第 1弁 

（ドライウェル側） 

操作位置 

【原子炉建物放出時】 

9方位(SSW,SW,WSW,W,WNW,NW,NNW,N,NNE) 

【排気筒（非常用ガス処理系用）放出時】 

9方位(ENE,E,ESE,SE,SSE,S,SSW,SW,WSW) 

【格納容器フィルタベント系排気管放出時】 

9方位(WSW,W,WNW,NW,NNW,N,NNE,NE,ENE) 

第2弁操作位置 

【原子炉建物放出時】 

9方位(WSW,W,WNW,NW,NNW,N,NNE,NE,ENE) 

【排気筒（非常用ガス処理系）放出時】 

9方位(NE,ENE,E,ESE,SE,SSE,S,SSW,SW) 

【格納容器フィルタベント系排気管放出時】 

9方位(W,WNW,NW,NNW,N,NNE,NE,ENE,E) 

２号機 

原子炉建物 

南側作業場所 

【原子炉建物放出時】 

9方位(E,ESE,SE,SSE,S,SSW,SW,WSW,W) 

【排気筒（非常用ガス処理系用）放出時】 

6方位(SE,SSE,S,SSW,SW,WSW) 

【格納容器フィルタベント系排気管放出時】 

9方位(NE,ENE,E,ESE,SE,SSE,S,SSW,SW) 

44m盤事務所付近 

作業場所 

【原子炉建物放出時】 

3方位(S,SSW,SW) 

【排気筒（非常用ガス処理系用）放出時】 

3方位(S,SSW,SW) 

【格納容器フィルタベント系排気管放出時】 

3方位(S,SSW,SW) 
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表 4－2 相対濃度及び相対線量 

評価点 放出点及び放出高さ 相対濃度[s/m3] 相対線量[Gy/Bq] 

第 1弁 

（サプレッション 

チェンバ側） 

操作位置 

原子炉建物中心 

（地上 0m） 
1.6×10-3 6.0×10-18 

排気筒（非常用ガス処理系

用）（地上 110m） 
3.5×10-4 2.8×10-18 

格納容器フィルタベント系 

排気管 

（地上 50m） 

7.4×10-4 6.2×10-18 

第 1弁 

（ドライウェル側） 

操作位置 

原子炉建物中心 

（地上 0m） 
1.6×10-3 5.9×10-18 

排気筒（非常用ガス処理系

用）（地上 110m） 
3.5×10-4 2.8×10-18 

格納容器フィルタベント系 

排気管 

（地上 50m） 

7.5×10-4 6.1×10-18 

第 2弁操作位置 

原子炉建物中心 

（地上 0m） 
1.6×10-3 5.8×10-18 

排気筒（非常用ガス処理系

用）（地上 110m） 
3.5×10-4 2.8×10-18 

格納容器フィルタベント系 

排気管 

（地上 50m） 

7.5×10-4 6.1×10-18 

２号機原子炉建物 

南側作業場所 

原子炉建物中心 

（地上 0m） 
1.5×10-3 5.7×10-18 

排気筒（非常用ガス処理系

用）（地上 110m） 
2.0×10-4 1.8×10-18 

格納容器フィルタベント系 

排気管 

（地上 50m） 

7.7×10-4 5.7×10-18 

44m盤事務所付近 

作業場所 

原子炉建物中心 

（地上 0m） 
1.2×10-4 8.6×10-19 

排気筒（非常用ガス処理系

用）（地上 110m） 
2.8×10-5 3.0×10-19 

格納容器フィルタベント系 

排気管 

（地上 50m） 

7.1×10-5 9.7×10-19 

表 7－1 線量換算係数，呼吸率，防護措置及び地表面への沈着速度 
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項目 評価条件 選定理由 

線量換算係数 

成人実効線量換算係数使用 

（主な核種を以下に示す。） 

ICRP Publication 71 等に基づき設定 

I－131 

I－132  

I－133  

I－134  

I－135 

Cs－134 

Cs－136 

Cs－137 

：2.0×10－8 

：3.1×10－10 

：4.0×10－9 

：1.5×10－10 

：9.2×10－10 

：2.0×10－8 

：2.8×10－9 

：3.9×10－8 

Sv/Bq 

Sv/Bq 

Sv/Bq 

Sv/Bq 

Sv/Bq 

Sv/Bq 

Sv/Bq 

Sv/Bq 

上記以外の核種は ICRP Pub.71等に基づく。 

呼吸率 1.2m3/h 
「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査

指針」の第 2表の成人活動時の呼吸率を設定 

マスクによる 

防護係数 
50 

着用を考慮し，期待できる防護係数として設定し

た。 

ヨウ素剤 考慮しない。 保守的に考慮しないものとした。 

防護服 考慮しない。 同上 

地表への 

沈着速度 

エアロゾル：0.5㎝/s 

無機よう素：0.5㎝/s 

有機よう素：1.7×10－3㎝/s 

希ガス  ：沈着無し 

湿性沈着を考慮し設定 
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表 8－1 ベント（ウェットウェルベント）実施に伴う被ばく評価結果（単位：mSv） 

評価内容 

ベント実施前 ベント実施後 

第１ベントフィル

タ出口水素濃度準

備／可搬式窒素供

給装置準備＊1 

FCVS排気ライン

ドレン排出弁閉止

操作 

第 2弁開操作＊1 第 1弁開操作 ベント弁閉操作＊1 
水素濃度測定操作

／窒素供給操作 

屋外 屋外 屋内 屋内 屋内 屋外 

原子炉建物原子炉棟内

の放射性物質からの直

接線・スカイシャイン

線による外部被ばく 

約 1.1×100 約 5.4×10－1 約 9.2×10－1 約 1.4×100 約 2.5×100 約 6.2×10－1 

放射性雲中の放射性物

質からのガンマ線によ

る外部被ばく 

約 5.1×10－1 約 1.2×10－1 約 7.6×10－1 約 1.5×100 約 1.6×100 1.0×10－2以下 

建物内に取込まれた放

射性物質による外部被

ばく及び内部被ばく＊2 

約 6.1×10－1 約 1.3×10－1 約 1.0×100 約 1.5×100 ＊3 約 1.6×100 1.0×10－2以下 

地表面に沈着した放射

性物質からのガンマ線

による外部被ばく 

約 7.4×100 約 1.5×100 約 9.4×100 約 1.8×100 1.0×10－2以下 約 1.1×100 

ベント系配管内の放射

性物質からのガンマ線

による外部被ばく 

－ － － 1.0×10－2以下 1.0×10－2以下 約 1.6×10－1 ＊4 

SGT フィルタの放射性

物質からのガンマ線に

よる外部被ばく 

－＊5 －＊5 約 2.6×10－1 約 4.8×10－2 －＊5 －＊5 

被ばく線量 約 10 約 3 約 13＊6 約 7＊6 約 6 約 2 

注記＊1：被ばく線量が最も大きくなる時間帯で作業を実施した場合の被ばく線量を記載 

＊2：マスク着用（PF50）による防護効果を考慮する。 

＊3：ベント流体が原子炉建物内に流入することによる影響は考慮しない。 

＊4：ベント系配管内に浮遊及び沈着した放射性物質を考慮する。なお，ベント配管内に沈着した放射性物質がドレン

だまりに蓄積するものとして評価する。 

＊5：線源との間に十分な遮蔽があるため，影響は軽微であり，評価の対象外とした。 

＊6：評価上において，第 2弁開操作が第 1弁開操作の被ばく線量を上回る結果となった主な要因は，第 2弁操作場所

では地表面に沈着した放射性物質からのガンマ線に対する遮蔽を保守的に考慮していないためと考える。 
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表 8－2 ベント（ドライウェルベント）実施に伴う被ばく評価結果（単位：mSv） 

評価内容 

ベント実施前 ベント実施後 

第１ベントフィル

タ出口水素濃度準

備／可搬式窒素供

給装置準備＊1 

FCVS排気ライン

ドレン排出弁閉止

操作 

第 2弁開操作＊1 第 1弁開操作 ベント弁閉操作＊1 
水素濃度測定操作

／窒素供給操作 

屋外 屋外 屋内 屋内 屋内 屋外 

原子炉建物原子炉棟内

の放射性物質からの直

接線・スカイシャイン

線による外部被ばく 

約 1.1×100 約 5.5×10－1 約 9.3×10－1 約 1.5×100 約 2.6×100 約 6.3×10－1 

放射性雲中の放射性物

質からのガンマ線によ

る外部被ばく 

約 5.1×10－1 約 1.2×10－1 約 7.6×10－1 約 7.3×10－1 約 7.0×10－1 1.0×10－2以下 

建物内に取込まれた放

射性物質による外部被

ばく及び内部被ばく＊2 

約 6.1×10－1 約 1.3×10－1 約 1.0×100 約 1.5×100 ＊3 約 1.6×100 1.0×10－2以下 

地表面に沈着した放射

性物質からのガンマ線

による外部被ばく 

約 7.4×100 約 1.5×100 約 9.4×100 約 1.8×100 1.0×10－2以下 約 2.2×100 

ベント系配管内の放射

性物質からのガンマ線

による外部被ばく 

－ － － 1.0×10－2以下 1.0×10－2以下 約 7.8×10－1 ＊4 

SGT フィルタの放射性

物質からのガンマ線に

よる外部被ばく 

－＊5 －＊5 約 2.7×10－1 約 5.1×10－2 －＊5 －＊5 

被ばく線量 約 10 約 3 約 13＊6 約 6＊6 約 5 約 4 

注記＊1：被ばく線量が最も大きくなる時間帯で作業を実施した場合の被ばく線量を記載 

＊2：マスク着用（PF50）による防護効果を考慮する。 

＊3：ベント流体が原子炉建物内に流入することによる影響は考慮しない。 

＊4：ベント系配管内に浮遊及び沈着した放射性物質を考慮する。なお，ベント配管内に沈着した放射性物質がドレン

だまりに蓄積するものとして評価する。 

＊5：線源との間に十分な遮蔽があるため，影響は軽微であり，評価の対象外とした。 

＊6：評価上において，第 2弁開操作が第 1弁開操作の被ばく線量を上回る結果となった主な要因は，第 2弁操作場所

では地表面に沈着した放射性物質からのガンマ線に対する遮蔽を保守的に考慮していないためと考える。 
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図 1－1 第 1弁（サプレッションチェンバ側）操作対象弁場所（原子炉建物地下 1階） 

 

 

図 1－2 第１弁（サプレッションチェンバ側）操作場所（原子炉建物 1階） 
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図 1－3 第 1弁（ドライウェル側）操作場所及び操作対象弁（原子炉建物 2階） 

 

 

図 1－4 第 2弁操作場所及び操作対象弁（原子炉建物 3階）  
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図 1－5 屋外作業場所 

  

第１ベントフィルタ格納槽 

格納容器フィルタベント系 

窒素ガス供給用接続口（南） 

第１ベントフィルタ出口 

水素濃度接続口 

２号機 

原子炉建物 
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図 1－6 ベント実施に伴う現場作業のタイムチャート（1/2） 

  

 

 

 

手順の項目

中央制御室運転員Ａ 1 電源確認

緊急時対策所～原子炉建物南側移動

ＦＣＶＳ排気ラインドレン排出弁の閉操作

移動，ベント実施操作
（第1弁（ウェットウェルベントライン）全開操作）

移動，系統構成（第2弁全開操作）

緊急時対策要員 2

200

格納容器フィルタベント系による原子炉格
納容器内の減圧及び除熱（現場操作）

（ウェットウェルベント）
（全交流動力電源喪失の場合）

240

2現場運転員Ｂ，Ｃ

要員(数)

220

＊

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考20 40 60 80 100 120 140 160 180

原子炉格納容器ベント開始 2時間50分

手順の項目

中央制御室運転員Ａ 1 電源確認

緊急時対策所～原子炉建物南側移動

ＦＣＶＳ排気ラインドレン排出弁の閉操作

格納容器フィルタベント系による原子炉格
納容器内の減圧及び除熱（現場操作）

（ドライウェルベント）
（全交流動力電源喪失の場合）

緊急時対策要員 2

180

現場運転員Ｂ，Ｃ 2

220

移動，ベント実施操作
（第1弁（ドライウェルベントライン）全開操作）

240200

移動，系統構成（第2弁全開操作）

＊

注記＊：第2弁の開操作ができない場合は，第2弁バイパス弁を全開とする。現場運転員Ｂ，Ｃにて実施した場合，2時間50分以内で可能である。

要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考20 40 60 80 100 120 140 160

原子炉格納容器ベント開始 2時間50分

〇第 1弁開操作 

タイムチャート内訳 

・移動（往復）及び作業：90分 

 

 

タイムチャートを踏まえ， 

評価時間を設定 

・移動（往）：15分 

・作業：60分 

・移動（復）：15分 

ベント弁閉止操作にも適用 

 

〇FCVS排気ラインドレン排出弁閉止操作 

タイムチャート内訳 

・移動（往）：30分 

・作業：10分 

 

タイムチャートを踏まえ， 

評価時間を設定 

・移動（往）：30分 

・作業：10分 

・移動（復）：30分 

〇第 2弁開操作 

タイムチャート内訳 

・移動（往復）及び作業：80分 

 

 

タイムチャートを踏まえ， 

評価時間を設定 

・移動（往）：10分 

・作業：60分 

・移動（復）：10分 
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図 1－6 ベント実施に伴う現場作業のタイムチャート（2/2） 

 

 

  

 

 

 

 

 

手順の項目

緊急時対策所～第４保管エリア移動

車両健全性確認（可搬式窒素供給装置）

可搬式窒素供給装置の移動

可搬式窒素供給装置のホース敷設・接続，暖気運転

弁開操作

緊急時対策所～第４保管エリア移動

車両健全性確認（第１ベントフィルタ出口水素濃度）

第１ベントフィルタ出口水素濃度の移動

第１ベントフィルタ出口水素濃度のホース，電源ケーブル敷設・接続

起動操作

系統構成

160 180 200 220 240

要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考20 40 60 80 100 120 140

2

第１ベントフィルタ出口水素濃
度のホース，電源ケーブル敷
設・接続，起動操作等

2

可搬式窒素供給装置のホース敷
設・接続，暖気運転等

中央制御室運転員Ａ 1

格納容器フィルタベント系停止後
の窒素ガスパージ（窒素供給ライン接続口
を使用した格納容器フィルタベント系停止

後の窒素ガスパージの場合）

緊急時対策要員

可搬式窒素供給装置による窒素ガスパージ開始 2時間

〇第１ベントフィルタ出口水素濃度準備 

／可搬式窒素供給装置準備 

 

タイムチャート内訳 

・移動（往）：35分 

・作業（車両健全性確認）：10分 

・作業（設備の移動）：5分 

・作業（接続他）：60分 

 

タイムチャートを踏まえ， 

評価時間を設定 

・移動（往）：35分 

・作業：75分 

・移動（復）：35分 

〇水素濃度測定操作／窒素供給操作 

 

 

タイムチャート内訳 

・作業（起動操作）：10分 

 

タイムチャート（左記の準備作業を含

む）を踏まえ，評価時間を設定 

・移動（往）：35分 

・作業：10分 

・移動（復）：35分 
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図 3－1 希ガスの大気放出過程 

  

希ガスの炉内内蔵量 

原子炉格納容器への放出割合 

：解析コード「ＭＡＡＰ」を使用した解析に基づく 

原子炉格納容器内での除去効果 

：解析コード「ＭＡＡＰ」を使用した解析に基づく（除去効果なし） 

原子炉建物への流入割合 

：解析コード「ＭＡＡＰ」を 

使用した解析に基づく 

原子炉建物から大気中への

漏えい 

 漏えい率：無限大/d 

非常用ガス処理系から大気

への放出 

 換気率：1回/d 

 除去効率：考慮しない 

格納容器フィルタベント系 

除去係数：1 

格納容器フィルタベント系

への放出割合 

：解析コード「ＭＡＡＰ」

を使用した解析に基づく 

原子炉建物から漏えい又は 

排気筒（非常用ガス処理系用）から放出 

 

格納容器フィルタベント系

から放出 

原子炉格納容器から原子炉建物への漏えい率： 

  1Pd以下：0.9Pdで 0.5％/d 

  1Pd超過：2Pdで 1.3％/d 
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図 3－2 よう素の大気放出過程  

よう素の炉内内蔵量 

原子炉格納容器への放出割合 

：解析コード「ＭＡＡＰ」を使用した解析に基づく 

原子炉格納容器内での除去効果 

：解析コード「ＭＡＡＰ」 

を使用した解析に基づく 

（ドライウェルスプレイ等） 

原子炉建物への流入割合 

：解析コード「ＭＡＡＰ」を使用した解析に基づく 

原子炉建物から大気中への

漏えい 

 漏えい率：無限大/d 

非常用ガス処理系から大気

への放出 

 換気率：1回/d 

 除去効率：考慮しない 

格納容器フィルタベント系

除去係数 

粒子状よう素：1000 

無機よう素 ：100 

有機よう素 ：50 

格納容器フィルタベント系へ

の放出割合 

：解析コード「ＭＡＡＰ」を

使用した解析に基づく 

原子炉建物から漏えい又は 

排気筒（非常用ガス処理系用）から放出 

格納容器フィルタベント系

から放出 

粒子状よう素 無機よう素 有機よう素 

原子炉格納容器内での自然沈着 

：9.0×10-4（1/s） 

（最大存在量から 1/200まで） 

原子炉格納容器内での除

去効果 

：考慮しない 

サプレッションチェンバのプ

ール水でのスクラビングによ

る除去係数 

無機よう素：5 

有機よう素：1 

5％ 91％ 4％ 

原子炉格納容器から原子炉建物への漏えい率： 

【粒子状よう素，有機よう素】 

  1Pd以下：0.9Pdで 0.5％/d 

  1Pd超過：2Pdで 1.3％/d 

【無機よう素】 

  0～12.0hまで：0.5％/d（一定） 

  12.0h以降   ：1.3％/d（一定） 
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図 3－3 セシウムの大気放出過程 

  

セシウムの炉内内蔵量 

原子炉格納容器への放出割合 

：解析コード「ＭＡＡＰ」を使用した解析に基づく 

原子炉格納容器内での除去効果 

：解析コード「ＭＡＡＰ」を使用した解析に基づく 

（ドライウェルスプレイ等） 

原子炉建物への流入割合 

：解析コード「ＭＡＡＰ」を 

使用した解析に基づく 

原子炉建物から大気中への

漏えい 

 漏えい率：無限大/d 

非常用ガス処理系から大気

への放出 

 換気率：1回/d 

 除去効率：考慮しない 

格納容器フィルタベント系 

除去係数：1000 

格納容器フィルタベント系へ

の放出割合 

：解析コード「ＭＡＡＰ」を

使用した解析に基づく 

原子炉建物から漏えい又は 

排気筒（非常用ガス処理系用）から放出 

 

格納容器フィルタベント系

から放出 

原子炉格納容器から原子炉建物への漏えい率： 

  1Pd以下：0.9Pdで 0.5％/d 

  1Pd超過：2Pdで 1.3％/d 
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図 3－4 その他核種の大気放出過程 

  

その他核種の炉内内蔵量 

原子炉格納容器への放出割合 

：解析コード「ＭＡＡＰ」を使用した解析に基づく 

原子炉格納容器内での除去効果 

：解析コード「ＭＡＡＰ」を使用した解析に基づく 

（ドライウェルスプレイ等） 

原子炉格納容器から原子炉建物への漏えい率： 

  1Pd以下：0.9Pdで 0.5％/d 

  1Pd超過：2Pdで 1.3％/d 

原子炉建物への流入割合 

：解析コード「ＭＡＡＰ」を使用した解析

及び NUREG-1465の知見に基づき評価 

原子炉建物から大気中への

漏えい 

 漏えい率：無限大/d 

非常用ガス処理系から大気

への放出 

 換気率：1回/d 

 除去効率：考慮しない 

格納容器フィルタベント系 

除去係数：1000 

格納容器フィルタベント系への 

放出割合 

：解析コード「ＭＡＡＰ」を使用

した解析及びNUREG-1465の知見 

に基づき評価 

 

原子炉建物から漏えい又は 

排気筒（非常用ガス処理系用）から放出 

 

格納容器フィルタベント系

から放出 
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注記＊1：非常用ガス処理系の定格風量 4400m3/hによる換気率 1回/日により屋外に放出 

  ＊2：原子炉格納容器から原子炉建物への漏えい率 

    【希ガス，エアロゾル（粒子状よう素含む），有機よう素】 

      1Pd以下：0.9Pdで 0.5％/日，1～2Pd：2Pdで 1.3％/日 

    【無機よう素】 

      事故発生から 12時間後まで：0.5％/日（一定），12時間後以降：1.3％/日（一

定） 

  ＊3：非常用ガス処理系の起動により原子炉建物（二次格納施設）内は負圧となるため，

事象発生 70 分以降の期間は原子炉建物から大気中への漏えいはなくなる。 

  ＊4：事象発生後約 32時間以降は，「非常用ガス処理系からの放出」及び「格納容器フィ

ルタベント系からの放出」の両経路から放射性物質を放出する。 

 

図 3－5 大気放出過程概略図（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉建物（二次格納施設） 

 

原子炉格納容器内での除去効果 
エアロゾル（粒子状よう素含む）：格納容器スプレイ等 
有機よう素：考慮しない 
無機よう素：自然沈着率 9.0×10-4（1/s），上限 DF200 
       サプレッションプールでのスクラビングによ

る除去係数 5（ウェットウェルベントのみ） 

 

原子炉建物 
への漏えい＊2 

ドライウェル 
ベント 

排気筒（非常用ガス処理系）
から放出（70分～） 
放出率：＊1 
除去効率：考慮しない 

格納容器フィルタベント系 
からの放出（約 32時間～） 
放出率：1Pdで 9.8kg/s 

原子炉建物から大気中への
漏えい（～70分） 
漏えい率：無限大（回／日） 

原子炉 

格納容器 
原子炉建物 
への漏えい＊2 

ウェットウェル 
ベント 

格納容器フィルタベント系 

 

格納容器フィルタベント系の
除去係数 
希ガス：1，有機よう素：50，
無機よう素：100，エアロゾル
（粒子状よう素含む）：1000 

 

大気への放出経路 0時間  168時間 

原子炉建物からの漏えい    

非常用ガス処理系からの放出    

格納容器フィルタベント系からの放出    
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図 5－1 被ばく経路概念図（屋内） 

 

 

 

図 5－2 被ばく経路概念図（屋外） 
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添付 5 

 

給油等の現場作業の線量影響について 

 

重大事故時における現場作業は放射線環境下での作業となる。ここでは，有効性評価（重大

事故）で想定する主な現場作業のうち，表 1に示す作業について作業時の被ばく線量の評価を

行った。作業の時間帯等を表 2に示す。また，各現場作業における線量影響評価で採用した評

価点を図 1から図 3に示す。 

各作業の評価時間には作業場所への往復時間を含めた。なお，移動中における線量率が作業

中における線量率と異なることを考慮し，作業によっては，作業中と移動中で異なる場所を評

価点と設定し評価した。線源強度や大気拡散評価等の評価条件は，「添付 4 ベント実施に伴

う現場作業の被ばく評価について」と同じとした。 

また，格納容器ベント実施後の作業は，ウェットウェルベントを実施した場合を代表として

評価した。評価結果を表 2に示す。 

評価の結果，被ばく線量は最大でも約 53mSvとなった。このことから，各々の現場作業は作

業可能であることを確認した。 

 

表 1 有効性評価（重大事故）で想定する主な現場作業 

作業項目 具体的な運転操作・作業内容 

低圧原子炉代替

注水槽への補給

準備 

・大量送水車による輪谷貯水槽から低圧原子炉代替注水槽への補給 

各機器への給油 
・ガスタービン発電機用軽油タンクからタンクローリへの補給 

・大量送水車，大型送水ポンプ車，可搬式窒素供給装置への燃料給油作業 

常設代替交流電

源設備からの受

電操作 

・常設代替交流電源設備準備操作及び運転状態確認（ガスタービン発電機） 

・Ｍ／Ｃ受電操作，受電確認 

原子炉補機代替

冷却系運転操作 
・原子炉補機代替冷却系準備操作，運転状態監視 
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表
2 

有
効
性
評
価
（
重
大
事
故
）
で
想
定
す
る
主
な
現
場
作
業
に
伴
う
被
ば
く

 

 

格
納
容
器
ベ
ン
ト
実
施
前
の
作
業
 

格
納
容
器
ベ
ン
ト
実
施
後
の

作
業
 

常
設
代
替
交
流
電
源
 

設
備
か
ら
の
受
電
操
作
 

低
圧
原
子
炉
代
替
 

注
水
槽
へ
の
補
給
準
備
 

原
子
炉
補
機
代
替
 

冷
却
系
準
備
操
作
 

各
機
器
へ
の
給
油

*1
 

屋
内
 

屋
外
 

屋
外
 

屋
外
 

移
動
開
始
時
間

＊
2  

(事
象
開
始
後
）
 

20
分
後
 

20
分
後
 

2
時
間

3
0
分
後
 

約
4
2
.5

時
間
後
 

評
価
時
間
 

作
業

70
分
 

移
動

15
分
 

作
業

2
時
間

5
分
 

移
動

35
分
 

作
業

7
時
間

3
0
分
 

移
動

35
分
 

作
業

69
分
 

移
動

30
分
 

被
ば
く
線
量
 

約
41
mS
v 

約
23
mS
v 

約
5
3m
S
v 

約
1
9m
S
v 

注
記
*1
：
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
か
ら
大
量
送
水
車
，
可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
，
大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
に
順
に
給
油
す
る
こ
と
を
想
定
 

*2
：「

添
付

1 
重
大
事
故
等
対
策
の
成
立
性
確
認
表
（
一
覧
）」

に
基
づ
き
，
移
動
開
始
時
間
，
評
価
時
間
を
設
定
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図 1 低圧原子炉代替注水槽への補給，原子炉補機代替冷却系準備操作及び各機器への給油時

の線量評価点 
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図 2 屋外移動中の評価点 
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図 3 常設代替交流電源設備からの受電操作の評価点 
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